
2025年11月15日(土)

都市計画論文

2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場①(本部棟2401)

講演番号[1-4]

司会:神山 藍(東洋大学)、永瀬 節治(和歌山大学)

9:20 ~ 9:40
[1]

フランクフルト市の高層建築都市への歴史的展開と「高層建築発展計画2024」による高層建
築街の再構築

○太田 尚孝1 (1. 兵庫県立大学)

9:40 ~ 10:00
[2]

イギリスの文化財会計制度における文化財の価値認識と運用実態
FRS30(The Financial Reporting Standard 30 Heritage Assets)及び FRS102 を対象として

○山本 真紗子1 (1. 国立大学法人　東京科学大学)

10:00 ~ 10:20
[3]

建築・都市分野におけるポスト人間中心主義的マテリアリズムの理論的潮流
マテリアル・ターン以降の主要概念に着目して

○新 雄太1 (1. 東京大学)

10:20 ~ 10:40
[4]

「まちを見る感性」を育むまち歩きプログラムの開発と評価
地域愛着及び主観的幸福感への影響に着目して

○安倍 ひより1、籔谷 祐介1 (1. 富山大学)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 10:50 ~ 12:10 会場①(本部棟2401)

講演番号[5-8]

司会:劉 一辰(宮崎大学)、渡部 典大(北海道大学大学院)

10:50 ~ 11:10
[5]

吉田正春使節団が見た19世紀テヘラン都市改造
○松原 康介1 (1. 筑波大学)

11:10 ~ 11:30
[6]
シティ・ポップにおける「シティ」のイメージ
―言説の整理と歌詞に対する自然言語処理を用いて―

○近藤 拓夢1、渡部 一郎1、井上 拓央1、古賀 千絵2、梁 イェリム1、新 雄太1、中島 弘貴1、小泉 秀樹1 (1. 東京大学大
学院、2. 京都大学)

11:30 ~ 11:50
[7]
大規模開発従前従後の来訪パタンからみた周辺地域における回遊行動の変化に関する研究
都市再生特別地区におけるケーススタディを通じて

○天谷 太一1、岡田 潤1、出口 敦1 (1. 東京大学大学院新領域創成科学研究科)

11:50 ~ 12:10
[8]
滞留を伴う散策行動が発生しやすい都市環境の特性
―福岡市都心部の位置情報データを用いた行動解析を通して―

○角南 萌々子1、黒瀬 武史2、長谷川 大輔3 (1. 株式会社三菱総合研究所、2. 九州大学大学院人間環境学研究院、3. 東
京大学 不動産イノベーション研究センター)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 13:20 ~ 14:20 会場①(本部棟2401)

講演番号[9-11]

司会:渡部 典大(北海道大学大学院)

13:20 ~ 13:40
[9]

市街地更新を契機とした建築物の木造化のあり方に関する研究
札幌都心部を対象として

○小林 裕人1、村木 美貴2 (1. 千葉大学大学院、2. 千葉大学大学院　工学研究院)

13:40 ~ 14:00
[10]

公共空間におけるマーケットの運営傾向及び配置計画の特徴
東京都23区のマーケット147事例の空間利用特性に基づく分析

○児玉 陽斗1、細矢 瑞稀1、遠藤 優奈1、福井 勇仁2、泉山 塁威3 (1. 日本大学大学院理工学研究科博士前期課程建築学
専攻、2. 有限会社ハートビートプラン、3. 日本大学理工学部建築学科)

14:00 ~ 14:20
[11]

BID制度の段階的活用に向けた「実験的BID制度」によるエリアマネジメント手法の提案
シンガポールにおける「Pilot BID Programme」の仕組み及び成果の分析

○深津 壮1、小野寺 瑞穂2、泉山 塁威3 (1. 日本大学大学院、2. 株式会社国際開発コンサルタンツ、3. 日本大学)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場②(本部棟2402)

講演番号[12-15]

司会:菅野 圭祐(筑波大学)、田中 健一(慶應義塾大学)

9:20 ~ 9:40
[12]

東日本大震災後の小規模防災集団移転団地造成集落の居住実態に関する研究
石巻市半島沿岸部を対象として

○吉田 萌花1、荒木 笙子3、山梨 裕太4、苅谷 智大2、姥浦 道生2 (1. 大成建設株式会社、2. 東北大学災害科学国際研究
所、3. 岩手大学農学部、4. 東北大学大学院工学研究科)

9:40 ~ 10:00
[13]

地方都市の都市再生に向けた容積率緩和制度の有効性に関する研究
中枢中核都市の業務用途に着目して

○内田 祐一朗1、村木 美貴2 (1. 千葉大学大学院　融合理工学府、2. 千葉大学大学院　工学研究院)

10:00 ~ 10:20
[14]

「継続・復帰・中止・新規」に着目した訪問型関係人口の実態
－ペルソナ分析からみるターゲット別の課題－

○山渕 智也1、松場 拓海1、室岡 太一1、谷口 守2 (1. 筑波大学大学院　システム情報工学研究群、2. 筑波大学　シス
テム情報系)

10:20 ~ 10:40
[15]

主要通勤交通手段別にみた退勤時立ち寄り行動と休日外出行動の関連
-福岡市周辺のDIDにおける位置情報データを用いた行動分析-

○出﨑 貴仁1、黒瀬 武史2 (1. 独立行政法人都市再生機構、2. 九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 10:50 ~ 12:10 会場②(本部棟2402)

講演番号[16-19]

司会:鈴木 達也(香川大学)

10:50 ~ 11:10
[16]

機能バランスに着目した都市活動拠点の統合的検出に向けたフレームワーク
多様な活動パターンを考慮したパーソントリップデータの都市計画への実践的活用

○ボラティンスキー バディム1、大佛 俊泰1 (1. 東京科学大学)

11:10 ~ 11:30
[17]

緑地管理不全と並木倒景との関係

○任 伊晗1、大澤 義明2 (1. 筑波大学、2. 麗澤大学)

11:30 ~ 11:50
[18]
歩行による健康効果に着目した2次元空間の都市施設配置モデル
望ましい歩行距離を達成する施設配置と平均死亡率を抑制する施設配置

○栗田 治1 (1. 慶應義塾大学)

11:50 ~ 12:10
[19]
日本における高温多湿な気象条件が食料品の購買行動に与える影響の基礎的分析
○張 沢立2、吉田 凜、田沼 宏行2、田中 健一1 (1. 慶應義塾大学、2. 慶應義塾大学大学院)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 13:20 ~ 14:40 会場②(本部棟2402)

講演番号[20-23]

司会:田村 将太(広島大学)

13:20 ~ 13:40
[20]

街歩きガイドツアー中の写真撮影行動が参加者のシーン記憶・エピソード記憶に及ぼす影響

○高橋 南織1、雨宮 護1 (1. 筑波大学)

13:40 ~ 14:00
[21]
歩行からみた通過量モデルの構築と都市空間の数理的評価

○田中 健一1 (1. 慶應義塾大学)

14:00 ~ 14:20
[22]

建物用途規制の特例許可を受けて立地した施設の地域特性の類型化
－第一種低層住居専用地域において交通面の影響が課題となった中小規模の施設に着目して－

○安藤 亮介1、勝又 済1 (1. 国土交通省　国土技術政策総合研究所　都市研究部)

14:20 ~ 14:40
[23]

制限ボルツマンマシンを用いたday-to-dayの動的相互作用の交通配分モデリング
○小川 大智1、羽藤 英二1 (1. 東京大学)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場③(本部棟2403)

講演番号[24-27]

司会:石神 孝裕(（一財）計量計画研究所)、福田 崚(九州大学)

9:20 ~ 9:40
[24]

ODパターンから考える立地適正化計画の現状と課題
-居住誘導区域におけるx-minute cityの実現実態-

○室岡 太一1、松浦 海斗1、谷口 守2 (1. 筑波大学大学院　システム情報工学研究群、2. 筑波大学システム情報系)

9:40 ~ 10:00
[25]

用途地域に着目した居住誘導区域の境界設定とその内外隣接エリアにおける地価への因果的
影響
制度創設10年経過時点における立地適正化計画策定自治体343都市を対象にして

○川野 裕司1、大庭 哲治2、須﨑 純一3、石井 順恵3 (1. GO株式会社、2. 京都大学大学院　経営管理大学院、3. 京都大
学大学院　工学研究科)

10:00 ~ 10:20
[26]
洋上風力発電に伴う地域共生基金をめぐる当事者の制度的正当性
海域及び陸域の当事者が有する権利利益の法解釈学的分析

○小林 寛1、樋野 公宏2、浅見 泰司3 (1. 経済産業省／東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻、2. 東京大学大学院
工学系研究科都市工学専攻、3. 東京大学空間情報科学研究センター)

10:20 ~ 10:40
[27]
まちづくりにおけるプロスポーツの位置付けと課題解決に向けた取り組みの実態に関する研
究
地方自治体とJリーグクラブの協業を対象に

○髙橋 俊哉1、井上 拓央2、中島 弘貴2、梁 イェリム2、新 雄太2、古賀 千絵3、渡部 一郎2、小泉 秀樹2 (1. 東京建物株
式会社、2. 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻、3. 京都大学 人と社会の未来研究院)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 10:50 ~ 11:50 会場③(本部棟2403)

講演番号[28-30]

司会:福田 崚(九州大学)

10:50 ~ 11:10
[28]

市区町村における希望出生率の推計値とその要因に関する一考察
―自治体属性に着目した基礎的研究―

○川﨑 薫1、森本 瑛士2 (1. NTT東日本株式会社、2. 信州大学)

11:10 ~ 11:30
[29]

地区特性を考慮した再生可能エネルギー熱供給整備のあり方に関する研究
-札幌都心部を対象として-

○上野 樹1、村木 美貴1 (1. 千葉大学大学院)

11:30 ~ 11:50
[30]

関係人口との協働に対する住民意識の類型化と行政施策の方向性についての考察
岐阜県飛騨市の住民へのアンケート調査から

○関根 仁美1、武田 裕之1、加賀 有津子1 (1. 大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻)

都市計画論文

2025年11月15日(土) 13:20 ~ 14:40 会場③(本部棟2403)

講演番号[31-34]

司会:菊池 佐智子(（公財）都市緑化機構)

13:20 ~ 13:40
[31]
企業の情報開示における企業緑地に関する第三者認証取得事実の取り扱いに関する研究

○植田 直樹1、斎藤 すみれ2、村上 暁信3 (1. （株）三菱地所設計、2. 積水ハウス（株）、3. 筑波大学システム情報系)

13:40 ~ 14:00
[32]

基礎自治体管理の都市公園における芝生修景評価の現状と課題
―千葉県下の目標・実態ギャップと管理体制に着目して―

○永村 景子1 (1. 日本大学)

14:00 ~ 14:20
[33]

実測値を用いた公園緑地の雨水浸透機能の評価に関する研究
〜東京都練馬区を対象として〜

○板谷 俊太郎1、竹内 智子2 (1. 日本工営株式会社、2. 千葉大学大学院園芸学研究院)

14:20 ~ 14:40
[34]

都市水辺空間としての調整池が持つ生活・文化機能に関する研究
- 柏の葉アクアテラスと従来型調整池の比較を通じて -

○大久保 誓也1、越智 雄大1、三牧 浩也2、小野 悠1 (1. 豊橋技術科学大学　、2. 柏の葉アーバンデザインセンター)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場④(交流棟401)

講演番号[35-38]

司会:後藤 純(東海大学)

9:20 ~ 9:40
[35]

子どもの生活行動にみる体験格差の構造
課外活動の経年変化に着目して

○松浦 海斗1、山渕 智也1、谷口 守2 (1. 筑波大学大学院　システム情報工学研究群、2. 筑波大学　システム情報系　
社会工学域)

9:40 ~ 10:00
[36]

デンマーク計画法2017年改正で導入されたコンバージョンビレッジ制度の課題と効果の検証
コンバージョンビレッジ指定3地区の指定後の動向からみて

○鶴田 佳子1、小塚 遥仁2 (1. 岐阜工業高等専門学校建築学科、2. 岐阜工業高等専門学校専攻科先端融合開発専攻)

10:00 ~ 10:20
[37]

社会変化に対応した行政計画と市民参加の関係性に基づく施策展開
愛知県長久手市の取り組みを事例に

○吉村 輝彦1 (1. 日本福祉大学)

10:20 ~ 10:40
[38]

岐阜県飛騨市におけるライフスタイル移住者の地域コミュニティへの適応プロセスとその要

因

○森島 明日香、金 度源1、松井 大輔2、大窪 健之1 (1. 立命館大学、2. 新潟大学)

プログラム 2025年度全国大会（第60回論文発表会）

©公益社団法人日本都市計画学会



都市計画論文

2025年11月15日(土) 10:50 ~ 12:10 会場④(交流棟401)

講演番号[39-42]

司会:松川 寿也(長岡技術科学大学)

10:50 ~ 11:10
[39]

名古屋市における木造住宅密集地域の買物実態と支援策に関する研究

○樋口 恵一1、村上 滉一2、長野 博一3 (1. 大同大学、2. 豊田都市交通研究所、3. 高崎経済大学)

11:10 ~ 11:30
[40]
公民連携手法による公共施設と民間施設の一体的事業の実態の把握と地方中小都市における
事業成立性に関する研究

○栗原 弘希1、佐藤 宏亮2 (1. 芝浦工業大学理工学研究科建築学専攻、2. 芝浦工業大学建築学部教授)

11:30 ~ 11:50
[41]
ごちゃまぜを理念とする多機能型福祉拠点の利用実態と課題に関する研究
石川県社会福祉法人佛子園「西圓寺」を対象として

○武田 侑哉1、篠原 百合2、石川 夏帆3、藤井 さやか4 (1. 富士通株式会社、2. 東京大学大学院工学系研究科都市工学
専攻、3. 筑波大学大学院システム情報工学研究群、4. 筑波大学システム情報系・教授)

11:50 ~ 12:10
[42]
市民発意を促すまちづくりゲームを活用したエリアビジョン策定手法の有効性
－神戸市深江地区まちづくり協議会での実践を事例として－

○田中 椋1、吉野 和泰8、福本 優3、石原 凌河5、野村 はな10、阿久井 康平7、松尾 薫6、白石 将生4、蕭 耕偉郎9、松

本 邦彦2 (1. 国土交通省国土技術政策総合研究所、2. 金沢大学理工研究域、3. 兵庫県立人と自然の博物館、4. 昭和株
式会社、5. 龍谷大学政策学部、6. 大阪公立大学大学院農学研究科、7. 大阪公立大学大学院現代システム科学研究科、
8. 鳥取大学工学部、9. 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻、10. 株式会社ヘッズ)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 13:20 ~ 14:40 会場④(交流棟401)

講演番号[43-46]

司会:尹 莊植(横浜国立大学)

13:20 ~ 13:40
[43]

地方都市の市街化調整区域に存在するDIDの実態と区域区分制度上の課題に関する研究
○丸岡 陽1、松川 寿也1 (1. 長岡技術科学大学)

13:40 ~ 14:00
[44]
人口フレーム枯渇下での工業フレームを用いた拡大工業地域における建築制限に関する研究

○齋藤 岳2、松川 寿也1、丸岡 陽1 (1. 長岡技術科学大学、2. エヌシーイー株式会社)

14:00 ~ 14:20
[45]

立地適正化計画策定都市での市街化調整区域地区計画制度の運用に関する研究

○松本 稜太朗2、松川 寿也1、丸岡 陽1 (1. 長岡技術科学大学、2. 株式会社エックス都市研究所)

14:20 ~ 14:40
[46]
地域に開かれた福祉施設がケアラーに与える影響
-社会福祉法人佛子園 西圓寺を対象として

○篠原 百合1、武田 侑哉4、梁 イェリム1、中島 弘貴1、新 雄太1、井上 拓央1、渡部 一郎1、古賀 千絵2、藤井 さやか
3、小泉 秀樹1 (1. 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻、2. 京都大学 人と社会の未来研究院、3. 筑波大学システ
ム情報系、4. 富士通株式会社)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場⑤(交流棟402)

講演番号[47-50]

司会:吉田 樹(福島大学)

9:20 ~ 9:40
[47]

全線新設LRTの開業時からの本源需要の変化に関する研究
○冨岡 秀虎1、浅野 周平2、森本 章倫3 (1. 早稲田大学大学院創造理工学研究科、2. 福井大学学術研究院工学系部門 建
築建設工学講座、3. 早稲田大学理工学術院)

9:40 ~ 10:00
[48]
バス停の利用圏域拡大に向けた検討
－PT調査における移動時間に着目して－

○戸塚 健太1、森本 瑛士2、高瀬 達夫2 (1. 信州大学大学院　総合理工学研究科　工学専攻、2. 信州大学　工学部　水
環境・土木工学科)

10:00 ~ 10:20
[49]
バスターミナルで乗降する高速バス利用者の滞在行動に関する研究
福岡市のGPSデータを用いたケーススタディを通して

○杉山 錬1、岡田 潤2、出口 敦2 (1. 株式会社三菱地所設計、2. 東京大学大学院新領域創成科学研究科)

10:20 ~ 10:40
[50]
交通系ICカードデータを用いたCOVID-19による地方都市の都心部における滞在時間の変化
○宮崎 耕輔1、桑野 将司2、細江 美欧2、藤山 拓3 (1. 香川高等専門学校、2. 鳥取大学大学院工学研究科、3. ロンドン
大学)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 10:50 ~ 12:10 会場⑤(交流棟402)

講演番号[51-54]

司会:榊原 弘之(山口大学)

10:50 ~ 11:10
[51]

地域住民の認識を通したデマンド交通の価値に関する研究
岡山県赤磐市赤坂地域を対象として

橋本 成仁1、○坂本 柊人1、林 晃紀1、樋口 輝久1、海野 遥香2 (1. 岡山大学、2. 茨城大学)

11:10 ~ 11:30
[52]

小学生の登校時における家族の送迎行動の実態に関する研究

○廣瀬 暖1、橋本 成仁1、海野 遥香2、氏原 岳人1、樋野 公宏3 (1. 岡山大学、2. 茨城大学、3. 東京大学)

11:30 ~ 11:50
[53]
LRT導入による子育て世帯の自動車送迎の変化に関する研究
子どもの私事目的および親の飲酒目的の外出に着目して

○狩野 大地1、浅野 周平1、大森 宣暁2 (1. 福井大学、2. 宇都宮大学)

11:50 ~ 12:10
[54]
LRTの国家的な事業評価マニュアルの日英比較に関する研究
○大橋 由依1、森本 章倫2 (1. 早稲田大学大学院　創造理工学研究科　、2. 早稲田大学　理工学術院)
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 13:20 ~ 14:40 会場⑤(交流棟402)

講演番号[55-58]

司会:山岡 俊一(豊田工業高等専門学校)

13:20 ~ 13:40
[55]

都市人口分布の津波避難安全性評価のためのメッシュベース最適津波避難モデル

○堀合 紳弥1、奥村 誠1 (1. 東北大学災害科学国際研究所)

13:40 ~ 14:00
[56]
防災施設「砂留」の保全活動と近隣住民の防災意識・行動との関連性に関する研究

樋口 輝久1、○渡邊 詩穏1、橋本 成仁1 (1. 岡山大学)

14:00 ~ 14:20
[57]

阪神・淡路大震災における企業本社の移転モデルの提案
−移転前後での産業別・用途地域別の分析を通して−

○赤松 京佳1、四井 早紀2、大津山 堅介2、廣井 悠2 (1. 東京大学工学系研究科都市工学専攻、2. 東京大学先端科学技
術研究センター)

14:20 ~ 14:40
[58]

都市計画的観点に基づく洪水浸水想定区域内人口増減の全国的な定量分析
洪水浸水想定区域内の人口増加は、どの都市計画上の地域でどれほど全国的に起こっているのか

○小林 孝1、片山 茜2、林 洋一郎3、森川 裕貴3、波多野 由基3、菊池 雅彦4 (1. 東京都北区、2. 国土交通省、3. 日本工
営株式会社、4. 埼玉大学大学院理工学研究科)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 16:00 会場②(本部棟2402)

都市計画報告会A

司会︓志村 秀明（芝浦⼯業⼤学）・野原 卓（横浜国⽴⼤学） 

14:50 ~ 15:00
[1]

都市で過ごす人々の快適性向上に寄与する空間の特徴

○中条 瑛子1、杉本 達宏1、植田 直樹1、伊藤 月乃2、松井 宏宇2、桂島 一2 (1. （株）三菱地所設計、2. （一社）大丸
有環境共生型まちづくり推進協会)

15:00 ~ 15:10
[2]
高層複合施設における帰宅困難者のための一時滞在施設に関する課題

○寅屋敷 哲也1、佐伯 潤2 (1. 早稲田大学、2. 国士舘大学)

15:10 ~ 15:20
[3]

街路景観の快適性評価に関する研究

○山崎 元也1 (1. 山崎技術事務所（株）)

15:20 ~ 15:30
[4]
地方都市におけるウォーカブルなまちづくり推進にむけての滞留空間群創出実験の成果と課
題

○永橋 のぞみ1、奥村 真妃1、小崎 大耀1、横山 創紀1、谷本 花野1、野原 卓1 (1. 横浜国立大学)

15:30 ~ 15:40
[5]
歴史的資源の保全・活用を観光関連分野と連携させる取り組みの現状
－歴史的風致維持向上計画認定都市における歴史的資源と観光の関連に着目して

○飛田 ちづる1、飯塚 康雄1 (1. 元国土技術政策総合研究所)

15:40 ~ 15:50
[6]
近隣商店街観光地のテーマパーク化に関する研究
－ 月島もんじゃストリートを事例として －

○王 茜1、志村 秀明1 (1. 芝浦工業大学)

15:50 ~ 16:00
[7]
地域住民向け運河クルーズの促進に関する研究

○梅津 沙世1、志村 秀明1 (1. 芝浦工業大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 16:00 会場③(本部棟2403)

都市計画報告会B

司会︓吉川 徹（東京都⽴⼤学）・岡井 有佳（⽴命館⼤学）

14:50 ~ 15:00
[8]

空間計画における気候変動・生物多様性に関する政策の展開
－パリ市のPLUbを事例として

○松田 道樹1、西村 愛2、村山 顕人1、小泉 秀樹1 (1. 東京大学、2. 明海大学)

15:00 ~ 15:10
[9]

滞留空間整備及び参加型WSによる公共空間の利用促進効果に関する研究
○岩崎 真由子1、藤井 さやか1 (1. 筑波大学)

15:10 ~ 15:20
[10]
同一都市計画区域における立地適正化計画の都市機能の広域連携に関する研究

○吉田 隼斗1、岡井 有佳2 (1. （独）都市再生機構、2. 立命館大学)

15:20 ~ 15:30
[11]

工場立地法敷地外緑地制度の活用実態と課題に関する研究

○飛田 晴哉1、藤井 さやか1 (1. 筑波大学)

15:30 ~ 15:40
[12]
機械学習を用いた滞在人口推定モデルの開発とその活用可能性について

○中本 拓也1、甘粕 裕明1、土田 冴恵子1、田﨑 智之1、大村 珠太郎1、生富 直孝1、堀田 剛士2、煤田 遼祐2、田中 啓
2、陣内 寛大2 (1. 清水建設（株）、2. （株）GEOTRA)

15:40 ~ 15:50
[13]
廃業銭湯跡地利用と周辺環境との関連性について

○山下 航平1、吉川 徹2 (1. 東京都立大学卒業生（投稿時：東京都立大学）、2. 東京都立大学)

15:50 ~ 16:00
[14]

生活道路において交通事故発生率を減少させる要因

木村 未唯1、○吉川 徹1、讃岐 亮1 (1. 東京都立大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 15:50 会場④(交流棟401)

都市計画報告会C

司会︓⿊瀬 武史（九州⼤学）・⽵内 智⼦（千葉⼤学）

14:50 ~ 15:00
[15]

鉄道・シェアサイクル連携トリップの可能性を提示するアプリケーション構築とその考察

○木村 颯希1、應武 遥香2、高山 広太郎2、中井 諒介3 (1. 国土交通省（投稿時：シェフィールド大学）、2. 東日本旅
客鉄道（株）、3. 青森市)

15:00 ~ 15:10
[16]
eVTOL の社会実装に際しての航路設定にかかる要件の基礎的研究
○谷川 淳志1、黒瀬 武史2 (1. 九州電力（株）、2. 九州大学)

15:10 ~ 15:20
[17]

「ABP Challenge」新たな交通行動分析手法を活用した都市交通プランニングの実現戦略
○小笠原 裕光1、山根 雅也1、石井 良治2 (1. 国土技術政策総合研究所、2. （一財）計量計画研究所)

15:20 ~ 15:30
[18]
テキストマイニングによる「みなとオアシス」の誘客に関する試行的分析

○坂巻 哲1、大島 一夫1、蓬田 崇2、三輪 夏菜2 (1. （株）NTTアーバンソリューションズ総合研究所、2. （株）JTB総
合研究所)

15:30 ~ 15:40
[19]

東京都臨海部におけるランナー属性別の地区選好分析
ー土地利用に着目して

○東條 秀祐、中島 直人 (1. 東京大学)

15:40 ~ 15:50
[20]

都市公園の社会的価値向上に向けた未利用者層に関する研究

○高橋 和敬1、角 知咲希1、越智 楓2、日下田 貴彦2、藤本 美晴2、孫崎 莉那2、上杉 哲郎1、竹内 智子2 (1. （株）日比
谷アメニス、2. 千葉大学)
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都市計画報告会

2025年11月15日(土) 14:50 ~ 15:40 会場⑤(交流棟402)

都市計画報告会D

司会︓吉城 秀治（熊本⼤学）・轟 慎⼀（滋賀県⽴⼤学）

14:50 ~ 15:00
[21]

異なる属性における都心部回遊行動の経年変化に関する研究
－福岡市都心部をケーススタディとして

○髙下 紫雄1、辰巳 浩1、田部井 優也1、吉城 秀治2 (1. 福岡大学、2. 熊本大学)

15:00 ~ 15:10
[22]

ベッドタウンの空地を活用した賑わいづくりにおける市民の主体意識と空地活用の可能性に
関する研究

○斎藤 青葉1、根本 晴佳1、萩原 悠1、山田 莉央1、西川 亮1 (1. 立教大学)

15:10 ~ 15:20
[23]

Promoting Future Dialogue through LEGO® Serious Play®
An Attempt at Context-Building Urban Planning in a Core Provincial City in Thailand

○ポンポテイタム ナンニチィ1、早田 宰1 (1. 早稲田大学)

15:20 ~ 15:30
[24]

滋賀県南部の小規模都市の駅周辺徒歩圏の業種別・形態別施設立地と都市構造・都市計画

○古田 航己1、轟 慎一2 (1. 滋賀県、2. 滋賀県立大学)

15:30 ~ 15:40
[25]
千里ニュータウンの成熟・更新と地域コミュニティの持続性に関する研究
―新千里北町の再開発と地域組織・コミュニティ空間に着目して―

○西尾 菜摘1、轟 慎一1 (1. 滋賀県立大学)

シンポジウム等

2025年11月15日(土) 14:45 ~ 16:45 会場①(本部棟2401)

国際都市政策に関する研究発表会

国土交通省

14:45 ~ 16:45
[Presentation]

国際都市政策に関する研究発表会
国土交通省

我が国の都市政策においては、諸外国の取組も参考にしつつ、各種施策の検討・展開を進めています。
また、2024年11月にイタリア・ローマで開催された「G7都市大臣会合」では、各国大臣による共同行動の一つとし
て、都市政策に関する経験や知識を共有することが盛り込まれるなど、諸外国の最新動向を把握することの重要性が
一層高まっています。

こうした状況を踏まえ、国土交通省では、公益社団法人日本都市計画学会と連携し、「国際的な都市政策に関する研
究発表会」を開催することといたしました。

あわせて、発表された研究に対して表彰を行い、優れた取組を奨励するとともに、関係者間の情報交換の機会といた
します。
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シンポジウム等

2025年11月15日(土) 16:20 ~ 18:20 会場⑤(交流棟402)

日本都市計画学会のビジョンを展望する

16:20 ~ 18:20
[Symposium②]
日本都市計画学会のビジョンを展望する
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場①(本部棟2401)

講演番号[1-4]

司会:神山 藍(東洋大学)、永瀬 節治(和歌山大学)

9:20 ~ 9:40
[1]
フランクフルト市の高層建築都市への歴史的展開と「高層建築発展計画2024」による高層建築
街の再構築

○太田 尚孝1 (1. 兵庫県立大学)

9:40 ~ 10:00
[2]
イギリスの文化財会計制度における文化財の価値認識と運用実態
FRS30(The Financial Reporting Standard 30 Heritage Assets)及び FRS102 を対象として

○山本 真紗子1 (1. 国立大学法人　東京科学大学)

10:00 ~ 10:20
[3]
建築・都市分野におけるポスト人間中心主義的マテリアリズムの理論的潮流
マテリアル・ターン以降の主要概念に着目して

○新 雄太1 (1. 東京大学)

10:20 ~ 10:40
[4]
「まちを見る感性」を育むまち歩きプログラムの開発と評価
地域愛着及び主観的幸福感への影響に着目して

○安倍 ひより1、籔谷 祐介1 (1. 富山大学)

セッション 2025年度全国大会（第60回論文発表会）
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正会員・兵庫県立大学環境人間学部（University of Hyogo） 

1．研究の背景・目的

1-1．研究の背景

わが国では大都市を中心に建築物の高層化が進んでいる。

世界中の高層建築物のデータを有する「高層ビル・都市居

住協議会（以下、CTBUH）」のHP1)をみると、国内の150m

以上の竣工済みの建築物は2000年時点では67棟であった

が、2025年時点では288棟となっている。また、2025年の

東京及び大阪への立地は全体の 77.8％に達する。このよう

な近年の建築物の高層化と特定都市への集中化は、日本に

限らず世界的傾向である 2)。さらに、用途としては従来の

オフィスから住宅、商業施設や文化教育施設、宿泊施設等

も加えた複合化への変化も国内外で確認される 3)。 

高層建築物が群として既に存在する都市では、既存スト

ックでは不足する都市機能や魅力的な空間創出と、同時に

建築物の老朽化も含めた外部不経済性を抑制し持続可能性

を担保するかが中心的な都市計画課題と考えられる。特に、

高層化が単に形態的に都市の空間イメージに影響を及ぼす

のではなく、特定空間での高容積化を伴い、かつ高度に集

積する場合は、当該都市と地区の文脈に配慮した立地及び

用途の適切さが強く問われる。さらに、地球環境問題への

配慮や、コロナ禍を経て人間中心の誰にでも開かれた都市

空間の創造への貢献期待も今や高層建築物にはある。その

ため、仮に高層建築街が都市社会の発展や進歩を映す鏡と

して社会的に許容されるとしても、建築物や敷地単位の規

制誘導や創意工夫だけではなく、いかに適切な面的コント

ロールを行い、開発事業者やエリアマネジメント組織等と

協調しながら持続可能な発展に導くかが肝要といえる。こ

れは、日本も含めて多くの先進諸国が成熟社会を迎え、持

続可能性が鍵概念になっていることも関係する。 

もっとも、わが国の現状をみると、一部で面的発想によ

る都市計画手法を用いた立地や用途の規制誘導、エリアマ

ネジメントによるソフト事業がみられるが、総じて都市再

生の流れで規制緩和をし建築物の高層化・高容積化に注力

してきたといえる。結果として、供給過多のデメリットや

建築紛争も報告(1)され、面・点として超高層建築物をいかな

る考え方や計画手法を用いて適切にコントロールしていく

かの検討はいまだ不十分である。 

1-2．「高層建築発展計画2024」への注目理由 

 この挑戦的課題を念頭に、本稿ではドイツのフランクフ

ルト市が2024年6月に2008年の前計画を改定する形で策

定した「高層建築発展計画2024（Hochhausentwicklungsplan 

2024（以下、HHEP2024））」に注目する。 

その理由は、①フランクフルト市は国際金融拠点として

2025年時点で150mを超える建築物は18棟（ドイツ全体：

21 棟）1)でありロンドン、パリと並んで西欧の中で高層建

築物が集積した高層建築都市であること(2)、②HHEP2024は

原則 60m 以上の高層建築物の立地可能場所を明示し用途

を含めた計画基準を目標とする空間像や計画プロセスと共

に示していること、③HHEP2024では高層建築物の集積効

果を最大化するとともに人々に開かれた空間創造や地球環

境問題に配慮した既存ストックの増改築、高層建築街の面

的リノベーション構想など次世代を見据えた試みを示して

いること、④HHEP2024は非法定のガイドライン的計画で

ありながらもドイツの都市計画法の建設法典（BauGB）で

は、自治体の議決により法定都市計画策定時に配慮すべき

計画とみなされることから一定の拘束性を有し、かつ民間

事業者の公共貢献を計画実現の前提としていること、⑤ド

イツ国内では近年フランクフルトと類似した計画策定が相

次ぎ 4)同市の動向は他都市にも影響を与えると考えられる

こと、である。 

フランクフルト市の高層建築都市への歴史的展開と「高層建築発展計画2024」による高層建築街の再構築 

The historical development of Frankfurt into a city of skyscrapers and the restructuring of the high-rise building district 

through the “High-Rise Development Plan 2024” 

太田 尚孝 

Naotaka Ota 

There is a lot of interest in the way cities plan for high-rise buildings around the world. Using the city of Frankfurt as a 
case study in western Europa, this paper clarifies the historical development process of the skyscraper city and the 
mechanisms of the “High-Rise Development Plan 2024 (HHEP2024)”. Based on interview surveys in Frankfurt in 
2023 and 2024, as well as comprehensive literature surveys, the following three points were clarified. 1) The path to 
the skyscraper city was not a straight line, but it was formed in stages. 2) Based on HHEP 2024, the high-rise building 
district will undergo significant changes based on culture and green spaces. 3) HHEP 2024 clearly positions non-
statutory plans as preparatory plans for statutory plans. 

Keywords: Germany, Frankfurt am Main, high-rise buildings, non-statutory plans, planning culture 

ドイツ, フランクフルト, 高層建築物, 非法定計画, 計画文化 
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すなわち、フランクフルト市は少なくともドイツ国内で

は、積極的に高層建築物の規制誘導や面的都市更新を目指

していると思われ、その考え方や実態解明は前述のわが国

が抱える都市計画課題の相対化や、西欧都市での高層建築

物の面的コントロールに関わる調査研究が少ない現状(3)を

打破することにも資すると考えられる。合わせて、ドイツ

の法定都市計画は市域全体の土地利用計画（以下、F プラ

ン）と地区レベルの地区詳細計画（以下、Bプラン）の二

層性だが実際の運用は非法定の関連計画も影響を与えると

の指摘 5)があり、本稿は具体例にもなる。なお、フランク

フルト市が属するヘッセン州統計局 6)に基づくと、2023年

末時点で同市は749,596人（国内5位）、248.31㎢（国内12

位）である。また、州の平均値と比較して比較的若い世代

と外国人の居住者が多く、近年は人口増加傾向にある (4)。 

1-3．既往研究のレビュー 

 わが国ではフランクフルト市は、「旧市街地に高層を建て

続ける西ヨーロッパ唯一の都市」7)であり、人口70万人程

度にもかかわらず高層化が進んだ事例として紹介されてい

る。だが、1970年代以降に高層オフィス街となった都心の

ヴェストエンド地区の計画プロセス 8)やその抵抗運動の研

究 9)、近年の都心立地型の高層住宅開発事業に関わるベル

リンとの比較調査 10)はあるものの、歴史的変遷や具体的な

都市計画手法はわが国ではこれまでほとんど解明されてい

ない。他方、本稿の問題意識に類似し、非法定計画による

高層建築物の面的・点的規制誘導に着目した事例調査は、

ベルリン市10)及びデュッセルドルフ市11)にて行われている。 

 ドイツでの研究状況は、フランクフルト市はドイツ国内

でも稀有な高層建築物の集積都市であるため、都市社会学

者のRodensteinにより長年調査研究が行われてきた 12)～16)。

関連して、市の実務者目線での 1990 年代の高層建築開発

の動向に関する報告 17)や、1997 年の完成当時ドイツ及び

EU 圏で最も高い 259m のコメルツ銀行タワーの事業誌 18)

もある。さらに、2014年11月から2015年4月にドイツ建

築博物館で開かれた『高層建築都市フランクフルト』の展

覧会資料集19)や近年の複合用途化する高層建築物の土地政

策的意義を扱った調査 20)もある。それでもなお、HHEP2024

や他都市との比較的視点を有した研究は乏しい。 

1-4．研究の目的 

 そこで、本研究では、フランクフルト市の高層建築都市

への歴史的展開と、同市がHHEP2024に基づきどのような

考えと仕組みの中で高層建築街の再構築を目指しているの

かを解明することを研究目的とする。 

1-5．研究の構成・手法 

第2章では、高層建築都市としてのフランクフルト市の

歴史的展開を明らかにする。同市がいかなる背景と計画論

でドイツ及び西欧を代表する高層建築都市となったかは

HHEP2024を解読する前提といえる。この際に、既往研究
12) 13) 17)に基づき同市が1990年代入り現在につながる肯定的

意味でのスカイラインが形成され、2000年に最初のHHEP

が策定されたことから、1990年代を転換期とみなす。また、

ドイツ全体の動向も示し同市の特徴を見出す。 

第 3章では、HHEP2024の計画内容と規制誘導手段、目

指す空間像を明らかにする。最初に計画策定の背景を述べ、

従前の計画との違いを含め計画の骨子を示す。次いで、

HHEPの核といえる既存高層建築街の再生構想「高層建築

プロムナード計画（Hochhauspromenade）」を事例に、

HHEP2024の目指す高層建築街像を把握する。 

第 4章では、HHEP2024への評価を明らかにする。ここ

では、HHEP2024への政治的主体や経済界の認識、制度論

から見た特徴、ドイツ国内での類似の計画との比較的視点、

からHHEP2024の多面的評価を行う。 

第5章では、研究のまとめとして、各章で明らかになっ

た点を示し、最後に今後の研究課題を列記する。 

なお、本研究は、文献や客観的データに基づく文献調査

と、2023年 7月及び 2024年7月に実施したフランクフル

ト市都市計画課担当者(5)へのヒアリング調査結果に基づく。 

2．高層建築都市への歴史的展開 12)～17), 21)～23) 

2-1．「マインハッタン」への変貌と社会的受容 

ドイツの高層建築の源流は、教会や市役所の高層化にあ

る。例えば、ドイツ国内の 100m 以上の竣工済み高層建築

物のデータ 1)をみても、オフィスや住宅用途は1960年代以

降である。この中でフランクフルト市は、神聖ローマ帝国

の拠点、ドイツのナショナリズムの舞台、19世紀後半以降

の工業化と市町村合併により急速に発展した都市であった

が、1960 年代までは高層化は顕著ではなかった。つまり、

後にマイン川のマンハッタンを意味する「マインハッタン」

への変化は1960年代以降であった（図1）。 

図1独の100m以上の建築物の立地都市と平均高さ（左軸：棟、右軸：m） 

出典：文献1）から筆者作成 

フランクフルト市は、第二次世界大戦時の空爆により都

心部が廃墟化し、他方で敗戦後に米英占領地の行政機関が

設置され西ドイツの首都候補にあげられた。だが、1949年

に首都はボンに決定し、戦災復興は政治や行政拠点ではな

い方向付けが求められた。この際に、政治的主体は経済発

展を基軸とし、銀行や保険会社、大企業の管理部門を誘引

するために近代的な高層オフィスを求めた。中道左派のド

イツ社会民主党（以下、SPD）が主導する市政は、1950年

代末に国内3大銀行と連邦銀行の本拠地がフランクフルト
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市となったことも受け、オフィス床の新規供給を目指した。

大街区の高層建築が希求された結果、マイン川を底辺に扇

状で広がる旧市街地の縁の城壁跡地（緑地帯）内及び周辺

が開発用地とみなされ、40ⅿから60m程度の高層オフィス

が相次いで誕生した。もっとも、クリアランス型の再開発

による高層オフィス建設は市民社会からの大きな反発を招

いた。特に、城壁跡地の北西に位置し都心や中央駅に近接

するヴェストエンド地区で問題が先鋭化した。同地では、

1962 年にチューリッヒ保険会社が入居するチューリッヒ

ハウス（68m）が開業したが、戦災を免れ19世紀前半の4

階建て程度の街並みを保つ住宅街区での開発行為は反発を

呼んだ。市側は、1968年に、ヴェストエンド地区の開発圧

力を低下させ、城壁跡地から北西方向に走る幹線道路沿い

を高密度化させる「フィンガープラン（Fingerplan）」を示し

た（図2）。それでもなお、ヴェストエンド地区の投機行為

はおさまらず、B プランの適用除外(6)を用いた高層オフィ

ス建設が相次いだ。そのため、1970年代にはスクウォッタ

ー活動が始まり、大規模な抗議活動に発展した。なお、戦

前から続く通風や日照、空間的ゆとりを優先するドイツ流

の高層建築物のイメージもあり、全体では集積ではなく広

場等の都市景観上のアクセントとして高層建築物が配置さ

れた。その具体例は 1966 年に都心縁辺部のニーベルンゲ

ン広場オフィスセンター（現シティ・ゲート）の 110m の

オフィス棟であった。また、市全体では、1970年代前半に

本格的な国際ハブ空港としてフランクフルト国際空港の機

能強化が行われ、西独経済の中心地化を後押しした。 

図2 フィンガープラン（抜粋）とヴェストエンド地区 

出典：文献24）に地名を筆者加筆 

1977 年に中道右派のドイツキリスト教民主同盟（以下、

CDU）の市長が就任し、前時代と異なる文脈（例：脱工業

化、人口減少、歴史性の再評価）での高層オフィス開発に

よる都市の魅力付けが目指された。高層建築街の関連計画

では、1983年に市から委託を受けたシュペアー建築事務所

によって「都心指針計画（City-Leitplan）」が策定された。同

計画は、前時代の反省から居住機能の強化や、低未利用地

の有効活用、都市デザイン的観点から高層建築物の適正配

置などが盛り込まれた。それでもなお、中央駅北側に位置

し産業的土地利用が多い労働者街区のガルス地区や、中央

駅南口の 200m 級の高層建築案には排除への抗議活動が生

じた。同市の高層建築物は、1960 年代から 1970 年代の自

社ビルとしてオフィス用途と、装飾のないモダンなインタ

ーナショナルスタイルの外観が主流であった。これに対し

て、1970年代末からは投資家とデベロッパー、著名建築家

によるポストモダンの高層建築に変化した。この転換は、

見本市会場周辺に誕生したウンガースのメッセ・ゲートハ

ウス（117m/1984年開業）、ヤーン＆マーフィーのメッセ・

タワー（256ⅿ/1990年開業）に象徴化された。特に後者は

1920年代のアメリカの摩天楼を彷彿させる外観であり、前

時代の無機質な高層建築とは異なり、市民から好意的に評

価された。他方、莫大な資金を必要とする大規模事業の出

資者は幾度も変化し完成の遅延を招く新たな問題を示した。 

2-2．HHEPによるクラスター化と空間コントロールの試み 

1990年代前半のフランクフルト市は、遷都決議によるベ

ルリンへの企業流出への懸念と欧州中央銀行の本拠地を巡

る都市間競争下にあった。つまり、既存の大手銀行や保険

会社等の床供給需要に応えながら、欧州経済の中心機関の

受け皿を物的に用意する必要があった。さらに市民社会の

声を受け市民開放型の展望施設や飲食店、居住機能や文化

施設等を含む複合開発も求められた。市側は急激に変化す

る時代環境に即座に対応し、1990年に「銀行街枠組み計画

（Rahmenplan Bankenviertel）」が市の委託を受けたノボルニ

ー・メーナー・アソシエイツから提案された。同計画は、

「都心指針計画」を基礎に新規投資を呼び込み、かつ既存

住宅街に悪影響を与えない距離感と公共交通とのアクセス

性を重視した。また、従前はBプランを策定せず、建築主

と市との交渉や裁量的判断を重視していた計画手続きも、

1994 年の銀行街の高層建築計画では「銀行街枠組み計画」

を基にしたBプランが策定された。それでもなお、事業単

位では計画内容よりも建築主の主張が優先され、より大き

くより高い建物が建築された。 

 1990 年代後半に入ると、1997 年に銀行街にフォスター

によるコメルツ銀行タワーが高さ 259ｍで開業し、スカイ

ラインの頂点となった（図3）。また、同時期には日本企業

の誘致や文化交流を目的としたジャパンセンター

（116m/1996年開業）、ドイツ国内の地方銀行以外にも国外

の投資会社やメディア企業、有料展望施設から構成された

マインタワー（200m/1999年開業）等が銀行街に加わった。

1998 年には欧州中央銀行が 1970 年代に建設された高層オ

フィス棟のユーロタワー（148m）に本拠地を構え、フラン

クフルトの国際経済拠点性は一層強化された。加えて、1996

年に市民向けの大規模イベント「スカイスクレイパー・フ

ェスティバル」が開催され、高層建築物は市民により身近

な存在となった。結果的に、かつては資本主義の象徴や、

アメリカ化された都市景観という意味で揶揄された「マイ

ンハッタン」は、次第に肯定的な都市発展イメージに関連

付けられるようになった 14）22）。市は新時代の高層建築都市

を展望するためジョルダン＆ミュラー建築事務所に委託し、

1997 年の一般公開型の展覧会を経て 2000 年にHHEP2000

マイン川 

旧市街地 

中央駅 

ヴェストエンド 

地区 
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が策定された。この際に、既に一定程度の集積があり発展

可能性があるクラスター（銀行街、見本市、中央駅）のみ

に 100m を超える高層建築物 16 棟の新規立地を許可する

方向が示された。また同計画は、1996年に公表された頭端

式の中央駅を地下で通過式にする「フランクフルト21」の

影響も受けていた。そのため、中央駅周辺では鉄道用地の

上に緑地帯と 160mから 290mの 6棟の高層建築（オフィ

ス及び住宅）が構想された。さらに、中央駅と見本市の間

に369mのミレニアム・タワーの建設も組み込まれた。 

図3 コメルツ銀行タワーを頂点としたスカイライン 

出典：2023年7月の現地調査時に筆者撮影 

だが、2000年代初頭には中央駅の地下化もミレニアム・

タワーも資金不足により頓挫した。さらに 2012 年の夏季

オリンピックの招致合戦に敗れ、他方で都心東側に欧州中

央銀行の新オフィス建設計画も始まっていた。そのため、

市はHHEPの改訂を再びジョルダン＆ミュラー建築事務所

に委託し、2007年に一般公開され、2008年にHHEP2008と

して策定された。同計画はドイツの建築法制度上、特別な

防災対応が必要となる 60m 以上を対象とした。結果的に、

新規立地の 26棟の 10棟のみが 100mを超え、最大高さも

210mとより実現性を重視した計画となった。また、前計画

で構想された中央駅周辺の6棟の高層建築は削除され、欧

州中央銀行の建設予定地周辺も高層建築物の場とされた。 

もっとも、現実は計画通りではなかった。例えば、計画

策定から10年後の成果を尋ねた2018年の市議会議員への

回答書 25)では、①HHEP2008に基づき完成・建設中の高層

建築物は 14棟に留まり 4棟はHHEP2000から引き継がれ

たものである、②HHEP2008には未記載だが都市計画的妥

当性から建築許可を受けた 60m 以上の高層建築物が 5 棟

とあくまで B プラン策定時の配慮すべき計画だけであり、

かつ景気動向にも左右されるため、実現性や拘束性の課題

が示された。他方で、③HHEP2008に従い許可された高層

建築物により1,375戸（非HHEP2008では485戸）が供給

されている、④HHEP2008に記載された60m以上の高層建

築物の開発時には全てBプランが策定されている、として

都心の用途混合化や多様な利害調整もはかれているとの肯

定的評価もあった。 

2-3．ドイツ全体の中でのフランクフルト市の高層都市化 

CTBUH のデータ 1)を見ると、フランクフルト市では、

1960年代から一貫して高層建築物を建築し続けている。そ

の他の都市では、戦後から 1970 年代前半までは西ドイツ

全体が好景気であったことも関係し、例えば 1970 年代に

はケルン市でも 5棟が 100mを超えた。しかし、ケルン市

の高層化は同市の都市発展と同様にその後停滞した。さら

に、1989 年のベルリンの壁の崩壊、翌年のドイツ再統一、

1991年のベルリンへの遷都決議は、戦前の400万人都市の

再興への期待につながった。そのため、例えば1993年に開

催された旧東独の都心のアレキサンダー広場の再生コンペ

ではコールホフらによる 13 棟のオフィスを中心とした

150m級の高層建築街が勝者となった 26)。しかし、経済基盤

が乏しい再統一後のベルリンに新規開発需要は生じず、

1990 年代に実現化されたのは旧国境線沿いのポツダム広

場などで 100mをわずかに超える高層建築が 4棟のみであ

った。2000年代に入ると、従前は高層建築物が少なかった

ミュンヒェン市にも 2000 年代に 4 棟が竣工したが、それ

以上の発展はなかった。この背景には、他都市と比較して

フランクフルト市は経済発展優先の都市開発政策が戦後か

ら根底にあり、その手段として都心の高層オフィスを供給

し続けたことが考えられる。その中で、ドイツ流の日照や

通風に配慮し空間的にゆとりのある高層建築像は破棄され、

ドイツ国内ではフランクフルトが建築デザインも資本も集

積も米国の影響を最も強く受けたと評価された 13）15）。また、

同市が大半を占める 100m 以上の建築物の平均高さには急

激な変化はみられない（図1）。つまり、ドイツで唯一のス

カイラインがフランクフルト市に誕生したとしても、同市

は北米やアジアの大都市とは異なるレベルの高さや集積度

である。 

3．HHEP2024の計画内容と規制誘導、具体的な空間像 

3-1．計画策定の背景、計画立案過程、計画の位置づけ 

 HHEP2008の改訂の兆しは、2016年の市会議員選挙後の

連立協定書（CDU・SPD・緑の党）に遡る。ただし、同書
27)では、既存コンセプトを発展させる形で改訂をし、居住

空間のあり方に配慮することが数行で記載されただけであ

った。具体化されたのは、2021年の環境保護や参加型社会

を優先する緑の党を第一党とし、SPD及び自由主義の自由

民主党（以下、FDP）、新欧州主義のVolt党との連立協定書
28)であった。この際に 1 ページにわたり、改訂に関する政

治的意思が提示された。つまり、①コロナ禍により予測困

難としてもオフィス床需要はこの先 10 年は現状のままで

も満たすことができる、②従前の富裕層向けの高級高層住

宅よりも一般市民の手が届く価格帯の住宅が必要であり高

層建築物の下層階には多様な用途を含む、③空間的に遠方

まで影響を及ぼす大規模建築物はHHEPの指定場所のみに

建設される、④今後は気候変動対応や持続可能性、ダイバ

ーシティ、用途混合、公共空間を重視する、⑤高層建築物

計画は近隣住民との意見交換に基づき行われる、⑥民間事

業者が主体的に策定するプロジェクト型Bプランは前提条

件を明確化し条件の遵守を徹底させる、⑦制度的改革も含
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めて木造建築やファサード緑化を進める、ことであった。 

 実務的には、「都心指針計画」を策定したシュペアー建築

事務所の後継の AS+P 社に基礎調査や計画立案が 2021 年

に委託された。市担当者によると、2022年に過去の計画を

更新する際に、コロナ禍とはいえオンライン等も用いなが

ら積極的に市民意見を集めたデュッセルドルフとは異なり、

計画立案段階の市民参加は行われなかった。この背景には、

①HHEP2008の更新計画であり市民や事業者に既に認知さ

れていること、②Bプランとは異なり参加が義務化されて

いないこと、③HHEPは個々の高層建築物ではなく全体の

上位計画に該当するため必ずしも市民参加に馴染まないこ

と、があった。最終的にHHEP2024は、2024年6月に市議

会議決後に、市民向け展覧会という形で公表された。また、

市の都市計画課のHP でも計画策定に関わる各種報告書が

全文公開された。 

 策定されたHHEP2024は、市議会での市側の説明文 29)を

みると、従前と同様に非法定の計画手段として将来起こり

うる開発行為の枠組みを設定するだけであり、詳細検討は

法定のBプランにゆだねられることが明記されている。他

方で、HHEPは建設法典の第 1条第 6 項第 11号「市町村

によって決議された都市発展構想、あるいはその他の都市

計画の結果」に該当し、Bプラン策定時に特に配慮すべき

14項目の一つであり、Bプラン策定後の条例化の際に市議

会は HHEP2024 の規定順守も強調された。関連して、

HHEP2024は、HHEP2008と同様に60m以上の高層建築物

の立地を新規指定し同地で計画、建設する場合、及び過去

のHHEPで立地指定を受けたが実現化していない場合での

適用を想定した計画とされた。 

3-2．HHEP2024の4つの計画内容 30) 

（1）高層建築物建設計画の質的諸条件 

 HHEP2024では高層建築物と周辺環境との相互作用や、

高層建築物が都市や地区にもたらす付加価値を重要視して

おり、これが従前とは異なる新たな考え方である。つまり、

高層建築物は都市のアイデンティティをさらに強化すると

同時に、暮らす価値がある持続可能な都市発展に貢献する

ことが望まれている。具体的には用途と持続可能性の指針

があり、今後開発する高層建築物の用途は、複合用途のみ

とし、事業によって新たに創出される使用可能面積の割合

としてオフィスや商業が主用途の場合は70％まで、住宅で

は85％までとされ、それ以外は別の用途となる。関連して、

高層建築物の低層階には周辺環境との連続性を求め、市民

も利用可能な文化施設や飲食店などが想定されている。あ

るいは、居住機能の強化は都心にプラスに働くとしても今

後は富裕層向けではなく、一般市民でも手が届く価格帯の

住宅を供給することがうたわれている。持続可能性では高

層建築物の計画段階から建設、管理を見通した省エネルギ

ーを推進し、ドイツ持続可能建築評議会（DGNB）の「ゴ

ールド」賞を目指す。さらに、都市のヒートアイランド現

象軽減のために建材自体を工夫し、かつ高層建築物によっ

て生み出される公共空間を緑化することになる。 

（2）都市空間構造上の目標像 

 HHEP2024では、高層建築物の集積メリットを享受しつ

つ賑わい創出のために、公共空間の連続性を都心全体で計

画している。また、過去のHHEPではこれまで高層建築物

をクラスターとして集積させてきたが、HHEP2024では見

本市周辺や中央駅周辺での群としての新規開発余地は近未

来にはなく、伝統的な高層建築街の銀行街の拡充が強調さ

れた。その具体像が次節の「高層建築プロムナード構想」

である。他方、中央駅周辺や欧州中央銀行周辺は将来的な

開発検討エリアとして指定された。特に、2014年に開業し

たコープ・ヒンメルブラウの欧州中央銀行（185m）は1920

年代に開設された市場跡地に脱構築主義の独創的なツイン

タワーであり、メッセ・タワーやコメルツ銀行タワーと同

様に特徴的である。そのため、都心の東側では欧州中央銀

行をスカイラインの頂点とすることを基調とした。 

（3）準備的計画手続きの標準化 

 HHEP2024で新たに加わったのが高層建築物の準備的計

画手続きの標準モデルである。準備的計画手続きを経るこ

とは、法定のBプラン策定手続きを開始するための不可欠

な前提条件とされる。この際に、Bプランは、建設法典第

1条第3項では、「都市計画的な発展と秩序が必要になり次

第」定める法定計画であるとしても、HHEP2024では高層

建築物の計画には新たなBプランの策定（変更を含む）が

必須と考えている。加えて、建設法典第11条の「都市計画

契約」や第12条の「建築案及び地区整備プラン」（いわゆ

るプロジェクト型Bプラン）の活用が見込まれている。具

体的な準備的計画手続きは5段階に大別される（表1）。 

表1 Bプラン策定の前段階としての準備的計画手続き 

段階 具体的内容 

Ⅰ 

アイデア 

開発事業者と市との間で、開発コンセプトとHHEP2024、

その他の基本条件（Fプラン、記念物保護、気候目標など）

との整合性の確認が行われる。 

Ⅱ 

実現 

可能性 

立地特有の諸条件が特定され、その後の計画コンペ実施に

必要な知見と仕様が導き出される。持続可能性の知見も、

この段階から含められる。 

Ⅲ 

予備調査 

様々なテーマ（例：高層建築物による風向や日照の変化）

を分析する予備調査が専門家によって実施される。合わせ

て、事前に指定された持続可能性評価基準を選択する。 

Ⅳ 

市民参加 

市民は、新しい高層建築開発事業に関して早期に情報提供

され、さらなるコンセプト開発にも参加する。参加結果は、

コンペにも提案として盛り込まれる。 

Ⅴ 

コンペ 

コンペは、公的なガイドライン（RPW 2013）及び市の「市

の参加による計画コンペ実施のガイドライン」に基づき、

実現に向けた透明性のある評価が行われる。 

出典：文献30）pp.10-11に基づき筆者作成 

（4）新規及び引き継がれた高層建築物の立地場所 

 HHEP2024でも、従前のHEEPと同様に高層建築物の立

地場所が明示された（図4）。さらにHHEP2024では数々の

調査結果から市として期待される建築物の外観や、高さ、

敷地面積、延床面積、建築方法、用途規制も明記された。

つまり、市としてどこにどのような高層建築物が近未来に

建築されるべきかが可視化された。HHEP2024に基づけば、
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2040 年までに指定した 14 の新規立地が開発され、延床面

積は約 47.5 万㎡増加することになる。14 棟のうち 9 棟が

銀行街、4棟が欧州中央銀行周辺、1棟が中央駅周辺と、銀

行街への集中化は顕著である。用途では、9 棟がオフィス

を主用途とし、5棟が住宅である。また、新築は10棟、既

存の高層建築部の増築が4棟ある。市担当者によると、①

計画策定に関わる事前調査の中で民間事業者や地権者等へ

の意見収集は行ったがHHEP2024は市としての立場を優先

している（7）、②Bプラン段階で詳細は異なったとしてもル

ール化されたコンペの前提にもなりHHEP2024から大きく

逸脱することは最終的な建築許可が下りないため存在意義

はある、③事業者側にとってもどこにどのような前提条件

で立地が可能になるのかを知れることはコスト削減になり

投機的行為の回避にもつながる、④計画に位置付けられて

も事業者側の資金調達や意向、あるいは立地条件に左右さ

れる傾向が強く計画途中で頓挫しHHEPから削除した事例

もある、⑤更地に新規開発の余地は少なくなっており既存

の建物やブロック型市街地を基層階としてその上部に高層

建築物を建築することは今後も十分ありうる、⑥中央駅の

南口の新規高層建築物（160m～200m）はバスターミナルや

中央駅のアクセシビリティ向上事業と関連しており他の事

業とは意味合いが異なる、と理解されている。 

3-3．高層建築街の再構築「高層建築プロムナード構想」 

 「高層建築プロムナード構想」は、フランクフルトの高

層建築街の特徴であり、かつ緑地帯であってもポテンシャ

ルを活かしきれていない城壁跡地を銀行街の拡充と合わせ

て再整備する構想である。現状では、ゴミが散乱し老朽化

したベンチ、落書きなどが目立ち、夜間に安心して歩ける

空間ではない。高層建築群に挟まれたセントラルパークと

しての利用という意味でも、建築物のメインの入り口は必

ずしも緑地帯には面しておらず低層階の開放性も乏しい。

これらの課題を解決するために、現存する旧オペラ座と新

設する新オペラ座（現在はフランクフルト劇場）の約950m

の区間に人々が滞在し、城壁跡地という歴史性に現代的な

デザインを施

した新たな公

共空間を整備

する。さらに

区間の中間地

点にフランク

フルト劇場を

移設し、新旧

オペラ座と合

わせて一大文

化拠点になる

ことで銀行街

や緑地帯の意

義づけのパラ

ダイムシフト

が目指される

（図5）。幅約

100m の新緑地帯の両側には新規 5 棟、増築 4 棟が

HHEP2024によって定義づけられており、建築デザイン上

の多様性とフランクフルトの伝統的なブロック型構造の市

街地形状への配慮もみられる。広域的にみれば、地下鉄や

トラム等とのアクセシビリティも集積により利用効果が高

まり、プロムナードはマイン川沿いの遊歩道や親水空間と

もつながることで対岸の博物館ゾーンとの連続性も期待さ

れている。市担当者は民間事業者や市民社会からも同構想

には肯定的評価があるにしても、実現可能性は、①市が直

接関与できることは緑地帯や文化施設、あるいは公共交通

の整備のみであり高層建築物の開発は民間事業者の投資意

欲や床需要に左右されるため見通せない、②他方で準備的

計画手続き、コンペ、Bプランの策定、「都市計画契約」の

締結により時間はさらにかかってもHHEP2024の意図を事

業者が組み込んだ計画実現が理論上は可能になっている、

と考えている。 

図5 「高層建築プロムナード構想」のイメージ図 

出典：文献30）p.14-15及び31）p.44を基に筆者作成 

4．HHEP2024の多面的評価：政治経済、制度、都市間比較 

市政を担う4党の共同記者会見資料 32)をみると、与党側
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図4 60m以上の建築物とHHEP2024による新規立地可能場所 出典：文献30）p.13に地名等を筆者加筆 
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からはHHEP2024に肯定的評価がならんだ。（表 2）。野党

からは、CDUは計画自体に賛成したとしても「フランクフ

ルトの都市発展のための建設用地決議」(8)に伴う事業者側

への一般市民向けの住宅供給及びインフラ開発費用負担が

足かせになり計画通りに開発が進まないと主張し、計画自

体に反対の左翼政党（Linke）と立場は異なった。 

表2 HHEP2024に対する政治的主体のコメント 

政党名 コメント内容 

与

党 

緑の党 

連立協定の内容を概ね反映し、特に既存の高層建築物

を増築する試み、オープンスペース及び公共交通との

関係性強化は地球環境問題への対応にも合致する。 

SPD 

市にとって高層建築街は経済活動の原動力である一

方で HHEP2024 では再興が進む歴史的旧市街地には

影響を及ぼさず周辺環境との調和も図られている。 

FDP 

HHEP2024 はヨーロッパでのフランクフルトの様々

な分野のPRに資する計画であり、かつHHEP2008 よ

りも実現可能性に配慮されている。 

Volt 

HHEP2024 ではより多くの人々が高層建築街にアク

セスできエリアの賑わい創出に寄与し、同時に欧州中

央銀行周辺や中央駅周辺の整備にもつながる。 

野

党 

CDU 
「フランクフルトの都市発展のための建設用地決議」

により開発は進まない。 ※計画自体には賛成 

Linke 
新規開発による環境破壊やジェントリフィケーショ

ンが懸念される。 ※計画自体に反対 

出典：文献32）39）に基づき筆者作成 

経済界では、フランクフルト商工会議所会頭のコメント

を見ると 33)、高層建築街が複合開発化され都心に活気を与

え、観光分野にも貢献することを期待し、同時に新規オフ

ィス床供給がライン・マイン大都市圏（人口約600万人）

からの企業流出を回避し国際競争にも対抗できるとして歓

迎された。これに対して、不動産市場の分析者は、2024年

5月の評価としてHHEP2024に記載された高層建築物が実

際に建設されるかは景気や投資家に左右され、オフィス床

が供給されてもフランクフルトの床需要には限度があり老

朽ストックの空き床リスクも高まることを指摘した 34)。 

 制度論でみると、都市計画制度の中でのHHEPを含めた

非法定の高層建築計画は、ドイツではこれまで特殊事例と

して議論されていなかった 35)。今やこれは、ドイツの都市

計画制度体系からは各自治体の将来構想を司る「都市発展

計画（Stadtentwicklungsplan）」の一種といえ、非法定であっ

ても議決により一定程度の拘束性を持ち、分野横断型で、

受け皿ではなく能動的プランと理解される 36)。また、市担

当者が政策的目標を実現化するための鍵と理解する「都市

計画契約」では、既にHHEP2024以前からも政策として求

める比較的安価な住宅供給の割合の遵守、文化教育施設

（例：スポーツ広場、託児所）の整備、誰もが通行できる

通路の確保などがBプランの建築権を創出する前段階に公

民間で締結されていた 37)。都市法学者は、現行の仕組みの

中では「都市計画契約」により公民の合意形成が促進され、

様々なリスク回避にもつながり、民間事業者も事業実施の

コストを削減できる利点があると判断している 38)。 

他都市の状況では、不動産開発や人口動態など共通的発

展傾向を示す7大都市（ベルリン、ハンブルク、ミュンヒ

ェン、ケルン、フランクフルト、シュトゥットガルト、デ

ュッセルドルフ）では、高層建築物に対する何らかの計画

や調査が存在する 4)。もっとも、高層建築物を都市空間に

必要な一要素として、積極的に立地適正化をはかり都心空

間の魅力向上を目指しているのは、フランクフルト以外で

はベルリンとデュッセルドルフのみである。他の2都市と

の事例調査結果 10) 11)をふまえると、①制度的仕組みは3都

市とも類似し非法定の将来的開発枠組みを市の方針として

提示している、②高層建築物自体は否定されておらず周辺

環境との調和や付加価値を高めるため適切な立地と準備的

計画プロセスを用意していることも共通する、③他方でフ

ランクフルト市では「高層建築プロムナード」のように具

体的提案がされている。つまり、ベルリンとデュッセルド

ルフは高層建築物が増加することを見越して計画策定をし

ていることもあり、HHEP2024は先行的事例といえる。 

5．研究のまとめ・今後の研究課題 

第二章では、フランクフルト市の高層建築都市への歴史

的発展経緯を各時代の計画論と関連付けて示した。地政学

的状況から同市の戦災復興は他都市とは異なる経済発展優

先の高層オフィス街建設が目指された。だが、急激に変化

する都市景観と独善的な開発行為には市民社会からの抵抗

もあった。その後、一定の市民理解を経てHHEPにより現

実的な空間制御手段が確立されていった。つまり、高層建

築都市への道のりは一直線ではなかった。 

 第三章では、HHEP2024の計画内容と目指す空間像を明

らかにした。2021年の連立協定書を起点に、新たな高層建

築物を計画する仕組みが構築された（例：Bプランの準備

的計画という役割）。将来都心像といえる「高層建築プロミ

ナード構想」は既往研究 12）で批判された高層建築街の都市

性の欠如への回答といえ、多機能で環境配慮型、文化施設

と緑地帯を中心に空間利用の統合化が目指されていた。い

ずれにしても、HHEP2024でも高層建築物を基盤にした都

市発展は変わらず、かつ 15 世紀以降の市政の中心地であ

ったレーマー広場を含む歴史的旧市街地には従前も現状も

今後も高層建築物の立地は見込まれていない。 

第四章では、HHEP2024の評価を多面的に明らかにした。

今般の改訂は連立協定書に明記されるなど政治色の強い計

画であり、かつ発展志向が読み取れるが、HHEP2024によ

り社会的に許容できる計画立案ができ、ドイツでは先行的

事例といえる。もっとも、計画と事業間の客観的な需給バ

ランスや合意形成は依然として課題もあり、HEEP に基づ

く実現可能性の担保は容易ではない。 

 以上の調査結果を通して、フランクフルト市の高層建築

都市への歴史的展開と、HHEPに基づく既存の高層建築街

の再構築の現状が明らかになった。それでもなお、既往研

究 13）15）16）では戦前には戦後とは別の論理があることが明

示されている。また、ロンドンやパリとは都市規模が異な

るフランクフルト市では広域的観点での将来展望や個々の
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都市開発事業が議論されているとも推察できる。あるいは、

都市マーケティング的視点でのスカイライン形成に妥当性

があるとしても市民からの客観的評価も同時に確認する必

要がある。これらの研究課題を前提にし、ロンドンやパリ

との国際比較研究、日本への批判的・建設的提言が求めら

れる。 

＜謝辞＞ 
フランクフルト市担当者様に心より感謝申し上げます。本研究は、公益財

団法人日立財団倉田奨励金2023年度(第55回)の研究成果の一部です。 

【補注】 
(1) 朝日新聞クロスサーチを検索すると、例えば、「東京インサイド）タワ

マン、身構える女子校 文京区「桜蔭」、日照・プライバシー不安（2022

年10月06日）」など様々な課題が生じていることが読み取れる。 

(2) 文献 1）によるとロンドンの 150m を超える高層建築物は 43 棟（国

内：49棟）、パリは3棟（国内：27棟）である。なお、パリのラ・デ

ファンス地区はパリ市ではなく、クールブヴォア、ピュトー、ナンテ

ールの3自治体にまたがり、3自治体内には計20棟が立地する。 

(3) 例えば、ロンドンの高層建築に関わる都市計画研究を Cinii 検索して

も本稿に類似する課題設定の論文は数件程度でしかない。 

(4) 文献6）によると、15歳から65歳までが69.9％（州：64.5％）、65歳

以上が15.9％（州：21.4％）、外国人率が29.2％（州：18.1％）である。

また、2017年からの増減率は＋1.02（州：＋1.01）、2021年を始点とし

た将来予測では2050年には82.5万人と＋1.09（州：＋1.03）である。 

(5) 2023年及び2024年のヒアリング調査は同一人物に行い、調査対象者

はHHEP2024の策定を担当した。 

(6) 建設法典第31条第1項ではBプランの指定内容からの例外許可を認

める場合があること、第2項では計画の骨子の維持を前提に公共の福

祉や都市計画的妥当性等からBプランの策定免除が可能とされる。 

(7) 民間事業者が HHEP2024 の計画策定時にどのような具体的意見を示

したかまでは不明であるが、参考文献10）や第4章をみるとHHEPに

対しては既存の計画の改訂でもあり、枠組み条件を作るのはあくまで

市であるため、大きな不満はないと理解できる。 

(8) これは、ドイツ各地で近年導入されている「社会的に公正な土地利用

（SoBoN）」のフランクフルト版である。 
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*正会員 東京科学大学 環境・社会理工学院 建築学系 助教

1． 研究概要

1-1. 研究の背景と目的 
スティグリッツ報告書（2009）(1)において、「われわれが

構築する文明は、われわれがどういう会計計算を行うかに

よって決まる」1)と述べられているように、会計的な計算方

法は物の価値の捉え方に影響を及ぼし、会計上高く評価さ

れた対象が価値のあるものとされる傾向がある。一方、会

計上で十分に評価されなくても、多様な価値をもつものは

多く存在する。例えば、文化財はその代表例である。文化

財は、動産（絵画・骨董品など）と不動産（歴史的建造物

など）に大別される。2) このうち不動産、とりわけ歴史的建

造物については、市場が存在せず価格評価が困難であると

されてきた 3)。近年、歴史的建造物を保存対象としてだけ

でなく、都市経済や地域振興に寄与する資源として位置づ

ける認識が高まっているにもかかわらず、会計学的にその

価値を算定する方法は十分に整備されていない。 
我が国における文化財会計については、例えば歴史的建

造物の場合、財産評価基本通達第4章（97-2）4)において規

定されている通り、一般の構築物の評価額に定められた割

合(2)を乗じて計算した額を控除した金額として評価すると

定められている。一般の構築物は通常、減価償却法が適用

され、定率法と耐用年数を用いて計算される。この手法に

則れば、日本の文化財の会計的評価は、自動的に極めて低

く見積もられるのが一般的である。資産価値を低く見積も

ることは、税負担を軽減するという観点では重要であるが、

一方で本来その文化財が持ち得る正当な価値を知ることが

できない点が指摘される(3)。法律や制度によって保護され

ている文化財は別として、それ以外の文化財については、

「短期的な経済合理性が重視される時代には歴史的価値が

忘れられ破壊されてしまうため、近代化の過程で、その価

値が認識されずに我々の世界から永久に姿を消してしまっ

たものも多い」5)。会計学の枠組みで文化財を捉え直し、そ

の価値を共有することが現代において求められている。 
イギリスでは、会計基準審議会が文化財に関する会計基

準 FRS30(Financial Reporting Standard 30)(2009) 及 び

FRS102(2013)を導入し、文化財を保有する全ての組織に対

して文化財の資産価値を公開することを定めた。FRS30は
全ての種類の文化財を対象にした会計制度で、会計上の合

理性の観点から制度化されたものだが、会計処理の問題に

とどまらず、歴史的建造物を含めた文化財の価値を再考す

る機会ともなった。 

以上を踏まえ、本研究の目的は①イギリスの文化財会計

制度 FRS 30 及びFRS102 における文化財の定義および採

用された具体的な測定方法②同制度が、イギリスを代表す

る歴史的建造物保全団体の会計方針に及ぼした影響を事例

として明らかにすること、の 2 点とする。これらを通じて

歴史的建造物を会計学的に評価することの意義を考察する。 

1-2. 既往研究 
文化財の会計制度に関する研究は多岐にわたって行われ

てきた。例えばGarry.Dら(2003) 6)が文化財に会計を適用す

ることの矛盾について述べているように、歴史的にさまざ

まな課題について論じられている(4)。一方、近年では安定し

た文化財保全の財政運営の必要性が高まり、その会計制度

の近代化の重要性も論じられている(5)。このような流れの

中で、文化財政策の先駆的存在であるイギリスの文化財会

計制度であるFRS30及びFRS102については赤塚(2010)7)が

FRS30 の導入背景や制度の詳細について、Sheilla.E(2016) 8)

が経済学的価値を測定することが将来の文化的価値に与え

る影響について扱っている。一方で、FRS102までの制度的

イギリスの文化財会計制度における文化財の価値認識と運用実態 

FRS30(The Financial Reporting Standard 30 Heritage Assets)及びFRS102を対象として 
Accounting for Cultural Property in the UK: Recognition, Valuation, and Practice 
Focusing on FRS30 The Financial Reporting Standard 30 Heritage Assets) and FRS102 

山本 真紗子* 
Masako Yamamoto 

This paper investigates how FRS 30 and FRS 102 have shaped the recognition and reporting of heritage assets in the 
UK. FRS 30 introduced a framework for disclosing culturally significant assets, while FRS 102 maintained these 
principles with broader applicability. Through analysis of financial reports from institutions such as English Heritage, 
the study finds that these standards improved transparency but left room for varied interpretations due to valuation 
challenges. The paper concludes that while the standards help integrate public cultural assets into financial reporting, 
they highlight the limits of traditional accounting in capturing non-financial value. 

Keywords:  Accounting for Heritage Assets, Value, The National Trust, English Heritage 
文化財会計、価値、ナショナル・トラスト、イングリッシュ・ヘリテージ 
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変遷における文化財の定義・測定方法ならびに文化財特有

の性質の取り扱いが、保全活動を行う団体の会計方針にど

のような影響を及ぼしたかについて、これを主たる研究対

象とした先行研究は、菅見の限り存在しない。 

1-3.   研究の方法と構成 
本研究では、イギリスの会計基準審議会が発行する会計

基準に関する資料(Financial Reporting Standard, Discussion 
Paper など)、及びナショナル・トラスト、イングリッシュ

ヘリテージの年次報告書を対象に資料調査を行う。2 章で

FRS102 に至るまでの近年のイギリスの文化財の会計制度

の内容を概観したあと、3 章でFRS30 及びFRS102 におけ

る①文化財の定義、②具体的な価値の測定方法、③文化財

特有な性質の扱いを明らかにすることで、会計制度におけ

る価値認識の現状を示した。続く4章ではイギリスを代表

する２つの文化財保全団体における同制度導入前後の会計

方針を整理し、それが団体の活動へ与えた影響を明らかに

した。 

2. イギリスにおける近年の文化財の会計制度の変遷

2章では、イギリスにおける近年の文化財会計制度につい

て、その概要と文化財の位置づけに焦点を当てて整理を行

ない、結果を表2に示した。 
2-1. FRS30の成立以前の会計制度 
：FRS15(Financial Reporting Standard 15「有形固定資産」)9) 
FRS30の前身であるFRS15は、「有形固定資産」を対象と

した基準であり、文化財もその中で取り扱われていた。「有

形固定資産」の定義は、「物理的実態を有し、財貨・用役の

製造・提供、他者への貸与、または経営管理を目的として、

報告主体の事業活動において継続的に所有される資産」と

されている（FRS15, par.2）。その中で文化財については、外

部者の合意なしに譲渡できないことや、歴史・科学・芸術

上の価値を有するといった特性を持つ資産であることが示

されている。10) 

また、2001 年以降に所有団体によって取得された文化財

のみ資産価値の評価が求められ、2001年以前に取得された

ものは資産価値の評価が免除されていた。文化財は2001年
以前に取得されたものも多く、財務諸表に所有資産の価値

を計上しない団体がほとんどであった。(6) 
このため、会計上の開示状態に一貫性がなく、結果として

一部の資産のみが計上されることになるなど、誤解を招く

状況となっていたことが指摘されるようになった。11)この

ような経緯があり、文化財に特化した会計規則を設ける議

論が発展していった。 

2-2. FRS30成立に向けた議論 
：Discussion Paper(Heritage Assets Can Accounting do 
better?) (2006) 12) 
会計基準審議会が発行するディスカッション・ペーパー

は、新しい会計基準の策定や基準の見直しに際し、論点を

提示し、会計士・学者・政策立案者などからフィードバッ

クを得るために公開されるものであり、文化財に特化した

会計制度である FRS30 の成立に際して多角的な検討が行

われたことを示すものである。2006 年に 89ページに及ぶ

ディスカッション・ペーパー  “Heritage Assets: Can 
Accounting Do Better?”が発行された。 
このディスカッション・ペーパーでは、冒頭でロゼッタ

ストーンの例を挙げ、文化財を「比較の仕様がない」「市場

価値の計り知れないもの」（DB p.3）としつつも、財務状況

を明らかにすることが、公正な経済活動を行う上で必要な

プロセスであると位置付けられた。 
この中では、FRS15までは明確にされてこなかった文化

財の定義について慎重に検討が重ねられた後、文化財の特

異性、会計処理上の課題、評価基準の提案、会計基準の改

善案などについて述べられている。文化財の特異性につい

ては、文化財は他の資産とは異なり、価値の評価が非常に

難しく、市場価格での評価が不可能な場合が多いため、従

来の会計基準では適切に取り扱うことが困難であると指摘

されている。特に、表2に示すとおり本ディスカッション・

ペーパーでは文化財の価値は金銭的な要素だけでなく、歴

史的・芸術的・科学的な要素を含むという定義を初めて示

しており、その上で文化財の評価の難しさが非常に困難で

あることにも言及した。これらの課題を踏まえつつ、文化

財が会計上で評価されることによって、社会的な認識や保

護の重要性が高まり、資金調達や政策決定がより効果的に

行えるようになることが強調された。 

2-3. FRS30の成立と適用 
：FRS30(Financial Reporting Standard 30「文化財」)(2009)13) 
このような経緯を経て、2009 年には ASB(Accounting 

Standing Board)より FRS30 が発行された。全 54 ページの

FRS30の冊子は、その概要から始まり、目的、定義、対象

となる期間や範囲、評価方法、適用事例などが提示されて

いる。目的は、以下の２つが明記された。(表1) 

表1の通り、FRS30は文化財としての定義を満たしている

財については、取得に関するコストあるいは文化財の価値

に関する情報を貸借対照表(7)に掲載することを、全ての文

化財保有団体に求めている。これまでは、FRS15に従って

2001 年以降に取得されたものだけを計上している団体や、

そもそも会計処理を行わない団体も多くみられた中で、「真

実かつ公正な情報開示」(FRS30 par.4)のため、FRS30以降は  
「全ての」文化財について、その会計的価値を貸借対照表

上に掲載することが会計規則上の義務となった。 

表1. FRS30の目的 
 

(i)
 強化された開⽰は、貸借対照表に報告されているか
どうかに関係なく、すべての⽂化遺産資産に適⽤される

(ii)
コストまたは価値に関する情報が⼊⼿可能な場合は、
⽂化遺産資産は貸借対照表に報告される

ASB(2009)FRS30"Heritage Assets" p.5.par 1
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2-4. FRS102への展開 
：FRS102(Financial Reporting Standard 102「英国とアイル

ランドの中小企業向けの会計基準」)(2013)14) 
2015 年にFRC(8)より発行されたFRS102 は、英国とアイ

ルランドの中小企業・公益団体など広範な組織を対象とし

た主要な会計基準で、旧来のUK GAAP(9)を簡素化・統合し、

IFRS（国際財務報告基準）との整合性を持たせたものであ

る。FRS30 は FRS102 に統合され、「34 章 専門的な活動」

（Section 34 Specialised Activities）の項目の中に「文化財」

(Heritage Assets)として組み込まれ、運用されるようになっ

た。その内容は簡略化され、文化財に関する主要な記述は

わずかA4 で2ページのみで、FRS30 で見られたような文

化財の価値や性質に関する詳細な議論は省かれている。こ

のように、表２で示す通りFRS15では文化財は有形固定資

産の一部として位置付けられていたが、FRS30では文化財

は独立した資産区分として設定した。一方 FRS102 では文

化財の定義はFRS30から引き継ぎつつ、制度としては文化

財に限定されない中小企業・非営利団体向けの会計基準に

組み込まれた。 

3. FRS30及びFRS102における文化財の価値の位置付け 
このようにしてFRS30からFRS102へと発展を遂げなが

ら、イギリスにおける文化財会計はより制度として一般的

なものになり、FRS15までは資産として会計に取り込むか

どうか線引きが曖昧だった文化財が、明確に会計制度に組

み込まれるようになった。3 章では、その契機となった

FRS30 及び現行制度であるFRS102 の①文化財の定義、②

具体的な価値の測定方法、更に③文化財特有な性質の会計

学上の取り扱いについて示すことで、会計学における文化

財の価値認識を明らかにする。 

3-1. 文化財の定義 
文化財の定義について、現在使用されている表現とそれ

に至る変遷を示す。まず、最終的な定義としてはFRS30で
決められた「歴史・芸術・科学・技術・地理・環境的価値

を有し、知識や文化の貢献のために保管・維持される有形

資産」(FRS30 par.2)としている。FRS102はこの定義を踏襲

しながら、「商業用・投資用のもの」を除外（FRS102 34.50）
することを改めて強調した。このことは、「業務のため（あ

るいは利益のため）」に保管しているものに関しては、文化

財として性質を保有しているか否かに関わらず、有形固定

資産として処理されることを意味している。 
この定義に至るまでには、もともとディスカッション・ペ

ーパーなどを通じて様々な検討(10)が行われていた。例えば、

先述のディスカッション・ペーパーでは文化財の特徴につ

いて表3のような説明が行われており、定義には及ばない

としつつも、文化財ならではの特性が明記されている。表

3 (c) では「時の経過とともに価値が増す可能性のある特殊

な財」と位置付けられていたり、表3(d)では「（文化財の耐

用年数について）数百年に及ぶこともある」とされるなど、

一般的な会計処理では対応が困難な側面について言及され

ている。 

表2.文化財に関するイギリスの会計制度 
 

(a) 保護され、妨げられることなく保たれ、管理され、保存されている

(b)

現⾦流⼊や売買収益を⽣み出す⽬的で保有されることはほとんどな

く、そのような⽬的で使⽤するには法的または社会的障害がある可

能性がある

(c)
それらはしばしばかけがえのないものであり、物理的状態が悪化し

たとしても、時間の経過とともにその価値が増す可能性がある

(b)
耐⽤年数を⾒積もることは難しいかもしれないが、場合によっては

数百年に及ぶこともある

(Discussion Paper p.17 1.13)

表3. 文化財の特徴（ディスカッション・ペーパー） 
 

発行年度 1999 2006 2009 2013

会計制度名 FRS15 Discussion Paper(*) FRS30 FRS102

対象 有形固定資産 文化財 文化財
中小企業・公益団体が保有

するすべての資産など

主な内容

有形固定資産の会計処理を

統一し、透明性を向上させ

た。再評価法や減損、減価

償却などのルールを明確化

した。

新しい会計基準の策定や基

準の見直しに際し専門家な

どからフィードバックを得

るために公開されるもの

で、文化財の特異性、会計

処理上の課題、評価基準の

提案、会計基準の改善案に

ついて述べた。

有形固定資産とは別に、文

化財に特化した制度として

導入された。文化財の定義

や、測定方法、情報公開の

範囲などについてルールが

制度化された。

中小企業、慈善団体、非営

利組織向けの財務報告基準

として　　従来の会計基準

に置き換えられたもの。文

化財だけに限定されない全

ての資産・負債に関するも

の。

文化財の

位置付け

有形固定資産の一部として

位置付けられた。譲渡不能

性や、歴史・科学・芸術的

な価値を有するものという

情報も付与された。(DP

par.1.11)

「歴史的、芸術的、科学

的、技術的、地球物理学

的、または環境的価値を有

する資産であり、知識と文

化への貢献を主目的として

保有・維持されており、こ

の目的が資産を保有する団

体の目的の中核を成すも

の」と定義された。(DP

par.4)

文化財は有形固定資産から

独立した資産として位置付

けられた。文化財は「歴

史・芸術・科学・技術・地

理・環境的価値を有し、知

識や文化の貢献のために保

管維持される有形資産」と

定義された。(FRS30

par.2)

文化財はFRS102の第34章

「特殊な活動(Specialised

Activities)」に分類し直

され,一般の会計基準では適

切に対処できない活動とし

て指針が提供された。定義

などに大きな変更はない

が、「公正価値」を算出す

ることが明確に求められる

ようになった。(FRS102

par34.53)

(*)ASB(2006)"Heritage Assets: Can Accounting Do Better?"：会計制度ではなく、討議資料にあたるもの
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3-2. 文化財の評価方法 
・公開情報

FRS30 及びFRS102 においては、文化財に該当するすべ

ての資産について以下の情報に提示を義務付けた。 
(1) 企業が保有する文化遺産資産の性質及び規模 
(取得・保存・管理及び処分に関する方針、保持している

記録、資産へのアクセスの程度) 
(2) 採用した会計方針 
(3) 財務諸表で認識されない文化財は、その理由を説明 
(3)の情報開示が難しい資産に該当する場合は、資産 

の重要性及び性質、評価に代わる情報（外部評価者によっ

て評価が行われたかどうか）過去の取引について具体的に

情報を開示する必要がある。このようなおおまかなルール

は設けられているが、具体的内容には言及されておらず、

それぞれの団体の裁量に委ねられているのが現状である。
(11) 

・評価方法

FRS102 の評価体系を図１に示した。FRS30 では文化財

の評価方法に一定の柔軟性を持たせていたが(12)、現行制度

である FRS102 では「文化財が非交換取引で取得された場

合、企業は通常その資産を公正価値(Fair Value)で測定しな

ければいけない」と明文化している(FRS102 par.34.53)。公
正価値は文化財のみならず、一般的な金融資産や負債にも

用いられる概念であり「秩序ある取引において、知識のあ

る独立した当事者同士が、自発的に交換する資産や負債の

価格」15)と定義されている。文化財のように一般的な市場

が存在しない場合でも合理的に測定できる価値を考慮した

ものであるとされている。非交換取引は、寄贈や遺贈など

の取引のことで、金銭の授受が発生しないものを指す。 
公正価値の測定方法は、基本的には図1に示す通り「企

業にとっての価値(Value to business)」を採用するとしている。

これは、企業が企業にとって同等の効用をもつサービスま

たは施設に対してオープンマーケットで支払うと見積もる

価格(13)を意味しており、必ずしも市場価格とは一致しない

ことが特徴である。極端な例を挙げれば、寄付が行われな

ければ企業が文化財を購入しない場合は、企業にとっての

価値はゼロとなることを意味している。 

3-3.文化財に特有な性質の取り扱い 
文化財の会計制度を具体化するにあたり、特にFRS30で

は文化財が持つ特性について詳細に検討している。文化財

は会計学上の資産であるという価値観（FRS30 par.11）を示
しながらも、一方で資産の枠組みは収まらない文化財の特

殊な性質についても言及しており、その両面性から文化財

の価値を捉えている点がこの制度の特徴である。 

3-3-1.文化財の「資産」としての性質への言及 
「用役潜在力(Utility potential)」を内包している 

FRS30 及びFRS102 では文化財を「資産」であるという

一貫した姿勢を示している。その根拠として、特にFRS30
では文化財の「用役潜在力」を認めていることが挙げられ

る(FRS30 par.11)。用役潜在力とは会計学用語で、財として

の価値が見た目にはわかりにくくても、利用価値があり、

将来的にわたり収益が見込まれる性質を指している。  

例えば博物館や保全団体にとって、文化財は入場料など

の間接的な収入を生み出す財として機能し、用役潜在力が 
認められる。しかしより重要な点として述べられているの

は、文化財には体験的価値や科学的研究など、キャッシュ・

フローに限定されない価値を生み出す力を持っているとい

う点である。これらのサービス全般を通じて、文化財は用

役潜在力を内包する資産であると記している。 

「譲渡不能性(inalienability)」を以て資産性は失われない 
文化財の会計に関するこれまでの議論では、「譲渡不能性

(inalienability)」という特異な性質から、文化財は「資産」か

らは除外されるべきという見方が優位であった。譲渡不能

性とは、将来にわたり文化財が容易に売買され、換金され

ないように法律や文書で規定されることで備わる性質で、

その経済的利益を放棄するものとも読み取れることから、

一般的な資産の概念とは相容れないものとされてきたので

ある。これに対して、FRS30でも文化財の譲渡不能性を認

識しているものの、だからと言って文化財の資産としての

性格を否定することは不可能であると明記している

(FRS30 par.12)。仮に第三者にわたることがない文化財であ

ったとしても、その文化財に集客力があるなど、用役潜在

力が認められる場合は、会計上の資産の対象となり、その

価値を公開する必要があるとしている。 

3-3-2.「資産」の枠組みに収まらない文化財の性質 
「減価償却(Depreciation)」は適用されない 

FRS 30 では、文化財に対して減価償却を行う必要はない

と明確にしている(FRS30 par.23)。これは、文化財が適切に

手入れをすれば無期限にその価値を保つことができるため

で（上記表3の(c)参照）、一般の建造物が50年で償却され

てしまう減価償却法は文化財には適していないと判断して

いるためである。ただし、物理的な劣化や破損、または文

化財の真正性に疑問が生じた場合のみ、FRS 11「固定資産

およびのれんの減損」(14)に基づいて対応が必要となる。 
図1. FRS102の文化財評価の体系 
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「受託責任(Stewardship)」を明確にしている 
FRS30では、文化財保有団体に文化財の評価額を算出す

る本質的な目的として、資産の受託責任(Stewardship)（15）に

関する情報を提供することを述べている(FRS30 par.5)。受
託責任とは、外部から寄贈や遺贈など委託を受けた文化財

などの財産を将来世代にわたり適切に管理するために、日

頃から適切に組織の経済活動を管理・遂行する義務のこと

である。FRS30では保全団体がこの受託責任を果たすため

にも、会計上の報告義務を課しているとしている。 
以上のようにFRS30及びFRS102では、文化財の資産と

して捉えられる価値とそうでない価値の、両義的な性質を

会計の枠組みの中で認識していることがわかる。 

4. FRS30 及び FRS102 に対する２団体の反応と財務報告

上の変化

FRS30及びFRS102に対して、文化財を保有する団体(博
物館・美術館・チャリティなど)は様々な反応を示した。こ

こでは、イギリスを代表する２つの歴史的建造物保全団体

（ナショナル・トラスト、イングリッシュ・ヘリテージ）

のFRS30及びFRS102導入前後の文化財の会計評価を比較

し、歴史的建造物保全活動にもたらした影響を示す。歴史

的建造物保全団体は、FRS 30など会計制度変更の影響を最

も直接かつ明確に受ける主体のひとつである。また、当該

団体は歴史的建造物の保全のみならず、一般公開やイベン

トの開催を行い、資産を地域の資源と位置付けている。そ

の分析は、文化財評価の実務的課題、公益団体の説明責任

を明らかにする上でも意義が認められる。 

4-1. ナショナル・トラスト(The National Trust) 
(正式名称: The National Trust for Places of Historic Interest 
or Natural Beauty)  
ナショナル・トラストは、1895 年に設立されたチャリテ

ィであり、イギリス国内に330件の住宅建造物、47件のモ

ニュメントなどを多くの文化財を保全する、ヨーロッパ最

大の歴史的・自然環境保全団体である。同団体は 5.4万人
の会員、4 万人をこえるボランティアを擁し、日常的に資

産を一般に公開したり、季節的なイベントの開催などを行

なっている。文化財は、保存されるだけでなく、現代の人々

に使われ、親しまれる存在と位置付けられている。(The 
National Trust Annual Report 2023) 16) 
ナショナル・トラストでは、The National Trust Act 

(1907,par21) という法律により、保有する資産の譲渡不能性

が認められてきた(16)。この法律のもと、ナショナル・トラ

ストは取得した資産を第三者に譲渡・売買することが事実

上不可能とされてきたため、ナショナル・トラストは資産

計上を免除されており、FRS30 やFRS102 により文化財の

会計評価が義務化された後も、引き続きその姿勢を維持し

ている。 
ナショナル・トラストのFRS30に対する反応は2011年に

発行された年次報告書で初めて示された。ここでは、FRS15
の一貫性のなさを認めつつも、その弱点を改善する形で発

行されたFRS30に対して、「トラストはFRS30を採用しな

い」(The National Trust Annual Report 2011)16)と明言した。 
一方、同年にナショナル・トラストは、有形固定資産額の

算出方法を変更している。この変更はFRS30への対応とし

て明示されていないが、新たに Property Development 
Project という方法が導入されている。Property Development 
Project とは、集客施設、賃貸物件、再生可能エネルギー生

産管理施設などに関わる開発プロジェクトのことで、これ

に関連する費用は、有形固定資産として計上され、減価償

却による会計処理が行われるようになった。このようなコ

ストは従来、財務活動計算書で費用として計上されていた

ものである。このような施設整備の費用を有形固定資産と

して計上するためには、その支出を「資本的支出」として

仕分ける必要がある。「資本的支出」とは、応急措置的な修

復（例：壊れた屋根を即時的に修復する）ではなく、長期

的に資産価値を高めるための支出（例：屋根全体を補強し、

損壊を防ぐ）を指す。FRS30との関連性は直接言及されて

いないが、ナショナル・トラストはFRS30の適用と同時期

に、上記のような条件に当てはまる費用を資産として計上

するという会計処理の変更を行なっている。 

4-2. イングリッシュ・ヘリテージ (English Heritage) 
イングリッシュ・ヘリテージは、イングランドの歴史的

建造物や遺跡、文化財の保護・管理を行うチャリティ(17)で、

表4. FRS30およびFRS102への両団体の対応 
[A]FRS30.FRS102の適用 [B]文化財の会計評価 [C]左記の理由 [D]その他の対応

The National Trust

組織形態：チャリティ

適用しない(*)

(FRS30:The National Trust,

Annual Report 2010/11

FRS102:Annual Report

2015/16

FRS30,FRS102:行わない

The Naitonal Trust Act(1971)に

より、保有資産の譲渡不能性が認

められており、市場で交換するこ

とがないため

・Property Development

Projectとして「資本的支出」を

計上(**)

・文化財の基本的情報、保存の

方針などアーカイブの内容を充

実させた

・FRS30とFRS102で対応に大きな

変更点はなし

English Heritage

組織形態：チャリティ

(2014年までは

行政機関)

適用する

(FRS30:English Heritage,

Annual Report 2010/11

FRS102:Annual Report

2015/16)

純粋な文化財は計上しない

FRS30:非文化財に分類されたも

ののみ計上する(***)

FRS102:取得原価および市場価

値が明らかなものを計上する

FRS30:非運用文化財（純粋な文化

財）は比較不能で、価値の測定が

そもそも不可能であるため

FRS102:詳細説明なし

・文化財の基本的情報、保存の

方針などアーカイブの内容を充

実させた

・FRS102前後から文化財の資産

計上に関する詳細な説明がなく

なる

(*)文化財の資産計上に関するもの,(**)実際にFRS30の対応としては明記されていないが、FRS30の発行と同年に取り組まれたもの

(***)FRS30より前から取っていた方法で、FRS30以降も引き継いでいるもの
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ナショナル・トラストと同様イギリスの文化財保護に寄与

してきた。現在は国内に550件を超える資産を保全してい

る。イングリッシュ・ヘリテージでも、1.2万人の会員、4000
人をこえるボランティアが所属しており、年間6万人の訪

問客が存在する。トラストと同様、貴重な文化財を将来に

引き継ぐために、さまざまな取り組みを行なっている。

(English Heritage Annual Report 2023)17） 
同団体は2010年度の年次報告書において、「2010年4月

1日より、イングリッシュ・ヘリテージはFRS30を採用し

た」(English Heritage Annual Report 2010)17）と報告し信頼でき

る情報が得られる場合には、その価格を財務諸表上に掲載

していくことを公言している。一方で、所有する文化財の

ことを非運用型文化財(Pure Heritage Assets)と位置付け、そ

の多くが「比較不能な性質を持っていて、従来の計算方式

では十分な信頼性を持った原価や評価額を得られない」と

も述べており、実際に評価をを行っていない。最近取得し

たもので評価に信頼性があるものだけを計上するとしてい

る。ちなみに、建物以外の 50万点をこえる工芸品や 1200
万点をこえるアーカイブ資料に関しても、価値の多様性、

数の多さ、市場取引の困難さなどを背景に、例外を除いて

会計計上を行なっていない。 
  同団体は保有資産を以下の3つに分類している。 
（１） 非運用型文化財（Pure Heritage Assets） 
（２） 運用型文化財（Operational Heritage Assets） 
（３） 運用型資産（Non-Heritage Assets） 
このうち、（1）の非運用型文化財に関しては、記述の通

り会計評価の対象から除外しているが、収益を目的とした

活動も行う（2）運用型文化財に関しては、専門的な評価を

外部から受けて、財務諸表上の項目「文化遺産（Heritage 
Assets）」に計上することにしている。これに関する計算方

法は統一されたものはなく、資産の条件や、用途などによ

って異なる（3）運用型資産は文化財として位置付けられて

いない資産だが、（2）運用型文化財と同様、専門的な外部

評価を受けたのち、「有形固定資産(Property, Plant & 
Equipment)」に分類されている。 

4-3. 二つの環境保全団体における実際の運用の比較 
FRS30に対するイギリスを代表する2つの環境保全団体

の反応を表4に整理した。両団体に共通する対応としては、

保有している文化財自体の評価を改めて算出することはし

ていないという点である。(表4,[A])ナショナル・トラスト

もイングリッシュ・ヘリテージも、文化財そのものの会計

学的価値を改めて算出し直すような対応はとっていない。

その理由としては、文化財は譲渡不能性が認められるため

市場性がないこと、適切な価値の算出方法が不明であるこ

と、算出コストが高すぎるということなどを挙げている。

(表4,[B]) 
 一方で、全く反応がなかったかというと、そうではない。

ナショナル・トラストは、文化財の価値を長期的に高める

修復や大規模な改善にかかる費用を資本的支出として分類

し直し、有形固定資産として計上し始めている。この対応

により、文化財にかかる日常的な維持費用と、文化財の資

産価値を高めるための投資的支出とを明確に区分すること

につながった。(表 4,[C])また、ナショナル・トラストもイ

ングリッシュ・ヘリテージも、「どんな文化財をどれだけ保

有しているのか」という情報を正確に把握し、詳細なアー

カイブを一般に公開している。これにより文化財の資産目

録が充実し、外部が必要な情報にアクセスできるシステム

の整備が進んだ。(表 4,[C])その結果、将来にわたる受託責

任が明確化され、文化財の保全主体としての信頼性が高ま

ることも期待されつつある。 
以上をまとめると、少なくとも上記２団体に関しては、

FRS30 及びFRS102 の導入前後の文化財の会計評価手法の

変更はほとんど見られなかったものの、財務モデルに変化

を加えたり、文化財の保全状態やその方針に関する情報の

公開を促進するという面で、一定の対応があったと言える。

一方、イギリスを代表する歴史的建造物保存団体として、

資産を現代的な社会的文脈に適合させつつ運用している両

団体にとって、近年の会計的変化に合わせて歴史的建造物

を資産評価することは容易ではない現状が浮き彫りとなっ

た。 

5. 考察
5-1.イギリスの会計制度で示された文化財の価値 
イギリスの文化財に関連する会計制度においては、文化

財の価値はいかにして捉えられたのだろうか。まず、FRS30
及びディスカッション・ペーパーでは、文化財は「知識や

文化の貢献のために保管・維持される有形資産」と定義づ

けられ、その価値はキャッシュ・フローのみで測られるも

のではなく、将来に渡り用益潜在力をもつ資産として引き

継がれるべきとしたことが挙げられる。一方、評価手法に

ついてFRS102では、「取得原価」あるいは「企業にとって

の価値（Value to business）」をもって文化財の価値とみなす

枠組みが改めて提示された。「企業にとっての価値（Value 
to business）」はあくまで企業目線の価値判断基準であり、

文化財の真なる価値を捉えるかどうかはまた別の議論を要

するものである。このことから、イギリスの文化財の会計

制度では文化財の価値について大きな枠組みを示しながら

も、その性質を捉える具体的な算定方法に関しては課題を

残していると言える。 

5-2. イギリスの文化財会計制度がもたらす意義 
ディスカッション・ペーパーで述べられたように、「ロゼ

ッタストーンの価値の測定は不可能」(DP par.2)で、文化財

の真なる価値を会計言語で表現することは容易ではない。 

しかしながら、文化財の定義を明示し、受託責任を持っ

て未来に文化財を未来に引き継ぐという意思を、会計制度

の中に位置付けたと言う点で、FRS30 及びFRS102 には意

義が認められる。このことで、文化財は過去のものに限ら

ず、将来に価値を生み出すものであるという共通認識が会
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計学的にも徹底された。具体的な評価方法には未だ課題が

残るものの、文化財の重要性を示し、文化財の管理状況を

外部から「見える化」することで、組織に対する信頼の構

築や、文化財への認識自体に影響を与える可能性もある。 
これまで「わかる人だけがわかるもの」としてブラック

ボックス化していた文化財の価値について、定義や価値観

などを含めた情報の開示水準を底上げすることにより、将

来世代に残すべき文化財の価値を会計的側面からも広く理

解・共有することが、今後ますます期待される。 

6. 結論
(1) FRS30及びFRS102では文化財の定義を「知識や文化へ

貢献するもの」と示し、資産価値として認識できる価値と

そうでない価値に言及しながら、文化財が引継がれるべき

重要な資産と会計学的にも示した。現行制度であるFRS102
では、文化財の評価は「公正価値」を算出するものとした。 
(2)ナショナル・トラストとイングリッシュ・ヘリテージの

２団体では歴史的建造物の会計評価を改めて行うことはし

なかったが、財務モデルに変化を加えたり、アーカイブの

情報を充実させることを通じて、公的な情報開示を行った。 

7. 今後の課題

FRS30 およびFRS102 の適用が「全ての文化財保有団体」

に与える影響を数量的に把握することは、利用可能な統計

資料の制約により困難であった。今後は、網羅的なデータ

の整備が課題である。さらに、資料調査に加えてヒアリン

グ等による第一次情報の収集を行い、オリジナルデータの

充実を図る必要がある。 
【補註】 
(1)スティグリッツ報告書とは2009年にノーベル経済学賞受賞者であるジョ
セフ・スティグリッツ教授を中心とする委員会が、当時のサルコジ政権のも

とフランス政府の依頼で作成した報告書。従来の単一な経済評価手法の限

界を指摘し、多様な要素を捉えた持続可能性指標の形成の必要を提言した。 
(2)Michael.H(1997)は文化財の経済学的価値の測定について、文化財が一般
的に消費されるものではないこと、価値を構成する要素が多岐にわたり特

定するのが困難であることなどをその理由に挙げている。 
(2)例えば、重要文化財の場合は建物が重要文化財でないとした場合の価額
から70％、登録有形文化財と伝統的建造物は30%減額した金額となる。 
(3)イギリスの文化財保全管理を行う公的組織ヒストリック・イングランド
は、文化財の従来の経済評価手法は市場価格に依存しているため、その価値

を過小評価していると指摘している。同国では歴史的建造物は50万を超え、
さまざまに活用されているが、その会計評価は十分に整備されていない。 
(4)他にも Throsby(2003)はこれまでの評価方法が適していないことを示した
り、Alessandra.(2024)は会計原則に文化財を取り込む課題を述べている。 
(5)P.Ferri(2021)は文化財の会計評価に課題を示しながらも、機関の適切な対
応次第ではその悪影響は最小限に抑えられるとした。また、Andy.S(2010)は、
文化財価値を明示し活用することで、持続可能な保全につながるとした。他

にもChristopher.J.N(2021)は写真コレクションの文化財会計を行なっている。
(6)Discussion Paper(2006)および FRS30(2009)では、当時美術館や国立博物館
および慈善団体の多くが文化財の会計処理を行なっておらず、その精度に

ばらつきがあると指摘している。 
(7)貸借対照表とは、団体の一定時点における、資産・負債・純資産の状態を

表した書類のことである。 
(8)FRCはFinancial Reporting Councilの略で、元 A々SBの親組織として位置
付けられていたが、現在は統合して一体化した。会計だけでなく、監査・企

業統治・倫理など包括的な監督業務も行う。 
(9)旧UK GAAP とは旧来型のUnited Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice のことで、イギリスにおける会計基準の総称を指す。2015 年には

IFRSなどとの整合をとり、近代型のUK GAAPへと変化した。 
(10)Discussion Paper(2006)では、文化財の定義について初期的な定義が試み
られた。このときは「知識や文化に寄与することを主な目的として保有され

ている、歴史的・芸術的・科学的・技術的・地球物理学的または環境的に意

義のある資産」とされたが、合意を得ることはできなかったと報告されてい
る。その後、FRS30の公開草案であるFRED40(2008),FRED42(2009)を通じて

周囲関係者のフィードバックを受けながらFRS30の定義へと発展していっ

た。赤塚(2010)は、FRED40では他の文言の削除などがみられながらも、少
なくとも「知識や文化への貢献」がその定義を充足させる必要条件となった

こと、FRED42はFRED40を踏襲したものであると述べている。 
(11) FRS30やFRS102では「情報が取得できない場合は」（FRS30）といった
表記を用い団体ごとの対応をとっている。またEllwood & Greenwood(2009)
はタワーハムレットとナショナル・ポートレートギャラリーの２団体に着

目し、それぞれが異なる対応をとっていることを明らかにしている。 
(12) FRS30では取得原価か評価額での算出を推奨したが、定量的評価が難

しい場合には、注記による開示も対応可能とした。FRS102でも同様の対応
としつつ「公正価値」や「企業にとっての価値」などの具体性が付与された。 
(13)赤塚(2010)は「企業にとっての価値」について、「①まず使用価値と正味

実現可能価額を比較し、いずれか 「高いほう」を回収可能価額とし、さら

に②回収可能価額と取替原価を比較し、いずれか「低いほう」を企業にと
っての価値として用いる」としている。 
(14)「のれんと減損」とは環境の変化などで価値が著しく下落した時に、そ

の価値を帳簿価額から修正する会計処理のこと。 
(15)受託責任(Stewardship)の語源は中世ヨーロッパに起源を持つ、貴族の財

産を預かる管理人としての役職にある。スチュワードシップは財産管理責

任者の職業上の基本倫理も意味している。 
(16)The National Trust 1907actはその後1919年,1936年,1971年など複数回改

正されているが、譲渡不能の原則は継続制度として維持されている。 
(17)2015年にイングリッシュヘリテージは分割され、旧組織の法令保護昨日
を継承したヒストリックイングランドと、運営を行うイングリッシュ・ヘリ

テージ・トラストに分かれた。 
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* 正会員・東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻（Dept. of Urban Eng., School of Eng., The University of Tokyo）

1．はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

資本主義が生み出した人工的な負荷や矛盾が地球を覆う「人新

世（Anthropocene）」の時代に現在直面している（Steffen et al, 2000）
1)．人新世は，「自然環境は人間が利用するための存在，もしくは

人間がもっとも進化した存在」という人間中心主義によって特徴づ

けられる（遠藤, 2022）2)．これまで機能主義的なモノ(1)の充足がヒト

の暮らしや地域を支えると信じられてきた（田中, 2021）3)なか，物

的ストックの飽和や激甚災害，気候変動等の様々な現代的課題

を通じ，これまでの経済活動の綻びのメンテナンスに躍起になっ

ている現代は，むしろモノにヒトが制御されていると言っても過言

ではない．さらに，昨今のCOVID-19のパンデミックによる，デジ

タルデバイスの日常への急速な浸透やAI技術の進展による労働

市場の変革等も相まり，モノとの関係性が一変しつつある（Moldes 
et al, 2022）4)．あらゆる事物がデジタル化され，情報を交換するネ

ットワークとして機能するようになる中で，モノとの関係性は情報

社会におけるデータの所有やプライバシー問題に絡み

（Ziegeldorf et al, 2015）5)，より複雑化している． 
建築・都市分野は物的な環境を前提とする学問領域であり，人

間中心主義的に形作られてきた．しかしながら，世界各地で頻発

する洪水，熱波，竜巻やサイクロンなど，しばしば予期せぬ残酷

な自然からのフィードバックを受け，都市計画における「環境」の

位置付けや概念は変化している．環境は，単に人間の問題を受

け入れる無生物の背景として存在するのではなく，現在では都市

計画やデザインのあり方に影響を与える能動的な主体であると

考えられている（Jon, 2020）6)．同様に，馬と人間の関係性を通じて

非人間的アクターが社会的・政治的にどのように機能するのかを

扱った研究（Wadham, 2021）7)や，生成AIが社会的ネットワークに

おいてどのような権力関係を形成するのかについて扱った研究

（Morton Gutierrez, 2023）8)などがある．現在，こうした気候や動植

物，AIなどの非人間的存在にも行為主体性や影響力があるとす

るポスト人間中心主義的マテリアリズム（Post-Anthropocentric 
Materialism：以降，PAM）が耳目を集めている． 
以上のように，モノはその物的存在から，私たちの社会的・倫

理的構造に深い影響を及ぼしている．この社会構造の転換期に

際し，新しいモノはもはや不要であり，むしろモノに新しい「価値」

を見出す時代（佐藤, 2021）9)と言えよう．つまり，これまでの人間中

心主義的なモノの開発や供給を指向する価値観から，PAMの観

点によるモノとの関係性の再考が求められている．しかし，国内

では教育心理学10)や政治学11)経営学12)等でのPAMの議論が活

発化しているが，物的環境を扱う建築・都市分野においては，部

分的に引用されている程度で，理論的に整理されているとは言

い難い．そこで本稿は，モノの行為主体性に着目し，建築・都市

分野においてPAMがいかに学術的に議論されてきたのかにつ

いて，国内外の文献レビューにより明らかにする．特に，1980年
代以降の物質論的転回（マテリアル・ターン）以後の概念枠組み

の派生に焦点を当て，その理論的潮流を確認することを目的とす

る．そのうえで，今後の建築・都市分野における物的環境の捉え

かたに示唆を与える． 
1-2. 研究の構成 

まず，主に建築・都市分野における物質論の歴史的概観（2 章）

を行い，神聖な意図を有する対象を経て二元論を基軸にした物

質論から PAM までの変遷を確認する．そのうえで，近年のマテリ

アル・ターン以後の PAM の主要な概念枠組みを建築・都市分野

において確認したうえで，それらの関係性を描く（3 章）．そして，

これらを統合的に考察し，今後の建築・都市分野におけるモノと

の関係性について考察を加える（4章）． 

2. 建築・都市分野における物質論の歴史的概観 

都市という集合体が計画や思索の対象として明確に意識される

ようになる近代以前においては，物質論は主に個々の建築物を

対象とする建築論の中で展開されてきた．そのため建築論にお

建築・都市分野におけるポスト人間中心主義的マテリアリズムの理論的潮流 

：マテリアル・ターン以降の主要概念に着目して 

Theoretical Trends of Post-Anthropocentric Materialism in Architectural and Urban Fields 
 : Focusing on Major Concepts since the Material Turn 

新 雄太* 
Yuta Shin* 

The present age is the era of the ‘Anthropocene’, in which we face the global environmental burden brought about by 
Anthropocentrism, and the influence of the architectural and urban fields, based on the physical environment, is 
significant. To confirm the theoretical trends of Post-Anthropocentric Materialism (PAM), which recognizes the 
subjectivity of action even in non-human entities after the Material Turn since the 1980s in the architectural and urban 
fields. This paper reviews the historical evolution of materialism and the major concepts of PAM, such as Actor-
Network Theory, New Materialism, and Sociomateriality. PAM will be one of the future theoretical foundations for 
re-positioning architecture and cities not as fixed static objects, but as mediums for dynamic relationships to be 
generated, and for opening up new ethics and practices in architecture and urban environments. 
Keywords: Post-Anthropocentric Materialism, Actor-Network Theory, New Materialism, Sociomateriality, review 

ポスト人間中心主義的マテリアリズム，アクターネットワーク理論, ニューマテリアリズム, 
ソシオマテリアリティ，レビュー 
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ける物質観の潮流を基軸とし，近代以降，産業革命による都市問

題の顕在化とともに立ち現れる都市計画論・都市社会論における

物質・空間の捉え方へ接続する． 
2-1. 古代からルネサンス期の物質観 

古代ギリシャの哲学者たちは，物質（hyle）と形態（morphe）の関

係について議論した．デモクリトスは，物質は原子（atoms）と空虚
（void）から成り立つとし，素材を基本的な単位として捉える視点は

建築材料の選択と配置に影響を与え，建築における物質の美学

的および実用的価値の基盤を形成した 13)．アリストテレスは，『形

而上学』（紀元前 1 世紀）14)において，物質は形態を受け取る可能

性を持つ基盤（潜在性）であると論じた．これは素材が空間や形

態を生み出す基礎として理解される理論的根拠となっていく．彼

の哲学は，ウィトルウィウスに影響を与え，その著作『建築十書』に

おいて，建築の理想的な条件に用・強・美を挙げ，これらが調和

することが神聖な秩序を具現化する 15)と主張した．建築は神聖な

存在と接触するための媒体として，数学的な比例や対称性を通じ

た調和が表現されたのである．これは個々の建築だけでなく，フ

ォルム（公共広場）の配置や水道・道路網といった都市インフラの

整備を通じ，理想的な都市という物質的秩序を構想 15)するもので

もあった． 
 中世のゴシック期に入ると，建築は神の意志や超越的な真理を

表すものとして信仰対象に移行する．トマス・アキナスは，『神学

大全』16)の中で，あらゆる存在が神の意志によって秩序づけられ

ているとし，ゴシック建築の物理的に高い尖塔やステンドグラスの

光が作り出す「空間」そのものが，信仰心を具現化する手段として

神の啓示を象徴していると考えた． 
 ルネサンス期に入ると，建築は神聖な意図から解放され，数学

や幾何学を通して理性や美を表現する人間的な存在へと変化す

る．レオン・バティスタ・アルベルティは，建築は自然の秩序を反

映しつつ，人間の理性を物質的に体現するものであるとした．建

築の記譜法の体系化を行い，建築のデザイン=建築家の役割が

明示される 17)．図面こそが建築家の作家性であり，建物はコピー

でしかないとしたマリオ・カルポによる「アルベルティ・パラダイム」
18)からすれば，建築家の誕生によって建築の物質性は図面に集

約されることになる． 
2-2. 近世から近代の物質観 

16～18 世紀の科学革命とともに，物質は機械的な法則に従う実

体として捉えられるようになり，建築の材料や構造における理論

的基盤を強化する視点を与えることになる．ルネ・デカルトは，物

質を空間に拡がる「延長（Cartesian Extension）」として捉え，物質の

性質を数学的な法則で記述できると考えた．これにより建築分野

における素材の扱いにおいて，精密な計算と設計が可能となる

基盤を提供した 19)．建築構造を幾何学的に解釈することを可能に

し，素材を「量」として扱うようになる．そして，物質の微細構造を記

述し材料科学の基礎を築いたロバート・フックの功績により，素材

の強度や構造の分析に科学的視点が導入され 20)，建築設計の技

術的精度が向上していく． 
 近代に入ると，産業革命とともに鉄やガラス，コンクリートに代表

されるマテリアルレベルの技術革新が飛躍的に進む．物質論は

科学と哲学の双方で急速に発展し，物質の物理的特性だけでな

く，その歴史的・社会的文脈が注目されるようになる．まず物質的

生産が社会的関係を規定するとしたカール・マルクスやフリードリ

ヒ・エンゲルスによって，素材の経済的背景や生産条件への関心

を引き起こした 21)．特にエンゲルスは，マンチェスターなどの工

業都市における労働者の劣悪な住環境を克明に描き，都市の物

理的・物質的構造が階級社会をいかに再生産するかを告発した
22)．さらにジョン・ラスキンが偽装された素材や工業製品を批判し

て素材の「誠実性」を問うことで，物質を倫理的に捉える視点を提

供した 23)．これに影響を受けたウィリアム・モリスらのアーツアンド

クラフツ運動 24)によって，建築における素材の本来の特性を尊重

する姿勢をもたらすことになる．他方でゴットフリード・ゼンパーは，

建築を「炉(コミュニティや集団の精神的な核)，土台 (安定性と永

続性を象徴する自然)，屋根(技術を反映する秩序と形態)，囲い/
被覆(表面的な装飾=織物)」という４要素に分け，それぞれが特定

の素材と結びついていると主張した25)．特に素材の「囲い/被覆」と

しての役割を重視し，壁や外装材を単なる保護機能ではなく，文

化的象徴や表現の手段と考えた 26)．構造体という主目的から「被

覆」を分離し，それ自体が空間の性格や文化的な意味を能動的

に規定すると捉えたゼンパーの視点は，物質が人間に働きかけ

る力（行為主体性）を持つとする後の PAM の思想に通ずる，先駆

的な指摘と解釈できる． 
2-3. モダニズムの物質観 
そして20世紀には，モダニズムの機能主義的な物質性と、現象

学的視点からのそれが並行して発展した． 
前者においては，ルイス・サリヴァンの「形態は機能に従う」27)と

いう理念に代表され，素材の利用における実用性と美の調和を

重視する近代建築の方向性を示した．さらにアドルフ・ロースは，

その著作『装飾と犯罪』において，素材をその本来の機能と純粋

性に基づいて使用すべきとして，装飾の無駄を排除した 28)．これ

によって様式建築から距離を取るモダニズムの基盤を形づくるこ

とになる．さらに大衆的な指示を得たのは，ル・コルビュジェの鉄

筋コンクリートやガラスなど工業材料の効率性と可能性の追求で

ある．彼の思想は個々の建築に留まらず，CIAM（近代建築国際

会議）で採択された『アテネ憲章』を主導する中で，都市を居住・

労働・余暇・交通という機能に分解し，それらを合理的に配置する

機能主義的な都市計画理論へと拡張された 29)．ロースとコルビュ

ジェ，この両者を後にメディア論として対照的に扱ったのがビアト

リス・コロミーナであり，その著書『マスメディアとしての近代建築』

では，写真や図面といった建築の間接的なメディア=物質への意

識の差異や，その社会的・文化的機能を示した 30)．世界恐慌の影

響もあり，1930年代にはモダニズムが退潮し，ドイツはヒットラー，

フランスは人民戦線，アメリカはニューディール，ソ連はスターリ

ンが社会を支配するようになる．そのような戦争の美学の中で，

建築やデザインはノイエザッハリヒカイト（新即物主義）(2)一色にな

っていた 31)．素材・工学技術それ自体が表現あるいは芸術の方

向性を決めていく思想であり，アメリカではバウハウス，日本では

堀口捨己らに伝播する 32)．  
 後者の現象学的視点としては，構造主義において，物質そのも

のではなくそれを構成する背後の「構造」に焦点をあてた．フェル

ディナン・ド・ソシュールの言語学的構造主義に基づき，物質は
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「記号」としての役割を持ち，その意味は体系の中で相対的に規

定されると考えられた 33)．また民族学者クロード・レヴィ・ストロース

は，物質文化（例えば，神話や儀式）を普遍的な構造として分析し，

文化における物質の役割を強調した 34)．さらに，マーティン・ハイ

デガーは物質（存在）がどのように人間の経験に現れるかを論じ，

物質を単なるモノ以上の存在として捉え始める 35)．後にこれに触

発されたルイス・カーンは，「なぜ建物は，在るということを欲して

いるのだろうか」という建築の実存性を問い，著名な「煉瓦との対

話」36)に繋がる．煉瓦は，被覆ではなく構造体としての存在を欲し

たのだろうか．  
 そして構造主義の「固定された意味」や「普遍的な構造」の概念

を批判し，物質や記号の流動性、意味の多義性を強調するポスト

構造主義が登場する．代表的論者であるジャック・デリダは，意味

が記号の流動性によって変動することを示し，物質（テクスト）が特

定の文脈の中で再定義される可能性を強調した（=脱構築主義）
37)．ミシェル・フーコーは，建築が権力の物質的表現としていかに

機能するのか，例えば監獄の壁や公共建築のファサードは，権

力やイデオロギーの物質化と捉えた 38)．  
2-4. モダニズムへの反動による物質観 

 モダニズムの機能主義と単純さへの反動として，ポストモダニズ

ムが登場し，物質は文化的・歴史的な文脈の中で意味を持つ記

号として再解釈される．中でもロバート・ヴェンチューリは，建築の

持つ多様性や対立性を強調し，物質の象徴性を取り入れることで，

歴史的文脈や社会的複雑性を反映するデザインを提唱した 39)．

一方で，こうした機能主義的で画一的な都市計画がもたらす人間

性の喪失への批判も高まった．特にジェイン・ジェイコブズは，モ

ダニズムの都市計画家が都市の複雑な実態を無視していると批

判し，多様な用途が混在する街路や古い建物の存在といった，

都市の具体的な物質性が生み出す「街の目」やコミュニティの重

要性を論じた（Jacobs, 1961）40)．同時期にコーリン・ロウが登場し，

ルネサンス後期のアンドレア・パラディオとモダニズムを牽引した

ル・コルビュジェを飄々と繋ぎ合わせ，その類似性を数学的に示

した 41)．それはリテラルなモノのかたちと，実際にそれがどう見え

るかというフェノメラルな位相のズレに対する指摘であり，実態論

と現象学の間に建築空間の問題を設定し，続く 70 年代のアイゼ

ンマンらに継承されていく 31)．  
 他方で，普遍主義による反動も議論され始める．上述のヴェン

チューリやロウの影響を受け，ロウの学生や助手が理論化したコ

ンテクスチュアリズム(3)が登場 42)し，これをさらに発展させたケネ

ス・フランプトンは，ウォッツォンやアアルトの建築作品を引き合い

に，地域特有の建材や伝統技術を活用した建築を目指した（=批
判的地域主義）（Frampton, 1983）43)． 
 そして，空間や建築が資本主義の権力構造を反映して，現代の

所謂，ジェントリフィケーション等の社会的不平等を再生産する手

段であると批判するマルクス主義的な立場をとる論者も出てくる．

アンリ・ルフェーヴルは，都市の空間は「生産」されるものであり，

その背後には資本主義の論理や権力関係があると指摘した 44)．

またデイヴィッド・ハーヴェイは，この思想を発展させ，空間は資

本主義の論理によって再構築され，建築や都市計画が資本の循

環や権力の分配は反映すると主張した 45)．これらは，空間を資本

構造的な物質と捉えている点で画期的であった．  
2-5. 物質論の存在論的転回（マテリアル・ターン） 

1980 年代に入ると，空間や物質を固定的なものとしてではなく，

流動的で生成的なプロセスと見なす論者が登場する．ジル・ドゥ

ルーズやフェリックス・ガタリは，「リゾーム(4)」や「アッサンブラージ

ュ(5)」の概念を通じて，空間や物質が多様なエージェントの相互

作用によって形成される 46)と提唱し，後に続く，人間中心的視点

を脱却した物質の存在論的転回（広義のマテリアル・ターン）に影

響する（Picon, 2020）47)．ほどなくこの転回を牽引した概念として，

非人間にも行為主体があるとするアクターネットワーク理論（以降，

ANT）が登場する．ブルーノ・ラトゥールらによって，人間や人間

以外のあらゆる事物（抽象的な概念でさえ）をアクターと捉え等価

に扱い，その連関を徹底的に記述した（Latur, 2005）48)． 
 ANT の中動態的立場から派生して，21 世紀に入るとむしろ物

質が能動的に社会に作用する立場へ展開する．このニューマア

テリアリズム（以降，NM）は，ポスト構造主義を受け継ぎつつ物質

が能動的な役割を果たし，社会的現実や意味の構築に関与する

ことを強調した．中でもマニュエル・デランダは，物質の動的な性

質とその進化を非線形的に解釈した 49)．そして，2000年代中盤に

はワンダ・オリコウスキーらによって物質（テクノロジー）と社会的

要素が不可分に相互に影響し合いながら現実を構築する SM の

概念にも繋がり，組織論として発展する50)．同様にドゥルーズやガ

タリの哲学を基軸に派生したものが，クエンティン・メイヤスーらに

よる思弁的実在論（以降，SR）51)と，ほぼ包含される形でグラハム・

ハーマンらによるオブジェクト指向存在論（以降，OOO）52)がある．

いずれも人間が物を認識するとき，それは人間に対する現象を

認識しているにすぎず，物自体は認識不可能とするイマヌエル・

カント由来の「相関主義(6)」を批判する点で共通する．ところが，ハ

ーマンによるとオブジェクトは「四重性」（実在する物，知覚される

物，実在する性質，知覚される性質）を持ち，すべての関係の中

で一部の特性が現れ，一部引きこもる 52)といったように，人間中心

視点を批判しつつも，人間の知覚による実在性を認めている． 
2-6. 現代の物質観 

 さらに，現代的社会課題に通じる概念として，ティモシー・モート

ンは，気候変動や放射能といった人間のスケールを超えた巨大

な存在を「ハイパー・オブジェクト」と捉え，地球規模のエコロジカ

ルな問題にどう関わるかを問うている 53)．これと連関するエコロジ

カル・マテリアリズムにおいて，モートンは物質としての建築を生

態系の一部に位置付け 54)，ケイト・ ソパーは消費中心の社会から

エコロジーを重視した生活への移行を提案し，建築がこの変化を

支える役割を果たすとした 55)．このように21世紀に入ると，物質論

が環境問題と結びつき，脱物質化や循環型物質の利用が重視さ

れるようになる．同様に，再生可能素材の利用や廃棄物からの素

材開発，カーボンニュートラルを目指す建築など，環境負荷を最

小限に抑える素材の利用やデザインを重視するサステナブル・

マテリアリズム 56)と呼ばれる枠組みも特に注目されている． 
 他方で，デジタル技術との関係も言及されるようになり，グラマ

ツィオ&コーラーはデジタルツールが建築における物質の表現

や生産に革命をもたらしていると論じた 57)．ザハ・ハディドをはじ

めとしたパラメトリックデザインや，デンマークで最初に実現した
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『The BOD』（2017）58)などの 3D プリンティング技術による，デジタ

ル・マテリアリズムの台頭である．温度や湿度に応じて形状や機

能が変化するスマート素材を利用したアダプティブ・ファサード等

の開発も進んでいる． 
2-7. 小括 

 以上のように，建築・都市分野における物質論は神聖性と象徴

性に端緒を持ち，次第に人間中心の視点へと移行した．その議

論は近代以前，主に建築論の文脈で展開されたが，産業革命以

降の急激な都市化は，都市そのものの物質的環境を社会問題と

して前景化させた．20 世紀には，モダニズムによる機能主義的な

都市計画とその人間的側面からの批判，そしてマルクス主義的な

視点からの都市空間の生産に関する議論が登場し，物質をめぐ

る思索は都市スケールへと明確に拡張された．こうした流れを経

て，近年は PAM へと進化している．時代ごとにその意義や役割

が再定義され，さらに現在では気候変動やエネルギー問題等と

も密接に結びつくものとして議論されている． 
 
3. PAM の主要概念の枠組みの整理と関係性 

 本章では，建築・都市分野における PAM の主要概念の整理を

行うことで，到達点とそれらの関係性を描き出す．  
3-1. アクターネットワーク理論の限界 

 ANT は，人とモノを同位のアクター（アクタン）と位置づけ，その

相互連関によって事象を記述しようとする社会科学理論であり，

科学技術社会論（STS）を専門とするブルーノ・ラトゥールとミシェ

ル・カロン，社会学者のジョン・ローによって 1980年代に提唱され

た．主体-客体，文化-自然といった近代的二分法を超え，すべて

の事物・事象を等価に扱い，ひたすら「アクターに従う」中庸的態

度をとる 48)．つまり，全体を俯瞰して意味を見出すことはせず，ま

たこれまでの思想と関連づけて批評するような還元のアプローチ

は御法度である（非還元の原則）．ANT の解説書を著した栗原亘

によると，「その名に理論（theory）を使用しているにもかかわらず，

厳密には，完成された一つの体系としての理論ないし方法論の

ようなものではない」59)としているが，詰まるところエスノメソドロジ

ーを手法の中心に据え，あらゆる事物の連関を記述する．ゆえに

「連関の社会学」と言われ，二元論で構成されてきた社会科学分

野に対する反証として広範に波及し，建築・都市分野でも特に注

目される概念の一つである． 
 建築・都市分野において ANT を牽引するのが，ラトゥールに師

事したアラベナ・ヤネヴァである．まず，OMA（Office for 
Metropolitan Architecture: レム・コールハースが主宰する国際的

な建築設計事務所）を対象にした図面，模型，会議，所員らのあら

ゆる事物の連関を記述したものがあり，建築デザインの現場を

淡々と浮かび上がらせた 60)．同時期に隈研吾の建築設計事務所

を対象にしたソフィー・ウダールの書籍 61)と同様に，当然，「レム・

コールハース」ないしは「隈研吾」という象徴的なスター建築家さ

えも一つのアクターと捉え，それらの連関によって絶えず変容す

る作用によってデザインに収斂していく，その物質-記号的プロセ

スを描いている．その他にも，ウォッツォンのシドニーオペラハウ

ス（1973）や OMA の CCTV（2008）の建設時に巻き起こった論争

を対象に，当時の多様な人々の言動をネットワーク状に可視化す

る研究も行なっている 62)．さらに，大学校舎のアトリウムを舞台に，

動線や空間構成等の建造環境がいかに人々のアクティビティに

作用するかを分析した，行動心理学的アプローチ 63)も見られる．

いずれにも通底する眼差しは，「オブジェクト」としての静的な建

築ではなく，変容するモノの連関が形づくる「プロジェクト」として

の動的な建築の側面である．それによって，コンテクストは用意さ

れたものではなく，むしろプロジェクトによって文脈化されるもの

である 64)とする見地は，ヤネヴァの画期的な功績である． 
 ところが，先のウダールによる書籍 61)のあとがきに隈研吾が寄

せた「ユークリッド空間を忘れろ，ユークリッド空間を大前提とする

透視図法というメソッドを捨てろとは言うが、それ以上ラトゥールは

踏み込まず，ヒントも与えてくれない．ANT はそこで立ち止まって

いた」という言葉にあるように，ANT は社会的なまとまりや事物連

関の記述に終始する．だからこそ，非還元の法則があるにも関わ

らず，塚本由晴らの事物連関の全体像を捉えようとするドローイン

グ 65)にあるように，鳥の目としての道具立てとして利用されている．

そもそもラトゥールらが目指した “ANT’S VIEW”(7)66)は，巨視的

なものではなく微視的な蟻の目で追跡する物質連鎖であった．

それにも関わらず，全体視する方法論としての価値に留まるとい

う，ここに建築・都市分野における ANT の限界があるのではない

だろうか．しかしながら，本来の用法からは逸脱しているものの，

建築やその周辺，または都市全体における事物連関のネットワ

ークを俯瞰できるその思想は，多様な物質のアッセンブルと多様

な主体の協働によって生成される構築プロセスの関係図を描くノ

ーテーションとして，歓迎される視点であったのであろう． 
3-2. 建築・都市分野におけるアクターネットワーク理論の現在地 

 2021年にバスラ・ディラバーグルらによって， ANT とその建築

学への示唆を理解することを目的とした初めてのシステマティッ

ク・レビューが発表された 67)．ANTの登場（1986年）から建築学へ

の含意（2005 年以降）に至るまで，大きく４つの概念で論じられて

きたとした．(1)「建築のアッサンブラージュ性」では，建築が多様

な物質・関係者・技術の集合体であり，動的に構成・再構成される

存在であることを示した．(2)「建築と翻訳」では，設計図や模型と

いった表象が日常言語と行き来しながら、建築家が意味を翻訳・

変容させる役割を担うことが論じられてきた．(3)「媒介者としての

建築」では，建築そのものが環境や社会的要因と相互作用しなが

ら他のアクターに影響を与える存在であること，さらに感情や政

治的判断さえも建築行為を媒介する要素として捉えられることが

強調された．(4)「交渉のプロセスとしての建築」では，建築の設計

や保存が多数の利害関係者の交渉の産物であり，デザインや建

物の存否自体が権力関係の中で形成されていることが明らかに

された．これらの視点により，建築は静的な成果物ではなく，社会

的・物質的・政治的交渉の中で生成される行為の場であると再定

義される．最も多く研究されているのは(3)「媒介者としての建築」

であり，建物がどのように記憶やトポロジーを安定化させるかとい

った実験的研究が待たれるとした（Dilaveroglu, 2021）67)．  
 同様に ANT の都市研究への導入を図る『Urban Assemblages』
（Farías & Bender, 2009）68)は，都市を固定的な構造ではなく，複数

の人間・非人間的アクターの動的連関によって構成されるアッサ

ンブラージュとして捉える理論的転回を提起する．従来の都市論
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が制度・経済・空間スケールといったマクロ構造を前提に都市を

記述してきたのに対し，ANTは，建築物やインフラ，書類，センサ

ー，市民行動に至る異種混淆的な要素が相互に関係を編成する

都市のミクロプロセスに注目する．これにより，都市の「出来事性」

や「生成性」が強調されるとともに，都市形成における非人間的要

素の能動性が理論的に位置づけられるとした．また，物的空間を

捉えるスケール概念は，ネットワークの結節点によって生成され

る効果である（Latur, 2005）48)とした．従来の人間中心的な設計論

や計画論を脱構築する批判的契機となるこうした視点は，都市は

あらかじめ存在する枠組みではなく，分散的かつ関係論的なネッ

トワークの連鎖の中で立ち上がるものであると再定義させる． 
 以上のように，建築・都市分野における大胆な転回が近年活発

に議論されている．特に最も多く議論されることとして，ANT 研究
者が人間以外のものを代弁する必要があること（Fallan, 2008）69)で

あり，ジョン・ロー（2008）は，この誤解の問題がそもそも人間中心

的思考にあることを指摘している 70)．つまり，ANT は一つ一つを

等価で扱おうとするにも関わらず，その連関の記述にはある限定

的な焦点が必要であり，人間中心的な恣意性（ヒトの存在）が常に

纏わりついてしまうパラドックスを孕んでいると言えよう．  
3-3. ニューマテリアリズムの可能性 

 ここまで，ANTの限界と建築・都市分野におけるANTの現在地

について見てきたが，マテリアルターン以後，ANT と同様に人間

中心主義を乗り越える思想の一つに，NM が頭角を表す．そもそ

も NM は，20 世紀後半から 21 世紀初頭にかけて発展した思想

で，ANT の中動態的立場と異なり，物質が能動的に社会に作用

する立場をとる．ポスト／近代の枠組み批判という観点に立ち，同

時期のSRやOOOといったマテリアルターンの起点となる新しい

実在論と一定程度方向性を共有しつつも，異なった視点から実

在としての物質を NM は主張する．  
 まず，NM の基本的主張は，1)二元論の乗り越え，2)行為体とし

ての物質の擁護，3)物質-言説からなる存在-認識論である．これ

までの二元論では人間のみが唯一の行為体として捉えられてき

たが，人間も様々な物質から構成される行為体でもある．この視

座に立つと，これまでの二元論で扱ってきた対象は連続的に構

成されるものと捉えられ，その連続体の中で，物質と言説によっ

て相補的に構成されるものを実在とする主張なのである．この時，

世界の外側から観察する人間に基づく認識論はもはや成立せず，

絡み合った世界の中に存在する一つの行為体として，存在論と

認識論は連続した枠組みとして置き換えられる（佐藤, 2021）11)． 
 理論的潮流としては，まず紛れもなく NM の枠組みの土台は，

ドゥルーズ&ガタリの「リゾーム」や「アッサンブラージュ」であり，二

元論の破棄だけでなく，無機的な物質にも創造的な力を見出す

ことにある．それゆえ，NM にとって物質性とは「常に単に物質以

上の何かである．それは，物質を活動的，自己-創造的，生産的，

予測不可能的にするような過剰さ，力，躍動性，関係性や差異」で

ある（Coole & Frost, 2010）71)．そして，明確にフェミニズム理論に出

自を持つ（門林, 2019）72)．この背景に，自然科学や科学技術の進

展によって，今まではほとんど不可侵と見なされてきた身体や生

命の領域が遺伝子レベルにおいても改変可能になり，人間の固

有性が揺るがされてきたことがある．一連の科学技術に依拠した

生政治（biopolitics）は，人生のあらゆる領域に介入する（Rose, 
2007）73)だけでなく，主体の自律性を不透明にし，人々の態度や

判断する過程を形成するようにもなった（Connolly, 2002）74)．フェミ

ニズム理論の第一人者であるダナ・ハラウェイは，そうした科学技

術の進展によって自律的主体（男性・西洋中心主義の象徴）が疑

問に付されることは，それらの象徴の凋落を意味する点において

歓迎されるものであった．そこで彼女の「サイボーグ宣言」75)によ

って，「機械と生物の混合体（=サイボーグ）としての人間」という非

自然主義的な人間観が，男女の性差を前提とした生殖＝再生産

のモデルに対する批判として機能したのである．そのテクスト中

心主義のために身体という物質的な側面を見落としていた構築

主義に対して，「身体の物質性」という視点は，NM に基づくフェミ

ニズムの「人間の身体を特権化しない」71)という概念を推し進めた．

さらに，コール&フロストの「批判的物質主義」では，「社会は物質

的現実であると同時に，社会的に構築されている」とする構築主

義を批判し，「すべての物質が構築性に還元されず，それ自体で

力を持ち，相補的に構成されている」という立場 71)をとるに至った． 
 かくして，ドゥルーズ&ガタリのアッサンブラージュ理論を発展さ

せ，物質を生成と変化の主体として捉えたマヌエル・デランダ 49)と，

ポストヒューマニズムにおいて，人間は言わば物質的に埋め込ま

れた関係の網の目の中をノマド的に循環する「プロセス的な存在」

とするロージ・ブライドッティ76)によって提唱されたNMは，ジェー

ン・ベネットの生気論的物質主義（Vital Materialism:以降，VM）77)

やカレン・バラッドの行為者的実在論（Agential Realism:以降，AR）
78)とともに，その概念がさらに拡張された． 
 まずベネットは，二元論で抱いてきた「死んだあるいは一貫して

道具化された物質というイメージは人間の傲慢さや，侵略や消費

という私たちの地球への破壊的幻想を助長させている」（Benett, 
2010）77)と述べ，物質間のヒエラルキー，特に人間の優位性を批

判する．ハンス・ドリューシュのエンテレヒー(8)79)やアンリ・ベルクソ

ンのエラン・ヴィタール(9)80)に基づいた VM は，完全に身体と精神

を切り離すのではない．生気性（生命の躍動性）を物質とは区別

される原理として受容しつつも，それが現動化されるためには物

質が必要とされ，また現動化された物質は機械論に還元されえな

い．また生気性それ自体が物質の躍動性の源となる力であるだ

けではなく，その力が吹き込まれた物質も変化や創造性を宿す
71)と考えられている．また，行為体性は個体ごとに解釈されること

が多いが，「行為体は単独で行為することは決してできない」77)と

し，アッサンブラージュ理論を引き合いに，行為体性を集合体の

行為として捉える．彼女によれば，集合体とは「構成する諸要素の

内側から生じる絶え間ない運動や，それらを支配する中心の不

在にも関わらず，機能できる生きた連合体である」77)としている． 
 一方で，カレン・バラッドの AR は，量子力学理論からフェミニズ

ム研究に移行した彼女の経歴に依存する 48)．ジュディス・バトラー

のジェンダーにおけるパフォーマティヴィティ(10)81)を批判的に拡

張し，また彼女自身の専門である量子力学の知見を組み合わせ

て概念化した．具体的には，バラッドは「バトラーの物質性理論は，

人間の身体の物質化についての説明，あるいはより正確に言うな

らば人間の輪郭の構築に限定されている」78)と批判し，その内在

的な作用について強調した．また，量子力学実験(11)を引き合いに
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して，観察者と観察対象が切り離せない不可分の関係にあること

から，「関係項 (relata) は諸関係 (relations) に先立って存在しな

い」（Barad, 2003）82)と述べ，限定された状況においてのみ内的に

行為する（intra-acting）実在である 82)としている． 
 以上のように，NM は物質を行為体として見直し，それと共に生

成する存在としての人間を見直す概念である．特に，ベネットの

VM は，集合体による行為を前提とした物質群の躍動という意味

で，町並みや景観といった動的な集合体を評価する素地になる

と考えられる．新ら（2024）83)の歴史的町並みを集合的行為体とし

て捉える見地はこうした概念において位置付けられよう．また物

質同士でなくとも，人間同士には集合体の論理でしか成し得ない

コミュニティの内的-行為があり，その行為を恒常化するためのシ

ステムや規範が暮らしに求められてきた．それは，逆説的に，人

間中心主義を乗り越える理論によって，むしろコミュニティとして

の役割を浮かび上がらせている．こうした思想を人間が持ちうる

限り，ヒューマニズムとしての起点は捨てきれない矛盾を孕んで

いる．これまで生じたNMへの批判「どの存在も等しく行為体であ

るならば，どのようにしてとある行為体よりほかのものが重要であ

るとか，配慮するべきであると言うことができるのだろうか」（Diener, 
2020）84)にも，この点において応えることができると考える．つまり，

人間による行為なくして，そこに価値を見出すことが不可能とする

考え方である．今後の NM の可能性として，モノもヒトも対称的に

捉えるマテリアル・ターン以後の思想に依拠することで，その相互

の関係性を浮かび上がらせ，それによってヒトへもたらすモノの

能動的な作用を，ヒトの価値観で評価することが考えられる．言わ

ば，NM を道具立てとする半ヒューマニズム的立場である．  
3-4. ソシオマテリアリティの視点 

 SM は，2000年代中頃に，ANT を基盤にして NM からの影響，

とりわけバラッドの VM を受け，ワンダ・オルリコウスキやスーザ

ン・スコットらによって形作られた．「日常の組織生活における社

会と物質の構成的絡み合い」（Orlikowski, 2007）85)を理解しようと

するものである．主に企業の技術（テクノロジー）を物質と捉える

限られた視野で一貫しており，組織論や経営学としての性格が色

濃い 86)． 
 SM の枠組みを確立するうえで重要であった，オルリコウスキと

スコットの論文（2008）では，過去 30年にわたる文献レビューから

組織研究におけるテクノロジーの不在を示し，そのうえで，テクノ

ロジー，仕事，組織は別個に概念化されてきた前提を乗り越え，

技術的なものと社会的なものの間には本質的に不可分なものが

あるという見解を前進させた 50)．SM の重要な側面は，「世界の関

係的理解，職場での日々の技術使用の観察，そして社会と物質

の不可分性と分離不可性」（Johns, 2014）87)にある．その存在理由

として，「すべてのマテリアリティは社会的プロセスを通じて作成さ

れ，社会的文脈で解釈され，使用されるという点で社会的であり，

すべての社会的行動は何らかのマテリアリティによって可能にな

る」（Leonardi, 2012）88)とされている． 
 さらに，ケーススタディとして，オルリコウスキは，ブラックベリー

中毒の従業員と Google の PageRankアルゴリズムが組織の日常

に与える影響についてインタビュー調査を行い，SM が職場の内

外でどのように発展し，そのような慣行がどのように受け入れられ

るようになったかを示した 85)．一方で，SM は技術の定義が具体

的でなく，より広範な社会構造が軽視されている（Mutch, 2013）89)

として批判もされてきた．すぐさまスコットらは，SM は斬新で革新

的な視点であり，研究者は理論の枠組みにおける開放性と実験

性を維持するよう努力すべきである（Scott & Orlikowski, 2013）90)と

返答している． 
 SM は，わが国においては，組織リーダー論以外ではほぼ紹介

されていないと言って良いだろう．さらに建築・都市分野において

は，国際的にも未踏の領域であると管見している．本稿の視点に

当てはめるならば，特定のエリアや街区自体を組織と捉え，素材

や建物，町並みを単位としたエージェントと捉えることはできるだ

ろうが，域内の物理的なテクノロジーを人々の行動様式や社会関

係を媒介・形成する広義の建造環境（建物，インフラ，オープンス

ペースなど）とする拡張解釈が求められる．しかしながら，例えば，

新進気鋭の建設系テック企業である VUILD株式会社が進める，

デジタル木工機械 ShopBot（物理的なテクノロジー）の導入による，

地域＝組織への作用を研究対象とする場合において，理論的枠

組みの母体となるであろう．富山県南砺市利賀村に建設された短

期滞在型シェア別荘「まれびとの家」では，デジタルファブリケー

ションによって切削した継手仕口により，金物を用いずにまるで

プラモデルを組み立てるように，建設行為が民主化された 91)．そ

うした既存の伝統的なテクノロジーや山林資源との関係性を変容

させるプロセスを追うような研究は，SM の枠組みにおいて今後

の研究が待たれる．電子メールや AI 等のテクノロジーの登場が

もたらした行為主体性と同様に，地域という組織構造やコミュニケ

ーションの在り方を構成するという視点で，今後益々注目される

概念であることは言うまでもない． 
3-5. 小括 

 これまで見てきたように，人間中心視点からの脱却を背景にし

て，PAMを構成する主要概念とされるANT，NM，SMを中心に，

主に建築・都市分野における PAM の理論的潮流と問題意識や

特徴を確認してきた．ANT は人間・非人間を等価なアクターとし，

建築や都市環境をネットワークの成果とみなす．NM は物質に能

動性や創発性を認め，身体や空間の流動性を強調する．SM は，

主にテクノロジーを物質と捉えた組織生態系を扱う．PAM はこれ

らを踏まえると，人間中心視点による二元論を乗り超え，非人間的

アクターを含む関係性の網の目として物的環境を捉える思想と言

えよう． 
 
4. 建築・都市分野における PAM の可能性 

4-1. 結論 

本稿は，モノの行為主体性に着目し，建築・都市分野における

PAMの理論的潮流を，1980年代以降のマテリアル・ターン以後の

主要概念を中心に明らかにすることを目的に据えた． 
2章では，古代から現代に至る物質論の概略的変遷を主に建

築・都市分野において確認した．古代において建築は神聖な存

在と接触するための媒体であり，中世では建築自体が神の意志

を象徴する対象へと移った．ルネサンス期に入ると建築は神聖な

意図から解放され，自然の秩序を反映しつつも人間の理性を物

質的に体現する存在へ変化した．近世から近代にかけては，科
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学革命や産業革命を経て，物質の科学的理解や社会的文脈が

重視されるようになっていく．モダニズムにおいては機能主義的

な物質性と現象学的視点が並行し，ポストモダニズムでは物質が

文化的・歴史的文脈を持つ記号として再解釈された． 
そして，ハーヴェイやルフェーブルの空間を資本構造的な物

質と捉える思想から，ドゥルーズ&ガタリのリゾームやアッサンブ

ラージュ理論を契機にして，非人間にも行為主体性を認め，空間

や物質を流動的で生成的なプロセスと捉えるマテリアル・ターン

が起こる．この潮流の中で，現代においては物質論が環境問題と

結びつき，脱物質化や循環型物質の利用が重視され，特に気候

変動や放射能，デジタルデバイス等の行為主体性に関心が寄せ

られている．こうしたPAMを構成する主要概念枠組みの派生に焦

点を当て，その理論的潮流を3章で確認した．  
まず，人間と非人間を等価なアクターと捉え，その事物連関を

記述するラトゥールらのANTが登場する．建築分野では，アッサ

ンブラージュ性，翻訳，媒介，交渉のプロセスといった視点から議

論され，都市分野では分散的かつ関係論的なネットワークの連鎖

の中で立ち上がる都市の生成的ミクロプロセスが注目されている．

これに影響を受けたNMは，物質が能動的に社会に作用する立

場を取り，アッサンブラージュ理論を基盤としつつ，フェミニズム

理論からの影響を受け，VMやARへと発展した．さらに，ARに影

響を受けたSMは，主にテクノロジーに行為主体性を見出し，社

会と物質の構成的絡み合いを理解しようとする組織論的な視点を

提供している． 
以上のように，PAM は人間/自然といった人間中心主義的視点

による二元論に終焉を告げ，非人間的存在を含む関係性の網の

目として物的環境を捉える視点をもたらした．それは，建築や都

市を固定された静物ではなく，生成する動的な関係性の媒体とし

て再定位し，建築や都市環境の新たな倫理と実践を拓く今後の

理論的土台と考えられる． 
4-2. 今後の建築・都市分野における物的環境の捉えかた  

こうした議論によって，これまでの更地に新築を建てる建築計

画で重視されたコンテクストの読み解きが，物的ストックで溢れる

近年においては，もはや建築物や都市構造を含めた既成の事物

すべてを行為主体性のあるコンテクストとする視点を促すであろ

う．さらに，空き家の再生が所有者や賃借人のソーシャル・キャピ

タル（以降, SC の）形成や継承に影響を与えることが質的に（官ら, 
2024）92)，また空き家等の改修経験が参入者の SC に有意に影響

することが量的に（Shin & Koizumi, 2024）93)明らかになってきた．

これらを踏まえると，これまで人と人との間で捉えられてきた SC
等の社会関係的な作用性を測る変数が建築や都市にも内在する

可能性が示唆される．スクラップ&ビルドを前提とした 20 世紀的

建築・都市観からの脱却 94)を目指すうえで，この社会構造の転換

期に際し，モノとヒトの関係性に新たな視点を与えるものである．

それは，「建築や都市の再生がコミュニティの再生に作用する」と

いう，PAM の理論をさらに拡張する，社会関係的な物質性を仮説

として問うことに他ならない． 
 
【補注】  
(1) 本稿における「モノ」とは、人間中心主義での二元論（人間／自然）に
基づいて，非人間なるものを指す．同様に「ヒト」は人間を指す． 

(2) Neue Sachlichkeit: 物に即して，物自体を即物的に表現・理論化すること
から始まった運動． 

(3) Contextualism: 建築を地域の気候，歴史，文化，素材，社会等の背景と
の関係の中で捉えるアプローチ． 

(4) Rhizome: 中心や階層を持たず，多方向に広がる動的なネットワーク． 
(5) Assemblage: 多様で異質な要素が集まって形成される一時的な集合体． 
(6) Correlationism: 人間の認識と世界が切り離せないという立場． 
(7) ラトゥールとヤネヴァの共著である文献66)の副題． 
(8) Entelechy: 物質や生命が本質的に持つ，目的を内包する活動的原理． 
(9) Élan vital: 生物が内的衝動によって進化する生命の躍進力． 
(10) Performativity: 行為の前に主体をあらかじめ設定せずに，既存の文化的，
身体的布置の引用とともに反復的に生起する行為によって身体が作り
出されていく過程（Butler, 2011）81)．つまり，内在的なものよりも社会
的規範をパフォーマンス（反復的行為）することで成立するもの． 

(11) １つの粒子であっても粒子性と波動性の二重の性質を示すことを実証
した「二重スリット実験」を指す． 
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1． はじめに

1-1. 研究の背景と目的

近年、主観的幸福感（Subjective Well-being）が着目されてお
り、これまでに様々な要因との関係性が明らかにされている 1）。

その中でも、地域愛着との関係が指摘されている 2）ことから、

地域愛着を高めることで主観的幸福感が向上すると考えられ

る。地域愛着を醸成する手法の一つとして、まち歩きが挙げら

れる 3）。まち歩きは、様々な地域で実施可能な汎用性のある手

法である。しかし、地域愛着を醸成するためのまち歩きプログ

ラムやその効果に関する研究は十分に蓄積されていない。した

がって、地域愛着を高める効果的なまち歩きプログラムの開発

が求められる。 
そこで本研究では、まちを歩く際に何を見て、見たものをど

のように解釈するかといった、まちの見方に着目する。安倍ら
４）は、まちの見方に影響を与える働き、すなわち、まちで何を

見るかと、見たものに対して感じる心の働きや意味を見出す能

力を「まちを見る感性」と定義し、この感性と地域愛着及び主

観的幸福感に関係があることを示した（図 1）。特に、まちで
見た視対象に対し、想像を働かせたり過去の経験や記憶を再考

したりすることが地域愛着を高めることが報告されている。こ

れは、まち歩きプログラムの開発における有用な知見である。 
また、「まちを見る感性」が育まれることで、プログラムへ

の参加時に限らず、日常生活の中でも想像や再考の促進が期待

される。そのため、プログラムの対象地以外の様々なまちとの

関わりの中で、地域愛着や主観的幸福感を高める可能性がある。 
以上を踏まえ、本研究では、「まちを見る感性」を育むまち

歩きプログラムを開発し、その効果を検証することを目的とす

る。具体的には、本プログラムが地域愛着および主観的幸福感

に与える影響とその要因、また、「まちを見る感性」の育成が、

日常における様々なまちとの関わりの中で地域愛着及び主観

的幸福感を高める可能性を検証する。 

1-2. 研究の位置づけ 

地域愛着を高める手法について、小池ら 5）は、主体的に活動

する余地を取り入れたプログラムが地域愛着に正の影響を与

えることを示し、羽鳥ら 6）は、対象地に関する記憶の想起や他

者の記憶を知ることが愛着の向上に寄与することを示した。こ

れらは、地域愛着を高める上で主体性や記憶に着目することの

有用性を指摘しており、まち歩きプログラムにも応用可能な知

見を提供している。 
また、まち歩きに関する研究として、松浦ら 7）は地域住民参

加型の景観資源マップの制作手法を、北 8）はオノマトペを用い

たまち歩き手法を提案しており、これまでに多様な目的に応じ

たまち歩き手法が開発されてきた。なかでも、本研究と関連の

ある地域愛着向上を目的としたまち歩きの研究としては、太田

ら 9）の研究が挙げられる。ここでは、自由に歩きまちを能動的

に理解するまち歩きが、ガイドによる説明を受けながら歩く受

動的なまち歩きと比較して、地域愛着を高めることを明らかに

している。これに対し本研究は、まちで何を見て、見たものを

どのように意味づけるかといった、視点の選択や思考のプロセ

スに着目する点で異なる。 
さらに近年、都市計画分野でも主観的幸福感に関する研究が

行われており、北川ら 10）は移動時の風景への好意度が、高澤

ら 11）は自然との触れ合いや散策が主観的幸福感を高めること

「まちを見る感性」を育むまち歩きプログラムの開発と評価 

地域愛着及び主観的幸福感への影響に着目して 

Development of a Town-Walk Program to cultivate "Place Sensitivity" 
 Focusing on Its Impact on Place Attachment and Subjective Well-Being 

安倍 ひより*・籔谷 祐介** 
 Hiyori Abe*, Yusuke Yabutani** 

This study aimed to develop a town-walk program designed to enhance place attachment and subjective well-being, 
and to verify its effectiveness. Focusing on the concept of "place sensitivity," which influences how people perceive 
urban environments, the program was implemented and evaluated. As a result, it was found to increase both place 
attachment and subjective well-being. Moreover, by fostering this sensitivity, participants showed increased interest in 
various towns beyond the target area and reported enhanced well-being during daily town walks. These findings 
suggest that the program has the potential to enhance place attachment and subjective well-being through everyday 
engagement with a variety of urban environments. 

Keywords: own-walk, place attachment, well-being, Toyama City, program development, how to see towns 
まち歩き,地域愛着, 主観的幸福感，富山市，プログラム開発, まちの見方 

図１「まちを見る感性」と地域愛着及び主観的幸福感の関係 

（既往研究4）を基に筆者作成） 
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を示唆した。これらは、日常的なまちとの関わり方が主観的幸

福感に影響する可能性を示唆している。 
以上より、地域愛着を醸成する手法、まち歩きの手法や歩く

形式の違いによる地域愛着への影響の差異、まちとの関わり方

の違いによる主観的幸福感の差異について明らかにされてき

た。しかし、まちで見たものやそれに対して働かせる思考とい

った、景観解釈のプロセスに着目した地域愛着及び主観的幸福

感を高めるまち歩き手法に関する研究は未だ見られない。その

ため、本研究は新規性を有する。 
 

2．「まちを見る感性」を育むプログラムの開発と実践 

2-1. プログラムの考え方 

本研究では、安倍ら 4）が明らかにした、まちで見た視対象に

対して想像や再考を伴う意味づけが地域愛着及び主観的幸福

感を高めるという「まちを見る感性」を育むプロセスに着目し、

プログラムを開発する。なお、本研究では、同研究をもとに、

想像を「まちで見たものから、過去や未来など目の前には存在

しない様子や出来事を思い描く行為」、再考を「まちで見たも

のから、自らの経験や知識を思い出し、それらについて改めて

考え直す行為」とする。具体的には、「まちを見る感性」を育

むためには、まちで見る視対象を増やすこと、また、それらに

対して想像や再考を促すことが有効であると仮説を立てた。 
まちで見る視対象を増やすためには、これまでまちで見過ご

していたものにも目を向けるように促す仕掛けが必要である

と考えられる。そこで本研究では、他者とまちの見方を共有す

る機会を設け、多様な視点に触れることができるようにした。

羽鳥ら 6）は、他者のまちの記憶を知ることが地域愛着を高める

ことを示しており、この知見からも有効性が指摘できる。加え

て、地域を問わず存在する要素への見方を知る機会を設け、ま

ちを見る時の手がかりとして活用できるようにした。 
また、想像や再考を伴う意味づけを促す仕掛けとして、まち

歩きの中で見つけた対象について、その背景を自身の経験や知

識と結びつけて想像する機会を設けた。加えて、自身や他者が

見つけた場所を再訪し、他者に説明することで、想像したこと

を再考する機会を設けた。 
以上を踏まえ、本研究では、参加者がグループに分かれ共同

で地図を制作し、相互に案内する内容でプログラムを構成した。

これは、地図制作を通じて自身の視点からまちを捉え、その視

点をもとに想像や再考を促すとともに、他者とまちの見方を共

有し多様な視点に触れることで、「まちを見る感性」を育むこ

とができると考えたためである。 
2-2. プログラムの概要 

参加者各自の視点で捉えた地図を制作するプログラム「総曲

輪のまちを歩いて、みんなの私視点地図をつくろう」を 2024
年6月から9月にかけて実施し、大学生や社会人など14名が
参加した。参加者は、居住地域を問わず広く募集した。参加者

を対象地の居住者に限らず募集したのは、居住者と来訪者では

まちの中で興味を示す対象が異なること 12）が指摘されている

ことから、多様なまちの見方を捉えることができると考えたた

めである。多様なまちの見方が交わることで、視対象を増やす

効果が期待されるため、「まちを見る感性」を育む上でより高

い効果が得られると考えられる。しかし、本研究では対象地の

居住者の参加は見られなかった。 
また、対象地は富山県富山市総曲輪周辺とした。このエリア

には、成立時期が異なる7つの商店街が立地しており、通りご
とに異なる雰囲気を有している。徒歩圏内の比較的狭い範囲に

様々な要素が見られるため、参加者ごとに多様な見方が生まれ

やすく、まちで見たものに対する想像や再考の促進が期待され

る。そのため、対象地として選定した。 
2-3. プログラムの流れ 

プログラムの流れを図 2に示す。全 3回を通して地図を制
作する内容で構成されている。 
第１回は、レクチャーとまち歩きを実施した。レクチャーで

は、対象地の歴史的背景に加え、まちを歩く際の基本的な姿勢

や、地形・地名に着目するなど、地域を問わず存在する要素へ

の見方について紹介した。まち歩きでは、レクチャーの内容を

踏まえ、筆者がガイド役となりより詳細な歴史やまちの見方を

実地で体験できるように構成した。これにより、まちの歴史を

知ること自体が地域愛着を高めることが期待される。また、ま

ちの歴史的背景や見方を踏まえた視点を持つことで、第 2 回
のまち歩きで多様な視点からまちを捉えたり、その背景に基づ

いた想像を促したりすることができると考えられる。 
第2回では、参加者それぞれの視点でまちを歩き、その中で
得られた視点をもとにグループで地図を制作した。まち歩きで

は、対象地を自由に歩き、まちの中にあるなぜだろうと思うポ

イント「なしてポイント」を見つけ、写真に撮影してもらうよ

図2 プログラムの流れ 
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う依頼した。その後、「なしてポイント」がなぜそのような状

態になっているのか、その理由や背景を過去の自身の経験や知

識などをもとに想像するワークを実施した。続いて、グループ

に分かれて各自が見つけた「なしてポイント」を共有し、それ

らをもとにグループで地図を制作した。これにより、参加者の

想像や再考を促すとともに、他者との共有を通して様々なまち

の見方を知ることができると考えられる。 
第 3回では、第 2回で制作した地図を他グループの参加者
に案内し、そのまち歩きを踏まえて地図に掲載する情報を再度

検討した。まず、第 2 回で制作した地図の振り返りを行った
後、2グループずつに分かれ、案内役として他のグループを案
内するターンと、他のグループに案内されるターンの双方を体

験するまち歩きを行った。これは、自身の景観体験を通して得

られた知識のほうが、聞いたことや調べたことによって得られ

た知識と比べ、想像や再考を伴う意味づけが促進されやすいこ

とが指摘されている 13）ため、他者が見つけたポイントを自ら

の景観体験として蓄積することで、想像や再考を促進すること

ができると考えられる。また、第2回で見つけた「なしてポイ
ント」を再考する機会となる。さらに、制作した地図は、参加

者のみならず地域住民や来訪者にも見てもらえるよう、筆者が

冊子にまとめた上で配布する計画とした。そのため、配布する

地図に掲載する内容を、まち歩きの後に再検討した。 
 
3. プログラムの効果検証 

3-1. 調査概要 

本プログラムの効果を検証するため、参加者14名を対象に
プログラム各回でアンケート調査を実施し、全日程終了後、個

別にヒアリング調査を実施した（図 3）。アンケート調査はプ
ログラムの参加を通じた地域愛着及び主観的幸福感の変化を

量的に捉えることを目的とした。調査項目は、①属性、②地域

愛着、③感情的幸福感、④認知的幸福感の4項目である（表1）。
①属性は、年齢、性別、居住地を尋ねた（表 2）。②地域愛着
は、鈴木ら 14）により開発された「選好」「感情」「持続願望」

の3つの指標計13項目の尺度を用いた。本研究では「選好」
から2項目、「感情」から1項目、「持続願望」 から1項目と、
3つの指標それぞれが含まれるよう計4項目を設定した。主観
的幸福感は、感情的幸福感と認知的幸福感の2側面があり15）、

記憶のバイアスは関係するものの両者は相関関係があること

が指摘されている 16）。③感情的幸福感は、PANAS尺度を和訳
した佐藤ら 17）により開発された尺度を用い、快感情から 3項
目、不快感情から3項目の計6項目を設定した。感情的幸福感
は、快感情の高さと不快感情の低さで捉える場合が多い 10）た

め、本研究では快感情と不快感情の両側面から計測した。④認

知的幸福感を測る項目は、Dinerが開発した the Satisfaction With 
Life Seale（SWLS）を日本語に翻訳した角野ら 18）の人生に対す

る満足尺度を用い、より身近な生活への満足度を測定するため、

北川らの研究 10）を参考に項目を一部改変して用いた（１）（２）。プ

ログラムの全日程終了後、参加者の希望する日時と場所で、１

人あたり1～2時間程度のヒアリング調査を行った（表3）。ヒ
アリング調査は、地域愛着及び主観的幸福感に影響を与えた要

因と、「まちを見る感性」の育成が日常のまちとの関わりの中

で地域愛着及び主観的幸福感を高める可能性を検証すること

を目的に実施した。調査項目は①属性、②地域愛着及び主観的

幸福感に影響を与えた要因、③まちの見方の変化、④プログラ

ム対象地以外の様々なまちへの意識及びまち歩きの際の主観

的幸福感の変化の 4 項目である。②地域愛着及び主観的幸福
感に影響を与えた要因は、プログラム各回における対象地への

地域愛着と、主観的幸福感のうち感情的幸福感に影響を与えた

要因を尋ねた。②地域愛着及び主観的幸福感に影響を与えた要

因は、プログラム各回における対象地への地域愛着と、主観的

幸福感のうち感情的幸福感に影響を与えた要因を尋ねた。一方、

主観的幸福感のうち認知的幸福感については尋ねなかった。こ

れは、「まちを見る感性」は地域愛着を介して認知的幸福感を

高めるというプロセスが明らかにされており 4）、認知的幸福感

の向上に影響を与えた要因を直接的に把握することは困難で

表3 ヒアリング調査概要 

図3 調査の流れ 
表1 アンケート調査概要 

表2 参加者の属性 
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あると判断したためである。③まちの見方の変化は、「まちを

見る感性」が育まれたかどうかを把握するため、プログラムを

通してまちの見方に変化があったかと、その変化内容を尋ねた。

④プログラム対象地以外の様々なまちへの意識及びまちを歩

く際に感じる主観的幸福感の変化は、まちの見方に変化があっ

た参加者に対して尋ねた。具体的には、対象地以外のまちに対

する意識に変化があったかどうか、また、日常でまちを歩く際

に感じる主観的幸福感に変化があったかを尋ねた。なお、主観

的幸福感については、感情的幸福感と認知的幸福感の両側面か

ら把握するため、前者は「まちを歩く際に感じるポジティブな

感情の変化」、後者は「まちを歩く際の満足度の変化」を尋ね

た。 
なお、得られた音声データは文字起こしを行い、逐語録を作

成した上で、佐藤 19）によって提案された「質的コーディング」

の手法に基づき分析を実施した。逐語録から各設問に関連する

語りを抽出し、それぞれにコードを付与した。その後、コード

間の比較・統合を通じて共通するサブカテゴリを導出し、さら

に、類似するサブカテゴリを整理・要約し、より抽象度の高い

カテゴリへと統合した。 
3-2. プログラムが地域愛着に与える影響とその要因 

3-2-1.プログラム各回における地域愛着の変化 

プログラムへの参加による地域愛着の変化を把握するため、

地域愛着を計測する尺度の平均値を算出した（図 4）。その結
果、第1回実施前と第3回実施後を比較すると、平均値が5.89
から 6.77 に上昇しており、本プログラムへの参加を通して地

域愛着が高まったことが分かる。また、回ごとの変化を見ると、

第1回実施前と第1回実施後の変化量が最も大きく、第2回、
第3回は微増であった。 
3-2-2.地域愛着に影響を与える要因  

ヒアリング調査で愛着に変化があったと回答した参加者に

その要因を尋ねた（図 5）。なお、観光客と地元住民とでは地

域愛着を高める要因が異なる 20）ことが指摘されていることか

ら、対象地との日常的な関わりの程度によって地域愛着に影響

を与える要因が異なる可能性がある。そのため、対象地に週

1~2回以上訪れる人を来訪頻度高、月に数回以下の人を来訪頻

度低として分類した（３）。 
全体的に見ると、【知識や視点の広がり（n=13）】及び【まち
への能動的な関わり（n=14）】が多く挙げられた。【知識や視点
の広がり】では、《他者の見方を知る（n=7））》や、《これまで
知らなかったことや新しい見方を知る（n=7）》が特に見られ、
新しい視点や知識の獲得が地域愛着を高めたことが分かる。ま

た、【まちへの能動的な関わり】は第2回、第3回で多く挙げ
られた。具体的には、まちを自由に歩きスポットを《自分で見

つける（n=6）》、見つけたスポットをもとに《地図を作る（n=3）》、
さらに制作した地図を《紹介する立場になる（n=2）》などが挙
げられ、地図制作を通じて能動的にまちに関わることが地域愛

着を高めたと推察される。対象地への来訪頻度別に見ると、第

１回では、来訪頻度高は【知識や視点の広がり（n=5）】が多く、
来訪頻度低は【歴史を知る（n=4）】及び【まちを歩く（n=3）】
が多く挙げられた。このことから、来訪頻度が高い人は、見慣 

図4 地域愛着及び主観的幸福感の変化 

図5 地域愛着に影響を与える要因 
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れたまちや既知の場所でも、新たな発見や視点の変化が地域愛

着を高めたと推察される。一方で、来訪頻度が低い人は、まち

の歴史的背景を知ることや、まちを実際に歩くことそのものが

愛着を高めたと考えられる。 
3-2-2.想像・再考が地域愛着に与える影響 
 想像・再考の経験が地域愛着に与える影響を明らかにするた

め、3-2-1プログラム各回における地域愛着の変化と、参加者
が想像・再考を行った経験の関連性を分析した（４）。なお、意識

の変化が見られた想像・再考のみを抽出している。その結果、

想像・再考を通して地域愛着の向上が確認された（図6）。 
再考は、第1回ではまちを歩く中で【自身の昔の記憶を思い

出す（n=1）】ことが愛着の高まりに繋がっていた。一方、第3
回では、第2回で各自が見つけた【「なしてポイント」の再考

（n=3）】が行われており、まちを歩く中でそれらを思い出すこ
とで愛着が高まる様子が見られた。想像は、第1回では【時間
軸を含めてまちの姿を想像する（n=1）】や【古写真から昔のま

ちの姿や歴史を想像する（n=1）】のように、過去や未来のまち
の姿を想像する経験を通して、対象地への関心が高まっている

様子が確認された。また、第2回では【まちを歩きながら想像
する（n=1）】が見られ、まちの中で見つけたものから想像を働
かせることが地域愛着の向上に繋がっていた。これらの結果か

ら、まちで見た視対象から想像や再考を行うことにより、地域

愛着が高まることが明らかとなった。 
3-3.プログラムが主観的幸福感に与える影響とその要因 

3-3-1.プログラム各回における感情的幸福感の平均値 

プログラムへの参加が感情的幸福感に与える影響を把握す

るため、感情的幸福感の尺度の平均値を算出した（図 4）。そ
の結果、感情的幸福感は第 1回実施前は 3.03であったのに対
し、第 1回実施後は 5.03へと上昇した。また、第 2回実施後
は5.18、第3回実施後は5.15と、いずれも第1回実施後と同
程度であった。なお、感情的幸福感はアンケート回答時の感情

を問う設問であるため、プログラム各回の実施後に得られた感

情的幸福感の数値は、いずれも同程度であったと解釈できる。 
3-3-2.感情的幸福感に影響を与える要因 

ヒアリング調査で感情的幸福感が変化した要因を尋ねた（図

7）。なお、居住者とそのまちの来訪経験がない者では、景観に
対する印象が異なることが明らかにされており、その要因とし

て場所に関する背景知識の有無が示唆されている 21）。本研究

の「来訪頻度低」の参加者は、対象地を全く知らないわけでは

ないものの、日常的に訪れる者に比べ背景知識は限定的である

と考えられる。この差は景観に対する印象に影響し、その結果、

感情的幸福感を感じる要因にも差異が見られる可能性がある。

したがって、来訪頻度により感情的幸福感を感じる要因が異な

る可能性があると考え、対象地に週 1~2 回以上訪れる人を来
訪頻度高、月に数回以下の人を来訪頻度低として分類した。 

全体的に見ると、ポジティブな感情を抱いた要因としては

【まちの見方を共有する（n=32）】が多く挙げられた。中でも、
《他者の視点を知る（n=13）》や《視点を共有する（n=12）》や
《自分の視点を伝える（n=7）》が挙げられ、他者とまちの見方
を共有する中で新しい視点を知ることや自身の視点を伝える

経験を通してポジティブな感情を抱いたことが分かる。また、

第2回では【地図制作（n=11）】が多く挙げられ、中でも《ス

ポットに名前をつける（n=4）》や《地図制作のプロセス（n=3）》
が多く挙げられた。また、第 3 回では【制作した地図を歩く

（n=10）】が多く、《他のグループの地図を巡る（n=4）》や《地
図を案内する（n=3）》にポジティブな感情を抱いていた。また、

【地図が形になる（n=1）】のように、自分たちが考えた地図が
形になることにも喜びを感じていた。これらから、地図を制作

することは制作した地図がかたちとして残ることも含め感情

的幸福感を高める上で有効であると考えられる。 
加えて、対象地への来訪頻度別に見ると、来訪頻度が高い人

からも、第1回、第2回では【まち歩き（n＝12）】がポジティ
ブな感情を抱いた要因として挙げられた。中でも、《まち歩き

のアクティビティ（n=1）》のように、ツアーでまちを巡るとい

った普段と異なる形式で歩くことや、《路地裏などの細い道を

歩く（n=1）》や《裏道を歩く（n=1）》が挙げられ、普段歩かな

い道や細い道を歩くことがポジティブな感情を高めていた。 
3-3.プログラムが認知的幸福感に与える影響 
認知的幸福感の変化を把握するため、SWLS 尺度の平均値を

算出した（図4）。第1回前は3.4であったのに対し、第3回 

想像・再考 意識の変化の要因 対象地への意識の変化

図6 想像・再考が地域愛着に与える影響 
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後には4.94に上昇し、認知的幸福感の向上が確認された。回

ごとに見ると、第 1回後から第 2回後の変化量が最も大きか

った。認知的幸福感は、生活全体に対する満足度を評価する尺

度であることから、第 1 回で得た知識や経験がその後の日常

のまちとの関わりで生かされ、向上した可能性がある。プログ

ラム間は2週間という短期間であったが、Cunha et al.23）は、

本研究と同様に 2 週間での認知的幸福感の向上を報告してい

る。ただし、この変化はプログラム直後の気分の高まりが影響

した可能性もあり、解釈には留意する必要がある。一方で、第

2回終了後から約2.5ヶ月後の第3回後でも同水準が維持され

ており、一定期間にわたり効果が持続する可能性が示唆された。 
3-4. 「まちを見る感性」の育成がプログラム後のまちへの関

わりに与える影響 

3-4-1.「まちを見る感性」の育成における効果とその内容 

「まちを見る感性」が育まれたかを把握するため、プログラ

ムへの参加を通して様々なまちに対する意識や見方にどのよ

うな変化があったかを尋ねた。その結果、14人中12人が「変
化があった」と回答した。プログラム以前のまちの見方と、変

化内容の関係を図 8 に示す。プログラム以前のまちの見方に
ついては、「まちを歩くことが好きかどうか」で分類し、さら

に好きと回答した参加者を「歩くときにまちを意識しているか

どうか」によって分類した。 
変化内容としては、【まちを見る視点の広がり（n=10）】、【見
たものに対する見方の深化（n=7）】、【歩行評価の向上（n=5）】
の3項目が挙げられた。【まちを見る視点の広がり】には『ま

ちで見る対象の変化（n=6）』が含まれており、これはプログラ
ムで得た新たな視点が日常生活におけるまちとの関わりでも

活用されていることを示している。特に、地形やマンホールと

いった、地域を問わず存在する要素への見方を知ったことで、

それらに着目して歩くようになったことが分かる。また、【見

たものに対する見方の深化】には、『見たものから想像する

（n=6）』が含まれており、不思議に感じた対象についてその背

景を考えるようになったり、プログラムで得た視点を用いて意

味づけを行ったりするようになったことが分かる。 
これらの変化とプログラム以前のまちの見方の関係を分析

した結果、まちを歩くことが好きと回答した参加者は【まちを

見る視点の広がり】や【見たものに対する見方の深化】を多く

挙げていた。また、まちを意識して歩いていた参加者は、これ

らの変化を同程度挙げていたのに対し、意識せず歩いていた参

加者では【まちを見る視点の広がり】が多く見られた。一方で、

まちを歩くことが好きではないと回答した参加者は【歩行評価

の向上】のみが挙げられ、歩くことに対して前向きに捉えるよ

うな変化が見られた。 

図7 感情的幸福感に影響を与える要因 

図8 プログラム以前のまちの見方と変化内容 
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これらの結果から、本プログラムを通してプログラム以外の

様々なまちの見方にも変化が生じており、変化の内容は想像や

再考を促すものであった。したがって、本プログラムを通じて

「まちを見る感性」が育まれたと考えられる。また、まちの見

方の変化内容には、プログラム参加前のまちの見方によって異

なる傾向があることが明らかとなった。 
3-4-2. 「まちを見る感性」の育成が様々なまちへの意識及び

日常のまち歩きの際の主観的幸福感に与える影響 

3-4-1でまちの見方に変化があった参加者に対し、プログラ
ム対象地以外の様々なまちに対する意識の変化や、日常のまち

を歩く際の主観的幸福感の変化について尋ねた（表 4）。その
結果、まちに対する意識の変化として、居住地域や旅行先など

多様なまちに対する【まちへの興味の高まり（n=9）】が見られ
た。このことから、「まちを見る感性」が育まれたことにより、

様々なまちへの興味や関心が高まったことが示された。また、

日常のまちを歩く際の主観的幸福感については、【まちを歩く

ことが楽しくなる（n=9）】といった感情的幸福感の向上や、【ま
ちを歩くときの満足度の高まり（n=4）】といった認知的幸福感
の向上が確認された。これらの結果から、「まちを見る感性」

の育成により、日常のまちを歩く際のポジティブな感情や満足

度が高まり、主観的幸福感を構成する感情的側面及び認知的側

面の双方にポジティブな影響を与える可能性が示唆された。 
 

4.総合考察 

本研究では、「まちを見る感性」を育むことを目的としたま

ち歩きプログラムを開発し、その効果を検証した。ただし、本

プログラムには対象地在住の参加者がおらず、また、もともと

まち歩きに関心の高い者が多かった点に留意する必要がある。 
「まちを見る感性」を育む仕掛けとして、まちで見る視対象

を増やすこと、及び、まちで見たものから想像や再考を促進す

ることが有効であると仮説を立てた。そのために、他者とまち

の見方を共有する機会や、まちを理解する手がかりとなる見方

を知る機会を設けた。その結果、多くの参加者が視点の広がり

を実感し、見過ごしていた対象にも目が向くようになった。特

に、まちの見方の変化としては、第1回で提示した地域を問わ
ず存在する要素への見方の獲得が、影響した可能性がある。ま

た、認知的幸福感は、第１回で得た知識や経験が日常のまちと

の関わりの中で生かされ向上した可能性が示唆された。これま

でに安倍ら 4）は、「まちを見る感性」の育成が地域愛着を高め、

認知的幸福感の向上に寄与するというプロセスを明らかにし

ている。この知見を踏まえると、汎用性の高いまちの見方を知

ることが「まちを見る感性」の育成を促し、その感性の育成を

通じて地域愛着を高め、結果として認知的幸福感を高めた可能

性がある。加えて、他者とまちの見方を共有することは、地域

愛着や感情的幸福感を高める要因として多くの参加者に挙げ

られた。この結果は、他者の記憶を知ることが地域愛着を高め

ることを示した羽鳥ら 6）の研究を裏付けるものである。 
想像や再考を伴う意味づけを促す仕掛けとして、まち歩きの

中で見つけた対象についてその背景を自身の経験や知識と結

びつけて想像する機会を設けた。加えて、自身や他者が見つけ

た場所を再訪し、他者に説明することで、想像したことを再考

する機会を設けた。その結果、まちで見たものに対して想像を

働かせたり、過去の経験を再考したりする経験が地域愛着の向

上につながっていたことが確認された。この結果は、安倍ら 4）

の研究結果を実証的に補強するものである。 
加えて、本プログラムを通じて「まちを見る感性」が育まれ

たことで、様々なまちへの興味関心や、日常的にまちを歩く際

の主観的幸福感が向上したことが確認された。海野 22）は、日

頃からまち歩きをする人ほど、まち歩きイベントの参加を通じ

てその対象地への地域愛着が高まることを明らかにしている。

これは、日常的にまち歩きをする人は、既にまちに対する関心

を高く有しているためと考えられる。このことから、まちへの

興味関心が高い人ほど、様々なまちへの地域愛着も育まれやす

いと考えられる。そのため、本プログラムを通してまちへの興

味関心が高まることで、プログラム対象地以外の日常のまちと

の関わりの中でも地域愛着が高まる可能性がある。また、北川

ら 10）は、移動時に感じる主観的幸福感が、日常生活全体にお

ける主観的幸福感へ繋がることを指摘しており、これを踏まえ

ると、日常のまちを歩く際の主観的幸福感の向上は、日常生活

全体における主観的幸福感の向上へも寄与する可能性がある。

これらの結果から、「まちを見る感性」の育成は、プログラム

対象地以外の日常生活におけるまちとの関わりの中で、地域愛

着及び主観的幸福感を高める可能性があると考えられる。 
さらに、プログラム各回で、「まちを見る感性」の育成には

次のような寄与が認められた。第1回では、地域を問わず適用

可能な汎用性の高い見方の獲得が、まちの見方の変化に影響し

た可能性が示唆された。第2、3回では、まちの見方を共有し、

他者の見方を知ることが地域愛着の向上につながっていた。さ

らに第3回では、第2回で発見した「なしてポイント」を再訪

し、再考する体験が地域愛着を高めた要因として多く挙げられ

た。以上のことから、各回がそれぞれ異なる形で「まちを見る

感性」の育成に作用しており、本プログラムの構成は一定の妥

当性を有すると考えられる。一方、本研究の参加者はもともと

まち歩きに関心の高い者が多く、参加者の属性に偏りが見られ

たことが課題である。特に、「まちを見る感性」を育む上で高

い効果が得られると考え、居住地域を問わず参加者を募集した

ものの、対象地に居住する住民の参加は見られなかった。その

要因として、対象地が商業地であり商売を営む人が多いことか

ら、3回連続での参加が困難であった可能性がある。しかしな

がら、地域愛着の変化量は第 1 回プログラム前後が最も大き

く、認知的幸福感の向上には第 1 回の内容が影響を与えた可

能性が示唆された。このことから、3回にわたる実施を前提と

せずとも、一定の効果が得られる可能性がある。また、第2回、

第3回の内容も「まちを見る感性」の育成に重要な役割を果た

表4「まちを見る感性」の育成における効果とその内容 
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していた。以上を踏まえると、今後は、特に効果的な部分を抽

出し再構築することで、少ない回数でも「まちを見る感性」の

育成と地域愛着及び主観的幸福感の向上を両立できるプログ

ラム設計が望まれる。 

5.まとめ 

本研究では、地域愛着及び主観的幸福感向上を目的としたま

ち歩き手法の開発と、その有効性を検証した。特に、まちの見

方に影響を与える働きである「まちを見る感性」に着目し、そ

の感性を育むプログラムの実践と評価を行った。その結果、本

プログラムが地域愛着及び主観的幸福感を高めることが明ら

かとなった。また、「まちを見る感性」が育まれたことで、プ

ログラム対象地に限らない様々なまちへの興味関心やまち歩

きの際に感じる主観的幸福感が向上したことが明らかとなり、

本プログラムが日常生活における様々なまちとの関わりを通

じて地域愛着及び主観的幸福感を高める可能性が示唆された。 
本研究で得られた知見は、今後のまち歩きプログラムの設計や

応用に資するものであり、さらなる発展が期待される。 

【補注】 
(1) 本研究では、主観的幸福感に関する項目を、北川ら 10）の研究で用いら 

れた指標及び概念を参考に設定した。感情的幸福感は、快感情の高さと

不快感情の低さで捉える点を採用し、より少ない項目で測定可能な佐藤

ら 17）による指標を用いた。一方、認知的幸福感は、北川ら 10）が用いた

SWLS尺度を基に、一部表現を改変した指標を用いた。具体的には、「自

分の暮らし」を「自分の生活」に置き換え、生活全般に対する満足度を

より明確に測定できるようにした。 
(2) 本研究のアンケート調査で認知的幸福感を扱うことの妥当性について 

はCunha et al.23）が、2週間にわたる課題が認知的幸福感に与える影響に

ついて SWLS 尺度を用いて計測し、その値が向上したことを報告して

いる。この知見を踏まえると、本研究のように3か月間という比較的短

期間のプログラムにおいて認知的幸福感の変化を扱うことにも、一定の

妥当性があると考えられる。 
(3) アンケート調査で尋ねた対象地への来訪頻度をもとに分類を行った。

「ほぼ毎日」、「週3~4回」、「週1~2回」と回答した回答者を来訪頻度

高、「月に数回」、「年に数回」、「ほとんど訪れたことはない」、「初めて訪

れた」と回答した回答者を来訪頻度低とした。

(4) 想像と再考は概念上区別されるが、実際のまち歩きでは同時に生じる

場合もある。例えば、1回目のまち歩きで歴史を知り、2回目のまち歩

きの際にその場所で過去の風景を想像した場合、歴史の再考と風景の

想像の両者に該当する。本研究では、発言内容からより適合する方に

分類して分析した。
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 10:50 ~ 12:10 会場①(本部棟2401)

講演番号[5-8]

司会:劉 一辰(宮崎大学)、渡部 典大(北海道大学大学院)

10:50 ~ 11:10
[5]
吉田正春使節団が見た19世紀テヘラン都市改造
○松原 康介1 (1. 筑波大学)

11:10 ~ 11:30
[6]
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1.研究の背景と目的、方法 

世界有数の庭園文化で知られるイラン（ペルシア）の首

都テヘランでは、19 世紀にフランスの協力を得て都市計画

が進められ、国王ナーセロッディーン・シャー（Nasser al-

Din Shah；1831-1896）の治世に大規模な都市改造が行われた。

テヘランが大きく変わろうとしていた 1880年、日本から初

の公式外交使節団として約 110 日間滞在したのが「吉田正

春使節団」である。正使（使節団長）は外務省御用掛の吉

田正春、副使は陸軍工兵大尉の古川宣誉（のぶよし）だっ

た(1)。吉田は『回彊探検ペルシアの旅』(2)（1894；図 1）、古

川は『ペルシア紀行』(3)（1891；図 2）と、それぞれに道中

記録を出版しており、当時の都市の描写が含まれている。 

深い歴史を持つとはいえ、当時イランは途上国であった。

1889 年から 1 年間滞在したイギリス人ジョージ・カーゾン

の『ペルシアとペルシア問題』3)が広く知られているが、日

本もまた都市改造を含めた近代化を切望する途上国であっ

て、列強とは異なる独自の視点を持っていたはずである。

カーゾンより 9 年早く滞在した吉田使節団の記録は、テヘ

ラン都市改造の最初期の様相を、明治初期の日本人の目線

で伝える一次資料として読むことが出来るのである。 

先行研究としては、Alemi Mahvash (1989)1）が1891年の地図

情報をカーゾンの記録や都市改造の図面類と比較し空間変

容の概要を明らかにしている。Madani-Pour（1998）2）は、テ

ヘラン都市社会の変容と発展を主題としながらも、通史的

概括のうちにカージャール朝時代（1796年 - 1925年）の都市

改造を扱っている。ソレマニエ（2009）24)は、テヘランの

都市改造期における建築の変容を扱った最新の研究と見な

しうるが、吉田使節団の資料を用いての分析はなされては

いない。使節団の記録内容 に関する国際的知見の蓄積とし

ては、Selcuk Esenbel(2019)12)が使節団のイラン国内における全

行程を対象とした比較文明論を提起している他、外交・交

流史における紹介 6)11)、事典類項目 10)13)、紹介記事等が存在

する。日本国内では、『回彊探検ペルシアの旅』『ペルシア

紀行』ともに考古学、美術史、建築史、人類学等の分野に

おいて一定の注目を集めてきた(4 )。そのうちのいくつかは

都市や建築に触れ、またシャーの都市改造の事実を指摘し

ているが(5 )、都市改造を主題的に扱ったものは存在しない。 

そこで本研究では、一次資料たる『回彊探検ペルシアの

旅』と『ペルシア紀行』の記述を、当時の古地図や古写真

と照らし合わせ、カーゾンの時代よりもやや古い時期にお

ける、吉田と古川の視点に基づいた、都市改造直後の様相

を明らかにすることを目的とする。 

研究方法は歴史的方法である。まず、先行研究に基づき、

テヘランの宮殿、広場、道路、庭園、城壁等、後年の都市

改造に関わる骨格を中心に都市形成史・都市計画史を概括

する（2 章）。続いて、『回彊探検ペルシアの旅』及び『ペ

ルシア紀行』の 2 つの一次資料テキストから、テヘラン都

市改造に関わる事実記述を抽出し精査する（3 章）。両テキ

ストと古地図、古写真等とを照応し、地図上に軌跡を示す

とともに、吉田らが見た都市改造の様相を明らかにする

（4章）。更に、4カ月近くテヘランに滞在(6)した吉田らの所

感（賞賛や批判等）も検討し、いわば明治期日本人の海外

都市計画体験としての位置づけも試みる（5章）。 

吉田正春使節団が見た19世紀テヘラン都市改造 
19th-Century Urban Renovation in Tehran viewed from the Yoshida Masaharu Mission  

松原 康介* 
Kosuke Matsubara 

This study aims to clarify the previously unknown appearance of Tehran immediately after its urban renovation in the 
19th century based on the descriptions in “The Journey to Persia” and “Persian Travelogue”. The research method is 
historical. First, based on previous studies, the urban formation history of Tehran is summarized, focusing on the skeletal 
structures related to later urban renovations (Chap.2). Next, descriptions related to Tehran's urban renovations are extracted 
and examined from the two primary source texts (Chap.3). Then, the records in both texts will be cross-referenced with a 
map from 1891, and the trajectories will be plotted on the map to verify the nature of the urban spatial transformation 
(Chap.4).Finally, I will examine the impressions (praise, criticism, etc.) of Yoshida and others who stayed in Tehran for 
nearly four months, and attempt to position this as an experience of overseas urban planning for early Meiji-era Japanese 
(Chap.5). 

     Keywords :   Iran, Persia, Bazaar, Qajar Dynasty, Golestan Palace, Nobuyoshi Furukawa 
イラン、ペルシア、バーザール、カージャール朝、ゴレスターン宮殿、古川宣誉 

*正会員 筑波大学理工情報生命学術院社会工学域都市計画分野・国際総合学類国際開発学主専攻

   (University of Tsukuba, Graduate School of Systems and Information Engineering, Urban Planning Studies) 

図1：（左）『回彊探検ペルシアの旅』 

（右）吉田正春肖像写真 

図2：（左）『ペルシア紀行』 

（右）古川宣誉肖像写真 
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2.テヘランの都市形成と都市改造 

2-1.城壁等都市骨格の形成 

テヘランに関する最古の記述は、13 世紀の地理学者ヤー

クート・アル＝ハマウィによるものである 2)。テヘラン最

古の地区はバーザール（市場）の南に位置する現在のガー

ル地区であり、中庭を囲む住宅 12件と地下住居があったと

される。1404 年にカスティーリャ王国の大使クラヴィホが

テヘランに立ち寄った際の記録 7）には「大きな都市であり

何でも揃うが、城壁は存在しない」(7)と報告されている。 

最初の城壁は 1553 年にサファヴィー朝のタフマースブ 1

世によって築かれた 2)。114 の城塔が設けられたが、これは

コーランが 114 の章（スーラ）から構成されていることと、

スーラというアラビア語の原義が「囲まれたもの」である

ことに対応させたものとされる 2)。城壁の外郭は堀に囲ま

れ、城門は4つあった 1)。1618年にテヘランを訪れたヴァッ

レは、「大きな都市であるが、住民も住宅も多くはない」

としつつ、バーザールの繁栄ぶりと、邸宅の庭園に繁るプ

ラタナスについて記述している 2)。 

シャー・サフィー2 世スライマーンがテヘランに季節宮

廷を置き、今日に見るゴレスターン宮殿（2013 年世界遺産）

を建設した 2)。ザンド朝創始者カリーム・ハーン・ザンド

によって、5番目の門となる北門・アルグ門が建設された 2)。 

1796 年、テヘランはカージャール朝治下で首都とされ本

格的に繁栄を始めた。第 3 代君主シャー・ムハンマドによ

り 6番目の門が建設された 2)。1846年と 52年にコレラが流

行し犠牲者を出したが、1860年代に人口は 15万人に達した。 

1857 年作成の地図（図 3）(8)によれば、一辺が 6～9km の

長方形の囲郭都市であった。城壁の高さは約 6 メートル、

周囲を幅は 12メートルの堀で囲んでいた。城門は上記の計

6 門が確認できる。ゴレスターン宮殿の敷地は内堀に囲ま

れ、北側の城壁に接している。宮殿の北と南には、それぞ

れアルグ（城塞）広場とサブツェ（市場）広場の 2 つの主

要な広場がある。1852年の記録では、およそ住宅 1900件、

商店 645件、ハンマーム 36件、モスク、マドラサ等合わせ

て35件の施設が存在した。 

2-2.ナーセロッディーン・シャーの都市改造 

ナーセロッディーン・シャーは、欧州を歴訪しパリ改造

にも触れて開化政策を採った君主であった。1853 年、フラ

ンス軍工兵フランソワ＝アレクサンドル・ビュルレール

（François-Alexandre Burler；1821-1884）(9 )を招き、理工科学校

ダール・ウル・フヌン(Dār ul-Funun)の教師として抱えている。 

1873 年 6 月には、オースマンから三代後のセーヌ県知事

デュヴァル、建築家アルフ

ァンらに付き添われて、都

市改造の成果であるエトワ

ール広場やリュクサンブー

ル公園を訪問し、リヴォリ

通りやセヴァストポリ大通

りを馬車で駆け抜けている

（図4）8)。 

シャーの命令下、1866 年には宮殿の東に南北軸ナーセ

ル・ホスロー通りが、1867 年にはメイダーン・トゥープハ

ーネ（Maidan-e Toopkhāneh）広場（現イマーム・ホメイニー

広場）が建設されたが、過密化は解決されなかった 1)。城

壁外では宅地化が進んでいた 1)が、図3には描かれていない。 

1868 年、シャーはサファヴィー朝以来の老朽化した城壁

を破壊し、市域を拡大して拡張城壁を建設することを決定

した 2)。大宰相モストウフィ・アル・ママーレクと首都担

当大臣ミルザ・イーサの管轄の下、ビュルレールを主査と

する技術調査団が計画を策定した 2)。古い城壁をすべて破

壊し、堀は埋め、古い城壁から数百 m から 1.6km の外周部

に新しい城壁を築くという計画であった。建設は 1880年に

完了した。市の面積は、4.5倍の19㎢に拡大された。1891年

の地図（図5）(10)は、この都市拡張を終えた時点の状況を示

している。都市改造前の都市の様相を示す前掲図 3 と比較

することで、19世紀の都市改造の全体像が把握されよう。 

 

図3：1857年の都市地図 

（出典：Edited by Helmut Slaby, Map of Tehran, drawn by August Kriziz (1857)） 

①ゴレスターン宮殿 ②バーザール ③サブツェ広場 ④アルグ広場 

図5：1891年の都市地図 

（出典：Plan of Tehran 1891 by Sulaiman Khan under the super vision of Abdul Ghabar） 

①バーゲ・イルハーニー ②ゴレスターン宮殿 ③バーザール 

④メイダーン・トゥープハーネ ⑤ナーセル・ホスロー通り ⑥ネガレスタン離宮 

図4：ナーセロッディーン・シャーを 

迎えるデュヴァル（出典：文献8） 
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3.1880年日本使節団の記録内容 

 本章において、両一次資料におけるテヘラン視察記録箇

所（『回彊探検ペルシアの旅』（pp.148-199）29）及び『ペルシ

ア紀行』(pp.203-231)25)）より、都市改造関連部分（新設道路、

新設建築、拡張城壁、旧市街地（一般家屋等）、水利用と

植栽・庭園等）を抽出し、直接引用と要約的な再構成から

註釈を加える。カッコ内に出典ページ数をゴシックで示す。 

3-1.吉田正春『回彊探検ペルシアの旅』（1894年） 

吉田使節団は 9月 10日にテヘランに入った。まず、使節

団の住居として提供された離宮バーゲ・イルハーニーにつ

いての記述がある。バーゲとはペルシア語で単数ではバー

グであり英語 Park の謂いである。王宮（ゴレスターン宮殿）

の北側に拡張された新市街地にあり、城門から 5～6 町

（600m）のところに位置する庭園付き宮殿である（p.146）。

近隣にはイギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、ロ

シアの大使館があり、「テヘラン城中における小ヨーロッ

パ」（p.153）の様相を呈していた。例えば英国大使館は、拡

張後の 1870年に建てられたもので、バーゲ・イルハーニー

も同時期の新設建築物と考えられる。庭には数種の菊の花

が咲いており、懐かしさを覚えたという（p.156）。奥にはい

わゆるハーレムが併設され、その空間構成、華麗な内装、

植栽などを報告している。 

次に、街路樹の植えられた広い大通りが紹介されている。

「王宮の周辺や近辺の家々は取り壊され、幅百尺の碁盤の

目のような通りが造られ、蝋燭の街灯が建てられている」

（pp.157-158）という趣旨の報告をするとともに、こうした広

い大通りは王宮周辺に限られており、「ペルシアの都市は

もとより横溢で馬やロバがなんとかすれ違える程度」（p.157）

であると報告している。すなわち道路用地収用とその周辺

で取り残された旧市街地（残地）の課題という、オースマ

ン型都市改造の要点が把握されていると言える。 

王宮の南に隣接するバーザールについても報告がある。

「その道路は狭隘中の狭隘」（p.158）としつつ、道の両側の

土の階段であらゆる品物が売られ、値切りやスリが盛んで

あるとする。価値のない売り物が多いが、「余らは消光の

一助としてまたはこの国の商工業を概見するためとして、

頻々街市中に往来せり」（p.158）と、生活の必要だけでなく

調査対象として認めていた。シャーの指令で建設されたヨ

ーロッパ風の店やカフェ、また「アラビアン・ナイト」を

彷彿とさせる講談師の存在も記されている（p.159）。 

テヘランは街の中心にゴレスターン宮殿を擁する一方、

ダマーヴァンド山（アルボルズ山脈）の麓の北郊外にはサ

ーダバード宮殿が連なっている。吉田は「王の離宮も 4、5

か所見え」、ヒジャブで頭を覆った女性たちが宮殿生活の

華やかさを垣間見せるとする（pp.156-157）。水は山から流れ

てくる地下水路（カナート）から汲み上げたもので、飲料

水としても良質（「清冽飲料に宜しく」）であるが、吉田は

この上水が王族に独占され、市民には届いていないことも

指摘している。「然れども城中飲水の配置方は甚だその当

を得ず、要するに清冽なる水はことごとく王家の庭園中に

延き入れられ、市上貧民の渇を悲しむ声は噴水の音に奪わ

れ去れり」（p.157）とは痛烈な批判である。パリの都市改造

では、道路開削と同時に地下に上下水道が整備されたが、

テヘランでそれはなされてはいなかった。 

また、都市改造によって破壊される側であった一般家屋

にも視線を向けている（p.162）。建材の日干し煉瓦を製法と

共に紹介し、建材は脆く、日本では 1 週間もたずに崩壊し

うるとする。宮殿や寺院（モスクを意味する）、貴族の邸

宅には、防腐・コレラ予防に釉薬瓦が施されているという。 

ペルシア側の外務大臣が急遽交代したため、使節団が国

王に謁見したのは 9月 27日のことであった。場所はゴレス

ターン宮殿である。宮殿は 17世紀の創建以来、増築を重ね

てきた建物であり、当時もヨーロッパ様式の影響を受けて

増改築の最中にあった(11 )。謁見の日、使節団はバーゲ・イ

ルハーニーから衛兵に護衛されて宮殿に向かい、正門から

3、4 つの小さな門をくぐって、宮殿の大広間に向かった

（p.165）。大広間正面の庭園には、四方にカエデの木と菊が

植えられていた。中央には噴水があり、何十もの小水路が

流れていた。床には大理石が敷かれていた（p.166）。 

使節団がテヘランを去る頃（1880年末）、ウバイドゥッラ

ーを首領とするクルド人勢力が国内に侵攻し、複数の都市

が占領された 20)。「この報テヘランに達するや城中にわかに

戒厳の令を下し（た）」（p.189）とある。 

3-2.古川宣誉『ペルシア紀行』（1891年） 

陸軍工兵であると同時に土木技術者でもあった古川の記

録は日記形式を採っている。9 月 10 日の入城日には、テヘ

ランの緯度・経度が北緯 35度 40分 30秒、東経 51度 24分

43秒と正確に記されている（p.207）。 

入城に際し、工兵である古川は新しく建設された城壁が

稜堡式であることに早々に注目し、12 の城門を備えた「稜

堡型の囲郭」であると記している。続いて、城壁は 14年前

に「仏蘭西人ビューラ氏」（ビュルレール）の指揮で築か

れたと報告している（p.207）。この数字が正確なら、1868 年

のシャーの勅令による旧城壁破壊よりも、新城壁のほうが

僅かに先んじて建設されていたことになる。 

古川の工兵技術者としての貢献は、4 カ月近いテヘラン

滞在中に、拡張城壁の一部を実測調査し、その一端を明ら

かにしたことに見て取れる（p.208挿絵）（図6）。 

図6：古川による稜堡式城壁実測調査図（出典：文献25） 
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城壁に沿って突出する一連の堡塁の図面は、一見して、

パリのいわゆる「ティエールの城壁（Enceinte de Thiers）」

（1844 年）を彷彿とさせる。ティエールの城壁は、ナポレ

オン戦争末期にプロイセン、ロシアによってパリを包囲さ

れた経験から、7 月王政の首相ティエールの提案に基づき、

外敵からの防衛を意識して建設されたものである。テヘラ

ンでは、上述のウバイドゥッラーの反乱が起きており、実

際に防衛上の必要性は差し迫ったものであった。新城壁は、

パリよりやや遅れながらも、同様の防衛効果を期待され、

稜堡式の市壁として設計、建設されたものと言える。 

実測図が正確であっただけではない。古川は、この城壁

は、堀を掘り、その後ろに土を盛ったに過ぎず、防衛効果

は高くはないと喝破するのである。更に、「・・・故に死

角甚だ大にして中堤の壕中は全く射撃すべからず。或いは

この失を償わん為か塹壕の頂斜面を削るを定制に過ぎ殆ど

二分の一の傾斜を奥へたり塹壕の力を削ぐかの如き。遂に

その用に耐えざるべし」（p.207）と述べ、死角の大きさ、傾

斜の緩さを明快に批判している。 

城壁内市街地の様相も記録されている。新城壁の内側に

は、まだ市街化されていない緑地や空地が多くあった。こ

れらの緑地・空地は、城壁から3、4丁（約350～500メート

ル）から 7、8丁（約 1キロメートル）の範囲に及んでいた

とされている。前掲図 5 を見ても、城壁内には相当規模の

緑地または未市街地が存在していることがわかる。 

使節団は謁見までしばらく待たされていたが、工兵古川

はじっとしてはおれず、ある時ゴレスターン宮殿に忍び込

んだという記述がみられる。「・・・（宮殿の門に）番兵あ

りてみだりに人の出入りを許さず。中に宮殿内庭ありて余

密かに入りて一宮殿を観るにその四壁天井皆名状すべから

ざる凹凸形を白墨にて塗り、飾するに金銀丹青を以てし、

壁上に前代及び当代国王の像を書きまた堂の中央に国王の

座する台あり黄白なる蝋石を以てこれを造る」（p.208）と、

垣間見た宮殿の様子を活写している。以後の記述は謁見時

に正式訪問した際の観察記録に続く。シャムール・アムハ

ラ（シャムス・オル・エマレ（太陽の殿堂）を指すと思わ

れる）と呼ばれる 4 階建ての建物が国王の正殿である。壁、

床、柱は全て石で包まれており「頗る美観なり」とし、中

庭は大きな長方形の噴水を中心に完全な石畳で覆われてい

るとする。古川は更に、人家の庭園や大通りには必ず大小

の泉水があると加えている（p.208）。 

古川はバーゲ・イルハーニーについても記録している。

宮殿は王ではなく大臣が建てたもので、壮大なものではな

い。しかし、上階のある部屋は特別で、天井は玻璃で花紋

が装飾され、柱は金箔で装飾されている。5 色に彩色され

た玻璃の障子（ステンドグラス的なものか）も見事である。

床にはペルシア絨毯が敷かれていたという。横山孫一郎ら

随行の商人達がここで日本の産品を販売すると、各国大使

館より多くの購入者が集まったという。 

更に、古川の記述はゴレスターン宮殿からバーゲ・イル

ハーニー離宮への道のりの様相に移る。宮殿の正門は北に

あるが、常時閉じられている。ガス灯がひとつあり、その

下に正装した番兵が警務についている。そこから 2 丁

（220m）ほど北に更に 1 門がある。「・・・其間地上石を

畳み左右両側に樹木を栽え酒掃頗る清潔なり。然れも樹木

の後へに左右共に一條の道路ありて市人小津店を開き雑貨

を売るその状猥雑にして王宮尊厳の体を損するに似たり。」

（p.209）とあり、そこまでは石畳の道路で左右に樹木が植え

られ水もまかれて清潔であるが、ただその並木の後背には

一条の通りがあり（歩道のこと）、庶民が開く雑貨屋が並

んでいる。その状態は猥雑で、宮殿の威容を損なっている

と、古川は疑問を呈しているのである。

この門を出ると、幅 2 丁、長さ（奥行）3、4 丁（400～

500m）程の空地がある。ここに、砂礫をしき中央は石敷と

した方形の泉水がある。空地の周囲の住宅は我が国の長屋

に似ているが、それが砲兵や士官らの住居であるといい、

まさにテヘラン版の足軽長屋であるとする（兵卒がシラミ

をとっていたという）。この空地には先述の門を含めて 6門

あり、四方に通じている（p.209）。つまり空間構成としては、

王宮を起点とし、その北門から北に伸びる並木道が都市軸

となっており、行きついた先の門の先は兵舎に囲まれた広

場があり軸線を受けている、といえよう。門の警備は厳重

で剣を帯びた巡査が門番をしている。日の出前 3 時間に開

き、日没後3時間で閉じ、夜間は通行出来ない。

兵舎のある広場の正反対側の門（王宮の正門に通じる北

門と相対して空地の他方にある一門）からは、更に北に延

びる通りがあり、それがバーゲ・イルハーニーの一帯であ

るとされる（p.210）。先の並木道と同様、通りには両側に植

栽がなされているものの、こちらでは水が十分にやられて

おらず、生色がないと報告されている。また、街灯は蝋燭

式のため明るくはない。この国では家屋の規則から道路の

構築まで、西洋のそれを模倣しているが、これは 5 年前の

シャーの欧州旅行後に指示されたものであるという（p.210）。 

王宮の南にあるのがバーザールである。交易品から日用

品までここで購入できる。「バザール即ち市場は別に一箇

所を成し王宮の南方に在り四方の物産日用の百科皆ここに

輻輳して購求すべし。その体裁はシラヅ及びイスパハン等

に於いて見る所に異ならず。各街皆穹窿の屋を覆い全く一

條の隧道の如く其幅僅かに二三間にして左右側には工商各

店舗を開き職業に就く。また其店の背後は概ね皆隊商舎に

して市街中四五十間毎に各門閣ありこれに入れば布帛皮革

等の物価を井列して販売す」（p.210）。シーラーズとイスフ

ァハーンで見たものと変わりはなく、連続する小店舗から

なり、通りの幅はわずかに2、3間ほどである。店舗は商店

または工房であり、その奥にあるのが隊商舎（ハーン；隊

商宿）である。市街中に 4、50 間（75～90m）毎に入口扉

があるという。その中に入れば各地から隊商が運んできた

布製品や皮革製品などが陳列されているとされる。すなわ

ち中庭形式の建築であることが認識されている。

隊商（外来者であり武装していることもある）は、来訪

よりしばらくして退去する。古川は、隊商宿は商人が建て
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たのではなく、政府が建てた公的施設であると説明してい

る。隊商を呼び込み、かつその都市内での行動を制限管理

するという交易運営の趣旨と機能が認識されているといえ

よう。古川は「これを要するにバーザール中に隊商宿があ

るのではなく、数十の隊商舎が集まってバーザールをなし

ている」（p.210）と喝破している。バーザールはまた、日を

定めて開かれる日本の村市の大規模なもののようでもある。

大変にぎわっており、人や馬もひしめきあっているという。

その外にでれば店舗は殆どなく官民の住宅街であるとする。

住宅空間としては、顕官等、富裕層の邸宅では、門から

入ると必ず回廊があり、曲折して進むと草花に満ちた中庭

がある。その中庭に、泉水を設け美麗を極めている。中庭

住宅の典型的な動線パターンである。洋風の建築を立てて

いるものもあり、壮麗でまるで寺観のようであるとする

（p.209）。ハンマームにも入浴しサウナの仕組みを詳述して

いる（pp.229-230）。一方、貧しい庶民の住宅は土造で不衛生

でもあり、みるべきものはないとする（p.209）。

4.古地図に跡付けられる吉田使節団の記録 

1891 年の地図との照合から、使節団の足跡をトレースし、

吉田使節団がみたテヘランの変容過程を考察する（図7）。 

4-1.バーゲ・イルハーニー周辺の大使館立地 

使節団の寄宿先「バーゲ・イルハーニー」は、 ايلخانی   باغ   

（＝イルハーンの庭園）と特定され、図 7 上の⑪と確認で

きる。王族アラー・ホリ・カーン・イルハーニの宮殿付き

庭園として造営された。今日の中心街フェルドゥシー街に

位置し、1928 年にイラン国立銀行に建て替わった。北に⑬

英国大使館、東側の道路向かいに⑩ドイツ大使館、⑫オス

マン帝国大使館が存在し、いずれも今日まで存続している。

⑨「イルハーニー庭園通り」沿いの新設建築群による大使

館地区で、「小ヨーロッパ」（吉田）の景観を呈していたの

はこの一帯であろう。各国の外交官たちがこぞって日本製

品を買いに来たというのも、立地的にうなずける。 

4-2.メイダーン・トゥープハーネ 

宮殿の正門とされ常時は閉じているという北門（アルグ

門）は、図 7 上①を指すとみてまず間違いはない。また、

清潔だが露店が出ていた大通りは、②「ダイヤモンド通り」 

と判明する。一帯は③「アルグ地区」と呼ばれるが、アル

グ門との対応である。付近には④兵器庫がある。 

古川の記述によれば、そこから 2 丁ほど北に進んだとこ

ろに⑤広場の南門があり、そこから入ると長屋に囲まれた

広場があるという。その大きさは幅 2丁、長さ 3、4丁とさ

れている。これが、旧城壁の北に新設された「砲兵隊の広

場」の意味を持つ⑥「メイダーン・トゥープハーネ」であ

ろう。四方に向けて門があるという記述もこれを裏づける。

19 世紀後半の同広場の写真には、中央に平たいプール型の

⑦泉、周辺には多くの

大砲が置かれ、「足軽長

屋」とも形容しうる二

層の連続建物が映って

おり、古川の記述内容

との照応が認められる

（図8）。 

古川によれば、②「ダイヤモンド通り」は並木道である

はずで、実際、地図上には植樹が描かれている。この並木

の後背において、猥雑とも言える侵街的な露店群が出てい

たのであろう。この通りは「ホマユーン門通り」と名付け

られ今日でも露店街である。この直線道路はメイダーン・

トゥープハーネを貫通すると、幅員はほぼ半分に狭められ

ながらも、更に北に延びている。同様に植栽が描かれてい

るが、宮殿から距離があるためか、「水を遣られておらず

生気がな」かったのがここ⑧「アミーノッソルターン閣下

通り」であったろう。更にしばらく行けば、通りは⑨「バ

ーゲ・イルハーニー通り」と名を変え、⑪バーゲ・イルハ

ーニーにアクセスするということになる。 

4-3.バーゲ・イルハーニーの構成 

消失した本庭園に

関する資料や既往研

究は存在しない。伝

統的なペルシア庭園

は、「チャハルバーグ

（Charbagh）」と呼ば

れ、水路で区画され

た「四分庭園」（4つの楽園を意味する）構成を持つ。北側 

 

図8：メイダーン・トゥープハーネ 

（19世紀末頃）（出典：文献1） 

図9：バーゲ・イルハーニーの庭園構成 

（図5当該部分を拡大）図左（北端）が寄宿舎か

図7：ゴレスターン宮殿からバーゲ・イルハーニーまでの様相（図5当該部分を拡大） 

①アルグ門 ②ダイヤモンド通り ③アルグ（城塞）地区 ④兵器庫 ⑤広場の南門 ⑥メイダーン・トゥープハーネ ⑦泉 ⑧アミーノッソルターン閣下通り 

⑨バーゲ・イルハーニー通り ⑩ドイツ大使館 ⑪バーゲ・イルハーニー ⑫オスマン帝国大使館 ⑬イギリス大使館 
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に宮殿パレスが配置されることが常である、奥の間（ハー

レム）があり、二階建てということから、北側の庭園内最

大の建物が寄宿舎に該当するものと考えられる（図9）(12)。 

4-4.ゴレスターン宮殿の従前・従後 

今日に残るシャムス・オル・エマレに関する記述は、図

10と図 11との比較から読みとれる。シャムス・オル・エマ

レの有無の他、多くの相違点があり、ナーセロッディーン 

・シャーの改造の結果とみられる。東の濠は埋め立てられ

ナーセル・ホスロー通りが建設されている（通りには 1889

年に軌道馬車の線路が付設されることになる）10）。同時代

の油絵（1868）によって

も、中央の 4階建てのシ

ャムス・オル・エマレ、

長方形の大きな噴水、白

い石で覆われた壁、階

段、柱、庭の石畳に関す

る古川の記録が裏付けら

れよう（図12）。 

4-5.バーザール 

宮殿の南東部から広がるのがバーザールである。東西軸

と思しき街路（シャハール・スーク・ブズルグ）があり、

沿道に中庭式建物が連なっている（図 13）。「数十の隊商舎

が集まってバーザールをなし

ている」（古川）とは、扱う

商品毎に店舗が集中しグルー

プ化される伝統的な商業形態

の認識に、古川が触れかけて

いたことを示す。周辺街路は

曲折し袋小路も多い旧市街地

である。 

4-6.富裕層及び庶民の住宅 

 富裕層の住宅の事例として

は、例えば、現存するネガレ

スタン離宮（1807）では、北

の門から入ると中央に噴水の

ある中庭があり回廊が巡って

いる（図 14）。現在は敷地の

一部に美術館が建っている。 

一方、庶民の住宅の状態は地図に描かれてはいない。庶

民の住宅地の街路は都市改造により開削された道路とは対

照的な、曲がりくねって袋小路も多い細街路であったと考

えられ、そうした街路は旧市街の中に多く見い出される。 

4-7.新城壁の稜堡と城壁内の様相 

堡塁部分から濠の形

状まで、古川の実測図

と整合する（図 15）。

また、城内はいまだ緑

地か空地であることが

見てとれる。 

パリでは、1860 年に旧城壁の外側にあった市街地（コミ

ューン）を市域に統合し、市街化はティエールの城壁いっ

ぱいにまで進展した。これが今日でもパリ市の境界となっ

ている。テヘランの新城壁内部でもこれらの緑地や空地の

市街化が進展したとみられる。カーゾンは、城壁の建設は

入市税を採ることが目的であったと記している。これに基

づき、Alemi は、シャーが新城壁を建設した真の目的は、市

域の統合による経済利益であったと論じている 1)。 

その後、パリでは 1919年から城壁を撤廃し、跡地を環状

高速道路とした。今日にいうペリフェリックである。テヘ

ランでは、1934 年にレザー・シャーの指示の下でこの新城

壁が破壊され、跡地はやはり環状道路とされている。 

5.明治期日本人の海外都市計画体験としての位置づけ 

5-1.明治期日本人の海外都市計画体験 

鈴木・石田 23)は、「オースマンのパリ改造は、幕末明治初

年にフランスに渡った渋沢栄一ら政府派遣の使節、留学生

らが見聞していることは疑いがなく、文献上でも 1869（明

治 2）にはわが国に紹介されていた」とする。そこで、栗

本鋤雲を嚆矢とする渡航者と作品と、吉田、古川による両

一次資料を位置づけ（表 1）、従前同様に内容を検討する。 

 

 

 

徳川昭武に随行した①と②は、なおナポレオン三世治下

でオースマン市政が進展中であった。①15)では、「市尹ホー

スマンなる人、会社を結び、パリの街区紆余曲折する者を

改め直達に作り(中略)人家の往来に妨げある者は、皆贖い

て毀て道路を改造す。其意、満都の道路をして残らずフル

バールと名付け、樹木を列裁せる大路と成さんと期せり」

(p.151)とされる。石積み6、7層建てのアパルトマン街では、

路上に鼠や虫、浮浪者の類がおらず、火災・震災もない。

市外から引かれるガス管のおかげで街灯が行き渡っている。

図13：バーザールの空間構成 

（図5当該部分を拡大） 

図10：1857年のゴレスターン宮殿 

（図3当該部分を拡大） 

図15：古川の実測図との対応状況 

（図5当該部分を拡大） 

図12：Mahmood Khan Saba画 

『シャムス・オル・エマレ』1868（出典：文献4） 

図11：1889年のゴレスターン宮殿 

（図5当該部分を拡大） 

No. 出版年 著編者等 タイトル 渡航期間 関連都市 

① 1869 栗本鋤雲 暁窓追録 1867.6-1868.5 パリ 
② 1871 渋沢栄一ら 航西日記 1867.1-1868.12 パリ 
③ 1878 久米邦武 米欧回覧実記 1871.12-1873.9 パリ、ベルリン、ウ

ィーン 
④ 1889 森鴎外 市区改正論略 1884.-1888.9 ベルリン、ウィーン 
⑤ 1890 森鴎外 舞姫（小説） 1884.-1888.9 ベルリン 
⑥ 1891 古川宣誉 ペルシア紀行 1880.4-1881. テヘラン 
⑦ 1894 吉田正春 回彊探検ペル

シアの旅 
1880.4-1881. テヘラン 

図14：ネガレスタン離宮平面図 

（図5当該部分を拡大） 

表1：明治期日本人の海外都市計画体験概要 
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また、地下には上下水道が整備されており、「街上耐えて

臭穢を聞かず。是を以て伝染疫痢の患全く耐えたり」等と

評価する。②22)では、エトワール広場の凱旋門に登って周

囲を睥睨し、「正面は王室の門前にまっすぐむかい合って

道路が直線ではしることおよそ十八町（1800ｍ）ほど、道

路は三面にわかれ、中側は広く、馬車や荷車などの通路で、

両側はガス灯が立ち並び、また樹木が影をおとしている。

《中略》パリ都下の壮麗な市街は、みな、このようになっ

ている」（p.51）とする。下水道見学も同様に行っている(p.57)。 

比較すれば、①は道路や建物の建設手法や構造を伝える

のに対し、②は完成後の街並みの描写に優れていると言え

るが、双方ともに賛美の連続であるという印象は与えよう。 

維新後の使節団として欧米諸国を歴訪し、報告もより広

く読まれたのは③21)である。ナポレオン三世は 1870 年に失

脚しオースマンも知事の座を離れていた。まず凱旋門に登

り、シャンゼリゼ通りを皮切りに、高層建物が沿道にそび

え、街路は石畳が敷かれ、街路樹を植え、ガス灯が輝くと

賛美が続く(vol.3-pp.29-33)。ティエールの城壁に言及があり、

パリ・コミューンの騒乱時に防御に役立ったことと、税関

が設けられ全ての物資に入市税がかけられていると紹介さ

れている(vol.3-p.28)。新たに統合された市域にあるビュット

ショーモン公園については、ナポレオン三世の産業振興で

あげた利益により建設されたものと説明している(vol.3-p.78) 。 

一方、「シテの古い通りは首尾もはっきりしないほど錯

綜し、狭いところは馬車がすれ違えないほどである。この

細いところをガラス屋根で覆ったところがある」と、旧市

街地のいわゆるパッサージュに言及がある。「古風な街が

新しい街に生まれ変わった、これこそパリ風の街である」

との評価がなされており、ベルギーやベルリンへも影響し

ていると付記されている(vol.3-p.37)。ただし、ベルリンにつ

いて挿絵付きで紹介されているのは目抜き通りウンテル・

デン・リンデンでありvol.3-(pp.337-339)、これはカルル・シン

ケルが沿道建築をデザインした新しい都市空間である。ウ

ィーンの都市改造であるリングシュトラーセについても概

要を報告しており(vol.4-p.439)、ウンテル・デン・リンデンと

同様にパリに倣ったものという趣旨の記述がみられる。 

①②とは比較にならない程多くの事例を扱い得た③では

あるが、議論されているのはもっぱら表面上の都市の新た

なイメージであって、それらがどのような実現手法によっ

ていたのか、という点では物足りなさが残る。また、パッ

サージュのようなわずかな例外を除けば旧市街地について

の言及はみられない。元は荒地とはいえ、ビュットショー

モン公園の敷地を買い上げたように書かれている点は、第

二帝政の強権的な手法であった（超過）収用についての洞

察 14)が殆どなかったことを示すように思われる。 

ここで注目されるのが、ドイツに陸軍衛生医として留学

した森鴎外（林太郎）による④及び⑤である。その出版時

点では、東京市区改正は既に社会的に広く議論されており、

また鴎外自身は市区改正実務に対しコミットする機会を得

なかった。しかし④26)では、「買い上げ規則はもって狭溢屈

曲の街を正すべし。しかれどもこの区は細民の居ること能

はざるところなり。細民はようやく追われてこの区を逃れ、

勢い必ず別に悲惨の小天地を成さむ。公衆衛生の眼はまず

このところに注ぐべきなり」といった、上記①②③には見

られなかった旧市街地住民へのまなざしと、対応の先進

性・具体性を認めることが出来る。⑤27)はベルリンを舞台

とする小説であるが、新しい空間としてのウンテル・デ

ン・リンデンと、隣接する旧市街地クロステル街とが対比

的に描かれ、後者に積極的な評価がなされている。「この

三百年前の遺跡を望むごとに、心の恍惚となりてしばした

たずみしこと、幾たびなるを知らず」。すなわち森鴎外に

おいては、言論と文学に跨りつつも、旧市街地とその収用/

買い上げによる新道路の建設と空間の質的変容という一連

のプロセスが、本人なりの価値観に基づき明快に問題提起

されていると言えるのである。ここに明治期日本人の海外

都市計画体験の、一つの到達点を見ることができる。 

5-2.吉田使節団のテヘラン都市改造体験の位置付け 

吉田使節団のテヘラン都市改造体験（⑥及び⑦）が異な

るのは、ペルシアという、歴史は極めて深いものの時代的

には発展途上国に位置付けられる国（カージャール朝は

1921 年に滅亡した）における体験だったということである。

山中の指摘にあるように、使節団が「イランという鏡の中

に明治日本の近代化が含む多くの問題を見ることができた」
28)とすれば、論点を都市改造に限っても、賛美も批判も、

先進国における場合とは意味合いが大きく異なってくる。 

重要なのは、そこで相手をどう見ていたかであろう。旅

行中の軽微な不満こそ散見されるとはいえ、相手を見下す

ような態度は基本的には見られず、むしろ好奇心旺盛に調

査を行い、これを怜悧に伝えている。広々とした道路、ゴ

レスターン宮殿の壮麗、離宮建築の精細な装飾、中庭の植

栽や泉、バーザールの活気といった特徴については、時に

前出の欧米渡航者以上の解像度で伝えており、後年の学術

的知見に照らして大きな瑕疵もみられない。これらはただ

新しい空間というよりは、ペルシアの歴史的要素との兼ね

合いがあるものばかりである点も重要である。 

批判も少なからず含まれていた。新設大通りにおける蝋

燭の街灯や水遣り不足の植樹、露店の管理不足、支配層に

よる水の寡占、脆弱な城壁、等に、近代化としての都市改

造が上辺だけの不徹底なものであったことが示されている。

しかしこれらは、日本にとって何よりも反面教師としての

知見を秘めていた。すなわち吉田使節団の記録は、明治期

日本人の海外都市計画体験において、先進国からの無批判

的な都市イメージの受容としてではなく、いわば机を並べ

て学ぶ側同士の、それも独自の都市文化を一応は持ってい

る者同士の学びの事例であったと位置づけられる。 

6.結論 

吉田使節団の記録には、都市改造によって変容した道路

空間、庭園、宮殿、バーザール、住宅等が活写されていた。

比較すれば、歴史的・文化的叙述中心の吉田と、より技術
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的視点で市街地を精密に描写した古川との組み合わせであ

ったと言える。当時の地図や図版等に突き合わせることで、

1880 年当時のテヘラン都市改造の様相が浮かび上がる。そ

の多くは今日の都市空間にも痕跡を残している。 

吉田使節団のもたらした知見が当時の東京市区改正のよ

うな実務の場で参照されたという話は、管見では見いださ

れなかった。元よりそれが目的の使節ではなく、古川はそ

の後は日清・日露と出征しキャリアを終えている。しかし、

欧米の事例と合わせ読まれることで、当時の都市計画理解

により奥行きが出たであろうことは想像に難くない。 

カージャール朝時代の都市と建築は、今日のイランの文

化の根幹とも言われる。吉田使節団の記録は、今後におい

て日本が建築・都市保全分野の協力を構想するにあたって

も、重要な交流の証言と言えるだろう。 
【謝辞】 
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【注】 
(1) 吉田正春使節団とは、外務卿井上馨の命により日本との国交樹立、交易協

定締結を目指してペルシアに派遣された日本初の公式外交使節団である。

正副使の他、大倉組（後の大成建設）副社長横山孫一郎を筆頭に、七宝焼陶

器や小間物、金銀細工といった日本の特産品を扱う商人らが含まれていた。

一行は1880年4月に軍艦比叡によりブシェール港に到着し、駱駝に乗ってシ

ーラーズ、ペルセポリス、イスファハーンを経てテヘランに到達し、9月27日に

シャーへの謁見を果たした。国交樹立には至らなかったものの、シャーよりの

言葉には、同じ「亜細亜州」の国同士、共感するという趣旨が含まれていた。同

年12月30日にテヘランを出て、翌年2月にイスタンブールを訪問しオスマン

皇帝アブデュルハミト2世に謁見した。 
(2)原典は『回疆探検 波斯之旅』博文館、1894。本稿では現代語訳である文献

29を用いる。 
(3) 原典は参謀本部編『波斯紀行』1891。本稿では『ペルシア紀行』と表記し、

活字体となっている文献25を用いる。 
(4) 大津は西アジア考古学の視点から吉田によるイランの古代遺跡訪問を解

説し（文献16）、また古川の緻密な記録に着目し道中観察された地誌や植生

を雲石している（文献17）。更には古川の古代ペルシア認識の背景にあった

福沢諭吉の影響を指摘している（文献18）。また、Miyake（三宅理一）は交易史

への関心から吉田使節団を扱い、古川の実測調査結果をも紹介し、新城壁が

ヴォーバンの要塞の流れを汲むと指摘している（文献9）。 
(5) 岡崎は、シャーの都市改造について古川の調査成果を紹介している（文献

19）。山中は、岩倉使節団も引き合いに出しつつ、吉田・古川がテヘランの都

市改造が皮相的な近代化であると察知していると指摘している（文献28）。 
(6) 古川の記録には、1880年9月10日にテヘラン入りし、12月30日に出たと

ある。長期滞在となった理由は外務大臣の罷免やウバイドゥッラーの反乱等、

国内情勢が不安定であったためであった。 
 (7) 19世紀に出版された英訳版には「This city of Teheran was very large, but it had no 
walls, and it was a very delightful place, well supplied with everything」とある。文献7, p.98. 
 (8) この地図は、ナーセロッディーン・シャー治世下の1851年に、ダール・ウル・

フヌン（後述）のオーストラリア人教師で砲兵将校であったアウグスト・クリジズ

が、生徒であるゾルファカール・ベグとモハマド・タキ・カーンの協力を得て、測

量に基づき作成されたものであった（文献1）。 
(9)人名録を参照。https://www.alsace-histoire.org/netdba/buhler-francois-alexandre/ 
(10) この地図は、ダール・ウル・フヌンのムルク教授の指導の下、1868年から

1888年にかけ大学生が行った調査に基づいて、スレイマン・カーンの監督下

で作成された。ダールの印刷部局マトゥブ・ドウラティより出版された（文献 1）。 
(11) この時期に増改築された宮殿の施設は以下の通りである。サラム・ホール

1879年、シャムス・オル・エマル・エ・ポータル1878年、タラール・エ・アイエネ（ミ

ラーホール）、1877年頃、ギャラリー1879年、マクソス博物館1879年、アージュ

（象牙）・エディフィス(ホールとスプリングハウス）1867年、シャムス・オル・エマレ

1864～66年（文献4）。 
(12)  なお、Wikipediaペルシア語版において、

庭園とされる写真が掲載されている（右）が、解

像度が低く、図9との照合は難しい。
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1．はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

2010 年代中頃から、「シティ・ポップ」と呼ばれる日本

の音楽シーンが世界的な注目を集めている 1)。シティ・ポ

ップとは、北米のポピュラー・ミュージックやブラック・

ミュージック、ラテン音楽など、海外にルーツを持つ様々

な音楽から影響を受けて 1970 年代後半に成立した日本の

ポップ・ミュージックのことを指すとされ 1) 2) 3)、山下達郎、

松任谷（荒井）由実、大瀧詠一などが代表的アーティスト

である。また、歌詞やサウンドには「都会的」で「洗練さ

れた」雰囲気が含まれ、「都市生活者」のためのポップスで

あるとされることが多い 3) 4) 5)。都会的ポップスたるシティ・

ポップのイメージは、レトロスペクティブな日本文化とし

て、インターネット空間における海外の若者世代に受け入

れられている 1)。 
 このブームと同時に、国内でもシティ・ポップのイメー

ジを文化資源として活用する試みが出始めている。東京都

渋谷区においては、シティ・ポップの中でも特に「渋谷系」

と呼ばれるシーン(1)を街のブランディングに利用しようと

する行政の動きがある。例えば、区は渋谷区基本構想をプ

ロモーションするために、渋谷系を代表するアーティスト

を起用したPRソングを2017年に制作している 6)。また、

別の渋谷系を代表するアーティストは、区内の商業施設・

渋谷PARCOにおいて、リニューアルオープン時（2019年）

のライブ出演、50周年記念（2023年）のライブ出演、館内

BGMの制作といった様々な場面で起用されており、「渋谷

PARCOとゆかりのある人物」と位置づけられている 7)。こ

のように、官民が様々な場面で渋谷系のイメージを利用し

たブランディングを行った結果として、「音楽の街・渋谷」

のイメージが確立した一方、ポピュラー音楽研究の分野か 

らは批判も存在する。加藤(2020)は、文化実践の場やアーテ

ィストの地理的感覚といった点で様々な地理的要素が複合

的に作用して形成された渋谷系の音楽文化は、必ずしも渋

谷というローカルな地理空間と密接に関係して成立したわ

けではないとしている。それにも関わらず、2010年代以降

の行政らによる観光戦略に利用されるかたちで、渋谷系は

渋谷のローカルな魅力を歌う文化であるという「神話」＝

公的なナラティヴへと回収されてしまったという 8)。 
社会心理学の分野では、広告、絵画、歌詞などの文化的

産物(cultural product)は社会集団の価値観といった心理的側

面を反映し、個人の思考や価値観、印象などを強化すると

いう事実が広く認識されている。Morling and Lamoreaux 
(2008)は、この点に着目したメタ分析のなかで、人々の心理

的表象の表出過程における文化的産物のアーカイブ

(cultural products archive)の重要性を強調している 9)。 
これらの議論を踏まえると、都市音楽文化の歌詞は、特

定の時代・社会・地理的状況において、都市経験や都市へ

のイメージを叙情的に記述したアーカイブと捉えることが

できる。これは、都市のアイデンティティや観光資源への

活用といった点で高い社会的価値を有する一方、加藤

(2020)が指摘したような文化利用に関する問題にも直面し

ている。この問題の本質は、人々の都市イメージの表出と

しての都市音楽文化が、そのイメージから乖離した利用を

されている点にある。その背景には、都市音楽文化という

アーカイブに関する客観的分析および共通認識の不足があ

ると考えられる。というのも、後述のように、都市音楽文

化における都市のイメージを定量的に分析しようとする動

きは乏しいからである。この点に対して、当のアーカイブ

をビッグデータとして実際に収集し、定量的な分析を行う

ことは有効なアプローチとなりうる。 

シティ・ポップにおける「シティ」のイメージ 

―言説の整理と歌詞に対する自然言語処理を用いて― 

The Image of “City” in Japanese City Pop 
-With Organizing Discourse and Applying Natural Language Processing to Lyrics- 

近藤 拓夢*・渡部 一郎**・井上 拓央**・古賀 千絵***・梁 イェリム**・新 雄太**・中島 弘貴**・小泉 秀樹** 
Takumu Kondo*, Ichiro Watanabe**, Takuo Inoue**, Chie Koga***, Yerim Yang**, Yuta Shin**, Hiroki Nakajima**, 

Hideki Koizumi** 

This study examines the images of Japanese City Pop, a distinctive urban music culture that emerged in Japan during 
the 1970s, by organizing discourses and applying quantitative analysis to its lyrical content. The results suggest that 
the images of different words representing the idea of “City” reflect different aspects of the image of “City”, such as a 
prosperous one and a nostalgic one. Additionally, they show that Japanese City Pop has a wide variety of images related 
to “City” in lyrics, which have undergone changes over time. Moreover, they suggest that the images in lyrics reflect 
the actual cityscapes or historical contexts in Japanese cities, especially Tokyo. This study will contribute to the 
development of effective city branding strategies by utilizing the images found in Japanese City Pop. 
Keywords: City Image, Urban Culture, Urbanity, Natural Language Processing, Japanese City Pop 

都市イメージ, 都市文化, 都会性, 自然言語処理, シティ・ポップ 
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そこで、本研究ではシティ・ポップに関する言説の整理

および歌詞の定量的分析を通して、(1)シティ・ポップにお

ける「シティ」はどのようなイメージで構成され、表現さ

れているか(2)シティのイメージは時代ごとにどのように

変化しているか、について分析を行う。これらの成果を総

合することで、(3) 従来は感覚的な理解に依拠して語られ

てきた、シティ・ポップにおける都市イメージについて検

証することを目的とする。 
1-2. 既往研究と本研究の位置づけ 

都市・空間のイメージに関する研究は、以下の2つの大

きな潮流がある。一つ目は、1960年におけるケヴィン・リ

ンチ(Kevin Lynch)の代表的な都市イメージ理論を出発点と

するものであり、日本においても数多くの研究の蓄積が存

在し、ほとんどは具体的な都市や地域における空間的イメ

ージを対象としている 10) 11) 12) 13) 14) 15) 。これらは、主に一般

市民が対象のアンケート調査を分析するという手法を採用

しており、そのなかでも大きく分けて①あらかじめ設定さ

れた選択肢や順位・尺度のデータに基づくアンケート調査
13) 14)、②都市イメージに関する自由記述・自由想起をベー

スとしたアンケート／インタビュー調査 10) 11) 12) 15)に大別さ

れる。①は定量的な評価が可能である一方で、選択肢や尺

度の設定が分析結果に大きな影響を与えることや、回答が

選択肢や尺度の導入によって単純化され、相当な情報量が

捨象されることが考えられる。②については、回答の自由

度に基づいた緻密な分析が可能になるものの、データの処

理法に十分な客観性が保証できない場合、再現性の問題が

存在する。これに対し森田ら(2012)は、自由記述データの共

起ネットワーク分析や、生活の満足度（5 段階評価）と組

み合わせたコレスポンデンス分析といった都市イメージの

定量的分析により再現性の確保を試みた。しかし、これら

の基礎的な手法に基づく分析では、言葉のニュアンスや語

が指し示す対象への評価の把握に限界があると考えられ、

さらなる手法の発展が望まれる。 
 二つ目は、言語芸術・言語表現に着目した都市イメージ

研究であり、都市計画論文集および日本建築学会計画系論

文集においては 1990 年代ごろまで研究の潮流が存在した
16)。池田・大貝(1997)は、両学術誌上において1976 年から

1995 年に発表された、「言説」を対象とした空間イメージ

研究（総数70本）を抽出し、その目的、手法、内容につい

て整理と方法論の検討を行っている。そのなかで、研究領

域「都市・農村空間」、分析手法「現代の都市空間の公共的

なイメージを解明する目的で、現代の歌や小説を用いて、

地域景観構造等を明らかにするもの」においては、テキス

トを対象とした定量的分析が複数行われている。具体的に

は、建設省監修「海の歌」に収録された287曲の歌詞を対

象として、数量化Ⅲ類を用いた定量的分析により日本人の

「原風景」としての海のイメージについて論じた研究17)や、

数量化Ⅲ類を用いて、歌謡曲の情景描写をもとに駅空間の

イメージの時代的変遷を追った研究 18)などが存在する。こ

れらの「原風景」や「都会性」といった抽象的な概念に関

わる空間イメージ研究は、特定の地域におけるアンケート

調査によるものと比べ、より「豊かな感受性 18)」や人々の

心象風景に迫った都市像を抽出できる可能性がある。しか

しながら、2000年代に入ると研究は停滞し、歌詞を対象と

する研究も対象・手法ともに進展は見られていない。 
 以上より、本研究では、言語表現に基づく都市空間のイ

メージ研究という分析の潮流を継承することに加え、「都会

的」であるとされる近年のポップ・カルチャーを対象とす

ることで、研究の進展を目指す。さらに、楽曲の歌詞を自

由記述データとみなすことで、本研究は都市空間のイメー

ジ分析に先進的な自然言語処理技術を応用する可能性を新

たに提示するものであり、今後の関連研究の展開にも寄与

することが期待される。 
1-3. 研究の構成 

本研究においては、まず2章で研究の対象(シティ・ポッ

プ)および本稿で使用する独自用語について定義する。3章
でデータ収集と分析手法について概説し、4 章においてシ

ティ・ポップに関する書籍や雑誌上の言説＝「シティ・ポ

ップ論」を収集する。シティ・ポップに関する言説は、音

楽雑誌上などの様々な媒体において、長年にわたり散発的

に展開されている。しかし、学術的な観点からこれらの言

説を体系的にまとめた文献は乏しい。そこで、本研究にお

いては、これらの言説を整理し再構成することで、シティ・

ポップを構成する典型的イメージを把握し（目的(1)に対
応）、「シティ」のイメージの史的展開（目的(2)に対応）を

時系列的に整理することで、シティ・イメージに関する言

説について全体を捉える。 
整理された言説をもとに、5 章にて歌詞分析を行う。歌

詞やアンケートなどのテキストデータを定量的に分析にす

る自然言語処理技術の進展は目覚ましく、特にWord2vecを
はじめとしたニューラルネットワークを用いる手法は言葉

の「意味」にアプローチすることができるなど、より精緻

な分析が可能となっている。そこで、歌詞に頻出する語を

対象として、この手法を用いることで、シティ・ポップを

構成するイメージを意味的観点から明らかにする（目的(1)
に対応）。加えて、歌詞に出現する語の時代的推移を示す（目

的(2)に対応）。 
以上を踏まえて、歌詞分析の結果とシティ・ポップ論と

を総合することにより、単純化・画一化されて捉えられて

きたシティ・イメージに対して、その豊富な実態と時代ご

とのイメージの多様性を明らかにする（目的(3)に対応）。 

2．研究対象と用語の定義 

2-1. 研究の対象 

 本研究の対象は「シティ・ポップ」と呼ばれる日本の音

楽シーンである。シティ・ポップは、使用楽器やリズムな

どで明確に定義されるというよりも、「都会的」で「おしゃ

れ」「洗練された」雰囲気の楽曲群、というリスナーによる

抽象的印象をもとに、ゆるやかにグルーピングされること

が多い 3) 4) 5) 。よって本稿では、人々が都会的な音楽と感じ
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るものが都会的な音楽（シティ・ポップ）である、という

循環的な定義を設定する。具体的には、表－1 に示したデ

ィスクガイド（特定のテーマに沿った音楽アルバムや楽曲

を網羅的に掲載する書籍）を収集し(2)、掲載されている楽曲

群をシティ・ポップであると定義した。これは専門的知識

を有した音楽ライターが編纂しており、選曲の一定程度の

妥当性・一貫性が保証されていると言える。 
表－1 収集したディスクガイド 

2-2. 用語の定義 

まず、表－1 におけるディスクガイドにおいて複数回取

り上げられているアルバムを「アンセム」と定義する。ア

ンセムとは、あるカルチャーや社会集団を象徴するポピュ

ラー音楽の楽曲を指し示す語として、しばしば用いられる

語である。本稿においては、ディスクガイドを編纂した音

楽評論家らを中心としてシティ・ポップであるとの共通理

解が特に浸透しており、いわば「シティ・ポップ性」を象

徴する楽曲群を指すものとしてこの語を使用する。 
 次に、シティ・ポップに関する多数の言説または楽曲を

整理し、横断的に論じた言説を「シティ・ポップ論」と定

義する。具体的な書名は表－2に付す。 
 さらに、シティ・ポップの歌詞世界における都市／都市 
風景や都市のイメージのことを「シティ」／「シティ・イ

メージ」と定義する。後に見るように、シティ・ポップは 
表－2 収集したシティ・ポップ論 

戦後日本の東京を中心に成立・流行したが、歌詞に表象さ

れる都市は、都市（へ）の実態・認識・理想・憧憬が複雑

に関係しあって様々なイメージが混合しており、その全て

のイメージが必ずしも同時代の都市の実態をそのまま反映

しているわけではない。これに関しては4章にて詳述する。 

3．データの収集と分析の手法 

3-1. シティ・ポップ論の収集 

 シティ・ポップ論は、十分な記述量を有しつつ当該資料

の認知度が一定程度あり、多角的にシティ・ポップを論じ

ている文献であることを基本とし、加えて資料の形式や内

容のバランスも考慮して選定した。近年刊行された資料が

中心である背景としては、シティ・ポップをめぐる概念の

確立や議論の蓄積・整理が近年になって初めて本格的に試

みられるようになったという事情がある。本研究において

は、これらの資料および引用された文献を精査し、重要で

あると考えられる言説を4章において整理した。 
3-2. 歌詞の収集 

 歌詞分析にあたっては、アンセムを対象とすることによ 
り、シティ・ポップに典型的なイメージをより明瞭に抽出

することが可能となる。歌詞データの取得にあたっては、

インターネット上の歌詞サイト「歌詞検索サービス 歌ネッ

ト」と「Genius.com」を利用して行った。後者のサイトでは、

APIを介して歌詞データを出力するPythonのlyricsgeniusラ
イブラリを使用した。両サイトにおいてアンセム内のアル

バム名を検索し、アルバムデータが存在したものに関して、

データが存在する楽曲の歌詞を取得した。双方のサイトに

アルバムデータが存在するものについては、歌ネットのも

のを優先した(3) (4)。 
取得できた歌詞データは176アルバム・1335曲分であ

った。アルバム単位で見ると、アンセム内のデータ取得率

は約44.6％であった。そのうち、全編英語詞である楽曲を

除いた155アルバム・1233曲を分析の対象とした。取得

した歌詞データ数を発表年ごとに整理したものが図－1で
ある。シティ・ポップの最盛期と語られる（後述）1980
年前後に最も曲数が多くなっているが、その他にも

1970~2013年に幅広く楽曲が分布していることが分かる。 

図－1 アンセム内楽曲の取得対象歌詞データ数と発表年 
3-3. 歌詞分析 

書名 出版年

Light Mellow和モノSpecial : more 160 items 2013

ジャパニーズ・シティ・ポップ 増補改訂版 (ディスク・コレクション) 2020

ジャパニーズ・シティポップ100 : セレクテッド・バイナイトテンポ 2022

「シティポップの基本」がこの100枚でわかる! 2022

シティ・ポップに愛をこめて : 名曲・名盤ルーツ探訪の旅 2022

シティ・ポップとラジカセ : 70〜80年代のカセットテープ・カルチャーを振り返る 2023

資料名 出版年 資料形式 著者の属性 資料の内容

シティポップとは何か 2022

シティ・ポップ⽂化論 2024

ポピュラー⾳楽のジャンル概念
における間メディア性と⾔説的

構築
2020 論⽂

ポピュラー⾳楽
研究者

⾳楽社会学・メディア
論的⽴場から研究

70年代シティ・ポップ・
クロニクル

2015

⾳楽社会学・都市⽂化
論的な⽴場から多⾓的

に分析

⾳楽ライターや研究者
による評論、アーティ
ストや関係者へのイン
タビュー、コラムリス
トによるエッセイなど

多様な⾔説

⾳楽ライター、
研究者、アー

ティスト、コラ
ムリストら

ディスクガイド

Light Mellow和モノ
Special: 

more 160 items

レコード・コレクターズ
【特集】 シティ・ポップの再

定義

2006

書籍 ⾳楽ライター

東京⼈【特集】シティ・ポップ
が⽣まれたまち 1970-80年代

TOKYO

レコード・コレクターズ増刊 
シティ・ポップ 1973-2019

ジャパニーズ・シティ・ポップ 
─クロニクル・シリーズ

ジャパニーズ・シティ・ポップ 
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歌詞データの前処理として、Pythonで文の形態素解析を

行うMeCabライブラリ（参照辞書：Neologd）を使用した。

また、分析にあたっては、ノイズとなるアルファベット（英

語表現）は削除した。全ての日本語歌詞を品詞ごとに分か 
ち書き、原形に変換したのち、IPA品詞体系における①名 
詞②動詞 - 自立③形容詞 - 自立④形容動詞⑤副詞 - 一般
の品詞を抽出した。形態素解析の機械的処理の過程で出現

する、それ自体で意味のなさない不要語(stopwords)につい

ては、特に全歌詞中で 10 回以上出現するものを目視で確

認し、適切に削除した。処理後の歌詞コーパスにおける総

語数は78656語、総語彙数は10140語となった。 
自然言語処理の手法は Word2vec を採用した。Word2vec

とは、ニューラルネットワークを利用して大量の文章デー

タセットにおけるコンテクスト（単語の前後関係）を学習

することで単語のベクトル化を行う手法である。ベクトル

は単語の「意味」を表すとされており、単語間のコサイン

距離を比較することにより、「意味」の類似度（最大値 1）
を判定することができる 19)。現在広く応用されている自然

言語処理技術であるWord2vecのネットワークモデルには、

周辺単語から対象の単語を予測するCBoWモデルと、対象

の単語から周辺の単語を予測するSkip-gramモデルがあり、

前者は構文的な分析精度(Syntactic Accuracy)が比較的高く、

後者は意味的な分析精度(Semantic Accuracy)が高いとされ

ている 19)。約8万語という本研究の小規模なコーパスでは

学習結果が不安定になる可能性があるが、補完的な関係に

ある両者を併用することで、バランスのとれた分析を目指

す。なお、分析にあたっては Python の gensim ライブラリ

におけるword2vecモジュールを使用した。単語ベクトルの

学習にあたっては、学習率0.01、コーパスの繰り返し学習

回数1000回、学習に使用する語の最小出現回数5回、size
値（ベクトルの次元）100、window値（ベクトルを算出す

るために考慮される前後の文脈の幅）6とした。 

4．シティ・ポップ論における「シティ」 

4-1. 典型的シティ・イメージ 

 シティ・ポップ論を概観すると、最も一般的なシティ・

イメージとして、「リゾート／ビル群」「昼／夜」という二

項対立的な情景描写が挙げられることが多い 3) 4)。このよう

な描写は 1980 年代に頻出したとされており、典型的な歌

詞のストーリーとしては以下の通りである。主人公は、夏

の海に象徴されるリゾート空間とコンクリートジャングル

に象徴される都心との間を車で往来する。主人公の関心は

主に男女の恋愛や、酒・踊り場・ホテルに象徴される享楽

的な都市生活にあるが、それは失恋や都会における孤独、

疎外感といった逆説的な形で表れることもある。また、「夜」

はしばしばシティと結びつけられて語られ、感情移入を誘

う人称的な物語よりも、人々の集う夜の街の姿と喧騒、と

いった情景描写が徹底される 3) 。 
 シティにおいては、特定の場所や風景に紐づいたローカ

ル／ナショナルなイメージはほとんど登場しないとされて

いる。大半のシティ・ポップのアーティストは東京で活動

していたが、彼らは「東京」という街のローカルな物語や

「日本らしさ」を表現するよりも、欧米大都市を前提とし

て無国籍的な都市像を志向したとされる 1) 20)。 
つまり、1980年代を中心として登場したシティ・ポップ

の典型的イメージは、消費志向や欧米への憧憬といった時

代精神とは密接に関係しながらも、現実の都市（主に東京）

をリアリズム的に反映したものではないと考えられる。ロ

ーカルな表象とは距離を置いて描かれるシティや車、酒、

男女の恋愛といった舞台装置は、80年代の大量消費社会到

来と呼応して「人々が羨望する都会的生活・風景」として

のシティ・イメージを提示し、その欲望に応える側面があ

ったと言ってよい。 
4-2. シティ・ポップと「シティ」表象の史的整理 

 ここでは、シティ・ポップ論において語られてきたシテ

ィ・ポップの歴史的展開を確認する。シティ・ポップの起

源としては、1970年〜72年に活動したロックバンド「はっ

ぴいえんど」を挙げる文献が複数ある 1) 4)。「シティ・ポッ

プ（ス）」という単語の初出は、フォーク／ポップ系バンド

「日暮し」が 1977 年に発表したシングルの広告キャッチ

コピーとして登場したものが最初であるとされている 3)。

このように、シティ・ポップは内在的論理というよりも「レ

コード会社の宣伝マンがマーケティング的に 21)」作り出し

た概念であったが、この語は 1980 年代にかけて音楽雑誌

上におけるアーティストの紹介記事などを通して一定程度

普及した 1) 3) 。1970年代のシティ・イメージは、80年代の

典型的なイメージとは異なり、「過去の都市風景に対する郷

愁」や「現在の都市に対する忌避感」であるとする言説が

多い。最も頻繁に言及される事例は、はっぴいえんどのア

ルバム『風街ろまん』である。ここでは、1964年の東京五

輪に伴う都市開発で失われた青山、渋谷、麻布といった港

区周辺の風景において失われた過去の都市の風景を、「風街」

＝ファンタジーとして「幻視」するという、過去への憧憬

に基づく内省的方法によりシティの風景を提示したとされ

る 1) 3) 22) 。柴崎(2022)は、これを1970年代におけるシティ・

ポップの都市観の祖型的概念であるとしている。 
1970年代シティ・ポップはリリース当初、日本の音楽界

に占めるプレゼンスは決して高いものではなかった 3)。そ

の後、1980年代になると状況は一転し、寺尾聰『Reflections』
(1981)や大滝詠一『A LONG VACATION』(1981)、山下達郎

『FOR YOU』(1982)といったシティ・ポップの最代表作が

多く発表され、これらの前後数年がシティ・ポップの最盛

期とされる 1) 3) 4)。1980年代においてシティ・ポップがヒッ

トソングを連発した背景としては、先述したような大量消

費の風潮、およびそれらを支える車やオーディオ機器など

の耐久消費財の普及などが挙げられる 1) 3)。また、消費社会

に呼応して、シティ・ポップは無個性なイメージに基づく

「順列組み合わせ的な操作 3)」により大量制作・大量消費

されたとされる。 

1980年代初頭のヒット、およびその後の量産化の時期を

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-543-



経て、80年代半ばごろにはシティ・ポップの人気は低下傾

向にあった。これに対しては、量産化・産業化されたシテ

ィ・ポップに対する若年層中心の聴衆の関心低下などが指

摘されており 3)、この時代以降の楽曲群に対して、シティ・

ポップという観点から積極的に言説を構築していく試みは

乏しく、一般的にこの時代はシティ・ポップの衰退期であ

ると捉えられている。しかし、都会的洗練性を有する音楽

への志向そのものが衰退したわけではない、とする言説も

ある。柴崎(2022)は、80 年代後半に渋谷を中心として出現

した「渋谷系」、加えて「J-POP」と呼ばれる音楽シーンが

「都会的であること」（都会的洗練性）を再解釈しつつ継承

し、「本来のシティ・ポップ的なるもの」の再生＝「ルネサ

ンス」をもたらした、としている。本研究における定義も

踏まえると、1980年代後半において従来のシティ・ポップ

は再解釈され、様々なシーンに拡散したと表現してよい。 
この他に、2010年代のシティ・ポップ＝「ネオ・シティ・

ポップ」のシティ・イメージを検証する言説もある。1980
年代シティ・ポップが都市消費文化の礼賛や「見せかけの

輝き」をする都市の未来に対する楽天的感覚を有していた

のに対し、ネオ・シティ・ポップではそのような都市の虚

像を相対化しつつも、失われた都市風景として郷愁・再評

価することに主眼が置かれているとされる 3) 23)。その背景

としては、バブル崩壊、失われた20年、そして東日本大震

災における都市システムの崩壊という「都市の喪失」体験

が指摘されている 2)。このような「シティ」観の移ろいを

経て、都心のビル群やリゾートといった景色ではなく、自

分たちが日々の生活を送る街をシティとして定義すること

で、1980年代シティ・ポップを相対化する動きがある、と

の指摘がある 1) 2)。 
4-3. 言説に基づく時代区分 

以上を踏まえて、本研究ではシティ・ポップに関する 5
つの時代を設定する。この時代区分に基づき、5 章にてシ

ティ・イメージの時代的推移について検討する。 
① 1970~78 年：都市風景の喪失感と郷愁に基づいた祖型

的なシティ・イメージの時代 
② 1979~84 年：最も知名度の高い楽曲が多く発表され、

典型的なシティ・イメージが量産された時代 
③ 1985~90 年：大量生産されたシティ・ポップに対して

若年層を中心とした聴衆の関心が失われた時代 
④ 1991~2001 年：従来型のシティ・ポップから転換し、

渋谷系などの新たな都会的洗練性が探求された時代 
⑤ 2002 年~：シティ・ポップの概念が捉え直され(5) 、過
去のシティ・イメージに対して再評価が行われた時代 

5．歌詞の定量的分析 

5-1. Word2vecを使用した類義語の比較 

ここでは、歌詞コーパスにおける単語の意味的な類似度

をWord2vecにより算出する。その後、類義語を比較するこ

とにより、対象語に込められたイメージを検討し、シティ・

イメージ分析の手がかりとする。分析の対象となる語（対

象語）は、コーパス中で10回以上登場した語のうち、都市

空間やリゾート空間、交通機関に関する単語とした。この

うち、対象語の類義語に特別の傾向が見られたものを本章

で取り上げる。なお、類義語についてはコーパス中のすべ

ての語を対象としている。 
表－3、表－4は「街」「町」「都会」「都市」を対象語とし

た類義語の上位 20 語をまとめたものである。表中太字は

本文で言及する類義語の傾向に対応したものであり、下線

と斜体はそれぞれ別の傾向に対応している。「街」の類義語

は、「夜」「風」「雨」「光」「風」といった情景描写が多い。

「街」に「夜」のイメージが想起されることは、シティ・

ポップ論における言説と一致している。また、「なつかしい」

「消える」「想い出」といった、郷愁や喪失のイメージを連

想させる語も類似度が高い。「町」の類義語は、「暮す」「居

場所」「友達」といった身近なシティに対する親近感や生活

感が込められた表現が多いほか、「街」と同様に「故郷」「さ

びれる」「懐かしさ」といった郷愁・哀愁を感じさせる語が

多いことが特徴的である。 
 対照的に、「都会」の類義語は、「ウインク」「ちりばめる」

「幸福」「ファンタジー」といったシティとロマンスを修飾

する華美な語が並ぶほか、「アスファルト」「ダウンタウン」

といったシティの風景を修飾する外来語も見受けられる。 
表－3 対象語の類義語と類似度 

表－4 対象語の類義語と類似度 

類義語 類似度 類義語 類似度 類義語 類似度 類義語 類似度
1 中 0.4987 この街 0.3994 流れる 0.4082 この街 0.3593
2 時 0.4855 ⼼ 0.3274 またたく 0.3918 故郷 0.3254
3 夜 0.4781 都会 0.3234 縁どる 0.3727 でる 0.3020
4 いつも 0.4716 昨⽇ 0.3164 うわさ 0.3615 駄⽬ 0.2783
5 ⾵ 0.4712 夜 0.2663 歩く 0.3578 写真 0.2729
6 ⼼ 0.4612 歩く 0.2651 髪の⽑ 0.3548 さびれる 0.2692
7 ⾬ 0.4579 町 0.2633 灯 0.3442 街 0.2633
8 ない 0.4287 なつかしい 0.2631 ⿃のように 0.3442 ⾵に吹かれて 0.2586
9 消える 0.4205 消える 0.2586 お茶 0.3412 店 0.2583
10 光 0.4182 季節 0.2578 愛してた 0.3380 ハンドル 0.2564
11 流れる 0.4158 宝⽯ 0.2574 暮す 0.3361 哀しみ 0.2502
12 クリスタル 0.4083 すべて 0.2570 虚しい 0.3289 ⼦供達 0.2442
13 ⼈ 0.4038 想い出 0.2556 ⼈影 0.3285 ランプ 0.2343
14 君 0.4028 窓辺 0.2407 冷 0.3250 底 0.2341
15 今 0.3966 君 0.2406 友達 0.3239 居場所 0.2330
16 する 0.3960 灯り 0.2388 ⽬板 0.3232 ⼼のままに 0.2317
17 あなた 0.3906 いつか 0.2385 怖い 0.3226 気まま 0.2315
18 愛 0.3895 パレード 0.2357 歌える 0.3205 おおう 0.2269
19 影 0.3845 ⼀⼈ 0.2294 はく 0.3204 懐かしさ 0.2250
20 誰 0.3824 朝 0.2290 さびれる 0.3173 透きとおる 0.2248

順位
「街」（Skip-gram） 「街」(CBoW) 「町」（Skip-gram） 「町」（CBoW）

類義語 類似度 類義語 類似度 類義語 類似度 類義語 類似度
1 港 0.3669 アスファルト 0.3694 ハイカラ 0.4556 路地 0.4618
2 半分 0.3644 あそこ 0.3325 賑やか 0.4295 ⾦ 0.4364
3 ウインク 0.3629 街 0.3234 悩む 0.4252 翔ける 0.3771
4 孤独 0.3411 におい 0.2710 ⾦ 0.3933 ハイカラ 0.3300
5 ⾊ 0.3401 ⾒失う 0.2699 ほのか 0.3916 故郷 0.3242
6 ちりばめる 0.3392 はねる 0.2687 翔ける 0.3895 かく 0.3224
7 合う 0.3387 まとも 0.2660 汚す 0.3692 右 0.3101
8 ダウンタウン 0.3371 幸福 0.2647 ⽬板 0.3691 狭い 0.3087
9 つまる 0.3352 うつ 0.2646 洩れる 0.3647 裏 0.3045
10 消える 0.3318 騒ぐ 0.2628 狭い 0.3615 曲がる 0.3017
11 暮れ 0.3287 顔 0.2604 彩る 0.3581 熱 0.2986
12 めざめる 0.3259 落書き 0.2533 軋む 0.3580 坂道 0.2964
13 アスファルト 0.3253 おくる 0.2518 家路 0.3563 愛する⼈ 0.2943
14 くぐり抜ける 0.3215 それぞれ 0.2512 撃つ 0.3558 実 0.2904
15 ⾒下ろす 0.3209 途絶える 0.2499 ⻄ 0.3534 灰⾊ 0.2899
16 ⾞ 0.3201 荷物 0.2491 裏 0.3532 宇宙 0.2897
17 未だ 0.3164 かかる 0.2491 ⼆つ 0.3517 珈琲 0.2893
18 間に合う 0.3119 傷跡 0.2490 帆 0.3501 帆 0.2878
19 ⾒果てぬ夢 0.3111 ファンタジー 0.2485 実 0.3495 素⾜ 0.2819
20 船 0.3109 舗道 0.2470 楽しむ 0.3474 ⼣⽇ 0.2819

「都会」（Skip-gram） 「都会」(CBoW) 「都市」（Skip-gram） 「都市」（CBoW）
順位
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また、特に注目すべきは「孤独」「見失う」「傷跡」といっ

た語である。これは、シティが単なる享楽的都市生活の舞

台として描かれるだけでなく、疎外感を感じさせる「居心

地の悪い」場としてもイメージされた、とするシティ・ポ

ップ論 1) 24)とも対応するものである。「都市」という語につ

いては、「ハイカラ」「賑やか」「彩る」といったシティの繁

華＝「ハレ」を表す語と同時に、「路地」「故郷」「家路」と

いった「ケ」を連想させる叙景的な語も類似度が高い。「都

市」という語は、シティの「ハレ」と「ケ」の二面性を総

体的に捉えていると考えられる。 
他にも、特徴的な類義語の傾向が見られた語が多く存在

し、その一部を表－5 にまとめた。なお、表中のカッコ内

の数字は、対象語・モデルにおける類義語の類似度順位を 
指している。「ビル」の類義語は、「（ビルが）そびえる」

「（ビルから）見下ろす」「高い」「灰色」といったビルそ

のものに関する描写に加え、「陽光」「ひこうき雲」といっ

た、ビルを眺めたときに視界に入る自然風景の描写が目立

つ。その一方で「摩天楼」に関しては、ビルや自然風景よ

りも「化粧」「食事」「待ちこがれる」といった、人称を主

語に取る語が上位に位置しているほか、「響かせる」「香

る」といった、摩天楼そのものとは関係の薄いレトリカル

な表現が多く登場している。「海」の類義語は、「波」

「沖」「砂浜」といった海に関する風景描写の語が上位に

位置している。対照的に「浜辺」においては、「接吻」「呼

び声」「行きずり」といった人間行動に関する語、特に男

女の愛に関する欲望的な描写が顕著に見られる。「ハイウ

ェイ」の類義語は、「街灯」「夕立」「ヘッドライト」とい

った、夕方から夜を思わせる語、「潮風」「海沿い」といっ

た海岸の光景を連想させる語が多い。上述した典型的シテ

ィ・イメージを踏まえると、「夜のハイウェイをドライブ

し、都会から海沿いのリゾート地へと逃避行する」といっ

た典型的な歌詞のストーリーが考えられる。他にも「舟」

においては、海に関する様々な語の他に、「離ればなれ」

「荷物」「たどり着く」「はるか」といった離別・旅を連想

させる語が多く出現している。 
表－5 その他の語の類義語 

5-2．歌詞における単語出現頻度の時代的推移 

 次に、歌詞に出現する単語の出現頻度の時代的推移を確

認する。図－2は、「町」「都会」「都市」「街」の単語出現

頻度（コーパス10,000語あたりの対象語出現回数）の推

移を示したものである。「街」（右軸）は全年代にわたり出

現頻度が最も高く、シティを表す語として最も一般的であ

る。「町」「都会」「都市」（左軸）の出現頻度を見ると、

「町」の出現頻度は、1970〜78年から一貫して減少して

いる。「都会」については、1979〜84年をピークとして減

少傾向にある一方、「都市」は「都会」の出現頻度と反比

例する傾向にある。前節におけるそれぞれの語義および類

義語の検討を踏まえると、1970年代におけるシティは、

身近な生活の場、あるいは郷愁や喪失の念を想起させるよ

うな「移り変わりゆく風景」としてのイメージが優勢であ

ったと考えられる。ところが、1980年代を迎えるとシテ

ィは「都会」として、すなわち外来語で形容されるような

ロマンティックな体験の舞台として捉えられるようになっ

たと推察できる。1990年代以降になると、「街」や「都

会」の語は出現頻度を減らす一方、「都市」の語が使用さ

れはじめる。これは、懐古主義的でも享楽主義的でもな

い、多面的なイメージに基づく新たなシティ・イメージが

浮上しつつあることを示唆している。 
図－3は、交通に関する主な語のグラフである。シテ 

図－2 「町」「都会」「都市」「街」の単語出現頻度 

図－3 「車」「船＋舟」「電車」の単語出現頻度 

図－4 「海」「砂」「渚」「浜辺」の単語出現頻度 

Skip-gram 曲がる(1), 裏(2), 虚しい(3), 楽しみ(4), 路上(8), ⼀⾯(9), 歩⾏(15), 散歩(17)
CBoW 裏(1), 都市(2), 曲がる(4), 狭い(8), クラクション(17)
Skip-gram 陽光(1), ⾕間(2), ひこうき雲(3), 窓(4), そびえる(5), 突き抜ける(8), 隙間(9)
CBoW ひこうき雲(1), 舗道(2), そびえる(5), ⾒下ろす(7), ⾼い(8), 灰⾊(11), 隙間(12)
Skip-gram 化粧(1), ⾷事(2), ⼥優(3), ハイカラ(5), 響かせる(6), 待ちこがれる(11), ⾹る(12)
CBoW 化粧(4), ⼈影(5), 偽り(7), 怒る(12), 凍える(15)
Skip-gram 波(2), 渡る(3), ⾵(4), 窓(5), 砂浜(6), ⻘い(7), 空(9), ⽔しぶき(14), 沖(14)
CBoW 帆(1), 沖(2), 夜空(3), 船(5), ⽩(6), 波間(7), 彼⽅(8), ときめき(10), 宝⽯(14)
Skip-gram 南⾵(1), 過ち(4), ⼈⽬(6), ⾏きずり(7), 悩ます(8), 話しかける(10), 接吻(13)
CBoW 接吻(1), ⾒る(4), 呼び声(5), 澄ます(6), ⼣陽(7),  信じ合える(9), 恋しい(14)
Skip-gram 街灯(1),  渋滞(5), タクシー(6), 港(9), 潮(10), 海沿い(12), ⼣⽴(16), ヘッドライト(18)
CBoW 潮⾵(3), 海沿い(8), 波間(10), 曲がる(12), ぬける(14), 船(19)
Skip-gram 離ればなれ(1), 荷物(2), たどり着く(5), 私達(8), さざ波(10), 沖(17), 愛する⼈(19)
CBoW 島(1), 未来(3), 荷物(5), はるか(7), ⼀緒(8), ハイウェイ(13), 南(16)
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ィ・ポップ論において「車を利用してリゾートと都心を往

還する」といった典型的シティ・イメージは、1980年代

前半を前提として言及されていた。このイメージの構成要

素である「車」という語は、言説の通り80年代において

頻出していたものの、それ以前や以後はそれほど多用され

ていたわけではない。「車」および典型的シティ・イメー

ジは、80年代における都会的洗練性の記号として機能し

たことが示唆される一方、1990年代に入るとその傾向が

失われたと考えられる。また、90年代以降における

「船」「舟」の語の出現頻度増加は、後述の「海」に関す

る語の出現頻度の増加と対応している。なお、「電車」の

語の出現頻度は1970年代から一貫して低く、シティ・ポ

ップにおいて鉄道は都会的な洗練性を示すイメージとして

機能していないという可能性がある。 
図－4は海・リゾートに関する語のグラフである。

「砂」「渚」などの海辺空間を想起させる語は、シティ・

ポップ全盛の時代に頻繁に使用されている。恋愛を示す語

群と類似度の高かった「浜辺」の語は、1980年代前半に

最もよく使用されている。上述した同時期における「都

会」の高い出現頻度も踏まえると、これらはシティ・ポッ

プ論において主張されてきた、「リゾートと都会」という

二項対立的な舞台における享楽的な都市生活、といったイ

メージを支持する結果であると考えられる。なお海辺空間

に関する語は、その後、全ての語で出現頻度が下がった

が、近年は再び上昇している。 

6. おわりに

6-1. 考察・結論

 本研究では、シティ・ポップ論に基づいた分析の枠組み

を通して歌詞に自然言語処理を適用することで、シティ・

ポップの都市イメージ＝シティ・イメージを多角的に明ら

かにした。 
目的(1)に関して、シティの典型的イメージとしては、

シティ・ポップ論において「都心／リゾート」や「夜／

昼」といった二項対立的な場面が挙げられており、主に都

市は生活の場というより享楽の場として捉えられていると

された。歌詞分析においては、特定の地理的空間を表す

「都会」「摩天楼」「浜辺」といった単語を定量的に分析・

比較することで、それぞれの単語がシティの多様な異なる

場面や風景を表象している可能性が示唆された。 
目的(2)に関しては、シティ・ポップ論において、東京

五輪などに伴い激変する都市風景を描くものとしての

1970年代のシティ・イメージや、消費社会の到来に伴う

享楽的な1980年代のイメージなどが抽出された。歌詞分

析においては、Word2vecによる単語の「意味」推定を踏

まえた単語出現頻度の時代的推移を分析することにより、

懐古や享楽といったシティに対する様々なイメージの時系

列的変化の可能性を確認した。図－2では、郷愁や追慕の

イメージが強い「町」が1970年代に頻出し、その後は

1980年代に享楽的生活のイメージが強い「都会」、シティ

の多面性を総体的に捉えていると推測される「都市」がそ

の後に頻出していることなどを見た。 
目的(3)については、上述のプロセスを通して、従来シ

ティ・ポップ論において感覚的に捉えられてきたシティの

イメージを、歌詞分析を用いた定量的かつ単語レベルの詳

細な分析で検証した。その結果、一部の言説を支持する分

析結果が得られた。例えば、言説レベルにおける1970年
代の「郷愁や喪失のシティ・イメージ」は歌詞分析におけ

る「町」の語義により裏付けられており、1980年代の

「享楽やロマンスのシティ・イメージ」は「都会」「浜

辺」などの語義に裏付けられていることが示唆された。他

にも、従来シティ・ポップ論において典型的とされてきた

シティ・イメージは1980年代前半の一時期に優勢だった

ものに過ぎず、同じ「シティ・ポップ」とラベリングされ

る楽曲群のなかでも、シティのイメージは時代や表象する

語に対応する形で多様に表現されていることが、歌詞分析

を通して明らかになった。特に、「都市」の語義に代表さ

れる、シティ・ポップ論では十分に語られてこなかった

1990年代の多面的なシティ・イメージについては、本研

究による新たな発見であると言える。 
本研究における歌詞分析を通したシティ・ポップ論の検

証は、シティ・ポップという「都市のイメージや経験に関

するアーカイブ」をより客観的かつ精確に把握することを

目指したものであった。歌詞中の対象語に関する類義語

は、単語ごとに一定の傾向を見出すことができ、単語出現

頻度についても、語義に対応して時代ごとの変化が見受け

られた。これらの結果はシティ・ポップ論における「シテ

ィ」像と概ね整合するのみならず、言説がすくいきれなか

った単語ごとの詳細なイメージまでの分析が可能となっ

た。したがって、自然言語処理による定量的な歌詞分析の

手法は、都市音楽文化といった言語表現に基づく都市イメ

ージの緻密な理解において有効な手法の一つであると示唆

される。今回は歌詞分析といった形で対象を限定したが、

タウン情報誌や広告のキャッチコピーといったあらゆる言

語表象を対象として同様の分析を行うことで、今まで見過

ごされてきた都市文化およびそこにおける都市イメージに

対して、より広範な共通認識の形成が可能となるであろ

う。とりわけインバウンド需要が引き続き増大し、東京に

代表される「洗練された日本の都会」といったイメージが

一つのブランドとして機能しうる現代日本において、この

ようなエビデンスに基づいた都市文化の利用や都市像の形

成は、都市のアイデンティティと文化の正当な利用といっ

た観点から大きな意義を持ちうる。 
6-2. 今後の可能性と課題 

本研究は、シティ・ポップという新たな都市文化に関す

る知見を蓄積するということに加え、都市イメージ研究に

おける新たな手法と対象の可能性を提案するものと位置づ

けられる。しかしながら、都市音楽文化という分析対象の

性質上、抽象的な「都会性」を越えた具体的な地域や都市

に関するイメージについては触れることができなかった。
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今後は、実体としての都市と芸術・文化における都市イメ

ージとの接点を探りつつ、自然言語処理による都市イメー

ジ分析という手法を発展させたい。 

【補注】 

(1) 渋谷区の事例では、1980年代末から90年代半ばにかけて流行し、渋谷

のレコード店・HMVが発信拠点となった音楽シーン「渋谷系」の楽曲がブ

ランディングに利用されている。しかしながら、4章で詳述するように、シ

ティ・ポップのナラティヴの一部として渋谷系が語られることも多く、3章

で参照するシティ・ポップの楽曲を紹介する書籍（ディスクガイド）におい

ても、代表的な渋谷系の楽曲の多くが実際に紹介されている。よって、本稿

では渋谷系をシティ・ポップの一部として定義する。 

(2) ディスクガイドの選定基準については次の通りである。まず国立国会図

書館の資料検索サイトである国立国会図書館サーチ(NDL SEARCH)を使用

し、国立国会図書館に所蔵された図書のなかで、検索キーワード「シティ・

ポップ」にヒットする96冊を目視で確認し、ディスクガイドである書籍を

抽出する。その後、以下の除外基準を設け、6冊のディスクガイドを選定し

た。すなわち、①書誌情報に「シティ・ポップと楽しむソウル」といった文

言が含まれており、本来シティ・ポップとは異なる音楽ジャンルとシティ・

ポップを結びつけて選曲されているもの②メロディ譜、バンドスコアなど

の楽譜、または書誌情報に「テナー・サックスで吹く」のような文言が含ま

れており、読者が特定の楽器で演奏することを前提として選曲されている

もの③書誌情報に「誰もかえりみることのない」「CD でしか聴けない」の

ような文言が含まれており、一般的ではない選曲基準を特色とするディス

クガイド④後に増補版や改訂版が出版されたディスクガイド、である。 

(3) これは、歌ネットが著作権管理団体の許諾を得て歌詞を公開する一方、

Genius.com ではユーザーが歌詞データを登録する形式になっており、その

正確性が必ずしも担保されているわけではなく、前者の方が歌詞の信頼性

が高い、といった理由に基づく。なお、データ抽出はアルバム単位で行った

ため、サイト側でアルバムデータが欠落したものについては歌詞の取得が

行えていない。また、サイト上にアルバムデータが存在しても、必ずしもす

べての収録曲の歌詞データが存在するわけではなかった。 

(4) 取得した歌詞データのうち、1970~73年に活動した「はっぴいえんど」

の歌詞においては、路面電車が「露面電車」、煙突が「烟突」といったよう

に、一般的でない表現や当て字、歴史的仮名遣いが用られることが特に多か

った。一般的ではない表記揺れの判別が困難である自然言語処理の性質上、

これらは標準的な表記へと変更している。 

(5)1970~80年代に「シティ・ポップ（ス）」という単語がすでに存在してい

たことは上に見たが、これは一つの音楽シーンを形成するほどに確立され、

普及した概念ではなかった。現在のように音楽リスナーに広く認識・言及さ

れ、さまざまな識者が言説を提示するようになったきっかけは、2002 年に

ある音楽ライターが出版した「ジャパニーズ・シティ・ポップ」に関するデ

ィスクガイドであるとされている。彼は著書において、既出であった「シテ

ィ・ポップス」という表現を踏襲しつつ、自らの視点でそれら「都会的で洗

練された音楽」を再解釈することで、「シティ・ポップ」という概念を再展

開したことを述べている1) 3) 5) 。 
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1．はじめに 

1-1. 研究の背景 

 東京の都心三区をはじめとする都心部では、都市再生特

別措置法のもと、容積率規制緩和を活用した大規模開発が

進められ、街並みが大きく変貌している 1)。こうした大規

模開発では、公共貢献と呼ばれる都市再生に貢献する取り

組みが求められるが、当初期待されていた効果を得られて

いない事例 2)も指摘されている。これまで大規模開発が周

辺地域に与える影響に対する評価は、物的環境の整備状況

や地域住民等への利用満足度に関するアンケートが中心的

であった 3)が、近年、公共貢献のメニューが多様化してい

る 4)ことから、物的環境以外の側面からも捉えることの重

要性が高まっている。 

 都市再生に関わる事業が、周辺地域に与える影響を評価

する指標として、回遊行動が挙げられる。回遊行動は、中

心市街地活性化の評価手法の一つとして活用されてきた 5)

だけでなく、昨今のウォーカブルなまちづくりの潮流にお

いても重要視されている 6)。特に大規模開発では、オフィ

スの従業者だけでなく、低層階の商業施設や文化施設等を

訪れる来街者、敷地内を通り抜けする周辺の居住者といっ

た、多様な属性の人々が来訪することが想定され、そうし

た開発敷地に来訪する頻度、曜日、滞在時間の長さによっ

て規定される来訪パタンごとに、周辺地域における回遊行

動も異なると考えられる。一定期間の来訪パタンを踏まえ

たうえで、大規模開発の従前従後における回遊行動の変化

を捉えることは、より多角的かつ具体的な影響分析を可能

にする。また、GPS等の人流データの計測技術の進展によ

り、個人の行動の詳細な把握が可能となった今日、これら

を活用して大規模開発の周辺地域への影響を評価する意義

は大きい。 

1-2. 研究の目的 

そこで本研究は都市再生特別地区を対象として、大規模

開発の従前従後の人々の来訪パタンからみた大規模開発の

周辺地域における回遊行動の変化の傾向を明らかにするこ

とで、来訪パタンに着目した大規模開発の影響評価に関す

る示唆を得ることを目的とする。 

1-3. 研究の構成 

 本研究の構成は、第２章で研究対象地の概要および分析

方法を整理したうえで、第３章では各対象地における滞在

時間による来訪パタンのクラスタリング結果を示し、来訪

パタンごとの周辺地域における再開発前後での回遊行動の

比較を行う。また、第４章では第３章の分析に加えて、来

訪パタンごとの周辺地域における回遊行動について、再開

発前後の時空間的な変化を明らかにするため、時間帯別に

被観測者数の割合と滞在時間の分析を行う。最後に、本研

究で行った分析をもとにして、大規模開発の周辺地域にお

ける回遊行動の変化について論じ、結論とする。 

 本研究で必要となる人流データは、各個人の位置情報を

捕捉し、数 km 程度のスケールで行動の軌跡を描ける必要

がある。Agoop社が提供しているポイント型流動人口デー

タ（以下、「本データ」という。）は、スマートフォンの専

用アプリから時刻や位置情報のログを収集したものであり、

本研究で必要としている人流データの条件と合致したため、

本データを用いることとした。対象時期は、推定勤務地等

の提供を開始した2017年と最新の2023年データを使用す

ることとした。なお、天候や祝日等の影響をできる限り抑

えるため、10月のデータを用いた。 

1-4. 既往研究の整理と本研究の位置付け 

 特定の大規模開発が周辺地域に対して与える影響に関す

る研究としては、大丸有地区を対象とした研究 7)や、六本

大規模開発従前従後の来訪パタンからみた周辺地域における回遊行動の変化に関する研究 

都市再生特別地区におけるケーススタディを通じて 

Changes in Activity-Travel Behavior in Surrounding Areas Segmented by Visit Patterns Before and After Large-Scale Urban 

Redevelopment 

Case Studies of Special Districts for Urban Regeneration 

天谷太一*・岡田潤**･出口敦** 

Taichi Amaya*, Jun Okada**, Atsushi Deguchi** 

This study clarifies changes in activity-travel behavior around large-scale urban redevelopment, segmented by visit 
patterns. Human mobility data from two special districts for urban regeneration in Tokyo reveals the following. 1) 
Improved connectivity to railway stations shortened travel times, leading to more uniform activity-travel behavior near 
stations. 2) The introduction of mixed-use facilities increased short-term visits by workers and residents, while workers 
exhibited longer stays and reduced movement. 3) New pedestrian decks and underground passage connections 
facilitated smoother pedestrian flow, allowing the redeveloped sites to serve as walking routes for surrounding areas. 4) 
Longer weekday use by residents in the surrounding area has increased, but shopping around activities may have 
decreased. 5) Surrounding commercial and public facilities influenced behavioral shifts. 6) GPS-based cluster analysis 
proves effective for assessing redevelopment’s impact, offering a quantitative framework for urban planning. 

Keywords: Urban Regeneration, Redevelopment, Activity-Travel Behavior, Visit Pattern, Walkable, GPS 

都市再生, 再開発, 回遊行動, 来訪パタン, ウォーカブル, GPS 
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木ヒルズ等の都心の超大型オフィスビルを対象とした研究
8)などがあるが、これらは土地利用の変化や人口の変化を扱

っているに留まる。 

一方、都市開発が人々の行動に及ぼす影響について扱っ

た研究は、主に交通アセスメントの分野で豊富な研究蓄積

がある 9, 10)が、その多くは混雑緩和を目的としている。ま

た、大規模開発が周辺地域の人々の行動に与える影響に関

する研究には、郊外型の大規模商業施設とその周辺地域を

対象とした谷本ら 11)、開発の周辺地域の来街者行動を平均

消費金額や来街頻度等の観点から分析した辰巳ら 12)や、中

心市街地における来街者行動の変化を扱った溝上ら 13)、渋

谷駅周辺地域を対象とした大規模開発と歩行者の回遊行動

の変化に関して分析を行った増橋ら 14)、大規模開発集積地

を対象として、従業者および来街者の回遊行動の変化の傾

向について分析した天谷ら 15)の研究があるが、いずれも具

体的な開発内容と人々の来訪パタンの関係に言及していな

い。 

以上のように、大規模開発が周辺地域に与える影響や

人々の回遊行動に与える影響を扱った研究はあるものの、

来訪パタンに着目して大規模再開発が人々の回遊行動に与

える影響を分析した研究はほとんど見られない。本研究は、

今後も多くの大規模開発が予定されている東京都の都心部

を対象に、人流データを活用して定量的に分析する手法を

構築するとともに、大規模開発への来訪パタンごとに、大

規模開発の人々の回遊行動への影響を明らかにする点に新

規性を有するうえ、大規模開発に伴う公共貢献を効果的に

誘導していくための重要な知見となる。 

2. 研究対象の選定と分析方法 

2-1. 研究対象の選定 

近年の主要な大規模開発では、より柔軟な開発提案が可

能な都市再生特別地区制度を活用することが主流となって

おり、人流の変化も大きいと推測されることから、特に大

規模開発が集積している 1)都心三区の都市再生特別地区で

あることを事例選定の条件とする。そのうえで、再開発前

後において対象敷地内への来訪パタンを分析するため、使

用データの2017年及び2023年（以下、それぞれ「再開発

前」「再開発後」という。）がそれぞれ着工前と開業後であ

るということを条件に事例選定を行った結果、図１の竹芝

地区及び八重洲二丁目北地区（以下、「八重洲地区」という。）

表１ 来訪パタンのクラスタリング手法の手順 
１ 対象範囲の設定 都市再生特別地区として指定された範囲を対象敷地に設定し、対象敷地から100mごとの距離帯をドーナツ状に描画する。 

２ 来訪者のID抽出 
10月の第一週（10/1～10/7の7日程）において、対象地区内で観測されたポイントのIDを抽出し、600m圏内におけるそれらのIDのポイ

ントデータを取得する。なお、2017年および2023年の日にちと曜日の対応関係は一致していた(1)。 

３ 各IDの滞在時間の集計 IDごとに各日程の対象敷地内および各距離帯での滞在時間を集計する。（なお、滞在時間の算出方法は表２参照） 

４ 
対象敷地内での滞在時間に

よるクラスタリング 

再開発前後に観測された全IDについて、対象敷地内における平日及び休日の平均滞在時間、平日及び休日の平均滞在時間の標準偏差、平

日及び休日に対象敷地内で観測された日数の6パラメータを用いて、k-means法により非階層クラスタリングを行ったうえで、時点ごとに

再度集計する。なお、クラスタ数の決定にはエルボー法を用い、観測された全 ID数に対する各クラスタに含まれる ID数の割合が、0.1%

未満またはID数が１つのみであった場合は外れ値として、該当するクラスタを除いて分析する。 

５ 
来訪パタンごとの周辺地域

における滞在時間の集計 

来訪パタンごとに、対象敷地から 600mの徒歩圏内における平均滞在時間を 100mごとの距離帯に分けて集計する。なお、分析にあたって

平均滞在時間の差の検定として、本研究では 2標本の等分散性を考慮しない Welchの t検定を行い、得られた p-value<0.05を満たすと

き、2標本間の平均滞在時間に統計的有意差があるということとする。 

図１ 対象敷地と周辺地域の関係 
（背景地図出典：GSI, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS、現地画像：筆者撮影） 
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の２事例に絞られた。 

各地区の歩行者ネットワーク強化に関わる取り組みとし

て、竹芝地区は当初、広幅員の首都高や海岸通りに分断さ

れていたが、再開発に伴い、浜松町駅の改札レベルから首

都高を超える歩行者デッキを域外貢献として整備し、重層

的なオープンスペースも整備している。対して、八重洲地

区では歩道上にあった地下出入口を撤去し、歩行者空間の

拡充をしつつ、建物地下で八重洲地下街（以下、「ヤエチカ」

という。）とダイレクトに接続し、周辺施設と連携して歩行

者ネットワークを多層化した。 

2-2. 来訪パタンのクラスタリング手法 

本研究では、一週間分の人流データを活用できることか

ら対象敷地内の滞在時間に基づいて、他手法と比較して大

規模データに対する計算効率及び結果の解釈性に優れてお

り、エルボー法により客観的なクラスタ数の決定が可能な

K-means 法による非階層クラスタリングを行い、来訪パタ

ンを分類することとする。また、周辺地域における来訪者

の行動を比較するために、対象敷地から 600m の徒歩圏内

を 100m ごとに分割して、周辺地域における滞在時間に関

する分析を、表１のような手順で行った。 

2-3. 各距離帯での滞在時間の算出方法 

使用するポイント型流動人口データの形式上、観測される

表２ 各距離帯での滞在時間の算出手順 

１ 
データ 

セット準備 

各日程にわけてポイントデータを集計し、各IDの観測時刻Tを時

系列順に並び替える。この時のポイントデータの属する距離帯を

Dとし、時系列順で次のポイントデータの観測時刻をT’、その時

の距離帯をD’とする。 

２ 
遷移段階の 

選定 

観測されたポイントデータの距離帯の変化から、D≠D’となる距

離帯が遷移するタイミングを特定する。また、各遷移で遷移前後

の観測時刻T及びT’、遷移前後の距離帯D及びD’、距離帯の変

化段階数Nを取得する。 

３ 
遷移時刻の 

計算 

各遷移が起こる時刻を遷移時刻と定義し、距離帯の変化段階数 N

に基づいて遷移時刻を計算する。𝑖番目の遷移時刻の計算式は次の

通りである。 

𝑋𝑖 = 𝑇 +
(𝑖−1)(𝑇′−𝑇)

𝑁+1
 𝑋𝑖+1 = 𝑇 +

𝑖(𝑇′−𝑇)

𝑁+1
 (𝑖 ∈ 𝑍, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁) 

また、時系列順で最初と最後のポイントデータも遷移時刻とし、

前者を滞在開始時刻、後者を滞在終了時刻とする。（図２） 

４ 
距離帯の 

再定義 

観測時刻T及びT’から遷移時刻をX_1, X_2, …, X_Nとして算

出したとき、遷移前後の距離帯D及びD’から、ある時刻tの距離

帯dは、次のように計算する。 

𝑑 = 𝐷 (𝑡 ≤ 𝑋1)      𝑑 = 𝐷′ (𝑡 ≥ 𝑋𝑁) 

𝑑 = 𝐷 − 100𝑘 (𝑋𝑘 ≤ 𝑡 ≤ 𝑋𝑘+1 , 𝐷 > 𝐷′) 

𝑑 = 𝐷 − 100𝑘 (𝑋𝑘 ≤ 𝑡 ≤ 𝑋𝑘+1 , 𝐷 < 𝐷′) 

５ 
滞在時間の 

計算 

別の距離帯からの遷移時刻 𝑋𝑖と、別の距離帯への遷移時刻 𝑋𝑖+1の

差を滞在時間と定義し、同じ距離帯で複数回遷移が起こった場合

はそれらの和を滞在時間とする。ただし、滞在時間が 1 分未満で

ある場合と観測されなかった場合を区別するため、滞在時間が 1

分未満は切り上げて1分とし、観測されなかった場合を0分とし

て扱うこととする。なお、滞在時間の計算の際にペアとなる 2 つ

の遷移時刻の間に存在するすべてのポイントデータが、同じ距離

帯Dに存在することを確認する。 

表３ 各地区における来訪パタンのクラスタリング結果の概要 

地

区 
観測年 来訪パタンクラスタ 被観測者数[人] 人数割合[%] 

平均観測日数 

（平日）[日] 

平均観測日数 

（休日）[日] 

平均滞在時間 

（平日）[min] 

平均滞在時間 

（休日）[min] 

竹

芝 

2017 

(n=597) 

1.複数日・長時間来訪者 7 1.17% 3.1 0.4 232.5 9.6 

2.複数日・短時間来訪者 30 5.03% 3.2 0.1 46.3 2.3 

3.平日一日・長時間来訪者 29 4.86% 1.0 0.0 524.4 1.0 

4.平日一日・短時間来訪者 393 65.83% 1.1 0.0 14.9 1.0 

5.休日・長時間来訪者 7 1.17% 0.6 1.0 22.0 486.7 

6.休日・短時間来訪者 131 21.94% 0.1 1.0 6.2 10.3 

2023 

(n=3203) 

1.複数日・長時間来訪者 54 1.69% 2.8 0.0 270.6 1.1 

2.複数日・短時間来訪者 196 6.12% 3.6 0.1 23.2 1.2 

3.平日一日・長時間来訪者 176 5.49% 1.2 0.0 486.5 2.2 

4.平日一日・短時間来訪者 1932 60.32% 1.1 0.0 14.2 1.0 

5.休日・長時間来訪者 35 1.09% 0.3 1.0 5.2 418.6 

6.休日・短時間来訪者 810 25.29% 0.1 1.0 2.9 13.7 

八

重

洲 

2017 

(n=1266) 

1.複数日・長時間来訪者 10 0.79% 2.4 0.0 219.4 1.0 

2.複数日・短時間来訪者 51 4.03% 3.1 0.0 60.3 1.5 

3.平日一日・長時間来訪者 41 3.24% 1.0 0.0 565.1 1.0 

4.平日一日・短時間来訪者 900 71.09% 1.1 0.0 20.2 1.0 

5.休日・長時間来訪者 8 0.63% 0.1 1.0 1.5 567.1 

6.休日・短時間来訪者 256 20.22% 0.1 1.0 2.7 21.6 

2023 

(n=8352) 

1.複数日・長時間来訪者 47 0.56% 3.0 0.1 270.6 10.1 

2.複数日・短時間来訪者 356 4.26% 3.6 0.2 22.0 4.0 

3.平日一日・長時間来訪者 101 1.21% 1.2 0.0 575.5 1.0 

4.平日一日・短時間来訪者 4949 59.26% 1.1 0.0 9.9 1.0 

5.休日・長時間来訪者 38 0.45% 0.4 1.0 21.6 541.5 

6.休日・短時間来訪者 2861 34.26% 0.1 1.0 1.6 8.2 

図２ 各距離帯での遷移時刻・滞在時間の計算方法 
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時刻は移動を検知したタイミングであり、離散的な値をと

る。したがって、対象敷地内および各距離帯での正確な滞

在時間を算出するため、IDごとに時系列順にポイントデー

タの並び替えることにより、いつどの距離帯にいたかを、

観測されたポイントデータから比例配分して推定する。表

２は本研究における滞在時間の定義と算出の手順である。

なお、使用する人流データの特性上、サンプリングデータ

であることから、第３章では滞在時間の平均値、第４章で

は滞在時間の平均値と被観測者数をヒートマップ化するこ

とにより、相対的な分析を行うこととした。 

3. 再開発前後の対象敷地への来訪パタン変化及び周辺地

域における滞在時間の変化 

3-1. 滞在時間による来訪パタンのクラスタリング結果 

クラスタリングの結果、両地区ともに６クラスタに分類

された(2)。表３には、前述した分析の結果である各地区にお

ける再開発前後の来訪パタンの概要を示している。来訪パ

タンは、平日の被観測日数をもとに複数日、平日一日、休

日の３分類、各分類について平均滞在時間をもとに長時間

または短時間の２分類ずつで名付けることとした。 

竹芝地区では、平日一日・短時間来訪者の人数割合が5%

程度減少し、休日・短時間来訪者が3%程度増加しているこ

とが分かる。短時間来訪者の対象敷地内での平均滞在時間

は15分程度であるのに対して、再開発前の複数日・長時間

来訪者以外の長時間来訪者の平均滞在時間は6時間以上の

値をとっている。複数日・長時間来訪者は、対象敷地内に

平日の複数日にわたって長時間滞在しているという特徴か

ら対象敷地内の従業者と考えられる。 

対して、八重洲地区では再開発前後で、平日一日・短時

間来訪者の割合が10％以上低下し、休日・短時間来訪者の

割合が10%以上増加した。また、複数日・短時間来訪者の

対象敷地内での平日の平均観測日数は約1日増加している

のに対して、平日の平均滞在時間は 40 分ほど減少してい

ることが分かる。さらに、休日・長時間来訪者および休日・

短時間来訪者の休日の平均滞在時間も減少傾向にあること

が明らかになった。 

3-2. 来訪パタンごとの周辺地域における滞在時間の変化 

（１）竹芝地区 

竹芝地区の周辺地域における距離帯ごとの滞在時間を集

計し、再開発前後の来訪パタンごとに対象敷地からの距離

と平均滞在時間との関係を図３-１に示した。なお、各来訪

パタンの特徴に合わせて、クラスタ 1~4（複数日・長時間

来訪者、複数日・短時間来訪者、平日一日・長時間来訪者、

平日一日・短時間来訪者）については、5 日間の平日の平

均滞在時間、クラスタ5~6（休日・長時間来訪者、休日・短

時間来訪者）については、2 日間の休日の平均滞在時間を

集計した。特に、複数日・長時間来訪者は、100mから500m

の距離帯で平均滞在時間が100分前後となっていたが、再

開発後には対象敷地近傍の 200m 以内の距離帯で平均滞在

時間が増加する傾向がみられた。対象敷地内の来訪パタン

ごとに2時点での各距離帯における平均滞在時間を比較し

た表４に示したように、100m の距離帯では統計的有意差

が確認され、300m 以上の距離帯では平均滞在時間が減少

傾向にあり、再開発が対象敷地近傍での長時間の滞在に影

響を与えたことが示唆される。同様に、平日一日・長時間

来訪者、休日・長時間来訪者も周辺地域において、一部に

は統計的有意差を伴う平均滞在時間の減少が確認された。 

複数日・短時間来訪者、平日一日・短時間来訪者、休日・

短時間来訪者（以下、総称して「短時間来訪者」という。）

は、500m 以内の距離帯を中心に平均滞在時間が減少傾向

にあった。その背景には、短時間来訪者が対象敷地内を生

活動線の一部として使用していたり、コンビニエンススト

ア等の売店に立ち寄ったりするなどの短時間の滞在をして

いることが起因していると考えられる。首都高を隔てた湾

岸エリアには多数のオフィス機能が集積しており、かつて

は浜松町駅と首都高で分断されていたが、再開発による歩

行者デッキの整備といったハード的な利便性の向上により、

周辺地域における従業者等の回遊行動の変化にも影響して

いる可能性がある。 

 また、再開発前はすべての来訪パタンで 400m 以上の距

離帯での平均滞在時間が100分程度であり、来訪パタン間

の平均滞在時間のばらつきが小さくなっている。対して、

図３ 各地区の従前従後における来訪パタンごとの各距離帯での平均滞在時間 
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再開発後は、対象敷地から 100m の距離帯で平均滞在の分

散が小さくなり、300m の距離帯で平均滞在時間のばらつ

きが収束して、400m 以上の距離帯で再び平均滞在時間の

分散が大きくなる傾向がみられた。図１に示したように、

300mの距離帯には、山手線の浜松町駅が含まれ、再開発に

伴う公共貢献により対象敷地と駅を結ぶ歩行者デッキが整

備されたことが、来訪パタンに関わらず、平均滞在時間か

らみた周辺地域における回遊行動の均質化を引き起こして

いると考えられる。 

（２）八重洲地区 

 続いて、八重洲地区の周辺地域における対象敷地からの

距離と平均滞在時間との関係を示す（図３-２）。再開発前

の複数日・長時間来訪者は 400m 圏内までの平均滞在時間

が200分前後で推移しているのに対して、再開発後は200m

以上の距離帯で滞在時間が減少していた。竹芝地区と同様、

周辺地域において、複数日・長時間来訪者の滞在が行われ

にくくなっていることが明らかになった。同様に、平日一

日・長時間来訪者および休日・長時間来訪者も、周辺地域

における平均滞在時間が減少傾向にあった。 

一方、短時間来訪者に関しては、八重洲地下街と接続す

る 100m 以下の距離帯で平均滞在時間が有意に減少傾向に

ある。再開発による地下通路の整備が、北西方向の東京駅

とのアクセス性を向上させるとともに、地上と建物内のエ

スカレーター等とも接続し、鉛直方向の移動利便性が向上

しており、主に対象敷地東側の従業者らが対象敷地内を経

由して移動している等、短時間来訪者の動線に影響を与え

たことが示唆される。 

 さらに、再開発前は対象敷地から離れるにしたがって、

来訪パタン間の平均滞在時間のばらつきが小さくなってい

るのに対して、再開発後は対象敷地から 300m から 400m

の距離帯で平均滞在時間のばらつきが収束する傾向がみら

れた。図１からわかるように、300mの距離帯には、東京駅

が含まれ、竹芝地区と同様、公共貢献により対象敷地と駅

を結ぶ地下通路が整備されたため、平均滞在時間からみた

周辺地域における回遊行動が均質化したと考えられる。 

3-3. 小括 

 本章では、対象敷地への来訪パタンを再開発前後での一

定期間内の滞在時間によりクラスタリングし、来訪パタン

ごとの周辺地域における回遊行動について、平均滞在時間

をもとに比較分析を行い、下記４点を明らかにした。 

① 両地区において、対象敷地内の従業者は、再開発後に対

象敷地近傍での平均滞在時間が増加する傾向が見られ

た。このことから、再開発による新たな商業施設やオフ

ィスの整備が、長時間間の滞在を促進している可能性

が示唆される。また、平日一日・長時間来訪者と休日・

長時間来訪者については、再開発後に周辺地域での平

均滞在時間が減少する傾向が共通しており、周辺地域

での滞在が行われにくくなっている。 

② 短時間来訪者は、両地区において再開発後に対象敷地近

傍での平均滞在時間が減少する傾向が見られた。特に

八重洲地区の100m以下の距離帯は、図１に示されるよ

うにヤエチカと直結するエリアであり、ここでの滞在

時間の減少は、滞在が阻害されたことを意味するので

はなく、むしろ再開発による歩行者ネットワークの強

化により、ヤエチカ及び対象敷地を経由して周辺のオ

フィス、商業、住宅へと向かう生活動線としての機能性

が向上し、通行がよりスムーズになったことで短時間

利用が増加している可能性がある。 

③ 両地区とも来訪パタンごとの変化について、多くの共通

項があるが、その変化が現れる距離帯は異なっており、

再開発の内容や周辺地域を含む地域特性の違いが影響

していると考えられる。 

④ 竹芝地区における首都高を超える歩行者デッキ整備、八

重洲地区におけるヤエチカとの地下階でのシームレス

な接続にみられるように、両地区とも再開発を契機と

して、鉄道駅との接続性が向上したため、駅までの所要

時間が短縮され、従業者、来街者等の来訪パタンにかか

わらず、鉄道駅近傍での平均滞在時間が均質化する傾

向がみられた。 

表４ 来訪パタンごとの各距離帯での平均滞在時間の変化

（再開発前(T1)に対する再開発後(T2)の変化） 

来訪パタン 
距
離
帯 

竹芝 八重洲 

T2-T1 

[min] 
t_stat 

p-value 

（両側） 

T2-T1 

[min] 
t_stat 

p-value 

（両側） 

複数日・長時間 

来訪者 

0 38.1 -0.782 1.563 51.1 -0.632 0.530 

100 125.3 -3.606 0.001** 32.0 -0.543 0.593 

200 33.2 -1.165 0.249 -39.0 0.758 0.456 

300 -62.2 1.795 0.080 -105.8 2.003 0.060 

400 -46.3 1.584 0.123 -96.6 1.547 0.140 

500 -40.8 1.021 0.315 -50.3 0.981 0.341 

600 24.5 -0.813 0.422 -25.2 0.517 0.613 

複数日・短時間 

来訪者 

0 -23.2 4.035 0.000** -38.3 5.977 0.000** 

100 -24.0 1.447 0.149 -26.1 3.063 0.002** 

200 -26.1 1.643 0.102 -3.8 0.421 0.674 

300 -64.1 4.456 0.000** 21.5 -2.447 0.015*  

400 -42.0 3.357 0.001** 17.2 -1.868 0.063 

500 -52.8 3.087 0.002** 16.1 -1.469 0.143 

600 -21.3 1.146 0.255 18.9 -1.530 0.128 

平日一日・長時間 

来訪者 

0 -37.9 1.025 0.307 10.5 -0.322 0.748 

100 -66.8 1.658 0.103 57.6 -1.571 0.119 

200 -50.7 1.664 0.101 -19.0 0.621 0.536 

300 -47.6 1.838 0.069 -30.1 1.015 0.312 

400 4.9 -0.234 0.815 -58.1 2.202 0.030*  

500 8.4 -0.367 0.714 -23.1 0.917 0.361 

600 35.4 -1.106 0.273 -31.4 0.923 0.359 

平日一日・短時間 

来訪者 

0 -0.6 0.321 0.748 -10.2 7.196 0.000** 

100 3.3 -0.580 0.562 -31.1 9.360 0.000** 

200 4.2 -0.705 0.481 -34.1 9.103 0.000** 

300 -11.6 1.838 0.066 -20.0 4.661 0.000** 

400 -7.5 1.139 0.255 -6.1 1.416 0.157 

500 1.6 -0.210 0.833 -0.4 0.089 0.929 

600 -3.3 0.331 0.741 1.5 -0.267 0.789 

休日・長時間 

来訪者 

0 -68.2 0.355 0.725 -25.6 0.186 0.854 

100 -203.8 1.626 0.165 -107.6 0.925 0.379 

200 -198.1 2.246 0.075 -80.9 0.859 0.408 

300 -108.9 1.394 0.222 -167.8 1.875 0.090 

400 14.9 -0.275 0.793 -66.7 1.030 0.323 

500 38.7 -0.666 0.530 -33.1 0.499 0.627 

600 54.5 -0.913 0.397 -50.4 0.702 0.503 

休日・短時間 

来訪者 

0 3.4 -0.883 1.623 -13.4 4.533 0.000** 

100 -26.5 2.516 0.013*  -19.5 2.669 0.008** 

200 -15.8 1.591 0.113 -32.5 3.953 0.000** 

300 -23.8 2.118 0.035*  -27.6 3.150 0.002** 

400 6.1 -0.517 0.606 1.6 -0.192 0.848 

500 23.6 -1.846 0.066 -12.8 1.108 0.269 

600 -10.5 0.574 0.567 -36.5 2.259 0.025*  

*p-value< 0.05, **p-value< 0.01
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4. 来訪パタンごとの周辺地域における滞在の時空間分布 

4-1. 分析方法 

 本章では、来訪パタンごとに再開発前後の回遊行動の時

空間的な変化を明らかにするため、時間帯別に再開発前後

の被観測者数の割合と滞在時間を集計し、図４のように各

来訪パタンの周辺地域における時空間分布の変化に関する

ヒートマップを作成した。なお、各来訪パタンの特徴に合

わせて、クラスタ1~4（複数日・長時間来訪者、複数日・短

時間来訪者、平日一日・長時間来訪者、平日一日・短時間

来訪者）については、5 日間の平日の各時間帯における被

観測者数および平均滞在時間、クラスタ 5~6（休日・長時

間来訪者、休日・短時間来訪者）については、2日間の休日

の各時間帯における被観測者数の割合および平均滞在時間

を集計した。なお、被観測者数は1時間のうちに他の距離

帯に遷移した際は、観測された全ての距離帯で滞在したも

のとみなして、延べ人数を集計した。 

4-2. 時間帯別の滞在距離帯の比較 

（１）竹芝地区 

図４の左に、竹芝地区の対象敷地内への来訪パタンごと

に、再開発前後の周辺地域における被観測者数割合および

平均滞在時間の時空間分布の変化を示すヒートマップを作

成した。複数日・長時間来訪者は、再開発前後で対象敷地

を含む周辺地域において、日中の 9 時頃から 16 時頃にか

けて被観測者数の割合、滞在時間が増加しているのに対し、

深夜帯の被観測者数の割合が減少しており、日中に働く従

業者の割合が増加しているものと考えられる。 

複数日・短時間来訪者を除く短時間来訪者に関しては、

再開発前後で 0時頃から 6時頃の深夜帯の 200m以上の距

離帯の周辺地域において、滞在時間が増加しており、周辺

地域の居住者であることを示唆している。周辺地域の居住

者が対象敷地内を生活動線の一部として利用したり、売店

等に立ち寄ったりするなどの短時間の滞在を行うようにな

ったと考えられる。対して、複数日・短時間来訪者は周辺

地域における深夜帯の滞在時間が減少しているが、6 時頃

から 16 時頃にかけての日中の時間帯での 400m 以下の距

離帯での滞在時間が増加しており、周辺地域の従業者が対

象敷地内を通勤経路の一部として活用している可能性があ

る。 

平日一日・長時間来訪者は、再開発後の対象敷地を含む

周辺地域で0時以降の深夜帯での滞在時間が増加しており、

居住者が施設に来街するようになっていることを示唆して

いる。また、夕方15時頃から19時頃にかけて周辺地域で

の滞在時間が減少し、対象敷地内での滞在時間が増加して

おり、周辺地域での滞在が行われにくくなっていると考え

られる。さらに、特徴的なのは再開発後において、正午12

時から3時間程度、対象敷地近傍での滞在時間が一時的に

増加していることが分かる。このことから、再開発に伴い

多くの飲食店等が対象敷地に整備された結果、これまで周

辺地域に分散していた特に首都高を隔てた東側の湾岸エリ

アの従業者などのランチ需要を強力に吸収している可能性
図４ 各来訪パタンの周辺地域における時空間分布の変化 
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があると考えられる。 

休日・長時間来訪者については、再開発前後で被観測者

数の割合が 10 時以降増加しているが、開店前の朝の時間

帯や夜間において、被観測者数の割合が減少しており、日

中の滞在時間も周辺地域を含め増加傾向にある。この結果

から、日中に商業施設での買い物や飲食等を目的として来

街している可能性が高い。 

（２）八重洲地区 

図４の右には、竹芝地区における分析と同様の手順で、

八重洲地区の対象敷地内への来訪パタンごとに、再開発前

後の周辺地域における被観測者数割合および平均滞在時間

の時空間分布の変化を示すヒートマップを作成した。複数

日・長時間来訪者は、再開発前後で対象敷地を含む周辺地

域において、日中の 7 時頃から 17 時頃にかけて被観測者

数の割合、滞在時間が増加しており、竹芝地区と同様、日

中に働く従業者の割合が増加していた。 

短時間来訪者に関しては、前章では八重洲地下街と接続

する 100m 以下の距離帯で平均滞在時間が有意に減少傾向

にあり、接続性の向上が短時間来訪者の動線に影響を与え

ていることが明らかになったが、特に再開発前後で0時頃

から 5時頃の深夜帯の 200m以上の距離帯を中心とした周

辺地域において、滞在時間が増加していた。すなわち、そ

うした歩行者ネットワークの整備効果を受けて、対象敷地

近隣のみならず、対象敷地の東側に広がる住宅地における

周辺地域の居住者による対象敷地内の生活動線の一部とし

ての利用や売店等に立ち寄りなどの短時間の滞在が、促進

されていることが示唆された。 

平日一日・長時間来訪者については、再開発後の周辺地

域において、0 時以降の深夜帯での滞在時間が増加してお

り、周辺地域の居住者が施設に来街するようになったほか、

夕方15時頃から18時頃にかけて周辺地域での滞在時間が

減少し、対象敷地内での滞在時間が増加しており、周辺地

域での滞在が行われにくくなった可能性がある。 

休日・長時間来訪者は、再開発前後で日中の時間帯を中

心として滞在時間が対象敷地と周辺地域において増加して

おり、日中に商業施設での買い物や飲食等を目的として来

街していることが分かる。 

4-3. 小括 

本章では、大規模開発の周辺地域における回遊行動につ

いて、来訪パタンごとに時間帯別に再開発前後の被観測者

数の割合と滞在時間の分析を行い、下記４点を明らかにし

た。 

① 前章では、対象敷地内の従業者が対象敷地近傍に行動範

囲が縮小していることが明らかになったが、両地区と

もに対象敷地内の従業者の日中の割合が増加し、夜間

の割合が減少するとともに、対象敷地内およびその周

辺地域での日中の滞在時間が増加したことから、特に

日中に働く従業者の割合が増加するとともに、彼らの

行動範囲が縮まっていることが分かった。 

② 竹芝地区の複数日・短時間来訪者を除き、再開発後の短

時間来訪者の深夜帯における滞在時間が増加しており、

周辺地域の居住者が対象敷地内を生活動線の一部とし

て利用したり、売店等に立ち寄ったりするなどの短時

間の滞在を行うようになったと考えられる。一方、竹芝

地区の複数日・短時間来訪者については、日中の周辺地

域における滞在時間が増加しており、周辺地域の従業

者が通勤経路の一部として、対象敷地内を通行してい

る可能性がある。 

③ 平日一日・長時間来訪者については、両地区とも深夜帯

の周辺地域における滞在時間が増加しており、居住者

の来街が増加している。加えて、夕方には周辺地域での

滞在時間が減少し、対象敷地内での滞在時間が概ね増

加しており、周辺地域での買い回りやカフェ利用とい

った活動が行われにくくなっている可能性が示唆され

た。 

④ 竹芝地区では、平日の来街者による正午過ぎの対象敷地

内での滞在時間が増加していたり、開業時間外におけ

る休日の来街者の割合が減少していたりと、対象敷地

へのランチや買い物等のための来街行動の傾向が、八

重洲地区と比較して顕著に表れており、八重洲地区よ

りも周辺地域の大規模な集客施設が少ないことがこう

した回遊行動の変化の違いを生んでいる可能性がある。 

5. おわりに 

本研究は、大規模開発の開発前後の人々の来訪パタンご

とに周辺地域における回遊行動の変化の傾向を明らかにす

ることで、来訪パタンに着目した大規模開発の影響評価に

関する示唆を得ることを目的として、対象敷地周辺で観測

された人流データによる分析を行った。その結果をもとに

本研究を総括する。 

まず、竹芝地区における歩行者デッキ整備、八重洲地区

におけるヤエチカとの地下階での接続にみられるように両

地区とも再開発を契機として、鉄道駅との接続性が向上し

たため、駅までの所要時間が短縮され、従業者、来街者等

の属性にかかわらず、鉄道駅近傍での平均滞在時間が均質

化する傾向がみられた。また、周辺地域の従業者や居住者

による対象敷地内での通行や売店の立ち寄り等と考えられ

る短時間の滞在が増加し、対象敷地が周辺地域の居住者や

従業者にも生活動線、通勤経路として利用されるようにな

っていることが明らかになった。回遊性向上の公共貢献の

は、再開発建物の利用者がその恩恵を享受するだけでなく、

周辺地域の従業者や居住者など、幅広い範囲で公共的なメ

リットをもたらしていると考えられる。 

一方で、両地区の開発の共通点として、低層部に商業施

設等を備え、高層部にオフィスフロアを設ける施設構成を

とった結果、以前は周辺地域でも行われていたランチ時間

における飲食店利用と想定される活動が対象敷地内でも行

われ、特に対象敷地内の従業者の敷地内での平均滞在時間

が増加し、行動範囲も縮小傾向にあることが分かった。さ

らに、平日に長時間滞在する来街者は、周辺地域の居住者
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が増加しており、特に午後の時間帯における対象敷地内の

滞在時間が増加する一方で、周辺地域のそれが減少し、周

辺地域での買い回り行動等の活動が行われにくくなってい

る可能性がある。こうした再開発による強い集客効果が、

地域の消費活動を囲い込んでいる可能性も無視できない。 

さらに、八重洲地区はヤエチカを含む東京駅や日本橋高

島屋をはじめ、周辺の大規模な集客施設に囲まれているの

に対し、竹芝地区はWATERS TAKESHIBA等の限られた集

客施設しか周辺に立地していないため、対象敷地へのラン

チや買い物等のための来街行動が増加しており、開発内容

だけでなく、周辺地域の施設立地の状況等が、人々の回遊

行動の変化にも各属性に応じて異なる影響を与えているこ

とが示唆された。再開発や公共貢献の周辺地域への影響の

予測及び検証においては、どのような属性の人々にどのよ

うな変化をもたらすかを、具体的に検討する必要がある。 

 最後に、本研究はあくまで再開発前後での人流の変化の

傾向を明らかにしたにすぎず、本研究の特性上、処遇群と

対照群の明確な定義の難しさ、マクロトレンドの影響が複

雑であること等から、因果モデルの統計的仮定を満たすこ

とが困難であったため、再開発に伴う公共貢献等の施策と

人流の変化の直接的な因果関係に言及できていない。一方

で、これまで十分に捉えられてこなかった大規模開発がも

たらす行動変容の実態を、本研究では来訪パタンという切

り口から探索的に類型化することに主たる意義がある。通

常、プライバシー保護の観点から、個人の居住地や勤務地

等の詳細が与えられていない人流データをクラスタリング

により、従業者や居住者といった属性情報を推定し、その

来訪パタンあるいは属性ごとに回遊行動の実態を把握する

ことができた。回遊行動が変化した要因をより具体的に検

証し因果関係を切り分けるためには、街路レベルでの滞留

行動や、施設利用の頻度、アンケート調査等のより詳細で

ミクロスケールのデータを組み合わせる必要があると考え

られる。今後の課題としたい。 

＜謝辞＞  

本研究を進めるにあたって日立東大ラボの皆様から多大なご支援

をいただきました。厚く御礼申し上げます。 

【補注】 

(1) 対象日程は下記のとおりで、２時点で日にちと曜日の対応関係

は一致していた。 

(2) エルボー法では、竹芝地区においてクラスタ数７のとき、八重

洲地区においてクラスタ数６のときに、肘が観測され、シルエッ

トスコア分析でも同様の結果を得た。なお、竹芝地区において、ク

ラスタ数７でクラスタリングし、ID数が極端に少ないクラスタが

１つ発生したため、表１の条件に従い、外れ値として除外した。 
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1． 研究の概要

1-1.研究の背景と目的

 近年、人口減少やソーシャルキャピタルの低下が問題化

し、まちなかに賑わいをもたらすことの必要性が増してい

る。それに伴い、都市において、居心地の良さやクリエイ

ティビティのような質的価値が見直されており、特に「歩

きたくなるまちなか」への関心が高まっている。実際に、

国土交通省 1) は、立地適正化計画等で推進してきた中心市

街地への機能集積を活かし、ウォーカブルな空間創造によ

って、都市再生を進める必要があるとしている。こうした

背景から開始された「まちなかウォーカブル推進事業 2)」

では、居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成によって、

多様な人々の交流を通じたイノベーションの創出や人間中

心の豊かな生活を実現することを目指している。 

このように質的価値を重視した空間創造が求められる一

方で、従来の評価指標では、歩行者交通量の多さ（量的評

価）と、歩行者の居心地の良さ（質的評価）が混同される

ケースも少なくない。今後の都市計画では、交通量やハー

ド環境等による定量的な評価手法を補い、滞在や回遊等の

活動の質を重視する評価手法が求められている。 

そこで本研究では、位置情報データを用いた「滞留を伴

う散策行動」の解析を行い、歩行者の活動の質を考慮した

分析手法の提案および、実情に即した歩行者行動の把握を

目的とする。そして、土地利用、建物スケール、道路・未

利用地、人口、交通機関、アメニティ等の都市環境の特性

と歩行者行動との関連性を明らかにすることを試みる。 

本研究の成果は、都市空間の設計や政策形成において、

居心地が良く歩きたくなるまちなかという都市の質的評価

を示し、根拠を基に具体的な空間創出を行うための基盤と

なることを期待している。 

1-2.既往研究の整理と本研究の新規性 

歩行者行動の量的評価について、通行量や歩行者密度に

基づく研究が行われており、Oda ら 3)  (2024)が歩行者密度

と都市環境の関連性を示している。 

一方で、歩行者行動の質的評価の一端として、滞留や散

策の研究が多く行われている。現地調査による研究は、戒

田ら 4)  (2021)の公園内における滞留行動調査のように、限

定的な対象範囲の活動の様子が詳細に示されるものの、広

域や経年で調査を実施することは困難である。しかし、近

年の技術的発展により、位置情報データを用いた広域での

行動分析が可能になっている。Li ら 5)  (2008)や Yuan ら 6) 

(2013)による滞留点を判定する方法論や、相ら 7) ( 2016)によ

る散策行動の抽出手法に対する技術的知見が明らかにされ

ているほか、小沢ら 8) (2023)による滞留と利便施設の関連性

の分析が行われている。しかし、現時点では滞留と散策を

別に捉えた研究が多く、歩行者行動の質を面的に捉えるに

は、滞留と散策を一体的に分析する必要がある。 

そこで、本研究では、位置情報データを用いて、都市空

間における滞留とそれに伴う散策を一体的なランブリング

行動（Rambling Activity)として捉え、都市環境との関連性を

含めた分析を行う点に新規性がある。 

1-3.研究の構成 

本研究では、本章で研究の概要を示した後、2 章で位置

情報データを用いたランブリング行動の抽出手法を提案す

る。そして、3章では、同手法で作成したデータを用いて、

福岡市都心部における歩行者行動とランブリング行動の実

態を明らかにする。4 章では、都市環境とランブリング行

動の関連性を相関分析から示し、5 章では、都市環境と位

置情報データを用いた詳細な分析から、ランブリング行動

の発生メカニズムを考察する。 

滞留を伴う散策行動が発生しやすい都市環境の特性 

―福岡市都心部の位置情報データを用いた行動解析を通して― 

A Study on Urban Features that Encourage Walking Based on Rambler Behavior Analysis Using Location Data 

- Focusing on Chuo and Hakata Wards in Fukuoka City-

角南萌々子*・黒瀬武史**･長谷川大輔*** 

Sunami Momoko*, Kurose Takefumi**･Hasegawa Daisuke*** 

This study quantitatively analyzes the qualitative pedestrian behavior of “rambling”—strolling accompanied by 
pauses—to better understand actual pedestrian activity. Based on location data, we developed the Rambling Activity 
(RA) ratio and mapped its spatial distribution. The results revealed patterns differing from simple pedestrian counts, 
underscoring the importance of evaluating behavioral quality. 
Correlation analysis between the RA ratio and urban environmental factors showed that in high-density areas, rambling 
behavior was closely linked to commercial and amenity facilities. In contrast, in moderately dense areas, no clear 
correlations emerged. However, analysis of pause locations suggested that not just the number of shops, but also their 
influence and the walking environment, may affect rambling behavior. 

Keywords: Location-based data, Behavior analysis, Pedestrian behavior, Rambling activity, Urban environment 

位置情報データ, 行動解析, 歩行者行動, ランブリング, 都市環境 
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表-1 データスクリーニング 

2. 位置情報データを用いたランブリング行動の抽出 

2-1.ランブリング行動の定義 

本研究では、余暇的な外出時における物販店や飲食店へ

の立ち寄りや、公園での休息等の一時的な滞留を伴う歩行

者行動を想定し、「ランブリング行動」の定義を定める。 

そのため、余暇的な歩行者行動を分析する目的で、一般

的に義務的な行動の制約が少ないと考えられる休日の歩行

者行動を対象とする。また、歩行速度は個人差が大きく、

市街地の混雑や複数人での散策等の状況によって変化する

ことが想定されるため、一般的な歩行速度として、公正競

争規約・同施行規則 9) による徒歩移動速度を基準とし、分

速80m以下(1)の行動を歩行者行動とする。滞留について、

小林ら 10) (2014)や秋山ら 11) (2013)の分析で 5 分を閾値とし

て滞留行動を判定していることを参考に、自宅や職場にお

ける長時間の滞留行動を除外するため、一定の場所に5分

以上 2 時間未満(2)留まる行動を滞留行動とする。さらに、

自宅近辺で行われる日常的な購買行動や散歩を除くため、

国土交通省の都市構造評価12)で日常生活機能の集積促進エ

リアとして定められている徒歩圏を参考に、居住地から

800ｍ以上離れた地点(3)における歩行者行動を対象とする。 

したがって、本研究では、「休日における5分以上2時間

未満の滞留を伴う分速80ｍ以下の移動のうち、居住地から

800ｍ離れた地点で行われるもの」をランブリング行動と定

義する（図-1）。ただし、駅での乗り換えや行列における滞

留、大規模施設内の移動、休日における就業者の行動を完

全に区別できていない点は本手法の限界である。 

2-2. 研究に用いるデータ 

本研究では、ジオテクノロジーズ株式会社の人流・プロ

ーブデータ(以下、ポイントデータ) (4)を用いる。これは、携

帯電話のGPSログから得られる点列データであり、ユーザ

ーID、日時、緯度・経度、GPS 精度等の情報が含まれる。

また、付属する居住地・勤務地情報データから、ユーザー

の居住地をメッシュ単位で判別することが可能である。本

研究では、2023 年 3 月 25 日〜4 月 23 日の休日 10 日間の

データを分析対象とする。 

また、データスクリーニングとして、福岡市中央区・博

多区に位置するポイントデータを抽出した上で、GPS精度

50ｍ以下(5)のポイントデータを抽出する（表-1）。 

2-3.ランブリング行動の抽出方法 

全てのポイントデータからランブリング行動を抽出する

手順として、まず、「a）歩行トリップの作成と抽出」を行

う。この歩行トリップから、「b）滞在行動の抽出と分類」

を行い、短時間滞留・長時間滞留・徒歩移動に分類する。

そして、「c）滞留を伴う歩行者行動の抽出」を経て、「d）

居住地からの距離によるランブリング行動の抽出」を行う。 

a)歩行トリップの作成と抽出 

各ポイントデータについて、時系列が前後の点から推定

移動速度を作成し、5分以上、分速80ｍ以下の状態を継続

するポイントデータを抽出する。このうち、同日における

同一人物の移動を歩行トリップとして整理する。 

b)滞留行動の抽出と分類  

歩行トリップを時系列順に処理した後、Liら 5) (2008) に

準じて基準点からの距離が 50ｍ以下の点をクラスタ化す

る（図-2）。また、位置情報データの特性として、一定範囲

に留まる際に位置情報の取得を中断する傾向があることか

ら、クラスタごとに推定滞在開始時間と推定滞在終了時間

を算出し、実際の行動に近い滞留時間を判定した。 

ポイントデータのうち、滞留時間が5分以上2時間未満

のクラスタに属するものを「短時間滞留」、2時間以上のク

ラスタに属するものを「長時間滞留」として分類し、その

他を「徒歩移動」とする。 

c)滞留を伴う歩行者行動の抽出  

「短時間滞留」と前後に連続する「徒歩移動」のポイン

トデータを、「滞留を伴う歩行者行動」と判定し抽出する。 

d)居住地からの距離によるランブリング行動の抽出 

「滞留を伴う歩行者行動」のうち、ユーザーIDに紐づい

た居住地メッシュの重心から 800ｍ以上離れたポイントデ

ータを「ランブリング行動」として抽出する。 

3. 福岡市都心部におけるランブリング行動の実態

3-1. 対象地域

本研究では、福岡市中央区・博多区で行われたランブリ

ング行動を抽出し、その中で十分な歩行者数が検出される

地域として、都市再生整備計画 13) における福岡都心部地区

から臨港地区(6) を除いた地域を対象とする。この地域は、

まちなかウォーカブル区域の設定が行われている。 

3-2.対象地域におけるランブリング行動データの内訳 

本分析で使用する休日 10 日間における福岡市中央区・

博多区のポイントデータは 15,325,735 件であり、そのうち

対象地域内(7)のポイントデータは、7,351,671 件であった。

図-1 ランブリング行動の条件 

図-2 滞留行動の判定アルゴリズム 
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表-2 データ分類の内訳 

表-3 歩行者数とRA率の基礎統計量 

2 章の操作の結果、ポイントデータは、表-2 の通りに分類

され、ランブリング行動に分類されるのは、1,691,235件（全

体の23.0％）であることが分かった。 

3-3. ランブリング行動を測る指標 

本分析では、ポイントデータのユニークなユーザーID数

を内接円の半径が50mの六角形メッシュ(8) で集計する。歩

行トリップ作成時に抽出されたポイントデータのうち、居

住地から 800ｍ以上離れたものから歩行者数を計測し、ラ

ンブリング行動として抽出したポイントデータからランブ

リング数を計測する。ただし、歩行者数はポイントデータ

のユニークなユーザーID数であり、実際の歩行者総数とは

異なることに留意が必要である。 

また、ランブリング数を歩行者数で除した数をランブリ

ング率(Rambling Activity Ratio, 以下RA率)とし、ランブリ

ング行動の発生しやすさを評価する。 

歩行者数とRA率の基礎統計量は表-3の通りである。 

3-4. 歩行者数とRA率の分布 

対象地域における歩行者数とRA 率の分布を示した結果、 

 

歩行者数（図-3(9)）は、博多駅と天神駅を中心とする複眼か

つ同心円状の分布であることが明らかになった。また、中

洲やキャナルシティ博多周辺も相対的に高い値を示し、博

多駅と天神駅を繋ぐ一体的なエリアで、歩行者密度が面的

に高いことが示された。また、港湾部や寺社仏閣周辺では、

局地的に歩行者密度が低い傾向があることが示された。 

また、RA率（図-4）は、天神駅、博多駅、キャナルシテ

ィ博多周辺のような歩行者密度が高い地域において、面的

に高い分布を示すことが明らかになった。しかし、歩行者

数ほど一体的な分布ではなく、対象地域全体に分散してい

る。天神駅周辺では、歩行者数は駅近くに集中する一方、

RA 率は西側の大名や今泉まで一体的に高く、美野島や長

浜など外縁部でも高い傾向が見られる。 

これより、歩行者数とRA 率の分布は異なり、ランブリ

ング行動は歩行者数に必ずしも依存しないことが示された。 

3-5.歩行者数とRA率の相互関係 

本分析では、歩行者数を基準として、5 段階の密度区分

を設定した（図-5）。ただし、低密度地域は、歩行者数とラ

ンブリング数が少なく、偶発的な事象でRA 率が上下して

いる可能性が高いため、以降の分析については除外する。 

その上で、図-6の通りRA率は正規分布に近い分布であ

ることから、RA 率が上位 20％のメッシュを「RA 率が高

い地域」と設定し、3

メッシュ以上連なる

10 地区を「高RA 率

地区」として抽出し

た（図-5）。 

その結果、超高密

度・高密度地域では、

広範囲に高 RA 率地

区が形成された。特 

 

図-6  RA率別のメッシュ数分布 

図-4  RA率分布(各階級５％幅の等量分類) 

図-3  歩行者数分布(各階級５％幅の等量分類) 

図-5  歩行者数による地域区分と高RA率地区 
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表-4 本研究における都市環境要素と基礎統計量 

表-5 歩行者数・RA率と 

都市環境要素の相関関係(p<0.05) 

に、キャナルシティ博多から川端通商店街への局所的な広

がりや、天神駅周辺から大名・今泉の一部への広がりが明

らかになった。一方で、博多駅周辺では、駅に付随した街

区にRA率が高い地域が集中する傾向が確認された。 

また、中低密度地域を含む長浜・美野島・白金等でも高

RA 率地区が見られ、歩行者密度が比較的低いにもかかわ

らず、RA 率が高くなるメッシュが複数検出されており、

これらの地域では滞留を伴う歩行が活発に行われている実

態が確認された。 

4. ランブリング行動と都市環境要素の関連性

4-1. 分析の概要

本章では、都市環境が歩行者数およびRA 率に与える影

響を分析するため、歩行者数とRA 率を目的変数、都市環

境要素を説明変数とし、Odaら 3) (2024)を参照し、スピアマ

ンの相関分析(10) を行う。本分析では、有意水準p<0.05で相

関係数の統計的有意性を評価する。 

4-2.本研究における都市環境要素 

本研究では、Habibianら 15) (2018)、小沢ら 8) (2023)の研究 

を参照し、都市環境要素（表-4）を定め、建物利用、建物ス

ケール、道路・未利用地、人口、交通機関(11) 、アメニティ 

に関して54項目を設定する。これらの都市環境要素は、メ

ッシュ単位で集計することで、指標化を図った(12)。 

4-3. 歩行者数・RA率と都市環境要素の相関関係 

本節では、分析対象全域において、歩行者数および RA

率と都市環境要素との相関分析を行い、有意性のある相関

係数を示す（表-5）。 

歩行者数は「商業用途建築面積」や「アメニティ施設数」

と強い正の相関を示し、特に飲食店数・物販店数との関係

が顕著だった。RA 率も同様の傾向を示すが、建物スケー

ルとの相関は弱く、歩行者数ほど建物の大きさの影響を受

けにくい可能性がある。 

また、歩行者数は「幹線道路面積」や「道路占有面積」

と正の相関を示す一方、RA率は負の相関を示し、「生活道

路面積」は歩行者数のみ負の相関を示す。これにより、幹 
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表-6 分析対象となる高RA率地区の概要 

表-7 高RA率地区の都市環境要素の変化率(p<0.05) 

線道路は歩行者ネットワークとして機能するが、ランブリ

ング行動には必ずしも寄与しない可能性がある。 

交通機関との関係について、「最寄り駅距離」が歩行者数

と－0.48 の負の相関を示し、距離が遠くなるほど歩行者数

が減少する傾向が明らかとなった。一方、RA 率との相関

は－0.10 と僅かであり、駅からの距離とRA 率の関連性は

低いことが示された。 

4-4.歩行者数別のRA率と都市環境要素の相関関係 

本節では、3 章において歩行者数で区分した地域ごとに

分析を行い、RA 率と都市環境要素の有意性のある相関係

数を示す（表-5）。 

全地域に共通する傾向として、「商業用途建築面積」は

RA率と正の相関を示し、「幹線道路面積」「道路占有面積」

は負の相関を示した。商業密度が高い地域ではランブリン

グ行動が発生しやすい一方、幹線道路はその発生を抑制す

る可能性があるが、地域によって影響の度合いは異なる。

また、生活道路はRA 率の低下に必ずしも関与していない

ことが示唆された。 

超高密度地域では、「商業用途建築面積」や「大規模総合

小売店」と比較的強い正の相関が見られ、特に物販店との

関係が顕著だった。これにより、歩行者密度が極めて高い

中心市街地では、大規模商業施設や物販店がランブリング

行動の発生に寄与する可能性が示された。 

高密度地域では、アメニティ施設との相関が相対的に高

く、特に「衣料品店数」や「趣味関連小売店数」との強い

正の相関が確認され、業種によってRA 率への影響が異な

ることが示唆された。 

一方、中高密度地域と中低密度地域では、相関関係が弱

く、有意な項目が少ないことが示された。そのため、ラン

ブリング行動が発生しやすい都市環境を明らかにするには、

個別の事象の詳細な分析が必要となる。 

5.中低密度地域と中高密度地域における高 RA 率地区のラ

ンブリング行動の実態 

5-1.分析対象となる高RA率地区 

本章では、4 章で都市環境要素との相関関係が十分に示

されなかった中高密度地域と中低密度地域において、RA

率の高いエリアの詳細を分析する。 

全てのメッシュが中高密度地域と中低密度地域に当ては

まる「白金」、「春吉」、「駅前四丁目」、「住吉」、「薬院」、「美

野島」と、「長浜」のうち高密度地域に当てはまる3メッシ

ュを除いた16メッシュを分析対象とする（表-6）。 

これらの高RA 率地区について、都市環境要素とランブ

リング行動の詳細な分析を行う。 

5-2 都市環境要素の平均値の比較分析 

本節では、高RA 率地区の都市環境要素の特徴を明らか

にするため、高RA率地区と、歩行者数が同水準(13) である

その他のメッシュ（以下、同水準地域）を比較し、都市環

境要素の違いを明らかにする。 

比較分析は、平出ら 16)  (2022)を参照し、マン・ホイット

ニーのU検定(14) を用い、有意水準ｐ<0.05で有意差の有無

を評価する。また、同水準地域の平均値に対する、各高RA

率地区の平均値の変化率(15) を算出し、特徴の差異を定量的

に示す。 

分析の結果、各高RA 率地区の、同水準地域に対する有

意差が確認された都市環境要素の変化率を表-7に示す。 

同水準地域と比較して、白金では「軽飲食店数」と「日

用品店数」が多く、春吉や薬院では「食料品店数」等の生 
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活物販店数が多いことが明らかになった。また、美野島で

は商業・住居の建築面積の多さが示された。 

本節の結果を踏まえ、次節より、具体的な滞留地点を確

認し、ランブリング行動に寄与する施設を特定する。 

5-3. 位置情報データによる滞留地点分析 

本節では、2 章で抽出したランブリング行動のポイント

データを用いて、分析対象とする高RA 率地区におけるラ

ンブリング行動の実態とメカニズムを明らかにする。 

分析手法（図-7）として、高 RA 率地区内で行われたラ

ンブリング行動を検出し、それを含む一連の歩行トリップ

全体を抽出する。そして、ユーザーIDごとに「短時間滞留」

と判定されたポイントデータの重心を作成し、DBSCANア

ルゴリズムを用いて、滞留重心のクラスタリングを行う。

このとき、Huangら 17)（2016）の分析におけるスキャン半

径 (Eps)を参考に、本分析のサンプルに適した Eps の範囲

内の最小ポイント数(MinPts)を定め、Eps=10m、MinPts=10

と設定する。作成されたクラスタのうち、同一ユーザーに

よる過剰なクラスタを除くため、ユニークなユーザーID数

が5以上かつ同一ユーザーIDの支配率が50％以下のクラ 

 

 

 

 

 

スタのみを「滞留地点クラスタ」と定義し、ランブリング

行動が集中するスポットを特定する。 

分析の結果、各高RA 率地区における滞留地点クラスタ

とその周辺環境を図-8に示す。周辺店舗の情報として、ク

ラスタに面する建物内の飲食店と物販店を Google map か

ら抽出した。また、本研究では、抽出した店舗のうち「多

くの人が関心を持ち、実際に訪問・注目していると推定さ

れる店舗」を人気店として定義し、Google mapのレビュー

数と Instagram のフォロワー数に基づいて人気店(16) を設定

して、高RA率地区の分析の参考とした。 

多くの高RA率地区において、スーパーストア等の日常 

 

 

 

 

 

図-8 分析対象となる高RA率地区の概要 

図-7 滞留地点分析の手順 
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表-8 ランブリング行動の発生要因に関する考察 

消費型小売店での滞留が顕著であったが、各地区に特有の

要因も確認された。 

白金・春吉・住吉では、飲食店や物販店、夜間飲食店の

集積や、SNSで影響力のある店舗がランブリング行動を促

していることが明らかになった。駅前四丁目では、人気カ

フェや大規模商業施設に滞留が集中していることが明らか

になった。薬院では、店舗の集積の中でも、インテリア用

品店や手芸店といった特殊な業種の集積が見られ、遠方か

らの来街者の回遊行動が発生しやすいと考えられる。美野

島では、歩行者専用時間帯のある「みのしま連合商店街通

り」に複数の滞留が確認された。長浜では、舞鶴公園の近

接性や福岡中央卸売市場、人気長浜ラーメン店の集客力が

ランブリング行動を誘発する要因と考えられる。 

これらの結果より、ランブリング行動の発生要因に関す

る考察（表-8）を行った。中低密度地域と中高密度地域に

おける高RA 率地区に共通する要因として、ランブリング

行動の発生には、日常消費型小売店や、店舗の集積、集客

力の高い店舗の存在が影響していることが示唆された。 

一方で、各高RA 率地区に異なる要因として、商店街や

卸売市場、大規模公園等がランブリング行動の発生に関連

している可能性が明らかとなった。また、都市環境要素を

用いた分析では、個々の店舗の影響力を十分に評価できて

いなかったが、本節の分析により、影響力のある店舗が局

所的な滞留を生み出し、ランブリング行動の発生要因とな

っている可能性が示唆された。 

6.総括 

6-1.研究のまとめ 

本研究では、実情に即した歩行者行動の把握を目的とし

て、質的な「滞留を伴う散策行動（ランブリング行動）」を

定量的に分析した。位置情報データを基にRA 率を指標化

し、その分布を示した結果、歩行者数とは異なる傾向が明

らかとなり、歩行者行動の質を考慮した評価手法の重要性

が示された。 

また、RA 率と都市環境要素の相関分析により、歩行者

密度の高い地域ではランブリング行動が商業用途の建物や

アメニティ施設の多さと強く関連することが分かった。一

方、歩行者密度が中程度の地域では、明確な相関が見られ

なかったものの、滞留地点の分析から、単なる店舗数では

なく、店舗の影響力や歩行環境がランブリング行動に影響

を与えている可能性が示唆された。 

6-2.政策的提言 

本研究は、「滞留を伴う散策行動」を定量的に分析する手

法の枠組みを示し、都市空間の質的評価に対して、新たに

量的な視点を加える点で学術的意義がある。 

また、国土交通省の「まちなかウォーカブル推進事業」

等の都市の質を高める政策において、本研究の結果が示す

ランブリング行動の発生要因として、商業集積地やターミ

ナル駅だけではなく、散在型の店舗や商店街も重要である

という知見は、施策評価や空間設計の検討に資するもので

あると考えられる。 

6-3.研究の課題と展望 

本研究では、位置情報データを用いた機械的な処理によ

り、歩行者行動の質を考慮した都市の評価が一定程度有効

であることを示したが、ランブリング行動抽出の方法論に

は課題が残る。 

本手法は、距離・時間に基づく単純な条件でランブリン

グ行動を抽出しているため、単純な移動との境界が曖昧に

なる場合がある。本分析においては、歩行者密度の高い幹

線道路沿いにおいてRA 率が低い傾向が確認され、幹線的

な歩行者ネットワークにおける単純な移動を一定程度識別

できていることが示唆された。一方で、駅やバス停等の滞

留が自然に発生しやすい地点では、意図しない行動がラン

ブリング行動として検出される可能性がある。したがって、

滞留時間・歩行速度・滞留判定の距離に対する感度分析や、

現地での行動観察等の定性的研究との照らし合わせが必要

である。また、携帯電話のGPS情報以外の高精度な位置情

報データとのクロスチェックも、妥当性の検証として有効

であると考えられる。 

また、休日の就労者と余暇的な来街者の判別も課題であ

る。ただし、休日の就労者が想定される卸売市場(17) におい

て、業務が想定されるエリアでの滞留の集積は確認されず、

主に余暇的な来街者の行動を捉えた分析が行われたと結論

付けた。今後、精度向上のために、目的施設の推定や来街

頻度の分析を取り入れた、より高度な条件設定や機械学習

モデルの導入を検討する必要がある。 

今後の展望として、他の地域で同様の分析を行い、ラン

ブリング行動が発生しやすい地区を抽出することで、ラン

ブリング行動の発生要因の検証を行うことができる。しか

し、本手法は、GPS精度の低下する地下構造物および屋内

における歩行者行動の把握や、都心部のターミナル駅周辺

や平日のラッシュ時等の混雑を滞留として検出してしまう

点に限界があり、比較的中心部の滞留人口密度の低い都市

において応用可能性が高いと考えられる。 

また、時間帯別や平日・休日のランブリング行動の比較

により、時間帯や曜日によって変化するランブリング行動

のメカニズムを解明することが期待される。さらに、経年

変化の分析を通じて、都市環境の変化とランブリング行動

の関係を考察することも有益である。 

また、本研究では、RA 率の高いエリアと集客力の高い
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店舗の集積との間に空間的重なりは認められたが、因果関

係を定量的に証明するにはさらなるデータやモデル分析が

必要である。今後、この関係性を解明することで、店舗や

観光地の質的評価が可能になると期待される。 
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【補注】 

(1) ランブリング行動中は、歩行速度が低下する可能性もあるが、本研究
では歩行と滞留を組み合わせてランブリング行動を抽出するため、歩

行速度の個人差も考慮し、一般的な歩行速度以下の歩行行動を分析の
対象としても支障はないと判断した。 

(2) ランブリング行動において「滞留」とみなされる時間について、本研

究で分析した既往研究に明確な定義はなく、本研究では、先行研究の
整理の他に、探索的に複数の閾値設定を行った結果、5分以上2時間
未満と設定した。 

(3) 本研究では、自宅から徒歩 10 分以上移動しており、外出行動とみな
すことのできる距離として、800m以上を採用した。 

(4) BluetoothデータやWi-Fiデータは、それらが整備されるエリアに取得

が限られるため、市街地全域を一貫した条件で網羅的に分析できるデ
ータとして、携帯電話の位置情報を用いた。 

(5) 本分析で用いたGPSデータは、GPS精度15m以下にデータが集中し

ており（図-9）、街区スケールでの歩行者行動の把握が可能である。し
かし、屋内のデータはGPS精度が低い傾向にあり、精度15m以下の
データの多くは屋外を歩行中のデータであるため、過度な精度フィル

タリングを行うことで、屋内の滞留の可能性の高いデータを失い、滞
留点の同定や滞留時間の推定が困難となった。したがって、行動の連
続性や滞留判定の正確性を確保するため、「50m 以下」という精度設

定を行った。この閾値は、本研究における滞留の判定閾値とも整合し
ている。 

(6) 博多港臨港地区及び分区指定図より、商港区・特殊物資港区・工業港
区・無分区を除外する。 

(7) 対象地域は福岡市中央区・博多区に内包される地域である。より連続

的な行動を検出するため、ランブリング行動の抽出には福岡市中央
区・博多区全体のデータを用いる。 

(8) 隣接するメッシュ間の距離が均一であり、空間的連続性を考慮した分

析に適しているとされる。距離閾値50ｍで滞在判定を行うため、水平
な辺の間の垂直距離を100ｍに設定し、QGIS で作成を行った。 

(9) 本論文における地図中の背景には、地理院タイル淡色地図 14)を使用

する。
(10) スピアマンの相関分析は、ノンパラメトリックな分析手法であり、外

れ値の影響を受けにくく、単純な増減を示すことができる。 

(11) 交通機関は、各メッシュの重心から最寄りの駅およびバス停までの直
線距離として算出する。 

(12) 都市環境要素は、各メッシュとそれに隣接する6メッシュを併せた単

位で集計し、周辺の都市環境の影響を含めた評価を行う。 

(13) 各高RA地域における、歩行者数の最大値・最小値を、同水準地域の
歩行者数の範囲とする。 

(14) マン・ホイットニーのU検定は、2群の標本の代表値（平均値）に有

意差が存在するか否かを検定するものである。 

(15) 変化率は、「（高RA率地区の平均値－同水準地域の平均値）/同水準地
域の平均値」とする。 

(16) 2025年2月3日から2月24日にかけて調査を行い、Google mapのレ
ビュー件数が500 件以上または Instagram のフォロワー数が1 万件以
上の店舗を人気店とする。 

(17) 福岡中央卸売市場では、条例により基本的に土曜日は鮮魚市場と青果
市場が開場し、日曜日は休場と定められている。 
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Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 

Sciences, Volume XLI-B2, 2016XXIII ISPRS Congress 

図-9 2023年3月25日全データのGPS精度 

（縦軸・データ数、横軸・GPS精度） 
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1．はじめに

我が国は、地球温暖化の進行を受けて、都市のカーボン

ニュートラル化に向けた取組みを推進している 1)。なかで

も、国内におけるCO2総排出量の約3割が建築物に由来す

ることから、建築物のライフサイクルを通じたCO2排出量

(LCCO2)削減が問われている 2)。 

 近年、都市開発において、CO2 排出量の多い建設時での

削減手法は、RC 造と比較して建築に係る CO2排出量削減

が可能となる木材の利用が有効とされている 3)4)。加えて、

木材が炭素貯蔵効果(1)により地球温暖化防止に寄与するた

め 5)、国は、市街地更新に併せた木造化を促進している 6)。

しかし、大規模木造建築物において使用される直行集成材
(2)(CLT：Cross Laminated Timber)の躯体費及び仕上工事費が

高価なことが課題とされている 7)。 

 さらに、LCCO2は、建築資材の輸送に関わるCO2排出量

までも包含するため 8)、国内木材の積極的な利用が考えら

れるが、安価な輸入材に押されて衰退した国内林業自体の

再生も課題として残っている 9)。 

 これまでのところ、建築物の木造化に関しては、Zhongjia 

et al.が、木造がRC造と比較してライフサイクルCO2が減

少することを 10)、Shaobo et al.が、高い建設費・材料費から、

建築物の耐用年数と木材の再利用を考慮した設計が必要で

あることを明らかにしてきた 11)。CLTは、山口らが、建築

物の室内温熱環境のシミュレーションからCLT造がRC造

と比較して暖房負荷が小さいことを 12)、Bahrami et al.が、軽

量なCLT床の耐荷重性がRC床と比較して地盤への影響が

軽減されること、基礎工事・輸送に係る費用が削減される

ことを明らかにしてきた 13)。市街地更新と併せた環境施策

導入は、須永らが、ZEB化・エネルギーの面的利用で都市

の環境性・防災性が向上することを明らかにしてきた 14)。

しかし、市街地更新に併せた建築物の木造化を環境性の観

点から評価した研究はみられない。 

 そこで、本研究は市街地更新を契機とした建築物の木造

化のあり方を明らかにすることを目的とする。具体的には、

建築物の木造化のRC造と比較したCO2排出量削減効果と

実際の市街地で都市の木造化を想定した場合の有効性を明

らかにするものである。また、市街地では個別建物の避難

安全性だけではなく延焼防止性能等の防災面も重要な課題

であるものの、市街地の木造化によるCO2排出量がどの程

度あるか検討することがまず必要と考え、防災性が確保さ

れていることを前提とした環境性評価を行う。 

 なお、本研究の対象地は、建築物への地域材利用を促進

している札幌都心部(3)を対象にする 15)。それは、札幌市の

周辺に森林資源が豊富で輸送にかかる距離が短いこと、都

心の業務ビルの開発需要が大きいこと 16)、脱炭素化に向け

て、都市計画制度と連動した仕組みを持つなどの理由によ

る 17)。ここでの検討が、森林資源を多く持つ国内諸地域の

活性化とその需要地での利用を検討する際に参考になるこ

とが望まれる。 

 本研究の構成は以下の通りである。まず、国と札幌市・

北海道の木造化に関する計画を整理し、木造化の方向性を

明らかにする。次に、建築物の木造化の有効性を明らかに

するため、木造化の条件を設定した上で、札幌都心部の実

際の建物を対象とした環境性向上効果を検証する。最後に、

札幌都心部の市街地更新に併せた木造化を想定し、都市の

木造化による環境性向上効果を明らかにする。 

2．札幌都心部における木造化の方向性 

 まずは、国、北海道及び札幌市の建築物の木造化の方針

を整理する(表2-1)。 

市街地更新を契機とした建築物の木造化のあり方に関する研究 

 札幌都心部を対象として 

A Study on the Timber Building Developments at the Urban Renewal 

 A Case Study in Sapporo City Center 

小林裕人*・村木美貴** 

Yuto Kobayashi*, Miki Muraki** 

Approximately 30% of CO₂ emissions in Japan is generated from buildings. To solve this problem, it is essential to 
consider how cities can be carbon neutral. For this reason, the Japanese government is promoting the use of wood in 
buildings. This study focuses on the wood construction of buildings in urban renewal and aims to clarify how this 
affects LCCO₂. Firstly, we reviewed government policies and analyzed the direction of wood construction in the target 
sites. After setting the conditions for conversion to wood construction for individual buildings, we evaluated the CO₂ 
emissions comparing RC construction and wood construction. Finally, the effectiveness of wood construction with 
urban renewal was evaluated, assuming the conversion of buildings to wood construction in Sapporo City Center. As 
a result, it was found that wood construction of buildings contributes to the reduction of LCCO₂, and the importance of 
measures based on the characteristics of the city was clarified. 

Keywords: Timber building,Local Wood,Sapporo City,Urban renewal 

木造建築物,地域材,札幌市,市街地更新 
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60分

120分

90分

150分

180分GL

最上階から数えた階数

①4階以下

②5階～9階

③10階～14階

④15階～19階

⑤20階以上

図3-1.階層別耐火時間 

表3-1.木造化パターン 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ

構造 混構造 混構造

木材比率 50% 50%

構造 混構造 混構造

木材比率 50% 50%

構造 混構造 混構造

木材比率 50% 50%

構造 混構造 混構造

木材比率 50% 50%

構造 混構造 木造 混構造

木材比率 50% 100% 50%

Pt最上階から
数えた階数

最上階から
4階以下

5階から9階

10階から14階

木造

RC造 木造

0%

100%

100%

100%

15階から19階

20階以上

RC造 木造

RC造 木造

0%

0%

0%

100%

RC造

表2-1.国が掲げる木造化施策 

中大
規模

地域材
利用

CO 2排出

削減

国土形成計画 2023 国土交通省 ○ ○ ○ ○ ○

農林水産省
地球温暖化
対策計画

2021 農林水産省 ○ ○ ○ ○ ○

環境基本計画 2024 環境省 ○ ○ ○ ○ ○

エネルギー
基本計画

2024
資源

エネルギー庁
○ ○ ○

森林・林業
基本計画

2021 林野庁 ○ ○ ○

林業・
木材産業
の活性化

建築物の木造化

計画 策定年 所轄
森林資
源の循
環利用

表2-2.北海道及び札幌市が掲げる木造化方針 

地域材
利用

CO2排

出削減

北海道環境基本計画 2021 北海道 ○ ○ ○ ○

札幌市気候変動対策
行動計画

2021 札幌市 ○ ○ ○ ○

林業・
木材産業
の活性化

計画 策定年 所轄

建築物への
木材利用 森林資

源の循
環利用

2-1．国にみる木造化の考え方 

 国が掲げる木造化施策は、表 2-1 に示すように、①様々

な省庁で木造化が位置づけられていること、②それが、環

境負荷低減を目的とした中大規模建築物の木造化のみなら

ず、森林資源の循環利用、林業・木材産業の活性化という

産業振興を含めて推進していることがわかる。また、③森

林・林業基本計画を除く全ての計画で建築物におけるCO2

排出量削減が期待されている。これより、国は、木造建物

の普及を複数目的により推進していく方針と理解できる。 

 

2-2．北海道及び札幌市にみる木造化の考え方 

 次に、北海道及び札幌市が掲げる木造化方針を見ると(表

2-2)、北海道及び札幌市は、建築物への木材利用による地域

材利用及びCO2排出削減や、森林資源の循環利用、林業・

木材産業の活性化を推進していることがわかる。つまり、

北海道においても、国同様に木材の利用を積極的な活用を

進める方針であることがわかる。 

3．木造化の条件設定と環境性向上効果 

 ここでは、木造化の有効性を検証するため、その条件設

定を行った上で、札幌都心部における実際の建物を木造化

した場合の環境性向上効果を明らかにする。 

3-1．木造化の条件設定 

3-1-1．木造化の現状 

建築物の木造化は、既往調査より 18)、建物規模の観点か 

 

ら低層で進みやすく、中高層では混構造として進む可能性

が示されている。次に、用途の観点からオフィスやホテル、

商業施設で混構造を中心とした開発が進みやすいものの、

集合住宅では拡大が困難であるとされている。 

そのため、本研究では混構造を含めた木造化を検討し、

オフィス・ホテル・商業施設を対象とする。 

3-1-2．木造化パターンの設定 

 建築物の木造化は、階層別、構造別に要求事項が異なる。

そのため、建築基準法が定める(a)耐火時間と(b)構造別に木

造化パターンの設定を行う。 

(a)耐火時間 

 図 3-1 は、建築基準法が要求する階層別の耐火時間を示

したものである 19)。これより、耐火時間は、①最上階から

数えて 4 階以下で 60 分耐火が要求され、以降は 5 階ごと

に最大 180 分まで 30 分ずつ追加される②～⑤の階層があ

る。 

以上より、建築物の木造化は、階層別耐火時間を検討す

る必要があることから、本研究は、建築基準法で要求され

る耐火時間を基に、階数に応じた木造化を検討する。 

(b)構造 

 建築物の木造化は、図 3-1 からも明らかなように、上層

部で要求される耐火時間が短いことから、上層階のみを木

造とし、下層階をRC 造とする構造の普及が見込まれてい

る 20）。そのため、本研究は、前述した①～⑤の階層に応じ

て、RC造・混構造・木造の3通りを考える。 

なお、構造の設定方法は、建築物の木材比率を変動させ

ることとし、木材比率は、RC造で0％、混構造で50％、木

造で100％と設定する。 

 以上の(a)(b)を踏まえて設定した木造化パターンを表 3-1

に示す。これより、木造化パターンは最上階から順に木造

化を行うものとし、①～⑤の各階層で3通りの構造を設定

する 10 パターンと、すべての階層を混構造とするパター

ンを併せた全11パターンより環境性を評価する。 

3-2．建物の木造化による環境性向上効果のケーススタディ 

 次に、単体建物の木造化による環境性の有効性を評価す

るため、環境性の評価指標を整理した上で、RC造と比較し

た環境性向上効果を明らかにする。 

なお、ここでのケーススタディの対象建物は、すべての

木造化パターンを検証可能な25階建て(4)RC造建物とし、 
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-10.00

40.00

90.00

140.00

190.00
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290.00

RC造 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ

炭素貯蔵 製造 輸送 建設 運用 解体
［kt-CO₂］

248.53 -1.1% -2.2% -3.5% -4.9% -6.2% -7.6% -8.9%-10.3%-11.9%-13.5% -6.8%

図3-9.RC造と木造のLCCO₂と削減率 

図3-4.RC造の建設時CO2排出量 
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図3-5.木造の建設時係数 

y = 0.0004x2-

0.0031x+0.4967

R² = 0.829
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0 5 10 15 20 25 30

木
造
の
建
設
時
係
数

階数

図3-7.木造の運用時CO2排出量 
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図3-6.RC造の運用時CO2排出量 
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図3-8.木造の解体時CO2排出量 

木材需要量[m3]※炭素貯蔵量[kg-CO2]
単位体積あたりの

炭素貯蔵量[kg-CO2/m3]
＝ ×

※木材需要量[m3] ＝ 平均材積率[m3/m2] 延床面積[m2]×

図3-2.炭素貯蔵量の算出式 

LCCO2[kg-CO2] 各段階のCO2排出量 [kg-CO2/m2]＝ 延床面積[m2]×

図3-3.LCCO2の算出式 

表3-2.環境性評価に用いる各種値 

※1 日建設計「概炭ツール」の算出結果より設定 

※2 参考文献28を参照し、協同組合オホーツクウッドピアから札幌都心部までの往復 

輸送距離576[km]に、自動車(国内)のCO2排出量原単位0.0836[㎏-CO2/㎥・㎞]、 

トラックの積載率50％を乗じた値を設定 

数値 単位 備考

0.605 kg-CO2/㎥ 24)

3階以下 0.20

4階以上 0.40

製造時 470.5 kg-CO2/㎡

輸送時 24.3 kg-CO2/㎡

建設時 5432.1×(延床面積)-0.2 kg-CO2/㎡ ※1

運用時 7274.6×(階数)
-0.04 kg-CO2/㎡

解体時 18 kg-CO2/㎡

製造時 292.32 kg-CO2/㎡ 24)

輸送時 24.08 kg-CO2/㎥ ※2

建設時

RC造のCO2排出量×

0.0004×(階数)
2
-0.0031×

(階数)+0.4967

kg-CO2/㎡ 29)

運用時 6638.6×(階数)-0.039 kg-CO2/㎡

解体時 38.862×(階数)0.1083 kg-CO2/㎡

木造

炭素貯蔵量

平均
材積率

26)

25)

27)

27)

項目

㎥/㎡

RC造

 

 

 

 

 

札幌都心部のオフィス・ホテル・商業施設の中から選定す

る。その上で、建物単体でどれほどの環境性向上効果があ

るか試算し、建物の木造化の有効性を明らかにする。 

3-2-1．環境性評価指標の整理 

 木造化は、建築物への炭素の長期貯蔵や、建設・製造時

におけるCO2排出量削減等、環境性向上に向けた利点を持

つ 21)。そこで、既存建築物と木造建築物におけるCO2排出

量と、炭素貯蔵量を評価することで、木造化の環境性向上

効果を明らかにする。なお、炭素貯蔵量は、パリ協定にお

いてCO2吸収量として計上することが可能とされている22)。

また、建築物のCO2排出量は、ライフサイクルにおける評

価が重視される。そこで、LCCO2は、日本建築学会の資料

を参照し 23）、製造・輸送・建設・運用・解体段階で評価す

る。なお、改修段階は、既往研究において木造化のデータ

が低層建物を対象としたものなど限定的であるため、本研

究では考慮しないこととする。加えて、本研究では建物の

階数別にCO2排出量を算定するが、「オフィス・ホテル・商

業施設」の木造化前後における階数別のCO2排出量が不明

なため、住宅用途及び住宅・商業用途複合施設で算定して

いる既往研究 27)29)を参照し、大枠の排出量を検討すること

とした。これは実績値ではなく参考値であるものの、CO2

排出量の少ない都市づくりに向けて、木造化による効果が

どの程度あるか検討することが必要と考え、用いることと

した。 

以上より、環境性の評価は、炭素貯蔵量(図3-2)とLCCO2 

(図3-3)の式を用い、表3-2の値を基に算出する。なお、木

造建築物における各段階のCO2排出量原単位は、国内の既

往研究では低層建築物を対象としており、限定的であるこ

とから、海外の既往研究等で明らかにされた中高層建築物

の数値を近似して設定する(図3-4,3-5,3-6,3-7,3-8)。 

3-2-2．LCCO2の試算 

 図 3-9 は、地上 25 階建てRC 造ホテル(延床面積 36,760

㎡)と表 3-1 に示した木造化の各 11 パターンにおける

LCCO2を50年のライフサイクルとして示したものである。

これより、パターンⅠ～Ⅺの木造化は、RC 造と比較して

1.1%～13.5%の CO2排出量削減効果が得られ、環境性向上

に有効なことがわかる。また、パターンⅠ～パターンⅩに 
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図4-3.各地区の建物用途別延床面積割合 
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6.5%

3.9%

7.7%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

南西

北西

南東

北東

～2030 2031～2040 2041～2050 2051～ 不明

図4-2.各地区の建物更新年代別延床面積割合 

かけて削減率が緩やかに増加していることがわかる。これ

は、図 3-6,図 3-7 より、木造化を行う階層が増加するにつ

れ、LCCO₂の中で最も排出量の多い運用段階でのCO₂排出

量が減少するためと考えられる。 

そのため、建物単体における木造化は、対象とする階層

が多くなり、木材利用量が増加するほど環境性の向上に有

効と考えられる。 

4．札幌都心部の木造化による環境性向上効果 

 2 章より北海道、札幌市共に建築物への木材利用を推進

していること、並びに 3章の単体建物での木造化がRC造

に比較して環境性向上効果に有効であることが明らかとな

ったことから、ここでは、開発需要の高い札幌都心部で木

造化を推進した場合の環境性向上効果を検討する。 

4-1．札幌都心部の建築物の状況 

 木造化は建替え時が最も可能性が高いことから、まず、

札幌都心部の建物の状況を把握する。 

4-1-1．札幌都心部にお

ける地区区分 

 まず、札幌都心部の

土地利用現況を整理す

る。札幌市は、都心まち

づくり計画に、札幌都

心部を図 4-1 に示す範

囲約300haとしており、

都心部を大通り公園と

創成川により 4 地区に

区分している。 

4-1-2．地域別にみる建築物の特徴 

 札幌市は、2050年までの脱

炭素化を掲げているため 31)、

まずは建物更新時期の検討

を行う。建物更新年は、既往

研究をもとに建物用途・構造

別の平均寿命(表4-1)を、札幌

市まちづくり政策局都市計

画部都市計画課より借与さ

れている 2023 年度GIS デー

タの竣工年に加えることで

算出した。 

 

 

 

図 4-2,図 4-3 は、GIS データより各地区の建物更新年代

別延床面積割合、建物用途別延床面積割合を示したもので

ある。これより、2050年までに建物更新を迎える建築物の

割合は、南西地区で約6割と最も大きく、次いで北西地区

で大きいことがわかる。また、建物用途別延床面積割合は、

非住宅が北西地区と南西地区で約9割、北東で約5割、南

東で約3割であることがわかる。そのため、北西・南西地

区は業務商業用途の建物が中心であり、北東・南東地区は

住宅用途と業務商業用途の建物が混在していることがわか

る。 

 以上より、北西・南西地区は、北東・南東地区と比較し

て 2050 年までに建物更新を迎える建築物の割合が多く、

非住宅の占める割合が大きいことが明らかとなった。その

ため、札幌都心部では、北西・南西地区の市街地更新が求

められると考えられる。 

4-2．札幌都心部の木造化による環境性向上効果 

3章より、木造化は単体建物の環境性向上に有効であり、

都市の脱炭素化に向けて木造化の積極的な推進が考えられ

る。しかし、都市の木造化が環境性向上にどれほどの影響

を与えるのか不明確であることから、ここでは札幌都心部

における木造化の方向性と市街地更新シナリオを整理した

上で、そのLCCO₂を試算し、都市の木造化による環境性向

上効果を明らかにする。 

4-2-1．札幌都心部における木造化の方向性 

 これまで見てきたように、木造化はオフィス・ホテル・

商業施設で可能性があり、札幌都心部では非住宅の割合が

多く、再開発の可能性がある北西・南西地区での木造化が

考えられる。 

そのため、札幌都心部の北西・南西地区を対象にオフィ

ス・ホテル・商業用途の建物に対する木造化を検討し、そ

のLCCO₂を試算する。 

4-2-2. 市街地更新シナリオの設定 

 前節で明らかとなった対象地区の建物更新年をもとに、

近年の札幌都心部の開発動向33)を踏まえて市街地更新シナ

リオを設定する。設定方法は、(a)建替え手法、(b)建替え規

模の観点から対象地区の将来像を想定する。 

(a)建替え手法 

 札幌市における脱炭素化の目標年である 2050 年までに

建替えが想定される建物について建替え手法を設定する。 

建替え手法は「個別建替え」と、札幌市が都心部で推進

木造 鉄骨造 RC造

住宅 44年 46年 56年

業務 49年 48年 64年

商業 56年 60年 60年

宿泊 45年 45年 49年

医療 60年 60年 60年

文化 44年 46年 56年

教育 60年 60年 60年

構造
用途

表4-1. 建物用途・構造別の寿命 

     資料)参考文献32より筆者作成 

図4-1.札幌都心部の地区区分 

●●●●●資料)参考文献30より筆者作成 

北西地区 北東地区

南西地区 南東地区

500m
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表4-3. 木造化対象建物の建物規模別延床面積 

A.現状維持型 B.自然更新型 C.地区整備型

4階以下 46,047 207,343 199,231

5-9階 905,575 1,137,063 1,139,735

10-14階 871,976 924,048 927,640

15-19階 119,593 152,705 154,553

20階以上 212,005 212,005 212,005

合計 2,155,196 2,633,164 2,633,164

建物階数
延床面積[㎡]

市街地更新シナリオ 建替え手法 建替え規模

A.現状維持型  個別建替え  同等規模

B.自然更新型  個別建替え  容積率最大

C.地区整備型  共同建替え  容積率最大

表4-2. 市街地更新シナリオ 

図4-5. 市街地更新シナリオ・パターン別のLCCO₂削減率 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

A.現状維持型 3.1% 6.3% 9.4% 12.4% 13.3% 14.1% 14.3% 14.5% 14.6% 14.7%

B.自然更新型 3.9% 7.7% 10.5% 13.2% 13.9% 14.5% 14.7% 14.9% 14.9% 15.0%

C.地区整備型 3.8% 7.6% 10.4% 13.1% 13.8% 14.5% 14.6% 14.8% 14.9% 15.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

している「共同建替え」34)の2通りを以下の通り設定する。 

個別建替え：更新年を迎えた場合、各建物が個別に建て替

わることとする。 

共同建替え：敷地の隣接する建物が同年代に更新年を迎え

る場合は共同で建て替わることとする。なお、共同建替え

が行われない場合は、個別建替えとする。 

(b)建替え規模 

 建物規模は「同等規模」、「容積率最大」の2通りを考え

る。これは、札幌市が都心部で都市機能の集積と併せた建

物規模の拡大を推進していること 35)、対象地区で業務床の

需要が高いためである。 

同等規模：建替え前の延床面積を維持して建て替わるもの

とする。 

容積率最大：建替えを行う地区の指定容積率まで延床面積

が増加し、建て替わるものとする。なお、建替え前で既に

指定容積率以上の建物は、その延床面積を維持して建て替

わるものとする。 

 以上を踏まえ、対象地区における市街地更新シナリオを

以下の3通り設定した(表4-2)。 

A．現状維持型：個別敷地内において、現状の建物規模を維

持したまま個別建替えが行われる。  

B．自然更新型：個別敷地内において、指定容積率まで延床

面積が増加し、個別建替えが行われる。 

C．地区整備型：地区の整備方針に則り、敷地が統合され、

指定容積率まで延床面積が増加し、共同建替えが行われる。 

 

4-2-3．札幌都心部の木造化によるLCCO₂ 

 表4-3はGISデータをもとに、札幌都心部における市街

地更新シナリオ別の木造化対象建物の建物規模別延床面積

を示したものである。これらの建物を木造化した際の2050

年時点の環境性向上効果を3章と同様の方法で試算した( 

 

図4-4,図4-5)。これより、都市の木造化によるLCCO₂(図4-

4)は、単体建物の木造化による結果と同様に、木造化を行

う階層が増加するに従い、CO₂排出量が削減されることが

わかる。しかし、CO₂削減量は、A~Cのシナリオ全てでパ

ターンⅣからⅩにかけて変化が小さくなることがわかる。

これは、木造化による運用時の CO₂減少量が 10 階以上で

は緩やかになる(図3-6,図3-7)ことや、札幌都心部において

10 階建てを境に建物の延床面積が減少する(表 4-3)ことで、

CO₂排出量に与える影響が小さくなることが要因と考えら

れる。 

また、市街地更新シナリオ・パターン別のRC 造と比較

したCO₂削減率をみると(図4-5)、❶A.現状維持型が最も小

さいこと、❷B.自然更新型とC.地区整備型は同様の傾向を

示すことがわかる。これは、まず、❶の理由として、指定

容積率まで建替えたために各階層の延床面積が増加し(表4 
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7,000.00

9,500.00

12,000.00
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17,000.00
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炭素貯蔵 製造 輸送 建設 運用 解体
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図4-4. 市街地更新シナリオ・パターン別のLCCO₂ 
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-3)、その分のCO₂排出量が木造化により削減されたためと

考えられる。次に、❷の理由として、共同建替えにより中

高層階の延床面積が増加したものの(表4-3)、その増加率が

0.2％～1.2％と小さく、CO₂排出量に与える影響が小さいた

めと考えられる。 

そのため、札幌都心部における建物の木造化は、すべて

の建物を木造化するのではなく、まずは環境性向上の恩恵

を多く受けられる最上階から9階までを推進していくこと

が環境性向上に有効と考えられる。 

7．おわりに 

 本研究を通して、市街地更新に併せた建築物の木造化に

ついては、以下の2点が重要と考える。 

(1)高層建築物に対する積極的な木造化の推進 

 本研究を通して、建築物の木造化は、木造化を行う建物

の階層が増加するにつれ、CO₂削減率も緩やかに増加して

いくことが明らかになった。 

 そのため、建築物の木造化は、高層建物ほど環境性向上

の恩恵を受けやすいことが考えられるため、都市の木造化

の積極的な推進に向けた施策の拡充を行いつつ、都心部に

おける開発での木材利用を、例えば、脱炭素の観点から都

市計画マスタープランなどに位置づけ、そこから実現化を

検討することが考えられる。 

 しかし、現状は国内で高層建物の木造化に関する知見や

技術が不足していることから、時間がかかるものと考えら

れる。そのため、9階以下の低層及び中高層建物に対して、

まずは積極的に木造化を推進していくことが重要と考えら

れる。 

(2)市街地の建物特性を考慮した木造化の推進 

 本研究を通して、札幌都心部で市街地更新シナリオを想

定し、対象建物を木造化した際の 2050 年時点の CO₂排出

量及び削減率を試算することで、都市の木造化の環境性向

上効果を評価した。その結果、木造化を行う階層が増加す

るにつれ、CO₂削減率は増加していくものの、10階以上の

木造化は変化が小さくなっていくことが明らかとなった。 

このことから、札幌都心部における木造化は、市街地更

新と併せて9階建てまでの建物に対する木造化の推進が、

都市の環境性向上に有効と考えられる。そのため、他都市

での木造化でも同様に、市街地の建物特性を考慮した木造

化が、都市の木造化に向けて重要といえる。 

 加えて、木材利用による都市のLCCO₂削減は、木造化に

伴い発生する残材・廃機材を利用した木質バイオマス発電

の導入や、その未利用排熱を利用した熱利用システムの構

築による運用時のさらなる CO₂排出量削減も考えられる。

ただし、ここで行わなかったバイオマス発電の利用や廃熱

利用に伴うさらなる CO2 排出量削減のあり方等の分析は、

他日を期したい。 

【補注】  

(1) 木材は吸収した炭素を固定し続け、燃焼されるまで建築物に貯

蔵できる。 

(2) ひき板の繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料。 

(3) 札幌市の都心エネルギーマスタープランにおける計画対象区

域を指す。 

(4) ②～⑤の階層(図3-1)が5階ずつとなり、比較が可能なため。 
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１．序論

１−１.研究の背景及び目的

　近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

　東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

　一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

　このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

　本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

　なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

　公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

　マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

 また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

公共空間におけるマーケットの運営傾向及び配置計画の特徴
-東京都23区のマーケット147事例の空間利用特性に基づく分析- 

Management Trends and Layout Planning Features of Markets in Public Spaces
-Analysis of 147 market cases in central Tokyo based on spatial use characteristics-

マルシェ, 市, 街路市, 公共空間活用, 空間利用

The aim of this study is to analyze 147 market cases in central Tokyo, clarifying operational trends, 
relationships with nearby residents, and characteristics of spatial arrangements. Using cluster analysis, 
five market types were identified, followed by a questionnaire survey targeting organizing bodies to 
explore each type’ s specific features. The analysis revealed five distinct types: "Community-based," 
serving as local relaxation spaces; "Road-based," organized by local groups; "Residential-temples and 
shrines-based," acting as platforms for local information exchange; "Event-based commercial area," held 
irregularly in commercial zones; and "Routine commercial area-based," frequently held in large 
commercial areas. The findings highlight the need for differentiated approaches to market operation 
depending on spatial characteristics, particularly between residential and commercial areas.
Keywords: Marche, Market, Street Market, Public Space Utilization, Space Usage
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TypeA : 交流拠点型 (n=39) TypeB : 道路等公有地型 (n=42) TypeC: 寺社等住宅地型 (n=27) TypeD : 商業イベント型 (n=15) TypeE : 商業日常型 (n=24)

IKE・SUNPARK Farmers Market　（豊島区　IKE・SUNPARK） お茶の水アートピクニック　（千代田区　茗渓通り） 根津の朝市　（文京区　根津神社） JIYUGAOKA Botanical Market　（世田谷区　JIYUGAOKA de aone） Farmers Market @UNU　（渋谷区　国連大学）

No. No. No. No. No.
1 26 48 TENNOZ HARBOR MARKET 82 117 IKE SUNPARK Farmers Market
9 37 56 JINNAN MARKET 84 SANCHA HAVE A GOOOD MARKET!!! 122

10 park:motto 39 63 388 FARM MARCHE 85 123
11 40 65 98 133 in
12 Nippori Share Base 41 66 earth garden 101 139
16  inITABASHI 44 71 103 142
19 47 78 106 146 GAKUDAI PARK MARKET
23 Art Marche in KASAI Seaside Park 48 81 111 Sola
2 31 OMORI KAORU OUR MARKET 74 100 128
6 32 G-round 75 104 131
7  33 76 105 136
8  42 77 107 OLD NEW MARKET 140

13 49 REACH 80 114 143
15 50 87  116 147
21 51 88 119 IKEBUKURO LIVING LOOP
24 52 90 mottainai 120
30 62 95 125 SEIBU Green Marché
3 34 60 121 137
4 36 70 124 138

14 38 72 127 144
18 43 73 129
20 46 89 130
27 58 94 132  
5 28 KOCA 53 86 113 SJE

22 KOITTO 29 64 93 JIYUGAOKA Botanical Market 126 ECODA HEM
25 35 79 99 145 The J GREEN MARCHE
17 59 B-Flat COMMUNE 91 JIYUGAOKA CRAFT BASE MARKET 108 118
54 67 92 Hale Market 109 134 in ARK HILLS
55 Farmers Market @UNU 68 96 110 135
57  69  97 in 112 TOKYO TORCH Market 141
59 B-Flat COMMUNE 83 102 115

18/39
(46%)

23/42
(55%)

14/27
(52%)

8/15
(53%)

10/24
(42%)

TypeD

TypeE

TypeA

TypeB

TypeC

調査対象 ２章で抽出したマーケット147事例の運営団体

調査日時 2024年10月21日～2024年12月27日

調査方法 Microsoft Excel及びGoogle Formsにより作成した、アンケート調査表の配布・回収

主な設問 開催目的、運営体制、座り場

回答事例数 73/147事例(49.7％)【68/130団体(52.3％)】※実際にマーケットを運営する130団体

１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

　このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

　以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

　２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

　３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

　４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

　５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

　最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

　東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

　東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

図-１． ３つの観点により分類したマーケットの類型及び東京都23区のマーケット147事例のアンケート回答状況(７）(８)

表-１． アンケート調査概要
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項目 頻度Ⅲ 頻度Ⅱ 頻度Ⅰ 道路 その他公有地 公園 公開空地 寺社・その他 商業系 住居系 工業系

20 40 60 80 100ヒートマップ　０

開催頻度 開催場所 用途地域

27 10 2 0 0 36 3 0 11 19 9
69.2 25.6 5.1 0.0 0.0 92.3 7.7 0.0 28.2 48.7 23.1

25 14 3 25 17 0 0 0 31 8 3
59.5 33.3 7.1 59.5 40.5 0.0 0.0 0.0 73.8 19.0 7.1

16 11 0 0 0 0 1 26 0 22 5
59.3 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 96.3 0.0 81.5 18.5

15 0 0 0 1 0 0 14 15 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 93.3 100.0 0.0 0.0

0 14 10 0 0 0 15 9 23 1 0
0.0 58.3 41.7 0.0 0.0 0.0 62.5 37.5 95.8 4.2 0.0

n=39
(%)

n=42
(%)

n=27
(%)

n=15
(%)

n=24
(%)

TypeA

TypeB

TypeC

TypeD

TypeE

１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

　本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴　

　本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

　TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

　TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

　TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

　TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

　TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。 以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。 

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

　マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

　TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

　アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

　TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

　また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

表-２． 類型別のマーケットの特徴
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１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

　さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

　鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

　「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

　「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

　「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

　マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。　TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

　本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

　今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

　本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

　類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

　開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

　TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

図-３.運営体制スキーム図

図-２． マーケットの運営の特徴
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n=73 (％) n=18 (％) n=23 (％) n=14 (％) n=8 (％) n=10 (%)
回答数（MA） 73 (%) 18 (%) 23 (%) 14 (%) 8 (%) 10 (%)
地域コミュニティの形成 52 71.2 16 88.9 16 69.6 7 50.0 5 62.5 8 80.0
公共空間の活用 34 46.6 11 61.1 15 65.2 2 14.3 3 37.5 3 30.0
地域資源の活用 25 34.2 5 27.8 7 30.4 7 50.0 3 37.5 3 30.0
近隣住民や来訪者のQOL向上 52 71.2 14 77.8 17 73.9 8 57.1 6 75.0 7 70.0
地元産業・文化の発信 41 56.2 11 61.1 15 65.2 8 57.1 4 50.0 3 30.0
出店者の情報発信の場を提供 52 71.2 13 72.2 15 65.2 11 78.6 6 75.0 7 70.0
出店者の商業販促 38 52.1 6 33.3 15 65.2 8 57.1 3 37.5 6 60.0
自施設への来客促進 38 52.1 8 44.4 12 52.2 8 57.1 4 50.0 6 60.0
商店街の活性化 25 34.2 2 11.1 15 65.2 6 42.9 0 0.0 2 20.0
スタートアップの支援 5 6.8 1 5.6 1 4.3 2 14.3 0 0.0 1 10.0
環境負荷の低減 1 1.4 0 0.0 0 0.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0
その他 13 17.8 5 27.8 4 17.4 1 7.1 2 25.0 1 10.0
回答数（MA） 73 (%) 18 (%) 23 (%) 14 (%) 8 (%) 10 (%)
主催 10 13.7 1 5.6 4 17.4 4 28.6 0 0.0 1 10.0
共催 3 4.1 1 5.6 2 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
後援 3 4.1 0 0.0 1 4.3 0 0.0 0 0.0 2 20.0
ボランティア 12 16.4 1 5.6 6 26.1 2 14.3 2 25.0 1 10.0
出店 35 47.9 10 55.6 12 52.2 7 50.0 3 37.5 3 30.0
来場 68 93.2 16 88.9 22 95.7 14 100 8 100 8 80.0
その他 3 4.1 2 11.1 1 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

　開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

　TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

　開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

　TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

　開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

　TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

　開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

　TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

　本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

　住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

　一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

　本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

　また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

　マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

表-３． マーケットの開催と近隣住民の関係
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群配置面 線 直線 囲込 ランダム 片側 両側 隣接 囲込 離散 常設 仮設 両方

2 B とねりマルシェ 20 ● ー ● ー ー ー ● ● 生涯学習センター ー ● ー ー ● ー ー ● SB
13 B にっぽり世界のうまいもの市（にっぽりまるしぇ） 5～10 ● ー ー ● ー ● ー ● 複合施設（商業＋住宅） ー ● ー ● ー ー ● ー SS
15 B 高島平マルシェ 40 ● ー ー ● ー ー ● ー ー ー ● ● ー ー ● ー ー SB
16 A みつける・つながる くるくるパークinITABASHI 32 ● ー ー ー ● ● ー ● 動物園 ー ● ー ● ー ー ● ー SS
19 A えどがわ楽市 40 ● ー ー ● ー ● ー ー ー ー ● ー ● ー ● ー ー SS
22 D KOITTO マルシェ 10 ● ー ー ー ● ● ー ● 複合施設（商業＋住宅） ● ● ー ● ー ー ● ー VSS
23 A Art Marche in KASAI Seaside Park 20 ー ● ● ー ー ー ● ● 喫茶店 ー ● ー ー ● ● ー ー LB
27 C 池上日和 27 ー ● ● ー ー ー ● ● 寺院 ー ● ● ー ー ー ー ● LB
32 B G-roundイベントマルシェ 15 ● ー ● ー ー ● ー ー ー ー ● ● ー ー ー ● ー SS
34 C ふるさと・クリスマスマーケット 41 ● ー ー ● ー ー ● ● 公営住宅 ー ● ー ● ー ー ● ー SB
39 A 旧中川水彩マルシェ 3 ● ー ー ー ● ● ー ● 道の駅 ● ● ー ー ● ● ー ー VSS
40 A 北欧スタイルマーケット 4 ● ー ー ー ● ● ー ● 道の駅 ● ● ー ー ● ● ー ー VSS
41 A 江戸スタイルマーケット 5 ● ー ● ー ー ー ● ● 道の駅 ● ● ー ー ● ● ー ー VSB
42 B 笑栄会お花見マルシェ 18 ー ● ● ー ー ー ● ー ー ● ● ー ● ー ー ● ー LB
44 A トヨスノマルシェ 8 ● ー ー ● ー ー ● ● 喫茶店 ● ● ● ー ー ● ー ー VSB
45 A 豊洲スタイルマーケット 6 ● ー ● ー ー ● ー ● 喫茶店 ● ● ● ー ー ● ー ー VSS
46 C 豊洲場外マルシェ 15 ● ー ー ● ー ー ● ● オフィスビル ● ● ー ー ● ー ー ● VSB
48 A 天王洲ハーバーマーケット 30 ● ー ー ● ー ● ー ● 清掃工場 ー ● ー ● ー ー ● ー SS
50 B 大崎駅前マルシェ「おおさき二十四節気祭」 13 ー ● ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー LS
54 E 渋谷蚤の市 100 ● ー ー ● ー ー ● ● オフィスビル ー ● ● ー ー ー ● ー SB
58 C 代官山蚤の市 50 ● ー ー ● ー ー ● ● 複合施設（クリニック＋喫茶店） ● ● ー ー ● ー ー ● VSB
60 C ヒルサイドマーケット 8 ● ー ー ー ● ー ● ● 複合施設（商業＋オフィス＋住宅） ● ー ー ー ー ー ー ー VSB
63 A 388 FARM MARCHE 25 ー ● ● ー ー ー ● ー ー ー ● ● ー ー ー ● ー LB
67 E 新宿サザンテラスマルシェ 10 ー ● ● ー ー ● ー ● 複合施設（商業＋オフィス＋ホテル） ● ー ー ー ー ー ー ー LS
72 C 阿佐谷グリーンマーケット - ー ● ー ー ● ー ● ● 神社 ー ● ● ー ー ー ● ー LB
73 C 松ノ木手づくりマルシェ 20～30 ● ー ー ● ー ー ● ● 寺院 ー ● ー ー ● ● ー ー SB
74 B 神明通りあさ市 35 ー ● ● ー ー ー ● ー ー ー ● ● ー ー ● ー ー LB
85 A 三宿さくらマルシェ 12 ● ー ー ● ー ● ー ● 喫茶店 ● ● ー ー ● ● ー ー VSS
86 D 三軒茶屋駅前マルシェ 14 ● ー ー ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー SB
89 C 世田谷観音朝市 17 ● ー ー ● ー ー ● ● 寺院 ● ー ー ー ー ー ー ー VSB
91 E JIYUGAOKA CRAFT BASE MARKET 20 ー ● ● ー ー ● ー ● 複合施設（商業＋オフィス） ー ● ● ー ー ー ー ● LS
95 B 御徒町ミネラルマルシェ 50 ● ー ー ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー SB

100 B お富士さんの植木市 20 ー ● ● ー ー ● ー ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー LS
101 A 太陽のマルシェ 80 ● ー ー ● ー ー ● ー ー ー ● ● ー ー ー ー ● SB
102 E 京橋マルシェ 10 ● ー ● ー ー ● ー ● 複合施設（商業＋オフィス） ● ● ー ー ● ● ー ー VSS
104 B にんぎょうちょうの人形市 50 ー ● ● ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー LS
107 B OLD NEW MARKET 51 ー ● ● ー ー ● ー ● 複合施設（商業＋オフィス） ● ● ー ー ● ● ー ー LS
109 E 交通会館マルシェ 30 ● ー ー ● ー ー ● ● 複合施設（商業＋オフィス） ● ● ー ● ー ー ● ー VSB
111 A Solaマルシェ 15 ● ー ● ー ー ー ー ● 複合施設（商業＋オフィス） ● ● ー ー ● ● ー ー VSS
114 B お茶の水アートピクニック 50 ー ● ● ー ー ー ● ー ー ● ● ● ー ー ー ● ー LB
117 A IKE・SUNPARK Farmers Market 10 ● ー ● ー ー ー ● ● 喫茶店 ー ● ● ー ー ー ー ● SB
120 B なかの里・まちマルシェ 6 ● ー ー ● ー ● ー ● 庁舎 ー ● ● ー ー ● ー ー SS
122 A ねりマルシェ 20～30 ● ー ー ● ー ー ● ー ー ー ● ー ● ー ー ● ー SB
123 A 麦わらマルシェ 5～8 ● ー ● ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー SS
130 C 養源寺マルシェ 23 ● ー ー ● ー ー ● ● 寺院 ● ● ● ー ー ー ● ー VSB
134 E 赤坂蚤の市in ARK HILLS 100 ● ー ー ● ー ー ● ● 複合施設（商業＋オフィス＋住宅） ● ● ー ー ● ● ー ー VSB
136 B 新虎ストリートマルシェ 10 ー ● ー ー ● ー ー ● 飲食店 ー ● ● ー ー ー ● ー LS
139 A 三田マルシェ（やってみたマルシェ） 12 ● ー ー ● ー ー ● ● 複合施設（商業＋オフィス） ● ● ー ー ● ● ー ー VSB
140 B 竹芝みなとフェスタ 3 ● ー ー ● ー ● ー ● 複合施設（商業＋オフィス＋住宅） ー ● ● ー ー ● ー ー SS
147 B 目黒マルシェ 130 ● ー ● ー ー ● ー ー ー ● ー ー ー ー ー ー ー LS

付帯施設敷地形状 滞留空間
滞留空間の種類

VSS配置：来客促進・面状・片側配置　VSB配置：来客促進・面状・両側配置　SS配置：面状・片側配置　SB配置：面状・両側配置　LS配置：線状・片側配置　LB配置：線状・両側配置

配置パターンNo. マーケット名称 店舗数
店舗配置

群配置 店舗と動線の位置関係
有無 種類 自施設の来客向上

類型
有無

店舗との位置関係

１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

　前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

 付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

 マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

　群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

　マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

　群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

　マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

　群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

　マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

表-４.マーケットの店舗配置の分析結果
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１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

　群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

　マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

　群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

　マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

　本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

 本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

　TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

　TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

　TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

　TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

　TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

　以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

　❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。

図-４.類型別マーケットの店舗配置の特徴 (７)(10）
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群配置 マーケット内の店舗の集積を一つのまとまりとして捉えたもの

１．序論

１−１.研究の背景及び目的

近年、東京などの大都市における公共空間（１）の活用が活

発化し、多様な目的を有するイベントの展開がある。特に、賑

わい創出、都市型観光において、公共空間を活用したマー

ケットの開催が注目を集めている１）。

　マーケットは、古くは定期市、江戸時代には街路市と、単

なる商業活動の場にとどまらず、出店者と消費者が直接交

流する場の役割を果たしてきた２）。しかし、近代以降は道路

規制の強化や買い物習慣の変化により街路市は減少した２）。

近代では、近隣住民（１）の偶発的な交流を促し、地域イベン

トを通じてコミュニティ形成を担ってきた商店街などの「交

流機能を有する商業空間」と、購買行動に特化し交流を促

す仕掛けが乏しいショッピングセンターや百貨店などの「交

流機能が乏しい商業空間」とに分化したと考える。

東京都23区は、商業地では、利便性を重視したショッピン

グセンターや大規模再開発による商業施設が増加し、住宅

地では商店街など地域の交流機能を有する商業空間が減

少する現状にあり、地域コミュニティ機能の衰退が顕著と

なっている。そのため、マーケットを開催することで、かつて

商店街が果たしていた日常的な交流と商業活動の双方を補

完し得ると考える。

一方、現代において地域の交流機能を有する商業空間

の事例として、イギリス・ロンドン市のマーケットが挙げられ

る。ロンドン市のマーケットでは、近隣住民との関係構築が

積極的に行われ、確立された運営体制や来場者動線・店舗

配置の工夫（２）により、効率的かつマニュアル化されたマー

ケット運営を実現している３）。

このように、筆者らが参照したロンドンの事例では、確立

された運営体制や来場者動線・店舗配置の工夫が確認さ

れた。これを踏まえ、東京都23区においてもマーケットの開

催促進に向けて、その実態を網羅的に把握し、運営主体と

住民との関係性や空間構成の特徴を体系的に整理すること

が必要であると考える。

本研究の目的は、東京都23区のマーケットを対象に現状

分析を行い、ロンドン市のマーケットに見られる特徴から、

①運営主体の傾向②運営主体と近隣住民の関係③店舗配

置計画の特徴を明らかにする。

なお、本研究における「マーケット」の定義は、鈴木(2016)
６）の既往研究を参考に、①仮設的で、②屋外及び半屋外空

間で売買が行われ、③複数の店舗が連なり、④伝統的な祭

り及びフリーマーケットを除くものとし、類似語である「マル

シェ」及び「市」、単発的なイベント性の高いものも含む。

１-２．既往研究レビュー及び本研究の位置付け

公共空間の利活用に関する研究として、泉山ら(2016)４)は

オープンカフェの社会実験におけるアクティビティ調査か

ら、公共空間の評価意義を明らかにした。今井ら(2016)５)は

フードトラックの出店環境による特徴の違いから、出店形態

別の空間マネジメントの課題を明らかにした。

マーケットの実態に着目した研究として、鈴木(2016)６）は

ロンドンと東京におけるマーケットの比較からマーケットが

もたらす社会的効果及び東京のマーケット開催場所の空間

的特徴を明らかにした。豊嶋ら(2015)７）８）はマルシェ開催の

主目的による類型化を行い、利用者の行動や経緯、利用理

由の分析から各類型の利用者特性を明らかにした。

また、マーケットが近隣住民にもたらす影響に着目した研

究として、下黒沢ら(2010)９）は来場者の来場目的や出店者の

出店目的を分析し、青空市が単に買い物だけでなく、出店者

と来場者の交流の場となることを明らかにした。村上ら

(2024)10）は来場者及び出店者の意識や行動にもたらす変化

を分析し、マーケットへの参加が地域活動への関心につな

がることを明らかにした。

このように、公共空間活用やマーケットに着目し、マーケッ

トの来場者及び出店者に焦点を当て、近隣住民にもたらす

効果を明らかにした研究や空間的特徴・利用者特性などの

マーケットの開催実態を明らかにした研究は一定の蓄積が

見られる。しかし、コロナ禍以降の社会変化を背景に、公園

や公開空地などの多様な開催場所、開催頻度等、東京都23

区におけるマーケットの多様化する特性を捉えた上で、その

特徴を網羅的に分析したものは見られない。また、既往研

究の一部では空間分析が行われているが、道路からの視認

性や駅からのアクセスといった周辺環境との関係性に着目

しており、運営の観点から、マーケット内部の滞留空間や動

線、店舗の配置といった開催場所の既存の空間に焦点を当

て、配置計画のあり方を明らかにしたものはない。

以上を踏まえた本研究の新規性は、社会変化を契機に

多様化したマーケットの特徴を、東京都23区を対象に網羅

的かつ類型ごとに詳細に分析する点である。また、有用性は、

東京都23区におけるマーケット類型化が実務者の知見とな

る点や、アンケート調査による実証的なデータ検証により、

画一的でない多様なマーケットの特性に応じた開催促進の

示唆を提示する点である。

１-３．研究の方法及び構成

２章では、インターネット調査（３）により抽出した東京都23

区のマーケット147事例を対象に、❶開催頻度、❷開催場所、

❸地域特性の３つの観点からクラスター分析(Ward法)を用

いて類型化を行う。このクラスター分析は、大量の情報の単

純化及び類似特性に基づく分類が可能であるため採用し、

抽出された各類型の特徴を体系的に整理する。

３章では、アンケート調査(表-１)より回答を得た73事例を

対象にマーケットの運営傾向を明らかにする。

４章では、３章と同様のアンケート調査より回答を得た73

事例のマーケットについて、マーケットの運営主体と近隣住

民の関係を明らかにする。

５章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体から

収集した50事例の模式図（４）の分析により、マーケットの店

舗配置の特徴を明らかにする。

最後に６章で、本研究の結論及び今後の展望を示す。

２．東京都23区におけるマーケットの特徴と類型化

東京都23区におけるマーケットは、目的や形態が多様化

の状態にあるため、運営傾向や店舗配置等を総合的に分析

することは容易ではない。そのため、マーケットの特徴を整

理し、特徴に基づいた類型化を行い、運営傾向や近隣住民

との関係、店舗配置を分析する必要がある。

２-１．マーケットの類型化のための３つの観点

東京都23区のマーケットの多様化する特性を捉えるため

に、大きく３つの観点(❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特

性)により分析を行う。❶開催頻度は、商店街イベントの利点

と課題点を明らかにした谷口ら11）の既往研究によると、マー

ケットは毎月開催することで出店者や来訪者からの認知が

向上し、日常生活に定着するとある。つまり、開催頻度がマー

ケットの定着に大きく影響する。❷開催場所は、鈴木６）の既

往研究によると、マーケットは公有地だけでなく、寺社、公開

空地、私有地緩衝空間といった多様な空間形態に適応して

おり、開催場所ごとに異なる特徴を有することが指摘されて

いる。❸地域特性は、鈴木６）の既往研究によると、マーケッ

トは周辺環境に影響を及ぼす。したがって、マーケットの開

催場所によって異なる周辺環境を考慮する必要があると考

え、地域特性として用途地域によりマーケットを分類する。

これらを東京都23区におけるマーケットの３つの観点とする。

２-２．調査概要

本章では、インターネット調査（３）により、研究対象及び

「開催頻度」「開催場所」「用途地域」を抽出する。なお、本研

究におけるマーケットの開催頻度は、頻度Ⅰを「１/週≦Ｄ(週

１回以上)」、頻度Ⅱ「１/月≦Ｄ＜１/週(月１回以上週１回未

満)」、頻度Ⅲを「Ｄ＜１/月(月１回未満）」と分類し、分析する。

２-３．クラスター分析による類型化及びその特徴

本研究では、147事例のマーケットを統計ソフト「Ｒ」を用

いた階層的クラスター分析（Ward法）により類型化を行った。

具体的には、❶開催頻度、❷開催場所、❸地域特性の３つ

の観点から、それぞれ変数を、開催頻度は頻度Ⅰ～Ⅲ、開催

場所は「道路」、「その他公有地」、「公園」、「公開空地」、「寺

社・その他民地」、用途地域は「商業系用途地域」、「住居系

用途地域」、「工業系用途地域」に細分類した。クラスター分

析の実施にあたり、開催頻度、開催場所、用途地域の各変数

をダミー変数化し、ユークリッド距離を用いて類似度を測定

した。その結果、最終的に５つの類型に分類することが最適

であると判断した（５）（６）（図-１）。得られた類型はTypeA（39事

例）、TypeB（42事例）、TypeC（27事例）、TypeD（15事例）、

TypeE（24事例）の５つである。次に、クラスター分析から得ら

れた各類型の特徴を５段階のヒートマップに示す（表-２）。

TypeＡ(n=39)

TypeA(以下、TA)の開催頻度は頻度Ⅲが27件(69.2％)、頻

度Ⅱが10件(25.6％)、開催場所は公園が36件(92.3％)と多く、

用途地域は住居系が19件(48.7％)、商業系が11件(28.2％)、

工業系が９件(23.1％)と大差は見られない。TAは用途地域に

関係なく、比較的低頻度で公園を活用して開催する特徴が

ある。以上より、近隣住民の交流拠点になり得ると考え、TAを

「交流拠点型」と呼称する。

TypeＢ(n=42)

TypeB(以下、TB)の開催頻度は頻度Ⅲが25件(59.5％)、頻

度Ⅱが14件(33.3％)、開催場所は道路が25件(59.5％)、その他

公有地が17件(40.5％)、用途地域は商業系が31件(73.8％)と

多い。TBは年１回から月１回の頻度で、商業地の道路などの

公有地を活用して開催する特徴がある。以上より、TBを「道

路等公有地型」と呼称する。

TypeＣ(n=27)

TypeC(以下、TC)の開催頻度は頻度Ⅲが16件(59.3％)、頻

度Ⅱが11件(40.7％)、開催場所は寺社・その他民地が26件

(96.3％)、用途地域は住居系が22件(81.5％)と多い。TCは年１

回から月１回の頻度で、住宅地の寺社などの私有地を活用

して開催する特徴がある。以上より、TCを「寺社等住宅地型」

と呼称する。

TypeＤ(n=15)

TypeD(以下、TD)の開催頻度は頻度Ⅲが15件(100％)、開催

場所は寺社・その他民地が14件(93.3％)、用途地域は商業系

が15件(100.0％)と多い。TDは低頻度で、商業地の私有地を

活用して開催する特徴がある。以上より、TDを「商業イベント

型」と呼称する。

TypeＥ(n=24)

TypeE(以下、TE)の開催頻度は頻度Ⅱが14件(58.3％)、頻度

Ⅰが10件(41.7％)、開催場所は公開空地が15件(62.5％)、寺

社・その他民地が９件(37.5％)、用途地域は商業系が23件

(95.8％）と多い。TEは高頻度で、大規模な商業地の公開空

地等を活用して開催する特徴がある。以上より、TEを「商業

日常型」と呼称する。

３．マーケットの運営傾向（n=73）

本章では、アンケート調査より回答を得た、73事例のマー

ケットの運営傾向を明らかにする。なお、類型別のアンケー

ト回収率はTA(46％)、TB(55％)、TC(52％)、TD(53％)、TE(42％)

であり、類型による偏りは見られない。

３-１．類型別のマーケットの許認可申請の傾向

マーケットの許認可申請について、総数に着目するとTB

(61件)が最も多く、次点でTA(35件)が多いが、TC(14件)、TD(９

件)、TE(８件)は少ない。また、内訳に着目すると、TAは都市公

園占用許可が12件、TBは道路使用許可が14件と最も多いが、

TC・TDは公有地の許認可申請をしていない(図-２－①)。こ

れより、TA・TBのように公有地でマーケットを開催する際は、

開催場所を使用するための公的な手続きが必要であるが、

TC・TDのように民地で開催するマーケットは公有地の許認可

申請が不要であり、許認可申請の負担が少ないと考える。

TEに着目すると、公開空地での開催が多いが、「公開空地

の占用許可」の件数(２件)は少ない。これは、公開空地で開

催するマーケットは東京のしゃれた街並みづくり推進条例

のまちづくり団体登録制度（9）を活用することで、開催場所を

使用するための手続きの負担を軽減すると考える。

３-２．類型別のマーケットの主催団体の傾向

アンケート調査の回答より、類型別のマーケットの主催団

体を整理した(図-２-②)。

TAは「指定管理者」が７件(39％)で最も多い。TBは「商店

街・地域団体」が８件(35％)で最も多く、次いで「指定管理

者」が４件(17％)である。これより、公園や道路等の公有地で

開催するマーケットは開催場所を日常的に管理・活用する団

体が主催する傾向がある。

また、TCは「実行委員会」が８件(57％)で最も多く、次点で

「土地所有者」が３件(21％)であり、TDは「土地所有者」が３

件(38％)で最も多い。複数団体の協働での主催や土地所有

者が主催することで、地域資源や自施設の情報発信を行う

と考える。また、今後、実行委員会における構成員を調査す

ることで、地域とマーケットの関係性が明らかになると考える。

さらに、TEは「マーケット運営会社」が３件(30％)で最も多

く、他の類型との比較においても、「マーケット運営会社」の

割合が高い。これより、TEはマーケット開催を専門とする団体

が主催することで高頻度での開催が可能であると考える。

３-３．類型別のマーケットの運営体制の傾向

鈴木６)及び泉山ら12)の既往研究を参考にマーケットの運

営体制を整理し６種類に分類した(図-３)。

「直接方式」は、主催団体が全運営を担い、主催団体が保

有する土地で開催する「オーナー型」と場所を借りて開催す

る「場所レンタル型」に区分される。なお、指定管理者に関し

ては、開催場所の占用許可が必要になるため、「場所レンタ

ル型」と回答していると考えられる。

「全委託方式」は全運営を外部の団体に委託し、土地所

有の有無により「全委託型(土地保有)」と「全委託型(土地

未保有)」に区分される。

「一部委託方式」は、運営の一部を外部の団体に委託し、

許認可手続きを主催団体が担う「出店管理委託型」と出店

管理を主催団体が担う「手続き委託型」に区分される。

マーケットの運営体制は委託の有無が主催団体のマー

ケット開催の継続性に影響を及ぼすと考える。そこで、運営

の委託の有無に着目すると、TA～TDは「オーナー型」、「場所

レンタル型」の直接方式が最も多く、TAは12件(67％)、TBは18

件(78％)、TCは10件(72％)、TDは５件(63％)であるのに対し、

TEは全委託方式や一部委託方式での開催が多数である(図

-２-③)。 TA～TDのマーケットは、主催団体が開催場所の

許認可等の申請から出店管理まで一貫して担う傾向がある

が、TEのマーケットは、運営の全て又は一部を外部に委託す

る傾向がある。委託により主催団体の負担が軽減され、高頻

度での開催が可能となる一方、委託の進展が過度になると、

近隣住民との関係構築が浸透しにくくなる懸念もある。

３-４．小結

本章では、マーケットの運営傾向を明らかにした。TAは指

定管理者(39％)、TBは商店街・地域団体(35％)が主催する傾

向が見られた。TA・TBは許認可申請の数が多いため、開催場

所を日常的に管理・活用する団体が主催して許認可申請の

円滑化が可能になると考える。また、運営体制について、TE

は委託方式が中心であった。委託により、運営体制の効率化

を行い、主催団体の負担を軽減できると考える。

今後は、実行委員会の構成員や、道路協力団体か否かと

いった主催団体の専門性、さらに委託方式ををとるマーケッ

トにおける委託先団体の属性や専門性を含め、詳細な運営

体制を調査し、その実態を明らかにすることが必要である。

４．マーケットの運営主体と近隣住民の関係（n=73）

本章では、３章と同様のアンケートより、マーケットの「開

催目的」及び「近隣住民の関わり方」を調査し、運営主体と近

隣住民の関係を明らかにする。これにより、運営主体の視点

からみた、近隣住民の位置づけについて論ずる。

４-１．類型別のマーケットの運営主体と近隣住民の関係

類型別のマーケットを「開催目的」「近隣住民の関わり方」

と複合分析し、調査項目ごとにその関係性を５段階のヒート

マップで示す(表-３)。

TypeＡ｜交流拠点型型(n=18)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が16件(88.9％)、

近隣住民の関わり方は、「来場」が16件(88.9％)と最も多い。

TAは近隣住民の居場所となる公園で開催することで、来

場者の買い物の場と交流・憩いの場という２つの機能を併

せもった、空間活用の可能性があると考える。

TypeＢ｜道路等公有地型(n=23)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」が17件

(73.9％）と最も多く、他の類型と比較すると、「公共空間の活

用」、「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「商

店街の活性化」が15件(65.2％)と多い。近隣住民の関わり方

は、「来場」が22件(95.7％)と最も多いが、「ボランティア」が６

件(26.1％)、「主催」が４件(17.4％)という回答もある。

TBは、開催目的を来場者のQOL向上、出店者の商業販促、

地元産業や商店街の活性化と幅広く設定する傾向があり、

主催者やボランティアとして近隣住民が運営の一部に参画

することで、地域全体を巻き込むマーケットであると考える。

TypeＣ｜寺社等住宅地(n=14)

開催目的は、「出店者の情報発信の場を提供」が11件

(78.6％)と最も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、

「地元産業・文化の発信」、「出店者の商業販促」、「自施設

への来客促進」が８件(57.1％)である。近隣住民の関わり方

は、「来場者」が14件(100％)であるが、「主催」・４件(28.6％)

という回答もある。

TCは寺社等の民地での開催が多いことから、出店者や自

施設・地域の情報発信をするために、近隣住民の自発的な

マーケットの開催が可能であると考える。

TypeＤ｜商業イベント型(n=８)

開催目的は、「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が６件(75.0％)と最も多い。近隣住民

の関わり方は、「来場」が８件(100％)であるが、「来場」以外

の項目は少ない。

TDは、近隣住民が、近隣地域外の出店者と直接的な接点

を持てる場としてマーケットを開催することで、来場者のQOL

向上及び出店者の情報発信の場として機能すると考える。

TypeＥ｜商業日常型(n=10)

開催目的は、「地域コミュニティの形成」が８件(80％)と最

も多く、次点で「近隣住民や来訪者のQOL向上」、「出店者の

情報発信の場の提供」が７件(70％)である。近隣住民の関わ

り方はTDと同様の傾向が見られ、「来場」が８件(80％)と最も

多いが、「来場」以外の項目は少ない。

TEは、近隣地域の地域コミュニティ形成と、出店者や自施

設のための商業的な目的を併せて設定する傾向がある。し

かし、地域コミュニティの形成を目的としているものの、近隣

住民の関与は来場者に限られる傾向がある。

４-２．小結

本章では、マーケットの運営主体と近隣住民の関係を明

らかにした。分析の結果、TA・TB・TCとTD・TEで異なる傾向が

見られた。TA・TB・TCは住宅地や公有地での開催が多く、TD・

TEは商業地かつ民地での開催が多いため、この差異には

マーケットの立地条件が影響していると考えられる。

住宅地や公有地で開催するTA・TB・TCに着目すると、TAは

「地域コミュニティの形成」(88.9％)を目的とし、近隣住民の

交流や憩いの場としての機能を有するマーケットを開催す

る。また、他の類型と比べ、TBは近隣住民のボランティア参

加(26.1％)、TCは近隣住民による主催(28.6％)の割合が高く、

住民を巻き込む運営形態が特徴である。これより、近隣住民

が運営者やボランティアとして参画することで、マーケット

が日常生活の一部として定着しやすくなると考える。

一方、公開空地等の商業地の公共空間で開催するTD・TE

に着目すると、TDは「出店者の情報発信の場を提供」(75％)

を目的とし、近隣住民は来場者(100％)としての関与に留まる

ことから、地域内外の接点ができる場として機能していると

いえる。TEは「出店者の情報発信の場を提供」(70％)に加え、

「地域コミュニティの形成」(80％)を目的とし、高頻度開催に

より地域貢献と商業販促を併せ持つマーケットを開催する。

しかし、これらの類型では近隣住民を運営面で巻き込めて

おらず、関与は来場者に限られる傾向があるため、来場以外

の形でも近隣住民が参画でき、交流の場としても機能する

商業空間を意図的に創出する必要があると考える。

５．マーケットの店舗配置の特徴：n=50

本章では、３章と同様のアンケート調査及び運営団体か

ら収集した50事例の模式図の分析をし、マーケットの店舗

配置の特徴を明らかにする。なお、収集した模式図は方位、

縮尺を考慮しない模式的表現が大半を占めるため、これら

の模式図に基づいてマーケットの店舗配置の特徴の分析を

行うこととする。

また、店舗配置は開催場所の物理的制約の影響を強く受

けるため、本章では、５類型よりも空間形状や歩行者動線に

基づく分類が適していると判断した。

５-１.模式図によるマーケットの店舗配置の特徴

マーケットの店舗配置の特徴を分析した（表-４）。配置

計画や立地条件を比較した結果、①敷地形状、②付帯施設
（１）、③店舗の配置の３つに特徴の違いが顕著に現れた。①

敷地形状は細長い形状の「線型」（14件）及び幅広い形状の

「面型」(36件)に分類できる。「線型」、「面型」の敷地形状は、

マーケットの群配置や滞留空間に影響を及ぼすと考える。

②付帯施設としては喫茶店や寺社、オフィスビル、複合施

設などが挙げられた（34件）。そのうち、４章でのアンケート

調査の開催目的の回答において、「自施設の来客向上」を目

的とするマーケットは23件である。運営団体は付帯施設の位

置を考慮して配置計画を行うことで、マーケットだけでなく

付帯施設への来訪を促すと考える。③店舗の配置は、マー

ケット来場者の動線（１）に対して「両側」(27件)と、「片側」(23

件)に分類できる。店舗の配置は、マーケット内の回遊性や来

場者の滞留行動に影響を及ぼすと考える。

５-２.類型別のマーケットの店舗配置の特徴

前節の結果より、店舗配置の類型化及び各配置パターン

の特徴の明確化を行う。配置パターンは、①敷地形状、②付

帯施設の「自施設の来客向上」を目的とするもの、③動線に対

する店舗の配置に着目すると、６つに分類することができる。

マーケットの配置を「来客促進・面状・片側配置」（以下、VSS

配置）、「来客促進・面状・両側配置」（以下、VSB配置）、「面

状・片側配置」（以下、SS配置）、「面状・両側配置」（以下、SB

配置）、「線状・片側配置」（以下、LS配置）、「線状・両側配

置」（以下、LB配置）と称し、各パターンの群配置や滞留空間、

マーケットの類型の割合の特徴を示した（図-４）。

VSS配置｜来客促進面状片側配置(n=７)

付帯施設の種類は、喫茶店が２件や複合施設が３件などで

あり、店舗を付帯施設へ向かう動線に対して配置することで、

付帯施設への来訪を促すと考える。また、滞留空間（１）は「離

散」が５件、常設が６件と比較的多い。マーケットだけでなく、

既存の滞留空間を活用し、来場者の滞留を促すと考える。

マーケットの類型はTAが５件(71％)と最も多く、公園で開催

するマーケットが多い配置だと考える。

VSB配置｜来客促進面状両側配置(n=10)

群配置（１）は、「囲込」が８件と最も多く、付帯施設の主な種

類は寺院が２件で、複合施設が５件である。また、滞留空間

は「離散」が５件、常設が６件と比較的多い。VSS配置と同様、

既存の滞留空間の活用に加え、マーケットの空間全体を使う

ことで、付帯施設へ誘導するだけでなく、来場者がマーケッ

ト内の多くの店舗に来場することが可能な配置だと考える。

マーケットの類型は、TCが５件(50％)と最も多く、TEにおい

ても２件(20％)みられたことから、寺社や大規模な商業施設

の空間で開催するマーケットが多い配置だと考える。

SS配置｜面状片側配置(n=８)

群配置は、「囲込」が５件と最も多く、滞留空間の位置は

「囲込」が４件、仮設の滞留空間が４件と最も多い。外部から

滞留が見えにくく、店舗が内向きで滞留空間を囲うため、閉鎖

的な配置になりやすい考える。そのため、店舗配置と滞留空

間の配置計画を併せて行うことが重要であると考える。

マーケットの類型は、TAとTBが半数ずつを占め、公有地で

開催するマーケットに多い配置だと考える。

SB配置｜面状両側配置(n=10)

群配置は、「囲込」が８件と最も多いが、滞留空間の位置及

び種類に偏りはなく、囲込の店舗配置と自由な滞留空間の配

置により、複雑な敷地形状に適応できると考える。

マーケットの類型は、全ての類型で見られ、６パターンの

中で、最も柔軟な配置計画を行うことが可能だと考える。

LS配置｜線状片側配置(n=８)

群配置は、「直線」が７件と最も多く、滞留空間がない事例

が５件と比較的多いため、滞留空間の確保より、既存の歩行

者動線を配慮した配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが６件(75％)と最も多く、公有地、

特に道路で開催するマーケットが多い配置だと考える。

LB配置｜線状両側配置(n=７)

群配置は、「直線」が６件(86％)と最も多く、滞留空間の位

置は「隣接」が５件、仮設の滞留空間が４件と最も多いため、

LS配置とは異なり、単に通過するのではなく、来場者の滞留

を促すことで、通りに交流をもたらす配置だと考える。

マーケットの類型は、TBが３件(44％)と最も多く、次点で

TA、TCが２件(28％)であるため、道路だけでなく、公園や私有

地で開催するマーケットにも多い配置だと考える。

５-３.小結

本章では、マーケットの店舗配置を６通りに分類し、各配

置パターンについて分析した。その結果を、マーケットの各

類型ごとに整理すると、TAはVSS配置の割合が最も高く、既

存の滞留空間の活用し来場者の滞留を促すことが重要だと

考える。TBはLS配置の割合が最も高く、歩行者動線を重視

することが必要だと考える。TCはVSB配置の割合が最も高く、

動線を考慮した店舗配置により、寺社等の付帯施設へ来客

を促すと考える。TDはVSS配置、SB配置がみられ、SB配置は

全類型に適用可能であり、最も柔軟な店舗配置だといえる。

TEはVSS配置、VSB配置、LS配置がみられるが、大規模な商業

地での開催であるため、VSB配置にすることで自施設への来

客促進が期待できると考える。

６-１.結論

本研究では、目的や形態が多様化する東京都23区のマー

ケットについて、３つの観点（開催頻度、開催場所、用途地

域）から５つに類型化し、類型ごとの運営傾向や運営主体と

近隣住民の関係、店舗配置の特徴を明らかにした。

TypeＡ(交流拠点型)：指定管理者による運営が多く、許認

可申請が円滑化される(３-１,３-２)。また、近隣住民の交流や

憩いの場としての機能し(４-１)、公園の付帯施設への来客

を促すための配置が多い(５-２)。

TypeＢ(道路等公有地型)：日常的に開催場所を管理・活用

する商店街・地域団体等により、許認可申請等の円滑化され

(３-１,３-２)、出店者やボランティアによる地域を巻き込む

運営が特徴である(４-１)。また、道路上での開催では滞留空

間の有無が配置形態に影響する(５-２)。

TypeＣ(寺社等住宅地型)：複数団体による協働運営（３-

１）により、地域資源の発信拠点（４-１）となり、寺社施設を活

用した来客促進型の配置が多い（５-２）。

TypeＤ(商業イベント型)：土地所有者が自施設の情報発

信を目的に開催（３-１）、近隣住民と地域外出店者の交流が

ある（４-１）。

TypeＥ(商業日常型)：外部委託による効率的な運営で高

頻度開催が可能であり（３-３）、商業地での高頻度開催が近

隣住民と来場者のコミュニティ形成に寄与する（４-１）。

以上より、開催場所の特性に応じた運営・配置計画に関

する示唆を考察する。

TA～TCの住宅地の公共空間で開催する場合

　❶許認可円滑化のための管理主体参画：TA・TBのように、

開催場所を日常的に管理・活用する団体の積極的な参画に

よってマーケットの開催が容易になる。❷近隣住民による運

営：TA～TCのように、近隣住民が運営やボランティアとして

参画することで、ロンドンのような地域に根差したマーケット

になり得る。❸既存空間の活用：TA・TCのような常設の滞留

空間の活用やTBのような道路等の既存の歩行者動線を考

慮した配置計画を行うことで、来場のきっかけを創出するこ

とである。　

TD・TEの商業地の公共空間で開催する場合

❶委託方式による高頻度の運営：TEのように、マーケット

開催を専門とする団体に運営を委託し、集客力や売り上げ

の見込める場所で高頻度に開催する。❷地域交流による他

商業施設の差別化：TD・TEでは、来場者と近隣住民出店者が

直接交流することで、周辺商業施設との差別化が図られて

いる。また、運営面での近隣住民参画により、さらに差別化

を図ることができる。❸VSB配置による来客促進：来場者を

付帯施設へ誘導しつつ、空間全体を活用し、来場者がマー

ケット内の多くの店舗へ立ち寄ることが期待できる。

　以上の点を踏まえ、マーケットの開催場所の特性に応じ

た運営や計画を行うことが、東京都23区の公共空間におけ

るマーケット開催の促進及び、来場者の交流の場を備えた

商業空間の創出につながると考える。

６-２.今後の展望

　本研究では、東京都23区におけるマーケット147事例を対

象に、網羅的な分析を行い、公共空間における開催手法の

示唆を得た。しかし、マーケットの開催手法は一律の施策で

は難しい側面があり、事例ごとに異なる実態を明らかにでき

ていない。今後の研究課題として、運営上の課題や工夫を

含めた、詳細な運営体制をヒアリング調査により分析し、運

営実態を把握することが、持続可能なマーケットの開催手

法を明らかにするために必要である。
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都市再生推進法人

急激なハードルの上昇により、
適用事例が極端に減少

ハードルが低い新たな段階的な仕組みの構築により
日本版BIDの適用事例を拡大

実験的BID 制度
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1−1.研究の背景及び目的

　近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

　しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

　しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

　このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

　そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

　エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

　①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

　一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。

BID制度の段階的活用に向けた「実験的BID制度」によるエリアマネジメント手法の提案
-シンガポールにおける「Pilot BID Programme」の仕組み及び成果の分析- 

Proposal for Area-Based Management Methods through an “Experimental BID System” 
toward Phased Utilization of the BID System
-Analysis of the Mechanism and Outcomes of Singapore's “Pilot BID Programme” -

エリアマネジメント、ビジネス改善地区、日本版BID、公民連携

This study focuses on the insufficient verification mechanisms in Japanese BID (Business Improvement 
District) by analyzing Singapore's “Pilot BID Programme” . Through interviews with Singapore's Urban 
Redevelopment Authority, area-based management organizations, and field research, we analyzed the 
program's institutional design, operational structure, and activities. The results showed that an experimental 
approach enables flexible fee collection methods and confirmed the effectiveness of comprehensive support 
through subsidies, hands-on assistance, and coordination functions. The findings suggest that implementing 
a similar trial mechanism in Japan would contribute to the expansion of BID systems nationwide.
Keywords: Area-Based Management, Business Improvement District, Japanese BID, Public-Private Partnership

図-１.日本版BIDの適用事例拡大ステップ（仮説）
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1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

　一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

　さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

　以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

　本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

　本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover 

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

　２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1. シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

　シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

　以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2. 日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。

表-１.ヒアリング調査概要

調査対象

調査方法

調査日時
/担当者

調査項目

①政府機関 : 都市再開発局（URA:Urban Redevelopment Authority）
②PBID プログラム対象地区のエリアマネジメント団体
(1)Discover Tanjong Pagar（タンジョン・パガー地区）
(2)Raffles Place Alliance（ラッフルズ・プレイス地区）
(3)Singapore River One（シンガポール・リバー地区）
(4)Marina Central BID（マリーナ・セントラル地区）

直接対面方式
①URA：2024年９月５日 12:30-13:30（担当者：Adeline Seah、Shermaine Lim）
②エリアマネジメント団体：
(1)2024 年９月４日 15:00-17:00（担当者：Vanessa Tan）
(2)2024 年９月５日 10:30-12:30（担当者：Nicole Batchelor）
(3)2024 年９月５日 16:00-17:00（担当者：Denise Lee、Michelle Koh）
(4)2024 年９月６日 14:00-15:00（担当者：Sherrie Goh）

※シンガポール
　時間

①URA：エリアマネジメントの変遷及びPBID プログラムに至る経緯
　　　　 PBID プログラムの仕組み及び成果　等
②エリアマネジメント団体：PBID プログラムの活用状況及び取組内容

推進体制　等
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1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

　その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

　また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3. シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

　両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

　さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

　以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

　そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。

図-２.日本とシンガポールにおけるエリアマネジメントの歴史的・制度的変遷
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1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

　2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

　PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

　本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

　また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

　PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

　負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

　以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。

図-４.PBID プログラムにおける負担金の徴収及び算出方法

図-３．PBID プログラム対象地区の選定及びエリアマネジメント団体設立のプロセス

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-582-



1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

　①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

　②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

　③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

　以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４. エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

　PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

　タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

　ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

　シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

　マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

　以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2. エリアマネジメント活動の特徴

　各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

　DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

　RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

　SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

　MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

　以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3. エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

　各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

　DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。

図-５.各主体関係図
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タンジョン・パガー地区：Discover Tanjong Pagar（DTP）地区名：団体名
2019設立年

地区範囲 /
構成員分布 /
活動成果分布

写真

写真

不動産会社：４社 / ホテル業者：２社 / 投資会社：１社構成員

空間活用
なし

空間活用
あり

【定期プログラム】社会的弱者への寄付事業（Tanjong Pagar Gives Back/ (A) サステナブル
事業（Bean to Green Initiative）
【単発プログラム】まち歩き企画（Discovery Day Out Walking Trail）
【恒常的空間活用】(B) 公園（Community Green）の維持管理 / 廃材活用による公園の遊び場
整備 / 植樹 / (C) 歩行者利便性の増進（横断歩道・歩行者分離帯の整備）
【短期的空間活用】公園にてマーケットの開催（Community Green Market）
(A)Bean to Green Initiative (B)Community Green (C) 横断歩道の設置 (A) オーディオツアー（看板）

ラッフルズ・プレイス地区：Raffles Place Alliance（RPA）
2020
REIT：３社 / 不動産デベロッパー：２社 /  銀行：２社 / 投資会社：３社

【プロモーション】(A) オーディオツアー / 商業割引企画（Buzz Mark）  

【恒常的空間活用】公園装飾（クリスマス・旧正月）/ (B) 滞留機能の設置（#RPchairs）
【短期的空間活用】(C) 映画上映・音楽・スポーツ等（UNWIND@Raffles Place）
【定期プログラム】健康維持プログラム（毎月）
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活
動

シンガポール・リバー地区：Singapore River One（SRO）地区名：団体名

参考

2012設立年

地区範囲 /
構成員分布 /
活動成果分布

REIT：１社 / 不動産デベロッパー：７社 / 銀行：１社 / ホテル業者：２社 / 個人所有：63者構成員
空間活用
なし
空間活用
あり

【恒常的空間活用】(A) 地下壁面アート / (B) 滞留機能の創出 / 飲食空間の提供（Boat Quay）
【短期的空間活用】(C) イベント活動（Singapore River Festival 等）

マリーナ・セントラル地区：Marina Central BID（MC）
2020
REIT：１社 / 不動産デベロッパー：３社 /  不動産管理会社：１社 / 非営利施設運営会社：１社

【恒常的空間活用】(A) 案内サイン・壁面サイン / (B) 滞留機能の創出
【短期的空間活用】(C) イベント活動（District M等）

エ
リ
マ
ネ
活
動

(C)UNWIND@Raffles Place(B)#RPchairs

(C)District M(A) 案内サインの設置 (B) 滞留ブランコの設置(C)Singapore River Festival(A) 地下道壁面アート (B) 滞留機能の設置

滞留機能
看板
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凡例
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凡例（共通）　　PBID プログラム対象地区の範囲　　　構成員 歩行連続性の強化　　　
※１：筆者撮影（2024年 9月）、※２：筆者撮影（2025年 1月）、Bean to Green Initiative：補注（11）より、UNWIND＠Raffles Place：補注（12）より、Singapore River Festival：補注（13）より、District M：補注（14）より
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1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

　また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

　以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。

図-６.各対象地区におけるエリアマネジメント団体及び活動の特徴
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1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

　URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

　また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

　以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

　また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

　さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６. 日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

　本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

　２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

　３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

　以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2. 日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

　本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

　本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

　対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

　また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

　支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。
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1−1.研究の背景及び目的

近年、我が国では人口減少や行政の財源逼迫を背景に、

持続的な都市の維持管理が課題となっている。そこで、民

間主体による自律的な地域運営手法としてエリアマネジメ

ント（以下、エリマネ）が全国各地で展開され、エリアの価値

及び魅力の維持・向上に資するエリマネ活動が実施される。

しかし、エリマネ活動の持続性を担保する上で、安定的

な財源確保が課題として認識されてきた１）。この課題への

対応として、主に欧米諸国で展開される財源確保の仕組み

ビジネス改善地区（以下、BID）制度を参考とした「地域再生

エリアマネジメント負担金制度」（以下、日本版BID）が2018年

に制定された(１）。本制度により、特定エリア内の利害関係者

から負担金の徴収が可能となり、持続的な財源確保が実現

すると考えられる。

しかし、日本版BIDの適用事例は、制定から７年以上が経

過した2025年４月現在、大阪駅周辺地区の１事例に留まって

いる。その要因として、制度が制定されただけに留まり、各地

区における制度活用の手法や課題を検証する仕組みが不

足することにより、制度活用のハードルが存在する点が考え

られる。したがって、日本版BIDの活用前に検証が可能な、段

階的な仕組みが必要であると考えられる（図-１）。

このような中、シンガポールでは2017年にBID制度の段階

的な仕組みとしてPilot BID Programme（以下、PBIDプログラ

ム）が始動した(２)。本プログラムでは実験的な性格を持つ仕

組みにより、複数都市でエリマネ活動が展開されている(３)。

以上のシンガポールの動向及びPBIDプログラムの仕組みは、

日本版BIDの課題解決に向けて、示唆を与えると考えられる。

そこで本研究では、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組み及び成果を分析し、日本におけるBID制度の段階的活

用手法として「実験的BID制度」を考察することを目的とする。

１-2. 既往研究及び本研究の位置付け

エリマネに関する研究は多岐にわたるが、本研究では①

エリマネ関連制度、②日本国内のBID制度、③海外諸国のBID

制度の３つの観点から、既往研究を整理する。

①エリマネの制度面では、特に都市再生推進法人制度

（以下、推進法人制度）に関する研究の蓄積が見られる。泉

山ら（2013）２）は、推進法人制度の初期段階において、制度

活用の利点や課題、後の展望を考察した。伊藤ら（2016）３）

や山本ら（2021）４）等は、活動実態や運営状況、制度運用の

課題といった制度活用に関する知見を蓄積してきた。また、

松下ら(2023）５）は行政間連携に着目し、制度運用上の課題

を指摘した。以上のように、推進法人制度は基礎的な実態

把握から実務的な課題まで知見が蓄積されており、エリマ

ネを展開する上での制度的基盤として理解が進んでいる。

一方、②日本国内におけるBID制度の研究には蓄積が少

ない。日本版BIDの制定以前は、丹羽ら（2017）１）のように日本

版BIDの必要性や政策提案を言及した研究が一定数みられ

た。そして、制定後、廣山ら（2024）６）は大阪版BID・日本版BID

の両制度を対象に効果及び課題を明らかにし、御手洗ら

（2024）７）は日本版BIDの適用事例が拡大しない要因を、他制

度との比較を用いて考察した。しかし、これらの蓄積では、日

本版BIDの課題に対する具体的な解決手法は示されておら

ず、制度設計や制度活用の支援策等に関する解明は未だ

進行していない。

　また、室田ら（2017）８）、堀ら（2025）９）等により、海外諸国の

BID制度の仕組みや取り組み、その評価手法などの多角的

な調査が行われており、日本のエリマネに対する知見が蓄積

されてきた。しかし、日本国内におけるBID制度の構築に直接

応用可能な知見は未だ不足する現状にある。

一方、海外諸国では③BID制度に関する研究は豊富な蓄

積がある。特に、本研究に直接関連のある、BID制度の国内

導入に関する研究は世界各国で実施されてきた。例えば、

Cook（2008）10）やPeyroux（2012）11）は、米国のBID制度を英国・

南アフリカ共和国それぞれに政策移転したプロセスを明ら

かにした。このように、BID制度の設計に関する知見や考察は

世界各地で蓄積されてきた。

さらに、シンガポールでは、Yulia（2018）12）、Su（2020）13）等

により、国内におけるエリマネ(３)の実践やその効果を検証す

る研究が各地で行われてきた。また、BID制度に関する研究

として、Tan（2023）(４)は、海外諸国の政策動向を整理した上

で、BID制度の試験的導入を追求した。そのような中、PBIDプ

ログラムとしてBID制度の試験的導入が始動したシンガポー

ルを対象に、その制度面・活動面での成果を分析し、日本で

の導入を考察することには意義があると予想される。

以上より、本研究の新規性は、日本版BIDの課題として検

証の仕組みが不足する点に着目し、シンガポールのPBIDプ

ログラムの分析を通じて、BID制度の段階的活用手法を考察

する点である。また、有用性はエリマネ団体や自治体による

制度活用を促進する具体的な仕組みを提示することで、日

本版BIDの普及に向けた実務的な貢献できる点である。

１-3. 研究の方法

本研究では、前述の通りシンガポールのPBIDプログラム

を対象とする。その理由は、①BID制度導入に向けた実験的

プログラムを先駆的に実施する点、②複数地区での実践を

通じて多様な知見が得られる点の２点である。

本研究では、文献調査に加え、PBIDプログラムを推進す

る政府機関である都市再開発庁（以下、URA）及び対象地区

のエリマネ団体（タンジョン・パガー地区のDiscover

Tanjong Pagar（以下、DTP）、ラッフルズ・プレイス地区の

Raffles Place Alliance（以下、RPA）、シンガポール川流域

のSingapore River One（以下、SRO）、マリーナ・セントラル地

区のMarina Central BID（以下、MC）の4団体）(５)に対するヒ

アリング調査を実施する（表-１）。また、現地調査によりエリ

マネ活動の実態把握を行う。これら調査を通じて、PBIDプロ

グラムの設計プロセス及び活用状況、実務者の経験、活動

による空間的変化といった多角的な知見を収集し、日本にお

ける「実験的BID制度」の重要な要件を考察する。

１-4. 研究の構成

２章では、文献調査とURAへのヒアリング調査により、シン

ガポールと日本の両国におけるエリマネの変遷を比較分析

し、両国におけるエリマネの特徴を明らかにする。３章では、

同様の調査からPBIDプログラムの制度的特徴を、制度設計

や運営体制、支援の仕組みに着目して分析する。４章では、

文献調査及び現地調査、そしてエリマネ団体へのヒアリン

グ調査により、活動内容の特徴を分析する。５章では、URAに

対するヒアリング調査及び３・４章の分析結果を踏まえ、

PBIDプログラムの成果及び課題を明らかにする。最後に６章

では、２章から５章を踏まえ、日本におけるBID制度の拡大に

向けた段階的活用手法として「実験的BID制度」を考察し、

今後の研究展開を示す。

２. シンガポール及び日本におけるエリアマネジメントの変遷

本章では、シンガポール及び日本におけるエリマネの歴

史的・制度的変遷やBID制度導入の動向を比較分析し、両国

の相違点を明らかにする（図-２）。

2-1.シンガポールにおけるエリアマネジメントの変遷

シンガポールでは、オーチャードロードやチャイナタウン

等の商業集積地区において、政府機関の後援のもと、地区

内の民間企業を主体としたビジネス協会（以下、BA）が設立

され、政府の補助金や任意の会費収入を活用tしながらイ

ベント活動や環境美化活動等のエリマネ活動が展開された。

しかし、BAによるエリマネは20年以上の実践を経て、以下の

２点の課題に直面した。それは、①活動資金の大半を政府

による補助金に依存する点、②フリーライダーの存在(６)であ

る。これらの課題は活動の継続性に大きな影響を与え、解

散するBAも複数存在した。

以上の課題解決に向けて、都市再開発庁（以下、URA）は

海外諸国で拡大するBID制度の導入を検討し、利害関係者

からの負担金を元手にエリマネ活動を行う手法の構築を目

指した。そこで、BID制度の直接的な法整備に先駆け、法的

拘束力のない実験的な性格を持つ仕組みとして、2017年に

PBIDプログラムを始動した。そして、PBIDプログラムの終了

後は、BID制度の本格的な法整備が想定される。

2-2.日本におけるエリアマネジメントの変遷

　日本では、1998年の中心市街地活性化法制定を契機とし

て、民間企業を主体としたタウンマネジメント組織（TMO）の

設立が全国的に進行した。しかし、当時のTMOは国・自治体に

よる補助金を活用したイベント活用や社会実験に留まる傾

向にあり、活動やその効果の持続性に課題があった。

その後、2002年の大手町・丸の内・有楽町地区における

「大丸有エリアマネジメント協会」設立、2005年の小林らによ

る書籍出版14)等の動向を機に、地域・民間が主体となり、特

定地区における価値の維持・向上に取り組むエリマネが全

国的に広がった。さらに、推進法人制度（2007年）の創設及

びその拡充（2011年）(７)により、エリマネ団体の活動範囲が拡

大され、エリマネ団体が担う役割も同時に拡大した。

また、財源確保手法には、自治体からの補助金に加え、民

間が負担を分担する会費・協賛や収益事業の実施など、各

地で様 な々手法が用いられている。さらに、2014年に大阪版

BID(８)、2018年に日本版BIDが制定され、負担金の継続的な徴

収による安定的な財源確保手法となることが見込まれた。し

かし、2025年４月時点で活用事例はそれぞれ１事例に留まり、

発展途上であるといえる。

2-3.シンガポール及び日本のエリアマネジメント変遷比較

両国の比較により、制度化プロセスに明確な差異が確認

できる。両国とも制度展開には段階的なプロセスの存在が確

認できるが、その特徴は異なる。シンガポールでは、BID制度

の本格導入に先立ち、PBIDプログラムを通じた実験的な検

証を行っている。一方、日本では推進法人制度により活動の

枠組みを確立し、その後、財源確保の仕組みとして日本版

BIDを制定した背景から、独立した複数の制度整備により課

題解決を目指す傾向が確認できる。

さらに、シンガポールと日本とでは、土地所有制度及び行

政機関の体制に大きな違いがある。シンガポールは国土の

大部分を国が所有しており、不動産所有者は土地を国から

借りた状態で運営する仕組みであることから、国・政府機関

の権限が大きい特徴がある。一方、日本は私有地は個人、公

有地は行政により所有され、各 が々所有地の管理・運営を

行う。また、行政機関は国・都道府県・市区町村の三層構造

であるため、行政内でも管理体制が分離されている。

以上を踏まえ、日本版BIDの適用事例を拡大させるために

は、制度の制定のみに留まらず、PBIDプログラムのような実

験的な性格を持った検証の仕組みにより、BID制度の活用を

後押しする新たな制度が必要だと考えられる。また、シンガ

ポールの事例を参考にする上で、シンガポールと日本とで

は土地所有制度と行政機関の体制に差異があることから、

それを踏まえた日本への導入可能性を考察する必要がある。

そこで、次章以降は、シンガポールのPBIDプログラムの仕

組みやその活用によるエリマネ活動の特徴等を分析し、日

本における「実験的BID制度」の可能性を考察する。

３. PBIDプログラムの仕組み及び特徴

3-1. PBIDプログラム対象地区の選定方法

2017年３月、URAはBIDの候補となる地区の利害関係者に

対し、PBIDプログラムへの参加を公募した。その後、応募し

た地区を、①提出した事業計画の妥当性、②地区内での活

動効果の検証、③収支計画の妥当性の３点から評価した

（図-３）。これら評価を通じて、BID制度の適用に適した９地

区が選定された。

3-2. PBIDプログラムの基本的な枠組み

PBIDプログラムは海外諸国のBID制度を参考に仕組みが

構築された。適用期間は４年間と設定され、負担金徴収の対

象となる利害関係者は地区内の不動産所有者である。

本プログラムに基づくエリマネ団体は、地区内の不動産

所有者及びBIDマネージャーで構成されるが、その設立及

び活動の開始には①地区内の不動産所有者の51％以上の

同意及び②推定徴収額の51％以上に相当する地区内の不

動産所有者の同意が必要である（図-３）。この条件により、

実際にエリマネ団体を設立し取り組みを始動した地区は５/

９地区である。シンガポールは政府機関による主導の蓄積

を背景に、エリマネ及びBID制度に関する民間側の認知や合

意形成の基盤が脆弱であることが課題だと考えられる。

また、PBIDプログラムは４年間の事業を経て終了する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、十

分な検証ができなかったため、２年間の延長期間を設けた。

その際、設立時と同様の要件により、４/５地区が延長した。

3-3. PBIDプログラムにおける負担金徴収及び算出の特徴

PBIDプログラムにおける負担金徴収方法は、URAが各地

区のエリマネ団体に委任しており、エリマネ団体が主体と

なって各不動産所有者から徴収を行う。その際、URA含む政

府機関は関与しない方針を取る。負担金の算出方法も同様

で、各エリマネ団体は利害関係者の合意に基づき、柔軟な

算出方法の設定が可能である。ただし、事前に提出する事

業計画の予算に見合う金額の徴収が条件である（図-４左）。

負担金の算出方法は、URAからガイドとして利害関係者の

の推定年間賃料を用いた①段階区分け方式、②固定割合

方式が提示された。DTPは①段階的区分け方式を採用して

おり、その区分けはURAが提供したガイドよりも細分化された

点が特徴的である。一方、その他エリマネ団体には、床面積

の大小に応じて負担金を算出する事例（RPA）や一律の負担

金を徴収する事例（MC）、エリマネ活動の範囲に接する不動

産と接しない不動産で負担金の額に差を設ける事例（SRO）

があり、異なる算出方法が確認できた（図-４右）。

以上より、PBIDプログラムでは負担金徴収及び算出の方

法に柔軟性を持たせたことが確認できる。これにより、複数

の地区及び利害関係者の参画が可能となっただけではなく、

多様な徴収・算出方法の検証につながったと考えられる。

3-4. PBIDプログラムにおける政府機関の支援

PBIDプログラムでは、URAから①補助金、②伴走支援、③

他主体との調整の３つの支援を受けることができる（図-５）。

①補助金は、年間50万シンガポールドル（約5415万円(９)）

を上限として、利害関係者から徴収した負担金と同額の補

助金を得られる仕組みであり、公民の共同出資によりエリマ

ネが展開される。

②伴走支援は、URAは各エリマネ団体に対して担当責任

者を配置し、理事会への参加等を通じて制度運営や事業

実施に関する専門的なガイダンスを提供する。特にエリマ

ネ団体の設立初期段階において、構成員の多くはエリマネ

及びBID制度に関する専門的知識や経験が不足することか

ら、URAによる実務的なアドバイスや運営ノウハウの提供が

重要な役割を果たす。

③URAは、エリマネ団体とその他政府機関との調整を支援

する役割を担う。例えば、公園活用時には、公園の管理を行

う政府機関である国立公園局（National Parks Board）との

連携が不可欠であり、URAはその橋渡し役を担う。

以上の支援により、PBIDプログラムは財政面及び運営面

の双方において実効性の高い支援体制を確立したと考える。

４.エリアマネジメント活動の特徴及び成果

4-1. PBIDプログラム対象地区の概要及び空間特性

PBIDプログラムの対象地区として、2025年１月時点で取り

組みが行われるタンジョン・パガー地区、ラッフルズ・プレイ

ス地区、シンガポール・リバー地区、マリーナ・セントラル地

区の４地区を対象に、地区の概要及び空間特性を整理する。

タンジョン・パガー地区は、オフィスビルやホテル、商業

施設といった複数の都市機能が集積する。広大な芝生空間

を有する広場や複数街区を結ぶ線形の公園が整備されて

おり、イベント利用や日常的な滞留空間として機能している。

また、EW線タンジョン・パガー駅(10)が地区内に位置する。

ラッフルズ・プレイス地区は、シンガポールにおける金融

の中心として発展した業務地区である。高層オフィスビルに

よる建築群で構成され、平日の日中時間帯には多くの業務従

事者が観察される。EW線・NS線ラッフルズ・プレイス駅周辺

には充実した芝生広場を有する公園が存在する。

シンガポール・リバー地区は、シンガポール川に沿った特

徴の異なる3つのエリア（商業・観光機能が集積するボート

キー、飲食店が集積するクラークキー、オフィスと住宅が複

合するロバートソンキー）で構成される。また、河川沿いの遊

歩道は、地区全体を連結する重要な公共空間として機能し

ている。また、NE線クラークキー駅に近接する。

マリーナ・セントラル地区は、４つの施設（商業施設や宿

泊施設、さらに国際展示場等を含むMICEエリア）を有する。

地区内は、歩行者デッキや地下通路によって各施設が接続

され、円滑な歩行者動線を確保している。また、CC線エスプ

ラナード駅及びCC線・DT線プロムナード駅に近接する。

以上の特徴から、対象地区の共通点として、①公園・遊歩

道等の特徴的な屋外公共空間を有する点、②公共交通の

利便性が高い点が挙げられる。これらの特性を持つ地区が

選定されることにより、公共空間を活用した多様な取り組み

の展開及び高い交通利便性を活かした広域的な効果の波

及が意図されたと考えられる。

4-2.エリアマネジメント活動の特徴

各対象地区のエリマネ活動の特徴を以下に示す（図-６）。

DTPは公園活用を中心とした活動を実施しており、公園の

維持管理や植樹活動による環境改善に加え、マーケットの

開催による一時的な賑わいを創出する取り組みも行う。また、

寄付事業やサステナブル事業といった地域コミュニティを

支援するソフト事業も特徴的である。

RPAは地下鉄駅周辺の公園を中心に活動している。短期

的には映画上映やスポーツイベントを開催し、一時的な賑

わい創出に貢献する。また、公園内に滞留機能を常時設置

することで、オフィスワーカーによる日常利用が可能な環境

を整えている。また、地区のオーディオツアーや商業割引企

画といったプロモーション活動も展開する。

SROは水辺空間を中心とした活動を実施しており、河川沿

いの屋外飲食スペースや滞留機能の創出、飲食関連イベ

ントの主催など、水辺の魅力を活かした活動を展開する。ま

た、地下通路では壁面アートを展開し、歩行者に楽しい移

動空間を提供する工夫も行う。

MCは商業施設間を結ぶ歩行者空間に案内サインや壁面

装飾を設け、地区内の移動を円滑にする工夫を行っている。

また、共有スペースを活用したライブイベント等を定期的に

開催し、地区の活性化を図る。

以上より、これらの活動に共通する特徴として、①既存の

公共空間を活動の核として活用する点、②ソフト事業と空間

整備を効果的に組み合わせる点、③地区の独自性の強化を

重視する点が挙げられる。これにより、限られた資源を最大

限に活用しながら持続的な効果を生み出す戦略的なエリマ

ネ活動を実現していると考えられる。

4-3.エリアマネジメント活動による空間活用の特徴

各対象地区における現地調査（2025年１月実施）により、

PBIDプログラムに基づくエリマネ活動の空間活用を詳細に

平面に落とし込み、各取り組みの効果を分析する（図-６）。

DTP及びRPAは既存の公共空間に活動が集中する傾向が

確認できた。RPAは、公園に滞留機能や地区のプロモーショ

ンサインを集中的に配置し、DTPは公園内の維持管理や植

樹による環境保全を行う。

また、DTP、SRO、MCは地区内の線的・面的連続性を向上さ

せる取り組みを実施することが確認できた。DTPは公園と周

辺街区の歩行連続性を高める横断歩道の設置等を実施し、

地区内の線的連続性の向上に貢献している。SROでは地下

通路の壁面アート整備が行われ、地区内の３エリアを線的に

結んでいる。MCでは、商業施設間を結ぶ歩行者デッキや地

下道等に、施設と施設の連続性を強化するサインが設置さ

れ、面的な回遊性の向上を創出している。以上３地区では、

エリマネ活動による地区の広範囲または全体に対する効果

の波及を図った取り組みが特徴だと考えられる。

以上tの空間活用を見ると、PBIDプログラムに基づくエリマ

ネ活動は、「公共空間への集中」と「広域波及」の２種類が存

在することが確認できる。さらに、前者はタンジョン・パガー

地区及びラッフルズ・プレイス地区のような明確に中心とな

る公共空間を有する地区で顕著にみられ、後者はシンガ

ポール・リバー地区やマリーナ・セントラル地区のような線

的・面的な空間構造を有する地区にみられた。この結果は、

地区の空間構造に応じた活動計画の重要性を示唆した。

５. PBIDプログラムの成果及び課題

5-1. PBIDプログラムの成果

URAに対するヒアリング調査により、PBIDプログラムの成果

として以下の２点が明らかになった。１点目は、BID制度の多

様な地域特性に対する適応可能性が確認できた点である。

負担金算出方法や活動内容において、各地区がそれぞれ

の特性に応じた試行錯誤を行うことで、幅広い地区におけ

るBID制度の適用可能性が示された。２点目は、利害関係者

のBID制度に対する理解が深化し、エリマネ団体が実務的ノ

ウハウを蓄積したことにより、将来的なBID制度の本格導入

に向けた組織基盤が構築された点である。

また、３章の制度分析を通じて、PBIDプログラムがBID制

度の本格導入に先立つ実証実験として有効に機能したこと

が確認された。特に、負担金の算出方法の多様性を許容し

たことで、各地区の特性に適した制度設計の知見が得られ、

将来的な法制度構築に向けた検証が可能となった。

以上の成果は、BID制度の活用に向けた段階的プロセスの

有効性を示した。PBIDプログラムは、制度の検証機能を果

たしただけでなく、参加者の理解促進とエリマネ団体の運

営ノウハウ蓄積に大きく寄与した。こうした段階的プロセス

を経ることで、BID制度の本格導入への移行障壁が低減さ

れ、法整備に向けた実証的基盤が形成されたと評価できる。

5-2. PBIDプログラムの課題

URA及びエリマネ団体に対するヒアリング調査を通して、

PBIDプログラムには土地所有権に関する課題があることが

確認できた。シンガポールでは土地の所有権を国が持つこ

とを原則とする背景から、民間主体による空間改変や常設

物の設置は制限され、エリマネ活動は一時的なイベントや

可動式設備の導入に限定される傾向がある。

また、PBIDプログラムでは柔軟な制度設計を重視した結

果、BID制度本来の強制力が弱体化している。具体的には、

負担金算出方法を各地区に委任したことにより、エリマネ団

体の設立要件の１つである「徴収推定額の51％以上に値す

る同意」という条件が、負担金算出基準の調整を通じて容易

に達成可能となる構造的課題を生じている。

さらに、設立要件を満たせず、４/９地区が設立しなかった

点も同様に課題であり、効果を比較検証をする上では、より

多くの地区の参加が重要である。

６.日本版BIDの適用事例拡大に向けた制度構築手法

２章から５章までのPBIDプログラムに関する分析を踏まえ、

重要な制度設計要件の抽出及び具体的な「実験的BID制

度」の仕組みを提案し、今後の展望を示す。

6-1. PBIDプログラムの分析に基づく制度設計要件

本節では、シンガポールのPBIDプログラムの分析、特に３

章における制度設計・仕組みの特徴、４章におけるエリマネ

活動の特徴を踏まえ、BID制度の適用事例拡大に向けた新

たな制度の設計要件が抽出したため、以下に詳述する。

　１点目は、負担金算出方法や徴収方法等に関する制度的

柔軟性の重要性である（3-3）。これにより、多様な地域特性

における運営ノウハウの蓄積や課題検証が可能となった

（5-1）。一方、柔軟性は本来のBID制度が有する徴収の強制

力を損なう可能性があることから（5-2）、柔軟性と強制力の

バランスを意識する必要がある。

２点目は、補助金支援、伴走支援、他主体との調整といっ

た財政面から運営面にかけた包括的な支援体制が、エリマ

ネ団体の活動基盤を確立した点である（3-4）。これら支援

の存在は未経験地区を含む複数地区及び利害関係者の参

加を促し、各団体の資金繰り及び事務負担を軽減させた。

３点目は、公共空間を核としてエリア全体に波及効果を及

ぼす空間戦略である（4-3）。特に「公共空間への集中」と「広

域波及」の２種類の空間活用が確認できた点は、限られた

資源で最大限の効果を生み出すために、地区の空間構造に

応じた活動計画が重要であることを示した。

以上のように、シンガポールのPBIDプログラムから得られ

た知見は、BID制度の検証を行いながらエリマネ団体の運営

ノウハウを蓄積させ、日本版BIDへの移行障壁を低減させる

ことに有用な示唆を与えたと考える。

6-2.日本版BIDの拡大に向けた「実験的BID制度」の提案

本節では、6-1で抽出した制度設計要件に基づき、日本版

BIDの適用拡大に向けた「実験的BID制度」を提示する。

本枠組みは、法令による新設を前提としない運用規程

ベースの実験的なプログラムであり、BID制度の実効性を実

証的に検証することを目的とする。

対象地区は、地区特性や担い手構成の異なる約10地区を

選定し、多様な特性に応じた検証を行う。また、日本版BIDに

規定される民間事業者の３分の２以上という同意要件を

50％程度に緩和することで、制度適用の心理的・実務的

ハードルを下げ、参加地区を確保を優先する。しかし、合意

形成には一定の課題があることが予想される。日本では、民

間鉄道事業者やデベロッパーなど、シンガポールではみら

れなかったエリマネを主導できる組織が各地に存在するこ

とから、これら組織が利害関係者に対する説明や調整を先

導する役割を担うことが合意形成を促進させると考える。

また、日本では、法的拘束力を伴わない柔軟な負担金ス

キームを制度として一般化することは容易ではない。しかし、

任意の会費による資金調達・運用は各地で蓄積されること

から、この蓄積を基盤にBID制度の特性を付与することを提

案する。自治体による監督の元、地区の特性や活動計画の

内容をもとに、各地区独自で会費を算出する。以上により、従

来の方式を用いながらBID制度における負担金活用の検証

を行うことができ、日本版BIDへの移行障壁の軽減及び負担

金算出方法の再検討が可能となる。

支援体制は、自治体による補助金支援、伴走支援、調整

支援が得られることが望ましいが、行政の国・都道府県・市

区町村の三層構造による市区町村の権限不足や人的資源

の制約を考慮すると、対象地区や有識者、関係機関等によ

る協働が必要だと考える。具体的には、それら主体が一堂に

会し、複数地区での実践を通じて得られた知見を横断的に

共有することが可能な会議体を設けることで、自治体を介さ

ずにノウハウや調整機能の向上を図ることができる。

　活動に関しては、公園や広場、遊歩道等の特徴的な公共

空間を有する地区を優先的に選定し、ソフト事業・ハード事

業の双方による公共空間活用を奨励する。これにより、BID

制度を活用した安定した財源による公共空間活用の効果

検証を行う。

　以上の「実験的BID制度」により、負担金の徴収・算出、負

担金を活用したエリマネ活動の効果検証を各地で展開し、

日本版BIDの段階的活用を促進することで、エリマネ活動の

財源確保の安定化及び地域再生への貢献を実現する有効

な枠組みになると考えられる。

6-3. 今後の展望

　本研究では、シンガポールのPBIDプログラムに関する仕

組みの制度設計及びその活用による制度面・活動面での成

果を分析し、それらを元に日本への適用を考察した。一方、

BID制度における主要な論点である「地区の設定」や「受益

算定」等に関する実務的評価は十分ではなく、法的拘束力

のない枠組みの下で、利害関係者の参加をいかに獲得し、

負担金徴収に至ったのかに関する知見は限定的であった。

したがって、今後のシンガポールにおけるPBIDプログラム及

びBID制度の本格整備の動向を検証する必要がある。

　加えて、PBID対象地区のうち未設立・解散に至った地区に

ついては、設立要件を満たせなかった要因が未解明である。

活動を開始した地区との比較分析を通じて、設立・未設立/

継続・解散を分ける要因を明らかにし、より多くの地区が参

画可能となる制度運用モデルを提示する必要がある。
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大阪版BIDは、エリアマネジメント促進条例という大阪市独
自の条例に基づく制度である。
本研究では、1シンガポールドル≒108.3円（2025年4月21日
時点）として表記する。
シンガポールではMRT（Mass Rapid Transit）と呼ばれる地下鉄が
通っており、EW線（East-West Line）、NS線（North-South Line）、
NE線（North-East Line）、CC線（Circle Line）、DT線（Downtown 
Line）の５つの路線で構成される。
Discover Tanjong Pagar, Discover Tanjong Pagar launches Bean to Green 
initiatives on Earth's Day 2022（https://www.discovertanjongp
agar.sg/dtp-launched-bean-to-green-initiative-on-earths-day-2022/）
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Time Out,Singapore River Festival 2024（https://www.ti
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val）より参照（最終閲覧日：2025年４月13日）。
Raffles Place Alliance,Unwind @ Raffles Place（https://www.instagra
m.com/p/C-WwGrWvbdD/?img_index=5&igsh=M3Ztemp4M2twM3Yz）より参照
（最終閲覧日：2025年４月13日）。
Marina Central, DISTRICT M 2023: A Marina Central Festival（https:/
/marinacentral.com.sg/event/district-m-2023-a-marina-central-festiv
al/）より参照（最終閲覧日：2025年４月13日）。

　本調査は、公益財団法人鹿島学術振興財団・一般研究助成に基

づいている。また、シンガポールの都市再開発庁及びエリアマネ
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**正会員 岩手大学農学部 (Iwate University)
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1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

2011年に発生した東日本大震災で、三陸沿岸部は甚大な

津波被害を受けた。多くの被災自治体は沿岸部に建築基準

法第 39 条に基づく災害危険区域を設定した。これは土地

利用規制による将来的な自然災害リスクを軽減する方策で、

居住に適当でない地域からの住居の集団的な移転を行う防

災集団移転促進事業（以下、防集事業）において、移転跡

地買い取りのための必要条件にもなっている 1)。東日本大

震災後、防集事業を利用して 4 県 27 市町村で 36,983 戸が

移転、防災集団移転団地（以下、防集団地）は324団地が

整備された（自力再建8,336戸、災害公営住宅4,186戸）2)。 

東日本大震災後に造成された防集団地は、内陸部の大規

模防集団地（集約型）と、リアス式海岸沿岸部の小規模防

集団地（分散型）に分類できる (1)。小規模防集団地が発生

した背景は、漁業集落単位で住民ニーズに合わせた早期の

住宅再建を目指したためであり、結果的に分散した形で造

成された 2)。国土交通省は半島沿岸部の小規模防集団地が

将来的に持続可能性の点で課題となる可能性を指摘した上

で、生業育成策との連携、また適切な規模の設定を行うた

めの複数小規模集落の集約化検討について言及している 3)。 

防集事業は高度経済成長期の過密問題に関連した農山漁

村地域の過疎化と土砂災害の多発を背景に、魅力あるまち

づくりを目指すことが創設当初の理念であった 4)。しかし

その後防集事業が大規模災害後に実施されるようになり、

流域治水施策にも位置付けられたことから、徐々に適用要

件が緩和されている。2020年から移転先住宅団地の最低規

模が10戸から5戸に緩和(2)、また家屋を失う事前の移転に

対しても適用できるよう変更され 5)、実際に島根県美郷町

では最低要件である5戸の移転が実現するなど、今後より

小規模な単位での移転が多発する可能性がある。 

よって、東日本大震災後に多数造成された小規模防集団

地及び漁業集落における居住動向を把握することは、今後

の防集事業のあり方に寄与する知見となる。現時点で発災

から 14 年、防集事業を含む復興事業の完了から約 6 年が

経過しているため、住民の入居・退去の動きから防集団地

の居住実態を検証することが可能な段階であると言える。 

 本研究では、最も多い地区で防集事業が導入された宮城

県石巻市を対象とする。半島沿岸部の防集団地が造成され

た集落を対象に、立地条件、住民属性、漁業実態を踏まえ

た上で住宅形態別の居住実態とそれに影響を与える要因を

明らかにし、事前復興や災害復興における、土地や建物の

利用率を高めるための示唆を得ることを目的とする。 

1-2. 既往研究の整理と本研究の位置付け 

東日本大震災後の防集事業について、姥浦（2013）は需要

に応じた適正な規模と質で団地を整備する必要性を指摘し

ている 6)ほか、福田（2014）は高齢化が進む中での移転先

団地の持続性を課題として指摘 7)するなど、造成開始の段

階からすでに長期的な団地維持への懸念点が示されていた。 

防集団地居住者を対象とした研究は、高木ら（2022）は名

取市閖上地区の住民に対する調査から、自力再建居住者の

方が災害公営住宅居住者より主体的復興感が高いことを明

らかにした 8)。荒木ら（2021）は石巻市半島沿岸部の大規

模防集団地と小規模防集団地各1団地の住民に対する調査

から、身近な住環境が居住満足度に影響したことを明らか

にした 9)。以上より防集事業の結果、居住形態や身近な住

環境が住民満足度に寄与する要素として指摘された。 

また本研究で扱う石巻市は県内最多の漁業集落数を有す

る漁業が盛ん (3)な自治体である。三陸地域の漁業集落の特

性については、下田ら（2017）が東日本大震災以前の女川

東日本大震災後の小規模防災集団移転団地造成集落の居住実態に関する研究 

石巻市半島沿岸部を対象として 

Research on the Residential Conditions of Villages in Small-Scale Disaster Prevention Group Relocation Complexes 

Developed after the Great East Japan Earthquake 

Focusing on the Peninsula Coastal Areas of the Ishinomaki City 

吉田萌花*・荒木笙子**・山梨裕太***・苅谷智大****・姥浦道生**** 

Moeka Yoshida*, Shoko Araki**, Yuta Yamanashi***, Tomohiro Kariya****, Michio Ubaura**** 
This study examines the residential conditions of villages in small-scale disaster prevention group relocation housing 
complexes developed after the Great East Japan Earthquake, focusing on peninsula coastal areas of Ishinomaki City, 
Miyagi Prefecture. This study revealed three main findings: 1) Many affected households built homes on lots for self-
reconstruction, while a significant number of lots remain vacant; 2) Although large numbers of vacant disaster public 
housing units have not emerged, occupancy is being maintained through general admissions and in-migration; 3) The 
occupancy rate of disaster public housing is influenced not only by locational advantages, but also by relaxed eligibility 
requirements and the involvement of fishery intermediary organizations. These findings provide insights into the plans 
of post-disaster housing in rural coastal communities. 

Keywords: Disaster prevention group relocation housing complex, Residential reality, Fishing settlement, Disaster 

prevention group relocation promotion project, The Great East Japan Earthquake, Ishinomaki City in Miyagi Prefecture 

防災集団移転団地, 居住実態, 漁業集落, 防災集団移転促進事業, 東日本大震災, 宮城県石巻市 
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町における漁業集落の地域共生の仕組みについて、空間的・

社会的資源の利用形態を長時間かけて調整し、集落運営を

行なってきたことを明らかにした 10)。一方、富田（2014）

は東日本大震災後の防集事業により集落の独自性を尊重し

きれなかったことを指摘しており 11)、漁業集落は歴史的に

集落としての共同体的性質が強いことが示されてきた。 

また震災後には漁業集落外（漁業協同組合の所掌地域外）

に一時的または恒久的に居住して漁業に従事する通勤型漁

業者が発生した。2013年の漁業権一斉切替により、沿岸・

養殖漁業を行う共同・区画漁業権について、避難先等に居

住地が変更された場合でも特例的に漁業権の継続保有が認

められたためである。大垣ら（2022）はこれを「通い漁業」

と命名し、離れた仮設住宅からの通い漁業者が多い石巻市

雄勝地区の実態について、震災前の経営状況が被災後如実

に影響したことを示した 12)。渡部ら（2022）は同雄勝地区

の地域外からの通い漁業者について、漁業集落における売

上などの生産性と漁業者数の維持という点で十分に貢献し

ており、新しい漁業形態としての持続可能性を示唆した13)。

なおその後 2023 年の漁業権一斉切替では、漁業協同組合

の支所に所属することを条件に住所要件を撤廃した事例も

あり 14)、漁業の職住一体という前提が変化しつつある(4)。 

以上より本研究では半島沿岸部における小規模防集団地

造成集落を扱い、実態や特徴、持続性の把握のために地理

条件、人的条件に加えて、漁業を主とした生業が重要な意

味合いを持つと仮定して居住実態分析を実施した。 

1-3. 研究の対象 

 本研究で対象とする宮城県石巻市は面積 554.6 ㎢、人口

131,477 人（2025 年 4 月時点）の都市である 15)。東日本大

震災による津波浸水面積は 73km2（市域面積の 13.2%）と

被災自治体の中で最大で、被災住家は合計53,742棟（全住

家数の72.6%）と被害は甚大であった 16)。 

石巻市は 2005 年に 1 市 6 町が合併して現在の市域とな

った。本研究では旧町単位を地区単位として扱い、各地区

を市街地部と半島沿岸部に分類した。市街地部にあたる石

巻地区と河北地区は都市計画区域に指定され、都市機能が

集積している。一方、半島沿岸部は基本的に都市計画区域

外に位置し、鉄道は存在しない。 

復興事業について、石巻市は防集事業導入自治体の中で

最多の6,292戸が移転、防集団地も最多の54地区（自力再

建2,690戸、災害公営住宅1,263戸）が整備され、市街地部

に5地区、半島沿岸部に49地区が整備された 1)。このうち

市街地部の防集事業は土地区画整理事業と合わせて実施さ

れた。また石巻市半島沿岸部の防集団地は住民の希望に沿

って、自力再建宅地と災害公営住宅の両方が同一団地に整

備されており、両方を合わせて防集団地と定義する(5)。 

防集団地の1地区あたり平均団地面積は市街地部が8.3ha、

半島沿岸部が 1.8ha であり、半島沿岸部の防集団地は小規

模分散的であることがわかる(6)。石巻市は2012年度から防

集団地の自力再建宅地造成及び災害公営住宅の建設を進め、

二子団地の一部を除き、2017 年度までに整備が完了した。 

1-4. 研究の方法と構成 

 研究の方法は文献調査と現地調査、ヒアリング調査、多

変量解析による分析によった。2 章では石巻市担当課から

の提供資料に基づく 2024 年 6 月末時点の石巻市の防集団

地の入居・管理等の情報、2024年7月に実施した石巻市担

当課へのヒアリング調査を通して把握した自力再建宅地と

災害公営住宅の募集・管理状況を整理した。 

3 章では多変量解析による分析により、国勢調査や漁業

センサスのデータを用いて主成分分析・クラスター分析を

実施し、半島沿岸部集落の類型化、相関分析を行った。4章

では、各クラスター（以下、CL）から1集落ずつを選定し、

2024 年 6 月から 2025 年１月にかけて、団地の居住実態や

生業の変化を調べるために現地調査と防集団地住民へのヒ

アリング調査、生業・移住支援の実態を調べるために、漁

業中間支援組織へのヒアリング調査を実施し、集落単位の

居住実態を調査した(8)。 

 

2. 石巻市における防集団地の入居・募集の状況 

まず石巻市の防集団地について、市街地部と半島沿岸部

に整備された自力再建宅地、災害公営住宅それぞれの契約・

入居状況を把握した。表-1 に 2024 年 6 月末時点の自力再

建宅地の契約率を示す (9)。市街地部では契約率が 100％で

あるのに対し、半島沿岸部では 83.9％に留まり、未契約の

宅地が77区画存在する。半島沿岸部では、防集団地の整備

期間が長期に渡ったことに加え、漁業権の居住地要件の緩

和により、半島沿岸部の居住の必要性が薄まったことが、

契約率に影響している 18)21)22)。半島沿岸部について、図-1に

石巻市がウェブサイトで未契約区画の分譲宅地の一般分譲

契約募集を開始した2018年度から2022年度までの契約数

の推移を示す。契約数は年間5件以下、計17件に留まる。 

表-1 石巻市の自力再建宅地契約率(2024年6月末時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 石巻市半島沿岸部の自力再建宅地一般分譲契約数 

表-2 石巻市の災害公営住宅入居率(2024年6月末時点) 

 

 

 

 

表-2 に 2024 年 6 月末時点の災害公営住宅の入居率を示

す(10)。市街地部の入居率は 92.5％、半島沿岸部の入居率は

91.5％と同程度である。入居世帯の内訳は、被災世帯の入居

が276戸（85.2%）で、被災世帯の退去等により生じた空き

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-588-



 

 

住戸78戸のうち48戸が一般世帯の入居となっている。 

一般世帯の入居は、2019年3月から開始した一般募集に

よるものである。半島沿岸部では、市街地部と同様に3ヶ

月に1度、災害公営住宅の空き住戸に対する定期募集を実

施し、応募者から抽選で入居者を決定する。市街地部と異

なる点は、定期募集で入居者が決まらなかった場合、期間

を定めず先着順で入居者を決定する常時募集をかける点、

民間の賃貸住宅が無い地域の住宅供給のため入居要件を緩

和した「みなし特定公共賃貸住宅」として募集している点、

市が制度面で国から許可を得た目的外使用住戸として登録

しており、入居率の維持のため工夫している点である 17)。 

以上のように、半島沿岸部においては市街地部と比較し

て空き宅地が埋まりにくい状況であるが、賃貸住宅などの

既存ストックが少ないため、市が災害公営住宅の入居要件

の緩和や募集の強化を実施することで、市街地部と同程度

である9割以上の入居率を維持している。 

 

3. 石巻市半島沿岸部防集団地造成集落の類型化 

3-1. 多変量解析による集落の類型化 

次に集落特徴の差異による居住実態の差異を明らかにす

るため、半島沿岸部の防集団地が造成された 46 集落を対

象に、多変量解析による集落の類型化を行った(11)。表-3に

11の主成分分析入力指標データの作成方法を示す。集落境

界は国勢調査の基本単位区境界を基本とし、「人口」「世帯

数」以外のデータは必要に応じて人口で按分した。 

主成分分析を行った結果を表-4 に示す。累積寄与率が

80％を超える主成分5までを対象とし、主成分負荷量から

各主成分名称を決定した。図-2 と図-3 にはCL別の集落位

置図を地区別に示す。続いて、各集落の主成分5までの得

点を用いて、クラスター分析（ウォード法）を行い、6CLに

分類した。CLの名称は、表-5に示した各CLの主成分得点

の平均と現地調査やヒアリング調査を参考に決定した。 

①「平均的漁業集落CL」は、他のCLと比べて主成分得

点の平均がいずれも0に近いことから、半島沿岸部集落の

平均的な集落であると言える。 

②「大規模漁業集落CL」は、漁業集落規模因子の平均点

が2番目に高く、漁業規模が大きい集落である。拠点性は

平均程度であるが、漁業集落規模因子が比較的高い。 

③「小規模高齢化集落CL」は、高齢化因子の平均点が著

しく高いため、特に高齢化が進行している集落だと言える。 

④「小規模漁業集落CL」は、漁業集落規模因子の平均点

が最も低く、拠点性因子が2番目に高いことから、半島沿

岸部の中では都市的な性格を持つ集落であると言える。 

⑤「人口維持漁業集落CL」は、拠点性因子の平均点が最も

低く、人口維持因子の平均点が最も高いこと、漁業集落規

模因子の平均点が比較的高いことが特徴である。 

⑥「大規模拠点集落CL」は、該当集落が鮎川浜のみであ

り、拠点性因子、漁業集落規模因子が著しく高いことが特

徴である。 

 

表-3 主成分分析入力指標のデータ引用元および作成方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-4 主成分分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 クラスター別集落位置図(北上・河北・雄勝)(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 クラスター別集落位置図(石巻・牡鹿) (7) 
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表-5 CL別主成分分析得点の平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. CL別集落の居住実態と要因との相関 

表-6 CL別平均主成分得点と自力再建宅地数/住宅建築

率・災害公営住宅数/入居率平均の相関係数 

 

 

 

 

 

 

自力再建と災害公営住宅の居住実態と傾向を把握するた

め、CLを構成する主成分因子について、表-6 に2024 年6

月末時点の自力再建宅地数と住宅建築率、災害公営住宅の

戸数と入居率との相関係数を示す。相関係数が 0.9 以上の

強い相関が見られたのは「拠点性因子」と「災害公営住宅

数」（0.92）、「高齢化因子」と「自力再建宅地住宅建築率」

（-0.91）である。前者より拠点性の高い集落（⑥大規模拠

点集落CL）では災害公営住宅が多い傾向があること、後者

より高齢化が進行している集落（③高齢化集落CL）では、

自力再建住宅建築率が低い傾向があることが読み取れる。 

次に居住実態の特徴をCL 別に把握するため、表-7 に各

CL の自力再建宅地数と住宅建築率平均、災害公営住宅数

と入居率の平均、一般募集の平均数と平均入居率を示す(12)。 

①「平均的漁業集落CL」は、自力再建は89.1%の建築率

となっており、通い漁業に切り替えた世帯の存在が理由と

して考えられる。災害公営住宅は入居率、一般募集共に低

く、さらに空き住戸が埋まりにくいことが特徴である。 

②「大規模漁業集落CL」は漁業が盛んであるため、①と

同様に通い漁業に切り替えた世帯の存在により自力再建の

建築率が下がったと考えられる。一方災害公営住宅の入居

率は100%を維持している。 

③「小規模高齢化集落CL」は、自力再建の建築率が最も

低い。高齢化のため再建希望だった世帯が造成前に施設入

居へと意向を変更したことが影響していると考えられる18)。 

④「小規模漁業集落CL」は、自力再建、災害公営住宅い

ずれも概ね平均に近い入居率である。 

⑤「人口維持漁業集落CL」は、自力再建の建築率が最も

高く、災害公営住宅も100%入居している。漁業者が多いこ

とが人口維持に関係していると考えられる。 

⑥「大規模拠点集落CL」は、自力再建の建築率は低いが、

災害公営住宅については募集数、つまり退去数が多いもの

の一般募集で9割近く補充されている。 

表-7 CL別宅地／住宅の数・入居率の平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.防集団地造成集落における詳細な居住実態 

4-1. ケーススタディ対象集落の概要 

3章で示したCL別の傾向に基づき、集落・防集団地レベ

ルの詳細な実態を把握するために、ケーススタディを実施

した。対象集落は各CL（①〜⑥）から、CLの特徴を表す

主成分得点が高く、かつ調査協力が得られた集落を1つず

つ選定した（❶〜❻）。図-4 に各対象集落の位置図を、表-

8 に集落の概要として震災前後の基本情報、産業、漁業、

交通に関する概要を示す。各対象集落について、集落の立

地（地理条件）、住民の属性と生業から特性を整理する。 

（１）集落の立地 

❶荻浜と❺鹿立浜は石巻（半島）地区、❸小島は雄勝地

区、❷小渕浜、❹十八成浜、❻鮎川浜は牡鹿地区に位置す

る。石巻市は立地適正化計画にて、ライフスタイルに応じ

た暮らしのイメージとして市街化区域内を都市型居住促進

エリア、それ以外を住環境保全エリアと位置付けている。 

各エリアには拠点が設定されており、石巻（半島）地区

では、生活サービス施設が充足し交通ネットワークを支え

る拠点として、渡波駅周辺が「準都市拠点」と定められて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 対象集落の位置図(13) 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-590-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。❶荻浜と❺鹿立浜の集落住民は、渡波や市街地部周

辺で買い物や通院を行う傾向がある。交通利便性には差が

あり、❶荻浜は1日12本のバスが運行する一方、❺鹿立浜

は1日1本以下であり交通利便性は低いと言える。 

各地区総合支所周辺には、身近な生活を支える「地域生

活拠点」が設定されている 19)。❻鮎川浜には地域生活拠点

にあたる牡鹿総合支所に加えて病院、学校、観光拠点施設

が位置し、拠点としての機能が強い。学校について、2024

年4月時点で牡鹿地区内の小中学校は❻鮎川浜の鮎川小学

校と牡鹿中学校、大原浜の大原小学校の計3校のみである。

❶荻浜小学校は2014年度からの休校を経て2018年度に閉

校、牧浜集落の東浜小学校と❶荻浜の荻浜中学校は2022年

度末に閉校し、いずれも学区は渡波の万石浦小学校、同中

学校へ編入された。また地区内にスーパーはないが、❷小

渕浜に半島沿岸部唯一のコンビニエンスストアが立地する。 

❸小島は、津波により集落の全世帯が消失し、既存住宅

は残っていない。地域生活拠点にあたる雄勝総合支所から

3.8km、雄勝地区唯一の小・中学校から800mの距離である。 

（２）集落における住民の属性と生業 

次に各集落の住民属性と生業について、CLごとの特性 

を踏まえながら示す。 

①平均的漁業集落CLの❶荻浜は2020年の第一次産業が

67.6%を占めており、第三次産業は10.8%に留まる。震災前

後で漁業経営体数は半減したものの、漁業従事者が一定数

存在している集落である。 

②大規模漁業集落 CL の❷小渕浜は震災前後で人口が

45.0%となり、高齢化率は 31.9%から 47.6%に増加したが、

漁業高齢化率は 20.5%から 17.0%に下がっている。人口規

模は❻鮎川浜に次いで大きいが、漁業経営体数は❻鮎川浜

の2.5倍であるため、漁業が盛んな集落であると言える。 

③小規模高齢化集落CLは高齢化が最も進行したCLで、

❸小島は震災前後で人口が112人から16人へ減少（14.3%）、

高齢化率が66.1%から93.8%と、大幅に増加した。 

④小規模漁業集落 CL は漁業規模が小さく都市的特徴を

持つCLで、❹十八成浜は第一次産業割合が21.1%と低く、

専業漁業従事者は存在しない。漁業経営体数は震災前後で

31.3%に減少した。第三次産業従事者数が約半数を占める。 

⑤人口維持漁業集落 CL は人口維持因子が最も寄与して

いるCL で、❺鹿立浜は震災前後で約 9 割の人口が維持さ

れているほか、2020年の高齢化率は17.1%と対象集落の中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で最も低く、震災前の 35.9%から減少しているほか、2018

年の漁業高齢化率は 0%である。第一次産業従事者割合は

2010年に100%、2020年に90.0%と高い割合で、全世帯が

漁業従事者であり、漁業経営体数も震災前後で同数である。

特に交通利便性が低い地域だが、若い世代の住民が漁業に

従事している。 

⑥大規模拠点集落 CL の❻鮎川浜の人口は対象集落で最

多の736人（2020年）で、高齢化率約5割、漁業高齢化率

は約17%に留まる。❻鮎川浜は大規模集落かつ拠点である

ため、第三次産業従事者割合が約6割である。漁業高齢化

率が高くないため、若い世代の漁業従事者が一定数存在し、

漁業の持続性が担保されていると考えられる。 

4-2. 防集団地の居住実態 

次に、各対象集落に整備された防集団地における居住実

態を把握する。図-5に各集落の詳細図面を、表-9に対象集

落の防集団地における住民属性情報と自力再建、災害公営

住宅の整備戸数、居住実態を示す。防集団地は❷小渕浜に

2 団地、❻鮎川浜に 5 団地、それ以外の集落に 1 団地ずつ

整備されている。団地ごとの分類はせず、集落に紐づいた

防集団地全体の状況を把握した。 

（１）自力再建宅地 

自力再建宅地居住者は漁業の継続や生まれ育った環境で

の生活継続を理由に自力再建した世帯が多かった20)。なお、

被災世帯が自力再建後に空き家になった事例は対象集落内

には存在していない。戸数が多い団地は❷小渕浜の防集団

地で 33 区画、次に❻鮎川浜の 15 区画、そのほかは 10 区

画以下である。住宅建築率は71.4%から100%であった。 

❶荻浜は防集団地の自力再建全世帯が 40-50 代の漁業従

事者で構成されている。集落内の学校が閉校となったため、

子世代が通い漁業をしている世帯が存在する 21)。 

❷小渕浜の防集団地は 81.8%の建築率に留まる。自力再

建世帯は主に 40-50 代の漁業従事者で、❶と同様に閉校な

どの理由から、後継者にあたる若い世帯は子育て等を理由

に市街地部に居住し、通い漁業をする世帯も見られる 22)。 

❸小島は④小規模高齢化集落 CL のなかでも高齢化率が

高く、自力再建世帯には漁業従事者と漁業を引退した世帯

が居住する。建築率は 71.4%であり、高齢化に伴い漁業を

続けられなくなった世帯が見られた 20)。 

❹十八成浜の自力再建宅地には 100%建築されている。

専業の漁業従事者は存在せず、自営業または隣接する❻鮎 

表-8 対象集落の概要(14) 
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川浜でサービス業に従事する世帯が多いことから、漁業者

ではない住民が居住していると考えられる 23)。 

❺鹿立浜の防集団地は集落自体の人数が少ないものの若

い漁業者が多く、後継者のいる世帯は集落に残って、3 世

代同居で自力再建宅地に居住している 24)。 

❻鮎川浜の防集団地は住宅建築率が86.7%で、2人以上の

居住世帯が多い 25)。自力再建宅地の空き区画の分譲募集を

通して住宅を建築した事例が複数あり、うち1件は同じ防

集団地の災害公営住宅から移転した漁業従事者である。災

害公営住宅の家賃が2年目から高額になること、そして集

落内の既存の空き家を改修するよりも自力再建宅地に建築

する方が安価であることが理由であった 25)。また集落内で

経営する漁業会社が、外国人技能実習生のための社員寮を

自力再建宅地に建築した事例がある 18)25)。 

（２）災害公営住宅 

災害公営住宅居住世帯は、単身、または高齢者が多居住

する傾向にある 17)が、退去数はいずれの団地も 0-1 戸程度

と少なく、退去理由は死亡または施設入居であった。 

❶荻浜の防集団地入居世帯は漁業従事者で、一般募集で

は自力再建世帯から世帯分離した住民が入居している 20)。 

❷小渕浜集落は漁業が盛んで、災害公営住宅には単身の

高齢者世帯が多く居住している。一般入居数は2件で、漁

業と鮎川浜のサービス業にそれぞれ従事している。小渕浜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、漁業の規模や集落規模が大きく、拠点である鮎川浜

までのアクセスも良いため、漁業就業者や鮎川浜に勤める

人に住宅の需要があり、災害公営住宅の入居率を 100%に

維持できている 22)。 

❸小島は最も高齢化率が高い集落であるが、一般募集で

は震災後に大阪から移住してきた 20 代の漁業者が入居し

ている。この移住者は、石巻市が漁業就業支援事業を委託

する中間支援組織（一社）フィッシャーマン・ジャパンが

開催するイベントを契機に、小島集落で漁業に就業した。

その後開始した災害公営住宅の一般募集に応募し、災害公

営住宅へ居住を開始した 14)20)。その後結婚を経て、家族 3

人で居住する 20)。新規就業者が公営住宅に居住でき、高齢

化が進む集落の中で集落維持の可能性が見出せた。 

❹十八成浜の災害公営住宅は、一般入居者が7世帯と多

いことが特徴である。石巻市は入居率が低いことから、み

なし特定公共賃貸住宅として3戸を募集して2戸が入居、

目的外使用住戸としてグループホームに4戸を貸し出し、

3世帯が入居した（1戸は共用部として利用）17)。また市営

住宅の集約先に指定されたことから、災害ボランティアを

契機に鮎川浜の市営住宅に入居後、集約に伴い十八成浜へ

移転した世帯も存在する 26)(17)。この世帯は夫婦で居住して

おり、それぞれ鮎川浜のサービス業と狩猟業に従事する。

移住世帯は団地の特徴に、漁業従事者割合の低さから共同

表-9 対象集落の防集団地における住民属性と居住実態(16) 

図-5 対象集落における防集団地周辺図(15) 
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体的性質が弱く、集落住民とコミュケーションが取りやす

いことを挙げる 26)。生業種類と拠点の近さという要因が地

域外からの災害公営住宅への定住に影響していると言える。 

❺鹿立浜の一般入居数は0であるが、若い世代が多く、

全世帯が漁業就業者であるため、漁業の担い手育成事業に

も積極的である。繁忙期には短期アルバイトを受け入れて

いることから、交流人口は多い 24)。よって今後空き住戸が

発生した場合、需要が見られる可能性がある。 

❻鮎川浜は45戸と整備戸数が多く、入居率は91.1%であ

る。災害公営住宅には単身者が多く入居しており、漁業者

や観光サービス業に従事する世帯が多い。災害公営住宅の

一般入居数は5世帯で、集落外から鮎川浜の観光拠点施設

へ学芸員として就職するために移住した世帯が2世帯含ま

れる 25)。うち1世帯は一般募集と移住のタイミングが合わ

ず、災害公営住宅へ入居できるまでの間は知人の伝手で空

き家や民宿を月単位で借りて生活していた25)。鮎川浜では、

災害公営住宅の空き住戸が移住者の住まいとして機能して

いることのほかに、既存空き家は恒久的な住まいとしては

選ばれていないことが明らかになった。 

（３）小括 

自力再建宅地は、基本的には集落に被災前から居住して

いる世帯が、漁業の継続や住み慣れた土地へ継続居住した

いという希望で自力再建したケースが多かった。漁業規模

によらず 40-50 代の漁業従事者が多く居住している場合、

学校が閉校したことや漁業権の緩和から、後継者にあたる

次世代は通い漁業で漁業と暮らしを両立させていた。一方

で全世帯が漁業従事者の場合、自力再建宅地に3世代同居

することで、交通利便性が低い中で人口が維持されている

場合も見られた。サービス業の割合が大きい拠点的集落で

は、自力再建宅地の空き区画分譲事例として社員寮など他

用途の活用が見られたが、それ以外の集落の空き区画は活

用されていない。 

災害公営住宅は、被災世帯のうち単身者、高齢者が多く

居住する傾向にあり、多くの集落で入居率9割程度が維持

されていた。空き住戸については、防集団地内の世帯分離

者や公営住宅の集約先など、地域内で一定の需要が見られ

た。また一般入居世帯は、新規漁業者や拠点における観光

業を中心としたサービス業の新規従事者が、就業のために

集落を選び、移住したものである。このため、漁業規模が

大きい、拠点性が高いまたは近い、戸数が多いなどの特徴

を持つ、漁業やそれ以外の職業の選択肢が多い集落におい

ては、近隣や地域外からの移住者を受け入れやすい。また、

高齢化が進行する集落であっても、漁業が維持されており

拠点に近い集落において、中間支援組織の助けにより、集

落外から新規漁業者の転入を受け入れることが可能となっ

ている。これらの前提として災害公営住宅の一般入居募集

への要件緩和が機能していた。 

むしろ、この一般入居募集については空き戸数やタイミ

ングなどの理由から、集落内に仕事があっても居住できな

いまたは居住に時間がかかるなどのケースさえ見られた。

一方で、住宅ストックにあたる既存空き家については、流

通が少なく、修繕費用が高額になるなどの課題があり、活

用も容易ではないことも明らかになった。 

以上より災害公営住宅は、住宅ストックが限られる半島

沿岸部において地域内外の住民の居住場所となっており、

需要が空き戸数よりも大きい集落の存在も確認された。 

 

5. 結論 

 本研究では、石巻市半島沿岸部の小規模防集団地が造成

された集落を対象に、事前復興や災害復興における今後の

防集団地の計画、土地や建物の利用率を高めるための示唆

を得ることを目的として、防集団地の分類と各団地の居住

実態を調査した。 

（１）防集団地における形態別の居住実態 

本研究では半島沿岸部の防集団地が造成された 46 集落

を対象に、多変量解析を用いて集落を類型化した結果、特

に集落の拠点性、漁業集落規模、高齢化についての因子が

集落の特徴に紐づいていた。 

自力再建宅地は、基本的に集落に被災前から居住してい

た世帯が居住している。漁業の居住要件緩和や学校の廃校

に伴い、自力再建をした親世代の住宅を拠点として子世代

が通い漁業を取り入れる居住形態が見られ、漁業継続のた

めの中心的な役割を自力再建宅地が担っている。 

災害公営住宅は入居世帯の約 85%が被災世帯で、単身世

帯や高齢者世帯が多い。居住世帯は主に漁業、また拠点付

近の集落では観光業を中心としたサービス業に従事する世

帯が多い。拠点性や漁業規模、戸数規模の大きい防集団地

ほど、住宅ストックが限られる半島沿岸部において移住者

の居住場所として機能している実態が明らかになった。 

（２）防集団地における空き区画、空き住戸の対応 

自力再建宅地の宅地契約率は市街地部の 100%に対して半

島沿岸部は83.9%に留まっており、一般分譲契約は空き77

区画中17件（22.0%）に留まり、埋まりにくい現状がある。

ケーススタディからは、拠点性を持つ人口規模の大きい集

落において分譲されやすいことが明らかになった。分譲さ

れた土地には、震災前から半島沿岸部地域に住む世帯の家

や漁業会社の社員寮が建ち、地域外からの移住者が契約し

た事例は確認できなかった。 

災害公営住宅では退去が発生し始めているが、特に拠点

性が高いまたは生業となる職場のある集落において、地域

外からの移住者が居住しており、需要超過の場合も見られ

た。一方で需要が見込めない団地においては積極的に目的

外利用を認めることで、新規にまとまった活用ができる可

能性がある。 

移住者が災害公営住宅に入居するまでの過程で、既存空

き家の一時的な利用が見られたが、実際には既存空き家は

流通が少なく、また修繕費用が高額になるなどの課題があ

り、十分に活用することは難しいと言える。 

（３）今後の防集団地の計画、団地の維持への提言と課題 

半島沿岸部の防集団地では今後住民の高齢化が進行して

入居率が下がることが想定され、宅地利用率また公営住宅
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入居率の維持が防集団地の持続性を高めることにつながる。 

地域外から移住希望者の存在が見込める、一定の漁業規

模や拠点性を持つ集落、そして高齢化の進む集落において

は、漁業を含めた生業のマッチングを主軸とした移住支援

と移転先決定までの支援を実施することで、災害公営住宅

の入居率を維持できると考えられる。 

今後の過疎地域における防集事業の計画への政策的な示

唆として、今回の事例のように居住希望調査を綿密に実施

した上で戸数を決定するような住宅ストックが限られる地

域においては、災害公営住宅が将来的な移住者の居住先と

して機能する可能性が挙げられる。 

本研究の限界は、防集団地造成完了から約6年が経過し

た段階でより大きな防集団地の入退去の動きを想定してい

たが、実際には居住継続世帯が多く、防集団地完成時点か

ら居住実態に大きな変化は見られなかった点である。今後

も継続的に動向を追う必要がある。 
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【補注】  

(1) 石巻市復興企画部復興推進課に対するヒアリング調査をもとに構想し

た。なお、宮城県（2022年）「復興まちづくりの検証」に示された「防集
事業の実施状況」に示されたデータからは防集団地 1 地区あたりの平均
計画戸数は高台移転が18.8戸、内陸移転が76.7戸と算出できる。よって、
内陸部における大規模防集団地（集約型）と、リアス式海岸沿岸部におけ
る小規模防集団地（分散型）と定義した。 

(2) 移転先住宅団地の最低規模が10戸から5戸に制度改正されたのは2020

年であるが、2004年新潟県中越地震後、2011年東日本大震災後には特例
的に5戸に緩和されていた。 

(3) 世界最大漁場の金華山の存在、特定第三種漁港の石巻漁港の存在から。 

(4) 文献12では地域外と同一集落内の高台移転先からの通勤も「通い漁業」
の定義に含んでいるが、本研究では地域外からの通勤のみ、文献13に「地
域外通い漁業」と示されている漁業形態を「通い漁業」と定義した。 

(5) 半島沿岸部にあたる河北地区の二子団地に関しては、沿岸部からの移転

者を内陸部に集約的に受け入れた全 372 戸の大規模団地であるため、本
研究の対象からは除外した。 

(6) 文献2より筆者算出。二子団地は除く。 

(7) 国土数値情報、ArcGIS背景地図より作成。 

(8) 個人情報保護の観点から、居住者の属性に関する量的データは入手不可
能であった。そのためケーススタディとしては対象地を限定してヒアリン
グ調査等により個別の情報を収集した。調査内容は、主に居住者の属性(年
齢、職業等)、入居の動向、生業の実態である。 

(9) 表1、図1は石巻市復興企画部復興推進課からの提供データをもとに作
成。文献2と数値が異なる場合がある。なお契約率には実際には契約のみ

で住宅建設のない区画も含まれる。 

(10) 表 2 は石巻市建設部住宅課からの提供データをもとに作成。文献 1 と

数値が異なる場合がある。 

(11) 文献 2 における半島沿岸部防集団地には 48 地区が掲載されているが、
公開データ同士で区域区分が異なる集落データを調整した結果、本研究
では集落数を46として分析を進める。 

(12) 災害公営住宅の一般募集住宅数は一般募集が始まった「2019年3月か
ら2024年3月までの募集住宅数の累計」を、各CLの「集落数」で割っ
て求め、一般募集平均入居率は、CL毎に「募集による入居戸数」を「募
集住宅数」で割って求めた。 

(13) 国土数値情報、ArcGIS背景地図、国勢調査（2020年）境界データより

作成。 

(14) 国勢調査 2020 年、漁業センサス 2018 年より作成。拠点は、拠点の中

心位置と集落中心点の距離を筆者が GIS 上で算出した。国勢調査基本単
位区データについて❶荻浜、小積浜、❷小渕浜、❸小島、❹十八成浜、❺
狐崎浜鹿立屋敷、❻鮎川浜のデータをそれぞれ集計した。 

(15) 国土数値情報、ArcGIS背景地図、Zmap townⅡ（2020年度Shape版）
宮城県データセットを利用して作成。 

(16) 住民属性情報は、2024 年 7 月から 2025 年 1 月に各集落で実施した全
10回のヒアリング調査結果（文献20〜26）より作成。防集団地戸数は石

巻市復興事業情報資料、災害公営住宅入居率は石巻市住宅課提供資料、自
力再建宅地建築率は全10回の現地調査（文献20〜26と同日）より作成。 

(17) 石巻市営住宅等の用途廃止に伴う入居者移転計画の1期目（2020年〜
2024年）において復興住宅が移転先の対象となり、2024年から牡鹿地区
の復興住宅が移転先の対象になったことに伴う。 
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* 学生会員・筑波大学大学院 システム情報工学研究群 (University of Tsukuba)

** 正会員・筑波大学 システム情報系 社会工学域 (University of Tsukuba)

1．はじめに 

日本では，現在人口減少が進行しており，2050年には国

の総人口は 9,500 万人まで減少すると推計 1)されている．

また，同時に高齢化も進行し，地方部を中心に地域づくり

の担い手不足が深刻化している．2024年には人口戦略会議

にて，若年女性人口が 2020 年から 2050 年までの 30 年

間で 50％以上減少する自治体(消滅可能性自治体)を公表

し，全体の約4割となる744の市町村が消滅可能性自治体

に該当する 2)結果となった． 

こうした状況下で，それらの課題解決に向けて関係人口

という概念に注目が集まっている．関係人口は交流人口と

定住人口の中間の存在として位置づけられ，特定の地域に

継続的に多様な形で関わる人 3)と定義されている．こうい

った関係人口は，現在，全国に約2,300万人いると推計 2)さ

れており，具体的な活動の詳細は3．にて述べる．  

そうした関係人口だが，2020年初頭のコロナ流行が起き

たタイミングで，三密回避やステイホームなどの外出制限

や人との関わりの抑制がされたことで，関係人口の中で地

域に対する関わりの一時中断や，コロナ収束後もそのまま

関わりを復帰することなく無関与者となってしまうといっ

た変化が生じたと考えられる． 

こうした中で，中断や中止をしてしまった関係人口の復

帰や，テレワークの普及などにより大きく状況が変化した

状況下で今後の関係人口施策を今一度検討する必要がある

と考えられる．国や地方自治体としてはそうした施策を実

現するために，アプローチすべきターゲットを明確に設定

することが有用であると考えられる．こうしたターゲット

の設定は自治体による政策・施策だけでなく，民間企業の

告知戦略などにおいてもペルソナマーケティングと称され

幅広く活用されている．ペルソナとは一般的に年齢・性別・

居住地・職業などの個人属性に加えて，志向や行動特性な

どを詳細に設定したものであり，先述したように具体的な

施策 4)やアプローチを助けるものとして注目されている． 

本研究では地域との関わりを複数時点で見ることによっ

て，コロナ禍における関係人口の変化に着目し，それらの

変化がどのような人や関わりで起こったのかをペルソナを

明らかにすることで把握する．そうすることで，国や地方

自治体が関係人口の復帰や継続性のある関係人口の創出を

狙う際の方針を考える上での一助となる情報を得ることを

目指す． 

社会情勢の変化により，現地に行って活動を行う訪問型

関係人口（詳細な定義は3-2にて後述）のあり方も変容し

ていくことは容易に想像でき，その変容の仕方を明らかに

する必要がある．そこで本研究では，全国規模での社会イ

ンパクトとして近年で最大のコロナ禍を対象とする．また，

平常時において関係人口の阻害要因として挙げられるよう

な金銭的・肉体的制約・同行者の理解などはコロナ禍で特

に強くなったものであり，その点においても，コロナ禍に

着目することの意義があると考えられる． 

2．研究の位置づけ 

2-1 既存研究の整理 

a) 関係人口隆起以前の地域への関わりに関する研究

居住地域やその他の地域への関わりに関する研究は関係

人口以前にもあり，地域貢献型社会活動について長期的変

遷の実態と4時点での活動参加要因について明らかにした

研究 5)などがある．また，東日本大震災時を対象に個人を

類型化し，援助の仕方との関係性を見た研究 6)がある．し

かし，これは個人の経年情報を追えていない． 

個人の経年情報を追ったものとしては，川見らによる地

「継続・復帰・中止・新規」に着目した訪問型関係人口の実態 

－ペルソナ分析からみるターゲット別の課題－ 

Current Status of Visiting-Regional Experience Seekers: A Focus on Continuation, Return, Interruption, and Emergence 

– Challenges for Different Targets from a Persona Analysis – 

山渕智也*・松場拓海*・室岡太一*・谷口守** 

Tomoya YAMABUCHI*，Takumi MATSUBA*，Taichi MUROOKA*，Mamoru TANIGUCHI** 

In recent years, the concept of “regional experience seekers” has attracted attention in Japan, where the shortage of 
local development leaders has become a problem, especially in rural areas. However, the situation surrounding these 
regional experience seekers is likely to have been changed substantially by the COVID-19 epidemic. Here, by using 
survey data from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, we clarified the personas of each of four 
groups of visiting regional experience seekers that we classified according to their activities since the epidemic, namely 
“continuation, return, interruption, and emergence.” We found that: 1) types of easily accessible activities, such as 
telework and activities in neighboring areas, continued in the pandemic; 2) activities based on personal ties with 
relatives and acquaintances were more likely to continue than those based on business ties; and 3) since the pandemic, 
activities in distant areas and hobby and consumption-type activities in heavily populated areas have been adopted in 
large numbers. 

Keywords: regional experience seekers, COVID-19, persona analysis, regional revitalization 

関係人口, COVID-19, ペルソナ分析, 地域活性化 
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域づくりインターン生のインターン終了後の再訪に着目し

た研究 7)などがある．しかし，対象としている人や地域，

活動が限定されている研究であることから，日本全体の関

係人口の議論を行う上では不十分と言える． 

b) 関係人口の実態に関する研究 

関係人口という概念が登場し，国や地方自治体からの注

目が集まって以降，関係人口に関する様々な研究が行われ

てきた．管野らは大都市圏発訪問型関係人口の目的地に着

目し，目的地ごとの特性の違いを明らかにしている 8)．ま

た，非訪問型関係人口に着目しコロナ収束後に訪問型関係

人口へと移行する意向の有無についてその分岐要因を明ら

かにした研究 9)など，関係人口の段階性やそのステップア

ップに関する研究も蓄積がある．しかし，全国レベルにお

いてコロナ禍以降の関係人口の実態や経年情報に着目した

研究は見られない． 

c) 関係人口のペルソナに関する研究 

 本研究のように関係人口のペルソナを明らかにする研究

もいくつか見られ，大都市圏発の訪問型関係人口を類型化

し，3-2 にて後述する活動タイプごとの類型の構成を明ら

かにした研究 10)などがある．また，安藤らも訪問型関係人

口を類型化し，抽出された類型と活動場所や関わり方との

関係性を明らかにしている 11)．しかし，訪問型関係人口の

類型と関わりの継続状況との関係性を明らかにした研究は

見られない． 

 

2-2 本研究の目的・内容 

以上の背景を踏まえ，本研究ではコロナ禍における訪問

型関係人口の変化とペルソナの関係を明らかにすることで，

コロナ禍で失われた地域との関わりの復帰や今後の社会情

勢下での関係人口創出・拡大に向けて国や地方自治体とし

てアプローチすべき箇所を明確化することを目的としてい

る．  

 本研究の構成としては，まず3.において使用するデータ

の概要や本研究で用いる用語の整理を行う．4.では本研究

の対象となる訪問型関係人口のコロナ禍での変化について

「継続・復帰・中止・新規」に着目し，そのペルソナを明

らかにする．最後に，5.で結論を述べる． 

 

2-3 本研究の特長 

1) コロナ禍により訪問型関係人口を取り巻く状況が変

化した中で，訪問型関係人口か無関与者かといった

関わりの状況を経年情報で分析し，そのペルソナを

全国レベルで明らかにした新規性の高い研究であ

る． 

2) 大規模な調査対象の設定が行われており，「継続・復

帰・中止・新規」の4区分をとらえることのできる

アンケート調査を分析に用いる信頼性の高い研究で

ある． 

3) コロナ禍により中断してしまった関わりの復帰や今

後の社会情勢下での訪問型関係人口の創出・拡大に

資する情報を提供する有用性の高い研究である． 

 

3．分析の概要 

3-1 使用データ・対象地域 

本研究で使用するデータは，表-1に示す通り国土交通省

が行った「地域との関わりについてのアンケート」である．

関係人口に関する調査の中では最も多いサンプルを有する

調査かつ，対象とする人や地域も網羅的であり，先述した

通りコロナ禍での関わり状況を捉えていることから，本研

究の目的を達成するうえで相応しいものであると言える． 

本研究で用いる調査データは 2019 年・2020 年に行われ

た同名の調査に次いで 2023 年に行われた 3 回目の調査を

基にしたものである．1,2回目の調査では，複数時点での活

動状況は調査されておらず，単時点の実態把握にとどまっ

ている．2-1b) c)にて整理した先行研究 8)~11)は1,2回目の調

査データを用いて分析されたものであり，基礎的な分析を

はじめ様々な分析が行われているが，先に示した理由によ

り経年情報を含んでいない．3 回目の調査は複数時点での

関わり状況をとらえているという特性を持ち，この点で1,2

回目の調査と差別化される． 

3 回目の調査データを使用した先行研究として森ら

(2025)12)が挙げられるが，訪問型関係人口の遠方地域への関

わり拡大にテーマを絞った研究である．このため，本デー

タは背景で述べた関係人口の復帰や継続性ある関係人口創

出といった極めて重要な研究課題に対し，アプローチが可

能であるにもかかわらず，その観点での研究は未だ行われ

ていないのが実態である． 

調査の対象のサンプルの割り付けは地域区分，性別，年

齢の人口構成比に基づいて行われている．また，調査は 1

次調査と 2 次調査に分かれており，1 次調査では個人・世

帯属性や居住地での地域活動経験に関する調査を行なって

いる．また，「居住地（日常的な生活圏）と通勤・通学先を

除く地域との関わりの有無（コロナ禍の影響等により，一

時的に中断している関わりも含む）」を尋ねる設問があり，

そこで関わりがあると回答した人が2次調査の対象になる．

2 次調査では居住地や通勤圏以外で定期的・継続的に関わ

る地域が有ると回答した人を対象に，関わり先や頻度から

活動内容など関わりの内容を調査している．それに加えて，

コロナ禍を通しての関わり状況に関しても調査を行なって

表-1地域との関わりについてのアンケートの概要 

実施主体 国土交通省 国土政策局総合計画課

実施時期 2023年9月19日〜10月3日

調査対象 全国に居住する18歳以上の男女118,963人

有効
サンプルサイズ

訪問型関係人口(コロナにより一時中断している人を含む)
地域数ベース:25,834s

主な設問内容

1次調査
・個人属性、世帯属性
・居住地での地域活動経験など
2次調査（該当者のみ）
・関わり先市町村名、関わり内容、頻度、動機、年数、
関わり先地域の周辺状況、滞在場所など
・コロナ禍を通しての関わり状況

地域との関わりについてのアンケート
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おり，複数時点において訪問型関係人口か無関与者かにつ

いても確認が可能となっている．また，1 人が複数の地域

に関わっている場合，2 次調査の設問に関してはその地域

ごとに設問に回答する仕組みになっており，1 人あたり最

大4地域まで回答が可能となっている．今回使用するサン

プルにおいては，1人当たり平均約 1.9地域に訪問型関係

人口として関わりを行い，2 地域以上の関わりを行う人の

割合は約52.3%となっている． 

 

3-2 用語の定義・整理 

 本節では本研究で用いる用語の定義や整理を行う．関係

人口は現地への訪問を伴う「訪問型関係人口」とインター

ネットなどを通した遠隔での関わりを持つ「非訪問型関係 

人口」に分けられ，コロナ禍において特に大きく影響を受

けたと考えられる訪問型関係人口を分析の対象とする．関

係人口の基礎的な分類とその活動内容を表-2に示す．また，

訪問型関係人口はその中でも直接寄与型/就労型(現地)/参

加・交流型/就労型(テレワーク)/趣味・消費型といった活動

タイプにわかれている． 

活動タイプに関しては表の上側が地域への結びつきの強

い関わりとされており，本研究では，国土交通省による定

義・整理に従い，最も地域への結びつきが強い活動に合わ

せて活動タイプを分類している．  

本研究では，さらにコロナ禍での訪問型関係人口の変化

の観点から，訪問型関係人口を 4 つに分類している．図-1

でそれぞれの群のイメージを示している．まずは，コロナ

中も関わりを持ち続けた継続群，次にコロナを機に一時中

断したが，コロナが収束し関わりを再開した復帰群，また

コロナを機に関わりを中断しその後も再開をしていない中

止群，最後にコロナ前は関わりが無かったが，コロナを機

に関わりを持ち始めた新規群．この大きく４つがコロナを

取り巻く関係人口の分類として挙げられ，以下ではまとめ

て活動状況群と表す． 

この活動状況群の抽出は「現在地域との関わり方は，コ

ロナ禍の影響等によりどのような状況にありますか」とい

うアンケート内の質問に対しての回答により行っている．

具体的には表-3に示す通りである．また，中止群に関して

は主観的に再開見込みがあるかどうかもアンケートより判

別が可能である．ただ，訪問型関係人口か無関与者かとい

った関わりの有無については複数時点で見ることができる

が，個人ごとの関わり方の変遷については追跡できていな

いことには留意する必要がある． 

また，コロナ流行開始時期に関して，表-3のⅣ新規群の

選択肢としてアンケート回答者にも提示されている通り国

内でコロナ感染が始まった2020年初頃と設定されている．

一方で，コロナ禍が訪問型関係人口へ及ぼした影響は5類

移行後も完全にゼロになったとは言えないため，コロナ収

束時期に関しては，あえて固定した期日を示しておらず，

回答者が主観的に判断することで，コロナ禍が原因となっ

て発生した行動変化の網羅的把握を可能にしている． 

4．ペルソナに見る訪問型関係人口の変化 

表-2 関係人口の具体的な活動項目と活動タイプ 

活動項目

地域に新たな仕事（産業）を創出するなどの活動への参加
地域でのボランティアや共助活動への参加
農地、水路、森林等の地域資源の共同保全活動への参加
まちなみ保全などの共同活動への参加
商店街の空き店舗有効活用に関する活動への参加
朝市・マルシェへの出店に関する活動への参加
地元の企業・事業所での労働（地域における副業）
農林漁業への就業
農林漁業者のサポート（援農等）

祭りや地域体験プログラム等への参加
教養・学習の場への参加
本業として普段行っている業務や仕事（テレワークなど）
訪問地域外の業務や仕事（テレワーク/副業など）
地域ならではの飲食や買い物（地場産品の購入等）
自分の趣味や地域の環境を楽しむ活動
市民農園・農業体験農園への参加
自家消費農業等の取組

ふるさと納税によって、地域を継続的に応援
クラウドファンディングによって地域を継続的に応援

遠隔で地域のためになる仕事を請け負い
SNS等で地域の情報発信を行い応援

活動タイプ

訪

問

型

関

係

人

口

直接寄与型

参加・交流型

趣味・消費型

地域の交流拠点などで創発される
プロジェクトやコミュニティへの主体的な参加

地域の人との交流・コミュニケーション
を楽しむ、人脈をつくる

地域において友人や知人との
交流・コミュニケーションを楽しむ

地域のまちおこし・むらおこしにつながるような
プロジェクトの企画・運営、又は協力・支援等

地域を訪問せずに地場産品等を
購入することにより、その地域を応援

オンライン(Zoom、Slack等)を活用して、
地域と継続的に関わっている

就労型
(テレワーク)

就労型
(現地)

非訪問型
関係人口

図-1 コロナ禍での関わり状況による訪問型関係人口の分類 

コ
ロ
ナ
流
行

コ
ロ
ナ
前

コ
ロ
ナ
後

実線:訪問型関係人口 点線:無関与者

Ⅰ:継続群 Ⅱ:復帰群 Ⅲ:中止群 Ⅳ:新規群

今
後 a:再開

見込み有
b:再開
見込み無

表-3 設問項目による活動状況群の抽出 

選択肢

Ⅰ 継続群
コロナ禍と関係なく、
定期的または継続的に関わっている

Ⅱ 復帰群
コロナ禍の影響等により、
一時的に関わりを中断していたが、再開した

Ⅲ-a
中止群

(再開見込み有)
コロナ禍の影響等により、一時的に関わりを中断し、
現在も再開していないが、再開の見込みがある

Ⅲ-b
中止群

(再開見込み無)
コロナ禍の影響等により、
関わりを中断し、再開の見込みもない

Ⅳ 新規群
コロナ禍が始まってから、(2020年初頃より後に)、
定期的または継続的に関わり始めた

現在地域との関わり方は、
コロナ禍の影響等によりどのような状況にありますか

活動状況群
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4-1 訪問型関係人口の類型化のための変数集約 

本研究では，訪問型関係人口を類型化するうえで，主成

分分析とクラスター分析の2つの分析を行う．本節ではま

ず，関係が想定される多数の採用データの標準化を行った

うえで，主成分分析によって個人属性と関わり方に関する

変数を集約する．これにより，次元数の削減と変数間のウ

エイト付けを行うことができる． 

先行研究 4)10)では，同様の手法を用いて，訪問型関係人口

の個人・世帯属性や関わり方に対して行なった分析がみら

れるが，それぞれが別々で分析されており属性と関わり方

を包括して分析されてはいない．しかし，国や地方自治体

としてはコロナ禍により失われた関わりについて，その人

物的特徴だけでなく，関わりの特徴も把握する必要がある

と考えられる．そのため，本研究では説明変数の選定には

先行研究 4)10)を参考にしつつも，個人・世帯属性と関わり方

を包括して主成分分析を行なった．分析結果を表-4に示し

軸の名称は表に記載する通りである．また，本研究では固

有値 1.0 以上かつ累積寄与率が 6 割以上を満たすような軸

表-4訪問型関係人口に着目した主成分分析結果 

赤:正青:負

A.ビジネ
ス軸

B.地縁・
非集積軸

C.1時間未
満移動軸

D.既婚男
性軸

E.1〜2時
間移動軸

F.地域愛
着軸

G.年1回
軸

H.4時間以
上移動軸

I.郊外住
宅地軸

J.月1回
軸

K.郊外農
林地軸

L.月数回
軸

M.農山漁
村部軸

N.長期休
暇軸

O.市街地内
農林地軸

性別
1.男性
0.女性 0.19 -0.01 -0.15 0.47 0.09 -0.04 0.10 0.04 0.17 0.02 0.15 0.00 0.10 0.04 -0.16

-0.30 -0.18 0.22 0.66 0.09 0.14 0.06 -0.05 0.12 0.10 0.01 0.06 0.01 0.09 0.00

未既婚
1.既婚
0.未婚 -0.20 -0.03 0.23 0.60 0.09 0.01 0.06 -0.04 0.22 0.08 0.00 0.11 -0.02 0.28 0.02

居住地域
活動

1.参加あり
0.参加なし 0.17 0.27 0.01 0.23 0.18 0.15 0.08 -0.19 0.05 -0.11 -0.15 -0.03 -0.04 0.21 0.09
商業集積地、
オフィス街等 0.20 -0.59 -0.12 -0.10 -0.07 0.31 0.00 0.08 -0.21 0.18 -0.29 0.23 0.00 0.35 -0.02

市街地住宅地 -0.14 0.41 0.37 0.16 -0.05 -0.35 -0.26 -0.16 -0.52 0.11 0.15 -0.03 0.02 -0.18 0.06

市街地内農林地 0.20 0.15 -0.19 -0.05 0.12 -0.05 0.10 -0.16 0.14 -0.17 0.17 -0.21 0.27 0.40 0.46

郊外住宅地 -0.04 0.15 0.00 -0.12 -0.02 -0.06 0.07 0.22 0.67 -0.26 -0.39 0.20 -0.03 -0.34 0.07

郊外周辺農林地 -0.09 0.01 -0.14 0.04 0.08 0.11 0.12 0.00 0.19 0.00 0.42 -0.28 -0.75 -0.03 -0.18

農山漁村部 -0.15 -0.02 -0.13 0.08 0.04 0.11 0.17 0.01 0.09 0.01 0.21 -0.17 0.61 -0.22 -0.51

月に10回以上 0.39 -0.21 0.27 0.03 -0.34 0.06 -0.01 0.19 0.00 0.06 -0.12 -0.30 -0.02 0.09 -0.13

月に数回 0.23 -0.09 0.40 -0.08 0.07 0.22 0.06 -0.29 0.02 -0.32 0.39 0.49 0.03 -0.12 0.01

月に1回程度 0.15 0.00 0.10 -0.08 0.39 -0.11 0.02 -0.20 0.21 0.59 -0.21 -0.37 0.04 -0.18 0.12
盆・正月・GW

などの長期休暇ごと -0.03 0.37 -0.01 -0.29 -0.10 -0.29 -0.03 0.10 0.13 -0.11 0.08 0.00 0.02 0.53 -0.41

年に数回 -0.32 -0.07 -0.34 0.26 0.09 0.26 -0.52 0.37 -0.15 -0.32 -0.02 -0.14 0.02 -0.10 0.18

年に1回 -0.21 0.02 -0.23 0.04 -0.24 -0.23 0.62 -0.21 -0.15 0.17 -0.12 0.29 -0.10 -0.09 0.08

1時間未満 0.29 -0.23 0.59 -0.07 -0.32 0.27 0.05 -0.20 0.09 -0.16 0.02 -0.29 0.03 -0.07 0.07

1～2時間未満 0.19 -0.12 0.08 -0.14 0.80 -0.16 -0.06 0.23 -0.08 0.06 0.03 0.23 -0.03 0.04 -0.11

2～4時間未満 -0.21 0.14 -0.53 0.09 -0.38 -0.01 -0.42 -0.47 0.18 0.16 -0.04 0.13 -0.02 0.02 -0.07

4時間以上 -0.26 0.21 -0.03 0.14 -0.16 -0.07 0.54 0.51 -0.22 -0.11 0.00 -0.14 0.03 0.00 0.15
地域づくり
の企画・活動 0.37 0.30 -0.18 0.04 0.08 0.14 0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.01 0.00 0.03 -0.04 0.06

地域づくりへの参加 0.36 0.31 -0.15 0.01 0.09 0.13 0.09 -0.05 -0.01 -0.04 0.13 -0.02 0.02 -0.08 0.06

地域産業の活性化 0.44 0.25 -0.18 -0.01 0.00 0.02 0.04 -0.02 0.05 -0.01 0.11 -0.03 0.04 0.04 0.09

地域住民との交流 0.04 0.27 0.06 0.18 0.05 0.20 0.03 -0.11 -0.17 -0.09 -0.31 0.00 -0.06 -0.11 -0.25

イベントへの参加 0.13 0.29 0.10 -0.04 0.05 0.25 -0.01 0.00 -0.10 0.00 -0.24 0.02 -0.13 0.10 -0.21

趣味消費活動 -0.55 -0.08 0.06 -0.22 0.01 0.24 0.04 0.06 0.08 0.22 0.24 0.02 0.10 0.03 0.19

テレワーク/副業 0.48 -0.07 -0.08 0.17 -0.22 -0.08 -0.11 0.27 0.01 0.22 0.11 0.16 -0.01 -0.10 -0.01

自己の用務 -0.18 0.41 0.32 -0.07 -0.10 0.23 -0.14 0.23 0.15 0.28 0.02 0.16 0.02 0.09 0.10

非訪問の過ごし方 0.19 0.37 -0.19 -0.03 -0.04 0.34 0.09 0.11 -0.06 0.18 0.11 0.09 0.00 -0.09 0.06

楽しさ・生きがい -0.28 -0.10 -0.15 -0.22 0.10 0.45 0.12 -0.07 -0.08 0.10 0.08 -0.01 0.01 -0.03 -0.01
人との

つながり・交流 0.11 0.44 0.06 0.11 0.11 0.19 0.04 -0.12 -0.14 -0.11 -0.26 -0.04 -0.02 0.00 -0.01

地域愛着 -0.11 0.28 -0.01 -0.09 -0.02 0.43 0.05 0.07 0.00 0.21 0.03 0.02 0.04 0.06 -0.09

仕事 0.54 -0.06 -0.06 0.12 -0.19 -0.04 -0.08 0.23 0.04 0.18 0.15 0.07 -0.03 -0.02 0.02
所属組織

としての活動 0.41 0.03 -0.09 0.15 -0.08 0.01 -0.04 0.14 0.01 0.15 0.10 0.15 0.05 -0.11 0.07

地縁・血縁 -0.24 0.42 0.36 -0.07 -0.12 -0.08 -0.17 0.20 0.17 0.15 0.05 0.12 0.03 0.07 0.06

2.66 2.16 1.81 1.58 1.51 1.47 1.39 1.35 1.26 1.20 1.16 1.12 1.08 1.05 1.03
7.59 6.17 5.16 4.52 4.32 4.20 3.98 3.85 3.59 3.43 3.33 3.21 3.07 2.99 2.93
7.59 13.76 18.92 23.45 27.77 31.97 35.95 39.80 43.39 46.82 50.15 53.36 56.43 59.42 62.35

固有値(1.0以上のみを採用)

寄与率(%)

累積寄与率(%)

個
人
属
性

年齢(注:年齢のみ量的変数)

関
わ
り
方

関わり
地域

関わり
頻度

所要
時間

過ごし方

理由

変数
主成分軸

※年齢以外はダミー変数
※「関わり地域」「関わり頻度」「所要時間」は単一回答の設問項目を基に作成
※「過ごし方」「理由」は複数回答の設問項目を基に作成
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を採用している． 

また，一部軸の解説を以下にて行う．「F.地域愛着軸」は

関わり理由に楽しさ・生きがいや地域愛着を持ち，関わり

地域に着目すると市街地部(商業集積地，オフィス街等)が

正に大きくなっている軸であることが読み取れる．「K.郊外

農林地軸」は関わり地域において郊外部(周辺農林地等)が 

正に大きくなっていると共に，関わりの頻度において月数

回が正に大きくなっている．「N.長期休暇軸」は長期休暇時

での訪問と関わり地域において市街地部で主に正の値をと

っている． 

 

4-2 訪問型関係人口の類型化 

本節では，前節にて得た主成分得点を用いてクラスター

分析を行い，訪問型関係人口を類型化した．また，既存研

究 10)を参考に，k-means 法を用いることで，クラスター数

を類型の差異や均等性に留意しながら決定し，4-3 の分析

の精度を一定程度担保するために必要なサンプルを確保し

ている．表-5に抽出された類型ごとの主成分得点平均とサ

ンプルサイズを示しており，最低でも 1,600 サンプルを確

保することが出来ており，後の分析の精度．以下では，こ

れらの類型をペルソナと表現し，またそれぞれのペルソナ

の詳細な内訳に関しても，図-2にて年代，図-3にて活動タ

イプ，図-4にて世帯年収の分布をペルソナ別に示している．

これらを用いながら，今回抽出した8つのペルソナのうち，

本研究では，属性や活動内容において特徴的なペルソナに

焦点を当てて考察を行う．  

今回分けた8つのペルソナのうち最もサンプルサイズの

多いペルソナが「1.私的縁型」である．表-5より「B.地縁・

非集積軸」が正に大きいことから「1.私的型」という名称を

付けている．こうした血縁や知人とのつながりから得られ

る関わりは移住政策におけるUターン事業のように，関係

人口においても，「ふるさと」への想いをもつ重要なターゲ

ット層として国をはじめとして注目されている 13)が，図-3

から読み取れるように，直接寄与型といったような地域と

の結びつきがより強い活動タイプの割合は15%程度に留ま

っている． 

同じく「B.地縁・非集積軸」が正に大きいペルソナとし

ては，「2.ビジネス縁型」が挙げられる．しかし，「1.私的縁

型」とは異なり「A.ビジネス軸」が正に大きいという特徴

を持ち，ビジネスによって得た地縁から地域への関わりを

行うペルソナであると考えられるため「2.ビジネス縁型」

という名称を付けている．図-2 より 18～34 歳の若年層が

高い割合を占めていることがわかる．また，図-3よりこの

ペルソナの活動タイプは「1.私的縁型」とは異なり，8割以

上が直接寄与型であることが読み取れる．その他にも，紙

面の都合上掲載はしていないが，非訪問での関わりを含め

幅広い種類の活動を行っていることが本研究を進める中で

明らかとなっており，地域づくりを行う上で「2.ビジネス

縁型」は非常に重要な存在であると考えられる． 

一方で「2.ビジネス縁型」に同じく，「A.ビジネス軸」が

正に大きいペルソナとして「3.ビジネスドライ型」が挙げ

られる．このペルソナは「B.地縁・非集積軸」が負に大き

く，地域のサテライトオフィス利用など，地域交流を含ま

ないビジネスでの関わりをするペルソナであると考えられ

るため「3.ビジネスドライ型」という名称を付けている．図

-3からも活動タイプとして，就労型(テレワーク)が多く 

を占めていることが分かり，同じくビジネスを軸とした「2.

ビジネス縁型」と比べて，地域との結びつきは弱いペルソ

ナであると言える． 

訪問型関係人口は一定以上の移動を伴うため，その移動

時間や距離に関する指摘 10)14)があり，関わり先の多くが居

住者の多い大都市圏近郊に留まっていることなどが問題視

されている．「4.近隣型」はそうした居住地周辺への関わり

を行うペルソナであり，表-5からも「C.1時間未満移動軸」

が正に大きくなっていることが読み取れる．「4.近隣型」は

図-4から無職・その他が比較的多い割合を占めていること

が読み取れ，さらに，このペルソナにおける無職・その他

のうち女性の割合が71%となっており，専業主婦といった

層がほかのペルソナに比べて多くなっていることが考えら

れる． 

一方で居住地から遠い地域での関わりを行う「5.遠方型」

といったペルソナも存在する．表-5より「G.年1回軸」と

「H.4 時間以上移動軸」が正に大きいことから「5.遠方型」 

表-5クラスター分析によるペルソナ結果 

赤:正青:負

A.ビジネ
ス軸

B.地縁・
非集積軸

C.1時間未満
移動軸

D.既婚男
性軸

E.1〜2時
間移動軸

F.地域愛
着軸

G.年1回
軸

H.4時間以上
移動軸

I.郊外住
宅地軸

J.月1回
軸

K.郊外農
林地軸

L.月数回
軸

M.農山漁
村部軸

N.長期休
暇軸

O.市街地内
農林地軸

サンプル
サイズ

1.私的縁型 -0.72 0.76 0.26 0.06 0.23 -0.73 -0.77 -0.41 0.01 0.11 -0.20 0.36 0.01 -0.20 -0.15 6,019

2.ビジネス縁型 2.24 2.03 -0.84 -0.15 0.17 0.98 0.05 0.25 -0.23 0.52 0.22 0.50 0.11 -0.56 0.06 1,978

3.ビジネスドライ型 2.37 -1.51 0.06 0.72 -0.76 -0.64 -0.37 0.89 0.07 0.52 0.01 0.31 -0.04 0.02 -0.25 2,428

4.近隣型 0.54 -0.61 1.96 -0.30 -0.64 0.74 0.12 -0.71 0.17 -0.47 -0.16 -0.51 0.19 -0.21 0.11 3,324

5.遠方型 -1.35 0.73 0.17 0.37 -0.47 -0.34 1.36 1.21 -0.58 -0.27 -0.24 -0.18 0.32 -0.07 0.25 3,280

6.集積地消費型 -0.69 -1.22 -0.82 -0.35 0.40 0.48 -0.19 -0.10 -0.16 0.15 -0.36 0.33 0.31 0.18 -0.23 5,245

7.市街地内農林地型 1.05 0.70 -1.01 -0.28 0.60 -0.41 0.39 -0.77 0.61 -0.75 0.60 -0.83 1.02 1.53 1.63 1,600

8.郊外農林地型 -0.66 -0.02 -0.62 0.13 0.37 0.42 0.48 -0.02 0.71 -0.05 1.51 -1.02 -2.61 -0.09 -0.60 1,969

ペルソナ
主成分得点
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という名称を付けている．図-2 より 65 歳以上の層が全体

に比べて高い割合を占めていることがわかる．また，活動

の内容としては図-3より趣味・消費型が比較的多い割合を

占めていることがわかるが，このペルソナは，先述した関

わり先の多くが大都市圏近郊に留まるといった問題を解消

する存在としても期待ができる． 

 

4-3 活動状況群のペルソナ 

本項では訪問型関係人口内のペルソナが活動状況群にて

どう分布しているかを示し，そこから活動状況群のそれぞ

れの人物・関わり像を明らかにする．表-6にて前述したよ

うに活動状況群におけるペルソナの分布を示している．こ

の図より読み取れることを下記に示す． 

まず，「1.私的縁型」に注目してみると復帰群において占

める割合が有意に高くなっている．これは関わりが一時中

断したとしても関係性自体はその地縁や血縁により継続さ

れるため復帰へのハードルが低いからだと考えられる．  

次に，同じく地縁をもつが，ビジネスによって得た地縁

から地域への関わりを行う「2.ビジネス縁型」に着目して

みると，継続群での割合が有意に低く，中止群での割合が

有意に高くなっている．このペルソナは若年層や直接寄与

型が多く，地域づくりを行う上での寄与度や地域への思い

も強い存在であると考えられるが，経年情報でとらえると，

継続が困難となっていたことが明らかとなった．また，こ

ういった関わりは自己完結が難しく地域や周りを巻き込む

など，活動自体のハードルが高いことから平常時において

も継続が難しくなることも考えられる． 

以上を踏まえると，血縁や知人とのつながりから派生し

た「1.私的縁型」に比べて，ビジネスによって得た地縁から

派生した「2.ビジネス縁型」は継続性には期待できないこ

とが伺える． 

一方で，「2.ビジネス縁型」よりも地域との結びつきが弱

く，自己完結的である「3.ビジネスドライ型」は継続群にお

いて他の群と比べて占める割合が有意に高くなっている．

この傾向は「4.近隣型」においても同様に見られる．これら

のペルソナは高頻度の関わりであり，テレワークの活動場

所としての活用など日常に近い活動を行うような地域への

関わりがより身近なペルソナである．こうしたハードルの

低い活動はコロナ禍だけでなく，平常時においても継続が

期待できると考えられる． 

最後に，新規群において他の群と比べて割合が高くなっ

ているペルソナが「5.遠方型」である．コロナ禍により地方

への注目が高まり，人々の価値観に変化が生じた中で，関

わり先としての地域を距離などの物理的な要因ではなく，

より自身にとって魅力的であることを重視した結果，「5.遠

方型」のようなペルソナが新規群において高い割合を占め

たと考えられる． 

 

 

 

図-4 職種の分布(ペルソナ別) 
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図-3 活動タイプの分布(ペルソナ別) 
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5．おわりに 

 本研究では，コロナ禍での訪問型関係人口の変化につい

て「継続・復帰・中止・新規」に着目し，そのペルソナを

明らかにした．  

まず，全国の訪問型関係人口による関わりを8つのペル

ソナに分類し活動状況群において各ペルソナがどのように

構成されるかを明らかにした．その中で「1.私的縁型」が復

帰群において比較的占める割合が高くなっていることが分

かった． 

その一方で，「1.私的縁型」とは異なる地縁を持ち，直接

寄与型の活動を行う「2.ビジネス縁型」が中止群で有意に

高い割合を占めることが明らかになった．これにより，こ

うした関わりの復帰に優先的に努める必要があることが分

かる．「2.ビジネス縁型」は，活動の特性上，地域の人々を

巻き込む傾向があったため，新型コロナウイルス感染症の

流行と相性が悪く，中止に至ったと考えられる．国や地方

自治体はこうした層にアプローチすることによって，コロ

ナ禍で失われた関わりを取り戻すことが喫緊の課題と言え

る．また，こうした活動はハードルの高さより平常時にお

いても継続が難しくなることも考えられる． 

以上を踏まえると，ビジネスによる縁よりも私的な縁に

よる関わりの方が継続性に期待できることが伺える．しか

し，私的な縁による関わりは直接寄与型が少なく，ビジネ

スによる縁からの関わりは直接寄与型が多いといった特徴

を持つ．国や地方自治体は「1.私的縁型」や「2.ビジネス縁

型」といった存在を認識しそれぞれのペルソナにおける不

安定な点を補完する必要があると考えられる． 

また，「2.ビジネス縁型」と同じくビジネスを軸にするが，

より地域との結びつきが弱い就労型(テレワーク)の活動が

主となる「3.ビジネスドライ型」や居住地周辺の地域への

関わりを行う「4.近隣型」が継続群において有意に高い割

合を占めていることが分かった．これらのペルソナは身近

でハードルの低い関わりであり，こうした層が継続性ある

訪問型関係人口のペルソナと考えられる． 

最後に，コロナ禍以降に関わりを持ちはじめた新規群に

おいて比較的高い割合を占めたのは関わり先まで長い時間

を所要する「5.遠方型」である．コロナ禍により地方への注

目が高まり人々の価値観に変化が生じたことで，関わり先

地域を距離などの物理的な要因ではなく，より自身にとっ

て魅力的であることを重視したことが考えられる結果とな

った．また，コロナ禍以降の社会情勢下での新たな訪問型

関係人口創出に向けた，自治体にとってのターゲット層と

も捉えることができる． 

本研究ではコロナ禍の訪問型関係人口の変化についてそ

のペルソナに着目しその実態を明らかにしてきたが，今回

抽出したペルソナの中には，事例調査などと照らし合わせ

ることで，より詳細なペルソナへの発展が期待できるもの

もある．また，コロナ禍でない今後や平常時においてこれ

らがどう変化していくかについても調査を続ける必要があ

る． 
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主要通勤交通手段別にみた退勤時立ち寄り行動と休日外出行動の関連

-福岡市周辺の DID における位置情報データを用いた行動分析 -

The Relationship between Stopover Behavior at Leaving Work and Holiday Outing Behavior by Major Mode 
of Transportation to and from Work  -Behavior analysis using location data in DID around Fukuoka City-

出﨑貴仁 *・黒瀬武史 **

DEZAKI Takahito*, KUROSE Takefumi**

In today’s aging society with a declining birthrate, extending healthy life expectancy through the promotion of physical 
activity is an important issue. In this study, we analyzed the relationship between commuters’ stopping behavior when 
leaving work and going out on holidays in a populated area around Fukuoka City using location data. Comparison by mode 
of commuting transportation revealed that railroad users stopped by more frequently than other modes of transportation, 
and that public transportation users had higher levels of physical activity on their days off. In addition, a comparison of the 
two groups within the same mode of transportation confirmed an association between the presence or absence of stopover 
behavior and the frequency of holiday outings for rail users and car users. Furthermore, for rail transit users, it was found 
that stopover behavior in the vicinity of their residence was associated with the amount of physical activity on holidays.

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

少子高齢化が進行する現代社会において、健康寿命の延

伸は重要な課題とされている。厚生労働省が掲げる『健康

日本21（第三次）』1) では、健康寿命の延伸や健康格差の

縮小を目標として掲げている。これらの目標の達成に向け

て身体活動の促進が重要な要素として位置付けられてお

り、具体的な取り組みとして日常生活における歩数の増加

や運動習慣の定着が挙げられている。また、地域社会にお

ける「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりが、社

会環境の質を向上させるための方策として提示されている。

これまでの外出行動に関する議論では、主として高齢者

層や母子に焦点が当てられ、居住環境による外出行動の差

異や外出行動が健康維持に及ぼす影響について検討されて

きた 2)3)。一方で、近年の全国都市交通特性調査 4) では、

若年層における外出率の低下が報告されている。従来の高

齢者に限定した議論にとどまらず、より広範な年齢層を対

象とした生活行動の検討が求められている。

労働者について、日常の生活行動は、平日における就業

活動と休日における余暇活動によって構成される。これら

の活動は相互に影響を及ぼし合うことが報告されており、

労働者の生活行動に着目する際には、それぞれの影響につ

いて考慮する必要がある 5)。また、これらの関連性の更な

る解明に取り組むことは、中長期的な生活習慣の形成や健

康的なライフスタイルの構築に寄与し得る。

特に就業活動を行う日に発生する通勤行動は、勤務に付

随して発生する行動ではあるものの、他の就業活動と比較

して自由度の高い行動である。この点に着目した研究とし

て、行動改善への介入の容易さ 6) や Maas導入による外出

行動改善に着目した研究 7) などが挙げられる。

以上のような背景を踏まえて本研究では、退勤時に発生

する買い物・外食・娯楽といった立ち寄り行動（以下、立

ち寄り行動）と散歩のような滞在を伴わない活動も含んだ

休日の外出行動（以下、休日外出行動）に着目した研究を

行う。具体的には、通勤勤務者を対象に大規模な人流デー

タを用いて、立ち寄り行動および休日外出行動を抽出する。

抽出した行動を通勤交通手段ごとに比較し、通勤交通手段

別の特性や、勤務日と休日の行動の関係性について考察を

行うことを本研究の目的とする。

1-2. 既往研究と本研究の位置づけ

立ち寄り行動に関する研究として、大佛ら(2017)8) は

鉄道利用者の帰宅途中における立ち寄り駅の選択行動を分

析している。立ち寄り駅として乗換駅や商業施設の多い駅

が選択されることや、立ち寄りにかかる労力への抵抗感が

経年的に大きくなっていることを明らかにした。小玉ら

(2006)9) は、交通手段別の立ち寄り行動を分析し、通勤

距離や利用交通手段による差異を示した。さらに、福島ら

（2024)10) はスポーツ観戦者の立ち寄り行動について調査

を行っている。移動時の店舗への立ち寄り行動は少ないも

のの、公共交通利用者や、観戦数が多い人で立ち寄り行動

が多いことを明らかにしている。

交通手段と外出行動に関する研究として、樋野ら

(2022)11) は全国都市交通特性調査のデータを基に各都市

の交通手段の構成比を計算し、都市特性と住民の歩行時間

の関係を分析している。鉄道の構成比が高い都市では歩行

時間が長く、自動車の構成比が高い都市では歩行時間が短

い傾向が見られることを明らかにした。磯部ら(1990)12)

は名古屋市を対象に世帯構成員にアンケート調査を行い、

平日における交通手段の選択が休日の外出行動や活動場所

に影響を及ぼす可能性を示唆している。さらに、交通手段

Keywords: Transportation, Stopover Behavior, Outing Behavior, Lifestyle, Location Data
交通手段 , 立ち寄り , 外出行動 , 生活習慣 , 位置情報データ

* 正会員　独立行政法人都市再生機構（Urban Renaissance Agency）
** 正会員　九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門（Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu University）
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の選択について、難波ら（2007)13）は、歩道整備率が異な

る4つの住宅地に住む通勤者を対象に、通勤行動と健康

との関係を分析している。通勤交通手段が身体活動量と

BMI、休日の身体活動量に影響を与えることが確認され、

歩道整備率の高い環境は通勤時の身体活動量に寄与するこ

とも明らかにしている。

周辺環境と外出行動に関する研究として、藤堂ら（2015）
14）は、ニュータウンに居住する65歳以上の男性高齢者を

対象に、外出頻度の低下に影響を与える環境要因を分析し

ている。後期高齢者、エレベーターの有無、居住棟と近隣

商店の高低差が外出頻度低下に関連していることを明らか

にしている。また、柳原ら（2017）15）は、都市部と地方

部に居住する高齢者および福祉・障がい者施設利用者を対

象にアンケート調査を実施し、外出頻度に影響を与える要

因を抽出している。都市部では、「バイク・自転車」や「公

共交通」が影響を及ぼす要因であるのに対し、地方部では

「車」が影響を及ぼす要因として挙げられている。

これらの既往研究を踏まえて、本研究の新規性は二つあ

る。第一に退勤時の立ち寄り行動を休日の外出行動と関連

付けて議論する点である。それぞれを独立して捉えるので

はなく、勤務日と休日における外出行動の連続性に着目し、

立ち寄り行動が休日の外出頻度や行動パターンに与える影

響を定量的に評価する。

第二に大規模な位置情報データから立ち寄り行動を抽出

する点である。同一IDで1か月間追跡可能な位置情報デー

タを用いることで、通勤時間や日常的に立ち寄るスポット

といった個人の移動習慣を把握し、日常の移動習慣から外

れた立ち寄り行動（偶発的な立ち寄り行動）を判別する。

1-3．研究対象地の整理

本研究では、福岡県の中でも特に公共交通の交通手段分

担率が高い福岡市周辺を対象地として分析を行う。行政の

資料 16）～23）から福岡市の交通分担率を同程度の人口規模

を持つ他の政令市と比較すると、福岡市の公共交通の交通

分担率は中程度であり、特にバスの分担率が高いことがわ

かる（図1）。他都市と比較して、鉄道網の整備が限定的

である反面、都心部へ直結するバス交通網が発達しており、

郊外の住宅地から都心部まで乗り換えることなく通勤がで

きる。そのため、バスが通勤交通手段として選択されやす

い状況が生まれていると考えられる。福岡市をバスの交通

分担率が高く、通勤交通手段別の比較が行いやすい点で研

究に適していると判断した。

1-4. 研究の構成

2章では、研究対象地の整理、用語の定義、研究に用い

る対象者の選定と立ち寄り行動と休日外出行動の抽出過程

について説明する。3章では、対象者全体で分析を行い、

交通手段ごとの立ち寄り行動や休日外出行動について比較

を行う。4章では、立ち寄り行動が休日外出行動に与える

影響について、交通手段別に分析を行う。5章では対象者

を駅周辺の居住者に限定して同様の分析を行い、対象者の

習慣に着目した議論を行う。6章で総括と展望を述べる。

2. 分析方法

2-1.分析対象範囲

研究対象範囲について、福岡市周辺のDIDとした。連

続的に広がる市街地を考慮し、DIDを含む1kmメッシュが

福岡市中心部から連続する範囲を研究対象範囲として設定

した（図2）。

2-2. 立ち寄り行動の定義と休日外出行動の分類

移動目的が不明な位置情報データから、退勤行動を抽出

するために退勤開始時間の検討を行った。令和3年社会生

活基本調査 24）より、有業者の時刻区分別の移動者率を比

較した結果、通勤を除いた移動者率と比較して、17時以

降に通勤移動者の割合が増加していることがわかる（図3）。

また、偶発的な立ち寄り行動を抽出するためには、複数

の勤務先を経由する帰宅行動や頻発する乗り換え行動を除

外することが必要である。したがって、退勤時に発生した

滞在に対して偶発性の判定を実施することとした。詳細な

判定フローについては2-5.b)で説明を行う。以上より、

立ち寄り行動を「勤務日における行動のうち、最後に勤務

地を出発してから帰宅するまでの間に発生した、滞在開始

時刻が17時以降の偶発的な滞在行動」と定義する。

休日外出行動について、片岡(2024)25) を参考に、用い

る移動手段から、(1)身体運動を伴う徒歩や自転車による図1　福岡市と他都市の交通分担率の比較

図3　有業者の平日の時間区分別通勤者率

図2　DIDを含む1kmメッシュが福岡市中心部から連続する範囲
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2-5. 立ち寄り行動と休日外出行動の抽出

前節で抽出した人流ポイントに対して、a)居住と外出

の判別を行い、b) 滞在の判別、c) 外出行動の分割と判

別を行うことで、立ち寄り行動と休日外出行動を抽出する。

a) 居住と外出の判別

まず、居住地・勤務地情報データに基づいて、居住地メッ

シュ周辺50mのポイントを居住、それ以外のポイントを

外出と判別する。次に、データの誤差を考慮して、外出と

判別されたポイント数が5以下、または外出時間が10分

以下である外出ポイント群を居住と判定する（図5）。

b) 滞在の判別

本研究では、Zhang(2005)27) を参考に滞在を判別する。

ある基準ポイントから、連続して50ｍ以内に存在する

ポイント群、2点間の時間差が10分以上かつ移動速度が

5km/s以下であるポイント群を「滞在」と判別する。

次に、「滞在」と判別されたポイント群のうち勤務地メッ

シュの重心から200ｍ以内の範囲に存在するもの、また

は同じ範囲内で30分以上滞在しているポイント群を「勤

務」と判定する。「勤務」を含む外出行動を勤務外出とし、

勤務外出が存在する日を勤務日、それ以外を休日と定める。

退勤中の滞在ポイント群について、電車待ち等の行動を

除くために、滞在の偶発性を評価する。まず、全ての勤務

日において、退勤中に滞在と判別されたポイント群ごとに

凸包ポリゴンを作成する。凸包ポリゴンに対し25mのバッ

ファを作成し、勤務日全てのデータを重ね合わせる。バッ

ファの重なり回数を計測し、重なり回数が勤務日数の半数

未満であった滞在を偶発的であると判別する（図6）。

c) 外出行動の抽出とその判別

a) で作成した判別を用いて外出行動を抽出する。

外出と、(2)身体活動を伴わない自家用車や公共交通を用

いる外出に分類する。(1)を「休日徒歩自転車外出」と定

義する。(2)について、居住地近辺への移動には公共交通

を用いることは少ないと考え、居住地からの直線距離が徒

歩10分圏内（1）であるものを「休日車近隣外出」とし直線

距離が徒歩10分圏外であるものを「休日遠方外出」と定

義した。さらに、休日徒歩自転車外出と休日車近隣外出の

合計を「休日近隣外出」と定義し、休日近隣外出と休日遠

方外出の合計を「休日外出総計」と定義する（図4）。

本研究では、身体活動量に着目するため、立ち寄り行動

と休日外出行動の関連についての分析では、外出頻度を比

較する「休日外出総計」、居住地周辺への外出頻度を比較

する「休日近隣外出」、身体活動量に直接関わる「休日徒

歩自転車外出」の3つに特に着目して研究を行う。

2-3. 研究に用いるデータ

本研究では、2023年 3月 24日から 4月 23日のジオテ

クノロジーズ株式会社の人流・プローブデータ（人流ポイ

ント）を用いて研究を行う。当データにはユーザーID、

記録日時、位置情報といった情報が含まれる。その他に、

居住地と勤務地を125ｍメッシュ単位で記録した居住地・

勤務地情報データと通勤交通手段や家族構成等を記録した

アンケート情報データが存在し、これらの紐づけが可能で

ある。また、当データの大きな特徴として、同一人物を同

一IDで 1か月間追跡することが可能である。

2-4.データの抽出

本研究では、荒井ら(1992)26) よりライフステージが生

活行動に与える影響を考慮して「余暇活動に制約の少ない

通勤勤務者」を対象に分析を行う。まず、居住地・勤務地

情報データから研究対象範囲に居住し、同範囲に勤務する

通勤勤務者を抽出する。次に、アンケート情報データをか

ら、子育て期間の労働者を除外する。さらに、徒歩と自転

車での通勤は他の通勤手段と比較して通勤距離と通勤時間

が短くなる傾向があるため、徒歩と自転車を除いた、「鉄道」

「バス」「自動車」「バイク」の4つの交通手段で比較を行う。

対象となったデータは8,902サンプルである（表1）。

図4　休日外出行動の分類

表1　分析対象者の抽出フロー

図5　居住と外出の判定

図6　偶発的な滞在の判定フロー
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勤務日のうち最後に勤務地を出発し、居住地に戻るまで

のポイント群を帰宅トリップとし、17時以降の偶発的な

滞在が存在する帰宅トリップを立ち寄り行動と定める。

休日の外出行動に関して、滞在ポイント以外の移動ポイ

ントに対して交通手段の判別を行う。移動の中で一度でも

ポイント間の推定移動速度が20km/hを超えたものを車・

公共交通での移動、それ以外を徒歩・自転車での移動と定

義し、移動タイプの分類を行う。

a) から c) までの処理を行った後、各ユーザー ID の勤務日
数を計測する。勤務日数が極端に多いデータと、極端に少な
いデータを除外して分析を行う。具体的には、勤務日数の最
頻値の 21 日を基準として、上限を 26 日、下限を 16 日と設
定した。しかし、この抽出を行った結果、サンプル数が 5,576
人となった。要因として運輸系や建設系のような勤務地が固
定されない労働者が除外されることが想定される。この点が
本研究の分析手法における課題の１つとなっている（図 7）。

3. 交通手段ごとの立ち寄り行動と休日外出行動

3-1.比較する交通手段と各交通手段の利用者属性

本章では交通手段ごとに立ち寄り行動と休日外出行動を

比較する。ここで、2023年 8月の株式会社ゼンリンの座

標付き電話帳DBテレポイントを用いて各交通手段の居住

地分布と居住地・勤務地の周辺環境について確認する（表

2）。居住地について、鉄道利用者は鉄道沿線とその周辺市

街地に居住しており、バス利用者は福岡中心部近辺に多く

居住している。それに対して自家用車利用者（3）は広範囲

に広がりを見せている。

居住地・勤務地の周辺環境について、公共交通利用者は

勤務地周辺に店舗数が多いことがわかる。また、自家用車

利用者の勤務地と居住地の周辺環境の差は同程度であっ

た。立ち寄り行動や休日外出行動の比較において、この居

住環境の違いや通勤経路の違いを考慮する必要がある。

各交通手段の年齢層や年収について確認する（2）。年齢

については、自家用車利用者が高い傾向を示した（表3）。

年収についても、自家用車利用者が高い傾向を示し、特に

自動車利用者の年収が高い傾向が確認された（図8）。こ

れらが可処分所得の多寡に影響し、日常の生活行動にも影

響を与えている可能性もある。

3-2. 立ち寄り頻度の比較

通勤交通手段別の立ち寄り行動の頻度を比較する（4）。

立ち寄り頻度１ヶ月間の立ち寄り行動の平均値は鉄道、バ

ス、自動車、バイクの順で大きい値をとり (5)、通勤交通

手段ごとの多群比較では鉄道利用者は自家用車利用者に対

して有意に立ち寄り頻度が高いことが明らかになった（表

4）。前節で示した年収の大小とは逆の結果を示した。

3-3．交通手段別の立ち寄り発生場所

交通手段別に立ち寄り先を比較する。滞在と判別された

ポイント群の重心と建物ポリゴンの外周との最近傍探索（6）

によって、立ち寄り場所を特定した（7）。上位10項目を比

較すると、総合スーパーやデパート、一般飲食店が多くを

占めることから、立ち寄り行動の多くは生活必需品の購入

や飲食店で行われていると考えられる（表5）。特徴的な

立ち寄り先として、公共交通利用者では「夜間飲食店」、

バイク利用者では「車関連施設」が確認された。

他の交通機関と比較して立ち寄りの多かった鉄道利用者

の全ての立ち寄り場所について最寄り駅からの直線距離を

確認すると駅周辺500m以内で約8割の立ち寄りが発生し

ているため、駅周辺の市街地や商業施設が立ち寄りを誘発

していることがわかる（表6）（8）。また、駅周辺100mで

は 4割の立ち寄りが発生している。博多駅・西鉄福岡駅な

どの大規模駅周辺について確認すると、駅周辺100mには

隣接する商業ビルやイベントにも利用される駅前広場が含

まれており、それらに立ち寄り行動発生場所が集積してい

表2　交通手段ごとの居住地と勤務地の周辺環境

図8　交通手段別の年収分布

表3　交通手段別の年齢分布

表4　交通手段別の立ち寄り行動頻度

図7　勤務日数の分布

表5　交通手段別の立ち寄り行動発生場所（上位10項目）
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ることが確認できる（図9）。

3-4. 立ち寄りに要する時間の比較

立ち寄りトリップに対して、トリップに要する時間と立

ち寄り場所での滞在時間を計測する。立ち寄りトリップに

要する時間から、滞在時間と通勤時間 (9) を除いて、立ち

寄り場所に移動するまでに要した移動時間（追加移動時間）

を計測する。また、立ち寄り行動のうち追加移動を伴う立

ち寄り行動が発生する割合を追加移動割合として、交通手

段別に計算した。滞在時間と追加移動時間の中央値（10）、

追加移動割合を以下の表に示す（表7）。自動車利用者立

ち寄るまでに多くの時間を要し、長く滞在していることが

明らかになった。自家用車利用者の立ち寄り行動が少ない

のは追加移動割合が高いことが原因として考えられる。

3-5. 休日外出頻度の比較

休日外出総計について自動車利用者が他の交通機関と比

較して大きな値をとったものの、休日近隣外出に関して有

意な差は計測されなかった（図10）。しかし、休日徒歩自

転車外出に着目すると、公共交通利用者が、自家用車利用

者に対して有意に大きい値をとった（表8）。

3-6.休日外出行動の滞在発生場所

休日外出行動の種類別に滞在発生場所を集計する（表9）
（11）。上位10項目を比較すると、徒歩自転車外出では、総

合スーパーへの外出が全体の3割を占めている。

徒歩自転車外出と車近隣外出を比較すると、近隣であっ

ても車を利用する場合にはデパートへの外出割合が増加し

ていることがわかった。これは、長時間の外出や荷物の多

さ、同行者の存在を伴う購買行動において、自家用車が利

用されるためと推測される。

遠方外出は、総合スーパーの割合が、徒歩自転車外出や

車近隣と比べると低く、日用品店への外出も上位では観察

されなかった。

4.各交通手段の休日外出と立ち寄り行動との関連

4-1　立ち寄り行動による対象者の分類

立ち寄り行動と休日外出行動の関連を検討するために、

3章で確認した立ち寄り行動による対象者の分類を行う。

まず、立ち寄り行動の有無と休日外出行動の関連を考察

するために、(1)期間内に一度でも立ち寄り行動を行った

かによる分類を行う。(1)について、鉄道利用者は立ち寄

り行動を行った人の比率が高い（図11）。この違いは、第

3-2節で示したような立ち寄り頻度の差にも表れていると

もいえる。

次に、立ち寄り行動を行う場所と休日外出行動の関連を

検討するために、(2)居住地と勤務地のどちら側で立ち寄

り行動が多く発生したか（立ち寄りタイプ）による分類を

行う。(2)については、自動車利用者は他の交通手段と比

較して、居住地近辺で立ち寄る人の割合が高いことがわ

かった（図12）。他の交通機関と比較して、立ち寄り先の

多い都心部に通勤していない結果、居住地近辺での立ち寄

り行動が増加していると考えられる。また、その他の要因

として、自ら運転する交通手段であるという特性上、勤務

地近辺での飲酒を伴う食事が発生しづらいことが考えられ

る。

表7　交通手段別の立ち寄り行動に要する時間

表8　交通手段別の休日徒歩自転車外出頻度
図10　交通手段別の休日外出行動頻度

図11　研究対象者の立ち寄り行動有無の比率

表9　休日外出行動の種類別に滞在発生場所(上位10項目)

表6　鉄道利用者立ち寄り場所と駅からの距離

図9　博多駅周辺の立ち寄り行動発生箇所
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4-2. 立ち寄り行動の有無と休日外出行動の関連

前節で確認した立ち寄り行動の有無で対象者を分類し、

立ち寄り行動の有無と休日外出行動との関連について分析

を行う (13)。鉄道利用者では、立ち寄り有の群が、立ち寄

り無の群に比べて、全ての休日外出行動の頻度が有意に高

かった（表10）。休日徒歩自転車外出の増加量よりも、休

日近隣外出と休日外出総計の増加量が大きいため、自動車

や公共交通機関を利用した外出行動量も増加していると考

えられる。

自動車利用者に関して、立ち寄り無の群に比べて、立ち

寄り有の群が休日近隣外出と休日外出総計で有意に大きい

値をとった。休日徒歩自転車外出には有意な差は確認され

なかったため、自動車による外出が増加したと考えられる。

バス・バイク利用者に関して、有意な差が確認されたの

は、バイク利用者の休日徒歩外出のみであった。しかし、

立ち寄り行動を行う群が立ち寄り無の群より休日外出頻度

が小さくなることはなく、立ち寄り有の群の外出頻度が多

い傾向が示された。

4-3. 立ち寄りタイプごとの比較

4-1節で作成した立ち寄りタイプごとの休日外出行動を

比較する（表11）。鉄道利用者に関して、立ち寄りタイプ

が居住地近辺である群が、勤務地近辺である群よりも有意

に休日徒歩自転車外出が多いことが明らかになった。しか

し、休日近隣外出と休日外出総計には有意な差は確認され

なかったため、近隣外出時の交通手段選択において、徒歩・

自転車を用いていることが考えられる。

自動車利用者に関して、立ち寄りタイプが居住地近辺で

ある群が、勤務地近辺である群よりも休日近隣外出と休日

外出総計が有意に多いことが確認された。4-2節と同様に

自動車を用いた外出が増加したと考えられる。

5. 駅周辺の居住者での比較

4章のまでの結果には通勤交通手段や個人の移動習慣だ

けではなく、居住地周辺の購買環境（小売・飲食等の店

舗分布）や個人の属性（年齢・年収）等の要因が含まれ

たものである。そこで本章では、限定した居住環境で分

析を行うことで、居住地周辺の購買環境や地価（家賃）

と関係が深い個人の属性を類似させ、通勤交通手段や個

人の移動習慣による影響に焦点を当てる。具体には、立

ち寄り行動が発生しやすい駅を抽出し、抽出された駅周

辺800mに居住する対象者に限定した分析を行う（12）。

5-1. 対象駅の抽出

駅周辺800mに用途地域の商業地域が存在するエリアを、

「居住地近辺で購買行動が発生しやすい駅勢圏」と定義し、

抽出を行った。これらの範囲から、乗降客数が極端に多い

博多駅周辺、天神駅周辺を除外した範囲を居住環境が類似

したエリアとして設定する（図13）。

5-2. 交通手段別の立ち寄り行動と休日外出行動

駅周辺居住者の立ち寄り行動と休日外出行動について、

駅周辺に居住する通勤勤務者は研究対象範囲全域での分析

対象者と同様の結果を示した（表12）。駅周辺に対象を絞

ると、バス・自動車利用者で休日外出総計が上昇した。こ

れには、休日徒歩自転車外出の増加が大きく寄与しており、

居住地周辺の購買環境の向上が影響を及ぼしたものと考え

られる。

休日徒歩自転車外出について、3章と同様に公共交通利

用者の頻度が自動車利用者と比較して有意に多かった（表

13）。自家用車所持率の違いを踏まえても、公共交通利用

者群は滞在を含まない活動（散歩やサイクリング）の頻度

でも自動車利用者に対して有意に高いことが確認された

（表14）。これは、自動車通勤者が日常的に車を利用する

図13　居住地近辺で購買行動が発生しやすい駅勢圏

表11　立ち寄りタイプ別の休日外出行動の平均値（全域）

表10　立ち寄り有無別の休日外出行動の平均値（全域）

表12　駅周辺居住者の立ち寄り行動と休日外出行動

図12　立ち寄り行動者の立ち寄り型比率
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習慣の影響を受け、身体活動を伴う移動の頻度が低下して

いる可能性を示唆している。

5-3　立ち寄り行動の有無と休日外出行動の関連

立ち寄り有無別の休日外出行動を以下に示す（表15）。

鉄道利用者に関して、立ち寄り有の群が立ち寄り無の群に

対して、全ての休日外出行動で有意に大きい値をとった。

休日徒歩自転車外出の増加量よりも、休日近隣外出と休日

外出総計の増加量が大きいため、自動車や公共交通機関を

利用した外出行動量も増加していると考えられる。

自動車利用者に関して、立ち寄り有の群が立ち寄り無の

群に対して、休日近隣外出と休日外出総計で有意に大きい

値をとった。休日徒歩自転車外出には有意な差は確認され

なかったため、身体活動を用いた移動の増加には寄与しな

いと考えられる。

5-4.立ち寄りタイプと休日外出行動の関連

立ち寄りタイプごとの休日外出行動について以下に示す

（表16）。鉄道利用者に関して、4章と同様に居住地近辺

で立ち寄る人の方が、勤務地近辺で立ち寄る人よりも有意

に休日徒歩自転車外出が増加することが明らかになった。

休日近隣外出と休日外出総計には有意な差は確認されな

かったため、居住地近辺での立ち寄り行動は休日外出時の

交通手段選択と関連している可能性が示唆された。

自動車利用者に関して、4章で示していた有意な差が確

認されなかった。これは、4章の結果が立ち寄りタイプに

よるものではなく、居住環境の影響によるものであるとい

う可能性を示しているが、因果関係は不明である (13)。

6. 研究の総括

本研究では、位置情報データから勤務者の立ち寄り行動

と休日外出行動を抽出し、通勤に用いる交通機関ごとに集

計した。さらに、それらを関連付けて分析することでより

詳細な特性を明らかにした。具体的には以下の知見を得た。

1.移動目的がわからない人流ポイントから、滞在ポイ

ント群の重なりを考慮した手法を用いることで偶発的な帰

宅時立ち寄り行動を抽出した。立ち寄り行動の頻度につい

て、鉄道利用者が他の交通機関と比較して、有意に高いこ

とが明らかになった。立ち寄りにかかる追加の移動が必要

ないため、立ち寄り行動が発生しやすいことや立ち寄るま

でにかかる時間が短いことが原因として推測される。また、

駅周辺500mで 8割の立ち寄りが発生していること、半数

以上の立ち寄りがデパート・総合スーパー・飲食店に集積

していることが明らかになった。

2．休日外出行動について、公共交通利用者は自家用車

利用者と比較して、休日徒歩自転車外出の頻度が有意に高

いことが明らかになった。自家用車所持率の違いを考慮し

ても、散歩量にも有意な差が確認されたため、身体活動を

伴う移動の習慣が影響していると推測される。また、滞在

発生場所について、外出行動別に滞在先が異なることが明

らかとなった。特に、徒歩・自転車での外出では全体の3

割を総合スーパーが占めており、居住地近辺の購買環境の

重要性が示唆された。

3.1か月間の追跡から得られた立ち寄り行動と休日外出

行動の関連について、鉄道利用者と自動車利用者に関して、

立ち寄り行動を行う習慣は休日の外出頻度と関連があるこ

とが明らかになった。また、鉄道利用者において、居住地

近辺で立ち寄る習慣は休日の外出頻度とは関連がないが、

休日の徒歩・自転車での外出行動との関連が明らかになっ

た。居住地近辺で立ち寄りを行う習慣を持つ人は、休日外

出時に身体活動を伴う交通手段を選択しやすいという可能

性が示唆された。

課題を2点挙げる。1つ目に分析対象を限定した点であ

る。本研究では、議論の簡易化のために福岡市DID周辺

の通勤勤務者のうち子どもと同居する世帯を除いて分析を

行った。しかし、DID以外の居住者、在宅勤務者や全世帯

の2割を占める児童を持つ世帯についての分析は行えてい

ない。より広範な議論のためには、本研究の知見も加味し

たうえで更なる検証が求められる。

2つ目に抽出された勤務の種別が限定的であることであ

る。アンケート情報データを用いて、登録された勤務地周

辺での滞在を就業活動であると仮定して分析を行った結

果、輸送業や建設業のような、勤務地が固定されづらい勤

務者を分析対象に含めることができていないことが想定さ

れる。より詳細な属性データの利用や勤務地が不安定な勤

務者に対するデータ分析手法の開発が求められる。

【謝辞】　
　本研究は、JST （JPMJRS23I3）、東京大学 CSIS 共同研究（No. 
1180）による成果である（利用データ : 企業サーチデータ 座標あ

表14　交通手段別の滞在を伴わない休日徒歩自転車外出頻度

表13　交通手段別の休日徒歩自転車外出頻度

表16　立ち寄りタイプ別の休日外出行動の平均値（駅周辺）

表15　立ち寄り有無別の休日外出行動の平均値（駅周辺）
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り・住所 5 桁版（2023 年 8 月版）（ゼンリン提供））。

【補注】
(1)	 �不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則　首都圏不

動産公正取引協議会より、分速 80 ｍを歩行速度とする。
(2) 年収について、データの仕様上、世帯年収であることや

1000 万円以上は同じカテゴリに振り分けられることに留意
する必要がある。

(3) 自動車利用者・バイク利用者をまとめた総称
(4) 通勤交通手段別の立ち寄り行動の頻度および特徴を比較す

るために、Kruskal-Wallis 検定を用いた。比較を行うデー
タに 95 パーセンタイルを実施して外れ値を削除したデー
タに対して、Kruskal-Wallis 検定を行った。有意差が認め
られた場合、群間差を評価するために Dunn 検定を行い、
Bonferroni 補正を適用して多重比較の問題を調整した。有
意水準は 5% とした（p < 0.05）。

(5) 表 4 にあるように、立ち寄り頻度は 0-3 回に集中しており、
中央値は全ての群で 1 である。したがって平均値の値で比
較を行っている。ただし、Kruskal-Wallis 検定は平均値の比
較による検定ではなく、順位和による検定であるため、値
の大きな外れ値がある場合には、平均値に大きな差があっ
ても有意な差になるとは限らない。しかし、有意差があっ
た場合、順位和による差は平均値にも表れる。

(6) 最近傍探索には Scikit-learn ライブラリの NearestNeighbors
を用いた。最寄りの建物までの距離が 100m 以上であった
場合、立ち寄り場所を「不明」とした。

(7) 建物ポリゴンの用途の判別には 3-1 節で用いたテレポイン
トデータを利用した。複数のテレポイントが 1 つの建物ポ
リゴンに重なった場合、そのポイントの中にデパート、総
合スーパー、ディスカウント店があれば、この順番で優位
に紐づけられるように設定した。複合商業施設は、デパー
トや総合スーパーとして集計されているため、見かけの割
合よりも多く飲食店での立ち寄りが発生している可能性が
ある。重なったポイント群の中に、これらのポイントがな
い場合は、それぞれの用途の割合を計算し、最も高い割合
の用途を紐づけた。最も高い割合が同率で 2 つ以上の場合、
用途を「混合」とした。

(8) 1 ヶ月で一度も立ち寄りを行わない人や複数回立ち寄る人が
存在するため、立ち寄り発生件数は鉄道利用者数と一致し
ない。

(9) 1 か月間の勤務日の行動から抽出した通勤トリップから、各
個人の通勤時間を計測した。

(10) 極端に長い滞在・移動時間を考慮して中央値で比較を行う。
(11) 3-3 節と同様の手法を用いて滞在場所を集計する。
(12) 比較を行うデータに 95 パーセンタイルを実施して外れ値を

削除したデータに対して、交通手段別に Mann-Whitney の
U 検定を用いた 2 群比較を行った。有意水準は 5% とした。

(13) バイク利用者群について、研究対象範囲の減少に伴い、全
体の 6 割の減少があり 67 サンプルまで減少した結果、立ち
寄りタイプ別の比較の際に各群が十分なサンプル数を得ら
れないことを踏まえて比較対象から除外した。

(14) 対象となる勤務者の居住地を駅周辺に絞り込んだことで、
4 章の結果への居住環境の影響が示唆されたことから、駅
周辺に居住していない勤務者で同様の分析を行うと有意な
差が確認できる可能性がある。しかしながら、駅周辺に居
住していない勤務者の居住環境には大きなバラつきが存在
し、類似した居住環境での比較が困難であるため、勤務者
全体で分析を行う 3 章・4 章と同様の考察に留まることか
ら、本研究では分析を行わなかった。
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1. Context and challenges in identifying urban activity centers for practical applications 
The importance of understanding the location and characteristics of urban centers and subcenters is widely recognized in urban studies 

and urban planning. Depending on the context, the creation of new centers and the management of existing ones are considered effective 
ways to address numerous challenges. In large metropolitan areas, integrating subcenters into urban policies has become essential for 
decentralizing traffic flows and activities fostering more sustainable urban growth, while in declining regional cities, this approach serves 
as a tool to improve service accessibility, support economic and social activities, and create a lively urban environment1)2)3)4)5). In Japan, the 
necessity of urban development around compact functional centers has been recently promoted through the spread of the multi-polar 
network-like compact city (多極ネットワーク型コンパクトシティ) concept across national and local urban planning policies6). 

A crucial step in analyzing urban centers and subcenters is the process of their identification. Over the past decades, this process has 
evolved significantly, shifting from subjectively defined CBD7) to multifunctional urban activity centers (UAC) identified using spatial-
statistical modeling and machine learning8)9). An important component of this transformation has been the type of data primarily used for 
center identification. In earlier works, employment statistics, such as job density, were the main indicators1)10)11)12). Other studies adopted a 
mixed perspective or maintained a clear focus on commercial activities13)14). More recent works have approached the task from a 
multifunctional perspective by using indicators that represent a wider range of activities. Examples of such data include building and social 
media data9), nighttime imagery8), and points of interest15). Unlike earlier research, these studies emphasized the importance of cultural, 
recreational, and public activities alongside commercial and employment-related ones. 

While models that integrate various activities provide a high-level understanding of urban spatial structure, they often fail to account for 
differences in the spatial distribution and characteristics of these activities. This inevitably leads to an implicit bias toward employment and 
commercial activities due to their quantitative dominance16). Overfitting models to biased data can result in the omission of places where 
people gather for diverse activities, leading to incomplete insights and potentially misinformed urban planning. Additionally, several policy-
oriented studies demonstrated the need for a more customized approach that would reflect variations in activity concentrations across 
different subcenters in Japanese cities4)17). Considering this, we believe that a more accurate, function- and context-sensitive approach is 
required for applications in urban planning. 

The objective of this study is to develop a comprehensive framework for identifying UAC that accounts for differences in activity types 
and allows for flexibility depending on priorities. Such a framework can provide urban planners with more accurate and place-specific 
insights, facilitating the design of targeted policies that enhance the functionality and livability of urban centers.  

2. Differences between activities and grouping 
As we mentioned in the previous section, the use of indicators exhibiting explicit or implicit bias in previous studies often led to

overlooking certain types of activities and UAC with distinct functional structures. One possible reason for this unequal representation is 
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that trip and behavior patterns related to, for example, work, shopping, leisure, and medical services differ significantly. This was previously 
demonstrated by analyzing various activity types in Tokyo using Person Trip (PT) data18). Based on the analysis of spatio-temporal 
distribution patterns and, very importantly, spatial correlation between activities, Boratinskii and Osaragi proposed grouping activities into 
three broad categories – work-related, commercial, and public. This grouping appears reasonable for our purpose of developing a 
comprehensive framework applicable for urban planning as well, as these three groups align with the functional classification used in most 
building use and land-use maps for urban planning in Japan. Another major building and land use type – residential – is not directly reflected 
in the grouping of activities in this study. This is because activities occurring in private residences are not considered part of the urban 
activity of interest, as they generally do not generate observable concentrations of visitors. However, if any of the activity types listed in 
Table-1 produce such concentrations within predominantly residential areas, these will still be captured in the results.  

To further validate this grouping, we analyzed PT data for Tokyo for 2018 similarly to Boratinskii and Osaragi16). For the spatial analysis 
of activities, this study used the destination coordinates of trips with purposes listed in Table-1 as a proxy for activity locations. These 
destination points were aggregated to a hexagonal grid with a side length of 175 meters, which was suggested as an appropriate spatial 
resolution by prior research9). To estimate actual daily participation in each activity, each data entry was weighted using the magnification 
factor provided in the original PT dataset. Our analysis confirmed the previous findings regarding similarities within these activity groups 
as summarized in Table 1. Additionally, we identified a new distinguishing factor — typical trip distance – which varied across activity 
groups (Figure-1). While some variation exists within groups, the general pattern is that work-related activities tend to involve the longest 
trips, trips for public services show moderate trip distances, while activities for commercial and leisure purposes are typically associated 
with the shortest trips. This additional insight, when combined with the tendency of activities to form spatial clusters, allows for further 
refinement of UAC identification models. 

By accounting for objective differences in characteristics typical for each activity group, we can enhance the accuracy and context-
sensitivity of these models, ensuring a more complete representation of activities in a city. 

Table-1. Content and features of activity groups 
Group Trip’s purposes included Temporal pattern18) Spatial pattern18) Avg. trip distance 

Work Work, meeting and conference, sales and 
delivery, other work 

Duration of several hours, typically starting 
in the morning. 

Form large clusters, mainly in the city 
center, with a low number of clusters. Longest (~10.2 km) 

Commercial 
services and 

leisure 

Daily goods, other goods, dining, cultural, 
other study, leisure/excursions, other private 
purposes 

Usually completed within 2.5 hours, with 
daily shopping taking less than 30 minutes. 

Form smaller clusters that are more 
evenly distributed throughout the city. 

Short (~1.1 km), longer 
for cultural activities, 

leisure and excursions. 

Public 
services 

School, medical, nursing care, 
accompanying, local activities and 
volunteering. 

Generally longer than commercial activities 
but varies significantly depending on the 
type. School-related activities tend to be the 
longest. 

Tend to concentrate in individual 
facilities and are more dispersed, without 
forming district-like clusters. 

Medium (~1.7 km) 

 
Figure-1. Distribution and medians of trip distances by 3 activity groups 

 
3. Identification of group-specific UAC 

Having established the differences in activity types and their spatial and temporal characteristics, we now identify UAC separately for 
each group of activities. This approach allows us to tailor the models, ensuring that the resulting centers better reflect actual spatial 
distribution patterns. Based on the previously presented differences, we aim to identify employment UAC as large clusters attracting 
commuters from long distances, commercial centers as smaller clusters with relatively compact service zones, and public centers as 
compact entities typically concentrated within a single cell and distributed more evenly throughout the city. 

To account for these differences, we adjusted the existing model based on data-driven findings. In most recent studies, urban subcenters 
have been identified using spatial-statistical models. These models compare each spatial unit (e.g., cell of the regular grid) to its 
surroundings to determine whether the activity level is relatively high2)8)9)10). In most cases, the definition of ‘surroundings,’ often referred 
to as the neighborhood, has been determined arbitrarily, without accounting for differences between activity types. We propose defining 
the neighborhood radius based on data-driven findings that reflect the typical distances from which people travel for different activities. As 
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demonstrated in the previous section, the three activity groups exhibit significant differences in this aspect, which can be represented by 
the median trip distance. Using the typical trip distance as a basis for defining the neighborhood radius ensures that each cell is compared 
to the relatively compact area from which the trips originate with the high probability.  

Technically, this adjustment can be implemented in several ways depending on the chosen modeling approach. In this study, we employ 
spatial autoregression (SAR) to identify UAC, following the methodology used in a recent study16). This method was selected because it 
was originally developed for Tokyo and offers flexibility and transparency in adjusting the neighborhood definition. In the original study, 
spatial neighborhood was defined using direct adjacency, i.e., each cell was linked to its six immediate neighbors, corresponding to a radius 
of approximately 450 meters. However, comparing this radius with typical trip distances for the three major activity types reveals that the 
smoothing window may have been too narrow to reflect meaningful spatial interactions. Moreover, although the previous study 
incorporated a variety of activity types, it did not distinguish between them in terms of spatial characteristics or trip behavior. This limitation, 
common in prior work8)13), may reduce the model's sensitivity to functional diversity. To address these issues, we modify the SAR approach 
by defining the neighborhood radius based on the median trip distance for each activity group, thus adapting the model to reflect differences 
in their spatial distribution. The mathematical formulation of this neighborhood definition is presented in Equation-1. 

 
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

1, if 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑎𝑎
0, othewrise

 Equation-1 

where 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 is the neighborhood matrix showing the relationship between cells i and j, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖  is the distance between cells and TD is the 
median trip distance for activity group a. This approach allows us to capture the potential service area of each cell. While the median trip 
distance effectively differentiates between activity types, it is not necessarily the optimal choice. Ideally, a more refined approach, such as 
modeling trip decay functions or delineating service zones, would provide a more precise representation. However, the primary objective 
of this study is to establish a comprehensive framework that accounts for activity-specific differences while integrating them into a unified 
analytical model, so we suggest to focus on increasing the precision of purpose-specific UAC in a separate study. 

For the identification of UAC, we construct three separate spatial autoregression models, one for each activity group, and extract positive 
residuals from these models, as outlined in Table-2.  

Table-2. Differences in previous and newly suggested UAC identification methods 
Step Previous method16) New method Explanation of the changes 

1. Data source Person Trip Survey 2018 data 
(PT) 

Person Trip Survey 2018 
data (PT) 

Purposes of trips in PT indicator include work, commercial, personal, leisure and 
public activities (trips to educational, medical, and other public facilities). 

2. Spatial units 
Two hexagonal grids: 175 m 
side length and 150 m side 
length. 

One hexagonal grid with 
175 m side length 

Initially, a larger cell size was chosen for experiments due to the computational 
efficiency. Ultimately, we found out that the issues that were previously addressed 
by employing two grids were resolved through model adjustments, eliminating 
the need for multiple grid sizes. 

3. Urban activity 
indicator (𝑦𝑦) 

The number of people 
coming to each cell for 
purposes other than ‘going 
home’ (PT-indicator) 

PT-indicator divided into 3 
types (work, commercial & 
leisure and public services) 
based on data analysis. 

The rationale for dividing activities within a single PT indicator into three groups 
is discussed in Section 2. 

4. Selecting global 
activity peaks 

Centroids of 6 cells with the 
highest urban activity levels 
were selected. Distance from 
them (X) was used in the 
model. 

Global centers are not 
selected, and distance to them 
is not considered in the 
process. 

In previous research, global centers were introduced into the model to mitigate the 
impact of the overall centrality trend and to improve the representation of 
peripheral centers. In this study, we account for differences between large central 
UAC and smaller peripheral UAC by tailoring the model itself for the differences 
between activities of three groups. 

5. SAR  
(UAC modelling) 

Before SAR, all variables were normalized using min-max 
scaling for comparability of residuals. In the previous model, the distribution of all activities was modelled together and 

the neighborhood matrix was based on geographical adjacency. In this study, 
activity is estimated separately for each group (a) and the neighborhood radius in 
𝑊𝑊𝑎𝑎 is set based on the median trip distance for each activity group.  

𝑌𝑌� =  𝜇𝜇 +  𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑌𝑌𝑎𝑎� =  𝜇𝜇 + 𝑝𝑝𝑊𝑊𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎 
𝑌𝑌� – estimated number of activities, 𝑝𝑝 – autoregressive 
parameter, 𝜇𝜇 – regression bias. 𝑦𝑦 – number of activities. 𝑊𝑊 
– neighborhood matrix, a – activity group. 

6. Identification of 
UAC 

UAC identified as statistically 
significant positive residuals 
from the SAR model at a 
99% confidence level. 

UAC identified as 532 cells 
with the highest positive 
residuals from the activity-
type-specific SAR models. 

Instead of relying on statistical significance thresholds to define UAC among 
positive residuals, we set the number of selected cells to match the area covered 
by Google AoI (532 cells). The rationale for this choice is further detailed in 
Section 3. 

 
In addition to the change in neighborhood definitions, another adjustment concerns the selection of UAC from positive residuals. In 

previous studies, the threshold was either set arbitrarily or determined using statistical significance. While using statistical significance is a 
sound approach, it still involves a subjective choice, as the significance level is chosen by the researcher. To address this, we propose a 
benchmarking-based approach for defining the threshold. Although there is no widely accepted ‘perfect UAC’, Google Areas of Interest 
(AoI) – yellow areas on Google Maps – serve as a widely recognized proxy for commercial urban centers. While the exact algorithm 
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behind AoI identification is undisclosed, it is known that these areas represent areas with a high concentration of shops, restaurants, and 
leisure facilities16)19). Since AoI is a product developed by a major IT company which is used globally for both everyday and professional 
purposes, we considered it a practical reference point for commercial center identification. However, AoI is not used in this study as a target 
for spatial replication or model validation. Rather, it serves purely as a consistent benchmarking reference to set the total area of selected 
UAC, avoiding arbitrary or type-biased thresholding across activity groups. Accordingly, we set the threshold for significant residuals such 
that the total area of identified UAC aligns with the total area covered by AoI in Tokyo. Given the size of the grid used in our analysis, this 
corresponds to selecting the 532 cells with the highest positive residuals in each model. Although AoI primarily represent commercial 
centers, we apply the same threshold across all three UAC types due to the similar distribution of residuals among them. Unlike AoI, our 
model accommodates multiple types of activities, including work-related and public functions. Therefore, it enables the identification of 
multifunctional urban centers, going beyond the scope of commercially focused spatial products. Despite the advantages of Google AoI 
such as credibility and availability for almost all cities around the globe, we consider it a possible standardization method rather than the 
ultimate solution. Other methods of selecting significant residuals may be considered in future work. 

The results of UAC identification for the three activity groups are presented in Figure-2. Overall, the proposed method effectively 
captures the distinct spatial characteristics of each group: employment UAC emerge as large clusters inside the Yamanote Line (hereafter 
referred to as city center), commercial UAC form medium-sized clusters distributed relatively evenly, and public service centers appear as 
scattered individual cells with a few small clusters within the city center. 

 
Figure-2. Original distribution of activities and UAC by 3 types of activities (Background map: © OpenStreetMap contributors)  

 
The comparison of original activity distribution maps with the UAC maps confirms that centers are identified not by their absolute 

activity levels but by their relatively high activity compared to surrounding areas, which is an essential aspect of UAC. However, one 
potential limitation is observed in the identification of work-related UAC: some important centers: outside the city center seem to be not 
fully captured. This issue likely arises from the relatively small number of cells classified as significant residuals. In previous studies 
applying a similar methodology with the same cell size to Tokyo, the number of identified UAC was approximately 30% higher. This 
difference is likely to stem from a technical challenge in matching the total area of selected hexagonal cells with the total area of Google 
AoI. While AoI are precisely delineated based on buildings and street networks, UAC in our study remain as hexagonal cells, which may 
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include inactive areas due to the spatial unit’s shape. To mitigate this issue, we propose lowering the significance threshold to increase the 
number of work-related UAC by 20–30%. An alternative approach to addressing this limitation is discussed in the next section. 
 
4. Integration of group-specific UAC 

In the previous section, we presented a method for more precise identification of UAC by classifying them into three groups based on 
their unique characteristics. While this approach improves our ability to capture the diversity and characteristics of urban functions, it does 
not account for multifunctionality. Moreover, urban planning applications often require a unified set of centers to provide a more 
comprehensive and systemic view of the city. To address these needs, we propose two methods for integrating group-specific UAC into a 
single set. The process and rationale behind each method are explained in Table-3. 

Table-3. Methods for integrating group-specific UAC 
Method Integration process Rationale 

Minimum (sum of residuals) 

For each cell, sum the residual values from the three SAR models. 
Then, rank all cells based on the total sum and select 532 cells with the 
highest sum as integrated UAC. Since activity intensities were 
normalized prior to modeling, the residuals used in the integration step 
are scale-independent. Thus, the sum of residuals across activity types 
is not biased by the original number of trips in each category.  

Aims to identify cells that have high activity across 
multiple types, or exceptionally high in one. 
Highlights the limited number of outstanding 
activity clusters in the city. 

Maximum (union of group-specific UAC) 
Combine all group-specific UAC sets into a single set. If a cell appears 
in more than one group, count it only once. The total number of cells in 
this set was 1311. 

Ensures that all function-specific centers are 
included, allowing multifunctionality and balance. 
Better reflects functional diversity across the city. 

 
The results of the integration of UAC using both methods are presented in Figure-3. Maps of UAC extracted using the previous method 

were also included for comparison. The identification process for the previous method follows the procedure described in the "Previous 
method" column of Table-2, with two key modifications. First, activities not classified into work, commercial & leisure and public services 
were excluded from the PT indicator. Second, the number of cells identified as UAC from positive residuals was adjusted to match the 
number of integrated UAC produced by the new approach. These adjustments were introduced to ensure a fair and consistent comparison. 

 
Figure-3. Maps of integrated UAC (Background map: © OpenStreetMap contributors)  
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One of the key advantages of the new method lies in its ability to provide information about which specific activity group(s) each UAC 
cell is associated with. By leveraging this information, the binary classification of cells into UAC and non-UAC can be extended into a 
representation of whether cells are outstanding (significant residuals) within one or multiple activity groups, as visualized in Figure-3.  
 
5. Analysis of integrated UAC and conclusions 

In this section, we analyze the integrated UAC sets by comparing them with each other and with the results obtained from the previous 
model. As noted earlier, there is no established ground truth or training data for UAC or urban subcenters, making it impossible to directly 
assess the accuracy of the results. However, several quantitative and qualitative indicators can be used to evaluate whether the new results 
are more suitable for urban planning purposes. 

Starting with the spatial distribution of the identified UAC, the key advantage of the new methods is the elimination of disruptions and 
voids within multicell centers, a problem highlighted in earlier research16). While previous models detected large centers and disaggregated 
clusters of UAC cells and non-UAC cells, the new method reveals more cohesive and well-defined UAC shapes. For medium-sized 
centers, the use of a very small neighborhood radius in the previous model resulted in detecting only a single UAC cell. In contrast, the 
new method captures a more complete form of active districts across the city. The relatively small number of UAC cells identified in 
peripheral areas by the Minimum approach may be seen as a limitation, however, this issue may be mitigated by adjusting the significance 
threshold, as discussed in the previous section. 

To analyze whether the bias toward commercial and work-related activities and the underrepresentation of public activities was mitigated 
or worsened, we calculated and illustrated the proportion of activity by group covered by UAC identified by each model (Figure-3). In the 
Minimum approach, the increase in the representation of activities related to public services compared to the previous method is limited, 
likely due to the generally low spatial concentration of public facilities. However, we observe some improvement in representation of all 
three activity types, indicating that the algorithm's efficiency has improved without sacrificing any particular group or location. In the 
Maximum approach, the representation of public activities increases by 7.7 percentage points, which, considering the higher representation 
of the other two activity groups and the equal identification of centers throughout the city, is a good outcome. 

A clear advantage of the new method is its ability to visualize and analyze both the distribution of urban functions and their combinations, 
as represented by the seven categories in the maps of Figure-3. This allows for a more nuanced understanding of differences between types 
of activity clusters, which is essential for creating more functionally balanced urban plans and implementing tailored strategies for local 
development. While building use or land use data is traditionally employed for this purpose in urban planning, such datasets are often bulky 
and fail to capture the actual impact of facilities in terms of generated traffic flows and human presence. The proposed method offers a 
compact spatial summary of this information, focusing on where people actually are. The main current limitation lies in the low update 
frequency of PT data, but more frequent updates – ideally on an annual basis – could significantly enhance its applicability for planning. 

Summarizing the impact of this research, we first revisited the process of urban center identification by accounting for the spatio-temporal 
characteristics of different activities. The group-wise UAC identification results showed that incorporating trip pattern characteristics into 
the models through modifying the neighborhood definition enhances the model’s ability to reflect different spatial clustering tendencies. 
This allowed for a more accurate representation of the three functional types of urban centers, which were then integrated into a single 
framework using two different approaches. From a functional perspective, the integration through merging the results of the three sub-
models (Maximum approach) provided the most complete and balanced data. The resulting centers represent employment, commercial 
activity, leisure, and public services in almost equal proportions. However, the relatively high number of identified UAC may complicate 
the implementation of targeted measures, so strategies to limit or prioritize them should be considered. 

A key advantage of the proposed method is its ability to visualize both the distribution of individual functions and their mix, revealing 
the specific functional character of each activity cluster. In terms of planning applications, we believe this method can serve as a practical 
guideline for both large cities and regional towns. In metropolises like Tokyo, it can support efforts to ensure a more balanced distribution 
of services and spaces for social interaction. In smaller or peripheral cities, the boundaries of UAC identified by this method could serve 
as a reasonable basis for designating urban function induction-encouraged areas20), focusing activity around railway stations and promoting 
a more compact, vibrant urban environment. Thus, by bridging the gap between generalized models and practical applications, the 
suggested framework is expected to contribute to the realization of more sustainable and efficient urban planning. 
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1. はじめに 

1.1. 研究の背景 

 海や川，湖，沼は自然の恩恵であり，昔から人々の日常

生活と関わってきた．特に，風景が水面に映る倒景は，富

士山や桜などの景色をより美しく見せる．倒景の魅力は，

主視対象を大きく見せること，そして上下対称美である．

水辺空間を演出する倒景を，定量的に評価することは，景

観整備にとって重要である． 

唐津市の「環境芸術の森」には，意図的に設計した非日

常倒景がある（図－1(a)）．一方で，水田，水溜まりなど，

日常生活で目にする倒景は，地域住民の地元への愛着を高

める上でも重要である．特に，川沿いの桜並木の倒景は春

の風景をより魅力的にしている．大学キャンパスにも雨の

翌日には水溜りに桜倒景が映る（図－1(b)）．しかし，財政

悪化，人手不足，コミュニティ衰退などから予算や人員は

限られ，草刈りが進まず雑草が繁茂し，高度成長期に整備

された親水空間はもとより日頃堪能できた倒景ですら失わ

れつつある．地域ならではの倒景を確保するために，緑地

整備の考え方が求められる． 

(a)非日常 (b)日常 

図－1 非日常・日常倒景 

1.2. 研究の目的 

本研究の目的は，視界に映る並木林冠の立体角の大きさ

を用いて，並木周辺の草木繫茂が並木倒景へ与える影響を

定量的に特徴づけることにある．並木が水面上に等間隔で

並ぶことを想定し，川沿いなどの並木の景観的魅力が緑地

管理不全によりどの程度悪化するのかを明らかにする．樹

冠の立体角が大きい方が優れるとし，正景（直接見える主

視対象景）と比較しながら倒景を評価する．一般性を追求

するため，単純化したモデルを構築し知見を導出する．  

図－2 は，視点と桜並木の間に位置する草木繫茂により

変化する景観の3Dパースである．図の(i)から(iv)へと草木

が成長するにつれて，まずは桜倒景が分断され縮減し，や

がて桜倒景は完全消失する．そして桜正景までも遮られ，

最終的には桜が全く見えなくなる．このように，周辺草木

繫茂が及ぼす影響は倒景と正景とでは異なる．本研究は草

木繫茂や樹木配置，視点の位置や高さなどの要素において

緑地景観整備に貢献することを意図している．  

既存研究を概観すると，洲濱 1)と久世ら 2)は画像解析や

アンケート調査を通じて景観を評価し緑視率の有効性を指

摘した．川上ら 3)はアンケート調査から主観的緑視率が個

人属性に依存することを示した．藤井ら 4) 5)はCGモデルで

緑視率の高精度計算をして計画指標を提示した．一方，本

間ら 6)は建物の立体角指標を解析的に示した．任ら 7)は，草

木繫茂が見える湖俯瞰の魅力を低下させることを立体角と

アスペクト比で分析した．単独木樹冠の倒景の立体角に関

しては田代ら 8)の研究，並木林冠の立体角に関しては平澤

ら 9)の研究がある．本研究の新規性は，並木全体を映す倒

景，そして周辺草木繁茂の影響を分析した点にある．田代

ら 8)と平澤ら 9)立体角モデルを統合し，並木倒景の立体角

算出方法を示す．そして，視界を遮る草木繫茂が正景や倒

景がなす立体角に与える影響を計量的に分析する（図－3）．  

環境芸術の森
佐賀県唐津市（2025/1/24）

筑波大学
茨城県つくば市（2025/4/4）

緑地管理不全と並木倒景との関係 

The relationship between inadequate green space management and tree row reflections 

任伊晗*・大澤義明** 
Yihan REN*, Yoshiaki OHSAWA** 

The upside-down reflection on calm water, like Sakasa-Fuji, is emblematic of Japan’s deep cultural tradition of 

appreciating mirrored landscapes. This study, from the perspective of green space management, mathematically 

analyzes the relationship between vegetation growth and its visual reflection on water surfaces. Focusing on evenly 

spaced cherry blossom trees planted along riverbanks, this study quantifies the tree canopies captured within the 

viewer’s field of vision using solid angles, thereby measuring their visual presence in a geometric and perceptual context. 

The research reveals how lush vegetation growth affects the size of inverted cherry blossom rows reflected on the water, 

offering insights into landscape aesthetics and perception. 

Keywords: Reflection landscape, vegetation growth, green space structure, water landscape, solid angle 

倒景，草木繁茂，緑地整備, 水景, 立体角 
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図－2 草木繫茂と倒景・正景 

 

図－3 既存モデルとの関係 

 
(a)平面図         (b)立面図 

図－4 配置図 

 
図－5 視点𝑂を中心とする単位球 

 

図－6 樹冠の重複 

2. 並木倒景 

2.1. 立体角の計算 

 並木への立体角モデルと単独木の倒景モデルとを組み合

わせて，並木の倒景（図－3 (1)）を特徴づける．本研究で

は，図－4に示すように，既存モデル 8)9)と同様に次の仮定

を設定し単純化し一般的知見を得る：(a-1) 偶数本の合同な

樹木が直線上に等間隔配置，(a-2) 視点は並木中央，(a-3) 樹

冠は球，(a-4) 水面は完全に平坦． 

水面の高さを基準とし次の記号を導入する（図－4）．𝑂:

視点，ℎ(≥ 0) :視点高さ， 𝑟:樹冠半径，𝑠: 樹冠中心高さ，

𝑎(≥ 2𝑟): 樹間間隔，𝑑:並木中心線までの距離，𝑛:並木本数． 

本研究では他の景観解析研究 8)9)10)と同じく立体角（単位

ステラジアン）の大きさで評価する．立体角は中心が視点

𝑂にある単位球面に投射された視対象の表面積である．平

澤モデル 9)に従い，図－5に示すように，半頂角𝜃の単位球

帽を頂点より角度𝜓の大円で切り取った部分の表面積を

Ω扇(𝜃, 𝜓)，半頂角𝜃の単位球帽を中心より角度𝜑の大円で

切り取った弓形の表面積をΩ弓(𝜃, 𝜑)とすると， 

Ω扇
(𝜃, 𝜓) = 𝜓(1 − cos 𝜃), 

Ω弓(𝜃, 𝜑) = 𝜋 − 2 arcsin (
sin𝜑

sin 𝜃
) − 2 arccos (

tan 𝜑

tan 𝜃
) cos 𝜃. 

仮定(a-1)及び(a-2)から，並木での樹木位置の対称性から

正面から左側の樹木に限定し正面から近い順で樹木に添え

字を与える．視点𝑂の並木中心線へ下した足から樹木𝑖まで

の距離は𝑎(𝑖 − 1/2)となる．樹冠𝑖への見込み角𝜃𝑖は： 

𝜃𝑖 = arcsin
𝑟

√𝑑2 + (𝑠 − ℎ)2 + 𝑎2(𝑖 − 1/2)2
     (1) 

従来の平澤モデルでは，無限に続く並木の樹冠の立体角

で評価していた．個々の樹木の視認寄与分を明確化するた

め，本研究では並木数を有限とし，式(2)で示す個別の樹冠

立体角を算出する．各樹木への正景及び倒景の立体角を視

点高ℎの関数でΩ𝑖(ℎ), Ω#𝑖(ℎ)と表現する．前の隣接する樹

冠に遮られていない場合（図－6の樹冠𝑖 − 2や樹冠𝑖 − 1），

式(1)が樹冠立体角を示す．しかし，一般に樹冠は隣接する

樹冠に遮られて見える（図－6の樹冠𝑖や樹冠𝑖 + 1）．図－

6 が示すように，樹冠の重なりは，二つの黄色の弓形から

構成されるが，左側の弓形の曲率の方が右側より小さい． 

図－6 に示すように，𝑃𝐶を視点𝑂とすべての樹冠中心を

含む横の平面（林冠平面）（図－4(b)），𝑃𝐴を視点𝑂と樹冠𝑖

の中心を含む縦の平面（樹心平面），𝑃𝐴′を視点𝑂と樹冠𝑖 −

1の中心を含む縦の平面（樹心平面），𝑃𝑅を樹冠𝑖と樹冠𝑖 −

1の交線と視点𝑂を含む平面（隣接平面）とすると，

𝑃𝐴, 𝑃𝐴′, 𝑃𝑅は𝑃𝐶と直交する 9)．単位球の子午面を視点𝑂に

通る𝑃𝐶と直交する平面とする．𝜑𝑖

前
を平面𝑃𝑅と𝑃𝐴の角度，

𝜑𝑖−1

次
を平面𝑃𝑅と𝑃𝐴′の角度，𝜆𝑖を子午面と平面𝑃𝐴の角度，

𝛿𝑖−1を樹木𝑖と樹木𝑖 − 1の角度とする．平澤ら 9)の結果から，

樹冠𝑖から樹冠𝑖 − 1による遮蔽部分（黄色の太枠で示す二

つの弓形）を取り除くと，樹木𝑖の正景がなす立体角Ω𝑖(ℎ)

田代モデル

平澤モデル

正景＋倒景＋草木成長正景＋倒景正景

単
独
木

並
木

……

子午面

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-627-



は次のようになる： 

Ω𝑖(ℎ)

= {

Ω扇(𝜃𝑖 , 2𝜋)                                                                 (𝑖 ≤ 𝑖𝑑)

Ω扇(𝜃𝑖 , 2𝜋) − Ω弓(𝜃𝑖 , 𝜑𝑖

前
) − Ω弓(𝜃𝑖−1, 𝜑𝑖−1

次
) (𝑖 > 𝑖𝑑)

. (2) 

ただし， 𝜆𝑖 = arctan
𝑎(𝑖−1/2)

√𝑑2+(𝑠−ℎ)2
, 

𝛿𝑖−1 = 𝜆𝑖 − 𝜆𝑖−1. 

𝜑𝑖−1

次
= arctan

cos 𝜃𝑖 − cos 𝛿𝑖−1 cos 𝜃𝑖−1

sin 𝛿𝑖−1 cos 𝜃𝑖−1

, 

𝜑𝑖

前
= 𝛿𝑖−1 − 𝜑𝑖−1

次
, 

𝑖𝑑 = ⌈
1

2𝑎
(
√𝑑2 + (𝑠 − ℎ)2

𝑟
√𝑎2 − 4𝑟2)⌉． 

図－7(a)断面図から理解できるように，倒景は鏡面反射

で表現できる．そして，倒景の立体角Ω𝑖
#は式(2)のΩ𝑖(ℎ)に

おいて視点高をℎから−ℎに置き換えるだけで 8)，次のよう

に表現できる： 

Ω𝑖
# = Ω𝑖(−ℎ).                              (3) 

図－7(a)から分かるように，視点場の位置が低いほど倒景

が大きくなる．実際，式(3)から，視点が水面に限りなく近

づくと(ℎ → 0)，正景と倒景の立体角は同じになることを

確認できる．また水面を軸とする対称性から樹冠中心高を

𝑠から−𝑠に置き換えても倒景の立体角を表現できる．これ

ら二つの計算方法の違いを3節で活用する． 

 

(a)鏡面反射        (b)月形近似 

図－7 樹冠と林冠の倒景 

式(2)及び (3)を用いて，𝑛本の樹冠の立体角合計として，

林冠の正景がなす立体角Ω，倒景がなす立体角Ω#をΩ =

∑ Ω𝑖(ℎ)𝑛
𝑖=1 , Ω# = ∑ Ω𝑖

#𝑛
𝑖=1 として与える． 

 

2.2. 分析と解釈 

本研究の数値計算では，𝑠 = 3(𝑚),  𝑟 = 2(𝑚), 𝑑 = 10(

𝑚) , 𝑎 = 3(𝑚) , 𝑛 = 20とパラメータの基準値を設定する．

図－8の横軸は並木までの距離𝑑，縦軸は正景および倒景の

立体角Ω, Ω#を実線と点線で示す．3 種類の視点高ℎ = 0,   

1.5,3.0(𝑚)についての値を図示する．図－8から，2点が読

み取れる．第一に，並木から遠い視点だと両者の違いは小

さいが，並木に近づくにつれて正景の値は伸び，倒景の値

が頭打ちとなる．第二に，視点が低いほど，正景と倒景と

の違いが小さく，視点が高くなるにつれて両者は開く．視 

 

図－8 正景と倒景との比較 

 

図－9 周辺率と立体角 

点高ℎの影響が相対的に大きくなるからだと考えられる． 

並木に近づくに従い立体角は高まるが，一方で正面2本

の樹木に目が奪われ並木の特徴が消失していく．これら倒

景の加算効果およびトレードオフの様子を定量的に分析す

るために，正景の立体角Ω，正景と倒景の立体角を合算し

た全体（Ω + Ω#）を第一の評価とする．また，正対面2本

以外が林冠に占める比率（周辺率）を第二の評価とする．

両評価ともに高い値が望ましいものとする．第一評価を横

軸に，第二評価を縦軸とする二目的評価として図－9 に示

す．図から，倒景が加わることにより立体角も周辺率も上

昇し，倒景の加算効果でトレードオフというジレンマ状況

をパレート改善できていることが分かる．倒景が並木なら

ではの横長という規模の効果を引き出し，量的にも質的に

も緑地景観を向上させる． 

 図－8から，距離𝑑が大きくなるにつれて倒景と正景との

比が安定していく．そこで，無限の長さの並木道を想定し，

両景の比の近似を考える．樹木が視点正面にあると想定し，

月形（凸二角形）を通じてその上端と下端との大円の角度

差を求めると，次のように，正景では𝛾，倒景では𝛾#となる

（図－7(a)），視点から並木までの距離𝑑が𝑟, 𝑠, ℎと比べてか

なり大きいとしテーラー展開を施すと次のようになる： 

𝛾 = 2 arcsin
𝑟

√𝑑2 + (𝑠 − ℎ)2
≈

2𝑟

√𝑑2 + (𝑠 − ℎ)2
 , 

𝛾# = 2arcsin
𝑟

√𝑑2 + (𝑠 + ℎ)2
≈

2𝑟

√𝑑2 + (𝑠 + ℎ)2
 . 

これら角度差の月形 11)の表面積は2𝛾, 2𝛾#となる．これら月

形表面積の比で，立体角比Ω#/Ωを近似する（図－7(b)）： 

Ω#

Ω
≈ √

𝑑2 + (𝑠 − ℎ)2

𝑑2 + (𝑠 + ℎ)2
 . 

周辺率

立体角

全体

正景

パレート
改善
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右辺の近似式では樹木間隔𝑎や樹冠半径𝑟，樹木本数𝑛と無

関係となる．図－10 の横軸に並木本数𝑛，縦軸に立体角の

正景に対する倒景の比率を示す．𝑎 = 6,9,12，𝑟 = 1,3とし

式(2)及び(3)を用いて計算した比Ω#/Ωである．そして，黒

色実線が近似式の値である．並木本数𝑛が増えるあるいは

樹木間隔𝑎が広がるに従い，単純な式でありながら，𝑛 = 10

程度でも近似できる様子が読み取れる．林冠と球面二角形

との間には隙間が発生するが，安定した近似が得られた． 

 
図－10 正景・倒景比の近似式 

 

2.3．小括 

 並木への正景と倒景の立体角の大きさを比較し，次の 3

点を明らかにした．第一に，視点が並木から遠いと正景と

倒景との差異は小さいが，並木に近づくにつれて正景が倒

景より大きなる．第二に，倒景の方が正面以外の割合が高

く，横長の効果など並木本来の魅力を引き出している．最

後に，並木という連続性に着目し，正景と倒景の立体角比

を樹木間隔や樹冠半径に依存せずに近似できる． 

 

(a) 鏡面反射    (b) 草木月形 

図－11 草木繫茂と倒景 

 

3. 草木繫茂と単独木倒景 

3.1．立体角の計算 

緑地管理不全による草木繫茂は視点から樹冠への視界を

遮る．この影響を吟味するために，視点正面に位置する単

独木に限定し考察する（図－3 (2)）．仮定(a-1)の代わりに次

を仮定する：(a-1) ′単独木が視点正面に位置．また，草木

繫茂に関して次の仮定を置く：(a-5) 草木には厚みがなく同

一高さで無限の長さで単独木と平行． 

新たに次の記号を導入する．𝑥:草木と視点𝑂との距離，

 𝑦：草木高さ．さらに， 𝑃𝐺を𝑂と草木上端を含む平面（草

木平面）とし，平面𝑃𝐶の鉛直角𝛼𝑉，平面𝑃𝐺の鉛直角𝛽𝑉，

平面𝑃𝐶と平面𝑃𝐺の角度差𝜇𝑉は次のように定める．なお，

𝛼𝑉 , 𝛽𝑉 , 𝜇𝑉の値域は(−𝜋/2, 𝜋/2)で，符号付きの角度である． 

𝛼𝑉 = arctan (
𝑠 − ℎ

𝑑
) ,                        (4) 

𝛽𝑉 = arctan (
𝑦 − ℎ

𝑥
) ,                        (5) 

𝜇𝑉 = 𝛼𝑉 − 𝛽𝑉 ,                               (6) 

𝜃𝑉 = arcsin
𝑟

√𝑑2 + (𝑠 − ℎ)2
. 

繫茂に応じた3ケースを考える：i)樹冠がすべて見える；

ii)樹冠の一部だけが見える；iii)樹冠が全く見えない．仮定

(a-5)から 𝜇𝑉は草木が成長するにつれて大きくなる．草木

による樹冠遮蔽は，𝜇𝑉が定める平面（草木平面）の切り取

りで表現される（図－11(a)）．この平面は単位球面では大円

となる．視点高ℎ，樹冠中心高𝑠の関数として，単独木正景

がなす立体角をΩ(ℎ, 𝑠)とすると： 

Ω(ℎ, 𝑠) = {

Ω扇(𝜃𝑉 , 2𝜋)                               (𝜇𝑉 ≥ 𝜃)

Ω扇(𝜃𝑉 , 2𝜋) − Ω弓
(𝜃𝑖 , 𝜇

𝑉)   (𝜇𝑉 ≤ |𝜃|)

0                                             (𝜇𝑉 ≤ −𝜃)

.   (7) 

 

図－12 草木前後に発生する倒景の鏡面反射 

 
(a)上側倒景        (b)下側倒景 

図－13 倒景の計算方法 

草木が視点に近いほど角度𝜇𝑉が大きくなり，立体角

Ω(ℎ, 𝑠)は減少する．障害物が手前に位置するほど視界を遮

るため，この結果は直観と矛盾しない． 

繫茂の倒景への影響は，図－12が示す鏡面反射で表現で

きる．ただし，図－2(ii)の3Dパースや図－11(b)の草木投影

の月形が示すように倒景は分断され，①樹冠の上側倒景，

②樹冠の下側倒景が発生する可能性がある．上側倒景（図

－13(a)）の立体角Ω𝑈#(ℎ, 𝑠)は式(7)で示したΩ(ℎ, 𝑠)の視点

高をℎから−ℎに置き換えて： 

Ω𝑈#(ℎ, 𝑠) = Ω(−ℎ, 𝑠). 

下側倒景（図－13(b))の立体角Ω𝐿#(ℎ, 𝑠)は，式(7)のΩ(ℎ, 𝑠)

の樹冠中心高を𝑠の代わりに−𝑠とし： 

Ω𝐿#(ℎ, 𝑠) = Ω(ℎ, −𝑠). 

これらを結合させることで，倒景がなす立体角Ω#(ℎ, 𝑠)は： 

(a)上側倒景

(b)下側倒景
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Ω#(ℎ, 𝑠)＝Ω𝑈#(ℎ, 𝑠) + Ω𝐿#(ℎ, 𝑠)                             

＝Ω(−ℎ, 𝑠) + Ω(ℎ, −𝑠).                       (8) 

 

図－14 草木繫茂と上側・下側倒景立体角 

 
図－15 視点高の感度分析 

 

図－16 樹冠半径の感度分析 

 

3.2．分析と解釈 

草木位置が正景及び倒景立体角に及ぼす影響を把握する

ために，草木高𝑦 (𝑦＝0.1,0.5,1.5)に対し，横軸を草木位置

𝑥，縦軸を上側立体角Ω𝑈#(ℎ, 𝑠)と下側倒景立体角Ω𝐿#(ℎ, 𝑠)

を実線，点線でそれぞれ表現すると，図－14のようになる．

図から，草木が視点に近い（草木位置𝑥が小さい）と下側倒

景が支配的に，視点から遠い（𝑥が大きい）と上側倒景が支

配的になる．図－14 から，視点と並木の中間部（𝑥 = 2付

近）に草木が位置すると，両パターンが生じ倒景立体角は

大きく減る． 

草木位置𝑥 = 5(𝑚)を基準値とする．3種類の視点高ℎ =

0,1.5,3.0(𝑚)に対し，横軸を草木高さ𝑦とし正景および倒

景の立体角Ω(ℎ, 𝑠)，Ω#(ℎ, 𝑠)を実線，点線で表わすと，図

－15ようになる．図から，草木繫茂に伴い，正景と倒景は

いずれもS字型に減少するが，倒景の減少分がかなり大き

いことが分かる．特に，草木高が低くても（1m以下）立体

角が減少しており，倒景の立体角が草木高に過敏に反応し

減少している．また，視点高の影響も大きく，視点高が高

いほど，倒景は正景と比べさらに小さくなる． 

植物成長を考え，樹冠拡大の影響についても考察する．

樹冠半径𝑟を変化させた感度分析を図－16に示す．視点高

を標準値ℎ = 1.5(𝑚)に固定し，図－15と同じく横軸を草

木高さ𝑦，縦軸を正景と倒景がなす立体角とし．実線，点

線の曲線で示す．図－16から，樹冠が大きくなるにつれ

て，正景および倒景がなす立体角はともに増える．そして

樹冠が大きくなるほど，倒景における草木繫茂への反応が

強くなり，立体角が急激に減少し始める草木高さも低くな

る．草木繫茂はゆっくりと連続的に進行するが，図－15

及び図－16から，倒景の立体角は敏感に，正景の立体角

は鈍く反応していることが理解できる． 

 

3.3．小括 

草木繫茂による倒景・正景の立体角低下を分析し，少な

くとも以下の2点が分かった．第一に，繫茂に伴い，正景

と倒景がなす立体角はともに減少するが，倒景の減少分が

より大きい．第二に，草木繫茂は正景では視点に近いほど，

倒景では樹木と視点との中間付近に草木が位置するにつれ

て，草木が低くても倒景の消失は著しい．緑地管理予算は

限られており水面倒景の魅力低下を抑制するためには，一

律ではなく場所に依存した形での植栽管理が重要となる． 

 

4. 草木繫茂と並木倒景 

4.1．立体角の計算 

4.1.1．隣接平面と草木平面 

2 節と 3 節のモデルを一般化し，繫茂が並木正景及び倒

景の立体角へ与える影響を考察する（図－3 (3)）． 

図－17に示すように，独立木の樹冠の単位球での射影は

式(1)で示した半頂角𝜃𝑖の球帽となる．樹冠半径が大きくな

るにつれて隣接する樹冠と重なる．また，草木が成長し繁

茂するにつれて樹冠が見えなくなる．すなわち，単位球へ

の樹冠の射影部分の表面積は縮む．この縮減は隣接平面あ

るいは草木平面による切り取りによる3パターンで表現で

きる（図－17），隣接平面のみで切り取られるパターン(a)は

2 節で示した計算方法で対応できる．草木平面のみで切り

取られるパターン(b)は3節に示したアルゴリズムで処理で

きる．今後，隣接平面と草木平面が同時に関係するパター

ン(c)に集中し考察を進める． 

 
図－17 球帽を切り取る隣接平面と草木平面 

 

図－18 草木繫茂による立体角縮減 

(a) (b) (c)

(c-i) (c-ii) (c-iii)
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図－19 4平面で定まるV字切断面 

 

隣接平面𝑃𝑅と樹心平面𝑃𝐴は林冠平面𝑃𝐶と直交する 9)．

しかし，平面𝑃𝑅と平面𝑃𝐴は草木平面𝑃𝐺とは直交しない．

さらに，単独木では中心線を単位球の子午線に一致させた

が，複数樹木の中心線をすべて子午線に合わせることはで

きない．そこで，場合分けして対応する． 

図－18に示すように，パターン(c)では，繁茂するにつれ

て，隣接平面と草木平面との位置関係に関して3ケースが

順番に発生する：(c-i)両平面が小円外で平面𝑃1より低い位

置で交わる，(c-ii)両平面が小円内で交わる，(c-iii)両平面が

小円外で平面𝑃1より高い位置で交わる． 

草木が低い場合(c-i) の立体角Ω𝑖(ℎ, 𝑠)は，式(2)(𝑖 > 𝑖𝑑)に

対応し次のように表現できる（図－18(c-i)）： 

Ω𝑖(ℎ, 𝑠) = Ω扇
(𝜃𝑖 , 2𝜋) − Ω弓(𝜃𝑖, 𝜑𝑖

前
) − Ω弓(𝜃𝑖−1, 𝜑𝑖−1

次
) 

−Ω弓
(𝜃𝑖 , 𝜇𝑖).                                     (9)  

右辺最終項で草木の影響を組み込んでいる． 

樹冠隣接を隠すほど草木が高い場合(c-iii)， 立体角

Ω𝑖(ℎ, 𝑠)は式(7) (𝜇𝑉 ≤ |𝜃|)から次になる（図－18(c-iii)）： 

Ω𝑖(ℎ, 𝑠) = Ω扇
(𝜃𝑖 , 2𝜋) − Ω弓

(𝜃𝑖, 𝜇𝑖).        (10) 

ただし，𝜇𝑖は樹木位置𝑎(𝑖 − 1/2)に依存し式(6)の一般形で 

𝜇𝑖 = arcsin
sin(𝛼𝑉 − 𝛽𝑉)

√1 + (
𝑎
𝑑

(𝑖 −
1
2
) cos 𝛼𝑉)

2
 

 

4.1.2．球面四角形 

 隣接平面と草木平面がともに関与する場合 (c-ii) につい

てこれら平面で切り取られた樹冠領域（図－18(c-ii)の赤太

線で囲まれた部分）の表面積（立体角）Ω̃𝑖(𝜑, 𝜇𝑖)を求める．

この球面上の領域をV字切断面と呼ぶ．ただし，𝜑に関し

ては，𝜑𝑖

前
と𝜑𝑖−1

次
のそれぞれの計算を想定し，𝜑と一般表示

とする．   

図－6 に示したように，立体角計算では，小円から二つ

の弓形を差し引く必要がある．V字切断面は図－20の太枠

外の右側弓型（右下り斜線部分）だけを取り除く．後半で

説明するが，太線内にある左側弓型（右上り斜線部分）に

ついては２種類のV字切断面の差で表現する． 

林冠平面𝑃𝐶，隣接平面𝑃𝑅，草木平面𝑃𝐺，樹心平面 𝑃𝐴，

これら 4 平面は視点𝑂を通るため，単位球では大円として

射影される．林冠平面𝑃𝐶と草木平面𝑃𝐺との上下関係，隣

接平面𝑃𝐼と樹心平面 𝑃𝐴との左右関係を踏まえ，さらなる

4個の場合分けを考える（図－19）： 

(c-ii-ア)  0 ≤ 𝜇𝑖 ≤ 𝜃𝑖 , 0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜃𝑖 , 

(c-ii-イ)  −𝜃𝑖 ≤ 𝜇𝑖 ≤ 0, 0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜃𝑖 , 

(c-ii-ウ)  0 ≤ 𝜇𝑖 ≤ 𝜃𝑖 , −𝜃𝑖 ≤ 𝜑 ≤ 0, 

(c-ii-エ)  −𝜃𝑖 ≤ 𝜇𝑖 ≤ 0,−𝜃𝑖 ≤ 𝜑 ≤ 0. 

場合(c-ii-ア)での平面𝑃𝐶と平面𝑃𝐴，𝑃𝑅と𝑃𝐺，𝑃𝐺と𝑃𝑅，

𝑃𝐴と𝑃𝐺による角度をそれぞれ𝜅1, 𝜅2, 𝜅3, 𝜅4とすると，

𝜅1 = 𝜅2 = 𝜋/2, 𝜅3 = arccos(sin(𝜆𝑖 − 𝜑) sin 𝜇𝑉 ), 𝜅4 =

𝜋 − arccos(sin𝜆𝑖 sin 𝜇𝑉)．この4平面が切り出す球面四辺

形の表面積Ω
四
(𝜑)は 4 個の角度合計から2𝜋を引く球面剰

余 11)12)により， 

Ω
四
(𝜑) = 𝜅1 + 𝜅2 + 𝜅3 + 𝜅4 − 2𝜋 

= arccos(sin(𝜆𝑖 − 𝜑) sin 𝜇𝑉)  − arccos(sin 𝜆𝑖 sin 𝜇𝑉) . (11) 

図－19からも理解できるように，平面の位置が入れ替わ

るごとに球面四角形の角度は補角に変化する．そのため， 

(c-ii-ア)と(c-ii-エ)に示す球面四角形と (c-ii-イ)と((c-ii-ウ)に

示す球面四角形とでは，Ω
四
(𝜑)の符号が逆になることに留

意したい．角度2𝜋 − 𝜅1 = 3𝜋/2の扇形（図の橙部分），角

度𝜑の弓形半分（図の黄右上り斜線部分），角度𝜇𝑖の弓形半

分（図の緑右下り斜線部分），球面四角形（図の青部分）の

4 種類の図形（図－19）に着目する．球面四角形面積の符

号に注意すると， 4 パターン共通で V 字切断面（図の桃

色）の表面積Ω̃𝑖(𝜑, 𝜇𝑖)は，次のように表現できる： 

    Ω̃𝑖(𝜑, 𝜇𝑖) 

= Ω扇(𝜃𝑖 ,
3

2
𝜋) −

1

2
{Ω弓(𝜃𝑖 ,𝜑) + Ω弓(𝜃𝑖, 𝜇𝑖)} + Ω

四
(𝜑). 

樹冠𝑖の立体角Ω𝑖(ℎ, 𝑠)を求めるには，樹冠𝑖 − 1の重なり

よる左側弓形の立体角を取り除く必要がある．図－19に示

す草木平面は端に向かうほど角度が斜めとなるが，図－20

に示すように(a)と(b)の陰影部分は鏡映反転であるため合

同となる．そのため，上下方向反対側の角度−𝜇を用いるこ

とで，この陰影部分の立体角はΩ̃𝑖−1 (𝜑𝑖−1

次
, −𝜇𝑖)と表現で

きる．したがって，樹冠𝑖の正景がなす立体角Ω𝑖(ℎ, 𝑠)は，

異なるV字切断面の差で解析的に表現できる： 

 Ω𝑖(ℎ, 𝑠) = Ω̃𝑖 (𝜑𝑖

前
, 𝜇𝑖) − Ω̃𝑖−1 (𝜑𝑖−1

次
, −𝜇𝑖).     (12) 

前半部分が樹冠𝑖に対応し，後半部分が隣接する樹冠𝑖 − 1 

(c-ii-ア) (c-ii-イ)

(c-ii-ウ) (c-ii-エ)
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に対応している． 

樹冠𝑖の倒景がなす立体角Ω𝑖
#の導出でも，上側倒景と下

側倒景の立体角を合算した式(8)と同じ考え方を適用でき

る．式(9)，(10)及び(12)を用いることで，次のように解

析的に表現できる： 

Ω𝑖
# = Ω𝑖(−ℎ, 𝑠) + Ω𝑖(ℎ, −𝑠). 

 
(a)                        (b) 

図－20 隣接平面と草木平面との交わりでの立体角 

 

(a)小円外         (b)小円内 

図－21 2平面交線との角度 

 

4.1.3．場合分け判定条件 

パターン(c)での場合分けの判定条件を導く．図－21に示

すように，場合(c-ii)は，視点𝑂から樹冠中心𝑄への方向ベク

トル𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗ と，隣接平面と草木平面との交線の方向ベクトル𝑤⃗⃗ 

との角度が樹冠半径角度𝜃𝑖よりも浅いことと等価である．

𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗ と𝑤⃗⃗ との内積はcos 𝜑 cos 𝜇𝑉となり，𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗ の大きさが

√cos2𝜇𝑉 + sin2𝜇𝑉cos2(𝜆𝑖 − 𝜑)，𝑤⃗⃗ が単位ベクトルにな

ることに留意すると，場合(c-ii)が発生する草木高さ𝑦の条

件は  

𝑥 tan(𝛼𝑉 − 𝜌) ≤ 𝑦 ≤ 𝑥 tan(𝛼𝑉 + 𝜌) 

と表現できる．ただし， 

𝜌 = arccos (
|cos 𝜃𝑖 cos(𝜆𝑖 − 𝜑)|

√cos2(𝜆𝑖 − 𝜑) − cos2𝜃𝑖sin
2(𝜆𝑖 − 𝜑)

). 

そして，場合(c-i)の条件は，𝑦 ≤ 𝑥 tan(𝛼𝑉 + 𝜌)，場合(c-iii)

の条件は𝑥 tan(𝛼𝑉 − 𝜌) ≤ 𝑦となる． 

 

4.2．分析と解釈 

横軸を草木高さ𝑦，縦軸を正景および倒景の林冠立体角

とし，それぞれ実線と点線で表した結果を図−22 に示す．

なお，視点の高さが水面と同じ場合（𝑦 = 0）には，正景と

倒景のグラフは一致する．図－22から，並木では草木の成

長に伴い，倒景の立体角が正景に比べて急激に減少するこ

とがわかる．倒景では，草木の高さによる視界の遮蔽が顕

著であり，景観維持には緑地管理が本質的な要件となる．

また，草木の高さにかかわらず，正景は樹木高（𝑠 = 3）以

下であれば視点が高いほど，倒景は視点が低いほど立体角

が大きくなる．この関係を活用することで，空間演出の手

段を多様化できる．具体的には，低い視点位置のベンチか

ら倒景を見せる，建物上階から正景を楽しませる，高低差

のあるアプローチでは標高に応じて正景・倒景の眺望切り

替えポイントを設ける，倒景の視点場周辺では緑地管理を

徹底する，といった方法が考えられる． 

並木の本質は，横方向に長く連なることによる規模の効

果にある．これまで並木本数 𝑛 = 20 に固定してきたが，

図−23は横軸に並木本数𝑛，縦軸に正景および倒景の立体角

をそれぞれ実線と点線で示す．なお，草木丈が低い場合

（𝑦 = 0 および 𝑦 = 2）には，正景の立体角グラフは一致

する．図－23から，並木本数が増えるほど立体角は大きく

なるが，その増加幅は次第に逓減することがわかる．また，

草木の高さにかかわらず，立体角の増加幅は正景よりも倒

景のほうが大きく，並木による演出効果に優れている．こ

の理由は，倒景では草木平面の端部樹冠に及ぼす影響が相

対的に小さく，横長効果が保持されるためである．したが

って，城郭の堀沿いに形成された桜並木のように，倒景を

象徴的要素とする場所では，並木の連続性を維持すること

が景観政策として有効である．  

 

図－22 視点高さの影響 

 

図－23 並木本数の影響 

 

4.3．小括 

視点と並木との間に草木が生い茂るとし，立体角への草

木繫茂の影響を分析し，3 点を明らかにした．第一に，草

木の繁茂は，正景と比較して倒景が形成する立体角を大き

く減少させる．したがって，倒景の魅力を備えた視点場で

は，緑地管理の優先度を高く設定する必要がある．第二に，

正景では中央の2本の樹木が視覚的に支配的となるが，倒

景では視線の集中が緩和され草木の繁茂による影響も分散

される．その結果，並木本来の横方向の広がりが際立つ．

したがって，並木倒景としての景観は積極的に保存すべき

価値を有する．第三に，倒景の場合は草木の高さに加えて，

その位置が立体角の大きさに本質的な影響を及ぼす．特に，
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同じ雑草高であっても，川の中州のように視点場と並木の

中間に位置する場所は，倒景の魅力を最も損なう．このた

め，そのような場所では定期的な雑草駆除が不可欠である． 

5. おわりに 

水面に映る桜並木が地域の水辺景観形成に寄与するなど，

倒景は地域の日常生活を映し出す地域資産である．一方で，

水辺空間での緑地管理不全による繫茂は倒景の魅力を低下

させる．特に，人口減少や財政難で苦しむ地方部において，

地域が保有する個性ある景観や環境を向上させるために，

緑地を効果的に管理しなければならない． 

本研究では，単純な解析モデルを通して，草木繫茂が並

木倒景や正景の立体角に与える影響を分析した．少なくと

も以下の3点の知見を得た．第一に，草木繫茂は正景と比

べて倒景がなす立体角を大きく減らす．第二に，並木の正

景では中央2本が目立つが倒景ではそのような集中が緩和

され，並木としての横長の力を引き出している．第三に，

草木繫茂を考慮すると倒景の場合，草木高さに加え草木の

位置が立体角の大きさに本質的に影響を与える． 
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歩行による健康効果に着目した 2次元空間の都市施設配置モデル
– 望ましい歩行距離を達成する施設配置と平均死亡率を抑制する施設配置 –

Urban facility location models in two-dimensional space focusing on the health benefits of
walking

– Facility location models for the ideal walking distance and for reducing the average mortality –

栗田　治
Osamu Kurita

This study aims to develop models to utilize the health benefits of walking in urban planning.
Specifically, assuming a uniform population distribution in a rectangular urban area, we for-
mulated both the optimal location of single or multiple facilities to achieve the ideal walking
distance and the problem of determining the length of a shopping street to keep the average
mortality rate of local residents at a desirable level. It is significant that the optimal solution
depends on the walking distance to be achieved and the frequency of visits to facilities, and
that the results have implications for urban planning.

Keywords : walking distance, facility location model, mortality rate, shopping street
歩行距離，施設配置モデル，死亡率，商店街

1．緒言
地域・地区設計の歴史で，徒歩移動は一貫して必要悪と見

做されてきた．特に施設配置の数理モデルの文脈でいえば，
(1)ミニサム型施設配置モデル，(2)ミニマックス型施設配
置モデルにその典型が見られる 1)．最近の (3)期待効用最
大化施設配置モデル 2, 3, 4, 5)は距離の減少を陽には目指さ
ないが，利用者の効用を距離の減少関数とする点では，や
はり距離を悪と捉えている．これらとは異なる方向に，(4)

立ち寄り型の施設利用を考慮して効率性や集客性を追求す
べし，(5)住民からの距離が大きいことが望ましい迷惑施設
(ゴミ焼却場や原子力発電所等)をミニマム・リグレット的
に実現すべし，という 2つの重要な研究も誕生・進展して
はいるが，距離を小さくする情熱が途切れたことはない．
この価値観は，古くはローマ帝国初期のウィトルーウィ

ウス建築書 6) における都市中心部での施設配置の取り扱い
に見られる．近代ではアルフレート・ヴェーバーの『工業
立地論』7)がその典型であり，時代を下ってはOR研究と
しての端緒であるレオン・クーパーの論文 8)に始まり今日
に至る膨大な施設配置研究で一環しているように見える．
しかし最近の都市計画には，「歩行」をポジティブにとら

え，善きあり方で設計に活かそうという潮流が生じつつある．
その第一は，クルマ中心社会からの脱却を目指すもので

ある．特に地方都市において，都市空間を生身の人間のた
めに取り戻す都市設計が求められている 9)．第二は，人口
減少の問題を抱えた地域の高齢者のモビリティ低下の問題
を解決するための，徒歩移動を基本とするコンパクトな都市
設計である 10, 11, 12)．第三は，歩行が死亡率を低下させる
ことの国内外の疫学研究による実証 13, 14) に触発され，そ
れを都市計画に活かそうという動きである 15, 16, 17, 18)．
上記の第三の流れに焦点を当てて施設配置モデルを創案

————————————————————————————————————————————————–正会員　慶應義塾大学理工学部 (Keio University)

した先行研究に栗田 19)がある．そこでは 1次元空間を対象
として，(i)死亡率の低下を目指して望ましい徒歩距離を達
成するためのモデル，ならびに (ii)住民全体の死亡率の平
均値を要求水準まで引き下げるためのモデルが定式化され，
最適配置の条件が吟味された．1次元モデルには，(イ)1次
元で近似できる幹線交通沿いの都市・地域や沿岸の都市・地
域に直截的に適用できる，(ロ)数学的な扱いが楽なので解
の本質を明示しやすい，という特長がある．しかし，やは
り面的広がりをもつ都市・地域に適用可能で，問題の本質を
解明するための手法も望まれる．そこで本研究は 2次元空
間において栗田 19) 同様の理論モデルの定式化に挑戦する．
具体的には，(I)死亡率低下をめざして望ましい徒歩距離

を達成するための複数施設配置モデル（2章），ならびに
(II)住民全体の平均死亡率を要求水準まで引き下げるために
商店街の長さを決定するモデル (3章)を定式化・吟味する．
住民に快適で豊かな歩行空間を提供するのは重要な課題

であり，これにも空間設計の提案 20)，歩行時間の説明要因
の統計学的解明 21) といった挑戦がなされている．本論文
はこれらとは一線を画し，あくまでも“住民の徒歩距離の
健康効果”を施設配置の数理モデルに反映することに焦点を
当てた萌芽的内容である．豊かな歩行空間の確保と，歩行
による健康を達成する施設配置は，車の両輪と見做される．

2．望ましい徒歩距離を達成する施設配置モデル
本論文では栗田 19) と同様に，まずは 1日の歩行距離が

健康にもたらす効果を施設配置モデルに組み込む．Paluch

他 13)によれば，人の年当り死亡率 (人が 1年以内に死亡す
る確率)は歩数の増加に連れて減衰する傾向をもち，60歳
未満では 8000歩～10000歩で，60歳以上では 6000歩～
8000歩で十分に低減する【註 1】．日本人を想定して歩
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幅を 70cmとすると，60歳未満では 5.6km～7.0km，60

歳以上では 4.2km～5.6kmの 1日当り徒歩距離を達成すれ
ば，死亡率を (統計的には)最小値に近づけることができる．
この“死亡率が十分に抑制される 1日の歩行距離”(生

命維持のために達成したい歩行距離)を aとおく．そして，
当該施設への移動とは関係ない歩行距離を bとする．
もしもモデルが複数種類の公共施設（例えば図書館と近

隣公園）の最適配置を考察する場合は，bはそれら以外を訪
れる，通勤・通学・買い物等の 1日当り徒歩距離を表す．b
は厳密には個人の個性と属性と居住地点によって異なるが，
本研究では簡単化のために全住民で一律と想定する．そし
て，望ましい徒歩距離 aと考察対象施設以外への移動によ
る徒歩距離 bの差を cとする：c = a− b．考察対象とする
施設の配置によって，この目標距離 cに近い歩行を達成さ
せることを目指す最適化モデルを作るのである．
なお，住民自身が達成すべき距離 aや目標距離 bを意識

していれば，意図的に歩行距離を延ばすかもしれないが，本
モデルはそうしたアクティブな行動は想定していない．
以下では，辺長が L ×M の矩形都市領域で施設利用者

(住民)の位置を (u, v)とする (図 1)．一般性を失うことな
くM ≤ Lと仮定する．(u, v)の確率密度を次で与える：

ρ = ρ(u, v), (u, v) ∈ [0, L]× [0,M ]. (1)

住民から施設への往復距離に訪問頻度を乗じた徒歩距離
を，目標徒歩距離 cに近づける施設配置問題を定式化する．
2.1節で単一施設の場合を，2.2節で複数施設の場合を扱う．
2.1　単一施設の場合
単一の施設 Fの位置を直交座標 (x, y)で与える (図 1)．

そして，位置 (u, v)の住民が施設を直線距離
δ(u, v;x, y) =

√
(x− u)2 + (y − v)2 (2)

で訪れるものとする．この施設を住民が訪れる頻度は 1日
当り k回とする．施設への往復距離を計上し，この住民の
1日当りの徒歩距離を r(u, v;x, y)と表現する：

r(u, v;x, y) = 2kδ(u, v;x, y). (3)

目標距離 cと施設訪問の距離 r(x, u)の差を次で定義する：
s(u, v;x, y; c) = c− r(u, v;x, y) (4)

すると，位置 (u, v)の住民について次が成り立つ：
(i) s(u, v;x, y; c) > 0のとき，さらに距離 s(u, v;x, y; c)

を余計に歩くことが望ましい
(ii) s(u, v;x, y; c) < 0 のとき，目標距離よりも距離

−s(u, v;x, y; c)だけ余計に歩かされている
L = 2km，M = 1.6km，c = 2km(たとえば理想距離

a = 6km，当該施設に無関係の歩行距離 b = 4kmに相当)，
k = 1のときの s(u, v;x, y; c)を図 2に示す．施設位置を
(x, y) =(1.6km,1.2km)とおいた．同図で，s(u, v;x, y; c)
> 0の領域 ((x, y)を中心とする半径 c/(2k)の円盤)の住
民は目標距離 cに満たず，逆に s(u, v;x, y; c) < 0の領域
の住民は cよりも余分に歩いている．
距離 r(u, v;x, y)の総和を最小化するミニサム型施設配

O

M

住民

施設 F

(x, y)

(u, v)

L

δ(u, v;x, y)

図 1　 L×M の矩形都市領域内の単一施設と住民.
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図 2　居住位置 (u, v)による徒歩距離の不足分．
(地域の各辺：L = 2km とM = 1.6km，目標距離：c = 2km，
移動頻度：k = 1 回 / 日，施設位置：(x, y) = (1.6km, 1.2km))

置問題 (ヴェーバー問題)の解は勿論Weber点となる．利
用者分布 ρ(u, v)が一様ならば，最適解は (L/2,M/2)で
ある．しかし今回の目標距離達成型の解は必ずしもそうは
ならない (場合によってはそうなる)ことを以下に示す．
考察対象の単一施設が関わる移動距離 r(u, v;x, y)が目

標距離 cにできるだけ近い値を取るように，徒歩距離不足
分 s(u, v;x, y; c)(すなわち残差)の 2乗和の最小化を図る：

f(x, y) =

∫ L

0

∫ L

0

{s(u, v;x, y; c)}2ρ(u, v) du dv. (5)

今回は，(i) 目標距離に至らぬ人は健康のためにもっと
歩いてほしい，(ii) 目標距離よりも多く歩いている人は健
康効果の条件は達成しているのだから徒歩距離を抑えてあ
げたい，と考えたのである．残差の絶対値でなく，2乗の
積分値を採用したので，目標距離からの乖離が大きいほど
不便益がエスカレートする想定となっており，これには大
きな不利益を被る人をなるべく減らしたい，という都市計
画上の理念が込められている．また，健康効果の方に重点
を置き，歩き過ぎの不便益は考慮しない (f(x, y)の積分を
s(u, v;x, y) > 0の範囲でのみ行う)というアイデアもある
が，これは別の機会に追求したい．
式 (5)に (4)と (3)を代入し，被積分関数を展開・整理

する (記号 ⟨·⟩は確率密度 ρ(u, v)の下での平均値)：
f(x, y) = c2 − 4kc⟨δ⟩

+4k2(x2 + y2 − 2x⟨u⟩ − 2y⟨v⟩+ ⟨u2⟩+ ⟨v2⟩).(6)

ここで，栗田 19)と同様に需要密度を均一分布で与える：
ρ(u, v) = 1/(LM), (u, v) ∈ [0, L]× [0,M ]. (7)
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(i) c = 1.25km (ii) c = 1.02km (iii) c = 0.95km

図 3　 (L,M) = (2km, 1.6km)の矩形領域における一様な人口分布の下での理想徒歩距離からの
乖離の 2乗の平均値 f(x, y)の等値線 (k = 0.5の場合)．

式 (6)の ⟨δ⟩は，L ×M の一様な矩形から Fへの平均距
離である：

⟨δ⟩ = 1

LM

∫ M

0

∫ L

0

√
(x− u)2 + (y − v)2 du dv. (8)

⟨δ⟩の算出には少し準備が要る．Okabe & Miller22) は一
様な多角形から施設点への平均距離を三角形をベースにし
て求める方法を述べた (同論文の PA-AVG)． 栗田 23) も
三角形分割によってシステマティックに求める別の算法を
述べている．もちろんこれらを適用してもよいのだが，一
様な矩形の場合には，部分的な矩形に分解した積分量の加
減算で，実はこれらの先行する手法よりも簡便かつシステ
マティックに平均距離が求められる．その内容も，今後の都
市解析研究に資すると思われるので，【附録 1】に記す．
一方，⟨u⟩，⟨v⟩，⟨u2⟩，⟨v2⟩は簡単に計算できる：

⟨u⟩=L/2, ⟨v⟩=M/2, ⟨u2⟩=L2/3, ⟨v2⟩=M2/3. (9)

こうして準備された目的関数の特徴を観察してみよう：
f(x, y) = c2 − 4kc⟨δ⟩

+4k2
(
x2 + y2 − Lx−My +

L2 +M2

3

)
.(10)

数値例として地域を (L,M) = (2km, 1.6km)とし，施
設への到来頻度を k =0.5回 /日とする．
そして，達成すべき目標距離を，(i)c = 1.25km，(ii)c =

1.02km，(iii)c = 0.95kmの 3通りに設定し，目標距離か
らの乖離の 2乗の平均値 f(x, y)の等値線を描いた (図 3)．
図 3–(i)では都市中央 (x̂, ŷ) = (L/2,M/2)において目

的関数が最大値を取り，住民の居住領域 [0, L]× [0,M ]の外
部に最適解 (赤い点)が 2通りに存在している．図 3–(ii)で
は (x̂, ŷ)が目的関数の鞍点となり，居住領域の内部に最適
解 (赤い点)が 2通りに存在している．図 3–(iii)では (x̂, ŷ)

が目的関数に最小値を与える唯一の点である (赤い点)．
目的関数 f(x, y)の形状を数学的に吟味すると，実はこ

の 3つのパターンのいずれが実現するかは，施設訪問頻度
kと理想距離 cの比 k/cによって決まる．これを定理の形
で述べておこう (その証明は【附録 2】に記す)：

目的関数 f(x, y)の形状定理

γ1 =
1

M
ln

M

L
+

√
1 +

(
M

L

)2
 , (11)

γ2 =
1

L
ln

 L

M
+

√
1 +

(
L

M

)2
 (12)

を定義するとき，次が成立する：
(i) k/c < γ1 のとき (x̂, ŷ) = (L/2,M/2)は極大点
(ii) γ1 < k/c < γ2 のとき (x̂, ŷ) = (L/2,M/2)は鞍点
(iii) γ2 < k/cのとき (x̂, ŷ) = (L/2,M/2)は極小点
この (i)，(ii)，(iii)が図 3の (i)，(ii)，(iii)に対応する．
定理により，最適施設位置は k/c < γ2 のとき地域の中央
でなく，γ2 < k/cのとき地域の中央の点となることがわか
る．このことを地区計画上の指針として述べる：
【指針 1】 到来頻度と理想徒歩距離の比には閾値が存在し，

γ2 < k/cのときは最適施設位置が地域中央の点とな
り，k/c < γ2のときは地域中央から乖離した点となる．

【指針 2】 k/c < γ2のとき，施設への到来頻度 kが小さ
いほど，そして理想の徒歩距離 cが大きいほど，最適
位置は都市の中央から離れてゆく．

2.2　複数施設の場合
訪問すべき施設が ν 個 (ν ≥ 2) のとき，(i) 各施設を

個別に訪れる (施設を訪れたらその都度帰宅する)シナリオ
(2.2.1項)と，(ii)自宅を出て複数の施設を巡回して戻って
くるシナリオ (2.2.2項)の 2つが考えられる．これら 2つ
を折衷するシナリオも定式化できるが，本論文では割愛する．

2.1節の単一施設のモデルとは異なり，利用者が連続的に
均一に分布する場合の目的関数の積分を陽に解くことは困
難である (殊に複数施設を巡回するシナリオでは，ν ≥ 3の
とき被積分関数の内部に巡回セールスマン問題が含まれる)．
そこで今回は L×M の矩形を縦と横にそれぞれ l，m等分
して n = l×mの格子を設け，各格子の中心点に人口を均
一に配した (図 4)．i番目の中心点を (ui, vi)とし，そこ
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図 4　矩形領域内で居住者の点を格子状に与える様子．
((L,M) = (2km, 1.6km)で，格子点間隔は 0.2km)

に住民が存在する確率を 1/nで与える (i = 1, 2, · · · , n)．
図 4の例では n = 80である．そして，配置すべき ν 個の
施設の座標を (xj , yj) (j = 1, 2, · · · , ν)で与える．
2.2.1　住民が施設を個別に訪問するときの最適化モデル
全住民が j番目の施設の位置 (xj , yj)を kj [回/日]の頻

度で個別に歩いて訪れるものと仮定する．すると i番目の
点の住民の 1日当りの徒歩距離は次式の通りである：

ri = 2

ν∑
j=1

kj

√
(xj − ui)2 + (yj − vi)2. (13)

この距離 ri と目標距離 cの乖離の 2乗の平均値を g とお
くと，これは次式で与えられる：

g =
1

n

n∑
i=1

(c− ri)
2. (14)

以下では，{(xj , yj)}による g の最小化を，数式処理シス
テムMathematicaの NMinimize命令を用いて実行した．
なお前述の 1施設の数値例 (図 3)では k = 0.5とし目

標距離 cを 1km前後として最適解の網羅的整理を行った．
本稿の複数施設の例では cを 1km程度から 8km程度まで
に設定して，最適施設配置の挙動を顕わにすることを目指
す．一連の例で頻度 kならびに目標距離 cは特定の地区の
住民の実態を反映したものではなく，あくまでも最適解の
ヴァリエーションを明示することを主眼とする仮のもので
ある．本モデルを地区設計に直接的に適用するには，当該施
設の訪問以外の距離 bの実態を調査し，それに基づく cを
モデルに組み込む必要があるが，それは今後の課題である．
施設数 ν = 2の場合
訪問頻度を k1 = k2 = 1とおき，目標距離 cを 2kmか
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図 5 施設数 ν = 2での gの最小解 図 6 施設数 ν = 3での gの最小解 図 7 施設数 ν = 4での gの最小解
(k1 = k2 = 1，c = 2km～7km) (k1 = k2 = k3 = 1，c = 2km～7km) (k1 = k2 = k3 = k4 = 1，c = 1km～7km)
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ら 7kmまで，1km刻みで変化させて最適化計算を実行し
た (図 5)．c = 2kmのとき，2施設が地域中央に凝集する．
そして cの増大に連れて，最適配置は地域の長軸に沿って
対称性を保ちつつ互いに乖離してゆく．
施設数 ν = 3の場合
訪問頻度を k1 = k2 = k3 = 1とおき，目標距離 cを

2kmから 8kmまで，1km刻みで変化させて最適化計算を
実行した (図 6)．c = 2kmのとき，3施設が地域中央に凝
集する．c = 3km，4kmのときは，v = 0.8kmの水平な都
市軸上で 3施設が対称配置となる．それ以降は cの増大に
連れて左右対称を保ちつつ，外縁部に向けて拡散してゆく．
施設数 ν = 4の場合
施設訪問の頻度を k1 = k2 = k3 = k4 = 1とおき，目標

距離 cを 1kmから 8kmまで，1km刻みで変化させて最適
化計算を実行した結果を図 7に示す．c = 1kmのとき，4

つの施設が地域の中央に凝集する解となっている．c = 2km

のときは，v = 0.8kmの水平な都市軸上の地域中心点から
対称な 2箇所に，それぞれ 2施設ずつ配置されている．そ
れ以降は cの増大に連れて，対称性を保ったまま地域の外
縁部に向けて 4つの施設が拡散してゆく．
上述のいずれの場合も cの増加に連れて最適施設は地区

中央から等方的に拡散する．cが増えると，住民の徒歩距離
を増やすために施設を不便な場所に配置せねばならない．そ
して今回の例のように地区内の人口分布が一様である場合，
全住民の不便さをなるべく一律にするためには，施設位置
を別々の方向へと向かわせざるを得ないのである．
なお，上述では cの増加が最適施設配置を分散させる効

果を明解に伝えるために，施設訪問頻度 {kj}を一律とした．
一律でなくても，もちろん求解できる．施設数によらず，c
値がゼロに近いとき全施設が地域中央に凝集し，cの増大に
連れて施設同士が互いに乖離してゆくのは，頻度が一律な
場合と同様である．ただし，訪問頻度が一律でない場合は
最適施設配置の都市中心軸に関する対称性がくずれる．
例えば ν = 2のとき，v = 0.8kmの水平軸上で最適配

置が実現するが，訪問頻度が大きい施設が小さい施設より
も地区中央寄りとなる．また ν = 3の場合 (図 8に例示），
図 6に較べると左右の対称性が崩れる結果となる．このよ
うな対称性の崩れも，地区計画に活かせるかもしれない．
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図 8　施設数 ν = 3のでの gの最小解
({k1, k2, k3} = {1.5, 1.0, 0.5}，c = 2km～8km).

2.2.2　住民が施設を巡回するときの最適化モデル
位置 (ui, vi) の住民が ν 個の施設位置 {(xj , yj)} を

最小距離で巡回して帰宅するものと仮定し，その距離を
ϕi({(xj , yj)})と表す．このような巡回が k[回/日]の頻度
で生じるものとする．そして，1日当たり巡回距離と目標距
離 cの乖離の 2乗の平均値を hとおき，最小化を目指す：

h =
1

n

n∑
i=1

[c− k × ϕi({(xj , yj)})]2. (15)

　施設数が ν = 2のときは巡回距離は一意 (三角形の周長)

だから，hは直ちに陽に計算できる．この場合は 2.2.1項と
同様の方法で {(xj , yj)}による hの最小化を実行する．
一方，ν が 3以上の場合は，{(xj , yj)}の初期値を与え

て，まずは {(xj , yj)}に (ui, vi)を加えた点集合に対して巡
回セールスマン問題 (TSP:Traveling Salesman Problem)

をMathematicaの FindShortestTour命令によって発見
的に解き ϕi({(xj , yj)})を算出する．なお，栗田 24) が乱
数に基づく数値実験を行った結果では，少なくとも 30以
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図 9　施設数 ν = 2での hの最小解 図 10　施設数 ν = 3での hの最小解
(k = 1，c =1km～7km) (k = 1，c =1km～8km)
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図 11　施設数 ν = 4での hの最小解 (k = 1)
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下の点に対する発見的解が厳密解に一致しない場合はなかっ
たことが判明している．そしてそのときの巡回順の下で式
(15)の目的関数 hを同定した上で，{(xj , yj)}による hの
偏微係数を算出する．この枠組みの下で準 Newton法によ
り hの最小化を図る．直線探索には黄金分割法を用いる．
施設数 ν = 2の場合
施設訪問頻度を k = 1 とし，目標距離 c を 1km から

7kmまで，1km刻みで変化させて最適化を行った (図 9)．
c = 1kmのとき 2施設は地域中央に凝集し，cの増大に連
れて地域の長軸に沿って対称性を保ちつつ乖離してゆく．
施設数 ν = 3の場合
施設訪問頻度を k = 1とおき，cを 2kmから 8kmまで，

1km刻みで変化させて最適化 (TSPに基づく準Newton法)

を行った (図 10)．c = 2kmのとき，3施設が v = 0.8km

の軸上に実現する．このとき，左端と右端の施設はu = 1km

の軸に対して対称に配置され，両者に挟まれる 3つめの施設
は，左端の施設と右端の施設のなす区間上で不定である (同
図では便宜上，地域の中央に配置した)．さらに cが 3km，
4kmの場合は，3施設が左右対称な二等辺三角形の頂点とし
て実現する．cが5km以上の場合は，最適配置はv = 0.8km

の軸について対称な (横長の)二等辺三角形の頂点の位置を
保ちながら，地域の周辺部に向けて互いに乖離してゆく．
施設数 ν = 4の場合
k = 1として，施設数が 4の最適化を行った (図 11)．

図 11–(i) より，c = 1km のとき 4 施設は中央に凝集し，
c = 2kmでは対称性をもって v = 0.8kmの軸状に配置，
c = 3, 4kmではダイヤモンド型に拡張，c = 5, 6kmでは
ヨコに長い台形様のパターンとなる．図 11–(ii)を見ると，
c = 7, 8kmでは地域の中心付近の施設を取り巻くスターグ

ラフ様のパターンとなるが，そのう
ちの一つが地域外部の遠方に位置す
る．このように，c値によって，独特
のパターンで 4つの施設が拡散する．
　 2節を総括する．いずれの施設数
でも，目的距離 cが低水準ならば全
施設を地域中央の長軸に沿う区間に
配置するのが最適である．そして c

がある水準を超えると，複数の施設
が地域中心部から 2次元的に乖離し
てゆくことが理解できた．特に ν ≥
3のとき，cの増大に連れて，(i) 最
初は地区の長軸 (v = 0.8kmの水平
軸)上で拡散し，(ii) 継いで単軸方
向に向けて u = 1kmの垂直軸を対
称軸とする拡散に転じ，(iii) それで
も住民の徒歩距離を受け止められな
くなると長軸を対称軸とする拡散に
転じる，という 3段階の展開が観察
できた．このことは，施設数をさら
に増やした場合にもほぼ同様に成立
することが数値的に確かめられる．
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3．平均死亡率を抑制する線的施設の配置モデル
栗田 19)は，Saint-Maurice他 14)の疫学調査結果に基づ

き，1日当り徒歩距離が r[km]のときの年当り死亡率 µ(r)

の式を導いている (死亡率は歩数増加に連れて逓減する)：
µ(r) = 0.00417 + 0.0313e−0.411r. (16)

ここでは栗田 19) の 1次元地域での接近とは異なり，複数
施設を巡回する距離に基づき地域住民の平均死亡率を要求
水準に抑えるための配置問題を，2次元空間で追求する．
これに関しては様々なモデルが作れるが，今回は

2km×1.6kmの地域の中央に (地域の長軸に沿った)長さ α

の線分状の商店街 Aを設け，そこに複数の施設 (店舗や各
種サービス施設)が並んでいるものとする (図 12)．人口分
布は前章同様に，図 4の 80個の格子点で均一とする．住
民は商店街 Aの端点を訪れ，用事や買物を済ませつつもう
一方の端点に到達し，そこから帰宅する．このときの i番
目の点 (ui, vi)の住民の周回距離を ψi(α)とする (図 12)：
ψi(α) = (自宅（ui, vi)から Aの端点への距離) + α

+(Aのもう一方の端点から自宅 (ui, vi)への距離).(17)
31

�

(�� ,��)

��(�)

長さ �の商店街A

2km

1
.6
k
m

図 12　点 (ui, vi)を出発し 2km×1.6kmの地域中央の長
さ αの商店街を訪れて帰宅する巡回距離 ψi(α)．

このような巡回が k[回/日]の頻度で生じるものとする．
このとき，1日当たりの歩行距離は b + kψi(α)である (b

は商店街利用とは関係ない 1日当たりの徒歩距離)．死亡率
を ω とすると，ω はこの距離を式 (16)に代入して求めら
れる．よって地域全体での平均死亡率は次式の通りである：

平均死亡率： ⟨ω⟩ = 1

n

n∑
i=1

µ(b+ kψi(α)). (18)

数値例として b = 2kmとし，平均死亡率 ⟨ω⟩の (α, k)

による等値線を描いた (図 13)．ここで仮に住民の平均死亡
率を 0.012に抑えたいものとしよう．このとき，もしも住
民の商店街への訪問頻度 kが 0.8回 /日ならば，商店街の
長さを α = 350mとすればよい．もしも kが 0.6回 /日
ならば，α = 790mを要する（図 13）．
k = 0.8回/日のときに α = 350mの商店街を設けると，

死亡率 ω の等値線が図 14で与えられる．これにより地域
の周辺部ほど死亡率が低い様子がわかる．この図は“不便
であることの幸い”というものの見方を端的に表している．
以上の内容は，魅力的な商店街 (遊歩道でもよい)を適切

な長さで設計することによって，住民の健康を維持する地
区計画に寄与できる可能性を示唆している．
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図 13　平均死亡率 ⟨ω⟩の (α, k)による等値線 (b = 2km)
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図 14　地域内の死亡率 ωの等値線．
(b = 2km，k = 0.8回/日，α = 350m)

4．結語
本稿では歩行距離達成型 (2章)と平均死亡率抑制型 (3

章)の施設配置問題を提案し，2次元都市における解の特性
を解明した．強い仮定に基づく萌芽的内容ではあるものの，
解析学的吟味と数値的解法によって問題の本質を明示した
ことに意義があるものと考える．
今回は直線距離を採用したが，格子状道路を基軸パター

ンとする地域のために，距離を直交距離で与えるモデル分
析も勿論追求すべきである (数学的取り扱いは本研究よりも
容易)．そして，道路ネットワークを前提とするモデル分析
を行うことにも意義がある．
今回は配置の対象となる施設とは関係のない 1日当りの

徒歩距離 bを一定値で与えた．実際には，(i)住民の居住地
点，(ii)当該施設以外の既存施設の配置場所，(ii)交通結節
地点の位置，(iii)住民の社会属性，等によって，bの値は
異なる筈である．このことを反映させたモデルへと発展さ
せるのも，とても魅力的で実践的な研究テーマである．
住民による“面的な”商業空間の訪問を前提として，本

研究と同様のモデル分析を行うのも興味深いテーマである．
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【註 1】歩数による死亡率減衰効果に関する覚書
Paluch 他 13) は歩数を複数の区間に分け，相対的な死亡リスクをハ

ザード比として求めている：60歳未満の人では，3000歩未満を基準値 1.0
として，6000 歩で 0.8，8000 歩で 0.55，10000 歩で 0.4；60 歳以上
の人では，3000歩未満を基準値 1.0として，6000歩で 0.6，8000歩で

0.45，10000 歩で 0.4．つまり歩数に連れてハザード比の減少率は逓減す
る．これに基づき，死亡リスク低減のために推奨される歩数が，60 歳未満
では 8,000～1 万歩，60 歳以上では 6,000～8,000 歩と結論付けている．
一方，Saint-Maurice 他 14) の死亡率の結果に指数型減衰関数を当て

はめた栗田 19) の死亡率 µ(r)の式 (16)に目を転じよう．現代人の日常の
都市生活における最大限の距離を仮に 8kmと想定してみる (歩幅を 70cm
とすると 11400 歩に相当する)．f(4.9km) = 0.0083(7000 歩に相当)，
f(6.3km) = 0.0065(9000 歩に相当) であり，10km を歩くときの死亡
率からの乖離は，それぞれ 56%ならびに 22%である．60 歳未満の 9000
歩 (6.3km) ならびに 60 歳以上の 7000 歩 (4.9km) が，十分に死亡率
を下げる効果を発揮していることが読み取れる．
死亡率のハザード比と，死亡率そのものの観察の両面から，60歳未満で

は 9000 歩程度，60 歳以上では 7000 歩程度の歩行を達成すべきである．

【附録 1】L×M の一様な矩形盤から施設点 F への平均距離
次式の ⟨δ⟩，すなわち [0, L]× [0,M ]の一様な矩形盤から点 F= (x, y)

への平均距離をシステマティックに算出する方法を述べる：

⟨δ⟩ =
1

LM

∫ M

0

∫ L

0

√
(x− u)2 + (y − v)2 du dv. (8再)

まず計算の準備として図 A1のように，辺長が Aと B の矩形に 1つの
頂点を原点とする直交座標を与え，矩形内で点 (u, v)が一様に分布するもの
とする．そして (u, v)から原点への距離√

u2 + v2 の積分量を G(A,B)
として求めておく：

G(A,B) =

∫ A

0

∫ B

0

√
u2 + v2 du dv =

1

6

(
2AB

√
A2 +B2

+B3 ln
A+

√
A2 +B2

B
+A3 ln

B +
√
A2 +B2

A

)
.(19)

O

(u, v)

A

B

√
u2 + v2

図 A1 　 A×B の矩形から　
1 つの頂点への距離. 　　

ここで施設 Fと矩形領域の相対的な
位置関係を図 A2 の左上“ L × M
の矩形と 9 つの領域”に示すよう
に，9 通りに場合分けする．そして，
施設 F が領域 I，II，III に含まれ
る 3つの場合それぞれについて，式
(8再)の平均距離 ⟨δ⟩を式 (19)の
G(A,B)に基づき求める．後述する
が，施設 Fがこれら 3つ以外の領域
に含まれる場合は，I，II，III の場
合の結果に基づき直ちに算出できる．
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図 A2 　 G(A,B) 算出のために着目する，A×B の矩形領域と施設点
F= (x, y) の相対的な位置関係.

(I) F= (x, y) ∈ 領域 I のとき
図 A2(I)のように施設点 Fを通る水平線と垂直線によって，元の矩形

領域が 4つの部分領域に分解される．このとき式 (8再)の積分がこれら 4
つの部分矩形上の積分の項別積分で表されることは言うまでもない．
いま記号 [イロハニ] を矩形イロハニの 1 つの頂点に施設があるときの√
u2 + v2 の矩形イロハニ上での積分量と定義する：

[イロハニ] =

∫
(u,v)∈ 矩形イロハニ

√
u2 + v2 du dv. (20)
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表 A1 L×M の一様な矩形盤から施設 F= (x, y) への平均距離 ⟨δ⟩ (領域名は図 A2 の左上に対応)．

施設 F が含まれる領域 平均距離 ⟨δ⟩ 備考欄
領域 I (0 ≤ x ≤ L, 0 ≤ y ≤ M) {G(x, y) +G(L− x, y) +G(L− x,M − y) +G(x,M − y)}/(LM) 式 (24)

領域 II (x < 0, y < 0) {G(L− x,M − y)−G(L− x,−y)−G(−x,M − y) +G(−x,−y)}/(LM) 式 (28)

領域 II′ (L < x, y < 0) {G(M − y, x)−G(M − y, x− L)−G(−y, x) +G(−y, x− L)}/(LM)

領域 II′′ (L < x, M < y) {G(x, y)−G(x, y −M)−G(x− L, y) +G(x− L, y −M)}/(LM)

領域 II′′′ (x < 0, M < y) {G(y, L− x)−G(y,−x)−G(y −M,L− x) +G(y −M,−x)}/(LM)

領域 III (x < 0, 0 ≤ y ≤ M) {G(L− x,M − y)−G(−x,M − y) +G(L− x, y)−G(−x, y)}/(LM) 式 (32)

領域 III′ (0 ≤ x ≤ L, y < 0) {G(M − y, x)−G(−y, x) +G(M − y, L− x)−G(−y, L− x)}/(LM)

領域 III′′ (L < x, 0 ≤ y ≤ M) {G(x, y)−G(x− L, y) +G(x,M − y)−G(x− L,M − y)}/(LM)

領域 III′′′ (0 ≤ x ≤ L, M < y) {G(y, L− x)−G(y −M,L− x) +G(y, x)−G(y −M,x)}/(LM)

すると次が成立する：

⟨δ⟩ =
1

LM
([甲戊F辛] + [戊乙己F] + [F己丙庚] + [辛F庚丁]) . (21)

上式の 4つの矩形の辺長の組み合わせは順に (x, y), (L−x, y), L−x,M−
y), (x,M − y) であり (図 A2(I))，各矩形の積分量は次の通り：

[甲戊F辛] = G(x, y), [戊乙己F] = G(L− x, y), (22)

[F己丙庚] = G(L− x,M − y), [辛F庚丁] = G(x,M − y). (23)

以上により，求める ⟨δ⟩ は次の通りである：
⟨δ⟩ =

1

LM
{G(x, y) +G(L− x, y)

+G(L− x,M − y) +G(x,M − y)} . (24)

(II) F= (x, y) ∈ 領域 II のとき
図 A2(II) のように，元の L×M の矩形が 4 つの矩形の差し引きで

与えられ，矩形上での √
u2 + v2 の積分の加減算で ⟨δ⟩ が求められる：

⟨δ⟩ =
1

LM
([F己丙庚]− [F己乙戊]− [F辛丁庚] + [F辛甲戊]) . (25)

そして各矩形上の積分は G(A,B) により表現できる (図 A2(II) より)：
[F己丙庚] = G(L− x,M − y), [F己乙戊] = G(L− x,−y), (26)

[F辛丁庚] = G(−x,M − y), [F辛甲戊] = G(−x,−y). (27)

以上により，求める ⟨δ⟩ は次の通りである：

⟨δ⟩ =
1

LM
{G(L− x,M − y)−G(L− x,−y)

−G(−x,M − y) +G(−x,−y)} . (28)

(III) F= (x, y) ∈ 領域 III のとき
この場合は図 A2（III）のように，元の L×M の矩形が 4つの矩形

の差し引きで与えられる：

⟨δ⟩ =
1

LM
([F己丙庚]− [F辛丁庚] + [戊乙己F]− [戊甲辛F]) . (29)

そして必要な積分量は G(A,B) を用いて表せる (図 A2(III))：
[F己丙庚] = G(L− x,M − y), [F辛丁庚] = G(−x,M − y), (30)

[戊乙己F] = G(L− x, y), [戊甲辛F] = G(−x, y). (31)

以上により，求める ⟨δ⟩ は次の通りである：
2
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図 A3 　 (L,M) = (2, 1.6) の一様な矩形盤から施設点への平均距離の
等値線 (矩形盤の境界を図中の青い線で表している)．

⟨δ⟩ =
1

LM
{G(L− x,M − y)−G(−x,M − y)

+G(L− x, y)−G(−x, y)} . (32)

施設点 F が上記以外の 6 つの領域に含まれる場合
図 A2 の左上“A × B の矩形と 9 つの領域”を見れば明らかなよう

に，(i) 施設点 F が領域 II′，II′′，II′′′ に含まれる場合は，回転を施す
ことによって“施設 F が領域 II に含まれる状況”に変換することが可能
である．同様に，(ii)施設点 Fが領域 III′，III′′，III′′′ に含まれる場合
は，回転を施すことによって“施設 F が領域 III に含まれる状況”に変
換することが可能である．その場合，(L,M) ならびに (x, y) を状況に応
じて置換する必要があることはいうまでもない．
冗長を嫌い，導出過程のすべてを述べることは避け，結果を表 A1にま

とめる．式 (19) と表 A1 を合わせ用いることによって，L×M の一様
な矩形盤から施設 F= (x, y) への平均距離 ⟨δ⟩ を直ちに算出できる．
例として，(L,M) = (2, 1.6) のときの，平均距離 ⟨δ⟩ の等値線を図

A3 に示す．
【附録 2】単一施設の徒歩距離の目標距離 c からの乖離の 2 乗和 f(x, y)
の最小化問題が地域の中央に解をもつかどうかの判定
目的関数 (10) の (x, y) による偏導関数 fx と fy を求め，矩形地域

の中央の点 (x̂, ŷ) = (L/2,M/2) での値を算出すると
fx(x̂, ŷ) = 0, fy(x̂, ŷ) = 0 (33)

となり，(x̂, ŷ) が停留点であることがわかる．そこでこの点における 2 階
の偏導関数の値を求めると次の通りである：

fxx(x̂, ŷ) = 8kc

k

c
−

1

M
ln

M

L
+

√
1 +

(
M

L

)2
 ,(34)

fyy(x̂, ŷ) = 8kc

k

c
−

1

L
ln

 L

M
+

√
1 +

(
L

M

)2
 , (35)

fxy(x̂, ŷ) = fyx(x̂, ŷ) = 0. (36)

これにより，(i)fxx(x̂, ŷ) > 0かつ fyy(x̂, ŷ) > 0のとき f(x̂, ŷ)は極小
値，(ii)fxx(x̂, ŷ)fyy(x̂, ŷ) < 0のとき f(x̂, ŷ)は鞍点，(iii)fxx(x̂, ŷ) <
0 かつ fyy(x̂, ŷ) < 0 のとき f(x̂, ŷ) は極大値である．
式 (34)ならび (35)において，kと cは正値パラメタであり，(L,M)

は所与である．したがって，fxx(x̂, ŷ) と fyy(x̂, ŷ) の符号は 2 つのパ
ラメタの比 k/c によって決まることがわかる．
便宜上，次を定義する：

γ1 =
1

M
ln

M

L
+

√
1 +

(
M

L

)2
 , (11再)

γ2 =
1

L
ln

 L

M
+

√
1 +

(
L

M

)2
 . (12再)

ここで 0 < M ≤ L と仮定すると，0 < γ1 ≤ γ2 が成立する (証明には
かなりの誌面を要するので割愛する)．つまり次が成立する：
(i) k/c < γ1 のとき (x̂, ŷ) = (L/2,M/2) は極大点
(ii) γ1 < k/c < γ2 のとき (x̂, ŷ) = (L/2,M/2) は鞍点
(iii) γ2 < k/c のとき (x̂, ŷ) = (L/2,M/2) は極小点
γ2 < k/c のときにのみ，地域の中央が目的関数 f(x, y) の最小解を与え
るのである．

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-641-



日本における高温多湿な気象条件が食料品の購買行動に与える影響の基礎的分析
A preliminary analysis of the impact of hot and humid weather on grocery shopping behavior in Japan using

food purchase data

張　沢立*・吉田　凜・田沼 宏行*・田中 健一**
Takuritsu Cho*・Rin Yoshida・Hiroyuki Tanuma*・Ken-ichi Tanaka**

In Japan, extreme summer heat has intensified in recent years, raising concerns about its effects on both
physical and mental health. There is growing concern that people may refrain from going out for shopping
under such conditions, potentially affecting food accessibility, which is vital for sustaining daily urban
life. This study investigates how hot and humid weather affects consumer behavior by analyzing dated
nationwide food purchase history data from Japan. The Discomfort Index was calculated from observed
temperature and humidity data and linked to corresponding purchase records. Days in the upper and lower
ranges of the Discomfort Index were extracted, and their characteristics were examined by prefecture. The
analysis revealed notable differences in purchase frequency between the high-index days and low-index
days. Larger behavioral differences between high and low index days were observed in northern regions of
Japan, where the Discomfort Index tends to fluctuate more dramatically.

Keywords：気象条件，購買行動，食料品，アクセシビリティ
weather condition, purchasing behavior, grocery shopping, accessibility

1 はじめに
近年の地球温暖化や都市のヒートアイランド現象によ
り，夏季の猛暑は一層深刻化している．我が国において
も，猛暑日や熱帯夜は増加傾向にあり，国民生活に深刻な
影響を及ぼしている 1)．このような状況の中，人々は比
較的涼しい時間帯に外出する，あるいは外出自体を控える
といった行動変容を余儀なくされる場面も少なくない．実
際，Hinoら 2) は，気温が一定以上に上昇すると平均歩数
が減少することを報告しており，高温が日常的な移動行動
に抑制的に作用することを示している．
猛暑が人の行動を制限することは，都市における生活
ニーズの充足に関わる重要な社会問題と位置付けられる．
なかでも食料品は最も基本的な生活必需品であり，そのア
クセスの確保は都市生活の維持に不可欠である．これまで
都市計画学の分野では，食料品へのアクセシビリティに関
する多くの研究が行われてきた．特に，近隣店舗までのア
クセス距離といった空間的近接性 3, 4, 5) に着目した研究
には多くの蓄積がある．また，人口減少地域における店舗
の減少や撤退 4, 6, 7) に注目した分析をはじめ，都市計画
の諸課題と関連づけた重要な研究も少なくない．
猛暑環境は，店舗への空間的な近接性とは異なる観点か
ら，食料品へのアクセシビリティの問題として捉えること
ができる．夏季に高温多湿となる我が国の多くの都市にお
いて，この問題は喫緊の課題である．地理データを用いて
基礎的計算が可能な空間的近接性とは異なり，猛暑時にお
けるアクセス性の評価は容易ではない．この課題に対処す
るためには，まず気象条件が食料品の購買行動に与える影
響を，実績データに基づいて把握することが求められる．
本研究では，令和 6 年度データ解析コンペティション

（経営科学系研究部会連続協議会）で提供された，日本全

* 学生会員 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 (Keio University)

**正会員 慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 (Keio University)

国を網羅する食料品の購買履歴データ 8) を用いて，高温
多湿な気象条件が人々の購買行動に与える影響を明らかに
する．具体的には，気象庁の気温および湿度データ 9) に
基づき不快指数を算出し，日付情報を有する購買データと
紐付けを行う．全国の夏季データを対象として，不快指数
の高低に応じて日をグループ分けし，両者の特徴を都道府
県別に整理した．その結果，両グループ間で，購買回数を
はじめとする各指標に顕著な差異がみられ，興味深い知見
が得られた．本研究の成果は，猛暑時における食品アクセ
シビリティの課題を考察する上での基礎として，今後の研
究の発展に向けた有益な示唆を提供するものと考える．
以降では，食料品のアクセシビリティに関連する既存研

究を整理する．三浦 ら 4) は，山形県の人口と企業統計の
メッシュデータを用いて，最寄りの食料品店までの距離を
算出し，人口減少に伴う食料品店の撤退が買い物距離に与
える影響を分析し，人口減少地域における食料品アクセシ
ビリティの実態を把握した．平井 ら 7) は，盛岡市の食料
品店の分布の変化に基づき，一定距離以内に食料品店がな
い買い物不便者の人口を推定した．菊池 ら 6) は，飲食店
の設置許可データを用いて，飲食店の分布の動態や立地を
調べた．衣笠 ら 5) は，富山市に注目し，集約型都市構造
が進行した中での買い物距離を計算することで，コンパク
トシティ政策の効果について議論した．また，鳥海 3) は，
福岡市におけるフードデザートの範囲を判定し，その範囲
が拡大しないような店舗の配置に関する数理モデルを構築
した．以上は，買い物距離や食料品店の空間的な分布の視
点から，食料品アクセシビリティもしくはその変化を評価
した研究と位置付けられる．さらに，空間的な分布以外に
も着目したものとして，崔 ら 10) は，アンケート調査を用
いて，特定地域の高齢者の一週間当たりの食料品の買い物
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回数，選好する店舗の種類，買い物アクセスに対する不便
さの程度などの情報に基づき考察を行なっている．また，
中村 ら 11) は，東京都港区の高齢者を例に，買い物距離と
栄養状態の悪化に相関があることを実証した．
食料品へのアクセスを分析する際，空間的な情報に注目
した貢献が多い一方，気象条件に注目したものは希少であ
る．桑原 ら 12) は，ある店舗の POSデータを分析し，雨
と晴れの時系列的変化と購買の関係について調べた．ま
た，生田目 ら 13) は，気象データと購買の関連性を調べ，
平均降水量と平均気温が来店数を推定する際の有意なパラ
メータであることを実証した．Ito ら 14) は，気温や湿度
の情報と Twitterの投稿を結合し，気象条件やイベントの
発生と食品選択について分析した．Scharadin 15) らは，
全米のデータを用いて，極端な気候や災害が食品へのアク
セシビリティに与える影響を分析した．しかしながら，我
が国において，猛暑や不快指数の上昇が購買行動に与える
影響を中心課題とした研究は十分に行なわれていない．本
研究は，気象データと全国横断的な食料品購買データを用
いて，不快指数上昇時の食料品へのアクセス行動の実態を
把握することを目標とする．

2 分析の方法
2.1 使用するデータ
2.1.1 購買データ
本研究では，経営科学系研究部会連合協議会主催，令和

6 年度データ解析コンペティションにて株式会社リサー
チ・アンド・イノベーションのアプリ「CODE」より取
得された購買履歴データ 8) を用いる．本アプリは，ユー
ザがレシートおよびバーコードを通して日々の購買情報を
記録するものである．なお，データ解析コンペティション
の情報 8) によれば，2024年 7月時点で CODEアプリの
登録ユーザー数は 338 万人を超え，月間で約 4,000 万件
の商品データが登録されている．今回提供されたデータ
は，CODE アプリに蓄積された購買履歴のうち，特に食
料品に関する購買情報である．対象データは，ユーザ属性
（性別，年代，居住都道府県），店舗情報（チャネル種別，
チェーン名），および商品情報（バーコード，商品名，メー
カー名，ブランド名，カテゴリ）から構成されている．こ
れらを掛け合わせた単位 (属性×商品×店舗)ごとに，購
入個数，購入回数（レシート数），購入者数，購入金額と
いった基本指標が，日次単位で集計されている．
本データは，特定の一店舗のみに限定されたものではな
く，全国的な購買情報が商品単位で集計されているため，
小売チェーンや地域に依存しない，横断的な分析が可能で
あるという利点を有している．一方で，データがレシート
ごとに集計されていないため，ユーザが同時に購入する商
品の組み合わせは把握できず，バスケット分析等の同時購
買行動に関する分析には制約がある．
また，提供されたデータは，性年代 (10歳ごと) × エリ
ア別の人口構成比に基づいてウェイトバック処理された値

である．本研究では，この提供データをもとに，各商品の
購入回数の推定値を整理し，都道府県 × 日付の単位で合
計することで，特定の日のある都道府県の食料品購買を評
価する．地域ごとのデータ規模を見ると，都道府県別の一
日当たり記録商品数は，全国平均で一日当たり一都道府県
当たり 3,145件の商品がデータ集に記録されており，最大
は東京都の 17,219商品/日，最小は高知県の 461商品/日
であった．一方で，属性別の一日当たり記録のある商品数
は平均 86商品であるが，日単位ではサンプル数が少ない
属性や記録が存在しない属性もみられる．そのため，サン
プル数が少ない属性については，極端な値の影響を受ける
可能性があり，日付単位での分析においては，データの精
度および代表性に限界があると判断し，外れ値等の影響の
抑制を目的として，2.2節で述べるように，複数日から構
成されるデータ群を用いた集計値を分析対象とする．
なお，ここで言う「エリア」は，本データ解析コンペ

ティションにて指定された以下の区分に基づく (表 1)．

表 1: エリア対応表

エリア 都道府県
北海道 北海道
東北 青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島
関東 茨城，栃木，群馬
京浜 埼玉，千葉，東京，神奈川
甲信越 新潟，山梨，長野
北陸 富山，石川，福井
東海 岐阜，静岡，愛知，三重
近畿 滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山

中国・四国 鳥取，島根，岡山，広島，山口，徳島，
香川，愛媛，高知

九州 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，
鹿児島

ここで，「関東」と「京浜」の区分は上記の通りであり，
「関東」は北関東の 3県を指すことに注意されたい．以降
「エリア」と記載する場合，本表に準拠するものとする．
2.1.2 不快指数データ
本研究では，人が感じる「暑さ」の指標として，気温と湿

度から求められる「蒸し暑さ」の指数である不快指数 (DI:

Discomfort Index)を用いる．不快指数 16) は，T を気温
（◦C），H を湿度（%）として，式 (1)で定義される．

DI = 0.81×T+0.01×H×(0.99×T−14.3)+46.3 (1)

不快指数の算出に用いる気象データとしては，気象庁が
公開している地上気象観測データ 9) を使用する．都道府
県庁所在地に気象観測地点が存在する都道府県においては
当該地点の観測値を，各庁所在地に観測地点が存在しない
埼玉県および滋賀県においては，それぞれ熊谷および彦根
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の観測値を，当該都道府県の代表地点として採用する．こ
れらの地点から得られる日次平均気温および日次平均相対
湿度のデータに基づき，式 (1)を用いて各都道府県におけ
る日次の不快指数を算出する．
この不快指数は，85を超えると，日本人の 93%の人が

暑さによる不快を感じるとされている 17)．ただし，本研
究においては，不快指数の算出に日平均気温を用いてお
り，夜間の気温の影響を含むため，得られる不快指数は低
めに算出される点に留意する必要がある．
2.2 データの加工方法
購買データと不快指数データは，都道府県および日付を
キーとして結合する．特に猛暑時における購買傾向の変化
を分析する目的で，以下の条件をすべて満たすデータを抽
出し，分析対象とする．

(a) 購入者の条件：20歳以上 64歳以下
(b) 対象期間：2021–2023年の 7月 1日–9月 15日 (77

日 ×3年)

(c) 気象条件：1日の合計降水量が 10mm以下の日
(d) 対象地域：沖縄県を除く 46都道府県

条件 (a)は，サンプル数が少ない属性において極端な値
が集計結果に与える影響を低減するために設定する．条件
(b)および (c)は，夏季の雨による影響を受けにくい日に
おける購買行動に着目し，その中で比較的暑い日と涼しい
日を比較することで，猛暑による購買傾向の変化を抽出す
ることを目的としたものである．また，条件 (d)は，沖縄
県が他都道府県と異なる気候区分に属することから，分析
対象から除外するために設定している．
対象データにおいて，商品の都道府県 × 日付単位で購

買回数のウェイトバックされた推定値を日付で合計し，該
当都道府県の当日の購買回数を評価する．さらに季節性の
影響を排除し，不快指数に伴う購買行動の変化を明確に捉
えるため，以下の処理を行う (図 2)．

(i) 各都道府県について，対象期間の中で，不快指数が上
位 1割に該当する「不快な日」，および下位 1割に該
当する「快適な日」を抽出する．図 1は，各都道府県
において，不快指数が上位 1割の「不快な日」(赤)お
よび下位 1割の「快適な日」(青)の不快指数平均を示
したものである．図より，「不快な日」の体感は全国
でほぼ一様であるのに対し，「快適な日」のそれには
大きな地域差が存在することがわかる．この地域差と
購買傾向の関係については，3.2節で詳しく述べる．

(ii) 次に，各都道府県において，「不快な日」，「快適な日」
それぞれにおける 1 日あたりの合計購買回数の平均
値を算出する．

(iii) 提供されたエリア区分 (表 1) に基づき，同一エリア
に含まれるすべての都道府県について，(ii)で得られ
た 1日当たりの合計購買回数を合算し，エリアごとの
「不快な日」および「快適な日」1日当たりの合計購買

回数を算出する．
(iv) 都道府県またはエリア単位で得られた値を，対応する

総人口で除算し，「不快な日」および「快適な日」1日
当たりの 1 人当たり平均購買回数を算出する．これ
らをそれぞれ high avg，low avgと定義する．

(v) 最後に，不快指数の上昇に伴う購買行動の変化を，(2)
式により定量化する．

変化率 (%) =
high avg− low avg

low avg
× 100 (2)

以上の手順により算出された変化率を，各地域およびカ
テゴリごとに比較し，分析を行う．

3 不快指数の上昇と食料品購買延べ回数の低下
3.1 エリアごとの食料品の購買の低下の傾向
夏季においては，不快指数が高い日と低い日とで，食料

品の購買延べ回数に差が生じる．図 3 は，式 (2) を用い
て，不快指数が高い日と低い日の購買延べ回数の変化率を
求めた結果である．
図 3からわかるように，すべてのエリアで変化率は負の

値を示し，不快指数が高い日に購買延べ回数が低下する傾
向が全国的に確認できる．さらにその低下率は，どのエリ
アにおいても 4%以上と大きく，不快指数の高さには，食
料品の購買行動に対する抑制力があると言える．
不快指数が高い日の全国的な購買減少の原因として，不

快な日に外出自体を控えることが考えられる．環境省が令
和 5年に提示した「まちなかの暑さ対策ガイドライン」1)

においても，夏に最も暑さを感じる行動は，まちなかの移
動であることが指摘されている．そのため，ヒートアイラ
ンド現象の緩和や街路の緑化，ミスト設備などのクールス
ポットの設置といった歩行者に対する暑さ対策は，外出行
動を支える有効な施策となり得ることが提案されている．
こうした暑熱対策を含む都市構造の整備は，気候変動が進
行する今日において一層重要性を増すと考えられる．
したがって，本研究が示すように，気象条件によって変

動する食料品購買行動を分析することは，都市計画におい
て，持続可能かつ食料品へのアクセスが容易な住環境を整
備するうえで重要な示唆を与えるといえる．
3.2 地域の気候と購買の延べ回数の低下率の関係
図 3において，不快指数が高い日における購買延べ回数

の低下率にはエリアごとに顕著な差異が認められる．特に
北海道，東北エリア，および関東エリア（茨城県，栃木県，
群馬県）など北日本の地域では，購買回数の低下が顕著で
ある．一方，近畿エリアや中国・四国エリアを含む南日本
の地域では，低下率が相対的に小さい．これは，2.2節で
触れたように，「不快な日」と「快適な日」の不快指数の
差が，地域間で大きく異なることと深く関連していると考
えられる．そこで，本節ではこの差と購買延べ回数の低下
率との相関を分析する．
図 1より，「最も不快な日」（赤点）の体感は全国でほぼ
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図 1: 各都道府県の夏季の不快指数

図 2: データの加工方法

図 3: エリア毎の不快指数上昇時の食品購買延べ回数の変化率

一様であるのに対し，「最も快適な日」（青点）の不快指数
は，北日本で低く，南日本で高いような地域差がある．北
日本の住民は，涼しい日に買い物をする機会が多く，極端
に不快な日を避けるインセンティブが強く働く．一方で，
南日本では相対的に快適な日でも暑さが残るため，不快な

日を避けても得られる効用が限定的であり，外出を先送り
するメリットが小さい．このため，北日本では不快指数の
上昇による購買延べ回数の低下率が大きく，南日本では相
対的に小さくなると解釈できる．
図 4 は，都道府県ごとの，「快適な日」と「不快な日」
の不快指数の差を横軸，購買延べ回数の低下率を縦軸にし
たグラフである．ここから，「快適な日」の不快指数が比
較的低い，すなわち図の右側に位置する都道府県であるほ
ど，不快指数の上昇によって購買延べ回数が大きく低下す
るという傾向が視覚的に確認できる．たとえば，北海道や
東北地方などの夏季でも比較的涼しい地域では，不快指数
が上昇する局面で購買が大きく減少する．一方，夏季を通
して不快指数が高い九州の各県では，購買延べ回数の低下
はそれほど顕著ではない．これらの結果は，都道府県の夏
季の気候条件によって，夏季の食料品購買行動に地域差が
生じることを示唆している．説明変数を快適な日と不快な
日の不快指数の差，被説明変数を購買延べ回数の変化率と
する単回帰分析の回帰係数は −0.65 で，回帰モデルが有
意であった（p = 0.004）．一方で，決定係数は R2 = 0.17

と比較的小さく，不快指数以外の要因も寄与していると考
えられる．他の要因の検討にはアンケート調査などによる
情報収集が必要であり，今後の課題である．
3.3 店舗密度と購買の延べ回数の低下率の関係
前節では，地域ごとの気候差が不快指数上昇に対する食

料品購買の低下に影響することを確認した．本節では，も
う一つの重要な構造的要因である店舗の密度に注目する．
図 3において，不快指数が高い日の購買延べ回数の低下

率には，エリアの平均不快指数以外の要因があるようにみ
える．例えば，京浜エリアにおける購買延べ回数の低下率
は，夏季の不快指数が同程度の関東エリアや北陸エリアと
比較すると，非常に小さくなっている．このことから，地
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図 4: 平均不快指数の差と購買延べ回数の変化率の関係

域の気候以外にも不快指数上昇時の購買低下に影響を与え
る要因があると考えられる．
そのため，本節では，都道府県ごとの店舗密度に着目す
る．具体的には，コンビニエンスストア（ファミリーマー
ト 18)，セブン-イレブン 19)，ローソン 20)）とスーパー
マーケット 21) の総数を，都市計画区域面積 22) で除した
ものを「店舗密度」と定義し，不快指数が高い日の購買回
数の低下との関連を調べる．コンビニエンスストアの店舗
数は各社の公式ホームページ，スーパーマーケットの店舗
数は全国スーパーマーケット協会の統計サイトから，2025
年 1月時点のものを取得した．ここで，各エリアにおける
店舗密度を図 5に示す．

図 5: エリアごとの店舗密度

図 5より，京浜エリアは他のエリアより，店舗密度が非
常に高いことがわかる．不快指数の上昇による購買低下の
影響が小さいのは，近隣店舗が平均的に近いことに因るも
のと推察される．一方，前述の京浜と不快指数が同程度の
関東・北陸間で比較すると，店舗密度がより高い北陸の購
買低下率がより小さいことが確認されるが，両者の店舗密
度の差は顕著でなく，店舗密度以外の要因も関与している
と考えられる．そこで，店舗密度と購買延べ回数の低下率

の関係を都道府県別にプロットしたものを図 6に示す．
図 6 より，東京都，大阪府，神奈川県，埼玉県の 4 都

府県では，店舗密度と購買延べ回数の変化率との関係が，
その他の都道府県とは異なる傾向を示している．4都府県
以外では，不快指数が高い日において，店舗密度が増える
ほど購買延べ回数の変化率が小さくなる傾向がみられるの
に対し，これら 4都府県では店舗密度に関わらず低下幅が
5%程度にとどまっている．これらの都府県に大きな低下
がみられないのは，店舗が密集する大都市を有するからだ
と推察される．この結果は，店舗への移動距離が短く，鉄
道網や商業施設，交通空間の整備が充実している都心部で
は，不快指数の高い日における外出への抵抗が小さいこと
を示唆している．一方で，公共交通網が脆弱な地方都市で
は，自家用車への依存度が相対的に高く，暑熱の影響が小
さいとも想定される．しかしながら，移動手段ごとの暑熱
環境による購買低下の違いを明らかにするためには，購買
者の移動手段が特定できるデータの入手が必要となり，今
後の課題としたい．また，店舗密度が極端に高い都道府県
を除いた傾向を確認するため，店舗密度が 0.75以下の都
道府県のみをプロットしたものが図 7である．なお，閾値
0.75 を上回るため対象外となるのは，人口密度が 1,500

人/km2 以上の都道府県である．
図 7 において，店舗密度が低いほど不快指数の高い日
の購買低下率が大きいという傾向が顕著にみられる．説明
変数を店舗密度，被説明変数を購買延べ回数の低下率とす
る単回帰分析の回帰係数は 15.54で，単回帰モデルが有意
であった（p = 0.002）．このことから，不快な日における
外出への抵抗は，店舗までの移動距離が長いほど大きい傾
向があると考えられる．自宅から店舗までの移動距離が長
い過疎地域では，夏場の不快な日に外出を控えるインセン
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図 6: 都道府県ごとの店舗密度と購買延べ回数の変化率の関係

図 7: 都道府県ごとの店舗密度と購買延べ回数の変化率の関係（人口密度上位の都道府県除外）

ティブが強く働き，食料品の購買が大きく落ち込むことが
示唆される．特に，店舗密度の低い過疎地域においては，
高齢者の人口割合が高いことが多い．高温多湿な日におけ
る外出は，高齢者にとって身体的な負担が大きく，熱中症
などの命の危険につながることもある．したがって，過疎
地域に居住する高齢者は，店舗までの距離に加えて，猛暑
への曝露による制約を受けることで，食料品へのアクセス
が一層困難になると考えられる．このような状況を踏まえ
ると，夏季における過疎地域の高齢者を対象とした食料品
アクセス支援策の重要性が高いといえる．

4 不快指数の上昇に伴う食料品購買の変容
前章までは，不快指数の上昇が購買頻度を抑制する事実
を確認した．本章では、不快指数が高い日の中でも (i) 平
日と休日で低下率が異なる現象，および (ii) 生鮮食品から
調理済み食品へ購買がシフトする現象に焦点を当てる．

4.1 平日と休日の食料品購買の低下率の違い
本節では，不快指数が高い日の中でも，平日と休日では

購買回数の低下率が異なることについて説明する．夏季の
データに対して，さらに平日と休日に区分し，2.2節で説
明した処理方法を用いて，平日と休日のそれぞれに対し
て，不快指数が低い日を基準とし，不快指数が高い日の購
買回数の変化率を求めた (図 8)．
図 8 より，すべてのエリアにおいて，休日の購買回数

の低下率が平日よりも大きいことが確認される．このこと
から，不快指数が高い場合，平日に比べて休日の方が，購
買のための外出を控える傾向がより顕著であると推察さ
れる．また，平日では職場や学校への通勤・通学経路上で
スーパーやコンビニへ立ち寄って，「ついで買い」を行う機
会が多いと考えられる．たとえ不快指数が高い日でも，移
動そのものが生活の一部として不可避であるため，購買機
会が確保されやすいと考えられる．一方で，休日では外出
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図 8: 平日と休日の購買延べ回数の変化率の違い

判断の自由度が高く，外出自体を回避することで暑熱への
曝露を低減できる．その結果，休日の購買機会が減少し，
不快指数の上昇による購買回数の低下率が大きくなる．
このような，平日・休日間の外出を敬遠する傾向の違い
は，商業立地とインフラ整備の両面において，これからの
都市計画に示唆を与える．まず，商業立地の面において，
通勤・通学など「不可避な移動」に合わせて，駅周辺などの
通過量が大きい場所に食料品の店舗を作ることで，食料品
へのアクセシビリティが高まる可能性を示唆している．一
方で，インフラ整備の面に関しては，不快指数が高くなっ
ても外出しやすい環境をつくる必要があり，特に駅や近隣
の店舗までの安全面や快適性に配慮した歩行空間を整備す
ることが求められる．さらに，自動車依存の強い地方部に
おいては，交通量の多い幹線道路沿いへの店舗配置は，一
時的な効果は見込まれるものの，車を運転できない高齢者
の増加という要因も看過できない．このような高齢者は遠
方への移動が困難で徒歩移動にも抵抗が大きく，無理なく
移動できる範囲内で満足できる品質の食料サービスを得ら
れない場合がある 23)．このような高齢者が炎天下でも食
料品にアクセスできるように，巡回型販売や配送サービス
の拡充，ドローン等の新たな物流手段の導入など，多様な
支援策の検討が重要となる．
4.2 生鮮食品から惣菜へのシフト
本節では，不快指数が高い日において，食料品の購買傾
向が変化することについて説明する．まずはじめに，生鮮
食品と惣菜の定義について述べる．生鮮食品は，提供デー
タの中で，商品の大カテゴリとして「生鮮」と分類されて
いるものであり，主に野菜・果物・水産品・畜産品などが
含まれる．その特徴として，調理する過程を経て初めて食
べられるものが多い．これに対して，「惣菜」は，大カテゴ
リとして「惣菜」と分類されているもので，主に揚げ物・
焼き物・サラダ類・おにぎり類・寿司類などがある．その
特徴として，調理せず食べることができるものが多い．
図 9は，不快指数が低い日のスーパーマーケットの生鮮
食品の購買回数を基準とし，不快指数が高い日の購買回数
の変化率を計算したものである．
図 9の結果はいずれのエリアでも変化率が負の値となっ

図 9: スーパーにおける生鮮食品の購買延べ回数の変化率

図 10: スーパーにおける惣菜の購買延べ回数の変化率

ており，不快指数が高い日における生鮮食品の購買回数の
減少傾向がうかがえる．
次に，図 10は，スーパーマーケットの惣菜の購買回数

を対象に，不快指数が高い日の変化率を同様に算出した結
果を示している．図 10から，ほとんどのエリアにおいて，
不快指数が高い日に惣菜の購買回数が増加する傾向が確認
できる．全体的に購買行動が落ち込むなかで惣菜の購買回
数が増加している点は，注目に値する現象である．この結
果は，不快指数が上昇する際に，生鮮食品の購買を控えて
惣菜を購入する消費者が一定数存在することを示唆してい
る．生鮮食品から惣菜へシフトする理由について，不快指
数が高い日には自宅での調理を避ける目的で既製の惣菜を
選択する動機が高まることが考えられる．また，その背景
には，炎天下での外出自体が体力を大きく消耗する行為で
あり，帰宅後に自炊する余力が残りにくいといった要因が
あると推察される．

5 おわりに
本研究では，不快指数情報を付加した日次購買データを

用いて，都道府県ごとに不快指数の高低に応じて日を分類
し，高温多湿な気象条件が購買行動に与える影響について
考察を行った．
その結果，不快指数が高い日には，全国的に購買回数
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が低下する傾向が見られた．地域間の差異に着目すると，
「快適な日」の不快指数および店舗までの平均移動距離と，
不快指数の上昇に伴う購買回数の低下率とに相関があるこ
とが明らかになった．また，不快指数上昇時，平日と休日
における低下率が異なることや，生鮮食品から総菜へのシ
フトが生じることが確認された．これらの結果から，食料
品へのアクセスを確保するために，高温多湿の環境下でも
快適に外出できるよう対策を講じる必要があるといえる．
また，本研究の限界として，日単位のデータでは精度が
担保されず，複数日の平均を用いる必要があり，不快指数
の時系列的な変化を考慮できなかったことがある．ただ
し，購買行動は特定の日の気象状況のみならず，その前後
の日々の気象も考慮して意思決定されることが多い．その
ため，日単位の不快指数だけでなく，連続した日々の気象
状況を取り入れた分析については，今後の課題としたい．
さらに，暑熱による購買低下の地域差を生じさせる要因
として，本稿で議論したもの以外に，交通手段の違いも重
要であると考えられる．そのため，アンケート調査や人流
データなど，交通手段を特定できるデータを用いて，交通
手段と食料品購買の関係を分析することも，今後の課題と
したい．
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1．研究の背景と目的 

街歩きガイドツアー（以下、街歩きGT）は、今日、全国

的に提供される観光コンテンツとなっている 1-3)。街歩き

GTでは、ガイドにより、地域の歴史や文化、または地域住

民の日常生活などの情報が参加者に提供され 1-3)、旧跡や名

所を巡るだけでは分からない地域の特色が伝えられる。こ

れにより「自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観

光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、

保全につながっていく」4)と考えられている。 
街歩きGT では、一般的に、滞在場所や移動中の景観を

参加者に知覚してもらいながら、ガイドが口頭で滞在場所

や景観の意味を解説するという形式が取られる 1-3)。上記し

たような街歩きGT の意義を考えると、こうした過程で参

加者に提供される景観やその意味は、参加者に伝わる（記

憶される）ことが重要である。個人的な出来事や思い出に

関する「いつ・どこで」といった特定の文脈情報を伴って

想起される記憶は心理学における用語でエピソード記憶と

定義されている 5), 6)。街歩きGTにおいて参加者に提供され

る情報はエピソード記憶の一種とみなすことができる。本

稿では、街歩きGT 中に参加者に提供されるエピソード記

憶のうち「街歩きGT の過程で参加者に知覚される景観に

関する記憶」と「街歩きGT で解説される景観の意味に関

する記憶」を区別して扱うため、既往研究の呼称 7), 8)を踏ま

え、前者を「シーン記憶」、後者を（本研究内での）「エピ

ソード記憶」と呼び、両記憶を議論の対象とする。 
ところで、街歩きの際、人々が訪れた場所の風景や街並

みを撮影することは、スマートフォンの普及により、多く

の人にとって馴染みのある行動となっている 9)。この点は

街歩きGT においても同様であり、街歩きGT 中に、参加

者がガイドの対象となる景観をスマートフォン等で撮影す

る場面は一般的に見られる。この写真撮影行動を、街歩き

GT におけるシーン記憶とエピソード記憶という観点から

捉えると、理論的には、写真撮影行動は、両記憶に対して

正負両面で影響を与えうると解釈できる。まず、負の側面、

すなわち写真撮影行動が記憶に悪影響を与えるという解釈

の例としては、「認知オフローディング（以下、認知OL）」
10-13)によるものがある。認知OLとは、人が写真を撮影する

際、写真を人の認知を記録する外部媒体ととらえ「後で見

ることができる」という意識が生じることにより、撮影対

象物に対する記憶が薄れる現象を指す。Henkel10)の研究で

は、美術館に展示された芸術作品の記憶を問う実験の結果

から、認知OL のメカニズムにより、写真撮影が記憶を薄

れさせることが示されている。また、白柳ら13)の研究では、

PCを用いた街並み画像の記憶の実験から、写真を撮影する

と、撮影対象となった街並み画像の記憶が抑制されること

が示され、Henkel10)の実験の結果が追証されている。また、

同研究 13)は、認知OL によって生じた脳の記憶容量の余裕

から、撮影対象としない周辺の街並み画像の記憶はむしろ

促進されることも示している。 
一方、認知OL による解釈とは異なり、写真撮影行動が

撮影対象物に関する記憶を促進するとする見解もある。

Barasch et al. 14)の研究では、人が自発的に写真撮影をする際

は、撮影対象物に向けられる視覚的な注意が増加すること

で、対象の記憶がむしろ向上するとされている。その一方

で、同研究 14)では、そうした視覚的な注意の増加は、聴覚

から得られる情報への注意の低下を招き、聴覚から得られ

る情報は記憶しにくくなることも示されている。 
以上から、街歩きGT の際に行われる写真撮影行動が参

加者のシーン記憶に与える影響には、写真撮影の自発性を

交絡要因として理論的には正負両面が考えられ、エピソー

街歩きガイドツアー中の写真撮影行動が参加者のシーン記憶・エピソード記憶に及ぼす影響 

The effects of photo-taking during city walking guided tours on participants' visual and episodic memories 

高橋南織*・雨宮 護** 
Miori TAKAHASHI* & Mamoru AMEMIYA** 

Photo-taking may have both positive and negative effects on participants' visual memories and episodic memories. This 
study aims to explore the significance of photo-taking in the context of guided city walking tours, particularly as a 
means of conveying local characteristics. We conducted an on-site walking experiment in Tsuchiura City, Ibaraki 
Prefecture, and performed statistical analysis on the data collected through questionnaires completed by participants 
after a simulated guided city walking tour. Research findings revealed that photo-taking did not have a significant effect 
on visual memory for either photographed or non-photographed streetscapes and was associated with a decline in 
episodic memory. Nevertheless, there is a possibility that spontaneous photo-taking may have had a positive effect on 
visual memory. 

Keywords: City walking guided tour, Photo-taking, cognitive offloading, visual memory, episodic memory, experiment 

街歩きガイドツアー, 写真撮影, 認知オフローディング, シーン記憶, エピソード記憶, 実験 
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ド記憶には、聴覚刺激に対する注意の低下からの悪影響が

予測されるが、街歩きGT に焦点を当てた既往研究は見ら

れない。実際の街歩きGT での写真撮影は、認知OL を発

現させる可能性もあるが、多くの場合、写真撮影は自発的

なものである。また、実際の街歩きGT で伝えられる情報

にはシーン記憶だけでなくエピソード記憶もある。そのた

め、既往研究の知見をそのまま街歩きGT に当てはめるこ

とは適切ではなく、新規の研究が必要である。 
本研究では、街歩きGT を対象に、参加者の写真撮影行

動が、街歩きGT におけるシーン記憶・エピソード記憶に

与える影響を明らかにすることを目的とする。これにより、

街歩きGT において重要である地域の特色を参加者に伝達

するという観点から、写真撮影行動の持つ意味を考察する。 

2．方法 
(1)研究仮説 
本研究では、リサーチクエスチョン（RQ）を2つ設定し、

それぞれのRQに対して仮説を3つずつ設定する。 
RQ1：街歩き GT 中に参加者が写真撮影を行うことは、シ

ーン記憶・エピソード記憶にどのように影響するのか。 
 仮説1-I：写真撮影を行うことにより撮影対象の景観に関

するシーン記憶は抑制される。 
 仮説1-II：写真撮影を行うことにより撮影対象以外の景観

に関するシーン記憶は促進される。 
 仮説 1-III：写真撮影を行うことにより撮影対象のガイド

内容に関するエピソード記憶は抑制される。 
RQ1 は写真撮影の有無と記憶との関係を検討するもの

である。写真撮影によるシーン記憶への影響については、

理論的には写真撮影による正負両面の影響が考えられるが、

観光の際に行われる写真撮影は、「旅行者は、出かける以前

から見ていた画像を自分たちも撮影してきたというのを友

だちや家族に見せて、自分たちもそこに行ったのだという

こと（中略）の証拠品を提供するものとなっている」15)とさ

れるように、しばしば観光地に訪れたことの記録の用途と

して行われる。街歩きGT は観光の一環として行われるこ

とが多いため、街歩きGT においても、写真撮影時、撮影

者は記録としての用途を第一に意識していると想定される。

記録を目的とした写真撮影は、認知OL の仮定通りの行動

であるため、写真撮影をしている間の視覚的な注意の増加

によって一時的に記憶が促進されても、事後的には認知OL
の発現により衰退すると想定される。つまり、街歩き GT
においては、参加者の観光客としての特性に起因して、最

終的には認知OL のメカニズムによってシーン記憶は低下

すると推測される。以上のような理論的な予測から、ここ

では白柳ら 13)と同様の仮説 1-I と仮説 1-II が成立すると想

定する。一方、写真撮影によるエピソード記憶への影響に

ついては、旅行の記録を目的とした写真撮影であっても、

撮影をしている間は、対象に対して視覚的な注意を向けて

いることが想定されることから、Barasch et al. 14)と同様に、

撮影をしている間に得られる聴覚的な情報に対する注意は

減少すると考えられる。そのため仮説1-IIIが成立すると設

定する。 
RQ2：街歩き GT 中に参加者が自発的に写真撮影をするこ

とは、シーン記憶・エピソード記憶にどのように影響する

のか。 
 仮説2-I：自発的に写真撮影を行うことにより撮影対象の

景観に対するシーン記憶は促進される。 
 仮説2-II：自発的に写真撮影を行うことにより撮影対象以

外の景観に対するシーン記憶は抑制される。 
 仮説 2-III：自発的に写真撮影を行うことにより撮影対象

のガイド内容に関するエピソード記憶はより強く抑制さ

れる。 
RQ2 は写真撮影をする条件の中で写真撮影の自発性と

記憶との関係を検討するものである。写真撮影の自発性に

よるシーン記憶への影響については、撮影中、撮影対象を

より強い好奇心や自発性を伴って見ることで、Barasch et al. 
14)で示された視覚的な注意の増加のメカニズムにより、よ

り記憶が促進されると考えられる。写真撮影をしている間

の視覚的な注意の増加による一時的な記憶力の向上の効果

がより顕著に表れるのであれば、仮説1で述べた、観光客

としての特性に起因する、認知OL によって生じるシーン

記憶に対する悪影響は相対的に小さくなると推測し、仮説

2-Iを設定する。またこの際、撮影対象への注意の増加によ

り撮影対象の景観の記憶を促進するのであれば、認知 OL
の想定とは逆のプロセスが作動し脳の記憶容量の余裕がな

くなることで撮影対象以外の景観の記憶は抑制されると考

え、仮説2-II を設定する。また、写真撮影によるエピソー

ド記憶への影響については、写真撮影の自発性によって撮

影対象への視覚的な注意が一層増加するのであれば、聴覚

から得られる情報に向けられる注意が一層減少すると考え、

仮説2-IIIを設定する。 
(2)実験の概要 
実際の街歩きGT 場面を模した現場歩行実験（以降、街

歩きGT 実験）を実施する。実験参加者には、写真撮影の

有無を条件とする疑似的な街歩きGT を体験してもらい、

その後のアンケート調査によって街歩きGT 中に得たシー

ン記憶、エピソード記憶に関するデータを得る。なお、本

実験は、筑波大学システム情報系の研究倫理委員会の承認

を得て実施した（2024R931号）。 
(3)実験の実施場所 
本研究は、実際の街歩きGT の状況を想定するものであ

るため、実験も実際の街歩きGT が行われる空間で行う。

本研究では、街歩きGT で度々取り上げられる「歴史的な

街」をテーマにする疑似的なツアーを設定した。対象地は

茨城県土浦市とし、疑似的な街歩きGT として妥当なもの

とするために、土浦の観光案内・施設紹介を目的とした書

籍や Web ページにおいて紹介されているコースやスポッ

トに関する情報 16 -19)を参考に、図-1に示す土浦市の中心市

街地を通る約1.5kmのルートと6箇所の訪問スポットを設

定した。 
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図-1 街歩き実験の歩行ルート 
地理院地図(電子国土Web)20)より加工して作成 

(4)手順 

(I)介入群と対照群の設定 
写真撮影の有無による記憶への影響の検証をするため、

街歩きGT 実験を開始する前に、実験参加者の半数を「街

歩きGT 実験中に写真撮影を依頼する介入群（以下、撮影

あり群）」、半数を「街歩きGT 実験中に写真撮影を禁止す

る対照群（以下、撮影なし群）」にランダムに振り分けた。 
(II)実験参加者に対する実験の事前説明 
街歩きGT 実験の実施日の実験開始前に、実験参加者に

実験概要を説明した。この際、写真撮影による記憶への影

響を調べる目的で行う実験であることを実験参加者に明

かすと、写真撮影時に意図的に記憶をしようとするなどの

バイアスが生じるため、事前説明においてはディセプショ

ン（以下の下線部）を含めた説明を行った。まず、実験の

概要として「街歩き中のガイドツアーについて、現場歩行

実験から評価を行うことを目的としています。街歩きガイ

ドツアー中に各スポットで私が口頭で説明した内容を含

めて、この街への理解を深めていただければ幸いです。」と

説明した。その上で、撮影あり群に対しては、「私（著者）

が各スポットについて口頭で解説をして立ち止まってい

る間に、周りを見ながら、皆様が興味深いと思ったものを

各スポットで1枚以上、皆様のスマートフォンで写真撮影

してください。また、私が各スポットで最初に腕で示す対

象物は必ずスマホで全員写真撮影してください。」と説明

し、実験参加者の自発性に依存しない形で写真撮影を依頼

した。撮影なし群に対しては「今回行う街歩きガイドツア

ー以外でこの場所の情報を得ることが出来ないように、実

験中はスマートフォンを使用することを禁止させていた

だきます。」と説明し、スマートフォンの使用を禁止するこ

とで間接的に写真撮影を禁止した。 
(III) 街歩きGTの実施 
事前説明の後、実験参加者はガイド（著者）と共に、図

-1に示すルートを徒歩で移動した。途中にある6箇所の訪

問スポットでは、実際の街歩きGT と同様の形で、ガイド

（著者）が関連書籍等 16-19)に記されている各スポットの歴

史や見どころ、現在の活用方法といった概要を、場所ごと

に約1分間口頭で説明した。ガイドの口頭の説明を参加者

が確実に聞き取れるように、1 回の街歩き GT あたりの実

験参加者数は 5 名とした。1 回の街歩き GT に要した時間

は30分程度であった。 
(IV) 事後アンケート 
街歩きGT の終了後、徒歩で5 分程度移動し、公共施設

内のフリースペースで事後アンケートを実施した。当該ス

ペースは誰でも自由に利用できる空間であり、タイミング

によって実験参加者以外にも少人数の施設利用者が滞在

していた回もあったが、各回ともに概ね静寂な空間であっ

た。当該スペースには丸机が5台並べられており、机1台
に対して椅子が2～4脚設置されていた。実験参加者には、

机1台に対して1人が座り、他者の回答を閲覧したり会話

したりせずに回答することを依頼した。実験参加者以外の

施設利用者が机を利用しており空き机がない場合は、実験

参加者に、1 台の机に 2 人が向かい合って座るように促し

た上で、相手の回答の閲覧が出来ないようにデスク用の仕

切りを置いて事後アンケートを実施した。 
シーン記憶とエピソード記憶についての設問は、既往研

究 10), 14)を参考にして作成した。ただし、本研究の実験での

各スポットへの滞在時間は既往研究よりも長く、単純な滞

在時間の長さによる記憶への影響が想定されたため、記憶

を問う設問の難易度が高くなるように設定した。具体的に

は、シーン記憶を尋ねる設問について、既往研究10), 14)では、

実験参加者は実験中に実際に見た芸術作品の画像とそれ

に類似した実験中に見ていない芸術作品の画像からなる

リストの中から「実験中に見たことがある」と思う画像を

1 つ選択させているが、本研究では「実験中に見たことが

ある」と思う画像を全て選択させた。エピソード記憶を尋

ねる設問については、既往研究 14)では、実験参加者は芸術

作品に関する音声ガイドの内容について、4 つの文章の選

択肢の中から正しい内容だと思う文章を1つ選択させてい

るが、本研究では、街歩きGT 中にガイド（著者）が行っ

た説明の内容について、文章の空欄を埋める形で単語を自

由回答させることとした。 
シーン記憶を尋ねる設問は、既往研究 14)と同様に、訪問

図-2 シーン記憶を尋ねる設問（一部の画像） 図-3 エピソード記憶を尋ねる設問（例） 
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スポット毎にシーン記憶を尋ねる形式とし、6 箇所の訪問

スポットとスポット間の道中で見られる景観に関して、計

7 つの設問に分けて実施した。シーン記憶を把握するため

の呈示画像としては、既往研究 10), 14)と同様に「実験中に実

際に存在した景観」の画像と、それに類似した「実験対象

地に存在しない景観」の画像を選定した。実験中に実際に

存在した景観としては、著者がスマートフォンを用いて、

訪問スポットの景観写真を10枚、街歩きGT中の訪問スポ

ット以外の道中で見られる景観写真を 10 枚撮影したもの

を用いた。実験対象地に存在しない景観としては、実験中

に実際に存在した景観の写真に類似した画像 16 枚を用い

た(1)。これらの画像（10+10+16枚の計36枚）を用いて、設

問ごとに実験中に実際に存在した景観と実験対象地に存

在しない景観の画像の呈示順をランダムにした上で、A4用
紙3枚に縦に3~5枚、横に3枚配置してカラーで実験参加

者に呈示し、回答を求めた（図-2）。ただし、各実験参加者

に対しては、同一のアンケート票を用い、呈示画像の回答

者ごとの提示順のランダマイズは行っていない。 
エピソード記憶については、関連書籍等 16-19)における各

スポットの紹介文が記載された文章から引用し、キーワー

ドの穴埋め問題を作成し、計 27 問の問題に対する回答を

求めた（図-3）。 
(V)データ分析 
写真撮影の有無および自発性と、シーン記憶・エピソー

ド記憶の正答率との関係を統計的に検証する。仮説1-I、仮
説2-Iにおける「撮影対象の景観におけるシーン記憶」を、

撮影あり群に対してガイド中に写真撮影を指示した6箇所

の訪問スポットにおけるシーン記憶とする。仮説 1-II、仮

説2-II における「撮影対象外の景観におけるシーン記憶」

を、訪問スポット間を移動する際に見られる景観のシーン

記憶とする（訪問スポット間を移動する際は、撮影あり群

に対して写真撮影に関する指示は行っていない）。 
分析で用いる「シーン記憶の正答率」については、既往

研究10), 13), 14)の定義に基づき「実験中に実際に存在した景観」

に対して、実験参加者が、実際に街歩きGT 中に「見た」

と答えたものの割合とする。「エピソード記憶の正答率」に

ついては、既往研究 14)の定義に基づきエピソード記憶を問

う設問の穴埋め箇所すべてに対して正答した割合とする。 
まずRQ1を検証するため、撮影あり群・撮影なし群の2

群間のシーン記憶の正答率とエピソード記憶の正答率の有

意差を検定する。具体的には、2 群の頻度分布の正規性の

検定（Shapiro-Wilk検定）を行い、正規分布に従わない（p 
< .10）とされた場合はMann-WhitneyのU検定、従うとさ

れた場合は t検定を実施する。また t検定の場合は、Levene
検定の結果により、p < .10の水準において等分散を仮定で

きる場合はStudentの t検定、等分散を仮定できない場合は

Welchの t検定を実施する。 
RQ2 を検証するために、「自発的な写真撮影」における

「自発性」を「実験中に撮影した写真の枚数（以下、写真

枚数）」とみなし、実験参加者のうち撮影あり群の20名に

ついて、シーン記憶の正答率およびエピソード記憶の正答

率と写真枚数の関連について相関分析を実施する。用いる

データが正規分布に従わない場合（p < .10）はSpearmanの
順位相関係数を求め、正規分布に従う場合は Pearson の相

関係数を求める。 
(5)実験参加者  
本研究における実験は、撮影ありとなしの被験者間実験

として設計しているため、同様に被験者間実験を実施して

いた Henkel10)の研究における実験参加者の人数を参考にし

て、実験参加者の人数を設定した。Henkel10)の研究では、2
種類の実験を行っているが、実験 1 については大学生 28
名、実験2については大学生46名を対象としている。これ

を踏まえ、本研究では、実験参加者の目標人数を28～46名
程度とした。実験参加者は、筑波大学の大学生・大学院生

を対象として、地域 SNS21)を通じて募集した。実験参加者

は「対象地域（土浦）を散策したことがない」、「研究の意

図を知らない」、「スマートフォンを保有している」、「日常

会話程度の日本語の運用が可能」という条件を全て満たす

者とし、謝礼として Amazon ギフトカード 2,500 円分を支

給した。 

表-1 撮影対象の景観におけるシーン記憶の正答率に関するMann-WhitneyのU検定の結果 

n 中央値(四分位範囲) 検定統計量 U値 p値(両側) 

撮影あり群 
撮影なし群 

20 
20 

0.80 (0.60 - 0.83) 
0.80 (0.70 - 0.83) 

0.81 229 .445 

表-2 撮影対象外の景観におけるシーン記憶の正答率に関するMann-WhitneyのU検定の結果 

n 中央値(四分位範囲) 検定統計量 U値 p値(両側) 

撮影あり群 
撮影なし群 

20 
20 

0.60 (0.40 - 0.63) 
0.50 (0.35 - 0.70) 

-0.25 191 .820 

表-3 エピソード記憶の正答率に関するStudentの t検定の結果 

n 平均値 標準偏差 t値 p値(両側) 

撮影あり群 
撮影なし群 

20 
20 

0.47 
0.62 

0.16 
0.14 

-3.12 .003
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3．結果 
実験は平日の 4 日間（2024 年 11 月25 日，26 日，12 月

4日，6日）にわたって行われ、各日2回ずつ午前11時と

正午から開始する形で実施された。実験参加者は筑波大学

の大学生・大学院生 40 名であった（男性 21 名、女性 19
名；平均年齢22.18 歳、年齢の標準偏差2.05 歳、年齢の範

囲18-28歳）。実験実施日に降雨はなく、気温は11.9～17.1
度であった。 
(1)写真撮影の有無による記憶への影響（RQ1） 
撮影対象の景観・撮影対象以外の景観における2群のシ

ーン記憶の正答率は、撮影あり群のデータが正規分布に従

わなかったため、Mann-Whitney のU 検定を行った（表-1、
表-2）。表-1、表-2から、撮影対象の景観（U = 229, p = .445）、
撮影対象以外の景観（U = 191, p = .820）ともに「2群間の

シーン記憶のスコアの分布に差はない」という帰無仮説は

5%有意水準で棄却されなかった。よって、写真撮影を行う

ことにより撮影対象の景観に関するシーン記憶は抑制され、

撮影対象以外の景観に関するシーン記憶は促進されるとい

う仮説1-I、仮説1-IIは支持されなかった。 
2 群間のエピソード記憶の正答率については、分布の正

規性、等分散性ともに条件を満たしたため、Studentの t検
定を行った（表-3）。その結果、5%有意水準で 2 群間の平

均値に有意差があるという結果となった（t (38) = -3.12, p 
= .003）。撮影あり群の正答率の平均値は約0.47、撮影なし

群の正答率の平均値は約0.62であり、撮影あり群よりも撮

影なし群の正答率の方が高い。よって、写真撮影を行うこ

とにより撮影対象のガイド内容に関するエピソード記憶は

抑制されるという仮説1-IIIは支持される結果となった。 

(2)自発的な写真撮影による記憶への影響（RQ2） 
6箇所の訪問スポットにおいて、撮影あり群20名による

自発性によらない写真撮影は計120枚であった。一方、自

発的な写真撮影は計132枚であり、うち、シーン記憶を問

う画像に含まれる対象を撮影した写真は計 84 枚、含まれ

ない対象を撮影した写真は計 48 枚であった。撮影あり群

20名の撮影対象の景観におけるシーン記憶、撮影対象外の

景観におけるシーン記憶、エピソード記憶の正答率と写真

枚数の散布図を図-4に示す。なお、図-4では、同じ位置に

重なっている点の個数を面積で表している。 
 撮影対象の景観、撮影対象以外の景観におけるシーン記

憶の正答率と写真枚数について、シーン記憶の正答率のデ

ータは分布の正規性を満たさなかったため、Spearmanの順

位相関係数を用いた相関分析を行った。その結果、それぞ

れのシーン記憶の正答率と写真枚数は 5%有意水準で正の

相関があるという結果となった。順位相関係数の値は、撮

影対象の景観のシーン記憶の正答率と写真枚数と間で0.53 
（p = .017）、撮影対象以外の景観のシーン記憶の正答率と

写真枚数との間で0.45 （p = .048）であった。よって、自発

的に写真撮影を行うことにより撮影対象の景観に対するシ

ーン記憶は促進されるという仮説 2-I は支持され、撮影対

象以外の景観に対するシーン記憶は抑制されるという仮説

2-IIは支持されなかった。 
エピソード記憶の正答率と写真枚数については分布の正

規性を満たしたため、Pearsonの相関係数を用いた相関分析

を行った。その結果、エピソード記憶の正答率と写真枚数

は5%有意水準で相関はないという結果となり、Pearsonの
相関係数は0.26となった。よって、自発的に写真撮影を行

うことにより撮影対象のガイド内容に関するエピソード記

憶はより強く抑制されるという仮説 2-III は支持されなか

った。 

4．考察 
分析の結果、仮説1-I、仮説1-IIは支持されず、写真撮影

が、撮影対象の景観・撮影対象以外の景観におけるシーン

記憶の正答率に与える影響は、正負両面において見られな

かった。すなわち、街歩きGT の現実に近い場面での写真

撮影行動においては、既往研究で示された写真撮影による

認知 OL10), 13)も、写真撮影による視覚的な注意の増加 14)も

図-4 シーン記憶・エピソード記憶の正答率と写真枚数の散布図 
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引き起こしていない可能性がある。この結果となった理由

として、本研究は、既往研究で撮影対象としていた絵画を

始めとした芸術作品 10), 14)や街並み画像 13)とは異なる、実空

間の景観そのものを撮影対象としていることが考えられる。

一般に3次元物体の形状認知においては複雑な認知メカニ

ズムが働くことが知られており、人の脳において2次元形

状と比較して3次元物体に対してより強い活動を示す特性

を持つ部位が見られる 22)。実空間では景観の認知は3次元

のものとなり、2 次元に比べてより対象者に認知的な負荷

がかかる。その結果、視覚的な情報が果たす記憶への役割

が相対的に小さくなり、既往研究で示された写真撮影の有

無による視覚的な注意の増加14)及び減少10), 13)により生じる

効果が検出されにくくなった可能性が考えられる。また、

今回の実験で実験協力者に依頼した写真撮影には、既往研

究で異なる影響をもたらすとされた記録としての用途10), 13)

と興味深いものを撮影するという娯楽としての用途 14) が

混在したため、認知OL と注意の増加が同時に起こること

によって正負の影響が互いに打ち消されたという可能性も

考えられる。 
一方、仮説 2-I は支持され、撮影対象の景観におけるシ

ーン記憶の正答率と、写真撮影の自発性の指標とした写真

枚数との間に、有意な正の相関が確認された。よって、理

論的予測の通りに、実際の写真撮影の場面でも、好奇心や

自発性を伴った写真撮影により撮影対象物に視覚的な注意

が向けられ、記憶が促進される可能性がある。一方、仮説

2-II は支持されず、撮影対象外の景観におけるシーン記憶

の正答率と写真枚数との間に、有意な正の相関があるとい

う結果になった。これは仮説とは逆の結果であり、仮説で

想定された撮影対象物の記憶が促進される代わりに脳の記

憶容量の余裕がなくなるというメカニズムは発生しなかっ

たと考えられる。この結果については、認知OL からの予

想とは異なり、写真撮影により視覚的な注意を向けるとい

う行動自体の意識が高まり、それが撮影対象以外の景観に

対しても同様に視覚的な注意を向けた可能性がある。実際

に、自発的な写真撮影においては、約 1/3（132 枚中の 48
枚）がシーン記憶を問う画像に含まれない対象を撮影した

写真であり、これは同じスポットに滞在していてもガイド

役が解説している対象だけでなく、それ以外の異なる対象

に対しても視覚的な注意を向けていたことを意味している

と考えられる。また、本研究では写真枚数を「写真撮影の

自発性」の指標としたが、むしろ撮影対象・撮影対象外の

景観に対する「撮影者の興味関心や好奇心」の指標となり、

撮影者の元々の個人属性である興味関心や好奇心が交絡因

子となっている可能性も考えられる。 
エピソード記憶については、仮説1-IIIは支持され、撮影

なし群と比較して撮影あり群は街歩きでのエピソード記憶

の正答率が低い傾向にあった。これは、撮影あり群に対し

ては、ガイド役の解説を聞いている間に写真撮影を行うと

いう行動を求めており、そのマルチタスクによって聴覚的

な情報に注意が向かなくなることでエピソード記憶が抑制

されたためと解釈できる。 
仮説 2-I や仮説 2-II に対応する考察で述べたように、好

奇心や自発性を伴った写真撮影は、撮影対象物への視覚的

な注意をより強く向けさせ、記憶を促進する可能性がある。

しかし、エピソード記憶の正答率と写真撮影の自発性につ

いては有意な相関は確認されなかった。このことからは、

視覚的な注意の向上は、エピソード記憶には影響しない、

もしくは仮説 1-III で示されたマルチタスクによる記憶の

抑制を防ぐものではないと解釈できる。ただし、本研究で

記憶の再現の対象としたエピソード記憶が、ガイド役が解

説する各スポットの歴史や見どころ、現在の活用方法とい

った概要に関する内容であり、写真を撮影する対象である

景観や建物の形態等の視覚的な情報でなかったことから、

自発的な写真撮影の記憶促進が確認されなかった可能性が

ある。 
マルチタスクによる聴覚から得られる情報の記憶の低下

という結果は既往研究 14)と同様となるが、本研究ではそう

した記憶への影響が、街歩きGT 場面において確認された

ことと、写真撮影の自発性によらず現れることを示した点

に新規性がある。 

5．結論 
本研究では、街歩きGT において重要な、地域の特色を

伝えるという観点から写真撮影行動の意味を明らかにする

ため、写真撮影行動の、シーン記憶・エピソード記憶への

影響を検証した。分析の結果、写真撮影の有無によるシー

ン記憶に与えられる影響は正負両面において見られない一

方で、写真撮影の自発性が高い場合はシーン記憶が促進さ

れることが示された。また、エピソード記憶について、撮

影なし群と比較して撮影あり群は街歩きでのエピソード記

憶の正答率が低く、それは撮影の自発性に依存しないとい

うことが示された。 
本研究の結果から得られる街歩きGT に対する実務的な

示唆を述べる。まず、街歩きGT では、移動時間や滞在時

間等が細かく指定されることが多いが、シーン記憶を促進

するためには、写真撮影のための時間を長く用意したり、

街歩きGT 自体を写真撮影を目的として実施したりするこ

とにより、参加者に自発的な写真撮影を促すことが有効と

考えられる。参加者が写真撮影を行っている際は、ガイド

はエピソード記憶に相当する、言葉による景観の解説は控

えめにすることが望ましい。参加者が自発的な写真撮影中

にガイドによる解説を行うのではなく、口頭での解説の時

間をずらしたり、ツアー以外の時間にエピソード記憶を伝

達することができるように、ガイド内容を記したパンフレ

ットなどを参加者に配布したりする等、写真撮影時とは異

なるタイミングでガイド内容を参加者に伝えることのでき

る手段を増やすことが必要となると考えられる。 
 本研究における実験は茨城県土浦市を対象地として行っ

たものであり、本研究の結果を一般化するためには、今後

他の街歩きGT 対象地での追証が必要である。また、本研
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究では、シーン記憶・エピソード記憶に影響を与える変数

として「写真撮影行動の有無」に着目したが、屋外空間に

おける記憶には、気温や風向等の環境や街中の交通量等か

らの影響も想定される。加えて、本研究で写真撮影の自発

性の指標とした写真枚数については、撮影者の撮影対象物

への興味関心や好奇心といった個人属性が交絡因子となっ

ている可能性も考えられる。そのため、今後様々な要因を

加えて、現実場面におけるシーン記憶・エピソード記憶と

写真撮影の有無との関連をより精緻に検討していくことが

期待される。 
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中からランダムに16枚の画像を抽出した。 
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歩行からみた通過量モデルの構築と都市空間の数理的評価
Development of an analytical model for pedestrian traffic flow and mathematical evaluation of urban space

田中 健一*
Ken-ichi Tanaka*

There is growing interest in creating walkable cities where pedestrians can live comfortably and safely.
While urban planning has gained valuable insights into walkable design through case studies, mathemat-
ical modeling to evaluate walkability and infrastructure remains limited. This study analytically derives
pedestrian traffic flow in a rectangular city with a grid network, assuming the probability of walking be-
tween two points decays exponentially with distance. The proposed model generalizes continuous traffic
flow models by incorporating modal choice between walking and driving. To assess pedestrian safety and
comfort, we introduce an indicator defined as the product of pedestrian and vehicle traffic in the same
direction, representing potential conflict areas. When integrated across the city, this value grows large
where both modes account for a substantial share of trips. The results highlight the need for spatial design
strategies that reduce pedestrian–vehicle conflicts and support safer, more comfortable walking environ-
ments.

Keywords：歩行者，格子状都市，通過量，空間設計
pedestrian, rectangular grid city, traffic flow, spatial design

1 はじめに
近年，世界の多くの都市で，歩行を促進するまちづくり
が注目されている．我が国でも，快適で活気あるまちなか
の再生，慢性疾患や肥満の予防などの健康促進，猛暑時の
歩行環境改善の必要性など，様々な観点から歩行が脚光を
浴びている．国土交通省の「まちなかウォーカブル推進事
業」1)(2020 年から) をはじめとする，近年の国や自治体
の努力により，実都市への環境整備も進められている．
都市計画学をはじめとする学術分野でも，歩行に立脚し
た，まちづくりの事例評価や，有効な施策の整理・分析を
扱った研究が盛んである．例えば，樋野ら 2) は，歩行と
まちづくりに関する課題を，空間デザイン，土地利用，目
的地へのアクセス性，安全性，さらにはソフト面での歩行
促進といった多角的な視点から体系的に整理している．ま
た近年では，大規模なアンケート調査や GPSデータの活
用も進展しており，都市環境や移動者の属性が歩行行動に
与える影響について，定量的な分析が進められている．
一方で，都市をマクロに捉え，歩行からみた都市空間の
評価やインフラの適正配置を，単純な数理モデルに基づく
解析的アプローチにより追究する試みは，十分にはなされ
ていない．「歩行からみた都市計画」に寄与する数理モデ
ルを構築し，事例分析の集積からは得られない，汎用性の
高い知見や分析の枠組みを提示することが求められる．
本稿では，その一つの試みとして，格子状網を有する矩
形都市を想定し，都市内の各地点における歩行者の通過量
を記述する連続近似モデルを提案する．これは，既存の通
過量モデルを，徒歩と車両の交通手段選択を考慮して一般
化したモデルと捉えることができる．今後，歩行者の視点
から都市内移動に基づく様々なモデル分析を行う上での土
台となるものと考える．

* 正会員 慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 (Keio University)

2 連続近似モデルによる歩行からみた都市分析
歩行者の視点から都市計画上の問題を考える上で，連続

近似モデルの果たし得る役割を述べる．まず，Misakiら 3)

の歩行選択確率の数理モデルを紹介する．次に，歩行から
みた都市空間の性質を評価する際の基本的問いを設定し，
歩行者の通過量モデルを構築する意義を述べる．
2.1 歩行選択確率の数理モデル
徒歩により移動を行う確率（割合）は，移動距離 rの増
大に伴い減少するのが常である．この減衰の様子を記述す
るモデルとして，Misakiら 3) は，歩行選択確率 p(r) と
して，次の指数減衰の式を用いた：

p(r) = e−λr. (1)

ここで，λ が大きいほど，p(r) の減少に距離が大きく影
響することから，λ を距離抵抗係数と呼ぶことにする．
Misakiら 3) は，式 (1)が，アンケート調査に基づく実際
のデータ（平成 27年全国都市交通特性調査）によく当て
はまることを報告している．
以降では，令和 3年全国都市交通特性調査（国土交通省

都市局）4) へ当てはめた結果を示す．この調査は，全国の
70 都市での，人の動きの交通実態調査であり，移動目的
や交通手段が，移動者の各種属性に基づいて整理されてい
る．調査対象都市は，関東，関西，中京の三大都市圏と，
地方中枢都市圏，地方中核都市圏，地方中心都市圏などか
ら構成されている．ここでは，移動距離帯別に，「交通手
段」が徒歩のみから構成されるトリップ割合について，グ
ロス原単位より計算した交通手段分担率を抽出した．距離
帯は，0kmから 10kmまでを対象とした．なお，「性別」，
「年齢階層」，「目的種類」は全分類の合計を用いた．
図 1に，平日の三大都市圏と地方都市圏の「徒歩のみ」
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の距離帯別の移動割合をプロットした．距離の代表値は，
各距離帯の中央値に設定している．また，これらのデータ
に，式 (1)を誤差二乗和最小化により当てはめた結果も示
した．歩行選択確率のモデル式 (1)が，距離帯別の「徒歩
のみ」の移動割合の傾向をよく捉えている．距離抵抗係数
λの推定値は，三大都市圏が 0.546 km−1，地方都市圏が
0.762 km−1 であった．自家用車の利用割合が高い地方都
市圏の実状がよく反映されている．
この式は，実データの傾向をよく再現でき，パラメータ
が一つのみで簡潔である．より精緻な交通手段選択モデル
に比べて操作性に優れるため，都市空間に関わる各種指標
を陽に導出できる強みがある．特に，交通網パターンおよ
び（人口分布などの）都市活動の分布を連続的に表現する
連続近似モデルにおいて，その利用価値は高い．
移動からみた都市空間の性質を分析する枠組みは，
腰塚 5) により体系化されている．さらに，鈴木 6) は，
3次元的土地利用の観点から都市のコンパクト性を評価す
る解析的モデルを提案した．しかしこれらのモデルでは，
移動者の交通手段選択は十分に考慮されていない．本研究
では，式 (1)の歩行選択確率を，歩行者の視点から都市計
画上の基礎的問いを追究する上での基本構成要素と位置付
け，都市空間の特性解明に役立てることを目標とする．具
体的には，歩行者と車両の通過量分布を導出し，両者の交
錯機会を定式化し，都市面積との関係を評価する．なお今
回は，基礎となるモデル構築の観点から，歩行のみを用い
る移動と，車両のみを用いる移動に限定して議論する．

図 1: 歩行選択確率の数理モデル

2.2 歩行者に着目した通過量の数理モデル
歩行者の通過量モデルを構築するに当たり，図 2の状況
を考える．これは，一辺が 5km と 1km の二つの正方形
都市であり，移動経路と歩行または車両の選択の様子を表
している．総人口は等しく，同数の 100トリップが生じる
ものとし，以下を仮定する：(1)起点と終点は一様かつ独
立に生成される，(2)方向転換を一回のみ行う二つの最短
経路のどちらか一方が（等確率で）選択される，(3)移動
距離が r のときの歩行選択確率は e−λr（車両選択確率は
1− eλr）である．図 2では，(1)から (3)の状況を，一様

乱数により表現している．なお，1km の距離を移動する
際の歩行選択確率が 0.5となるように，λ = ln 2 ≈ 0.693

を用いた．この値は，図 1の三大都市圏と地方都市圏の中
間的な値であり，意味も非常に分かり易い．歩行の観点か
ら都市構造をマクロに把握する際の値として有用である．
図 2(a)は図 2(b)と比べて，車両による移動割合が圧倒

的に高く，また，歩行の多くは，正方形の 1辺の長さより
も移動距離が短い．一方図 2(b)では，都市内の離れた二
点間を徒歩で移動するケースも多い．特に，中心部を通過
する歩行者数は，図 2(b)の方がはるかに多い．図 2の観
察を通じて，次のような根本的な問いを設定できる：

(A) 都市全体での歩行によるトリップ割合は都市面積と
どのような関係にあるか；

(B) 同一面積の都市でも都市の形状により都市全体での
歩行によるトリップ割合は異なるか；

(C) 歩行者と車両移動者はそれぞれどの地点をどのくら
い通過するか；

(D) 歩行者と車両が交錯する機会は都市全体でどのくら
いか，またそれは都市面積とどのように関係するか．

「歩行からみた都市計画」の立場からは，都市環境と
人々の行動との相互干渉がもたらす性質を体系化するこ
とが求められる．そのためには，上記のような根本的な
問いに対して，マクロな視点から記述・分析するための基
礎的な数理的枠組みの整備が不可欠である．Misakiら 3)

は，上記の (A)と (B)に着目し，任意の地点間の一様なト
リップ密度を想定し，歩行移動者数を最大化する都市形状
を求める変分問題を定式化し，数値例を通じて都市形状を
分析した．本稿では，(C)と (D)に着目し，歩行から都市
空間を評価する新たな通過量モデルを構築し，今後の応用
や発展に向けた数理的基盤を構築することを目的とする．

図 2: 面積の異なる正方形都市における歩行と車両の選択

3 先行研究
都市交通の分析に，現実を抽象化した連続近似モデルが

古くから活用されてきた．Smeed 7) は，都市インフラの
必要量の見積りや道路網の特性解明に連続近似モデルを
積極的に活用し，1960 年代の研究の発展に大きく貢献し
た．Holroyd 8) は，円形都市や正方形都市に種々の移動
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パターンを設定し，移動距離の平均値を体系的に整理し
た．また，都市の地点毎の方向別の交通量が 1960年代に
様々な状況設定の下で導出されている 7, 9)．Vaughan 10)

は，連続近似モデルを用いた，都市内移動に関する数多く
の成果を発表し，この分野の研究を体系化して紹介した．
我が国でも，腰塚 5) は，距離分布と通過量分布の重要

性を唱え，数多くの独創的研究を行なっている．連続近似
による通過量の研究は様々な方向へ展開されてきた．通行
不能領域の存在が交通量分布に与える影響の分析 11, 12)，
所与の到着時刻分布に従う交通量の時空間分布を導出する
拡張 13, 14)，最短経路以外の経路選択が生じる都市内交通
量の記述 15)，施設への立ち寄り移動を伴う拡張 16) をは
じめ，数多くの一般化が試みられている．
一方で，連続近似による通過量モデルに，交通手段選択
を取り入れる試みは乏しい．「歩行と都市計画」の問題に
おいて，歩行者の通過量分布を扱う基礎モデルの構築が不
可欠である．本研究では，格子状都市におけるHolroyd 9)

の通過量モデルに，式 (1)の歩行選択確率を導入して，歩
行者と車両の通過量を個別に導出する．さらに，歩行者が
車両と交錯する機会の量をモデル化し，安全性や快適性か
ら都市空間を評価する．
歩行に関する問題を，連続近似モデルにより追究した研
究は少ない．以降では，先述のMisakiら 3) 以外の関連研
究を紹介する．Tirachini 17) は，世界の様々な都市の交
通調査データを用い，歩行者の距離の分布が指数分布でよ
く近似できることを指摘した．そして，高速道路などの歩
行者の障害となる線的インフラに対する横断施設の配置を
数理的に評価した．また，歩行者の健康や安全面に着目し
た研究も存在する．栗田 18) は，1次元都市において，歩
行距離と平均寿命の関係を下に，(i) 死亡率を低下させる
ために望ましい徒歩距離を達成する，(ii)住民全体の死亡
率の平均値を要求水準まで引き下げる，ための二種類の施
設配置問題を提案した．また，副島ら 19) は横断歩道がな
い場所での道路横断に着目し，横断歩道の配置と，歩行者
と車両の接触のリスクの関係を分析した．薄井ら 20) は，
ベンチなどの休憩施設の配置に着目し，施設密度と継続歩
行距離の関係を数理的に追究し，地域の評価を行なった．
道路網をネットワーク表現した，歩行に関わる数理モデ
ルを紹介する．Tanakaら 21) は，安全性の観点から，児
童の徒歩による登下校経路を設計する問題を，一人で歩く
ことによるリスクと登下校距離の合計の二目的最適化問題
として定式化した．道路網に適用した結果から，登下校距
離の合計を小さく抑えつつ，リスクを大幅に小さくする経
路案を示した．海外では，徒歩による登下校を児童の健康
促進の観点から推奨する動きもあり，経路設計のための数
理最適化モデルが研究されている 22)．Oyamaら 23) は
歩行者専用区域の整備に着目し，自動車の走行効率の悪化
を抑えつつ快適な歩行空間の実現を目指した最適化問題を
提案した．車両と歩行者のマルチモーダル均衡配分を下位
問題とする二段階最適化問題に対する解法を設計し，実都

市の評価を行なっている．膨大な蓄積を有するネットワー
ク設計の研究分野においても，歩行者の視点を考慮した研
究は一部にとどまっており，今後の展開が期待される．

4 格子状都市におけるHolroydの通過量モデル
4.1 格子状網を有する都市モデル
図 3の，[0, a]× [0, b]で定義され，辺に平行に無限に稠

密な格子状網を持つ矩形都市 R を考える．移動の起点の
座標を (x1, y1)，終点の座標を (x2, y2)と表す．起点と終
点の間の経路は，次のルールに従い選択される：

仮定 1 起点と終点の間の最短移動経路が選択される；
仮定 2 方向転換は高々 1回のみ行われる；
仮定 3 方向転換を 1回行う場合の 2通りの経路は等確率

で選択される．

最短移動経路の距離 d(x1, y1, x2, y2)は次の通りである：

d(x1, y1, x2, y2) = |x1 − x2|+ |y1 − y2|. (2)

仮定 2は，経路選択に関する最も単純な仮定であり，こ
の下での歩行通過量は，基本モデルとして不可欠である．
一方で，他の設定も考えられる．例えば，時間的自由度の
高い場面では，回遊や施設を経由する経路選択などの多様
な行動も観察される．活気あるまちなかの形成や健康促進
といった研究課題において，こうした視点を踏まえたモデ
ル構築も重要である．これらは今後の課題としたい．
次に，任意の地点間のトリップの発生頻度を記述する

トリップ密度 ρ(x1, y1, x2, y2) を導入する．これは，地
点 (x1, y1)近傍の単位面積を持つ領域から，地点 (x2, y2)

近傍の単位面積を持つ領域へのトリップ量を意味する．
いま，トリップは起点と終点のペアで与えられるから，
(x1, y1, x2, y2) と表現されることに注意しよう．ある条
件を満たすトリップ全体からなる集合を D とすると，
ρ(x1, y1, x2, y2)を用いて，対応するトリップの総数は∫∫∫∫

D

ρ(x1, y1, x2, y2)dx1dy1dx2dy2 (3)

によって求められる．地点 (x, y) における方向別の通過
量は，式 (3)の D を具体的に与えることで導出できる．

図 3: 格子状網を持つ長方形都市
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本稿では，起点と終点が都市 R 内において，それぞれ
一様に分布し，かつ互いに独立なケースを想定する．この
典型的な設定は，これまで様々な既存研究で用いられてき
た 5, 10)．理論展開が容易で様々な一般化を追究する上で
の基礎としても重要である．この場合のトリップ密度は，
都市内の総トリップ量 N を用いて次の通りとなる：

ρ(x1, y1, x2, y2) =
N

(ab)2
. (4)

4.2 Holroydの通過量モデル
格子状都市における，Holroyd 9) による，任意の地点
における方向別の通過量の導出方法を紹介する．これは，
地点 (x, y) において移動方向に垂直な単位幅を横切る移
動量を意味する．図 4 の (x, y) を，東向きに通過する場
合に着目する（他の場合も同様である）．いま，(x, y) に
おける y 軸に平行な単位幅の線分を東向きに通過するト
リップ数を qE(x, y)と表し，この導出方法を示す．
まず，図 4の地点 (x, y)と (x, y +dy)を結ぶ微小線分
に着目する．この微小線分を東向きに通過する移動パター
ンには，通過した後（after）に方向転換を行う図 4(a)と
通過する前（before）に方向転換を行う図 4(b)の 2通り
が存在する．図 4(a)と図 4(b)のような起・終点ペアのう
ち，微小線分を通過するのは実線のケースである．図 4(a)

と図 4(b) に対応する起・終点ペアの集合をそれぞれ Da
E

および Db
E とすると，qE(x, y)dy は以下の通りである：

qE(x, y)dy =
1

2

[ ∫∫∫∫
Da

E

N

(ab)2
dx1dy1dx2dy2

+

∫∫∫∫
Db

E

N

(ab)2
dx1dy1dx2dy2

]
. (5)

右辺の先頭において，後続の式を 2分の 1倍する理由は，
「方向転換を 1回行う場合の 2通りの経路は等確率で選択
される」ため，実際の通過量は起・終点ペアの総量の半分
になることによる．積分領域Da

E とDb
E は，起点 (x1, y1)

と終点 (x2, y2)の座標を用いて以下の通りとなる：

Da
E = {(x1, y1, x2, y2) | 0 ≤ x1 ≤ x, y ≤ y1 ≤ y + dy,

x ≤ x2 ≤ a, 0 ≤ y2 ≤ b}, (6)

Db
E = {(x1, y1, x2, y2) | 0 ≤ x1 ≤ x, 0 ≤ y1 ≤ b,

x ≤ x2 ≤ a, y ≤ y2 ≤ y + dy}. (7)

Da
E と Db

E を，式 (5)に代入すると，以下を得る：

qE(x, y) =
N(a− x)x

a2b
. (8)

結果は，x = a/2 で最大値を取る 2 次関数となる．起点
と終点が独立であるため，結果は xのみに依存する．西向
きの通過量 qW(x, y)も，同様にして計算すると，結果は
qE(x, y)と等しくなる．今回の設定では，東向きと西向き
の通過量は，互いに起点と終点を入れ替えた場合に相当す
ることからも，両者の一致は理解できる．

図 4: 東向き移動に対する通過量の導出

南向きと北向きの通過量 qS(x, y) および qN(x, y) も，
同様の計算を通じて以下の通りとなる：

qS(x, y) = qN(x, y) =
N(b− y)y

ab2
. (9)

以上より，地点 (x, y)における全ての方向に対する通過量
qall(x, y)は，qall(x, y) = 2qE(x, y) + 2qS(x, y)を計算す
ると，次のように表される：

qall(x, y) =
2N [ab(x+ y)− bx2 − ay2]

(ab)2
. (10)

図 5と図 6は，東向き通過量 qE(x, y) と全方向通過量
qall(x, y)の概形と等高線図である．図では，1辺 1kmの
正方形都市（a = b = 1km）とし，都市全体での総トリッ
プ数は N = 1としている．qE(x, y)は移動方向のみに依
存する 2次関数であり，(a/2, 0)と (a/2, a)を結ぶ軸上で
最大値を取る．qall(x, y) は，中心で最大値を取り，等高
線は円（長方形都市の場合は楕円）となる．次章で扱う歩
行と車両の通過量は，トリップ長に依存して発生頻度が異
なるため，qE(x, y)や qall(x, y)とは異なる特徴を持つ．

5 歩行通過量と車両通過量のモデル構築
5.1 歩行通過量の導出
Holroyd 9) の通過量に基づき，歩行選択確率を用いて，

交通モードを考慮したモデルに一般化する．まず，徒歩移
動者のみに着目する．例として，図 4に示す，(x, y)を東
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図 5: 東向き移動に対する通過量

図 6: 全方向移動に対する通過量

向きに通過する場合に着目する（他の場合も同様である）．
いま，(x, y)における y 軸に平行な単位長さの線分を東向
きに通過する歩行者数を qwalk

E (x, y)と表す．先に示した，
Holroyd 9) による通過量は，歩行と車両を区別しない全
移動者に対するものと見做すことができる．
qwalk
E (x, y)の導出方法を示す．地点 (x, y)と (x, y+dy)

を結ぶ微小線分を東向きに通過する，図 4の移動パターン
に着目する．式 (6)と式 (7)に属する各トリップに，その
距離 |x1 − x2|+ |y1 − y2|に応じた歩行選択確率を考慮す
る．具体的に qwalk

E (x, y)dy は，次の通りとなる：

qwalk
E (x, y)dy =

1

2

[
∫∫∫∫

Da
E

N

(ab)2
e−λ(|x2−x1|+|y−y2|)dx1dy1dx2dy2

+

∫∫∫∫
Db

E

N

(ab)2
e−λ(|x2−x1|+|y−y1|)dx1dy1dx2dy2

]
.

(11)

式 (5)の場合とは異なり，式 (11)の被積分関数は，括弧
内の第 1項は (x1, x2, y2)に，第 2項は (x1, x2, y1)に依
存している．さらに，絶対値記号が含まれることに注意を
要する．これらを考慮して場合分けを行った上で，積分計
算を具体的に実行すると以下を得る：

qwalk
E (x, y) =

N

λ3a2b2
×

(eλx − 1)(e−λx − e−λa)(2− e−λy − e−λ(b−y)). (12)

式 (11)の積分計算は，一見すると複雑であるが，式 (12)

の非常に単純な解析的表現が得られる点は注目に値する．
これは，e−λ(|x2−x1|+|y−y2|)（または e−λ(|x2−x1|+|y−y1|)）
の絶対値を外した後の表現が，各積分変数に関する指数関
数の積に分解できるという指数関数の性質による．歩行選
択確率の関数型と，格子状距離の性質に起因する特筆すべ
き特徴であり，格子状都市における種々の計算をする上で
の大きな利点である．
西向きの歩行通過量 qwalk

W (x, y) は qwalk
E (x, y) と等し

くなる．南向きと北向きの歩行通過量 qwalk
S (x, y) および

qwalk
N (x, y)も同様の方法で導出できて両者は等しくなる．
具体的には以下の通りとなる：

qwalk
S (x, y) =

N

λ3a2b2
×

(eλy − 1)(e−λy − e−λb)(2− e−λx − e−λ(a−x)). (13)

全方向の歩行通過量 qwalk
all (x, y)は次の通りとなる：

qwalk
all (x, y) =

2N

λ3a2b2
×[

(eλx − 1)(e−λx − e−λa)(2− e−λy − e−λ(b−y))

+ (eλy − 1)(e−λy − e−λb)(2− e−λx − e−λ(a−x))
]
.

(14)

5.2 車両通過量の導出
車両のみの通過量の導出方法を述べる．図 4 の移動方
向に垂直な単位幅を，車両により東向きに横切る交通量
を qcarE (x, y) と表す．距離 r 離れた二点間を車両により
移動する割合は 1 − e−λr で与えられる．qcarE (x, y) は，
式 (11) の括弧内の第 1 項の例では，e−λ(|x2−x1|+|y−y2|)

を 1 − e−λ(|x2−x1|+|y−y2|) に置き換えて計算すればよい．
また，qwalk

E (x, y)が得られている場合には，交通モードに
依らない（車両と歩行の合計の）通過量 qE(x, y)から，次
の関係に従って計算することができる：

qcarE (x, y) = qE(x, y)− qwalk
E (x, y). (15)

地点 (x, y) における，車両による全ての方向の通過量
qcarall (x, y)も同様にして導くことができる．
5.3 数値例と考察
歩行および車両通過量の数値例を示し，得られた知見を

整理する．ここでは，1 辺 1km の正方形都市（a = b =

1km）および，λ = ln 2 ≈ 0.693km−1 と設定する．図 7

と図 8に，東向き移動に対する歩行通過量 qwalk
E (x, y)と

車両通過量 qcarE (x, y)の概形と等高線図を示す．
Holroyd 9) の結果の qE(x, y) とは異なり，qwalk

E (x, y)

と qcarE (x, y)は，y 座標にも依存する．qwalk
E (x, y)は中心

で最大値をとるが，これは中心付近を通過する移動は，比
較的距離が短い（従って歩行選択確率が高い）移動に限ら
れるためである．一方で，qcarE (x, y) は，y 座標値が中心
から離れるほど大きな値をとる．これは，東向き移動者の
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移動距離の最大値は 2a であり，地点 (0, 0) から (a, a)，
または (0, a)から (a, 0)へ向かう移動で実現されることに
よる．これに近い起点と終点のペアを持つトリップは，移
動距離が大きい（車両を選択する確率が高い）ため，多く
の車両が地点 (a/2, 0) および (a/2, a) 付近を通過するの
である．このような知見は，歩行者と車両の通過量を個別
に導出して初めて判明する．人間の行動と格子状網の性質
から生じる，都市空間の興味深い特徴といえる．
次に，全方向の移動に対する，歩行および車両の通過
量の概形と等高線図を，図 9 および図 10 に示す．一方
向の移動とは異なり，どちらも中心で最大値を取る．一
方で，歩行と車両の傾向の違いも見て取れる．歩行通過
量 qwalk

all (x, y) は，中心付近の集中度合いが車両通過量
qcarall (x, y)よりも大きい．反対に，qcarall (x, y)は正方形の辺
の中心付近でも，やや大きな値を持つことが分かる．

6 歩行者からみた車両との交錯機会の解析的評価
歩行者にとって安全で快適な都市空間の設計は，都市計
画や交通計画における古くからの中心的な研究課題であ
る．本研究では，この課題に対して，歩行者と車両の交錯
機会を評価するための単純な数理モデルを構築し，マクロ
な視点からその特性を検討する．図 11のように，歩行者
と車両が道路区間を移動する際に，次の二点に着目する：

(i) 歩行者の交通事故リスクは，車両密度の増加に伴っ
て上昇する；

(ii) 車両密度の増加は，歩行者に対して心理的圧迫感を
与え，移動の快適性にも影響を及ぼす．

この構造を，後述の通り，ある区間を移動する歩行者と車
両の積に基づき評価する．まず，地点 (x, y)において南北
方向に設けられた単位長さの線分 δを東向きに通過する歩
行者数は qwalk

E (x, y) で与えられる．歩行者一人当たりに
対しては，δ を東向きまたは西向きに横切る車両台数に比
例して，交通事故のリスクや心理的圧迫が生じるものと仮
定する．東向き歩行者に対するこの不効用の総和（歩行と
車両の交錯機会）rwalk

E (x, y)は，次の通りである：

rwalk
E (x, y) = qwalk

E (x, y)[qcarE (x, y) + qcarW (x, y)]

= 2qwalk
E (x, y)qcarE (x, y). (16)

ここで，rwalk
E (x, y)が歩行と車両の通過量の積の形で記述

されるのは，車両通過量が一定の場合，交錯機会は歩行通
過量に比例することによる．
同様にして，全方向に対する歩行と車両の交錯機会

rwalk
all (x, y)は，次の通りに導出される：

rwalk
all (x, y) = 4qwalk

E (x, y)qcarE (x, y)

+ 4qwalk
S (x, y)qcarS (x, y). (17)

なお，関連指標として，交差量（route-crossings）があ
る．これは，各地点において互いに直交する方向の通過量

図 7: 東向き移動に対する歩行通過量

図 8: 東向き移動に対する車両通過量

図 9: 全方向移動に対する歩行通過量

図 10: 全方向移動に対する車両通過量

図 11: 歩行者と車両の交錯機会のモデル化
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の積で定義される 9, 24)．交差量が各交差点（の連続近似）
での渋滞の潜在性の高さを表すのに対し，提案指標は，道
路に沿って移動する歩行者からみた車両との交錯機会を記
述する指標である．本節の内容は，歩行者と車両の二種類
の通過量を個別に導出して，初めて分析可能となる．な
お，紙面の都合上省略するが，本稿で導出した車両通過量
を下に，車両同士の積で定義される既存の交差量を解析す
ることにも意義がある．
簡単な数値例を示す．図 12は，1辺 1kmの正方形都市

（a = b = 1km）において λ = ln 2 ≈ 0.693km−1 とした
場合の rwalk

all (x, y) の概形と等高線図である．中心で最大
値を取り，中心から離れるに従って減少する．
次に，東向きおよび全方向の歩行と車両の交錯機会
を，都市全体の総和として解析的に評価するために，
γwalk
E (a, b, λ)と γwalk

all (a, b, λ)を以下で定義する：

γwalk
E (a, b, λ) =

∫ a

0

∫ b

0

rwalk
E (x, y)dydx, (18)

γwalk
all (a, b, λ) =

∫ a

0

∫ b

0

rwalk
all (x, y)dydx. (19)

これらは，a，b，λの関数として捉えている．上記の積分
は陽に導出でき，γwalk

E (a, b, λ)は次の通りとなる：

γwalk
E (a, b, λ) =

2N2e−2λ(a+b)

3λ8a4b4

[
9 + 3λa

+ 12eλaλa+ 3e2λa(λa− 3)

− 6eλb(λ2ab+ 4λa+ 3λb+ 12)

− 3e2λb(4λ2ab− 7λa+ 12λb− 21)

+ eλ(a+b)(λ4a3b− 36λ2ab− 96λa− 24λb)

+ eλ(2a+b)(λ4a3b− 18λ2ab− 24λa+ 42λb+ 72)

+ eλ(a+2b)(λ5a3b2 − λ4a3b− 12λ3ab2 − 36λ2ab

− 24λ2b2 + 84λa+ 24λb)

+ e2λ(a+b)(λ5a3b2 − λ4a3b− 12λ3ab2 + 24λ2b2

+ 21λa+ 12λb− 63)

]
. (20)

これを用いて，γwalk
all (a, b, λ)は以下のように表現される：

γwalk
all (a, b, λ) = 2γwalk

E (a, b, λ) + 2γwalk
E (b, a, λ). (21)

上記では，対称性を利用して，γwalk
E (a, b, λ) のみで

γwalk
all (a, b, λ) を記述した．正方形都市（a = b）におい
て，交錯機会を都市スケール aの関数と捉える．図 13は，
aを 0.2kmから 5kmまで変化させた場合の γwalk

all (a, a, λ)

の概形である．この値は，都市スケールが小さい範囲と大
きい範囲で小さく，中間的な値で最大値を取る．これは，
aが小さい場合には移動の多くは歩行から構成され，aが
大きい場合には，逆に歩行者が少なくなることによる．
この結果は，都市計画の視点から重要な示唆を与える．
ある程度高密な都市を設計する場合，歩行と車両の双方に

一定以上のトリップ需要が生じるため，都市全体での両者
の潜在的な交錯量が大きくなる．従って，車両による移動
効率が大きく損なわれないよう配慮しつつ，歩行者にとっ
て安全かつ快適な空間を確保することが求められる．

図 12: 歩行と車両の交錯機会

図 13: 正方形都市の辺の長さと歩行と車両の交錯機会の関係

7 まとめと今後の展望
近年，歩行者の視点から都市空間を見直そうとする動き

が広がりつつある．こうした流れを受けて，都市計画学を
はじめとする学術分野においても，歩行の観点から都市を
評価するための研究が活発に行われている．一方で，解析
的アプローチにより都市の諸課題を単純化して理解しよう
とする試みは，まだ始まったばかりである．
本研究では，連続近似による通過量の数理モデルを取り

上げ，徒歩と車両の交通手段選択を考慮した一般化を行
なった．具体的には，移動距離の増大に伴い，歩行を移動
手段として選択する確率が指数関数的に減衰する状況を仮
定し，格子状網を有する矩形都市における歩行者と車両の
通過量を導出した．得られた結果を下に，歩行者の安全や
快適性を評価するための数理モデルを提案し，歩行と車両
が一定程度以上用いられる都市面積において，この値が大
きくなってしまうことを確認した．
歩行通過量モデルを基盤として，さまざまな発展的展開

が考えられる．都市空間として，需要がリンクに沿って連
続的に分布するネットワークに対しても同様の枠組みを適
用することが可能であり，ネットワークの規模や形状に応
じた歩行者および車両の通過量の特徴を分析できる．さら
に，歩行者に着目した移動距離の分布や平均値による評価
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も興味深い展開である．都市に同一人口を収容する場合，
都市面積が小さ過ぎると歩行トリップ数は増加するが，移
動距離は短くなる．反対に，都市面積が大き過ぎると，車
両によるトリップが大多数を占めるため，歩行距離は短く
なる．この中間に，歩行移動距離を最大化する都市面積が
存在すると考えられる．このトレードオフ構造は，賑わい
の創出や健康効果を，マクロな視点から解析的に評価する
上での土台となることが期待できる．
今回は，移動手段は歩行のみと車両のみの二種類に限定
した．鉄道・バスなどの公共交通手段や，それらを利用す
る際の一部を担う徒歩移動の考慮は，都市のコンパクト性
を議論する上で欠かせない．さらに，冒頭の図 1で述べた
通り，地方都市圏では三大都市圏と比較して，同一距離帯
での歩行選択確率が低い傾向がある．都市圏域別の歩行通
過量および車両との交錯機会を精緻に把握することで，都
市設計に資する知見を提示していきたい．
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１．研究の背景と目的 

コロナ禍を契機とした「新たな日常」への対応が求めら

れる中、郊外住宅市街地における生活利便施設（店舗、医

療、福祉、業務等）の立地等、きめ細かい住民ニーズへの

対応が重要となっている。さらに、カーボンニュートラル

の実現に向けて、既成市街地で増加する空き家等既存スト

ックを活かしつつ地域の活性化を図ることが喫緊の課題と

なっている 1)。 
このような中、住宅地におけるコンビニエンスストアや

コワーキングスペース、病院など用途地域で制限されてい

る建物用途の立地ニーズが増加している。これらへの対応

は、制度上、特定行政庁が当該施設の立地による周辺市街

地への環境影響（交通、騒音、振動、大気汚染等）を事前

に審査し、建築基準法第４８条ただし書の許可（以下、「特

例許可」）を行うことにより可能である。 
この特例許可の手続きとして行われる公聴会や建築審査

会では、一般的に交通混雑、交通危険に関する意見が多い
2)。しかし、施設の立地による周辺への影響の定量的評価方

法が必ずしも確立されていないため、特定行政庁では、申

請者から提出される評価書に対する審査・評価が困難で、

その適否の判断に苦慮する場合がある。申請者側も、許可

の見通しが立たない状況ではリスクが大きいため申請を見

送る傾向にあること等から、許可件数は比較的少なくなっ

ているものと考えられる。生活利便施設等の立地に対する

住民ニーズに柔軟に、かつ、きめ細かく対応するためには、

特例許可による運用を促進していく必要がある。 
こうしたなかで、特例許可を受けた施設（以下、「特例許

可施設」）の具体的な立地場所の傾向や、その立地場所に対

応した審査の過程で指摘された内容等の情報を事前に把握

しておくことは、施設立地に対する地域のニーズに柔軟に

対応し、特例許可の手続きを円滑に進めるあたり重要な情

報となる。 
また、特例許可の手続きのうち公聴会の開催にあたって

は、周辺への影響が想定される範囲の利害関係者に呼びか

けが行われるが、その範囲については、許可に係る建築物

の敷地の外周およそ 50m（物件によっては 100m）といっ

たミクロな範囲内に土地・建物を所有するものを利害関係

者とすることが多い 2)。しかし、今後増加が見込まれる建

物用途の立地ニーズに対応していくにあたっては、無秩序

な用途混在を避けるため、目指す都市の将来像に向けた特

例許可の計画的な運用の視点も必要と考えられる。その際

には、現在、本来制限されている用途がどのような場所で

多く許可されているのか、マクロな視点からその地域特性

を俯瞰的に把握しておく必要がある。 
そこで本研究では、審査の過程で課題となることが多い

交通面の影響が課題となった特例許可案件に着目し、許可

件数が最も多い用途地域である第一種低層住居専用地域

（以下、「一低専」）において立地している、全国の中小規

模の特例許可施設周辺の地域特性に焦点を当てる。特例許

可施設の立地場所周辺の都市環境について、比較的広域な

地域レベルで立地特性を類型化し、どのような場所で特例

許可施設が多いかを具体的な空間像とともに示すことで、

今後の特例許可の計画的な運用に資する情報を提供する。

また、その類型ごとに指摘された交通面の課題の傾向を分

析することで、建物用途規制の特例許可の運用に当たって

の参考情報を示すことを目的とする。 

２．既存研究と本研究の位置付け 

建物用途規制の緩和の運用実態については、国土技術政

策総合研究所 2)が全国の特定行政庁における許可基準や用

建物用途規制の特例許可を受けて立地した施設の地域特性の類型化 

－第一種低層住居専用地域において交通面の影響が課題となった中小規模の施設に着目して－ 

Classification of Regional Characteristics of Facility Located with Special Permission for Building Use Regulations 
- With a Focus on Traffic Influence of Small to Medium-Sized Facilities in Category 1 Low-rise Exclusive Residential Districts - 

安藤亮介＊・勝又済＊ 

Ryosuke ANDO＊, Wataru KATSUMATA＊ 

This study targeted facilities that were located under special permission on proviso of Article 48 of the Building 
Standards Act. It focused on the regional characteristics around small to medium-sized facilities nationwide that are 
located in Category 1 low-rise exclusive districts and where the impact on traffic is an issue. The study categorized the 
location characteristics of the urban environment around the facilities at a wide regional level and presented an image 
of the urban space. In addition, by analyzing the trends in traffic issues pointed out for each type, reference information 
was provided for the implementation of deregulation of use regulations. 
Keywords: Permission on Proviso Article 48 of the Building Standards Act, Land Use Zones, Regional Characteristics 

建築基準法48条ただし書許可, 用途地域, 地域特性 
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途地域別の許可件数、施設種別、建築審査会等での指摘や

意見、具体的な事例等を網羅的に整理している。この研究

から、建築審査会等での意見は交通面に関するものが多い

ことや、特例許可のニーズが高い用途は一低専であること

がわかっている。しかし、指定用途地域以外の具体的な周

辺地域の情報や空間像までは整理されていない。 
特定の施設用途が、周辺の住環境や住民意識に与える影

響を分析したものとして、コンビニエンスストアの立地が

周辺の住環境に与える影響について分析した見角ら 3)や、

深夜営業型大型小売店舗の出店による住民意識への影響に

ついて分析した平井ら 4)の研究がある。自治体の施策に着

目したものとしては、東京 23 区におけるワンルームマン

ションの建設や管理をめぐる周辺影響の問題とそれに対す

る施策の変遷の特徴を分析した木下ら 5)の研究がある。ま

た、用途混在に対する居住者の心理的評価を分析した石川

ら 6)の研究、用途がもたらす外部性の特性とそれに付随し

て発生する紛争とその調整状況について分析した有留ら 7)

の研究がある。これらの研究は、いずれも全国的な立地場

所の傾向や施設周辺の具体的な地域特性、及びそれらに関

連した課題の傾向について分析したものではない。 
以上のことから、本研究の特長を以下に整理する。 

1) 全国の特定行政庁において特例許可を受けて住居系用途

地域に立地した施設のうち、審査の過程で交通面の影響

が課題となった中小規模の施設を全数把握している。 
2)一低専に立地している施設について、指定用途地域以外

の周辺都市環境の情報を分析し、類型化することで、具

体的な立地場所のパターンと空間像を明らかにしている。 
3) 立地場所の類型ごとに、審査の過程で指摘された交通課

題を分析しており、地域特性に応じて特例許可において

配慮すべき事項に関する情報を提示している。 
 

３．特例許可の実態調査 
建築審査会等、特例許可の審査の過程で出された意見の

傾向については、既存研究 2)により実態調査が実施されて

いる。この既存研究の資料をもとに、建築審査会及び公聴

会において出された課題種別ごとに意見数割合を本研究

において再整理した結果を表-1に示す。この結果より、交

通面の課題が31.0％を占めており、最も大きな割合となっ

ていることが確認できる。よって、本研究では交通面の影

響が課題となった特例許可案件に着目する。 

全国の特例許可施設のうち、審査の過程で交通面の影響

が課題となった施設の具体的な立地場所や施設用途、及び

その課題の具体的な内容を把握するため、全国の特定行政

庁を対象に実態調査を実施した。調査概要を表-2 に示す。

「調査対象案件」の設定にあたって、①については、比較

的情報が新しいものを対象とするため、全国の総数が把握

できている直近 5 年間（平成 30 年度～令和 4 年度）の案

件とした。②については、昨今の住居系用途地域での施設

立地のニーズ 1)を踏まえるとともに、既存文献 2)において

はどの住居系用途地域で交通面の課題が多いかは示されて

いないため、広く住居系用途地域と設定した。③について

は、現状で住居系用途地域に立地する特例許可施設は中小

規模のものが多いこと 2)や、今後も中小規模の施設立地の

増加が想定されること 8)から、大規模小売店舗立地法に該

当しない1,000m2以下の施設とした。最後に④として、こ

れらの条件に該当し、さらに審査の過程で交通面の影響が

課題となった案件を調査対象として、特定行政庁へ確認と

資料の提出を依頼した。各条件に該当する案件数について、

国土交通省により集計・公表されている建築基準法施行状

況調査 9)を参照し、整理したものを表-3に示す。全ての特

定行政庁から該当の有無について回答があり、79件の該当

案件に関する資料を収集した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-3 調査対象案件の該当件数 

 

調査対象団体
東京特別区以外の限定特定行政庁を除く全特定行政庁
３０７団体

調査期間 令和6年5月30日～令和6年6月28日

調査媒体 電子メールによる配信・回収

調査対象案件

下記の全ての条件に該当する特例許可案件
①．平成30年度～令和4年度の期間に建築基準法第48条
ただし書に基づく許可を受けた案件

②．対象施設について、住居系用途地域※1に敷地の一部で
も立地する案件
③．対象施設の延べ床面積が1,000ｍ2以下の案件

④．審査の過程で交通面の影響※2が課題となった案件

※1. 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中
高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域
※2. 当該建築物の出入り交通に起因する、騒音、振動、交
通安全、交通負荷、駐車アイドリング、ヘッドライト、排気ガ
ス、不特定多数の往来等

収集資料

① 許可の概要が分かる書類（住所、施設用途等）
② 事前相談に係る書類及び議事録
③ 公開による意見聴取に係る書類及び議事録
④ 建築審査会に係る書類及び議事録（建築審査会同意を
要する場合）
⑤ 申請者から提出された交通面の影響に関する評価書

回答率 100%（該当なしを含む）

表-2 実態調査の概要 

 

1096 件

886 件

528 件

審査の過程で交通面の影響が課題となっ
た案件（調査結果）

79 件

該当件数

敷地面積1,000m2以下

住居系用途地域に立地

H30-R4許可案件総数

分類

課題の種類 割合

交通面の課題（交通騒音、交通混雑、交通危険） 31.0%

騒音（交通騒音以外） 22.8%

照明・光 4.6%

振動 3.3%

大気汚染 1.6%

臭気 5.9%

火災・爆発 2.2%

その他 28.6%

（N=1795）

表-1 建築審査会及び公聴会における意見数

 

 

※参考文献2)をもとに作成 
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４. 調査結果の基礎集計 

最初に、住居系用途地域全体の傾向を把握するため、基

礎集計を行う。調査によって収集した特例許可案件の用途

種別・用途地域別の特例許可件数を表-4に示す。許可件数

としては、コンビニエンスストアが最も多く、立地場所の

用途地域として一低専に集中していることがわかる。また、

コンビニエンスストア以外の用途種別としては、調剤薬局

やコインランドリーといった店舗系用途、自動車修理工場、

事務所が多いことがわかる。立地場所の用途地域は、全体

として一低専が51件と突出して多くなっている。 
次に、各特例許可案件について、審査の過程で課題とな

った交通面の影響の具体的な内容について、事前相談、公

開による意見聴取、建築審査会の議事録から読み取り、そ

の意見数(1)を集計した。集計にあたっては、意見の内容を10
種類に分類した。下記に分類の種別と意見の例を示す。 
・混雑：施設への出入りや路上駐車等に伴う渋滞発生への

対応要望 等 
・交通騒音：来客による騒音、夜間配送による騒音への対

応要望 等 
・交通振動：大型車の出入りによる周囲の振動への対応要

望 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・駐車アイドリング：夜間にエンジンをつけたまま睡眠等

を行っている状況への対応要望 等 
・ヘッドライト：自動車のヘッドライトが隣接している民

家へ入るため、光を透過しない塀の設置の要望 等 
・排気ガス：住宅付近での前向き駐車の対応要望 等 

・不特定多数の往来：空地や通路がたまり場になることや

通り抜け通行への対応要望 等 
・交通事故（対自動車）：車両出入り口の場所への配慮、見

通しの悪さへの配慮要望 等 
・交通事故（対歩行者・自転車）：前面道路が通学路となっ

ていることに起因する歩行者への安全対策要望 等 
・詳細不明：調査への回答はあったが、具体的な課題の内

容が判断できる資料がなかったもの。 
資料から読み取った交通面の影響に関する許可件数あた

りの意見数の平均値を、用途地域別に集計したものを表-5

に示す。この結果より、全体的に「混雑」「交通事故（対自

動車）（対歩行者・自転車）」に関する意見が多いことがわ

かる。また、一低専では、他の用途地域では意見が出てい

ない「交通振動」「ヘッドライト」「排気ガス」を含む全て

の項目で意見が出ており、広範囲な対策が求められる可能

性があると言える。第二種低層住居専用地域では、「交通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一種
低層住居専用
地域

第二種
低層住居専用
地域

第一種
中高層住居専
用地域

第一種
住居地域

第二種
住居地域

準住居地域 総計

店舗(コンビニエンスストア) 20 1 - - - - 21

店舗(調剤薬局) 6 - - - - - 6

店舗(コインランドリー) 1 1 2 - - - 4

店舗(スーパー・菓子店) 1 1 1 - - - 3

自動車修理工場 1 - 1 3 5 1 11

自動車車庫 - - - 1 - - 1

事務所 6 - 3 1 - - 10

都市公園施設 2 - - - - - 2

保養所 3 - - - - - 3

学習塾 2 - - - - - 2

集会所 2 - - - - - 2

農業用倉庫 - - 2 - - - 2

その他 7 1 3 1 - - 12

総計 51 4 12 6 5 1 79

※特例許可施設の敷地が複数の用途地域に跨る場合は、過半を占める用途地域に分類

用途種別

用途地域

混雑  交通騒音 交通振動
駐車

アイドリング
ヘッド
ライト

排気ガス
不特定多
数の往来

交通事故
（対自動車）

交通事故
（対歩行者・

自転車）
詳細不明 許可件数

第一種低層住居専用地域 1.02 0.31 0.02 0.12 0.06 0.02 0.29 0.65 0.43 0.25 51

第二種低層住居専用地域 0.67 0.67 - 0.33 - - 0.67 1.67 1.00 0.33 3

第一種中高層住居専用地域 0.46 0.23 - 0.08 - - 0.23 0.54 0.54 0.31 13

第一種住居地域 0.67 - - - - - - 0.17 0.83 0.17 6

第二種住居地域 0.60 - - - - - - 0.80 0.20 0.40 5

準住居地域 - - - - - - - 1.00 - - 1

総計 0.85 0.27 0.01 0.10 0.04 0.01 0.25 0.65 0.48 0.27 79

用途地域

交通課題

※特例許可施設の敷地が複数の用途地域に跨る場合は、過半を占める用途地域に分類 

表-4 用途種別・用途地域別の特例許可件数 

表-5 用途地域別の交通面の影響に関する意見数の平均値 
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事故（対自動車）（対歩行者・自転車）」が多くなっている。 
次に、用途種別に交通面の影響に関する意見数の平均値

を集計したものを表-6に示す。コンビニエンスストアに対

しては、全ての分類において交通面の影響に関する意見が

出されており、特に「交通事故（対自動車）（対歩行者・自

転車）」、「混雑」に関するものが多い。表-4 からそのほと

んどが一低専に立地していることも関係していると考えら

れる。調剤薬局やコインランドリー等の店舗系施設、自動

車修理工場や自動車車庫、学習塾については「混雑」や「交

通事故（対自動車）（対歩行者・自転車）」に関する意見が

多く出されていることがわかる。具体的には、店舗系施設

においては来客による交通、自動車修理工場や自動車車庫

においては自動車の出入りによる交通、学習塾においては

送迎による交通や駐車に対する意見が見られた。 
 

５. 特例許可施設の立地場所の類型化 

基礎集計の結果から、交通面の影響が課題となった特例

許可件数が多い住居系用途地域は一低専であることが明ら

かになった。以降は、敷地の過半が一低専に指定されてい

る 51 施設を対象に、立地場所周辺の地域特性について分

析する。同じ一低専でも、街区レベルよりもマクロな範囲

で見た場合、その周辺の地域特性は異なっているため、そ

の類型化を試みる。 
特例許可施設の立地場所周辺の地域特性を説明する変数

として、交通、施設立地、人口、指定用途地域（土地利用）

に関する変数を収集した（表-7）。施設や人口、指定用途地

域等の集計範囲については、特例許可施設からの集客範囲

と考えられる徒歩圏域1km を基本として、500m や2km、

3km圏域も検討し、最も主成分に寄与したものを採用した
(2)。これらの地域特性の説明変数を集約するため、主成分分

析を行った。その結果から固有値が 1.0 を超える 4 つの主

成分により、累積寄与率72.39%の説明力が得られた。ま 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た、成分行列の内容から、各主成分軸について解釈を行い

命名した（表-7）。主成分1については、鉄道駅からの距離

が小さい（近い）ことに加え、施設や人口が多く、住居・

商業系地域割合も高いため「都市機能・人口集積軸」とし

た。主成分2については、鉄道駅からの距離が大きい（遠

い）一方で、国道からの距離が小さく、住居専用系地域割

合のみが低いため「国道近郊用途混在軸」とした。主成分

3 については、国道からの距離が大きく、用途未指定地域

割合が高いため「用途地域縁辺地域軸」とした。工業系地

域割合が低くなっているが、これは国道からの距離が遠く、

交通利便性が低いためと考えられる。主成分4については、

鉄道駅からの距離が大きい一方で国道からの距離が小さく、

小学校が 500m 圏内に存在する傾向があり住居専用系地域

割合が高いため「小学校近郊住宅専用地域軸」とした。 
次に、特例許可施設ごとの主成分得点を用いて、立地場

所周辺の地域特性を類型化するため、クラスター分析を行

った。クラスタリングの手法として階層型クラスター分析

を採用し、クラスター間の距離計算方法にはウォード法を

使用した。距離尺度としては、平方ユークリッド距離を用

いている。また、クラスター数はデンドログラムよって判

断した(3)。その結果を表-8に示す。あわせて、各類型にお

いて都市機能・人口集積軸が中央値である立地場所の空間

像を図-1に示す。なお、特例許可施設から約1kmの範囲を

示しており、特例許可施設の具体的な位置については特定

できないよう図示していない。各類型における考察を下記

に整理する。 
1)クラスター1は、都市機能・人口集積軸が非常に高い値を

示しており、「都市中心部・商業地域近郊エリア」と考え

られる。図-1-①では、近郊に鉄道駅およびその周辺の近

隣商業地域があり、集合住宅も多いことが見て取れる。 
2)クラスター2は、都市機能・人口集積軸、国道近郊用途混

在軸の値が比較的高く、用途地域縁辺地域軸の値が低い 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※特例許可施設の敷地が複数の用途地域に跨る場合は、過半を占める用途地域に分類 

混雑  交通騒音 交通振動
駐車アイ
ドリング

ヘッド
ライト

排気ガス
不特定多
数の往来

交通事故
（対自動車）

交通事故
（対歩行者・

自転車）
詳細不明 許可件数

店舗(コンビニエンスストア) 0.86 0.67 0.05 0.19 0.10 0.05 0.48 1.00 0.71 0.14 21

店舗(調剤薬局) 2.00 0.17 - - 0.17 - 0.67 0.33 0.33 0.17 6

店舗(コインランドリー) 1.00 0.50 - 0.50 - - 0.25 1.50 0.25 0.25 4

店舗(スーパー・菓子店) 0.67 0.33 - - - - - 1.00 1.00 - 3

自動車修理工場 0.45 0.09 - - - - - 0.73 0.27 0.27 11

自動車車庫 1.00 - - - - - - 1.00 2.00 - 1

事務所 0.70 0.10 - - - - 0.20 - - 0.40 10

都市公園施設 2.00 - - - - - - - - 0.50 2

保養所 0.33 - - - - - - 0.33 - 0.67 3

学習塾 3.00 0.50 - 1.00 - - - 2.00 2.00 - 2

集会所 0.50 - - - - - - - - 0.50 2

農業用倉庫 0.50 - - - - - 0.50 0.50 - - 2

その他 0.42 - - - - - 0.17 0.33 0.67 0.42 12

総計 0.85 0.27 0.01 0.10 0.04 0.01 0.25 0.65 0.48 0.27 79

施設用途

交通課題

表-6 用途種別の交通面の影響に関する意見数の平均値 
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ことから、道路交通の利便性が比較的高くある程度人口

や都市機能が集積していると考えられるため、「ある程度

人口・都市機能が集積した生活利便性が高いエリア」と

した。図-1-②では、低層住宅専用地域が中心となりつつ、

近郊に近隣商業地域が分布していることがわかる。 
3)クラスター3 は、小学校近郊住宅専用地域軸で比較的高

い値を示し、国道近郊用途混在軸で低い値を示している。

また、都市機能・人口集積軸が他と比較して中程度であ

ることから、「まとまった人口を有する住宅中心のエリア」

と判断できる。図-1-③では一低専の他に第一種中高層住

居専用地域の面積が多く、集合住宅が多く立地している

ことがわかる。 
4)クラスター4 は、小学校近郊住宅専用地域軸で高い値を

示しており、図-1-④では、郊外開発住宅地であることが 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかる。また、小学校などの都市機能がある地域の中心

部に位置していることから、「郊外低層住宅地中心部」と

判断した。 
5)クラスター5 は、用途地域縁辺地域軸が高い値、都市機

能・人口集中軸が低い値を示していることから、「郊外住

宅地縁辺部」とした。図-1-⑤から、クラスター4とはこ

となり、郊外住宅地でも用途地域指定地域と用途未指定

地域の境界付近となっていることがわかる。 

 

６.立地場所の類型ごとの課題分析 
各類型において指摘された交通面の課題の傾向を分析

する。各類型における交通面の影響に関する意見の内容ご

とに許可件数あたりの意見数の平均値を集計したものを

表-9に示す。また、全体としてコンビニエンスストアの許 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-7 主成分分析に用いる変数と分析による成分行列 

表-8 類型別主成分得点中央値 

1 2 3 4

都市機能・
人口集積軸

国道近郊
用途混在軸

用途地域
縁辺地域軸

小学校近郊
住宅専用
地域軸

最寄り鉄道駅からの距離（km） -0.3277 0.4285 0.1620 0.3780
国土数値情報（鉄道2023年
度版）

対象施設から最寄りの鉄道駅まで
の直線距離を計測

最寄り国道からの距離（km） 0.0246 -0.5518 0.5222 -0.3086
地理院地図（2025.2月時
点）

対象施設から最寄りの国道までの
直線距離を計測

施設周辺の日用品買い物施設数（軒） 0.8477 0.0591 0.2193 0.0305
RESAS事業所立地分析
（2024年）

対象施設から半径1km圏内の「デ
パート・スーパー・ディスカウント
ショップ」「コンビニエンスストア」
「食料品・嗜好品」の事業所数を集計

施設周辺の小売業売場面積（千㎡） 0.7721 0.0723 0.1614 -0.1366
商業統計（H26）500mメッ
シュデータ

施設周辺の夜間人口（人） 0.8675 -0.0354 0.1797 0.1603
国勢調査（R2）500mメッ
シュデータ

施設周辺の従業人口（人） 0.8760 0.1780 0.1698 0.0381
経済センサス-基礎調査
（H26）500mメッシュデータ

施設周辺の小学校の有無 0.2665 0.4518 0.0629 0.6071
国土数値情報（学校2023年
度版）

対象施設から半径500m圏内の有
無を判定し、ダミー変数として使用

施設周辺の用途未指定地域割合（％） -0.7168 0.3847 0.4989 -0.1153

施設周辺の住居専用系地域割合（％） 0.4380 -0.7100 -0.3782 0.3690

施設周辺の住居系地域割合（％） 0.5280 0.4125 -0.2667 -0.3492

施設周辺の商業系地域割合（％） 0.7650 0.2301 0.0838 -0.2437

施設周辺の工業系地域割合（％） -0.0128 0.3574 -0.6377 -0.2606

固有値 4.584 1.737 1.315 1.052

寄与率 38.20% 14.47% 10.96% 8.77%

累積寄与率 38.20% 52.67% 63.63% 72.39%

対象施設から半径1km圏内の指定
用途地域の面積割合を計測
住居専用系：第一種・第二種低層・中
高層住居専用地域
住居系：第一種・第二種住居地域、
準住居地域
商業系：近隣商業地域、商業地域
工業系：準工業地域、工業地域、工
業専用地域

国土数値情報（用途地域
2019年度版）

対象施設から半径1km圏内の数値
を集計。メッシュが境界を跨る場
合、面積案分にて補正

主成分

データ出典 備考

※ ：0.3以上 ：-0.3以下

説明変数

主成分及び詳細

N
都市機能・
人口集積軸

国道近郊
用途混在軸

用途地域
縁辺地域軸

小学校近郊
住宅専用
地域軸

主な施設の用途
()内は施設数

1 都市中心部・商業地域近郊エリア 6 4.149 0.999 0.734 -0.023
コンビニエンスストア(2)

薬局(2)  事務所(1)　集会所(1)

2
ある程度人口・都市機能が集積
した生活利便性が高いエリア

9 0.337 0.490 -0.842 -0.840
コンビニエンスストア(2)

薬局・スーパーマーケット(2) その他(5)

3
まとまった人口を有する
住宅中心のエリア

17 -0.012 -1.270 -0.525 0.415
コンビニエンスストア(7)

事務所(2)  都市公園施設(2)  その他(6)

4 郊外住宅地中心部 13 -1.053 0.386 0.352 0.824
コンビニエンスストア(5)

薬局・コインランドリー(2)  その他(6)

5 郊外住宅地縁辺部 6 -2.265 0.366 1.275 -1.032
コンビニエンスストア(4)

事務所(2)

クラスター

主成分

※ ：0.4以上 ：-1.0以下
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可件数が多いことから、コンビニエンスストアのみに対す

る意見数の平均値を集計したものを表-10 に、コンビニエ

ンスストア以外の施設に対する意見数の平均値を集計した

ものを表-11 に示す。この結果から、特例許可にあたって

配慮すべき観点についての考察を以下に示す。 
1) 表-9、10、11より全体に共通した傾向として、平均総意

見数がクラスター1、2で多く、クラスター3、4では少な

いことがわかる。クラスター1、2については、商業施設

や交通量の集中により、意見数が多くなっていると考え

られる。また、クラスター3、4では、住宅以外の都市機 

 
 
 
 
 
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 能が少ないことや住民の高齢化等の理由から、コンビニ

エンスストアや郵便局等について立地計画そのものに対

する抵抗が少ないことが公聴会や建築審査会の議事録か

ら読みとることができた。 
2) クラスター1では、表-9より全体として混雑の意見数が

多く、表-10 よりコンビニエンスストアでは交通騒音や

交通事故（対自動車）も多くなっているが、個別の詳細

を確認したところ特定の施設に意見数が偏っておりクラ

スター共通の課題は確認できなかった。クラスター1 で

は共通的な課題があるというよりも、人口が集積してい 

図-1 各類型における典型的な地域イメージ 

①.都市中心部・商業地域近郊エリア ②.ある程度人口・都市機能が集積した生活利便性が高いエリア 

③.まとまった人口を有する住宅中心のエリア ④.郊外住宅地中心部 

⑤.郊外住宅地縁辺
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ることから、課題が指摘された場合にその課題数が多く

なる傾向があると考えられる。 
3) クラスター2では、表-9より混雑や交通事故（対自動車）

に関する指摘が全体として多い。また、交通事故（対歩

行者・自転車）、交通騒音も比較的意見が多いことがわか

る。 
4) クラスター3については、表-9より全体として混雑が課

題となっており、表-10 から交通騒音、交通事故（対自

動車、対歩行者・自転車）はコンビニエンスストアで課

題となる傾向が強いことがわかる。 
5) クラスター4では、表-9より全体として意見数が少ない

が、表-11 からクラスター内ではコンビニエンスストア

以外の施設で、混雑、交通事故（対歩行者・自転車）が

比較的多くなっている。コンビニエンスストアでは、共

通して意見が出されている項目は確認できなかった。 
6) クラスター5では、表-10よりコンビニエンスストアで、

混雑、交通事故（対自動車、対歩行者・自転車）が課題

となっていることがわかる。コンビニエンスストア以外

では共通する課題は見られなかった。 
 
７.まとめと今後の課題 
本研究では、交通面の影響が課題となった特例許可案件

に着目し、一低専において立地している中小規模の施設を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象に、立地場所周辺の都市環境の類型化を行った。また、

類型ごとに指摘された交通面の課題の傾向を分析し、類型

ごとに配慮すべき事項について整理した。 
分析の結果、特例許可を受けて立地している施設周辺の

地域特性を5つに類型化することができた。また、各類型

における具体的な空間像の例を示した。これにより、これ

まで特例許可施設の立地場所については、指定用途地域に

関する情報のみであったが、より具体的な立地場所の傾向

を示すことができた。地方公共団体のなかには、土地利用

の方針において、目指す都市像を実現するツールとして建

築基準法 48 条ただし書許可を位置付け、計画的な運用を

行っている事例もあり 10)、そういった方針を検討する際に

おいて、本研究の成果が参考となると考えられる。また、

審査の過程で出された交通面の影響に対する意見について、

施設立地場所の類型ごとにその傾向が異なることが明らか

になった。施設の立地を計画する場合や特例許可を検討す

る場合には、配慮すべき事項の違いについて留意する必要 
があることがわかった。 
今後の課題として、以下があげられる。 

1)本研究では交通面の影響が課題となった特例許可案件に

ついて把握したが、課題とならなかった案件については

把握できていない。課題とならなかった案件との違いが、

どのような要因で発生しているかが明らかになれば、特

表-9 類型別交通面の影響に関する平均意見数（全体） 

N 混雑
交通
騒音

交通
振動

駐車アイ
ドリング

ヘッド
ライト

排気
ガス

不特定
多数の
往来

交通事故
（対自動車）

交通事故
（対歩行者・
自転車）

詳細
不明

平均
総意見数

合計
意見数

1 都市中心部・商業地域近郊エリア 6 2.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.33 0.17 4.83 29

2
ある程度人口・都市機能が集積した
生活利便性が高い住宅エリア

9 1.44 0.56 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 1.33 0.67 0.22 4.89 44

3
まとまった人口を有する
住宅中心のエリア

17 0.88 0.24 0.00 0.06 0.06 0.06 0.12 0.59 0.24 0.24 2.47 42

4 郊外住宅地中心部 13 0.46 0.08 0.00 0.15 0.08 0.00 0.23 0.23 0.31 0.38 1.92 25

5 郊外住宅地縁辺部 6 0.67 0.33 0.17 0.00 0.17 0.00 0.50 0.67 1.00 0.17 3.67 22

クラスター
交通課題

N 混雑
交通
騒音

交通
振動

駐車アイ
ドリング

ヘッド
ライト

排気
ガス

不特定
多数の
往来

交通事故
（対自動車）

交通事故
（対歩行者・
自転車）

詳細
不明

平均
総意見数

合計
意見数

1 都市中心部・商業地域近郊エリア 2 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 7.50 15

2
ある程度人口・都市機能が集積した
生活利便性が高い住宅エリア

2 2.00 1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 2.00 0.50 0.00 7.00 14

3
まとまった人口を有する
住宅中心のエリア

7 0.71 0.57 0.00 0.14 0.14 0.14 0.29 0.86 0.43 0.00 3.29 23

4 郊外住宅地中心部 5 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.60 1.60 8

5 郊外住宅地縁辺部 4 1.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00 0.50 1.00 1.50 0.00 5.00 20

クラスター
交通課題

N 混雑
交通
騒音

交通
振動

駐車アイ
ドリング

ヘッド
ライト

排気
ガス

不特定
多数の
往来

交通事故
（対自動車）

交通事故
（対歩行者・
自転車）

詳細
不明

平均
総意見数

合計
意見数

1 都市中心部・商業地域近郊エリア 4 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.25 3.50 14

2
ある程度人口・都市機能が集積した
生活利便性が高い住宅エリア

7 1.29 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 0.29 1.14 0.71 0.29 4.29 30

3
まとまった人口を有する
住宅中心のエリア

10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.10 0.40 1.90 19

4 郊外住宅地中心部 8 0.63 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.25 0.25 0.38 0.25 2.13 17

5 郊外住宅地縁辺部 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00 2

クラスター
交通課題

表-10 類型別交通面の影響に関する平均意見数（コンビニエンスストア） 

表-11 類型別交通面の影響に関する平均意見数（コンビニエンスストア以外） 
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例許可の計画的な運用にあたって、より有用な情報とな

ると考えられる。 
2)交通面の影響に関する意見について、今回は数をカウン

トしているが、対応の困難さといった意見の重みについ

ては考慮していない。また、今回の収集された特例許可

案件は、あくまで審査の過程で交通面の影響が課題とな

ったものであり、実際に立地した後にその課題が顕在化

したかは把握できていない。この点については特定行政

庁へ調査を行ったが、やはり追跡調査までは行っておら

ず、施設側でしかわからないという回答であった。施設

側と連携し、意見の重みや実際に立地した後の課題につ

いて実態を明らかにしていく必要がある。 
3)今回収集した一低専における特例許可案件については、

コンビニエンスストアが多かったが、他の用途種別につ

いて引き続き事例を収集・蓄積し、課題や立地特性の傾

向を継続的に分析していく必要がある。 

＜謝辞＞ 
特例許可の実態調査の実施にあたっては、全国の特定行政庁の

担当者の方々に資料提出についてご協力いただいた。記して、謝

意を申し上げる。 

【補注】 
(1) 課題数のカウント方法として、課題として挙げられた事象の数

をカウントするものとし、同じ発言者が同様の事象に関し複数

回発言した場合や、同様の事象に関し複数人が発言した場合の

いずれも、課題数としては「1」としてカウントしている。 
(2) 表-7の他に検討した変数候補としては以下のとおり（（ ）内は

データ出典）。最寄りバス停からの距離（国土数値情報）、前面

道路車線数（Google map）、施設周辺道路延長（Open street map）、
第 3 次産業従業人口（経済センサス活動調査 H28）、就業人口

（国勢調査R2）、幼稚園・保育園の有無（国土数値情報）、周辺

施設の小売業年間販売額（商業統計H26） 
(3) クラスター分析のデンドログラムは図-Aのとおり。 

図-A デンドログラム 
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1．はじめに 
複数交通手段の結節する交通拠点空間やその周辺の街路

空間では，複数交通手段に対する道路空間の配分が重要で

ある．例えば，歩道は混雑している一方で車道は空いてい

る，あるいは逆の状況では空間の再配分により他の交通手

段の効用を犠牲にせずにある交通手段の効用を高めること

ができると考えられる．交通容量の評価手法として，均衡

配分をはじめとする交通量配分アルゴリズムを用いること

により，与えられた交通容量のもとで利用者間の均衡状態

を求めることができ，ネットワークのボトルネックの解析

などが可能である． 
しかし，歩行者や車が比較的近接しているようなネットワ

ークでは，それぞれの交通手段の混雑が同一交通手段の一

般化費用あるいは効用に影響を与えるだけでなく，隣接す

る交通手段にも影響を与える可能性がある．自動車交通の

均衡配分ではリンクパフォーマンス関数としてBPR関数1)

がよく使われるが，歩行者交通量が自動車の一般化費用に

与える影響やその逆は一般的には明らかになっていない．

例えば，商店街のように空間的に歩行者が広がっている場

所では車両は大きな負の相互作用を受けるはずである．複

数の交通手段の間の相互作用を定量的に求めることで，負

の相互作用が大きい場所から相互作用が小さい場所へ交通

量を再配分するような問題が立式可能となる． 
 複数交通手段の交通量と一般化費用の関係を考えるに

あたり，行動モデル的な視点に立てば，交通量を説明変数

の一つとした経路選択モデルが考えられる 2)3)4)．通常，交

通量配分では等時間原則を仮定することが多いが，非対称

な関係を持つ複数の交通手段が存在する場合には解の一意

性が保証されないことや 5)，歩行者のように旅行速度にば

らつきが大きい場合には必ずしも等時間原則が成り立たな

いことが課題として考えられる 6)． 

 また，複数交通手段が存在する場合には，交通状態が均

衡状態に至る動的な過程を考えると，必ずしも一点の静的

な均衡状態に収束しない可能性がある 7)．観測されたデー

タが複数の選択確率，あるいは配分交通量の元で生成され

た可能性を考慮しつつ，推定やシミュレーションを行う必

要がある．しかし，非対称な相互作用の存在下ではday-to-
day 動学におけるポテンシャル関数を一般的には構成する

ことができず，解の定性的な解析が困難である 8)．  
 上記の課題に対応するため，本研究では，非集計の効用

理論に基づきつつも，均衡状態の動学的な安定性や非一意

性を解釈可能な day-to-day のモデルを提案する．具体的な

適用対象としては，複数交通手段のサンプリングされた経

路選択行動を観測した上で，配分交通量と配分交通量を説

明変数に含む経路選択モデルを同時に推定することを目的

とする．本研究では day-to-day の経路選択行動を扱うが，

経路選択確率と配分交通量の関係の複雑さや， day-to-day
の行動の変化を考える上で初期の配分交通量を求めること

ができないという問題に対処するため，制限ボルツマンマ

シン（RBM）9)を援用した経路選択モデルを考える．これに

より，同一タイムステップでの均衡状態の一意性を保証し

つつ，未知変数を考慮した動学が定式化できる．本研究で

は，提案モデルの推定の安定性および推論過程において得

られる情報を確かめるため，簡単なネットワークを用いて

数値実験を行った．本研究で提案するモデル推定のフレー

ムワークの概要を図-1に示す．図-1では観測である軌跡デ

ータ𝜏，それを可視層として本研究がRBMに基づき定式化

を行う経路選択モデル（3.2 節），モデルの経路選択確率か

ら計算される配分交通量（3.3節）の関係を表している．第 
𝑡日目の観測𝑣(")が各交通手段の経路選択の軌跡データ𝜏(")

制限ボルツマンマシンを用いたday-to-dayの動的相互作用の交通配分モデリング

Day-to-day Traffic Assignment Model with Dynamic Multimodal Interaction Using Restricted Boltzmann Machine

小川 大智*, 羽藤 英二** 

Daichi OGAWA*, Eiji HATO** 

The road space reallocation is one of the important topics to achieve the high utility for multiple transportation modes. 
The route choice model based on utility theory provides a criterion to assess the performance of the network, and the 
traffic assignment methods are helpful to discuss the flow capacity of the network. There are methodologies to obtain 
the equilibrium state in a congested network, but, in the multimodal network, the asymmetric interaction among 
transportation modes can result in multiple equilibria and existing estimation and simulation methods are not 
necessarily applicable. In this study, we propose a day-to-day assignment method invoked from Restricted Boltzmann 
Machine (RBM), and computational feasibility is indicated. 
Keywords: Multimodal network, Traffic assignment, Markov game, Day-to-day, Restricted Boltzmann Machine 

複数交通手段，交通量配分，マルコフゲーム，動的モデル，制限ボルツマンマシン 
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を整形することで与えられ，RBM に基づく経路選択モデ

ルは第 𝑡 − 1日目の配分交通量𝑞("$%)を用いて経路選択確

率の計算およびパラメータ更新を行う．得られた経路選択

確率は交通量配分アルゴリズムに入力され，第 𝑡日目の配

分交通量𝑞(")を得る．また，交通量が得られない第 1 日目
については，RBMの潜在ベクトルℎを全て0にすることで

交通量の影響をなくした設定が可能である．以上を全期間

について繰り返し適用することでモデルの推定を行う． 
 
2．本研究のフレーム 
2.1．交通量を考慮した経路選択モデル 
 本研究では，配分交通量が経路選択確率に影響を与える

ような経路選択モデルを考える．ランダム効用理論 10)に基

づく経路選択モデルでは，誤差項にガンベル分布を仮定す

ることにより，経路選択確率が効用の確定項の指数に比例

するようになる．交通量が外性的に与えられている場合，

経路選択モデルは交通量を他の説明変数と同様に扱い，選

択確率を計算することができるが，ネットワークにおける

交通量は，データとして与えられていないか，あるいは与

えられても欠損値を含むことが多い．その場合，説明変数

としての交通量を何らかの配分原理に基づき予測する必要

がある． 
 まず，未観測の交通量を説明変数に取る経路選択モデル

を推定することを考える．軌跡データとOD需要を所与と

して経路選択モデルを推定する場合，パラメータ推定と交

通量配分を交互に繰り返し，収束させる方法がある．これ

は擬似最尤法 11)と呼ばれ，配分交通量の暫定値のもとでの

尤度関数を最大化させる方法である．パラメータ更新時に

配分交通量を固定することで，説明変数とモデルの誤差項

の相関をなくし，バイアスのない推定が可能である．しか

し，パラメータの更新に対して配分交通量が滑らかに変化

するとは限らず，推定値が振動したり，収束が遅くなった

りする場合がある．一方で，機械学習モデルを援用した方

法としては，スパースに観測された交通量と整合性が取れ

るように経路選択のマルコフ決定過程を構築する方法12)が

提案されている．この方法ではモデル学習のための目的関

数が固定であり，かつ勾配降下法によりモデルを効率的に

推定することが可能である． 

 さらに，交通量配分の場合も，選択確率と配分交通量を

整合させる必要があるため，選択確率の計算と配分計算の

交互の繰り返しが必要である．代表的な方法として逐次平

均化法などがあるが，配分量の更新幅が固定であるため，

収束が遅くなったり，非均衡点で計算が止まったりする可

能性がある． 
 
2.2．複数交通手段の交通量配分モデル 
 複数の交通手段が相互作用し合いながら行動する場合，

交通量のような未観測量が存在しない場合でも複数の均衡

状態が存在する可能性がある．Nash均衡 13)では，各交通手

段は他の交通手段の行動の分布を既知とするため，未観測

量としての交通量と同様に全ての交通手段の選択確率の整

合性を取る形で決定されるからである．仮に相互作用の影

響と交通量の両方が未観測量として与えられている場合は，

単一交通手段の場合よりも多くの変数間の関係を整合させ

なければならないので，より多くの繰り返し計算が必要に

なる．また，パラメータの推定やシミュレーションに際し

て，与えられたモデルに複数の均衡状態が存在する場合に

は，いずれの均衡状態を計算に利用すれば良いのか不明で

 
 

図-1 RBMを用いて複数交通手段の配分モデル推定の概要 
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あるという問題がある． 
 また，Nash均衡を緩和した概念として相関均衡 14)や質的

応答均衡 15)がある．相関均衡では，他者との行動の独立性

の仮定を排し，確率的な共通観測信号を導入することで交

通手段間の相関する行動を表現可能である．ここでいう共

通観測信号とは全ての交通手段から観測可能であり，それ

ぞれの行動間に相関を与えるような変数を表す．また，質

的応答均衡では，Nash均衡に誤差の概念を導入し，他者の

行動に対して確率的に行動を選択する均衡が表現されてい

る．また，質的応答均衡は展開型ゲームにも拡張可能 16)で

あり，ノイズ付きの最適反応で行動が更新されていくとい

う意味で部分ゲーム完全均衡の拡張と見なすことができる．

これらの概念を用いることで，複数交通手段がそれぞれの

配分交通量を介して相互作用するときの均衡状態をより柔

軟に表現できる可能性がある． 

 
2.3．動的交通量配分 
 利用者が経路選択を行う上で，交通量のような内生的な

変数は，日々の経験によって少しずつ学習されると考える

のが妥当である．Day-to-day の動学を解析する上で，ポテ

ンシャルゲーム 17)としての定式化が代表的である．ポテン

シャルゲームでは，任意の利用者が行動を変えた場合の一

般化費用の増加分がその関数の増加分と等しくなるような

ポテンシャル関数を用意することができる．その場合，ポ

テンシャル関数の停留点であることが利用者間の Nash 均

衡であることの条件になっていることが示される．単一交

通手段の均衡配分や確率的均衡配分では，それぞれ

Beckmann et al.18)とFisk19)による最適化問題の目的関数をポ

テンシャル関数とおくことにより，ポテンシャルが停留点

まで減少し続ける動学を考えれば，長い時間の後に均衡状

態が得られることが証明される．例えば，Smith dynamics20)

では，ある配分状態から各経路の需要の一部が一般化費用

を小さくする方向へ経路を交換するような動学が考えられ

ており，均衡状態へ収束することが示されている．また，

ロジット型の動学 8)では離散的な利用者を考えており，ノ

イズがない場合にはSmith dynamicsと同様の確定的な動学

に，ノイズがある場合は，全ての状態にポテンシャルの指

数の逆数に比例する確率が割り当てられる定常分布が得ら

れることが知られている． 
 加えて，ロジット型の動学における定常分布はポテンシ

ャルをエネルギー関数と読み替えた場合のボルツマン分布

となっている．ボルツマン分布は，エネルギーが低い状態

ほど高い確率で生じる定式化となっており，エネルギーが

系の状態を特徴づけていると言える．例えば，統計力学に

おけるイジング模型ではボルツマン分布に従うスピン状態

の熱平衡状態を求めるためにMCMC (Markov Chain Monte 
Carlo)シミュレーション 21)が実施される．MCMCでは現在

状態によって条件づけられた遷移確率から次状態を次々に

サンプリングしていくことで，高次元で複雑な分布を計算

的に扱いやすくしている．交通量配分問題においても，ポ

テンシャル関数が存在する場合は，MCMCシミュレーショ

ンに準じた動学を考えることで，ポテンシャル関数の形に

依存した定常分布を得ることが可能である．また，機械学

習モデルの一つであるボルツマンマシン 9)は，各層の値に

応じてネットワークのエネルギーが計算され，そのエネル

ギーに対するボルツマン分布に従って値が生成されるよう

なモデルである．ボルツマンマシンは内部でGibbsサンプ

リング 22)の近似に相当する計算を行っており，MCMC シ

ミュレーションとも関連がある． 
 しかし，複数の交通手段が存在し，その間に非対称な相

互作用が存在するとき，すなわちある交通手段の利用者が

ネットワーク上に追加された際の一般化費用の増加分が交

通手段ごとに異なるとき，ポテンシャル関数は一般には存

在しない．そのため，ポテンシャル関数という静的な実体

を用いて動的なゲームの解の性質を評価することが困難と

なる． 
 
2.4．本研究のフレームワーク 
 本研究では，ボルツマンマシンの一種である，制限ボル

ツマンマシン（RBM）を援用して，複数交通手段の動的な

交通量配分手法を提案する．軌跡データおよびOD需要を

所与とし，RBM を用いて可視空間上の軌跡データと潜在

空間上の共通観測信号を学習する．このモデルでは，潜在

空間の信号が交通手段間の相関均衡の共通観測信号となっ

ており，その生成確率が全交通手段の交通量と相関を持っ

ているとする．また，信号が所与の元での各交通手段の利

得関数にノイズが付加されていると仮定し，day-to-dayの動

的ゲームを実装する．交通量の変動が経路選択確率に影響

しない場合は，共通観測信号は一定値を取るか潜在空間と

可視空間の結合パラメータが0に近づくことから，共通観

測信号は，経路選択行動を予測する文脈のもとで全交通手

段の交通量の状態を表現したものであると解釈できる．こ

のゲームには交通量が所与の場合に軌跡と共通信号のポテ

ンシャル関数を定義することができ，交通量が潜在空間の

分布に与える影響や潜在空間と可視空間の結合パラメータ

を調べることで解の性質の解析に役立つと考えられる． 
 
3．モデル定式化 
3.1．制限ボルツマンマシン 
 制限ボルツマンマシン（RBM）9)では，可視層と隠れ層の

2 つのベクトルの生成確率がモデル化される．ただし，要

素間の結合は可視層の要素と隠れ層の要素のペアにのみ存

在し，同一層内の要素には存在しないものとする．いま，

可視層のベクトルを𝑣 ∈ {0,1}&!，隠れ層のベクトルをℎ ∈
{0,1}&"とする．このRBMのエネルギー関数𝐸は，パラメ

ータ𝑊 ∈ ℝ&!×&"，𝑎 ∈ ℝ&!，𝑏 ∈ ℝ&"を用いて，式(1)の
ように表される． 
 
 
 

𝐸(𝑣, ℎ) = −𝑣(𝑎 − ℎ(𝑏 − 𝑣(𝑊ℎ (1) 
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この RBM によって(𝑣, ℎ)が生成される確率𝑃(𝑣, ℎ)は，ボ

ルツマン分布に従うため，式(2)のように表される． 
 
 
 
ただし，𝑍は分配関数であり，パラメータ𝑎, 𝑏,𝑊に依存す

るスカラーである． 
 いま，隠れ層ℎが与えられたときの可視層𝑣の条件付き確

率を考える．可視層𝑣の第𝑖成分が1である確率は，生成確率

がexp(−𝐸)に比例することに注目すると，式(3)のようにな

る． 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし，𝑊)は𝑊の第𝑖行をとった行ベクトルである． 
また，この式には𝑣)以外の可視層の要素が含まれないこと

から，可視層の要素の値は互いに独立であることも確認で

きる．同様にして，可視層が与えられた場合の隠れ層の条

件付き分布も式(4)のように与えられる． 
 
 
 

ただし，𝑊*(は𝑊(の第𝑗行の行ベクトルである． 

以上の選択確率から，パラメータ𝑊)*は𝑣) = 1, ℎ* = 1の
共起しやすさを，𝑎) , 𝑏*はそれぞれ𝑣) = 1, ℎ* = 1の生起し

やすさを表すパラメータであることがわかる． 
 RBM の効率的な学習法の一つに Contrastive Divergence 
(DC)法がある．CD法では，可視層𝑣に対する最尤推定法を

行う．尤度関数ℒは式(5)のように表される． 
 
 
 
 
 
 
 
対数尤度関数の微分は，式(6)のようになる． 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかし，∑ 𝑝(𝑣)+ は可視層の次元数が大きい場合には計算

困難である．そこで DC 法では，1 ステップの Gibbsサン

プリングによって第二項を近似する．それにより，対数尤

度関数は式(7)で表される微分値を用いて更新可能となる． 
 
 
 
 
 
 
 
ただし，𝑣%は，観測データ𝑣による条件付けの元でサンプ

ルし，そのℎを用いてサンプルされたデータである． 
 加えて，DC法はRBMの可視層がSoftmax関数に従う場

合も適用可能である 23)．その場合は，考慮する𝑣の集合を𝑣
の一要素のみが1であるものに限定すれば良い．ただし，

この場合には可視層の要素間に相関が生じてしまうことに

注意が必要である． 
 
3.2．制限ボルツマンマシンに基づく経路選択モデル 
 いま，単一交通手段，単一起終点のパス選択モデルを考

える．経路の本数を𝑁,，経路選択を観測された利用者の数

を𝑁-，このときの各パスの交通量を𝑞 ∈ ℝ&#とする．また，

各パスの説明変数として𝑥 ∈ ℝ&#×.$の行列を与え，あるパ

ラメータ𝛽 ∈ ℝ.$ ,𝑊/ ∈ ℝ&#×&"に対して，式(8)の選択確

率に従って経路が選択されるとする． 
 
 
 
 
 

ただし，可視層𝑣 ∈ ℝ&# ,隠れ層	ℎ ∈ ℝ&"をそれぞれ利用者

がどのパスを選んだかのダミー変数，観測不能な経路選択

の潜在変数とし， 𝑣$)は可視層の要素𝑖を除いた要素のベク

トル， 𝑊)
/は𝑊/の第𝑖	行の行ベクトル，𝑍は分配関数とし

ている． 
この定式化は，𝑥)𝛽 +𝑊)

/ℎを効用関数とするランダム効

用理論における選択確率と同一である，𝛽を効用関数のパ

ラメータ，𝑊)
/ℎを選択肢固有のバイアスと考えることがで

𝑃(𝑣, ℎ) = exp(−𝑣(𝑎 − ℎ(𝑏 − 𝑣(𝑊ℎ) /𝑍 (2) 

𝑃(𝑣) = 1, 𝑣$)|ℎ) 

=
expF−𝐸(𝑣) = 1, 𝑣$) , ℎ)G

∑ expF−𝐸(𝑣) = 𝑣0) , 𝑣$) , ℎ)G+%&∈{3,%}
	 

=
exp(𝑎) +𝑊)ℎ)

1 + exp(𝑎) +𝑊)ℎ)
 

= 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑎) +𝑊)ℎ) (3) 

𝑃Fℎ* = 1|𝑣G = 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑏* +𝑊*(𝑣) (4) 

ℒ(𝜃|𝑣) =
1
𝑍NexpF−𝐸(𝑣, ℎ)G

6

=
∑ expF−𝐸(𝑣, ℎ)G6

∑ ∑ expF−𝐸(𝑣, ℎ)G6+
 

𝜕 lnℒ(𝜃|𝑣)
𝜕𝜃 	=

𝜕
𝜕𝜃 RlnNexp(−𝐸)

6

S

−
𝜕
𝜕𝜃 RlnNexp(−𝐸)

+,6

S											 

										 

𝜕 lnℒ(𝜃|𝑣)
𝜕𝜃 = −N𝑝(ℎ|𝑣)

𝜕𝐸(𝑣, ℎ)
𝜕𝜃

6

+N𝑝(ℎ|𝑣%)
𝜕𝐸(𝑣%, ℎ)

𝜕𝜃
6

 

𝑃(𝑣) = 1, 𝑣$) = 0|ℎ)

=
expF−(−𝑥)𝛽 −𝑊)

/ℎ)G
𝑍  

=	−N𝑝(ℎ|𝑣)
𝜕𝐸
𝜕𝜃

6

+N𝑝(𝑣, ℎ)
𝜕𝐸
𝜕𝜃

+,6

= −N𝑝(ℎ|𝑣)
𝜕𝐸
𝜕𝜃

6

+N𝑝(𝑣)N𝑝(ℎ|𝑣)
𝜕𝐸
𝜕𝜃

6+

 

(6) 

(5) 

(7) 

(8) 
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きる． 
いま，式(9)のようなエネルギー関数を考えると，𝑣) =
1, 𝑣$) = 0となる確率は，可視層がSoftmax関数のRBMに

よる生成確率と一致する． 
 
 
 
ただし，交通量𝑞と隠れ層ℎの結合を表すパラメータ𝑊7を

導入した．図-2にエネルギー関数の符号を反転させたもの

をテンソルネットワークの形式で示す． 
 
 
 
 
 
このエネルギー関数は𝑎 = 𝑥𝛽, 𝑏 = 𝑞(𝑊7とすれば通常

のRBMと同様である．従って，𝑁-人の利用者の選択結果

を可視層の観測データとすることにより，DC 法を用いて

パラメータ𝛽,𝑊7 ,𝑊/を推定することが可能である．また，

パラメータ𝑊/，𝑊7はそれぞれ，𝑣とℎ，𝑞とℎの結合を表

しており，ℎを介して𝑞が選択確率に与える影響を定量的に

評価可能である．このℎは相関均衡における共通観測信号

と同じ意味を持っていると考えられる． 
 しかし，実際にはタイムステップ𝑡の交通量𝑞(")は同日の

経路の選択確率から配分アルゴリズムによって計算され，

翌日の経路選択確率は𝑞(")に依存する．そこで，本研究では

次状態のℎ("8%)が現在の𝑞(")に依存するものとして式(10)
のようなエネルギーを考える． 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-3に動学化した交通量配分モデルのエネルギー関数を示

す． 
 
 
 
 
 
 
 
この定式化により，現在状態の選択確率により配分交通量

が変化し，それに伴い隠れ変数の分布が変化することによ

り，次状態の選択確率の変化を記述することができる．配

分交通量は選択確率から，OD 需要となんらかの配分アル

ゴリズムを用いて計算するものとする． 
 
3.3．複数交通手段の動的交通量配分モデル 
 3.2のモデルは複数交通手段に容易に拡張可能である．考

慮する交通手段の数を𝑁9とし，可視層，交通量，各パラメ

ータの要素数を𝑁9倍に増やして，各成分を各交通手段に

割り当てることで同様のエネルギー関数が構築可能である．

ただし，可視層にはマスク付きの Softmax 関数を考え，対

象とする利用者と異なる交通手段のパスが選択されないよ

うにする． 

 この定式化では，パラメータ𝑊/，𝑊7はそれぞれ全交通

手段の𝑣とℎ，全交通手段の𝑞とℎの結合を表しており，他の

交通手段の交通量が経路選択確率に与える影響を評価可能

である．隠れ変数を介さない定式化では，均衡状態は選択

確率と配分交通量が効用関数と配分原理の両方を同時に満

たす必要があるが，この定式化では，効用関数が確率変数

であるℎに依存することにより制約が弱まっている．前者

の場合，効用関数と配分原理の連立方程式の解の数だけ均

衡解が存在することになるが，後者では，隠れ変数と選択

確率が一対一に対応するため，複数存在しうる均衡解の個

数や性質が明確である．一般的に観測されうる交通状態は

安定的な均衡状態の近傍であると仮定すると，有限個の潜

在変数でも選択確率が精度よく近似できると期待される． 
 
4．数値実験 
4.1．実験設定 
 本研究では，RBM に基づく動的交通量配分モデルの推

定および推論の性能を検証するために，簡単なネットワー

クでの双子実験を行った．双子実験ではパラメータを設定

したモデルでシミュレーションを行い，得られたデータか

ら設定したパラメータの復元を試みることで，手法の妥当

性を検証する．ネットワークは単一の起終点ペアを持ち，

リンクの重複を持たないパスで結ばれているとする．複数

の交通手段がネットワークを共有しており，それぞれの交

通量がそれぞれの交通手段の効用関数に影響を与えるとす

る．本実験で想定する状況の概要を図-4に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以下の実験では，以下の記号を用いる．交通手段の数を

𝑁9，行動を観測された交通手段ごとの利用者の数を𝑁- ∈
ℕ&'，各パスの説明変数を𝑥 ∈ ℝ&#×.$，各交通手段の効用

𝐸(𝑣, ℎ) = −𝑣((𝑥𝛽) − (𝑞(𝑊7)ℎ − 𝑣(𝑊/ℎ (9) 

𝐸F𝑣("8%), ℎ("8%)G 	= −𝑣("8%)((𝑥𝛽)

− U𝑞(")
(𝑊7V ℎ("8%)

− 𝑣("8%)(𝑊/ℎ("8%) 

 
図-2 −𝐸のテンソルネットワーク表現 

 
 

図-3 動学化した交通量配分モデルの−𝐸のテン

ソルネットワーク表現 
 

図-4 本実験で想定する経路選択モデルの概要 

(10) 
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関 数 の パ ラ メ ー タ を 𝛽 ∈ ℝ&'×.$ ，

交通手段ごとのOD需要を𝑁:. ∈ ℕ&'，交通手段ごとの配

分交通量を𝑞 ∈ ℝ&#×&'とする．なお，RBMのパラメータ

については，パスを跨いだ交通手段間の相互作用が存在し

ないと仮定し，パスごとに交通量と隠れ変数が同一の結合

度で結ばれているとすることにより，𝑊7 ∈
ℝ&'×.( ,𝑊/ ∈ ℝ&'×.(とする．また，隠れ変数は，ℎ ∈
ℝ&#×.(とする．図-5にパス内で同一のパラメータを共有す

る場合としない場合のRBMのエネルギー関数を示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数値実験は，シミュレーションと推定の二部からなる．

まずパラメータ真値を与えたモデルを用いて経路選択確率

を計算し，経路選択のサンプルデータ𝑣(")を作成する．その

際，経路選択確率から交通量𝑞(")を計算し，翌日(𝑡 + 1)分
の経路選択確率𝑣("8%)に反映させることで，day-to-dayのデ

ータを得る．次に，上記のシミュレーションにより得たデ

ータを用いてモデルの推定を行う．推定には経路選択のサ

ンプルデータのみを使用し，交通量は日毎に暫定モデルパ

ラメータを用いて更新する．実験では 10 日分のデータを

シミュレーションしたが，10日分のデータに対してモデル

パラメータの更新を行うことを一ステップとして100ステ

ップのパラメータ更新を行うことで推定を行った．  
また，表-1 に実験で設定したパラメータ値をまとめる．

本実験は，提案手法を用いて経路選択パラメータの真値が

推定可能であること，交通量の影響が強い場合に隠れ変数

がその影響を捉えられることを確認することを目的とする．

従って，交通手段数，パス数，隠れ変数次元数は最小構成

とした．説明変数は真値と推定値の比較が可能な次元，タ

イムステップ数は選択確率のばらつきを表現できるという

条件を満たすように設定した．また，交通量の影響の程度

が異なる場合に隠れ変数の時間発展がどのように変化する

か調べるため，交通量と選択確率の間に強い結合がある場

合と弱い結合しかない場合を考え，2 種類の RBM のパラ

メータを用意した．なお，本研究では連続的な交通量配分

を考える．RBMおよび効用関数のパラメータは学習率0.01
のAdam optimizerを用いて学習された． 
 
4.2．結果 
 本研究では，あるパラメータのもとで経路選択の観測デ

ータを人工的に作成し，そのデータをランダムに初期化さ

れたモデルに学習させることで，モデルの学習可能性およ

び予測性能の評価を行った．図-6 に学習過程の損失関数の

推移を，図-7 に学習された効用パラメータの真値との比較

を示す． ここでは，損失関数の微分値が式(6)の対数尤度関

数の微分値と一致するように損失関数を設定しており，具

体的には，観測された選択確率の元でのエネルギーの期待

値と再サンプルされた選択確率の元でのエネルギーの期待

値の差分を考えている．ただし，可視層に属する選択確率

から隠れ層の値をサンプルする際の計算で生じる勾配につ

いては考慮していない．学習過程の中で一度損失関数が小

さくなるタイミングがあるが，これは勾配をカットしてい

る項の影響によるものであり，最終的には損失関数が 0，
すなわち観測データを初期値とするマルコフサンプリング

によってデータの分布が変化しないようなパラメータが学

習できている．モデルの学習は概ね安定しており，推定さ

れたパラメータがほぼ真値を復元できていることも確認で

きる．ただ，設定2における効用パラメータ0, 1について

はやや推定誤差が生じている．効用パラメータ0, 1, 2は１
つ目の交通手段に，3, 4, 5 は 2 つ目の交通手段に対応して

おり，𝑣, ℎ間の結合が 2 つ目の交通手段よりも大きく設定

されていることが原因と考えられ，ℎのサンプリングが確  
 

 
図-5 複数交通手段の動的配分モデルの−𝐸のテ

ンソルネットワーク表現：a)パスを跨いだ結合

を許容する場合，b)パス内の結合のみ考慮する

場合 

表-1 数値実験における変数の設定：(設定1) 交通量の影響が小さい，(設定2) 交通量の影響が大きい 
 

変数 説明 設定1 設定2 
𝑁9 交通手段数 2 
𝑁- 観測利用者数 (100, 100) 
𝑁:. OD需要 (1, 1) 
𝑁, パス数 5 
𝑑; 説明変数次元 3 
𝑑6 隠れ変数次元 1 
𝑇 タイムステップ数 10 
𝑊7 𝑞, ℎ間のRBMパラメータ \[0.1], [0.2]a \[1.0], [2.0]a 
𝑊/ 𝑣, ℎ間のRBMパラメータ \[−0.2], [−0.1]a \[−2.0], [−1.0]a 
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率的である影響が発生していると考えられる．この影響は

データ数を増やすことで小さくすることができる． 
加えて，図-8に各設定のパラメータセットの元で交通量配

分のシミュレーションを行った際にサンプルされた隠れ変

数の時間発展を示す．シミュレーションにおける隠れ変数

の時間発展からは，設定2の方が設定1よりも全ての隠れ

変数が1となっている時間が長いことがわかる．配分交通

量と選択確率の間の相互作用が大きい場合には，より一つ

の状態に長く留まる傾向があることが見て取れ，強い相互

作用の存在が各交通手段の利用者が経路を変更することを

抑えているという作用が働いていると考えられる．モデル

上では選択確率の変更はℎの変化と一対一対応するが，  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑞, ℎの結合が大きいことはℎが従うロジスティック分布が

一つの値に偏りやすくなることに対応しているためである．

本研究では解釈の可能な day-to-day モデルの構築が目的と

なっていたが，交通量と経路選択確率の間に異なる強さの

結合がある場合，潜在変数に異なる分布が現れることが確

認された．一般に複数交通手段の間に非対称な相互作用が

ある場合，均衡解の性質は解析的にはわからないが，そう

いった状況下でも本研究の手法では，潜在変数の分布と

𝑊/の値を調べることにより経路選択確率の分布が得られ

るため，解の性質が解釈可能である． 
 
5．結論 
 本研究では，RBM を援用した動的交通量配分モデルを

複数交通手段混在の条件の下で定式化した．RBM は効率

的な学習方法が知られており，数値実験からもモデルが安

定的に推定可能であることが示された．また，配分交通量

と選択確率の間に解釈可能なパラメータを設定することに

より，動的な交通量の変化を定性的に解釈しうることも確

認された．具体的には，交通量と経路選択確率への影響の

大きさが潜在ベクトルの分布に影響を与え，さらに，潜在

ベクトルと可視層である経路選択行動が両者の結合パラメ

ータによって特徴づけられている．  
 今後は，より定量的な相互作用の評価の方法の開発や，

都市計画的な政策評価の可能な実ネットワークへの適用を

行う予定である．実ネットワークへの本モデルの適用のた

めは，通常の経路選択モデルと同様に選択肢集合の列挙あ

るいは再帰的な期待効用の計算が必要であるが，潜在ベク

トルと交通量，選択確率の関係は本研究のモデルと同様で

ある．  
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筑波大学 システム情報系(University of Tsukuba) 

1．はじめに 

人口減少に応じた持続可能な都市構造のアクションプラ

ンとして，2014年に都市再生特別措置法が改訂され，立地

適正化計画制度（以下，立適）が策定された．立適では，

各市町村が施設立地を促す「都市機能誘導区域（以下，都

誘区域）」や，居住地の立地を促す「居住誘導区域（以下，

居誘区域）」を独自に設定している 1)． 

制度策定から 10年が経過し，立適策定自治体数は 600を

超えるなど，コンパクト化への取り組みが全国的に進んで

いる．しかし，策定の必要性が高いと考えられる市町村で

も取り組みが進んでいないケースもあり，こうした課題に

対応するため，国が 2024年 12月に「立適＋（プラス）」を

公表した 2)．ここでは，取り組みの裾野拡大のために，誘

導区域を設定することの効果やメリットを明確にすること

の重要性が提起されている．立適は居住および都市機能の

誘導を主眼としており，「居誘区域内に居住する人口の割合」

や「都誘区域内に立地する施設の割合」が評価指標として

用いられてきた． 

また，制度策定から 10年の間に，2018 年の西日本豪雨

の影響を受け防災指針が追加されるなどの変更が加えられ，

社会情勢を受けて柔軟に制度が改訂されてきた．近年では，

コロナ禍によりテレワークが浸透し，自宅周辺における生

活圏構築の重要性が国内外で高まっている．このような流

れのもとで，自宅周辺で徒歩や自転車，公共交通 x分で日

常的な生活を完結できる x-minute city といった都市計画理

念が注目を集めている 3,4)．自動車に依存しないライフスタ

イルを追求するこの理念を受け，パリでは 15分 5)，ポート

ランドでは 20分 6)など，都市によってさまざまな目標値が

設定されている．実際，メルボルンでは既存住宅地から歩

いていける範囲に小規模な商業施設を誘致するなど居住地

近隣の再整備が進められている 7)．その結果，居住地近隣

における買い物回数が増え，施設誘導を通じて住民の生活

行動に変化を与え，温室効果ガスを大幅に減らすことがで

きる可能性が示されている 3)．このように，自宅周辺で生

活を完結させる都市構造への関心が高まる中で，日本にお

いても制度面で歩行を促進する取り組みが進められている．

例えば立適では，日常的な歩行機会の創出および都市機能

の維持のために，居誘区域から都誘区域へのアクセシビリ

ティ向上が目指されている 1)．こうした政策的背景を踏ま

えると，自動車に頼らない都市構造の構築が日本において

も喫緊の課題であると考えられる． 

これまで，立適では居住および都市機能を特定の区域に

誘導することを主眼としており，その評価指標としては主

に「立地」や「人口」に着目されてきた．Christallerが古典

的に示してきたように，都市機能を持続的に維持するため

には，これを支える後背圏としての居住地から，一定の来

訪が必要となる 30)．この視点に立てば，自動車に頼らない

都市構造を検討するうえで，都誘区域の後背圏となる居誘

区域の住民が，どのような交通手段を用いて，どこへ移動

しているのかという交通行動を把握することは重要である．  

以上より，持続可能な都市構造を実現するために，本研

究では居住地（Origin）から目的地(Destination)まで人々がど

のように移動しているか，といった全体像を分析する．特

に，居住地ベースのx-minute city理念を居誘区域に適用し，

OD パターン別に交通行動の実態を明らかにする．また，

「立適＋」においては，立適のモニタリングは各市町村単

位で行うことが求められており，全体傾向の把握に加えて，

市町村ごとに統一した基準による分析の重要性が示されて

いる．しかし従来の PT 調査で用いられる「小ゾーン」で

は居誘区域との空間的整合が取れない可能性がある．した

ODパターンから考える立地適正化計画の現状と課題 

-居住誘導区域における x-minute cityの実現実態- 

Issues of Location Optimization Planning From the Perspective of Origin–Destination Patterns: 
-Creating an X-Minute City in a Residential Induction Area-

室岡太一 1*・松浦海斗 1*・谷口守 2** 

Taichi Murooka1*, Kaito Matsuura1*, Mamoru Taniguchi2** 

To create an x-minute city, where access to essential daily services is possible within a residential area under population 
decline without the need to rely on automobiles, it is crucial to coordinate such efforts with location optimization plans. 
However, conventional evaluations of designated residential induction areas (RIAs) have not clarified how residents 
actually travel from these areas and to which destinations. To address this gap, we analyzed origin–destination patterns 
by using the 6th Tokyo Person Trip Survey, which provides highly accurate latitude and longitude data. The findings 
revealed that: (1) the majority of trips are completed within RIAs rather than to urban function induction areas, 
suggesting that many residents do not visit the latter—where urban services are intended to be concentrated—by 
walking, cycling, or public transport; and (2) by establishing a population density contrast between residential 
inducement areas and surrounding areas, it may be possible to suppress automobile use more effectively within RIAs 
than within non-RIAs. 

Keywords: residential induction area, x-minute city, travel behavior, destination choice 

居住誘導区域，x-minute city，交通行動，目的地選択 
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がって，各市町村が独自に設定した区域におけるトリップ

の発生または集中(着地)を精度よく判別するには，高い空

間解像度で分析を進める必要がある． 

2．研究の位置づけ 

自動車に頼らない暮らしの実現に向けた研究は世界中で

蓄積している．Newman et al 8)をはじめ，国内では谷口らに

よる一連の研究 9,10)で，人口密度と自動車利用の負の相関性

が明らかにされ，政策にも活用されてきた．近年の居住地

の生活圏分析では，コロナ禍を経て x-minute city が注目さ

れており，中国ではビッグデータを用いた自宅からの移動

距離の推定 11)や，カナダでは PT調査を用いて，近距離移

動を行う個人特性が明らかにされている 12)．他にもオラン

ダにて都市エリアと非都市エリアの自動車・公共交通・徒

歩自転車選択割合の推移を追った研究も存在する 13)．しか

し，上記オランダの事例は都市の成長曲面を想定しており，

立適のように人口減少への対応を主眼とした制度への示唆

を試みた研究はみられない． 

立適における交通行動の分析では，都誘区域に関するも

のが多い．亘ら 14)は拠点を中心とした都市の集約化を評価

するための移動実態を明らかにし，渋川ら 15)による携帯電

話データを用いて都誘区域への来訪状況を明らかにした．

また，x-minute cityとの関係性について，清水らは交通手段

と併せた都誘区域へのトリップ集中実態を明らかにしてお

り 16,17)，久米山ら 18)は都誘区域への移動の中でも，x-minute 

cityにおいて重要視される徒歩・自転車の移動は 20%に満

たないことを示した．これらの研究は，x-minute cityに関し

て都誘区域への交通行動の実態は明らかにしているものの，

居誘区域に関する知見は不足している． 

居誘区域について，主に人口密度に関する評価 19)や，災

害レッドゾーンとの被覆関係 20)を明らかにした研究がある．

また，寺島ら 21)が北陸地方の5都市を対象に，公共交通の

利便性が低い都市では市街化区域に対して広い居誘区域を

設定していることを明らかにした．加えて，アクセシビリ

ティといった点では，龍野ら 22)は富山市において，居誘区

域が誘導区域外に比べて生活サービス施設までのアクセス

が良いことを明らかにした．さらに，佐藤ら 23)は新潟市に

おいて居誘区域では多様な施設に徒歩 15 分以内で到達可

能であることを可視化している． 

このように，居誘区域研究においては，アクセシビリテ

ィの向上が検討されてきた．一方で，アクセシビリティが

高水準であっても，実際の移動においては自動車が利用さ

れている可能性がある．背景で述べたように都市機能を維

持しつつ，居住地からの移動について自動車に頼らない都

市構造の構築に向けて，居誘区域を発地とする交通行動に

ついて，OD パターンの全体像を明らかにすることが重要

であるが，こうした研究はみられない． 

(2)本研究の目的と内容 

以上の研究の位置づけを踏まえ，自動車に依存しない都

市構造を目指すうえで，居誘区域からの交通行動について，

その着地や交通手段を示すことが重要である．そこで，x-

minute cityの理念を参考に，ODを考慮しながら居誘区域か

らの交通行動の全体像を明らかにすることを本研究の目的

とする．研究目的を達成するために，移動の全体像を俯瞰

したのち，市町村ごとの差異を捉える 2段階の分析を行う． 

分析の前提条件について説明する．対象地域については，

全体像を把握するという本研究の主旨のもと，多様な地域

における交通行動を総合的に捉えるため，東京都市圏にお

いて 2022年 12月までに立適を策定した 47市町村とする．

なお本対象地域は他都市圏と比較して鉄道を介した広域的

な生活圏が形成されているため，分析結果の解釈や他地域

への適用には留意が必要である．データに関しては，都誘・

居誘区域における交通行動を紐づけるため，緯度経度情報

が付与された東京都市圏パーソントリップ調査を用いる．

この際，立適にて日常生活を支える機能の配置をコントロ

ールすることが主眼とされていることを考慮して，私事ト

リップを対象に分析を行う．また，東京都市圏内では自宅

―目的地―自宅の移動が全体の 80.3%を占めている 24)こと

を踏まえ，私事トリップのなかでも自宅発トリップに限定

して分析を行う．一方で，本分析では立寄トリップを対象

外としている．このため，施設間移動が頻発するような都

市機能の集積エリアにおいては，発着トリップ数を過小に

評価する可能性があることに留意する必要がある． 

分析の一段階目として，4 章では移動の全体像を概観す

るために，「自宅からどこへ」「どのような交通手段で」「ど

の程度の人が移動しているか」といった基礎的な情報が重

要となる．そのため，まずは都誘区域・居誘区域・誘導区

域外といった 3つの区域区分に分類し，ODパターン別に

拡大後トリップ数と交通手段の内訳を示す．なお，区域区

分の詳細な定義は 3.2 節に示す．次に，具体的に「どの程

度の移動が近隣で済んでいるか」を区域設定とともに示す

ために，居誘区域発トリップに着目して着地区域別の累積

移動時間を明らかにする．さらに，居誘区域を発地とする

トリップを対象に，到着施設別に，どの区域区分に着地し

ているかの分布構成を明らかにする．  

分析の二段階目として，計画策定状況や立地条件が自治

体によって大きく異なることを踏まえ 5章において市町村

別の分析を行う．このとき，居誘区域に人口集約が企図さ

れていることを踏まえ，居誘区域内と誘導区域外における

人口密度と自動車利用率について散布図を用いて比較する． 

(3) 本研究の特長

1) 従来の居誘区域研究がアクセシビリティに限られてい

た中で，本研究では x-minute city の理念に基づき交通

行動に着目し，居誘区域からの実際のODパターンを

初めて可視化した新規性をもつ． 

2) 立適の取り組み拡大が望まれる中，居誘区域発の移動

は誘導区域外発の移動と比較して自動車利用が少なく，

各市町村の位置づけを示した有用性のある研究である． 
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3) 東京都市圏における多様な市町村を対象に，緯度経度

情報付きの交通実態データを高精度な空間分解能を用

いて分析した信頼性の高い研究である． 

3．分析の概要 

(1) 使用データ 

本研究でデータ主に扱うデータである第 6回東京 PT調

査 25)の概要を表-1に示す．第6回からは一部のトリップに

関して，現住所と到着地の緯度経度情報が確認できるよう

になったという特長があり，都誘区域や居誘区域のような

市町村に設定されたエリアにおけるODパターンの分析が

可能である．本調査はサンプル調査のため，調査結果から

数値的な拡大推計を行い，東京都市圏に居住する全ての人

の動きを再現している．具体的には，調査実施年の地域・

性別・年齢別の居住人口，世帯人数別の居住人口，勤務先

人口等を基に，個人レベルで拡大係数が割り当てられてお

り，この拡大係数で重みづけを行った分析を実施する． 

東京都市圏の 2022年12月末時点おける立適策定済みの

47市町村を対象に，都誘区域・居誘区域の発着の判定には

国土数値情報 26)を用いた．このデータと東京 PT調査を空

間的に紐づけることで，各トリップの発着を整理した． 

(2) 区域区分の定義および概要 

各区域区分の定義および概要について，以下に示す．ま

た，基礎的な情報として国土数値情報の 2020年500mメッ

シュ人口および面積について，表-2に示す． 

1) 都市機能誘導区域（都誘区域）：「国土数値情報」のお

ける「都市計画決定情報データ」から「都市機能誘導

区域」に該当する shpファイルをGIS上に描画した区

域である．本研究では，区域区分ごとの違いを明確に

するため，都誘区域と居誘区域が重複する場合，都誘

区域と定義して分析を進めている．面積は全体の 4%

を占めている． 

2) 居住誘導区域（居誘区域）：「居住誘導区域」の shpフ

ァイルに基づき，上記1)で定義した都誘区域と重複し

ない範囲を対象とする．すなわち，都誘区域との重複

エリアを除外することで，都市機能の維持するエリア

とその後背圏としての区域を明確に分けて定義して

いる．居誘区域は都誘区域より広く設定されており，

面積は全体の約17%，人口の約73%が居住している．

なお，居誘区域の設定フローは多種多様であるが，一

部の市町村補注(1)では都誘区域を居誘区域に含むもの

と設定している．このような設定のなかで，本手法の

定義は，都誘区域の影響を除いて状態で，居誘区域の

交通行動の全体像の推計が可能になる． 

3) 誘導区域外：「立地適正化計画区域」の shpファイル

に含まれる区域のうち，上記 1)および 2)のいずれに

も該当しない区域を対象とする．すなわち，都誘区域

にも居誘区域にも含まれないエリアとして定義され，

面積は全体の約 79%を占めている． 

(3) 分析手順 

本研究では発地区域は 3区分(都誘区域・居誘区域・誘導

区域外)に，着地区域は 4区分(3区分＋市外)に分類した． 

A) 4章：ODパターン別の全体像について 

代表交通手段分担率は，発地区域 o と着地区域 d のト

リップを対象に，拡大後の代表交通手段 k（徒歩・自転車，

公共交通，自動車）に基づき式(1)により集計した．それら

の比率を 100％横棒帯グラフで可視化し残差分析を行った． 

また，累積相対度数曲線の可視化にあたって，本研究の

主旨より発地区域 oは居誘区域のみを対象とした．着区域

区域 d別に移動時間（分）を抽出し，代表交通手段kごと

に移動時間の分布を累積相対度数で算出し，100%積み上げ

曲線として可視化した． 

さらに，居誘区域から発生したトリップのうち，代表交

通手段別に到着施設ごとに着地区域の分布構成を算出し，

100％横棒帯グラフで可視化した．なお，立適の手引き 1)に

基づき施設分類は全 7種とした． 

B) 5章：市町村別の分析について 

市町村別の分析では，居誘区域または誘導区域外いずれ

かの発トリップ数が拡大後 3,000トリップ/日未満の場合，

分析対象外としている．着トリップ先まで考慮する代表交

通手段分担率とは別に，市町村ごとに自動車利用率𝐶𝑅𝑖,𝑜の

算出方法については式(2)に基づいて算出する． 

人口密度の算出にあたっては，発トリップが実際に観測

されたメッシュのみを対象とし，メッシュと区域の重複部

分に対しては面積按分を行ったうえで，式(1)に基づき平均

人口密度を算出している．この手法により，区域全体を対

象とした分析と比較して，人の移動が発生している場所に

即した人口密度を反映することが可能となり，分析結果の

実態把握における精度向上が期待される．ただし，本手法

はメッシュ内人口の一様分布を前提とする面積按分に依拠

しており，メッシュ内で宅地や人口の分布が偏っている場

合等には推定に誤差が生じ得る点に留意する必要がある． 

表-1 東京PT調査の概要 

表-2 各区域区分の人口・面積 

第6回 東京PT調査(東京都市圏交通計画協議会)

2018年9月ー11月調査期間

東京都市圏に居住する1800万世帯のうち無作為で選ばれた約63万世帯本調査

東京都市圏268自治体（うち2022年末時点の立適策定自治体は47）対象地域

調査対象世帯に対して，郵送で調査の案内を配布し，
Web回答または紙の調査票で回答する方法

調査方法

現住所の緯度経度情報，性別，年齢，職業，世帯収入 など
個人
特性調査

内容
移動時間，移動目的，代表交通手段，到着地の施設，到着地の緯度経度情報

交通
特性

区域区分 2020年人口(人) 人口割合 面積(km2) 面積割合

都誘区域 1,029,949 17% 165 4%

居誘区域 4,513,045 73% 675 17%

誘導区域外 621,961 10% 3,226 79%

総計 6,164,955 100% 4,066 100%
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𝑀𝑆𝑜→𝑑,𝑘 =
𝑇𝑜→𝑑,𝑘

∑ 𝑇𝑜→𝑑,𝑘𝑘
(1) 

𝐶𝑅𝑖,𝑜 =
∑ 𝑇𝑖,𝑜→𝑑,𝑘=𝑐𝑎𝑟𝑑

∑ ∑ 𝑇𝑖,𝑜→𝑑,𝑘𝑘𝑑
(2) 

𝑃𝐷𝑖,𝑜 =
∑ 𝑤𝑚,𝑖,𝑜 × 𝑃𝑚

∑ 𝐴𝑚,𝑖,𝑜
(3) 

𝑀𝑆𝑜→𝑑,𝑘 ：発地区域 o から着地区域 d への代表交通手段 k 

の分担率(全市町村) 

𝑇𝑜→𝑑,𝑘 ：発地区域oから着地区域dへの代表交通手段 kに

よる拡大後トリップ数(全市町村) 

𝑇𝑖,𝑜→𝑑,𝑘 ：市 iの発地区域oから着地区域dへの代表交通手

段 kによる拡大後トリップ数 

𝐶𝑅𝑖,𝑜 ：市 iの発地区域 oにおける自動車利用率 

𝑃𝐷𝑖,𝑜 ：市 iの発地区域 o における平均人口密度(人/ha） 

𝑤𝑚,𝑖,𝑜 ：メッシュ m のうち，市 iにおける発地区域o に該

当する面積割合 

𝑃𝑚  ：メッシュ m の2020年人口(人) 

𝐴𝑚,𝑖,𝑜 ：メッシュ mのうち，市 iにおける発地区域oに該

当する面積(ha) 

4．「誘導区域」間のODパターンの全体像 

(1) ODパターン別の代表交通手段の内訳 

OD パターン別交通手段構成を図-1 に示す．OD パター

ンと交通手段構成は独立性の検定により有意に関係するこ

とが明らかになり，期待値との比較のため残差分析を行っ

た．これより，以下のことが読み取れる． 

1) 拡大後トリップ数から全体的な傾向を見ると，居誘区

域発-居誘区域着トリップが最も大きい．立適では施

設の誘導を通じて派生する交通行動を都誘区域へ集

めることが重要であるにもかかわらず，実際の主な利

用先は居住誘導区域内で済むことが明らかになった． 

2) ODパターン別交通手段構成をみると，誘導区域外発

トリップの移動において，全ての着地区域で自動車が

選択される割合が有意に大きい．また，発地場所にか

かわらず，誘導区域外着であれば自動車を選択する割

合が有意に大きい．すなわち，全体的に，誘導区域外

に訪れるには自動車に頼らざるを得ないことが推察

される． 

(2) 交通手段別にみる居誘区域からの累積移動時間 

本節では，代表交通手段ごとに移動時間の相対度数分

布を描く(図-2)．以下，この結果から読み取れることを記

述する． 

1) 居誘区域への移動に関して，徒歩・自転車では約 80％，

自動車では約70%が15分以内で移動が完結している．

一方で，都誘区域への移動に関して，徒歩・自転車で

は 67%，自動車では 68%で移動が完結している．す

なわち，居誘区域は徒歩・自転車での短時間移動が特

に優位である一方，都誘区域では，移動距離の拡がり

などの要因によって，徒歩・自転車・自動車いずれも

15 分以内移動に占める割合が拮抗する傾向がある．

これより， x-minute cityの理念で掲げられる徒歩・自

転車による居誘区域からの移動について，都誘区域へ

の移動よりも居誘区域の中で完結している可能性が

考えられる． 

2) 公共交通に関しては，都誘区域へ 30分以内で訪れて

いる人が半数を超えていることがわかる．これより，

立適の手引き 1)にて模式化されている「およそ 30分

以内で中心部へ到達」を目指すことは，東京都市圏に

おいて圏域設定としておおよそ妥当であることが考

えられる．一方で，市外への移動については，半数以

上をカバーするには 70分の移動時間を要している．

すなわち，公共交通を用いた市町村間の移動について

は，1時間以上の圏域を前提とすることが東京都市圏

におけるひとつの目安となると考えられる． 

(3) 到着施設と着地区域の関係性 

到着施設と着地区域の関係性を図-3 に示す．これより，

下記の点が読み取れる． 

1) 徒歩・自転車で居誘区域から都誘区域に訪れる割合が

有意に高い施設は，大規模小売店と金融施設である．

また，小規模小売店や医療施設，保育・文化施設は居

誘区域内における移動割合が有意に高い．前節では居

誘区域内の移動について，10 分以内といった短時間

の移動が多くを占めていることが明らかになったが，

その中身は小規模小売店や医療施設など，身近なもの

であることが明らかになった． 

図-1 ODパターン別の代表交通手段構成 (N=合計拡大係数) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都誘→都誘(N=134,231)

都誘→居誘(N=46,467)

都誘→誘外(N=25,586)

都誘→市外(N=51,229)

居誘→都誘(N=331,125)

居誘→居誘(N=402,571)

居誘→誘外(N=161,145)

居誘→市外(N=238,066)

誘外→都誘(N=60,819)

誘外→居誘(N=60,741)

誘外→誘外(N=79,985)

誘外→市外(N=62,401)

自動車 公共交通 徒歩・自転車

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*：各代表交通手段の利用率が期待値より有意に高い（残差分析、p < .01）

区域区分
O→D
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2) 自動車による居誘区域から医療施設の着地区域に関

して，誘導区域外や市外が選択される割合が高い．医

療施設の立地傾向(付録-a)をみると，病院(医療法に基

づく20病床以上の医療施設)は，診療所や歯科と比較

して誘導区域外に立地する割合が高い補注(2)．すなわち，

高度な医療サービスを受ける場合，誘導区域外に行く

割合が高く，結果として自動車を使わざるを得ない状

況が考えられる．一方で，徒歩・自転車や公共交通に

よる居誘区域から医療施設への移動については，居誘

区域内で完結する割合が高い．これより，居誘区域か

ら医療施設への移動について，交通手段によって訪問

先の着地区域が異なることが明らかになった．  

3) 公共交通による移動について，市外に訪れている割合

が有意に高いものは小規模小売店や金融施設，保育・

文化施設であった．従来の立適の手引き 1)では，市町

村を超えた鉄道による役割分担については百貨店な

ど大規模小売店の共同利用がイメージされていたが，

小規模小売店についても対象に，幅広く連携すること

が求められると考えられる． 

以上より，居誘区域から都誘区域へのアクセス向上が目

図-2代表交通手段と着区域区分別の移動時間（居住誘導区域発） 

図-3到着施設別の着地区域構成（居住誘導区域発） 
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指されている 1)ものの，実際に多くの人が徒歩・自転車で

訪れているのは居誘区域であることが明らかになった．確

かに，居誘区域内に生活サービス機能が立地し，居住地か

ら近隣施設への移動で生活が完結すること自体は，x-

minute city の視点からは望ましい側面もある．しかしなが

ら，各市町村の立適において維持や誘導が明記された都誘

区域よりも，その対象外の居誘区域の方が来訪者が多く，

計画と実態に乖離があると考えられる． 

5．市町村別にみる居誘区域の評価 

(1)人口密度と自動車利用率の関係性 

ここでは，市町村別の平均人口密度と自動車利用率につ

いて，図-4に示す．また，居誘区域と誘導区域外の違いを

明らかにするために，平均人口密度と自動車利用率の差分

を取った散布図を図-5に示す．これより以下のことが読み

取れる． 

1) 図-4より，居誘区域発トリップについて，平均人口密

度が大きいほど，自動車利用率が線形的に下がる傾向

が読み取れる．これより，居誘区域内の人口密度を高

めることで，居誘区域発の自動車利用を抑制できる可

能性があると考えられる． 

2) 誘導区域外のトリップについては，散布図上の左上に

集中している傾向である．図-1でも示された通り，誘

導区域外は全体として低密度であり自動車依存であ

ることが推察される． 

3) 図-5より，居誘区域と誘導区域外の平均人口密度の差

が大きいほど，自動車利用率の差も大きいことが読み

取れる．すなわち，両区域間の人口密度の違いが自動

車利用の違いと関連している可能性が示唆される． 

(2)例外的な市町村の着目とその背景要因の考察 

前節の結果より，全体的な傾向として，人口密度が高い

ほど，自動車利用率が低くなる傾向が明らかになった．一

方で，例外的に誘導区域外の方で自動車利用率が低い市町

村が存在することが示され．具体例として藤沢市・守谷市・

日高市が該当した．これらの市町村では居誘区域の人口密

度が誘導区域外よりも高いにもかかわらず，自動車利用率

は逆転している．このことから，単に人口密度の違いだけ

でなく，都市機能と居住地の位置関係や都市構造上の特徴

に着目し，自動車利用率が逆転した要因を考察する． 

1) 藤沢市について，居誘区域設定状況 29)を見てみると，

「湘南ライフタウン」のように，鉄道を前提としない

エリアを居誘区域と設定していた．また，居誘区域外

では，辻堂駅南に位置する沿岸部津波ハザードエリア

において人口密度が高く，小規模商業施設が多く分布

するエリアが存在していた．こうした状況のもとで市

は「防災対策先導区域」補注(3)を誘導区域外に独自に設

定しており，結果として，居誘区域と誘導区域外の違

いが必ずしも明確でない都市構造になっていること

が推察される． 

2) 守谷市について，各区域の設定状況を参照 31)しつつ

google maps34)で都市機能の立地を確認すると，居誘区

域内の幹線道路沿いに「アクロスモール守谷」や「ジ

ョイフル本田」などの大規模店舗が立地していること

が分かった．これらは都誘区域である守谷駅周辺から

は 1km 以上離れている．既往研究 18)によれば，守谷

市の買い物トリップにおいて都誘区域への移動はわ

ずか5％にとどまるとされ，自動車による区域内完結

型の移動が主流であることがわかる． 

図-4 発地区域別の平均人口密度と自動車利用率 

図-5 居誘区域と誘導区域外の平均人口密度と 

自動車利用率の差 
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3) 日高市についても同様に確認すると，市内最大 33)の商

業施設である「ベイシアひだかモール」（約17,000㎡）

が都誘区域から約 1.5km離れて立地している．また，

生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率が 35%を下

回るなど，そもそも自動車が利用されやすい都市構造

になっていることが推察される．逆に，誘導区域外に

おいて徒歩・自転車移動者がいる要因として，同モー

ルに隣接する「旭ヶ丘地区（市街化調整区域）」で近

年人口が増加 32)しており，これらの場所に住む人が徒

歩・自転車で移動していると考えられる． 

6．まとめ 

(1)本研究の成果 

1) 一般的に，都市機能の維持には，後背圏からの一定規

模の来訪が必要であると指摘されており 30)，実際，そ

の後背圏となる居誘区域から都誘区域へのアクセス

向上が図られている 1)．本研究の結果，居誘区域の住

民は，徒歩・自転車での移動について，居誘区域内の

施設を主な目的地としていることが明らかとなった．

これは「居住地近隣での徒歩・自転車による生活完結」

という x-minute cityの理念に合致し，住民目線では望

ましい状態である．一方で居誘区域住民は，各市町村

の立適において維持や誘導が明記された都誘区域よ

りも，これらの位置づけがない居誘区域内の施設を多

く利用しており，このことは計画と実態の乖離を浮き

彫りにしていると考えられる． 

2) 市町村別の分析について，居誘区域と誘導区域外の間

で，平均人口密度の差と，自動車利用率の差には負の

相関性がある傾向が明らかになった．すなわち，居誘

区域の人口密度が誘導区域外と比較して高いほど，居

誘区域内の自動車利用率が誘導区域外と比較して低

くなるといった相関性が示唆される． 

3) 2)の例外的に，居誘区域よりも誘導区域外で自動車利

用率が多い市町村が存在した．その中でも特に藤沢市

では，鉄道を前提としないエリアも居誘区域に含める

一方，区域外にも沿岸部津波ハザードエリアなど人口

密度が高く施設が多い地域が存在している．さらに，

市独自の「防災対策先導区域」が設定されており，結

果的に居誘区域と誘導区域外の区分が明確にならず，

都市構造の境界が曖昧になっている可能性が推察さ

れる． 

(2)本研究の限界と発展可能性 

1) 自動車利用率は30%~80％と多様な結果を捉えること

ができたものの，本研究の成果は東京都市圏に限った

成果であることに留意する必要がある．今後は，公共

交通機関のサービスレベルなどに着目して，全国的な

傾向をみていくことが期待される． 

2) 本研究では，自宅–目的地間の単発トリップのみに着

目しており，トリップチェインを含む複合的な移動行

動を対象外としている．そのため，日常生活における

実際の移動活動全体に比べて，施設集積が多い地区ほ

ど発着トリップ数を過小に評価しているといった点

に留意する必要がある．今後，トリップチェインを含

むことで，より実態に即した生活圏を把握できると考

えられる． 
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【補注】 

(1) 例えば，横須賀市は居住誘導区域の設定において，都市機能

誘導区域を含むものして設定している． 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/cof/329/documents/05

kyojuuyuudoukuiki.pdf 

(2) 本研究で対象とした市町村において，国土数値情報「医療機

関」データと各区域区分をGISで空間結合し，立地分布(付録

-ａ)を作成した． 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P04-2020.html 
(3) 防災対策先導区域：減災・防災対策を重点的に行っていく区

域として，行政が先導し，事業者や市民等と連携して，より

安全・安心な居住環境づくりを進めるエリア(P.53) 

※藤沢市立地適正化計画29)より引用 
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1. はじめに

1-1. 背景と目的 

 わが国は，特に地方都市において，人口減少や高齢化に

より地域の空洞化や衰退が進み，持続可能な地域社会の構

築が喫緊の課題となっている．こうした課題に対応するた

め，2014年に立地適正化計画制度が創設され，制度開始か

ら約 10年が経過する 2024年 12月末時点で全国 599都市

が計画を策定・公表し，地域の特性や課題に即した都市構

造の再編が全国各地で推進されている 1)．この制度は人口

減少時代におけるコンパクトで持続可能な都市構造の実現

を目指すものであり，都市機能や居住機能を計画的に誘導

することで，限られた資源を効率的に活用しようとする取

り組みである．具体的には，「居住誘導区域」や「都市機能

誘導区域」を設定し，居住や医療・商業などの都市機能を

集約することで，生活の利便性や防災性の向上を図るとと

もに将来的なインフラ維持管理の負担軽減を目指している． 

 一方で，こうした区域の設定は都市空間の再編を伴うた

め，土地利用や不動産市場に対して少なからず影響を及ぼ

す可能性がある．中でも，一定の人口密度の維持ゆえに面

的に捉えられがちな居住誘導区域の設定にあたり，外縁を

定める境界線の設定が，市民生活や土地利用，さらには不

動産市場に与えうる非連続的な影響については，十分に検

討されてきたとは言い難い．特に，都市計画上の用途地域

は土地利用に関する法的制約を伴うため，居住誘導区域の

境界線がどのような用途地域上に設定されているかを把握

することは，区域設定の妥当性や計画の実効性を検証する

上で極めて重要である．しかしながら，そもそも境界設定

について特段の規定はなく，地形や地物(字界や道路など)

を参考に設定していると思われる． 

 また，居住誘導区域の設定が不動産価格や地価などの資

産価値に影響を与える可能性は，財産権の侵害という副次

的影響のみならず，制度的介入が土地市場に与える空間的

影響，ひいては， 都市空間構造の再編成を誘導する制度の

実効性への影響という都市計画的観点からも，制度創設当

初より懸念されている 2)．特に，居住誘導区域の境界線を

挟んで外側では価格下落が，内側では人口集積に伴う価格

上昇が起こる可能性が指摘されている 3)．国土交通省も「区

域外の地価下落への懸念」に配慮を示し，自治体に対して

丁寧な区域設定と住民への説明責任を求めている．他方，

居住誘導区域はあくまで緩やかな誘導に止まるため，地価

への影響は限定的とする見方や供給制約などにより区域外

の地価が上昇する見方もある 4)．このように，不動産価格

への影響は一様ではなく，理論的にも，下落と上昇の両方

の可能性が併存しており，評価は分かれている． 

 しかしながら，居住誘導区域の境界線設定の実態や，そ

れがもたらす不動産市場への因果的な影響については，依

然として不明な点が多く，先行研究も限られる．行政判断

による区域設定の妥当性を評価し，政策の実効性を検証す

るためにも，全国的な視点から境界線の用途地域上の位置

を分析し，その内外における地価への影響を実証的に検証

することは重要な課題である． 

 そこで本研究は，全国の立地適正化計画策定自治体 343

都市を対象に，居住誘導区域の境界線とその内外隣接エリ

アに着目し，境界線を挟んだ内外の隣接エリアにおける用

途地域の指定実態を明らかにする．さらに，因果推論の枠

組みに基づき，傾向スコアマッチング法(Propensity Score 

Matching, PSM)を用いて，境界線の存在がその内外隣接エ

リアの地価に及ぼす因果的影響を実証的に明らかにするこ

用途地域に着目した居住誘導区域の境界設定とその内外隣接エリアにおける地価への因果的影響 

制度創設10年経過時点における立地適正化計画策定自治体343都市を対象にして 

Causal Impact of Residential Promotion Area Boundaries Based on Zoning Districts on Land Prices in Surrounding Areas 

 A Zoning-Based Analysis of Location Normalization Plans in 343 Municipalities a Decade After the System's Introduction 

川野裕司*・大庭哲治**・須﨑純一***・石井順恵*** 

Yuji Kawano*, Tetsuharu Oba**，Junichi Susaki***，Yoshie Ishii*** 

This study empirically investigates the boundary-setting practices of Residential Promotion Areas with a focus on 
zoning districts, as well as their causal impact on land prices in areas adjacent to the boundaries. Targeting 343 
municipalities across Japan that had formulated Location Optimization Plans approximately ten years after the system's 
introduction, the study collected and processed geographic information to construct an original analytical dataset. It 
then visualized the zoning status of areas adjacent to boundary lines and quantitatively examined the actual conditions 
of boundary designation. Furthermore, within a causal inference framework, the study employed propensity score 
matching to analyze land prices, statistically testing the differences and ratios of land prices between areas inside and 
outside the boundaries. 

Keywords: Residential Promotion Area, Boundary, Zoning District, Land Price, Propensity Score Matching 

居住誘導区域, 境界線, 用途地域, 地価, 傾向スコアマッチング法 
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とを目的とする． 

1-2. 先行研究のレビューと本研究の特徴 

立地適正化計画における居住誘導区域の設定に関しては，

これまでにも示唆に富む研究が幾つか報告されている．た

とえば，寺島ら(2018) 5)は，線引き都市を対象に，公共交通

網，人口密度構造，災害リスクの3つの指標に基づいて先

行事例を比較し，居住誘導区域の設定に関する特徴や課題

を明らかにしている．また，吉田(2018) 6)は，居住誘導区域

の面積比率に着目し，市街化区域のほぼ全域を居住誘導区

域とする自治体と，一定程度区域を絞り込んでいる自治体

を比較することで，それぞれの誘導方針の違いを分析して

いる．また，西井ら(2019) 7)は，市街化区域に対する居住誘

導区域の面積比率が大きく異なる自治体を取り上げ，区域

設定に対する考え方や条件の違いを検討している．さらに，

山田ら(2023) 8)は，埼玉県を対象に居住誘導区域内の土地利

用構成と建物密度に着目し，クラスター分析で都市空間を

類型化した上で，居住誘導区域と重ね合わせて分析を行い，

農住混在地が区域の境界付近に多く存在し，その分布には

都市ごとの差が大きいことを明らかにしている．このよう

に，居住誘導区域の設定に関する研究は一定の蓄積がある

ものの，先行研究の多くは区域設定条件を面的な視点で把

握しており，非連続的な影響が顕在化しやすい「境界線」

そのものやその周辺に着目したものは少ない．そのため，

居住誘導区域の境界線が実際にどのように設定されている

か，その実態は明らかになっていない． 

 また，居住誘導区域の設定が地価に与える影響に関する

実証研究も幾つか存在する．代表的なものとして，大橋ら

(2020) 9)と尾藤(2023) 10)が挙げられる．大橋ら(2020) 9)は，立

地適正化計画策定の前後(2014年・2019年)の地価の短期的

変化に着目し，12自治体のデータをプールして地価関数の

差異を検定している．その結果，帰無仮説(地価関数に差異

はない)は棄却されず，計画策定が地価に与える影響は存在

しないか，あっても極めて小さいと結論付けている．一方，

尾藤(2023) 10)は，北九州市を対象に2017年の居住誘導区域

設定および施策開始を処置として定義し，その影響を傾向

スコアマッチング法と差分の差分法を用いて検証している．

その結果，処置開始から 6 年後に地価が 6.3％上昇してい

ることを実証的に明らかにしている．このように，居住誘

導区域の設定が地価に与える影響については，「限定的であ

る」とする見解と「緩やかな上昇傾向をもたらす」とする

見解が分かれている．これは全国規模での包括的な実証分

析が十分に行われていないことに加え，都市特性の違いを

統制した上で，因果関係を明示的に検討した研究が少ない

ことが要因であると考えられる． 

そこで，本研究の特徴は以下の3点に整理される． 

 居住誘導区域の境界線の設定に焦点を当て，境界線近

傍における内側・外側の隣接エリアの用途地域の実態

を明らかにしている点． 

 居住誘導区域と用途地域の地理空間データが整備さ

れている線引き都市・非線引き都市の343都市を対象

に，全国規模で網羅的な分析を実施している点． 

 PSM を用いた地価分析を通じて，居住誘導区域の内

外における用途地域や立地特性の違いを統制しつつ，

区域設定の因果的影響を実証的に検証している点． 

2．基本データセットの構築 

本研究では，居住誘導区域の境界線設定の実態を把握す

るために境界線を挟んだ内外の隣接エリアにおける用途地

域の特徴を明らかにするとともに，境界線の存在がその内

外隣接エリアの地価に及ぼす影響を実証的に明らかにする．

そのため，最初に居住誘導区域と用途地域の地理空間デー

タを全国規模で取得・整備している．具体的には，2023年

に公開された「都市計画決定GISデータ全国ダウンロード

ページ(試行版) 11)」を活用している． 

対象都市の選定にあたっては，上記の地理空間データに

含まれる都市のうち，データの正確性と一貫性を確保する

ために2段階のフィルタリングを実施している．まず，居

住誘導区域は用途地域内に設定されることが原則であるた

め(1), 12)，標準偏差法を用いて白地地域にまたがって居住誘

導区域を設定している11都市を除外している．さらに，地

理空間データと自治体公表の図面を照合した結果，居住誘

導区域以外の情報(用途地域や都市機能誘導区域)が誤って

含まれていた6都市も除外している．これらの処理を経て，

最終的に343都市を分析対象として確定している． 

分析では都市特性を考慮するため，対象都市を区域区分

(線引き都市／非線引き都市) (2)，都市圏(首都圏・近畿圏・中

部圏＝三大都市圏／その他＝地方圏)，人口規模(政令市・中

核市・中都市・小都市等)の3軸で区分している．都市圏の

定義には，各整備法に基づく既成市街地および近隣整備地

帯に属する都市を採用し13)，それ以外を地方圏としている．

また，人口規模の分類には総務省の定義を用いている 14)． 

2-1. 居住誘導区域データ 

居住誘導区域の境界線に対して 50m のバッファゾーン

を設定し，その内側を「内側隣接エリア」，外側を「外側隣

接エリア」と定義している．50mの距離帯は境界線からの

隣接エリアとして，日常生活圏を構成する地域として運用

されている距離を参考にしている(3), 12), 15)．各エリアのポリ

ゴンデータを構築し，隣接エリアに重複する用途地域の面

積を算出している． 

2-2. 用途地域データ 

図-1に示す通り，内側隣接エリアと重複する用途地域(以

下，内側用途地域)と外側隣接エリアと重複する用途地域

(以下，外側用途地域)のポリゴンデータを抽出し，面積を算

出している．その際，実態を明瞭に把握するために，以下

のように分類・集約している．すなわち，第一種・第二種

低層住居専用地域を「低層住居専用」，第一種・第二種中高

層住居専用地域を「中高層住居専用」，第一種・第二種住居

地域および準住居地域を「住居」とし，これら3区分をま

とめて「住居系」と定義している．さらに，準商業地域と

商業地域を「商業系」，準工業地域・工業地域・工業専用地
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域を「工業系」としている．そして，内側・外側の境界線

隣接エリアに占める各用途地域の面積割合を，それぞれ「内

側用途地域割合」及び「外側用途地域割合」として算出し

ている．なお，後者を算出する際には，用途指定のない地

域も含めた外側の境界線隣接エリアを母数としている． 

3．用途地域に着目した居住誘導区域境界線の設定実態 

 本章では，居住誘導区域の境界線が都市計画における用

途地域とどのように関係して設定されているかを明らかに

するため，境界線の内側隣接エリアおよび外側隣接エリア

における用途地域の分布傾向を分析する．まず，全対象都

市における境界線の内側および外側の用途地域割合を示し

た積み上げ棒グラフを線引き都市と非線引き都市に区分し

て図-2および図-3に示す．また，全対象都市に加え，「線引

き都市」「非線引き都市」「三大都市圏」「地方圏」「政令指

定都市」「中核市」「中都市」「小都市等」の9区分に対して，

境界線内外の用途地域を7分類した内側用途地域割合と外

側用途地域割合を算出した結果を表-1と表-2に示す． 

3-1. 内側隣接エリアの傾向 

対象都市における住居系用途地域の割合は合計で 80.9%

と高く，居住誘導区域の境界線は，住居系用途地域に沿っ

て，あるいはその内側に設定される傾向が確認できる．特

に「低層住居専用地域」は，三大都市圏で 24.3%，政令指

定都市で22.4%と高い割合を占めており，都市圏や人口規 

図-2 線引き都市(210都市)の居住誘導区域境界線の内側・外側隣接エリアにおける用途地域の面積割合 

図-1 境界線内外隣接エリアにおける用途地域指定状況 
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表-1 都市特性別にみた内側用途地域割合 

表-2 都市特性別にみた外側用途地域割合 

模の大きい都市では，境界線の内側に低層住居専用地域が

指定される傾向が顕著である．一方で，住居地域は，非線

引き都市で45.8%，地方圏で43.4%，小都市等で44.0%とい

ずれも高い値を示し，非線引き都市や地方圏，人口規模の

小さい都市においては，より広範な住居系用途が内側に含

まれる傾向がみられる． 

工業地域については，全対象都市での割合が1.4%と低く，

工業用途は基本的に居住誘導区域の内側には指定されにく

い傾向が確認される．特に，「工業専用地域」に関しては，

全対象都市で0.0%であり，内側に工業専用地域が含まれて

いた都市は，境界線と用途地域の指定が完全には一致して

いない例に限られている．工業専用地域を居住誘導区域に

含めることには慎重な判断がなされていると推察され，実

データからも，これらの地域は区域外に位置付けられてい

ることが確認できる． 

3-2. 外側隣接エリアの傾向 

次いで，境界線外側の用途地域の傾向について分析する．

全対象都市における「用途地域なし」の割合は 57.3%と過

半を占めており，居住誘導区域の境界線が用途地域の端部，

すなわち未指定地域との境界に設定されているケースが多

いことが示されている．都市区分別に見ると，「用途地域な

し」の割合は，線引き都市で61.1%，非線引き都市で51.3%，

三大都市圏で 68.2%，地方圏で 53.7%を示している．これ

らの数値から，特に非線引き都市や地方圏においては，境

界線が用途地域の内側に設定される傾向が比較的強いこと

が読み取れる．また，外側に隣接する商業系用途地域の割

合は1.9%と非常に低く，商業系用途が居住誘導区域の外側

に含まれることは少ない．これは，商業系用途が一定の居

住密度を前提とするため，居住誘導区域の内側に含められ

る傾向が強いことを示唆している． 

4. 因果推論の枠組みを前提とした地価分析の概要とデータ

セットの構築

本章では，居住誘導区域の境界線設定が内外隣接エリア

の地価に与える因果的影響を明らかにするため，因果推論

の枠組みに基づく傾向スコアマッチング法(PSM)による地

価分析を実施する．処置群(Treatment Group)を設定した境界

線の内側，対照群(Control Group)を外側と定義し，境界線設

定以外の交絡因子を統制した上で，地価水準および変化率

の差から因果効果を推定する． 

図-3 非線引き都市(133都市)の居住誘導区域境界線の内側・外側隣接エリアにおける用途地域の面積割合 

全対象

都市

線引き

都市

非線引き

都市

三大

都市圏
地方圏 政令市 中核市 中都市 小都市等

都市数 343 210 133 85 258 16 59 64 204

低層住居専用 6.0 6.1 5.9 5.4 6.3 8.1 7.5 5.6 5.6

中高層住居専用 7.3 6.9 8.0 4.5 8.3 8.5 8.1 8.0 6.8

住居 13.4 10.0 18.8 6.8 15.6 12.3 12.0 11.6 14.5

商業系 1.9 1.6 2.3 0.5 2.3 2.5 2.0 1.4 2.0

準工業 7.4 6.8 8.4 6.6 7.7 5.8 7.6 8.2 5.8

工業 5.1 5.6 4.2 6.3 4.7 6.1 6.4 6.6 4.2

工業専用 1.5 1.9 1.0 1.7 1.4 1.9 1.8 2.1 1.2

用途地域なし 57.3 61.1 51.3 68.2 53.7 54.8 54.5 56.5 58.5

用途地域

50m外側の用途地域割合(%)

全対象

都市

線引き

都市

非線引き

都市

三大

都市圏
地方圏 政令市 中核市 中都市 小都市等

都市数 343 210 133 85 258 16 59 64 204

低層住居専用 18.0 21.0 13.1 24.3 15.9 22.4 19.5 18.4 17.0

中高層住居専用 21.2 22.8 18.8 23.7 20.4 22.1 23.7 21.6 20.3

住居 41.7 39.1 45.8 36.7 43.4 36.8 37.2 39.9 44.0

商業系 7.0 5.8 8.8 3.5 8.1 6.9 6.6 5.7 7.5

準工業 10.6 9.5 12.4 9.6 11.0 9.7 11.2 12.0 9.7

工業 1.4 1.8 1.0 2.2 1.2 2.1 1.7 2.3 1.0

工業専用 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

用途地域

50m内側の用途地域割合(%)
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PSMとは，様々な交絡因子が生じやすい条件下において，

傾向スコアを算出し，共変量のバランスを調整する手法で

ある 16)．ランダム化実験に近い比較が可能となるため，バ

イアスの低い因果効果の推定が可能となることで知られて

いる．傾向スコアとは，式(1)で算出され，共変量Xが与え

られたときに，処置Zが割り当てられる確率を指す． 

本研究では，公示地価の価格データにおいて，処置群で

ある居住誘導区域の内側をZ=1，対照群である居住誘導区

域の外側をZ=0と定義する．傾向スコアの算出には，一般

的に用いられるロジスティクス回帰モデルを採用する．マ

ッチング手法としては，PSMを用いた先行研究 17)および分

析データの特性(4)を踏まえて，キャリパー係数 0.25による

復元なし最近傍マッチング法を採用する．また，PSMを適

用した際には，処置群と対照群の共変量のバランスが適切

に取れているかを確認する必要がある．バランシングの確

認には，サンプル数に依存しない指標である標準化平均差

(Standardized Mean Difference, SMD)を用いる．算出式は式(2)

に示す通り，共変量の平均値の差をその変数の標準偏差で

割って正規化した値である．本研究は，幾つか提案されて

いるバランシングの判断基準のうち 18), 19)，標準化平均差が

0.25未満であるかを採用・確認する． 

マッチング後の地価において居住誘導区域の内外を比較す

ることで，処置群における平均処置効果(Average Treatment 

Effect on the Treated, ATT)を推定する．具体的には，内側の

地価が外側と比較してどれだけ高いかを金額ベースで示す

「内外地価差」と，内側の地価が外側に対して相対的に何％

高いかを示す「内外地価増減率」の2つの指標を推定する．

内外地価差は式(3)により算出され，内外地価増減率は地価

を対数変換した上で，式(4)で求めた𝐴𝑇𝑇𝑙𝑜𝑔を指数変換する

ことにより推定される． 

𝑁𝑇は処置群(居住誘導区域内)のサンプル数，𝑌𝑖
𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡は処置

群の地価，𝑌𝑗(𝑖)
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙は処置群にマッチングした対照群の地

価である． 

343 都市の公的土地評価情報を用いた地価分析の実施に

あたっては，国土数値情報 20)に基づく地価公示の価格デー

タ(2014～2024年)を使用する．ただし，分析にあたっては，

1)境界線から 250m以内，2)線引き都市では市街化区域内，

3)工業専用地域を除く用途地域，4)地価と境界線の自治体

コードが一致，という4条件を満たす観測点を抽出して用

いている．1)については，開発ポテンシャルの影響範囲を

想定しつつ，推定に必要となる地価公示データのサンプル

数を一定確保できる最低限の範囲であると判断したためで

ある．2)については，市街化区域と市街化調整区域の区域

区分（線引き）の影響を考慮したためである．3)について

は，用途の特殊性および需要構造の特殊性を理由としてい

る．そして，4)については，行政界が地価に与える影響を

考慮したためである．これにより，地理的条件の一貫性と

地価形成への特異要因を排除している． 

処置変数として，地価公示の価格データ以外にも，区域

内外を示すダミー変数(内側：1，外側：0)，観測点と境界線

との直線距離をデータセットとして構築している．時系列

の整合性を確保するため，居住誘導区域の策定年は，立地

適正化計画の策定年を基準とし，分析対象期間は各都市の

策定年翌年から 5 年間とする．この条件に基づき，5 年分

のデータを用いた都市は 234都市，4 年分は 4 都市，3 年

分は25都市，2年分は21都市，1年分は3都市である．な

お，立地適正化計画の策定時点では都市機能誘導区域のみ

を指定し，後日，居住誘導区域を設定している一部の自治

体もみられるが，該当都市数は少ないため，このような時

期のずれによる全体への影響は限定的と判断し，分析上許

容している． 

次いで，傾向スコアの推定に用いる共変量において，処

置の有無とアウトカムの両方に影響を及ぼす交絡因子のデ

ータセットについては，土地利用や都市基盤の実態などの

開発ポテンシャルを代表とする地価に影響を及ぼす要因を

考慮するために，国土交通省が示す「居住誘導区域の望ま

しい区域像」に準拠し 21)，生活利便性，都市機能の持続可

能性，災害リスクの低さの3つの要素に基づいて整備して

いる．具体的には，インフラ整備状況(ガス・水道・下水道)，

最寄り駅からの道路距離，バス停からの直線距離，2015年

の 500m メッシュ人口(地価公示の観測点が含まれる 500m

メッシュの人口を地価データに結合している)，災害リスク

区域(2024 年時点で，国土数値情報 20)で公開されているイ

エローゾーン及びレッドゾーンのデータ)を指標として用

いる．なお，データ分布を考慮して対数変換を行っている． 

5. 境界線内外隣接エリアの地価に及ぼす因果的影響

本研究では，まず，都市特性に基づいて対象都市を区分

し，共変量に用途地域を含めて分析する．分析対象は，全

対象都市に加えて，区域区分，都市圏，人口規模の9区分

である．続いて，全対象都市における住居系用途地域に絞

ってPSMを適用する．居住誘導区域の境界線は，住居系用

途地域に沿って，あるいは，その内側に設定される傾向が

 𝐸(𝑋) =  𝑃(𝑍 = 1 |𝑋)   (1) 

𝐴𝑇𝑇 =
1

𝑁𝑇

∑(Y𝑖
treat − Y𝑗(𝑖)

control)

𝑖∈𝑇

 (3) 

𝐴𝑇𝑇𝑙𝑜𝑔 =
1

𝑁𝑇

∑(log(𝑌𝑖
𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡) − log(𝑌𝐽(𝑖)

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙))

𝑖∈𝑇

=
1

𝑁𝑇

∑ (log (
𝑌𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡

𝑌𝐽(𝑖)
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

))

𝑖∈𝑇

  (4) 

𝑆𝑀𝐷 =
XZ=1 − XZ=0

ඨVar(XZ=1) − Var(XZ=0)
2

(2) 
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ある．そのため，同一の用途地域という条件下で内外地価

差および内外地価増減率を算出することで，用途地域の違

いによって境界線の設定が地価に与える影響を，明確かつ

定量的に評価することが可能となる．この分析においては，

共変量に用途地域は含めない．該当する分析結果は，住居

系全体，低層住居専用地域，中高層住居専用地域，住居地

域の4区分である．共変量の記述統計量を表-3に，PSM後

の標準化平均差を表-4(なお，赤字の数値は標準化平均差の

絶対値 0.25以上)に，PSMの適用結果を表-5に示す．表-5

のサンプル数は処置群と対照群の合計である．なお，マッ

チング後における都市数は，処置群または対照群のいずれ

かにサンプルが含まれる都市を対象として集計している． 

 都市特性に応じた分析では，C 統計量が 0.7 を超えてお

り，モデルとしての適合度は高い．ただし，最寄り駅・バ

ス停からの距離や 500m メッシュ人口など，一部の共変量

においては標準化平均差の絶対値が 0.25 を上回っており，

バランスが不十分なケースも確認されている．これらは，

両群間の事前の分布差やマッチングに伴うサンプル数の減

少が影響している点に留意する必要がある． 

住居系の分析では，多くの共変量でバランスが取れてお

り，C 統計量も概ね 0.7 前後であるため，モデルとしての

適合度は高く，結果は一定の信頼性を確保している． 

全対象都市における分析では，非線引き都市における内

外地価差を除き，統計的に有意な結果が得られている．境

界線の内側の地価が外側と比較して 8.2 万円高く（全都市

の平均地価は，内側：15.2万円，外側：7.0万円），相対的

には 50.2％高い水準であり，境界線内外において統計的に

有意な地価差が存在することが示されている．線引き都市

においては，境界線内側の地価が平均で 7.8 万円高く（線

引き都市の平均地価は，内側：15.3万円，外側：7.5万円），

相対的には 56.1％高い結果となり，全対象都市でみられた

傾向と類似している．一方，非線引き都市においては，内

外地価差に関するP値が0.15であり，統計的有意性は確認

されていないが，内外地価増減率では内側が 16.3%ほど高

い水準にある．非線引き都市は平均地価が低いため，地価

差では統計的有意な差異が現れていない可能性が考えられ

る． 

都市圏別の分析では，三大都市圏における内外地価差は

処置群 対照群

平均 標準偏差 平均 標準偏差

price 地価公示[円/㎡] 113254.629 269088.407 66073.130 201033.883

log_price 対数変換した地価公示[円/㎡] 11.218 0.810 10.762 0.726

station_distan

ce_log_norm

最寄り駅からの距離を対数変換

して標準化した値[m]
0.031 0.940 0.363 0.767

bus_distance_

log_norm

最寄りバス停からの距離を対数

変換して標準化した値[m]
0.016 0.963 0.335 0.984

PTN_2015_lo

g_norm

2015年の500mメッシュ人口を対

数変換して標準化した値[人]
0.049 0.724 -0.423 1.183

vect_dist_log_

norm

居住誘導区域の境界線からの距

離を対数変換して標準化した値
-0.658 0.727 -0.775 0.902

gas ガス供給がある場合1 0.735 0.441 0.605 0.489

water 水道供給がある場合1 0.997 0.055 0.995 0.072

sewer 下水道供給がある場合1 0.941 0.237 0.873 0.333

yellow_area イエローゾーンに含まれる数 0.085 0.287 0.144 0.361

red_area レッドゾーンに含まれる数 0.005 0.077 0.027 0.220

yoto_1 第一種低層住居専用の場合1 0.218 0.413 0.146 0.353

yoto_2 第二種低層住居専用の場合1 0.008 0.091 0.006 0.080

yoto_3 第一種中高層住居専用の場合1 0.168 0.374 0.121 0.327

yoto_4 第二種中高層住居専用の場合1 0.066 0.249 0.077 0.267

yoto_5 第一種住居の場合1 0.261 0.439 0.201 0.400

yoto_6 第二種住居の場合1 0.037 0.188 0.022 0.147

yoto_7 準住居の場合1 0.020 0.142 0.010 0.099

yoto_9 近隣商業の場合1 0.068 0.251 0.028 0.164

yoto_10 商業の場合1 0.084 0.278 0.029 0.167

yoto_11 準工業の場合1 0.063 0.243 0.116 0.320

yoto_12 工業の場合1 0.004 0.066 0.103 0.305

N サンプル数 22,515 4,223

変数名 定義[単位]

表-3 共変量の記述統計量 

標準化平均差

全都市
線引き
都市

非線引き
都市

三大都市圏 地方圏 政令市 中核市 中都市 小都市等 住居系
低層

住居専用
中高層
住居専用

住居

station_distance_log_norm -0.56 -0.55 -0.25 -1.11 -0.37 -0.28 -0.52 -0.34 -0.29 -0.20 -0.24 -0.18 -0.19

bus_distance_log_norm -0.33 -0.36 -0.16 -0.75 -0.26 -0.24 -0.26 -0.26 -0.19 -0.14 -0.26 -0.29 -0.05

PTN_2015_log_norm 0.20 0.21 0.13 0.59 0.10 0.09 0.21 0.19 0.44 0.13 0.02 0.27 0.10

vect_dist_log_norm 0.24 0.15 0.27 0.45 0.23 0.12 0.28 0.01 0.23 0.14 0.01 -0.01 0.23

gas 0.06 0.07 0.07 0.09 0.00 0.05 0.01 0.06 0.12 0.06 0.02 0.03 -0.01

water 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01

sewer 0.02 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.09 0.03 0.01 0.02 0.01

yel_area_0 0.05 0.04 -0.05 -0.01 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 -0.01 0.03 0.01

yel_area_1 -0.05 -0.04 0.04 0.01 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 ― -0.03 -0.01

yel_area_2 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 ― 0.00 0.00

red_area_0 -0.01 0.00 ― 0.01 ― ― ― -0.01 ― 0.00 -0.01 0.00 0.00

red_area_1 0.01 0.00 ― -0.01 ― ― ― 0.01 ― 0.00 0.01 0.00 0.00

red_area_2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

yoto_1 -0.01 -0.01 0.00 -0.12 -0.05 -0.01 -0.05 0.01 -0.04 ― ― ― ―

yoto_2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 ― ― ― ―

yoto_3 -0.03 0.00 0.09 -0.08 -0.01 -0.03 0.01 0.04 0.03 ― ― ― ―

yoto_4 -0.03 -0.04 0.00 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 ― ― ― ―

yoto_5 -0.04 -0.06 -0.14 -0.13 -0.01 0.03 0.02 -0.02 -0.10 ― ― ― ―

yoto_6 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 ― ― ― ―

yoto_7 0.01 0.00 0.05 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 ― ― ― ―

yoto_9 0.08 0.06 0.05 0.00 0.05 -0.01 0.07 0.03 0.08 ― ― ― ―

yoto_10 0.07 0.10 -0.02 0.44 0.07 0.07 0.02 0.03 0.07 ― ― ― ―

yoto_11 -0.05 -0.06 -0.01 -0.06 -0.04 -0.02 -0.09 -0.04 0.00 ― ― ― ―

yoto_12 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.00 ― ― ― ―

共変量

表-4 共変量の標準化平均差 
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25.3万円，内外地価増減率は77.8％と非常に大きいのに対

し，地方圏では内外地価差が 1.7 万円，内外地価増減率は

19.4％にとどまっており，明確な差異が認められる．これに

より，人口が集積する三大都市圏では，居住誘導区域内の

地価が顕著に高い傾向があることが示唆される． 

人口規模別の分析では，人口が多い政令指定都市におい

ては内外地価差が10.2万円と高い水準であるのに対し，中

核市，中都市，小都市では内外地価差が2.4万円から3.5万

円程度と概ね3万円前後にとどまっている．すなわち，金

額ベースでは，人口 50 万人以上の政令指定都市では三大

都市圏と同様，居住誘導区域内の地価が顕著に高い傾向が

みられる一方，人口 50 万人未満の都市では大きな地価差

は観察されない．一方，内外地価増減率に注目すると，小

都市等で相対変化率が 65.2％と高水準であるため，居住誘

導区域の境界線設定が比較的低水準の地価に対して大きな

相対的プレミアムをもたらしている可能性が示唆される．

以上の結果は，区域区分，都市圏，人口規模といった都市

特性により，居住誘導区域内外における地価動向に差異が

生じることを定量的に裏付けるものである． 

 次に，住居系に絞った分析では，全ての結果が統計的有

意であることを示している．住居系全体では，境界線内側

の地価が外側と比較して平均 2.2 万円高く，相対的には

34.4％高い水準にある．住居系の内訳における内外地価差

は，中高層住居専用地域で 3.9 万円，低層住居専用地域で

2.8万円，住居地域で1.8万円となっている．また，内外地

価増減率は，中高層住居専用地域で 44.9％，低層住居専用

地域で 38.8％，住居地域で30.4％であり，内外地価差と同

様の傾向が確認されている． 

6. おわりに

本研究は，用途地域に着目した居住誘導区域の境界設定

とその内外隣接エリアにおける地価への因果的影響を実証

的に明らかにすることを目的に，制度創設 10 年経過時点

における全国の立地適正化計画策定自治体343都市を対象

に，地理情報データを収集・整備し，独自の分析データセ

ットを構築した．その上で，居住誘導区域の境界線隣接エ

リアにおける用途地域の指定状況を可視化し，境界線の設

定実態を定量的に明らかにした．さらに，因果推論の枠組

みのもとで，PSMを用いた地価分析を行い，境界線の内外

隣接エリアでの地価の差異や比率を統計的に検証した． 

その結果，居住誘導区域の設定実態として，用途地域に

沿って居住誘導区域の境界線が設定されているエリアは，

対象都市全体の 57.3%を占め，過半数に及ぶことを明らか

にした．また，内側隣接エリアにおいて，低層住居専用地

域，中高層住居専用地域，住居地域を合算した住居系用途

が平均で 80.9%を占めており，住居用途の用途地域の境界

線に沿う，あるいは，その内側に居住誘導区域の境界線が

設定されている傾向が示された．一方，外側隣接エリアで

は，商業系用途の割合が極めて低く，商業地域を外側とし

た境界線設定は行われていない傾向にあることを明らかに

した．さらに，工業用途に着目すると，工業専用地域と工

業地域を外側に配置するかたちで，居住誘導区域の境界線

が設定されている実態を明らかにした． 

また，居住誘導区域の境界設定による地価への因果的影

響について，本研究の推定結果は，非線引き都市の内外地

価差を除き，境界線内側の地価が外側よりも統計的有意に

高いことを明らかにした．全対象都市において，境界線内

側の地価は外側と比較して平均 8.2 万円高く，比率として

50.2％のプレミアムが認められた．特に，三大都市圏や政令

指定都市など，人口集積が進む都市においては，内外地価

差が顕著に大きい傾向にあることを明らかにした．非線引

き都市では，内外地価差の推定結果が統計的有意ではない

一方で，内外地価増減率は統計的有意であることを明らか

にした．住居系用途に限ってみると，境界線内側の地価は

外側よりも平均 2.2 万円高く，比率では 34.4％のプレミア

ムがあることを明らかにした． 

本研究で得られた知見は，全国レベルでの居住誘導区域

における境界設定の実態を明らかにした数少ない実証研究

として，学術的にも政策的にも意義深いものである．とり

わけ，都市類型の違いや境界設定における多様な戦略の存

表-5 平均処置効果の推定結果 

内外地価差 内外地価増減率

平均処置

効果(円/㎡)
標準誤差 P値

平均処置

効果(%)
標準誤差 P値

全都市 0.76 26,738 6,568 343 270 81,865 10,957 0.00 50.2 0.02 0.00

線引き都市 0.77 22,962 5,614 210 185 77,971 10,937 0.00 56.1 0.02 0.00

非線引き都市 0.74 3,776 934 133 81 3,898 2,722 0.15 16.3 0.04 0.00

三大都市圏 0.86 10,475 992 85 51 252,796 50,060 0.00 77.8 0.06 0.00

地方圏 0.72 16,263 5,554 258 208 17,152 1,982 0.00 19.4 0.02 0.00

政令市 0.76 7,269 2,134 16 16 102,126 18,877 0.00 50.0 0.03 0.00

中核市 0.80 10,274 2,508 59 59 34,611 3,980 0.00 40.9 0.03 0.00

中都市 0.82 4,504 922 64 61 23,648 2,556 0.00 44.8 0.04 0.00

小都市等 0.78 4,691 956 204 125 25,961 2,714 0.00 65.2 0.05 0.00

住居系 0.66 20,002 4,846 338 249 22,408 1,464 0.00 34.4 0.02 0.00

低層住居専用 0.72 5,750 1,260 218 117 28,015 3,757 0.00 38.8 0.04 0.00

中高層住居専用 0.67 6,114 1,612 247 137 38,557 3,222 0.00 44.9 0.03 0.00

住居 0.66 8,138 1,936 305 182 18,797 2,049 0.00 30.4 0.03 0.00

都市数

(マッチング後)
対象 C統計量

サンプル数

(マッチング前)

サンプル数

(マッチング後)

都市数

(マッチング前)
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在を理解する上で有用な視座を提供している．これらの成

果は，都市の成長方向や土地利用の変化を踏まえて適切な

居住誘導区域を設定する際，あるいは制度創設から 10 年

を経てその効果や境界線内外への影響を再評価し 22)，境界

設定の見直しを行う局面において，用途地域との整合性や

境界線近傍の地価差に着目した具体的かつ丁寧な検討を促

すとともに，単なる境界の『線』ではなく，その線が都市

構造や土地市場とどのように関係しているかを空間的・経

済的に捉えることが必要であるという有益な示唆を与える

ものと考える． 

【補注】 

(1) 線引き都市では，既に用途地域が設定されている市街化区域内に居

住誘導区域を設定することが求められる．一方，非線引き都市では，

居住誘導区域を用途地域内に設定する義務はないものの，多くの都

市が線引き都市の基準に準じて，用途地域内に設定している． 

(2) 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線

引き」と呼び，これが実施されている都市は一般に「線引き都市」と

される．本研究では，「都市計画決定GISデータ全国ダウンロードペ

ージ」の「公表自治体及び掲載データ一覧」に基づき，区域区分デー

タがある都市を線引き都市，それ以外を非線引き都市と分類してい

る．ただし，市町村合併などにより，線引き都市であっても非線引き

都市に分類されている場合がある点には留意が必要である． 

(3) 市街化区域の拡大に関連する都市計画法第34条第11号では，市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成する地域の基準として，建築物

の連たん距離を50mと定める自治体が多い．また，用途地域におけ

るただし書き許可(建築基準法第 48 条)の公聴会の通知範囲も，50m

圏内とする例が多く見られる． 

(4) サンプル数が十分にあり，処置群の方が対照群よりもサンプル数が

多いため，両群のサンプルの不均衡が生じにくく，検出力の低下も

最小限に抑えられる．ただし，マッチングされないサンプルが多い

点には留意が必要である． 

(5) 本論文の第一著者について，所属先の見解を示すものではなく，筆

者個人の見解であることを明記する． 

【参考文献】 

1) 国土交通省, 立地適正化計画の作成状況, 

https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/content/001876614.pdf, 最終閲覧

2025年4月7日. 

2) 衆議院国土交通委員会ニュース 平成26.4.9 第186回国会第9号, 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/Honb

un/kokudo18620140409009.pdf/$File/kokudo18620140409009.pdf, 最終

閲覧2025年4月20日. 

3) 公益財団法人日本住宅総合センター, (2024).「都市・居住機能のコン

パクト化施策に関する調査 報告書」, 

https://www.hrf.or.jp/webreport/pdf-report/pdf/compactcity.pdf, 最終閲覧

2025年4月20日. 

4) 国土交通省第11回都市計画基本問題小委員会 (2019年3月29日),

第10回小委員会における主なご意見,

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001319703.pdf, 最終閲覧

2025年4月20日. 

5) 寺島 駿, 松川寿也, 丸岡 陽, 中出文平, 樋口 秀 (2018), 「線引き地

方都市における３指標を基にした居住誘導区域の指定に関する即地

的研究」, 都市計画論文集, Vol.53 No.1, pp.76-84. 

6) 吉田克己 (2018), 「人口減少社会と都市法 ―立地適正化計画の制

度と実態―」, 土地総合研究, 2018年冬号147, pp.147-159. 

7) 西井成志, 真鍋陸太郎, 村山顕人 (2019), 「立地適正化計画における

居住誘導区域設定の考え方とその背景-市街化区域に対する居住誘

導区域の面積比率が対象的な自治体の比較を通じて-」, 都市計画論

文集, Vol.54 No.3, pp.532-538. 

8) 山田拓実, 岡澤由季, 稲垣遥大, 成澤拓実, 岡村幸樹, 竹内萌恵, 薄井

宏行 (2023), 「土地利用の構成と建物密度および人口密度からみる

居住誘導区域の特徴‐埼玉県を対象としたケーススタディ‐」, 都

市計画論文集, Vol.58 No.3, pp.516-522. 

9) 大橋瑞生, 清水宏樹, 谷口 守 (2020), 「地価に見る立地適正化計画

制度の短期的な影響に関する-考察」, 日本不動産学会学術講演会論

文集, Vol.36, pp.1-8. 

10) 尾藤皓太朗 (2023), 「居住誘導施策が地価に与えた影響-北九州市に

おける実証分析-」, 環境心理学研究，Vol.11 No.1，p.25. 

11) 国土交通省, 都市計画決定GISデータ全国データダウンロードペー

ジ, https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html，最終

閲覧2025年4月14日. 

12) 国土交通省, 「中間とりまとめ骨子（案）参考資料」, 

https://www.mlit.go.jp/common/001294229.pdf, 最終閲覧2024年3月

25日. 

13) 国土交通省, 当該事業における「三大都市圏」に該当する市町村一

覧, https://www.mlit.go.jp/common/001126007.pdf，最終閲覧日2025年

1月31日. 

14) 総務省, 令和4年版地方財政白書 用語の説明，

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/r04data/2022data/y

ougo.html，最終閲覧2025年1月31日. 

15) 国土技術政策総合研究所, 第4章 建築基準法第48条ただし書許可, 

https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1123pdf/ks1123_10.pdf, 最終

閲覧2024年3月25日. 

16) たとえば, Haiyan Bai, M. H. Clark (著), 大久保将貴, 黒川博文 (訳) 

(2023). 「傾向スコア」, 共立出版. 

17) 佐藤徹治, 原祐樹, 名越綾香 (2020), 「立地適正化計画に基づく居住

誘導施策検討の実態と富山市における施策効果の分析」, 都市計画

論文集, Vol.55 No.3, pp.561-568. 

18) Normand, S. L. T., Landrum, M. B., Guadagnoli, E., Ayanian, J. Z., Ryan, T. 

J., Cleary, P. D., and McNeil, B. J. (2001). “Validating recommendations for 

coronary angiography following an acute myocardial infarction in the elderly: 

A matched analysis using propensity scores,” Journal of Clinical 

Epidemiology, Vol.54, pp.387-398. 

19) Stuart,E.A. (2010), “Matching Methods for Causal Inference: A Review and 

a Look Forward,” Statistical Science, Vol.25 No.1, pp.1-21. 

20) 国土数値情報ダウンロードサイト, https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/, 最終閲覧

2025年1月27日. 

21) 国土交通省都市局都市計画課 (2025). 「立地適正化計画の手引き

【基本編】令和7年4月改訂」, 

https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/content/001741220.pdf, 最終閲覧

2025年4月13日. 

22) 国土交通省都市局都市計画課 (2024). 「立地適正化計画の手引き

【資料編】令和6年4月改訂」, 

https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/content/001745585.pdf, 最終閲覧

2025年4月7日. 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-696-



*正会員：経済産業省／東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻（Ministry of Economy, Trade and Industry / The University of Tokyo） 

**正会員：東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻（The University of Tokyo）

***正会員：東京大学空間情報科学研究センター（The University of Tokyo）

1. 研究の背景と目的

1-1. 洋上風力発電における漁業・地域との共生の論点

 日本における再生可能エネルギーの導入拡大に向けた政

策の一環として、2019年4月に「海洋再生可能エネルギー

発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(1)

（以下「再エネ海域利用法」という。）が施行され、洋上風

力発電の案件形成に関する制度が整備された。同法では、

発電事業を実施する海域を国が「促進区域」(2)として指定し、

発電事業者を公募して総合評価により選定すること、国・

都道府県・基礎自治体（市町村）のほか漁業団体等の利害

関係者(3)を構成員とした協議会（以下「法定協議会」とい

う。）を組織すること等を規定しており、既に発電事業者が

選定された促進区域も複数存在している。 

 今後も洋上風力発電の案件形成が進展していくと想定さ

れるが、その際に重要なのが、どのような形であれば、洋

上風力発電と漁業・地域が共生できるかという論点である。

その一つの在り方として、再エネ海域利用法の運用では、

公募で選定された事業者は発電事業と併せて漁業・地域と

の共生に向けた取組（以下「共生策」という。）の実施を必

須としており、共生策の提案内容は事業者公募における評

価項目の一つになっている(4)。 

共生策は、主として漁業振興と地域振興に大別される。

促進区域の指定前の段階で、地元側の協議会構成員（漁業

団体と基礎自治体）の意向を踏まえつつ、法定協議会にお

いて共生策の大まかな方向性を整理し、それを踏まえ公募

に参加する事業者が共生策の具体案を検討する。例えば、

新潟県村上市及び胎内市沖の選定事業者は、漁業振興のほ

か、新産業育成・雇用創出、人材育成・教育、観光振興、

地域生活支援といった分野の内容を提案している(5)。 

また、選定事業者は発電事業によって得られる利益の地

域への還元を目的に、一定の金額を「地域共生基金」（以下

単に「基金」という。）として拠出することが求められ、こ

の基金が共生策を実施するための財源として機能する。そ

して、実際に実施する共生策の内容は、漁業団体や基礎自

治体との協議を踏まえ、固めていくことになる。 

 この運用は「区域指定ガイドライン」(6)に基づくもので、

発電事業者や法定協議会、共生策、基金の相互関係を整理

すると図１のとおりである。 

1-2. 問題の所在と本研究の目的 

基金は共生策を実施する原資であり、それが有限である

以上、どの共生策にどの程度を配分するか意思決定する必

要がある。このことは、基金で実施する共生策の内容と配

分の在り方をめぐって、海域と陸域の当事者間で利害対立

を引き起こす可能性があることを意味する。 

実際に、一部の法定協議会のやりとりでは、漁業団体か

らは漁業振興の用途に、基礎自治体からは地域振興の用途

に対して基金の拠出を求める場面も見受けられる(7)。しか

し、基金の配分について制度上の決まりはなく、あくまで

地域内での協議に委ねられている(8)。 

もし、基金の配分をめぐる問題によって漁業団体（海域）

と基礎自治体（陸域）との間で対立が生じ、それが長期化

すれば、地域共生に関する具体的な協議が進展せず、その

分だけ機会損失を生むことになる。このような状況は、ど

の立場の当事者も望まないはずである。 

これを回避するには、漁業団体と基礎自治体の双方の歩

み寄りが必要だが、そのためには両者が、相手側も基金の

配分に関与するに足る相当の事情があると認識することが

不可欠と考えられる。 

 社会心理学の研究では、共有財（commons）の管理に対

する正当性を、共有財に関与する権利への承認可能性と定

洋上風力発電に伴う地域共生基金をめぐる当事者の制度的正当性 

海域及び陸域の当事者が有する権利利益の法解釈学的分析 

Institutional legitimacy of players to local co-existence fund from offshore wind power project 

Legal interpretational analysis of rights and benefits held by players acting on sea and land area 

小林 寛*・樋野 公宏**・浅見 泰司*** 

Hiroshi Kobayashi*, Kimihiro Hino**, Yasushi Asami*** 

This study analyses the institutional legitimacy of players regarding the allocation of local co-existence fund from 
offshore wind power project, and presents following items as policy norms. [1] “Eligibility of plaintiff” (having legally 
protected rights and benefits, and being affected by wind turbines located on sea area) and “Unavoidability of losses” 
(socioeconomic losses are certainly unavoidable) are the requirements for institutional legitimacy. [2] On the sea area, 
rights and benefits related to fishery fulfill the requirements. On the land area, landscape benefits held by local residents 
may fulfill the requirements. [3] Taking into account the views of supreme court precedent, it can be interpreted that 
when landscape benefits have not been publicly formalized, rights and benefits related to fishery (with economic 
actuality) should be given more consideration than landscape benefits. 

Keywords: Act on the Utilization of Sea Areas for Renewable Energy, Legal syllogism, Policy norm, Compensation 

for losses, Compensatory mitigation, Landscape benefit 

再エネ海域利用法、法的三段論法、政策規範、損失補償、代償措置、景観利益 
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義 1)した上で、「制度的正当性」（法規的又は社会的な制度

で担保された正当性）と「認知的正当性」（信頼や専門性の

ような個人の主観的評価に依拠する部分が大きく、制度的

な基盤に乏しい正当性）の区別が指摘されている 2)。そし

て、ある者の認知的正当性を、別の者が制度的正当性の欠

如から否定する事例が存在することを踏まえ、正当性の相

互承認の重要性も指摘されている 3)。 

このうち認知的正当性は、個人の価値観や利害によって

少なからず影響を受け、妥当性の検証には各案件の個別事

情や文脈を丁寧に精査することが求められる。一方、制度

的正当性については、前提となる制度や法令等から一般論

を客観的に検証することができ、これによって相互理解を

促すことが期待される。すなわち、制度的正当性を客観化

する作業は、両者が真摯に協議するために前提となる認識

を合わせる役割を果たすものである。 

 そこで本研究は、基金の配分をめぐり利害対立が生じ得

る海域と陸域の当事者間の協議に関して、法解釈学的な観

点から両者の制度的正当性を客観化し、共通認識となるべ

き事項を導出すること、及びそれらを総括した政策規範を

定立することを目的とする。 

2. 関連研究の整理と本研究の位置付け

洋上風力発電に関わる利害関係を扱った研究は、既に多

くの洋上風力発電所が存在する欧州を中心に、海外では

様々なものが見受けられる。 

例えば、漁業者は風車立地による漁業生計の喪失を懸念

しており、漁業者の雇用と収入の確保が対立緩和に有効と

したもの 4)、漁業に対して適切な配慮が行われているか、

分配的正義・手続的正義・認知的正義の要素から検証する

枠組みを提案したもの 5)がある。また、広く地域社会にお

ける便益という観点で、コミュニティ、影響認識、利益配

分の相互関係を考察し、コミュニティにおける便益の意味

と制約を明確化すべきことを示したもの 6)もある。 

 日本での研究では、本研究が土台とする法定協議会に着

目したものとして、法定協議会が設置される前段階での事

前調整に着目したもの 7)、法定協議会で議論された共生策

の地域間比較を行ったもの 8)、洋上風力発電に関わる広い

意味での利害関係を分析し、協議会構成員との比較や制度

の在り方について言及したもの 9)がある。 

 これらに対して本研究が対象とする利害関係は、洋上風

力発電に総論では賛同する地域内の当事者間における対立

を扱っている点で論点が異なり、その上で基金の配分に関

わる制度的正当性に着目する点に本研究の特徴がある。基

金配分協議での対立の長期化による弊害が想定される中、

その解消を図るための知見を提供する本研究には実践的な

面でも必要性がある。また、対象とする権利の法的根拠を

確認する作業は、例えば声の人格権 10)や出自を知る権利 11)

といった法学関連分野の既存研究にも見られ、本研究はこ

の観点でも新たな学術的知見を提供するものといえる。 

3. 研究の方法

本研究では、法律上の権利利益を根拠に制度的正当性を

客観化し、当事者間での協議の際に認識されるべき事項を

導くため、関係法令や判例（事実上の拘束力として考慮さ

れる裁判の先例）を基に、以下の手順で分析する。 

3-1. 海域及び陸域の当事者と権利利益の整理 

 洋上風力発電に関わる海域及び陸域の主要な当事者と、

それらの者に関わる権利利益の位置付けを整理する。なお、

促進区域と風車の位置関係は図２のとおりである。 

3-2. 法的三段論法の概念を用いた論証 

裁判では、制定法の条文等の解釈を通じて一般的・抽象

的な文言で表現される法規範を定め、それを事件の内容に

当てはめて判決を導くという推論形式が用いられる。法解

釈学ではこの手法を法的三段論法と呼ぶ。本研究では法的

三段論法の概念を用いて、海域と陸域の当事者の制度的正

当性を客観化する。以下では、永島12)による解説を参考に、

法的三段論法の要点を整理する。 

a) 大前提・小前提・結論

法解釈によって「P ならば Q」という規範が見出された

とする。これは、Pという法律上の要件事実に対して、Qと

国
都道
府県

漁業
団体

基礎
自治体

発電
事業者

発電
事業者

発電
事業者

(2) 促進区域に指定 【国】

(1) 協議会意見とりまとめ 【協議会】

協議会における合意事項をとりまとめた文書
※ その他の利害関係者や学識経験者も
協議会構成員として参加

○○県○○市沖における協議会
（法定協議会）

「地域の将来像」
• 発電事業と漁業・地域との共存共栄の
絵姿について整理したもの

• その地域の特色を反映し、想定される
共生策の例を併記する
→主に漁業振興と地域振興で分類

(3) 発電事業者の公募 【国】
（公募占用指針の公示）

(4) 公募に参加 【発電事業者】
（公募占用計画の提出）

提案検討の
前提条件

＜Ⅰ．発電事業者の選定前＞

国
都道
府県

漁業
団体

基礎
自治体

選定
事業者

共生策に関する提案内容
（漁業振興・地域振興）

拠出

地域共生基金

実施の
財源

※ 基金額の算定式（参考）

＝区域の発電設備出力(kW)×250(円/kW)×30［円］

＜Ⅱ．発電事業者の選定後＞

※ (1)～(4)は時間的な順序を表す

協議 協議

共生策の内容と基金配分
の在り方をめぐり利害対立
が生じる可能性

※ 「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン（2024(令和6)年4月改訂）」（区域指定ガイドライン）を基に作成

図１ 主な協議会構成員及び事業者と法定協議会・共生策・基金との相互関係 
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いう法律上の効果が発生すべきことを意味するもので、こ

のようなルール構造のことを法的三段論法における「大前

提」という。そして、大前提における要件（P に相当する

部分）を「小前提」といい、その小前提に基づいて生じる

効果（Qに相当する部分）を「結論」という。 

法的三段論法を用いて判決理由を説明する場合、対象と

なる事件を審理する上での「大前提」となる法規範を示し、

当該事件の具体的事実が大前提における「小前提」に該当

するか否かの精査を通じて、いかなる「結論」に至ったか

を論証する流れとなる。 

b) マクロ正当化・ミクロ正当化

裁判では結論に至る論理の正当性を論証することが必要

だが、その論証過程を「マクロ正当化」と「ミクロ正当化」

という２つのレベルに区別する視点が存在する 13)。 

「マクロ正当化」は、法的三段論法における「大前提」

と「小前提」の正当性を論証するプロセスである。制定法

や判例を基に法規範を導く過程を法解釈と呼び、「大前提」

の正当化は法解釈によって行われる。すなわち、法文を別

の表現で言い換えて法が意味することを明確化し、対象事

件に適用することの妥当性を説明する。「小前提」の正当化

は証拠から事実を認定する過程を指し、裁判では証拠が持

つ価値（証明力）を考慮して事実を推認する。 

「ミクロ正当化」は、「大前提」と「小前提」から「結論」

を導く推論の適切性を説明する過程をいう。つまり、法的

三段論法を通じた個別事案の論証がこれに対応する。 

c) 本研究における論証の対象

本研究は具体的な個別事案を分析するのではなく、海域

と陸域の当事者の制度的正当性に関する一般論を客観化す

るものである。そのため、「ミクロ正当化」にあたる作業は、

個別事案の具体的な事実関係が小前提に合致するかを検証

する必要があり、本研究の対象にはそぐわない。 

したがって、本研究では「マクロ正当化」を分析の対象

とし、次の２点について論証する。 

[1] 「大前提」である「PならばQ」という法規範を定立

するとともに、その法規範によって制度的正当性を説

明することの妥当性を論証する。 

[2] 「小前提」である P の部分、すなわち制度的正当性

を有するための要件に対し、当事者はいかなる理由か

ら該当し得るかを論証する。 

d) 法解釈における価値判断と「反論可能性」の観点

法規範を導くための法解釈の方法論に関して、解釈を行

う者による価値判断と客観性の問題が法解釈学上の論点と

して存在し、本研究も同様の問題を抱えることになる。法

解釈は一義的なものではなく、様々存在し得る法規範の中

から特定のものを選び出す作業であり、その選択には価値

判断が介在する。これが客観性をどのように説明できるか、

法学者によっても異なる見解が示されている 14)。 

本研究では、平井の理論 15)に依拠する。これは、「客観的

に妥当な価値判断」を先天的に（アプリオリに）規定する

ことはできず、客観的に妥当か否かは事後的にのみ、かつ、

その解釈が生き残った場合にのみ知り得るという考え方で

ある。その際、主張は反論を受け付けられる論理構造であ

ること、すなわち「反論可能性」を備えることが求められ

る。反論の手がかりとなる視点を多く提供し、反論に対す

る再反論を通じて「生き残る」ことへの努力に裏付けられ

た解釈論が「良い法律論」とされる。 

3-3. 協議における政策規範の定立 

 前述の方法によって導出された事柄を総括し、当事者間

で協議を進める際の共通認識となるべき事項を政策規範と

して定立する。政策規範は、議論の適切さ・望ましさを判

断するための価値基準であり、意見の不一致が珍しくない

価値の問題について、無用の混乱や過度な価値対立を防ぐ

という交通整理の役割が期待されるものである 16)。 

4. 海域及び陸域の当事者と権利利益の整理

4-1. 海域

a) 「海は誰のものか」に関する一般原則

海の法的な位置付けとして、最高裁昭和61年12月16日

第三小法廷判決（田原湾干潟事件）において、「海は、古来

より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてき

たところのいわゆる公共用物であつて、国の直接の公法的

支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないも

のであるから、そのままの状態においては、所有権の客体

たる土地に当たらない」とする見解が示されている 17)。す

なわち、海は実質的に国有財産の一種と解され(9)、かつ公共

用物であるため、広く一般公衆が海を利用できるというの

が権利関係の前提にある。 

一方、所有権以外の物権が海域に存在することは否定さ

れておらず、現に漁業権のように物権とみなすことが法定

された権利も存在する。つまり、海は所有権的には国に帰

属し、一般公衆も利用可能という点で公共的な財産といえ

るが、海域によっては特定の者の物権的権利が存在する可

促進区域

占用の範囲

⚫ 促進区域自体は漁業の操業
や航行を制限しない

⚫ 発電設備設置や維持管理
等に必要な範囲

⚫ 促進区域内の海域に設定

陸域海域

風車（発電設備）

図２ 促進区域と風車（占用範囲）の位置関係 
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能性があり、それらの権利への配意が求められる。 

b) 漁業権

漁業権は、漁業法に基づき、一定の水面において排他的

に特定の漁業を営む権利（免許）を付与する制度で、漁業

の内容に応じて共同漁業権・区画漁業権・定置漁業権の３

種類に大別される。また、漁業権はあくまで対象水面での

漁業を排他的に営む権利であり、漁をする場所（漁場）そ

のものを排他的に支配する権利ではなく、免許を受けた漁

業を妨げる行為（漁業権侵害）に該当しない限り、対象水

面内で他の活動を行うことが可能とされる(10)。 

漁業法第 77 条では、漁業権を物権とみなして土地に関

する規定を準用する旨が定められている。また、第177条

第13項第2号において、免許権者（都道府県）が漁業権の

変更や取り消し、行使停止を命じた場合、それによって生

じた損失を漁業権者に補償しなければならない旨を規定し

ている。つまり、漁業権は物権的請求権が付与された財産

的権利として位置付けられる。 

漁業権のうち共同漁業権は、沿岸から沖に向かって数キ

ロメートル程度の海域で面的に設定されているため(11)、領

海内での洋上風力発電の立地検討の際に、多くの場合、共

同漁業権との競合が問題となる。現在の案件は、共同漁業

権が設定されている海域の内部ないしは一部重複する範囲

が洋上風力発電の候補海域となる例が多く、ゆえに該当の

漁業権を免許されている漁業団体（漁業協同組合）が利害

関係者として扱われている。 

なお、漁業権の関連として入漁権がある。他の漁業団体

が有する漁業権の水面において漁業を営むことができる権

利で、漁業団体間の契約に基づき設定される。入漁権も物

権とみなすことが漁業法第98条で規定されている。 

c) 許可漁業・自由漁業

漁業権に基づく漁業の他にも、許可漁業（農林水産大臣

又は都道府県知事の許可を得た特定の者のみが操業できる

種類の漁業）や自由漁業（許可を要しない種類の漁業）が

存在する。しかし、これらはあくまで特定種類の漁業を営

むことが認められているということであって、漁業権のよ

うに特定の海域における漁業活動を法的に保護するもので

はなく、漁業権漁業とは権利性に違いがある。 

一方、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」及び「公共

用地の取得に伴う損失補償基準細則」（昭和 37年 10月 12

日及び昭和 38 年 3 月 7 日用地対策連絡会決定、以下「損

失補償基準及び細則」という。）では、「漁場の全部又は一

部が失われ、漁業権等の行使ができなくなること」を補償

の対象としており、文章中の「漁業権等」は漁業権や入漁

権に加えて「その他漁業に関する権利」も含むとしている。

「その他漁業に関する権利」は、許可漁業と自由漁業のう

ち「当該漁場において反復継続して営んでいること等当該

漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟

しているもの」とし、すなわち許可漁業や自由漁業につい

ても損失補償の対象になり得ることを意味する。 

ただし、許可漁業と自由漁業は、操業していれば損失補

償の権利を当然に有する訳ではなく、「社会通念上権利と認

められる程度にまで成熟しているもの」とあるように、長

年にわたり当該漁場において漁業を営み、経済的利益を享

受している実績が必要とされる 18)。この点は、再エネ海域

利用法上の「利害関係者」として法定協議会の構成員にな

り得るかという判断とも連動すると考えられる。 

d) 海洋レジャー

漁業以外での海域の利用形態として海洋レジャー（海に

関わる余暇活動）があり、具体的にはサーフィン、ダイビ

ング、ボート・ヨット等が挙げられる 19)。a)のとおり海は

公共用物として一般公衆に解放されているため、レジャー

目的で海域を来訪する者も、漁業と同様に海の利用から利

益を受けている当事者とみることができる。 

一方、損失補償基準及び細則では「補償を受ける者」を

「権利者」と規定しており(12)、この趣旨は、単なる「反射

的利益」（法令が行政権の行使に制約を課した結果、第三者

が反射的にたまたま受ける利益）を現に享受しているにす

ぎない者には損失の補償を行わない旨を明らかにしたもの

と解説されている 20)。海洋レジャーは法的な権利として位

置付けられたものではなく、あくまで国の海洋管理上の結

果として自由にレジャーが可能ということであって、それ

は反射的利益とみるのが妥当と考えられる。 

e) 航路（海上交通）

促進区域の指定基準の一つとして、船舶の航路に支障を

及ぼさないことが要求されている(13)。そのため、風車の立

地箇所の検討の際に考慮されるべき要素であり、その観点

から、促進区域の指定前から存在する航路は再エネ海域利

用法によって保護される利益を有するといえる。 

しかし、航路の場合、海域から水産物を漁獲することで

利益を得る漁業とは異なり、目的地間の旅客又は物資の運

送から利益を得るものであり、「船舶が通行できる状態」が

法律で保護される利益である。すなわち、現存する航路事

業の目的地への通行を確保することが再エネ海域利用法上

要求される事項であり、権利の財産的価値への影響が論点

となる漁業とは異なると考えられる。 

4-2. 陸域 

a) 地域住民が有する環境面の権利利益

北村 21)による環境法学の説明によれば、生命・健康・財

産に関する個人の権利には、憲法上の人格権・財産権に基

づく法的保護が与えられ、その侵害には裁判を通じて差し

止めができる。これに対し、「環境が良好な状態に維持され

ること」それ自体を個人の権利とみなして、広く環境の改

変に対して訴訟を提起できるとする環境権の考え方も提唱

されているが、裁判所は過去の裁判例で環境権に総じて否

定的な見解を示しており、環境権を個人の権利として主張

することに理論的難点があるとされる。一方、個人の権利

としてではなく、民主的手続を経て社会的に決定された共

同利益として環境の利益を捉え、それを公共政策の中で実

現を求める権利が人々にはあるとされる。 

すなわち、人格権や財産権の保護を超える環境面の権利
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利益については、その地域の住民の共同利益として規定さ

れることが必要と考えられる。 

b) 基礎自治体の位置付け

法定協議会は住民ではなく基礎自治体が構成員となって

いるが、特定の利害関係者と異なる立場で法定協議会に参

画する基礎自治体はどのような位置付けなのであろうか。

この点について、国の見解では、「法律に特別の定めがない

場合において、地域の中でどのように意見集約や意思決定

を行うのかは、地方自治の観点から、その地方公共団体の

運営に委ねられるものと考えられ」、協議会構成員である

「市町村長の意思決定に係る判断が尊重されるべき」こと、

及び「地域の代表による意思決定は間接民主制に則った民

主主義の一形態」という考え方が示されている(14)。 

これを踏まえれば、住民の選挙によって選ばれた基礎自

治体の首長（市町村長）は、地域住民の共同利益としての

権利利益を代表する存在と解される。 

5. 法規範の定立（「大前提」の論証）

5-1. 法規範の構成

3-2.で示した方法に基づき、当事者の制度的正当性を検

証するための法規範を定立するとともに、その法規範の考

え方と妥当性を以下に論証する。 

まず、法規範を「ある当事者の権利利益が「原告適格性」

（Eligibility of plaintiff）と「損失の不可避性」（Unavoidability 

of losses）の両方を満たすならば、その者は基金の配分に関

与する制度的正当性を持つ」と規定する。 

 この考え方は、「代償ミティゲーション」（compensatory 

mitigation）の概念を参照したものである。代償ミティゲー

ションとは、開発行為における環境保全措置の一種として、

開発に伴い消失する自然生態系を人為的に復元又は創造す

ることをいい、環境影響の回避や低減を図ってもなお残る

悪影響を代償する行為を指す。米国ではミティゲーション・

バンキングの制度がある 22)ほか、日本でも環境影響評価法

に基づく基本的事項の環境省告示(15)で「代償措置」として

規定されている。代償ミティゲーションは環境保全の概念

ではあるが、土地収用等において金銭による損失補償が制

度化されている点を考慮すれば、社会経済的な側面でも代

償の考え方は整合すると考えられる。 

 基金は共生策の原資として拠出され、共生策を通じて新

たな価値を創出することをねらいとしている。このような

制度趣旨を踏まえれば、基金と共生策は洋上風力発電に伴

う社会経済的な損失の代償措置として捉えることができる。

その際、どのような権利利益が代償の対象となるのかとい

う法規範上の要件への該当性が問われ、それが基金の配分

に関与する制度的正当性を説明する論拠となる。 

5-2. 「原告適格性」要件 

 １点目の要件である原告適格性は、行政事件訴訟法にお

ける抗告訴訟の原告適格の概念を準用するものである。原

告適格とは、行政による処分等を不服として訴訟を提起で

きる資格をいい、同法では該当の処分等に関して「法律上

の利益を有する者」が訴えを起こすことができる旨を定め

ている。このため、行政訴訟では原告適格への該当性自体

が裁判上の争点として扱われることが少なくない(16)。 

この「法律上の利益を有する者」について、最高裁昭和

53年 3 月 14 日第三小法廷判決（主婦連ジュース事件）で

は、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された

利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」

をいい、「法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権

利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の

行使に制約を課していることにより保障されている利益」

であり、「反射的利益とは区別されるべきもの」とする見解

が示されている 23)。この解釈は当該訴訟だけでなく、その

後の行政訴訟の原告適格に関する最高裁判例でも先例とし

て引用されている 24)。 

これを踏まえ、本研究の洋上風力発電の議論に類推適用

すると次のようになる。すなわち、ある当事者の有する権

利利益が法律上保護されるものであり、それが促進区域内

に風車が設置されることによって影響を受ける場合、その

権利利益は「原告適格性」の要件を満たすと判断する。 

5-3. 「損失の不可避性」要件 

２点目の要件である損失の不可避性は、不確実な損害等

に対する賠償請求との区別を準用するものである。 

損失補償基準及び細則の基となる「公共用地の取得に伴

う損失補償基準要綱」（昭和 37 年 6 月 29 日閣議決定）で

は、第41条で「事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音

その他これらに類するものによる不利益又は損失について

は、補償しない」とし、事業損失に対しては損害賠償とし

て扱う立場を取るものとされている 25)。つまり、事業の実

施による副次的な不利益や損害は、私法上の損害賠償とし

て認められることはあっても、財産の徴収や制限による損

失の補填を目的とする損失補償には含むべきではなく、そ

のため損失補償の対象とはしないというものである。 

一方、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行に

ついて」（昭和37年6月29日閣議了解）では、損害等が社

会生活上受忍すべき範囲をこえる場合には損害賠償が請求

され得ることを念頭に、「これらの損害等の発生が確実に予

見されるような場合には、あらかじめこれらについて賠償

することは差し支えない」として、事業損失を補償するこ

とを排除していない。実際に土地収用法第93条では、収用

した土地の近隣において事業に関連する対策工事が必要な

場合、その工事費用を事業の実施者（起業者）は補償しな

ければならない旨を規定している。 

したがって、事業損失に対する補償は、事業との関連性

を踏まえ「損害等の発生が確実に予見される」か否かで対

応が分けられる。言い換えれば、事業損失の発生が確実と

はいえない場合、損害等が発生した事実を根拠に不法行為

による損害賠償請求として処理すべきと解される。 

これを踏まえ、本研究の洋上風力発電の議論に類推適用

すると次のようになる。すなわち、促進区域内に風車が設

置されることにより、ある当事者の有する権利利益におい
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て財産価値又は法的利益の損失の発生が確実に予見され、

それが回避不可能な場合、その権利利益は「損失の不可避

性」の要件を満たすと判断する。他方、損害等の発生が確

実とはいえない（損害事象の発生が不確実である）場合は

本要件を満たさないものとする。 

6. 要件への該当性の検証（「小前提」の論証）

5.で示した法規範を踏まえ、海域と陸域の当事者が有す

る権利利益が「原告適格性」及び「損失の不可避性」の要

件に合致するか否かを以下に論証する。 

6-1. 海域 

a) 漁業

原告適格性の観点では、漁業権は漁業法で物権とみなす

ことが規定された法律上の権利である（4-1.b)参照）。その

ため、風車を漁業権の範囲内に設置するのであれば、その

漁業権を有する漁業団体は原告適格性を満たすといえる。 

他方、漁業権以外の漁業に関しては、特定の海域におけ

る漁業活動を法的に保護するものではなく、その海域にお

ける漁業の利益が「社会通念上権利と認められる程度にま

で成熟」している場合に、損失補償の対象として認めてい

るものである（4-1.c)参照）。これは、慣習上の利益を一種の

物権的権利とみなしていると考えられるが、慣習に基づく

利益は民法第175条の物権法定主義を踏まえてどのように

解すべきか、法学上でも見解が分かれている 26）。 

しかし、上述の取扱いを損失補償基準及び細則に規定し

運用している実態を考慮すれば、そのこと自体が損失補償

における慣習といえる。そして、民法第92条の「法律行為

の当事者がその慣習による意思を有しているものと認めら

れるときは、その慣習に従う」を踏まえれば、該当する漁

業団体を利害関係者として協議会構成員に含めている事実

をもってその慣習に従っていると推認できるといえよう。

ゆえに、当該漁場で成熟した操業実績を有する漁業団体も

原告適格性を満たすとみるのが妥当である。 

損失の不可避性の観点に関しては、風車の設置箇所周辺

の海域において、漁船の航行や漁具の運用といった漁業の

操業活動に対し物理的な干渉が生じることは明白である。

漁業権又は成熟した実績のある漁場の範囲内に風車を設置

する場合、その海域での操業可能範囲の減少という形で機

会損失を与えることは原理的に回避できないものであり、

そのため損失の不可避性を満たすといえる。 

b) 海洋レジャー

ある海域で海洋レジャーを行える状況は国の海洋管理上

の結果として得られる反射的利益であり（4-1.d)参照）、反

射的利益は法的に保護される利益とは区別されている（5-

2.参照）。したがって、反射的利益としての海洋レジャーは

原告適格性を満たさないといえる。 

c) 航路（海上交通）

航路に支障を及ぼさないことが促進区域の指定基準とし

て要求されており、風車の設置が船舶の運航に対し何らか

の影響を与え得る場合は原告適格性を満たすといえる。 

しかし、航路に対して再エネ海域利用法に基づき保護さ

れる利益は、目的地間での旅客又は物資を運送することで

得られる利益であり、船舶が安全に通行できる状態を確保

することである（4-1.e)参照）。そのため、風車を海域に設置

しても船舶が通行できる状態が確保されているのであれば、

保護される利益に対して損失が生じるものではなく、損失

の不可避性は満たさないといえる。 

6-2. 陸域 

a) 生活環境影響（騒音等）

一般論として、住民の人格権に対して風車の設置に伴う

生活環境影響（騒音等）の議論が想起され得る。しかし、

これらは環境影響評価手続の中で調査・予測し、その上で

回避や低減等の必要な措置を取ることとされ、そもそも悪

影響の発生を抑止することが求められるものである。また、

損失補償の考え方に照らすと、発生の不確実な影響に対し

ては損失補償の対象とはしない扱いとされている（5-3.参

照）ため、損失の不可避性は満たさないといえる。 

b) 景観利益

陸域が影響を受け得る他の観点として、景観の要素が考

えられる。近年の洋上風力発電用タービンの出力の大型化

に伴い、風車の高さ（ブレード最高点）が海面から200mを

超える機種が中心となっており(17)、風車の離岸距離が近い

ほど必然的に視覚的影響が避けられないものとなる。この

点について、日本の案件は海外と比較して風車の離岸距離

が近いことが指摘されており 27)、日本で計画中の案件のう

ち一部の区域を対象にシミュレーションによる視覚的影響

評価を行った研究 28)では、視覚的影響が大きい眺望地点が

都市内部に広く存在することを示している。 

風車の大型化が既定路線であることを踏まえれば、沿岸

部を中心とした現行の案件形成においては、海域に設置さ

れる風車によって地域の景観に何らかの影響を与え得ると

みるのが妥当である。その上で、景観に与える「影響」が

地域において社会経済的な「損失」となる部分があると判

断されるならば、景観に関する権利利益は損失の不可避性

を満たすといえる。ただし、対象案件における視覚的影響

の程度、地域における景観の態様や社会的位置付け等を勘

案して、景観の変化に対する「影響」を「損失」とみるか

は論点と考えられる。その点、景観への心理的な価値から

損失を捉える議論が想定され得る。 

原告適格性の観点からは、景観に関する住民の権利利益

が法律上保護されるものであるかが論点となる。これに関

して、最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決（国立マ

ンション事件）において、「良好な景観に近接する地域内に

居住し、その恵沢を日常的に享受している者」が有する「良

好な景観の恵沢を享受する利益」を「景観利益」と定義し、

その景観利益は「法律上保護に値する」とする見解が示さ

れている 29)。この判決は、景観が客観的価値を有している

場合にはその景観利益が個人に帰属し得ること、土地所有

者等の地権者に限らず景観利益の主体を比較的広く認めた

ものとされている 30)。 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-702-



すなわち、法律上保護される利益として景観利益が地域

住民に存在し得るとともに、基礎自治体は住民の景観利益

を代表する立場として原告適格性を満たすといえる。 

ただし、上述の判決は、地域住民の景観への意識が高く

景観保護の活動が行われてきた歴史的経緯や、現に良好な

景観が形成されていること等を考慮した結果として、景観

利益を認めたという背景に留意が必要である。また、景観

利益について「私法上の権利といい得るような明確な実体

を有するものとは認められず、景観利益を超えて「景観権」

という権利性を有するものを認めることはできない」とし、

「景観利益の保護とこれに伴う財産権等の規制は、第一次

的には、民主的手続により定められた行政法規や当該地域

の条例等によってなされる」と判示している。 

これらの趣旨を踏まえれば、景観利益が住民の共同利益

として公的に形式化されていない場合、景観利益に相対す

る財産的権利の方が優先されるとみるのが妥当である。 

7. 本研究の結論と政策規範の定立

本研究では、基金の配分をめぐり利害対立が生じ得る当

事者間での協議に関して、対立の長期化を回避するために

相互理解を促すものとして、法解釈学の概念を用いて制度

的正当性を客観化するための枠組み（法規範）を新たに提

示した。この枠組みに従って、制度的正当性の要件を満た

す権利利益を整理したのが図３である。 

 最後に、以上の内容を総括し、議論を交通整理するため

の価値基準となる政策規範を以下のとおり定立する。 

[1] ある当事者が有する権利利益が法律上保護されるも

のであり、海域に風車が設置されることで影響を受け

（原告適格性）、かつ、その影響によって生じる社会経

済的な損失が回避できない（損失の不可避性）ならば、

代償措置としての共生策の前提となる、基金の配分に

関与する制度的正当性を有する（5.参照）。 

[2] 海域では、漁業団体が原告適格性と損失の不可避性

の両方を満たす（6-1.参照）。漁業権以外の漁業の原告

適格性は、風車を設置する海域での漁業の利益が社会

通念上権利と認められる程度にまで成熟している必要

があり操業実態に依存するが、法定協議会の構成員で

あることをもって推認されると考えられる。 

[3] 陸域では、良好な景観に近接する地域内に居住し、そ

の恵沢を日常的に享受している者（＝住民）が有する

景観利益（良好な景観の恵沢を享受する利益）は法律

上保護に値し、基礎自治体は住民が有する景観利益を

代表する立場として原告適格性を満たす（6-2.参照）。

損失の不可避性は、視覚的影響の程度や地域での景観

の社会的位置付け等を基に判断されるが、景観の変化

を心理的な損失として捉える議論が想定され得る。 

[4] 最高裁の判例では、景観利益は「景観権」というよう

な明確な実体を有するものとは認められておらず、景

観利益の保護に伴う財産権等の規制は、第一次的には、

民主的手続により定められた行政法規や条例等による

ものとされる。したがって、景観利益が住民の共同利

益として公的に形式化されていない場合には、陸域の

景観利益よりも海域の漁業に関する権利利益（経済的

実態を持つ財産的権利）の方がより配慮されるべきと

解釈できる。 

 本研究で示した政策規範は、当事者間で合意点を見出す

ための議論の基礎として提供されることで、対立の解消に

向けた論点を明確にする役割を果たす。そして、各当事者

が自身に関わる要素だけでなく、洋上風力発電との共生に

向けてどのような共生策が実施されるべきか、そのために

基金はどう配分されるべきか、という地域全体を俯瞰的に

捉える視点を持つ契機になることが期待される。 

また、本研究で示した政策規範を定立する枠組みは、例

えば、公共施設の再編により政策的配慮が必要となる当事

者の特定と優先順位付けの検討など、都市計画において生

じる利害調整の場面にも応用が可能と考えられる。 

8. 今後の課題

本研究では「漁業」を海面漁業に限定しているが、一部

の区域では法定協議会の構成員に内水面漁業も参画してい

る例が存在する。内水面漁業の操業は河川等の内水域であ

り風車が設置される海域ではないため、この点から損失の

促進区域

占用の範囲

⚫ 促進区域自体は漁業の操業
や航行を制限しない

⚫ 発電設備設置や維持管理
等に必要な範囲

⚫ 促進区域内の海域に設定

その他漁業に関する権利 【海】

⚫ 当該漁場において反復継続して営んでいること等、当該漁業の利益が社会通念上権利
と認められる程度にまで成熟しているもの
［公共用地の取得に伴う損失補償基準及び細則］

漁業権（共同漁業権）【海】

陸域海域

景観利益 【陸】

⚫ 良好な景観に近接する地域内に居住し、その
恵沢を日常的に享受している者が有する景観
利益（良好な景観の恵沢を享受する利
益）は、法律上保護に値する

⚫ 景観利益を超えて「景観権」という権利性を
有するものを認めることはできない

⚫ 景観利益の保護に伴う財産権等の規制は、
第一次的には、民主的手続により定められた
行政法規や条例等によってなされる

［最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決］⚫ 一定の水面において特定の漁業を排他的に営む権利（沿岸数km程度の範囲）
⚫ 漁業権は物権とみなす［漁業法］

図３ 政策規範の構成要素となる権利利益（「原告適格性」と「損失の不可避性」を満たすもの） 
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不可避性を満たさないことになる（回遊性魚類への風車の

生態影響等は不確実な要因であり、6-2.a)と同様）。一方、内

水面漁業も「漁業」の共生策として含まれている例を踏ま

えると、内水面漁業の解釈は今後の課題である。 

【留意事項】 
 本論文の筆頭著者（小林）は過去に経済産業省の再エネ海域利用法担当部
署で勤務した経験を有するが、本論文は職務外の研究に基づくものであり、
経済産業省の見解や行政解釈を意味しないことに留意されたい。 

【補注】 
(1) 2025年3月7日に再エネ海域利用法の改正法案が閣議決定され、法律名
を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」として改める
ほか、排他的経済水域における発電設備の設置を許可する制度の創設等
が盛り込まれている。一方、本研究の内容は領海内の案件を対象としてお
り、改正事項に直接影響を受けるものではない。 

(2) 法律上の正式名称は「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」であ
り、同法第8条（改正法第10条）第1項に規定する基準に適合すると認めら
れる海域について、経済産業大臣及び国土交通大臣は促進区域として指定す
ることができる。国の公募で選定された発電事業者は、当該促進区域での発電
設備の設置について、最長で30年の占用許可を受けることが可能となる。 

(3) 本研究の「利害関係者」は、再エネ海域利用法に基づく扱いを指す際に
用い、一般的な意味での利害関係の場合は「当事者」の語を用いる。 

(4) 公募における評価は、事業実現性に関する技術点とkWh当たりの供給価格
に基づく価格点からなり、事業実現性評価のうち「地域との調整、地域経済等
への波及効果」に関する評価項目の一つに「周辺航路、漁業等との協調・共生」
がある。詳しくは「一般海域における占用公募制度の運用指針」を参照。 

(5) 「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会再生可
能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会洋上風力促進
ワーキンググループ 交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進
小委員会 合同会議（第24回, 2024年4月24日）」資料3-3（村上胎内洋
上風力コンソーシアム提出資料）の「4．地域共⽣策」を参照。 

(6) 「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」を
指し、2024(令和6)年4月改訂では法定協議会や基金等の地域共生に関す
る内容について大幅に加筆された。 

(7) 例えば、新潟県村上市及び胎内市沖における協議会（第２回）では、基
金の使途について、漁業団体は漁業関連の様々な取組に活用することを
要望する一方、基礎自治体は漁業だけでなく地域の活性化や産業振興等、
様々な主体に還元されていくことが求められる旨を発言している。 

(8) 北海道檜山沖における協議会（第２回）において、基金の管理に関して
地元側の構成員が質問した際、事務局（経済産業省）から、透明性の確保
が重要としつつ、「国において基金の管理方法についてこうすべきという
特段の意向は無い。地域振興と漁業振興への配分割合も含め、地域の状況
に応じた最も相応しい管理方法を地域関係者、漁業関係者間で入念に議
論を行い決めていただきたい」旨を回答している。なお、檜山沖ではその
後に漁業振興と地域振興の基金配分割合は８対２を基本とすることで決
着した（「北海道檜山沖における協議会意見とりまとめ」を参照）。 

(9) 国有財産という解釈は、本研究が対象とする領海内の海域を指す。排他
的経済水域の場合、国は管轄権を有するが（国連海洋法条約に基づく沿岸
国の主権的権利）、国有財産法は適用外と解されている。 

(10) 水産庁ホームページ「漁業権について」を参照。 

(11) 共同漁業権の設定範囲は一律ではなく、地域差が顕著である。 

(12) 損失補償基準及び細則では「損失の補償は、第５章に規定する場合を
除き、土地等の権利者に対してするものとする」とあり、第５章は「土地
等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」として、隣接土地に関す
る工事費の補償、少数残存者補償、離職者補償を対象としている。 

(13) 再エネ海域利用法第8条（改正法第10条）第1項第2号において、「当
該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障
を及ぼすことなく、海洋再生可能エネルギー発電設備を適切に配置する
ことが可能であると認められること」と規定されている。 

(14) 「山形県遊佐町沖の促進区域の指定の案に対する利害関係者からの意
見書の要旨及びこれに対する考え方」（資源エネルギー庁ホームページ）
内の番号１の回答を参照。 

(15) 「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する
基本的事項」（制定：平成9年12月12日環境庁告示第87号、最終改正：
平成26年6月27日環境省告示第83号）を参照。 

(16) 『行政判例百選Ⅱ 第８版』（有斐閣）では原告適格の判例で10事例を
取り上げており、争点として扱われることの多さが伺える。 

(17) 例えば、「2050年カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方
検討会 ～基地港湾の配置及び規模～」（国土交通省港湾局, 2022年2月検

討会とりまとめ資料）では、15MW 風車の海面からブレード最高点まで
の高さを約244～258mとしている。 
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1．はじめに

1.1. 研究の背景

近年、スタジアムやアリーナを核としたまちづくりが注

目を集める 1)一方、公費を投入したスタジアム・アリーナ

建設に対してはその公共性や費用対効果をめぐる批判もあ

る 2)。スポーツ庁 3)が記すように、これらの施設を利用する

プロスポーツクラブは自治体や議会、市民の理解を得る必

要があり、そのためには行政と共通の視座を持ち、社会課

題の解決に貢献する公共的な役割が求められている。 

中でもサッカー・Ｊリーグは発足当初より各クラブ（以

降「Jクラブ」）に「ホームタウン活動」と呼ばれる地域貢

献活動を求め、更に近年では教育や防災など分野横断的な

社会連携の取り組み（「シャレン！」）が展開されるなど、

地域においてプロスポーツが担う社会的役割は拡大し、地

域社会、特に地方行政との連携は重要性を増している。 

実際に、地方自治体のスポーツ政策の目的がスポーツ振

興からスポーツによる地域振興やまちづくりに変化してい

ることは明らかになっている 4)。その一方で、プロスポー

ツクラブの社会的役割や地域社会に与える効果・価値につ

いての研究はこれまでにもされてきた 5)ものの、行政との

関係性や社会課題を踏まえて地域貢献活動の効果について

分析した研究はされてこなかった。 

このような背景から、プロスポーツクラブの地域貢献活

動がどのように公共政策と連動し、社会課題の解決に対す

る実効性を持ち得るのかについて実証的に検討する必要が

ある。特に、スタジアム・アリーナ建設に対する公費投入

への批判が見られる地方都市においては、少子高齢化や人

口減少に伴い、空き地・空き家の増加に伴う立地誘導や公

共交通の縮小など都市計画に関する課題が顕在化しており、

スタジアムやアリーナ等のスポーツ施設に関しては地域と

一体となった開発・整備が求められ都市計画との整合性を

持たせる必要も論じられている 6)ことを踏まえれば、都市

整備分野におけるプロスポーツクラブと行政の連携に着目

することは、都市政策や地域ガバナンスの研究に対して重

要な示唆を与えるものと考えられる。 

1.2. 研究の目的 

 以上より本研究の目的は、プロスポーツクラブの地域貢

献活動を「行政の課題認識・要請に応え、地域の社会課題

解決に資する活動」と捉え、とりわけ地方都市で顕在化す

る都市計画的課題に対応する活動に着目し、その意義と課

題を明らかにすることである。そのため、以下1～3の小目

的を設定する。 

1. 地方行政におけるプロスポーツの政策的な位置付けを

整理するとともに、プロスポーツクラブに期待されて

いる役割について分析を行う。 

2. J クラブと地方行政の協業における連携分野や背景等

を明らかにし、行政が認識する地域課題および、1 で

示すプロスポーツクラブに期待されている役割との整

合性を検討する。 

3. 地域課題の解決を可能とする協業のあり方についてク

ラブ・行政の双方の視点から分析する。 

1.3. 既往研究の整理と本研究の位置付け 

 都市計画・まちづくり分野におけるプロスポーツについ

ては3つの方向性から研究がされてきた。 

１つ目に、スポーツクラブと自治体・政策との関係性に

ついて、スポーツ政策を補完・実行する主体としてのクラ

ブチームを研究したものや 7)、スポーツ推進計画を材料と

して Jクラブに関する施策や官民連携（PPP）の目的につい

て分析したもの 8)9)、クラブと自治体の関係深化に関する概

念モデルを作成したもの 10)などがある。また地方自治体に

まちづくりにおけるプロスポーツの位置付けと課題解決に向けた取り組みの実態に関する研究 

- 地方自治体と Jリーグクラブの協業を対象に -

Study on the status of professional sports in community development and the reality of efforts to solve problems 

Focusing on the collaboration of J-League clubs with local governments 

髙橋俊哉*・井上拓央**・中島弘貴**・梁イェリム**・古賀千絵***・新雄太**・渡部一郎**・小泉秀樹** 

Toshiya Takahashi, Takuo Inoue, Hiroki Nakajima, Yang Yerim, Chie Koga, Yuta Shin, Ichiro Watanabe, Hideki Koizumi 

In order to demonstrate their value, professional sports clubs need to play a public role by collaborating with local 
governments and solving local social issues. Through the analysis of local government plans, the government expects 
sports clubs to play roles of “medical care, health, and education,” “regional revitalization,” and "local community”. 
On the other hand, there are some differences between the actual status of Home Town activities of J-League clubs and 
the description in the plans through the analysis of questionnaire. The interview surveys revealed that professional sports 
clubs contribute to solving social issues in a wide range of fields including urban development by utilizing their own 
resources and are actively involved in promoting policies. 

Keywords: Professional Sport, Public-private Partnership, Local Government Plan, Sports facilities, Home Town 

プロスポーツ, 官民連携, 地方行政計画, スポーツ施設, ホームタウン 
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おけるスポーツ政策の展開に関する研究もされており、総

合計画やスポーツ振興計画におけるスポーツ政策の位置付

けを明らかにしたうえで、自治体による分野横断的な政策

展開がされていることが明らかになった 4)11)。 

 まちづくりの中にプロスポーツを位置付けた既往研究に

ついてはスタジアムなどのハード面を通じた研究が為され

ている。プロ野球のスタジアムを対象に立地特性を分析し

たもの 12)や、J リーグのスタジアムを対象に都市計画上の

立地特性を分類したもの 6)、政策過程の観点からまちづく

りと整合性を持つスポーツ施設の整備計画を論じたもの13)、

J クラブによる試合観戦者のモビリティ・マネジメントに

ついて分析したもの 14)15)などがこれに当たる。 

 最後に、J クラブが行う地域貢献活動の評価も為されて

きた。コミュニティ形成 5)や地域活性化の観点 16)から評価

したもののほか、近年では社会的投資収益率（SROI）を用

いた効果の定量化の試み 17)もされている。 

 以上のように、プロスポーツと地方自治体の関係性を捉

える研究は様々な角度からされてきたが、その関係性を踏

まえて地域に与える影響について論じた研究は見られない。

地域貢献活動の評価もクラブ側の視点からの分析に留まっ

ており、行政が課題認識を踏まえクラブとの連携をどのよ

うに構築しているのかという視点は十分に扱われていない。

プロスポーツを都市計画・政策の中に位置づけた上で、地

域社会の課題に対する行政の認識との関連性という観点か

らクラブと行政の協業を分析する点に本研究の学術的意義

がある。 

2．研究の構成と手法 

2.1. 研究の構成 

 本論文は全6章から構成される。第2章では研究全体の

構成および手法について記述する。第3章では、1.2.で提示

した目的のうち1つ目に即して「行政計画におけるスポー

ツの位置付けとプロスポーツの役割」に対応し、書誌分析

を通じて行政計画におけるプロスポーツの記述を分析し、

その位置付けを明らかにする。第4章ではその結果を踏ま

え、Jクラブが行っている行政との協業について、Jクラブ

関係者へのアンケート調査結果をもとに全体像を把握する。

第5章では、都市整備分野における協業事例を対象に、ク

ラブ・自治体・関連する民間企業へのインタビュー調査に

よる具体的な協業の実態分析を行う。最後に、第6章では

各章の分析の成果を総括し、自治体との協業を通してプロ

スポーツクラブが地域社会に対して果たし得る役割と、そ

の実務的な意義について考察する。 

2.2. 書誌分析の対象と手法 

 第3章では、総合計画と都市計画マスタープランでのプ

ロスポーツに関する記述を整理し、地方行政におけるプロ

スポーツの位置付けについて分析を行った。これらは地方

行政の都市整備やまちづくりに関する上位計画として地域

の社会課題を反映したものであり、プロスポーツクラブが

貢献すべきと認識されている分野を確認することができる

と考えたため、分析の対象とした。 

研究目的に沿い、対象を地方都市に限定するため、Jクラ

ブの本拠地（クラブ本部・スタジアム所在地）が置かれて

いる自治体のうち、政令指定都市および三大都市圏の中心

を構成する東京都・愛知県・大阪府の自治体を除く40自治

体を研究対象とした。2024年 12月 1日の時点で施行され

ており、各自治体のウェブサイトに掲載されている計画を

閲覧し、スポーツに関する記述を抜粋した。 

2.3. アンケート分析の対象と手法 

 第 4 章では、J クラブにおける自治体との協業に関する

アンケート調査を行った。対象としたのは、全60クラブの

うちクラブ本部・スタジアム所在地がいずれも政令指定都

市に位置するクラブ、三都府県のクラブを除いた 35 クラ

ブである(1)。対象クラブに対しては、2024年12月に郵送・

ウェブサイトからの問い合わせ・メールにて同一の質問事

項を送付した。 

2.4. ケーススタディの対象と手法 

 第5章では、都市整備分野において自治体との協業を実

施している3クラブ（ガイナーレ鳥取、鹿児島ユナイテッ

ドFC、FC今治）および協業相手である地方自治体（境港

市、鹿児島市、今治市）ならびに連携企業（Community 

Mobility 株式会社）に対してインタビュー調査を実施し、

協業の実態を明らかにした。調査概要は表-1の通りである。 

 これら3事例はアンケート調査の結果から抽出した。都

市計画的課題が顕在化する地方都市において拠点開発・交

通施策といった「都市整備」分野の活動を行い、地域の課

題解決に取り組んでいる点で先進事例であると言える。 

3．行政計画におけるプロスポーツの記述に関する分析 

3.1. 総合計画におけるスポーツ 

 3 章では行政計画の分析を行い、政策におけるスポーツ

及びプロスポーツクラブの位置付けを明らかにする。まず

本項では総合計画におけるスポーツに関する記述について、

スポーツの役割が期待される分野とプロスポーツに関する

施策、及びクラブに関する記述の有無を整理した。なお総

合計画における政策分野は「医療・心身の健康・教育」「地

域活性化」「地域交流」「市民生活・環境」「都市整備」の5

つに分類する。 

 対象自治体の総合計画においてスポーツに期待される役

割は 3 つに分類された。1 つ目は「医療・心身の健康・教

育」に寄与する役割で、40自治体中36自治体（90.0%）で

表-1 インタビュー調査実施概要 
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見られた。2 つ目は「地域活性化」に寄与する役割で、37

自治体（92.5%）で見られた。3つ目は「地域交流」に寄与

する役割で、26自治体（65.0%）で見られた。 

プロスポーツに関する施策として複数自治体で見られた

ものは「観戦機会の提供」（19自治体/41.3%）「スポーツ団

体との連携」（38自治体/82.6%）「プロチームへの支援」（13

自治体/28.3%）であった。対象自治体の多くではプロスポ

ーツクラブの存在が示され、うち30自治体（65.2%）では

クラブ名が明記されていた。表-2のように13自治体（32.5%）

ではプロスポーツに求める役割が記述されていた。 

細田 4)が示したように、地方自治体は健康などスポーツ

本来が持つ効果だけでなく、地域交流や地域活性化など副

次的にもたらされる社会的役割にも注目しており、表-2で

示した通り、プロスポーツクラブもそれらの目的達成を補

完する事業主体として期待されている。クラブの役割につ

いての記述は自治体によって多様であるが、クラブに期待

する役割が明記されている場合、クラブが取り組む事業や

社会課題についても明瞭になっていると言える。 

3.2. 都市計画マスタープランにおけるスポーツ 

 都市計画マスタープランにおけるスポーツおよびプロス

ポーツの記述はスタジアム・競技場・スポーツ施設に関す

るものが多く、17 自治体（42.5%）ではスタジアムや施設

がスポーツ・賑わい拠点として位置づけられている。一部

の自治体ではクラブ名が明記され、ハード面に依らないク

ラブの貢献の重要性が示されているものの、クラブ名が明

記されている事例は総合計画と比べ限定的である。 

 一方、スタジアムを中心としたまちづくりの効果を最大

化するためには、公共交通等によるアクセシビリティにも

留意しつつ立地特性も踏まえた上で周辺地域と一体的な整

備・開発を行う必要性が説かれている 5)。そこで、スタジ

アム等のスポーツ施設を含む周辺地域の地区別計画も参照

し、交通施策の有無を確認した。その結果、スタジアムが

立地する 36 自治体のうち、スタジアム周辺の交通施策が

記述されているのは21自治体（58.3%）であった。そのう

ちスタジアムに至る動線・交通計画について明確に記述さ

れているものは表-3 で示す 13 自治体（36.1%）であった。 

 地方都市においては都市域の縮減に伴う立地誘導や、公

共交通の縮小が社会課題となっていることが多く、本研究

で対象としたクラブの本拠地のうちいくつかでもこうした

課題への言及が見られた。Jクラブはスタジアムの利用者・

管理者という立場も有しており、スタジアム等のスポーツ

施設が地域の活性化拠点として計画中に示されていること

や、スタジアム周辺の交通計画について記述がみられるこ

とからは、スタジアムを核とした都市整備分野においても

クラブが何らかの役割を果たす可能性が示唆される。しか

しながら、計画の記述からは Jクラブの具体的な関与や行

政との連携内容を読み取ることができなかった。 

4．Jクラブによる行政との協業の全体像の把握 

4.1. アンケート調査概要 

 本章では Jクラブが行政との協業で実施している地域貢

献活動の全体像把握を目指し、クラブへのアンケート調査

を実施した(2)。前章の書誌分析より、プロスポーツクラブは

「医療・心身の健康・教育」「地域活性化」「地域交流」分

野での役割を求められており、また「都市整備」分野でも

地域への寄与が期待されている可能性が示唆されたため、

アンケートにより明らかにすることを目指した。アンケー

トの概要は表-4 の通りである。対象 36 クラブのうち、13

クラブ（36.1%）から回答が得られた。 

4.2. アンケート調査結果 

アンケート結果のうち、自治体との協業事業を行っている

分野についてまとめたものが図-1 である(3)。分野としては

「医療・健康・教育」「地域活性化」分野が多く、次いで「市

民生活・環境」分野の事業が多かった。一方、行政計画に

おいてスポーツは「地域交流」「都市整備」分野における役

割が期待されていたことが示唆されたが、本アンケートで

の結果からはこれら分野における Jクラブと自治体との協

業は少ないということが明らかになった。 

J クラブの協業事業は概ね行政が認識する課題認識に沿

表-2 総合計画におけるJクラブに関する記述 

表-3 都市マスにおけるスタジアム周辺の交通計画 

表-4 アンケート調査実施概要 

方法 質問項目

質問項目の送付
（郵送、メール、ウェブサイト
での問い合わせ）

形式

紙面・オンライン上
フォームの併用

期間

2024年12月

対象

Jクラブ41クラブ

・自治体（行政）との協業の有無
・協業を行っている自治体名
・協業を行っている自治体の部局分野
（医療・健康・教育、地域活性化、地域交流、
市民生活・環境、都市整備、総務・財務・企画・広報等）
・6つの分野
（医療・健康・教育、地域活性化、地域交流、
市民生活・環境、都市整備、その他）について
・協業で行っている事業名
・事業による解決を目指した、行政により認識されて
いた地域課題
・協業を行った自治体名・部署名、その他の協業事業者
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った分野で実施されているものの、「地域交流」分野は今後

更なる事業の実施が期待される。行政が想定していなかっ

た「市民生活・環境」分野でも協業が行われているが、防

災や環境保全といった分野は近年社会的な要請が高まって

おり、アンケートの回答よりクラブが持つ住民への訴求力

を活かす形の事業であることが明らかとなった。これらの

分野は従来スポーツの役割とされてこなかったが、プロク

ラブのリソースを通じて役割が拡大していると考察される。 

各クラブの歴史的経緯（Jリーグ参入年）を踏まえて回答傾

向を分析すると、表-5で示した通り、「都市整備」を除く4

分野の協業はクラブの歴史に関わらず協業が行われていた

のに対し、「都市整備」分野の協業は参入年度が古いクラブ

においてはあまり実施されていないことが明らかになった。

参入年度の新しいクラブは一般的にクラブの経営的規模が

小さく、行政からの理解や支援を必要とする場合が多い。

そのため、クラブの存続のために「都市整備」を含めた幅

広い分野で地域貢献活動・協業を行う必要があったのだと

考えられる。 

 また協業を行っている自治体部局については図-2の通

りであった。事業の分野と同様の結果が得られ、地域交流

や都市整備を所轄する部署との協業は他と比べて少ないと

いうことが明らかになった。 

5．Jクラブによる行政との協業の実態に関するケーススタ

ディ 

5.1. ケーススタディの概要と事例の位置付け 

 本章では「都市整備」分野での協業について、実施の背

景や要因、結果について考察することを目的に、事業が進

行中のクラブ・行政を対象にケーススタディを行い、実態

の把握を目指した。担当者へのインタビュー調査及び計画

等の書誌分析により、事業に対する両者の関わりや関係性

の特徴・変化、社会課題の認識・解決可能性を明らかにす

る。 

前章までに、「都市整備」分野は Jクラブによる社会課題

解決への参画が期待されることが示唆されたものの、実際

の協業事例は最も少ない分野であることが分かった。そこ

で、アンケート調査において本分野に関する特徴的な取り

組みが回答されたガイナーレ鳥取、鹿児島ユナイテッドFC、

FC 今治の 3 クラブ及び、協業相手である境港市、鹿児島

市、今治市に対してインタビュー調査を実施した。 

 本章で取り上げる3事例は、いずれも行政の協業を積極

的に行っているクラブの事例である。ガイナーレ鳥取は境

港市との協業で「廃校改修プロジェクト」を実施している。

これは市内の廃校をクラブの練習施設に改修する取り組み

であり、開発・拠点化の事例である。鹿児島ユナイテッド

は鹿児島市（喜入支所）との協業で「喜入地区活性化事業」

を実施している。これは「地域活性化」分野の協業として

回答されたものの、市内空地での練習拠点建設が核となっ

ており、開発・拠点化の事例として分析対象とした。FC今

治は今治市との協業で「相乗りサービスmobi実証実験」を

実施している。これは域内における交通に関する事業であ

る。 

 ただし、3 事例の行政計画におけるクラブの位置付けに

ついては相違点が見られる。ガイナーレ鳥取の事例は、事

業地に関する課題が行政計画に記されている一方、クラブ

の存在は計画内に明記されていない。鹿児島ユナイテッド

FCの事例については、事業地に関する課題が行政計画に記

され、またクラブの事業地であることが明記されている。

FC今治の事例は、交通の課題が行政計画に記されており、

またクラブの存在も明記されている一方、交通分野につい

てはクラブとの関係性については明記されていない。これ

らの点で行政とクラブの関係性については差異が存在する。 

5.2. ガイナーレ鳥取による「廃校改修プロジェクト」 

本事例は、廃校となった旧誠道小学校跡地をクラブが無

償で借用し、クラブの育成組織の練習場・寮・宿泊施設に

リニューアルするという事業である。2024年に市が承認し、

周辺住民に開かれた場とすることや、防災拠点として整備

することも見込まれている。インタビューの結果より明ら

表-5 協業分野とJリーグ参入年度 

図-1 自治体との協業事業の分野 

図-2 協業を行っている自治体部局 
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かとなったことを下記に示す。 

・クラブの役割：施設改修の計画および改修工事の管理、

建築確認申請、グラウンド芝生の整備管理、行政への提案、

住民への説明。 

・行政の役割：土地・建物の無償提供、条例の変更といっ

た制度面の便宜。 

・クラブが認識する社会課題：人口減少による空き地増加、

公共施設の縮減・適正化の必要性と民間による廃校の活用。 

・行政が認識する社会課題：高齢化に伴う地域の活力低下、

コミュニティ維持、空き家・空き地の増加、居住者の流動

性の低さ、公共施設の利活用・転用、廃校の利活用方針。 

これらを踏まえ、本事業における具体的な取り組みと今

後の期待についてまとめたものが以下の図-3である。両者

の課題認識には一致が見られ、本事業もその課題解決に資

する事業であることが分かる。インタビューにより、本事

業の特徴として 2 点が挙げられた。1 点目に、事業開始に

あたるクラブの信頼性の高さがある。対象地の廃校は他事

業者からの活用の提案もされていたが、地域住民の賛同が

得られないという背景もあった。その中でガイナーレ鳥取

の提案が認められた理由として、「子どものための施設であ

ること」「クラブが地域に根付いてきた歴史」があり、この

点は行政担当者からも認められていた。2 点目に本事業の

前後で両者の関係性に変化が生じていることが示唆された。

従前も連携は為されていたものの、本事業を契機として公

園の芝生化に関する協定が締結されており、また育成組織

の選手が地域活動に参加していくことも想定されている。 

1 点目より、行政・住民両者からの信頼を得ていたため

に事業が進み、クラブとしても土地・建物の無償提供とい

う便益を受けることができたことが明らかになった。また

2 点目より、地域の活性化や交流を促す新たな拠点として

施設が位置付けられており、廃校活用という「都市整備」

分野の協業が他分野における今後の協業の契機となってい

ることが明らかになった。 

5.3. 鹿児島ユナイテッドによる「喜入地区活性化事業」 

本事例はクラブの練習場「ユニータ」が鹿児島市喜入地

区に整備されたのを契機として 2021 年より開始された事

業である。「ユニータ」は喜入地区の広場を市がクラブに無

償提供したことで整備が始まり、クラブが建設・整備など

を担当している。インタビューの結果より明らかとなった

ことを下記に示す。 

・クラブの役割：「ユニータ」の建設および整備、各取り組

みの推進。  

・行政の役割：土地の無償提供、クラブへの情報提供。 

・クラブが認識する社会課題：少子高齢化、それに由来す

る空き家の多さ、耕作放棄地の増加、鉄道の縮小。 

・行政が認識する社会課題：喜入地区の目的地化、高齢化

や人口減少による空き家の増加、耕作放棄地の増加。 

本事例の具体的な取り組みおよび、社会課題との対応、

今後の期待について示したものが図-4である。各取り組み

は地域の様々な課題に対応する形で分野横断的に行われて

おり、また、取り組みに期待されることは行政計画で示さ

れる地区の方針とも一致し、双方向的な取り組みとして実

施されている。つまりクラブ・行政両者の課題認識は一致

しつつ、その課題解決に資する事業であると結論付けられ

る。 

 インタビューでは、①市役所喜入支所が地域住民・企業

とクラブのハブになりクラブに対して様々な情報や繋がり

を提供していること、②行政はクラブに対し情報発信力と

いうリソースに期待していること、の2点も明らかになっ

た。同時に鹿児島市の行政計画でもプロスポーツに関する

記述が豊富であり、クラブが地域資源として記されるほか、

「ユニータ」を活かしたまちづくりの方針も示されている。 

本事業の特徴として、活動地域及び担当部署が喜入支所

という特定地域に限定されている点がある。そのため地域

の課題を包括してクラブに伝達できており、分野横断的に

課題解決型の取り組みをできていると考えられる。一方で

クラブは練習場用地や選手寮の無償提供という便益を受け

ており、両者のリソースを活かしつつ双方に利益のある関

係性を築けている。よって、クラブはまちづくりのパート

ナーとしての地位を確立していると考えられる。 

5.4. FC今治による「相乗りサービスmobi実証実験」 

本事例はCommunity Mobility社（以下「CM社」）が運営

するオンデマンド交通サービス「mobi」の実証実験である。

図-3 廃校改修プロジェクトにおける取り組み 

図-4 喜入地区活性化事業における取り組み 

図-5 mobi実証実験における課題への対応 
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今治市内では 2023 年 2 月より開始され、海沿いの市街地

と、内陸の新都市を結節する形で事業エリアが設定されて

いる。なお新都市には FC 今治のスタジアムも存在し、行

政が公開している実証実験の資料18)においてはスタジアム

の賑わい創出やサポーターの移動利便性向上も mobi 運行

の目的として記されている。インタビューの結果より明ら

かとなったことを下記に示す。 

・クラブの役割：CM 社とクラブの経営者間の繋がりを契

機とする事業地情報の提供、地元の交通業者・行政との関

係性を活かした事前調整、利用促進施策への協力。 

・行政の役割：実証実験実施の許可・手続き。 

・CM社、タクシー事業者の役割：実際の運用。 

・クラブが認識する社会課題：バス停留所の利便性の低さ

による近距離移動需要、免許返納者や子どもの移動需要。 

・行政が認識する社会課題：路線バスで満たせないニーズ

があるなどの課題、市内の回遊性向上。（行政計画上は公共

交通の維持・再編も課題として挙げられたが、mobi運行エ

リアの市街地においては既存公共交通である路線バスの本

数も未だ確保されており、これと重複して mobi を公共交

通としてみなす状況ではないと認識していた。） 

両者の課題に関する認識は概ね一致しつつも、行政とし

て緊急に取り組むべき事業であるとは見なされていなかっ

た。結果として本事業に対する市民の満足度は高く、公共

交通活性化協議会においても一定の公共性が認められてい

る。本事例の取り組みと社会課題、今後の期待・結果の対

応について示したのが図-5である。インタビュー調査によ

り明らかになった社会課題への対応策として、一定の成果

が出ていることが分かる。よって本事例は行政が覆いきれ

ていなかった新たな需要を喚起し、また中心市街地の拠点

化や回遊性向上といった他分野の課題解決にも寄与するも

のと言えるだろう。 

 本事業の特徴に関してインタビューにより明らかになっ

たこととして、①クラブとしてはスタジアムへの交通手段

を充実させるという意義があること、②協業の分野はスポ

ーツ振興から多分野へと拡大し事業ごとに複数の部署が個

別にクラブと連携していること、の2点がある。 

 クラブは今治新都市にスタジアムを建設しており、行政

計画上も交流・賑わいの拠点に指定されている。つまり本

事業は、前2事例と同じくクラブによる拠点開発が先行し、

そこへのアクセシビリティ向上施策として実施されている

ものである。またクラブと行政の連携が多部署で行われて

いることから、地域の様々な課題に対してクラブのリソー

スを活かせている様子が考察される。 

5.5. ケーススタディから得られた知見の整理 

以上3事例から得られた知見をまとめたものが以下の表

-5である。都市整備分野での協業を実施している3事例の

共通点として、スタジアム建設が先行した FC 今治の事例

も含め、J クラブによる拠点開発により「地域活性化」や

「地域交流」分野での社会課題解決が期待されていること

が分かった。これら3事例はいずれも土地の無償提供とい

う便益を受けており、一方でクラブは情報発信力や地域内

外のネットワーク、財源確保の能力を提供することで、相

互に効果をもたらしていることが明らかになった。 

協業部局についてはいずれも非スポーツ系部局との関係

性に基づいており、各部局との協議により幅広い分野につ

いて課題を共有することが可能になり、協業を通じた解決

が可能になっている。ただしガイナーレ鳥取と FC 今治の

事例では担当分野の専門部局が窓口となっているのに対し

鹿児島ユナイテッドの事例では喜入支所総務担当部局が唯

一の窓口として機能しているという相違点がある。またガ

イナーレ鳥取、FC今治ともに域内ネットワークとの結節点

はクラブが保有していたが、鹿児島ユナイテッドの事例は

クラブと域内ネットワークの接続も支所が担っているとい

う相違点があった。 

この相違点を生み出した要因は、喜入地区は支所制を採

用していることにある。喜入支所の総務担当部局は地域振

興のみならず市民生活やコミュニティに関する幅広い業務

を担当していることから、様々な分野の課題を包括的に共

表-6 ケーススタディ3事例の比較と得られた知見 
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有し取り組むことが可能となり、また地域住民や企業との

ネットワークも蓄積され、地域における新規参入者たるク

ラブに提供することが可能となった。 

6．結び 

6.1. 分析結果のまとめ 

 本研究では、冒頭で提示した3つの目的に即して、プロ

スポーツクラブと自治体の協業の実態について分析を行っ

た。 

第3章では総合計画・都市計画マスタープランの書誌分

析により、まちづくりに関する行政計画におけるプロスポ

ーツクラブの位置付けと期待される役割を明らかにした。

その結果、プロスポーツクラブは多くの自治体でスポーツ

関連分野での政策実現パートナーに位置付けられており、

「医療・健康・教育」「地域活性化」「地域交流」等の分野

での役割を期待されている。一方で、「市民生活・環境」や

「都市整備」分野における役割はほとんど示されておらず、

プロスポーツクラブとの協業がもつ潜在的な可能性は十分

に捉えられていないことが明らかになった。 

 第 4 章ではアンケート調査により、J クラブによる行政

との協業の実態を把握した。Jクラブは、行政計画において

役割が明示される傾向のある「医療・教育・健康」「地域活

性化」といった分野に加え、「市民生活・環境」分野におい

ても情報発信力を活かした行政との協業を行っている。一

方で、行政計画においてスポーツによる貢献が求められて

いた「地域交流」分野での協業事例は限定的であり、計画

と実態の間には分野ごとの差異が見られた。 

第5章での3事例のケーススタディでは、「都市整備」分

野において協業が進展しているクラブと行政の関係性につ

いて検討を行った。その結果、「都市整備」分野での協業は

それ単体で完結するものではなく「地域活性化」や「地域

交流」といった他分野の課題解決の手段として位置づけら

れていることが明らかになった。また、クラブと自治体の

協業関係の構築においては、クラブが様々な分野を所轄す

る自治体の複数部局とコミュニケーションを図ることで自

治体からの情報提供を受けることが容易になり、それによ

って多岐にわたる協業関係が実現されることが示された。 

6.2. 自治体との協業を通してプロスポーツクラブが地域

社会に対して果たし得る役割とその意義 

本研究は、プロスポーツクラブが地方自治体との協業を

通じて地域社会の課題解決に貢献する可能性を、行政計画

における位置付けや具体的な事例の分析に基づいて明らか

にした。従来、プロスポーツは娯楽の提供や経済効果、地

域愛着の創出といった観点から論じられることが多かった

が、本研究ではそれらに加えて、地域社会の課題解決に資

する主体としてのプロスポーツクラブの可能性に焦点を当

てている。 

アンケート調査より、計画と協業実態の間には差異があ

ることが分かった。人的・経済的リソースが限定されるク

ラブにとって、多数の分野において行政の要請に応えるこ

とは現実的ではなく、一方で行政が要請する役割をクラブ

が果たせなければ、自治体にとってはクラブを支援・応援

するプライオリティは下がることが予想される。そのため、

クラブは行政が求めている役割に優先的に注力することが

重要であり、一方で行政としてはクラブが果たし得る役割

を把握し、計画等に示すことが必要である。 

ケーススタディ3事例では、プロスポーツクラブの役割

として認識されることの少ない「都市整備」分野において

もクラブが課題解決に関与している。いずれの事例でもク

ラブが地域課題について行政と共通認識を持ち、地域・ク

ラブの両者に寄与する協業が達成されている。 

一方でその経緯は異なった。鳥取・今治の事例からは、

行政との日常的なコミュニケーションから非スポーツ系部

局とも関係性を有し、地域課題について把握することの重

要性が示された。一方で鹿児島の事例からは、地域の課題

を把握するうえで、複数分野を担当する部局との関係性を

保有することの優位性が示された。クラブはいずれかの方

法により地域の課題について幅広い理解を有し、関与方法

を講じることが求められる。一方で自治体も適切な情報提

供を行うことで幅広い分野での協業について可能性を模索

し、クラブのリソースを活用することが可能となる。 

プロスポーツクラブのように、地域に根ざし、多様な主

体と接点を有する組織が行政の協業パートナーとして政策

の実現に役割を果たしていることは、今後の行政と民間の

協業のあり方を検討する上で重要な示唆を与えるものであ

る。 

6.3. 研究の限界と今後の展望 

 本研究の限界として、アンケート回答数が少なく、各ク

ラブが行っている協業について網羅性が欠けていることが

ある。また、ケーススタディとして取り上げた事例はいず

れも進行中の事例であり、その結果については未だ明らか

となっていない。また、本研究によりクラブと行政の関係

性構築過程の重要性が示唆されたが、ケーススタディで取

り上げたのは関係性構築に成功しているクラブであった。

そのため、関係性構築が比較的遅れている事例を含めたよ

り多くのクラブ・自治体を対象とした調査を行うことで、

関係性の構築経緯についてより深い考察を行う必要性があ

る。 

 また、本研究で対象外とした政令指定都市・三都府県に

本拠地を置くクラブは一般的に規模の大きなクラブであり、

地方都市のクラブよりも期待される役割が大きい可能性も

ある。地方都市のクラブと比較することでクラブの役割に

包括的な示唆を与える可能性があるため、事例調査を行う

必要がある。同様に、地方都市に本拠地を置く中で規模の

大きいクラブからも回答を集められておらず、規模の小さ

いクラブとの比較が必要である。 

【補注】 

(1) 2024年シーズンに J1リーグ～J3リーグに所属した全60クラ

ブのうち、政令指定都市および東京都・愛知県・大阪府の都市に本
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拠地（クラブ本部・スタジアム所在地）を置く25クラブを除いた

35クラブを対象とする。なお、本研究ではホームタウン活動につ

いての規定や社会的影響などを鑑み、JFL 所属クラブは対象外と

した。また、本調査で対象外とした政令指定都市および三都府県

の自治体についても事前調査として同様の分析を行ったところ、

プロスポーツの役割は一部自治体で見られたものの、その記載内

容については対象とした地方都市と差異がないか、具体性に欠け

るものであった。 

(2) アンケートにおいては「地域貢献活動を自治体やスポンサー企

業等とのどのような協議の上で行っているか、という点を明らか

にしたい」旨を記述し、クラブが「協業」と見なす幅広い事例を収

集したいという意図から、「協業」の明確な定義は示していない。 

(3) 5章で分析を行う鹿児島ユナイテッドの事例のように「地域活

性化」分野と「都市整備」分野の事業は相関性が高いものの、本調

査ではその判断をクラブ担当者の回答に委ねることとし、図-1 で

も回答に基づいた結果を示している。回答において明確に分野の

誤り・認識の齟齬だと思われる回答はなく、集計結果に影響を及

ぼさないことも確認された。 
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○上野 樹1、村木 美貴1 (1. 千葉大学大学院)

11:30 ~ 11:50
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関係人口との協働に対する住民意識の類型化と行政施策の方向性についての考察
岐阜県飛騨市の住民へのアンケート調査から
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*正会員 NTT 東日本株式会社（NTT EAST, Inc.）

**正会員 信州大学 工学部 水環境・土木工学科（Shinshu University）

1．はじめに

我が国において，少子化が重大な課題となっている．合

計特殊出生率は，1974年を境に人口置換水準である約2.07

を下回り続けている．特に，2020年には1.36程度まで低下

しており，国立社会保障・人口問題研究所では，現状の合

計特殊出生率を維持した場合，2070年の高齢化率は38.7%

と推計 1)している．少子化やそれに伴う高齢化及び人口減

少により，経済・社会システムを維持することが困難にな

ると予測 2)されている．そのため，国だけではなく各市区

町村でも大きな課題感を持ち，対策を検討 3)している． 

 一方で，2014 年には新たに「希望出生率」4)という指標

が登場した．これは，「国民の希望が叶った場合の出生率」

であり，国民の希望を叶えるうえでの阻害要因を取り除く

目的で設定され，政府は希望出生率を少子化対策の目標値

としている．具体的 5)には，18～34歳女性の既婚・未婚の

割合，理想子ども数，結婚願望，離死別再婚効果を用いて

算出される．合計特殊出生率を「現実」とすると，「希望」

や「理想」を示した指標と言える．  

希望出生率は 2014 年時点で 1.8 と算出され，2025 年時

点の目標値に設定している．しかし，2022年の合計特殊出

生率が 1.8 を上回る市区町村は全体の約 4%と非常に少な

い 6)．特に，人口が集中する東京23区では合計特殊出生率

が約 1.1 と目標値を大きく下回る．このような状況で，全

国一律の目標値を設定することは，抱えている課題が各自

治体で違うことを踏まえると適切とは言えない．現実的な

目標値を設定せずに，少子化に対する効果的な施策の検討

は困難と考えられる．そこで，本研究では市区町村単位で

希望出生率を推計する．また，希望出生率が高い要因を明

らかにすることで，「子どもを産み，育てたい」と思えるま

ちづくりに必要な情報を提供することを目的とする． 

2．研究の位置づけ 

2.1 少子化に関する議論の現状 

少子化は，経済力の低下や社会システムの維持が困難に

なる等の懸念があるため，重要な課題として各所で議論さ

れている．少子化の主な原因として，2023年に閣議決定さ

れた「子ども未来戦略方針」2)では，①未婚化・晩婚化②子

育てしづらい社会環境や仕事との両立③経済的・精神的負

担感や子育て世帯の不公平感」が主に挙げられている．こ

の 3 つの原因を踏まえた基本理念としては，「若い世代の

所得を増やす」「社会全体の構造・意識を変える」「全ての

こども・子育て世帯を切れ目なく支援する」と設定されて

いる．しかし，これらは経済的支援や労働環境改善を主軸

にしており，子育て世帯が重視する居住環境 7)等，都市属

性が与える影響を考慮できていない可能性がある．実際，

農山村の自然豊かな居住環境に魅力を感じ，移住が可能で

あれば今より多く子どもが欲しいと考える都市居住者の存

在が示唆 8)されていることから，居住環境に関する観点は

軽視できない． 

また，希望出生率に関しても実現を阻む要因として，結

婚資金等の経済的な観点からの言及 9)に留まり，自治体そ

れぞれの居住環境や政策による努力に着目できているとは

言えない．例えば，全自治体で最大の合計特殊出生率 2.25

を有する鹿児島県徳之島町では，アンケート調査で多くの

居住者が「親や兄弟、友人、近所の人など子育てを支援す

る人がいる」と回答 10)している．加えて，合計特殊出生率

とソーシャル・キャピタル指数の間には正の相関があるこ

とも指摘 11)されており，希望出生率を実現するうえでコミ

ュニティの存在が重要となる可能性がある．このように，

希望出生率は全自治体同一の目標値として算出された 1.8

という数値を示すのみで，自治体個々の都市属性や政策の

市区町村における希望出生率の推計値とその要因に関する一考察 

―自治体属性に着目した基礎的研究― 

Study of the estimated value and factors of desired birth rates in municipalities 

―Basic analysis focusing on local government attributes― 

川﨑薫*・森本瑛士** 

Kaoru Kawasaki*, Eiji Morimoto** 

In Japan, declining birth rates have become a critical issue. As the total fertility rate remains far below the population 
replacement level, the "desired birth rate" was introduced as a new target. However, this nationwide target led 
municipalities to adopt it uncritically, possibly setting overly ambitious goals. This study calculates the desired birth rate 
for each municipality and examines factors influencing its variation. Results show that most municipalities set targets 
exceeding their actual conditions, confirming unrealistic goal-setting. Additionally, higher child welfare expenditures 
and a greater proportion of individuals working within their municipality are associated with higher desired birth rates. 
These findings highlight the need for region-specific policies rather than uniform targets to address demographic 
challenges effectively. 

Keywords: desired birth rates, declining birthrate, population decline, local government attributes 

希望出生率, 少子化, 人口減少, 自治体属性 
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有無，自然環境等の幅広い観点からの分析による重要な情

報が提供されていないと考えられる． 

2.2 既存研究のレビュー 

少子化の研究に関しては，非常に多くの論文が存在する．

その多くが，出生率に関する研究と言える．例えば，市区

町村別の出生率に着目し女性の未婚率上昇が出生率に影響

を与えることを明らかにした研究 12)や，保育環境が第二子

出生に影響を与えることを示唆した研究 13)，都市環境が結

婚や出生に与える影響をアンケート調査から分析した研究
14)等が存在する．また，女性の就業形態と出生率の関係を

分析した研究 15)等も見られる．なお，内閣府経済社会総合

研究所が取りまとめた「少子化対策と出生率に関する研究

のサーベイ」16)によると，育児休業等の雇用環境が出生率

に与える影響は研究によって差が生じ，女性の就業率が出

生率に与える影響は正負が逆転している等，出生率を分析

することの困難さが窺える． 

 一方，希望出生率に関する研究は，目標値としての扱い

に留まるものが多い．しかし，多くの都道府県が提示され

た希望出生率の数値を目標値に設定しており，それが過大

な目標設定となっていることを指摘した研究17)は存在する． 

 本研究では，単に日本全体の目標値に留まっている希望

出生率を，各市区町村で算出・分析することで，今後の市

区町村の少子化対策における有用な情報を得る． 

2.3 本研究の内容構成 

 以上のような問題意識から，本研究では希望出生率を各

市区町村で算出し，希望出生率を高くしている要因を定量

的に明らかにする．具体的には，COVID-19 の影響を受け

ていない 2015 年の希望出生率を算出し，要因分析を通じ

て重要な要素を定量的に明らかにする． 

 本研究の構成としては，まず 2.で本研究の位置づけを整

理する．次に，3.で使用データの概要及び分析に用いる用

語の定義を示す．4.では希望出生率の推計値を算出し，要

因分析に用いる変数を考察する．続いて 5.では重回帰分析

を用いて希望出生率を高くしている要素を考察する．それ

らを踏まえ，最後に6.で結論を述べる． 

2.4 本研究の特長 

本研究の特長を以下に示す． 

1) これまで目標値として扱われてきた希望出生率を分

析に用いることで，有用な情報を得ようとする極めて

新規性の高い研究である． 

2) 現在日本の全自治体で課題となっている少子化に対

して，どのような対策が有効であるかを考えるうえで

有用な情報を提供する． 

3) 希望出生率の在り方や関連する調査の手法に再考を

促す，発展可能性の高い分析である． 

3．使用データの概要と用語の定義 

3.1 使用データの概要 

 本研究では，既存研究 5)を参考に「国勢調査」と「出生動

向基本調査」，「離死別再婚効果」を用いて市区町村別に希

望出生率を算出する．なお，先述した通り分析する年次と

しては，COVID-19 の影響を受けない状況での直近調査で

ある 2015 年国勢調査 18)，出生動向基本調査 19)及び日本の

将来推計人口 20)とする． 

3.2 用語の定義 

 分析で用いる用語の定義として，自治体ごとの希望出生

率 5)の算出方法を式(1)及び式(2)に示す．なお，算出式を確

認する限り，希望出生率には独身女性の結婚願望割合が大

きく影響することが分かる．しかし，既存の希望出生率の

算出には「いずれ結婚するつもり」「一生結婚するつもりは

ない」という2択の問いに対する回答で結婚願望の割合に

用いており，89.3%という非常に高い数値 19)となっている．

この数値は，他調査と比較しても大きな差(例えば，2021年

の内閣府調査 21)では結婚願望有の割合は 6割程度)があり，

実際の願望と乖離が生じている可能性がある．そこで，本

研究では「いずれ結婚するつもり」を選んだ割合を用いた

Goodシナリオと，結婚願望の有無をより厳しく判定するた

め，「一年以内に結婚したい」もしくは「理想の相手なら一

年以内に結婚してもよい」と回答した 18～34 歳の女性の

みを結婚願望有としたBadシナリオの結婚願望割合を設定

し，2 つのシナリオから希望出生率を算出する．また，離

死別再婚効果とは，離婚や死別，再婚が出生に与える影響

を数値化したものであり，基本的には1.00未満となる． 

 なお，結婚願望割合等の「出生動向基本調査」から用い

るデータに関しては，最も詳細なエリア分けで，表1に示

す北海道から九州までの11地域であることから，精度の粗

い分析であることは留意すべきである． 

𝐷𝐺𝑐 = {𝑀𝑐 ∗ 𝐷𝐶𝑏 + (1 − 𝑀𝑐) ∗ 𝐷𝑀𝐺𝑏 ∗ 𝐼𝐶𝑏} ∗ 𝑘  (1) 

𝐷𝐵𝑐 = {𝑀𝑐 ∗ 𝐷𝐶𝑏 + (1 − 𝑀𝑐) ∗ 𝐷𝑀𝐵𝑏 ∗ 𝐼𝐶𝑏} ∗ 𝑘  (2) 

𝐷𝐺𝑐：市区町村cのGoodシナリオにおける希望出生率 

𝐷𝐵𝑐：市区町村cのBadシナリオにおける希望出生率 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑊𝑐 𝐹𝑃⁄
𝑐

𝑀𝑐：市区町村cの15～34歳女性の既婚者割合 

𝑀𝑊𝑐：市区町村cの15～34歳女性の既婚者人口 

(2015年国勢調査) 

𝐹𝑃𝑐：市区町村cの15～34歳女性人口(2015年国勢調査) 

𝐷𝐶𝑏：地域b(市区町村cが所在)の妻結婚時の夫婦の平均予 

定子ども数(2015年出生動向基本調査) 

𝐷𝑀𝐺𝑏 = 𝑀𝐺𝑅𝑏 𝐴𝑅𝑏⁄

𝐷𝑀𝐺𝑏：地域bの18～34歳女性の結婚願望(Goodシナリオ) 

𝑀𝐺𝑅𝑏：地域bの「いずれ結婚するつもり」と回答した18 

～34歳女性の人数(2015年出生動向基本調査) 

𝐴𝑅𝑏：地域bの調査に回答した18～34歳女性の人数 

(2015年出生動向基本調査) 

𝐷𝑀𝐵𝑏 = 𝑀𝐵𝑅𝑏 𝐴𝑅𝑏⁄
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表1 2015年出生動向基本調査のエリア分け 19) 

𝐷𝑀𝐵𝑏：地域bの18～34歳女性の結婚願望(Badシナリオ) 

𝑀𝐵𝑅𝑏：地域bの「一年以内に結婚したい」もしくは「理 

想の相手なら一年以内に結婚してもよい」と回答 

した18～34歳女性の人数 

(2015年出生動向基本調査) 

𝐼𝐶𝑏：地域bの18～34歳女性の理想こども数 

(2015年出生動向基本調査) 

𝑘：離死別再婚効果(2015年国勢調査データを用いて算出し 

た日本の将来推計人口より，0.955を用いる) 

𝑐：2015年時点での全市町村と東京23区の全1,741自治体 

𝑏：2015年出生動向基本調査における11の調査地域名 

4．市区町村別希望出生率の推計と分析変数の考察 

4.1 希望出生率の推計値可視化 

 計算式を用いて，2015 年時点での全市町村及び東京 23

区の 1,741 自治体の希望出生率を算出した．算出結果を可

視化した地図をQGISで作成し，図 1(Goodシナリオ)及び

図 2(Bad シナリオ)に示す．なお，凡例の閾値については，

Good シナリオでは目標値 1.80 以上の自治体と未満の自治

体，Badシナリオにおいては1.00以上の自治体と未満の自

治体で分け，サンプル数が同一となるように閾値を設定し

ている．図1及び図2から，以下のことが読み取れる． 

1) Goodシナリオにおいて，希望出生率が1.80を上回る自

治体の割合は，約15%程度と非常に少なく，全国一律の

目標値として過大である可能性が高い．また，Badシナ

リオにおいては，1.80を上回る自治体が0である． 

2) 九州地方は相対的に希望出生率が高い自治体が多く，最

も希望出生率が高い自治体は沖縄県南大東村であり，離

島である．よって，離島や農村部が有する自然環境等が

影響する可能性があると考える． 

3) 両方のシナリオで，北海道・東北地方は希望出生率が低

く，中国地方・九州地方では希望出生率が高い傾向にあ

図1 Goodシナリオにおける希望出生率の推計値 

図2 Badシナリオにおける希望出生率の推計値 

る．これは，ソーシャル・キャピタルと合計特殊出生率

の関係性 11)や，既存調査 22)におけるソーシャル・キャピ

タルの西高東低な状況とも合致している可能性がある． 

4) 一方で，全体的に希望出生率の低い北海道でも，幌延町

等の一部自治体では Bad シナリオにおいて相対的に希

望出生率が高くなっている．幌延町は，2015年時点で人

口約2,500人の自治体ではあるが，エネルギーや地質に

関連する研究所を誘致する等，産業の活性化に注力して

いる自治体であり，雇用環境は重要な要素と言える． 

5) 三大都市圏の中でも，東京都市圏及び大阪都市圏が他地

域と比較して希望出生率が低い傾向にあるが，名古屋都

市圏は北関東や中部地方と同程度の値である． 

6) 上記の地域間の違いを，自治体が注力している施策の観

点から確認するために，三大都市圏別の民生費内訳 23)に

所属する都道府県名地域名

北海道北海道

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・
福島県

東北

茨城県・栃木県・群馬県北関東

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県東京圏

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・
長野県・静岡県

中部・北陸

岐阜県・愛知県・三重県中京圏

京都府・大阪府・兵庫県大阪圏

滋賀県・奈良県・和歌山県京阪周辺

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県中国

徳島県・香川県・愛媛県・高知県四国

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・
宮崎県・鹿児島県・沖縄県

九州・沖縄

1.82 - 1.97(N=127)

1.80 - 1.82(N=126)

1.72 - 1.80(N=372)

1.66 - 1.72(N=372)

1.64 - 1.66(N=372)

1.51 - 1.64(N=372)

1.22 - 1.69(N=397)

1.15 - 1.22(N=396)

1.08 - 1.15(N=396)

1.00 - 1.08(N=396)

0.98 - 1.00(N=78)

0.81 - 0.98(N=78)
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対して，クロス集計表の残差分析を実施した．残差分析

の結果を図3に示す．結果として，名古屋都市圏を構成

する自治体では，民生費に占める社会福祉費(障碍児支

援等)・老人福祉費・児童福祉費の金額が東京都市圏・大

阪都市圏と比較して有意に大きいことが判明した．この

ように，自治体がどのような事業に注力しているかは，

希望出生率に影響する可能性が高いと考えられる． 

4.2 分析に用いる説明変数の整理 

 4.1より，希望出生率の推計値に関する全体像や特徴的な

事象を把握したが，希望出生率を高める要因を定量的に把

握するには，統計的な検討が望ましい．そこで，以下では

重回帰分析を実施することでこの課題に応える．そのため

に，本節ではこれまで確認してきた既存研究や図 1～図 3

で考察した説明変数を以下のように整理する． 

【雇用環境】 

雇用環境が大きく関わっている可能性が高いことから，

変数を作成した．具体的には産業別の人口密度や，通勤先

の場所・通勤方法といった通勤にかける時間や手間を代替

的に表現可能と思われる変数を選定・作成した． 

【居住環境】 

 生活利便施設としてスーパー等の飲食料品小売業や医

療・福祉施設等を選定した．また，子育てに必要不可欠な

都市機能として，教育機関数も選定した．なお，施設数の

補正方法は，自治体内に施設数がどれだけあるかを各都市

機能の充実度として捉え，施設数を可住地面積で除したも

のを説明変数として用いる． 

【地域活動】 

 合計特殊出生率とソーシャル・キャピタルの間に相関関

係が確認できることから，ソーシャル・キャピタルの代替

え的な指標として，地域活動の有無を用いる．具体的には，

自治体内の全集落に占める，各活動が行われている集落数

の割合を説明変数とする． 

【自治体の予算配分】 

図3より，児童福祉費に大きく予算を割いている自治体 

図3 三大都市圏における民生費の内訳(災害救助費以外) 

の方が，希望出生率が高い可能性がある．そのため自治体

が各施策の分野に用いる費用を自治体の一般財源で除する

ことで，自治体の注力分野を疑似的に表現した説明変数と

して分析に用いる．具体的には，民生(福祉)・経済・土木・

防災・教育を今回の分析に用いている． 

【都市・地域属性】 

 世帯状況や三大都市圏のどの都市圏に属するか，離島や

中山間地域に設定されている地域であるか等，主にダミー

変数を設定することで地域属性の影響を明らかにする． 

 なお，変数名やその内容，出典元に関しては，雇用環境・

居住環境・地域活動を表2に，自治体の各施策における予

算配分・都市属性等を表3に示す．それぞれの説明変数に

おける年次の考え方としては，基本的に，希望出生率の算

出に用いた国勢調査及び出生動向基本調査と同年(2015 年)

もしくは直近の調査を用いている．また，データの地域単

位は市区町村別であり，2015年時点での全市町村と東京23

区の全1,741自治体を対象とした分析である． 

5．希望出生率が高くなる要因 

希望出生率を目的変数とした重回帰分析の結果を，表 4

に示す．なお，目的変数に用いた希望出生率は，Bad シナ

リオの数値を用いる．これはそれぞれのシナリオの分散が 

表2 雇用環境・居住環境・地域活動に関する分析候補 18),24)-27) 

0% 25% 50% 75% 100%

東京都市圏

自治体平均

名古屋都市圏

自治体平均

大阪都市圏

自治体平均

社会福祉費

老人福祉費

児童福祉費 生活保護費

-29.4 -216.3 247.0 -65.3

181.6 280.6 419.1 -925.9

-125.4 -21.2 -607.1 856.3

※1：独立性の検定結果 p値<0.01
※2：クロス集計表の残差分析の結果 全てp値<0.01
※3：グラフ内の値は調整済み標準化残差

出典内容変数名

・国勢調査(2015)
・面積調(2015)

1次産業就業者
産
業

雇
用
環
境

2次産業就業者

3次産業就業者

・国勢調査(2015)

通勤先が居住自治体内の割合通
勤
先

通勤先が県内他市区町村の割合

通勤先が他県の割合

・国勢調査(2010)

通勤方法が徒歩の割合通
勤
方
法

通勤方法が鉄道・電車の割合

通勤方法がバス割合

通勤方法が自家用車割合

・経済センサス
(2014)

・面積調(2015)

飲食料品小売業買
い
物
等

居
住
環
境

銀行業

燃料小売業

市区町村機関

病院医
療
・
福
祉

一般診療所

助産所

老人福祉・介護事業

障害者福祉事業

児童福祉事業

教
育

幼稚園

小学校

中学校

高等学校,中等教育学校

特別支援学校

高等教育機関

・農林業センサス
(2015)

伝統的な祭り文化

地
域
活
動

各種イベントの開催

高齢者などへの福祉活動

環境美化・自然環境の保全

グリーン・ツーリズム

6次産業化

定住を促進する取り組み

再生可能エネルギー

集落機能

寄合を開催

就業者
人口

可住地
面積

通勤先
別人口

従業者
人口

通勤方法
別人口

自宅外
通勤者
人口

施設数 可住地
面積

活動
集落数

全
集落数
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Bad シナリオの方が大きく，希望出生率が高い自治体とそ

うでない自治体の差の要因をより明確に分析できる可能性

が高いと考えたためである．また，説明変数の選択は，多

重共線性やp値を考慮し，考察を行う上で意義のある変数

は，標準化係数や t 値が小さい変数でも分析モデルとして

残している．加えて，希望出生率は，算出に用いるデータ

の中で，市区町村別に整備されているデータが既婚者割合

だけであるため，その影響が大きい可能性がある．よって，

各説明変数の反応が必ず希望出生率そのものに影響を与え

ているかは断言ができないため，結果の解釈には一定の注

意が必要である．表4から以下のことが読み取れる． 

1) 1次産業就業者の密度が高い自治体は，希望出生率が高 

表3 予算配分・都市地域属性に関する分析候補 18),23)28)-30) 

い傾向にある．これに関しては，農林水産業が盛んな地

域では自然環境が豊かな可能性が高いため，そういった

地域で「子を持ちたい」という要望が大きくなるという

既存研究 8)との結果と合致する． 

2) 通勤先に関しては，通勤先が居住している自治体内の場

合と他県の場合の双方で，有意に正の反応を示している．

ただし，通勤先が居住している自治体内の方が標準化係

数および t値の値が大きいため，相対的に自宅から通勤

先までの直線的な距離が近いと希望出生率が高くなる

傾向にあると考えられる．また，通勤方法が自家用車と

いう自由度の高い交通手段の割合が高いと，希望出生率

が高まる傾向にあると言える． 

3) 居住環境においては，スーパー等の飲食料品小売業の影

響は小さく，生活利便施設という意味では規模の大きな

医療施設(病院)や各種行政手続きを実施する市区町村機

関の充実度の方が重要と考えられる．また，教育環境に

関しては，大学等の高等教育機関の存在より，幼稚園等

の未就学児に対するサービスが希望出生率を高めてい

る． 

4) 地域活動に関しては，大半はその効果を確認できないが，

「各種イベントの開催(地域での運動会や盆踊り等)」を

積極的に実施しているかは有意に正の影響を与える． 

5) 予算配分に関しては，その多くが希望出生率に影響を与

えている．その中で顕著に正の影響を与えているのは児

童福祉費であり，「子が欲しい」と思えるか否かという

観点から，一定の効果があると言える．例えば，福岡県

粕屋町 31)では約41%となっている．粕屋町は博多駅につ

ながる駅が6か所存在し，福岡市のベッドタウンとして

子育て世帯の支援に注力した結果であると考えられる． 

6) 核家族世帯割合は影響しない可能性が高く，希望の段階

では両親との同居による支援は関係ないと考えられる． 

7) 三大都市圏の中でも東京・大阪の都市圏では負に影響し

ており，都市部での合計特殊出生率の低迷と同様の傾向

表4 重回帰分析の結果(目的変数：Badシナリオにおける希望出生率) 

p値t値標準化係数変数名p値t値標準化係数変数名

0.00-4.09-0.10社会福祉費

自
治
体
の
予
算
配
分

0.003.500.071次産業就業者

雇
用
環
境

0.0015.260.47児童福祉費0.510.660.032次産業就業者

0.00-2.81-0.08生活保護費0.005.980.19通勤先が居住自治体内の割合

0.00-3.78-0.07労働費0.003.040.07通勤先が他県の割合

0.005.970.14農林水産業費0.081.730.05通勤方法が徒歩の割合

0.00-4.07-0.08商工費0.01-2.67-0.13通勤方法が鉄道・電車の割合

0.00-3.24-0.06都市計画費0.005.740.30通勤方法が自家用車割合

0.00-4.39-0.08消防費0.800.250.01飲食料品小売業

居
住
環
境

0.051.990.04社会教育費0.042.010.07病院

0.00-3.34-0.06保健体育費0.211.250.02助産所

0.101.640.04核家族世帯割合

都
市
・
地
域
属
性

0.370.890.03燃料小売業

0.00-9.65-0.26東京都市圏ダミー0.006.750.18市町村機関

0.420.810.02名古屋都市圏ダミー0.004.320.19幼稚園

0.00-11.27-0.26大阪都市圏ダミー0.00-4.18-0.12高等教育機関

0.006.650.12離島振興対策ダミー0.006.100.13各種イベントの開催地
域

活
動 0.610.510.01特定農山村_全部ダミー0.051.930.05集落機能

0.04-2.05-0.04帰宅困難区域ダミーN=1,741 修正済みR2：0.50 **：1%有意 *：5%有意

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

*

**

出典内容変数名

・地方財政状況
調査(2015)

社会福祉費

民
生

自
治
体
の
予
算
配
分

老人福祉費

児童福祉費

生活保護費

災害救助費

労働費
経
済

農林水産業費

商工費

道路橋りょう費
土
木

都市計画費

住宅費

消防費防災
小学校費

教
育

中学校費

高等学校費

特別支援学校費

幼稚園費

社会教育費

保健体育費

・国勢調査(2015)核家族世帯数/全世帯数核家族世帯割合

都
市
・
地
域
属
性

・国勢調査(2015)
各都市圏を

構成する自治体

東京都市圏ダミー

名古屋都市圏ダミー

大阪都市圏ダミー

・離島振興対策
実施地域一

離島振興対策の実態
対象となっている自治体

離島振興対策ダミー

・特定農山村地域
該当状況

全域が特定農山村に
指定され自治体

特定農山村ダミー

・避難区域の
変遷

帰宅困難区域を含む
自治体

帰宅困難区域ダミー

各費用
一般
財源
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がある可能性がある．逆に，名古屋都市圏に関しては有

意では無いものの，正に反応している． 

8) 離島振興対策実施地域に指定されている自治体が有意

に正の反応している．これは先述している通り，豊かな

自然環境で子育てしたいという要望の表れであると考

えられる．その一方で，特定農山村は有意な反応を示さ

ないため，条件不利地域の中でも差が生じている． 

6．結論 

本研究で得られた成果は，以下のとおりである． 

1) 全国で一元的に設定された目標値である希望出生率を，

市区町村単位で2つのシナリオから推計値を算出し，希

望出生率が高い自治体とそうでない自治体を示した． 

2) 結婚願望をポジティブに設定したGoodシナリオ，ネガ

ティブに設定した Bad シナリオの 2 つのシナリオで希

望出生率を算出した結果，1.80という目標値が現実を無

視した過大な目標設定であることが明らかになった． 

3) 雇用環境において，希望出生率に大きな影響を与えるの

は，通勤時間が短時間であることや居住者の通勤方法が

自家用車であることが挙げられる．また，近年のテレワ

ーク推進による影響は，2020年以降のデータを用いて経

年的に分析することで，確認できると考えられる． 

4) 加えて，自家用車の様なDoor to Doorでの通勤を可能と

する交通が重要となる可能性が高い．ただし，無暗に自

家用車通勤を推進しては環境負荷の増大等も懸念され

るため，ライドシェア等で自動車数を増やさない形で，

希望出生率向上の効果を確認していく必要がある． 

5) 居住環境に関しては，飲食料品小売業の影響がほとんど

無い一方で，「未就学児教育」「規模の大きな医療機関」

が重要となる．これらは ICT等による代替可能性が低い

ため，施設整備と人材確保が大きな課題になると考える． 

6) 市区町村機関密度が大きな影響を与えているため，行政

サービスへのアクセシビリティも重要と考えられる．し

かし，住民票移動等の一部行政施設での業務がオンライ

ン化され，これらの影響が小さくなる可能性もある． 

7) 合計特殊出生率と同様に，希望出生率と地域コミュニテ

ィとの間に，正の相関関係が示唆された．祭り等のイベ

ントといった，地域住人が主催者側にも参加者側にもな

り得るイベントの継続性が重要になると考えられる． 

8) 一般財源に対して児童福祉費に多くの費用をかけてい

る自治体においては，希望出生率が高いという現象を確

認できる．ただし，あくまで「希望出生率」に対しての

効果であるため，実際に子どもを持つか否かという合計

特殊出生率に影響を与えるかは，別途分析が必要である． 

9) 第1次産業が盛んで自然環境豊かな地域においては，子

を持ちたいと思えるようになる可能性があるため，地方

移住推進という現在の政策の方向性が間違いではない

ことを示唆している．ただし，実際に子を持てるかは，

既存研究で指摘されている通り雇用が重要である．補助

金を出すといった単純な支援だけでなく，雇用環境を整

備する必要があると考えられる． 

なお，重回帰分析の結果は因果関係を直接示すものでは

ないことに留意が必要である．例えば，子育て世帯への支

援が充実している自治体に，希望出生率の高い世帯が移住

する等，逆の因果関係が存在する可能性もある．時系列分

析を実施することで，因果関係を明らかにすることも可能

と考えられる． 

今後の発展可能性としては，5 年に一度の国勢調査及び

出生動向基本調査を随時用いることで，経年的な分析が可

能となる．更に，合計特殊出生率との乖離を分析すること

で，希望出生率を叶える要因も分析可能と考えられる． 

また，今後の課題として，分析精度が挙げられる．先述

した通り，希望出生率の推計に用いたデータの中で，市区

町村別に集計されているデータは既婚者割合のみであり，

推計値の大小に既婚者割合が大きく影響している可能性が

あるため，結果の解釈に注意が必要となっている．具体的

には，表1に示すような地域単位での調査を改めていく必

要があると考える．例えば，国勢調査にて結婚願望等のラ

イフスタイルに関する展望の質問項目を増やす等，市区町

村単位でのデータを整備することで，より正確な希望出生

率を算出することができる．その数値の増減を分析するこ

とで，政策の効果等を自ら把握することが可能になると考

える． 
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1.はじめに 

 我が国では、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、

国内のCO₂排出量削減に資する取組みが求められている 1)。

なかでも、国内のCO₂総排出量の約5割が都市活動に由来

していることから 2)、国は都市のカーボンニュートラルに

向けた取組みとして再生可能エネルギー（以下、再エネ）

の活用を推進している 3)。エネルギーの面的利用の観点で

考えれば、需要の高い都市部では多くの都市で地域熱供給

事業が導入されているが、その多くは都市ガスなどの化石

燃料の利用で、再エネを利用した熱供給事業が限定的な状

況にある 4)。 

 そのため、近年、再エネの活用に向けて、エネルギーの

安定供給が可能なコージェネレーションシステム（以下、

CGS）と再エネ熱を併用した地域熱供給システムの構築が

推進されている 5)。しかし、再エネ熱の供給可能量は、採

熱する地区の地理的条件や気候特性に基づくエネルギーポ

テンシャルと地域の熱需要パターンに強く依存するため、

各地区の特性を考慮した再エネ熱の最適な活用方法の確立

が求められている 6)。また、再エネ活用には、高額なコス

トが課題とされている 7)。そこで、国が設備導入などの初

期投資に対する補助金による支援を行っているものの 8)、

熱供給事業における再エネ熱の導入事例は未だ少数である
9)。 

これまでのところ、再エネ熱供給システム導入 

時の環境性は、Peter.Sらが、再エネ熱活用時の影 

響をモデル化することで、都市の環境性向上が見 

込めることを明らかにした 10)。また、建物用途別 

の再エネ熱供給システム導入時の影響は、小野ら 

が、建物用途別の年間熱需要と供給可能量を算出し、再エ

ネ熱供給において、住宅・宿泊用途の建物の適性が高いこ

とを明らかにした 11)。しかし、地区特性を考慮した再エネ

熱供給の導入が、環境性・費用の観点から有効か検討した

ものは、みられない。 

 そこで本研究は、地区特性を考慮した再エネ熱利用によ

る、地域熱供給事業の整備のあり方を明らかにすることを

目的とする。具体的には、再エネ熱の中でも都市に多く賦

存する太陽熱・地中熱・下水熱に着目し、環境性・費用の

観点から検討するものである。なお、本研究における地区

特性とは、採熱する地区の気候特性に基づくエネルギーポ

テンシャルと、地域の建物更新年や建物規模そして、建物

用途に基づく熱需要パターンを指す。対象地は多様な再エ

ネ熱のポテンシャルが高く、カーボンニュートラル達成に

向けた先進的な取組みを推進している札幌都心部(1)とする
12)。 

2.札幌都心部における再エネ熱利用の方向性 

 ここでは、札幌市が定める再エネ利用に関する各計画を

整理した上で、対象地区における土地利用の現状から、札

幌市が定めた、都心部（約300ha）における再エネ熱利用の

可能性を明らかにする。 

 ここで、札幌市が都心地区を対象として定めた再エネの

活用方針を明らかにするため、札幌市の計画を表2-1に整

理する。  

 

 

 

 

地区特性を考慮した再生可能エネルギー熱供給整備のあり方に関する研究 

-札幌都心部を対象として-

A Study on the Development of Renewable Energy Heat Supply Systems Considering Regional Characteristics 

- A Case Study in Sapporo City Center - 

上野樹*・村木美貴** 

Itsuki Ueno*, Miki Muraki** 

Recently, the Japanese government has been actively promoting the integration of renewable energy into urban district 

heating systems to achieve carbon neutrality by 2050. However, its adoption remains limited due to supply instability 

and prohibitively high initial costs. This study explores the optimal utilization of renewable heat by considering district-

specific characteristics such as energy potential and heat demand, aiming to propose more effective implementation 

strategies. Focusing on solar, geothermal, and wastewater heat, we assess their overall environmental impact and cost. 

Sapporo’s city center, which offers diverse renewable heat potential and is actively advancing decarbonization efforts, 

has been selected as the study site. 

Keywords: Energy Infrastructure, Renewable energy, Sapporo City 

エネルギーインフラ, 再生可能エネルギー,札幌市 

計画名 策定年 再エネ利用方針

都心エネルギーマスタープラン 2018
・都心部における

再生可能エネルギーの導入を拡大

都心エネルギーアクションプラン 2024 ・再エネ由来の熱源への転換

札幌気候変動対策行動計画 2021
・建物等への再エネ導入の推進

・再エネ由来のエネルギーネットワーク構築

表2-1.札幌市の再エネ活用方針 

資料)各計画・方針より筆者作成 
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建物用途
電力消費量

[kWh/㎡・年]

ガス消費量

[㎡/㎡・年]

冷熱消費量

[MJ/㎡・年]

温熱消費量

[MJ/㎡・年]

住宅 63.8 8.9 0.0 428.2

業務 117.5 5.8 107.7 266.5

商業 214.0 3.8 283.4 221.9

医療 101.8 8.9 79.5 898.6

宿泊 143.2 11.3 105.8 570.9

文化 114.9 3.2 223.3 134.1

教育 45.1 4.0 0.0 328.6

表3-1.建物用途別年間エネルギー需要原単位 

資料) 参考文献14)より筆者作成 

太陽熱採熱量[MJ/年]

=設置可能面積[㎡]×平均集熱量[MJ/㎡/日]×365[日]

設置可能面積[㎡]=建築面積[㎡]×設置係数(0.85)

平均集熱量[MJ/㎡/日]

=平均日射量(3.81)[kWh/㎡/日]×換算係数(3.6)[MJ/kWh]

表2-1より、札幌市は、都心地区におけるエ 

ネルギーの面的利用、非常時の自立機能強化の 

実現を目指していることがわかる。実際、札幌 

都心部には、106haに33kmの熱導管が敷設され 

ており、この利用を市として推進していること 

がわかる。また、都心地区のエネルギーネット 

ワークにおける再エネの導入拡大を推進してい 

ることがかる。 

以上、札幌都心部では、再エネ熱の活用によ 

る熱供給事業を推進していることが明らかと 

なった。 

3.都市に賦存する再エネ熱の活用と供給可能割合 

(1)計画単位 

ここでは、2050

年の札幌都心部に

おける再エネ熱利

用可能性を検討す

るため、評価対象

ユニットを設定

し、ユニットごと

の需要に対する再

エネ熱の供給可能

割合を算出する。 

まず、ユニットの

設定は、札幌市の

エネルギーネットワーク構築方針が示す「最小単位として

4 街区を 1 ユニットとする」という考え方に基づく。これ

を踏まえ、ユニットは、札幌都心部の碁盤の目状の街区特

性を考慮し、原則として主要な幹線道路の交差点（〇条・

〇丁目）を中心とする4つの街区を1ユニットとして設定

する（図 3－1）。ユニット間の境界は主要な幹線道路によ

って画定されるが、境界が明確でない一部の箇所では、周

辺で最も幅員の大きい道路を境界線として適用した。また、

大通公園や札幌駅前広場といった広大なオープンスペース

に隣接するユニットについては、これらの空間を地中熱の

採熱可能エリアとして当該ユニットのポテンシャル計算に

含めることとする。 

(2)検討する再エネと熱需要の関係 

本研究において再エネは、ポテンシャルの大きい太陽熱・

地中熱・下水熱の活用を考える。 

① 都心の熱需要と建物の建替え推計

まず、対象地の熱需要を算出する。熱需要は、表3-1に

示す。 

札幌市の建物用途別年間エネルギー需要量の原単位を用

いて算出した結果、北西部、南西部で大きく、東部では小

さくなった。これは用途による相違が大きいためである。

また、建物更新年は、既往研究で示されている建物用途及

び構造別の平均寿命を建物竣工年に加え算出した結果、

2050 年までに建替えを迎える建物が全体の約 50％を占め

ることが明らかになった(図 3-2)。このことから建物更新

に伴う、再生可能エネルギーを活用した熱供給ネットワー

ク構築の可能性がある状況と言える。 

② 都心部の再エネ活用可能量の推計

ここでは、太陽熱、地中熱、下水熱を都心で活用できる

再エネ熱源と考え、それぞれの推計方法を説明する。 

【太陽熱】 

 建物の屋上への設置を検討し、導入対象は 2050 年まで

に更新年を迎える全建物とする。なお、太陽熱採熱量は、

既往研究 15)を参考に以下に示す算出式を用いて算出する。 

【地中熱】 

 設置場所は、建物地下と各街区における非建蔽地（以下、

空地）とし、導入対象は2050年までに更新年を迎える全建

物とする。また、建物地下には30mの杭方式(2)、空地には

100m のボアホール方式(3)の熱交換器を設置するものとす

る。なお、地中熱採熱量は、既往研究 16)を参考に以下に示

す算出式を用いて算出する。 

【下水熱】 

 下水熱ポテンシャルマップ 17)と下水の流向より、対象地

外へ下水が流れている下水幹線計 11 か所で採れる熱を対

象地域内全域で活用するものとする。しかし、区画ごとの

a

b

c

d

e

f

g

資料)参考文献13)より筆者作成 
図3-1. エネルギーネットワーク構築方針 

【供給熱媒の種別】

高温水

高温水・冷水

冷水・蒸気

【供給範囲】

熱供給

ブロック想定

エネルギー

供給拠点想定

地中熱採熱量[MJ/年]

=設置可能面積[㎡]×採熱率[MJ/㎡/日]× ×365[日]
COP+1

COP
設置可能面積[㎡]

=建築面積[㎡]×熱交換器の密度[本/㎡]×熱交換器の断面積[㎡]

図3-2. 建物更新年と棟数 
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下水熱採熱量[MJ/年]

=対象地総下水熱採熱量[MJ/年]×
区画の汚水排出量[L]

対象地全体の汚水排出量[L] 

汚水排出量[L]

=処理対象人員[人]×水量負荷想定[L/人・日]×排水時間
24

[日]

ユニットの供給可能割合[％]

太陽熱・地中熱・下水熱採熱量[MJ/年]

各区画の熱需要[MJ/年]
= ×100

図3-4. 各ユニットにみる再エネの供給可能割合 

大通公園

100%-
27ユニット(24%)

80-100%
21ユニット(19%)

60-80%
13ユニット(11%)

40-60%
42ユニット(38%)

20-40%
9ユニット (8%)

0-20%
0ユニット (0%)

【供給可能割合】

北
西
地
域

東地域

南西地域

下水熱供給可能量の算出が困難であることから、本研究で

は区画の汚水排出量の値を用いて対象地全体の下水熱採熱

量を按分する。 

 なお、各区画の汚水排出量は、以下の算出式を用いて算

出した 19)。ここで、排水時間は、各建物用途において1日

のうちに排水が発生する平均的な時間数を指す。 

(3)再エネの供給可能割合 

上述した3つの再エネを用いて再エネの供給可能割合を

算出する（図3-4）。なお、供給可能割合は、ユニット内に

おける再エネ熱の採熱可能量を用いて以下に示す式より算

出する。 

 図 3-4 より、供給可能割合が 100％を超えるところが創

生東エリアに集中して分布していることがわかる。これよ

り、都市に賦存する再エネ熱のみで熱需要を補うことが可

能な街区が複数存在することが明らかとなった。また、大

通公園周辺や学校などの公共施設に接するエリアにおいて

供給可能割合が高い値になっている。これは、他のユニッ

トと比較して、当ユニット内の熱需要が小さいため、再エ

ネポテンシャルに対して需要量が少ないことが要因と考え

られる。 

 以上、札幌都心部では、市街地更新と併せた再エネ熱導

入の可能性はある一方、地区によって供給可能割合の差が

大きいことから、地区特性を考慮した再エネ熱利用のため

の整備手法の構築が重要であることが明らかとなった。 

4.再エネ熱の活用による環境性向上効果 

 ここでは、地区特性を考慮した再エネ熱供給の推進に向

けて、その有効性を検討する。なお、本章では、再エネ熱

を活用した地域熱供給ネットワークを構築することを想定

する。 

(1)ユニットの類型化 

再エネの導入は、地域の特性により導入可能性が異なる。

そのため、熱の需要と供給に関連する指標を5つ設定し、

全110 ユニットをクラスター分析（ウォード法・平方ユー

クリッド距離）により類型化する。以下にクラスター分析

の結果と、それぞれのユニットの全体に占める割合を示す。 

クラスター❶(12％）：「多用途混在型ユニット」 

 住宅、業務・商業の延床面積割合が他の地域と比較して

低く、様々な用途の建物が多い。また、延床面積、建築面

積が多いため、高需要なユニット。 

クラスター❷(27％)：「業務・商業密集型ユニット」  

 業務・商業用途延床面積割合が他の地域と比較して大き

く、延床面積、建築面積が大きい。空地面積が小さく、採

熱量は小さい。 

クラスター❸(14％）：「業務・商業多空地型ユニット」 

 業務・商業用途延床面積割合が他の

地域と比較して大きく、延床面積、建

築面積が大きい。また、空地面積が他

の地域と比較して大きく、採熱可能量

が多い。 

クラスター❹(19％）：「用途平準型ユ

ニット」 

 他のクラスターと比較して、特徴的

な指標がない。 

クラスター❺(11％)：「住宅密集型ユ

ニット」 

 住宅用途の延床面積割合が他の地

域と比べて高く、延床面積、建築面積

が小さい。また、他の地域と比較して、

延床面積・建築面積当たりの空地面積

●エネルギーセンター
ー対象エリア

1
2

3
4

5 6

10

7

11

8

9

ー対象エリア

図3-3. 下水のポテンシャルと流向 
資料)参考文献17)18)より筆者作成 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-722-



  住宅

面積割合

[％]  

  業務・商業

面積割合

[％]  

  延床面積

[㎡]  

  建築面積

[㎡]  

  空地面積

[㎡]  

 ❶  多用途混在型 5.5% 40.1% 63,881.0 7,176.8  3,214.0  

 ❷  業務・商業密集型 0.2% 81.3% 74,383.3 7,546.5  2,356.5  

 ❸  業務・商業空地型 8.1% 71.4% 69,958.5 7,338.0  9,841.5  

 ❹  用途平準型 26.2% 67.3% 19,548.3 5,162.0  5,270.0  

 ❺  住宅密集型 44.8% 44.2% 20,442.5 3,477.3  3,679.8  

 ❻  住宅空地型 70.9% 17.1% 31,556.3 5,006.5  5,275.3  

 クラスター 

表4-1.代表ユニットにおける各指標の値 

y = 2E+26e-0.026x

R² = 0.8922

0
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ネ
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単
位

－

2023年比
52％削減

2023

図4-1.エネルギー消費原単位の経年変化 

表4-2.熱供給導入シナリオ 
ネットワーク構築

シナリオ

建替え手法 建替え規模

① 公共空地のみ

② 全ての空地

③ 公共空地のみ

④ 全ての空地

⑤ 公共空地のみ

⑥ 全ての空地

更新手法と規模

個別

建替え

同規模

容積率

Max

共同

建替え

Ⅰ:現状型

Ⅱ:自然更新型

Ⅲ:地区整備型

空地活用

市街地更新シナリオ

が大きい。 

クラスター❻(17％)：「住宅空地型ユニット」 

 住宅用途の延床面積割合が他の地域と比べて高く、延床

面積は小さい。 

 次に、各クラスターの代表地を、本研究の対象地区とし

て選定する。なお、各クラスターの代表地は、各指標の平

均値に対する偏差/標準偏差の絶対値の合計が最小となる

ユニットとした(表4-1)。 

 

(2)熱供給導入パターンの設定 

① 市街地更新シナリオ

札幌市の都市計画基礎調査（令和5年度）のGISデータ

より算出した札幌都心部の建物更新年を踏まえて、札幌都

心部における将来の市街地更新シナリオを、建替え手法、

建替え規模の観点から設定する。 

【建替え手法】 

 札幌都心部では、建物の共同化を推進していることから
20)、本研究は以下の2通りの建替えを設定する。 

個別建替え：更新年時点において、各敷地内で建替わる。 

共同建替え：更新年時点において、隣接敷地の建物がその

時期から 10 年以内に更新年を迎える場合、隣地と敷地を

統合し建替わる。なお、建替え後の新しい単一の建物の規

模は、統合後の敷地面積全体に対して、当該地区に定めら

れている建蔽率・容積率をそれぞれ適用して新たに算出す

る。これにより、単独での建替えに比べて、より大規模な

建物を建設するシナリオとなる。 

【建替え規模】 

 札幌市は都心地区において、都市機能の集積とあわせた

建物規模の拡大を図っていることから 21)、本研究は以下の

2通りの建替えを設定する。 

同規模：建替え前と同等の延床面積で建替わる。 

容積率Max：割増容積率まで延床面積が増加して建替わる。 

【市街地更新シナリオ】 

 なお、個別建替えが同規模で起きる場合は、現状と建て

替わる規模が同じため、「Ⅰ.現状維持型」、容積率MAXの

場合は「Ⅱ.自然更新型」とする。さらに、共同建替えなど

を行い容積率MAX となる場合は、計画的な市街地形成が

行われるため、「Ⅲ.地区整備型」という3つの市街地更新

タイプとした。 

② ネットワーク構築シナリオ

【空地活用】

 地中熱の採熱に際して、公共に留まらない民間空地の活

用が重要であるため、本研究では以下の2通りを想定する。 

公共空地のみ：公共空地のみ地中熱を導入する。 

全ての空地：私有地を含む全ての空地に地中熱を導入する。 

 以上、市街地更新シナリオとネットワーク構築シナリオ

を組み合わせることで、熱供給導入パターンを計6パター

ン設定する（表4-2）。 

 

(3)各パターンにおける環境性評価 

 熱供給導入パターンにおける環境性の評価に向けて、建

物更新時期によるエネルギー消費原単位の推移を算出す

る。なお、2050年までに建て替わる建物をエネルギーネッ

トワークに接続するものとし、接続する建物は熱電併給方

式、接続しない建物は個別熱源方式を用いるものとして算

出を行う。また、各ユニットのエネルギーネットワーク接

続建物の選定を行う。 

① 建物更新時期によるエネルギー消費原単位の変化

(a)用途別エネルギー消費原単位の経年変化

 建物更新年の推移は、既往調査22)に記載されている年度・

用途別エネルギー消費原単位を用いて、1998 年から 2023

年度までの値を線形近似し算出する（図4-1）。この近似式

の決定係数（R²）は0.8922と高く、統計的に信頼性の高い

予測といえるが、あくまで過去の傾向に基づく推計であり、

将来の社会情勢の急変といった不確定要素は考慮してい

ない。 

(b)補正エネルギー消費原単位の算出 

 エネルギー需要は、表3-1に示した建物用途別年間エネ

ルギー需要原単位に延床面積を乗じることで算出を行う。

そこで、この値にエネルギー消費原単位の推移を考慮した

補正係数をかけることで、建物更新時期によるエネルギー

※最大値に橙色、最小値に水色の網掛け 
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図4-3.各パターンにおける環境性評価 

各年の補正係数

Ｘ年のエネルギー消費原単位

2023年のエネルギー消費原単位
= (X=2023~2050)

補正後エネルギー需要[MJ/年]

=エネルギー消費原単位[MJ/㎡ 年]×延床面積[㎡]×補正係数

消費原単位の変化を考慮した環境性評価をする。 

② プラント建物の選定

プラント建物は、既往研究 23)を参考に各代表ユニットの

中で 2050 年までに建替えが想定される建物の中で、敷地

面積が最大の建物をプラント整備建物として選定する。 

③ 環境性評価

 環境性は、評価指標として、2023年と施策 

導入後の2050年時点でのCO₂排出量を比較 

したCO₂削減率を用いて、以下の式より算出 

を行う。なお、本章では、再エネ熱と既存の 

熱供給設備の併用を想定するため、CO₂排出 

量は、電力・冷房・暖房・給湯による排出量 

を用いて算出する。 

 

 

 

 

 

 

 また、目標削減率は、札

幌市が2050 年のCO₂排出

量を 2012 年比で 80%削減

を目標としていることか

ら 24)札幌都心部における

2023 年の CO₂排出量を算

出した上で、札幌の目標達

成に向けて今後削減しな

ければならない目標削減

量を算出し、75％と設定す

る。 

 ここで、2050 年における

CO₂排出量の算出にあたり用いる、システムの概要を図4−

2 に、各システムの機器効率を表4-3 にCO₂排出係数を表

4−4に示す。また、CGS容量は、北海道熱供給公社へのヒ

アリングを参考に、最大電力需要量に対する 40%とした。

具体的には、前述の建物用途別年間エネルギー需要原単位

（表3-1）、月別エネルギー消費率、時刻別エネルギー消費

パターンを用いて、各ユニットの建物を対象に時刻別のエ

ネルギー需要量を算出し、最大需要量を基準に機器設備の

導入容量を設定した。なお、シミュレーションでは、既存

インフラの活用を前提に、当該地区で熱供給事業を行って

いる北海道熱供給公社の供給温度である 80℃に統一した
27)。また、地中熱や下水熱などの低温の再エネ熱は、大規模

ヒートポンプを用いてこの供給温度まで昇温させるものと

し、その際の電力消費も評価に含めることとする。また、

時々刻々のシミュレーションは、①再生可能エネルギー熱、

②CGS排熱、③ボイラの順で熱供給の優先順位を設定した。

需要を上回る余剰熱（再エネ熱、CGS排熱共に）は蓄熱槽

に貯蔵・活用することで、再生可能エネルギーの利用を最

大化した。 

 

図 4-3 より、CO₂排出削減率は、❹用途平準型（❹-I）

において目標値を上回る値を示すことがわかる。これは、

当該地区の延床面積が小さいことから再エネ熱による供給

可能割合が大きくなること、業務・商業用途建物割合が大

きいことから熱需要密度が高く、熱供給導入によるCO₂削

減量が大きくなることが要因と考えられる。なお、表4－2

で提示した熱供給導入シナリオ別にみると、①パターンⅠ

が最も高いCO₂削減率を示していることがわかる。これは、

その他のパターンにおける CO₂排出量の変化によるもの

と考えられる。具体的には、その他のパターンでは、再生

可能エネルギーの採熱量は一定であるものの、建替えで建

物の延床面積が増加することにより CO₂排出量が増加す

るため、2023年と比較した場合に得られるCO₂削減量は減

少し、削減率もパターンⅠより低くなることが要因と考え

られる。また、②パターンⅡ.Ⅲを比較するとⅢのほうが大

きいことがわかる。これは、共同建替えによって建物が大

規模化・集約化されることで、地域熱供給ネットワークの

効率が向上し、熱損失が低減するためと考えられる。一方

で、CO₂削減率がほぼすべてのパターンで札幌市の目標の

75％を下回るため、札幌市の目標達成は都市で採熱可能な

再エネ熱のみでは困難であることが明らかになった。 

 また、採熱方法の観点から見ると、すべてのパターンに

おいて公共空地の活用のみでは札幌市の削減目標を達成で

きないことから、公共に限らない民間空地の活用が重要と

いえる。加えて、図 4-3 に示す通り、住宅多空地型のⅡ、

参考 CO₂排出係数 単位

北海道ガス 2.29 kg-CO₂/㎡

北海道電気 0.531 kg-CO₂/kWh

表4-4.CO₂排出係数 

資料)参考文献25)26)より筆者作成

システム 性能 単位

5.0 COP

発電 40.0 ％

排熱回収 40.0 ％

0.9 COP

1.5 COP

100.0 ％

冷熱 3.0 COP

温熱 4.0 COP

0.9 COP

個別空調
空冷PAC

ガス給湯器

機器名

熱電併給

ヒートポンプ

CGS

ボイラ

吸収式冷凍機

熱交換器

表4-3.システムの機器性能

需要者熱供給事業者エネルギー事業者

個
別
熱
源
方
式

熱
電
併
給
方
式

電力

冷房

暖房

給湯

系統電力

都市ガス

空冷
PAC

ガス給湯器

系統電力

都市ガス

再エネ熱 熱交換器

ボイラ

CGS

電力

冷房

暖房

給湯ヒートポンプ

熱交換器

吸収冷凍機

—電気 —ガス —冷熱 —温熱（給湯）—温熱（暖房）

図4-2.システム概要 

CO₂排出削減率[%]

2023年のCO₂排出量－2050年のCO₂排出量

2023年のCO₂排出量
= ×100
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ⅢタイプにおいてCO₂削減量がマイナス値を示した。これ

は、これらのユニットの熱需要密度が低いことが要因と考

えられる。具体的には、①対象ユニット内の総延床面積が

32,886 ㎡と平均の46,628.3 ㎡と比較して小さく、また、熱

需要密度が低い。そのため、CGSの非効率な運転を余儀な

くされ、CGSの運転効率が低下した。②本研究の環境性評

価は、2023 年比の CO₂排出削減率を指標としているため、

住宅割合の高いユニットにおいては、建替え 

シナリオにより総延床面積が大きく増加し、 

これに伴う熱需要の増加が顕著となった。そ 

の結果、本研究では、このCGSの非効率化と 

バックアップボイラの稼働増加に加え、建物 

規模拡大に伴うCO₂排出量の増加分が、導入 

した再エネ熱によるCO₂削減量を上回ったた 

め、ユニット全体として削減量がマイナスに 

なったと考えられる。 

5.環境目標達成に向けた環境施策展開のあり方 

 ここでは、すべてのユニットにおける環境目標達成に向

け、追加的な環境施策導入を検討する。施策の選定にあた

っては、「札幌市エネルギーアクションプラン後半期間編」

における取り組みをもとに設定した。具体的には、当該プ

ランで示されている地域外とのエネルギー連携や市場メカ

ニズムの活用を踏まえ、本研究では「①道内他自治体から

の再エネ余剰電力の供給」と「②環境権取引によるカーボ

ンオフセット」の2点を評価対象とする。これらの施策を

評価することで、目標達成に向けた施策展開のあり方を多

角的に検討する。 

(1)環境施策の検討 

① 道内他自治体からの再エネ余剰電力の供給

前項より、札幌市都心

部はエネルギー需要量が

高く、再生可能エネルギ

ー熱の活用のみでは環境

目標の達成が困難な状況

にあると明らかになった。一方、周辺自治体では再エネポ

テンシャルや発電量に比較して需要量が少なく、余剰電力

の有効活用が課題となっている 28)。そこで、このような地

域間エネルギーバランスの不均衡を解消するため、札幌市

は、道内他自治体で発電される再エネ電力を市内に供給す

る「再エネの地産地消」モデルを推進し、稚内市とその先

駆的事例として協定を締結している 29)。 

これを受けて、本研究ではこうした地域間連携により、

稚内市における再エネ余剰電力を札幌都心部へ供給するこ

とを検討する。なお、各ユニットが活用可能な融通電力は、

各ユニットの熱需要を用いて、稚内市の再エネ余剰電力量

を按分することで算出する。 

②環境権取引によるカーボンオフセット 

 電力融通を最大限活用しても環境目標を達成できないユ

ニットは、J クレジット制度を活用した環境権取引による

カーボンオフセットの導入を検討する。環境権取引は、敷

地外から再エネ由来の電力の供給や、再エネ由来の環境価

値を購入し、実質的にCO₂排出量削減に貢献しているとみ

なす手法である。本研究は、取引価格について直近10年間

の価格データを分析し、2,339円/t-CO₂と算出した 31)。 

(2)施策導入に係る費用評価 

 各シナリオパターンにおけるオフセット必要量とそれに

伴う費用を算出し、図5-1に示す。 

 

図5-1より、最もオフセット費用が高いユニットにおい

ては、年間約1,700万円のオフセット費用が発生すること

が明らかとなった。また、ユニット別の分析からは、業務

や商業用途が密集している地域及び、住宅施設を多く含む

➏住宅密集型において特に高額のオフセット費用が必要と

なることが明らかになった。

 以上より、札幌市の環境目標達成には、建物単体の省エ

ネルギー化や再エネ設備の導入だけでなく、地域間連携に

よる再エネ余剰電力の活用が不可欠であることが明らかに

なった。しかし、それでもなお環境目標達成が困難な空地

が少なく熱需要が高いユニット（ユニット➊.❷.➎.➏）に

おいては、カーボンオフセットによる補完を行わなければ

脱炭素が達成できないものと考えられる。 

6.おわりに 

 本研究より明らかになった点を踏まえ、今後地区特性を

考慮した再エネ熱供給整備に向けて、以下の3点が重要と

考える。 

(1)再エネ熱導入の可能性への対応 

 本研究は、対象地区内の再エネポテンシャルに基づき、

供給可能割合を推計した。結果、住宅用途の建物・空地の

多い地域が再エネ熱の導入適正が高いことが明らかとなっ

た。 

住宅用途は熱需要自体が少なく、熱供給事業という観点

からは採算性が見込めないため、都心部における再エネ熱

の活用には、例えば、今後開発が見込まれる東側に位置す

る北海道新幹線の乗り場周辺に見込まれる開発と連携した

ネットワークを検討することが考えられる。このように、

導入に課題はあるものの、まずは導入可能性のある場所の

確認から考えることが重要と考える。 

(2)地区特性を考慮した再エネ熱供給整備の有効性 

本研究は、対象地区を建物特性により類型化することで、

種別 電力量 単位

再エネ発電量 245,465 kwh

電力需要量 202,927 kwh

再エネ余剰電力 42,538 kwh

表5-1.稚内市の再エネ余剰電力 

資料)参考文献30)より筆者作成

図5-1.各パターンにおけるオフセット費用 
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地区特性を考慮した再エネ熱供給整備の有効性を明らかに

した。特に業務・商業用途の建物が多い地域のうち、延床

面積が小さい地域における再エネ熱供給は、CO₂削減率が最

も高いことが明らかとなった。したがって、都心の脱炭素

化を進めていくためには、再エネ熱供給整備の適性が高い

地域の建物特性を明らかにした上で、先行的な再エネ熱供

給導入を検討していくことが望ましいといえる。 

(3)環境目標の達成に向けた支援の推進  

 本研究を通して、対象地区における環境目標の達成は、

高い費用の発生することが明らかとなった。地方自治体が

環境目標の達成にどれだけ優先度を与えるかの検討がまず

は求められるが、実現に向けてはマーケットへの期待だけ

では進みにくいことが予想されるため、再エネ設備導入に

対する補助金に加えて、環境権取引によるカーボンオフセ

ット費用に対する公的助成制度の構築やインセンティブ付

与などの制度の構築が考えられる。これらの方法について

は他日を期したい。 

【補注】  

(1) 札幌市の都心エネルギーマスタープランにおける熱供給ネッ

トワーク促進エリアを指す。 

(2) 建物の基礎工事で使用される杭を地中熱交換器として機能さ

せる方式。 

(3) 地下 100m 程度の井戸を掘削し、地中熱交換器を設置する垂

直型の方式。

(4) CGSは、昼夜を通して安定的かつ一定規模の熱需要がある場

合に効率的に運転できるシステムである。本研究で対象とした住

宅割合の高いユニットでは、昼間の需要が低く夜間に偏る傾向が

強く、また、熱需要が小さいためCGSが非効率に稼働する。
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*正会員・大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻（Osaka University）

1．はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

 人口減少による地域の存在と活性化に対する諸問題への

解決策の一つとして、2017年以降、関係人口創出・拡大施

策が国や地方自治体を中心として展開されている。関係人

口とは多様なかかわり方を許容する幅広い概念であり、地

域と良好な関係を構築し継続的に貢献することが期待され

ている 1)。最終的に移住に到達する新たな移住施策とも期

待されるが、全国的な調査 2)では、関係人口の多くが移住

を前提とせずに地域と関わることが示されており、その存

在自体を地域資源と捉え、地域に与える影響を重視し評価

する動きが中心となっている 3)4)。 
また、2020年度からの国の第2期地方創生政策では、「地

域の担い手として活躍することや、地域住民との交流によ

って新たな価値を生み、“内発的発展”に繋げること」が関

係人口の役割に据えられている 1)。内発的発展とは、1970
年代に提唱された現代の地域発展の基盤となる理論であり、

当該地域が固有の資源や文化に基づきつつ住民主導で発展

していく発展方式を指す 5) 6)。その発展過程では、外部から

の圧力に対し地域住民が対抗、相互触発、または従属する

ことにより内部の変化が引き起こされる 5)。従来、外部の

人はよそ者と呼ばれてきたが、同じく外部の人である関係

人口にも内発的発展の理論が当てはまることから、先述の

地方創生政策においては、関係人口によそ者としての機能
(2) 7) を期待していると解される 4)。しかし、よそ者に関する

事例は地域おこし協力隊や移住者などが注目されることが

多く、移住を前提としない割合の高い 9) 関係人口とはその

性質や特徴に違いがある。また関係人口には地域との良好

な関係構築に重きがある点や、継続的な関わり、また多様

な形での貢献が想定される点 1) 8)など（表-1）、従来のよそ

者論における内発的発展と区別して捉える必要がある。そ

こで本研究では関係人口によって引き起こされる、地域の

変化から住民主導の発展に至る一連の形式を「関係論的発

展」と定義する。行政の施策を通じた関係論的発展の可能

性について議論するためには、主な関係者である関係人口、

施策実施者(行政や地域事業者など)、住民のそれぞれにつ

いて、その実態や意向を把握する必要がある。 
関係人口に関しては、その実態把握を目的とし、地域へ

の関わりによる類型化が試みられている。例えば、国土交

通省は関係人口を訪問系及び非訪問系に大別するとともに、

地域への継続的な貢献が期待される訪問系の関係人口につ

いてより詳細に調査し特徴を把握している 10)。また、地域

との関係性を示す指標の一つである地域愛着スタイルによ

り類型化し、地域への関わりや想いの特徴と傾向の把握が

なされている 11)。行政・政策に関しては、政策や地域特性

との関係や、関係人口受入地域事業者と関係人口との関係

などについて、一定の知見の蓄積がみられる 12)13)14)。しか

し、一般の地域住民を対象として、関係人口との関わりや

意識に対する態度に着目した調査は管見の限り見られない。

関係人口との協働に対する住民意識の類型化と行政施策の方向性についての考察 

岐阜県飛騨市の住民へのアンケート調査から 

Typology of Residents’ Attitudes toward Collaboration with “Kankeijinkō” (Non-Resident Population with Local Ties)
and Implications for Local Government Policies: 
Based on a Questionnaire Survey in Hida City, Gifu Prefecture in Community 

関根仁美*・武田裕之*・加賀有津子* 
Hitomi Sekine*, Hiroyuki Takeda*, Atsuko Kaga* 

The concept of a “kankeijinkō,” referring to individuals residing outside a region who maintain continuous engagement 
with it, has recently gained attention for its potential to contribute to endogenous regional development. This study 
conducted a survey of residents in Hida City, Gifu Prefecture, to gain insights into the utilization of related populations. 
Although general awareness of the concept was limited, many respondents expressed positive attitudes toward its 
application in regional management. Residents’ perceptions were classified into five types based on differences across 
sectors of community activity. Each type exhibited distinctive patterns in personal attributes, relationships with non-
local individuals, and attitudes toward regional change. Based on these findings, the study considers directions for 
resident support policies that may be necessary for local governments aiming to promote endogenous development. 
Keywords: kankeijinko, community revitalization, non-hierarchical Cluster Analysis, logistic regression analysis 

関係人口, 地域活性化, 非階層式クラスター分析, ロジスティック回帰分析 

表-1 よそ者と関係人口との解釈の違い 

よそ者 関係人口 

関わり
方 

圧力や刺激、挑戦を伴うこと
や、摩擦や対立が生じることも
ある(7。移住を伴うこともある。 

協働・共感ベースで関係構築され
ることが多く、摩擦はあまり生じ
ない(8。移住は前提にない(2 (9。 

継続性 一時的・短期的の場合もある(4。 継続的な関わりが前提である(1 (8。 
貢献の

幅 
社会変革・制度変化など、大き
な構造転換も含む(5。 

生活・文化・交流など比較的ソフ
トな変化が多い(8。 
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総務省は、行政による関係人口事業の展開によって、関係

人口の増加や地域住民のシビックプライドの向上などの成

果が見られた一方で、関係人口に対する地域住民の理解不

足などを指摘しており 8)、知見の蓄積が求められている。

地域愛着スタイルについては、住民らが主体となり地域に

貢献する活動（以下、地域活動）との相関が示されており
15)、住民主導での地域発展に対する意識を推察する上で参

考となると考える。そして、よそ者効果に関しては、住民

の地域活動への参加や活動継続のきっかけに寄与すること
16)や、よそ者の移住や積極的な活動が住民への刺激となる

こと 17)が示されているが、関係論的発展の可能性を検討す

るためには、関係人口に対する住民の理解や協働意識に対

する知見を蓄積することも必要である。 
 これらを踏まえて本研究では、関係人口施策を先駆的に

実施している岐阜県飛騨市を研究対象地とし、住民の関係

人口の理解や、関係人口との協働に対する意識を把握し、

行政が関係人口を活用して地域の関係論的発展を目指して

いくための知見を得ることを目的とする。 

1-2．用語の定義 

 本研究では、各用語を以下の通り定義した。 

関係人口：地域外に住みながら、当該地域の魅力の発信や

向上、また地域課題の解決活動に関与し、当該地域に定期

的に訪れるまたは遠隔から関わる人を指す。 

地域活動：飛騨市で住民が主導または参画する主な地域貢

献活動（伝統的な祭りや行事の運営、地縁的な活動の運営、

集落や街並みの維持、自然や環境の保全・活用、伝統的産

業の維持、新規産業の展開、観光客向けイベント）を指す。 

関係論的発展：関係人口の関与を通じ、地域の固有資源や

文化に基づきながら住民の地域活動を維持・発展させる形

式を指す。 

1-3．研究の方法 

 本研究では、行政施策を通じて継続的且つ多くの関係人

口を受け入れる飛騨市を選定し、飛騨市の概要を整理した

（第2章）。次に、市民に対しアンケート調査を実施し、市

外の人との接点・つながりや、関係人口の認知度、地域へ

の関与と態度の特徴を明らかにした（第3章）。その後、関

係人口に求める活用法についてクラスター分析を行い各類

型の特徴を明らかにし（第4章）、最終的に行政が内発的発

展を目指していくための注意点や事業の方向性に関する提

案を行った（第5章）（図-1）。 

対象地域は、一般住民が関係人口を認知また理解する機会

が比較的多いと想定される地域を選定することとした。た

だし、地域に訪れる様々な関係人口を網羅的に把握し、且

つ地域間で比較できるようなデータを入手することは困難

であるため、訪問系関係人口数を図る指標の一つとして、

総務省の地方創生関係人口ポータルサイトに掲載された

67市町村のうち、以下の条件を用いて選定した。 
・条件1: 地域会員ファンクラブ会員制度(3)の会員数が多い 
・条件2: 会員を定期的に地域へ訪問させる活動がある 
会員数では、飛騨市及び五島市が3位以下と比較して極

端に多くなっている。2 市の活動内容をみると、五島市で

は地域の情報発信や観光時の割引特典の配布のみとなって

いるが、飛騨市では情報発信等に加え、現地訪問を促す様々

な活動を提供している。以上より、飛騨市を対象とした。 

2．飛騨市の現況と関係人口事業 

 飛騨市は2004年に古川町、河合村、宮川村、神岡町の2

町 2村が合併して誕生した。合併後は、4 つの地域名が町

名として存在している（図-2）。岐阜県の最北端に位置し、

高齢化率は40.4%、人口減少率は-8.7%と人口減少と少子高

齢化が深刻化する過疎地域である。飛騨市は、小京都と称

されるほど昔ながらの情緒あふれる城下町の景観が今なお

残り、国の重要無形民俗文化財に指定される古川祭りをは

じめ、住民らによるお祭りが盛んに開催される地域である。

またスーパーカミオカンデの設置や大学の開校(2026 年 4

月予定)など、新たな人の流れを生む動きも見られ、周辺に

は高山市や白川村など集客力の高い観光地も存在するが、

観光客は伸び悩んでいる状況である。 

飛騨市では、2016年頃から関係人口の活用について検討

を始め、翌年に飛騨市ファンクラブ会員制度を設立、その

後会員向けに現地訪問を促す様々な活動を実施し（表-2）、

図-1 研究のフロー 

表-2 飛騨市での関係人口向けの取組 

タイプ 取組名 

オンライン/消費 飛騨市ファンの集い(対面)、飛騨市ファンクラブバスツアー(対

面)、飛騨市オンラインショップ(オンライン) 

現地参加/交流 部活動(対面) 

直接寄与 ヒダスケ！―飛騨市の関係案内所―、石棒クラブ 

図-2 飛騨市の位置と町 
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会員数は約16,400人（2025年4月時点）に至る。 

 

3．住民の関係人口に対する認知及び態度 

 3-1．アンケート調査の概要 

 住民の関係人口に対する認知や協働に対する態度を明ら

かにすることを目的とし、アンケート調査を行った。調査

方法の詳細は表-3の通りであり、有効回答数は362件、回

収率は40.4%であった。質問項目は表-4に示す。 

 

3-2．アンケート調査の結果 

3-2-1．基本属性 

 女性が58.0%と男性よりも多く、回答者の年代は70代以

上が23.5%と最も多く、次いで60代が21.3%、20代が8.8%
と最も少なかった（表-5）。居住地域は古川町が46.7%、神

岡町が40.9%、河合町が6.9%、宮川町が5.5%であったが、

これは配布時に居住人口で割付を行ったことが影響してい

る。家族構成では、「配偶者と同居」が72.4%と多くを占め、

「子孫と同居」は 42.0%であった。飛騨市内の延べ居住年

数は、20年以上が83.7%と多くを占め、飛騨市外での居住

歴がある人は 79.3%と多く、岐阜県外での居住歴がある人

は50.3%であった。 
 
 3-2-2．市外の人との関わり 

 市外に友人がいる人は85.4%（309人）と多く存在し、よ

り親密な関係とされる「感情を素直に伝えられる」友人が

いる人は78.7%（285人）存在した（表-6）。 
 次に日常生活の中で観光客と接する機会のある人は全体

の17.1%（62人）と少数であった（表-6）。なお日常的に接

点のあると回答した人の活動内容については、サービス業

（飲食、小売、宿泊、観光・体験など）が多くを占めた。

また、観光客との交流経験について、過去2年間に何かし

らの交流経験のある人が76.4%（277人）存在した。また能

動的な交流の経験者（表-4）はそれぞれ全体の 14.1%（51
人）、6.6%（24 人）と少数であり、受動的な交流の経験者

（表-4）はそれぞれ16.9%（61人）、20.7%（75人）、31.5%
（114 人）となった。観光客と接する機会の有無でクロス

集計しカイ二乗検定を行った結果、能動的な交流または受

動的な交流（挨拶を除く）は、観光客と接点する機会があ

 

表-3 アンケートの調査概要 
項目 詳細 

調査手法 Web または紙面の質問紙(回答者が選択) 
調査時期 2024 年3 月8 日～18 日 
調査対象 飛騨市の住民票に登録のある 20 歳以上市民から無作為抽出(飛騨市に

よる抽出)※居住地域(古川町、神岡町、河合・宮川町=4:4:1)、性別(均
等)、年代(均等)による割付を実施 

配布方法 飛騨市経由での郵送により、合計896 部配布 
回収数 有効回答数: 362 部（回収率: 40.2%） 

 

表-4 アンケートの質問内容 

指標 回答方法 
市外の人
との関わ
り 

市外に住む友人（「感情を素直に伝え合える」、「意見を言い合える」、
「定期的に近況を報告する」の相手別での有無）、観光客と接する機会
（「定期的にある」、「不定期だがある」、「ほとんどない」から選択、機
会がある場合、活動種類を宿泊、観光、祭り、飲食、農工業、交通、そ
の他から選択）、過去2 年での観光客との交流経験（「自ら挨拶した」、
「困っている人に声をかけた」、「困っている人に話しかけられた」、「声
をかけられ会話した」、「挨拶されて挨拶を返した」から複数選択） 

関係人口
との関わ
り 

関係人口の認知度合（「個人を知っている」、「市内にいることを知って
いる」、「言葉は知っている」、「知らない」から選択）、人手不足等によ
り活動の継続が困難になった際の運営主体に対する考え（「規模を縮小
しても地域内で維持すべき」、「関係人口を運営に加えて維持すべき」、
「関係人口に運営を任せて維持すべき」から分野別（1-2 参照）に選択） 

地域への
関与や態
度 

地域活動関与度（町内会や地縁活動、ボランティア活動などに対し、
「役員として参加」、「頻度高く参加」、「ときどき参加」、「活動していな
い」から選択）、地域愛着度（とても愛着を感じる～少しは愛着を感じ
るの4 件＋全く愛着を感じない）、地域自己観3 問（「地域の中で孤立
してしまうのではないかと心配している」、「地域の人に関係を切られ
ることを心配している」、「私が思うほどには、地域の人は私を大切に
思っていないと心配している」に対し非常にそう思う～全くそう思わ
ないの5 件）、地域他者観3 問（「心の奥底にある考えや気持ちを人に
話すことに抵抗がない」、「たいてい地域の人と自分の問題や心配ごと
を話し合う」、「地域の人に頼ることに抵抗がない」に対し非常にそう
思う～全くそう思わないの5 件）、地域のために受容できる変化の内容
（「文化や価値観を変えること」、「新規事業や店舗ができること」、「市
内の別の集落に転居すること」から複数選択） 

個人属性 性別、年代（20~60 代、70 代以上から選択）、居住地域（古川町、神岡
町、河合町、宮川町から選択）、家族構成（配偶者、親、子孫、親族に
ついて同居、別居、いないから選択）、市内延べ居住年数（1 年未満、
1~2 年、3~5 年、6~10 年、11~15 年、16~20 年、20 年以上から選択）、
市外居住歴（あり、なしから選択）、県外居住歴（あり、なしから選択） 

 

表-5 基本属性の集計結果（n=362） 

 

表-6 市外の人との関わりの集計・分析結果 
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る人の場合に、有意に生じやすいことが示された（表-6）。 
 

3-2-3．関係人口との関わり 

 「関係人口という言葉も知らない」の回答者が67.1%（243
人）と多くを占めた（図-3）。「関係人口という言葉は知っ

ている」は9.7%（35人）、「飛騨市に関係人口がいることを

知っている」は14.6%（53人）、「関係人口にあてはまる個

人を知っている」は7.5%（27人）、無回答は1.1%であった。 
 次に関係人口の定義を示した上で、人手不足等により活

動の継続が困難になった際の運営主体に対する考えについ

ての結果を示す（図-4）。なお「規模を縮小しても地域内で

維持すべき」を「排他」、「関係人口を運営に加えて維持す

べき」を「協働」、「関係人口に運営を任せて活動を維持す

べき」を「一任」、とする。結果をみると、地域活動の5項 

目（「新産業の展開」、「観光イベント」、「伝統的産業の維持」、

「自然や環境の保全・維持」、「集落や街並みの維持」）につ

いて協働の選択者が過半数を占めた。一方、「地縁的な活動

の運営」や「伝統的な祭りや行事の運営」については他の

活動と比較し排他の選択者が多くなった。なお、どの活動

においても一任の選択者は少数であるが、「新産業の展開」

については一任が 22.1%（80 人）と、比較的多くなった。 
以上より、関係人口活用に対する考えは、地域活動の分

野によって異なることが示された。 
 
3-2-4．地域への関与や態度 

 地域活動関与度について、活動に関与する人は 78.7%
（285 人）を占め、関与度の深い人（「役員として参加」、

「頻度高く参加」）は39.8%（144人）、関与度の浅い人（「と

きどき参加」）は39.0%（141人）と同程度存在した（図-5）。 
次に地域愛着度について、何らかの愛着を持つ人は

95.3%（345 人）とほとんどを占め、強い愛着（「とても愛

着を感じる」、「愛着を感じる」）保持者が 57.7%（209 人）

と、弱い愛着度（「やや愛着を感じる」、「少しは愛着を感じ

る」）保持者（37.6%（138人））より多かった（図-6）。 

また地域のために受容できる変化では、「地域のために現

在の文化や価値観を変えていくこと」の選択者は 60.5%
（219 人）、「地域のために新しい事業形態や店舗ができる

こと」の選択者は70.7%（256人）と過半数を占めた(図-7)。
一方、「生活機能を維持するために市内の別の集落に転居す

ること」の選択者は16.3%（59人）と少数であった。 
次に地域住民との関係性については、愛着スタイル理論

(4)に基づき地域自己観(5)と地域他者観(6)により4分類するこ

とで性質（表-7）を予測できることが報告されており 11)、

本研究においても同様の手法で愛着スタイルによる分類を

行った。具体的には地域自己観及び地域他者観の各3問ず

つ計6問の各回答を得点化し（「全くそう思わない」を-2点、

「非常にそう思う」を 2 点として 0 点を中心とした 5 段

階）、地域自己観と地域他者観の各 3 問の値の平均値を算

出した。なおこの質問尺度は、一般他者を想定した ECR-
GO 尺度 18)の、因子負荷の強い各 3 項目を参考として作成

した（表-2）。地域自己観を横軸、地域他者観を縦軸に取り、 
バブルチャートを作成した結果（図-8）、持続型（地域自

己観＞0、地域他者観＞0）や独自型（地域自己観＞0、地域

他者観≦0）に多く分布し、それぞれ35.4%（128人）、41.4%
（150人）であった。また依存型（地域自己観≦0、地域他

者観＞0）は5.5%（20人）、疎遠型（地域自己観≦0、地域

他者観≦0）は17.7%（64人）となった。なお地域自己観と

地域他者観は正の相関があった（ρ=0.28, p<0.001）。 

 

図-4 運営主体に対する考え（n=362、単位は%） 

 

図-3 関係人口の認知度合（n=362、単位は%） 

 

表-7 愛着スタイルから予測される性質 

 

図-7 地域のために受容できる変化（n=362、単位は%） 

 

図-6 地域愛着度（n=362、単位は%） 

 

図-5 地域活動関与度（n=362、単位は%） 
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既往研究では、愛着スタイルが地域への関与や態度に影

響することが示されており 11)19)、本研究においてもその影

響を確認した。まず地域活動関与度について、無回答者を

除く361人を対象とし愛着スタイルとのクロス集計ののち

残差分析を行った結果（表-8）、持続型は「深く関与」が有 
意に多く、「関与なし」が有意に少なかった。また依存型や

疎遠型では「深く関与」が少なく、「関与なし」が多い傾向

も見られた。同様に地域愛着度では（n= 360、無回答者を

除く）、持続型は「強い愛着」が有意に多く、「弱い愛着」

「愛着なし」が有意に少なくなり、依存型と疎遠型は「強

い愛着」が有意に少なく、「弱い愛着」が有意に多かった。

また地域のために受容できる変化では（n= 362）、「地域の

ために新しい事業形態や店舗ができること」で疎遠型が有

意に受容しない人が多かった。なお独自型では上記につい

て受容する人が多い傾向もみられた。他にも、「文化や価値

観の変化」では持続型は受容できる人が多く、依存型は受

容しない人が多い傾向に、「機能維持のための転居」は依存 
型に受容できる人が多く、持続型は受容しない人が多い傾

向が見られ、地域への関与や態度への影響を確認した。 
4．関係人口との協働に対する住民の分類 

 本章では、住民の関係人口との協働に対する態度を把握

し、その違いによって関係人口の認知や観光客との接点、

地域への関与・態度にどのような違いがあるのかを明らか

にすることを目的とする。そこでまず、回答者を地域分野

別の運営主体の考えタイプ別に分類した。分析対象は 3-2-
3図-4の無回答者を除く336人（362人中、92.8%）とした。

非階層式クラスタリングによるクラスター分析（K-modes
法）を行い 5 分類した (7)。分類の結果、クラスター4 が最

も多い129人（38.4%）、クラスター3が94人（29.0%）、ク

ラスター2が53人（15.8%）、クラスター1が38人（11.3%）、

クラスター5が最も少ない22人（6.5%）であった（表-9）。 
 それぞれのクラスターの特徴を見ると（表-9）、まずクラ

スター1 は全ての活動に対し「排他」の選択率が高いこと

から、関係人口に対する期待や信頼が低く、関わりを避け

るグループと見られることから、「敬遠（Exclusivity）」タイ

プと解釈した。なおクラスター1 のうち全ての分野で「排

他」を選択した人は 13 人(クラスター1 数の 34.2%)であっ

た。クラスター2 及び 3 は地域活動分野によって選択率の

高い項目が異なり、関係人口との協働に理解がある一方で

生活や文化に根付く活動には慎重であると読み取れる。ク

ラスター2 と 3 の違いは「集落や街並みの維持・管理」に

対する考えであり、この活動を生活や文化に根付く営みと

 

図-8 愛着スタイルによる分類 
 

表-8 愛着スタイルと地域への関与及び態度との関係

 

 

表-9 地域活動分野、クラスター別活用法の分布(割合,%) 
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捉えているか、空間・環境保全に必要な労働作業と捉えて

いるかによって生じているのではないかと考える。そこで

クラスター2 はコミュニティとしての営みやまとまりを重

視することから「コミュニティ重視のすみ分け

（Community-based role allocation）（以下、「すみ分け（CB）」）」
タイプ、クラスター3 は居住地に紐づく義務や責任範囲を

重視することから「場所性に根付いたすみ分け（Place-based 
role allocation）（以下、「すみ分け（PB）」）」タイプと解釈し

た。そしてクラスター4 は全ての活動に対し「協働」の選

択率が高く、関係人口を仲間や一員として受け入れ、協働

に前向きなタイプと見られ、「包摂（Inclusion）」タイプと解

釈した。最後にクラスター5 は全てにおいて「一任」の選

択率が高く、関係人口を頼れる存在と捉え、任せようと考

えるタイプと見られ、「一任（Leave）」タイプと解釈した。 
 次に、関係人口に求める活用法によって関係人口の認知

や観光客との接点、地域への関与・態度に違いがあるかを

見るため、クラスタータイプを目的変数、第3章の各項目

を説明変数としロジスティック回帰分析を行った（表-10）。
このとき順位尺度である年代、居住年数、地域活動関与度、

観光客との接触頻度、地域愛着度については標準化し分析

に用いた。また名義尺度である性別（女性を参照）、居住地

（河合町を参照）、市外居住歴（歴なしを参照）、県外居住

歴（歴なしを参照）、市外の親友の存在（「互いの感情を素

直に伝えられる関係の人がいる」で「いない」を参照）、観

光客との交流（機会なしを参照）、関係人口の認知（知らな

いを参照）、愛着スタイル（疎遠型を参照）、将来の地域変

化への受容（受容しないを参照）についてはダミー変数化

し分析に用いた。その結果（表-10）、性別や市外の親友の

存在との相関はみられなかった。それぞれ複数の変数と相

関が確認され、敬遠タイプには愛着スタイルの持続型や独

自型と負の相関（OR=0.23, 0.35, p<0.05, 0.01）、将来の地域

変化への受容では「機能維持のための転居」で正の相関

（OR=3.79, p<0.01,）、「文化や価値観の変化」で負の相関の

傾向にあった。CBすみ分けタイプは、年代では正の相関、

居住年数では負の相関の傾向であった。PBすみ分けタイプ

では関係人口の認知について「市内の存在を認知」では負

の相関（OR=0.32, p<0.05）があるが、「言葉は認知」では正

の相関の傾向が見られた。また将来の地域変化への受容で

は「機能維持のための転居」で負の相関の傾向にあった。 
また包摂タイプでは、市外居住歴では正の相関（OR=2.77, 
p<0.01）だが県外居住歴では負の相関の傾向が見られた。

また観光客との交流について「挨拶されて応答」では正の

相関の傾向にあり、将来の地域変化への受容について「文 
化や価値観の変化」「事業や店舗の新規参入」で正の相関

（OR=1.95, 1.93, p<0.05, 0.05）があった。最後に一任タイプ

では、居住地「古川町」で負の相関（OR=0.14, p<0.05）、市

外の人との関わりの「観光客との接触頻度」で正の相関

（OR=1.71, p<0.05）が見られた。地域活動関与度は負の相

関の傾向にあり、地域愛着度も負の相関（OR=0.51, p<0.05）
が見られた。以上より、関係人口との協働に対する考えに

 
表-10 関係人口に求める活用法タイプごとのロジスティック回帰分析結果 
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より住民を5分類でき、クラスタータイプにより特徴が見

られた。 
上記を踏まえ、関係論的発展を目指す過程で各タイプが

どのような態度を取る可能性があるかを考察する（表-11）。
まず敬遠タイプは、関係人口の活用に後向きで、地域住民

との関係が浅い疎遠型が多く、地域のための文化や価値観

の変化にも非協力的だが、他タイプよりも転居を受容しや

すい点から、地域に対し傍観や諦めの感情があり、関係論

的発展にも非協力的で傍観的であると想定される。次にCB
すみ分けタイプと PB すみ分けタイプは、関係人口の活用

に理解はあるが、生活や文化に根付く営みの関係論的発展

は受け入れ難く、抵抗を示すことも想定される。包摂タイ

プは、関係人口との協働に前向きであり、地域のための文

化、価値観、産業の変化も受容しやすいことから、関係論

的発展に協力的な姿勢を示す可能性が高いと想定される。

最後に一任タイプは、地域への関与・関心が低く、自身が

主体となる関係論的発展には消極的な態度を取ると想定さ

れる。また観光客と日常的に接することで外部の人への一

定の信頼があると考えられ、仮に外生的な開発が行われて

も抵抗しない可能性が考えられる。 
 
 
6．まとめと関係論的発展に向けた行政施策の方向性 
 本研究は、関係人口政策を先行的に実施する岐阜県飛騨

市の一般住民を対象にアンケート（n=362）を実施し、関係

人口の認知や協働に関する態度を非階層クラスタリングと

ロジスティック回帰により分析した。その結果、関係人口

を認知している住民は少なく、また住民は各地域活動への

関係人口の関与に対し一様ではなく 5 類型（敬遠・CB す

み分け・PBすみ分け・包摂・一任）に態度が分かれ、包摂

タイプが最も多くを占めていた。以上の結果から、認知度

の低さは協働意識の低さを示すものではないことや、類型

ごとに居住歴・観光客との接触・地域愛着スタイルなどの

属性が異なること示した。次に、行政施策の方向性の示唆

として、包摂タイプは関係論的発展に協力的であり、伝統

的祭礼や地縁的活動では排他志向が強い類型が存在するこ

とから、関係人口の関与レベルを分野ごとに設計すること

や、住民類型に応じた協働促進策を設計する必要があるこ

とを明らかにした。これらは、外部関与に対し対抗・相互

触発・従属の態度を通じて内部変化が生じるとするよそ者

論 6)に対し、同じ外部関与でも分野ごとにその態度が変わ

ることを示し、また住民の受容態度を支える心理的基盤と

して地域愛着スタイルを導入して、地域への関与や地域変

化の受容との関連を明らかにした。また、既往研究では関

係人口施策に直接的に関わる行政や事業者、参加者を対象

とした研究がほとんどであるのに対し、一般住民サンプル

を用いて関係人口への理解・受容構造を定量的に明らかに

した。 
 上記の結果を踏まえ、行政が地域の関係論的発展に繋げ

るために実施していくべき関係人口施策の方向性について

考察を行う。まず関係人口の認知度は低いが、人手不足に

なった際に外部者である関係人口と協働して地域活動の運

営を継続・発展させることに理解を示す人が多いことから、

既に人手不足が顕在化する飛騨市などの過疎地域では、関

係人口の必要性について大々的に周知や説得をせずとも住

民に受け入れられやすいと考える。特に、自然や環境の保

全・活用や伝統産業・新規産業の維持発展、観光客向けイ

ベントに関する活動については、積極的に関係人口活用を

検討できる分野である。一方、伝統的な祭りや行事、地縁

的な活動の運営については、抵抗を示す意見が多くなるこ

とが想定されるため、そうした分野への関係人口の活用を

検討する際には、より丁寧な住民へのコミュニケーション

が求められると考える。また、関係人口を受け入れ直接関

わる住民に包摂タイプを増やすことも、円滑な活動推進に

有効であると考える。そして包摂タイプの住民を増やすた

めに、傾向の近い CB すみ分けタイプや PB すみ分けタイ

プの住民に、挨拶程度であったとしても、関係人口に問わ

ず観光客など街来者と接する機会を提供することや、地域

を良くしていくために必要な変化について十分に説明をし

ていくことが有効ではないかと考える。 
 今後の課題として、CBすみ分けタイプ、PBすみ分けタ

イプ、包摂タイプのロジスティック回帰分析の類似R2が低

く、より適合度の高い説明変数の選択など改善が望まれる。

また、包摂タイプの分布が多かった要因が飛騨市独自の傾

向か過疎地域の傾向かなど、地域性を考慮した分析・考察

や、各タイプのより詳細で実態と照合させた特徴把握をし

ていくことも必要であり、今後の課題とする。 
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【補注】 
(1) すべての社会や前近代状況から、近代的な状況へ発展すると考え、

そのために後進地域は先進地域と接触することにより引き上げられ

るという近代化論を指す。 

(2) 自分たちとは異質な存在と認識される、主に地域外から来る人々を

指す。 

(3) 関係人口が定期的・継続的に地域と関係を築くためのプラットフォ

ームであり、主に行政や地域の団体が運営する。総務省の「関係人口

ポータルサイト」で(https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/)全国の情報

が公表されている（2023年12月時点）。 

(4) 対人関係は愛着によって形成され、愛着には種類があり自己観と他

者観から 2 因子 4 分類することができ、またその分類された愛着パ

ターンによって対人行動に違いが見られることを示す理論 

(5) 個人と地域住民との関係を把握する2因子の一つであり、「特定の地

域の住民とのやり取りによって形成される、住民が自身に対してど

の程度好意的であるかという自身の認識」を指す。 

(6) 個人と地域住民との関係を把握する2因子の一つであり、「特定の地

域の住民とのやり取りによって形成される、自身が住民に対してど

の程度好意的であるかという自身の認識」を指す。 

(7) クラスター数は 2 から 5 までを試行し、それぞれの特徴がより鮮明

に見られた5つとした。 
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講演番号[31-34]

司会:菊池 佐智子(（公財）都市緑化機構)

13:20 ~ 13:40
[31]
企業の情報開示における企業緑地に関する第三者認証取得事実の取り扱いに関する研究

○植田 直樹1、斎藤 すみれ2、村上 暁信3 (1. （株）三菱地所設計、2. 積水ハウス（株）、3. 筑波大学シ
ステム情報系)

13:40 ~ 14:00
[32]
基礎自治体管理の都市公園における芝生修景評価の現状と課題
―千葉県下の目標・実態ギャップと管理体制に着目して―

○永村 景子1 (1. 日本大学)

14:00 ~ 14:20
[33]
実測値を用いた公園緑地の雨水浸透機能の評価に関する研究
〜東京都練馬区を対象として〜

○板谷 俊太郎1、竹内 智子2 (1. 日本工営株式会社、2. 千葉大学大学院園芸学研究院)

14:20 ~ 14:40
[34]
都市水辺空間としての調整池が持つ生活・文化機能に関する研究
- 柏の葉アクアテラスと従来型調整池の比較を通じて -

○大久保 誓也1、越智 雄大1、三牧 浩也2、小野 悠1 (1. 豊橋技術科学大学　、2. 柏の葉アーバンデザイ
ンセンター)

セッション 2025年度全国大会（第60回論文発表会）
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*正会員 株式会社三菱地所設計（Mitsubishi Jisho Design Inc.）
**非会員 積水ハウス株式会社（Sekisui House, Ltd.）
***正会員 筑波大学システム情報系（University of Tsukuba）

１．はじめに 

2023 年に公表された国土交通省の「第１回民間投資に

よる良質な都市緑地の確保に向けた評価のあり方の検討

会」報告書１）は，今後は気候変動対策に加え，生物多様

性の確保や Well-beingの向上に向けた取組みがより一層市

場から求められるため，客観的な評価を通じて，環境面・

社会面での効果が高い都市緑地の確保に資金の流れを促す

ことが重要である，と述べている。 

こうした動きの背景には，2006 年国連アナン事務総長

により責任投資原則，すなわち機関投資家の意思決定に対

し E:Environment・S:Social・G:Governance の 3 つからなる

ESG 要素を求めることが提唱されたことがある。その後，

投資家の評価獲得に向けた ESGに関する企業の取組みとそ

の情報公開は拡大している。ESG 取組みは企業の非財務情

報として公開されるが，そのためのフレームワークとして

2016 年に GRI（Global Reporting Initiative）が，日本では

2021 年に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナ

ンス・コード２）が公表された。特に後者は，正確で利用

者にとって分かりやすく,情報として有用性の高いものと

なるようにすべきとして，企業側に対し非財務情報の開示

を主体的に取り組むことを促している。 

また環境関連の情報開示の世界的な枠組みとして TCFD

（気候関連財務情報開示タスクフォース）と TNFD（自然

関連財務情報開示タスクフォース）が公開された（１）。前

者の脱炭素による気候変動対策と，後者の自然資本に対す

る保全やリスク回避，この二つの枠組みに対する企業の取

組みは一体で考えていく必要があり，今後はこれらを統合

的に扱い，対処している状況を投資家に説明できることが

企業に期待される，と佐々木３）は述べている。 

このように非財務情報として ESG取組みを公開すること

の重要性が高まる中で，第三者認証が注目されている。既

に入江４），古澤ら５）らは第三者認証の特徴を整理しており，

それらを以下に示す。第三者認証は，①認証の供給者と認

証の利用者が評価を共有し，性能などの確保・向上を図る

ことができる，②定量的に経済計算し検証する困難な作業

を自ら行うことなく，関心さえあれば認証の利用者は投資

対象の特性を簡単に理解できる意義がある。その結果，投

資家と企業活動をつなぐ効果は高く，特に定量化されにく

い自然関連，生物多様性関連の企業緑地（企業が自らの土

地に整備する緑地）の取組みを投資家と容易に共有するた

めに第三者認証の利用機会は今後高いと予想している。 

既にこの流れを後押しする形で国土交通省は，2024 年

に「優良緑地確保計画認定制度６）」を創設して，気候変動

対策・生物多様性の確保・Well-Being の向上等の「質」と

緑地の「量」の観点から民間事業者等による良質な緑地確

保の取組みを国土交通大臣が評価・認定する「TSUNAG 認

定」をスタートさせた。そしてこの認定は，GRESB との連

動，TNFD のガイドラインへの位置付け，が可能（２）になっ

たと発表７）されている。 

優れた緑地の整備と維持管理運営に関する企業の取組み

を評価する第三者認証には，TSUNAG認定に先立ち「社会・

環境貢献緑地評価システム」（通称：SEGES），「ABINC 認証

事業所」（通称：ABINC）などが運用されている。これらは

利用実績も多く，既往研究も存在する。海老原ら８)は，

SEGES,ABINC と JHEP（ハビタット評価認証制度）の 3 つの

第三者認証について比較し，それらの特徴と傾向を整理し

ている。植田ら９）は SEGESと ABINCの認証項目と評価の仕

組みを明らかにしている。さらに植田ら 10）は SEGES（150

件）と ABINC（136 件）を取得した対象の実態について調

査した結果，二つの認証制度それぞれの評価の特徴と土地

企業の情報開示における企業緑地に関する第三者認証取得事実の取り扱いに関する研究 

Research on the handling of third-party certification acquisition facts related to corporate green spaces in corporate disclosure 
information. 

植田 直樹*，斎藤 すみれ**，村上 暁信***
Naoki Ueda*，Sumire Saito**, Akinobu Murakami***

In recent years, mechanisms to encourage companies to contribute to the environment and society have become increasingly important. To this end, third-party 
certification is effective in enabling companies to share their efforts in a concise manner, and certification schemes such as SEGES and ABINC are already in 
use in Japan. We investigated the relationship between the acquisition of these two certifications and the integrated reports and non-financial information reports 
disclosed by companies that have obtained them. The results showed that approximately 36% of certified companies did not publish the reports and that the 
purpose of certification was not limited to disclosure of information to investors. It was also confirmed that companies do not realize the benefits of certification. 
In order to expand efforts toward corporate green space development through the use of certification systems, it is necessary to clarify the value of obtaining 
certification and to foster a climate in which companies can feel that they are responding to social demands through certification and communicate this to society. 

Keywords: Corporate green spaces, Third-party certification, Corporate disclosure information 
企業緑地，第三者認証，企業の開示情報， 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-735-



や建物の所有や管理の特性を踏まえて，企業は取得する認

証を選好している可能性を指摘している。 

TSUNAG認定をはじめ SEGESや ABINCのような都市の企業

緑地整備の取組みは都市の物理的空間像に与える影響が大

きい。また大元 11）は，「ソフトロー」と呼ばれる社会的規

範や第三者認証は，生態系のダイナミズムや社会的要請に

柔軟に対応できる「順応的ガバナンス」として有効性が高

いと述べている。社会保障費が増大する今後の社会では，

行政コストが必要となる法規制による誘導に依存すること

なく，ソフトローを用いながら企業の自律的な都市空間形

成に向けた活動を誘導することも必要になる。こうした状

況の中，第三者認証についての仕組みに関する研究はある

ものの，企業が緑地整備を行った事実を，第三者認証を取

得することを利用して投資家に向けた企業価値発信に活用

しているのかの実態把握に向けた研究はまだない。そこで，

企業の開示情報の中で企業の緑地整備に関する認証取得事

実をどう活用しているかを調査することにより，認証制度

が企業の中で果たす役割を把握することを目的として本研

究を実施した。 

２．研究方法 

本研究では企業緑地整備に関する第三者認証として

SEGES と ABINC を取り上げ，2022 年度までに二つの認証の

いずれかを取得した企業（以下，研究対象企業とする）の

情報開示状況について分析した。 

ここで SEGES と ABINC を選定した理由は，企業緑地の整

備運営についての企業の取組みを評価する認証制度であり，

かつ認証実績が多いことである。なお 2022 年度までの認

証取得企業は，SEGESは108社，ABINCは113社である（３）。 

分析方法は企業の開示情報内の認証制度に関する記載状

況の文字検索による客観的な状況把握（分析①）と，その

事実の背景を確認するための企業へのアンケート調査（分

析②）の二つである。分析①により認証取得企業の全体像

や開示情報内の認証事実掲載の全体的な状況が確認され，

分析②によりそれらに対する企業の意識が確認できる。 

分析①では，統合報告書および非財務情報報告書（以下，

対象報告書とする）を用いて文字検索により対象認証制度

の記載状況を把握した。一般に企業が株主や投資家に向け

て開示する情報は財務情報と非財務情報に分けられる。前

者の財務情報は損益計算書や貸借対照表に記載される定量

的な情報である。一方で後者の非財務情報とは経営戦略・

経営課題，ESG や CSR に関する取組み状況，企業ガバナン

ス体制に関する情報，などの定性的な情報である。前述の

通り非財務情報開示が企業に求められているなか，近年は

財務情報と非財務情報からなる統合報告書を発行する企業

が増加しており，また統合報告書ではなく非財務情報に特

化した環境やサステイナビリティに関する報告書を発行し

ている企業も多い。よってこれらを企業が投資家に向けて

第三者認証取得を発信するための開示情報として研究の対

象報告書とした。対象報告書の具体的名称は表1に示す。 

次に 2022年までに SEGESもしくは ABINCの取得実績のあ

る企業（連名の場合は各社）が発行する対象報告書の中に

SEGES と ABINC という用語が記載されているかを文字検索

により確認した。使用した対象報告書は 2022 年までの認

証取得実績が記載されていると想定される 2023 年発行の

ものとし，各社ホームページから取得した。なお認証取得

企業が対象報告書を発行していない場合には,親会社やグ

ループ企業の対象報告書を調査した。認証取得企業間に資

本関係があり同一の報告書が使用されている場合は1社と

した。これにより本研究で分析した企業は169社である。 

なお分析では，SEGES と ABINC 以外の他の環境関連の用

語の扱いも把握することで，都市緑地を用いた企業の取組

みとその他の環境関連の取組みの差異を確認することを目

的として，認証制度一般（第三者認証/環境認証/第三者評

価），他の認証制度（JHEP/CASBEE/LEED/自然共生サイト

/OECM），また非財務情報の世界的枠組み（TCFD/TNFD）の各

用語の記載の有無も同時に確認した。 

分析②は，研究対象企業に対するアンケート調査である。

調査票は 4章の分析結果②内に後掲する。対象報告書への

認証制度の記載の有無とその理由，対象報告書の作成部署

と認証取得推進部署の関係，情報開示への期待とその効果

に対する認識，他の環境認証や環境に対する取組みについ

ての今後の考え方を尋ねることによって，企業の認証制度

に対する意識を把握することを目的とした。調査票送付先

は SEGES もしくは ABINC のいずれかの取得実績があり，対

象報告書発行窓口が判別できる企業としたことから，送付

先は 109社となった。なお子会社・グループ会社が認証を

取得している場合は親会社に送付した。調査票はEメール

および書類の両方で送付した。送付時期は 2024年 12月で

ある。 

３．分析結果① 対象報告書の調査 

３-１．研究対象企業の全体像 

研究対象企業の発行する報告書を図1に示す。 

統合報告書と非財務情報報告書のどちらも発行していた

のは54社32％，統合報告書のみを発行していたのは42社

25％，非財務情報報告書のみを発行していたのは13社8％，

どちらの報告書も発行していなかった企業が60社35%存在

していた。報告書発行による情報開示がない企業も認証を

取得している場合が多いことが判明した。 

図１ 研究対象企業の発行する報告書 

表１ 対象報告書の具体的名称 
統合報告書 非財務情報報告書 

IR情報,統合報告書,事業報告書, 

コーポレートレポート,経営レポート, 

Valueレポート,Annualレポート, 

価値創造レポート 

環境報告書, 

サステイナビリティ報告書, 

ESGレポート,CSRレポート 
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研究対象企業を上場/親上場/非上場に分類した結果を図

2 に示す。ここで親上場は，認証取得企業自体は上場して

いないがグループ企業や親会社が上場している企業を示す。

再開発組合や特定目的会社，管理組合は非上場企業として

分類した。 

上場企業が 72社 43％を占める一方で，59社 35％が非上

場企業である。認証取得は対象報告書を通じた投資家への

情報開示以外にも目的があることが考えられる。 

研究対象企業の業種分類（４）は，「建設･不動産」が86社

48%と約半数を占めた。植田ら 10）は SEGES と ABINC の認証

取得対象をタイプⅠ:土地建物保有型事業用，タイプⅡ:土

地建物保有型賃貸用，タイプⅢ:土地建物販売型の 3 つに

分類して分析しているが，建設･不動産業種はこのいずれ

にも関与することが理由と考えられる。  

３-２．SEGES取得企業の全体像 

研究対象企業のうち SEGES を取得した企業 100 社の

SEGES の記載の有無と企業区分との関係を図 4 に示す。対

象報告書を発行している企業は 67 社 67.0％である。対象

報告書を発行している企業のうち SEGES の記載がある企業

は 19社 19.0％,記載がない企業は 48社 48.0％であった。

対象報告書を発行していながらも SEGES を報告書に記載し

ていない企業は 67社中 48社となり 7割程度存在した。こ

れらは企業の開示情報の中で認証取得の果たす効果に対す

る認識が低い可能性を示唆している。また SEGES の記載な

しも取得物件名が記載されている企業は 11 社存在した。

これらは認証取得事実ではなく，認証取得したプロジェク

トの特徴の発信を重視していると言える。SEGES 認証取得

していながらも対象報告書に SEGES の記載がない企業 48

社のうち 39 社は上場企業もしくは親会社が上場企業であ

る。上場や親上場の方が非上場よりも認証取得情報の公開

をしていると考えたがそのような傾向は見られなかった。 

３-３．ABINC取得企業の全体像 

研究対象企業のうち ABINCを取得した企業 97社の ABINC

の記載の有無と企業区分との関係を図５に示す。対象報告

書を発行している企業は 67 社 69.1％である。対象報告書

を発行している企業のうち ABINC の記載がある企業は 27

社 27.8％,記載がない企業は40社 41.2％であった。対象報

告書を発行していながらも ABINC を報告書に記載していな

い企業は 67社中の 40社となり半数以上存在した。これら

は SEGES と同様に，企業の開示情報における認証取得の果

たす効果に対する認識が低い可能性を示唆している。また

ABINC の記載なしも取得物件名が記載されている企業は 3

社存在した。これも SEGES と同様に，認証取得という事実

ではなく，認証取得したプロジェクトの特徴の発信を重視

していると言える。ABINC 認証取得していながらも対象報

告書に ABINCの記載がない企業 40社のうち 37社は上場企

業もしくは親会社が上場企業である。SEGES 同様に，上場

や親上場の方が非上場よりも認証取得情報の公開をしてい

る傾向は見られなかった。 

３-４．認証取得直後もしくは更新中の企業の取組み 

 過去に認証を取得していても，⑴直近に取得していない

場合，⑵更新（３）せずにいる場合，には情報開示していな

い可能性がある。そのため 2022 年に認証を取得または更

新中の企業（SEGESは 66社，ABINCは 71社）に絞って情報

開示の割合に変化が見られるかを確認した。SEGESとABINC

の結果を図６,７に示す。 

 
これらを図４,５と比較したが記載割合は，SEGES は

8.3％，ABINCは4.6％，の上昇に留まっていた。 

３-５．認証制度への関心と認証取得開示状況の関係 

図２ 研究対象企業の上場/親上場/非上場の分類 

図４ SEGES取得企業の発行報告書 

図６ 直近にSEGESを取得･更新した企業の発行報告書 

図７ 直近にABINCを取得･更新した企業の発行報告書 

図５ ABINC取得企業の発行報告書 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-737-



 

研究対象企業の対象報告書の中で，認証制度一般（第三

者認証/環境認証/第三者評価）に関する記載の有無と

SEGESとABINCの記載の関係を表2に示す。 

対象報告書で認証制度について記載するものの，個別の

認証制度に言及しているのはSEGESで13社19.4%，ABINC

で20社29.9%に留まる。一般論として認証制度の重要性は

認識しているものの,自社が実際に取得した認証の持つ意

義については重要視できていないといえる。 

 

 

 

 

 

 

３-６．他の認証制度の開示状況の比較 

研究対象企業の対象報告書に，他の認証制度

（JHEP/CASBEE/LEED/自然共生サイト/OECM）に関する記載の

有無とSEGESとABINCの記載の関係を表3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の認証制度の中では CASBEE について記載している企

業が 1/3 を超え，LEED がそれに続いている。しかし SEGES

や ABINC を同時に記載している企業は半数以下であった。

ただし自然共生サイト（５）もしくは OECMについて記載する

企業で ABINCを記載している企業は 2/3を超えており，認

証制度どうしの内容に関係性が高いことは認証事実の開示

の程度に影響を与えていると考えられる。 

３-７．TCFDとTNFDへの関心と認証取得開示状況の関係 

研究対象企業の対象報告書における TCFD/TNFD と SEGES

とABINCについての記載の有無を図８と図９に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGES と ABINC を取得している企業の対象報告書に TCFD

または TNFD を記載している企業は SEGES で 57 社 85.1%，

ABINCで63社94.0%である。そのすべては TCFD を記載して

いる一方で，TNFDを記載する企業は SEGESで 22社 32.8%，

ABINCで22社32.8%であり,いずれもTCFDの記載の1/3に留

まっている。分析時点では TCFDに比べて TNFDの認知度が

低いことが理解される。 

４．分析結果② 企業へのアンケート調査 

４-１．回答企業の全体像 

アンケート調査票を表 4（次ページ）に示す。研究対象

企業へのアンケートの有効回答数は 109 社中 29 社であっ

た。回答率が 26.6%と低い理由としては，アンケートの内

容が企業緑地の認証制度という対象報告書の中の部分的な

ものであり，かつ対象報告書の発行窓口に送付したことか

ら，協力度が高まらなかった可能性が考えられる。 

回答企業の内訳は，上場企業 20 社 69%,親会社上場企業

5社17%,非上場企業4社14%である。（Q-1,2） 

取得した認証の種類は，SEGES と ABINC のどちらも取得

している企業は 8社 28%, SEGESのみが 14社 48%，ABINCの

みが7社24%である。（Q-3） 

対象報告書の発行状況は，統合報告書と非財務情報報告

書の二つを発行している企業が 13 社 45%,統合報告書のみ

が9社31%,非財務情報報告書のみが4社14%,両方とも発行

していない企業が3社10%であった。（Q-4） 

４-２．認証取得事実の報告書記載の有無およびその理由 

対象認証制度の認証取得事実を対象報告書へ記載してい

る企業は 26 社，そのうち直近の報告書に認証取得を記載

している企業は 14 社 54%,過去の報告書のみに記載してい

る企業は3社11%,いずれの報告書にも記載していないのは

9社35%であった。（Q-5） 

認証取得事実を対象報告書に記載した理由を確認した結

果を図10に示す。 

 

 

 

 

 

 

「投資家に向けた発信情報として重要」を理由とした企

業は，「社会的に意義が高い」「企業価値を高めることにつ

ながる」に比べて少なく，投資家への発信効果よりも社会

的意義が重視されていることが判明した。また自由記述回

答 1件は「企業の取組みが認証を取得することで客観的に

評価され読者に分かりやすいから」であった。（Q-6） 

過去には対象報告書に記載しているものの直近の報告書

では記載していない場合の理由として，「認証の更新を行

っていない」,「報告書内の内容を減らす」,「他の認証を

取得した」などの多様な理由が確認できた。ただし自由記

述回答 2 件には，「環境として掲載する内容を減らした」

「他の認定を取得した」という理由があった。（Q-7） 

表３ 他の認証制度とSEGESおよびABINCの記載 

 

 

 

 

図８ SEGES取得企業の対象報告書におけるTCFD・TNFDの記載

 

 

 

 

 
図９ ABINC取得企業の対象報告書におけるTCFD・TNFDの記載

 

 

 

図10 対象報告書に認証取得事実を記載した理由 

 

 

 

 

対象報告書を 

発行している 

認証取得企業 

対象語句 
対象語句の 

記載企業数 

左欄のうち 

SEGES・ABINC の 

記載がある企業数 

SEGES認証 

取得企業 

67 社 

CASBEE 25（37%） 11 (44%) 

LEED 16（24%） 7 (44%) 

JHEP 6 （9%） 2 (33%) 

自然共生サイト 17（25%） 7 (41%) 

OECM 11（16%） 4 (36%) 

ABINC認証 

取得企業 

67 社 

CASBEE 25（37%） 11 (44%) 

LEED 18（27%） 8 (44%) 

JHEP 5 （7%） 3 (60%) 

自然共生サイト 15（22%） 10 (67%) 

OECM 11（16%） 8 (73%) 

 

表２ 他の認証制度とSEGESおよびABINCの記載 

 

 

 

 

対象報告書を発行している 

認証取得企業 

認証制度※に関する 

記載がある企業数 

左のうち

SEGES・ABINC の 

記載がある企業数 

SEGES 認証取得企業 67 社 42 社（62.7%） 13 社（19.4%） 

ABINC 認証取得企業 67 社 45 社（70.1%） 20 社（29.9%） 

（※ 第三者認証/環境認証/第三者評価の記載） 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-738-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証取得事実を記載したことがない理由を図 11 に示す。 

選択肢よりも自由記述回答が 7 件と多く，「報告書発行時

に認証期間が終了していた」,「グループ会社は認証を取

得しているが,報告書を発行している企業自体が取得した

わけではない」,「その後の継続的な認証取得を目標設定

としていない」,「他に優先して掲載する認証があった」,

「認証の共同申請者ではあるが,認証取得の事業主体は別

にある」，「今後記載を検討する」といった多様な理由があ

表４ 分析②で実施したアンケートの調査票 

 

 

 

 

 Q A （選択式です。番号に〇をつけてください。） 

1 貴社は株式を上場されていますか，もしくは非上場のどちらですか。 上場している／上場していない（非上場企業） 

2 （Q1 で非上場企業と答えた場合） 
親会社やグループ企業は上場されていますか。 

上場している／上場していない（非上場企業） 

3 過去に SEGES・ABINC どちらを取得していますか。 
（認証の更新は問いません。過去に取得したことがあればご回答ください。） 

SEGES を取得している／ABINC を取得している／両方取得している，取得した
ことがある／どちらも取得していない／不明 

4 貴社は企業情報開示として統合報告書と環境報告書を発行していますか。 
※１ 統合報告書は，財務情報と非財務情報を統合した報告書として，以下を想定します。 

（IR情報,統合報告書,事業報告書,コーポレートレポート,経営レポート,Valueレポート,Annualレポー
ト,価値創造レポート等） 

※２ 環境報告書は，環境に関連する取組みに関する報告書として，以下を想定します。   
（環境報告書,サステイナビリティ報告書,ESGレポート,CSRレポート 等） 

統合報告書と環境報告書のどちらも発行している／統合報告書のみ発行して
いる／環境報告書のみ発行している／どちらも発行していない（→Q9 へ） 

5 Q4 において①②③いずれかを「発行している」場合，それらの報告書におい
て,SEGES もしくは ABINC 認証取得について SEGES や ABINC といった用語を用い
て記載していますか。（報告書いずれか一方での記載でもよい） 

直近の報告書に記載している（→Q6 へ）／過去の報告書においては記載して
いる（→Q6,7 へ）／記載したことがない（→Q8 へ） 

6 Q5 において①②「直近の報告書に記載している」「過去の報告書においては記載し
ている」場合，報告書に記載した理由は何ですか。 
（複数回答可） 

認証取得することは社会的に意義が高いから／認証取得を開示することが企
業価値を高めることにつながるから／認証取得を開示することが投資家に向け
た発信情報として重要だから／その他（自由記述） 

7 Q5 において②「過去の報告書においては記載している」場合，直近の報告書では記
載をせず,過去の報告書において記載している理由は何ですか。（複数回答可） 

認証の更新を行っていないから／認証の更新を行っているが，認証取得から期
間が経過したため発信する情報としての価値が低いから／報告書内で記載す
る場所がないから／認証取得を記載することは重要でないから／その他（自由
記述） 

8 Q5 において「記載したことがない」場合，記載しない理由は何ですか。（複数回答
可） 

認証取得を記載する必要性を感じないから／投資家（報告書の閲覧者）が認証
制度について認知していないと考えるから／認証取得の目的と情報開示の目
的は異なるから／報告書の都合（報告書内に記載するのに適切な場所がない
など）／その他（自由記述） 

9 Q4 において「どちらも発行していない」場合，企業のホームページ内やニュースリリ
ースなどの発信方法で，SEGES や ABINC 認証の取得について発信していますか。 

発信している／発信していない（→Q10 へ） 

10 Q9 において「発信していない」場合，発信しない理由は何ですか。 認証取得を発信する必要性を感じないから／投資家（報告書の閲覧者）が認証
制度について認知していないと考えるから／認証取得の目的と情報発信の目
的は異なるから／情報発信の都合（発信のタイミングなど）／その他（自由記
述） 

11 貴社においては，SEGES や ABINC 認証取得を推進する部署と開示情報に関する
報告書作成を行っている部署は同一ですか。 

同一である／異なる（→Q12 へ） 

12 Q11 において②「異なる」場合，部署間で認証取得の事実を共有する機会や仕組み
は存在しますか。 

存在する／存在しない／担当間の情報共有による／その他（自由記述） 

13 貴社においては，今後は SEGES や ABINC のような企業緑地の認証取得の事実の
発信について，どのようにお考えですか。 

現状と同様の方法で行う／現状よりも発信する機会や,記載を増やすことを考え
ている／現状よりも発信する機会や,記載を減らすつもりである／特に考えてい
ない／その他（自由記述） 

14 SEGES や ABINC の認証取得の事実とその情報開示は，御社にとってどのような効
果を発揮することを「期待」していますか。 
（複数回答可） 
 

一般消費者からの企業イメージ向上（→Q15 へ）／機関投資家からの企業評価
の向上（→Q16 へ）／SDGs や ESG 取組みに対する社会的要請への配慮状況
の表明（→Q17 へ）所有地を取り巻く地域社会からの企業評価の向上（→Q18
へ）／その他（自由記述） 

15 

 

Q14 にて①「一般消費者からの企業イメージ向上」を期待されている場合，認証取
得の情報開示はどの程度効果を発揮していますか。（※） 

効果大  5 • 4 • 3 • 2 • 1 効果なし 

16 Q14 にて②「機関投資家からの企業評価の向上」を期待されている場合，認証取得
の情報開示はどの程度効果を発揮していますか。（※） 

効果大  5 • 4 • 3 • 2 • 1 効果なし 

17 Q14 にて③「SDGs や ESG 取組みに対する社会的要請への配慮状況の表明」を期
待されている場合，認証取得の情報開示はどの程度効果を発揮していますか。
（※） 

効果大  5 • 4 • 3 • 2 • 1 効果なし 

18 Q14 にて④「所有地を取り巻く地域社会からの企業評価の向上」を期待されている
場合，認証取得の情報開示はどの程度効果を発揮していますか。（※） 

効果大  5 • 4 • 3 • 2 • 1 効果なし 

19 Q14 にて⑤その他（自由記述）を記述された場合,そのために認証取得の情報開示
はどの程度効果を発揮していますか。（※） 

効果大  5 • 4 • 3 • 2 • 1 効果なし 

20 SEGES や ABINC の認証取得の事実とその情報開示は，「期待通り」の効果を発揮
できていると感じますか。 

想定通りの効果を発揮している。（→Q21 へ）／想定した効果を発揮していな
い。（→Q22 へ）／わからない。（→Q22 へ）／その他（自由記述） 

21 Q20 にて①「想定通りの効果を発揮している」場合，その程度はどのようにお考えで
すか。（※） 

効果大  5 • 4 • 3 • 2 • 1 効果なし 

22 Q20 にて②③「想定した効果を発揮していない」「わからない」場合，その理由はどの
ようにお考えですか。 

自由記述 

23 

 

貴社においては，今後は脱炭素や省エネルギーに関連する認証取得の事実につい
てどのように発信していくべきだと考えますか。 

現状と同様の方法で行う／現状よりも発信する機会や,記載を増やすことを考え
ている／現状よりも発信する機会や,記載を減らすつもりである／特に考えてい
ない／その他（自由記述） 

24 貴社の環境に対する取組みについての方針をお聞かせください。 今後ますます重要になる／今までと大きな変化はない／今後重要度は低下す
る／その他（自由記述） 

25 貴社においては，非財務情報における認証制度の活用について，どのようにお考え
ですか。 

認証制度の認証取得事実は重要な開示情報と考え活用していく／どのような認
証を取得して開示情報とすればよいか判断できないため，検討する必要がある
／認証制度の認証取得事実が企業にとって効果的な開示情報となるかは不明
であるため，実績を積み重ね検討する／認証制度の認証取得事実が企業にと
って効果的な開示情報となるかは不明であるため，認証を用いない別の方法を
検討する／非財務情報開示の重要性は今とかわらない，もしくは小さくなると考
えている／その他（自由記述） 
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った。（1件は回答意図不明のため割愛）（Q-8） 

 

 

 

 

 

企業のホームページやプレスリリースを用いた発信をし

ているとの回答は 2社のみであった。発信をしていない回

答は 1社であり，その理由は「更新をしていないから」で

あった。（Q-9,10） 

４-３．対象報告書作成の仕組み 

認証取得を推進する部署と対象報告書を作成する部署が

「同一である」と答えた企業は 8社 27.6%,「異なる」と答

えた企業は 20社 69.0%であった。部署が異なると答えた企

業のうち,部署間での認証取得を共有する機会や仕組みが

「存在する」企業は 8 社 ,「存在しない」企業は 1 社，

「担当者の情報共有による」企業は 11 社である。認証取

得推進部署と対象報告書制作部署の関係が社内の人的ネッ

トワークに依存している可能性が確認された。（Q-11,12） 

４-４．認証取得事実の開示に対する考え方 

認証取得の開示に対する考え方の回答を図12に示す。 

 

 

 

 

 

 

「現状と同様の方法で行う」企業は 14 社 50%であった。

「現状よりも発信する機会や,記載を増やすことを考えて

いる」企業は9社32%であり,そのうち記載したことがない

企業は 4社であった。記載を同程度か増やす方向の回答が

8割を占める。自由記述回答 4件のうち企業内事情とは異

なる意見表明の回答として「認証が生むインパクトや価値

が,企業の活動を開示するよりも効果が高いならば開示を

検討するが,現状ではステークホルダーからの認知が高い

認証とは言えない」の回答があった。（Q-13） 

４-５．認証取得情報開示に期待する効果 

認証取得事実とその情報開示に会社として何を期待して

いるか，について得た回答を図 13 に示す。自由記述回答

1 件には「効果を期待せず企業の社会的責任として実施し

ている」があった。（Q14）  

 

 

 

 

 

 

またそれぞれの期待した効果に対し想定通りの効果を発

揮しているとした企業にその効果発揮の程度（満足度）を，

効果大=5,効果なし=1,として 5 段階で評価してもらい，回

答を得た結果とその平均点を図 14 に示す。期待する効果

の回答が最も多くかつ効果の程度発揮に対する評価の平均

点も高いのは「SDGsや ESG取組みに対する社会的要請への

配慮状況の表明」の効果であった。 

一方で（Q-15～19） 

 

 

 

 

 

 

問 14～19 は企業が期待する内容の分析とその内容毎の

効果発揮の程度に関する問いであるのに対し，問 20 では

認証取得事実とその情報開示は全体として期待通りの効果

を得られたかを把握する問いを行った結果を図 15 に示す。 

効果発揮の程度を効果大=5,効果なし=1,として 5 段階評

価を求めた結果の平均値は「4」であった。「想定通り効果

を発揮している」は 4 社 15%，「想定した効果を発揮して

いない。」は 5 社 19%であった。効果が「わからない」と

答えた企業は16社62%と最も多かった。（Q-20,21） 

 

 

 

 

 

 

自由記述回答は 18 件から得られた。【効果がわからな

い】とする企業の 13 件を分類すると「反響が不明」とす

る回答が 7 件と最も多く，「効果が不明」が 4 件，「その

他」が 2件であった。特に「投資家からの反響が不明」と

する回答は 4 件であった。【効果を発揮していない】とす

る企業の 5 件を分類すると，「認知度の低さ」とする回答

が 2件，「国際評価との乖離」が 1件，「反響が不明」が 1

件，「その他」が 1 件となり，反響が不明の 1 件は「顧客

からの反響が不明」であった。投資家や顧客からの反響の

有無，認証取得の効果の明確さ，認証制度の認知度，に対

する期待と実際の乖離があることが考えられる。（Q-22） 

４-６．他の認証制度を含む認証制度の活用について 

今後の脱炭素や省エネルギーに関連する認証取得事実の

発信についての考えを図 16に示す。図 12に比べて「現状

よりも発信する機会や,記載を増やすことを考えている。」

と答えた企業数が増加した。これは,企業が都市緑地を用

いた取組みの記載よりも脱炭素や省エネルギーについての

記載を重視していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

図13 認証取得事実の開示に期待する効果 

 

 

 

 

図14 認証取得事実の開示に期待するものとその程度 

 

 

 

 

図15 認証取得事実の開示で得られる効果に対する評価 

 

 

 

 

図16 脱炭素に関する認証取得事実の開示に関する今後の考え 

 

 

 

 

平均点 2.5 

平均点 3.1 

平均点 3.1 

平均点 2.8 

平均点 1.0 

図12 認証取得事実の開示に関する今後の考え 

 

 

 

 

図11 対象報告書に認証取得事実を記載しない理由 

 

 

 

 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-740-



 

その他の自由記述回答 2 件には,「機会や記載の増減で

はなく発信の質を高める」,「他の認証取得の事実と同様

に過不足なく開示する」というものがあった。（Q-23） 

環境に対する取組みについての方針を図 17 に示す。89%

がますます重要になると認識している。（Q-24） 

 

 

 

 

 

 

非財務情報における認証制度活用の意向についての回答

を図 18 に示す。62%が認証取得事実は重要な開示情報と捉

えているが，6 社 21%は認証制度が企業にとって有効な制

度かどうかを判断する必要があるとしていた。また 3 社

10%は認証取得事実が効果的であるか不明であり実績を積

み重ね検討するとしている。4-6 と同様に，企業は認証制

度の有効性の根拠を求めていると言える。（Q-25） 

 
 
 
 
 
 
 

５．考察 

５-１．分析① 対象報告書の調査 

企業緑地に関する認証を取得した企業の 35%が対象報告

書を発行していないこと，また 35%が非上場であること，

が判明した。これは認証の取得の目的が対象報告書を通じ

た投資家への情報開示以外にも存在していることを示して

いる。また企業緑地に関する認証を取得した企業のうち対

象報告書を発行していても，認証取得を記載していない場

合も半数以上であり，取得物件の情報は発信するものの認

証には触れていない例も確認された。また認証を取得した

時期や更新の有無が対象報告書への記載を左右する程度は

高くはなかった。これにより認証を取得した，もしくは更

新したという事実の発信効果に対する企業の認識は大きく

ないと言える。 

対象報告書内で CASBEE を記載する企業が多かった。認

証に関する記載については，認証制度の内容の関係性の程

度が影響している可能性があることが判明した。TCFD や

TNFD を記載する対象報告書が多いものの二つを比較する

と TNFDの記載は TCFDの 1/3程度に留まっていた。表 3の

通り CASBEE や LEED の記載数に比べると自然資本関連の認

証制度の記載割合は低いことも踏まえると，自然資本に関

連する取組みの認識は，脱炭素に関連するそれに比べると

分析次点ではまだ小さい。ただし脱炭素同様に今後増大す

る可能性もある。 

５-２．分析② 企業へのアンケート調査 

 認証取得事実の開示の理由として，投資家への発信効果

よりも，社会的意義が高いことや企業価値を高めることと

する割合が高い。また認証取得開示に期待するものについ

ても，投資家からの評価よりも，社会的要請への配慮状況

の表明が上回っている。これは認証取得の効果は，投資家

への発信と評価獲得と同時に，社会的要請への企業の対応

として捉えられていることを示している。 

企業緑地に関する認証取得事実の開示から得られる期待

に対する効果が「わからない」という回答理由の上位2件

は，効果を定量評価できないとするものと，投資家や顧客

の反響がないとするものである。定量評価とステークホル

ダーからの反響の多寡が，認証取得とその開示に影響を与

えている可能性がある。 

また69.0%は認証取得推進部署と対象報告書制作部署が

別であり，企業の情報開示と認証取得実績が直接的に連動

していない場合が多い可能性があること，すなわち開示情

報として認証取得事実の吸い上げの方法は企業によって差

がある可能性を示している。 

５-３．全体考察 

第 1 章に示すように認証制度には企業と投資家をつな

ぎ資金循環させることによって質の高い緑地を確保する効

果が期待されている。しかし本研究により,企業が自らの

企業情報開示の中に企業緑地の認証取得事実を位置づけて

いる事態が想定していたほどに進んでいないこと，認証取

得事実とその開示の効果を企業が明確に把握しにくいこと

の二点が，開示が進まない理由であることが判明した。さ

らに情報開示は投資家に向けたものとしてのみならず，企

業の社会的意義や地域・顧客からの企業価値向上を目的と

して活用される可能性があることが判明した（６）。認証取

得事実が情報開示されない理由，開示される場合にはその

目的を，企業側の視点から理解し制度活用する必要がある。 

 

６．今後の課題 

前章で考察した問題意識を受けて，本研究により質の

高い企業緑地整備の誘導のために認証制度を活用するには

大きく二つの流れが考えられる。A)認証取得の効果を企業

がより明確に理解把握できるようにすること，B)認証取得

の効果が社会的意義に沿っているとより強く実感できるよ

うにすること，の二点である。これらにより認証制度の活

用を検討することで認証実績を増やすことが考えられる。 

A)に関しては,a）認証取得がない場合にマイナス要因が

あること（例えば社会的評価が減じるような制裁的要素な

ど）や,b）認証取得がある場合に明確なプラス要素が得ら

れること（例えば補助金や課税減免など），c）認証取得の

有無がどの程度の経済価値の差を生じさせるかが示されて

いること，が考えられる。しかし a）b）はソフトローの

範囲を超える制度設計が必要である。 

c)については更なる研究が必要である。清水 12）は追加

的費用を追加的利益が上回ることを示す経済プレミアムが

存在することの検証が必要として，グリーンビルとエネル

図17 環境に対する取組み方針についての今後の考え 

 

 

 

 

図18 非財務情報での認証制度の活用に関する意向 
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ギー効率の視点からの効果について述べている。しかし緑

や自然環境のような外部経済性の高い資産や取組みが創出

する経済価値を，実績ごとに導き出しその優劣がもたらす

経済的価値の差を確認することの課題は大きい。 

一方で B)については,本研究により TCFD と TNFD に関す

る対象報告書への記載数比較から，TCFD の目指す脱炭素

社会に向けた社会的認識とその開示が TNFD に先行してい

ることが判明した。今後は TNFD の目指す自然資本への配

慮社会に向けた取組みへの認識が TCFD に追いつく可能性

が高く，認証取得がそうした社会的な変化に追随する可能

性もある。また，企業は情報開示に積極的な姿勢を持って

いること,そして企業の社会的責任への配慮を目的した認

証取得と開示に関する回答が多かったことも判明した。企

業は認証取得の意義と発信が社会的規範に沿ったものであ

るという実感を得られることを動機としている可能性が高

い。こうした社会的規範の醸成が進むことにより，ソフト

ローである認証制度の特徴を活かした企業緑地整備の取組

みの誘導につながる可能性がある。  

そのためには認証制度側は,対象を厳選して優良案件を

認証により顕彰することのみならず,認証制度の関係人口

の数的広がりを重視し，社会的規範の醸成に努めることも

必要ではないだろうか。他の認証制度と相互の関連付けが

あることは認証の認知度を高めることに効果があることが

判明している。それに加えて，認証の対象をサイト（プロ

ジェクトの敷地）単位から複数のサイトへ拡げること，認

証する対象をサイトから人や組織に拡げること，そして事

業主体の企業のみならず市民団体,みどりの維持管理業者,

設計コンサルタント業者,などに拡げること，により関係

人口は拡大する。その結果認証の認知度も高まり,認証取

得がもたらす社会的責任の達成感や社会規範への充足度を

企業側が実感しやすくなる可能性がある。 

今後の社会において効率的に都市の将来像を誘導するた

めには，ソフトローとハードローの相補関係が重要である。

その相補関係は企業緑地を用いた自律的な企業の取組みに

より都市の快適性の向上をもたらす可能性を高めるであろ

う。企業活動が認証制度に期待するものや，認証制度が用

意すべきものについて，本研究によって得られた知見は，

企業緑地を活用した今後の都市空間整備の誘導策の検討に

有益な情報となると考える。 
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補注 

(1) 「TCFD：Task force on Climate-related Financial Disclosures」は,企業が

脱炭素への取組みについて情報開示を行う国際的な枠組みの検討組織

として 2015 年に設立され，2017 年に提言が公表された。一方で

「TNFD：Task force on Nature-related Financial Disclosures」は，企業が

自然環境の変化や生物多様性に関するリスクや取組みを情報開示する

国際的な枠組み検討組織として2021年に設立され，2022年より枠組み

の開示が進み2023年に最終の提言が公表された。 

(2) 国土交通省によれば，TSUNAG 認定は不動産企業等の ESG 取組度合いを

企業単位で評価する国際的な基準である GRESB の評価項目のうち「グ

リーンビル認証」（GRESB が承認する環境に配慮した物件の認証）とし

て認められることになった。またTSUNAG認定はTNFDのガイドラインに

位置付けられたものとして，企業が情報開示･広報することが可能と

なった。GRESB とは会社･ファンド単位での不動産セクターの ESG 配慮

を測り，投資先との対話に用いるためのツールとして 2009年に創設さ

れた Global Real Estate Sustainability Benchmark（グローバル不動産サ

ステイナビリティ・ベンチマーク）13）である。

(3) SEGESと ABINCにはそれぞれ複数の認証対象タイプが存在する。本研究

の対象としたのは，SEGES はそだてる緑/つくる緑/都市のオアシス，

ABINC は都市･SC 版/集合住宅版/工場版/戸建住宅版/物流施設版である。

いずれも認証に更新制度を有しており，3 年目の申請により審査のう

え認証が更新される。認証物件はそれぞれのホームページ（SEGES：

https://seges.jp/，ABINC：https://www3.abinc.or.jp/about/）で公開され

る。

(4) 企業の業種の分類は,日本経済新聞の定めている業界一覧や,四季報に

載っている企業情報の業種名を参考にした。

(5) ABINCは 2023年 9月に環境省の「自然共生サイト」認定制度と連携を

行い一体的な申請が可能 14）である。

(6) 本アンケートQ 20の回答では，認証取得の効果なのか，認証取得事実

開示の効果なのか，の判別ができない可能性を否定できないため，今

後は精度を高めた調査が必要である。
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正会員 日本大学生産工学部環境安全工学科(College of Industrial Technology, Nihon University) 

1．はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

近年、都市公園は健康増進、防災、環境保全、地域コミ

ュニティ形成など多様な機能を担う都市インフラとして再

評価されており1)、特にCOVID-19蔓延下においては、身近

な自然空間として市民のウェルビーイングに貢献する重要

性が改めて注目されている2)。その一方で、都市公園を取り

巻く財政状況は厳しさを増し、指定管理者制度の導入など

による効率的な維持管理体制の構築が求められている3)。 

公園におけるグラウンドカバー、特に芝生地の修景状態

は、景観的魅力や利用満足度の観点から重要な要素である

が、現場の管理者が芝生の修景目標や評価基準をどのよう

に捉え、維持管理に取り組んでいるかについての定量的か

つ実践的な知見は依然として限られている4), 5)。また、芝生

の管理方法の違いが利用者の行動や印象に与える影響も報

告されており6)、芝生の修景状態の評価とその改善手法は今

後の都市公園管理における重要な課題といえる。 

また、公園緑地における芝生整備に関しては、行政側が

掲げる管理目標と現実との間に乖離、すなわち「目標・実

態ギャップ」が生じていることも報告されている。例えば、

芝草研究分野においては、多くの公園で芝生が年々雑草や

裸地に置き換わる傾向が見られ、年間では芝刈りすら十分

に行われず、年に数回の草刈程度で賄われるような管理体

制に陥っている現状が指摘されている7)。このような状況は、

「目標・実態ギャップ」が現場において現実的な課題とし

て存在していることを示している。 

こうした中、近年では市民参加や民間活力の導入を通じ

て公園管理の多様化が進んでおり8)、芝生のようなメンテナ

ンスを要するグラウンドカバーについても、持続可能な管

理方法と明確な評価手法の確立が求められている。 

加えて、全国の都市公園等の総数は 115,327箇所(令和 6

年3月31日現在)であり9)、千葉県内には7,504箇所(令和4

年 3 月 31 日現在)が整備されている10)。千葉県は首都圏に

位置し、都市化が進む一方で住宅地に点在する都市公園が

多く、自治体ごとに公園管理の方針や手法に多様性がみら

れる。このため、千葉県は都市公園の管理実態を把握する

うえで代表的な地域であり、今後の維持管理手法を検討す

る上でも示唆に富む対象であるといえる。 

以上の背景をふまえ、本研究は、千葉県内の基礎自治体

が管理する都市公園を対象として、芝生のような維持管理

に手間がかかる地被植物について、芝生修景状態の現状と

管理目標との乖離を明らかにするとともに、その評価手法

の再構築を通じて、景観マネジメントに資する実務的な管

理判断の枠組みを提示することを目的とする。芝生修景状

態に関しては、管理目標として掲げられる理想的な状態と、

現地で観察される実態との間に乖離（以下、「目標・実態ギ

ャップ」と記す）が生じている場合が見受けられることか

ら、こうしたギャップを把握し、管理施策に反映すること

が重要である。本研究では、このギャップの傾向を、視覚

的評価を通じて把握し、管理者へのヒアリング結果とあわ

せて整理することで、実務的かつ再現性のある芝生修景評

価の枠組みを検討することを試みた。なお、本研究は今後

の事例比較や管理手法の類型化に向けた基礎的知見として

も位置づけられる。 

具体的には、アンケート調査とヒアリング調査により管

理者の意識や管理体制の実態を把握するとともに、芝生の

休眠期・生育期・盛夏期・枯黄期の4時期にわたる現地踏

査による視覚的評価を行うことで、修景状態の定量的な分

析と評価軸の検討を行う。 

本研究は、都市公園を都市インフラとして捉え、景観と

基礎自治体管理の都市公園における芝生修景評価の現状と課題 

―千葉県下の目標・実態ギャップと管理体制に着目して― 

Challenges and Current Conditions in Lawn Evaluation of Urban Parks Managed by Local Governments 

- Focusing on Target-Reality Gaps and Management Systems in Chiba Prefecture- 

永村 景子 

Keiko NAGAMURA 

This study examines the current conditions and challenges of lawn management in urban parks, focusing on local 
governments in Chiba Prefecture, Japan. Using a mixed-method approach—questionnaire surveys, seasonal visual 
field assessments, and semi-structured interviews—the study investigates the gap between target and actual lawn 
conditions and explores how this gap is shaped by budget constraints, institutional structures, and staff expertise. The 
findings reveal considerable variation in maintenance practices and underscore the need to align lawn quality goals with 
practical management capacities. The study provides a basis for improving visual evaluation methods and contributes 
to more sustainable and context-sensitive approaches to ground cover plants maintenance in public open spaces. 

Keywords: lawn condition, ground cover plants, urban parks, local governments, maintenance practices 
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維持管理の両立という視点から、より持続可能なグラウン

ドカバー管理の在り方を検討する都市計画学的意義を有す

るものである。 

1-2. 既往研究の整理 

 芝生の機能と管理の重要性に関する研究は、造園分野を

中心に、すでにいくつかの既往研究がある。芝生は都市公

園において景観的な快適性のみならず、利用者の多様な活

動を受け入れる柔軟な空間要素として機能を有している 8)。

上原ら 6)は、芝生の管理方法の違いが修景品質や利用者の

行動・評価に影響することを示しており、芝生の状態が公

園の利用満足度と密接に関連していることを明らかにした。

また西ら11)は、芝生広場における空間構成と人々の行動パ

ターンの関係性に注目し、設計段階における芝生の配置の

重要性を指摘している。 

 芝生の維持管理に関する実態と課題の指摘がある。芝生

の維持管理に関する研究として、高橋 4)は、芝生地の消失

要因を「樹陰による日照不足」「雑草の侵入」「過剰利用」

の三点に分類し、特に日照条件が芝生の存続に大きく関与

することを実証的に示した。また、土木学会 1)は、公園緑

地の維持管理体制が自治体間で大きく異なる現状を踏まえ、

ストックの健全性を確保するための制度的強化と人的資源

の確保を課題として挙げている。これらの研究は、芝生の

修景状態を長期的に維持するには、計画段階における立地

条件や設計手法のみならず、日常的な維持管理手法の整備

と支援が必要であることを示唆している。さらに森崎ら12)

は、自動芝刈機の導入による芝生管理の効率化に着目し、

作業時間・人員・コストの削減効果を実証的に示した。一

方で、刈残しや機器のメンテナンスといった新たな課題も

指摘されており、芝生管理の効率化と品質保持の両立には

運用体制の再構築が求められることが示された。 

 市民意識・利用者ニーズと管理者の意識の乖離といった

課題として、国土交通省による『都市公園利用実態調査報

告書』13)では、利用者が都市公園に求める役割は年々多様

化しており、自由な使い方への許容豊かな緑への期待も増

加傾向にあることが報告されている。また都市公園の管理

主体は、従来の行政主導から指定管理者制度や市民参加型

の取り組みへと多様化してきた 5)。 

 以上の既往研究から、芝生地の維持管理に関する多様な

視点が明らかとなっている。特に芝生の空間的配置や管理

方法が修景状態や利用満足度に与える影響については一定

の知見が蓄積されている。一方、管理者が設定する目標と

現実の芝生状態とのギャップに着目し、それを評価軸とし

て体系的に把握しようとする研究は少ない。本研究の独自

性は、こうしたギャップに注目し、視覚的評価(芝生の草丈・

裸地・雑草の状態に基づく定量的評価) と、管理者ヒアリ

ング（管理目標や課題認識に関する定性的情報）を統合す

ることで、実務的かつ再現性のある評価枠組みを検討した

点にある。芝生修景状態を定性的・定量的両面から捉える

とともに、評価と管理施策をつなぐ視点を導入することで、

今後の景観マネジメントに資する基礎的知見を提示する。 

2．研究方法 

2-1. 調査対象と全体の流れ 

本研究では、芝生修景状態に関する「目標・実態ギャッ

プ」の把握とその評価手法の検討を目的とする。そのため、

視覚的評価による現地踏査（定性的調査）を先行させ、そ

の結果を踏まえて管理者ヒアリングを実施するという調査

プロセスを設定した。これは、現地の芝生の実態を可能な

限り主観を排して把握したうえで、管理主体側がどのよう

な目標・課題意識を持ち、どのような制約条件下で管理を

行っているのかを補完的に把握することを意図している。

視覚的評価と管理者の意識・方針を統合的に分析すること

で、再現性と実務性のある芝生修景の評価軸を構築し、管

理目標との整合や運用改善に資する枠組みの提示を目指す。

このような評価軸の再構築を意図した調査構成に基づき、

千葉県内の基礎自治体が管理する都市公園を対象に、以下

の三つの手法により芝生等グラウンドカバーの修景状態お

よび管理実態の把握を行った。まず、自治体の公園管理の

担当部署を対象としたアンケート調査により、各公園の利

用状況や維持管理体制、芝生の管理目標と現状の認識につ

いて定量的な情報を収集した。続いて、アンケートで挙げ

られた公園のうち、現地踏査により芝生の修景状態を芝生

の休眠期・生育期・盛夏期・枯黄期の4時期にわたり視覚

的に評価した。さらに、アンケートおよび踏査の対象自治

体に対して半構造化インタビュー(事前に設定した質問項

目をもとにしつつ、対話の中で柔軟に話題を展開する形式)

を実施し、芝生の管理における工夫点、課題、方針決定の

背景を把握した。 

( 1 ) アンケート調査 

アンケート調査は、2021年 11月にGoogleフォーム、

Word文書、紙媒体の3形式で実施し、近郊整備地帯25自

治体のうち14自治体から有効回答を得た(回答率73.7%)。  

各自治体において芝生等のグラウンドカバーを有する都市

公園のうち、利用頻度や面積、立地特性などを勘案し、最

も代表的または維持管理上課題を抱えていると考えられる

1 公園を選定して回答してもらった。なお、選定に際して

は「芝生等の育成がある」「都市基幹公園または住区基幹公

園に該当する」「グランドカバーに人が立ち入れる」といっ

た条件を設定し、複数候補がある場合は面積の大きい公園

を対象とするよう依頼した。複数の公園について網羅的に

設問したのではなく、自治体ごとに1つの代表公園を対象

とすることで、比較可能な個別事例の把握を目的とした。

設問は、維持管理の実施状況、芝生の理想状態と現状認識、

利用状況等に関する選択・記述式で構成した。 

芝生の修景状態に関しては、「改訂5版 公園・緑地の維

持管理と積算」14)の「表5-18 国営公園における標準的な芝

生管理のランク分け」を参考に、4 段階評価の芝生修景ラ

ンクを設定した(表1)。また、国土交通省が示すガイドライ

ン 8)の目標イメージも参照したが、3 段階評価であり現場

感覚に合致しづらいため、より細分化した形式を採用した。 
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( 2 ) 現地踏査 

現地踏査は、アンケートで選定された 14 自治体の代表

的公園を対象とした。各公園の名称は、調査協力自治体と

の合意により非公表とするが、選定基準についてはアンケ

ート時に明示しており、芝生面積、利用頻度、立地条件、

踏圧の有無などを基準に、最も管理上の特徴が表れている

と考えられる公園を1つ抽出してもらった。現地踏査は、

芝生の修景状態が季節により変化する点を踏まえ、2021年

12月、2022年6月、8月、11月の4時期に実施した。なお

本研究では、芝生の修景状態を視覚的に評価したが、これ

は草丈の均一性、裸地の有無、雑草の混入状況の3項目に

基づく独自のルーブリック(表 2)によって、1(高い)～4(低

い)の4段階でスコア化した定量的評価である。踏査対象は

アンケート回答に基づき選定し、評価にあたっては実地観

察における再現性と客観性を重視した。 

( 3 ) ヒアリング調査 

アンケートおよび踏査対象のうち、5 自治体に対して半

構造化インタビューを実施し、芝生管理における方針決定

の背景や、独自の工夫、困難点などを聞き取った。ヒアリ

ングは現地または市役所にて対面形式で行い、自治体の施

策判断の根拠を補足的に把握することを目的とした。 

2-2. 調査の制約と留意点 

本調査にはいくつかの制約が存在する。アンケートおよ

びヒアリングの調査協力自治体に偏りがあり、都市部の大

規模公園や利用者数の多い公園が相対的に多く含まれてい

る。利用者数についても、正確な計測が行われていない自

治体では推定値が用いられており、データの一部に誤差が

含まれる可能性がある。また、街区公園・近隣公園などの

小規模な公園においては、日常的な利用者数の把握が困難

な場合が多く、実態が可視化されにくい傾向がある。さら

にアンケート調査の自由記述欄には具体的な課題や工夫が

記載されているが、回答の量・記述スタイルにばらつきが

あるため、定量的な分析には至っておらず、今後はテキス

トマイニング等を活用した構造的分析の導入が課題である。

現地踏査やヒアリング調査についても、人的・時間的制約

から対象数は限られ、地域や公園種別の偏在がある。また、

ヒアリング調査においては、調査協力者の立場や記憶、主

観に依存した情報が含まれる点も留意が必要である。 

これらの点を踏まえ、本研究は調査対象の代表性に一定

の制約があることを認識しつつも、芝生の修景状態を現地

踏査により視覚的に評価した結果と、管理主体による目標

認識や管理方針の聞き取り結果を照合・分析することで、

「目標・実態ギャップ」に焦点を当てた修景評価の枠組み

構築を試みるものである。本研究の枠組みは、今後の評価

軸の再検討や、再現性・実務性のある管理支援方策の構築

に向けた一つの試行である。また、本研究の調査枠組みと

得られた知見は、今後の事例間比較や管理手法の類型化に

向けた基礎的資料としても位置づけられ、持続可能な芝生

管理のあり方を地域特性に応じて検討していくうえでの出

発点となると考えられる。 

 

3. 基礎自治体によるグラウンドカバー管理実態 

3-1. アンケート調査の概要 

千葉県内の基礎自治体を対象に、公園・広場のグラウン

ドカバーの管理実態を把握し、維持管理上の課題を検討す

ることを目的として、アンケート調査を行った。調査対象

は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されている

25 自治体(2021 年 11 月現在)である。調査方法として、

Googleフォーム、Word文書、紙媒体の3種類を用い、2021

年 11月 1日から 11月 26日までの期間で実施した。対象

となる公園は、①グラウンドカバーの育成を行っているこ

と、②住区基幹公園または都市基幹公園であること、③グ

ラウンドカバー内に人が立ち入れること(踏圧がかかる)と

いう3条件を満たすものとした。なお、本調査では、各自

治体に対し、これらの条件を満たす公園の中から、最も代

表的または維持管理上の課題が顕著であると考えられる 1

公園を選定のうえ、回答を依頼した。複数公園を網羅する

設計ではなく、個別事例として比較可能性のある調査対象

とすることを意図している。 

アンケートでは、公園の種類、利用者数、維持管理費、

グラウンドカバーの種類、管理上の課題や工夫点などを尋

ねた。これにより、公園の利用頻度や規模に応じた管理方

針や選定理由の分析を可能とし、今後の管理負担軽減策の

検討に資する知見の獲得を意図している。 

アンケート調査の依頼は各自治体に電話で送付先を確

認のうえ、メールまたは郵送にて実施した。回答はGoogle

フォームを中心に収集し、一部は Word または紙媒体でも

受領した。25自治体中 19自治体から返送があり、そのう

ち14自治体が調査協力に同意(回答率73.7％)した。 

表1 アンケート時の芝生修景ランク評価基準 

（参考文献14）を参考に再構成） 

 
 

表2 現地踏査時の芝生修景ランクの視覚的評価ルーブリック 

 

ランク
(修景性)

芝生地の評価

1
（高い）

主要な広場や施設周りなどで修景性が高く、芝生の美
しさが重要な景観構成要素となり、良好に管理すべき
芝生地

2
（普通①）

広場や施設周りなどのうち、修景性が中程度で芝生の
緑が一景観構成要素となり、良好に管理すべき芝生地

3
（普通②）

2に準するランクで、予算の制約上、管理水準を下げ単
一草種を維持するための最低限の管理を行う芝生地

4
（低い）

主として法面など土壌保全あるいは、草地化を目的と
した芝生地で、緑を保持するための最小限の管理を行
う芝生地

ランク
(修景性)

目視評価基準の概要
草丈の
均一性

裸地 雑草

1
（高い）

美観が良好。
密度高く、均一。

○ × ×

2
（普通①）

ややムラあり。
部分的に裸地や雑草。

○ △ △

3
（普通②）

裸地・雑草が目立ち、
ムラあり。

× ○ △～○

4
（低い）

緑被が少なく裸地多
発。雑草も多い。

× ○ ○
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3-2. アンケート調査結果 

本節では、アンケート調査に基づく回答結果を示す。回

答のあった公園 14件のうち、総合公園(5件)を「大規模公

園」、街区公園・近隣公園・地区公園(各3件、計9件)を「中

小規模公園」として整理した。公園の種別によって面積規

模や利用密度、管理対象面積、芝生導入の目的・範囲など

に差異があるため、規模区分ごとに管理費の傾向や課題を

整理することが分析上有効と考えられる。なお、本調査は

回答公園 14 件とサンプル数に限りがあるが、少数ながら

も種別間で費用のばらつきや傾向の違いが見られたこと

から、あくまで傾向の把握を目的として区分別の分析を試

みたものである。本研究では、回答内容の傾向を把握する

ため、以後この区分を用いて分析を行う。公園の面積につ

いて、大規模公園は最大値505,000㎡、最小値78,567㎡、

中央値は 172,000 ㎡であり、大きなばらつきがみられた。

中小規模公園は最大値 56,635 ㎡、最小値 2,548 ㎡、中央

値は22,000㎡であった。利用者数については、大規模公園

は5件中4件の回答が得られた。休日の利用者数が最大で

2,600人に達し、平日と比べて利用頻度が高い傾向がある。

一方、中小規模公園については、回答が得られたのは1件

のみであり、利用者数は平日30人、休日40人と小規模で

あった。 

 図1は年間の植栽維持管理費に関する回答結果を示して

いる。大規模・中小規模を問わず、「～99円/㎡」が最も多

く、コストの分布としては数百円/㎡程度が主である。本図

では、回答にばらつきがある中でも全体傾向を把握しやす

くするため、100円/㎡ごとの区分で集計を行った。中には

「1000円/㎡以上」とする高コストの事例も1件あったが、

これは特別に芝生の維持に注力している事例であり、作業

内容や維持管理委託契約の範囲や条件の違いなど、個別の

管理方針に起因する可能性が高い。実際、国土交通省のガ

イドライン 8)でも、芝生の年間管理費はおおむね数百円/㎡

を想定しており、本研究で得られた多くの事例はその範囲

に収まっている。したがって、当該高コスト事例は全体14

件中1件にとどまり、外れ値として扱うことが妥当と考え

られる。公園に導入されているグラウンドカバーの種類に

ついては、大規模公園5件すべてで芝生が使用されていた。

一方、中小規模公園9件では、3件で芝生以外(主にクロー

バー)が導入されており、うち1件では芝生と非芝生の併用

が見られた。図 2 は、年間の芝刈り(草刈り)回数の分布で

ある。大規模公園 5件すべてで「7回以上」との回答があ

り、管理頻度が高い。一方、中小規模公園では、「5～6回」

や「4 回以下」とする回答も多く、管理頻度に差があるこ

とが明らかとなった。図 3 は、芝刈り(草刈り)の実施時期

を視覚的に表現するため、月ごとの作業実施状況を色分け

して示したヒートマップ形式の図である。大規模公園では

5月～10月の間に芝刈り(草刈り)が集中して行われており、

特に夏季の管理が重視されている。一方、中小規模公園で

は、実施時期がやや分散しているが、5月・8月・9月・11 

月に集中している傾向が見られる。 

3-3. 芝生の修景状態に関する管理目標と現状の比較分析 

芝生の管理に関する設問では、「目標とする芝生の状態」

(以下、目標ランク)および「実際の芝生の状態」(以下、実

態ランク)を、1(高い)～4(低い)の 4 段階で自己評価しても

らった(評価基準は表1を参照)(1)。目標ランクと実態ランク

が一致した自治体は7件、目標ランクより実態ランクが劣

る自治体は3件、実態ランクが目標ランクを上回ると回答

した自治体は1件であった。 

図4はこれらの分布をクロス集計で示したもので、縦軸

に目標ランク（上がランク1で修景性が高く、下がランク

4で低い）、横軸に実態ランク（左がランク4で修景性が低

く、右がランク1で高い）を配置している。各マスの数字

は該当する自治体数を示す。実態ランクが3または4とい

った比較的低い評価にとどまっている自治体が7件あり、

半数近くの自治体では芝生の管理状態に課題が見られる様

子がうかがえる。また、実態ランクが目標ランクより下回

る3つの自治体では、維持管理費が低く設定されていたり、

 
図1 年間の植栽維持管理費 

 

 
図2 芝刈り(草刈り)回数 

 

 
図3 芝刈り(草刈り)実施時期 

3件

5件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

0

2

4

6

8

10

大規模公園 中小規模公園

公
園
数
(件
)

～99円/㎡ 100～199円/㎡

200～299円/㎡ 1000円/㎡以上

不明

7回以上 5件

7回以上

1件

5-6回 4件

4回以下 4件 大規模公園 5件

中小規模公園 9件

大規模公園(5件) 中小規模公園(6件)

1月 0% 0%

2月 0% 11%

3月 20% 11%

4月 80% 11%

5月 100% 89%

6月 100% 33%

7月 100% 67%

8月 100% 89%

9月 100% 78%

10月 100% 44%

11月 60% 78%

12月 0% 11%
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作業頻度が限られていたりする傾向も見られた。 

このことから、芝生管理の実態が望ましい状態に届かな

い状況は、単なる努力不足というよりも、予算や人員とい

った管理リソースの制約が背景にあると考えられる。今後

は、芝生の望ましい状態を見据えた目標ランクの設定と、

それに見合った管理体制の整備が求められる。 

3-4. 維持管理費および作業頻度と芝生状態の関係 

本節では、芝生修景ランク(目標ランクおよび実態ラン

ク)と、年間の維持管理費および芝刈り(草刈り)回数との関

係性について検討する。 

まず、図 5 に示すように、芝生修景ランク(目標ランク)

が高い自治体ほど、管理費が高額になる傾向が見られた。

ただし、目標ランクが高くとも管理費が低額にとどまって

いる例もあり、目標設定と予算との整合性には課題が残る。 

次に、図 6 は芝生修景ランク(実態ランク)と管理費の関

係を示している。実態ランクが高い自治体ほど管理費も高

額な傾向があるが、実態ランクが低くても高い予算を投じ

ている例もあり、支出が芝生の見た目に直結するとは限ら

ないことを示している。これにより、費用対効果の視点か

らの管理手法の見直しが求められる。 

図7は、芝生修景ランク(実態ランク)と芝刈り(草刈り)回

数の関係を示している。概ね芝刈り(草刈り)の頻度が高い

自治体では芝生の状態も良好である傾向が確認された。こ

れは、物理的管理作業の積み重ねが芝生の状態維持に寄与

している可能性を示唆する。一方で、同じ芝刈り(草刈り)回

数でも芝生状態に差があることから、芝種の選定や立地条

件など、他の要因との複合的な分析も今後の課題である。 

3-5. 自由記述回答にみる現場の声と対応の工夫 

アンケートでは選択式の回答に加え、「芝生管理における

困りごと」および「グラウンドカバー選定時の重視点」に

ついて自由記述式の回答を求めた。 

困りごととして多く挙げられたのは、「芝生の雑草化」「踏

圧によるハゲ」など芝の劣化に関する内容であり、6 自治

体がこれを指摘していた。また、「草刈り回数の多さ」「維

持管理費の負担」といった、管理作業の負担を訴える声も

多かった(5件)。さらに、「日陰で育たない」「子どもの遊び

による損傷」など、芝生が想定された条件で育たないとい

う課題も見られた。 

一方、選定時の重視点としては、「耐踏圧性」や「枯れに

くさ」などの耐久性が最多(5件)であった。次いで「景観の

良さ」「将来的な整備方針との整合」など、見た目や将来像

との一致を意識する回答も確認された。 

これらの自由記述からは、単に芝生の導入や維持が難し

いというだけでなく、「利用実態に即したグラウンドカバー

のあり方」や「予算・人員と整合した管理目標の設定」と

いった視点が現場では求められていることが読み取れる。 

以下に、回答の一部を抜粋して紹介する。 

「子どもの利用が非常に多く、踏みつけより枯れてしまう。」 

「夏場は草の成長が早く、除草回数が増え、維持管理費が

かかってしまう。」 

「芝生として適正に管理すること自体が難しい。」 

「景観や将来像にあったものを選定するようにしている。」 

本章では、アンケート調査により得られた全体的な傾向

や管理実態について示してきたが、各自治体の対応には、

管理体制、予算状況などの点で多様な差異がみられた。特

に、芝生修景状態を「中程度」と自己評価しつつも、工夫

 
図4 芝生修景ランク(目標および実態)のクロス集計結果 

 

 
図5 芝生修景ランク(目標ランク)別管理費 

 

 
図6 芝生修景ランク(実態ランク)別管理費 

 

 
図7 芝生修景ランク(実態ランク)別芝刈り(草刈り)回数 
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や課題を多く記述した自治体においては、日常管理の現実

と理想との間での調整が模索されている様子がうかがえた。

こうした実態をより深く理解するために、次章ではアンケ

ート調査に加え、現地踏査とヒアリング調査の結果が揃っ

ている3自治体に焦点を当て、それぞれの管理方針と修景

状態との関係を個別に分析する。 

 

4.  芝生修景の維持管理に関する自治体比較分析 

4-1. 分析対象の選定方針と構成 

本章では、アンケート調査・現地踏査・ヒアリング調査

の三手法による調査結果が揃っており、芝生の修景状態(実

態ランク)がいずれも「3(普通②)」と共通する 3 自治体(以

下、自治体A・B・C)を対象に、個別分析を行う。 

これら3自治体は、管理における課題と工夫が比較的多

く記録されており、芝生維持の「中程度レベル」にあると

自己評価している点において共通している。これにより、

芝生管理の実態と市の対応方針との関係を、より丁寧に分

析することが可能となる。現地踏査は、芝生の修景状態の

季節変動を把握するため、2021 年 12月、2022年 6月、8

月、11月の4時期に実施した。これらはそれぞれ、休眠期

(12 月)、生育期(6 月)、盛夏期(8 月)、枯黄期(11 月)にあた

り、年間を通じた芝生の外観変化を捉えるための時期とし

て設定した。またヒアリング調査は、現地踏査を終えた

2022年11月～2023年1月に実施した。 

なお、現地踏査は全9か所、ヒアリング調査は5自治体

に対して実施しているが、これらのうち一部は現地踏査の

回数が不足するものがあり、またヒアリング未実施やアン

ケートに未回答項目があるケースも含まれていた。これら

のデータは補助的に参照しつつも、本章の分析からは除外

し、3種類の調査が揃った 3自治体に焦点を絞ることで、

分析の整合性と比較可能性を重視した。他の自治体につい

ては、踏査内容の整備および追加調査を通じて、今後の事

例比較や類型化研究に活用することが期待される。 

4-2. 自治体A：芝生修景の限界と管理体制の課題 

自治体Aでは、地区公園において芝生広場の維持管理が

行われている。芝生修景ランク(アンケート回答)は「目標ラ

ンク 2(普通①)」に対し「実態ランク 3(普通②)」であり、

やや不均質な芝生状態が認識されている。2021 年冬から

2022年秋まで、現地踏査にて同一地点を複数回目視確認し

た(表3)。冬季は枯死と裸地化が進み、秋～初夏にかけて緑

量が回復するものの、局所的なまばらさや雑草混入が見ら

れた。 

ヒアリングでは、芝刈り(草刈り)回数や芝種選定、裸地補

填に関する実務的な運用状況が確認された。特に「裸地へ

の対応が追いつかない」「高麗芝と野芝の使い分け」といっ

た現場判断が印象的であった。 

現場では、芝生の修景管理というよりも、“広場”として

の維持を重視した対応が行われており、予算・人員の制約

下で実行可能な管理方針が選ばれていることがわかる。な

お担当者は造園分野の専門職であり、芝生の修景管理に対

しても植物的知見に基づく判断がなされていることがうか

がえた。 

4-3. 自治体B：芝生修景維持の試行と現実的な管理の両立 

自治体Bでは、中規模な芝生広場を備えた地区公園にお

いて、比較的継続的な芝管理が実施されている。芝生修景

ランク(実態ランク)は「3(普通②)」とされ、現状維持を目的

とした運営が基本となっている。踏圧の強い箇所では裸地

が残るものの、全体的には緑量が維持されており、2021年

冬から 2022 年秋までの調査の際の目視確認においても季

節による芝密度の変動が見られた(表3)。 

ヒアリングからは、「雑草の景観的影響は限定的で、問題

視していない」「最低限の手入れで維持する」といった実務

判断が共有され、補植や施肥は行わないが、芝刈り(草刈り)

頻度の調整で対応している様子がうかがえた。 

現場では、“景観美”よりも“利用可能性”や“持続可能

性”が優先されており、維持体制に応じた管理目標の再設

定が行われていることが確認できた。なお担当者は建築や

土木系の技術職であり、芝生の修景や植栽管理に関する専

門的対応は限定的であった。 

4-4. 自治体C：最低限の管理と現状維持を目指す芝生管理 

自治体Cが挙げた街区公園は、小規模な住宅地内公園に

て芝生管理が実施されている。アンケート回答では芝生修

景ランクを「実態ランク 3(普通②)」と評価し、「最低限遊

べる状態」で維持できていれば十分とする意識が示された。 

芝生の状態は季節変動による色調の変化はあるものの、

裸地化や雑草の急増などは見られず、均質性の高い様子が

2021年冬から2022年秋までの調査の折に確認された(表3)。 

ヒアリングでは、「施肥・灌水は一切行わない」「雑草は

草丈の高いもののみ除去」といった省力的な対応方針が語

られ、また「国の基準ではなく、現場で維持可能な範囲で

判断している」との方針が示された。 

このように、芝生修景の改善よりも“維持可能な範囲で

の現状維持”が重視されており、柔軟な現場判断のもとで

の管理運用がなされている。なお担当者は造園出身者と土

木出身者であり、造園出身者は芝生管理に関する知識を有

していたとのことであった。 

表3 3自治体の挙げた公園の現地踏査結果 

(カッコ内は調査時に評価した芝生修景ランク(実態ランク)) 
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4-5. 修景状態の季節変動と評価の視点 

本章で取り上げた 3 自治体における芝生修景ランク(実

態ランク)の時期的な変動を図8に示す。自己評価による芝

生の修景状態(実態ランク)がいずれも「3(普通②)」に分類

される事例であっても、調査時期によって評価が異なるこ

とが見て取れる。たとえば自治体Aでは冬季(2021年12月)

にランク 4と悪化し、自治体Cでは秋季(2022年 11月)に

ランク1と最良の状態となっている。 

このことは、修景状態の評価が単一時点の観察に基づく

ものではなく、季節変動を考慮した継続的な観察が必要で

あることを示唆している。 

以上のように、3 自治体における芝生修景状態の実態分

析からは、各自治体の管理目標と実態との間に一定の乖離

が存在すること、およびその対応方針には多様性があるこ

とが確認された。特に、芝生修景ランクの実態ランクが季

節ごとに大きく変動すること、また“景観美”と“維持可

能性”のどちらを優先するかという管理方針の違いが、実

務における対応に色濃く反映されていた(表4)。 

 次章では、これらの調査結果を踏まえ、芝生修景管理に

おける課題と展望について総合的に考察を行う。 

5.  芝生修景管理の課題と展望 

5-1. 芝生修景管理における主な課題 

これまでの調査からは、芝生の修景状態と管理目標との

間に乖離が存在する実態が確認された。特に、芝生の補植

や芝刈り(草刈り)といった維持管理が予算や人手の制約を

受ける中で、管理体制に応じた“現実的な目標設定”がな

されている一方、芝生の質的な維持には苦慮している自治

体も一定数確認できた。 

また、担当者の専門性の違いが芝生修景の判断や維持方

針に影響を与えている点も重要である。ヒアリングでは、

公園管理を担う技術職が土木や建築系の技術職であり、植

栽管理の専門的な知見を有していない場合も見受けられた。

一方、造園職を配置している自治体では、芝の種類選定や

更新計画に対しても植物生理的な知見が反映されており、

対応方針に違いが見られた。 

5-2. 修景状態の評価手法と管理方針 

既存の芝生修景評価は、単一時点での外観評価に基づく

ものが多く、管理体制や季節変動といった外部要因を十分

に考慮していない。本研究で明らかとなったように、芝生

修景ランクは季節によって変化し、また補植や芝刈り(草刈

り)の対応能力にも左右される。したがって、修景状態の評

価にあたっては、年次単位でのモニタリングを行い、状態

の持続性や改善傾向を含めた多面的な評価指標の構築が求

められる。 

5-3. 管理手法の多様化と持続可能性 

各自治体の対応からは、芝生の全面的な良好状態の維持

が困難である一方、機能的な芝地の確保や補植に依存しな

い維持方法の模索が進められている。たとえば、耐踏圧性

の高い芝種やクローバーの併用、雑草との共存を前提とし

た評価基準の見直し、または裸地部分への部分舗装などが

試行的に導入されている。こうした工夫は、景観と実行可

能性のバランスを取る上で重要な方向性である。 

今後は、芝生の修景状態を外観の良否のみで判断するの

ではなく、維持体制や利用目的、植栽の特性といった条件

を含めた“実効的な修景評価”の枠組みが必要となる。現

在、国によるガイドライン等においても芝生管理の方針分

類や整備方法は提示されているが、修景状態の評価手法に

ついては体系的に整理されておらず、今後の検討が求めら

れる。また、都市公園の規模や種別に応じた管理モデルの

類型化、芝生修景ランクと管理予算・人員配置との整合を

図る評価指標の検討が望まれる。加えて、専門知識を有し

ない現場職員でも判断を下せるような、修景状態の判定支

援ツールや、地域住民との連携を取り入れたモニタリング

手法の導入も一案である。 

 

6. おわりに 

本研究は、千葉県内の基礎自治体が管理する都市公園を

対象に、芝生等のグラウンドカバーに関する管理者の意識

と修景状態の実態を、アンケート調査・現地踏査・ヒアリ

ング調査を通じて多面的に把握し、その傾向と課題を分析

したものである。調査の結果、芝生管理の実態が望ましい

状態に届かない状況も確認された。その背景には、予算や

人員の制約、担当職員の専門性の差異、芝生管理に対する

優先度の違いなど、さまざまな要因があることが明らかと

なった。 

また、芝生の修景状態は季節によって変化し、単一時点

での評価では実態を把握しきれないことも示された。今後

は、こうした季節変動を踏まえた継続的なモニタリングと、

管理体制や利用目的に応じた現実的な評価軸の構築が求め

られる。さらに、調査の自由記述では、省力的な管理工夫

 
図8 3自治体における芝生修景ランクの季節変動 

 

表4 3自治体の管理方針比較 

 

1

2

3

4

芝
生
の
修
景
ラ
ン
ク

A市

B市

C市

項目 自治体A 自治体B 自治体C 備考

補植頻度 必要に応じて 原則なし 実施せず

裸地対応 一部補填 残置あり 補填なし

雑草容認 部分的に許容

(目立つ雑草

のみ除去)

概ね許容

(雑草ありでも

景観上許容)

高度に許容

(雑草混在を

前提に維持)

施肥・灌水 なし なし なし いずれも

非実施

管理目標 景観と利用の

両立

機能維持を

優先

最低限の

遊び場確保
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や、景観よりも「使える状態」を重視した運用方針が多く

見られた。これは、単なる景観美の追求ではなく、維持可

能性を重視した実務的判断が主流となっている現状を反映

している。 

本研究の成果は、都市公園における芝生管理の現状を可

視化し、各自治体が自らの条件に応じた修景目標を設定し

直す際の参考となると考えられる。 

あわせて、今後の課題としては、調査対象の拡充や自由

記述データに対する構造的な分析の導入、さらに修景評価

支援ツールの試作と実装検証などが挙げられる。これらの

取り組みは、より持続可能な都市公園の維持管理方針の構

築に向けた、実務的・理論的知見の深化に資することが期

待される。加えて、本研究で示した修景評価枠組みや「目

標・実態ギャップ」の分析視点は、他地域や異なる公園種

別との比較研究や、管理モデルの類型化に向けた出発点と

なる可能性も有しており、今後の展開において重要な視座

となる。 

このように、芝生の修景管理を、単なる植栽技術の問題

にとどまらず、地被植物を活用した公共空間の持続的な利

用という視点から捉えた点に、本研究の都市計画学的な意

義がある。特に、視覚的指標に基づく定量的な評価手法は、

外観印象や管理分類による従来の整理とは一線を画し、比

較可能かつ実務適用性のある枠組みとして、今後の修景評

価の基盤となる可能性を持つ。 

今後は、他地域・多様な利用形態への適用を通じた検証

を進め、汎用性と実効性の向上を図ることが重要である。 
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【補注】 

(1) 芝生の修景ランクに関する設問(目標および実態)については、「芝生」を

グラウンドカバーとして導入している公園のみを対象とした。芝生以外
のグラウンドカバー(例：クローバー等)のみを導入している 3 件の公園
に対しては、当該設問への回答を求めておらず、分析対象から除外して

いる。 

【参考文献】 

1) 土木学会(2023)、「日本インフラの体力診断 Vol.3(公園緑地・水インフ
ラ・新幹線)」、p.5、公益社団法人土木学会 

2) 飯田晶子・山崎嵩拓・樋野公宏・横張真(2023)、「COVID-19蔓延下にお

ける都市緑地の利用と健康・ウェルビーイング」、都市計画報告集22巻
3号、pp.468-473 

3) 菅原悠希・久志木ひま梨・竹中彩・一之瀬大雅・泉山塁威(2024)、「全国

45公園におけるPark-PFIの適用傾向及び課題-地域及び公園特性に基く
整備・管理運営の分析-」、都市計画論文集59巻3号、pp.1636-1643 

4) 高橋新平(2001)、「都市公園内における芝生地の消失について」、ランド

スケープ研究 64巻5号、pp.525-528 

5) 高井優紀・野原卓・矢吹剣一・尹莊植(2024)、「市民緑地契約制度を用い
た緑地における維持管理主体の拡充に関する研究-練馬区「憩いの森」

の区民管理に着目して-」、都市計画論文集59巻3号、pp.1131-1138 

6) 上原恵・浦出俊和・上甫木昭春(2016)、「芝生の管理方法の違いが管理品
質及び利用者の評価と行動に及ぼす影響に関する研究」、ランドスケー
プ研究 79巻5号、pp.465-470 

7) 外木 秀明, 水庭 千鶴子(2022)、「行政サイドから見た公園緑地内の芝生
地管理に期待すること : 2022年春季大会 公園緑地部会記録」、芝草研
究 51巻1号、pp.90-96 

8) 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課(2020)、「芝生のチカラを活かした
まちのＣＯＲＥ（コア）の つくり方～芝生を活用したまちなか空間の
創出ガイドライン」 

9) 国土交通省、都市公園データベース、
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000156.html、最終閲覧
2025.04.23 

10) 千葉県県土整備部公園緑地課都市緑化推進班、みどりの現況値、
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/toshiryokuka/genkyouchi.html、
最終閲覧2025.04.23 

11) 西康貴・大野暁彦(2023)、「芝生広場のある都市公園および広場の空間
構成と利用者の行動」、ランドスケープ研究 86巻5号、pp.481-486 

12) 森崎玲大・尹紋榮(2021)、「都市公園における芝生管理の自動化がもた

らす影響と費用対効果の分析」、令和二年度公園管理運営研究所年報 公
園管理研究第14巻、pp.43-48 

13) 国土交通省都市局公園緑地・景観課(2022)、「令和3 年度 都市公園利

用実態調査報告書(抄)」、pp.257-259 

14) 公園・緑地維持管理研究会(2016)、「改訂5版 公園・緑地の維持管理
と積算」、p.148、一般財団法人経済調査会 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-750-



* 正会員 日本工営株式会社 基盤技術事業本部 環境部 (Nippon Koei Co., Ltd.)

** 正会員 千葉大学大学院 園芸学研究科 (Chiba University Graduate School)

1.はじめに 

1-1.社会的背景 

近年、気候変動による豪雨により水害が世界中の都市で

発生している。特に市街地では土地被覆の舗装による都市

型水害のリスク増加や、資産の集積化による被害拡大が懸

念されている。日本も例外ではなく、これらに対応すべく、

東京都では、2007年に東京都豪雨対策基本方針 1)が策定さ

れ、2023年に、目標降雨を引き上げる等の改定を行ってい

る 2)。 

また、近年グリーンインフラ(以降 GI)の導入の検討が

進んでいる。GI とは自然環境の有する多機能を様々な社

会課題解決に活用するという考え方である 3)。GI の有する

機能の一つに雨水貯留浸透機能が挙げられ、汚濁負荷削減

効果、地下水涵養効果、流出抑制効果等が期待されている。

2021 年には流域治水関連法に雨水貯留浸透機能を有する

都市部の緑地保全が対策の一つとして盛り込まれ 4)、2023 

年にはグリーンインフラ推進戦略 2023 が策定された 5)。

これらの計画や取り組みによって今後より GI が活用され

ていくと考えられる。また、2024年には都市緑地法に各都

道府県における広域緑地計画の策定が盛り込まれ 6)、今後

区市町村を跨ぐ流域等の広域における GI の機能把握の必

要性も高まっている。2020年に発足したグリーンインフラ

官民連携プラットフォームにおいても GI の機能の一つと

して、都市浸水対策の評価手法の検討を行っている 7)。 

本研究では、雨水貯留浸透機能の内、雨水浸透機能につ

いて扱う。 

1-2.学術的背景 

緑地の有する雨水浸透機能の評価に関する研究では、飯

田らの神田川上流域を対象に、緑地の雨水浸透機能と内水

氾濫抑制効果に関する研究 8)や、荒木らの広島県呉市を対

象に、GI 導入による洪水抑制効果に関する研究 9)が挙げら

れるが、これらの研究では雨水浸透機能の算出に用いてい

る浸透能や緑地の分類手法についての検討があまりされて

いない。また、顔らの奈良県生駒市を対象に、GI 創出シナ

リオによる内水氾濫抑制効果に関する研究 10)では、各土地

利用の流出係数の設定に、後述する本研究の雨水浸透機能

の測定に用いた METER 社の携帯型ミニディスクインフィ

ルトロメータ（以降インフィルトロメータ）を用いている

が、一部の土地利用にのみ用いており、他土地利用の流出

係数はガイドライン等から引用する形としている。 

インフィルトロメータに関する研究では、小川らの計測

結果についての検証を行った研究 11)や、萩原らの計測結果

の飽和透水係数と土壌硬度との関係について考察した研究
12)が挙げられるが、計測結果の活用に関する研究はあまり

されていない。 

緑地の雨水浸透機能の評価には、土地被覆の分類手法と

用いる雨水浸透機能の数値が重要な要素であるが、評価手

法間の比較や分類手法、扱う数値による評価結果への影響

に関する研究はあまり行われていない。 

1-3.研究目的 

 本研究の目的は、大きく二点挙げられる。⑴対象地の雨

水浸透機能を実測し、その結果を用いた新たな評価手法の

提示を行うこと。⑵新たな評価手法と既存手法の比較によ

る精度の考察を行うこと。本研究の実測値から算出した浸

透能力を複数の評価手法に適用し、同じ実測値上で土地被

覆の分類手法による評価結果の違いを示す。比較対象の既

存手法には、現在開発許可の際に実際に適用されている手

法 13)14)と、既往研究 8)で提案されている手法を用いる。 

以上の二点を目的とし、広域な流域単位の公園緑地の雨

水浸透機能の評価に活用可能な方法の提案を目指す。現在

実測値を用いた公園緑地の雨水浸透機能の評価に関する研究 

〜東京都練馬区を対象として〜 

A Study on the Evaluation of Rainwater Infiltration Function of Parks and Green Spaces Using Actual Measurements 

〜Case Study in Nerima Ward, Tokyo〜 

板谷俊太郎* 竹内智子** 

Itaya,Shuntaro* Takeuchi,Tomoko** 

Green infrastructure (GI) is becoming increasingly essential due to the rise in flood damage attributed to climate change 
in recent years. The currently evaluation methods for rainwater infiltration used by local governments, one of the 
functions of GI, do not have much evidence and require further study. We measured the function in green spaces in 
Nerima Ward, Tokyo, and the following points were clarified from the actual measurement results. The function 
differed by more than twofold for grassy areas and bare land, farmland depending on the type of use. We proposed an 
evaluation method that takes tread pressure into account. When comparing our proposed method to the one employed 
by local governments, we observed discrepancies of up to 12.6 mm/h, stemming from differences in land cover 
classification approaches. By adopting land cover classification methods that account for tread pressure, more accurate 
evaluations of the rainwater infiltration capacity of green spaces can be achieved. 

Keywords: Green infrastructure, Rainwater infiltration, Urban green space, Infiltration capacity 
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開発許可の際に適用されている方法 13)14)は、土地被覆の分

類が簡易であり、検討が容易である反面、浸透能力の設定

根拠が不明確である。実測値から設定した土地被覆の分類

や浸透能力を用いた評価手法の提案を通じ、公園緑地の雨

水浸透機能の評価に関する知見を深め、流域や自治体単位

の緑地の雨水浸透機能の計画策定の一助としたい。研究フ

ローは図1の通りである。 

 

2公園緑地の雨水浸透機能の計測・算出方法 

2-1.対象地の設定 

 対象地は石神井川流域のうち、東京都練馬区内の公園緑

地とした(図 2)。練馬区では、大規模公園や農地、屋敷林

等、多様なデータを得ることが可能である。また、将来全

面開園を予定し、計画が進行中の都立練馬城址公園(以降練

馬城址公園)も位置し、本研究の成果が今後の計画に活用可

能である。練馬城址公園とみやもとファーム、練馬区立大

関山の森緑地(以降大関山の森緑地)で現場飽和透水係数を

実測した(図 3)。各対象地でエリア分類及び各エリア内で

の土地被覆の分類を行い、概ね各土地被覆につき3地点、

延べ78地点(内後述する追加計測12地点)を計測した(2024

年7月～12月)(図4・5・6)。 

 

 

 

 

 

 

図1. 研究フロー    図2. 計測対象地 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3. 計測対象地の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4. 練馬城址公園のエリア・計測地点(追加計測除く)16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5. みやもとファームのエリア・計測地点(左図)17) 

図6. 大関山の森緑地のエリア・計測地点(右図)17) 

2-2.計測方法 

 本研究では、計測に METER 社のインフィルトロメータ

を用いた。また、山中式土壌硬度計での地表面の土壌硬度

の計測も行った。 

 

 

 

 

 

 

図7. インフィルトロメータ(左図)18) 

図8. Q-t図(中央図) 図9. h-ln(Q/t)図(右図)18) 

2-3.算出方法 

 現場飽和透水係数の算出には、(公社)雨水貯留浸透技術

協会の方法を用いた 18)。現場飽和透水係数 Kfs(m/s)の算定

方法は、⑴サクション値毎に図 8を作成し、その勾配 Q/t

を求める。⑵次に、図9に示すように⑴で求めた各サクシ

ョン値をグラフ上のX値として、その勾配Q/t値の自然対

数値 ln(Q/t)を Y 値としてプロットし、できあがった Q-t

図のQ/tとh- ln(Q/t)図の切片ln(Q/t)h=0と勾配aを求め

ると、現場飽和透水係数は式1により表せる。Kfs：現場飽

和透水係数(㎝/s) 、Q：定常流(㎤/s)、R：浸透面ディスク

半径(㎝)として以下の通り。  

 

 

 

3.管理者ヒアリングに基づく追加計測の実施 

3-1.ヒアリング対象の設定 

 練馬城址公園の指定管理者である(公財)東京都公園協会

と大関山の森緑地の管理活動を行っている「大関山森もり

クラブ」にヒアリングを行った(2024年11月～12月)。 

3-2.ヒアリング内容 

 ヒアリング内容は、⑴雨水浸透機能が特徴的なエリア、

⑵機能の向上に寄与する管理手法、⑶その他雨水に関する

経験・工夫、である。また、(公財)東京都公園協会には、

公園内の利用状態についても確認した(4章で後述)。 

3-3.ヒアリング結果 

 練馬城址公園：⑴利用の多い遊具広場入口付近は浸透が

悪い。⑵バイオネスト・刈草のマルチング・観察会のため

の立入制限・広場⑥での芝生の養生を実施。⑶排水が悪い
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遊具広場入口付近の土汚れ防止のための人工芝設置・土砂

の流出防止のための低木植栽や土での段差埋めを実施。 

大関山の森緑地：⑴樹林地は浸透が良く、園路は悪い。

⑵落ち葉のマルチング・腐葉土作り・花壇の設置。 

両対象地共にマルチング等の地表面状態に影響を与える

管理が多く、影響について今後の計測が必要である。公園

では雨水に関し、浸透より土砂の流出が問題視されていた。 

ヒアリング結果を受け追加で、練馬城址公園では、機能

が低いとみられる遊具広場入口と、破損を原因に封鎖した

後芝地が定着した別の遊具広場入口の計測を実施した。大

関山の森緑地では、浸透機能が低いとみられる園路と花壇

を計測した。 

 

4.計測結果の分析 

4-1.外れ値について 

 計測結果から、現場飽和透水係数において「第3四分位

数＋四分位範囲×1.5」以上の値を外れ値として特定し、こ

のプロセスを2回行い、78地点中7地点が外れ値として特

定された。 

外れ値として特定した地点を確認すると、現地の状況か

ら高い浸透機能がある可能性があるためこれを除外せず、

考察や評価手法の設定においては、極端な値に影響を受け

にくい中央値を各土地被覆分類の代表値として扱うことと

した。これにより結果の安定性と妥当性を満たすものと考

える。 

4-2.土壌硬度について 

 各地点の現場飽和透水係数(㎝/s)と土壌硬度(kg/㎠)の

散布図を作成し、関係を分析した(図 10)。散布図からは、

土壌硬度が計測できず、情報が欠測している結果は除いた。 

全体的な傾向として、一般的な知見と同様に土壌硬度が

高いほど透水係数が低いが、一方、畑地では、他土地被覆

に比べ土壌硬度が低い傾向は見られたものの、土壌硬度と

透水係数に関係性はあまり見られなかった。土壌の保水性

により表層土壌に不透水層の様なものが形成されている可

能性や、土壌中に高い撥水性を有する有機物含まれている

ため、径の小さな孔隙ほど水を強く斥けられ、水がしみこ

まない可能性などが考えられる 19)が、畑地におけるデータ

が不足しているため、本研究内での考察は難しい。今後の

畑地におけるデータ集積が必要である。また、土地被覆の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内、裸地は近似曲線の精度が比較的高い。裸地は土壌硬度

や踏圧・利用形態によって分類することで、実測に近い雨

水浸透機能の評価が可能になると考える。他の土地被覆は、

裸地に比べ土壌硬度が小さく、裸地の最大が 45.01 ㎏/㎠

である一方、芝地が11.22㎏/㎠、植栽地が6.99㎏/㎠、畑

地が1.22㎏/㎠であった。 

4-3.計測結果の考察 

 計測結果の概要：各エリア・各土地被覆の現場飽和透水

係数の中央値(㎝/s)と平均土壌硬度(kg/㎠)は表 1(現場飽

和透水係数の中央値の昇順)の通りである。練馬城址公園

でのエリア分類は図4の通りである。 

表1. 現場飽和透水係(㎝/s)と平均土壌硬度(kg/㎠) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリングによる利用頻度の把握と計測結果：練馬城址

公園内で最も利用が多い2箇所である広場④・⑥では、芝

地が全芝地内で最も透水係数が低く、裸地は広場内で最も

透水係数が低い。3 番目に利用が多く、散歩やテント利用

等が多い広場②や最も利用が少ないとされた広場③では、

広場②の芝地は全芝地内で最も透水係数が高く、広場③の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬城址 遊具広場入口 裸地 9.24.E-05 31.79 3

みやもとファーム 農地① 裸地 2.60.E-04 15.40 3

大関山の森緑地 緑地：園路 裸地 2.81.E-04 13.73 3

練馬城址 アジサイエリア裸地 5.68.E-04 5.52 3

練馬城址 広場⑥ 裸地 1.09.E-03 12.91 3

練馬城址 広場④ 裸地 2.24.E-03 11.92 3

みやもとファーム 農地② 畑地 2.58.E-03 0.51 3

練馬城址 広場④ 芝地 2.94.E-03 9.03 3

練馬城址 広場⑥ 芝地 3.22.E-03 7.03 3

みやもとファーム 農地① 畑地 3.51.E-03 0.34 3

練馬城址 花の丘 芝地 4.43.E-03 6.99 3

大関山の森緑地 緑地 花壇 4.73.E-03 1.08 3

大関山の森緑地 緑地① 裸地 5.00.E-03 2.74 3

大関山の森緑地 緑地② 裸地 5.68.E-03 1.57 3

練馬城址 植栽 低木植栽 6.16.E-03 3.22 5

練馬城址 広場封鎖入口 芝地 6.60.E-03 6.56 3

練馬城址 広場⑤ 芝地 6.67.E-03 5.60 3

練馬城址 植栽帯エリア 裸地 6.83.E-03 4.04 3

練馬城址 広場③ 芝地 8.44.E-03 4.50 3

練馬城址 広場① 芝地 9.68.E-03 4.67 3

練馬城址 植栽 中高木植栽 1.11.E-02 2.67 7

練馬城址 花の丘 花壇 1.32.E-02 1.35 3

練馬城址 広場② 芝地 1.35.E-02 5.41 3

練馬城址 他植栽帯 草地 2.32.E-02 2.59 3

平均土壌

硬度(㎏/㎠)

サンプル数

(Kfs)
計測対象地 エリア 土地被覆

現場飽和透水係数

(中央値)(㎝/s)

図10. 現場飽和透水係数(㎜/h)と土壌硬度(kg/㎠)の散布図 
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芝地は広場内で3番目に透水係数が高い。広場④・⑥は裸

地が露出するほどの利用頻度であり、目視で利用頻度の把

握が可能であった。 

以上より、緑地の雨水浸透機能の把握のために土地被覆

の状況を確認する際、樹冠下など空中写真や一度の目視で

判断が難しい場合、管理者による日常の利用状況の把握が

重要である。また、広場④・⑥では芝地が裸地より透水係

数が高いことから、芝地の養生・維持は、雨水浸透機能の

維持にも寄与しており、重要度が高いと言える。 

 練馬城址公園の追加計測では、遊具広場入口の裸地は封

鎖した遊具広場入口の芝地より透水係数が低く、土壌硬度

が高かった (透水係数：最大約3.91E-02㎝/s、土壌硬度：

最大約38.84㎏/㎠の差)。封鎖により踏圧が減少した結果、

雨水浸透機能が向上したと考えられる。大関山の森緑地の

追加計測では、園路内の裸地は樹林内の裸地に比べ、透水

係数が低く、土壌硬度が高かった(透水係数：最大約6.65E-

03㎝/s、土壌硬度：最大約 13.7㎏/㎠の差)。練馬城址公

園と同様、踏圧による違いと考える。追加計測より、園路

の設置等により踏圧をコントロールすることで緑地全体の

雨水浸透機能の維持・向上に繋がると推察される。また、

花壇では樹林内の裸地と同等の透水係数が見られた。 

表1の各エリア・各土地被覆を土地被覆と利用形態を考

慮して分類をした(表 2)。表 1と同様、各分類の現場飽和

透水係数(㎝/s)は分類に含まれる全地点の中央値である。 

表2. 利用形態による土地被覆の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝地では、練馬城址公園の管理者ヒアリングより、最も

利用が多いとされた広場④・⑥を芝地：利用多(A2)に、そ

の他を芝地：利用少(A1)に分類した。利用頻度により、透

水係数が倍以上異なる(A1＞A2)。 

裸地では、裸地：樹林内(B1)、裸地：植栽地・利用少(B2)、

裸地：広場内(B3)、裸地：農地内(B4)、裸地：園路・通路

(B5)に分類した。踏圧の有無によって雨水浸透機能が異な

ると考えられる(B1＞B2＞B3＞B4＞B5)。 

 植栽では、中高木植栽(D1)、低木植栽(D2)に分類した。

植栽内で最も透水係数が低い低木植栽においても透水係数

が畑地(E)やB1より高く、他土地被覆と比べ浸透能が高い

分類である。 

 B4 と畑地(E)では、同じ農地内であっても透水係数に約

3.03E-03 ㎜/h も差がある(畑地＞B4)。耕耘している畑地

と締固められている裸地は区別して扱うことが重要である。 

 

5.公園緑地の雨水浸透機能の新たな評価手法の提示と検証 

5-1.新たな評価手法の設定・検証 

 本研究では、対象地内の各土地被覆の面積と各土地被覆

の浸透能力から、加重平均値である対象地全体の単位面積

当たりの雨水浸透機能(㎜/h)を算出し、評価結果とする。 

前章での分析を踏まえ、以下の土地被覆分類と浸透能力

を実測値に基づく新しい評価手法として設定した(表 3)。

この手法を「本研究手法」とする。本研究手法では、他手

法との比較を実施するために、実測より得た現場飽和透水

係数(㎝/s)を浸透能力(㎜/h)に換算して設定している。こ

の換算には、既往文献 20)より算出された現場飽和透水係数

と最大浸透能の回帰式を用いる。ｙ：最大浸透能(㎝/s)、

ｘ：現場飽和透水係数(㎝/s)として、 

ｙ= 0.3138𝑥 − 0.0004 ・・・・・式2 

また、一般的な公園緑地では、中高木植栽と低木植栽の

分類が容易でないため、これらは合わせて植栽(D)とした。

樹冠(G)に関しては、土地被覆と別に扱い、雨水遮断機能を

降雨強度の20％21)とし、降雨強度を75㎜/h1)として算出し

た。 

表3. 本研究手法で設定した土地被覆・浸透能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究手法の妥当性の検証として、練馬城址公園を対象

に表1の実測値に基づく評価手法との比較を行った。この

手法を「細分類手法」とする。細分類手法は、本研究手法

と異なり、表１の計測時に設定した各エリア・各土地被覆

の平均現場飽和透水係数から浸透能力を設定したものであ

り、本研究手法より細かい土地被覆の分類を行っている。 

その結果、対象地全体で、本研究手法は約35.46㎜/h、

実測値に基づく細分類手法は約36.46㎜/hとなり、その

差は約1.00㎜/h、細分類手法の約3％であり、本研究手

法の妥当性が確認できた。 

次に、各土地被覆内での評価結果を比較した。本研究手

法の土地被覆ごとに評価結果を細分類手法と比較した(表

4)。具体例として、本研究手法でのA1内における評価結

果と細分類手法における同一範囲内(5つの分類で構成)の

評価結果では4.84㎜/hの差が生じた。樹冠は2手法で同

じ値を設定しているため、対象としない。 

A1 芝地：利用少 広場①②③⑤・花の丘 8.44.E-03

A2 芝地：利用多 広場④⑥ 3.08.E-03

B1 裸地：樹林内 緑地内裸地 5.34.E-03

B2 裸地：植栽地・利用少アジサイエリア・植栽帯エリア 4.70.E-03

B3 裸地：広場内 広場④⑥ 1.66.E-03

B4 裸地：農地内 農地内裸地 2.60.E-04

B5 裸地：園路・通路 緑地内園路・遊具広場入口 1.29.E-04

C1 草地 草地 2.32.E-02

C2 花壇 公園内花壇・緑地内花壇 7.52.E-03

D1 中高木植栽 中高木植栽 1.11.E-02

D2 低木植栽 低木(アジサイ)植栽 6.16.E-03

E 畑地 畑地 3.29.E-03

現場飽和透水係数

(中央値)(㎝/s)
記号 名称 構成

記号 本研究手法 浸透能力(㎜/h) 算出方法

A1 芝地：利用少 80.92 芝地(広場①②③⑤・花の丘)の中央値

A2 芝地：利用多 20.40 芝地(広場④⑥)の中央値

B1 裸地：樹林内 45.95 緑地内裸地の中央値

B2 裸地：植栽地・利用少 38.67 裸地(アジサイエリア・植栽帯エリア)の中央値

B3 裸地：広場内 4.38 裸地(広場④⑥)の中央値

B4 裸地：農地内 0.00
⑴ 農地内裸地の中央値

B5 裸地：園路・通路 0.00
⑴ 緑地内園路・遊具広場入口の中央値

C1 草地 247.18 草地の中央値

C2 花壇 70.53 公園内花壇・緑地内花壇の中央値

D 植栽 90.92 中高木植栽・低木(アジサイ)植栽の中央値

E 畑地 22.82 畑地の中央値

F 非浸透面 0.00

G 樹冠 15.00 降雨強度75㎜/hの20％
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表4. 各土地被覆の本研究手法と細分類手法の評価結果 

 

 

 

 

 

 

各土地被覆において、評価結果に10％以上の差が見られ

たものの要因を考察した。 

B2：分類を構成しているエリア間で大きな差があり、ア

ジサイエリア裸地と植栽帯エリア裸地間の差が約62.71㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/hである。実測データの集積や他要因の検討を行い、同一

分類内で更に細かい分類を設定する必要があると考える。 

B3：B2と同様に、分類を構成しているエリア間で大きな

差があり、広場④裸地と広場⑥裸地間の差が約10.88㎜/h

である。 

花壇(C2)：本研究手法の浸透能力の算出に大関山の森緑

地の花壇の実測値も用いたことによる差である。花壇の特

性による分類も今後検討が必要である。 

植栽(D)：中高木植栽と低木植栽を同じ土地被覆に分類し

たことによる差である。幅広い対象地で適用できる中高木

植栽と低木植栽の明確な分類基準を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図11. 各手法における雨水浸透機能の評価結果・土地被覆データ・土地被覆の分類と浸透能力 

都立練馬城址公園 高松エリア 練馬区立武蔵関公園

本

研

究

手

法

 凡例　※土地被覆名（浸透能力（㎜/h））

 ■ 芝地：利用少（80.92） ■ 裸地：広場内（4.38） ■ 裸地：植栽地・利用少（38.67） ■ 裸地：農地内（0.00⑵） ■ 裸地：樹林内（45.95）

 ■ 裸地：園路・通路（0.00⑵） ■ 花壇（70.53） ■ 植栽（90.92） ■ 草地（247.18） ■ 畑地（22.82） ■ 非浸透面（0.00） □ 樹冠（15.00）

 ■ 水域　■ 広場④⑶　■ 広場⑥⑶　■ アジサイエリア⑶　■ 憩いの森⑶

現

行

手

法

 凡例　※土地被覆名（浸透能力（㎜/h））

 ■ 草地（247.18） ■ 裸地（0.00⑷） ■ 芝地・植栽地（64.47） ■ 林地（60.95） ■ 畑地（22.82） ■ 非浸透面（0.00） ■ 広場④⑶　■ 広場⑥⑶

他

研

究

手

法

 凡例　※土地被覆名（浸透能力（㎜/h））

 ■ 芝地・草地（60.96） ■ 裸地（0.00⑷） ■ 常緑落葉混交林（97.43） ■ 農地（14.76） ■ 建蔽地・道路・鉄道（0.00） ■ 広場④⑶　■ 広場⑥⑶

36.38㎜/h 36.00㎜/h 52.29㎜/h

36.76㎜/h 30.54㎜/h 39.65㎜/h

34.42㎜/h 26.54㎜/h 53.88㎜/h

分類 機能(㎜/h) 分類 機能(㎜/h) 分類 機能(㎜/h) 分類 機能(㎜/h)

本研究手法 A1 80.92 A2 20.40 B2 38.67 B3 4.38

細分類手法 ５分類 85.76 2分類 21.07 2分類 25.97 2分類 2.04

差(㎜/h) 4.84 0.67 12.70 2.34

差/細分類手法(％) 5.6 3.2 48.9 114.4

分類 機能(㎜/h) 分類 機能(㎜/h) 分類 機能(㎜/h) 分類 機能(㎜/h)

本研究手法 花壇 70.53 植栽 90.92 草地 247.18 非浸透面 0.00

細分類手法 1分類 135.13 2分類 64.34 1分類 247.18 1分類 0.00

差(㎜/h) 64.60 26.58 0.00 0.00

差/細分類手法(％) 47.8 41.3 ー ー
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本研究手法と細分類手法の比較より、A1・A2においては、

評価結果の差の比率は小さく、差の比率が大きい B3 にお

いても評価結果の差は約2㎜/hと小さい。これらの土地被

覆においては、分類手法が妥当であると言える。一方、B2・

花壇(C2)・植栽(D)においては、評価結果の差及び差の比率

が大きかった。これらの土地被覆においては、前述した課

題点を考慮した分類手法の検討が必要である。 

5-2.比較対象とする土地被覆の分類手法の設定 

 練馬区 13)や東京都 14)より現行手法、既往研究 8)から他研

究手法を比較対象の土地被覆の分類手法として設定した。

他研究手法は前述したグリーンインフラ官民連携プラット

フォームにおいて評価手法例の一つとして挙げられており
7)、先行研究の中でも有用性が高いものとされているため、

選定した。 

各手法の浸透能力には、本研究での実測値を用いた。現

行手法の林地と他研究手法の常緑落葉混交林の浸透能力の

設定においては、樹冠による雨水遮断機能を加算している。

現行手法は、建築物等の設計時の評価を目的としているた

め、図面上での分類を基本としている点が特徴である。 

他研究手法は広域での評価を目的としているため、空中

写真を基本とした分類であり、図面から把握可能な建築物

や園路等を除いた樹冠を全て樹林地（常緑落葉混交林⑴）と

して扱う点が特徴である。 

5-3.本研究手法と既存手法の比較対象地の設定 

 手法の比較のため、練馬区内で同じ石神井川流域に位置

している公園緑地を選出した。対象地は、計測を実施した

①練馬城址公園、計測を実施したみやもとファームを含む

②高松エリア、①・②と同等の面積を有し、現地の実測を

していない③練馬区立武蔵関公園(以降武蔵関公園)とした。 

表5. 比較対象地 

 

 

 

5-4.比較対象地の土地被覆データの作成 

 各手法・各対象地で土地被覆データを作成した(図 11)。 

5-5.対象地全体の比較 

 対象地全体の評価結果は図11の通りである。 

練馬城址公園では3手法間に差は見られなかった。本研 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究手法に対して、現行手法では、高松エリアは約 15%小さ

く評価され、武蔵関公園は約24％小さく評価された。他研

究手法では、高松エリアは約26％小さく評価され、武蔵関

公園は約3％大きく評価された。 

5-6.各土地被覆の比較 

 2 手法の各土地被覆内に含まれる本研究手法の土地被覆

の比較においては、以下の一致度⑸を設定し、算出した。 

 

 

……式3  

また、2 手法の各土地被覆の雨水浸透機能の評価結果を

本研究手法と比較した。土地被覆の分類の一致度・本研究

手法に対する各土地被覆の評価結果の比率は表6の通りで

ある。 

⑴現行手法との比較 

 3対象地共に、土地被覆の一致度が高い(高松エリア：林

地を除く)。樹冠ではなく図面上での分類を基本としてい

る点が、本研究手法と類似しているためだと考えられる。 

3対象地共に、裸地における評価結果に差が生じている。

裸地の浸透能力が低く設定されているためである。現行手

法では、農地内裸地と畑地を区別しているため、裸地の浸

透能力の設定に農地内裸地を含んでいる。その結果裸地の

現場飽和透水係数の中央値が小さくなり、浸透能力が0.00

㎜/hになった。本研究手法に対し、最大14.4㎜/hの差と

なっている(武蔵関公園)。 

武蔵関公園では、土地被覆の一致度が高いにも関わらず、

芝地・植栽地における評価結果の差が大きく、本研究手法

に対し、約19％小さく評価された。本研究手法と異なり樹

冠の考慮がされていないためだと考えられる。樹冠による

雨水遮断効果によって評価結果は大きく異なる。 

以上より、本研究手法は現行手法とは、土地被覆の一致

度が高いが、樹冠・裸地の扱いの違いで大きく評価が異な

っている。 

⑵他研究手法との比較 

 3 対象地共に、常緑落葉混交林における土地被覆の一致

度が低い。樹冠と土地被覆を区別して扱っている本研究手

法と異なり、樹冠を土地被覆の一つ(常緑落葉混交林)とし

て扱っているためだと考えられる。土地被覆が最大約55％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬城址公園-現行手法 芝地・植栽地 草地 裸地 非浸透面

土地被覆の一致度(%) 98.9 100.0 100.0 100.0

現行手法/本研究手法(%) 102.1 100.0 （差：4.38㎜/h）※１ （差：0.09㎜/h）※２

練馬城址公園-他研究手法 芝地・草地 裸地 常緑落葉混交林 建蔽地・道路・鉄道

土地被覆の一致度(%) 100.0 94.9 63.6 100.0

他研究手法/本研究手法(%) 96.0 （差：11.91㎜/h）※１ 102.6 （差：0.10㎜/h）※２

高松エリア-現行手法 芝地・植栽地 草地 裸地 林地 畑地 非浸透面

土地被覆の一致度(%) 95.7 97.6 88.8 53.3 90.6 100.0

現行手法/本研究手法(%) 89.8 102.0 （差：9.69㎜/h）※１ 67.3 107.1 （差：0.29㎜/h）※２

高松エリア-他研究手法 芝地・草地 裸地 農地 常緑落葉混交林 建蔽地・道路・鉄道

土地被覆の一致度(%) 99.6 37.9 84.7 44.8 99.9

他研究手法/本研究手法(%) 48.7 （差：17.76㎜/h）※１ 66.6 116.1 （差：0.08㎜/h）※２

武蔵関公園-現行手法 芝地・植栽地 草地 裸地 林地 非浸透面

土地被覆の一致度(%) 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0

現行手法/本研究手法(%) 81.1 94.3 （差：14.4㎜/h）※１ 99.9 （差：13.18㎜/h）※２

武蔵関公園-他研究手法 裸地 常緑落葉混交林 建蔽地・道路・鉄道

土地被覆の一致度(%) 99.7 59.9 100.0

他研究手法/本研究手法(%) （差：14.9㎜/h）※１ 117.7 （差：12.95㎜/h）※２

差の比率 ±0～5(％) ±5～10(％) ±10～25(％) ±25～(％)

※１：一部土地被覆の浸透能力が０.00(㎜/h)であり、比率が算出できないため、差を算出した。　※２：建蔽地・道路・鉄道においては、土地被覆がほぼ一致しているため、樹冠の扱いによる差を算出した。

表6. 本研究手法と現行手法・他研究手法間における各土地被覆の分類結果・評価結果の比較 

対象地 分類 面積(㎡) 特徴

都立練馬城址公園 公園 25,390 樹冠の面積割合が小さい(約8%)

高松エリア 農地・住宅 20,958 農地の面積割合が大きい(約45%)

練馬区立武蔵関公園 公園 30,239(水域除く) 樹冠の面積割合が大きい(約94%)
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異なり(高松エリア：常緑落葉混交林)、本研究手法に対し、

最大約 18％大きく評価された(武蔵関公園：常緑落葉混交

林)。また、樹冠の小さい練馬城址公園においても、常緑落

葉混交林の土地被覆が約36％異なった。 

3 対象地共に、裸地における評価結果の差が大きく、本

研究手法に対し、最大約17.76㎜/hの差が生じた (高松エ

リア：裸地)。現行手法と同様に、裸地の細分類が不足して

いるため、裸地の浸透能力が 0.00㎜/hになってしまった

ためである。 

高松エリアでは、本研究手法に対し、農地が約33％小さ

く評価された。本研究手法とは異なり果樹園と畑地を区別

せず、農地として扱っているためだと考えられる。 

以上より、本研究手法は他研究手法とは、樹冠・裸地・

果樹園の扱いの違いで大きく評価が異なっている。 

5-7.用いる浸透能力が異なる場合の雨水浸透機能の比較 

 2 手法において、本研究内で設定した浸透能力とは異な

り、自治体の計画 13)14)や既往研究 8)で用いられている浸透

能力を用いて雨水浸透機能の評価結果の比較を行う。2 手

法で用いられている浸透能力は以下の通りである(表 7)。

現行手法では、東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(資料

編)14)より、10㎥/ha＝1㎜/hを基準に変換した。評価結果

は表10の通りである。 

表7. 5-7における現行手法・他研究手法の浸透能力 

 

 

 

 

 

 

 

表8. 5-7における3手法の評価結果 

 

 

 

 

現行手法では、浸透能力の高い農地の面積が大きい高松

エリアの評価結果が大きく、芝地と植栽地の区別をしな

い・樹冠を考慮しない手法のため、練馬城址公園と武蔵関

公園は同程度の評価となった。 

他研究手法では、浸透能力の高い常緑落葉混交林や農地

の面積が大きい高松エリアや武蔵関公園の評価結果が大

きく、浸透能力の低い芝地が主である練馬城址公園の評価

はこれらの約25％以下である。 

このように、土地被覆の分類手法や分類ごとに設定する

浸透能力の値の違いにより、雨水浸透機能の評価結果は大

きく異なる。現行手法では、本研究手法と比較して、高松

エリアにおいて約36.89㎜/h、武蔵関公園において約23.16

㎜/hもの評価結果の差が見られた。また、同じ東京都練馬

区を対象とした評価手法であっても、浸透能力の設定では

畑地に約 192.18㎜/hの差異があった。特に練馬区は畑地

を含む農地面積が東京都 23 区内最大であり、この影響は

大きい。練馬区が東京都の手法を引用している点も踏まえ、

現行手法は土地被覆の分類や浸透能力の設定方法を再検

討する必要があると考える。 

 

6.おわりに 

6-1.まとめ 

 本研究では以下の点が明らかになった。 

実測結果より、⑴芝地は利用頻度により、雨水浸透機能

が大きく異なるため、考慮が必要である。⑵裸地では、踏

圧によって雨水浸透機能が異なり、樹林内、植栽地、広場

内、農地内及び園路の順に機能が高い。⑶農地においては、

耕耘している畑地と締固められている裸地は区別して扱う

ことが重要である。 

ヒアリング結果より、⑷土地被覆の分類には、踏圧の与

える影響が大きいため、管理者による日常的な利用頻度の

把握が有用である。 

評価手法の比較より、⑸踏圧を考慮した本研究手法と現

行手法間では、土地被覆の分類手法の違いにより、評価結

果に最大約24％の差異が見られた。既存手法の樹冠や果樹

園、裸地の細分類の扱いが評価結果に大きな影響を与えて

おり、検討が必要である。⑹複数手法の比較では、同一の

対象地において 100 ㎜/h 以上の差が生じ、評価結果の大

小関係も異なった。評価手法の選択時には、手法間で結果

が異なる点を考慮すべきである。 

本研究では、実測値に基づいた新たな土地被覆の分類手

法を提示した。この手法は、地表面の状態を反映できない

従来の土地利用区分に基づく手法が持つ課題点を補完し、

土地被覆や利用圧が浸透機能に与える影響をより現実的に

評価することを可能にする。これにより、公園管理者など

が浸透機能の維持・向上を目的とした具体的な改善策(例：

踏圧を考慮した動線計画、利用状況に応じた芝生の管理な

ど)を検討する上で、有益な示唆を得ることができた。 

6-2.本研究の課題 

ヒアリングより、公園緑地では、地表面の状態を変える

管理が行われており、芝生の維持なども雨水浸透能に影響

を及ぼしている可能性があることがわかった。管理の影響

を明らかにするため、今後の計測による比較が必要である。  

本研究で用いたインフィルトロメータでは、地表面から

離れた地質や工事等による転圧の影響を考慮できていない。

特に公園では、転圧の影響を無視することは難しい。今後

緑地管理による地表面の浸透能の影響の把握、それより下

層の転圧の影響が強い地層の浸透能の計測することでより

正確な評価が可能になると考える。 

本研究では、樹冠による雨水遮断機能を評価に加算して

いる。緑地の雨水浸透効果は、継続的な降雨に対して評価

を行うべき複合的なものであるため、降雨初期に発揮され

る樹冠の雨水遮断機能の扱いに関しても検討が必要である。 

 

〇謝辞：本研究は、(公財)練馬区環境まちづくり公社みどりのまち

都立練馬城址公園(㎜/h) 高松エリア(㎜/h) 練馬区立武蔵関公園(㎜/h)

本研究手法 36.38 36.00 52.29

現行手法 25.33 72.89 29.13

他研究手法 32.41 145.40 129.62

現行手法
浸透能力

(㎜/h)
文献 他研究手法

浸透能力

(㎜/h)
文献

草地 20.00 13) 芝地・草地 22.00 22)

裸地 2.00 14) 裸地 7.00 22)

芝地・植栽地 50.00 13) 常緑落葉混交林 230.00 23)

林地 60.00 13) 農地 215.00 8)

畑地 130.00 13) 建蔽地・道路・鉄道 0.00 -

非浸透面 0.00 -
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づくりセンターによる、研究助成の成果の一環である。 

【補注】 

(1) 既往研究では、公園部分の緑地は自治体から得た植栽図や現

地調査より、「落葉二次林（強管理型）」「落葉二次林（雑木

型）」「常緑落葉混交林」「常緑樹林」の4つから分類する形

となっている。本研究での分類では、これらの樹林地はすべ

て常緑落葉混交林とした。

(2) 現場飽和透水係数から浸透能力に換算した結果、浸透能力が

負になったため(裸地：農地内：-11.46、裸地：園路・通路：

-12.94)、本研究手法における浸透能力は0.00とした。

(3) 一部エリアは明確に土地被覆を分類できなかったため、指定

したエリア内の土地被覆の面積割合を設定し、扱った。空中

写真より広場④は芝地：利用多80％裸地：広場内20％、 広

場⑥は利用多70％裸地：広場内30％とした。現地調査より

アジサイエリアは裸地：植栽地・利用少50％植栽50％、憩

いの森は裸地：園路・通路50％裸地：樹林内50％とした。

(4) 現場飽和透水係数から浸透能力に換算した結果、浸透能力が

負になったため(現行手法：裸地：-11.22、他研究手法：裸

地：-5.79)、現行手法・他研究手法における浸透能力は0.00

とした。

(5) 式3の一致度の算出方法について、表6の練馬城址公園-手

法①の常緑落葉混交林を例に補足説明を記載する。手法①の

常緑落葉混交林の浸透能力の設定に用いた本研究手法の土

地被覆は、B1（裸地：樹林内）・D（植栽）である。式3の分

子「各土地被覆(手法①・②)の範囲に含まれる浸透能力の設

定に用いた土地被覆(本研究手法)の合計面積（㎡）」とは、

本研究手法において手法①の常緑落葉混交林の範囲に含ま

れるB1・Dの合計面積(㎡) のことである。B1・Dの合計面

積が 1601.22 ㎡、常緑落葉混交林の面積が 2516.43 ㎡であ

るため、一致度＝｛1601.22(㎡)/2516.43(㎡)｝×100より、

一致度は約63.6％となる。
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1．はじめに 

都市の水辺空間は、従来、治水や利水の観点から整備さ

れてきたが、近年は、都市の魅力を高める親水空間として

の役割にも注目が集まっている。世界的にウォーターフロ

ント開発が都市再生に活用され 1)、日本でも同様の動きが

進んでいる 2)。また、頻発する豪雨災害への対応としてグ

リーンインフラの考え方が広がり、治水機能と都市環境向

上を両立する空間として期待されている 3)。加えて、生態

系ネットワークの結節点としての役割も期待されている。 
こうした背景を踏まえ、本研究では、都市内において洪

水調整機能を目的に整備される調整池に焦点を当てる。調

整池は、農村部のため池や都市河川に比べて新たに計画・

整備される余地が大きく、都市空間の中でより柔軟かつ多

面的な活用が可能な水辺空間である。実際に千葉県柏市の

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅周辺に位置する柏

北部中央地区 2 号調整池(通称「柏の葉アクアテラス」)で
は、兼用調整池(1)として洪水調整という本来の機能に加え

て、都市住民の憩いの場、自然とのふれあいの場、景観を

楽しむ場として、多様な生活・文化的役割を果たしている。 
本研究の目的は、日常的な立ち入りが可能な柏の葉アクア

テラスを主対象とし、立ち入りができない従来型の1号・
3 号調整池を比較対象とすることで、人々がアクセスでき
る調整池が都市住民にとってどのような生活・文化的価値

を有するかを明らかにすることである。 

2．既往研究と本研究の位置付け 

これまでの都市水辺空間に関する研究は、主に河川やた

め池を対象に、治水・利水機能に加え、生活環境機能や親

水性の重要性を指摘してきた(土屋ら, 19994); 天田ら, 
20245); 畔柳ら, 19946))。一方、調整池に関する研究は限られ

ており、福田ら(2001)7)は多くの調整池が治水目的に偏って
いる実態を明らかにし、鷹島(2021)8)は市民が多目的利用に
対して肯定的な意識を持っていることを示している。 
また、水辺空間が持つ多面的な機能に関する研究では、

客野ら(1999)9)がため池の自然環境や景観形成の機能を示

す一方、社会的交流機能の評価は低いことを指摘している。

鶴田ら(2021)10)は河川の文化的サービスとして、レクリエー

ションや観光の重要性を明らかにし、長久保ら(1994)11)は河
川や親水公園の機能を体系的に分類し、余暇や地域交流機

能の重視を指摘している。内田(2001)12)は、農業用ため池が

防災や生態系保全など多面的な役割を持つことから、総合

的な維持・管理の必要性を提唱している。 
以上のように、水辺空間に関する既往研究は、河川やた

め池を中心として多面的な評価や利用実態の把握が進めら

れてきた。しかし、20世紀後半以降に主として治水目的で

整備されてきた都市内の調整池については、都市の生活空

間として位置付けられながらも、その社会的・文化的価値

に関する評価や研究が十分に蓄積されていない。 
こうした水辺空間の価値を評価する概念として、親水機

能という概念が1970年代に提唱され、景観や心理的価値、

散策や休憩といったレクリエーションなどを含む幅広い水

辺空間の価値を示すものとして用いられてきた 13)。しかし

近年では、これら従来型の価値にとどまらず、防災インフ

ラとしての兼用調整池においても、住民同士の交流や環境

学習、地域文化との結びつきといった新たな利用が展開さ

れるようになっている。これらの空間では、洪水調整など

の機能的役割と、日常的活動や文化的営みが重なり合い、

従来の親水機能だけでは十分に捉えられない複合的な価値

が生じている可能性がある。 
そこで本研究では、都市内の調整池を人工的な都市生態

都市水辺空間としての調整池が持つ生活・文化機能に関する研究 

- 柏の葉アクアテラスと従来型調整池の比較を通じて - 

A Study on the Socio-Cultural Functions of Regulating Reservoirs as Urban Waterfront Spaces 
- Comparative Analysis of Kashiwanoha Aqua Terrace and Conventional Reservoirs - 

大久保誓也*・越智雄大*・三牧浩也**・小野悠*** 
Seiya Okubo*, Takeru Ochi*, Hiroya Mimaki**, Haruka Ono*** 

Regulating reservoirs are primarily designed as disaster prevention infrastructure, but they may also serve as with social 
and cultural value for urban residents. This study examines Kashiwanoha Aqua Terrace in Kashiwa City, Chiba 
Prefecture, comparing it with conventional regulating reservoirs closed to public access, and conceptualizes its 
multifaceted roles as “socio-cultural functions.” Based on a questionnaire survey, we applied Quantification Theory 
Type III and cluster analysis to identify three categories of functions reflecting experiential values. Structural Equation 
Modeling revealed a significant evaluative process: knowledge/use → perceived necessity → emotional attachment 
→ evaluation. Notably, residents’ understanding of the reservoir’s disaster prevention role strongly influenced their 
emotional and functional evaluation. This study proposes a new conceptual framework for multifunctional urban 
waterfront design. 

Keywords: Regulating Reservoirs, Kashiwanoha Aqua Terrace, Socio-Cultural Functions, Structural Equation Modeling, 
Urban Waterfront Spaces 
 キーワード：調整池, 柏の葉アクアテラス, 生活・文化機能, 共分散構造分析, 都市水辺空間 
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系と位置付け、ミレニアム生態系評価（MA）14)の枠組みを

援用してその機能を整理する。MAでは生態系サービスを

「供給」「調整」「文化」「基盤」の4つに分類しており、利

水機能は供給サービス、治水機能は調整サービス、生態系

保全は基盤サービス、住民の主観的評価や地域文化との関

わりは文化的サービスに対応する。本研究では、この文化

的サービスに着目し、調整池が住民の生活の質を高めたり、

地域の文化やつながりを形成したりする役割を「生活・文

化機能」と定義する。  
以上より、本研究は都市における調整池が果たす生活・

文化機能の実態および都市住民にとっての価値を明らかに

することで、今後の都市水辺空間の整備や計画立案に新た

な視座を提供することを目指す。 
 
3．研究手法 

3.1 調整池の概要 

調整池は、開発に伴って失われた保水機能を補うために

設置される治水施設で、雨水を一時的に貯留し、河川への

流出量を調節することで洪水被害を防ぐ役割を担う。原則

として土地の開発者が設置し、法定外公共物(2)に分類され

る。都市部の大規模開発においては不可欠な施設であり、

1968年の都市計画法の制定とともに普及が進んだ。高度経

済成長期には地価の高騰を背景にインフラの多目的利用が

注目され、1986年には「宅地開発に伴い設置される洪水調

整池の多目的利用指針案」が策定されたが、それ以降、関

連制度の整備は進んでいない。なお、調整池は開発者が設

置するのに対し、調節池は河川管理者によって河川付近に

設置される施設であり、設置主体が異なる。また、農業用

のため池も調整池とは用途や機能が異なる。 
3.2 調査対象池の概要 

本研究の対象は、千葉県柏市の柏の葉キャンパス駅周辺

に位置する柏北部中央地区1～3号調整池である(図-1)。こ
のエリアでは、公・民・学が連携し、課題解決型のスマー

トシティを目指したまちづくりが進められており、北側一

帯は「イノベーションキャンパス(複合用途型産業創出地

区)」として位置付けられている。 
1号池と 3号池はフェンスで囲まれ、原則として内部へ

の立ち入りができない従来型の専用調整池(3)である。1号池
は自然に近い環境を、3 号池はコンクリート護岸を特徴と

している(図-2)。一方、2号池も、もともとは専用調整池と

して計画され暫定供用されていたが、イノベーションキャ

ンパスのまちづくり構想においてシンボル空間と位置付け

られ、柏の葉アーバンデザインセンター(以下 UDCKと表

記する)のコーディネートのもと、「見るだけの池から触れ

合える水辺へ−治水機能と親水性を両立した多様で寛容な

パブリックスペースの創出」をコンセプトとして大規模に

改修され、現在は「柏の葉アクアテラス」の愛称で親しま

れている。雨水管理機能に加え、兼用調整池として都市に

おける親水空間としての多様な役割を担っている。 

 
図-1 柏の葉キャンパス駅周辺地図 

図-2 柏北部中央地区1～3号調整池 
表-1 調査概要 

調査名 柏の葉キャンパス駅周辺の調整池に関するアンケート調査 

期間 2024年8月3日から9月30日 

対象 千葉県柏市正蓮寺、若柴、柏の葉1〜6丁目、十余二 
7,820件(高層マンション3,500件、その他の住宅4,320件) 

方法 URL/QRコード記載のポストカードをポスティング、Webにて回

収 

有効回答 464件 (回収率5.9%) 

3.3 調査方法 

柏の葉キャンパス駅周辺の 1〜3 号池を対象に、住民の
利用実態と調整池に対する意識についてアンケート調査を

実施した(表-1)。2024年 8 月から 9 月にかけて、駅周辺の

4 町を対象に、UDCKの協力のもと、各戸に計 7,820部の
調査依頼カードをポスティングした。回答はカード記載の

URLまたはQRコードを通じたウェブ形式で回収し、有効

回収数は464件、回収率5.9%である。 
アンケート内容は、1〜3号池の評価、アクアテラスの利

用状況などで構成される(表-2)。アクアテラスが有する生
活・文化機能を抽出するために用いる、調整池について「感

じること」(図-3)とアクアテラスの「利用方法」(図-4)の選

択肢については、客野ら(1999)9)、長久保ら(1994)11)、村上ら
(1996)15)、和田ら(2004)16)など、水辺環境の住民評価や望ま

れる空間整備の要素に関する先行研究を参照し、UDCKお
よび柏市河川排水課との協議を経て作成した。 
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3.4 構成 

本研究では、まずアンケート調査結果から、1〜3号池に
対する住民の評価や認識の違いを明らかにし、利用実態に

ついては日常的な立ち入りが可能なアクアテラスを対象に

把握する。これらの結果をもとに、アクアテラスの特徴を

1号池・3号池との比較を通じて整理する(第 4章)。次に、
数量化Ⅲ類およびクラスター分析を適用し、アクアテラス

が都市住民に対して果たしている生活・文化機能を抽出す

る(第 5 章)。最後に、共分散構造分析(Structural Equation 
Modeling: SEM)を用いて、回答者属性や利用実態などの諸

因子が、アクアテラスの生活・文化機能の評価に至るまで

の因果的プロセスを構造的に把握する(第6章)。 
 
4．調整池の認知・利用状況と評価 

4.1 回答者属性 

アンケート結果(表-3)から、回答者の性別は男性が約

60.0%、女性が約40.0%であった。年齢分布では、40代が最
も多く全体の25.0%以上を占め、次いで30 代と50 代の割

合が高かった。居住開始時期については、2010年以降2019
年以前が半数以上を占めている。また、アクアテラスまで

の所要時間は「5 分未満」が 39.9％、「5 分から 15 分」が

57.7%であり、回答者の大多数が15分圏内に居住している。 
4.2 1〜3号池に対する住民の評価と認識 

表-4は、1～3号池に対する住民の評価を示している。評

価項目は「魅力」「愛着」「防災上の必要性」「生活上の必要

性」の4つであり、それぞれについて住民の回答を集計し、

各調整池間の評価の違いを統計的に検証した。各調整池の

評価の違いは、同一回答者による比較に適したフリードマ

ン検定で検証し、有意差が見られた項目については

Nemenyi検定で池間の差を確認した。分析にはPythonライ
ブラリ(scipy.stats, scikit-posthocs)を使用した。 
魅力と愛着の評価では、アクアテラスに対し「とても感

じる」「やや感じる」が90.0%以上にのぼり、圧倒的に高い

評価が示された。一方、1号池・3号池では「あまり感じな

い」「全く感じない」が過半数を占め、評価が低かった。防

災上の必要性については、すべての調整池で「とても思う」

「やや思う」が 80.0%以上と高く、住民全体として調整池

の防災機能を重視していることが分かる。中でもアクアテ

ラスは 96.3%と最も高い評価を得た。生活上の必要性に関

しては、アクアテラスに対し「とても思う」「やや思う」が

95.0%以上と非常に高かったのに対し、1号池・3号池では
「あまり思わない」「全く思わない」が過半数を占め、日常

生活との結びつきが弱いことが示された。 
フリードマン検定の結果、すべての評価項目について調

整池間で統計的に有意な差が認められた(p<0.001)。その後

のNemenyi検定では、魅力と生活上の必要性について、す

べての調整池間で有意差が認められ(p<0.05)、調整池ごとの
評価に明確な違いがあることが示された。一方で、愛着で

は1号池と3号池の間(p=0.99)に、また防災上の必要性では

1号池とアクアテラスの間(p=0.07)に、有意差は見られなか

った。以上から、1号池と 3号池との間では、愛着におい

ては差が見られないものの、魅力や必要性については評価

の差が見られた。 
また、調整池に対して感じることについての調査(図-3)で
は、1号池では「自然豊かである」、3号池では「人工的で

ある」が最も多く挙げられたものの、いずれも「何も感じ

ない」と回答した割合が30.0%以上を占めた。これに対し、

アクアテラスに関しては「水辺を近くに感じる」「風景や景

観がよい」など、住民の印象が多様かつ肯定的であり、生

活や感覚に密接に関わっていることがうかがえる。 

表-2 アンケート調査項目 
調査項目 詳細 

1〜3号調整池
の評価 

魅力度／愛着度／必要性(防災・日常生活面)／感じること 

アクアテラス

の利用状況 

利用経験の有無／利用頻度／利用目的／誰と利用するか

／滞在時間／利用方法 

回答者属性 年齢／性別／職業／家族構成／居住地／居住歴／職場の

所在地／職歴／調整池の認知状況(機能・役割)／アクアテ

ラスの認知状況／交通手段／どこから行くか／所要時間 

自由記述 各調整池について／調整池全般について 

表-3 回答者の属性 
性別 男性 59.9% 年齢 20歳未満 0.4% 

 女性 39.7%  20代 3.0% 

 回答しない 0.4%  30代 18.5% 

居住開 1999年以前 0.4%  40代 26.9% 

始年 2000年以降2009年以前 15.5%  50代 17.7% 

 2010年以降2019年以前 53.2%  60代 16.4% 
 2020年以降 30.8%  70代 14.5% 

アクア 5分未満 39.9%  80代以上 2.4% 

テラス 5分から15分 57.7%  回答しない 0.2% 

への 15分から30分 2.4%    
要時間 30分以上 0.0%    

表-4 1〜3号調整池の評価 
項目 対象 

評価 フリードマン検定 Nemenyi検定 

とても感じる やや感じる あまり感じない 全く感じない カイ二乗値 p値 1号池 アクアテラス 3号池 

魅力  
1号調整池 11.3% 22.9% 43.3% 22.6% 413.82  < 0.001  1.00  0.00  0.04  

アクアテラス 61.9% 34.8% 3.1% 0.2% 0.00  1.00  0.00  

3号調整池 5.3% 11.4% 47.0% 36.3% 0.04  0.00  1.00  

愛着 

1号調整池 6.3% 18.8% 45.8% 29.2% 432.15  < 0.001  1.00  0.00  0.99  

アクアテラス 59.9% 33.5% 6.2% 0.4% 0.00  1.00  0.00  

3号調整池 6.3% 14.5% 43.6% 35.6% 0.99  0.00  1.00  

必要性 

(防災) 

1号調整池 45.5% 41.2% 11.2% 2.2% 192.99  < 0.001  1.00  0.07  0.00  

アクアテラス 69.4% 26.9% 3.7% 0.0% 0.07  1.00  0.00  

3号調整池 40.1% 41.6% 14.2% 4.1% 0.00  0.00  1.00  

必要性 
(生活) 

1号調整池 11.4% 30.8% 41.6% 16.2% 609.63  < 0.001  1.00  0.00  0.01  

アクアテラス 71.6% 25.9% 2.2% 0.4% 0.00  1.00  0.00  

3号調整池 9.1% 23.3% 39.4% 28.2% 0.01  0.00  1.00  
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4.3 アクアテラスの利用実態と認識 

表-5では、調整池一般に関する機能・役割の理解と、ア

クアテラスが調整池であるという認知状況を示している。

調整池の役割(例：洪水調整、雨水貯留など)について「知っ
ている」と回答した住民は85.3% で、アクアテラスが調整
池であることを「知っている」とした住民は85.9%であり、
いずれも80.0％を超える高い認知率が確認された。 
また、表-6はアクアテラスの利用頻度と滞在時間の傾向

を示したものである。利用頻度では、「週に1回程度」およ

び「月に1回程度」の利用が合わせて62.1%を占めており、
この層が主な利用者層であることが分かる。滞在時間に関

しては、「10分未満」が全体の58.0%を占め、比較的短時間

での利用が主である。一方で、「30 分以上」といった長時

間の滞在は12.1%と限られていた。 
さらに、アクアテラスは調整池でありながら池の内部空

間に立ち入ることができるため、利用方法についても調査

した(図-4)。その結果、「散歩」(80.0%以上)を筆頭に、「休憩」

「水辺の観察」といった、日常的で個人もしくは少人数で

行える活動が高い割合を占めた。これは、アクアテラスが

住民にとって手軽なリフレッシュや自然とのふれあいの場

として活用されていることを示している。 その一方で、「催
し物への参加」や「水遊び」、「生き物の採取」といった、

より能動的で集団的な活動の割合は低かった。 
本章の分析結果を総括する。まず、立ち入りができない

1号池・3号池は、住民から防災上の必要性は高く認識され

ているものの、「魅力」や「愛着」に関する評価は低かった。

これに対し、日常的に利用できるアクアテラスは、防災上

の必要性ではほぼ同等の評価を得つつ、「魅力」や「愛着」

については有意に高い評価が示された。さらに、アクアテ

ラスでは「水辺を近くに感じる」「景観がよい」など多様な

肯定的印象が挙げられ、利用実態としては「散歩」や「休

憩」といった日常的な活動が中心であった。これらの結果

は、1号池・3号池の価値が防災インフラとしての静的な存

在評価にとどまる傾向に対し、アクアテラスの価値は住民

による日常的な利用と結びつき、生活に密着した多機能な

空間として認識されている可能性を示唆している。 
 

5．アクアテラスが持つ生活・文化機能の抽出 

本章では、アクアテラスが持つ生活・文化機能を明らか

にするため、数量化Ⅲ類とクラスター分析を用いて、住民

の主観的評価や利用方法に基づく機能の構造を分析する。 
5.1 数量化Ⅲ類による機能特性の抽出 

アクアテラスに対して住民が「感じること」（図-3）およ
び「利用方法」（図-4）を尋ねた項目のうち、「写生」などの
回答割合が著しく低いもの（1.5%未満）を除いた計35項目
について、数量化Ⅲ類を適用した結果を図-5に示す。 
各項目の配置傾向から、2 つの軸が抽出された。第一軸

は、正側に「友人知人と話をする」「生き物の採取」「学び

教育の場となる」といった、その場で一定時間滞在するこ

とを前提とした活動が配置された。一方、負側には「散歩」

や「ジョギング」のような、空間を移動しながら利用する

活動が並ぶ。このことから、本軸は利用の仕方と滞在時間

との関連を示唆する「滞在型利用 ⇔ 通過型利用」の軸と
解釈できる。また、第二軸は、正側に「人と交流しやすい」

「にぎわい」「子どもを遊ばせる」など、他者との関わりや

人の存在によって生まれる活気を示す項目が配置された。

対照的に、負側には「樹木植物の観察」「鳥類の観察」「水

 
 

 
図-3 調整池について感じること（複数回答可） 

 

 
図-4 アクアテラスの利用方法（複数回答可） 

 

表-6 アクアテラスの利用状況 
利 ほぼ毎日 8.1% 滞 5分未満 20.3% 

用 週に2～3回程度 20.3% 在 5分以上10分未満 37.7% 

頻 週に1回程度 34.6% 時 10分以上30分未満 30.0% 
度 月に1回程度 27.5% 間 30分以上 12.1% 

 年に数回程度 8.6%    

 その他 0.9%    

 

表-5 調整池の機能・役割とアクアテラスの認知  
知っている 知らない 

調整池の機能と役割の認知 85.3% 14.7% 

アクアテラスが調整池であることの認知 85.9% 14.1% 
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生生物の観察」といった、自然環

境を静かに見つめる項目が並ん

だ。これは関心の対象の違いを明

確に示しており、「人間活動志向 
⇔ 自然享受志向」の軸と解釈で

きる。 
5.2 クラスター分析による機能

の分類 

第一軸と第二軸のカテゴリス

コアを基にクラスター分析(Ward
法)を行った結果、A〜Cの3つの
クラスターが得られた(表-7)。 

A(日常的憩い機能)：「休憩」「散

歩」「のんびりできる」「開放的で

ある」など、心身のリフレッシュ

や空間の快適性に関する項目で

構成され、日常生活における利用

と結びつきやすい機能群である。 
B(学びと賑わい創出機能)：「人
と交流しやすい」「にぎわい」「学

び教育の場となる」など、他者や

環境との関わりを通じて、交流、

学び、賑わいといった社会的価値

を形成する機能群である。 
C(自然観察機能)：「水辺の観察」
「樹木植物の観察」「鳥類の観察」

など、都市内の自然環境との接触

や観察活動に関連する項目で構

成され、自然とのふれあいを通じ

て心理的安らぎや知的刺激を提

供する機能群と解釈できる。 
以上の分析から、アクアテラス

の「生活・文化機能」は、性質の

異なる少なくとも3つの機能群か
ら構成されていることが明らか

になった。A「日常的憩い機能」は
身近な活動を支える基盤的価値

を担い、B「学びと賑わい創出機

能」は交流や学習の場としての社会的価値を提供し、C「自
然観察機能」は水辺という立地特性を活かした自然的価値

を形成している。これらの結果は、アクアテラスが単一の

機能を持つ空間ではなく、「憩いの場」「交流や賑わいの場」

「自然とのふれあいの場」という複合的な機能を併せ持つ

多面的空間であることを示している。 
 
6．共分散構造分析による生活・文化機能の評価の構造解明 

6.1 分析の目的 

前章までの分析から、アクアテラスは1号池・3号池と 
比べて、多様な生活・文化機能を備えた親水空間として高

く評価されていることが分かった。しかし、その評価がど

のような心理的・行動的要因によって形成されているのか

は、構造的には分かってない。そこで本章では、共分散構

造分析を用いて、アクアテラスの生活・文化機能の評価が、

住民の属性、調整池に関する知識や利用実態、必要性の認

識、そして愛着・魅力の認識といった複数の因子の構造的

な関係を通じて形成されていることを明らかにする。 
6.2 仮説と構造モデルの設計 

本分析は、Rの lavaanパッケージを用いて共分散構造分

析を実施した。順序変数を含むため加重最小二乗法

(DWLS)を採用した。サンプル数は452である。潜在変数と

それらを構成する観測変数を表-8に示す。なお、潜在変数

「アクアテラスの評価」は、5章で抽出した 3つの生活・
文化機能(E1〜E3)の評価点を観測変数として構成している。 
また、分析に用いた各項目の順序データは表-9に示す。 
分析には、以下の仮説に基づく構造モデルを設定した。 
1)「住民属性」や「知識と利用実態」は、アクアテラスの

「必要性の認識」に影響する。 

表-8 潜在変数と構成される観測変数 
潜在変数 観測変数 

知識と利
用実態 

A1 調整池の機能・役割の認知 

A2 アクアテラスが調整池である

ことの認知 

A3 アクアテラスの利用頻度 

A4 アクアテラスでの滞在時間 

住民属性 B1 性別 

B2 年齢 

B3 居住開始年 

B4 アクアテラスまでの所要時間 

必要性の

認識 

C1 防災面での必要性の認識 

C2 日常生活面での必要性の認識 

愛着・魅
力の認識 

D1 愛着の認識 

D2 魅力の認識 

アクアテ

ラスの評

価 

E1 「日常的憩い機能」の評価点 

E2 「学びと賑わい創出機能」の

評価点 

E3 「自然観察機能」の評価点 

 

表-7 クラスター分析による機能の分類  
A 

日
常

的

憩
い

機

能 

休憩 B 

学び
と賑

わい

創出
機能 

生き物の採取 

散歩 友人・知人と話をする 

犬の散歩 にぎわい 

ジョギング 人と交流しやすい 

子どもを遊ばせる 学び・教育の場となる 

家族と話をする 創作や思考のインスピレ
ーションが湧く 休憩しやすい 

のんびりできる 遊びやすい 

親しみやすい 防犯性がある 

開放的である C 

自然
観察

機能 

水辺の観察 

風景や景観がよい 樹木植物の観察 

人工的である 水生生物の観察 

自然豊かである 鳥類の観察 

歩きやすい 写真撮影 

水辺を近くに感じる 静けさ 

飲食 四季がある 

催し物への参加 手入れが行き届いている 

催し物が多い 安全性がある 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 数量化Ⅲ類の結果 
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2)「必要性の認識」は、アクアテラスへの「愛着・魅力の

認識」の形成につながる。 
3)最終的に「愛着・魅力の認識」が高まることで、アクア

テラスの評価が高まる。 
当初、「住民属性」は「知識と利用実態」に影響すると仮

定したが、初期分析でそのパスの有意性が確認されなかっ

たため、「住民属性」から「必要性の認識」への直接的な影

響を仮定した修正モデルを採用した。 
6.3 分析結果と考察 

6.3.1 モデルの適合度 

分析の結果、構造モデルの適合性を表す各指標は CFI= 
0.959、TLI=0.949、RMSEA=0.078、SRMR=0.109であった。
これらの指標は、一般的な評価基準(CFI, TLI≧0.90 
RMSEA≦0.08,SRMR≦0.10)を概ね満たし、本モデルがデー

タに適合していることが確認された。また、住民属性から

知識と利用実態への直接パスを削除し、必要性への直接パ

スに置き換えたことで、モデルの適合度は改善され、構造

的にもより理にかなったモデルとして再構築された。 
6.3.2 測定モデルの評価 

測定モデルにおける観測変数と潜在変数の関係性を表-
10に示す。すべての観測変数は対応する潜在変数に対して

有意な因子負荷を示し(p<0.05)、各潜在変数が構成概念とし

て妥当であることが確認された。完全標準化係数(Std.all)は
約0.14〜0.98に分布し、特に「愛着・魅力の認識」や「ア

クアテラスの評価」に関連する指標は高い値を示した。 
 まず、本研究の最終的な評価対象である潜在変数「アク

アテラスの評価」については、明らかにした3つの生活・
文化機能の評価点が観測変数となって構成されており、い

ずれも高い因子負荷を示した(Std.all=0.713〜0.830)。特に

「日常的憩い機能」(0.830)と「学びと賑わい創出機能」

(0.812)が高く、総合評価を主に形成している。一方、「自然

観察機能」(0.713)はやや低く、補完的な役割を果たしてい

ると考えられる。アクアテラスの全体評価が、住民にとっ

て身近な日常的な憩いの場としての役割によって形成され

ていることを示唆している。次に、「知識と利用実態」は、

アクアテラスが調整池であることの認知やアクアテラスの

利用実態に関する項目で構成され、観測変数の中では「ア

クアテラスが調整池であることの認知」が 0.703と最も高
く、次いで「調整池の機能・役割の認知」が 0.626を示し

た。一方、「滞在時間」及び「利用頻度」は0.505および0.472
とやや低めであったが、有意であり、知識と利用実態の両

側面からアクアテラスとの関係性が捉えられている。 
さらに、「必要性の認識」に関しては、日常生活面での必

要性が 0.914と高く、防災面での必要性の 0.597を大きく
上回った。この結果より、アクアテラスの日常的な公共空

間としての価値が特に高く認識されていると解釈され、従

表-10 観測変数と潜在変数の関係性及び分析結果 
各変数の関係 完全標準化

係数 

残差分散 標準誤差 P値 

観測変数 関係 潜在変数 

A1 調整池の機能・役割の認知 <––– 知識と利用実態 0.626 0.608 --(固定) < 0.001 
A2 アクアテラスが調整池であることの認知 <––– 知識と利用実態 0.703 0.505 0.162 < 0.001 

A3 アクアテラスの利用頻度 <––– 知識と利用実態 0.472 0.777 0.142 < 0.001 

A4 アクアテラスでの滞在時間 <––– 知識と利用実態 0.505 0.745 0.131 < 0.001 

B1 性別 <––– 住民属性 0.382 0.854 --(固定) < 0.001 

B2 年齢 <––– 住民属性 0.817 0.333 0.522 < 0.001 

B3 居住開始年 <––– 住民属性 0.526 0.724 0.253 < 0.001 
B4 アクアテラスまでの所要時間 <––– 住民属性 0.139 0.981 0.183 0.047 

C1 防災面での必要性の認識 <––– 必要性の認識 0.597 0.643 --(固定) < 0.001 

C2 日常生活面での必要性の認識 <––– 必要性の認識 0.914 0.165 0.114 < 0.001 

D1 愛着の認識 <––– 愛着・魅力の認識 0.977 0.045 --(固定) < 0.001 
D2 魅力の認識 <––– 愛着・魅力の認識 0.974 0.052 0.023 < 0.001 

E1 「日常的憩い機能」の評価点 <––– アクアテラスの評価 0.830 0.311 --(固定) < 0.001 

E2 「学びと賑わい創出機能」の評価点 <––– アクアテラスの評価 0.812 0.341 0.089 < 0.001 
E3 「自然観察機能」の評価点 <––– アクアテラスの評価 0.713 0.492 0.068 < 0.001 

 

表-9 分析に用いた各項目の順序データ 
潜在変数 観測変数 入力データ 

知識と 
利用実態 

調整池の機能・役
割の認知 

はい→1; いいえ→0 

アクアテラスが
調整池であるこ
との認知 

はい→1; いいえ→0 

アクアテラスの
利用頻度 

年に数回程度→1; 月に1回程度→2;  
週に１回程度→3; 週に 2～3 回程度→4; 
ほぼ毎日→5  

アクアテラスで
の滞在時間 

5分未満→1; 5分以上10分未満→2;  
10分以上30分未満→3; 30分以上→4 

住民属性 

性別 女→1; 男→2; 回答しない→欠損値 

年代 

20歳未満→1; 20代→2; 30代→3;  
40代→4; 50代→5; 60代→6;  
70代→7; 80代以上→8; 
回答しない→欠損値 

居住開始年 

2020年以降→1;  
2010年以降2019年以前→2;  
2000年以降2009年以前→3;  
1999年以前→4 

アクアテラスま
での所要時間 

30分以上→1; 10分以上30分未満→2; 
5分以上10分未満→3; 5分未満→4 

必要性の 
認識 

必要性(防災) 
全く思わない→1; あまり思わない→2; 
やや思う→3; とても思う→4 

必要性(日常生
活) 

全く思わない→1; あまり思わない→2; 
やや思う→3; とても思う→4 

愛着・魅力の
認識 

魅力度 
全く感じない→1; あまり感じない→2; 
やや感じる→3; とても感じる→4 

愛着度 
全く感じない→1; あまり感じない→2; 
やや感じる→3; とても感じる→4 

アクアテラ
スの評価 

3つの各機能に対
する住民の評価
点 

各機能を構成する項目の選択割合から評
価点を算出 
選択割合：x 
0.00 <= x < 0.25  ;1点 
0.25 <= x < 0.50  ;2点 
0.50 <= x < 0.75  ;3点 
0.75 <= x         ;4点 
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来の防災機能だけでなく、日常生活での利用の重要性が強

調されている傾向にある。これは、4.2節において、日常生
活面での必要性では 1号池・3号池とアクアテラスとで明
確な有意差が見られたのに対し、防災面での必要性におけ

る1号池とアクアテラスの間には有意差が見られなかった

ことと整合的であり、住民の認識における共通点を反映し

ている。 
そして、「愛着・魅力の認識」は、「愛着の認識」が0.977、
「魅力の認識」が 0.974と極めて高い因子負荷を示してお

り、アクアテラスへの情緒的な結びつきが強く存在してい

ることを表している。これらは、空間に対する主観的評価

の中核となる要素として機能しているといえる。 
最後に、「住民属性」については、「年齢」が0.817と最も
高く、次いで「居住開始年」が0.526、「性別」が0.382、「ア
クアテラスまでの所要時間」が 0.139と続いた。とりわけ

「アクアテラスまでの所要時間」の因子負荷は低かったが、

有意水準を満たしており、「必要性の認識」に対する影響の

一部を説明する補助的因子としてモデルに保持した。 
6.3.3 構造モデルの結果とパス係数 

構造モデルにおけるパス係数(潜在変数間の因果関係)を
表-11 に示す。すべての主要なパスにおいて有意な関係が

認められた(p<0.001)。標準化パス係数(Std.all)はいずれも中

〜強の水準を示しており、仮説として設定した評価形成の

段階的プロセスが統計的に支持された(図-6)。 
さらに、全ての潜在変数について構成概念信頼性(CR)お
よび収束的妥当性(AVE)を表-12に示す。CRは0.837〜0.976、
AVEは0.569〜0.953の範囲にあり、すべての潜在変数で基

準値(CR≧0.70,AVE≧ 0.50)を満たしていた。これにより、測
定モデルの内的整合性および概念妥当性が支持された。 
特に「必要性の認識 → 愛着・魅力の認識」「愛着・魅力

の認識 → アクアテラスの評価」のパス係数はそれぞれ

0.906、0.747 と高く、空間に対する主観的認識と情緒的つ

ながりが、アクアテラスの評価を強く規定していることが

示された。また、「知識と利用実態 → 必要性の認識」のパ

スも 0.812と高く、調整池としてのアクアテラスを「知っ
ている」「よく使っている」という行動的接触が、「必要な

場所」としての認識を深める要因であることが読み取れる。 
一方、「住民属性 → 必要性の認識」は、標準化係数が

−0.299と負の方向で有意となった。これは、性別・年齢・

居住開始年・アクアテラスまでの所要時間といった属性が、

必ずしも必要性の認識を高める要因とはならず、むしろ若

年層や居住年数の短い住民ほど、日常的な必要性をより強

く感じている可能性があることを示している。 
また、「住民属性」と「知識と利用実態」との間には、パ

スは設定せず、共分散として自由に推定されたが、その結

果として得られた共分散係数は有意であった(Std.all=0.302, 
p=0.002)。このことは、住民属性が知識や利用実態に直接的

な影響を及ぼすわけではないが、背景的な要因として知識

水準や利用傾向と一定の関連をもつことを示唆している。 
本章の共分散構造分析の結果から、「知識と利用実態 → 

必要性の認識 → 愛着・魅力の認識 → 空間評価」という

一連の心理的・行動的過程が統計的に有意であり、アクア

テラスに対する住民の評価は単一の要素ではなく複数の要

素が段階的に作用して生み出されていることが示された。

特に、空間評価は単なる個人属性や利用経験に基づくもの

ではなく、「この場所が必要である」「好きだと感じる」と

いった内面的な認識を経て高まっていくことが実証された。

また、「知識と利用実態」では、利用実態よりも調整池に関

する知識の方が寄与が大きく、「利用されている空間だから

魅力や愛着が生まれる」ということに留まらず、「調整池と

しての意味の認識が、魅力や愛着の形成にも寄与する」と

いう構造的な可能性を示唆しており、注目すべき点である。 
 
7 おわりに 

7.1 まとめ 

本研究は、日常的な立ち入りが可能な柏の葉アクアテラ

スを主対象とし、立ち入りができない従来型の1号池・3号
池を比較対象とすることで、アクセス可能な調整池が都市

住民にもたらす生活・文化的価値を明らかにした。 
まず、住民アンケートの結果、1号池・3号池は防災上の

必要性は高く評価される一方、「魅力」や「愛着」に関する

評価は低かった。これに対し、アクアテラスは、防災上の

必要性評価が同等でありながら、「魅力」や「愛着」が有意

に高く、「水辺を近くに感じる」「景観がよい」などの肯定

的印象や、散歩・休憩といった日常利用が多く確認された。

これにより、アクアテラスは防災インフラとしての静的な

存在にとどまらず、日常生活に密着した多機能な親水空間

として認識されていることが示唆された。 
次に、数量化Ⅲ類およびクラスター分析により、アクア

表-11 構造モデルの結果 
潜在変数間の関係 パス 

係数  

標準 

誤差 

P値 

知識と利用実態           

住民属性           

必要性の認識 <–– 知識と利用実態 0.812 0.112 < 0.001 
<–– 住民属性 -0.299 0.140 < 0.001 

愛着・魅力の認識 <–– 必要性の認識 0.906 0.106 < 0.001 

アクアテラスの評価 <–– 愛着・魅力の認識 0.747 0.041 < 0.001 

 
図-6 分析結果(パス図) 

表-12 測定モデルの内的整合性および概念妥当性 
潜在変数 構成概念信頼性（CR） 収束的妥当性（AVE） 

住民属性 0.892 0.724 

知識と利用実態 0.837 0.569 

必要性の認識 0.888 0.805 
愛着・魅力の認識 0.976 0.953 

アクアテラスの評価 0.876 0.702 

 
 

知識と
利用実態

必要性の
認識

住民属性

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3

C1

C2

愛着・魅力
の認識

D1

D2

アクアテラス
の評価

E1 E2 E3

0.812
0.906 0.747

-0.299

B4
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テラスの生活・文化機能は、「日常的憩い機能」「学びと賑

わい創出機能」「自然観察機能」という性質の異なる少なく

とも3つの機能群から構成されることが明らかになった。

これらはそれぞれ、身近な活動を支える基盤的価値、交流

や学習を通じた社会的価値、水辺環境を活かした自然的価

値を担っており、アクアテラスが「憩いの場」「交流や賑わ

いの場」「自然とのふれあいの場」を兼ね備えた多面的空間

であることを裏付けている。 
さらに、共分散構造分析の結果から、「知る・利用する → 

必要と感じる → 愛着を持つ → 評価する」という一連の

段階的プロセスが、アクアテラスの生活・文化機能の評価

を形成する主たる構造であることが実証された。特に、利

用経験そのものよりも調整池に関する知識の方が愛着や魅

力形成への寄与が大きく、単なる利用の有無や機能的側面

だけではなく、その空間の意味や役割の理解が評価形成に

深く関与していることが明らかとなった。 

7.2 考察 

本研究では、都市の水辺空間のうち防災インフラとして

位置づけられる調整池の評価分析に「生活・文化機能」と

いう概念を導入した。これにより、調整池が本来の治水機

能だけでなく、日常的な憩い、学びや賑わいの創出、自然

とのふれあいといった多面的な機能を持ち得ることが明ら

かになった。柏の葉アクアテラスでは、広い遊歩道や水辺

を眺められるベンチ、芝生広場が「日常的憩い機能」を支

え、イベント広場や水辺デッキ、良好なアクセスが「学び

と賑わい創出機能」を促進し、画一的なコンクリート護岸

ではなく、多様な植生や生物が生息できる植栽帯や緩やか

な勾配の水際デザインが「自然観察機能」を誘発している。

こうした物理的特徴が各機能の現れ方につながっている点

は、今後の水辺空間設計において重要な示唆となる。 
また、評価形成には、利用経験だけでなく、空間の役割

や意義の理解が重要であることが確認された。都市の防災

インフラとしての水辺空間においても日常利用と役割理解

が結びつくことで愛着や魅力が高まり得る。このことは、

物理的整備（ハード）に加え、歴史・役割・防災的意義を

住民が理解し生活や地域文化と結びつけられる仕掛け（ソ

フト）の重要性を示唆する。今後の都市水辺空間づくりに

おいては、こうした「意味のデザイン」を意識し、ハード

整備だけでなく、住民が空間の価値や役割を理解し、関わ

り、愛着を育めるような仕組みが一層求められるだろう。 
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【補注】 
(1)敷地の一部を掘り下げて調整池機能を確保し、緑地、運動広場

等に開放する調整池をさす。兼用工作物等に関しては調整池の機

能及び管理に支障が生じない他の施設との併用が認められている。 
(2)河川法や道路法と言った公物管理法の適用を受けないもので、

平成17年に国から市町村に譲渡された。 
(3) 主として洪水調整など、治水機能のみに特化して整備された調

整池を指す。公園や広場といった他の機能を持つ兼用調整池とは

異なり、単一の防災目的で管理される施設である。 
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2025年11月15日(土) 9:20 ~ 10:40 会場④(交流棟401)
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9:20 ~ 9:40
[35]
子どもの生活行動にみる体験格差の構造
課外活動の経年変化に着目して

○松浦 海斗1、山渕 智也1、谷口 守2 (1. 筑波大学大学院　システム情報工学研究群、2. 筑波大学　シス
テム情報系　社会工学域)
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コンバージョンビレッジ指定3地区の指定後の動向からみて

○鶴田 佳子1、小塚 遥仁2 (1. 岐阜工業高等専門学校建築学科、2. 岐阜工業高等専門学校専攻科先端融
合開発専攻)

10:00 ~ 10:20
[37]
社会変化に対応した行政計画と市民参加の関係性に基づく施策展開
愛知県長久手市の取り組みを事例に

○吉村 輝彦1 (1. 日本福祉大学)

10:20 ~ 10:40
[38]
岐阜県飛騨市におけるライフスタイル移住者の地域コミュニティへの適応プロセスとその要因

○森島 明日香、金 度源1、松井 大輔2、大窪 健之1 (1. 立命館大学、2. 新潟大学)

セッション 2025年度全国大会（第60回論文発表会）
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* 学生会員・筑波大学大学院 システム情報工学研究群 (University of Tsukuba)

** 正会員・筑波大学 システム情報系 社会工学域 (University of Tsukuba)

1．はじめに

子どもは日常生活を通して様々な活動を経験すること

で，心身の発達や人間性，社会性の形成につながると考え

られる．例えば近年の調査では，自然体験や社会体験とい

った活動を実施した経験が子どもの将来の学力や自己肯定

感の形成に影響を与えることが示されている 1)．この調査

では，子どもが家庭環境等によらず十分な体験を経験でき

るよう，生活環境の中に体験の機会を創出・提供すること

の重要性を示唆している．現に，2023年に閣議決定された

「教育振興基本計画」でも多様な担い手と連携した体験活

動の機会を提供することが記載されており 2)，学校外にお

いても多様な活動に時間を費やせるような環境整備の重要

性を示している． 

 我が国では，すべての国民が平等に教育を受ける権利を

有すべきである旨が教育基本法で定められているように，

全国を通して子どもが一貫した学校教育を受けられる環境

が整備されている．しかしながら，一般的に子どもは学校

教育の側面では共通した生活行動を行っているものの，そ

れ以外，すなわち課外活動については個人に委ねられてい

る．そのため，世帯の収入によって子ども本人の体験への

支出額に開きがあるといった，家庭の経済的状況等によっ

て体験に繋がる活動の実施に制約が生じる，いわゆる「体

験格差」の存在が指摘されている 3)． 

 また，近年の社会の変化に伴って子どもの放課後や休日

の過ごし方そのものに影響を生じていると考えられる．例

えば，教員の働き方改革に対応して，中高生の部活動の活

動日数や活動時間は減少が進んでいる 4)．ほかにも ICTの

普及やライフスタイルの変化などの要因により，様々な活

動の実施有無や頻度が変化している可能性が考えられる． 

 以上の背景から，誰もが多様な活動を経験できる社会の

実現に向けて，まずは近年子どもが放課後や休日にどのよ

うな活動をどれだけ実施しているか，すなわち課外活動の

実施状況に基づく生活行動の経年変化を把握し，その実態

に基づいた具体の課題を明らかにすることが求められる．  

2．研究の位置付け 

2-1 既存研究の整理 

 子どもの活動に着目した調査や研究は多岐にわたる．そ

の中でも，家庭環境や居住地によって活動の実施状況に格

差が生じていることは，特定の活動を対象とした研究で明

らかにされてきた．例えば兵頭ら 5)は小中学生の学習塾や

家庭教師の利用状況を調査し，学区ごとの特徴を示してい

る．松岡 6)は世帯収入が習い事の種類数に影響することを

示唆している．Naito & Kaneko7)は小学生・中学生・高校生

のそれぞれで世帯年収が高いほど旅行やスポーツの実施率

が高くなることを明らかにした．また，ベネッセ教育総合

研究所 3)，公益法人チャンス・フォー・チルドレン 8)とい

った機関でも子どもの体験にまつわる調査を行っており，

体験活動や習い事の実施機会や出費額に関して家庭の経済

的状況等による格差が生じることが報告されている． 

一方で，特に放課後や休日の活動実態や外出行動に着目

した研究としては，小学生の放課後の過ごし方について性

別・学年による特徴を明らかにした佐藤ら 9)，放課後に子

どもがよく過ごす場所やよく実施する活動について神奈川

県で横断的に調査した猿渡 10)，子どもの生活時間や行動圏

等を調査し，子どもの居場所を阻害する要因を探った西川

ら 11)などが挙げられる．他にも，多摩ニュータウン内にお

ける子どもの屋外活動の内容や場所を明らかにした近藤ら

子どもの生活行動にみる体験格差の構造 

－課外活動の経年変化に着目して－ 

The Structure of Experience Disparities in Children's Lifestyle Behaviors 

－Focusing on Longitudinal Changes in Extracurricular Activities－ 

松浦海斗*・山渕智也*・谷口守** 
Kaito Matsuura*･Tomoya Yamabuchi*･Mamoru Taniguchi** 

Engagement in diverse activities is considered fundamental to children’s development. However, recent 

societal changes may have led to shifts in the daily behaviors that facilitate such experiences. We exam-

ined trends in extracurricular activities among children from 2006 to 2021 by using the Survey on Time 

Use and Leisure Activities. By classifying children based on their frequency of activity participation, we 

identified variations in the population distribution and demographic characteristics associated with each 

group. The results showed that: 1) the largest group consisted of “inactive” children with low levels of 

activity, mainly from low-income households, whose proportion increased over time; and 2) the number 

of children highly engaged in sports and cultural and volunteer activities has been declining, with notable 

disparities by income and region. 

Keywords: extracurricular activity, lifestyle behavior, children, longitudinal change 

課外活動，生活行動，子ども，経年変化 
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12)や，GPSによる行動調査を通して子どもの生活行動を明

らかにした島田ら 13)，福井市内の小学生の遊びの時間や内

容について，地区特性ごとの傾向を分析した粟原ら 14)など

が存在する．これらの研究を整理すると，県単位・市単

位・地区単位での地域比較を行った研究は存在するもの

の，全国横断的な比較は行われておらず，世帯年収等の社

会的属性による差について明らかになっていない． 

 また，子どもの課外活動を支える施設や空間などに着目

した研究も見られる．斎尾ら 15)は運営主体や立地の異なる

子どもの放課後の居場所の空間活用状況を明らかにした．

中島ら 16)は三重県の公共施設管理者へのアンケートを通じ

て，中高生への居場所づくり事業を行う公共施設が非常に

少なく，個人的居場所の提供も限定的であることを示し

た．他にも小学生を対象とした放課後事業の歴史的変遷と

実態を明らかにした梅田 17)の研究や，自治体が整備する子

どもの遊び場の制度運用の実態把握をおこなった小玉ら 18)

の研究など多岐にわたるが，実際にどのような子どもが活

動に参加しているかという情報は限定的である． 

 さらに，子どもの活動について経年的な変化を見た研究

も限定的であるが存在する．許ら 19)は全国の子どもの交通

行動を経年的に追跡し，肥満率との関係を示している．中

村 20)は子どもの経済格差や教育機会格差の時系列変化を調

査し，補習教育の機会均等度が経年的に低下していること

を明らかにした．しかしながら，社会の変化に伴って子ど

もの生活行動が変化していると考えられるのにも関わら

ず，課外活動の実施状況にどのような構造的変化が生じて

いるかについては明らかにされていない． 

2-2 本研究の目的と内容 

 以上のように，様々な活動に対する格差の実態が明らか

にされているが，家庭環境や社会情勢の影響を受けて子ど

もの生活行動自体に差が生じている可能性が考えられる．

そこで本研究では，子どもが実施している課外活動を網羅

的かつ経年的に把握し，日常的な生活行動を通じて形成さ

れる体験格差の構造とその変遷を明らかにすることで，誰

もが多様な活動を経験できる社会の実現に向けた方向性を

提示することを目的とする． 

 子どもの生活行動の把握に向けて，まずはどのような課

外活動をどれだけ実施しているかを把握可能なデータを整

理し，4章では対象とする活動の実施状況を概観する．続

いて，類似した生活行動を実施している子どもの特徴を明

らかにするため，5章では活動の実施頻度に基づく個人の

類型化を行い，作成された類型の特徴を示す．さらに，作

成されたクラスターの構成割合をもとに，6章では類似し

た生活行動を実施している子どもがどれほど存在するのか

を経年的に明らかにする．一方で，子どもの属性的特徴に

よって生活行動の傾向は異なると考えられる．そこで7章

では個人や世帯の属性を説明変数とする多変量解析を実施

し，家庭の経済的状況や居住地域といった要因が生活行動

にどのような影響を及ぼしているかを明らかにする． 

2-3 本研究の特長 

 本研究は以下のような特長を有している． 

1) 子どもの課外活動の実施状況を網羅的・経年的に把握

し，それぞれの活動の実施頻度に基づく類型化を行う

ことで生活行動の特徴や経年変化を明らかにした，新

規性の高い研究である． 

2) 子どもの社会的属性による生活行動の傾向について地

域差を含めて分析し，体験格差が構造的に存在するこ

とを示した，有用性の高い研究である． 

3) 公的機関によって実施され，全国網羅的に調査された

大規模サンプルを有するデータを用いて分析した，信

頼性の高い研究である． 

 

3．分析の概要 

 子どもの日常的な生活行動を経年的に把握するために

は，どのような活動がどれだけ実施されているかを把握可

能で，長期にわたって継続された調査が必要である．そこ

で本研究では，日常生活における様々な活動の実施頻度が

長期間にわたって調査され，全国横断的に豊富なサンプル

を有する「社会生活基本調査（調査票A）」（以下，社基

調）21)を用いる．調査の概要は表-1に示す通りであり，全

国を対象に抽出された世帯の10歳以上の世帯員を対象

に，「学習・研究活動」「スポーツ活動」「趣味・娯楽活

動」「ボランティア活動」の実施状況が調査されている．

本調査は1976年より5年おきに実施されているが，ここ

では調査の対象となる活動の設問が共通する2006年から

2021年の4時点の個票データを使用し，調査時点で小学

校・中学校・高校のいずれかに所属する10歳～18歳の回

答者を対象に分析を行う．サンプルサイズは異常回答や不

明回答のあるサンプルを除く合計63,895人である．参考と

して，各調査年度における属性別のサンプルサイズを表-2

に示す． 

本調査は，授業およびその予習・復習として行っている

ものを除外し，クラブ活動や部活動は含めて回答されてお

り，場所を問わず学校で共通に学ぶ授業以外の活動の実施

有無を把握する設計となっている．したがって本調査を通

じて，子どもが学校で共通に学ぶ授業以外，すなわち放課

後や休日等の中で，学童保育や学外での習い事や遊びなど

を含め，どのような活動に時間を費やしているかを包括的

に把握することができる．本研究ではこうした正課外で行

われる活動を総括して課外活動と定義し，分析を進める． 

表-1 使用データの概要 

　対象年度 　2006年・2011年・2016年・2021年

　実施主体 　総務省統計局

　調査対象 　全国（各都道府県の人口に基づく確率比例系統抽出）

　対象とした 　10歳～18歳の小中高校に在籍する63895人

（2006年:17189サンプル、2011年:16078サンプル、

　2016年:16337サンプル、2021年:14291サンプル）

　年齢、職業、勤務形態、学歴、世帯年収、

　年間に実施した活動、1日の時間帯別の生活行動、

　一緒にいた人　　など

社会生活基本調査（調査票A)

　調査内容

　（抜粋）

　サンプル
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なお，本調査の記入用紙には「10歳以上の人は，一人1

冊ずつ記入してください」と明記されており，原則として

各回答は本人による自記である．したがって，本研究で分

析に用いるデータは，子ども本人の理解と判断に基づいて

記入されたものと考えられる． 

 

4．子どもの課外活動の概観 

本章では，子どもの日常的な生活行動を明らかにするに

あたって，まずは課外活動の実施状況を活動内容別に概観

する．社基調では「学習・研究活動」「スポーツ活動」「趣

味・娯楽活動」「ボランティア活動」を対象に，網羅的な

内容の活動の実施状況を把握可能である．本研究では表-3

に示すとおり，これらの活動を内容によって統合し，A1

からD2の17種類の活動分類として定義し分析を進める． 

 ひとくちに課外活動といっても活動を実施している人の

割合はその内容によって大きく異なる上に，多くの人が実

施しているもののその頻度が少ない活動や，一部の人によ

って高頻度で実施される活動の存在も考えられる．生活行

動の実態を明らかにする上で，活動の有無にとどまらず実

施頻度を把握することが重要であるゆえんである． 

本研究では，活動の実施頻度として年間で実施した日数

（以下，年間活動日数）を指標として用いる．図-1は年間

に一度でも活動を実施した人の割合（以下，活動実施率）

を縦軸に取り，実施した人の年間活動日数の平均値を横軸 

に取った結果である．ここから以下のことがわかる． 

1) 趣味・娯楽のうち，鑑賞活動やデジタルゲーム活動は

実施率が特に高い活動となっていることがわかる．一

方で，年間活動日数に着目すると，デジタルゲーム活

動やデジタルの鑑賞活動は平均して150日を超えてい

るのに対して，実地での鑑賞活動は平均して20日程

度と少なくなっている．その他の趣味・娯楽活動では

実施率が高 5々0%程度に留まることともあわせ，デジ

タルでの趣味・娯楽活動は多くの子どもによって実施

され，多くの時間が費やされていることがわかる． 

2) スポーツのうち，球技系スポーツに関しては実施率が

高く，年間活動日数も多いことから，多くの子どもに

よって日常的に実施されている活動であることがわか

る．その一方で，レジャースポーツについては実施率

が40%程度となり，一部の子どもによってしか実施さ

れていない傾向にあると言える．他方，武道を実施し

ている子どもは5%と非常に少ないものの，年間活動

日数は平均130日程度となっている．このことから，

武道は特定の子どもによって日常的に高頻度で実施さ

れている活動であると考えられる． 

3) 学習・研究については，いずれの活動も実施率が30%

程度であるが，年間活動日数は比較的多い．したがっ

て，これらの活動は実施している子どもは限定される

が，日常的に実施していることが考えられる．対して

表-2 使用データのサンプルサイズ（年度別・属性別） 

小学 中学 高校 男性 女性 夫婦＋子ども
夫婦＋子ども

＋両親

夫婦＋子ども

＋ひとり親
父子世帯 母子世帯 （その他）

2006年 4,929 6,153 6,107 8,906 8,283 9,854 2,042 2,052 105 835 2,301

2011年 4,703 5,810 5,565 8,302 7,776 9,588 1,509 1,502 110 978 2,391

2016年 4,627 5,894 5,816 8,368 7,969 9,985 1,173 1,207 129 951 2,892

2021年 4,116 5,194 4,981 7,374 6,917 9,507 730 858 107 772 2,317

18,375 23,051 22,469 32,950 30,945 38,934 5,454 5,619 451 3,536 9,901

300万円

未満

300万円~

600万円未満

600万円~

1000万円未満

1000万円

以上
（無回答） 政令指定都市 15万人以上都市

5万人以上

15万人未満都市

5万人

未満都市
町村

2006年 2,582 5,949 6,007 2,135 516 1,464 5,841 5,245 1,971 2,668 17,189

2011年 2,117 5,296 6,023 2,339 303 1,487 5,897 4,896 1,733 2,065 16,078

2016年 1,799 5,288 6,302 2,449 499 1,577 6,118 4,671 1,971 2,000 16,337

2021年 1,254 3,873 5,925 2,761 478 1,379 5,407 3,999 1,808 1,698 14,291

7,752 20,406 24,257 9,684 1,796 5,907 23,263 18,811 7,483 8,431 63,895

所属 性別 世帯構成

合計

都市階級世帯年収

調査

年度

調査

年度

合計

合計

表-3 対象とする活動分類 
※括弧内は活動を実施したサンプルの総数

A1　実務・技能型学習（20,438） A2　探求型学習（15,733） B1　球技系スポーツ（41,010） B2　レジャースポーツ（26,937） B3　武道系スポーツ（3,521） B4　健康・フィットネス（32,610）

英語／英語以外の外国語／ パソコンなどの情報処理／ 野球／ソフトボール ゴルフ／グラウンドゴルフ／ 柔道／剣道 水泳／ジョギング・マラソン／

商業実務・ビジネス関係／ 人文・社会・自然科学／ バレーボール／バスケットボール／ ボウリング／つり／ ウォーキング・軽い体操／

介護関係／家政・家事 芸術・文化 サッカー／卓球／テニス／ スキー・スノーボード／ 器具を使ったトレーニング

バドミントン 登山・ハイキング／サイクリング

C1　実地での鑑賞活動（43,640） C2　デジタルでの鑑賞活動（46,690） C3　音楽・舞踏活動（32,188） C4　伝統文化活動（15,470） C5　創作・工芸活動（24,089） C6　読書活動（26,779）

実地での 映画館以外での映画鑑賞／ 楽器の演奏／邦楽／ 書道／華道／茶道／ 趣味としての料理・菓子作り／ 趣味としての読書(マンガを除く)

　スポーツ観覧／美術鑑賞／ CD・スマートフォンなどによる コーラス・声楽／カラオケ／ 和裁・洋裁／編み物・手芸 園芸・庭いじり・ガーデニング／

　演芸・演劇・舞踏鑑賞 　音楽鑑賞 邦舞・おどり／洋舞・社交ダンス 日曜大工／絵画・彫刻の制作／

コンサートなどによる 陶芸・工芸／

　クラシック鑑賞／ 写真の撮影・プリント／

　ポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞 詩・和歌・俳句・小説などの創作

C7　囲碁・将棋活動（6,383） C8　デジタルゲーム活動（41,201） C9　アウトドア活動（24,185） D1　福祉系ボランティア（6,138）

囲碁／将棋 スマートフォン・家庭用ゲーム機 遊園地・動植物園・水族館 健康や医療サービス スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動／

　などによるゲーム 　などの見物／ 　に関係した活動／ まちづくり／安全な生活のための活動／

キャンプ 高齢者／障害者／子供 自然や環境を守るための活動／

　を対象とした活動 災害に関係した活動／国際協力に関係した活動

D2　地域・社会系ボランティア（11,238）

A　学習・研究 B　スポーツ

C　趣味・娯楽

D　ボランティアC　趣味・娯楽
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ボランティアについては，いずれの活動も実施率が低

く，年間活動日数も少ないことがわかる．日常的にボ

ランティア活動を行っている子どもは非常に限定的で

あることが推測される． 

 

5．子どもの生活行動の類型化 

 前章では，子どもの課外活動について，活動実施率と年

間活動日数を内容ごとに明らかにした．両指標は内容によ

って大きく異なっていたが，実際には個人によって実施し

ている活動やその頻度は大きく異なると考えられる．さら

に，放課後や休日に様々な活動を積極的に行っている人，

ほとんど何もせずに過ごしている人といったように，活動

内容の多様性についても大幅な個人差が存在すると考えら

れる．本研究の目的を達成するためには，このような個人

による生活行動の違いを把握し，その特徴を明らかにする

ことが求められる． 

 そこで本章では，前章で用いた17の活動分類をもとに

個人の類型化を行った．分類方法を検討するにあたり，ま

ず実施した活動の多様性や重複性を考慮し，活動種類数の

みを用いたモデル，年間活動日数のみを用いたモデル，お

よび両者を変数として組み合わせたモデルを作成し，これ

らをCalinski-Harabasz指数を用いて定量的に比較評価した．

その結果，年間活動日数を標準化したk-meansクラスタリ

ングが最も高い指数を示し，抽出されたクラスターの解釈

可能性も高かったため，本手法を採用した．クラスター数

は，エルボー法による誤差平方和の評価結果をもとに，課

外での過ごし方が異なると考えられる9類型に設定した． 

クラスター分析の結果と，各クラスターのサンプルサイ

ズは表-4に示す通りであり，参考情報として拡大後人口を

付記した．なお，拡大集計にあたっては総務省の人口推計
22)を参照し，社基調が実施される月と同一である各年10月

時点の年齢別推計人口を社基調の集計用乗率に重みづけを

行うことで算出している． 

各クラスターの活動種類数の分布は表-5に示す通りであ

り，それぞれで重複の程度に差が見られることが確認でき

る．なお，本結果は類型ごとのサンプルサイズが大きい順

に並び替えを行っている．それぞれのクラスターについ

て，年間活動日数に基づく得点の大きかった活動や，活動

種類数の分布に基づき下記の通り命名を行った． 

1) 類型 Iは全ての活動分類の得点が負の値を取り，全体

の平均を下回っていることがわかる．活動種類数も他

類型と比較して大幅に小さい傾向にあり，ほとんどの

活動の実施が限定されると考えられるため，インアク

ティブ型と命名した． 

2) 類型 IIは多くの活動分類で負の値をとるものの，デジ

タルゲーム活動で他の類型と比較して顕著に高い値を

示していることから，ゲーム熱中型と命名した． 

3) 類型 IIIは球技系スポーツの得点が他の類型より顕著

に高いことから，球技系スポーツ型と命名した． 

4) 類型 IVは伝統文化活動，読書活動，ボードゲーム活

動といった主にインドアで実施される趣味・娯楽の得
図-1 活動分類ごとの活動実施率と年間活動日数 

 

A1

A2

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

C5
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D2
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20%
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0 50 100 150 200

活
動

実
施

率

年間活動日数

A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2
サンプル

サイズ

拡大後人口

（万人）

I インアクティブ型 -0.23 -0.27 -0.61 -0.17 -0.17 -0.24 -0.16 -0.39 -0.32 -0.10 -0.17 -0.37 -0.09 -0.68 -0.08 -0.07 -0.09 21,995 1,364.6

II ゲーム熱中型 -0.21 -0.24 0.01 -0.12 -0.16 0.00 -0.10 0.16 -0.31 -0.10 -0.10 -0.28 0.01 1.38 -0.01 -0.06 -0.08 13,434 858.2

III 球技系スポーツ型 -0.17 -0.28 1.34 -0.13 -0.16 0.10 0.10 0.00 -0.31 -0.13 -0.16 -0.31 -0.03 -0.47 -0.07 -0.05 -0.07 11,224 641.7

IV インドア娯楽型 -0.04 -0.03 -0.08 -0.06 -0.15 0.23 0.05 0.41 0.16 0.41 0.59 2.51 0.32 0.26 0.09 -0.02 -0.03 5,595 369.4

V 音楽・舞踏活動型 -0.05 0.39 -0.44 -0.11 -0.16 -0.03 0.09 0.43 2.64 0.25 0.21 0.04 -0.04 -0.08 0.05 -0.03 -0.05 4,822 318.8

VI 学習重視型 2.75 2.88 0.24 -0.07 -0.09 0.36 0.53 0.40 0.21 0.31 0.54 0.13 0.04 0.00 0.01 0.04 0.03 3,355 225.7

VII 武道重視型 -0.04 -0.12 -0.51 -0.02 5.69 0.01 -0.01 -0.01 -0.18 -0.10 -0.05 0.09 0.06 0.20 -0.03 -0.03 -0.03 1,681 95.0

VIII 多活動アウトドア型 0.46 0.39 0.46 5.79 -0.02 1.12 0.61 0.44 0.36 0.32 0.48 0.30 0.28 0.24 1.42 0.06 0.08 1,323 84.9

IX 多活動ボランティア型 1.06 1.16 0.63 0.51 0.04 0.72 0.76 0.42 0.56 0.41 0.48 0.31 0.03 0.13 0.13 6.12 8.81 466 25.9

太字：活動分類ごとの実施頻度が最大の類型

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 平均値

I インアクティブ型 10.5% 9.3% 10.4% 10.2% 10.3% 9.7% 8.8% 8.4% 7.0% 5.4% 4.1% 2.7% 1.7% 0.9% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 4.0

II ゲーム熱中型 0.0% 1.4% 4.1% 6.6% 9.6% 11.5% 13.1% 13.0% 12.2% 10.2% 7.2% 5.1% 3.2% 1.5% 0.7% 0.3% 0.1% 0.0% 6.9

III 球技系スポーツ型 0.0% 5.7% 7.2% 8.7% 9.4% 10.7% 11.4% 11.1% 10.7% 8.5% 6.3% 4.6% 2.9% 1.7% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 6.3

IV インドア娯楽型 0.0% 0.1% 0.9% 2.1% 3.8% 5.5% 8.8% 10.9% 12.3% 12.5% 12.4% 11.7% 8.6% 5.8% 2.9% 1.4% 0.4% 0.1% 8.9

V 音楽・舞踏活動型 0.0% 1.3% 1.8% 3.2% 5.7% 7.6% 9.3% 10.5% 11.6% 11.7% 10.9% 10.0% 7.8% 4.9% 2.6% 0.7% 0.2% 0.0% 8.3

VI 学習重視型 0.0% 0.1% 1.8% 3.3% 4.3% 6.7% 7.7% 8.5% 9.3% 10.4% 11.1% 11.6% 9.9% 7.8% 4.1% 2.5% 1.0% 0.1% 9.1

VII 武道重視型 0.0% 3.3% 4.5% 7.7% 8.2% 9.9% 10.1% 10.4% 10.2% 8.1% 7.2% 7.2% 5.1% 3.5% 2.2% 1.6% 0.8% 0.1% 7.3

VIII 多活動アウトドア型 0.0% 0.2% 0.8% 1.4% 2.5% 4.5% 6.7% 7.3% 11.8% 11.4% 11.9% 13.6% 11.8% 7.1% 5.9% 2.3% 0.8% 0.1% 9.6

IX 多活動ボランティア型 0.0% 0.2% 0.9% 1.1% 3.9% 3.6% 6.7% 5.6% 8.2% 8.4% 12.4% 11.6% 9.4% 11.4% 7.1% 7.5% 1.7% 0.4% 10.2

活動種類数

類型

表-4 クラスター分析に基づく個人の類型化の結果 

表-5 クラスターごとの活動種類数の構成割合 
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点が他の類型と比較して顕著に高いことから，インド

ア娯楽型と命名した． 

5) 類型Vは音楽・舞踏活動の得点が他の類型と比較し

て顕著に高く，日常的にこれらの活動に多くの時間を

割いていると考えられることから，音楽・舞踏活動型

と命名した． 

6) 類型VIは学習・研究の得点が最も高く，自主的な学

習活動に多くの時間を割いていると考えられるため，

学習重視型と命名した． 

7) 類型VIIは多くの活動分類で負の値をとるものの，武

道系スポーツで他の類型と比較して顕著に高い値を示

していることから，武道重視型と命名した． 

8) 類型VIIIはレジャースポーツやアウトドア活動の得点

が全類型の中で最も高いほか，活動種類数が2番目に

高い類型であり，多様な活動を実施している人が多い

と考えられることから，多活動アウトドア型と命名し

た． 

9) 類型 IXはボランティアの得点が最も高い類型となっ

ており，活動種類数が最も高い類型であり，多様な活

動を実施している人が多いと考えられることから，多

活動ボランティア型と命名した． 

 

6．クラスターごとの人口分布 

 本章では，作成された9種類のクラスターに対し，その

構成に基づいて人口分布を算出し，さらに経年変化を明ら

かにすることで，子どもの日常的な生活行動の全体的な傾

向と経年的な推移を示す．そこで，まずは年度ごとに各ク

ラスターに属する子どもの人口を推定する．前章で述べた

拡大集計に基づき，年度別にクラスターごとの人口分布を

推計した結果を図-2に示す．また，2006年を基準として各

クラスターの存在割合の変化を示した結果を図-3に示す．

これらの図より，以下のことがわかる． 

1) 本分析では全ての年度において，インアクティブ型の

人口が最も多く，2006年を除いてゲーム熱中型の人口

が2番目に多い結果となった．これらの類型に属する

子どもは活動種類数が比較的少ない傾向にあり，デジ

タルゲームを除くほとんどの活動の実施が限定される

層だと考えられる．子どもの総人口が減少しているの

にも関わらず，これらの類型に属する人口は経年的に

増加していることがわかる．他方，多活動アウトドア

型や多活動ボランティア型といった活動種類数が比較

的多いクラスターでは，経年的に存在割合が減少して

いる． 

2) 2021年で急激に存在割合が増加している類型として，

学習重視型やゲーム熱中型が挙げられる．学習重視型

については2006年から継続的に存在割合の増加して

いることがわかる．大学進学率や中学受験率の上昇を

受けて受験競争の早期化が進んだことや，コロナ禍で

自由時間が増加したことで，自主的な学習に多くの時

間を割く子どもが急増した可能性が考えられる．他

方，コロナ禍で様々な活動が自粛される傾向にあった

なかで，日常的にゲームに多くの時間を費やす子ども

も多くなったと考えられる． 

3) 1)2)で挙げた類型を除く全ての類型で経年的に存在割

合が減少していることがわかる．すなわち，スポーツ

や音楽・舞踏等の趣味といった活動に時間を費やす子

どもや，多様な活動を実施する子どもの人口が減少し

続けていることが推測される．以上より，このような

活動に専念する子どもは急速に減り続けている一方，

日常的にあまり活動を実施しない子どもは少子化に反

して増えている実態にあることが推察される． 

 

7．クラスターごとにみる子どもの属性的特徴 

 前章では，生活行動のクラスターごとの人口分布を把握

することで，課外での過ごし方の特徴による人口の構成

や，その経年変化を明らかにした．一方で，既に述べたよ

うに子どもの体験格差の存在がかねてより指摘されてお

り，家庭の経済的状況や居住地域等の属性的特徴が様々な

課外活動の実施に影響を与え，日常的な生活行動の差を生

じていると考えられる．そこで本章では，それぞれのクラ

スターに属する子どもの傾向について，複合的要因を考慮

しながら個人・世帯属性による影響を明らかにする． 

ここではクラスターごとに，その類型に属する場合を

1，そうでない場合を0とする二項ロジスティック回帰分

析を行う．説明変数として，基本属性である性別，所属

（小学校・中学校・高校）に加え，既存調査 3)より差の存

I II III IV V
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VII VIII
IX
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図-2 年度別クラスター別人口分布（拡大後） 

図-3 各クラスターの存在割合の2006年からの変化 
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在が予想される世帯構成および年収，さらにこれまで着目

されてこなかった全国横断的な地域差の存在を把握するた

め，居住する都市の人口規模（都市階級）を投入した．ま

た，コロナ流行下であった2021年をはじめとして調査年

度によって生活行動に変化が生じていると考えられること

から，ここでは年度による影響をコントロールするため，

説明変数として追加した． 

なお，使用した変数について，説明変数間の相関係数の

絶対値は高 0々.2であり，すべてのモデルで多重共線性の

問題が生じないことを確認した．さらに，都市計画分野に

おける同様の手法を用いた既存研究 23)を参考に，尤度比検

定を行った結果，モデル I～VIIIはいずれも1%水準で，モ

デル IXは5%水準で有意であった．これにより，すべての

モデルにおいて適合度が統計的に有意に向上し，モデル全

体として統計的に妥当であることが示された．分析結果は

表-6に示す通りである．これらの結果より，以下のことが

わかる． 

1) 年度ダミーのオッズ比に着目すると，前章でも示され

たように，2006年から2021年にかけてインアクティブ

型や学習重視型で高くなる傾向が見られ，ゲーム熱中

型は2021年で特に高い傾向にある．一方で，その他の

クラスターでは2006年から2021年にかけて低くなる

傾向が見られる． 

2) 所属する学校のオッズ比に着目すると，インアクティ

ブ型やゲーム熱中型では小学生に対して中高生で低い

のに対し，球技系スポーツ型や音楽・舞踏活動型，学

習重視型では高くなっていることがわかる．一般的に

中高生は部活動や入試対策などで日常的にこれらの活

動を実施している人が多く，その反面課外活動をあま

り実施しない人は比較的少ないと考えられる． 

3) 世帯構成のオッズ比に着目すると，夫婦＋子ども＋両

親の三世代世帯では，球技系スポーツ型や武道重視型

で高く，日常的にスポーツに取り組んでいる人が多い

と考えられる．一方で，母子家庭はこれらのクラスタ

ーや，学習重視型が低い傾向にあり，その反面ゲーム

熱中型で高い．また父子家庭では有意になったクラス

ターが少ないものの，インアクティブ型で高い傾向が

見られた．以上より，ひとり親世帯では全体的に課外

活動の機会が制限される傾向にある可能性が考えられ

る． 

4) 三世代で居住する子どもはインアクティブ型やゲーム

熱中型で高い傾向が見られる．また，父子家庭や母子

家庭といったひとり親世帯では学習重視型で低くな

り，学校外で学習に時間を費やす機会が制限される傾

向にある可能性が考えられる．その反面，父子家庭で

球技系スポーツ型や武道重視型で高く，日常的にスポ

ーツに取り組んでいる人が多いと考えられる． 

5) 世帯年収のオッズ比に着目すると，ゲーム熱中型，球

技系スポーツ型，インドア娯楽型，音楽・舞踏活動型

では300万円未満世帯に対して他の年収区分で高い結

表-6 クラスターごとの二項ロジスティック回帰分析結果 

2006年 base base base

2011年 1.04 (0.99-1.09) 1.04 (0.98-1.09) 0.89 (0.84-0.94) **

2016年 1.64 (1.57-1.72) ** 0.96 (0.91-1.01) 0.71 (0.67-0.75) **

2021年 1.55 (1.48-1.63) ** 1.59 (1.51-1.68) ** 0.47 (0.44-0.51) **

小学 base base base

中学 0.50 (0.48-0.52) ** 0.65 (0.62-0.68) ** 2.96 (2.80-3.13) **

高校 0.93 (0.90-0.97) ** 0.60 (0.57-0.63) ** 1.62 (1.52-1.72) **

男性 base base base

女性 1.63 (1.58-1.69) ** 0.33 (0.32-0.35) ** 0.63 (0.60-0.66) **

夫婦＋子ども base base base

夫婦＋子ども＋両親 1.03 (0.97-1.09) 0.99 (0.92-1.06) 1.13 (1.05-1.21) **

夫婦＋子ども＋ひとり親 1.03 (0.97-1.09) 1.08 (1.00-1.15) * 1.06 (0.99-1.14)

父子世帯 1.32 (1.09-1.60) ** 0.97 (0.77-1.23) 0.86 (0.66-1.11)

母子世帯 1.01 (0.94-1.10) 1.24 (1.13-1.36) ** 0.87 (0.78-0.96) **

300万円未満 base base base

300万円~600万円未満 0.81 (0.77-0.86) ** 1.22 (1.14-1.30) ** 1.03 (0.96-1.11)

600万円~1000万円未満 0.66 (0.62-0.69) ** 1.22 (1.14-1.31) ** 1.14 (1.06-1.22) **

1000万円以上 0.62 (0.58-0.66) ** 1.10 (1.02-1.19) * 1.13 (1.05-1.23) **

政令指定都市 base base base

15万人以上都市 1.01 (0.95-1.08) 1.02 (0.95-1.09) 1.11 (1.02-1.20) *

5万人以上15万人未満都市 1.07 (1.00-1.14) . 0.94 (0.87-1.01) 1.25 (1.15-1.35) **

5万人未満都市 1.00 (0.93-1.08) 0.92 (0.84-1.00) . 1.36 (1.24-1.50) **

町村 1.00 (0.93-1.07) 0.97 (0.89-1.05) 1.33 (1.21-1.46) **

0.55 ** 0.44 ** 0.14 **

3109.49 ** 3848.01 ** 2859.85 **

2006年 base base base

2011年 1.12 (1.05-1.21) ** 0.84 (0.77-0.91) ** 1.29 (1.16-1.44) **

2016年 0.73 (0.68-0.79) ** 0.74 (0.68-0.80) ** 1.51 (1.36-1.68) **

2021年 0.54 (0.50-0.59) ** 0.58 (0.53-0.64) ** 2.13 (1.92-2.36) **

小学 base base base

中学 0.98 (0.92-1.05) 1.37 (1.27-1.48) ** 3.04 (2.70-3.43) **

高校 0.65 (0.60-0.70) ** 1.24 (1.15-1.34) ** 4.41 (3.92-4.96) **

男性 base base base

女性 1.74 (1.65-1.85) ** 4.53 (4.22-4.87) ** 1.43 (1.33-1.54) **

夫婦＋子ども base base base

夫婦＋子ども＋両親 0.87 (0.79-0.97) ** 0.92 (0.83-1.03) 0.84 (0.73-0.96) *

夫婦＋子ども＋ひとり親 0.92 (0.83-1.02) . 0.90 (0.81-1.01) . 0.84 (0.73-0.96) *

父子世帯 0.61 (0.39-0.94) * 0.78 (0.51-1.20) 1.03 (0.69-1.54)

母子世帯 0.99 (0.86-1.14) 1.03 (0.88-1.20) 0.80 (0.67-0.96) *

300万円未満 base base base

300万円~600万円未満 1.04 (0.94-1.14) 1.23 (1.10-1.37) ** 0.97 (0.86-1.10)

600万円~1000万円未満 1.30 (1.18-1.43) ** 1.48 (1.32-1.65) ** 0.99 (0.88-1.11)

1000万円以上 1.46 (1.31-1.63) ** 1.81 (1.60-2.04) ** 1.14 (1.00-1.30) .

政令指定都市 base base base

15万人以上都市 0.90 (0.82-0.99) * 0.90 (0.81-1.00) * 0.86 (0.76-0.97) *

5万人以上15万人未満都市 0.83 (0.75-0.91) ** 0.79 (0.71-0.88) ** 0.81 (0.72-0.92) **

5万人未満都市 0.79 (0.70-0.89) ** 0.79 (0.70-0.90) ** 0.87 (0.75-1.02) .

町村 0.83 (0.74-0.94) ** 0.74 (0.65-0.84) ** 0.84 (0.73-0.98) *

0.10 ** 0.03 ** 0.01 **

1012.64 ** 2460.76 ** 1199.15 **

2006年 base base base

2011年 0.98 (0.87-1.11) 0.93 (0.82-1.07) 0.97 (0.77-1.24)

2016年 0.83 (0.73-0.94) ** 0.50 (0.43-0.58) ** 0.66 (0.51-0.86) **

2021年 0.53 (0.46-0.62) ** 0.41 (0.34-0.49) ** 0.85 (0.66-1.10)

小学 base base base

中学 1.56 (1.39-1.76) ** 1.12 (0.96-1.29) 1.32 (1.05-1.67) *

高校 0.84 (0.74-0.96) * 1.52 (1.32-1.75) ** 1.14 (0.89-1.45)

男性 base base base

女性 0.41 (0.37-0.46) ** 0.68 (0.60-0.75) ** 1.25 (1.04-1.49) *

夫婦＋子ども base base base

夫婦＋子ども＋両親 1.29 (1.11-1.52) ** 0.85 (0.69-1.04) 0.85 (0.60-1.20)

夫婦＋子ども＋ひとり親 1.10 (0.93-1.30) 0.82 (0.67-1.00) . 0.79 (0.56-1.12)

父子世帯 0.79 (0.42-1.50) 1.39 (0.79-2.43) 1.20 (0.45-3.25)

母子世帯 0.75 (0.58-0.97) * 0.93 (0.71-1.22) 1.01 (0.64-1.57)

300万円未満 base base base

300万円~600万円未満 0.95 (0.81-1.11) 1.00 (0.84-1.21) 1.20 (0.88-1.64)

600万円~1000万円未満 0.96 (0.82-1.13) 1.04 (0.87-1.25) 1.13 (0.83-1.55)

1000万円以上 0.78 (0.64-0.95) * 1.18 (0.96-1.45) 0.97 (0.67-1.42)

政令指定都市 base base base

15万人以上都市 1.47 (1.18-1.83) ** 0.95 (0.78-1.16) 1.17 (0.81-1.69)

5万人以上15万人未満都市 1.58 (1.27-1.97) ** 0.99 (0.81-1.21) 1.19 (0.82-1.73)

5万人未満都市 1.85 (1.46-2.36) ** 0.87 (0.68-1.12) 1.38 (0.90-2.10)

町村 1.68 (1.32-2.13) ** 0.90 (0.71-1.14) 1.52 (1.01-2.28) *

0.03 ** 0.03 ** 0.01 **

561.16 ** 267.45 ** 33.33 *

N=63895 **:p<0.01, *:p<0.05, .:p<0.1

オッズ比(95%信頼区間)

調査

年度

所属

性別

世帯

構成

変数
I インアクティブ型 II ゲーム熱中型 III 球技系スポーツ型

オッズ比(95%信頼区間) オッズ比(95%信頼区間)

都市

階級

VI 学習重視型

世帯

年収

都市

階級

世帯

年収

世帯

構成

IV インドア娯楽型 V 音楽・舞踏活動型

定数項

変数

調査

年度

所属

性別

尤度比検定統計量

IX 多活動ボランティア型

オッズ比(95%信頼区間) オッズ比(95%信頼区間) オッズ比(95%信頼区間)

オッズ比(95%信頼区間) オッズ比(95%信頼区間)

世帯

年収

都市

階級

定数項

定数項

変数

調査

年度

所属

世帯

構成

性別

オッズ比(95%信頼区間)

VII 武道重視型

尤度比検定統計量

尤度比検定統計量

VIII 多活動アウトドア型
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果となった．また，インアクティブ型では年収が高い

区分ほどオッズ比が顕著に低くなることが示された．

すなわち，低所得世帯では球技系スポーツや趣味・娯

楽に時間を費やす子どもが少ない反面，あまり活動を

していない子どもが多く存在することが示唆される． 

6) 都市階級のオッズ比に着目すると，政令指定都市に対

してその他の区分で球技系スポーツ型や武道重視型で

低く，インドア娯楽型，音楽・舞踏活動型，学習重視

型では高い傾向が見られる．すなわち，規模の小さい

都市や町村部ほどスポーツに時間を費やす人が多くな

り，反対にデジタルの活動を除く趣味・娯楽に時間を

費やしている子どもは大都市に居住しているほど多く

なると考えられる．このような実態の背景には，規模

の小さい自治体ほど人口当たりのスポーツ施設が充実

しており 24)，地方部ほど環境が充実している傾向にあ

ることが要因として考えられる． 

 

8．おわりに 

 本研究では，子どもの課外活動の実施状況を網羅的かつ

経年的に把握を行った．以下に成果をまとめる． 

1) 17 種類の活動分類を用いて，「子どもが放課後や休日

にどのような活動をどれだけ実施しているか」につい

て，全国を対象に実施された生活行動調査を用いて把

握を行った．その結果，活動の種類によって子どもの

実施率や年間実施日数には大きな差があることが示さ

れた．その中で，活動単体だけでなく，アウトドアや

ボランティア志向のある子どもは他の多様な活動も併

せて行う傾向にあるといった，特徴的な生活行動のパ

ターンも確認された．本分析を通して，これまで局所

的・断片的にしか捉えられてこなかった子どもの課外

活動の実態について，全国を俯瞰して捉えることが可

能となった． 

2) 生活行動パターンの異なるクラスターを抽出し，構成

割合の経年変化を分析することで，「子どもの課外で

の過ごし方がどのように変化しているか」という視点

も明らかになった．その結果，子どもの生活行動の全

体的な傾向として，ほとんどの活動の実施が限定され

る子どもが経年的に増加していることが示された．す

なわち，活動の有無や頻度だけでなく，「活動しない

こと」そのものが子どもの生活行動として定着しつつ

あるという，新たな構造変化が映し出されたと言える．

近年の調査では，子どもが「家でゆっくり過ごす」こ

とを望む傾向が強まっていることが報告されており 25），

こうした傾向は，子ども自身が体験につながる活動を

自発的に回避するような生活行動の変化として捉えら

れる．単に子どもに活動機会を提供するだけでなく，

それぞれの関心や好奇心を引き出し，「やってみたい」

という内的動機づけを促すために，子ども自身が複数

の活動の中から興味のあるものを自由に選べるような

放課後プログラム等の構築が重要であると考えられる． 

3) 一方で，生活行動パターンごとに子どもの属性的特徴

には明確な違いがみられ，小規模自治体に居住するほ

ど，様々な趣味・娯楽に多くの時間を費やす子どもが

少ない傾向にあることが示された．この背景には，小

規模自治体においては生活関連サービスや学習支援施

設等が地域内に十分に存在しないという状況がある 26)

ことが推測される．その反面，大都市においては施設

自体は一定程度整備されているものの，人口当たりの

スポーツ施設の整備状況は地方部の方が充実している

ことが示されており 24)，必ずしも子どもが自由に活動

できる環境が十分に確保されているとは言いきれない．

実際に本研究でも，政令指定都市に居住する子どもは

スポーツに多くの時間を費やす傾向が他地域よりも弱

いことが確認された．例えばドイツ・ベルリンでは，

各地区において子どもの遊び場面積に関する人口当た

りの量的基準を設定し，地域間で格差のない空間整備

を推進している 27)．このような先行事例に学びつつ，

我が国においても，地域にかかわらずすべての子ども

が多様な活動にアクセスできるよう，活動空間の整備

や近接性の確保を図ることが求められる． 

4) また，地域差にとどまらず，所得や世帯構成といった

社会的属性による差も顕著であった．ロジスティック

回帰分析の結果，低所得世帯や父子家庭ではインアク

ティブ型のオッズ比が高く，他の条件を統制しても，

これらの家庭に属する子どもではほとんどの活動を実

施しない生活行動が多く見られることが示唆された．

さらに，低所得世帯ではスポーツや趣味・娯楽に時間

を割く子どもが少ないこと，母子家庭では自主的な学

習に多くの時間を費やす子どもが少ない傾向にあるこ

とも確認された．このように，社会的属性によって子

どもの生活行動に明確な傾向の違いが生じており，体

験格差が構造的に存在することが示された点は，本研

究の政策的有用性を裏付ける成果である．すべての子

どもが多様な活動を経験できる社会の実現に向けて，

経済的状況にかかわらず芸術・文化・スポーツ等に触

れる機会を保障するための支援体制の強化に加え，無

償または低廉で利用可能な活動空間を地域内に確保す

ることといった都市施策も一定の意義を持つと考えら

れる． 

 なお，本研究では子どもの課外活動を網羅的に把握した

上で個人の類型化を行ったが，同一類型内でも活動内容や

頻度に個人によるばらつきがあることには留意が必要であ

る．また，子どもが活動を実施したくてもできないのか，

あるいは自分の意志で活動しないのかという意識について

は本研究からは把握できていない．このような心理的側面

を把握することや，活動を支える施設や人的資源の実態を

明らかにすることが，今後の課題として挙げられる． 
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1．研究の背景と目的 
人口減少時代の到来に対し、コンパクト＋ネットワーク

の空間構造を全国土に展開する「国土のグランドデザイン

2050」１）が2013年に示され、集約化する拠点は都市域のみ

でなく中山間地域等についても必要性が指摘されている。

こうして基幹となる集落に地域活動の場などを集約・確保

する「小さな拠点」の形成が推進されている。そして、そ

れに対応した土地利用制度としては、2015年に「小さな拠

点」形成を促進するため「地域再生土地利用計画制度」が

創設され、農振除外や農地転用許可の手続きが円滑化され

る農地法・農振法の例外措置を活用できるようになった。

しかし、現在までに「地域再生土地利用計画」が策定され

た実績はない２）。 
それに対し、フィンガープランに代表される厳しい土地

利用規制を行ってきたデンマークにおいて、農村地域（１）の

持続性に必要な新たな開発機会を含めたコンバージョンビ

レッジ（omdannelseslandsbyer / conversion village,以下 CV）
制度が導入されている３）。こうした土地利用規制の緩和に

は、欧州において1990 年代以降、経済的繁栄、環境の質、

社会的平等を国土全体でバランスよく促進する観点から、

空間計画の考え方が規制的アプローチから戦略的計画へと

転換４）したことが背景にある。 
CV 制度に関する既往研究としては、制度導入後の制度

の紹介５）の他、CV 指定が 4 年に 2 地区に限定され、課題

を抱えた多くの農村集落に対応できないこと６）や従来の制

度を不必要に複雑化した制度に過ぎない点７）が指摘されて

いる。しかし、何れも創設された制度への問題提起であり、

運用実態からの評価は行っていない。 

一方、運用実態に関する研究として、文献 8）では地方

主要4 都市周辺の人口減少が進む農村地域では、農村開発

を行うためのツールとしてCV は使用されておらず、都市

縁辺地域で活用できる制度ではないかと考察している８）。

しかし、ツールとして使用されていない理由や具体の制度

内容には触れていない。また、文献9）は運用事例よりCV
制度が夏季住宅地域（１）を対象としないことに言及するも

ので、一般的な農村集落を対象としたものではない９）。そ

れに対し、文献10）では、農村集落を対象とするCV指定

3地区の運用実態を分析対象としている。そして、CV制度

は、今後、日本においても都市域以外での集約化する拠点

形成等の土地利用を考えるにあたって、集落持続に必要な

開発を許容しつつ、過度な開発を抑制する方策として示唆

を与えてくれる制度であると考察している１０）。しかし、制

度創設間もない調査分析であり、CV 指定がその後の土地

利用に与えた影響や、各地区の開発方針･計画の実現や集落

持続性に寄与しているかの検証には至っていない。 
そこで、本研究ではこれまでに指定された 9 市 13 地区

のCV のうち、最も初期に指定された3 地区の指定後の開

発許可の動向とCV 指定自治体におけるCV 制度に対する

評価と指定後の対応を把握することで、制度の課題と効果

を検証することを目的とする。 

2. 研究方法 
1)計画法に基づいて策定される空間計画に関する計画等は、

計画農村地域庁が管理する Plandata.dk１１）においてデジタ

ルで公開することが計画法で義務付けられており(計画法

§54b)１２）、市民や関係当局が閲覧可能な公文書として利用

されている。本研究では、Plandata.dk１１）掲載の計画法§35
に基づき市が作成・発行する開発許可書より、CV 地区内

およびその周辺地域(CV境界線から2kmの範囲)（２）におけ

る農村地域の開発許可（３）の実態を把握する。なお、調査対

デンマーク計画法2017 年改正で導入されたコンバージョンビレッジ制度の課題と効果の検証

コンバージョンビレッジ指定3地区の指定後の動向からみて 

Verification of the Issues and Effects of the Conversion Village System Introduced by the 2017 Revision of the Danish 

Planning Act 

Based on Behavior Following the Designation of Three Districts Designated as Conversion Village 

鶴田佳子*・小塚遥仁** 
Yoshiko Tsuruta*, Haruto Kozuka** 

This study researched the districts operating the Conversion Village system, introduced in the Danish Planning Act to 
create attractive residential areas in rural zones. 
The research found that in the case of development type, the regulations limiting the scale of development did not 

match the district's development vision, and the Conversion Village designation was cancelled. 
In the case of environmental conservation type, while development was restricted by the framework designation 

equivalent to the land use zoning, the system was used as a method to realize the development vision for the district by 
formulating a local plan to achieve the development vision. However, we point out the problem of area designation, as 
it has become more limited than the original vision. 
Keywords: Conversion Village, Rural Zone, Development Permission, Danish Planning Act, Municipal Plan 

コンバージョンビレッジ, 農村地域, 開発許可, デンマーク計画法, コムーネプラン 
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象は、最も初期に指定された文献10）の調査対象のCV指

定 3 地区(①Skåstrup 地区(Nordfyns 市,2017 年指定)、②

Tørsbøl 地区(Sønderborg 市 ,2017 年指定)および③Ny 
Stenderup地区(Faaborg-Midtfyn市,2019年指定))とし、CV指

定後にあたる過去5年分 (2019年7月~2024年7月)の開発

許可を分析対象とした（４）。そして、各市の空間計画のマス

タープランであるコムーネプラン記載のCV 指定目的に沿

った開発がCV地区内に誘導されているかを考察する。 
2) CV指定3地区のうち、開発型運用及び環境保全型運用

と見做せる運用事例から各1地区を調査対象とし（５）、当該

地区が存する市に加えCV 指定背景に関与した住民組織も

調査対象とした。具体的には、Ny Stenderup地区の住民組

織はコムーネプランに記載されるCV の指定目的のベース

となったアクションプラン「Landskabsbyen NY Stenderup 
handleplan」１３）を市と協働で作成した組織「Ny Stenderup 
Neighbourhood Association」である。また、Tørsbøl 地区の

住民組織は、Sønderborg 市独自の住民参画制度である「ス

ナボーモデル」の基礎となる住民組織「農村ギルド(landsb
ylaug)」の一つに数えられる「Kværs, Tørsbøl og Snurom農

村ギルド」である。各農村ギルドが作成する地域開発計画

はコムーネプランに反映され、農村地域での開発は住民参

画のプロセスを保証するスナボーモデルの枠組みの中で行

われるとされている（６）１０）。  
なお、インタビュー調査は、事前に質問項目を伝えてお

き、回答に応じて質問内容を柔軟に対応させる半構造化イ

ンタビュー（７）（８）（９）で行い、CV 指定自治体における CV
制度に対する評価と指定後の対応を把握する。 
 
3. デンマーク土地利用制度の概要 
デンマークの空間計画の基本法である計画法(Planloven)  

の 2007 年改正（１０）により、それまで郡が担っていた農村

地域を含め、市が都市地域・農村地域両方の計画を担当す

ることとなった。そして、市作成の空間計画のマスタープ

ランであるコムーネプランが土地利用の中心的な計画とし

ての役割を担っている３）。 
デンマークの土地利用制度の枠組みとして、計画法§34

によってデンマーク国土は都市開発や公共目的のために指

定される都市地域(byzone)、夏季利用の住宅地域として指

定される夏季住宅地域(sommerhusområde) 、上記２つ以外

の農村地域(landzone)の3つのゾーンに分割されている１２）。

国土全体のうち都市地域が6.3％、農村地域が92.4％を占め

る１４）。これらのゾーン区分はコムーネプランによって定め

られるが、市が策定するローカルプランによって、農村地

域から都市地域や夏季住宅地域へ転換できる（計画法§

15(2) 1））１２）。一方で、ローカルプラン策定後もそのまま農

村地域に留まる選択肢もあり、積極的な開発は行わず、集

落の景観保全や文化的歴史的価値の保護のための開発規制

を目的とする「農村地域のローカルプラン」として一般的

なローカルプランとは区別されている１０）。なお、農村地域

で指定されるCV 内においてもローカルプランは策定可能

であるが、その場合は「農村地域のローカルプラン」に該

当する。また、ローカルプランでは建築物の用途や形態規

制を定めるが、策定には併せて日本の用途地域に相当する

フレームワークを指定し、その内容をコムーネプランに定

める必要がある１０）。 
 
4. CV制度の概要 

2017年計画法改正により、農村地域の開発許可について、

空き家や廃校となった校舎等の増加や農業形態の大規模化

に対応して、使用されていないすべての用途の建築物の利

活用や新たな農業生産施設の建築を可能とする規制緩和が

行われた。併せて、農村地域の新規開発の機会として、魅

力的な居住地を創出するためのCV 制度が創設され、その

後、2019年計画法改正でコムーネプランへの記載が義務づ

けられた「農村地域と集落に関する戦略的計画」に基づい

てCVは指定されることとなった３）。 
CV は開発志向のローカルプランとは一線を画する制度

として、大規模開発が必要な集落を対象とせず、農地を保

全しつつ人口・産業の維持にとって最小限の開発を認める

持続可能な集落を目指した制度として創設されている３）。

そのため制度創設時にはCV は人口減少集落での指定に限

定されていた。しかし、運用事例が伸び悩む中１５）、2023年
計画法改正で「人口減少地域または人口減少のない地域」

(計画法§11a (1) 22))が追加され、人口減少集落の条件を外

している１２）。 
また、コムーネプランで定める日本の用途地域に相当す

るフレームワークについては、ローカルプラン策定には併

せて指定する必要があるが、CV 指定には必須でなく、長

期的にみて発展の余地を含む際は、フレームワークを指定

する場合があるとしている１６）。 

図3 Ny Stenderup 地区のフレームワーク   
文献10) 掲載図に著者加筆 

図1 Skåstrup地区の 
フレームワーク 

文献10) 掲載図に著者加筆 
図2 Tørsbøl地区のフレームワーク 
文献10) 掲載図に著者加筆 
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5. 調査対象CV指定3地区の概要 
調査対象の①Skåstrup 地区、②Tørsbøl 地区および③Ny 

Stenderup地区のCV指定背景を見ると、①は地区周辺の夏

季住宅地域を支える地域として、住宅、飲食店や小規模店

舗建設の促進、②は多様な自然を持つ魅力を活かした高齢

者や多世代居住のための住宅建設といった、何れも地域特

性を踏まえた開発機会創出を目的とした開発型運用である。

一方③は群島、キャンプ、乗馬等様々な体験のできる自然

が豊富に存在する Faaborg-Midtfyn 市に位置しており、移

住・定住機会の創出に加え、自然景観保全や2017年計画法

改正で緩和された農村地域の開発抑制を目的とした環境保

全型運用である１０）。3地区の CV指定前後のフレームワー

クを見ると、①は住居業務混合地区のままで2.5ha拡大(図
1)、②は住居地区から住居業務混合地区へ変更・拡大(図2)
に対し、③は業務地区・住居業務混合地区から農業地区に

変更・拡大し、既存建築物と関連しない新たな建設が行わ

れる場合はローカルプラン策定を義務づけている(図 3)１０）。 
また、②Tørsbøl地区については、住民組織「Kværs, Tør

sbøl og Snurom 農村ギルド」が作成した地域開発計画１７）

に推奨される行動の一つとして記載されている「Kværs と
Tørsbølの道路沿いに高齢者および公共住宅の建設」と前述

のCV 指定目的が合致している。③Ny Stenderup 地区につ

いても同様に、「魅力を失った Ny Stenderup 通り沿いを中

心とした集落から、Ny Stenderupの美しい自然を生かした

景観都市」を目的として掲げる市と住民組織「Ny Stenderu
p Neighbourhood Association」が協働で作成したアクション

プラン１３）がCV 指定の背景となっている。さらにNy Ste
nderup 地区は、国がCV 制度創設の検討過程で参考とした

地区（８）でもあり、目的達成のための具体的方策としてアク

ションプラン１３）に示す「沿道から離した土地に住宅を再配

置」は、CV運用指針１８）で示すCV 適用想定パターン（１１）

の一つである「沿道集落における住宅再配置」と合致する。 
 
6. CVおよびその周辺地域の開発許可の実態 
6 -1. 農村地域の開発許可の概要 
農村地域に建築物を建設する場合、建築者は建築許可に

加え、開発許可（３）を市議会に申請する必要があり３）、計画

法§35-37 に開発許可の関連規定がある。加えて国作成の

「農村地域の管理運営に関する運用指針」(以下、運用指針)
１９）があり、1）農村地域において新たな住宅を建設する場

合は、原則として境界線が定められた集落内、CV内、住居

系のローカルプラン指定地域内が開発許可の対象エリアと

なること、2）業務系建築物は都市地域（１）に配置する必要

があり、コムーネプランの例外規定なしでは許可されない

こと等も示されている２０）。なお、調査対象CV指定3地区

は、CV 指定前は何れも境界線を持たない集落であったた

め、新たな住宅建設はCV 指定によって開発許可対象とな

ったと考えられる１０）。 

表1に計画法§35-37で定める主な規定(表1の太字)に加

え運用指針１９）で示す具体の開発内容を(1)農村地域におけ

る開発許可が必要となる開発、(2)開発許可の際に必要とな

る手続き、(3)開発許可が不要となる開発別にまとめた。 
計画法§35 (1)では農村地域の開発は「新規開発」「敷地

の分割」「用途変更」の3つに区分され、開発許可が必要で

あると規定する。さらに「用途変更」については§35 (10)
で既存建築物を複数の住宅に分割とすることが可能である

と規定されている。また、§35 (2) ~ (12)では、開発許可は

周辺住民に通知後 2 週間経過しないと許可されないこと

(§35 (4))やデジタルでのみ公表が可能 (§35 (8))など、開

発許可の際に必要となる手続きが規定されている（表 1）。 
また、計画法§36 (1)では開発許可が不要となる開発が

規定され、ガレージ等などの小規模建築物の建設や通年住

宅の500㎡までの増改築等がその対象となる。さらに§36
 (2)~(12)では§36(1)で規定される開発許可が不要となる開

発の中でも許可が必要となる場合の例外規定を定めている。

例えば、許可不要となる農林漁業に必要な建物建設(§36(1)
 3))では既存建築物に無関係な開発は許可が必要(§36(2))
となる（表 1）。加えて、計画法§37(1)～(5)は余剰建築物

（利用されていない冗長な建築物,overflødiggjorte bygninge
r/redundant buildings）について規定している。具体的には

§37(1)~(3)で余剰建築物の用途変更には開発許可が不要で

あることを規定する。また、§37(4)では同一敷地内に複数

の余剰建築物がある場合は1棟のみを住宅利用できること、

§37(5)では§37(1)(2)の例外規定として、自然保護法に基づ

く砂丘保護線および海岸保護線内の余剰建築物には小規模

店舗や住宅を設置できないことが規定されている（表 1）。 
6-2. CV指定3地区および周辺地域の開発許可の傾向 

CV指定3地区およびその周辺地域の過去5年分(2019年
7 月~2024 年 7 月)の開発許可書を調査した結果、何れの開

発許可も計画法§35(1),(10)および運用指針１９）に対応する

開発内容であることを確認した。規定する条文（一部、運

用指針記載内容を含む）別に開発許可の具体の内容を表１

の右側「開発許可件数（位置・内容）」に記載した。また、

開発許可の位置については、CV ごとに図 4 に示した。な

お、特に各地区の開発方針に沿った開発と判断できた開発

許可については「地域の魅力創出のための開発」として図

4に赤枠で示している。 
6-3. Nordfyns市Skåstrup地区の開発許可の実態 

Skåstrup 地区の過去 5 年間の開発許可はCV 内で 3 件、

CV周辺地域で9件の合計12件であった(図4)。5章で前述

した通りSkåstrup 地区のCV 指定は「住宅および飲食店や

小規模な店舗の建設の促進」を目的としていたが、上記の

開発許可のうち6件(ABEHIJ)が新築住宅建設との記載であ

り、3 件(BEI)はCV 内、他の3 件(AHJ)はCV 外であった。

6-1 で前述した通り、新たな住宅建設は境界線が定められ

た集落内、CV 内、住居系のローカルプラン指定地域内で

のみ許可されるが、CV外の3件は既存住宅の取り壊し(AH)、
火災での損傷による既存住宅の解体(J)を条件とした開発

許可であった。このことから、既存宅地内の建替えであれ

ば開発許可の対象となることが分かった（８）。また、開発許
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可書には何れも承認理由が記載されているが、CV 内の 3
件についても、過去に住宅のあった敷地での建築を条件に

開発許可されていることを確認した。 

加えて、これら住宅建設6件の開発許可の承認理由を見

ると、上記の「[1]以前に住宅のあった場所」と「[2]周囲の

景観と調和する様式」は全ての事例で、近隣住民への配慮

敷地の分割 1
園芸⽤地,果樹園設置,林地造成などのための区画整理

新築の通年住宅,別荘の建設 1件(D:別荘) 8(3)

住宅の⼤規模な改築,改装 ＊⼤規模な改築,改装：⼀般的に構造の⼤部分を変更 2(1)

⽕災後などの⼤規模な修復⼯事（以前と同様の設計,場所,規模,⽤途に限る）
＊特別な事情(⾮合法な建物であった場合,建物の寿命がわずかの場合)は許可されない
⼩規模建築物（50㎡〜100㎡のガレージ,カーポート,サウナ,温室など）の建設
＊100㎡を超える⼩規模建築物は許可されない

2件(G:サウナ,
E:カーポート(50㎡超))

5(1)

乗⾺場の設置 2件(BH:既存の乗⾺場) 2件(BF:乗⾺場) 4(1)
畜産施設（スラリータンク,厩舎）,排⽔施設（ポンプ場など）の設置

1件
(I:太陽光発電システム)

3(1)

運送会社の設置（景観・環境への配慮,既存インフラの利⽤などが条件）
⼈⼯湖の設置（農業に商業的に必要である場合を除く） 6件(AGJLMN ) 6

2件(A:ジップライン,
C:公園,3つのシェルター)

3(2)

住宅等の⽤途変更（6週間未満の⽤途変更は短期とみなされ許可不要） 4(1)

既存の建物に複数の住宅を設置（既存の住宅を2つに分割することも可能） 1(1)

既存の建物へのデイケアセンター,保育園などの設置 1
§35 (2) ローカルプランが必要となる開発ではそれが策定されるまで開発許可されない 38(11)
§35 (3) 沿岸近接地域では国家計画上で軽微な影響だとみなされる開発に限定される
§35 (4) 開発場所の周辺住⺠に通知してから2週間が経過するまで開発許可されない
§35 (5) §35 (4)について開発許可内容が軽微なものである場合は通知されない
§35 (6) 申請者は開発許可の決定について書⾯で通知を受け取らなければならない

§35 (7)

§35 (8)

§35 (9)

§37 (4) 同⼀敷地内に複数の余剰建築物がある場合は1棟のみ住宅利⽤可能
§37 (5) 砂丘保護線・海岸保護線内にある余剰建築物には⼩規模店舗や住宅設置不可

§36 (1) 1) 農業⽤地とそこに⽴つ住宅の敷地の分割
§36 (1) 2) 保全林業の対象となる20ha以上の林地確保のための区画整理
§36 (1) 6) ⾃然保護区域,ローカルプランの範囲での新規開発,敷地の分割,⽤途変更
§36 (1) 13) ⼟地購⼊委員会と⼟地所有者の合意による不動産取得に伴う敷地の分割

§36 (1) 3)

§36 (1) 4) 養殖場に必要な⼩規模建築物(照明⽤マスト,飼料サイロ,⾮常⽤酸素タンクなど)

§36 (1) 8)

§36 (1) 9) 既存建築物へのアンテナ設備の設置
§36 (1) 10)

§36 (1) 14)

§36 (1) 15)

§36 (1) 16)

§36 (1) 17)

§36 (1) 19) §36 (1) 17)に関する設備⽤キャビネット,⼩屋（最⼤2㎡,最⼤⾼さ3m）

§36 (1) 20)

§36 (1) 1) 農業義務の切れた農業⽤地に建つ商業⽤住宅の通年住宅利⽤
§36 (1) 5) 農業⽤地にない既存建築物の農業,林業,漁業⽤利⽤
§36 (1) 7) ⼟壌からの天然原料の採取（鉱物資源法に基づく許可が必要）
§36 (1) 11) 農村地域の通年住宅の別荘への転⽤（付属する住宅を含む）
§36 (1) 12) フレキシブル住宅(＊1)の別荘利⽤から通年住宅利⽤の再開

§36 (1) 18)

§37 (1)

§37 (2)

§37 (3) §37 (1)に基づく建物に関連する⼩規模な保管施設

③
開
発
許
可
が
不
要

敷地の分割

新規開発

⽤途変更

§35 (10)

1件(L:庭園を技術⽤地に⽤途変更)

1件(K:特別⽀援児童のための学校)
合計件数

1件
(F:テニスコートの設置)

⽤途変更

①
開
発
許
可
が
必
要

敷地の分割

§35 (1)
1件(L)

新規開発

§35 (1)

3件(C:キャノピー, G:ガレージ(50㎡超),
D:⾞両保管⽤ラウンドアーチホール)

農村地域における開発許可 開発許可件数（位置・内容）      ※アルファベットで⽰す位置は図4と対応             ⾚字：CV内の開発

計画法条項 開発内容 合計

＊1フレキシブル住宅：通年住宅を⼀時的に別荘として利⽤し、のちに通年住宅を再開する権利を持つ住宅
＊2⼩規模事業：2017年計画法改正前は従業員5⼈までの事業であったが現在は特定の評価により決定される

レクリエーション⽬的の施設設置
＊私的な⽬的によるレクリエーションに適さない地域への設置は許可されない

ホテル,レストラン（既存の建物に設置される場合も含む）
キャンプ場,公園,スポーツ施設（テニスコート,サッカー施設など）

技術施設の設置
環境影響評価（EIA）を必要とする施設
エネルギー施設（バイオガス,⾵⼒タービンなど）

2件
(I:太陽光発電システム,

D:浸透施設)

2件(K:機械⽤別棟,
E:⼩屋の外構)

7件(E：⼆⼾建て住宅,
ABEHIJ：⼀⼾建て住宅)

2件(F:付属建物を住宅,
B:厩舎を住宅に⽤途変更)

1件
(H:別館を別荘に⽤途変更)

1件
(C:農家を住宅2軒に分割)

Nordfyns市
Skåstrup地区

Sønderborg市
Tørsbøl地区

Faaborg-Midtfyn市
Ny Stenderup地区

太字：計画法により規定
細字：運⽤指針１９）に記載

開発許可の決定では異議申し⽴てに関する規則(対象者,申請,処理)を記載しなけ
ればならない

開発許可の公表では異議申し⽴てに関する規則(対象者,申請,処理)を記載しなけ
ればならない

通年住宅の増改築(500㎡まで)【§36(10)に例外規定有(フレキシブル住宅(＊1))】

農業,林業,漁業に商業的に必要な建物の建設
【§36(2)に例外規定有(既存建築物に関係なく建てられるもの)】

⼩規模建築物（50㎡以下のガレージ,カーポート,サウナ,温室など
住宅に付属,増設する建築物に限る）の建設

24時間監視業務(農業,畜産業など)従事者の介護者⽤住宅住宅の建設【§36(2)
(既存建築物に関係なく建てられるもの),§36(4)(砂丘,海岸保護線内)に例外規定有】
旧農業⽤建物に設⽴された⼩規模事業(＊2)の増改築(500㎡まで)(§37に基づく建
物限定)【§36(4)に例外規定有(砂丘海岸保護線内)】
⼩規模店舗（延べ床⾯積250㎡以下）で延べ床⾯積が250㎡を超えない増改築
(§37の建物限定)【§36(5)に例外規定有(砂丘海岸保護線内,開発地域外)】
既存のマスト,サイロ,煙突へのアンテナや関連する無線モジュールの設置（建物
⾼さが変化しない場合）

余剰建築物に設⽴された商業事業の増改築(500㎡まで)(§37の建物限定)
【§36(5)に例外規定有(砂丘,海岸保護線内,開発地域外)】

年⾦受給者（§36 (8)-(12)に基づく）が別荘に通年居住するための権利
（通年住宅に変更はされない）
農業⽤余剰建築物の他の⽤途利⽤（過去5年以内に建てられたものでない場合,⼤
規模な改築や増築をしない場合に限る）
余剰建築物の他の⽤途利⽤（過去5年以内に建てられたものでない場合,⼤規模な
改築や増築をしない場合に限る）

②
開
発
許
可
に
必
要
な
⼿
続
き

開発許可はデジタルデータで公開する(ローカルプランに基づくものは省略可)

表1 農村地域の開発許可の対象および許可不要となる開発・CV3地区における開発許可 

図4 CV指定3地区およびその周辺の開発許可位置１１） 

【Ny Stenderup地区】 

500m 

250m 

地
域
の
魅
力
創
出
の
た
め
の
開
発 

人
工
池
の
設
置 

そ
の
他
の
開
発 

住
宅
の
建
設 

凡
例 

【Skåstrup地区】 

500m 

A~Lは表1位置に対応 

A~Iは表1位置に対応 

A~Nは表1位置に対応 

【Tørsbøl地区】 

500m 

N 

N 

N 
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に該当する[4]~[6]も(A)を除く事例で承認理由として挙げ

られていることを確認した(表2)。さらに、「[7]沿岸地域へ

の影響が少ない」ことや「[8]Natura2000（１２）に抵触しない」

ことも承認理由として挙げられ、Skåstrup 地区周辺の夏季

住宅地が持つ魅力を保全しつつ、開発が進められていると

推察する。 
また住宅以外では、特別支援が必要な子供のための学校

の建設(K)、庭園として利用されていた土地に将来太陽光発

電を設置するための用途変更(L)の開発許可を確認した。加

えて、テニスコート設置(F)のための開発許可もあり、観光

志向のビジネスやレジャー活動の機会を広げることを目指

す２１）Skåstrup地区の開発方針に合致した許可もされている

ことが窺えた。 
以上のように、CV 内および周辺地域で開発許可された

住宅建設は何れも既存宅地内の建替えに相当する開発であ

り、CV指定により可能となった開発は確認できなかった。 
6-4. Sønderborg市Tørsbøl地区の開発許可の実態 

Tørsbøl 地区の過去 5 年間の開発許可はCV 内 5 件、CV
周辺地域4件の合計9件であった（図4）。5章で前述した

通り Tørsbøl 地区の CV 指定は「道路沿いの高齢者および

公共住宅の建設」を目的としていたが、住宅の建設に関す

る開発許可は確認されなかった。ただし、付属建物や厩舎

を住宅に用途変更する開発許可(FB)が確認された。 
また住宅以外では、圃場の浸透施設や太陽光発電の設置

(D,I)のほか、公園内に開発許可なしで設置されていた既存

の遊具(A)や3つのシェルター (C)（１３）および既存の乗馬コ

ース(BH)について、設置後に開発許可を行った事例を複数

確認した。 
なお、以上の9 件の開発許可事例は何れもSkåstrup 地区

と同様にCV指定なしで許可可能な開発であった。 
6-5. Faaborg-Midtfyn市Ny Stenderup地区の開発許可の実態 

Ny Stenderup地区の過去5年の開発許可はCV内で4件、

CV周辺地域で10件の合計14件であった（図4）。 
5 章で前述した通りNy Stenderup 地区のCV 指定は「集

落の境界線を広げ、通りから離した土地に住宅を再配置す

ることで、より魅力的な景観を形成し、移住・定住機会の

創出」することを目的としている。それに対し、住宅に関

する開発としては、CV 外の境界線沿いで新築別荘と記載

する開発許可が1件(D)確認されたが、この別荘もSkåstrup
地区の住宅と同様に[1]以前に住宅のあった場所での建設

であった。また、[2]周囲の景観や[4]近隣住民に配慮するほ

か、敷地から南東 800m の森林エリアで発見されたヤマネ

への影響がないことも条件とし開発許可されており (表 2)、
Ny Stenderup 地区の魅力的な自然環境に配慮した開発が行

われていると考えられる。  
 住宅以外では、太陽光発電設置のほか、合計6件の人工

池の設置に関する開発許可がされていることを確認した

(AGJLMN)。これらの人工池の設置は、何れも地域の動植

物の環境を保全するため行われており、アクションプラン

記載のNy Stenderupのもつ美しい自然を生かした景観都市

を目指す、地域の魅力創出のための開発と考える。さらに、

乗馬場の設置に関する開発許可 2 件(BF)についても、

Faaborg-Midtfyn市の群島、キャンプ、乗馬等様々な体験の

できる豊富な自然環境を活かした地域の魅力創出のための

開発が行われていると考える。なお、何れの開発も上記 2
地区と同様に、CV指定なしで許可可能な開発であった。 
 
7. CV制度運用の課題とその後の対応 
7-1.Tørsbøl地区（開発型運用事例） 
 Sønderborg 市コムーネプランにおいて基本計画を実現す

るための規定を示すガイドライン（１４）の中で、CV につい

て「都市成長(byvækst/urban growth)」とみなされる閾値に

達しない程度の住宅開発が認められることを規定している
２２）。このことは、CVが集落維持にとって必要最小限の開

発を認める制度であることを示していると言えよう。なお、

「都市成長」とみなされる具体の基準は明記されていない
（１５）が、市へのメールによる追調査（７）によれば一般的に

は 10 ユニットの住宅建設が閾値として運用されていると

のことであった。しかし、Tørsbøl地区では、CV指定後に、

この「都市成長」とみなされる閾値と高齢者や多世代居住

をターゲットにした住宅の建設を目的とした開発方針との

ミスマッチが明白となり、Sønderborg 市はCV 廃止を決定

している（７）。ただし、市へのインタビュー調査によれば、

CV 廃止後も具体的なエリアは決定していないが新たな住

宅地の開発意向は現在も継続している（７）。このことは、C
V指定前の「住居地区」「公共地区」より開発対象が多岐に

及ぶフレームワーク「住宅業務混合地区」がそのまま残さ

れたことにも反映されている。 
7-2. Ny Stenderup 地区(環境保全型運用事例） 

Faaborg-Midtfyn 市では 2015 年に沿道集落から景観都市

を目指すアクションプラン１３）が作成されている。そして、

将来ビジョンとして、植栽による景観の改善や住宅の集約

/移転などの「既存住宅へのアクション」、森の端や中への

「新たな建設」及び「地域住民のコミュニティ強化」とし

て公園やバス停周辺施設整備等が提案されている(表3)。ま
た、住宅再配置先となる新たな住宅建設の候補地も具体に

示され(図 5 赤丸)、当初はこれら住宅の再配置先を包括し

た CV 指定範囲が想定されていた(図 5 赤枠)。しかし、実

際に指定されたCV は想定されたエリアの一部に限定され 
(図 5 水色ハッチ)、アクションプランの将来ビジョンと実

際のCV指定がマッチしない結果となった。 

表2 住宅建設に関する開発許可の決定理由１１） 

A B E H I J D
[1]以前に住宅のあった場所 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
[2]周囲の景観と調和する様式 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
[3]既存住宅が解体される 〇 〇 〇
[4]近隣住⺠への影響が少ない 〇 〇 〇
[5]近隣住⺠からの反対無し 〇 〇
[6]近隣住⺠からの反対意⾒を考慮 〇
[7]沿岸地域への影響が少ない 〇 〇 〇
[8]Natura2000に抵触しない 〇 〇 〇
[9]ヤマネへの悪影響なし 〇

開発許可決定の理由
Nordfyns市
Skåstrup地区

Faaborg-Midtfyn市
Ny Stenderup地区
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一方で、2011年から「都市再生及び都市の整備に関する

法律(lov om byfornyelse og udvikling af byer)」に基づく住宅解

体補助制度により、国および市からの補助金による空き家

解体の動きが始まっている（８）（９）（１６）。例えば、同一敷地内

において沿道から住宅をセットバックする再配置(図 6)や
バス停隣接の空き家を市主導で解体した土地を住民組織

「Ny Stenderup Neighbourhood Association」が買い取り、フ

ァンドを申請し、公園整備が行われている（９）(図7)。前者

は CV の目的(沿道から離した場所に住宅を再配置)に一致

し、後者についても、アクションプランに記載のある「小

規模開発の計画(バス停周辺の施設)」に含まれており(表 3
図内白字)、住宅解体補助制度の活用によりアクションプラ

ンの実現が図られていると見ることができる。 

表4 ローカルプラン2023-11の計画内容２３） 
文献23) p.33掲載図に著者加筆 

100ｍ 

図6 セットバックされた住宅(左:2011年 右:2023年) １１） 

図7 住宅解体後バス停周辺に設置された公園 
(左:2011年 右:2023年 下:全体写真)１１） 

図5 当初のCV境界線候補と実際のCVエリア１３）（８） 

プラン名 Landskabsbyen NY Stenderup handleplan
集落を「沿道集落(vejkantsby)」から「景観都市」へ再構築

将来ビジョン
⽬的

既存住宅へのアクションと新たな建設の機会

各住⺠が⾏う開発
・植栽
・⽣垣の移動
・道路と反対側

の⽣垣の撤去
(景観を開放的に
するため)

⼩規模開発の計画
・空地(⾃然が広がる)
・シティゲート
・⽣垣の撤去
・バス停周辺の施設

(駐輪場,給⽔所
遊具,果物販売所)

中規模開発の計画
・新規の⼩道
・公園
・業務地区の緑化

地域住⺠の
コミュニティ強化

道路から40m離した位置への建設を推奨

表3 アクションプラン(2015年作成)の内容１３） 

文献13) p.39掲載図に著者加筆 
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その後、CV指定の5年後となる2024年にCV内に限定

されるものの、アクションプラン実現を目的に、開発は景

観の価値を損なわない場合にのみ可能とする「農村地域の

ローカルプラン2023-11」２３）が策定されている。その理由

は、5章で前述の通り、CV指定時に変更されたフレームワ

ーク「農村地域」では、新規開発は既存建築物と関連のあ

る場合に限定する規定になっていたためである。実際に前

述の6-5の開発許可事例から、Ny Stenderup地区ではCV内

で住宅の新規開発が行われていないことを確認しているが、

ローカルプラン指定によって規定される基準に従った開発

であれば既存建築物に関連しない新規開発も可能となった。 
具体的には、表4に示すようにローカルプランは6つの

サブエリアに分割され、各サブエリアに設置できる建築物

の用途と形態規制、住宅形式(戸建 or2 戸建 or テラスハウ

ス)が定められた。そして、ローカルプラン計画範囲内で開

発を行う際は農村地域における開発許可手続きが不要と規

定されている。さらに、各サブエリアで新たに敷地の分割

を行うことが可能となっており、6-1 で述べた 3 種類の開

発のうち「用途変更」を除く「新規開発」「敷地の分割」を

規定していると見ることができる。 
以上より、アクションプランで示す既存宅地外への住宅

の再配置を可能とする計画となっているものの、限定的な

CV 指定範囲に留まり、当初想定された森の端は再配置先

として選択できなくなったと言えよう。また、アクション

プランでは住宅建設はNy Stenderup道路から40m以上を推

奨としていたのに対し、ローカルプランでは騒音に関する

ガイドライン（１７）に適合する場合を除き、建築不可とする

範囲を道路騒音影響のある20m以内とする規定である。こ

のことからも、CV が限定したエリアになったことが影響

していることが窺える。一方で、建築不可とする緑地エリ

ア・展望エリアの指定も行われており、魅力的な自然を生

かした景観都市を目指すNy Stenderupの将来ビジョンを反

映したローカルプランであることも読み取れる (表4）。 
 
8. 結論 
開発型運用事例のTørsbøl地区では、「都市成長」とみな

されない範囲に限定する開発規模と新たな住宅建設を目的

とした地区の開発方針とが合致せず、CV 指定を取り消し

ていることが分かった。このことから開発志向のローカル

プランとは一線を画する制度として創設されたCV 制度は、

農地を保全しつつ人口・産業の維持にとって最小限の開発

を認める持続可能な集落を目指した制度として、コムーネ

プランで位置づけ運用されていることが確認できた（１８）。

また、環境保全型Ny Stenderup地区については、農村地域

ならではの自然を生かした、より魅力的な景観を形成し、

移住・定住機会の創出を目指して、沿道住宅の再配置先と

して、森の端に新たな建設を可能とすることを想定してい

た。しかし、アクションプランの再配置候補地を含まない

限定的なCV 指定となったことで、当初の集落将来ビジョ

ンで構想する魅力的な住まい方を十分達成できるCV 指定

には至らなかった。デンマークの空間計画は、市が策定す

るコムーネプランをマスタ―プランとし、国は国益に照ら

し合わせて市との協議・調整を行っているため２４）、最終的

に決定されたコムーネプランの規定と地区の開発方針にず

れが生じたと推察する。 
一方で、農村地域では集落境界線内、CV 内および住居

系のローカルプラン指定地域を除き、住宅の許可対象は既

存宅地内の建替えのみという厳しい土地利用規制を行うデ

ンマークにおいて、Ny Stenderup 地区が保全型で集落の範

囲を超えた新たな住宅建設先を得るために、CV 指定は一

定の効果を果たしていると見ることができよう。 
また、環境保全型Ny Stenderup地区では、フレームワー

ク「農村地域」で開発を抑え、魅力的な自然や景観を保全

しつつ、住民協議を経て作成されるローカルプランで集落

の規模・景観に適した開発のための基準（用途・形態規制・

敷地分割など）を規定する。このことによって、市が住民

組織とともに作成したアクションプランで示す将来ビジョ

ンを実現するツールとしてCV 制度が利用されていると見

ることができる。しかし、新たな建設を可能とするローカ

ルプラン策定が2024年6月であったため、CV指定に沿っ

た開発誘導は現時点では確認できなかった。 
一方で、CV 指定 3 地区内およびその周辺の農村地域の

開発許可の事例考察から、テニスコートや乗馬場、人工池

の設置など、コムーネプランで位置づけられる各CV 地区

の開発方針に合致した魅力創出や太陽光発電施設のための

開発許可が行われていることが分かった。住宅開発は集落

内やCV 内にコンパクトに限定するが、農地や自然環境を

保全しつつ、集落の持続性に必要な開発を市が住民協働で

定める計画に従って、許可手続きを行い判断していると考

える。このことは2007年計画法改正で市が都市地域・農村

地域両方の計画を担当し、市作成のコムーネプランがデン

マークの空間計画のマスタープランになったことが背景に

あると考える。 
今後、日本においても、都市域以外での集約化する拠点

形成や集落持続性に寄与する土地利用を検討するにあたっ

ては、こうした市が都市と農村地域に跨る一体的な土地利

用計画を行い、かつ、開発許可制度を運用するといった抜

本的な見直しが必要なってくると考える２５）。しかし、各市

のコムーネプラン策定にあたっては、国は国益に照らし合

わせて市との協議・調整を行っており、前述した通り、CV
運用市が想定した各集落での持続発展の取組みと国が示す

限定的な開発規模や指定範囲との齟齬も明らかとなった。

市が空間計画のマスタープランを担いつつ、国と市が実際

にどのように双方型・協議型２４）で進める空間計画制度の中

で調整を行っているのかは今後の研究課題としたい。 
 なお、本論文は日本都市計画学会都市計画報告集23巻4
号(2025)掲載の「デンマーク計画法改正で導入されたコン

バージョンビレッジ制度の運用実態からみた評価」２６）に、

デンマークの土地利用制度やより詳細な開発許可制度に関

わる説明等を加筆したものである。 
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【補注】
(1)デンマーク国土は都市開発や公共目的のために指定されている都市地域、夏

季利用の住宅地域として指定されている夏季住宅地域、上記 2 つ以外の農村地

域の3つに分割されている３）。なおデンマークの土地利用制度は3章で詳述。 
(2) CV 集落から最短距離の集落を含まない範囲を調査対象とすることとし、距

離が最長であった Tørsbøl地区-Kværs地区間(Sønderborg市)2kmを基準とした。 
(3)計画法では都市地域（１）と夏季住宅地域（１）を除く農村地域において建築する

場合は、建築許可とは別に市議会による「農村地域における許可(landzonetilladel
se)」が必要と規定されているが、その内容は日本における開発許可に相当する

と判断し、本論では「農村地域における開発許可」とした。 
(4)開発許可は5年で失効し再申請が必要になるためPlandata.dkには5年分のみ

掲載されていることからも5年分を調査対象とした。 
(5) Skåstrup地区(Nordfyns市)も開発型運用と見なせるが、近接する夏季住宅地を

支える地域としての側面を併せて持つため、本研究では一般的な農村集落とし

てTørsbøl地区を対象とした。 
(6) Sønderborg 市では2007 年自治体再編（１０）によって規模が拡大した自治体の

住民の声を確保することと、農村地域と中心市街地の勢力の均衡の維持を目的

として市独自の住民参画制度「スナボーモデル」を構築し、国および他市からも

注目されている。農村ギルドは農村開発の参画や集落レベルでの統一体として

機能することを目的とし、住民 200～1000 人未満の集落に設立可能であり、地

域開発計画作成の義務がある一方で会議活動等の予算として、年間7,500 dkrが
割り当てられる。2024年9月時点での設立数は37である２４）。 
(7) Sønderborg市役所及び住民組織「Kværs, Tørsbøl og Snurom農村ギルド(Kvæ
rs-Tørsbøl-Snurom)」の同席の上インタビュー調査を2024年9月3日に行い、メ

ールでの追調査を2024年9月～2025年1月に行った。 
(8) Faaborg-Midtfyn市役所へのインタビュー調査を2024年9月5日に行い、メ

ールでの追調査を2024年9月～2025年1月に行った。 
(9) Faaborg-Midtfyn 市住民組織「Ny Stenderup Neighbourhood Association (Ny St
enderup Beboerforening)」へのインタビュー調査を2024年9月5日に行った。 
(10) 2007 年計画法改正は地方自治体再編に伴う改正であり、自治体の規模を拡

大させ、医療福祉、都市計画、環境問題等多様な分野における専門性の高い人材

配置と質の高いサービスの実現を目指したのもので、14の郡（アムト)が廃止さ

れ5つのレギオンとなり、271の市は98に統合された１０）。 
(11)CV 運用指針１８）で示すCV 適用想定パターンには、 (ⅰ)沿道集落における

住宅再配置、(ⅱ)レクリエーションおよび産業のポテンシャルのある集落、(ⅲ)
自然環境や農業を活かした新たな居住スタイルの３つがある。 
(12) EUが定める絶滅危惧種や希少種の繁殖地や生息地となっている地域。 
(13)公園内の遊具と3 つのシェルターの開発許可については、文献10)において

も、設置後に開発許可を行った事例として紹介されている。 
(14) 各市の空間計画のマスタープランであるコムーネプランは土地利用方針を

示す「基本計画」、基本計画を実現するための規則を示す「ガイドライン」、土地

利用方針に基づく地域区分（日本の用途地域に相当）を示す「フレームワーク」、

計画の背景を示す「ステートメント」で構成される２７）。 
(15) 計画法§11a(7)「コムーネプランに 12 年に渡り予測される都市成長のため

の地域を設定できる」とあるが「都市成長」の具体の基準は明記されていない。 
(16) 補助金は国と市が共同で50% / 50%(国/市)から80% / 20%の割合で出資さ

れ、市主導、住民主導の何れの解体も対象となる。また、住宅解体には開発許可

は必要ないが、その場所に新しい住宅を建てる場合は開発許可の必要がある（８）。

(17) 環境保護庁は企業や道路交通、風力タービン、飛行場など、多岐にわたって

騒音に関するガイドラインを作成している。道路交通騒音に関しては、農村地域

のレクリエーションエリアで53dBを制限値としており２８）、ローカルプラン20
23-11の騒音に関するガイドラインはこれを基準としていると思われる。 

(18) 同様に、開発型運用Skåstrup 地区(Nordfyns 市)についてもPlandata.dk１１）か
らCV指定取り消しを確認している。 
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* 正会員・日本福祉大学国際学部（Nihon Fukushi University）

1．研究の背景と目的 

1-1．研究の背景 

 人口減少や少子高齢化が進み、社会構造が変化し、また、

価値観やライフスタイルの多様化が進み、地域社会のあり

方が変化する中で、地域では、様々な課題が顕在化してき

た。新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、人々に

生活圏への関心を呼び起こし、人々の眼差しが地域での

日々の暮らしそのものに対して向けられた。さらに、気候

変動への対応を含めた地球環境的観点からの都市や地域の

あり方は喫緊の課題となっている。 
 こうした社会の変化に対応するために、これまでに様々

な施策が展開され、近年は、「コンパクト・プラス・ネット

ワーク」や「ウォーカブルな（居心地が良く歩きたくなる）

まちづくり」、プレイスメイキングや公共空間の利活用等の

取り組みが推進されてきた。 
 自治体は課題へ対応するため、総合計画や都市計画マス

タープラン等様々な計画を策定してきた。近年は、これか

らを見据えた新たなビジョンや計画の策定に取り組んでい

る自治体もある。結果として、対象分野、対象エリア、空

間スケール、事業に応じて、様々な種類の計画（ビジョン）

が策定され、多くの計画が林立している。そんな中で、分

野別計画を一つの計画に統合化する動きも見られる等計画

や計画策定技法のあり方が議論されてきた 1-4)。 
 自治体が計画を策定する際に市民参加の機会を作ること

は一般的になっている 5)。デジタル技術の活用を含めて多

様な参加型技法を用いることで、市民のニーズを把握し、

市民の意見を「行政計画」に反映させてきた。また、ワー

クショップを複数回実施し、その中で、市民のアクション

を構想することも行われてきた。さらに、社会実験等を通

して、地域との相性を確かめながら進めていくアクション

志向の取り組みも広がっている。市民参加の対象も、行政

計画の策定にとどまらず、公共施設や公共空間の整備、公

共施設マネジメント等、多方面に広がっていると同時に、

市民参加のあり方自体が問われている 6)。 
1-2．研究の位置づけと目的 

 都市計画分野では、これまでも、都市計画マスタープラ

ン等を念頭に、計画（ビジョン）の意義や必要性に関して

様々な議論や問題提起がされてきた 7)-9)。日本都市計画学会

の学会誌では、特集テーマとして、「都市計画マスタープラ

ン-今後の課題と展望-（219号：1999.7）」や「都市マスター

プランは進化・深化したか？（348号：2021.1）」が取り上

げられ、都市計画マスタープランの創設時から、現在の状

況までを振り返り、今後を展望している。また、日本建築

学会都市計画委員会による研究協議会では、「新たな価値を

実現するための都市・都市計画の枠組み（2022.9）」や「い

ま、都市に関するプランの役割と機能を考える（2023.9）」
をテーマとし、議論が行われてきた。 
 実際に、計画等において、課題解決だけではなく、これ

からの価値創造を目指し、バックキャスティング思考を取

り入れた自治体、空間や場を「つくる」ことから「つかう」

や「つかいこなす」ことへのシフトを意識した自治体、生

活や暮らし、そして、日常性を重視した自治体、「都市運営」

等多様な主体によるマネジメントの視点を導入した自治体、

また、進行管理の進め方を見直すことを検討する自治体も

出てきている等、これからを見据えた動きが出てきている。 
 ここでは、自治体が計画の将来像やビジョンの実現のた

めに、多様な主体とともに（市民参加により）、どのように

計画を使いこなすのかという視点を踏まえた取り組みのあ

り方が問われている。 
市民参加については、日本都市計画学会の学会誌「都市

社会変化に対応した行政計画と市民参加の関係性に基づく施策展開 

〜愛知県長久手市の取り組みを事例に〜 

Program Development Based on the Relationship between Planning and Citizen Participation in Response to Social Change 
 Through a Case Analysis of Nagakute City 

吉村 輝彦 * 
Teruhiko Yoshimura * 

There is a change from the traditional “residents' participation” to the “citizen participation”.  As society changes, this 
is an opportunity to take a fresh look at how we have been promoting urban design and management, and to rethink 
the nature of “planning” and “participation” itself.  This study examined the relationship between “planning” and 
“citizen participation” in Nagakute City over a period of more than 10 years, and analyzed how “planning” and 
“participation” have been made into policies, institutionalized, and socially structured.  The study also clarified how 
“planning” and “participation” are positioned through reframing the concept of “planning” and “participation” and 
manifested a future direction. 
Keywords: Plan, Citizen Participation, Planning Process, Management, Nagakute City 

計画, 市民参加, 計画策定プロセス, マネジメント, 長久手市 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-783-



 
 

計画」の286号において、「市民参加の到達点」が特集され、

その中で、杉崎は、「都市計画法を中心とした制度創設の動

きにより、「上流（早期）段階からの参加」「発意機会の増

加」「自治体の条例による都市計画への参加の機会の増加」

が確認されるに至っている」としている 10)。また、内海は、

参加研究に関わり、目標設定技術や実現化技術と計画と手

段、そして、参加制度と重ね合わせて、参加の諸相を示し

ている 11)。さらに、杉崎は、「市民参加の意義として、決定

プロセスの透明性の確保、市民のもつ多様なニーズや情報

の把握、対話を通じた解決策の創造」等を指摘するととも

に、課題としても、「総じて参加の機会が増加しているが、

それにより参加する人々が分散し、多様な人たちによる対

話の場を成立させることが難しくなっている」や「そもそ

も増えすぎた計画自体、あるいは参加の場の交通整理が必

要と思われる」と指摘している 12)。その後、「都市計画」の

374号において、「市民参加・協働によるまちづくりと地域

運営のこれから」が特集され、杉崎は、これまでの市民参

加を振り返り、制度的に担保された参加の手続きや地区計

画を中心とした狭域エリアの計画については触れているが、

都市レベルの計画までは言及していない 13)。なお、都市計

画マスタープラン策定における市民参加については、特に、

制度創設から最初の計画策定時に様々な研究が行われた。

また、安富他は、実践事例を踏まえて、これからの市民参

加の展望を示している 14)。 
 一般的に、計画策定への市民参加の機会として、多くの

自治体で、市民アンケート、ワークショップ、説明会、パ

ブリックコメント等多様な手法が用いられている。その中

で、市民の意見の反映のためにワークショップを実施する

ことも多くなっている。ワークショップを選択する理由に

ついて、饗庭は、３つの答え、すなわち、「いいデザインを

するためにやる」「公正なプロセスをつくるためにやる」「人

が育つためにやる」を挙げている 15)。また、木下は、市民

の主体性の契機を強調している 16)。こうした計画策定への

市民参加については、(a)参加することで、一時的な充実感

や満足感は得られたとしても、それが市民の主体性や自分

も関わった自分たちの計画（「公共計画」）であるというオ

ーナーシップの育みにつながらない、(b)市民参加が形式的

に行われた結果、また、ワークショップが想定されたゴー

ルへ誘導的に進められた結果、市民の意見が十分に計画策

定に活かされない、そして、参加者がやらされ感／参加さ

せられ感を抱いてしまう、(c)市民の自発的なアクションを

期待するものの、適切な支援方策が伴わないため、実行に

つながらない、さらに、計画（ビジョン）を通して、市民

の多様なアクションが誘発・喚起されにくい、等の課題が

挙げられる。 
 世古は、2000年前後の時点において、これまでの行政主

導の、また、対行政の「住民参加」から、多様な主体と協

働して進める、これからの「市民参加」への変化と市民参

加ブームの危うさを指摘していた 17)-18)。参加の本質的な意

味や方法の真摯な検討の必要性は、2025年時点においても

同様な状況である。同時に、行政が進める政策や事業、計

画づくりへの市民参加だけではなく、市民が一主体として、

私発で実践する多彩な取り組みが広がる等新たな参加の様

相を見せている。 
 このように、これまでの市民参加の到達点や計画策定へ

の市民参加の課題は整理されてきた。しかし、行政計画と

の関係を射程に入れた市民参加の議論は十分にされている

わけではない。市民が計画への意見の反映のために参加す

るのか、行政の事業実施の際の受け皿（代替的な担い手）

として参加するのか、あるいは、一主体として、また、行

政と連携や協働するパートナーとして参加するのか。自治

体が市民参加をどのように捉え、位置づけるのかが問われ

ている。 
 社会が大きく変化する状況において、自治体にとっては、

改めて、これまでの地域づくりの取り組みや進め方を見つ

め直し、「行政計画」及び「市民参加」のあり方を捉え直す

機会となっている。そこで、本研究では、自治体の「行政

計画」及び「市民参加」に関わる取り組みを、その変遷や

経緯を含めて整理することを通して、自治体が両者をどの

ように捉え、位置づけ、また、両者がどのような関係の中

で、取り組みを進めているのかの実態を明らかにするとと

もに、今後のあり方を示すことを目的とする。 
 本研究では、自治体の「行政計画」及び「市民参加」の

捉え直し、そして、両者の関係性に着目して、今後のあり

方までを射程に入れて議論をするところに、独自性がある。 
1-3．分析の視点 

 本研究では、自治体の「行政計画」及び「市民参加」の

それぞれの捉え方と両者の関係性を見る。そのため、第一

に、自治体が、計画をどのように捉え、また、その計画策

定への市民参加をどのように位置づけ、実際にどのような

取り組みを行ってきたのか、第二に、計画策定後の計画実

現に向けて、市民のアクションを喚起し、市民参加を促進

するための仕組みやプロセスを、どのように計画に位置づ

けてきたのか、第三に、そもそも、行政が、市民参加を施

策として展開する上で、市民の参加をどのように捉え、ま

た、位置づけてきたのか、そして、実際に、どのような取

り組みを行ってきたのか、第四に、自治体が取り組みを進

めることで、どのような変化が生まれ、結果として、どの

ような波及効果等の成果を生み出してきたのか、という視

点から事例を分析する。 
1-4．事例の選定と研究の方法 

 本研究では、事例として、全国的に見て、これからの「行

政計画」及び「市民参加」のあり方を射程に入れた先駆的

な取り組みを行ってきた愛知県長久手市を選定する。 
 長久手市は、名古屋市、豊田市の中間に位置し、市街化

された西部エリアと市街化調整区域として自然環境を守る

ため開発を抑制してきた東部エリアに分かれており、コン

パクトなまちである。市の東西を鉄道路線としてリニモが

結び、交通利便性も高まった。沿線には、大学や大型商業

施設が立地している。 
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 長久手市の面積は、21.55km²、人口は約 6万 1千人、平

均年齢は 41.4 歳（2024 年 5月 1 日時点）であり、全国的

にも若いまちである。2012年1月に市制を施行し、現在の

長久手市となった。 
 このように、長久手市では、立地条件や交通の利便性の

良さも重なり、人口増加の傾向があるものの、将来の人口

減少と急激な高齢化を視野に入れ、小学校区を単位とした

参加や協働のまちづくりを進めてきた。具体的には、2050
年を見据えて、行政主導から市民主体への転換を目指して、

「市民主体のまちづくり」や「市民主体の計画づくり」を

標榜し、様々な取り組みを行っている。長久手市の長年の

取り組みの経緯や背景を分析することで、今後の「行政計

画」及び「市民参加」に向けた示唆を得られる。 
 本研究で対象とする「行政計画」として、長久手市の計

画行政において重要視される「まちづくり未来ビジョン」

や「総合計画」、そして、「都市計画マスタープラン」及び

「立地適正化計画」を取り上げる。また、「市民参加」につ

いては、「長久手市みんなでつくるまち条例」及び関連する

取り組みと「地域協働計画」に加えて、「市民主体のまちづ

くり」や「市民主体の計画づくり」を取り上げる。 
 研究の方法として、長久手市のこれまで政策や計画文書、

広報誌等の収集及びその内容を踏まえた分析、計画策定に

関わり公開されている情報や策定時の議事録の収集及びそ

の内容を踏まえて分析する。筆者自身も、都市計画分野の

計画づくりに関わっており、取り組みプロセスの観察や内

容の確認のための行政職員とのやりとりを踏まえた分析を

重ね合わせて、総合的に考察を行う。 
 
2．長久手市の主要な「行政計画」の内容と「市民参加」と

の関係 

 ここでは、長久手市の主要な「行政計画」について、分

析の視点に基づき、計画間の関係や「市民参加」との関係

を踏まえて、各計画の[1]計画策定の背景、[2]計画の構成、

特に、市民の参加及び協働を含むマネジメントの視点から

[3]計画推進のための方策、[4]計画策定プロセス及びプロセ

スを通した変化の観点から見る。 
2-1．「長久手未来まちづくりビジョン（2015.10）」 

[1]計画策定の背景 
 長久手市では、人口増加を続けると予想されている中で、

いずれ人口減少期に入り、少子高齢化が進展する 2050 年

という長期を見据え、今から時間をかけて対応する必要が

あるとの認識のもとで、2015年10月に、「長久手未来まち

づくりビジョン」を策定した。 
[2]計画の構成 
 この計画は、長久手市に関わりがある一人ひとりを「長

久手人（ながくてびと）」とし、長久手人が2050年にもい

きいきと暮らしている姿を想像し、４つの物語をまとめて

いる。この４つの物語に描かれた未来を長久手で実現して

いくためには、「人をつなぐ」「場をつなぐ」「時をつなぐ」

「夢をはぐくむ」という「４つの要素」が求められるとし

ている。「未来のまちづくりに向けた４つの要素」をもとに、

長期ビジョンがまとめられ、全体テーマを、「人・場・時を

つなぎ 夢をはぐくむ長久手 長久手人こそ私たちの誇り 
気長に手をかけ みんなで未来を拓く」としている。 
[3]計画推進のための方策 
 この計画は、非法定計画であり、市独自の未来に向けた

ビジョンを示したものである。そのため、今後の３回の総

合計画において、その時々の現状や課題を分析し、「未来ま

ちづくりビジョン」の方向性に即して、10年間の具体的な

取り組みを位置づけることにしている。 
[4]計画策定プロセス及びプロセスを通した変化 
 計画策定にあたり、学識経験者等から構成される「長久

手未来まちづくり懇話会」を、2015年1月から7月にかけ

て計７回開催した。また、2050年に主体的な関わりが期待

される若者の意見を反映させる必要があるとの考えから、

「若者座談会」と「中学生作文」を実施した。 
2-2．「第６次長久手市総合計画 2019-2028（ながくて未来

図）（2019.3）」 

[1]計画策定の背景 
 「未来まちづくりビジョン」の策定を踏まえ、行政主導

のまちづくりから、市民と行政が協働する「市民主体のま

ちづくり」の実現に向けた第一歩となる計画として、2019
年3月に、「第６次長久手市総合計画」を策定した。 
[2]計画の構成 
 この計画は、まち全体の将来像として、「幸せが実感でき

る 共生のまち 長久手〜そして、物語が生まれる〜」を掲

げている。また、分野ごとの目指す姿「基本目標」、基本目

標実現のためにすべきこと「政策」、政策実現のための手段

「施策」を位置づけている。 
 将来像の実現のために、７つの分野ごとの「2028年の本

市が目指すまちの姿」を、「基本目標」として定めている。

また、その姿がイメージできるようにするため、分野ごと

に１つの事例を「ながくて未来の物語」としてまとめてい

る。さらに、基本目標を実現するための「取組の方向性」

をまとめている。 
 具体的な事業については、５年間の行程を、「アクション

プラン」として整理している。また、年度ごとの進捗状況

を踏まえ、年度版のアクションプランが策定されている。 
[3]計画推進のための方策 
 「「ながくて未来図」の推進」では、「市民主体のまちづ

くり」の実現に向けて、(1)「長久手市みんなでつくるまち

条例」に沿ったまちづくりの実施、そして、(2)計画を推進

した結果、「将来像」に向かっているのかについて、方向性

を、独自の取り組みである「幸せのモノサシ」で掲げてい

る５つのまちと人の状態を示した指標で確認していく、

PDCAサイクルが想定されている。 
[4]計画策定プロセス及びプロセスを通した変化 
 そもそも、総合計画の策定の趣旨として、「2050 年に向

け、市民主体のまちづくり文化を育む種を蒔こう！」を掲

げており、総合計画の策定において、(1)多くの市民が策定
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に関わること、(2)「まちづくり」を「我が事」ととらえる

市民を増やすこと、(3)市民同士のつながりが生まれ、計画

実行を担う市民を育てること、を意識して、策定作業が進

められてきた。これら３つを達成するため、「知ってもら

う！」「意見をもらう！」「主体的に考えてもらう！」とい

う段階ごとの市民参加の取り組みが実施された。 
 2016年度から、基礎調査が行われた。2017年度からは、

庁内での検討や総合計画審議会での検討に加えて、市民参

加の取り組みとして、テーマ別検討会議や市民まちづくり

計画づくり会議、団体ヒアリング、小中学生からの意見、

学生まちづくり甲子園、パブリックコメント等が行われた。 
 総合計画の策定における議論や「市民まちづくり計画を

つくる会議（2018.4-12）」を踏まえ、基本構想実現のために

市民が取り組むものとして、「長久手市市民まちづくり計画

（2019-2028）」が作成された。ここでは、行政の「施策」に

対して、「市民アクション」が位置づけられている。 
2-3．「長久手市都市計画マスタープラン（2020.3）」 

[1]計画策定の背景 
 2010年3月に策定された「長久手町都市計画マスタープ

ラン」から10年近く経過し、また、「第３次長久手市土地

利用計画（2018.3）」や「第６次総合計画」を踏まえ、2018
年度後半から、改定の検討が開始され、2020年3月に、「長

久手市都市計画マスタープラン」が策定された。 
 前計画は、「はじめに」「現況と課題」「全体構想」「地域

別構想」「計画の実現に向けて」の５つの章から構成されて

いる。「全体構想」では、「基本理念・目標と将来都市構造」

を示した上で、「まちづくりの方針」として、５つの方針を

示している。また、「地域別構想」では、４つの地域に分け

ている。さらに、「計画の実現に向けて」では、「・・これ

までのように行政主導でまちづくりを進めるのではなく、

地域住民の積極的な参加・連携を促し、・・まちづくりを協

働で進めていくとともに、地域住民が主体となって地域の

課題は自らで解決していく自律的なまちづくりを進めるこ

とが求められます・・」との認識を示している。 
[2]計画の構成 
 この計画は、「都市計画マスタープランの位置づけと構成」

「現況把握と課題の整理」「全体構想」「地域別構想」「計画

の実現にむけて」の５つの章から構成されている。「全体構

想」では、「基本理念」「基本的な考え方」「将来都市構造」

を示した上で、「分野別の方針」として、６つの方針を示し

ている。「地域別構想」では、４つの地域に分けている。前

計画と比較して、全体構想の内容に変化が見られる。 
[3]計画推進のための方策 
 全体構想において、基本的な考え方の一つとして、「公共

施設や公共空間の利活用による楽しみ、くつろげる場の創

出に係る活動の継続により、市民協働の土壌が育まれるま

ちを目指す」を挙げ、「都市運営」の考え方が導入されてい

る。そして、その推進のために、分野別の方針の一つとし

て、「都市運営の方針」が位置づけられている。 
 さらに、「計画の実現にむけて」の「市⺠協働によるまち

づくりの推進方針」では、行政と市民との協働によるまち

づくりに関する課題解決の取り組みのあり方を示している。

ここでは、「できることや小さな取組から始め、社会実験な

どの柔軟な対応により、多くの人が気軽に参加し、試行錯

誤しながら、活動を継続する」とし、「この取組を継続し、

経験を蓄積していくことで、地域住民や多様な主体が自ら

地域の魅力の向上やにぎわいの創出に取組む活動である

『エリアマネジメント』の契機とします」としている。行

政と市民との協働による取り組みでは、必ずしも直線的で

はない、PDCAサイクルとは異なる往還的なプロセスが想

定されており、取り組み経験の積み重ねによりエリアマネ

ジメントにつながっていくことがイメージされている。 
[4]計画策定プロセス及びプロセスを通した変化 
 計画の改定にあたり、策定委員会及び庁内に策定部会を

設置し、また、市民参加の機会としてワークショップを開

催した他、パブリックコメントを実施した。 
 第１回策定委員会では、改定における課題の整理として

「都市運営」の視点はなかった 19）。議論を踏まえ、第２回

において、都市運営の視点から課題が整理されるとともに、

方向性が示された 20）。その後、分野別の方針の一つとして

位置づけられることになった 21）。 
 当初は、地域別のワークショップの実施が想定されてい

たが 22）、ワークショップの目的を再確認する中で、計画へ

の市民意見の反映だけではなく、今後の市民のアクション

への契機となることを目指して、「公共空間の利活用」をテ

ーマに実施された。第１回目は、「まちの使い方を考えるス

タートアップ説明会」として開催された。続いて、第２回

目は、「みんなで公共空間の新たな使い方を考えよう！」を、

また、第３回目は、「みんなで公共空間の新たな使い方につ

いて具現化しよう」をテーマに開催された。その後、試行

的な取り組みとして、「まちかどデザイン〜見せる花壇づく

り〜」が実施された。ワークショップでの検討内容を伝え

るために、都市マスニュースが計４回発行された。 
 策定委員会での議論やワークショップを踏まえて、計画

に、「市民との協働によるまちづくりに関する取組のあり方」

を示す図が位置づけられた。 
2-4．「長久手市立地適正化計画（2024.4）」 

[1]計画策定の背景 
 2022 年 10月から、都市計画マスタープランの一部とし

て、「立地適正化計画」の検討が開始され、2024年4月に、

「長久手市立地適正化計画」が策定された。 
[2]計画の構成 
 この計画は、スローガンとして、「長久手らしさを育み、

歩いてみたい、住み続けたいをかなえるまちづくりプラン」

を掲げている。計画は、「立地適正化計画について」「上位

関連計画の整理」「都市構造上の課題」「立地適正化に関す

る方針」「居住誘導区域の設定」「都市機能誘導区域及び誘

導施設の設定」「誘導施策」「防災指針」「計画の進め方」か

ら構成されている。 
[3]計画推進のための方策 
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 「計画の進め方」の「計画の実現に向けた方針」では、

「施策を実施する上でも、「種を蒔く(=役割を担ってもら

う)」ことで、「芽が出て、水を蒔く(=主体性が芽生え、育つ)」
ことにつなげていくこととします」とある。さらに、その

先には、「花が咲く(=「市民主体のまちづくり」が文化とし

て定着する)」ことがイメージされている。その上で、「市

が主体的に施策を実施することを前提としますが、計画の

実現に向けたまちづくりを進めるためには、市民や企業な

ど多様な主体（以下、市民等）との連携が必要不可欠です。

そのため、行政により、本計画で提示するまちづくりのね

らいやイメージの共有、まちづくりを考える機会を適宜創

出し、市民等が主体となりどのように暮らしたいか、どの

ようにまちづくりに関わっていきたいか、どうすればまち

づくりを進めることができるか等を想像しながら、共感し

た市民等によりチャレンジする取組の実践を支援します。

また、まちづくりを考える機会やチャレンジする取組から

得られた経験や実績の検証を繰り返しながら計画の実現を

目指します」と記載されている。そして、様々な機会や実

践からフィードバックを受けながら、往還的なプロセスに

よって取り組みを進めていく「計画の実現に向けたフロー」

が示されている。 
[4]計画策定プロセス及びプロセスを通した変化 
 計画策定にあたり、策定委員会及び庁内に策定部会を設

置し、また、市民参加の機会としてワークショップを開催

した他、パブリックコメントを実施した。 
 策定委員会では、都市を「つくる」から「つかう」を意

識した議論が行われてきた 23)。また、当初は含まれていな

かった「都市運営」に関する事項も議論の対象となった24)。 
 ワークショップは、その目的を再確認し、より身近なア

クションにつながるテーマ「あえて歩いてみたくなるまち

について考えてみませんか？」や「これからも過ごしたい

まち、訪れたいまちについて考えてみませんか？」を設定

し、実施された。ワークショップを通して、実際にちょっ

とやってみようというアクションが生まれる等新たな動き

が出てきた。また、ワークショップでの検討内容を伝える

ために、ニュースレターが発行された。 
 策定委員会での議論やワークショップを踏まえて、計画

に、市民のアクションを応援する「計画の実現に向けたフ

ロー」が位置づけられた。これは、都市計画マスタープラ

ンに記載された内容を更新したものである。 
 計画では、ワークショップで提案されたアクションのア

イデアを含めて、まちの将来像のイメージをイラストとし

て表現している。これは、イメージが市民に対して何らか

のアクションの契機となることを期待したものでもある。 
 
3．長久手市における「市民参加」の取り組みの位置づけ 

 ここでは、長久手市において、「市民参加」の取り組みが

どのように位置づけられ、政策化・制度化・仕組み化され

てきたのかについて、時間軸に沿って、また、「行政計画」

との関係を踏まえて見る。 

3-1．「市民主体のまちづくり」に向けた萌芽的な取り組み 

 長久手市では、市長の所信表明に基づき、「新しいまちづ

くり行程表〜いっしょにつくろう新しいまちのかたち〜

（2012.6）」がまとめられた。ここでは、「一人ひとりの幸福

度が高い「日本一の福祉のまち」へ！」を掲げ、合わせて、

「つながり」「あんしん」「みどり」という３つのフラッグ

（基本理念）を示した。 
 フラッグ１「つながり」は、「一人ひとりに役割と居場所

のあるまち」の実現を目指したものであり、実際に、市民

協働プロジェクト（2013年度-）、ながくて幸せのモノサシ

事業（2013年度-）、地域共生ステーション（2012年度-）や

まちづくり協議会（2015年度-）の設立等、新たな市民協働

の事業や取り組みを行ってきた。 
 市民協働プロジェクトは、2013年8月から、若手職員に

よる「長久手おむすび隊」の結成から始まり、若手市民と

若手市職員が地域のことを地域で考え地域で取り組む「新

しいまちづくりのしくみ」づくりを目指して行われてきた。

ここから、「な」がくて「で」きたてラボラトリー：「なで

ラボ」と名付けられた取り組みが展開された 25)。 
 ながくて幸せのモノサシ事業は、2013年8月から取り組

みが始まり、「ながくて幸せ実感調査隊」「ながくて幸せ実

感広め隊」の活動を踏まえて、「ながくて幸せのモノサシ」

の作成につながった 26)-28)。「第６次総合計画」における将来

像や方向性の進捗状況を確認する上で、このモノサシを活

用することが想定されていた。 
 市民と市職員がともに取り組む市民協働プロジェクトに

参加していた若手職員が近年の取り組みでは、キーパーソ

ンとなっている。 
3-2．長久手市における「市民主体の計画づくり」 

 市長の２期目の所信表明に基づき、「第２次新しいまちづ

くり行程表〜市民主体で実現する「幸せが実感できるまち」

〜（2016.4）」がまとめられた。３つのフラッグの一つフラ

ッグ１「つながり」において、「市民総動員の計画づくり」

が掲げられていた。ここでは、「市民主体のまちづくりを推

進するにあたり、今まで行政主導で策定してきた各種行政

計画を市民主体で策定していきます。中でも、次期総合計

画を平成28年度から平成30年度までの３か年かけて、「市

民がつくり上げる総合計画」を目指し、計画策定の様々な

過程を市民主体で取り組みます」とあるように、これまで

とは異なるアプローチでの展開を目指していた。 
 実際に、「市民主体の計画づくり」として、広報誌やウェ

ブサイトを通して、その年度に策定される計画を示し、市

民の参加を呼びかけている。長久手市のウェブサイトでは、

「市民のみなさんに計画づくりに参加いただくことで、ま

ちへの関心、愛着が生まれ、そこに集まった方たちと知り

合い、つながりが生まれることを期待しています。多様な

考えを持つ人同士が話し合い、意見をまとめるには、時間

がかかりますが、多くの市民のみなさんに参加いただき、

意見を交わすことで、より多くの人が納得できる計画を作

ることができます」と記載されている。 
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 総合計画の策定では、多様な手法が用いられていたが、

「市民参加の計画づくり」では、策定段階でのワークショ

ップ、ニュースレターの発行、案作成段階でのパブリック

コメントが中心になっている。 
3-3．「長久手市みんなでつくるまち条例（2018.7施行）」 

 長久手市では、2016 年 9月から、（仮称）自治基本条例

の制定に向けて、市民と職員で構成する検討委員会におい

て、条例に盛り込む内容を検討し、2017年3月に、骨子を

市長に提出した。その後も議論が積み重ねられ、「長久手市

みんなでつくるまち条例」の素案の作成、11月には、タウ

ンミーティングが、さらに、パブリックコメントが実施さ

れた。2018年第１回市議会定例会において可決され、2018
年7月1日から条例は施行された。 
 この条例は、市民主体のまちづくりの実現に向け、市民、

議会、市それぞれがどのような役割を果たし、どのように

まちづくりを進めていくのか、まちづくりの基本的なこと

を定めている。条例の第4条では、長久手市におけるまち

づくりの基本原則として、(1)情報共有の原則、(2)市民参加

の原則、(3)協働の原則が定められている。 
 条例の第3章「市民主体のまちづくり」の第10条「市民

参加及び協働」の第1項において、「市は、計画の立案、実

施及び評価の過程において、多様な市民参加の機会を 保障
し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます」と示

されている。条例の解説書では、「市民の日常に関わる計画

の立案、実施及び評価を行う過程で、市は、多様な方法（審

議会等の市民公募委員、アンケート調査、参加型ワークシ

ョップ、パブリックコメント等）により、市民参加の機会

を保障します。計画の内容によって、適切かつ効果的な市

民参加の方法を検討します。なお、市民の皆さんから得ら

れた意見等については、市が責任を持って集約し、まとめ、

市政に反映するよう努めます」とある。 
 また、条例の第17条「計画的な市政運営」において、総

合計画を位置づけており、条例の解説書によれば、市は、

第10条に則り、市民参加により総合計画を策定し、これに

基づく市政運営を基本とすること、また、「基本構想は、議

会の議決を経て、決定することを定めている。 
3-4．「長久手市みんなでつくるまち条例に基づく計画等策

定ガイドライン（2020.12）」 

 長久手市では、これまで各課が個別に「情報共有」及び

「市民参加」（以下、「市民参加手続」）に取り組んできたが、

市役所全体のルールや基準のようなものはないとし、結果

的に、市民参加手続に対する共通理解や認識に温度差があ

る中で、政策、施策の計画立案及び事業の方針決定等が実

施されてきたのが現状であると認識されている。そこで、

条例のまちづくりの基本原則に基づき、計画の策定等にお

ける基準として、ガイドラインが作成された。 
 このガイドラインでは、「市民参加手続を行うことは、市

民に方針決定を任せるとか、市民意見を何でも反映させる

ということではありません。市民の意見を十分に踏まえた

行政運営を行っていくことである」と記載され、さらに、

「ガイドラインの活用」として、「「本ガイドラインのとお

りに策定作業を行ったから大丈夫！」ではなく、それぞれ

の計画等の特徴を踏まえ、必要に応じて積極的に市民参加

の機会を設けるとともに、市民主体のまちづくりに向けて

取り組んでいきましょう」と記載されている。 
 市民参加手続について、具体的には、「策定等作業開始か

ら現状と課題の把握・整理の段階」では、アンケート調査、

ヒアリングを、「政策、施策及び事業の計画策定等の検討段

階」では、ワークショップ、意見交換会、ヒアリングを、

「政策、施策及び事業の計画策定等のまとめの段階」では、

パブリックコメント、さらに、「その他」を挙げている。さ

らに、「政策、施策及び事業の計画策定等の検討段階では、

市民と地域の問題を共有し、まちのことに興味を持っても

らう良い機会となります。事業実施時にも継続した市民参

加が期待できることから、協働、市民主体のまちづくりを

意識して取り組む」とし、「全ての市民を対象とした取組と

して「ワークショップ」、または、「意見交換会」のどちら

かの実施を心がけましょう。また、実施にあたっては、地

域によって特色が異なることから、小学校区別での実施に

努めましょう」と記載されている。 
3-5．「長久手市みんなでつくるまち条例検証報告書

（2023.6）」 
 条例に沿った取り組みが実際にどのように展開されてい

るのかについて、条例の第21条に基づき、５年を超えない

期間ごとの検証が求められており、2023 年 6月に、「長久

手市みんなでつくるまち条例検証報告書」がとりまとめら

れた。市民意識調査、市民への意見聴取、市民団体主催の

フォーラムでの意見、庁内ヒアリング、市民団体等へのア

ンケートが行われ、その報告を踏まえ、条例検証会議で検

討され、とりまとめられている。庁内ヒアリングでは、ワ

ークショップへの参加者の固定化等が指摘されており、期

待と課題が共有されていた。 
 報告書は、条例の条文ごとに、主な取り組みやアンケー

ト調査等の結果を踏まえた成果と課題が整理され、今後に

向けた方向性や検証会議での意見等が示されている。 
 報告書の「はじめに」において、「市民主体のまちづくり

推進のための取組は、試行錯誤の繰り返しであり、あらゆ

る方法で検討しながら市民と市が協働して市民主体のまち

づくりへ転換していくことが求められます」との認識を示

していることが重要である。第10条「市民参加及び協働」

については、市民意見の計画への反映の難しさ、達成感や

充実感が得られる取り組みの必要性とともに、市民が活動

を始めるきっかけになることへの期待が示されている。ま

た、自治基本条例で理念を定め、具体的な手法を定める市

民参加条例の制定の検討提案も出されている。 
3-6．「第２次長久手市地域協働計画（2024.3）」 

 2009 年 3月に策定した「長久手町地域協働計画」では、

市民と行政の協働という考え方を浸透させるため、協働の

必要性、協働の原則、協働の進め方等の「協働の定義」を

整理し、また、基本理念として、「みんなで進める共助と自
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治のまちづくり」を示した。さらに、PDCAサイクルによ

り進行管理を行うとした。その後、原則的な項目を、「なが

くて協働ルールブック2010（2010.6）」として、まとめた。

なお、これは、「あいち協働ルールブック 2004」を参考に

独自のルールが追加されたものでもある。 
 その後、「市民主体のまちづくり」を進めていく中で、多

様な協働の形が見られるようになってきたことから、改定

に向けて、2021年度からワークショップや交流会を積み重

ね、2024 年 3月に、「第２次長久手市地域協働計画」を策

定した。計画策定プロセスでは、プロトタイピングの体験

をする等新たなチャレンジが行われていた。 
 この計画では、「長久手らしい協働のあり方」を再定義し、

対話を通して地域課題に向き合う協働のプロセスとその実

践に向けた取り組みをまとめている。中でも、「強くて深い

つながり」ではなく、「ゆるやかなつながり」で協働を醸成

することをビジョンとして掲げていること、さらに、協働

の実践プロセスとして、「観察・共感→課題の定義→創造→
試作（プロトタイピング）→テスト（検証）」を示している

ことが、計画の特徴である。協働の実践プロセスは、従来

の PDCA とは異なり、デザイン思考等で想定されている。 
 
4．考察 
 長久手市の「行政計画」及び「市民参加」の取り組みを

時間軸に沿って整理したのが図１である。以下では、分析

の視点に基づき、取り組みの変遷やその経緯を踏まえて、

考察する。 
[1]行政としての市民参加の位置づけや施策展開 
 長久手市では、これからを見据えた時に、「市民の力を活

かす取り組み」や「市民主体のまちづくり」を進めること、

そして、そのためには、対話を基盤にし、市民の主体性の

発揮の契機となる場や機会が必要であることへの認識があ

った。さらに、取り組みを積み重ねることで、「市民参加」

の土壌づくりにつながることを期待していた。 
 実際に、条例の制定をはじめとして、「参加」や「協働」

を応援する仕組みを整備することで、行政への参加を手続

的に担保し、そして、参加の機会を充実化してきた。こう

した市民参加の政策化・制度化・仕組み化について、松宮

は、地域参加の施策化という観点から、地域参加の促進に

よる市民セクターの活動の充実化というポジティブな側面

と行政が担っていた役割を住民が代替する強いられた地域

参加の拡大化というネガティブな側面という対極的な捉え

方があるとしている 29)-30)。「市民主体の計画づくり」では、

参加により市民の意見を計画に反映させるだけではなく、

市民との連携や協働によって計画の実現、すなわち、事業

の実施を進めていきたい意図も見られた。ここでは、一主

体として市民を捉え、その主体性や可能性を育む取り組み

を進めており、今後は、このような市民参加の捉え方が求

められる。 
[2]計画策定への市民参加の射程 
 長久手市では、「行政計画」と「市民参加」を繋ぐ「市民

主体の計画づくり」として、多くの計画策定において、参

加の機会を作ってきた。「総合計画」の策定では、市民参加

に積極的に取り組み、多様な手法を用いた。結果として、

市民意見の反映だけではなく、市民のアクションとして、

「市民まちづくり計画」が「総合計画」に位置づけられた。

また、「都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」の

策定では、ワークショップを実施する目的を再確認する中

で、当初とは異なる市民のアクションを想定したワークシ

ョップが実施された。計画策定プロセスを通して、計画が

捉え直され、また、市民参加の進め方も変化した。計画策

定を進める上で、改めて市民参加の位置づけを明確にする

ことが求められる。 
[3]計画策定後の計画実現に向けた市民参加の射程 
 長久手市では、計画策定プロセスを通して、市民のアク

ションを誘発・喚起し、応援する仕組みの重要性が共有さ

れる中で、「都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」

に、新たにマネジメントの方針、仕組みやプロセスが位置

づけられ、計画上の変化があった。また、「第２次地域協働

計画」では、デザイン思考等で想定される協働の実践プロ

セスが明示されており、PDCAサイクルから一歩踏み込ん

だ姿を示している。計画自体に、マネジメントの方針や方

策を示すことで、計画策定後の計画実現に向けて、一主体

として市民の参加を想定することになる。 
[4]計画策定後の波及効果 

図１：長久手市における「行政計画」及び「市民参加」に関わる取り組みの変遷 
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 長久手市では、「都市計画マスタープラン」の策定を契機

に、いくつかの動きが見られた。「都市計画マスタープラン」

の実現方策に、マネジメントやプロセスのイメージが記載

されたことで、長久手中央2号公園の再整備に伴うパーク

マネジメントの試行的な取り組みが進められた 31) 。また、

「立地適正化計画」の策定に波及し、アクション志向の市

民参加の取り組みを継続し、さらに、「立地適正化計画」に

独自の内容を記載することになった。さらに、文化の家、

中央図書館、桧ケ根公園エリアの将来ビジョンの検討にお

いても、同様のワークショップが実施された 32）。「行政計

画」及び「市民参加」を捉え直した結果、計画策定後に、

波及効果が生まれ、連鎖的な動きを生み出している。 
[5]まとめ 
 長久手市では、「行政計画」及び「市民参加」を捉え直し、

独自の取り組みを行ってきた。計画への記載内容の変化に

より、計画策定への市民参加の進め方も変化し、さらに、

それ以後の計画に波及するという点で、「行政計画」と「市

民参加」の取り組みが循環し、さらに、計画とそれ以後の

計画が連鎖し、その内容を更新してきた。 

5．結論と今後の課題 
5-1．結論 
 本研究では、長久手市における「行政計画」及び「市民

参加」の取り組みの変遷や経緯を見ることで、自治体がそ

れぞれをどのように捉え直し、また、両者の関係を踏まえ

てどのような取り組みが進められたのかを考察した。 
 長久手市の取り組み事例を通して明らかになったこと、

そして、今後のあり方は以下の通りである。 
[1]自治体は、「行政計画」及び「市民参加」を捉え直すこと

で、独自の取り組みを行うことができる。「行政計画」と「市

民参加」は、相互作用を及ぼす関係にあり、両者の関係を

踏まえた取り組みを行うことで、計画の内容や計画策定へ

の市民参加の進め方に変化を生み出すことができた。「行政

計画」の内容と「市民参加」の取り組みを循環させながら、

さらに、計画とそれ以後の計画を連鎖させながら、更新す

ることができる。 
[2]計画策定後の市民参加を意識することで、計画策定への

市民参加の進め方や計画の内容を捉え直すことができた。

特に、計画自体に、マネジメントの方針や方策を示すこと

は、計画の役割を捉え直すことであり、また、計画実現に

向けて、一主体としての市民の参加を想定し、市民ととも

に計画を実現することが明確にできる。 
[3]市民参加の政策化・制度化・仕組み化により、行政への

参加を手続的に担保すること、参加の機会を充実すること、

参加や協働を応援する仕組みを整備することができた。一

方で、市民参加の施策化は、取り組みの形式化・形骸化、

画一化、そして、「参加させられ感」を生み出す懸念もある。

市民参加のあり方を常に問い直し、また、「行政計画」と「市

民参加」の相互関係を踏まえることで、これからを見据え

た取り組みをすることができる。 

5-2．今後の課題 
 本研究では、自治体の「行政計画」及び「市民参加」の

捉え直し、市民参加の政策化・制度化・仕組み化の取り組

みから、計画策定プロセスを通した計画内容の変化、計画

策定への市民参加の手法の更新、そして、計画策定後の波

及効果を見てきた。今後の課題は、計画実現に向けた具体

的な市民のアクション等を通した成果の把握である。 
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1，はじめに 

1-1 背景 

従来の移住は、送り出し側社会における経済・宗教・政

治的要因等のプッシュ要因と、受け入れ側社会における低

失業率や高賃金、政治的安定等のプル要因により促進され

てきた。一方、現代の移住は必ずしも生活維持のための手

段ではなく、個人の生き方や理想に関する志向が意思決定

に影響を及ぼす傾向が顕著となっている。１）さらに、ICTの

普及に伴い、時間や場所に制約されない就労形態が拡大し、

生活環境や生活様式を重視した居住地選択が一般化しつつ

ある。このように、経済活動を主要因としない移住は「ラ

イフスタイル移住（以下、LM）」と称される。 

BensonはLMを「経済的理由や仕事や政治的理由など伝

統的に主流であった移住理由以外の、より広範な意味での

生活の質を求めての移住」と定義 2）している。長友はこれ

を、「個人の生き方や生活の質に対する願望が移住の意思決

定に大きく影響を与えている現代的な移住」と位置づけ、

移住せざるを得ない状況からの回避ではなく、主体性や希

望に基づく移動である点を強調している 1）。 

LM は移住先により、海外型、観光地型、農村型の三類

型に分類される。特に農村LMは、都市の脆弱性や自然環

境の重要性が再評価される近年において関心が高まってい

る 3）。松本ら 3）は農村LMに関する既存論文を網羅的に検

討し、地域定着プロセスを「移住地域の決定」「職業の決定」

「地域コミュニティへの適応」の三段階に整理した。第 1

段階では、自然豊かで余裕ある暮らしに対する憧憬と地域

環境との適合が移住地決定要因となる。第2段階では、移

住前より就労・起業・就農の準備を進め、移住後は地域の

労働力として機能する一方、都市での職を維持する事例も

増加している。第3段階では、地域ルールの受容や共同活

動への参加を通じて地域に順応し、一員として承認される。

この過程には、活発な共同活動および地元住民の高い受容

意識が必要とされる。 

地方地域は高等教育機関が少なく、高校卒業時の若年層

流出を防ぐことは困難である。このため、人口流出抑制よ

りもUターンの促進や移住者の誘致が重視される。移住者

は、定住人口の増加に加え、地域に新たな発想や知見をも

たらす存在として評価されており 5）、多くの自治体が積極

的な支援策を講じている※1）。 

しかし、農村LM者においても、地域社会やコミュニテ

ィに適応できず離村する事例は少なくない。4）したがって、

移住者の誘致のみならず、定着促進が不可欠である。適応

の成立には、移住者による能動的関与と地域側の受容姿勢

の双方が求められ 3）、これを支援する地域施策の重要性が

指摘される。 

1-2 既往研究の整理 

農村LM研究の既往研究は、主として移住者に焦点を当

て、移住動機や背景を解釈するアプローチが主流である 6）。

例えば、谷垣 7）は移住者の移住動機や心理特性を明らかに

し、それらが移住動機および移住地選択に及ぼす影響を考

察した。塚崎 8）は都市部居住者を対象に、地方移住への関

心の変化を調査し、LM の潮流およびコロナ禍の影響を分

析した。土田 9）は飲食系起業者を対象に、移住動機や起業

促進要因を分析している。また、Iターン移住を対象に、移

住者の社会関係の広がり方と定住との関連を明らかにした

研究 10）もみられる。しかし、これらはLM者の移住理由や

背景、あるいは社会関係に着目したものであり、LM 者の

地域適応プロセスそのものを実証的に論じた研究は存在し

ない。 

一方、LM者に限定しない一般的な移住者の地域適応や

岐阜県飛騨市におけるライフスタイル移住者の地域コミュニティへの適応プロセスとその要因 

Adaptation Process and Factors of Lifestyle Migrants to Local Communities in Hida City, Gifu Prefecture, Japan 

森島明日香*・金度源**・松井大輔***・大窪健之**** 

Asuka Morishima*, Dowon Kim**, Daisuke Matsui***, Takeyuki Okubo**** 

According to Nagatomo's definition, the concept of lifestyle migration, defined as “modern migration in which an individual's 
aspirations for his or her way of life and quality of life have a significant influence on migration decisions.” This study was 
conducted to understand the adaptation process of lifestyle migrants to the local community and its factors. As a result, it was 
found that the adaptation factors can be classified into four major categories: [interaction with residents], [expansion of human 
relationships], [in-depth interaction], and [sense of connection and self-usefulness with the community]. Maladaptive factors can 
be divided into five major categories: anxiety before and during the initial stages of migration, physical isolation, unfamiliar 
environment, mental isolation, and relationships with residents. 

Keywords: Migrants, Lifestyle Migration, Local Community, Adaptation Process, Adaptation Factors 

移住者, ライフスタイル移住, 地域コミュニティ、適応プロセス、適応要因 
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地域住民との関係性に関する研究は一定数存在する。高橋
11）は奄美大島の小規模集落における Iターン者の受け入れ

プロセスを、西村ら 12）は和歌山県色川地区における地区運

営活動を通じた関係成熟の過程を明らかにした。加藤ら 4）

は、沖縄への移住者の社会・コミュニティ適応過程を分析

し、地域内ネットワークの形成やソーシャルキャピタルの

獲得が適応を促進することを示した。また、地元住民との

ネットワークが文化的同化や地域アイデンティティの獲得

に寄与する一方、移住者間のネットワークは適応過程にお

ける心理的負担を緩和することを示唆している。さらに、

加藤ら 13）は移住動機を類型化した上で適応曲線の特徴を

述べているが、適応曲線の多様性を検証することに留まっ

ている。 

1-3 本研究の位置づけと目的 

1-2より、既往研究には「LM者」という特定の移住形態

に着目し、その地域適応プロセスを体系的かつ実証的に検

証した研究が欠如している」という明確なギャップが存在

する。本研究はこのギャップを埋めるべく、LM 者を対象

に地域適応のプロセスを構造的に明らかにすることを目的

とする。この知見は、農村地域における持続的な定住促進

施策の立案や、地域社会の受け入れ態勢の構築に資する学

術的・実務的意義を有する。 

また、本研究では長友の定義に従い、LM を「個人の生

き方や生活の質に対する願望が移住の意思決定に大きく影

響を与えている現代的な移住」1）と定義した。 

 

2，調査の概要 

2-1 対象地域：岐阜県飛騨市について 

 飛騨市は、住みたい田舎ベストランキング※2）で、毎年上

位に選出されている。大都市圏からの交通アクセスに恵ま

れているわけではなく、豪雪地帯という自然条件からも必

ずしも生活利便性が高いとは言い難いが 14）、移住者数は増

加傾向にあり 15）(図1)、その半数以上が40代以下の現役世

代である 16）(図 2)。このような傾向は、経済的必然性より

も自然環境や地域コミュニティといった生活の質や生き方

への志向が移住の動機となっている可能性を示唆する。さ

らに、市は｢ヒダスケ！｣※3）や｢飛騨市ファンクラブ｣※4）と

いった関係人口創出事業を展開しており、長友の定義する

ライフスタイル移住に合致する事例として調査対象として

妥当である。 

      

図 1 移住者数の推移 15）   図2 移住者の年齢構成 16） 

 

 

2-2 調査方法 

表 1 調査対象者一覧 

 
表 2事前アンケートの設問 

 設問 選択肢 

個人属性 年代 選択式 

出身都道府県 自由記述 

移住前の居住地 自由記述 

現在の居住地 選択式 

移住前の職業 選択式 

移住後の職業 選択式 

移住前後の生活変化 自由記述 

移住決断

きっかけ 

移住を考え始めた時期 自由記述 

実際に移住した時期 自由記述 

移住動機 選択式 

移住準備 移住先の候補地 自由記述 

移住先決定時の優先事項 選択式 

飛騨を選んだ理由 自由記述 

移住先での職はどのように決まっ

たか 

自由記述 

移住先の地域住民と移住前から交

流があったかどうか 

あった・な

かった 

前の設問で「あった」とお答えした

方は、どのような経緯で関わりが

生まれたか 

自由記述 

移住後 居住地域において、参加されてい

る地域活動 

選択式 

居住地区内に悩みや心配事を相談

する人、日常的に連絡を取ってい

る人 

地元住民

と移住者

の該当者

数 

居住地区内に挨拶や立ち話をする

人、顔見知りの人 

同上 

 性別 職業 職場 移住時期 

A 男 自営業 飛騨 2020 年 

B 女 経営者 飛騨 2015 年 

C 男 自営業 飛騨 2012 年 

D 男 会社員 高山 2023 年 

E 女 パート＋フリーランス 飛騨 2012 年 

F 男 経営者 飛騨 2018 年 

G 女 会社員 飛騨 2023 年 

H 女 会社員 飛騨 2021 年 

I 男 自営業 飛騨 2022 年 

J 男 会社員 リモート 2019 年 

K 女 自営業 飛騨 2020 年 

L 女 パート＋自営業 飛騨 2023 年 

M 男 会社員 リモート 2019 年 

N 女 会社員 飛騨 2022 年 

O 女 会社員 飛騨 2020 年 

P※6） 女 自営業 飛騨 2018 年 

Q 女 パート＋自営業 二拠点 2020 年 

R 女 会社員 飛騨 2018 年 
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（1）調査の流れ 

飛騨市への移住者※5）に対して事前アンケートと適応曲

線の回答を依頼し、それをもとにオンラインで約一時間の

半構造化インタビュー調査を実施した。その後、対象者の

知人を紹介してもらうスノーボール・サンプリングにより

対象者を集めた。最終的に 18 名の移住者に対し、2024 年

10～11 月末の期間においてインタビュー調査を実施した。 

（2）調査対象者 

 本研究で調査を実施した18名の概要を表１にまとめる。 

（3）事前アンケート 

 調査対象者に回答を依頼したアンケートは、加藤ら４）の

調査を参考に作成し、｢個人属性｣、｢移住決断きっかけ｣、

｢移住準備｣、｢移住後｣の４つのセクションで構成した。各

セクションの設問を表２に示す。 

（4）適応曲線 

 適応曲線とは、横軸を時間軸として移住した時点から現

在までを設定し、縦軸を移住後の生活で感じた心理変化（ポ

ジティブ＋～ネガティブー）とし、曲線変化に関するエピ

ソードを記載したものである。加藤らは地域全体への適応

を調査しているが、本研究では｢地域コミュニティへの適

応｣に関する心理変化を曲線で表現してもらった。＋の心理

状態を「馴染んだ、上手くいった、嬉しい、楽しい」、－の

心理状態を「馴染めない、上手くいかない、辛い、悲しい」

と例示し、それぞれの心理に至った出来事を時間軸に沿っ

て記入してもらった。加えて、下記の補足と図3の記入例

を提示し、回答者間で理解を統一した。評価はあくまで対

象者本人の主観によるものであり、同一の出来事であって

も、例えば自治会への加入を肯定的に捉える者もいれば、

負担感として否定的に捉える者もいる。そのため、全員の

評価が一致することは想定しておらず、本研究ではこうし

た主観的差異を含めて適応過程の多様性として分析対象と

した。 

 本研究における分析上の「地域コミュニティへの適応」

は、①地元住民との関係構築、自治会等の活動参加といっ

た社会的関係の形成、及び②その状況に対して自らを「適

応できている」と認識する心理的状態の双方を含む概念と

して位置づける。本調査では、対象者にこの用語を明示的

に提示していないが、適応曲線の作成にあたり具体的出来

事とそれに伴う心理状態の記述を求めたため、本定義に沿

った解釈が可能である。 

また、本研究において参照する「適応曲線」は、加藤ら
4),13) によって提示された概念であるが、同研究は紀要論文

であり学術的信頼性に限界がある。このため、本研究では

データを整理・可視化するための分析補助枠組みとして位

置づける。適応曲線は、移住者の主観的経験を時系列的に

整理し、段階的な変化を把握できる特徴がある。心理的適

応過程を視覚化することで、文章記述のみでは捉えにくい

心理変化を明確化できるという強みを有する。一方で、適

応曲線は描き手の主観的評価に依存するため、心理変化の

強弱や曲線形状の基準が統一されにくいという限界がある。 

 

図 3 対象者に適応曲線の例として提示したもの 

〈補足〉 

・時間軸はご自身で自由に設定 

・心理変化が生じた時期やタイミングが分かるように記載 

・心理変化にまつわる出来事やエピソードも記載 

・心理変化の上下は、主観で問題ない 

・本調査における「地域コミュニティ」とは、「地元の町内 

会、自治会、農村の寄り合い等地縁的つながりのある様々

な組織や集まりといった地域共同体」と定義※7）しています。 

一部で地域コミュニティへの適応に関連しないエピソー

ドの部分で適応曲線の上下が見られた。本研究では、地域

コミュニティへの適応にフォーカスした適応曲線に揃えて

分析を行うため、インタビュー調査後に、地域コミュニテ

ィにフォーカスした版の適応曲線に修整したものを対象者

に共有し、承諾を得られた適応曲線を用いて分析を行った。 

（5）インタビュー調査 

事前アンケートと適応曲線の回答を深掘りするため実施

した。適応曲線の時系列に沿って曲線変化の理由や意図、

曲線変化にまつわるエピソード、不適応時の心境を中心に

お話を伺った。うち２名はイレギュラーな対応をとった。

B さんは、調査途中で中断を余儀なくされたため、残りの

質問への回答を後日文章でいただいた。Dさんは、適応曲

線の事前作成が困難だったため、インタビュー時に画面共

有しながら適応曲線を作成した。 

2-3 分析対象者 

本研究では、飛騨市に移住した者を対象にスノーボール

サンプリングを用いて調査対象者を抽出した。分析対象者

の選定に際しては、長友の定義するＬＭ移住に該当するか

否かを、アンケート及びヒアリング調査の移住動機に関す

る設問により確認した。その結果、経済的理由を主たる移

住動機とする者はおらず、全ての対象者が上記定義に適合

していた。現段階で飛騨市におけるコミュニティ形成の必

要性を感じていない者（例：二拠点居住者や居住地を模索

中の者）は、分析対象から除外した。最終的な分析対象者

は、表1のQ,Rを除く16名である。 

 

3，調査結果 

本章では、調査結果を整理する。適応曲線の形状や始点・

終点に着目して「適応曲線の形状分類」を行った後、適応

曲線に記載されたエピソードを、KJ法を用いて「適応・不

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-793-



 

 

適応要因の分類」をすることで適応・不適応に至るプロセ

スを把握する。 

3-1 適応曲線の形状分類 

適応曲線の表示にあたり、提出された曲線を正確にトレ

ースしたものを示す。まず、適応曲線に上下変化があるか

を軸に見た結果、右肩上がりとプラス領域で一定の適応曲

線を【一定変化型】と命名した。右肩下がりやマイナス領

域で一定の適応曲線は本調査では無かった。次に、複数回

の上下変化を経た後、直近の傾きが右肩下がりとなってい

るものを【下がり調子型】、直近の傾きが右肩上がりとなっ

ているものを【上がり調子型】と命名した。 

分類の結果、移住先に知人がいない不安を感じる人や、

移住初期に地域住民と関わる機会が無かった人は適応曲線

がマイナスから始まる傾向があった。一方、移住先に既に

知人がいた人や、移住生活に期待を持っていた人はプラス

から始まる傾向が見られた。ここで、曲線の傾きは、終点

の位置にかかわらず適応度合いの変化傾向を示すものであ

る。例えば右肩下がりで曲線が終わる場合、終点がプラス

領域であっても、現状が続けば将来的に不適応となる可能

性があると解釈する。なお、本分類は結論導出に直接的影

響を与えるものではなく、あくまで全対象者の適応曲線を

提示するにあたり、羅列よりも可読性を高める目的で行っ

たものである。 

【一定変化型 】・・・G,I,J,O,P 

一定変化型は、一度プラスになった後はマイナスになっ

ていないという特徴があることがわかる。 

 

 

 

【下がり調子型】・・・C,F,L 

C,F さんの、適応曲線が下がり気味・不適応となった共

通点として、地元住民との関係性が良好ではないことが明

らかとなった。L さんは地域での自己有用感の高まりから

適応曲線がプラスに転じているが、現在は仕事が多忙でボ

ランタリーな活動ができていない罪悪感から適応曲線がや

や下がり気味となっている。LさんはC,Fさんとは異なり、

自分自身の葛藤から曲線が下がっていることが明らかとな

った。 

 

【上がり調子型】・・・A,B,D,E,H,K,M,N 

 上がり調子型は、一度はマイナスになり、何度か曲線が

上下した後にプラス領域となっている共通点がある。 

 

3-2 適応・不適応要因の分類とプロセスの把握 

 本研究において適応曲線は、移住者が地域コミュニティ

に適応または不適応に至った要因やプロセスを把握する手

段として採用したものである。調査で得たデータは、対象

者が地域コミュニティに対してポジティブ（適応）または

ネガティブ（不適応）と認識した具体的エピソードである。

縦軸のプラス領域・マイナス領域は、各エピソードのポジ

ティブ・ネガティブ性を判断するための参考情報に過ぎず、

プラス領域に記入されていてもネガティブな出来事と解釈

される場合やその逆の場合については、調査後に対象者に

確認し、最終的な判断を行った上で分析に反映している。

このように整理したエピソードをもとに、KJ法を用いて適

応要因と不適応要因を分類し、プロセスを把握した。KJ法

とは 17）、心理学など様々な分野において質的データの分析

方法として利用される手法の一つである。名刺程度の大き

さのカードに転記したデータをグループ分けし、グループ

ごとの関係を図解化した上で、それを文章化し解釈を行う

ものである。 

また、適応曲線に記載されたエピソードは、多くが経緯

から出来事・行動の内容、それによる結果といった一連の

ストーリーで構成されている。本研究は適応プロセスの把

握が目的のため、エピソードを「きっかけ・経緯・理由」、

「移住者の行動」、「変化・結果」に細分化した上で KJ 法

を実施した。分析対象は、16名の対象者から得られた計86 

件のエピソードであり(1 名あたり 3～10 件）、基本的には

適応曲線上の吹き出し1つを1つのエピソードとみなした。

ただし、1 つの吹き出しに複数の出来事が含まれる場合に

は、対象者の了承を得た上で出来事ごとに分割した。さら

に、直接記載がなくとも、関連する内容がインタビュー逐

語録に含まれていた場合にはそれを補足データとして扱い、

最終的に 9 件を追加した。これにより、一次データの網羅

性と信頼性を確保した上で分析を行った。KJ法は、調査目

的や概要を共有した3名の分析者により実施した。 

まず、適応・不適応要因としてどのようなものがあるか

を把握するべく、エピソードの中の「変化・結果」のデー

タを KJ 法によるグループ分けの手法を用いて分類した。

その後、それらの「変化・結果」にたどり着くプロセスを
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把握するために、エピソードの「きっかけ・経緯・理由」

や「移住者の行動」が「変化・結果」とどのような因果関

係があるかを矢印でつないだ。明らかになった適応要因と

そのプロセスを図 4 に、不適応要因とそのプロセスを図 5

に示す。図の中で、「エピソードのきっかけ・経緯・理由」

を黄緑色、「出来事・行動の内容」をオレンジ色、「出来事

による変化・結果」を青色、独立しているものを白色で色

分けしている。 

以下で分析結果の詳細について記述する。その際、エピ

ソードを細分化した上で簡潔な文章にしたものを『』で、

共通の意味が見いだされた複数のエピソードから作成した

サブカテゴリーを〈〉で、サブカテゴリーの上位概念であ

るカテゴリーを【】で表記する。 

①適応要因とそのプロセス 

LM 者の地域コミュニティへの適応要因は、大きく四つ

に分類することができた。 

適応要因の一つに、【地元住民との交流】がある。飛騨市

では、〈一軒家に住む〉人の自治会加入が暗黙の了解となっ

ているが、『区』や『組』、『町内会』などの〈自治会に入る・

自治会活動に参加する〉ことで『会ったら話す』、『野菜を

もらいまくる』といった〈ご近所づきあい〉が始まってい

る。また、活動に参加することで『馴染むのが早い』と感

じている。他にも、『若社』や『青年団』、『消防団』といっ

た地域の〈世代別組織〉に入ることで、『同世代との付き合

いが増えた』、『同世代の知り合いができた』として地域の

〈同世代との交流〉が始まり、『地域にしっかり迎え入れら

れた実感を得る』ことにもつながっている。【近隣住民との

関わり】の中で、『地域に良い人が多いと感じる』ことや、

『妻からの客観的な視点により、良くしてもらっていると

実感し、関係が再び始まる』ことも適応要因となっている。 

適応要因の二つ目に、【人間関係の広がり】がある。『地域

住民に誘われた』ことや、『仕事で学校の授業を担当した』、

『初めから仕事が活かせるニーズはないため自分で持ちか

ける』といった〈仕事の一環〉としてが理由となり、『伝統

文化保存団体』や『イベント運営団体』、『専門家団体』、『地

域雑誌作成団体』、『学校教育補助団体』などの〈地域活動

に参加〉することで、『地域での関係が広がった』、『仕事以

外の地域の知り合いが増えた』といった【人間関係の広が

り】につながっている。他にも、『同僚が地元住民に自分を

どんどん紹介してくれた』ことや『仕事関係で出会った人

と仲良くなった』といった〈仕事関係者〉との出会いや、

『仕事で定期イベントを開いた』といった〈仕事の一環〉

での出会い、『地域を知りたい』、『人間関係を広げたい』と

思い『ヒダスケ』や『地域イベント』などの〈イベントや

集まりへ参加〉したことにより、『知り合いが増えた』、『プ

ライベートでも交流するようになった』ことが適応に影響

している。よって、〈地域活動への参加〉や〈イベント・集

まりへの参加〉は、適応に至る一つのステップとなってい

ることが明らかとなった。 

また、〈イベントや集まりに参加〉したことで〈地域活動

に参加〉することになった LM 者（G）もいる。ここで、

〈地域活動へ参加〉するきっかけは『誘われた』、『婿入り

した』、〈仕事の一環〉、〈イベント参加やあつまりへの参加〉 

図 4 地域コミュニティへの適応要因 
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図5 地域コミュニティへの不適応要因 

であり、地域住民と関わりが生まれた上での参加となって

いる。このことから、〈地域活動への参加〉は〈イベントや

集まりへの参加〉と比べてややハードルが高くなっている

ことがわかる。 

適応要因の三つ目に、【深い交流】がある。『近隣よりも

広い範囲の住民と交流したい』、『頼れる人や知り合いを増

やしたい』といった〈人間関係を広げたい〉という思いか

ら、『習いごとを始め、自分を気にかけてくれる人の存在が

できた』人や、『同僚』や『共通の知人』、『移住前からの知

り合い』といった〈住民の紹介〉によって〈友だちができ

た〉人がいる。また、地域住民との〈交際・結婚〉も適応

につながっている。 

適応要因の四つ目として、【地域とのつながりと自己有

用感】がある。『なにかやりたいと思いイベントを定期開

催』、『仕事の一環でどうせやるなら好きなことをやろうと

自主コミュニティを立ち上げる』、『会社を創業した』とい

った〈自主的に活動・行動〉したLM者がいる。〈自主的な

活動・行動〉によって、『自主コミュニティが定着し自信に

なった』、『イベント開催も影響して地元企業と契約が取れ

た』、『まちに貢献できる仕事をしている』として〈自己有

用感の高まり〉を感じることや、『地域での生きがいを見つ

ける』こと、『自分の名前で行動したことが地域で受け入れ

られた』、『ここにいていいんだと感じる』として〈居場所

を見つける〉ことで適応につながっていることが明らかと

なった。また、〈地域活動への参加〉によって、『地域で必

要とされている』といった〈地域に役割がある〉こと、『地

域に貢献できている』と感じることも適応に影響している

ことが明らかとなった。 

②不適応要因とそのプロセス 

 図5を見ると、不適応要因は大きく5つに分類できるこ

とがわかる。 

 一つ目の不適応要因として、【移住前・移住初期の不安】

がある。『田舎に対するマイナスイメージ』、『コミュニティ

が狭そう』といった〈先入観〉や、『子どもの意思での移住

ではないこと』、『地域に誰も知り合いがいない』、知り合い

はいても『友人がいない』ことで、『馴染めるか』、『上手く

やっていけるか』を〈不安〉に感じるLM者がいた。 

 不適応要因の二つ目として、【物理的孤独】がある。『仕

事が忙しくプライベートの時間が取れない』ことや、『コロ

ナ禍の制限』や『雪の影響』によって『地域の集まりが中

止』、『地域の人との関わりが最小限に』、『地域の人とじわ

じわ疎遠に』、『地域の人も閉じこもっている』といったこ

とで〈地域住民と交流の機会がない〉ことになり【物理的

孤独】の状態となっていた。また、『アパート』、『マンショ

ン』等の〈集合住宅〉で暮らすことで、『地元住民との関わ

りがない』ことも不適応要因となっていることが明らかと

なった。 

 不適応要因の三つ目には、【慣れない環境】がある。『狭

いコミュニティ』で『何でも知られている』、『監視がすご

い』として〈息苦しさ〉を感じる人や、『慣れない人間関係』

や『義理の両親との同居』に〈ストレスがたまった〉人、

『仕事とプライベートの境目がない』ことや『地域づきあ

い』が、『疲れる』、『どこに行っても仕事の知り合いに会う』

として〈休まらない〉と感じ、不適応に至っていることが

明らかとなった。他にも、『地域のアナログな面に面倒くさ

いと感じる』人もいた。 

 不適応要因の四つ目には、【精神的孤独】がある。『仕事

仲間が離れたことで孤立感の高まり』を感じることや、『何

でも話せる同世代が近くにいない』、『仲良しの人が転出し

た』ことで『寂しい』と感じている。また、寂しさが『ず

っとここに住むことへの不安』につながっていることが明

らかとなった。 

 不適応要因の五つ目として、【地元住民との関係性】が良

好ではないことがある。地元住民との『話が合わない』『地

区運営の中で重点を置く視点の相違』といった〈考え方の

違い〉により、『馴染みづらく楽しくない』、『居づらい』と
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いった〈居心地の悪さ〉を感じている。また、『自治会未加

入をよく思われていない』ことや、『地元住民が移住者に非

友好的』であることも〈居心地の悪さ〉につながっている

ことがわかる。 

 

4，まとめ 

4-1 研究の成果 

①適応曲線の形状分類 

 分析対象者 16 名の適応曲線を、上下変化の有無と終点

に着目して分類した結果、三つに分類することができた。

【一定変化型】は、一度適応状態になった後は不適応状態

になっていないことが明らかとなった。【下がり調子型】は、

地元住民との関係性が良好でないことや、自分自身の葛藤

により曲線が下がっていることがわかった。【上がり調子

型】は、一度は不適応状態となり、最終的に適応状態にな

っているという共通点があることがわかった。 

②適応要因とそのプロセス 

地域コミュニティへの適応要因は、【地元住民との交流】、

【人間関係の広がり】、【深い交流】、【地域とのつながりと

自己有用感】の四つに大きく分類されることが明らかとな

った。 

 図４より、イベントや集まり、地域活動への参加から【人

間関係が広がる】パターンが多く見られ、飛騨市には出会

いの場が多いことがLM者の適応に良い影響を及ぼしてい

ると考えられる。中でも、地域活動への参加は【地域との

つながりと自己有用感】にもつながっており、LM 者の適

応促進に向けて地域活動への参加は特に有効であると考え

られる。しかし、〈地域活動への参加〉は〈イベントや集ま

りへの参加〉と比べてややハードルが高くなっていること

が明らかとなった。 

 本研究では、イベント・集まり→地域活動参加→自己有

用感獲得という段階的プロセスが具体的に描き出された点

に新規性がある。さらに、交流が単なる関係性の広がりに

とどまらず、地域での役割認識や居場所感につながること

も、これまで十分に検討されてこなかった知見である。 

③不適応要因とそのプロセス 

 地域コミュニティへの不適応要因は、【移住前・移住初期

の不安】、【物理的孤独】、【慣れない環境】、【精神的孤独】、

【地元住民との関係性】の五つに大きく分類されることが

明らかとなった。 

 地域への先入観や人間関係構築について、【移住前・移住

初期の不安】を抱える人がいること、地域住民との交流機

会が限られることで、【物理的孤独】に陥る人がいることが

明らかとなった。また、狭いコミュニティや地域づきあい

といった【慣れない環境】がストレスや息苦しさを生むこ

と、親しい人の不在や転出により【精神的孤独】を感じる

ことも不適応要因である。さらに、【地元住民との関係性】

の中で居心地の悪さを感じることも不適応につながってい

る。本研究により、孤独には「物理的」と「精神的」の二

側面が存在し、それぞれ異なる要因で生じていることが明

らかになった点に新規性がある。 

4-2 考察 

(1)適応促進に向けて 

①地域活動へのアクセス 

図4より、地域活動への参加はイベントや集まりへの参

加と比べてややハードルが高くなっていることが明らかと

なった。インタビューの中で、忙しさや活動内容が不透明

で地域活動に入ることを躊躇する者(D)や、そもそも入り方

がわからない者(G,R)もいたことから、飛騨にある地域活動

の一覧化や活動内容の提示など、地域活動参加へのハード

ルを下げる工夫をすることが重要ではないかと考える。 

②移住前・移住初期の不安解消に向けて 

図5より不適応要因として、知人がいない地への引っ越

しや人間関係構築への不安があったが、移住前から地域住

民と関わることで不安が解消される可能性がある。現在飛

騨市は関係人口創出事業※3※4 を実施しており、飛騨市の住

民と接点を持ちやすい特徴があるが、移住検討者に対して

これらの利用を促し、移住前から地域住民との接点作りを

勧めることも、移住者の適応促進に効果的だと考えられる。 

(2)不適応時のサポート 

①冬の期間の移住におけるサポート 

図5より、冬に移住した人(L)は、雪で住民が家に篭もる

ことから春まで地域住民と関わる機会が無かった。積雪量

が多い飛騨市では、今後も冬の移住者が出てくると考えら

れる。こうした物理的孤独に陥る状況の中で、移住者向け

にオンラインで交流の場を設ければ、冬でも人間関係を構

築でき、不適応脱却に貢献する可能性がある。 

②地元住民の受け入れ意識醸成 

図5より、Cさんは地域運営において重点を置く視点が

地元住民の考えとギャップがあることによって居心地の悪

さを感じていた。移住者が少数派な環境下で、移住者側の

意見には客観的な視点も含まれている可能性があることか

ら、移住者の意見にも耳を傾けて合意形成していくことが

今後の地域運営にとっても大切だと言える。 

地元住民からの非友好的な対応により不適応状態となっ

た事例もある(F)。移住者側が地域に馴染む努力をすること

は前提として、移住者の存在が今後の地域運営において喜

ばしい存在であることを、地元住民が気づくことができる

ように市として呼びかけていくことも重要だと考える。 

(3)地域への定着に向けて 

図 4 より、地域コミュニティとの接点として地域活動や

イベント参加があるが、これらに加えて、4－2（1）で述べ

たような地域活動への参加しやすさの改善や移住前・初期

の不安解消に向けて取り組んでいくことが、移住者の適応

促進や地域定着に重要であると考えられる。 

4-3 今後の課題 

 本研究では、飛騨市へのLM者を対象に地域コミュニテ

ィへの適応プロセスを把握するために調査を実施したが、

本来着目すべきであるのは、地域コミュニティへ不適応と

なった結果地域を転出した人である。今回は、転出検討中
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のLM者一名にお話を伺うことができたが、移住者の定着

促進に向けて取り組むために今後は、地域コミュニティに

対してネガティブな感情を抱え地域を転出した人を対象に

転出動機や地域コミュニティとの関係性を調査していく必

要があると考える。 

＜謝辞＞  

第1次審査用原稿には、謝辞等は記載しない。最終原稿に

作成時に記載。 

【補注】  

※1）2014年施行の地方創生策では、地方への移住・定住促進が農山村の人

口減少対策として掲げられている。 

※2）宝島社『田舎暮らしの本』2月号に掲載された「2025年版 住みたい田

舎ベストランキング」では、「人口1万人以上3万人未満のまち」の総合部

門で全国 154 自治体中第 10 位となっており、毎年上位に選出されている。

宝島社が全 314 項目の独自アンケートを実施し、全国 547 市町村のアンケ

ート結果により決定されたものである。（飛騨市公式サイト

https://qr.paps.jp/gHUOS ：2025年1月31日閲覧） 

※3）ヒダスケ！とは、飛騨市の人がちょっとやってみたいことや困りごと

の種、アイデアが集まり誰でも参加できる、飛騨市と関わるためのプログラ

ム。参加するとオカエシとして地域通貨などがもらえる仕組み。（ヒダス

ケ！公式サイト https://hidasuke.com/about/ ：2025年1月31日閲覧） 

※4）飛騨市に心を寄せる人々とつながり、飛騨市を楽しむコミュニテ

ィ。（飛騨市ファンクラブ公式サイト 

https://www.city.hida.gifu.jp/site/fanclub/members.html ：2025年1月31日閲

覧） 

※5）自身を飛騨市への移住者としてインターネット上で公開している方や、

飛騨市への移住者を対象にしたインタビュー記事に記載されている方の氏

名をSNSで検索をかけ、ダイレクトメッセージで調査協力依頼をした。 

※6）現在は飛騨市外に居住しているが、飛騨市居住当時の状況をお話いた

だいた。飛騨市の地域コミュニティへの適応プロセスを把握するにあたり、

現在飛騨市に住んでいなくとも問題ないと判断したため調査対象者とした。 

※7）参議院による、「少子高齢化時代におけるコミュニティの役割」の中

で、地域コミュニティの広義のイメージとして記載された文章を、本研究

での地域コミュニティの定義とした。（2025年2月10日閲覧） 

※8）本研究はLM者を対象にしているため、調査で得られた結果を述べる

際には基本的に「LM者」を用いて説明する。しかし、LM者に限らず移住

者全般に当てはまることに関しては、「移住者」を用いて記述する。 

※9）地元住民は「飛騨で生まれ育った人」、地域住民は「飛騨に住む全ての

住民」をイメージしている。本研究では、地元住民と地域住民を使い分けて

記述している。 
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* 正会員・大同大学(Daido University)

**正会員・豊田都市交通研究所(Toyota Transportation Research Institute)

***正会員・高崎経済大学(Takasaki City University of Economics )

1．はじめに

木造住宅密集地域（以下，木密地域と略す）は，狭幅員

道路に接した老朽木造家屋が密集していることから火災に

よる延焼，家屋等の倒壊による道路閉塞により人命救助や

避難に支障がでるなど災害時の被害拡大が懸念されている．

こうした木密地域における人命・財産を守るため，国土交

通省では地震時等に著しく危険な密集市街地等を公表し，

各自治体においては様々な施策を講じて市街地整備を促進

している．しかしながら，住民の高齢化・敷地条件による

建替え不成立・権利者間の合意形成等を理由に整備が難航

している地域が多い． 

こうした市街地整備が長期化している状況下において，

木密地域住民の日常生活に目を向けたい．今後，住民の高

年齢化が進むと身心機能の低下により外出活動が抑制され

る．また木密地域は大都市圏に多く存在しており，その大

都市圏は団塊ジュニア世代が65歳となる2040年頃には高

齢者数が爆発的に増大し，福祉施設や福祉人材の大幅な不

足が予想されている．さらに，木密地域の特徴である狭幅

員道路の影響によりドアツードアによる様々なサービスが

享受しにくいなどの問題が顕在化する可能性がある． 

わが国の福祉政策は，住み慣れた地域に住み続けられる

ように様々な在宅支援を包括的に推進するなど，現在の居

住地を中心とした自立生活を推進している．この自立生活

の衣食住のうち木密地域での「住」の継続を考えると，市

街地整備のみならず日常生活に関する「衣」「食」に関わる

買物に関する支援を同時に進めていく必要性が高い． 

そのためには，木密地域周辺の商業施設立地状況や居住

者の移動手段の利用状況を踏まえ，今後の買物支援策の検

討を進めるための知見の蓄積が望まれる． 

そこで本研究では，今後の高齢化が課題となる三大都市

圏の一つである名古屋市の木密地域を対象に，徒歩アクセ

スに基づく買物不便度ならびに住民の生活実態を踏まえた

評価に基づき，木密地域における今後の買物支援策の検討

に向けた知見を得ることを目的とする． 

以下，第2章では既往研究の整理と本研究の位置づけを

述べる．第3章では名古屋市における木密地域の実態と買

物不便度を評価する．第4章では，前章で明らかとなった

買物不便度が最も高い地区を対象としたアンケート調査か

ら住民の買物実態を明らかにし，第5章では買物支援策の

評価を行う．そして第6章では結論と考察を述べる． 

2．既往研究の整理と本研究の位置づけ 

木密地域における既往研究は，当該地域の災害脆弱性評

価や計画論等に関連する研究が多い．本研究で着目してい

る木密地域の立地特性や生活活動に関する研究として，芳

原ら 1)と末松ら 2)の研究がある．芳原ら 1)は全国の密集市街

地を対象に，立地的・物理的指標に基づく類型化を行って

いる．人口や用途地域，建物・街区の規模や密集度に差が

あり，地方都市圏に比べて大都市圏の密集市街地では類型

の組み合わせが多様であることを示した．末松ら 2)は木密

地域以外の住環境も対象に，東京都心部とその近郊におけ

る居住者へアンケート調査を行い居住地による住環境の違

いを分析している．計画的に作られた新しいまちでは住環

境の評価が高く，木密地域や長い歴史を経て変容してきた

住宅地では評価が低い傾向があることを明らかにした．い

ずれの研究も木密地域を一つのまとまりとして捉える広い

スケールで立地特性や住環境を分類評価しており，住民の

生活実態に基づく評価が必要であることが課題である． 

次に，買物の実態や支援策に関する既往研究について確

認する．まず，利用者が店舗などに行く（向かう）ことに

名古屋市における木造住宅密集地域の買物実態と支援策に関する研究 

A study on the shopping environment and support measures in densely populated wooden building areas of Nagoya City 

樋口恵一*・村上滉一**･長野博一*** 

Keiichi HIGUCHI*, Koichi MURAKAMI** and Hirokazu NAGANO*** 

Many areas with a high concentration of wooden houses are not undergoing land readjustment, and the population is 
aging. To continue living in this area, shopping for food, clothing, etc. is essential, but the narrow roads make it difficult 
to use cars and transportation services. 
In this study, we evaluated the actual shopping situation and shopping support measures in areas of Nagoya City with 
densely populated wooden building areas. As a result, they expressed a desire to "utilize vacant land" close to their 
homes and "revitalize shopping districts." In addition, issues were identified regarding "storage space," "purchase 
price," and "how to request service via smartphone" for personal mobility vehicles that can passage on narrow roads. 

Keywords: densely populated wooden building areas, shopping support measures, personal mobility vehicle 

木造住宅密集地域, 買物支援策, パーソナルモビリティ 
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着目した研究として，Choiら 3)は高齢者の食料品購買行動

および不便度に影響する要因を評価している．分析の結果，

高齢者の最大移動距離が非高齢者と比べて短く短距離での

買物を選好すること，徒歩 15 分以上になると不便度が急

増することを明らかにした．今後の人口減少を考慮したま

ちづくりでは，一点集中型の施設配置よりも，多数の施設

が分散的に立地する方が望ましいことを提案している． 

また，貨物車等による移動販売が全国各地で実施されて

いる．これらはサービスが居住地の近くに来る買物支援策

であり，当該サービスはChoiら 3)の提案にある分散配置の

一役を担うサービスでもある．しかし都市計画の中でこの

様な動的な移動型サービスが扱われていない現状を踏まえ，

秋月ら 4)は移動型サービスを受け入れる空間利用のあり方

を評価した．様々な導入事例から異なる空間を使いこなし

て移動販売が実施されている現状と，移動販売車が単に都

市の余白空間で物を販売しているサービスではなくスタッ

フや利用者のコミュニケーションの誘発効果も示している． 

以上の様に，木密地域を対象に買物実態や買物支援策に

関する研究は行われていない．本研究では，木密地域の実

態（街路状況・居住者の生活行動・居住者の性質など）に

基づき，買物を行う場づくりと，買物に向かう支援の両面

から買物支援策を評価することで新規性の高い有用な知見

を提言できると考える． 

   

3．名古屋市における木造住宅密集地域の実態 

3-1 対象地域の概要 

名古屋市では，図-1に示す11地区(1)を主な木密地域と位

置付けて老朽木造住宅除却助成・木密地域ブロック塀等撤

去助成・生活こみち整備促進事業等の支援を行っている 5)． 

各地区の社会指標 6)を表-1 に示す．単独地域で最も「面

積」が大きいのは御剱地区，最も小さいは下之一色地区で

ある．人口と高齢者数の単位面積当たりの密度を千人／

km2で換算したところ，大喜地区，中村地区，大杉・杉村地

区の3地区で人口密度・高齢者密度ともに高くなっている． 

また 2025 年時点での高齢化率は下之一色地区の 42.8%

が最も高いが 2040 年までに年々減少する．一方，2040 年

までに高齢化率が5ポイント以上上昇するのは戸田地区，

桜・笠寺・本星崎地区，大杉・杉村地区の3地区である．

下之一色地区以外は高齢化が増加しており，高齢化への対

応を検討すべき状況には変わりはない． 

3-2 対象地域の道路実態 

木密地域の道路実態を把握するため名古屋市道路認定図
7)ならびに，市道認定の無い路線は基盤地図情報の道路外郭

線の道路幅をGISで計測し 5階級（2m未満・2m以上 4m

未満・4m以上5.5m未満・5.5m以上10m未満・10m以上）

に分けて集計した． 

階級別の総延長と構成割合を表-2に示す．生活道路（幅

員5.5m）以上の道路が20%未満の地区は下之一色地区，戸

田地区，大喜地区，大杉・杉村地区の4地区である．その

うち，「2m未満」と「2m以上～4m未満」の道路が50%を

超えているのは下之一色地区，戸田地区，大喜地区の3地

表-1 対象地域における社会指標一覧 

 

高齢化率(%)

2025年 2030年 2040年

下之一色 0.31 1,192 1,285 550 4.2 1.8 42.8 41.9 39.8

鳥羽見・廿軒家 0.88 2,706 7,639 2,266 8.7 2.6 29.7 31.2 35.6

御剱 0.78 2,571 8,125 2,421 10.4 3.1 29.8 29.9 31.2

戸田 0.54 1,625 3,938 936 7.4 1.7 23.8 25.0 30.6

桜・笠寺・本星崎 1.06 3,115 7,994 2,892 7.5 2.7 36.2 37.4 41.1

日比津 0.41 1,308 3,544 885 8.7 2.2 25.0 24.6 26.3

呼続 0.33 1,291 3,218 975 9.9 3.0 30.3 30.9 33.8

米野 0.48 1,671 4,767 1,256 9.8 2.6 26.3 26.0 27.8

大喜 0.50 1,388 5,244 1,527 10.5 3.0 29.1 29.5 32.6

中村 0.63 2,268 8,488 2,027 13.5 3.2 23.9 24.7 28.2

大杉・杉村 0.63 2,556 7,629 2,032 12.1 3.2 26.6 27.4 31.2

高齢者密度

（千人／km2）

高齢者

人口(人)

人口

(人)

住居数

(軒)

面積

(㎢)
名称

人口密度

（千人／km2）

 

※木密地域の区分けは名古屋市の指定に準拠 

図-1 名古屋市における木密地域の位置図 
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区であり，下之一色地区では 4m 未満道路が 72%を占め

る． 

3-3 徒歩アクセスによる買物不便度 

対象地域ならびに地区の外周から直線距離で 500 圏に

おける買物施設数（商店街については有無）の集計結果を

表-3 に示す．呼続地区では地区内の施設数は少ないもの

の地区外周500m圏には複数の施設が立地している一方，

下之一色地区は地区内・地区外とも相対的に少ない． 

次に，木密地域は自動車が通行できない道路区間を有

しているため，買物などの日常生活活動を徒歩で行うこ

とを条件とした買物不便度を評価する．評価方法は，高齢

者の一般的な徒歩圏 500m を基準とした買物施設空白住

居割合を買物不便度として評価する．対象施設は日常生

活に必需となる食料品等の品揃えや取扱数からスーパー

マーケット 8)を対象とし，コンビニ，薬局・ドラッグスト

ア，商店街は対象外とする．なお，本研究で対象とする買

物施設と併せて日常生活に関連する医療施設 6)と行政・金

融施設 6), 8)として，医療施設は総合病院と診療所，行政・

金融施設は区役所・支所，銀行，郵便局を対象に集計する． 

図-2の左の図は，桜・笠寺・本星崎地区におけるスーパ

ーマーケット（左図：赤▲）を始点とした500mルート距

離圏図（図中：青色台形）である．この様に，各生活関連

施設を始点として GIS の機能を用いて実際に道路を歩く

徒歩距離（ルート距離）を用いた徒歩圏（右図：台形）を

 

図-2 生活関連施設空白住居の抽出過程 

 

表-4 徒歩アクセス空白住居割合 

 

住居数 割合 住居数 割合 住居数 割合

下之一色 1,192 100% 6 1% 51 4%

鳥羽見・廿軒家 2,232 82% 144 5% 821 30%

御剱 1,672 65% 2 0% 66 3%

戸田 824 51% 217 13% 31 2%

桜・笠寺・本星崎 1,506 48% 0 0% 404 13%

日比津 621 47% 628 48% 1,036 79%

呼続 522 43% 0 0% 19 2%

米野 386 23% 11 1% 377 23%

大喜 136 10% 0 0% 0 0%

中村 133 6% 0 0% 2 0%

大杉・杉村 8 0% 0 0% 932 36%

医療施設空白 行政・金融空白買物施設空白

表-2 対象地域における道路実態 

 

表-3 対象地域における買物施設数 

 

 

総延長

(m) (m) % (m) % (m) % (m) % (m) %

下之一色 9,336 1,245 13% 5,575 60% 1,383 15% 1,131 12% 0 0%

鳥羽見・廿軒家 33,684 409 1% 11,652 35% 10,391 31% 11,232 33% 0 0%

御剱 24,805 1,448 6% 8,913 36% 5,791 23% 8,652 35% 0 0%

戸田 20,174 2,954 15% 10,722 53% 2,960 15% 3,536 18% 0 0%

桜・笠寺・本星崎 35,295 3,382 10% 10,685 30% 9,288 26% 11,938 34% 0 0%

日比津 11,506 0 0% 4,567 40% 3,782 33% 3,156 27% 0 0%

呼続 12,446 1,010 8% 3,897 31% 2,569 21% 4,450 36% 518 4%

米野 17,123 94 1% 6,578 38% 2,023 12% 8,427 49% 0 0%

大喜 7,119 657 9% 3,082 43% 2,124 30% 1,255 18% 0 0%

中村 18,096 253 1% 6,155 34% 6,784 37% 4,903 27% 0 0%

大杉・杉村 21,480 187 1% 10,394 48% 4,931 23% 4,159 19% 1,807 8%

2m未満 2m以上4m未満 4m以上5.5m未満 5.5m以上10m未満 10m以上

地区内 地区外周500m圏 地区内 地区外周500m圏 地区内 地区外周500m圏 地区内 地区外周500m圏

下之一色 0 0 0 2 2 6 あり 0

鳥羽見・廿軒家 0 4 2 20 8 20 0 あり

御剱 0 4 1 11 7 19 0 あり

戸田 0 4 1 7 3 9 0 0

桜・笠寺・本星崎 2 5 2 18 10 43 あり あり

日比津 1 1 0 5 0 10 0 0

呼続 0 5 1 12 0 20 0 あり

米野 1 9 1 15 4 17 0 あり

大喜 2 6 4 11 1 14 0 あり

中村 2 8 4 18 4 33 0 あり

大杉・杉村 1 6 0 13 6 22 あり あり

商店街薬局・ドラッグストアコンビニスーパーマーケット

右図 左図 

500m 

500m 
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作成し，図-2の右図のように徒歩圏に重ならない空白住居

（右図：赤色建物ポリゴン）を抽出する． 

施設分類別の空白住居数と割合を表-4に示す．対象とし

た生活関連施設の3区分において最も空白割合が少ないの

は医療施設である．歴史ある木密地域において地域に密着

した診療所などが営業されている状況が伺える．  

3 区分の中で最も空白割合が高い施設は買物施設であ

り，下之一色地区では100%となった．当該地区では全ての

住居から徒歩圏 500m 以内に買物施設が存在していない．

その他の地区では鳥羽見・廿軒家地区や御剱地区での買物

施設空白割合（買物不便度）が高い． 

 

4．下之一色地区における買物実態 

 名古屋市内における木密地域の中では面積や人口密度

は小さいものの，現在の高齢化率が最も高く買物不便度が

100%である下之一色地区を対象にアンケート調査を行う．

当該アンケート調査の結果に基づき，本章では地域住民の

買物の実態を集計・分析し，次章にて今後の買物支援策に

関する評価を行う． 

4-1 地区の概要 

名古屋市中川区の下之一色地区は庄内川と新川に挟ま

れた地域である．漁業の町として栄えていたが，漁獲高の

減少・伊勢湾台風後の高潮防波堤の建設から 1964 年に漁

業協同組合は解散し，新川の堤防改修のため 2021 年に魚

市場が取り壊された．また，地区内を縦断する県道106号

沿いにある商店街(2)は，昭和の時代には賑わっていたもの

の，現在では商店街組合は解散し，金物店や呉服店など数

店が開業しているのみのシャッター通りとなっている． 

また下之一色地区（図-3）は，国道1号に接する北部，

地区の中央を縦断している県道106号沿いの商店街が栄え

ていた中部，河川に挟まれた南部とで地理的な特徴が異な

る．また，小学校区としては国道1号の北部と庄内川東側

に木密指定がない地域も有する． 

そこで，地理的特性を踏まえて木密指定外との比較も行

えるよう，町丁目境界に基づいて図-3に示す4地区に分け

て調査を行う．なお，アンケート調査は正色学区生活安全

委員会と連携し，町内会加入全世帯（1,346世帯）を対象に

町内会長が配布して無記名かつ封緘した回答調査票を町

内会長宅のポストへ投函する方法により行った．回収率は

45.8%（616世帯）であった． 

4-2 世帯属性の比較 

回答者の属性として「居住年数」・「世帯構成」，狭隘道路

が多い木密地域の特性を踏まえた移動手段の保有状況と

して「駐車場付置状況」・「自転車保有状況」を地区別に集

計した結果を以下に示す．なお図中の＊は，残差分析にお

けるP値の有意水準判定（*：P<0.05 **：P<0.01）を表す． 

 居住年数（図-4）は地区別の回答割合に差があり，残

差分析の結果，木密指定外の「10年以上20年未満」

の割合が他地区より有意に高く，木密中部の「30 年

以上」の割合が優位に高い． 

 

図-4 地区別居住年数（χ2検定：p=0.0015**） 

 

 

図-5 地区別世帯構成（χ2検定：p=0.7652） 
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図-3 下之一色地区の調査区分図 
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 世帯構成（図-5）は地区別に大きな差はなく，各地区

とも「高齢単身世帯」が 15%程度，「高齢夫婦世帯」

が20%程度である． 

 駐車場付置状況（図-6）は木密指定と木密指定外での

差があり，木密指定外では「自宅建物横駐車場あり」，

木密中部では「自宅建物横駐車場なし」の割合が有意

に高い．なお，『自動車をこれまで保有したことがな

い』や『自動車運転免許を返納した』ことによる「自

動車保有無」の世帯も1割程度存在する． 

 自転車保有状況（図-7）は地区別の差はなく，各地区

とも3割弱の世帯が自転車を保有している． 

4—3 買物不便度と要因 

 日用品の買物について，不便に感じている内容の調査を

行った．図-8に示す通り，「特に不便を感じない」の回答数

は 327（回答割合 53%）であった．不便を感じている内容

について複数回答で調査した結果，「近くに買物できる場所

がない」「重たい荷物やかさばるものの買物が困難」が最も

多く，買物施設の立地やアクセス性，加齢に伴う身体的な

課題から買物に不便を感じている方が多い． 

 次に，木密地域の特徴との関係を明らかにするため，地

区区分・世帯状況・駐車場付置状況とのクロス集計を行っ

た結果を次に示す．なお図中の＊は，残差分析における P

値の有意水準の判定（*：P<0.05 **：P<0.01）を表す． 

 地区別買物不便回答割合（図-9）は,  幹線道路からの

距離に応じて不便度の傾向が異なり，木密指定外では

「不便でない」の回答割合が有意に高く，木密北部に

おいてもその割合が高い傾向にある．一方，木密中部

では「不便」の割合が有意に高く，幹線道路から最も

離れる木密南部においても「不便」の回答割合が高い

傾向である． 

    
図-6 地区別駐車場付置状況（χ2検定：p<0.001**）           図-7 地区別自転車保有状況 

 

    
図-8 買物不便の理由                         図-9 地区別買物不便回答割合（χ2検定：p<0.001**） 

 

   
図-10 世帯別買物不便回答割合（χ2検定：p<0.001** ）    図-11 駐車場付置状況別買物不便回答割合（χ2検定：p<0.001**） 
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 世帯別買物不便回答割合（図-10）は，非高齢者との同

居世帯では「不便でない」の回答割合が有意高く，反

対に高齢単独世帯や高齢夫婦世帯では「不便」と回答

する割合が有意に高い． 

 駐車場付置状況別買物不便回答割合（図-11）では，自

宅横に駐車場がある世帯では「不便でない」の回答が

有意に高く，自宅横に駐車場がないもしくは自動車を

保有していない世帯では「不便」の割合が有意に高い

傾向にある． 

 特に，木密中部において自宅の建物横に駐車場が無い

世帯の割合が有意に高く（図-6），他地区と比べても買

物不便度が有意に高いことから（図-9），木密地域特有

の道路の狭さが買物不便に影響している． 

 

5．買物支援策に関する評価 

 前章では，木密地域における買物不便の要因として，買

物施設の立地ならびに，アクセスに関する問題として木密

地域特有の道路の狭さに起因する自宅建物と駐車場の近接

性を明らかにした． 

そこで本章では，①買物を行う“場”に関する視点と，

狭隘な道路での買物へのアクセス支援として②パーソナル

モビリティに関する視点から，木密地域における買物支援

策を評価する． 

5-1 買物を行う場の評価 

 現時点での買物を行う場に関する意向でなく，高年齢化

した将来を想定した際の買物を行う場について評価を行う． 

具体的には，「高年齢化した将来の買物について，ご自身

の考えをご回答ください」との問いに対して，買物の場と

して，①バローやヤマナカなどで買物をしたい【既存スー

パーマーケット（SM）】，②空き地を活用した移動販売やマ

ルシェなど自宅の近くで買物がしたい【空き地活用】，③商

店街を魅力化して買物がしたい【商店街】，④ネットスーパ

ーなどを利用して買物に行かずに済ませたい【ネット】，⑤

【その他】の5項目を複数回答可として調査した．なお各

買物支援策は，買物弱者応援マニュアルver3.0 9)を参考に木

密地域の実情にあわせた対策になるよう設定した． 

図—12は，4地区別に回答割合を集計した結果である．回

答結果の特徴として，木密指定外は既存のスーパーマーケ

ットが近くに立地しているため【既存 SM】の回答割合が

他地区と比較して非常に高い．一方，木密地域では，木密

中部に位置する【商店街】の魅力化や【空き地活用】によ

る移動販売・マルシェの回答割合が高い．いずれの地区に

おいても『近くで買物ができる場』を望む傾向にあり，前

節の買物不便の理由と一致する結果である． 

5-2 パーソナルモビリティの評価 

 木密地域の特徴である道路の狭さは，マイカーによるド

アツードアのアクセスを困難にするほか，配送や集荷など

の運送サービスのサービスレベルも低下させてしまう．そ

こで，狭隘道路でも通行が容易なパーソナルモビリティに

着目する． 

本研究では，住民自らが買物にでかける移動手段となる

シニアカー【自走型】と注文品が自宅前まで配送される自

動運転配送ロボット【配送型】の2種類を対象として，シ

ニアカーの利用意向と自動運転配送ロボットの地域への導

入意向から買物支援策としての可能性を評価する．なお，

国土交通省では「自動車よりコンパクトで小回りが利き，

環境性能に優れ，地域の手軽な移動の足となる 1 人～2 人

乗り程度の車両」を超小型モビリティと定義しているが，

本研究で取り扱うパーソナルモビリティは時速6km/h以下

で歩道を走行可能なモビリティである． 

(1)シニアカー利用意向 

 アンケート調査では，シニアカーの将来の利用意向と所

有意向を下記の設問にて調査した．利用意向と所有意向の

 
図-12 地区別『買物の場』の回答割合 

 

 

図-13 シニアカーの利用意向と所有意向 

 

 

図-14 自動運転配送ロボット関連設問の集計結果 
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クロス集計結果を図-13に示す． 

利用意向の設問：足腰が悪くなった際，シニアカーを利

用したいと思いますか． 

所有意向の設問：シニアカーの購入には 20～40 万円か

かります．所有の可能性についてご回

答ください． 

利用傾向を示した「ぜひ利用したい」と「やや利用した

い」の回答割合は48%であり，利用の意向については意見

が2分された．しかしながら，「ぜひ利用したい」と回答し

た世帯において「保管場所がない」「金銭的な問題などから

購入は難しい」の割合も高い（図-13）．これらの結果は，住

宅が密集して敷地面積が狭いため，保管場所を確保できな

い木密地域特有の課題が影響している．また，木密地域は

高齢化が顕著であり特に高齢世帯では高額なモビリティツ

ールの購入を敬遠する傾向にある． 

(2)自動運転配送ロボット導入意向 

 本研究では公道での社会実験や民有地での導入実績があ

るデリロ 10)を対象とし，下記の説明文と写真を調査票に記

載のうえ，認知状況・買物支援としての有用性・買物支援

システムとしての簡便性・地域への導入意向を調査した． 

  

【自動運転配送ロボット：デリロとは】 ※調査票原文 

・専用スマホアプリから商品・時間・場所を指定すると，

店舗スタッフが商品を積み込み配達する． 

・自動走行可能で走行速度は 6 km/h あり最大 50kg まで  

積載可能． 

・幅 52cm・長さ 52cm・高さ 4cm，道路幅が狭い場所でも

走行可能． 

 

 調査結果（図-14）をみると，デリロの認知度は40%程度

である．買物支援としての有用性は「とても思う」「やや思

う」の回答割合が46%であり，認知度よりも6ポイントほ

ど高い．これは上述の説明文とデリロの写真に基づき，初

めて知った住民においても有用性を認識した状況が伺える． 

一方，簡便性については「とても思う」「やや思う」の回

答割合が23%と低く，スマホを介した利用方法に懸念があ

る層の影響といえる．また，地域への導入意向については

「とても思う」「やや思う」の回答割合が30%であった． 

 

6．おわりに 

 木造密集地域に関連するこれまでの既往研究において取

り上げられることが少なかった買物の実態について名古屋

市を対象に評価を行った．木密地域における今後の買物支

援策の検討に向けて以下の知見が得られた． 

(1) 名古屋市の木密地域において現在の高齢化率が最も

高いのは下之一色地区であり，買物不便度（徒歩アク

セス空白住住居割合）が 100%である．しかし，2040

年に向けては人口減少・高齢化率低下の基調である．

一方，2040 年に向けて高齢化の進行が顕著な 3 地区

のうち戸田地区，桜・笠寺・本星崎地区では買物不便

度も高い． 

(2) 買物不便度が最も高い下之一色地区を対象に，木密地

域の実情を比較評価するために木密地域指定外地区

を調整したアンケートにより世帯属性と買物不便の

実態を評価した．その結果，木密指定外地域と比べて

居住年数が長く，自宅建物横に駐車場がない世帯の割

合が高くなる傾向を確認した．また，買物に不便さを

感じる世帯の特徴として「高齢のみ世帯」と「駐車場

有無」が影響している． 

(3) 買物支援策については，「買物を行う場」と「移動の

観点からパーソナルモビリティ」を対象に評価を行っ

た．「買物を行う場」については，住居からの近接性

を選好する傾向があり，木密地域においては『空き地

活用』や『商店街の再生』を望む意向が高い．パーソ

ナルモビリティのうち自らが移動する【自走型】であ

るシニアカーの利用意向は約50%であるが，所有意向

については敷地面積の狭さや高齢化など木密地域特

有の課題が影響している．パーソナルモビリティの

【配送型】である自動運転配送ロボットについては，

若年層を中心に導入意向が高いものの，スマートフォ

ンアプリで予約することに抵抗がある高齢層などが

操作の難易度を懸念している傾向がある． 

(4) 本研究で得られた成果から，今後は世帯構成や駐車場

敷設状況など世帯ベースでの買物支援導入意向を詳

細に調査する必要がある．さらに①パーソナルモビリ

ティの通行可否ならびに自動運転配送ロボット導入

の費用対効果の確認，②「空き地活用」について，延

焼遮断機能や滞留機能の向上効果と併せて日常生活

の維持という観点からモビリティハブ（駐輪スペース）

としての活用効果も検証していく必要がある． 
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【補注】  

(1) 当該 11 地区は「地震時等に著しく危険な密集市街地等」や，

2012 年10 月に国土交通省が公表した「危険密集市街地」に該当

しない．一方，名古屋市住生活基本計画 11）では「老朽化した住宅

が密集している住宅市街地では，地震時の倒壊や延焼による大規

模火災を防ぐため，個々の住宅の性能を上げるだけではなく，地

域としての防災性の向上を目指す」ことを方向性の一つとして掲

げているものの，区画整理や道路拡幅事業が難航している地域が

多い． 

(2)下之一色地区の商店街は既に商店街組合は解散している．現在，

食料品を取り扱う店舗は魚屋とお菓子が置いてある雑貨店の 2 店

舗のみであり，日常的な買物は地区周辺のスーパーマーケットで

あることをアンケート調査にて確認している． 
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1． はじめに

1-1.研究の背景と目的

 我が国では1990年代から公民連携（以下「PPP」と略）を活

用した公共施設の整備が行われており、PFI をはじめとした

PPPの事例件数は現在も増加の一途にある１）。それら事業の中

で公共施設と民間施設を一体的に計画する事業も全国的にみ

られるようになった。現状として、DBO 方式や定期借地方式

といった PFI 以外の PPP に関しては行政による全事例の整理

などはされておらず全体像は明らかになっていない。そのため

公共施設と民間施設の一体的事業についても部分的にしか把

握されていない状況にある。PPPが公共事業におけるひとつの

選択肢として広く知れ渡り、民間活力導入への期待が高まって

いる現在、まちづくりにおける重点事業になり得る PPP 事業

に関しての近年の実態を把握することは重要であると考えら

れる。 

また、衰退の進む地方中小都市においては集客等の観点

から本来であれば民間施設の誘致などを含めた事業は成立

しにくいと思われるが、複数の事例が確認されていること

からこれら地域で成立している事業には地方ならではの事

業特性があるのではないかと推測される。これら地域では

各市町村による PPP での公共施設と民間施設の一体的事業の

影響は大都市等と比較して大きいため、地方中小都市での事業

成立性について考察することは重要であると考えられる。 

以上より本研究では近年のPPPでの公共施設と民間施設

の一体的事業に着目し全国的な実態を把握するとともに、

特に地方中小都市に着目し、詳細な事業特性や事業方式の

選択理由から地方中小都市でのPPPの全体像を明らかにし

たうえで、それら事業の成立性について考察することを目

的とする。 

1-2.研究の方法 

はじめに第2章で事例の選定基準とその根拠について整

理し事例の抽出を行い、続く第3章では抽出した事例につ

いて地域別の事例件数、施設機能、事業実施年、事業期間、

事業規模、事業方式に関して全国的な実態を把握する。第

4 章では、地方中小都市において実施された事業を方式別

に整理する。第5章では、より詳細な分析としてPPPの手

法選択理由の全体像を整理し分析を行う。最後に第6章に

て本研究のまとめと地方中小都市における事業成立性につ

いての考察を行う。 

1-3.研究の位置づけ 

PPPに関する研究は特に PFIを中心に様々進められており、

若狭ら 2）による PFI 手法導入に関する研究や辻本 3）らの日本

でのPFIの成立に着目した研究があるが、いずれも日本におけ

るPPPの手法選択について網羅的に分析した研究ではなくPFI

のみに焦点を当てたものとなっている。また、公共施設と民間

施設の複合化に関する研究として山田ら 4）の「官民複合建築の

用途構成の類型化と管理者による運営・利用実態の評価につい

て」があるが、これは公共施設と民間施設がひとつの建物に混

在している事例を対象とした運営・利用実態の分析であり、本

研究のような PPP という事業手法を踏まえた事例の実態は把

握されていない。本研究は、日本の地方中小都市におけるPPP

事業に焦点を当て、事業の特性と他制度と比較したときの事業

方式の選択理由について分析することで地方中小都市での

PPPの全体像を把握していること、また、それらを踏まえ地方

中小都市における PPP 事業の成立性について論じている点に

新規性がある。 

2． 調査対象事例の選定 

 本研究では、全国1706の市区町村 5）で実施された、PPPの

手法を活用して公共施設と民間施設を一体的に計画した事業

公民連携手法による公共施設と民間施設の一体的事業の実態の把握と 

地方中小都市における事業成立性に関する研究 
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を分析対象とした。事業の抽出方法や選定基準については図1

に示す。  

本研究では、PPPによる新規施設整備事業の成立性に着目す

るため、既存施設の一部を改修するような事業や Park-PFI を

活用した事業は対象外とした。公共施設の枠組みについては、

市民が日常的に利用するような施設を対象とするために設定

した。ただし公共施設部分が広場や交流スペースなどのみの事

業や市政センターのみの事業、および会議室や多目的室のみの

事業は、要項等における用途の表記が曖昧であり公共による

「サービスの提供」に該当するか否かの判断が難しいためそれ

ぞれ除外した。また、選定基準3の実施方針の公開日について

は、各自治体のHP等は常に更新されており 10年以上前の事

例に関する資料等は掲載されていないことが多かったため直

近10年の事例を対象とした。選定基準5については、優先交

渉権者の決定後に事業者が辞退する事例も存在することから

協定や契約が結ばれ順当に事業が進んでいくと思われる事業

のみを抽出するために設定した。以上の基準により分析対象を

選定したところ70事例が抽出された。なお山梨県における観

光交流拠点整備事業注1）については、他事業と比べ施設部分が

極小規模なため本研究においては対象外とした。 

 

3． 全国的実態の調査 

3-1.地域別の事例件数 

地域別の事例

件数を表 1 に示

す。東日本につい

ては北海道や東

北地方などでの事例は少ないが、人口が集中する南関東での事

例が22件と最も多く中心地への偏りが見受けられる。また、

西日本では東日本と比較して分布に偏りがなく各地で事業が

実施されていることが分かる。 

3-2.施設機能 

 どのような施設機能が計画されたかについて調査した。公共

施設の分類 6）については表 2 に示す通りである。民間施設に

ついては 8 通りに分類した。公共施設と民間施設それぞれで

調査した結果を図2、表3に示す。なお図3については各事業

についてそれぞれの機能が計画されたかの有無を調査し集計

している。 

 

 

 

まず複合数については両施設のおよそ半数において 2 機能

以上が複合化されていることがわかる。公共機能については既

存施設の老朽化や今後の維持管理コストを踏まえ集約化を計

画する自治体が多いことが要因と考えられる。全体の複合数を

みると 3 機能以上の複合がおよそ 75%を占めることから単に

公共施設と民間施設を 1 機能ずつ複合するのではなく、相乗

効果を狙うため複数機能を集約し一体的に計画する傾向にあ

ると分かる。また2機能～5機能の割合がほぼ同数であること

から機能複合数については多ければ良いということではなく、

事業ごとに選択をしていることが分かった。 

次に各種機能の割合についてみると、公共機能においては社

会教育・研修施設の割合が最も多く、次いで図書館、子育て支

援施設、庁舎であった。

民間施設については

飲食店の割合が最も

大きく、次点で小売店

となっている。これは

これら機能が公共施

設とのシナジーを生

み出しやすく、宿泊施

設などと比較してハ

ードルの低い施設で

あるためと推測できる。また、割合としては多くないが宿泊施

設や商業・娯楽施設といった大規模な民間施設も計画されてい

ることが分かった。 

3-3.人口別調査 

 次に人口ごとの事業実施年、事業期間、事業規模について図

表2 公共施設の分類 

図1 事例の選定基準 

表1 地域別の事例件数 

図2 機能数の割合 

表3 各機能の割合 
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3、図 4、図 5に示す。なお人口 100 万人を超える都市は 100

万人以上とした。事業実施年については実施方針またはそれに

類する要項等が公開された年とする。また、事業規模の指標は

延床面積とし、竣工していない事業については計画段階の数値

を参照した。なお資料による公開が見当たらない事業について

は電話等により自治体に問い合わせを行った。 

事業実施年についてはどの年でも満遍なく実施されている

ことが分かる。事業期間については10~30年の事業が多いが、

借地を利用する事業については一部超長期的な事例が存在す

る。事業規模については人口の少ない都市では 20,000 ㎡以下

の事業がほとんどであるのに対し、人口が多い地域に着目する

と様々な規模の事業がみられ、特に 100 万人を超える地域で

は大規模事業が複数行われている。 

3.4. 事業方式 

次に都市区分ごとの事業方式注2）の採用件数を表4に示す。

都市区分については東京23 区と政令指定都市 7）をA、中核市
8）以上をB 、人口20 万人以上またはAに隣接する都市をC、

残りの地方中小都市をD と定義した。Cの隣接する都市につ

いては、和光市や門真市のように市の人口は少ないが明らかに

一般的に想定される地方都市ではない地域を含めるために設

定した。また、表4の「定期借地＋貸付、購入」については、

定期借地権の契約により民間事業者が建設した施設の一部を

行政が賃借または購入した事業が含まれている。 

全体としてPFI方式を採択した事例が多い。これは、我が国

にて制度的枠組みの整備が比較的早期に開始されており 9）事

例数が多く、そのた

め内閣府でも詳細に

事例が整理されてい

る 10)ことから、PPP

の中でも一般的なも

のになっていること

が要因の一つと考え

られる。また、定期借

地の使用率は累計すると約 63%であり半数以上を占める。こ

れは PPP の手法の中で民間施設の提案における自由度が最も

高い方式と考えられ、自治体が民間事業者の参入を促すために

採択したと推測できる。 

 次に都市区分ごとにみると、A、Bでは半数以上がPFI方式

の採用となっている。これについて、財政規模や人口規模が大

きい都市ほど PFI事業を実施する傾向にあると前野 11）や野田
12）の既往研究でも指摘されているが、本稿においてもそれが確

認されたと思われる。一方でC、Dの小規模な都市においては

最も多い方式はPFI方式であるものの、DBOやその他などPFI

以外の方式も数多く見受けられた。これら地域では財源や都市

の状況、背景を踏まえ、最も民間事業者の参入を見込むことが

できる手法を慎重に選択して決定していると考えられる。 

 

4． 地方中小都市におけるPPP事業の実態 

4-1.概要 

第 3章にて PPPにおける全国的な事業実態を整理したとこ

ろ、大都市と比較し小規模な都市では PFI方式に限らずDBO

方式など様々な方式で事業が実施されていると分かった。そこ

で本章では前章の都市区分 D の地方中小都市について、各方

式でどのような事業が成立しているのかを整理する。 

4-2.調査する項目 

事業方式ごとの事業特性について調査を行い、各方式におい

てどのような事業が成立しているのかについて整理する。事業

特性については 5 項目を設定し、それに加え公共機能と民間

機能をそれぞれ整理した。ここでは自治体などのHP等の資料

から調査を行い、事業目的や事業規模などの情報を十分に収集

できた35事例を分析対象とした。調査項目や、中心地区と郊

外地区の判定方法等については図6に示す 13），14）。 

4-3.事業概要からみたPPP事業の全体像 

 各方式の事業の概要について表 5 に示す。なお事業方式に

ついて、行政財産の使用許可や貸付、及び自治体による民間所

有施設の賃借をまとめて貸付と表記している。また、主な事業

目的と事業方針については各事業について調査を行い抽出し

図3 事業実施年              図4 事業期間              図5 事業規模 

表4 各方式の件数 

図6 調査項目の詳細 
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て整理した結果、内容について大きく10個に分類することが

できたため、その内容を表5に示している。 

PFI 方式に着目すると特に定期借地方式との併用事業にお

いて公共施設のコスト削減、重要拠点の整備を目的としている

傾向にあり、公共機能については他方式と比較して多くの機能

を集約化させる事業がほとんどであった。全体として、中心地

区での実施が多く、民間施設については基本的に1～2機能と

少数になることが多いと分かるが、これらの要因については明

確ではない。また、企業についてみると全国区の企業が中心と

なる事業がほとんどであり参画企業数も他方式と比べ多くな

っている。特に定期借地と併用する場合、事業規模については

10,000㎡以上とかなり大規模となることがほとんどであった。

一方で建物貸付の場合、一部大規模事業はみられるものの基本

的には小規模な事業に留まっている。しかし本研究で対象とし

た建物以外にも周辺の緑地や駅前等の整備や運営等も含めた

事業であり、表 5 に示した数値以上に規模が大きい事業とな

っているものも存在した（□61,□63）。 

DBO方式については、類似した方式である PFI方式と比較

して郊外で実施された事業の割合が多く、主な目的や事業方針

については市民の利便性向上や街の活性化に繋げるといった

ものが多い傾向にあると分かる。事業規模についてはPFI方式

と比較して小さく、劇場や庁舎といった規模の大きい施設はみ

られず図書館や子育て支援施設等の公共機能の複合化がほと

んどであり、一部道の駅など集客施設の事業も見受けられた。

公共機能の複合数については PFI 方式ほどではないものの比

較的多い傾向にある。飲食店や小売店など日常的に利用しやす

い民間施設がほとんどであり、施設数も多いことから公共施設

と合わせて商業機能と複合し拠点化する傾向にあると考えら

れる。 

DB方式については、中心地と郊外で同数の事業が実施され

ており全国区の企業の参画が多いと分かる。図書館と複数の小

売店の複合化事業（▲28）や図書館と宿泊施設や小売店を整備

する事業（▲56）のように、市外からの集客を目的に含む事業

が多い。公共施設については多機能化される事業と小規模な事

業がみられる一方で、民間施設については多くの事業で小売店

を中心に複数店舗が計画されている。このことからDBO方式

と同様に公共施設と民間施設の複合化により拠点化を図る傾

向にあるが、こちらでは民間施設中心の集客を見込んでいると

事業もあると考えられる。事業規模については、5,000㎡前後

の小規模な事業と 10,000 ㎡を超える大規模な事業がどちらも

展開されていると分かった。 

定期借地＋建物貸付、購入方式の事業については、他方式と

表5 地方中小都市における事業概要 
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比較して市外からの集客を主な目的とした事業の割合が多い。

複数の民間施設が整備され、公共施設については多くの場合で

小規模なものに留まっており、民間施設中心の事業が展開され

る傾向にある。一方で、PFI方式やDBO方式に多く見られる、

社会教育・研修施設と図書館といった公共性の高い機能が複合

化された事業は、1件のみであった（▲13）。また、企業につい

ては全国区の大企業が中心となる事業が多い。 

その他方式についてはDBFO方式やLABV方式、借家契約

による庁舎整備など全国でも珍しい方式が採用されている事

業が含まれる。規模については全体として小規模な事業に留ま

っている。 

また、施設について着目すると道の駅など公的な商業・娯楽

施設については、公共機能の複合化は見込みにくく基本的に1

機能のみの事業となっている。事業規模は小さくなる傾向にあ

り、1事例を除きDBO方式あるいはDBFO方式での実施とな

っている。唯一PFI方式で実施された事業については、地盤改

良など土地の整備が必要となり規模に対し推定事業費が

50~60 億円と事業規模に対し金額が大きいものとなっている。 

事業立地に着目すると、郊外で実施された事業について、定

期借地の利用が成立している事業は6件である。3件は道の駅

という集客性の高い公共施設であり、残り 3 件は市役所や図

書館の集約化事業や市民交流施設の整備事業であった。 

 

5． PPPの手法選択理由による分析 

5-1.概要 

 本章では、自治体のHPなどに掲載されている基本計画や導

入可能性調査の結果等を参照し、方式を選定した理由について

整理、分析を行う。方式の選定理由については、十分な資料注

図7 事業方式の選定理由 
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3）が掲載されている 27 事例注4）で調査を行った。各事業にお

ける方式の選定理由については図7に整理している。 

5-2.方式の選定理由の整理と分析 

 全方式に共通する事項として、敷地となる土地については自

治体が保有する未利用地の活用や廃校跡地の活用という地方

ならではの理由に加え、敷地内の既存施設の解体後に新たに整

備するといった事業があり、多くで定期借地の利用がみられる

と分かった。その中で公募不調から定期借地部分のスキームの

改訂等の工夫を経て成立したものも存在した（♦27,▲28）。 

PFI方式については、まずDBO方式との 2択にまで絞り込

む事例が多く見受けられた。その理由としては、運営までの一

体化によるメリットが大きいこと、公共サービスの向上があれ

ば民間施設の複合可能性があるため民間事業者による運営が

含まれない定期借地方式を除く、といったものが挙げられた。 

その後、最終的にPFI方式とした事業については、事業の頭

金軽減が可能なことや事業規模が大きいため PFI 方式での実

施が見込めるといった理由が挙げられた。事業規模については、

規模が小さい事業（□38）も存在するが、この事業では整備施

設の他に周辺施設の運営を一体化させ事業範囲を拡大したこ

とで事業規模の増大を図り PFI 方式での成立を実現させてい

た。また、行政意向との連動性を理由とした事業（■10）が存

在した。本事業では、他方式との比較検討の際、「事業の各段

階を民間に委託して実施する場合、公共機能や役割等が希薄に

なりやすく、行政意向と連携しにくい」15）としていることから、

PFI 方式での実施とすることで行政による継続した抑止的な

関わりを実現したと推測できる。 

一方で、DBO方式とした事業については、官民の金利差や

民間事業者の意向、VFMによる比較や地元企業の参画のしや

すさなどが採用の理由となっている。さらに、規模の小ささ（○

3）や公共部分と民間部分の施設規模の比較（●4）からDBO

方式が望ましいと判断された事業も見受けられた。 

DB 方式については主に民間への運営委託の有効性や事業

にかかる時間が理由となって選ばれている。特に合意形成にか

かる時間が理由となった事業（▲7）については、「既存施設の

老朽化が著しくイベント時の駐車場が不足しているなど早期

完工が必要な施設であるという背景から、整備を急ぎ運営につ

いては将来的な民間活力の導入を検討する」16）としており、運

営委託の有無について詳細な検討が実施されているとわかっ

た。 

定期借地の選択理由については、借地料や固定資産税から収

益を得るためといった金銭的理由が多く見受けられた。特に、

定期借地＋建物貸付方式の選択理由については、行政からの支

援として公共機能の入居により民間事業者の収入の安定性を

創出するというものも存在した（♦37）。 

また、その他方式については、賃借による財政の平準化を図

りつつ、土地や施設を保有しないことでリスクを軽減させる方

式と限定したうえで、最終決定を民間事業者に委託 17）し、前

例の少ない借家方式が採択された事業（☆43）が存在した。ま

た、特定事業の選定など PFI方式特有の手続きの長さや、PFI

方式より早く完成するという理由から DBFO 方式が採択され

た事業も存在した（☆5）。以上より、一部地域においては、自

治体の現状や課題を踏まえ、全国的に広く実施されているPPP

の手法にとらわれずあらゆる可能性を検討し、最も適した方式

を採択していることが分かった。 

 

6． まとめ 

最後に第 6 章として全体のまとめと第 4 章及び第 5 章を踏

まえた事業成立性についての考察を行う。 

今回対象とした70事例のうち約半数では公共施設、民間施

設においてそれぞれ複数機能が複合化されており、全体でも3

機能以上の複合が多いことから、各自治体では PPP を活用し

機能集約化による地域活性化を図っていると考えられる。事業

方式についてはPFIや定期借地方式の利用が多いものの、大都

市と小規模な都市とで異なる傾向が見受けられた。 

地方中小都市における方式別にみた事業の全体像について、

PFI方式については公共機能の集約・複合化の傾向が大きいこ

とや、DBO 方式などと比較しても事業規模が大きいことなど

特に施設機能や事業規模について違いがみられた。また、事業

方式の選定については PFI 方式と DBO 方式の 2 択に絞り込

み、定量的な評価や事業手続き、施設規模等の比較により最終

決定をしている事業が多く見受けられた。 

事業の成立性について、地方中小都市全体として、PFI方式

は地方での事業のなかでも規模が大きい場合成立しやすい方

式であり、建築の規模が小さい事業でも、何らかの形で民間事

業者の事業範囲の増大が見込めれば成立するものだと考えら

れる。また、多数の公共機能の集約・複合化事業で成立しやす

い方式でもあると考えられる。 

しかし、近年の人口減少や公共施設の面積削減の傾向などを

踏まえると PFI 方式が見込めるほどの大規模事業になるとは

限らず、そういった場合はDBO方式等の他方式を採用し事業

を成立させることも多いと考えられる。PFI方式及びDBO方

式においてこのような傾向となる要因については明確ではな

く、今後の課題である。 

また、民間施設が中心となる定期借地＋建物貸付、購入方式

については、地域活性化を目的としたうえで自治体の収益確保

も図るために採用される側面があり、集客的事業と公共機能の

複合化事業で成立がみられた。しかし複合化事業については、

類似した公共機能（社会教育・研修施設や図書館）を複合化す

る事業のほとんどがPFI方式やDBO方式で実施されているこ

とを踏まえると、集客性等の影響でこのような事業が成立する

地方中小都市は限定的であると考えられる。 

さらに、郊外にて集客性の高くない公共施設を定期借地方式

による民間施設整備と合わせて複合化する事業については、た

とえ公共機能の複合化事業だとしても成立性はかなり低く、そ

の地域に何か特殊な都市性があることやスキーム等でなんら

かの工夫をすることが必要であると考えられる。 

その他方式で実施された事業については、全国的にも前例が

極めて少ない方式であるものの、道の駅や庁舎の複合化など他

方式で実施された事業と施設機能や規模が類似した事業であ

った。新規性のある方式として事業者からの関心も高いと思わ
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れるため一定の成立性が見込めると考えられる。特に、LABV

方式については選定理由からもわかるように、現状では連鎖的

に複数の開発プロジェクトを実施することを前提としている

ため、それが可能な自治体であれば成立する可能性はあると言

える。 

本研究では PPP による事業の事業特性と方式の選定理由か

ら成立性について考察した。しかし、より詳細なリスクの分担

や要求水準等の事業計画において成立性に影響を与える要素

がある可能性もあるためそれらについても今後明らかにされ

ていくことが期待される。 
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1．はじめに 
1.1. 研究の背景 
戦後の日本では、福祉六法体制としての施策が進められ、

福祉施設は縦割りで入所型中心の「閉ざされた状況」が続

いていた。2000年に一人ひとりの個性と多様性が尊重され、

誰もが排除されることのない「社会的包摂」の理念が提示

され 1)、異なる福祉サービス利用者のケアを同一事業所で

行う多機能型福祉拠点の取り組みが広がってきた 2)。厚生

労働省(2017) は障害者や高齢者、子どもが生活を共にする

ことで各主体のリハビリや自立・自己実現に好循環を生む

可能性を指摘している 3)。しかし福祉施設は地域住民から

迷惑施設と認識されることがしばしばあり、障害者が地域

の中で安心して過ごせる生活の場や支援体制はまだ十分に

ではない 4)。福祉施設は災害などの有事の際の支援拠点と

もなりえる地域資源であり、平時から福祉サービス利用者

と地域住民の良好な関係性を構築することが重要である 4)。 
一方、地域のつながりの希薄化やコミュニティの衰退に

より、人々の孤独や孤立、居場所不足の課題が深刻化して

いる。内閣府まち・ひと・しごと創生本部は分散している

様々な生活サービスや地域活動などの多様な機能を歩いて

動ける範囲に集約し、生活利便性や住民同士のつながりを

高める「小さな拠点」の取り組みを開始した 5)。また厚生

労働省は福祉施設を本来の支援対象者だけでなく、属性を

問わない多様な支援を行う場としても位置付けている 6)。 
このような状況の中、「ごちゃまぜ」福祉と呼ばれる考え

方が誕生している。「ごちゃまぜ」福祉とは、福祉施設を地

域に開き、年齢や障害の有無・国籍に関わらない地域の場

を目指した理念である 7)。「ごちゃまぜ」を取り入れた多機

能型福祉拠点では、障害者と地域住民が同じ空間で活動を

共にすることで相互理解を深め、両者の間の分断や軋轢を

断ち切り、社会的包摂を推進する場として期待されている。 
1.2. 既往研究の整理 
 多機能型福祉拠点の先進事例である富山型デイサービス

を対象とした中島 8)の研究では行動観察調査から利用者、

スタッフ、知的障害スタッフの間に密接な関係が築かれて

いることを明らかにしている。また富山型の導入にあたり、

相互に豊かな関係性を築くことを可能とするスタッフ教育

及び施設運営が不可欠であることを指摘している。同様に

富山型の行動観察調査から空間構成と利用者のかかわりを

調査した江他 9)は、富山型は「ケアを必要とするすべての

人にサービスを提供する」を理念としているが、実際には

高齢者通所事業の比重が高くかかわりは限定的としている。 
日常的に地域住民が訪れる多機能型福祉拠点に着目した

奥田他 10)は、行動観察調査から障害者と地域住民の施設の

利用・交流があることを明らかにした。また多様な地域住

民の利用を促進するためには温泉・喫茶・駄菓子屋など複

数の機能を比較的低廉な価格で組み込むことが重要である

と指摘している。空間構成の異なる複数の共生型ケア事業

所での行動観察調査から利用者交流を調査した山腰他の研

究 11)では、生活行動と空間構成によってさまざまなかかわ

りが発生していることを詳細に分析している。一方で単に

異なる属性の人が同じ空間に居合わせているか、会話のよ

うに双方向のやりとりがあるかなど、かかわり方の違いを

踏まえた関係主体にとってのごちゃまぜの認識や意義、課

題は明らかにされていない。 
以上より、多様な主体の利用を想定する福祉施設におけ

る福祉サービス利用者の利用実態に着目した研究は蓄積さ

れているが、地域住民と福祉サービス利用者の拠点利用と

ごちゃまぜを理念とする多機能型福祉拠点の利用実態と課題に関する研究 

-石川県社会福祉法人佛子園「西圓寺」を対象として-

A Study on the Usage and Issues of the Multifunctional Welfare Centre Based on the Concept of “Gochamaze” 

A case of “Sansonimoku Saienji” operated by the Social Welfare Corporation “Bussien” in Ishikawa Prefecture 

武田侑哉*・篠原百合**・石川夏帆***・藤井さやか**** 
Yuya Takeda*, Yuri Shinohara**, Natsuho Ishikawa***, Sayaka Fujii**** 

Creating an inclusive society remains a key goal, but safe living environments for people with disabilities are still 
lacking. This study focuses on Saienji, a multifunctional welfare centre operated by the social welfare corporation 
Bussien, Ishikawa, to explore its usage and issues. Surveys revealed that local residents and welfare service users share 
daily life and interactions, leading to greater understanding and social inclusion. However, issues such as increased staff 
workload, insufficient care, resident concerns about inappropriate behavior, and sustainability were also identified. The 
study suggests the importance of balancing community and welfare services, developing diverse care approaches 
tailored to individual needs, and training welfare professionals who can support inclusive, mixed-use spaces.  
Keywords: Gochamaze, Social Inclusion, Disabled people, Welfare Facility, Machidukuri, Ishikawa Prefecture 
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ごちゃまぜの実態、さらには地域住民や運営者がごちゃま

ぜをどのように認識し、障害者と共に過ごすことでどのよ

うな考えの変化があったのか、ごちゃまぜに過ごすことの

問題や課題については、十分に明らかにされていない。ま

た今後社会的包摂を実践する拠点を他地域に展開するため

の複合拠点の運営上の工夫や課題を整理する必要がある。 
1.3. 研究の目的 
本研究では、障害の有無に関わらず、誰もが一緒に暮ら

せる「ごちゃまぜ」のまちづくりを実践している石川県の

社会福祉法人佛子園が小松市野田町で運営する多機能型福

祉拠点「西圓寺」を対象とし、ごちゃまぜの福祉拠点の利

用実態と課題を明らかにすることを目的とする。具体的に

は、障害者や高齢者といった施設利用者、スタッフ、温泉・

ジムなどの福祉以外の機能を利用する地域住民のごちゃま

ぜがどのように発生しているか、各主体がごちゃまぜをど

のように感じているか、ごちゃまぜの課題と拠点運営上の

課題と工夫を明らかにする。 

1.4. 研究の構成と調査方法 
 はじめに、西圓寺の概要と変遷(2 章)を整理する。西圓

寺の概要と変遷は、表-1 に示すスタッフへの調査のほか、

佛子園の理事長である雄谷良成氏が監修した著書12)や、西

圓寺の情報を発信してきたHP13)とSNS14)を用いて整理した。

次に利用行動調査（表-2）を行い、施設の利用実態とごち

ゃまぜの発生状況を把握する（3章）。なお調査設計のため、

2023年9月5日、2024年5月18日～23日、同年7月8日

～14日にプレ調査を行った。次にごちゃまぜに対する関係

主体の認識と課題を対象者へのインタビュー調査（表-2）

から明らかにした（4章）。調査対象は、スタッフと地域住

民を中心に行った。福祉サービス利用者自身の評価も重要

なため、施設長の助言を得て、意思疎通が難しい重度の障

害者や認知症の利用者は対象とせず、利用者は3名を対象

とした。さらに、4 章で明らかになったごちゃまぜの認識

と課題を示しながら、スタッフへのインタビューを行い、

ごちゃまぜの課題及び拠点運営上の工夫と課題を整理する

（5章）。 

1.5. 用語の定義 
(1) ごちゃまぜ 
「ごちゃまぜ」という言葉に定まった定義はない。本研

究では福祉サービス利用者と地域住民が同じ時間に同じ空

間で過ごしている状態と定義し、両者の間で表-5に示す社

会的行為・福祉的行為の発生有無で「直接的なごちゃまぜ」

と「間接的なごちゃまぜ」に分類する。直接的・間接的に

分類する理由は、意思疎通が難しい重度の障害者や認知症

の利用者は地域住民との直接的なかかわりは難しいが、同

じ空間で過ごしていることがごちゃまぜの認識や意義、課

題を多角的に分析する上で必要だと考えたためである。 

(2) 関わる主体 
 西圓寺に関わる人を以下のように大別する。 
・スタッフ：西圓寺(佛子園)に雇用されている(た)人 
・福祉サービス利用者：西圓寺(佛子園)の実施する福祉サー

ビスを利用する人 

・地域住民：福祉以外の目的で来訪する野田町民及び野田

町外の住民、福祉サービス利用者の家族 

 
2. 西圓寺の概要と変遷 
2.1. 対象地と運営主体の概要 
 西圓寺の位置する石川県小松市野田町は2023年12月時

点の人口が 195 人(1)の田畑に囲まれた小さな町である。西

圓寺は野田町の地理的中心に位置しており、最寄りの駅か

ら徒歩30分、バス停から徒歩10分とアクセスはよいとい

えない。西圓寺を運営する社会福祉法人佛子園は1960年 
表-1インタビュー調査概要 

●スタッフへの調査 

調査時期/対象者

/方法 

2023/8/16 N氏(理事) 

2024/5/20 A氏(施設長) 

2023/9/5 

2024/8/28 

2024/12/30 

2025/3/10 

C氏(専務理事) 

2024/10/4 M氏(職員) 

2024/10/13 D氏(元施設長、退職済み) 

2024/10/29 K氏(パート) 

2024/10/29 L氏(パート) 

2024/10/30 F氏(職員) 

2024/7/11 

2024/11/2 

B氏(理事) 

2024/11/1 G氏(パート) 

2024/11/8 J氏(職員) 

2024/11/1 n氏(パート) 

調査の内容 西圓寺の概要/働く中でのやりがいと大変なこと/地域住民・

福祉サービス利用者の変化/拠点運営の工夫と難しさ 

●地域住民への調査 

調査時期/対象者

/方法 

2024/7/8 R氏(野田町民生委員) 

2024/7/8 S氏(野田町民) 

2024/10/26 X氏(野田町外民) 

2024/7/10 

2024/11/1 

O氏(野田町民かつスタッフ) 

2024/7/10 

2024/11/24 

H氏(野田町民かつスタッフ) 

2024/11/24 Q氏(野田町民) 

2024/7/10 

2024/11/24 

P氏(野田町民) 

調査の内容 西圓寺に訪れる理由/自分自身や野田町の変化/福祉サービス

利用者に対する認識と変化/西圓寺への想い 

●福祉サービス利用者への調査 

調査時期/対象者

/方法 

2024/11/1 V氏(就労継続支援B型利用者) 

2024/11/24 U氏(就労継続支援A型利用者) 

2024/11/24 T氏(就労継続支援A型利用者) 

調査の内容 西圓寺で働く中でのモチベーションと難しいこと 

●設計事務所への調査 

調査時期/対象者

/方法 

2024/11/25 W氏(設計担当) 

調査の内容 ゴッチャウェルネスと野田町珈琲の開設目的と工夫 

表-2 利用行動調査概要 

 

エリア 
平日 休日 

日程 天気 日程 天気 

本堂 2024/11/1 曇りのち雨 2024/11/23 雨 

ロビー足湯 2024/11/1 曇りのち雨 2024/11/23 雨 

敷地内(お寺

側) 

2024/10/9 晴れ 2024/10/5 晴れ 

道路空間 2024/10/9 晴れ 2024/10/5 晴れ 

敷地内(ゴッ

チャ側) 

2024/10/9 晴れ 2024/10/5 晴れ 

ゴッチャウ

ェルネス 

2024/10/30 曇りのち晴れ 2024/11/3 晴れ 

野田町珈琲 2024/10/7 雨ときどき曇り 2024/10/6 曇りのち晴れ 

-815-

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 



 

 

に現理事長の雄谷良成氏の僧侶であった祖父が戦災孤児や

障がい児を引き取ったことから開設された社会福祉法人で

ある。以降、石川県内で福祉事業のみを展開してきたが、

西圓寺での取り組みが大きな転機となり、障害者福祉を軸

とした社会福祉事業と温泉・飲食・フィットネスジムなど

の地域に向けた事業を組み合わせた多機能型福祉拠点を石

川県の各地で運営している。 
2.2. 西圓寺の施設概要 
西圓寺の施設概要を表-3 に、施設の配置を図-1 に示す。

西圓寺の施設は廃寺を活用した「三草二木西圓寺」と空き

家・空き地を活用した「GOTCHA!WELLNESS小松」が道

路を挟み向き合う空間構成となっている(2)。事業ごとにみ

ると、「三草二木西圓寺」では生活介護、高齢者デイサービ

ス、放課後等デイサービス、就労継続支援B型の福祉事業

と温泉・足湯、西圓寺カフェなどの地域に向けた事業が主

に実施されている。「GOTCHA!WELLNESS 小松」では就

労継続支援A型の福祉事業とゴッチャウェルネス、野田町

珈琲の地域に向けた事業が主に実施されている。 
表-3 対象事例の概要 

2.3. 西圓寺の変遷 
文献やスタッフへのインタビューから西圓寺の変遷を 3

つの時期に分け、整理する。 
(ⅰ) 開設前(～2008年) 
西圓寺は 2005 年に住職が亡くなり廃寺となったのちに

雄谷氏に檀家総代から西圓寺の再生を依頼され、「障害者の

参画」と「野田町民の主体的な運営への協力」を条件に2006
年に土地と建物の寄贈を受けた。開設に至るまでに法人内

部のみならず、住民への説明会や協議を重ね、地域の問題

点やニーズを聴きながら西圓寺に盛り込む機能を共に決め、

温泉の設置と野田町民への無料開放という方針が決まった。 
(ⅱ) 事業開始期(2008年～2017年) 
 2008年1月に三草二木西圓寺が開設した。事業開始期は

お寺側のみで生活介護、高齢者デイサービス、就労継続支

援B型の福祉サービスのほかに、温泉・足湯、西圓寺カフ

ェ、駄菓子屋、ワークシェア(3)などの地域に向けた事業を開

始した。また夏祭りやクリスマスなどの季節ごとのイベン

ト、音楽ライブの開催、西圓寺の大掃除を野田町民と実施

するなど継続的に地域へのアプローチを続ける。結果とし

て野田町外民の来訪者も増加し、西圓寺温泉の年間・シー

ズンパスポートの販売を開始した。 
(ⅲ) 事業拡大期(2018年～現在) 
開設から10年を迎えた2018年に西圓寺の機能を拡充・

進化する 2 期計画で、北側の空き家と空き地を活用し、

「GOTCHA!WELLNESS小松」を新たに開設した。2 期計

画のコンセプトは「就労継続支援利用者の働く場を増や

す」、「地域住民の利用圏を広げる」、「人々の健康を増進す

る」であった。また新たに就労継続支援A型と放課後等デ

イサービスの福祉事業を開始した。関わる主体の種類と人

数が増加し、訪れる地域住民の年齢層も多様化していった。 
 
3. 西圓寺の利用実態とごちゃまぜの発生状況 
3.1. 利用行動調査の実施方法 
本研究と同じ対象地を調査した奥田他（2014）は、本堂

を対象に行動観察調査を実施しているが、西圓寺では2018
年に施設を増設し、機能が増えたことに伴って利用者も増

加している。2023 年9 月5 日、2024 年5 月18 日～23 日、

同年7月8日～14日に行ったプレ調査から、施設の一部し

か利用しない利用者が多いことを確認したため、ごちゃま

ぜの実態を把握する本研究の目的からみて、特定の人を追

跡し行動を記録する方法ではなく、施設内の各場所でどの

ような人々がどのように一緒に過ごしているかを網羅的に

把握できる回

遊型の利用行

動調査を採用

した。 
関わる主体

の西圓寺の利

用実態とごち

ゃまぜの発生

施設名 西圓寺 

運営法人 社会福祉法人佛子園 

所在地 石川県小松市野田町 

開設 2008年 

総敷地面積 1,119m² 

事業 障害者総合支援法 生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型 

介護保険法 高齢者デイサービス 

児童福祉法 放課後等デイサービス 

地域に向けた事業 温泉、足湯、西圓寺カフェ、野田町珈琲、売店、

駄菓子屋、ゴッチャウェルネス、ボディケアゆら

り 

その他の取り組み 野田町民への温泉無料開放、ワークシェア、各種

イベントの実施(周年祭・納涼床など) 

図-1 西圓寺の施設配置図 

属性 種別 略称
スタッフ ス
野⽥町⺠かつスタッフ 町内かつス
外国籍スタッフ 外ス
⽣活介護 ⽣
⾼齢者デイサービス ⾼
放課後等デイサービス 放
就労継続⽀援A型 就A
就労継続⽀援B型 就B
他施設福祉サービス利⽤者 施設外
野⽥町⺠ 町内
野⽥町外⺠ 町外
福祉サービス利⽤者家族 福祉家族

スタッフ

福祉サービス利⽤者

地域住⺠

表-4 人の属性・種別の分類 
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状況を把握するため、利用行動調査を実施した (4)。図-1に
示すように本堂、ロビー足湯、敷地内(お寺側)、道路空間、

敷地内(ゴッチャウェルネス側)、ゴッチャウェルネス、野

田町珈琲の計7つのエリアに区分けした。調査は平日・休

日の9時から21時の間に15分間隔で実施し、人の属性・

種別、年齢層、滞在場所、姿勢・体の向き、行為、会話内

容を作成

した図面

上に記録

する。ま

た人の属

性・種別

はプレ調

査をもと

に表-4 のように分類した(5)。また行われている行為につい

ては表-5のように分類した(6)。 

表-5 行為の分類 

図-2 平日本堂(上)と平日ゴッチャウェルネス(下)の時間ごとの利用人数推移 

図-3 各エリアの間接的なごちゃまぜの発生回数 

ス 町内
かつス

外ス ⽣ ⾼ 放 就A 就B 施設
外

町内 町外 福祉
家族

計

平⽇ 152 28 0 108 46 37 38 89 0 7 34 0 539
休⽇ 131 0 19 0 0 87 42 27 0 8 222 15 536
平⽇ 24 1 0 7 14 2 10 30 0 3 57 0 148
休⽇ 9 0 5 0 0 11 9 4 0 21 87 1 147
平⽇ 4 1 0 0 0 6 7 16 0 3 40 0 77
休⽇ 7 0 0 0 0 9 6 4 0 5 59 0 90
平⽇ 1 0 0 2 0 1 9 0 0 11 8 0 32
休⽇ 3 0 0 0 0 1 15 0 0 9 19 0 47
平⽇ 3 0 0 1 0 0 29 2 0 2 23 0 60
休⽇ 5 1 0 0 0 12 20 0 0 2 27 0 67
平⽇ 32 0 0 6 0 8 54 3 0 4 290 0 397
休⽇ 36 0 0 0 0 1 33 0 0 5 155 0 230
平⽇ 52 0 0 1 0 2 58 3 3 5 46 1 171
休⽇ 38 0 0 0 0 0 64 0 0 3 29 0 134

スタッフ 福祉サービス利⽤者 地域住⺠

本堂

ロビー
⾜湯
敷地内
(お寺側)

道路空間

敷地内
(ゴッチャ側)
ゴッチャ
ウェルネス

野⽥町珈琲

表-6 各エリア平日・休日ごとの総利用人数(7) 

-817-

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 



 

 

3.2. 西圓寺の利用実態とごちゃまぜの発生状況 
表-6は計7エリアの平日・休日9時～21時における各属

性・種別の人の総利用人数を示した表である。すべてのエ

リアにおいて、福祉サービス利用者、地域住民の利用があ

り、西圓寺のあらゆる場所を障害の有無に関わらず誰もが

利用可能となっていることがわかった。一方、道路空間、

敷地内(お寺側)、敷地内(ゴッチャウェルネス側)といった屋

外空間では平日・休日ともに総利用人数が少ないことがわ

かった。屋外空間では施設間の移動行為が主に行われてお

り、滞在時間が短く、ごちゃまぜが発生しにくいことがわ

かった。平日本堂は最も利用人数が計539人と最も多くの

人の利用があった。またあらゆる種別の福祉サービス利用

者の利用し、その総人数も計318人と多いが、地域住民の

利用は計 41 人と比較的少ないこともわかった。一方で平

日のゴッチャウェルネスは地域住民の利用が計294人と他

のエリアに比べて最も多いことがわかった。以上より特徴

的であった平日本堂、平日ゴッチャウェルネスの2つに着

目し、時間ごとに各属性・種別の人の利用人数の推移をみ

る。図-2から、平日本堂では、福祉事業の実施される時間

である9:00~16:00の間は多くの種別の福祉サービス利用者

の利用があり、総利用人数も多くなっていることがわかっ

た。一方で地域住民の全体に占める割合は小さくなってい

る。12:00~12:30, 13:15~13:30, 15:00~16:00は地域住民が本堂

を利用しており、ごちゃまぜの状態となっていることがわ

かった。福祉事業が終了する 16:00 以降になると総利用人

数は大幅に減少し、地域住民の全体に占める割合は高くな

り、就労継続支援A型利用者と地域住民間のごちゃまぜが

発生していた。以上より生活介護利用者など比較的重度の

障害を持つ人と地域住民間のごちゃまぜの発生回数は少な

いことがわかった。平日のゴッチャウェルネスは、野田町

外民の利用が多く、各時間において全体に占める割合とし

ても高くなっている。また 10:00~17:00 の間と長い時間ご

ちゃまぜの状態が発生しており、中でも就労継続支援A型

利用者と野田町外民のごちゃまぜが多かった。以上より西

圓寺において福祉サービス利用者は地域住民とともに生活

を送り、地域の中での生活が実現していることがわかった。

一方で比較的軽度の障害を持つ就労支援 A 型利用者と地

域住民間のごちゃまぜの発生回数は多いが、生活介護など

比較的重度の障害を持つ方と地域住民のごちゃまぜの回数

は少ないこともわかった。 
4. 西圓寺のごちゃまぜの実態と認識 
 本章では利用行動調査と関わる主体へのインタビュー

から、間接的なごちゃまぜ、直接的なごちゃまぜの実態と

関わる主体による認識について分析する。 
4.1. 「間接的なごちゃまぜ」の実態と認識 
図-3は各エリアにおける間接的なごちゃまぜの発生回数

をカウントした表である。(ⅰ)は単一種別の福祉サービス利

用者＋地域住民、(ⅱ)は二種別の福祉サービス利用者＋地域

住民、(ⅲ)は三以上種別の福祉サービス利用者＋地域住民間

の間接的なごちゃまぜを表現している。 

(ⅲ)の間接的なごちゃまぜは本堂で計15回、敷地内(ゴッ

チャウェルネス)で1回、ゴッチャウェルネスで3回発生し

ており、本堂が最も多くなっている。本堂には生活介護、

高齢者デイサービス、放課後等デイサービス、就労継続支

援B型の福祉事業が主にされるかつ西圓寺カフェ、駄菓子

屋の地域に向けた機能が一つの空間に混在しているため、

多様な種別の福祉サービス利用者と地域住民が訪れるため、

間接的なごちゃまぜが発生しやすいことがわかった。本堂

で過ごしていた野田町民は、間接的なごちゃまぜの認識に

ついて、「これまでの人生で障害者と出会うことがなく、世

の中に障害を持つ方がこんなにもいるんだと知った」と話

し、直接的なごちゃまぜの経験がなくても、西圓寺で同じ

空間に居合わせる中で、障害者の存在や行動を知る機会に

なっていることがわかった。また道路空間では(i)で計14回
の間接的なごちゃまぜが発生しており、中には西圓寺に訪

れない地域住民との間接的なごちゃまぜが発生していた。

以上より道路という公共空間を挟んだ施設配置は西圓寺に

目的を持たない人に対しても障害者を知る機会を提供する

可能性があるとわかった。 
ゴッチャウェルネスでは生活介護利用者と地域住民間の

間接的なごちゃまぜが計6回発生している。野田町外民は

生活介護利用者のトレーニング姿を見て、「会話はなくとも

頑張る姿からモチベーションをもらっている」「障害者がい

ることで一般のジムよりも上下関係を感じず、ジムに来る

敷居が低くなり、居心地がよい」として、障害者の存在に

よる波及効果も生まれていることがわかった。 
このような間接的なごちゃまぜに対し、スタッフは、「地

域住民は直接ケアを手伝うことはあまりないが、福祉サー

ビス利用者の様子を気にかけ、変化を教えてくれることが

ある。ケアの目の増加とともに、地域住民の存在が福祉サ

ービス利用者へのケアに対してほどよい緊張感を与え、ケ

アの質が向上する」「1対1で向き合うことがしんどいとき

に負担を軽減してくれる」など、地域住民の存在がスタッ

フの福祉サービス利用者に対するケアの仕方や気持ちに影

響を与えていることがわかった。 
4.2. 「直接的なごちゃまぜ」の実態と認識 
 西圓寺は福祉サービス利用者だけでなく地域住民の利用

があり、日常的にごちゃまぜの状態が生まれているが、関

わる主体の交流の実態をより具体的に明らかにするため、

表-5の行為カテゴリのうち、社会的行為・福祉的行為を「直

接的なかかわり」として回数をカウントした。健康的行為

（運動）や移動の中で他者との会話や介助などが伴う場合

は、社会的行為・福祉的行為として重複してカウントして

いる。なお、3 以上の人の間で直接的なかかわりが行われ

ている場合はそれぞれの関係性にカウントした。図-4はそ

の結果を集計したものである。円の中の数字は同一属性・

種別の人同士の直接的なかかわりの総数である。 
地域住民同士に着目すると、野田町民間は13回、野田町

民間は231回、野田町民と野田町外民間は9回の直接的な

かかわりが発生していた。この様子について野田町民は 

-818-

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 



 

 

「西圓寺が開設する前の野田町は地域住民同士のつなが

りがなかったが、温泉に通ううちに顔を合わせる機会が増

え、日常的な会話が増加した」「西圓寺を温泉や飲食をす

る場として利用することで生活の質が向上した」「西圓寺

を目的に移住してくる方がいる」として、西圓寺が地域の

活性化にも寄与していることがわかった。一方、野田町の

課題として少子高齢化が深刻化し、独居老人が増加してい

る中で、ある野田町民は「一人で家にいると寂しい気持ち

になるが、西圓寺に訪れることでさみしい気持ちが吹っ飛

んでいく」と発言しており、孤立解消の場となっているこ

とがわかった。さらに「いつも温泉に訪れる方が来なくな

ると心配になり、家まで訪問することがある」など住民同

士の見守りの場にもなっていることがわかった。「身近に

通いなれた福祉施設があるという安心感があり、将来必要

になったときに西圓寺の高齢者デイサービスを利用した

い」など将来的な福祉サービス利用につながる可能性や、

「地震などの際も西圓寺に来れば大丈夫」という安心感を

持つ町民もおり、有事の際の居場所となる可能性があるこ

ともわかった。 
 福祉サービス利用者同士に着目すると、就労継続支援A
型利用者と異なる種別の福祉サービス利用者同士の直接的

なかかわりは、生活介護利用者間で9回、放課後等デイサ

ービス利用者間で 23 回、就労継続支援 B 型利用者間で 9
回発生していた。就労継続支援A型利用者が重度の障害を

持つ人のケアを行うシーンが多く見られ、A型利用者は「自

分も痛みがわかるからこそ積極的に自らケアをしてあげた

いという気持ちになる」と話し、西圓寺では福祉サービス

利用者であってもお互いに支え合いが発生しており、支え

手・受け手の垣根や区別がなく、就労や他人のケアを通し

て、誰もが役割を持てる環境となっていることがわかった。  
福祉サービス利用者と地域住民間に着目してみてみると

生活介護利用者は 1 回、高齢者デイサービス利用者は計 2
回、放課後等デイサービス利用者は計10回、就労継続支援

A 型利用者は計 82 回、就労継続支援B 型利用者は計 7 回

の直接的なごちゃまぜが発生していた。生活介護利用者と

地域住民の直接的なごちゃまぜでは、野田町民が自ら話し

かけに行っていた。町民に話を聴くと「温泉に無料で入れ

ることが理由で開設時から西圓寺に訪れている。こちらの

生活介護利用者のことを開設当初から知っていて、障害の

程度に関わらず誰とでも積極的に会話している」と話した。

西圓寺に日常的に来訪する中で、重度の障害者とも長期的

な関係性を構築している地域住民もいることがわかった。 
また就労継続支援 A 型利用者と地域住民の直接的なご

ちゃまぜは、ゴッチャウェルネスで多く発生している。そ

の中身は就労継続支援利用者がレッスン講師を務める、マ

ッサージをする、トレーニング指導をするなど、A型利用

者自身が主体的に直接的なごちゃまぜを発生させているこ

とがわかった。就労継続支援A型利用者に話を聴くと、「今

まで通っていた福祉施設では2年間同じ人としか関わるこ

とがなかったが、西圓寺では様々な人と出会うことができ、

自分の知識を発揮して、地域住民に喜んでもらえるのがう

れしい」と話し、多様な人との出会いとそこから紡がれる

関係性に価値を感じていることが分かった。また西圓寺で

は地域に向けた事業を多く展開していることから「就労の

レパートリーが豊富で、自分の好きや得意を活かした就労

ができるのが嬉しい」として、自己実現が大きなやりがい

になっていることがわかった。地域住民からは、「就労継続

支援A型利用者は、知識量豊富で特化したスキルを持って

いて尊敬している。」「障害者に対するイメージが変わった」

との声があり、比較的軽度の障害を持つA型利用者の存在

が障害者全体に対する偏見や認識に変化を生じさせている

こともわかった。 
以上より、西圓寺では福祉サービスの種別に関わらず、

地域住民との交流を経験できる環境が豊富に用意されてい

ることがわかった。特に比較的障害が軽度の利用者の方が

直接的なかかわりを多く経験していることがわかった。 
 
5. ごちゃまぜの多機能型福祉拠点の運営上の課題と工夫 
 本章では利用行動調査と関わる主体へのインタビュー

からごちゃまぜ多機能型福祉拠点の課題と運営主体におけ

るその課題に対する対応を整理する。 
5.1. 関わる主体にとってのごちゃまぜの課題 
(1) ケア不足による不適切行為の発生と地域住民の認識 
図-5は不適切行為が発生した事例を示している。図-5(上)

はスタッフが目を離したときに生活介護利用者が放課後等

デイサービス利用者をたたいてしまった場面である。ごち

ゃまぜ多機能型福祉拠点では福祉サービス利用者一人ひと

りに対するケア不足や就労の指導不足が発生していること

がわかり、時には不適切行為が発生してしまう場合もある

ことがわかった。この事例に対してではないが、過去に目

にした福祉サービス利用者の不適切行為に対して「恐怖心

を感じる」と話した地域住民もいた。図-5(下)はスタッフが

大きな声を出してしまう生活介護利用者のケアに注力して

おり、車いすの生活介護利用者と移動が難しい高齢者デイ

図-4 直接的なかかわり(直接的なごちゃまぜ)の発生回数 
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サービス利用者が放置されている場面である。平日昼間の

本堂は利用人数が多く、同様の場面が何度も見られた。こ

のように意思疎通や移動に困難を抱える福祉サービス利用

者は特にケア不足に陥っている可能性がある。 
(2)多様で膨大な業務による負担と連携の困難さ 
上記のごちゃまぜの課題をスタッフは解決することが求

められる一方で、ごちゃまぜ多機能型福祉拠点の場合は、

複数の種別の福祉サービス利用者が存在するため、単一種

別の福祉サービスのみを実施する福祉施設よりもケア対象

が多くなっている。また地域に向けた機能を成立させるた

めの料理や接客などの文化的・社会的行為も行っている。

この状況について、スタッフは「多様で膨大な業務による

スタッフの負担が大きい」「ごちゃまぜの状態を実現するた

めにはスタッフが各々の担当や役割に縛られず連携してい

くことが重要となるが、膨大な業務量のため連携が難しく

なり、結果として縦割りの状態になってしまうことがある」

「十分なケアが行えないことがつらい」と感じていること

も分かった。 

5.2. 運営上の課題と対応策 
(1) 西圓寺の事業構造 
本節では5.1.のごちゃまぜの課題の背景を考察する。 
図-6は2017年から2024年の西圓寺の障害者福祉サービ

ス事業の収益推移で、年々増加している。すなわち障害を

持つ利用者の人数やより重症な障害を持つ利用者が増加し

ていることを示す。この背景として、西圓寺の立地の悪さ

やコロナウイルスの影響により、温泉やゴッチャウェルネ

スなどの地域に向けた機能が大きな赤字で、地域向け事業

のみでは拠点運営が困難であり、障害者福祉事業の収益に

頼らざるを得ない現状があることがわかった。 
また西圓寺には入所施設がなく通所型のみで拠点を運営

していく必要があり、福祉サービス利用者が増加している

が、その際、佛子園ではどんなに重度の障害者の受け入れ

でも断らないというという方針を持っている。そのため、

ケアの必要な障害者が増えており、地域住民の対応に手が

回っていない時があることがわかった。このような状況が

続くと、ごちゃまぜの課題を深刻化させ、地域住民が利用

を敬遠し、ごちゃまぜ自体が減少してしまう可能性がある。 
運営側としては福祉の枠にとらわれず、他のサービス業・

飲食業と戦えるクオリティの商品開発、西圓寺の立地の悪

さを打開するために EC サイトや佛子園他拠点での商品販

売や、地域イベントの開催・出店し、収益を獲得するだけ

でなく施設外で直接的なごちゃまぜの発生や地域の活性化

も目的としながら障害者福祉事業の収益に頼らない経営の

工夫を行っているが、より一層の創意工夫が求められる。 
ごちゃまぜの継続的な実現には、障害者福祉事業と地域

に向けた事業の収支の組み合わせから、拠点そのものを持

続的に運営していくための工夫が必要である。佛子園の他

の拠点のように、入所施設を組み合わせることで障害者に

対するケア不足という課題を解決しつつ、通所利用者の過

度な増加を抑えるなど、障害の程度やその人の特性に適し

た多様なケア方法の確立と調整が必要だと考えられる。 
(2) ごちゃまぜを実現可能とする福祉人材の育成 
 また西圓寺では多様な地域に向けた事業を展開すること

で飲食業界やスポーツ業界など、様々なキャリアや専門性

を持つ福祉外人材が参画し、新たな福祉の担い手を獲得し

ている。福祉外人材の存在が地域に向けたサービスの質向

上に寄与するだけでなく、その知識を教えてもらえること

が就労継続支援利用者のやりがいにもつながっている。一

方で福祉サービス利用者に対するケアに注力できず、福祉

を専門に学び続けてきた人ほど退職をしやすい傾向があり、

福祉の専門性をもつ人材が不足している。佛子園としては

従来の福祉サービスの種別ごとに分かれた福祉教育とは異

なり、地域住民に高いサービスを提供することができるか

つ福祉ケアの専門性の両方をバランスよく兼ね備えたごち

ゃまぜ型福祉人材の育成を目指し、実践している。 
 
6. まとめ 
6.1. 結論 

図-6 障害者福祉サービス事業の収益推移(9) 

図-5 ごちゃまぜの課題が発生した場面 
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 本研究では、石川県小松市野田町「西圓寺」を対象とし、

利用行動調査、インタビュー、文献調査を通してごちゃま

ぜ多機能型福祉拠点の利用実態と課題を明らかにすること

を目的とした。利用行動調査により、施設全体で多様なご

ちゃまぜが確認できた。常に多様な主体が同時に過ごして

いるわけではなく、場所や時間帯によって主体、行為、か

かわりの種類は異なっており、介護と交流を兼ねる場、ト

レーニングの場、屋外空間などそれぞれの空間の特徴に応

じたごちゃまぜとなっている。このような多様なごちゃま

ぜが実現しているのは、地域に開かれた多様な活動を兼ね

る場を目指す西圓寺の運営方針である。さらに福祉サービ

ス利用者の活動と地域住民のかかわる機会を増やすために

行った施設拡張の効果でもある。またケアを受ける利用者

とケアをするスタッフ・地域住民という固定的な役割では

なく、利用者も得意なことやできることを活かしてケアや

サービスの提供者となれる点が、西圓寺の特徴である。こ

のような運営上の工夫により、利用者と地域住民等の双方

向の直接的なごちゃまぜが生まれている。 
ごちゃまぜの認識では、福祉サービス利用者にとって多

様な人との出会いとそこから紡がれる関係性が、大きなや

りがいにつながっていることがわかった。地域住民にとっ

ては希薄であった住民同士のつながりが生まれ、温泉や飲

食を通じた日常的な会話の増加や、生活の質の向上、地域

活性化に寄与し、野田町の課題である独居老人の増加に対

して自然と住民同士で見守りを行う場として機能している

ことも明らかになった。また間接的なごちゃまぜから障害

者について知る機会を得ていること、障害者の存在による

波及効果を感じていることもわかった。中には長期的な来

訪の中で重度の障害者とも関係性を構築していることや認

識に変化が生じている人もいることがわかった。 

ごちゃまぜの課題として、福祉サービス利用者一人ひと

りに対するケア不足やそれに伴う不適切行為の発生、不適

切行為に対する地域住民の不安が挙げられる。スタッフは

福祉サービス利用者のケア対象の多さや地域に向けた事業

の追加業務など多様で膨大な業務負担と連携の困難さを抱

えており、課題解決の障壁となっていることが明らかとな

った。また課題が生じる背景には西圓寺の事業構造がある。

温泉やジムなどの地域に向けた事業のみでは拠点運営が困

難で、障害者福祉事業の収益に頼りすぎることで課題がさ

らに深刻化する可能性があることがわかった。ごちゃまぜ

の継続的な実現には障害者福祉事業と地域に向けた事業の

収支を組み合わせる経営の工夫、障害の程度やその人の特

性に適した多様なケア方法の確立と調整、ごちゃまぜを実

現可能とする福祉人材の育成が不可欠であるとわかった。 
6.2 研究の課題 
ごちゃまぜ多機能型福祉拠点の意義と課題をより深く考

察するために、西圓寺に日常的に訪れる野田町民は約3割
と固定化され、訪れない人も多く存在することがわかり、

地域全体に対する調査分析が必要であること、また西圓寺

を離れるスタッフや福祉サービス利用者、地域住民も同時

に存在することがわかり、離れていった理由の把握と分析

が不足しており、今後の研究課題としたい。 
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し、行動観察調査を実施した参考文献9)を参考にした。 
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1． はじめに 
1-1. 研究の背景と目的 
我が国では，市民がまちづくりや都市計画の検討に主体

的に参画する機会のひとつとして，市民ワークショップ（以

下，WS）の実施が一般化している 1）．特に近年，産業構造

の転換や人口減少社会の到来を背景として，行政による上

意下達的な都市計画への「同意」よりもむしろ，多様な主

体によるボトムアップ型まちづくりに結びつく創造的なア

イデアの「発意」が重視されており，その具体的な手法と

してWSが果たす役割の再評価も進みつつある 2）．一方で，

必ずしも専門的な知識を有さない市民らが参加するWSで
は，その議論の設計や成果の活用において，いくつかの課

題も指摘されている 3）．例えば，現況に対する市民らの要

望や課題の取りまとめなど短期的な視点に終始すること，

市民のアイデアが具体的なエリアや場所，空間に結びつか

ず，政策立案や都市計画に活用しづらい成果にとどまるこ

となどが挙げられる． 
国内において実践されているまちづくりWSや市民参加
型検討の取り組みをレビューすると，例えばまち歩きを通

じて自分たちの住む街を観察しながら，気づいたまちの魅

力や問題点を抽出し，価値の共通認識を図る方法がある 4）．

実際の空間体験を通じて，机上の議論だけでは発見できな

い課題や可能性を見出しつつ，課題解決の方策を検討する

手法として広く普及している．しかしながら，まちの将来

的なイメージを想像し空間像を描くためには，専門家の介

入によって市民の発想を導き，場合により適切に読み替え

る作業が必要となる場合が多い．近年は，未来について市

民が将来世代の視点で考え，将来世代の利益も踏まえて，

意思決定を行うワークショップ手法も注目を集めている 5）．

医療や環境問題など特定の分野での試行が進みつつあるが，

まちづくり分野への応用は進んでいない．市民がまちの未

来を自分事として想像し，現代社会のニーズと将来世代の

ニーズが相反しうるというまちづくり特有の課題を乗り越

え，価値を共有するためには，検討の端緒の設定やプロセ

ス設計における工夫が必要になると考えられる．まちづく

りに関する全国各地の官民連携のまちづくり 6）においては，

関係者を広く招集し多角的な可能性を検討するための手法

として，ポストイットを活用したWSの実施も一般化して
いる．これは特にプロジェクトの初動期において，様々な

制約に縛られない主体間の自由な対話や発想を促す手法と

して一定の有効性が認められる．しかしながら，計画・設

計条件が定まりきっていないがゆえに概念的・抽象的な議

論に終始する場合も多く，市民が具体的な空間やプログラ

ムの提案にまで到達できるケースは限られる． 
これらのレビューを踏まえ筆者らは，市民の発意を重視

し，創造的なアイデアに基づいてまちの将来ビジョンを描

市民発意を促すまちづくりゲームを活用したエリアビジョン策定手法の有効性 

－神戸市深江地区まちづくり協議会での実践を事例として－ 

Effectiveness of a Participatory Visioning Method for Area Development through a Citizen-Initiated Urban Planning Game 
-A Case Study of Area Development Practices in the Fukae District, Kobe City-

田中 椋*・吉野 和泰**・福本 優***・石原 凌河****・野村 はな*****・阿久井 康平******・ 
松尾 薫*******・白石将生********・蕭 耕偉郎*********・松本 邦彦********** 

Ryo Tanaka*, Kazuyasu Yoshino**, Yu Fukumoto***, Ryoga Ishihara****, Hana Nomura*****, Kohei Akui******, 
Kaoru Matsuo*******, Masao Shiraishi********, Kojiro Sho*********, Kunihiko Matsumoto********** 

In recent years, there has been an increasing number of initiatives aimed at collaboratively envisioning the future of an 
area through multi-stakeholder collaboration and planning through a back casting approach to achieve those visions. 
However, methods for overcoming differences in perspectives and levels of understanding regarding projects among 
citizens, local governments, and other stakeholders, while fostering citizens' creative initiatives and grounding visions 
in the lifestyles they aspire to achieve, remain insufficiently established. In this study, the process of a citizen workshop 
in the Fukae district of Kobe City using a city planning game "Tsumugu, Vision, Match -imagine the future vision! " 
was analyzed, and 1) the actual state of citizens' future images of the city and 2) the potential for ideas linking future 
images with spatial changes in the district through the combination of future images and walking tours were clarified. 
Keywords: City planning game, Public involvement, Back casting approach, Area vision, Citizen workshop 

まちづくりゲーム，市民参加， バックキャスト ， エリア ビジョン，市民ワークショップ 
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くための議論の要点として，1)現状の課題解決の枠組みを
乗り越えた未来志向であるか（時間），2)市民が想像し共有
しやすいスケールであるか（ライフスタイル），3)実際の都
市空間に落とし込めるか（空間），という3点に着目する． 
本研究では，1)～3)に主眼をおいて開発された，まちづく
りゲーム「紡ぐ・ビジョン・MATCH-まちの未来をソウゾ
ウする-」（1）を取り上げ，これを活用したWSの一連のプロ
セスを分析する（詳しくは第2章で説明）．まちづくりゲー
ムを用いたWSが，市民発意の促進や，市民が実現したい
ライフスタイルへの立脚，まちの将来イメージの形成にお

いて，どのような有効性を持つかを考察する．本ゲームの

特徴として，今後実現・実装されることが予想される制度

や仕組み，技術のトレンドを記載したカード（以下，トレ

ンドカード）を活用してアイデアを検討・創造するという

点が挙げられる（詳しくは第2章で説明）．参加者は無作為
に配布されたトレンドカードを自由に組み合わせて，指定

された対象エリアにおける未来の暮らしの具体的な場面を

「シーン」として提案する．これにより，参加者が1)未来
からのバックキャストの視点（時間）で，2)暮らしという
市民らが想像し共有しやすいスケール（ライフスタイル）

で，3)対象エリア内の具体的な空間におけるシーン（空間）
を描くことができるように，ゲームが設計されている．こ

のようなまちづくりゲームを通じて実際に市民が描くまち

の未来の暮らしのシーンの実態や，シーンの積み重ねに基

づいて地区内の空間改変に結びつくようなアイデアが発意

される可能性を詳細に分析することは，実効性のあるボト

ムアップ型のまちづくりや都市計画の可能性を検討する上

で意義があると考えられる． 

1-2. 研究の位置付け

まちづくりゲームを用いた市民参加型の計画検討やビジ

ョン策定については，実践的な手法の研究が進められてき

た．例えば，志村らによる密集市街地の立体建替え・景観

整備 7）や街路空間のデザイン 8）などを対象とした協議ツー

ルとしてのゲームの開発とその効果を検証した研究がある．

しかし，これらの研究はいずれも 2000 年前後のものであ
り，その後はあまり実践的な知見が蓄積されておらず，特

に近年注目されている市民による自由なアイデアの「発意」

に関しては有効性が十分に検証されていない．近年では，

安藤らによる検討テーマに応じて異なるまちづくりゲーム

の手法に関する研究 9），饗庭らによるMRを用いたまちづ
くりワークショップ手法に関する研究 10）などがある．しか

し，こういったゲームを実際の都市空間と連動させて計画・

設計プロセスに組み込む方法や，ボトムアップ型のまちづ

くりにおける有効性を考察した研究は見当たらない． 
都市計画分野における市民参画手法についてはこれまで

に多くの知見の蓄積があり，近年では，一ノ瀬らによる市

民参加型のエリアビジョン策定に関する網羅的な調査が行

われている 2）．しかし，ビジョンの策定プロセスのなかで，

市民からどのようなアイデアが挙がり，検討が進められ，

ビジョンに反映されたのか，その詳細な実態を明らかにし

た研究は少ない． 
本研究では，1-1.で設定した独自の分析のフレームのも
と，実際のWSのプロセスを詳細に分析し，議論の内容や
その変遷のメカニズムを，未来志向のボトムアップ型まち

づくりの視点から考察している点に独自性と新規性がある．  

2. 研究の方法

2-1. WSの概要 
本研究で分析を行うWSは，まちづくりゲーム「紡ぐ・
ビジョン・MATCH-まちの未来をソウゾウする-」を使用し
たWS（以下，まちづくりゲームWS）と，まち歩きおよび
地図を用いたディスカッションを行う WS（以下，まち歩
きWS）の計2回で構成される． 

表1 まちづくりゲーム「紡ぐ・ビジョン・MATCH」の概
要・遊び方 

ゲームの 

特徴 

2040 年頃の都市・地域像を描くゲームです．トレンドを掛け

合わせて暮らしの「シーン」をイメージし，ミライのライフ
スタイルを考えます． 

所要時間 45分～60分 

人数 
５〜６人のグループで遊びます．できればグループごとに主

催者はディーラー（ファシリテーター）を配置します． 

事前準備 
（主催者） 

エリアの設定＆地図の用意．トレンドカードの用意 （全71

枚からエリア特性に応じて選択や追加も可能） 

遊び方 

大きな流れは以下の２ステップ！ 

①シンキング＆プレゼンテーション×２ターン 

②投票＆ディスカッション 

① シンキング＆プレゼンテーション

①-1 ディーラーが１人７枚ずつトレンドカードを配りま
す． 

①-2 配られたトレンドカードから暮らしのシーンをイメ

ージします．イメージしたシーンを「ビジョンシート」
に記入します． 

この時，複数のトレンドカードを組み合わせてできる

だけ持ち札を減らします．（２ターン目は１ターン目に
使ったカードは使用できません） 

①-3 ビジョンシートをテーブルに出してグループのメン

バー向けにプレゼンテーションします． 
①-4 ２ターン目：①-2と3を繰り返します． 

② 投票＆ディスカッション
②-1 全員のプレゼンテーションが２ターン終わったら，そ

れぞれ気に入ったビジョンに投票します． 

この時，手元に残ったトレンドカードが投票券となり
ます．カードを裏返して他のグループメンバーのアイ

デア（ビジョン）に投票します． 

トレンドカードをすべて使い切った人は，ディーラー
から投票券としてトレンドカードを１枚もらいます． 

②-2 ディーラーの進行で，プレゼンテーションされたビジ

ョンについての補足説明や投票理由などの話題を振
り感想を発表しあいます． 

最終的にシート上に一番多くのカードが集まったもの
をベストシーン賞とします． 

複数グループで実施しているときは，グループで出た

アイデアや議論の主題をディーラーに報告してもらう
とより議論が深まります． 
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まちづくりゲームWSでは，i) 参加者は5~6 人程度のグ
ループに分かれ，無作為に配布された7枚のトレンドカー
ドをできるだけ多くのカードを任意に組み合わせて，地図

等で指定された対象エリアにおける未来の暮らしの具体的

な場面を「シーン」として描き，ビジョンシートに記入す

る（表 1）．トレンドカードは全 71枚あり，文化・土地利
用・働き方等の14のカテゴリーそれぞれについて，今後実
現・実装されることが予想される制度や仕組み，技術が示

された 3～7 枚のカードで構成される．ビジョンシートに
はタイトルや使用したトレンドカードのほか，「シーン」の

具体的な内容としてどんな主体が，いつ（季節や時間など），

どこで，誰と，何をしているシーンであるのかを記入する

（図1）．主観的な意見だけにならないように，未来の架空
の主人公を設定し，その人の暮らしを描くことができる工

夫がされている．ii) ビジョンシートへの記入後，提案した
シーンの内容をグループ内で発表し合い，共感するビジョ

ンシートについて投票とディスカッションを行う． 
まち歩きWSでは，まちづくりゲームWS で提案された
暮らしのシーンが，地域のどのような場所で実現できるか

を検討し，具体的なビジョンとして空間に落とし込むこと

を目的とする．4 人程度のグループに分かれて，iii)まち歩
きとⅳ)地図を用いたディスカッションを実施する．この際，
まち歩きに先立って，まちづくりゲームWSで提案された
暮らしのシーンの内容を整理し，参加者にリストとして配

布する．これにより，2つのWS間で議論・検討の連続性
が損なわれることや，WS の参加者間で取り組みや理解の
程度に過度な差が生じることを防ぐ． 

2-2. 対象地域 
本研究の具体的な対象地は，神戸市東灘区深江地区であ

る（図2）．深江地区では，1990年に神戸市まちづくり条例
に基づく「深江地区まちづくり協議会」が設立され，神戸

市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例に基づく

「まちづくり協定」の運用や市に対して「阪神沿いの道路

等に関する提案」を行うなど，住民主導でのまちづくりが

積極的に進められている 11）．また，2021年度には深江地区
まちづくり協議会未来創造部会を中心に「まちづくり構想

（案）」を作成するなど今後のまちづくりの方向性について

盛んに議論が行われている．しかし，ハード整備や個別の

課題解決についての議論にとどまる内容もみられ，深江地

表2 WSの概要と参加者の属性
まちづくりゲームWS まち歩きWS 

日時 
2024年1月12日（金） 
19:00~21:00 

2024年11月30日（土） 
13:30~16:30 

概要 

・ゲームの遊び方の説明 
・グループワーク（ゲー
ム） 

・まちづくりゲーム WS
の振り返り 

・まち歩きの説明 
・まち歩き 
・グループワーク（地図に
プロット） 

参加者の属性（性別・年代） 

男性 女性 男性 女性 
20代 2 2 1 1 
30代 2 1 0 0 
40代 1 0 1 0 
50代 1 4 0 1 
60代 5 0 3 0 
70代 2 0 1 0 
80代 0 1 0 0 
合計 21名 8名※ 

※うち2名はまち歩きWSのみ参加 

図 1 トレンドカードの組み合わせによるシーン記載例
（ビジョンシート） 

図2 WSの対象範囲（図中の太線枠内） 
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区のまちづくりの目標として掲げる「神戸で一番暮らしや

すいまち」の実現に向けて，より暮らしに根差した提案が

必要であることが指摘されている． 
本研究では，深江地区まちづくり協議会未来創造部会の

協力を得て，2-1. で説明したWSを実施した（表2）．その
結果，まちづくりゲーム WS（実施日時：2024/01/12 
19:00~21:00）には地区住民 17名，地区外住民 4名の計 21
名が参加し，40のシーンが提案された．まち歩きWS（実
施日時：2024/11/30 13:30~16:30）には地区住民 8名が参加
し，シーンの具体化の議論における発話データの記録およ

びアンケートを実施した．参加者には，協議会メンバー（地

域で活動する福祉，防災，交通安全，多文化共生分野のま

ちづくり関係者，事業者（酒造会社，卸売市場関係者など））

のほか，婦人会，PTA，民生委員，学生などの多様な立場・
年代が集った． 

2-3. 分析の方法 
まちづくりゲームWSで参加者が提案した40のシーンの
内容，まち歩きWSで参加者が行なった議論の音声記録，お
よび地図への記述内容のローデータを用いて分析を行った．

当日の WS では参加者による作成シーンの口頭プレゼンテ
ーションが行われたが，本研究では紙上の記述内容のみを分

析対象とする．そのため作成者ごとの文章化の技術による差

異が生じるが，本研究の分析は表現の巧拙ではなく，評価対

象となる内容を含むか否かで評価を行うものである．3章で
は，まちづくりゲーム WS を通じて使用されたトレンドカ
ードの傾向と作成されたシーンの記述内容についての分析

を行った．参加者が作成したシーンの記述分析においては，

記述内容を以下3つの観点から評価し，未来ビジョンの検討
につながるシーンが描かれているか考察を行った． 
1)制度・仕組み・技術：トレンドカードから，新たな制度・
仕組み・技術の実装方法について言及できているか 
2)ライフスタイル：暮らしの様子を描写できているか 
3)空間・場所：対象地域の具体的な空間資源を踏まえた提
案ができているか 

4章では，まち歩きWSでの検討内容に着目した．提案
シーンを実際の空間に落とし込む地図を分析した．実際の

地域の空間において提案シーンの実現可能性を検討する議

論の過程を考察した． 

3. シーンの記述にみるまちづくりゲームWSの有効性 
3-1. 描かれたシーンの内容の整理 
まちづくりゲームWSにおいてシーンの作成に使用され
るトレンドカードは 14 のカテゴリーに分けられている．
参加者は無作為に配布されたトレンドカードのうち一部を

選択してシーンを描く．作成された 40 のシーンで使用さ
れたトレンドの傾向は表3（次頁）の通りである．  

14 のトレンドのうち全く選択されていないトレンドは
なく，異なるトレンドを組み合わせた多様なシーンが描か

れていることがわかる．トレンドの選択傾向には差が生じ

ており，社会潮流，産業，交通インフラ，住まい方のトレ

ンドは描かれたシーンの 1/4以上で使用された．一方で経
済やデバイスのトレンドを取り入れたシーンは 1/10 以下
にとどまった． 

3-2. エリアビジョンの検討におけるシーンの評価 
まちづくりゲームを用いることで市民らがどのように未

来志向のシーンを描き地域の具体的な空間に落とし込んだ

かを明らかにするため，40シーンの記述内容について分析
を行なった．新たな制度／仕組み／技術の実装方法につい

ての記述，ライフスタイルに関する記述，具体的な空間・

場所に関する記述のそれぞれがみとめられるかに基づいて

パターン分けし，それぞれのパターンがエリアビジョンの

検討にどのように寄与し得るか考察を行なった（表4）． 
(1) 全ての記述がみられた記述パターンの特徴 
全ての記述がみられた記述パターン aは 14件みとめら
れ，新たな制度／仕組み／技術を実装した暮らしの様子を，

住宅や公園，社寺空間といった深江地区の地域資源と結び

付けて描いている． 
(2) いずれか2項目の記述がみられた記述パターンの特徴 
新たな制度／仕組み／技術を実装方法とライフスタイル

に関する記述がみられた記述パターン bは 10件みとめら
れ，全ての記述がみられた記述パターン aに次いで多くみ
られた．このシーンでは現在の制度／仕組み／技術では実

現が難しい未来の暮らしの様子を描くことができている一

方で，地域内の具体的な空間とは結びつけた記述はなく，

深江地区に限らず各地で実装可能な暮らしの内容となって

いる．すなわち，深江地区の暮らしとして具体化して将来

像を描いてはいないため，地域の固有性を活かすエリアビ

ジョンとなりにくいことが考えられる． 
新たな制度／仕組み／技術を実装方法と具体的な地域資

源に関する記述がみられた記述パターン cでは，地域資源
を新たな制度／仕組み／技術を用いることで活用する方法

が提案されている．従来の地域資源の活用を考えるWSで
はこのようなアイデアが集約されてきたが，実際にそのア

イデアが実現した際に地域の暮らしにどう関わるかが十分

に描かれていない．そのため，本WSでも1件しかみられ
ないように，地域住民からの積極的な発意につながりにく

いと考えられる． 

表4 3つの視点に関する記述の有無を評価した記述パタ
ーンと該当するシーン数 

記述 
パターン 

制度／仕組み／

技術に関する記
述 

ライフスタイル 
に関する記述 

空間・場所 
に関する記述 

シーン 
数 

a ◯ ◯ ◯ 14 
b ◯ ◯ × 10 
c ◯ × ◯ 1 
d ◯ × × 3 
e × ◯ ◯ 3 
f × ◯ × 4 
g × × ◯ 1 
h × × × 4 
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表3 トレンドの 14 のカテゴリーとシーンごとの組み合わせ 
タイトル 主人公の設定 トレンドのカテゴリー 

シ
"
ン 

文
化 

土
地
利
用 

働
き
方

住
ま
い
方

自
然
・
環
境 

経
済 

産
業 

情
報 
デ
バ
イ
ス 
交
流
・
コ
ミ
C
ニ
テ
F 

ま
ち
の
施
設
・
機
能 

交
通
イ
ン
フ
ラ 

制
度 

社
会
潮
流 

1 体験型市場がある町 将来この町に就職する小学生 ● ● 

2 社寺空間の利活用の多様化 
イベント、行事等では子供が主役でありたい 

深江地区（特に神社）などの行事をお手伝いをして
います ● ● 

3 家の中で完結！時間削減 家の中で過ごすのが大好きな人 ● ● ● ● 

4 いくつになっても自分の時間をたいせつに このまえまで介ゴに追われていた７０代南町在住 ● ● ● 

5 自動運転を活用した新たなバスの未来 阪神間を拠点としている路線バス会社の社員 ● ● ● 

6 子育て、そしてこれから高齢化する親の世話を将来
控えてますが、趣味を楽しんだ生活をしています 

30才の主婦です。子供2人、そして夫の両親2人と
一緒に暮らしています。 ● ● ● 

7 健康志向の観光まちづくりへ（自転車により） 観光者 ● ● ● 

8 地域のみんなで行う子育て 小学2年生の子どもをもつシングルマザー ● ● ● 

9 子供を皆で育てる町 仕事をしながら子供と街と共存し自給自足をめざす
主婦 ● ● ● ● 

10 
みずから働く内容と場所を作り、職・住近接と働く
時間の選択性をゲットする 

二人の子供を育てながら働きたいと思い、近所のマ
マ友と相談し、ベンチャー企業の立ち上げと運営を
企画した ● ● ● 

11 地域の農業の活性化 土地の利用を考える農家のヘルパー ● ● ● 

12 安心&気持ちのよい街・深江 深江で働き、子育てをしている、生活圏が深江 ● ● ● 

13 全国各地の特産物が季節物として流通する社会 まちのやおや ● ● ● 

14 公園で地産地消 素人農家 ● ● 

15 深江の海から何かが始まる 深江を拠点に海・湾岸の資源を活かした事業を興し
たい人（世代を問わず） ● ● ● 

16 
ローカル食材・食品の流通促進 会社員です。サバティカル休暇を利用して、安くな

った飛行機を使用して、日本国中を飛びまわってい
ます。 ● ● ● 

17 コミュニティ農園で、みんな仲良く、健康なまち 野菜づくりで、友人づきあいと、健康づくり ● ● ● 

18 ことばと文化のバリアフリー 先週ミャンマー（どこでもいい）からきた留学生 ● ● ●

19 私から広がるまち オープンシェアハウスの管理人兼主人 ● ● ●

20 リノベと地域交流 子育てを終えた夫婦 ● ● ● 

21 低コストで生きていける社会へ 70代の経営者 ● ● ● 

22 60世代の子どもが出て働き続けたい 60さいだが働きづつけたい ● ● 

23 定年がない ７８才の男性ですが、現在も同じように毎日仕事を
させている者 ● 

24 働く地元、育った地元 2つの地元がある会社員であり経営者 ● ● ● ● ● 

25 生活環境がフリートレードできる暮らし 世界各地の家具飲食を楽しむ大人 ● ● ● 

26 生きづらさからの脱出 定職につけない氷河期世代の引きこもり ● ● 

27 初めて深江に行ったんだけど、めっちゃ楽しいまち
だったよ！ 

休日に初めて深江に訪れた20代会社員 
● ● ● 

28 全ての人が推しを推せる！ 平ボンな主婦（50代） ● ● ● ● 

29 冷暖房設備のいらない暮らし 冷え症で暑がりの将来酒造家を目指す学生 ● ● ● 

30 深江ブランドを作る！！〜長期の育休を利用して、
地域文化のブランド化へ寄与する人材育成〜 

深江が大好きな長期育休中の主婦 
● ● 

31 人々 が自由に行動できて交流の深まる町 パーソナルモビリティない広場、町の美化を推進す
る者（町オッチャン） ● ● ● ● 

32 シニアの方がいくつになっても好きな食材を利用し
て好きなものを食べれる町 

『陸の孤島』と言われている深江南町一丁目に住む
シニア ● ● 

33 深江で生きる 深江で働き、生活する２０代 ● ● ● 

34 今の仕事を続けながら地域施設で働けるまち 定年後も人によろこばれながら働く中高年 ● ● 

35 色んな仕事が経験できて豊かな暮らしができる生活 社会人５年目の百貨店社員 ● ● 

36 緑が豊かな町、エネルギーシステムとパーソナルモ
ビリティがシェアされている町 

これから高齢を向かえる６０才です。 
● ● ● 

37 自然、防災、減災、どうしてる？どうするの？ 将来の決まらぬ大学生 ● ● 

38 海外の友達と母語で自動同時通訳技術 日本語でしか話せない高校生ボク ● ● 

39 昼休憩が2時間以上確保できる 会社員の私 ● ● ● ● 

40 コミュニティが育みやすい深江に 2人の子供をもつ父親 ● ● ● 

数 5 8 9 10 7 3 12 5 5 9 8 12 4 17 

※最下段は各トレンドを含むシーンの数 
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ライフスタイルと具体的な地域資源に関する記述がみら

れた記述パターンdは3件みとめられた．トレンドカード
に書かれた新たな制度／仕組み／技術に関する内容を十分

に反映できておらず，現在深江地区ではみられないライフ

スタイルではあるものの既存の制度／仕組み／技術で実現

しうる暮らしにとどまる記述がみとめられた．これらは比

較的短期間のアクションで実現できる内容であり，これら

のシーンの積み重ねのみで地域の将来像を描くことは難し

いと考えられる． 
(3) いずれか1項目の記述がみられた記述パターンの特徴 
新たな制度／仕組み／技術に関する記述のみがみられた

記述パターンeは3件みとめられ，配布されたトレンドカ
ードをもとに新たな制度／仕組み／技術についての言及は

なされているものの，カード中にある語句の組み合わせか

らの発展が少なく，暮らしの変化や地域内の具体的な資源

との関係性については触れられていない．すなわち，未来

志向でアイデアを出すことは部分的にできているものの，

深江地区の暮らしの将来像としては描けていないため，地

域住民が自分ごととして共感しにくいことが考えられる．

ライフスタイルに関する記述のみがみられた記述パターン

f は 4件みとめられ，新たな制度／仕組み／技術の導入や
具体の地域資源との関係についての言及がなく，既存の一

般的なライフスタイルを描くまでに留まっている．場所に

関する記述のみがみられた記述パターンgは1件みとめら
れ，地域資源の掘り起こしはできているものの，その空間

の将来像が描かれていない．これら（f, g）の記述パターン
は魅力的だと感じるライフスタイルや地域資源を挙げられ

ているものの，現在でも実現できる可能性が高いシーンと

なっているため，地域の目指すべき将来像として描き共有

することにはつながりにくいことが考えられる． 
(4) いずれの記述もみられなかった記述パターンの特徴 
いずれの記述もみとめられなかった記述パターン hは 4
件みとめられた．トレンドカードに書かれたキーワードを

部分的に取り入れているものもあるが，社会への要望や訴

えかけが強く表れた記述がみとめられた．これらのシーン

は特定課題を解決しようとするフォアキャスト的な発想で

書かれており，地域の目指すべき将来像を描くことにはつ

ながりにくいと考えられる． 

4. エリアビジョン検討におけるまち歩きWSの有効性 
4-1. まち歩きWSを通したシーンの議論の展開パターン 
本章では，まち歩きＷＳを通じて参加者らが各シーンを

実現できると考えた場所にプロットした地図と，その議論

の発話記録をもとに，描いたシーンを実際の都市空間に落

とし込む過程の分析を行った．なおまち歩きWSでは，事
前準備として，参加者が地図へプロットしやすいように，

まちづくりゲームで得た40のシーンの記述内容をKJ法に
よりまとめて20の「シーンタイプ」に整理し，まち歩きを
実施する直前に参加者に内容の共有を行った．分析の結果，

議論の展開パターンとして，a) 作成したシーンをそのまま 

表5 まち歩き WS における議論の展開のパターン 
展開パターン 空間属性 地点 シーンタイプ ※1 

a) シーンの 
落とし込み  

道路 
E 5 
L 2，5 
H 18 

公園 
D 7，8，18 
F 4，6，11，13，19 
I 7，8，9，11 

高架下 C 1，4，6，8，10，13，14，15，18 
小学校 B 8 
福祉施設 A 4，6，11 

コミュニティ
センター K 2，4，5，6，9 

宅地 J 7 ，11，13 
b) シーンから

の発展 公園 D 11 

c) 新たな 
シーンの提案  

道路 H 21：スケートボードができる通り 

公園 
F 22：スケートボード等こどもの遊

べる場所 

I 23：東部市場のものもブラジル食

料品もここで買えるよ〜！ 

駅前 M 

24：座って飲んでいる方がいま
す．一緒に座って飲んだらお友達

になれるのでは． 
25：阪神電車で都会から運んでき
たものをこちらで売って〜 

空き地 G 26：ドライブスルーで野菜を買え

るよ！ 
※1 c) は提案されたシーンの記述を記載し，新たに21〜26の番号を付した．

図 3 取り上げられた空間とシーンタイプの地図上での
整理（番号は表5と対応） 
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落とし込むパターン，b) 作成したシーンから一部発展させ
て落とし込むパターン，c) 新たにシーンを作成して落とし
込むパターンに整理できた．以下，シーンの記述と発話記

録の内容をもとに，各展開パターンの特徴を示す（表 5，
図3（いずれも前頁））． 

a) 作成したシーンをそのまま落とし込むパターンでは，
対象範囲およびその周辺の道路，公園，高架下，小学校，

福祉施設，コミュニティセンター，市場，宅地，空き地が

取り上げられ，それぞれの空間性にあったシーンが選定さ

れた．特に道路および公園は3地点ずつ挙げられており，
地点ごとに選定されたシーンタイプが異なることから，公

園一般に共通する空間性だけでなく，各公園の特長を生か

したシーンが選ばれていることがわかる．例えば道路では，

自転車で地域の穴場を巡る観光を描いたシーン（シーンタ

イプ 5）を選定して街道や古道の活用として提案するもの
や「深江文化のブランド化による多様で広域な観光サービ

スの展開」（シーンタイプ 18，記述より抜粋）を道路の活
用を起点として行うと提案するものなどがみられた．公園

では，空いた空間を利用した農園（シーンタイプ 8）や外
国人との交流拠点（シーンタイプ11）とするシーンが複数
地点で挙げられたほか，海に近い公園（地点 I）には海を資
源として多様な人材交流をうもうとするシーン（シーンタ

イプ 9）が選ばれるなど立地や周辺環境を踏まえてシーン
が落とし込まれた． 
また，高架下には特に多くのシーンが選定された．まと

まった空地として農園を描いたシーン（シーンタイプ 8）
や，高架が地域内を分断している現状の課題に対応して地

域コミュニティの子育ての場についてのシーンを選定して

提案するもの，輸送路であることを生かして全国または全

世界のローカル食品・物品を楽しむ拠点とするシーン（シ

ーンタイプ10，15）を提案するものなどがみられた．高架
下空間の活用可能性を様々な視点から捉えたシーンの選定，

提案が行われたことがわかる． 
b) 作成したシーンから一部発展させて落とし込むパタ
ーンでは，公園およびコミュニティセンターについて，a)
のパターンで落とし込んだシーンをもとに，一部の内容を

さらに発展させたシーンが提案された．たとえば公園（地

点 D）では，a)のパターンで示された，空き家を利用して
「地域のベンチャー企業と協同でママ数人がそれぞれの仕

事を創造して，自分の働きやすい時間で仕事をしていく」

（シーンタイプ 7）というシーンに対して，公園内の建物
を開放し，コワーキングスペースとして活用するというシ

ーンが提案された．これは同公園の持つ空間の特長にあわ

せてシーンを発展させたものであり，事前に描いたシーン

を念頭にまち歩きを通して実際の空間を観察したことの効

果があらわれたものと考えられる． 
c) 新たにシーンを作成して落とし込むパターンでは，道
路，公園，駅前，空き地を取り上げ，事前に描いたシーン

とは異なるシーンが提案された．幹線道路沿いに空き地や

駐車場が点在していたこと（地点G）に対し，「ドライブス

ルーで野菜を買えるよ！（原文ママ）」というシーンの提案

や，駅前（地点 M）では「座って飲んでいる方がいます．
一緒に座って飲んだらおともだちになれるのでは．（原文マ

マ）」と交流の場として活用するシーンを提案するものなど

がみられた．これらはまち歩きを通して，各空間の立地や

周辺環境，現在の使われ方を実際に見て活用の可能性を感

じたことで新たにシーンとして提案されたものである． 
一般的なまち歩きを含むWSでは，課題発見型のものや，
実装可能に配慮してアイデアが限定される例も多いが，本

WS は以上のように空間の特性を積極的に活かすアイデア
が落とし込まれ，その場の議論を通してさらに発展あるい

は新たに提案された．事前に描いたシーンを空間に落とす

ことを前提にまち歩きを行ったことで，1) 現在の課題ベー
スではなく未来志向で，2) ライフスタイルという市民が共
有しやすいスケールで，3) 実際の空間に落とし込むことが
意識化されたことが考えられる． 

4-2. 参加者によるまちづくりゲームを用いたWSの評価 
市民発意を促すツールとしてのまちづくりゲームの有効

性について検証するため，まち歩きWSの参加者（8名）
に対して，「今まで深江のまちづくりの議論」と「今回（ま

ちづくりゲームWSおよびまち歩きWS）の議論」との違
いについてアンケートを実施した． 
回答内容を整理したところ，参加者8名のうち，1) 未来
志向で議論できたことを評価する回答（4名），2) ライフス
タイルに基づいた議論ができたことを評価する回答（2名），
3) 具体的な空間に落とし込んだ議論ができたことを評価
する回答（5名）を得た．具体的には，それぞれ，「既成の
制約やイメージに縛られることなく，大きな視野で考える

ことができ」たこと，「こんな暮らし方がいいねとか，自分

だけの目線でなく，子供や子育て世代の人の目線からも考

えることができ」たこと，「ゲームで提案されたことをシー

ンを元にまち歩きを行うことで，空きスペースを見つける

ことや，今使われているがそれらを踏まえてこう改善でき

るという考えがたくさん生まれていてよかった」ことなど

が評価された．すなわち，1) 課題ベースではなく無作為に
配られたトレンドカードをもとに未来志向で，2) 自分とは
異なる架空の主人公の暮らしを検討することで多様で創造

的な「シーン」が創出され，その「シーン」をもとにまち

歩きを行うことで 3) シーンを具体化するとともに，地域
の実際の空間が持つ活用可能性を引き出したエリアビジョ

ンを描くことに寄与していることが，参加者した市民の評

価からも示唆された． 
一方で，「生きづらさ，孤立の解消などの人の面での課題

の対応が得られにくい面があるのではないか」とする指摘

もみられた．この解決方法としては，トレンドカードの網

羅性を高めることで，多様な人物像を想定したシーンの作

成を促すことが考えられる． 
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5. おわりに

本研究では，市民発意でエリアビジョンを検討するため

の手法として，まちづくりゲーム「紡ぐ・ビジョン・MATCH 
-まちの未来をソウゾウする-」を使用して地域における未
来の暮らしを「シーン」として描き，まち歩きを通してそ

の内容を実際の都市空間に落とし込む一連の市民ワークシ

ョップを提案し，その有効性と課題の検証を行った．その

評価の視点として，1) 現在の課題ベースではなく未来志向
で議論できること，2) 市民が共有しやすいスケールである
こと，3) 実際の空間に落とし込めること，を設定した． 

3章ではトレンドカードの選択傾向の把握と，エリアビジ
ョンの検討における有効性と課題という視点からシーンの

評価を行った．その結果，40のシーンのうち，14のシーン
（記述パターンa）では未来志向の暮らしの様子が地域の具
体的な空間に落とし込んで描かれており，エリアビジョンの

検討に有効なシーンが得られていることを示した．一方で，

その他の26のシーン（記述パターンb~h）では，1) 短期的
な事業計画ではなく中長期的な将来像を描く点，2) 市民か
らの主体的な発意を促す点，3) 地域の固有性を生かしたビ
ジョンを描く点において課題が残ることを示した． 

4章では事前にシーンを描いた上で行うまち歩きWSを
通したシーンの展開を明らかにした．具体的には，a) 地域
資源の空間性や周辺環境，立地等の特長を様々な視点から

読み取り，それを生かして事前に描いたシーンを落とし込

むパターン，b) まち歩きと議論を通して得た情報を元に，
事前に描いたシーンをさらに発展させるパターン，c) まち
歩きと議論を通して得た情報を元に，新たにシーンを提案

するパターン，がみられたことを示した．これにより，ま

ちづくりゲームWSに加えてまち歩きWSを行うことで，
描いたシーンが地域の具体的な空間に落とし込まれたこと

に加え，空間や立地，周辺環境，使われ方の特性を積極的

に活かすことができるようにシーンが発展あるいは新たに

提案されたことを示した．本ゲームを用いて「シーン」を

描くことでカードの配布による偶発性や架空の主人公設定

による多様性が創出されている点，まち歩きを行うことで

実際の都市空間の活用可能性の議論が展開した点について

は，参加者からも高い評価が得られた． 
以上より，まちづくりゲーム「紡ぐ・ビジョン・MATCH 

-まちの未来をソウゾウする-」を用いた一連のWS は，従
来多くみられた同意を促すWSとは異なり，地域の将来像
について市民の発意を促す手法として有効であった．一方

で，トレンドカードの内容を理解し，それらを組み合わせ

たシーンを描き，シートに記述するという作業過程の難易

度や複雑さが，発意の障壁や記述内容の欠損に繋がってい

る部分がみられた．より効果的に発意を促し，記録を反映

するために発意を促すための事前説明やトレンドカードの

難易度設定に関する改善が必要になると考えられる．また，

本WSを経て得られた市民の描いた「シーン」の蓄積をど
のように行政計画へ反映させていくかを今後の検討課題と

する． 
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【補注】 
(1) まちづくりゲーム「紡ぐ・ビジョン・ MATCH -まちの未来を

ソウゾウする-」は，日本都市計画学会関西支部の 30 周年事業の

一環として若手の研究者，実務者，行政職員，大学院生などで組織

された「ライフスタイルが紡ぐまちのみらい研究会」が企画・製作

したまちづくりゲームである．同研究会では人々の価値観や暮ら

し方を基軸とした都市計画・施策の実現のため，2040 年頃のライ

フスタイルや都市・地域のトレンドとそれが展開するシーンを想

定し，将来の都市像や都市計画技術のあり方を議論する取り組み

が進められ，同ゲームの開発に至った． 
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１．背景と目的 

市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」と「お

おむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区

域」であるが、前者は「40人/ha以上の区域が連担して3,000

人以上（1987年の省令改正以前は5,000人以上）」または「建

築物敷地等の面積が３分の１以上」を満たすもの（以下、

既成市街地要件）とされる(1)。同要件は国勢調査の人口集

中地区（以下、DID）を市街地と見做す都市計画法（以下、

法）の制定当時の考え方1)に即している。法制定に携わった

宮澤もDIDは「市街地を形成している区域というふうにと

らえて、必ず市街化区域とする」と当時明言しており2)、現

行の都市計画運用指針（以下、運用指針）でも、既成市街

地はDIDに準ずることが可能(2)とされる。 

一方、人口減少時代の地方都市のDIDは年々人口密度が

低下3)しており、内部の空洞化4)、縁辺部の縮小5)、さらには

DID自体の消滅6)、準DIDへの降格7)が発生している。都市

部の人口急増が問題視された法制定当時と比べて、今日の

DIDは質的にも量的にも様相が異なる。従って、DIDを市

街地と見做して既成市街地要件を運用する場合、法制定当

時に想定されなかった低密度な地区が市街化区域編入（以

下、編入）の候補地となる可能性があり、編入後も市街化

区域として望ましい人口密度(3)に到達しないおそれがある。

運用指針には「市街化区域に接する土地の区域について、

土地利用の動向や基盤施設の整備状況を子細に検討し（中

略）市街化しているものは市街化区域に編入することが望

ましい」(2)とあるが、この「子細に検討」の具体的内容は

示されていない。特に立地適正化計画（以下、立適）を運

用する地方都市では、安直な編入は郊外部の都市的土地利

用を促し、集約型都市構造の構築を妨げかねない。 

人口減少局面での地方都市の既成市街地要件の問題につ

いては、市町村合併に伴う都市計画区域（以下、都計区域）

の再編に際して、非線引き用途地域に既成市街地要件を適

用する場合の技術的課題に関して知見が蓄積8)9)されてきた

が、近年は合併以外の動因による既成市街地要件での編入
10)の報告がある。他方で、既成市街地要件の検討の俎上に

上がる市街化調整区域（以下、調整区域）のDIDについて、

その存在は法制定直後から指摘されていた11)が、全国的な

分布状況を調査したものは見当たらない。人口フレームの

操作により人口減少下でも編入が選択肢となること12)や、

立適と編入を同時運用する事例10)があること、自治体によ

って編入の判断基準に差異があること13)を踏まえると、既

成市街地要件を適用可能な調整区域内のDID（以下、調整

区域DID）の全容と課題の解明が求められる。 

そこで本研究は、全国の地方線引き都市の調整区域DID

の全体像を把握し、人口減少局面での調整区域DIDの区域

区分制度上の課題を明らかにすることを目的とする。 

２．全国の地方線引き都市の調整区域DIDの全体像 

2-1.調整区域DIDの定義 

全国の地方線引き都市(4)を対象に、(1)調整区域(5)の2020

年DID又は準DID、(2)地区面積(6)が市街化区域に隣接する場

合は５ha以上（旧法34条10号イ

（以下、旧10号イ）による大規

模開発の最低基準）、隣接しない

場合は20ha以上（飛び市街化区

域の最低基準）、(3)地区内の人

口密度が推定40人/ha以上(7)、と

いう３条件を満たす74市町160

地区（合計2,879ha）を抽出した。

これを本研究における調整区域

地方都市の市街化調整区域に存在するDIDの実態と区域区分制度上の課題に関する研究 

Current Situation and Issues of Densely Inhabited Districts in Urbanization Control Area in Local Cities 

丸岡陽*, 松川寿也* 

Akira Maruoka* and Toshiya Matsukawa* 

Urbanization Control Areas (UCA) are, in principle, the areas where urbanization should be restricted. However, 
residential areas and villages with population density comparable to that of Densely Inhabited District meet the 
technical standards for Urbanization Promotion Area (UPA) incorporation. This study aims to reveal the current 
situation and the possibility of UPA incorporation in Densely Inhabited Districts in UCA (UCA-DID). We identified 
160 districts as UCA-DID in 74 local cities. Whilst many UCA-DIDs have policies for residential land use in their 
master plan, few of these refer to policies for UPA incorporation. Our study suggests that the population and 
infrastructure prospects should be considered in the incorporation of UCA-DIDs within UPA. 

Keywords: Densely Inhabited District, Area Division System, Technical Standards for Urbanization Promotion Area 

Incorporation, Infrastructure Improvement 

人口集中地区, 区域区分制度, 市街化区域編入基準, 基盤整備 

図-1 調整区域DID 
の定義 
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DIDとして定義する（図-1）。 

調整区域DIDを有する対象74市町は、地方線引き都市328

市町村の22.6％に当たる（表-1）。一方、人口20万人以上の

58市に限定すると、35市（60.3％）が該当する。調整区域

に既成市街地要件を満たす地区がある状況は、一定規模以

上の都市では一般的と言える。 

160地区の面積は最低５haから最大297ha（浜松市の市街

化区域に隣接する大規模既存集落）まで（図-2）、人口密度

は最低40人/haから最大182人/ha（佐世保市の自衛隊宿舎）

まで（図-3）多様である。また、準DIDの指定範囲にある

ものは７地区と少数であり、他は全てDIDの指定範囲であ

る。飛び地は５地区（うち３地区が準DID、２地区がDID）

に留まる（表-2）。 

2-2.調整区域DIDの形成経緯 

(1)形成経緯の推定方法 

既往研究によると、既成市街地要件による近年の編入は、

郊外住宅地の他、公共施設や公営住宅の立地地区等で行わ

れている10)。また、当初線引きで調整区域に存置された集

落がDID化した事例11)や旧10号イによる住宅団地がDID並

みの人口密度となった事例14)もある。これらを踏まえ、過

去の航空写真（国土地理院）等を用いて、対象160地区の人

口集積の成り立ち（以下、形成経緯）を推定する。 

まず、航空写真から地区面積の概ね1/3以上(8)が1960年代

の集落(9)であるものを①既存集落型とする。次に、①以外

の地区で、ニュータウン（国土数値情報、2013年時点）(10)

が地区内に存在、または航空写真から地区面積の1/3以上(8)

が一体的開発（行き止まり、狭隘道路、不整形街区が殆ど

なく、特定の時期に集中的に行われた開発）であると読み

取れるものを②一体的開発型とする。さらに、①②以外の

地区で公営住宅、老人ホーム、病院、宿舎など特定の施設

敷地が地区面積の大半を占めるものを③特定施設型とし、

最後に①～③以外の地区を④個別開発型とする。 

以上の方法に基づき160地区を分類した結果、一体的開発

型は48地区、既存集落型は36地区、特定施設型は９地区、

個別開発型は67地区であった。ここで、一体的開発型と一

部の特定施設型（公営住宅団地等）は市街化区域と概ね同

水準の都市基盤を持ち、市街化区域予備軍としての性格を

有する計画的市街地と言える。既存集落型と個別開発型は

入り組んだ道路配置や虫食い状の開発が散見されることか

ら、非計画的市街地と見做すことができる。この段階で各

類型の開発手法を特定することはできないが、既往研究
11)14)15)16)17)を踏まえると、一体的開発型は主に旧10号イや調

整区域地区計画、既存集落型と個別開発型は主に旧既存宅

地制度、指定既存集落制度、法34条11号及び12号条例制度

によって、市街化が進んだものと推察される。 

(2)形成経緯別に見る調整区域DIDの市街化状況 

類型ごとに人口密度の平均値を見ると、特定施設型が最

も高く87.6人/ha、次いで一体的開発型が63.6人/ha、個別開

発型が52.4人/haであり、既存集落型が最も低い46.9人/haで

あった（図-4）。個別開発型や既存集落型は、一体的開発型

に比べて密度が低い傾向がある。 

次に、DID指定範囲にある（準DIDの７地区を除く）153

地区を対象に、DID化時期（当該地区面積の90％以上がDID

と重なる最初の年次）を見ると、最新の2020年にDID化し

た地区が64と最多であり、1985年以前に既にDID化してい

た地区は９と少ない（図-5）。類型ごとに、DID化時期の特

徴を見ると、一体的開発型と個別開発型は1990年前後から

2020年にかけて緩やかに増加している。DID化時期は厳密

な開発時期と同義ではないが、現在の調整区域DIDが古く

から存在する集落だけでなく、ごく最近の個別開発や一体

的開発によっても発生していることが読み取れる。一般に

地方都市では人口減少局面に入った後も低密度なDID拡大

が続いている3)と指摘されており、近年の調整区域DIDの発

生状況とも符合する。 

割合
(%)

対象市
町数

全市町
村数

人口規模
(単位：万人)

4.97143x<5
19.713665<=x<10
31.1196110<=x<20
54.5122220<=x<30
42.961430<=x<40
75.06840<=x<50
80.081050<=x<100
75.034100<=x
22.674328全体

表-1 調整区域DIDを有す
る市町の人口規模 

図-5 調整区域DIDのDID化時期 

 

5
8

3 2 4 5

17

4
1

2 2
5

9

1

5

1

8

22
6

3
6

3 3
7

36

11 1 1
2

1
3

0

20

40
一体的開発型(n=48)
既存集落型(n=36)
個別開発型(n=67)
特定施設型(n=9)

地
区

数

注) ( )内は地区計画
を有する地区数

(2)

(1)
(4)(1)

(4)表-2 市街化区域との位置関係 
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図-2 調整区域DIDの面積の頻度分布 

 

図-3 調整区域DIDの人口密度の頻度分布 
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2-3.編入の検討材料となる土地利用制度との位置関係 

本節では、調整区域DIDの編入の検討材料となり得る土

地利用制度で、全国一律での比較が可能なものとして、地

区計画、用途地域、居住誘導区域10)に着目し、調整区域DID

との位置関係を把握する。 

(1)調整区域地区計画との関係 

160地区のうち地区計画を有するもの(11)は12（7.5％）と

少数である。12地区中11地区は市街化区域内のDIDと隣接

するが、１地区（津市）は市街化区域から離れた飛び地の

DIDである（図-9下段①）。 

12地区について先述の形成経緯及びDID化時期との関係

を見ると、９地区は一体的開発型であるが、そのうち８地

区(12)は地区計画決定後にDID化している（表-3）。他の類型

を見ても、既にDID化した範囲に地区計画を後付けで決定

したものはない。調整区域地区計画が大規模開発手法とし

て活用される事例が多く報告13)17)されているが、本研究で

も地区計画決定が調整区域DIDの発生に繋がる事例が確認

された。 

(2)隣接する用途地域の種別 

 対象160地区のうち飛び地５地区を除く155地区について、

最も広く接する用途地域の種別をGISで集計(13)すると、住

居専用系が78地区と最も多く、次いで住居系が54地区と多

い（図-6）。これらの地区では隣接する市街化区域から連続

した住居系市街地が形成されていると思われる。 

また、上記の集計とは別に、運用指針で住居専用系と接

することが望ましくないとされる商業地域、工業地域、工

業専用地域と一部でも接する地区を見ると、155地区のうち

20地区と全体から見れば少数である。すなわち調整区域

DIDの編入に際して既存の用途地域との関係が問題になる

場面は少ないと推察される。 

(3)居住誘導区域との位置関係 

 対象74市町160地区のうち立適策定済みの61市町139地区

について、居住誘導区域との位置関係を見ると、101地区

（73％）が居住誘導区域と隣接しており、３地区（２％）

が居住誘導区域と非常に近接（１街区挟んで隣接）してい

る。すなわち、これらの地区で市街化区域編入を行う場合、

当該市町の居住誘導区域の要件次第では、同時に近隣接す

る居住誘導区域の拡大が可能である。調整区域DIDはDID

要件の40人/haを満たすものの、市街化区域として望ましい

人口密度(3)である60人/haに達していない地区が多く（図-2）、

特に個別開発型や既存集落型は未開発の農地等が多数含ま

れると推察される。市街化区域編入によって宅地化の進行

や人口密度上昇が見込まれる地区では、同時に居住誘導区

域にも指定することで居住誘導区域人口の増加が期待でき

る一方、居住誘導区域の面積拡大によってコンパクトな都

市構造から遠ざかることが懸念される。反対に市街化区域

にだけ編入して居住誘導区域に指定しない場合も、居住誘

導区域と地続きの郊外市街地に対して従来存在した市街化

調整区域としての厳しい規制を緩和することは、既存の居

住誘導区域への誘導を妨げる恐れがある。 

2-4.調整区域DIDの計画上の位置づけ 

 本節では、人口減少下の調整区域DIDの計画上の位置づ

けを整理する。本節の対象は、今後10年間で人口減少が見

込まれる市町(14)で、立適策定済みかつ都市計画マスタープ

ラン（以下、都市MP）を調整区域DIDの出現後(15)に策定又

は改訂した47市町95地区とする。これらは厳しい人口動向

や立適の運用を見据えて都市MPに調整区域DIDの方針を

記載する機会があった市町であり、これら市町の傾向が調

整区域DIDの計画上の在り方を議論する材料になる。 

(1)住居系土地利用の方針 

本節の対象95地区を、都市MP上の土地利用方針に基づき

分類する。都市MPの内容や構成は市町によって様々である

が、ここでは土地利用方針に関する図に記載された住居系

土地利用のゾーニングの名称とその方針から、(1)市街地、

(2)集落、(3)保全、さらに方針が無記載または都市的・自然

的方針が混在するものを(4)分類無とし、４種に大別(16)した。 

95地区を分類した結果、市街地は19地区、集落は23地区、

保全は２地区、分類無は51地区であった（図-7）。すなわち、

一定の人口密度と規模がある地区であっても、約半数は都

市的土地利用と自然的土地利用のどちらを優先するのか明

確な方針を持たない。特に個別開発型40地区は約６割弱が

分類無（23地区）である。 

(2)市街化区域編入の方針 

本節の対象47市町のうち、調整区域DIDの編入の検討に

関する記述は４市町で見られた。函南町（2019年３月策定）

は、既存集落型１地区（6.3ha）について、無秩序な市街化

を抑制するために編入を含めた計画的な土地利用の可能性

を検討するとしている18)。近江八幡市（2022年１月策定）

は、近江八幡駅から一定の範囲内で住宅開発ニーズ等の高

まりに応じた編入を検討する方針があり、一体的開発型１

地区（6.6ha）と個別開発型１地区（29.4ha）が該当する19)。

この他、札幌市（2016年３月策定）と東近江市（2020年６

月策定）は具体の場所を指定していないものの、既成市街

地の編入の条件を文言で規定（札幌市は地区計画決定済み

表-3 DIDと地区計画の前後関係 

DID化後DID化前

81一体的開発型(n=9)

10特定施設型(n=1)

20個別開発型(n=2)

111合計

注) １つの調整区域既成市街地に複数の地
区計画がある場合、最も古い時点で集計。
既存集落型は該当なし。
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図-6 最も広く隣接する用途地域との関係 図-7 都市MPでの土地利用方針 
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の穴抜き調整区域で周囲と同等に市街化が進んだ地区20)、

東近江市は市街化区域に隣接し既に宅地化が進行している

地区21)）しており、札幌市の特定施設型１地区（8.0ha）と

東近江市の一体的開発型１地区（8.9ha）がそれぞれ該当す

る。これら４市町のうち近江八幡市と札幌市は調整区域地

区計画の策定が全国でも特に多いことが指摘されており17)、

札幌市は地区計画が編入の条件になっている。近江八幡市

の２地区も地区計画が決定済みであり、地区計画に基づく

施設整備と住宅地開発を前提に編入を検討している可能性

がある。 

上述の４市町の他に、調整区域DID以外の地区を含めて、

住居系市街地の編入の条件や方針に言及する市町は12であ

った。残る31市町は住居系市街地の編入に関する具体的な

方針が都市MPに示されていない(17)。 

ここで、編入方針を持つ地区がほとんど見られない一方、

住居系土地利用の方針を持つ地区と、都市的・自然的方針

が混在した地区が概ね半数ずつある点は注目に値する。か

つて「必ず市街化区域にする」2)とまで言われた調整区域

DIDは、人口減少下において、その存在が黙認されるだけ

でなく、調整区域のまま住居系土地利用を継続しても都市

計画上問題ない、あるいは編入するかどうかの判断を保留

しても問題ない領域へと変わりつつあると推察される。 

 

３．大規模な調整区域DIDの制度上の課題 

2-4.で対象とした市町のうち、居住誘導区域に隣接する

調整区域DIDを２地区以上有する19市町から、調整区域

DIDの合計面積が大きい浜松市（16地区、計760.1ha）、津市

（４地区、計142.4ha）、鹿児島市（６地区、計129.9ha）、前

橋市（２地区、計127.8ha）を対象に文献調査とヒアリング

調査(18)を行い、既成市街地要件による編入の可能性を把握

図-8 調整区域DIDの位置と市街化状況（前橋市・鹿児島市） 
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する。上述の条件で４市を抽出した理由は、都市構造上無

視できない位置と規模の調整区域DIDを有する都市であれ

ば、そのことに対する課題認識や既成市街地要件の運用に

関する具体の考え方を有すると考えたためである(18)。 

3-1.編入予定の駅周辺の既存集落とその理由（前橋市） 

前橋市には既存集落型の西片貝地区（117.3ha）と個別開

発型の下大島地区（10.5ha）が存在する（図-8上段）。前橋

市の都市MP（2020年５月策定）に住居系市街地の編入の方

針は記載されていないが、ヒアリングによると2025年度の

次回定期見直しにおいて、西片貝地区の一部（概ね1.5ha）

で市街化区域編入を予定している。同地区は線引き後から

既存宅地制度や指定既存集落制度による市街化、さらに近

年は34条11号条例による自己用住宅の立地が進んだ地区で

あり、全域に流域関連公共下水道が整備されている。市は、

同地区の市街化区域至近に立地する地方銀行支店から、増

床を伴う建替えの要望が出たことを契機として、編入を検

討した。その結果、同地区が駅周辺にあり立適の考え方と

整合すること、地区内に農地等がなく完全に宅地化済みで

あること、説明会を経ても住民から反対がなかったこと、

当該の地方銀行支店が周辺地域の利便性の維持に貢献する

こと(19)等を根拠に、編入を予定している。加えて、編入後

は居住誘導区域の指定を検討している。 

市は、次々回の定期見直しにおいても既成市街地要件に

よる編入の可能性を検討する予定である。ただし、現在DID

で既成市街地要件を満たす地区であっても将来的にDIDが

縮退する可能性があるため、市街地としての持続可能性や、

都市計画税を賦課する区域としての妥当性を慎重に見極め

ることが肝要と認識している。 

3-2.厳密な基準運用により編入されない集落（鹿児島市） 

鹿児島市には既存集落型の２地区（山田地区16.5ha、下

福元地区13.7ha）と個別開発型の４地区（吉野地区12.4ha、

中山小南地区43.4ha、真方地区36.7ha、上福元地区7.1ha）が

存在するが（図-8下段）、いずれも2023年度の区域区分定期

見直しでは市街化区域に編入されなかった。この見直しの

際、市は県から通知される基本的事項(20)を踏まえ、見直し

基準(21)を作成し、街区または土地単位で編入候補地を抽出

したが、上述の６地区は新たな基盤整備を必要とする地区

（特に下水道は全地区が未整備）であったことや、敷地単

位で見ると既存の市街化区域から市街地が連続していない

ことから候補に挙がらなかった。なお、中山小南地区の住

民から一部敷地の編入要望があったが、上述の要件を満た

さないため不採用となった。 

一方、2023年度の見直しでは既成市街地として調整区域

DID以外の８地区3.34haが編入された。これらはいずれも市

図-9 調整区域DIDの位置と市街化状況（浜松市・津市） 

浜松
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・191.5ha  ・40.5人/ha
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・地区名
・[形成経緯

一：一体的開発型
集：既存集落型、
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街化区域に連続する面的開発地の全部または一部分であり、

開発に併せて下水道等も整備済みであることから編入が妥

当と判断され、居住誘導区域にも指定された。市では、県

から通知される基本的事項の内容次第で編入の基準が変わ

るため、調整区域DIDの編入の可能性を排除していないも

のの、これまで都市計画税を賦課してきた市街化区域内で

の基盤整備が完了していないことを背景に、新たな基盤整

備を要する調整区域DIDの編入に懐疑的である。 

3-3.事実上の編入凍結中の住宅団地（津市） 

津市には一体的開発型の３地区（豊里ネオポリス地区

96.3ha、杜の街地区16.8ha、風早団地地区10.5ha）と、既存

集落型（北側は小規模な一体的開発）の新家地区（18.8ha）

が存在する（図-9下段）。これらのうち、線引き直前に整備

されたと推察される風早団地と新家地区の南側の集落を除

けば、いずれも旧34条10号イによって開発された住宅団地

である。過去の都市MP（2010年７月策定）では、市街化区

域に隣接した住宅団地は市街化区域編入の検討対象となっ

ていたが、現行の都市MP（2018年３月策定）では、人口減

少社会への対応を背景に住居系の編入を一切検討しない旨

が明記され、編入という選択肢が事実上凍結されている。

市は、現行都市MPの記載内容や、県から市街化区域の低密

さを指摘されていること等を踏まえ、調整区域DIDの編入

を検討していない。なお、現行都市MPには既成市街地を維

持するための手段として地区計画が記載されているが、調

整区域DIDでは豊里ネオポリス地区に2000年１月に決定さ

れたのみで、他の地区での具体的な検討には至っていない。 

他方で、津市では下水道の早期整備が課題となっており、

市街化区域内の各所で下水道整備が予定されているが、こ

れと併せて調整区域DID（杜の街地区、新家地区）にも整

備予定がある。調整区域でも下水道建設費の一部を受益者

分担金として徴収するものの、将来の人口減少を根拠に編

入を否定する都市計画部局と、現在の居住状況を基に基盤

整備を進める下水道部局との間で都市整備の方針に齟齬が

生じているおそれがある。 

3-4.都市構造上の位置づけを軌道修正した都市（浜松市） 

浜松市には既存集落型９地区（合計657.4ha）、個別開発

型６地区（合計96.0ha）、一体的開発型１地区（6.7ha）が存

在する（図-9上段）。16地区のうち、大規模な三方原地区

（297.5ha）や積志地区（191.5ha）を含む８地区には34条11

号条例の区域指定があり、また16地区すべてが大規模既存

集落制度の区域に該当する(22)。上記の区域は、過去の都市

MP（2010年５月策定）で「郊外居住地域」として位置付け

られていた。これは市街化区域だけでなく調整区域でも人

口誘導を図るために、人口の集約先として設定されたもの

である。しかし現行の都市MP（2021年３月策定）への見直

しの中で、近年の市街化区域人口の減少と調整区域人口の

増加を踏まえ、市街化区域の人口密度の維持・向上へと方

針転換が必要という認識を持ち、「郊外居住地域」の位置づ

けを削除した。現行の都市MPでは「自然地・産業地」とい

う抽象的なゾーンとなっている。こうした位置づけの変更

を施策に反映するため、市では規制誘導の指針となる「浜

松市土地利用方針（仮称）」を検討しているが、2025年３月

現在も34条11号条例や大規模既存集落制度による緩和自体

は続いている。 

調整区域DIDの編入については、過去の都市MPでも現行

の都市MPでも言及がない。市では、既成市街地要件による

編入であっても基盤整備が必要であり、また仮に編入する

としても公共交通利便地域等に限定する方針である。調整

区域DIDの16地区では、どの地区も地元からの土地区画整

理事業等の機運がないことや、都市基盤に特段課題が見ら

表-4 ４市の調整区域DIDに関する課題と既成市街地要件の運用の予定・条件 
浜松市津市鹿児島市前橋市都市名

[一1]6.7ha / [集9]657.4ha /
[個6]96ha

[一3]123.6ha / [集1]18.8ha[集2]30.2ha / [個4]99.6ha[集1]117.3ha / [個1]10.5ha地区数・面積※1

2021年3月2018年3月2022年3月2020年5月都市MP策定年月

原則行わない。ただし駅周
辺などでの基盤整備を前提
とした編入は検討

原則行わない。前回MPで候補
地とした地区も編入しない

具体の記述なし具体の記述なし
都市MPでの住居系編入
の方針

2021年3月2021年2月2024年3月
2020年12月

（随時変更）2022年3月
前回の定期見直し年月

住居系新市街地1箇所
(17.4ha)

（編入なし）
既成市街地要件による8箇所3.34ha、

その他多数（土砂災害特別警戒区域
での逆線引き、地形地物との調整）

・産業団地1箇所(17.3ha)
・（随時変更）産業団地１箇

所（20.1ha）

前回見直しに係る編入
の内容

大きな課題なし[新家]道路拡幅や通学路の安
全確保の個別要望有

[中山小南]道路拡幅やロードミラー
設置等の個別要望有

大きな課題なし都市基盤の課題、
住民からの要望※2

宅地化の進行によって農
薬の散布や耕作機械の使
用に支障

大きな課題なし[中山小南]宅地化の進行によって農
薬の散布や耕作機械の使用に支障

大きな課題なし
営農環境の課題、
営農者からの要望※2

予定なし
理由：基盤整備の必要性、
交通利便性の低さ

予定なし
理由：都市MPとの不整合、低
密さに関する県の指摘

直近見直しで候補地外（要望があっ
たが要件外）
理由：見直し基準との不整合（特に基
盤整備状況）

[西片貝]一部を編入予定
理由：事業者からの要望、
立適との整合（駅近接）、住
民合意

編入の予定とその
理由（編入の条件）※2

運用なし
理由：基盤整備範囲との不
一致

（直近の検討事例がなく不明）運用なし
理由：基盤整備範囲との不一致、精
度（基礎調査よりも粗い）

運用なし
理由：DID縮退のリスク、基
盤整備範囲との不一致

DID準拠の既成市街地
要件の運用の有無とそ
の理由

注) ※1：[一]：一体的開発型、[集]：既存集落型、[個]：個別開発型。[ ] 内の数値は地区数。 ※2：特定の地区に関する回答は[ ] で地区名を表記。
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れないことから、編入の予定はないとしている。 

3-5.小括 

４市はいずれも、全市的な人口減少や基盤整備状況を背

景に、調整区域DIDの編入に慎重な立場を示した。唯一具

体的な編入の予定がある前橋市も、調整区域DID全体から

見れば微小な規模の編入に留まる。前章で大半の都市MP

が編入方針を記載していなかったことを踏まえると、編入

に慎重な立場は全国で共通する可能性が高い。 

住居系編入を実質的に凍結した津市を除く３市は、既成

市街地の編入の条件として、公共交通の利便性の高さ（前

橋市、浜松市）や十分な都市基盤（浜松市、鹿児島市）を

挙げる点で共通する（表-4）。また、これら３市は、DIDと

いうだけでは編入の根拠として不十分であるとヒアリング

で回答しており、「必ず市街化区域とする」2)とまで言われ

た法制定当時からDIDに対する都市計画行政の認識が変化

したことが窺える。 

４市には調整区域DIDを編入して面的な基盤整備を行う

予定はないが、都市基盤に関して、鹿児島市と津市の一部

地区で道路拡幅等の要望があることを認識している。また、

営農に関しては、宅地化による農住の近接によって、農薬

の散布や耕作機械の使用に支障を来しているという苦情が

鹿児島市と浜松市に寄せられていた。いずれの市も、こう

した問題に対して都市計画部局だけでなく、農政部局を始

めとする関係各課とともに対応する方針である。 

 

４．結論 

本研究では、全国の地方線引き都市の調整区域から既成

市街地並みの地区を独自に抽出し、その実態を明らかにす

るとともに、編入の可能性を探った。分析の結果から、調

整区域DIDに対しての区域区分制度運用を始めとする都市

計画行政の課題として以下の２点が指摘できる。 

(1) 将来性を加味した既成市街地要件の運用の必要性 

人口増加時代の既成市街地要件の役割は、DIDを市街地

と見做して市街化区域に指定するためのものだった。人口

減少下でも、既成市街地要件を満たす調整区域DIDは全国

に存在し、低密度なDIDの拡散に伴って発生し続けている。

鹿児島市が指摘したように、同要件の基準が今後の定期見

直しでどのように運用されるのかは、その時の都道府県及

び市町村次第であり、調整区域DIDの編入可能性を否定で

きない以上、ほぼ法制定当初から変わらずDIDを市街地と

見做す既成市街地要件を見直し、運用指針にある「子細な

検討」(2)の内容を明示するべきと考える。 

まず、将来人口確保の視点の必要性が指摘できる。前橋

市がヒアリングで懸念を示したように、現行法令基準（40

人/ha以上、3,000人以上）は現在人口に関するものであって

将来人口には適用されない。そのため調整区域DIDの中で

も特に多い現状40～50人/ha程度の地区（図-3）の編入を無

制限に認めた場合、それらの地区の人口密度が将来にわた

って維持されないことで市街化区域全体の密度低下に繋が

る恐れがある。従って現行基準に上乗せする要件として、

将来人口推計から見て40人/ha以上あるいは60人/ha以上(3)

が中長期的に維持できることを追加することが望まれる。 

また、調整区域DIDの多くが居住誘導区域と隣接してい

ることから、既成市街地要件には立適との整合性確保の視

点も考慮すべきと考える。前橋市、鹿児島市、浜松市で散

見されたように、既存集落型や個別開発型の地区には、DID

とはいえ開発余地のある農地等が多く含まれる。従って編

入により従来の市街化調整区域の開発規制が緩和されるこ

とが、既存の居住誘導区域への誘導を妨げないことの証明

を要件に加えることが望まれる。例えば、前橋市は居住誘

導区域に隣接する調整区域DIDのうち鉄道駅周辺かつ完全

に宅地化済みのわずか1.2％（1.5ha）だけを編入の対象とし

た。鹿児島市も、編入の可否を厳格に検討したことで、農

地を多く含む中山小南地区の編入要望を取り下げる一方、

基準を満たす3.34haは編入後に居住誘導区域に指定した。

これら２市のように既存の居住誘導区域への誘導を妨げな

いことが人口減少局面の編入の前提であり、その前提の上

で編入後の居住誘導区域の適否を議論するべきである。 

(2) 調整区域DIDのモニタリングの必要性 

本研究の分析から、今日の調整区域DIDは、編入によっ

て直ちに解消すべきものとは捉えられていないが、都市MP

において住居系市街地として位置づけられる事例も少なく

ない。しかし調整区域は、人口フレームに基づく市街化区

域と異なり、人口の密度や配分を制御する枠組みがない。

どこに・どの程度の人口を割り当てるのかが不明確なため、

浜松市のように都市MPの改訂で「郊外居住地域」から「自

然地・産業地」へと位置づけが一変することもあり得る。

さらに調整区域DIDは、調整区域でありながら人口が集積

するためにある程度の都市基盤が求められること（津市、

鹿児島市）や、宅地との近接に悩む営農者の支援（鹿児島

市、浜松市）などの特有の課題を抱えていた。調整区域DID

を市街化区域編入の対象にしないとしても、上記のように

調整区域の人口集積が様々な課題に波及する以上、調整区

域の人口を量的・空間的に制御する枠組みの構築が求めら

れる。例えば、市街化区域の人口集積を詳細に分析する機

会としては定期線引き見直しや立適見直しがあるが、調整

区域DIDについても「準市街化区域」のような位置づけと

して捉え、他の調整区域の地区よりも詳細に、人口増減や

宅地化動向等を定期的に把握することが一案である。その

結果を、都市MPの改訂や開発許可制度運用の見直しといっ

た都市計画行政だけでなく、営農環境の保全や道路・下水

道等の都市基盤整備といった関係各課の施策展開にも活用

することで、位置づけが曖昧な調整区域DIDに対しても一

貫した行政対応が可能になると考えられる。 
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【補注】 

(1) 都市計画法施行規則第８条の規定であり、概要は以下の通り。「50ha以
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下の概ね整形の土地で人口密度40人/ha以上の区域が連担し、3,000人以
上の区域」及びこれに接続する「50ha以下の概ね整形の土地の区域で、
建築物敷地その他これに類する面積が３割以上の区域」。なお都市計画

法施行令第８条では上記に接続して現に市街化しつつある区域（いわ
ゆる市街化進行地域）も含めて「すでに市街地を形成している区域」
と定義されるが、同地域は法令上の定義がなく自治体によって解釈が

多様であると推察されるため本研究の対象外とする。 

(2) 第13版都市計画運用指針（令和６年11月８日一部改正）IV-2-1 II) B 

(3) 第13版都市計画運用指針（令和６年11月８日一部改正）IV-1-2 II)による

と、「土地利用密度の低い地域であっても1ha当たり60人以上とするこ
とを基本とすることが望ましい」とある。 

(4) 都市計画法第７条１項１号の線引き義務を有する大都市圏の都市（首

都圏整備法の既成市街地、近郊整備地帯相当）を除く線引き都市。 

(5) 2023年度都市計画決定GISデータ（国土交通省）の調整区域データ。 

(6) 調整区域とDID及び準DIDのGISデータは、作成主体が異なるため境界

線が厳密には一致しない。また河川・海岸等に面したDID及び準DIDで
は水面が面積の大半を占める場合がある。以上を踏まえ、次のような
範囲は削除した上で面積を測定した。①GISデータ間の境界線の誤差と

思われる建築物１敷地に満たない線状の範囲は削除。②DID及び準DID

の境界線上にある概ね川幅30m以上の広い河川及び河川敷の範囲は削
除。③DID及び準DIDの境界線上にある海岸及び砂浜の範囲は削除（都

市的土地利用のある港湾は除く）。なお、①～③の処理によって元々１
箇所として抽出された調整区域DIDが複数個所に分割される場合があ
るが、分割後の形状で別々に面積を測定した。 

(7) 人口密度算出の手順は以下の通り。①2020年国勢調査基本単位区別人
口を建築物（国土地理院数値地図オンライン（2024年７月時点））ごと
に建築面積で按分。②地区別に按分人口を集計し、地区面積で除算。

なお本手法の限界として、大規模な公園・市場・空港等を含む地区は
建築物が少なく40人/haを満たさず対象外になりやすい。 

(8) 建築物の連担が増えるほど許可範囲が拡大する旧既存宅地制度に加え

て、34条1号による生活サービス施設や34条14号（旧34条10号ロ）によ
る分家住宅等の開発行為も、主に集落や住宅地の周辺で生じた(参考文
献11)ことを踏まえると、1960年代の集落が存在した地区のDID化の経

緯として、集落内で人口が集積してDID化する場合だけでなく、集落を
起点に周辺で開発が進みDID化する場合が考えられる。後者の場合を包
含するように、判断の閾値を1/3と低めに設定した。一体的開発も同様

の考え方で判断の閾値を1/3とした。 

(9) 旧住宅地造成事業等による住宅団地と思われる地区や、全域が工場等
の敷地で後に住宅団地に転換された地区は、一体的開発型に分類。 

(10) 国土交通省作成の「全国のニュータウンリスト」を原典資料とするGIS

データ。「全国のニュータウンリスト」の対象は以下の３条件を満たす
地区。条件１：1955年以降に着手された事業。条件２：計画戸数1,000

戸以上又は計画人口3,000人以上、かつ16ha以上の事業（複数事業が連
担して満たす場合も含む）。条件３：事業開始時にDID外であった事業。 

(11) 74市町のうち調地区を有する57市町（出典：令和５年都市計画年報）

について、都市計画決定情報GISデータ（データがない場合は市町HP

を参照）を使用してGIS上で重複を確認し、地区面積の1/3以上に地区計
画区域を含むものを「地区計画あり」とした。 

(12) 住宅地整備後、建築協定から地区計画に移行したと推察される地区（富
山市）であり、開発手法としての地区計画策定ではない。 

(13) 2023年度都市計画決定GISデータ（国土交通省）の用途地域データを使

用し、各用途地域境界の50mバッファと調整区域DIDの重複面積を求め、
重複面積が最大となる用途地域ごとに地区数を集計。なお第一種低層
住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域は「住居専用系」、第一種住居地域、第二種
住居地域、準住居地域は「住居系」としてまとめて集計。 

(14) 国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口（令和

５年推計）』に基づく2030年の推計人口が、2020年の人口を下回る市町。 
(15) DID化した時点を当該地区の出現年とする。また2014年以前の都市MP

から改訂がない都市は、立適制度を意識した記述がないことや、近年

の人口減少状況を反映していないことから分析の対象外とする。 

(16) 複数のゾーニングを跨ぐものは(1)から(4)の順に優先して分類。全体構
想と地域別構想でゾーニングが異なる場合は、より詳細なものを参照。

(4)の分類無のうち、方針が混在する例としては「田園地区」（前橋市）、
「自然地・産業地」（浜松市）等。 

(17) 「新たな土地利用の検討」のように、編入を行うかどうか不明瞭な記

載は「具体的な編入の方針なし」として集計した。 

(18) 2025年1月～2月に対象都市の都市計画担当部局に対して実施。2-4.で編

入方針を都市MPに記載した２市町について、函南町は対象が6.3haの小
規模地区のみで普遍的知見が得にくいこと、近江八幡市は今後の住宅
開発が前提となっている可能性があることから対象としていない。 

(19) ただし前橋市の立適において銀行は誘導施設に位置付けられていない。 
(20) 鹿児島県が定める「鹿児島都市計画区域市街化区域及び市街化調整区

域の区分に関する都市計画の見直しに当たっての基本的事項」。主に運

用指針の内容を再整理した内容となっているが、「すでに市街地を形成
している区域」に関して「人口集中地区の設定に準じて区域の標準の
単位を設定することも考えられる」という部分は使用されていない。 

(21) 鹿児島市が作成した「都市計画の見直しに当たっての基本的な考え方」。
この中で県の基本的事項を踏まえて市がより具体に区域区分の見直し
基準を整理している。既成市街地周辺部の要件を見ると、「１ブロック

程度の空地を含む場合、スプロールを招くおそれのない区域で、道路
等の新たな基盤整備を行う必要のない区域」が条件となっている。 

(22) 令第36条1項3号ハで規定する市条例に基づく大規模既存集落制度と、

法第34条11号で規定する市条例に基づく市街地縁辺集落制度。制度創
設の経緯は参考文献15)に詳しい。 
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** 正会員 長岡技術科学大学環境社会基盤系（Nagaoka University of Technology）

１．序論 

1-1.研究の背景と既往研究 

工業系市街地(1)として指定される市街化区域は、製造業

に関わる出荷額及び就業者数等の将来目標（以下、工業フ

レーム(2)）よりその規模が検討される(3)。人口フレーム枯

渇下では住宅・商業系市街化区域の拡大は困難となるが、

工業フレームは経済情勢次第で依然確保できる状況にある

ため、今後の市街化区域編入は工業系が主軸になると推察

される。しかし、工業フレームを根拠に編入した市街化区

域で工業専用地域並みの制限としなければ、編入後に工業

フレームと直接関係ない住宅や店舗等の土地利用がされる

可能性があり、フレームを根拠とする区域区分制度の形骸

化が懸念される。工業フレームを根拠に市街化区域編入し

た以上は、工業系市街地としての操業環境の保全のみなら

ず、同フレームと関係する工場流通業務施設(4)を主に誘導

するための補完的用途規制（以下、建築制限）も当然必要

であり、その制限措置が十分講じられなければ工業フレー

ムの目的外使用が懸念される。 

人口フレームと実人口動向の比較研究1)、人口フレーム

減少下での区域区分定期見直しの実態研究2)、人口フレー

ムを確保できない都市での線引き制度の運用方針3)、人口

減少下で新たに拡大した市街化区域4)5)や逆線引き6)を緻密

かつ網羅的に分析した先行研究等があるが、人口フレーム

枯渇下での工業系市街地としての市街化区域編入を主体と

する既往研究は少なく、さらにその編入地での建築制限と

の関係性も踏まえたフレーム実態の検証はされていない。 

1-2.研究の方法と目的 

前節を踏まえて本研究では、工業系を想定した新市街地

でありながら工場流通業務施設以外を許容する区域で、工

業フレームとの関係が評価しやすい工業地域(5)として編入

された市街化区域（以下、拡大工業地域）に着目し、拡大

工業地域での建築制限の実態を明らかにする。 

まず、人口フレーム確保が近年困難な地方圏の線引き都

市計画区域(6)(以下、都計区域)を対象に、工業フレームと

区域区分の動向や拡大工業地域での建築制限の現状を以下

の方法で確認する（２章）。令和５年６月現在の地方圏の

都計区域(6)の都市計画区域マスタープラン（以下、区域マ

ス）のフレーム基準年から市街化区域と工業地域の面積が

1.0％以上増加した16都計区域を都市計画現況調査より抽

出し(7)、拡大工業地域と同じく工業フレームを根拠とした

市街化区域編入と想定される工業専用地域を含む工業系市

街化区域(8)の近年の拡大動向を把握する。その16都計区域

のフレーム基準年以降の区域区分見直しに係る都市計画図

書(9)から拡大工業地域40地区（28市町）を特定し、根拠フ

レームや建築制限、分譲方針等を文献調査(9)とアンケート

調査(10)より確認する。 

次に、建築制限と事業主体との組み合わせが異なる拡大

工業地域を有した４都計区域を対象として、フレーム設定

主体の４県及び同都計区域構成６市へのヒアリング調査等
(11)により、拡大工業地域に割り当てる根拠となった工業

フレームを含む工業系市街地需要算出の考え方や、その過

程での都計区域構成市の関与を確認する（３章）。あわせ

て、都計区域構成市での建築制限導入の背景やフレーム設

定主体の関与度合いを同じくヒアリング調査(11)より確認

し、３章で把握した工業系市街地需要算出の考え方に基づ

き指定された拡大工業地域での建築制限を評価する(４章)。 

最後に、４都計区域で得た知見の共通性や全国的動向を

確認するために実施したフードバックアンケート調査(12)

での考察を踏まえて（５章）、人口フレーム枯渇下での拡

大工業地域指定のあり方を提示する。 

人口フレーム枯渇下での工業フレームを用いた拡大工業地域における建築制限に関する研究 

Study on Building Regulation in Expanded Industrial Zones Based on Industrial Frame with Shrinking Population Frame 

齋藤岳*・松川寿也**・丸岡陽** 
Gaku Saito*, Toshiya Matsukawa** and Akira Maruoka** 

The aim of this study is to understand the situation of Industrial Zones which expanded during the depopulation and 
examine Area Division System, focus on building restrictions in expanded Urbanization Promotion Areas designated 
Industrial Zone in local cities under depopulation and the background of the decision. 
We confirmed 16 City Planning Areas with Area Division System which expanded Industrial Zones during the 
depopulation. While the population of the area is decreasing, industrial frames are increasing and Industrial Zones are 
expanding. In many cases, building restrictions of the industrial zones were not imposed on the construction of 
houses and large-scale stores. As a result, pastry shops and houses were built. However, some prefectures have 
guidelines for land use in Urbanization Promotion Areas designated Industrial Zone and requested municipalities to 
set building restrictions mainly for factories and distribution business facilities.  
Keywords: Area Division System, Industrial Frame, Industrial Zone, District Plan 

区域区分制度、工業フレーム、工業地域、地区計画 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-838-



 

２．工業フレーム及び拡大

工業地域での建築制限の動

向 

まず、令和５年６月現在

の地方圏の都計区域(6)の区

域マスのフレーム基準年か

ら市街化区域と工業地域の

面積が1.0％以上増加した

16都計区域を都市計画現況

調査より抽出し(7)、拡大工

業地域と同じく工業フレー

ムを根拠とした市街化区域

編入と想定される工業専用

地域を含む工業系市街化区

域(8)の近年の拡大動向を把

握する。次に、16都計区域

のフレーム基準年以降の区

域区分見直しに係る都市計

画図書(9)から拡大工業地域

40地区（28市町）を特定し、

根拠フレームや建築制限、

分譲方針等を文献調査(9)と

アンケート調査(10)より確

認する。 

2-1.16都計区域のフレームと工業系市街化区域の新規編入 

 16都計区域とも区域マスでの工業フレームは製造品出荷

額等の金額ベースである。16都計区域の工業フレームの基

準値と目標値との差（以下、目標基準差）と工業系市街化

区域の拡大面積の関係を、12都計区域から収集できた見直

し前区域マス(13)の動向も踏まえて把握する（図１）。都計

区域人口フレームの目標基準差では、維持、増加よりも減

少の都計区域が多く、減少幅も見直し前区域マスより増え

ている。一方で、工業フレームの目標基準差では増加を想

定する都計区域が多い他、減少から増加に転じた都計区域

もあり、減少人口フレーム(14)に関係なく工業フレームが

設定されていることが窺える。また、見直し前区域マスよ

り工業フレームの目標基準差が縮小しながらも工業系市街

化区域の拡大面積は増加（塩尻、仙塩広域、大垣）、さら

に目標基準差を減少とするフレームとした一方で工業系市

街化区域を拡大した都計区域（長岡、富山高岡広域、東駿

河湾広域）もある。これら都計区域では卸小売販売額フレ

ームも区域マス上で設定しているが、拡大工業地域１地区

以外は全て工業フレームを用いた市街化区域編入(15)であ

るため、原単位である敷地生産性を見直す等して新規拡大

に要する工業系市街地を確保したものと推察される。この

ように、工業フレームは減少人口フレームでも増加額を見

込むことができ、さらに減少工業フレーム(14)でも新たな

工業系市街地需要の確保は可能である現状が窺える。 

2-2.拡大工業地域での建築制限と事業主体の関係 

 拡大工業地域の土地利用は、建築制限のみでなく事業主

体が想定する土地利用も影響する。民間事業者であれば工

業フレームと適合する建築規制が当然必要であり、行政が

事業主体でもその適合の永続性が望まれる他、同じ行政で

も事業主体（市町村）とフレーム設定主体（県）は必ずし

も一致しない。そのため、拡大工業地域に該当する40地区

を建築制限の区分ごとに70地区に細分化(16)して建築制限

を確認した上で、そのうちアンケート調査(10)で回答を得

た59地区を対象に、建築制限だけではなく事業主体（分

譲・賃貸方針を含む）と合わせて見ることで、拡大工業地

域毎に工業フレームとのあるべき関係性や課題を整理する。 

まず70地区の建築制限をみると、地区計画における地区

整備計画により工業地域の制限用途以外を制限する56地区

が最も多く、他１地区が特別用途地区で対応しているが、

それ以外の13地区では建築制限はなく建築協定も適用され

ていない。地区整備計画区域外等の建築制限のない区域が

存在する背景には、介在する宅地（以下、既存宅地）も含

めて拡大工業地域としたことに伴う既存不適格建築物対策

が主に推察される。また、建築制限が適用された57区域に

は、戸建住宅（７地区）や有料老人ホーム（28地区）、立

地適正化計画の誘導施設に相当する比較的大規模なものも

含む店舗等(17)（42地区）の他、カラオケボックス等の娯

楽施設（21地区）を制限しない地区もある。 

次に、アンケート調査(10)の回答を得た59地区のうち、

既存宅地以外の拡大工業地域48地区での建築制限を事業主

体及び分譲・賃貸方針と合わせてみる（表１）。行政が事

業主体の地区では、５地区で分譲賃貸後も継続的に工業フ
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図１ 16都計区域の人口・工業フレームと工業系市街化区域の動向 
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レームと適合した土地利用が都市計画による建築制限下で

担保される（類型Ａ）。ただ、分譲賃貸を通じて行政の関

与が見込めるものの、その建築制限下で工場流通業務施設

以外を許容する20地区（類型Ｂ）があり、うち分譲賃貸を

流通業務施設のみに限定しない12地区もあり、後者の地区

では操業の利便性のみならず多様な分譲先確保が建築制限

に影響したと推察される。一方、区画整理組合や民間が事

業主体の地区では、行政の関与が弱いため工業フレームと

関係する建築制限を適用すること（類型Ｃ）がより重要と

なるが、工業フレームを根拠に編入されながらも流通業務

施設以外が許容される18地区では、編入直後も含めて工業

フレームと関係ない土地利用に至る懸念がある（類型Ｄ）。 

 以上から、行政又は民間の事業主体に捉われずフレーム

の目的外使用の可能性とその防止策の実態を明らかにする

ため、建築制限と事業主体との組み合わせで類型化した類

型Ａ～Ｄの拡大工業地域が含まれ、かつ工業フレームの目

標基準差の増加だけでなく減少下での拡大工業地域も含め

て調査できる以下４都計区域を抽出し、次章以降で建築制

限等の検討経緯を仔細に調査する。 

■富山高岡広域都計区域（図２①） 

類型Ｂ、拡大工業地域指定時の目標基準差（工業：-

1,867→ +3,490億円、人口：+0.1→ -37.0千人） 

■塩尻都計画区域（図２②） 

類型Ｄ、拡大工業地域指定時の目標基準差（工業：+939

億円、人口：+0.4千人） 

■長岡都計画区域（図２③） 

 類型Ａ＋類型Ｂ＋類型Ｄ、拡大工業地域指定時の目標基

準差（工業：-410→ +201億円、人口：-1.1→ -2.5千人） 

■東駿河湾都計区域（図２④） 

 類型Ｃ＋類型Ｄ、拡大工業地域指定時の目標基準差（工

業：-417億円、人口：-9.0千人） 

 

３. 工業系市街地需要の算定と算定時の市の関与 

 本章では、ヒアリング調査等(11)により４都計区域の拡

大工業地域に割り当てる根拠となった工業フレームを含む

工業系市街地需要算出の考え方や、その過程での都計区域

構成市の関与を確認する（図３）。 

3-1.工業系市街地需要算出の考え方 

４都計区域での工業系市街地需要は、製造品出荷額の過

去の実績値から推計した工業フレームをもとに、敷地生産

性、既存の工業用地や未利用地、公共用地率を用いて算出

する国例示の方式(18)を基本とする点は共通だが算出手順

は異なる（図３）。また、工業フレームの算定では塩尻と

東駿河湾広域都計区域はあくまで推計値とする一方で、長

岡と富山高岡広域都計区域はその算定段階で県総合計画を

根拠とした政策的要素を加味(19)している。 

長岡都計区域では政策的要素を加味しながらも長岡北ス

マート流通産業団地地区での編入時の工業フレームの目標

基準差は減少していたが、その減少下で拡大工業地域を指

定できたのは、製造品出荷額の目標値から算定される目標

年の工業用地面積を算出する過程で、敷地生産性も低下し

たことに伴い将来の用地面積が増加したためであり、さら

に既存工業用地面積の差と公共用地率を加味した余剰分の

工業系市街地需要110.3haを確保することが可能となった

事業
主体

分譲賃貸の
方針

建築制限あり
建築制限なし

工場流通業務のみ 工場流通業務以外も建築可

行政
※1

工場流通業
務のみ

分譲・賃貸

長瀬(多治見市)/22. 1ha→  245億円(18. 8%) 岡屋(竜王町)/51. 3ha
→ 972億円(6. 1%)須江(石巻市)/21. 1ha→ 239億円(8. 3%)

八田工業振興A(白山市)/9. 1ha
八田工業振興B(白山市)/9. 2ha

打木②(金沢市)/2. 5ha※2→ 1154億円(22. 9%)
池田（高岡市）/4.  6ha
戸出西部金屋A（高岡市）/17.  2ha

工場流通業
務以外にも
分譲・賃貸

※4

【商老】呉羽南部(富山市)/34. 4ha→  -1867億円(-1.  9%)
【商老】富山西IC(富山市)/36.  4ha→ 3490億円(19.  0%)
【商老】中之島・見附IC北A(長岡市)/10. 7ha
【商老】中之島・見附IC北B(長岡市)/19. 0ha
【商老】矢野目西沿道業務(岩沼市)/8. 6ha→ 4458億円(21. 4%)

方針なし

三上小中小路(野洲市)/7. 7ha→ 1802億円(7. 3%)
繁昌・復井・高岡(加東市、加西市、小野市)/56. 7ha→ 360億円(0. 8%)

中A地区(安八町)/24. 9ha
中B地区(安八町)/8. 3ha
戸出西部金屋C（高岡市）/12.  4ha→  3493億円（19. 0%）

区画整
理組合

※3

工場流通業
務のみ分譲・

賃貸

西座倉A(神戸町)/17. 7ha
西座倉B(神戸町)/8. 6ha

工場流通業
務以外にも
分譲・賃貸

※4

【商】成田南工場研究所(富谷市)/7. 4ha→ 4458億円(21. 4%)
【商住】高屋敷西(富谷市)/33. 9ha→ 4458億円(21. 4%)
【商住老診】野村桔梗ヶ原工業系(塩尻市)/10. 2ha
【商住老診】野村桔梗ヶ原住居系(塩尻市)/2. 6ha

【商】三ツ谷利便用(三島市)/0. 5ha→ 1551億円(11. 3%)
方針なし 横江工業(白山市)/5.6ha→ 1173億円(18. 2%)

民間事業者

北中小路B工業(栗東市)/12. 8ha
→ 1802億円(7. 3%)

中部産業団地周辺C(見附市)/18. 1ha→ 201億円(2. 8%) 田口一ツ橋(東広島
市)/4. 5ha→ 6547億円
(61. 7%)

水足産業(加古川市)/6. 3ha→ 360億円(0. 8%)
東金井東今泉B(太田市)/5. 0ha

→6568億円(14. 4%)
北中小路B沿道(栗東市)/0. 7ha→ 1802億円(7. 3%)
長岡南越路スマートIC(長岡市)/7. 3ha→ 201億円(2. 8%)
東金井東今泉C(太田市)/4. 4ha→  6568億円(14. 4%)
別所脇屋新田小金井D(太田市)/0. 6ha
別所脇屋新田小金井E(太田市)/2. 7ha
西保(神戸町)/2. 0ha→ 941億円(11. 2%)
水口２B(甲賀市)/3. 6ha→ 543億円(13. 9％)

※4:【商老住】工場流通業務
施設以外で分譲・賃貸する
施設の用途
【商】店舗, 飲食店, 娯楽施設
【老】老人ﾎｰﾑ, 福祉系施設
【住】戸建住宅, 共同住宅
【診】診療所

青字：市街化区域編入以前
に調整区域地区計画が策定

地区名(市町名)/編入面積
→編入時の区域マスで設定
された工業フレームの目標
基準差（増減率)

類型Ａ
５地区

類型Ｂ
20地区

類型Ｃ
５地区

類型Ⅾ
18地区

※3:組合施行の区画整理事
業の分譲・賃貸方針はあく
まで区画整理組合に委ねら
れるが、事業認可等におい
て行政の一定の関与が想
定されるため、参考として分
譲・賃貸方針を確認

→1173億円(18. 2%)

→201億円(2.  8%)

中屋町(金沢市)/2.8ha
打木①(金沢市)/17.2ha

長岡北スマート流通産業団地(長岡
市)/36.6ha→ -410億円(-7.2%)

三ツ谷流通業務A（三島市）/16.5ha
三ツ谷流通業務B（三島市）/4. 3ha
三ツ谷流通業務C（三島市）/0.1ha

寺家地区産業団地(東広島市)
/20.2ha→ 6547億円(61.7%)
東金井東今泉B(太田市)/11.3ha

→ 6568億円(14.4%)

→ 3490億円（19. 0%）

→1154億円
(22. 9%)

→941億円(11. 2%)

→ -417億
円 (-2.  8%)

→ 941億円(11. 2%)

→939億円(12. 5%)

→6568億円(14. 4%)

※2:特別用途地区で建築制
限を補完

※1:自治体、土地開発公社、
公団等

上記以外の11地区は、事業
区域に隣接する既存宅地を
拡大工業地域として同時編
入された地区（工場流通業
務施設以外も許容１地区、
建築制限なし10地区）

伏木万葉ふ頭地
区（高岡市）/32. 2ha
越の潟町・八幡町

_(射水市)/17.3ha
→ 3490億円(19. 0%）

表１ 拡大工業地域での建築制限と事業主体及び分譲・賃貸方針 
事業
主体

分譲賃貸の
方針

建築制限あり
建築制限なし

工場流通業務のみ 工場流通業務以外も建築可

行政
※1

工場流通業
務のみ

分譲・賃貸

長瀬(多治見市)/22. 1ha→  245億円(18. 8%) 岡屋(竜王町)/51. 3ha
→ 972億円(6. 1%)須江(石巻市)/21. 1ha→ 239億円(8. 3%)

八田工業振興A(白山市)/9. 1ha
八田工業振興B(白山市)/9. 2ha

打木②(金沢市)/2. 5ha※2→ 1154億円(22. 9%)
池田（高岡市）/4.  6ha
戸出西部金屋A（高岡市）/17.  2ha

工場流通業
務以外にも
分譲・賃貸

※4

【商老】呉羽南部(富山市)/34. 4ha→  -1867億円(-1.  9%)
【商老】富山西IC(富山市)/36.  4ha→ 3490億円(19.  0%)
【商老】中之島・見附IC北A(長岡市)/10. 7ha
【商老】中之島・見附IC北B(長岡市)/19. 0ha
【商老】矢野目西沿道業務(岩沼市)/8. 6ha→ 4458億円(21. 4%)

方針なし

三上小中小路(野洲市)/7. 7ha→ 1802億円(7. 3%)
繁昌・復井・高岡(加東市、加西市、小野市)/56. 7ha→ 360億円(0. 8%)

中A地区(安八町)/24. 9ha
中B地区(安八町)/8. 3ha
戸出西部金屋C（高岡市）/12.  4ha→  3493億円（19. 0%）

区画整
理組合

※3

工場流通業
務のみ分譲・

賃貸

西座倉A(神戸町)/17. 7ha
西座倉B(神戸町)/8. 6ha

工場流通業
務以外にも
分譲・賃貸

※4

【商】成田南工場研究所(富谷市)/7. 4ha→ 4458億円(21. 4%)
【商住】高屋敷西(富谷市)/33. 9ha→ 4458億円(21. 4%)
【商住老診】野村桔梗ヶ原工業系(塩尻市)/10. 2ha
【商住老診】野村桔梗ヶ原住居系(塩尻市)/2. 6ha

【商】三ツ谷利便用(三島市)/0. 5ha→ 1551億円(11. 3%)
方針なし 横江工業(白山市)/5.6ha→ 1173億円(18. 2%)

民間事業者

北中小路B工業(栗東市)/12. 8ha
→ 1802億円(7. 3%)

中部産業団地周辺C(見附市)/18. 1ha→ 201億円(2. 8%) 田口一ツ橋(東広島
市)/4. 5ha→ 6547億円
(61. 7%)

水足産業(加古川市)/6. 3ha→ 360億円(0. 8%)
東金井東今泉B(太田市)/5. 0ha

→6568億円(14. 4%)
北中小路B沿道(栗東市)/0. 7ha→ 1802億円(7. 3%)
長岡南越路スマートIC(長岡市)/7. 3ha→ 201億円(2. 8%)
東金井東今泉C(太田市)/4. 4ha→  6568億円(14. 4%)
別所脇屋新田小金井D(太田市)/0. 6ha
別所脇屋新田小金井E(太田市)/2. 7ha
西保(神戸町)/2. 0ha→ 941億円(11. 2%)
水口２B(甲賀市)/3. 6ha→ 543億円(13. 9％)

※4:【商老住】工場流通業務
施設以外で分譲・賃貸する
施設の用途
【商】店舗, 飲食店, 娯楽施設
【老】老人ﾎｰﾑ, 福祉系施設
【住】戸建住宅, 共同住宅
【診】診療所

青字：市街化区域編入以前
に調整区域地区計画が策定

地区名(市町名)/編入面積
→編入時の区域マスで設定
された工業フレームの目標
基準差（増減率)

類型Ａ
５地区

類型Ｂ
20地区

類型Ｃ
５地区

類型Ⅾ
18地区

※3:組合施行の区画整理事
業の分譲・賃貸方針はあく
まで区画整理組合に委ねら
れるが、事業認可等におい
て行政の一定の関与が想
定されるため、参考として分
譲・賃貸方針を確認

→1173億円(18. 2%)

→201億円(2.  8%)

中屋町(金沢市)/2.8ha
打木①(金沢市)/17.2ha

長岡北スマート流通産業団地(長岡
市)/36.6ha→ -410億円(-7.2%)

三ツ谷流通業務A（三島市）/16.5ha
三ツ谷流通業務B（三島市）/4. 3ha
三ツ谷流通業務C（三島市）/0.1ha

寺家地区産業団地(東広島市)
/20.2ha→ 6547億円(61.7%)
東金井東今泉B(太田市)/11.3ha

→ 6568億円(14.4%)

→ 3490億円（19. 0%）

→1154億円
(22. 9%)

→941億円(11. 2%)

→ -417億
円 (-2.  8%)

→ 941億円(11. 2%)

→939億円(12. 5%)

→6568億円(14. 4%)

※2:特別用途地区で建築制
限を補完

※1:自治体、土地開発公社、
公団等

上記以外の11地区は、事業
区域に隣接する既存宅地を
拡大工業地域として同時編
入された地区（工場流通業
務施設以外も許容１地区、
建築制限なし10地区）

伏木万葉ふ頭（高
岡市）/32. 2ha
越の潟町・八幡町

(射水市)/17.3ha
→ 3490億円(19. 0%）
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(20)。また、同じく減少工業フレーム下での拡大工業地域

と見られた東駿河湾広域都計区域では、当時は市町毎に設

定した工業フレームを根拠とする随時編入であったため、

工業フレームの基準年を直近の平成24年の現況値に改定し

て三島市分を再計算した結果、工業フレーム目標基準差が

404億円増となったことで拡大工業地域を上回る工業用地

需要40.8haを確保できた。一方で、塩尻都計区域は工業フ

レームの算出に政策的要素を加味せず、製造品出荷額の増

加額から将来工業用地面積を算出するため、増加額がなけ

れば敷地生産性や公共用地率の増減に関係なく工業系市街

地需要を確保できない。 

3-2.工業系市街地需要算定過程でのフレーム協議 

工業フレームを含む工業系市街地需要の算定に、基礎自

治体関与の機会（以下、フレーム協議(21)）が与えられた

のは塩尻と長岡都計区域であり（図３②③）、富山高岡広

域と東駿河湾広域都計区域は県のみの考え方、判断で算出

されていた。長岡都計区域では市街地需要面積の算出に要

する各種指標を都計区域構成市が算定している。長岡北ス

マート流通産業団地地区の随時編入時には、後の第６回定

期見直し時に編入される拡大工業地域を含め検討されてお

り、既存の工業用地や未利用地を可能な限り抽出すること

で、工業用地需要の余剰分確保も試みていた。塩尻都計区

域では、敷地生産性を市が算出する過程で関与している。

野村桔梗ケ原地区を指定した第７回定期見直しでは、県指

定の算定方法に従い敷地生産性を県に提示したが、同市の

製造品出荷額が急増し敷地生産性が過大算定された結果、

工業系市街地需要の減少が危惧されたことで市は敷地生産

性の算定方法の変更を要望し、後の定期見直しでその変更

が受け入れられた(22)。また、長岡都計区域では第６回定

期見直し時に長岡市が政策的要素を加味したさらなる工業

フレーム加算を県に提案しており、市街地需要算出に要す

る指標に限らず、算出の基本となる工業フレーム自体への

関与も試みていた（最終的に県は却下）。 

このように、工業系市街地は敷地生産性等の操作によっ

①富山高岡広域都計区域

地区(編入年次/面積(ha)/割付工業ﾌﾚー ﾑ 工場流通業務施設以外の建築可能施設例
呉羽南部地区(H17. 12/33. 6/不明)

建替えによる住宅、延床面積200㎡未満の店舗、有料老人ﾎー ﾑ等
富山西IC地区(H28.9/37. 0/360. 9億円)
池田地区(H28. 9/6. 1/39. 6億円) 社会福祉施設、有料老人ﾎー ﾑ、延床面積１万㎡未満の店舗等
戸出西部金屋地区
(H28. 9/38. 8/206. 2億円)

A地区 社会福祉施設、有料老人ﾎー ﾑ、延床面積１万㎡未満の店舗等
C地区 社会福祉施設、有料老人ﾎー ﾑ、延床面積１万㎡未満の店舗等

伏木万葉ふ頭地区(H28. 9/32.  2/※) 地区整備計画なし（公有地のため分区のない臨港地区）
越の潟町・八幡町地区(H28. 9/17. 7/※) 地区整備計画なし（公有地のため分区のない臨港地区）

地区(編入年次/面積(ha)/割付工業ﾌﾚー ﾑ) 工場流通業務施設以外の建築可能施設例
野村桔梗ヶ原地区
(R3. 5/12.. 7/235億円)

工業系区域 延床面積１万㎡未満の店舗、温浴施設
住居系区域 延床面積3,000m2未満の店舗、住居、福祉施設

②塩尻都計区域

地区(編入年次/面積(ha)/割付工業ﾌﾚー ﾑ) 工場流通業務施設以外の建築可能施設例

三ツ谷地区
(H28. 3/21. 1/114. 2億円)

流通業務地区ABC

利便用地区 店舗（性的な店舗以外）、集会所、診療所、保育所

③長岡都計区域

★呉羽南部地区
+富山西IC地区★戸出西部

金屋地区

★池田地区

★越の潟町・
八幡町地区

★伏木万葉ふ頭地区

★野村桔
梗ヶ原地区

★

中之島・見附IC北地区

長岡北ｽﾏｰﾄ流通
産業団地地区★

A地区
400m

戸出西部金屋地区
400m

C地区

池田地区

伏木万葉ふ頭地区

越の潟町・八幡町地区

0 6
km

工業系区域

住居系
区域

流通業務
地区B

N

200m

野村桔梗ヶ原地区 三ツ谷地区

長岡北ｽﾏｰﾄ
流通団地地区

中之島・見附
IC北地区

中部産業団地周辺地区長岡南越路ｽﾏｰﾄIC地区

地区(編入年次/面積(ha)/割付工業ﾌﾚー ﾑ)工場流通業務以外に建築可能な施設例
長岡北ｽﾏー ﾄ流通産業団地地区
(H30. 3/38. 7/就業者1, 267人)
中之島・見附IC北地区
(R5.6/31. 6/就業者1, 050人)

A地区 有料老人ﾎー ﾑ、延床面積150㎡未満の店舗等
B地区 有料老人ﾎー ﾑ、延床面積150㎡未満の店舗等

長岡南越路ｽﾏー ﾄIC地区(R5.  6/5.  8/※) 有料老人ﾎー ﾑ、延床面積150㎡未満の店舗等
中部産業団地周辺地区(R5. 6/5. 8/※) 有料老人ﾎー ﾑ、延床面積３千㎡未満の店舗等

A地区

B地区

行政区域 都計区域

市街化区域

N

0 5
km

N

0 5
km

N

600m

N

N

N

N

N

250m

N

300m

400m

400m

N

200m

N

200m N

富山市
射水市

高岡市

塩尻市

三島市

A地区

呉羽南部
地区

600m

0 2
km

④東駿河湾広域都計区域

N

市役所

拡大工業地域の拡大図

地区整備計画区域拡大工業地域

長岡市

見附市

中部産業団地周辺地区★

※：区域区分設定調書上に

割付工業フレームの記載なし

富山西IC
地区

地区整備計画
区域外既存宅
地（公共施行
区画整理）↓

同時編入され
た既存住宅→

地区整備計画区
域外既存宅地
（既存工場）↓

利便用地区

流通業務
地区A

流通業務地区C←分譲住宅地

→
洋
菓
店

←３千㎡未満の店舗
を許容する分譲地

★

★長岡南越路ｽﾏｰﾄIC地区

N

三ツ谷
地区

図２ 分析対象拡大工業地域の位置と割り当て工業フレーム、建築制限下で許容される流通業務施設以外の施設 

①富山高岡広域都計区域

地区(編入年次/面積(ha)/割付工業ﾌﾚー ﾑ) 工場流通業務施設以外の建築可能施設例
呉羽南部地区(H17. 12/33. 6/不明)

建替えによる住宅、延床面積200㎡までの店舗、有料老人ﾎー ﾑ等
富山西IC地区(H28.9/37. 0/360. 9億円)
池田地区(H28. 9/6. 1/39. 6億円) 社会福祉施設、有料老人ﾎー ﾑ、延床面積１万㎡までの店舗等
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て減少工業フレーム下であっても新規需要の算出が可能で

あり、また県によってはフレーム協議を通じてその算出に

基礎自治体が一定程度関与できることを確認できた。 

 

４. 拡大工業地域指定の経緯と建築制限設定の背景 

 本章では、拡大工業地域の指定経緯を踏まえて建築制限

導入の背景をヒアリング調査(11)より確認する(図４)。 

4-1.拡大工業地域での建築制限の指針のない都計区域 

(1)富山高岡広域都計区域(図４①) 

広域都計区域構成市で共有する工業フレームを割り当て

た拡大工業地域ではあるが、富山市の拡大工業地域では

200㎡までの店舗や老人ホーム等の許容に限定する一方で、

高岡市の池田地区、戸出西部金屋地区では地区整備計画で

延床面積１万㎡までの店舗や福祉施設等が制限対象外とさ

れた(図２①)。また、分区されていない臨港地区指定の２

地区(23)では地区計画自体策定されていない。 

富山県ではフレーム協議を実施せずに工業系市街地需要

を算出する一方で、拡大工業地域での建築制限に関する指

針（以下、制限指針）を定めておらず建築制限の内容は基

礎自治体の裁量に委ねている。臨港地区２地区(24)以外は

市を事業主体とする分譲地であるが、工業フレームと適合

する土地利用の安定的担保のためにはフレームを設定する

県が建築制限に関与することになる。富山市の富山西IC地

区は、特定保留区域を経て市街化区域編入された呉羽南部

地区の地区整備計画と同じく、県から提示された工業フレ

ームのうち361億円分の工業系市街地として、工場流通業

務施設を主体とした土地利用の持続化のために建築制限を

適用している。工場流通業務施設以外を一部許容する地区

整備計画だが、拡大工業地域に含まれた既存建築物への配

慮としての住宅の建替、操業の利便性を考慮した店舗等の

立地は必要と判断して建築制限が検討された。一方で、高

岡市の池田地区、戸出西部金屋地区では、工業フレーム

246億円分を割り当てた市街化区域編入だが、地区整備計

画では富山市同様の建築制限とはせず、将来的な分譲募集

要綱の変更も視野に入れた分譲対象業種の柔軟対応を想定

し検討された(25)。都計区域構成市の意向を汲まない硬直

化した工業系市街地需要の算定ではあるが、そこでの建築

制限の内容については市の裁量が大きく、都計区域構成市

間での建築制限に関する水平調整の場も確保されていない。 

(2)塩尻都計区域(図４②)  

 拡大工業地域は地区整備計画で２区分されている。工業

系区域では延床面積１万㎡までの店舗の制限はなく、拡大

工業地域でありながら「住居系区域」と称した区域も存在

し、そこで住宅と３千㎡までの店舗が許容され、後者の区

域では既に戸建住宅や洋菓子店が立地している(図２②)。 

同区域は第３回定期見直し(H4.6)で、組合施行による住

居系土地利用の区画整理事業を想定して特定保留区域に指

定されたが、地権者合意が得られず事業計画が見直される
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図３ ４都計区域における工業系市街地等需要算定方法と算出過程での都計区域構成市の関与 
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等して長期未着手状態が継続したことで同区域が解除され

た。その後は組合を再結成して工業団地造成を目的とした

事業に変更し、第７回定期見直し(R3.5)で市街化区域に編

入されている。ただ、既存住民への補償地確保と換地によ

り生じた小規模敷地保留地の解消を区画整理組合が求めた

ことで、事業の円滑化や採算性確保の観点で住居系区域が

必要とされた。当初、市は住居系区域を第１種住居地域と

する考えの下、区域マスで確保されていた保留フレーム

300人の一部割り当ての要否を県に確認したが、工業系市

街地としての編入であるため割り当てずとも市街化区域編

入は可能と判断された。富山県と同様に拡大工業地域の制

限指針もないため、235億円の工業フレームのみの割り当

てでありながらも住宅や店舗は許容され、結果的に300人

の保留フレームも温存されている。また、事前の企業進出

意向調査で工業系区域での工場立地が見込まれたため、意

向調査対象外業種以外の土地利用がされる虞はないと認識

していた(11)。事業の円滑化を望む民間側の意向と工業系

以外の立地を想定しない行政側の認識が、工業フレームと

の不一致を生じさせた要因であることが窺える。 

4-2. 拡大工業地域での制限指針を定める都計区域 

(1)長岡都計区域(図４③) 

新潟県は区域区分見直しに関する基本方針(26)において、

環境保護だけでなくフレーム適合の土地利用を促す制限指

針を定めており、既存宅地以外の基盤整備する拡大工業地

域では地区整備計画による建築制限が適用される(図２③）。

ただ、制限指針策定以前の編入地の長岡北スマート流通団

地地区を工場流通業務施設に特化した建築制限としたもの

の、制限指針に従い指定された拡大工業地域では工場流通

業務施設以外の一部が制限対象外で、特に見附市の中部産

業団地周辺地区では３千m2までの店舗等も許容している。 

長岡市は事業主体に関係なく第６回定期見直し時に編入

した拡大工業地域２地区において、工業フレームと適合す

る土地利用が持続化するよう、長岡北スマート流通産業団

地地区と同様の建築制限を当初想定していた。最終的には

長岡南越路スマートIC地区を整備する民間事業者や地元の

意向を汲み取り操業環境に影響しない範囲で工場流通業務

施設と付帯しない150㎡までの店舗(27)、有料老人ホーム等

を許容せざるを得なかった。一方で見附市の中部産業団地

周辺地区は、隣接する県営中部産業団地での地区整備計画

を踏襲して許容する店舗を500㎡まで(28)とすることを想定

し、その後も民間事業者でなく市執行部の意向でスーパー

等の幅広い店舗を拡大工業地域で許容するため、制限指針

で定めた店舗上限規模３千㎡まで(26)引き上げている。見

附市は長岡市と工業フレームを共有するものの、都計区域

構成市間での建築制限に関する水平調整はされず、制限指

針に適合すれば地区整備計画で定める細部の制限まで県は

関与していない。制限指針の範囲内ではあるが、富山高岡

広域都計区域と同様に、同じ工業フレームでもその割り当

て先により建築制限（想定土地利用像）が異なる状況が生

じている他、民間開発による編入地区でも行政の意向で工

業フレームとの不適合施設を誘導する可能性が示唆された。 

 (2)東駿河湾広域都計区域(図４④) 

 地区整備計画で流通業務地区として区分されたABC地区

では工場流通業務施設に限定する建築制限、利便用地区で

政策的要素
を加味

①富山高岡広域都計区域(臨港地区指定地を除く４地区)

②塩尻都計区域(野村桔梗ヶ原地区) ④東駿河湾広域都計区域(三ツ谷地区)

工業ﾌﾚー ﾑ
を再計算
三島市分
404億円増

随時編入(H28. 3)

区画整理事業準備
組合設立(H26. 3)

観光要素も取り入れ
た施設誘導を想定

区画整理事業
認可(H28. 7)

③長岡都計区域(長岡北ｽﾏｰﾄ流通産業団地地区,中部産業団地周辺地区他２地区)

都市計画に関する動向 その他計画、事業に関する動向

地区整備計画
策定(R5.6)

地区整備計
画策定(R5.6)

店舗3千㎡
までならOK

制
限

内
容

を
踏

襲

最低限の許
容に限定

制
限

内
容

を
踏

襲

地元から多様な施
設用途許容の意向

長岡北SIC
整備構想

区域ﾏｽ改定(H29. 3) 工業ﾌﾚー ﾑ減
随時編入+地区整備計画(H30. 3)
長岡北ｽﾏー ﾄ流通産業団地地区

区域ﾏｽ改定(R5. 6)
工業ﾌﾚー ﾑ増

市執行部の店
舗誘致の意向

分譲要綱の変更も
視野に工場流通業
務施設に限定せず

旧富山市都市ﾏｽ策定
富山西IC周辺が新規市街地(産業系)に指定

高岡市都市ﾏｽ改定(H17. 3)
・池田地区：優位性を活かし拠点形成
・戸出西部金屋地区：産業業務施設
や公共施設等立地を図る

高岡ｵﾌｲｽﾊ゚ ｸー区画整理
認可→分譲開始(H10.10)

随時編入(H28.9)
富山西IC地区

富山市都市ﾏｽ改定(H20.3)
富山西IC周辺：先端産業、研究
開発型企業の集積を図る

随時編入+地区整備
計画策定(H17.12) 
呉羽南部地区

区域ﾏｽ改定(H26.8) 工業ﾌﾚー ﾑ増

富山県総合計
画策定(H24. 4)

地区整備
計画策定

(H28. 9)
地区整備計画

策定(H28. 9)

要人口ﾌﾚー ﾑ?

店舗制限不要
地区整備計画

策定(H28. 3)

工業系市街地には工
業専用地域の指定、又
は工場流通業務施設
に特化した建築制限に

工業ﾌﾚー ﾑのみで編入可

第３回定期見直し(H4.6)
特定保留区域指定（割り当て人口ﾌﾚー ﾑ1350人）

第４回定期見直し(H10.7)
特定保留区域存置（割り当て人口ﾌﾚー ﾑ660人） 第５回定期見直し(H16.5)

特定保留区域存置（割り
当て人口ﾌﾚー ﾑ660人）

第６回定期見直し(H24.1)
特定保留区域解除

区域ﾏｽ策定(H16.5)

第７回定期
見直し(R3. 5)

区画整理組合
設立認可(R3. 5)

都市MP改定(H21.9)
市街地ｿ゙ ﾝーに指定（工業
系、住宅系用途を想定）

第一次国土利用
計画策定(H4.3)

市街地ｿ゙ ﾝーに指定

区域ﾏｽ改定(H24.1)
工業系ｿ゙ ﾝーに指定

区域ﾏｽ改定(R3. 5) 工業ﾌﾚー ﾑ増
保留ﾌﾚー ﾑ300人温存

同意率の低い区域分離(H9.2）

事業の制約で一部住宅用地が
必要、工業系区域は全て工場
流通業務施設となることが確定

地区整備計画策定(R3. 6)

準備組合解
散(H20.12)

工業系を主と
する事業に
転換(H27）

準備組合再
結成(R2. 5)

三島市総合計画改定（H18）
地域資源活用ｴﾘｱに指定

都市MP改定（H26. 12）
内陸ﾌﾛﾝﾃｨｱ構想で市街化区
域編入し流通業務施設や研
究施設、工場等を適正誘導

開発主体・開発手法検
討、各種関係機関・地
権者との事前協議(H24)

静岡県区域ﾏｽ策定方針策定(H14. 2)

見附市都市ﾏｽ改定(H22. 9)
・中部産業団地周辺：市街化を誘導する
地区指定、計画的な土地利用を推進

県「区域区分に関する都市
計画の見直しを行うに当たっ
ての基本方針」策定（R2. 7）

随時編入(H28.9)
池田地区、戸出
西部金屋地区

区画整理事
業の構想

第4回定期見直し(H16.5)
呉羽南部地区特定保留
区域指定

区域ﾏｽ策定(H16.5)
工業ﾌﾚー ﾑ減

第6回定期見直し(R5.6)
中之島・見附IC北地区、
長岡南越路ｽﾏー ﾄIC地区

第6回定期見直し(R5.6)
中部産業団地周辺地区

長岡市都市ﾏｽ改定(R3. 3)
・適正規模による既存産業団地の拡張検討
・立地需要に応じた新たな産業団地の整備検討

長岡市都市ﾏｽ改定(H22.11)
・中之島見附IC 周辺：流通・工業業務地として機能強化
・長岡南越路ｽﾏー ﾄIC 周辺：さらなる産業振興に向け新た
な土地利用の展開支援

静岡県区域ﾏｽ策定方針
改定(H25.10)

安定的な工業系土地利
用を促すべく基準改定

都市MP改定（H24）
調整区域地区計画制度等により、流通業
務施設や研究施設、工場等を適正誘導

区域ﾏｽ改定(H23. 3) 工業ﾌﾚー ﾑ減

三島市総合計画改定（H23. 3）
産業集積ｿ゙ ﾝーに指定

県営中部産業団地市街化区域編入(H12. 3)
→地区計画策定(500㎡未満店舗を許容)

図４ 分析対象拡大工業地域の指定と建築制限の検討経緯 
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は店舗等が許容されるが0.2haと地区全体の0.9％程度に留

まり、概ね工場流通業務施設に特化した拡大工業地域とし

て工業フレーム114億円分を割り当てて指定された(図２

④）。当初から工業団地造成を目的としていたが、区画整

理組合では周辺に点在する観光施設と連携して観光要素を

含む土地利用も想定していた。一方で、県区域マス策定方

針(29)では「産業系市街地における土地利用の方針」とし

て、新たに編入する工業系市街地には工業専用地域の指定、

又は工場流通業務施設に特化した建築制限の適用を都計区

域構成市町に求める制限指針を定めている。市は工業地域

として編入するが、観光的要素は工場併設の製造加工品提

供店舗に限り許容する地区整備計画とすることを提示し、

県から同建築制限に関する了承を得ている。これにより、

工業フレームと直接関係ない独立した店舗、飲食店等の観

光施設の他、工業専用地域で建築できない有料老人ホーム

も制限され、工場流通業務施設以外の許容は利便用地区

0.2haのみに限定(30)された。 

 

５.工業系市街地需要の算出主体と建築制限の規定主体と

の関係性 

 本章では、前章までの知見を踏まえて工業フレームの目

的外利用に関係する以下２節の事項に着目し、４都計区域

以外での運用状況をフィードバックアンケート調査(12)に

よる全国的状況把握から評価する。 

5-1.工業系市街地需要の算出における基礎自治体の関与 

 減少人口フレーム下でも工業フレームの増加が見られ、

これを根拠に工業系市街化区域を拡大したが、減少工業フ

レームとなる都計区域でも拡大されていた。これは、人口

フレームと同様に原単位（人口密度に相当する敷地生産

性）を変える等して、工業系市街地需要が確保されたこと

による。また、市町村は工業系市街地需要の枠内で拡大工

業地域の指定を求めるが、その算定においてフレーム協議

を通じて市町村に関与機会を与える塩尻（敷地生産性の変

更等）及び長岡都計区域（工業フレームの増額要求等）の

対応と、そうでない富山高岡広域及び東駿河湾広域都計区

域があった。以上を踏まえて、建築制限の規定主体である

基礎自治体の関与について確認したところ、工業系市街地

需要の算定で工業フレームを用いる32道府県(31)のうち関

与機会のある前者の対応は11あり、具体的には工業フレー

ム算定で７県（例えば、製造品出荷額のトレンド推計方法

の見直し(32)）、敷地生産性算定で４県、既存工業用地算定

で８県（例えば、災害復興事業による既存工業系市街化区

域の減少分の加味）ある（表２）。また、４県が編入希望

規模の把握と工業用地需要を同時並行（もしくは編入希望

規模の把握を先行）で行い、許容できる範囲で工業系市街

地需要算定に要する指標を調整している。将来の市街地需

要算定に市町村の実情斟酌は肯定されるべきにしても、拡

大工業地域で工業流通業務施設以外の施設を許容したいと

想定する市町村もあるため、斟酌機会を設けるのであれば

次節で述べる拡大工業地域での建築制限がより重要となる。 

5-2.拡大工業地域での建築制限を求める制限指針 

 長岡と東駿河湾広域都計区域では、県の制限指針に従い

拡大工業地域で建築制限が適用されていたが、塩尻と富山

高岡広域都計区域では地区整備計画の建築制限下でも住宅

や１万㎡までの店舗等が許容されていた。拡大工業地域の

指定根拠となる工業フレームと適合する建築制限を適用す

るためには、その制限指針が非常に重要な役割を果たす。

ただ、こうした制限指針を明文化している道府県は10/32

にとどまる他、特別用途地区や地区計画にまで踏み込んだ

制限指針を定める６県でも、東駿河湾広域都計区域で見ら

れた静岡県のように工業専用地域の指定等による原則工場

流通業務施設に求める規定は福井県と滋賀県で、それ以外

は準工業地域での大規模集客施設の制限（鹿児島県）や新

潟県と同様に３千㎡以上の店舗制限（福岡県）、群馬県と

茨城県は具体的用途を挙げずに地区整備計画による建築制

限を求める程度である。さらに、拡大工業地域を有する市

町がそこでの建築制限の検討で最も重視した事項は、市町

総合計画や都市マス等の自らが定めた上位計画との整合

（11/14）、近隣接地区への配慮（３/14）である一方で、

工業フレームとの整合は重視されていない(33)。 

 

６.総括 

 最後に、工業フレームによる工業系市街地需要の算出と

拡大工業地域での建築制限のあり方を論じる。 

拡大工業地域での工業フレームとの適合が重要視されず、

塩尻都計区域の拡大工業地域で住宅、店舗を許容しつつ図

らずも保留フレームが温存されたことも踏まえると、工業

フレームと適合した建築制限を求める制限指針とその遵守

は都計区域構成市町村はもちろん区域区分決定権者にも求

められる。フレーム協議を通じて工業系市街地需要算出に

区域区分決定権者以外に関与の機会を設けるのであれば、

なおさらその遵守が徹底されなければならない（表２橙）。

本研究では過剰な工業系市街地要求と合わせた工場流通業

務施設以外の立地の目論みは確認されなかったが、見附市

が長岡市と共有する工業フレームを割り当てつつ制限指針

の上限規模までの店舗を恣意的に許容した事実を踏まえる

と、制限指針自体も再検討の余地がある。工業フレームと

適合する建築制限が不十分な条件下で、市街地の器である

表２ 各道府県のフレーム協議・建築制限の制限指針 
制限指針なし 制限指針あり※

フ
レ
ー
ム
協
議

な
し

青森県 福島県 栃木県 千葉県 富山県
山梨県 岐阜県 京都府 兵庫県 和歌山県
島根県 広島県 山口県 徳島県 宮崎県

茨城県 群馬県 埼玉県
☆静岡県 愛知県
滋賀県 福岡県 長崎県

あ
り

岩手県【ﾌﾚ+既】 秋田県【ﾌﾚ+並】
山形県【既+並】 長野県 石川県【ﾌﾚ+敷+既+並】
三重県 鳥取県【ﾌﾚ+敷+既】 岡山県【ﾌﾚ+既】
愛媛県【既】

北海道【ﾌﾚ+敷+既】
新潟県
☆福井県【ﾌﾚ+敷+既+並】
佐賀県

分析対象拡大工業地域を有する４県と、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｱﾝｹｰﾄ回答のうち人口ﾌﾚｰﾑに

より工業系市街地需要を算定する県を除く32道府県を記載。

下線：分析対象拡大工業地域を有する県

☆：工場流通業務施設のみとする建築制限を求める県

※:原則として工場流通業務施設のみとする建築制限を制限指針で規定しても、例

外事例を示している場合は☆を付していない。

＜工業系市街地需要の算出での基礎自治体関与指標(ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｱﾝｹｰﾄより)＞

【ﾌﾚ】工業フレーム算定、【敷】敷地生産性算定、【既】既存工業用地算定

【並】編入希望規模の把握と工業用地需要を同時並行で行い指標を調整
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規模の算定にその規模要求組織が関与すると人口フレーム

枯渇下での新たな市街地拡散の火種となり得る懸念も否定

できず、それを防ぐルールにより「工業フレームの目的外

使用」を避ける方策が必要である。その方策として、工業

系市街地需要は細部の建築制限の適用を前提とした市街地

像本位の算定方式にするとともに、建築制限の側も拡大工

業地域の根拠フレームとの適合性を審査できる制限指針を

区域区分制度に定着させていくことで、人口フレーム枯渇

下での適正な区域区分見直しに繋げなければならない。 

工業系市街地需要算出の仕方には、工業フレームを用い

ない手法(31)等、多様かつ不透明な点も確認されたため、

その全容を捉えることを今後の研究課題としたい。 
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【補注】 
(1) 本論文では公共施設用地も含めた市街地として定義。

(2) 人口フレームと区分しない本文中の表記は「フレーム」。
(3) 「将来見通しに基づく市街化区域指定」を規定した都市計画運用指針

に基づき、補注18では工業フレームを基本とした算出方式を提示。

(4) 本論文では工業統計調査の調査対象業種施設、運輸・倉庫業施設、及
びこれらの付随施設（立地工場の製造品を販売提供する店舗飲食店、
従業員寄宿舎等）と定義。

(5) 準工業地域の方が工業地域より工場流通業務施設以外の多用途施設を
許容するが、住居混在や商業業務地を想定して人口フレームを根拠と
する拡大（参考文献6でその実態が指摘）や、年間商品販売額等の工

業フレーム以外を根拠に拡大する場合があること、用途混在既成市街
地での市街化区域編入用途地域としての指定が想定されること等、準
工業地域は新規編入された市街化区域と工業フレームとの関係が評価

しにくいため、工業系に特化した新市街地として指定される性格の強
い工業地域に着目する。

(6) 首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯相当の政策区域を有

する市町村を含まない線引き都計区域。
(7) 未だ人口増加が見込める那覇広域都計区域、区域マス基準年以降に線

引き都計区域の指定範囲を見直した都計区域（基準年からのフレーム

と市街化区域拡大面積の比較ができないため）、臨港地区でかつ分区
指定された拡大工業地域の編入であった都計区域（分区条例により実
質的な工業地域ではなくなるため）を除く。

(8) 補注5の理由から準工業地域は含めていない。なお、本論文で用いる
「工業系市街地（補注1）」とは別定義の表記。

(9) 16都計区域の拡大工業地域に関する区域区分見直し時の都市計画審議

会議案書、地区整備計画を収集。
(10) 令和６年２月に拡大工業地域を有する28市町の都市計画担当部局に実

施(回収率:24/28市町、34/40地区）。拡大工業地域の都市計画以外の

建築制限、事業主体や分譲・賃貸方針、拡大工業地域に割り当てた根
拠フレーム種別を設問。なお、射水市の拡大工業地域は公有地で臨港
地区も指定されているため、補注11のヒアリング調査で確認。

(11) ４都計区域の区域区分担当部局（長野県、新潟県、富山県、静岡県）
に、また４都計区域構成６市（塩尻市、長岡市、見附市、富山市、高
岡市、三島市）の都市計画担当部局に対して令和６年６～12月に実施

（富山県、静岡県、高岡市は書面により実施）。主な調査項目は、県
市とも①工業フレームを含む工業系市街地需要の算出方法とそれに係
る都計区域構成市との協議、②県及び都計区域構成市との建築制限の

調整、③建築制限の設定経緯。あわせて、工業系市街地需要の算出に
かかわる資料を収集した。

(12) 分析対象都計区域の管轄４県を除く地方線引き都計区域を有する38道

府県の都市計画担当部局に対して令和６年12月に実施(回収率:36/38
道府県）。また、拡大工業地域を有する28市町のうち補注10のアンケ
ート調査で回答しない４市町と分析対象拡大工業地域を有する７市を

除く17市町の都市計画担当部局に実施(回収率:14/17市町)。
(13) 東駿河湾広域都計区域はフレーム基準年の平成27年以降の翌年に随時

編入した工業系市街化区域があるため、見直し前区域マスのフレーム

を２時点確認。

(14) 目標基準差が負となる人口フレーム（又は工業フレーム）として表記。
(15) 栗東市の拡大工業地域のみ人口フレームを根拠フレームとしたことを

確認。報道によると当初は商業系市街地を想定した可能性があり、当

時は工業フレーム以外の割り当てを想定していたためと推察される。
(16) 拡大工業地域内の地区整備計画区域内外をそれぞれ１区分とした上で、

区域内は地区整備計画上の区分で細分化。

(17) 立地適正化計画策定後に市街化区域編入された12/28地区で誘導施設
相当の施設を許容。

(18) 国土交通省都市局「市街化区域の規模の設定方法について（試案）」

（平成23年６月）
(19) 第６回定期見直し時の政策的要素の加味を具体的に確認できた長岡都

計区域では、県総合計画における製造品付加価値額の増加分を算定さ

れた推計値に加算している。
(20) 同じく減少工業フレーム下の拡大工業地域である富山西IC地区では、

当時の工業系市街地需要の算出資料を収集できなかったが、当時も同

様に原単位を用いた算出方法を採用していたため（補注11のヒアリン
グより）、工業フレーム減少下での工業系市街地需要の確保には敷地
生産性の低下が大きく寄与したと推察される。

(21) 区域マスや区域区分の見直し業務は、決定権者である都道府県が都計
区域構成市町村と協議して進められるが、本論文ではフレームや将来
市街地の算出に基礎自治体が関与できる協議や作業に限定して定義。

(22) 第７回定期見直し時の都市計画基礎調査における工業用地面積は長野
県独自の定義を使用していたが、第７回定期見直し後の令和４年４月
に国と同じ定義とするよう県の実施要領が変更された。

(23) 分区されていると工業地域の用途制限ではなく分区条例に規定された
用途制限が適用（補注7）。

(24) 国又は県の管理地として公有地的利用を想定して建築制限の必要性は

県から提示されていない。
(25) 分譲契約時から５年間の売買賃貸制限はあるが、それ以後は地区整備

計画で定めた用途の範囲内での土地利用が認められる。

(26) 「区域区分に関する都市計画の見直しを行うに当たっての基本方針
（令和２年７月）」。拡大工業地域に関する規定として、「商業系土地
利用を想定する市街化区域編入地区以外では第１種住居地域並みの店

舗を限度」とすることを線引き都計区域構成市町に求めている。
(27) 同時に許容した公衆浴場に併設される飲食店等を想定した規模で設定。
(28) 県営中部産業団地での地区整備計画策定以前に立地していた既存店舗

を踏まえて規定した規模。
(29) 「静岡県都市計画区域マスタープラン策定方針（平成25年10月）」同

方針での産業系市街地の土地利用方針は、平成14年２月の当初方針で

定められ、後の社会経済情勢の変化による他用途転用が問題視された
ことで、安定的な工業系土地利用を促すべく基準が改定されている。

(30) 利便用地区は給水所用地と保留地有効活用地の２か所のみで、保留地

有効活用地も集会所、保育所等の従業員の福利厚生施設の立地を想定
した建築制限。

(31) 大分、熊本、鹿児島、沖縄では就業者数としてのフレームではなく一

般的な人口フレームを用いて工業系市街地需要を算定していると回答。
(32) 例えば、リーマンショックの影響を考慮して生産が持ち直したH22～

27の統計値を用いてトレンド推計するよう市が要望し採用された。

(33) 「工場流通業務団地としての操業環境確保」「近隣接地区への配慮」
「工業フレームとの適合」「上位計画との整合」「既存不適格対応」か
ら重視する事項を上位５位で確認。「工業フレームとの適合」は４位

４市、５位５市町と検討優先度が低い。
【参考文献】 
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１．研究の背景と目的 

 平成26年８月の都市再生特別措置法改正に伴い創設され

た立地適正化計画（以下、立適）は、市街化区域内で都市

機能誘導区域や誘導施設、居住誘導区域等を定め、集約型

都市を目指す計画制度である。一方、市街化調整区域（以

下、調整区域）では開発許可条例(1)や調整区域地区計画

（以下、調地区）を活用することで、地域コミュニティの

維持を図る試みもされている。都市計画運用指針では、

「調整区域内において地区計画を定める場合にあっても、

市街化を抑制すべき区域であるという調整区域の性格を変

えない範囲とすべき」として調地区の基本的考え方を示し

ている(2)が、実際は調整区域の性格を超えた運用がされて

いる現状(3)を踏まえると、立適制度の活用自治体であれば

なおのこと、調地区をはじめとする調整区域での法定都市

計画制度との「政策的矛盾」を改善することが求められる。 

調地区制度自体の課題を指摘、検証したもの2～6)、開発

許可条例との使い分けに着目したもの7)、災害ハザードと

の関係を分析したもの8)等、調地区の既往研究は多数ある。

また立適に関しても、都市MPとの計画間関係を明らかにし

たもの9)、用途地域に着目して都市機能誘導区域指定の課

題を指摘したもの10)、人口密度目標の妥当性を検証したも

の11)、立適と法定都市計画の見直しに着目したもの12)等の

既往研究が多数ある。さらに、前述の「政策的矛盾」を指

摘したものとしては、3411条例と立適制度との整合に着目

した齋藤らの既往研究13)があるが、調地区制度との政策的

矛盾に関する研究蓄積は乏しい。

そこで本研究では、立適策定後に策定された調地区を対

象に立適と調地区との全体像を把握(4)した上で、複数の調

地区を対象に立適と調地区策定の経過を文献調査(5)やヒア

リング調査(6)により実態把握し、フィードバックアンケー

ト調査(7)での知見も踏まえて、両計画制度間の課題を明確

にする。これらを踏まえて、立適と整合する調地区制度の

あり方に示唆を与えることを目的とする。 

２．立適策定後に策定された調地区の内容 

 立適策定440市町村（令和４年３月末時点）において、

立適策定後に新たに策定された調地区は132地区あり、そ

れらの地区整備計画で工場及び運輸倉庫施設(8)のみを許容

する調地区を除くと78地区（35市町）ある。これら78地区

には、立適制度との制度的矛盾を抱えた調地区を含むこと

が想定されるため、これらを対象に地区整備計画と立適の

内容を比較する。具体的には、調地区の規模や市街化区域

との位置関係、立適での位置づけや誘導施設との関係等の

基礎特性から、都市機能誘導の観点「誘導施設相当の建築

物の可否」、及び居住誘導の観点「住宅を許容する調地区

の合計面積及び区数」で全体像を把握する（表１）。 

 前述の都市計画運用指針での規定事項(2)を踏まえると、

少なくとも小規模な調地区が望ましいが、大規模計画開発

を例外的に許可していた基準（都市計画法第34条旧第10号

のイ）の下限規模５ha以上を有する調地区も23地区ある。

また、市街化区域と隣接(9)する34地区は事実上の市街化区

域の拡大とも言え、５ha未満の小規模でありながら市街化

区域と隣接して調地区を複数策定する福島市、熊本市があ

る他、飛び市街化区域のようにその下限規模20haを超える

大規模調地区（以下、飛び市街化区域相当）も確認できる。 

立適で定めた方針との関係では、まず調地区策定地が立

適上の拠点として位置付けられている調地区は18地区にと

どまる。これは、立適と調地区がそれぞれ別目的の計画制

度であることが一要因として考えられるが、立適であえて

位置付けている調地区の場合は、国土交通省の手引き「立

立地適正化計画策定都市での市街化調整区域地区計画制度の運用に関する研究 

Study on Operation of District Plan System in Urbanization Control Area in Cities Making Urban Facility Location Plan 

松本稜太朗*・松川寿也**・丸岡陽** 
Ryotaro Matsumoto*, Toshiya Matsukawa** and Akira Maruoka** 

The aim of this study is to examine how the District Plans in Urbanization Control Area should be consistent with 
Urban Facility Location Plan, targeting the new District Plans in Urbanization Control Area that were formulated 
after Urban Facility Location Plan was formulated. 
In the six cities where discrepancies can occur between inducement measures and Urbanization Control Area district 
plans, it was difficult to incorporate Urbanization Promotion Area, which led to the use of district plans, but it can be 
seen that the study was not sufficiently conducted based on Urban Facility Location Plan. It can be said that the 
district plan is being utilized in a manner that is not consistent with Urban Facility Location Plan, which is based on 
the principle of a Compact City Policy, and that policy coordination is one of the reasons for the occurrence of the 
problem. Based on the above, it is desirable to develop policies that promote coordination between plans in order to 
ensure that both plans are consistent in their operation. 
Keywords：Urban Facility Location Plan, Urbanization Control Area, District Plan, Development Permission System 

立地適正化計画，市街化調整区域，地区計画，開発許可制度 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-846-



 

地適正化計画の手引き【基本編】（令和７年４月改訂）」で

記載された農村集落等の維持だけではなく、市街化区域と

同程度の施設誘導を調整区域でも試みる政策的意図を窺わ

せる。次に居住誘導の観点で見ると、住宅を許容する調地

区は55地区（23市町）あり、うち８市町で住宅許容区域の

合計が10haを上回る。居住誘導区域内での人口密度低下を

抑制する立適が策定される中で、調地区により調整区域で

住宅供給を促すことは居住誘導施策に支障をきたす虞があ

り、多数の地区で策定した福島市等の他、農村集落等の維

持を目的としながらも飛び市街化区域相当の大規模策定と

した守山市や邑楽町等では特に懸念される。都市機能誘導

の観点で見ても、誘導施設相当の建築物を許容する調地区

は27地区（15市町）、うち都市計画法第34条第１号で定め

る従来許容される建築物（以下、１号施設）に該当しない

ものも許容する調地区は15地区（９市町）ある。これら15

地区は、調地区を策定することで初めて許可対象の立地基

準に該当することになり、調整区域に立地を本来想定すべ

きでない（都市機能誘導区域で立地すべき）大規模商業施

設や病院等の拠点性の高い施設を調整区域に誘導すること

につながる。 

以上を踏まえて、多様な基礎特性を確認でき、かつ立適

との政策的矛盾が顕著と想定される以下６市町を分析対象

市町として抽出する（図１）。この６市町には誘導施設相

当の建築物を許容するものに加えて、集落維持等を地区計

画の目標とする調地区も含まれ、国土交通省の手引きで言

及のある農村集落等の維持についての検証も可能である。 

次章以降では立適と調地区の他、関連計画の策定経過を

時系列に整理し、立適と調地区の連携に焦点を当て評価す

る。文献調査(5)やヒアリング調査(6)に加えて、各章の小結

でフィードバックアンケート調査(7)より得た知見も含めて

総括し、策定実態の共通点も確認する。 

①福島市（立適での位置付けなく市街化区域に接した６地

区で主に住居系の他、３地区で誘導施設相当店舗を許容） 

②群馬県邑楽町（立適で位置付けた拠点において飛び市街

化区域相当で主に住居系を許容） 

③成田市（立適での位置付けなく飛び市街化区域相当で誘

導施設相当店舗を許容、令和６年度も追加策定） 

④新潟市（立適での位置付けなく市街化区域に接して誘導

施設相当の施設を許容、令和６年度も立適で位置付けた市

街化区域隣接地で誘導施設相当の大規模集客施設を許容す

る25haの調地区を追加策定） 

⑤守山市（飛び市街化区域相当で既存集落を基本に住居系

を許容、市街化区域隣接地でも誘導施設相当店舗を許容、

いずれも立適で拠点として位置付け） 

⑥広島市（市街化区域に隣接近接して複数地区策定し、住

居系に加えて誘導施設相当施設を許容、いずれも立適上で

拠点として位置付けなし） 

 

３．都市機能誘導の観点からみた評価 

 本章では、誘導施設相当の建築物を立適策定後も調地区

で許容する成田市と新潟市を中心に、都市機能誘導の観点

から調地区との関係を評価する。 

立適における調地区の位置付け

位置づけあり 位置づけ無し

調
地
区
の
場
所
※

市
街
地
隣
接

速星駅周辺地区（富山市、
4.1ha）

木浜町地区（守山市、28.1ha）飯坂町平野地区（福島市、2.6ha） 八島田地区（福島市、2.0ha）
仁井田下川原地区（福島市、3.8ha） 仁井田地区（福島市、2.1ha）

市民交流ゾーン(守山市、6.6ha、
商②、病院、図書館)

阪急洛西口西地区（向日市、
8.2ha、商②）

岡部根深地区（福島市、4.9ha） 笹谷地区（福島市、4.9ha）
南沢又地区（福島市、4.8ha、商②） 岡部前田地区（福島市、3.9ha、商②）

岩本南地区（大牟田市、7.4ha） アグリタウン地区（佐野市、5.4ha） 築地地区（藤枝市、7.0ha）
上下諏訪木北地区（新潟市、2.5ha、複合施設） 渡刈1丁目地区（豊田市、3.4ha）
国道8号上田町行司殿活性化地区(近江八幡市、1.3ha) 彩都あさぎ六丁目地区（茨木市、6.9ha）
伊庭町能登川橋地区（東近江市、0.8ha） 宮荘町南部地区（東近江市、1.4ha）
西風新都石内湯戸地区（広島市、3.0ha、商③） 西風新都大塚西三丁目11番ほか地区

（広島市、0.7ha）瀬野四丁目地区（広島市、0.9ha、福祉）
福山北産業団地地区（福山市、51.1ha） 牛逢地区（基山町、0.4ha、診、子）
島廻地区（基山町、5.5ha、診） 夜水地区（基山町、0.9ha、診、子）
塚原地区（基山町、1.6ha、診、子） 合志3丁目・白藤1丁目地区（熊本市、

5.6ha）近見6丁目（その2）地区（熊本市、0.6ha）
出水7丁目（その2）地区（熊本市、2.0ha） 龍田4丁目地区（熊本市、1.0ha）

シャイニーヒル田上地区（鹿児島市、3.1ha）

近
隣

祝町周辺地区（大洗町、
32.5ha、商①）

グッドライフタウン氷室（宇都宮
市、1.0ha、診）

宝沢東地区（郡山市、2.0ha）
ウッドピア松阪地区（松阪市、41.0ha）

大笹生地区（福島市、2.8ha、商②）
北山田五条・山田地区（草津市、3.8ha）

さつきタウン奈坪（宇都宮市、
1.5ha、診）

緑の丘金井久保（宇都宮市、
1.0ha）

県道2号西庄町黒橋活性化地区（近江八幡市、1.3ha） 西風新都石内下中地区（広島市、1.7ha、
商③、教）西風新都大塚下観音山地区(広島市、10.6ha）

白沢学舎の郷（宇都宮市、
1.0ha）

スマイルタウン奈坪（宇都宮市、
0.8ha）

佐土原3丁目（その3）地区（熊本市、1.6ha） 佐土原3丁目（その4）地区（熊本市、
1.7ha）佐土原3丁目（その5）地区（熊本市、1.0ha）

ハーモニータウン東岡本
（宇都宮市、0.8ha）

宝木本町仁良塚タウン（宇都宮
市、0.8ha）

アイリスガーデン吉野地区（鹿児島市、2.3ha）

郊
外

邑楽南地区（邑楽町、
100ha、診）

高田地区（藤枝市、17.7ha） （仮称）坂東パーキングエリア周辺地区（坂東市、3.0ha） 久住第二小学校跡地地区（成田市、
1.1ha）小菅地区（成田市、45.6ha、商③、集会場）

赤野井地区（守山市、
38.1ha）

矢島町地区（守山市、37.2ha） みどり湖地区（塩尻市8.5ha、診、図書館） 床尾地区（塩尻市、26.9ha）
塚原新田優良田園住宅地区（三島市、3.5ha） 珠泉地区（富山市、15.8ha）

日野地区（西脇市、2.1ha） 旧神崎小学校地区(舞鶴市、0.7ha、診、教) 室牛地区（舞鶴市、2.3ha、診）

旧青井小学校地区（舞鶴市、0.7ha、診、教） 堀地区（舞鶴市、6.4ha、診）
旧由良川中学校地区（舞鶴市、1.2ha、診、教） 下物町地区（草津市、1.4ha）
今堀町西部地区（東近江市、0.6ha） 太市駅周辺地区（姫路市、1.4ha）
龍間地区（大東市、7.0ha） 中尾地区（松江市、3.7ha、商②）
中野庄地区（たつの市、0.6ha） 生目地区（宮崎市、0.8ha）

※市街化区域と隣接＝市街地隣接、市街化区域縁辺から500m
以内＝近隣、市街化区域縁辺から500m以遠＝郊外)

赤字：5ha以上

1号施設で建築不可の誘導施設を許容する調地区

1号施設（都市計画法第34条第1号で許容される
店舗及び公益上必要な施設）でも建築可とされて
いる誘導施設を許容する調地区

斜体：住宅立地を許容する調地区

田ノ浦地区（大分市、
2.9ha、商③）

（）内は「都市名、地区計画区域面積、立地可能な誘導施
設【診：診療所 子：子育て機能を有する施設（幼稚園等）
福祉：地域福祉センター 教：大学・サテライトキャンパス
商①：床面積3千㎡以下の店舗 商②：床面積3千～1万
㎡未満の店舗 商③：店舗面積の制限なし】」を示す

表１ 立適策定後に策定された調地区の特性 
立適における調地区の位置付け

位置づけあり 位置づけ無し

調
地
区
の
場
所
※

市
街
地
隣
接

速星駅周辺地区（富山市、
4.1ha）

木浜町地区（守山市、28.1ha）飯坂町平野地区（福島市、2.6ha） 八島田地区（福島市、2.0ha）
仁井田下川原地区（福島市、3.8ha） 仁井田地区（福島市、2.1ha）

市民交流ゾーン(守山市、6.6ha、
商②、病院、図書館)

阪急洛西口西地区（向日市、
8.2ha、商②）

岡部根深地区（福島市、4.9ha） 笹谷地区（福島市、4.9ha）
南沢又地区（福島市、4.8ha、商②） 岡部前田地区（福島市、3.9ha、商②）

岩本南地区（大牟田市、7.4ha） アグリタウン地区（佐野市、5.4ha） 築地地区（藤枝市、7.0ha）
上下諏訪木北地区（新潟市、2.5ha、複合施設） 渡刈1丁目地区（豊田市、3.4ha）
国道8号上田町行司殿活性化地区(近江八幡市、1.3ha) 彩都あさぎ六丁目地区（茨木市、6.9ha）

伊庭町能登川橋地区（東近江市、0.8ha） 宮荘町南部地区（東近江市、1.4ha）
西風新都石内湯戸地区（広島市、3.0ha、商③） 西風新都大塚西三丁目11番ほか地区

（広島市、0.7ha）瀬野四丁目地区（広島市、0.9ha、福祉）
福山北産業団地地区（福山市、51.1ha） 牛逢地区（基山町、0.4ha、診、子）
島廻地区（基山町、5.5ha、診） 夜水地区（基山町、0.9ha、診、子）
塚原地区（基山町、1.6ha、診、子） 合志3丁目・白藤1丁目地区（熊本市、

5.6ha）近見6丁目（その2）地区（熊本市、0.6ha）
出水7丁目（その2）地区（熊本市、2.0ha） 龍田4丁目地区（熊本市、1.0ha）

シャイニーヒル田上地区（鹿児島市、3.1ha）

近
隣

祝町周辺地区（大洗町、
32.5ha、商①）

グッドライフタウン氷室（宇都宮
市、1.0ha、診）

宝沢東地区（郡山市、2.0ha）
ウッドピア松阪地区（松阪市、41.0ha）

大笹生地区（福島市、2.8ha、商②）
北山田五条・山田地区（草津市、3.8ha）

さつきタウン奈坪（宇都宮市、
1.5ha、診）

緑の丘金井久保（宇都宮市、
1.0ha）

県道2号西庄町黒橋活性化地区（近江八幡市、1.3ha） 西風新都石内下中地区（広島市、1.7ha、
商③、教）西風新都大塚下観音山地区(広島市、10.6ha）

白沢学舎の郷（宇都宮市、
1.0ha）

スマイルタウン奈坪（宇都宮市、
0.8ha）

佐土原3丁目（その3）地区（熊本市、1.6ha） 佐土原3丁目（その4）地区（熊本市、
1.7ha）佐土原3丁目（その5）地区（熊本市、1.0ha）

ハーモニータウン東岡本
（宇都宮市、0.8ha）

宝木本町仁良塚タウン（宇都宮
市、0.8ha）

アイリスガーデン吉野地区（鹿児島市、2.3ha）

郊
外

邑楽南地区（邑楽町、
100ha、診）

高田地区（藤枝市、17.7ha） （仮称）坂東パーキングエリア周辺地区（坂東市、3.0ha） 久住第二小学校跡地地区（成田市、
1.1ha）小菅地区（成田市、45.6ha、商③、集会場）

赤野井地区（守山市、
38.1ha）

矢島町地区（守山市、37.2ha） みどり湖地区（塩尻市8.5ha、診、図書館） 床尾地区（塩尻市、26.9ha）
塚原新田優良田園住宅地区（三島市、3.5ha） 珠泉地区（富山市、15.8ha）

日野地区（西脇市、2.1ha） 旧神崎小学校地区(舞鶴市、0.7ha、診、教) 室牛地区（舞鶴市、2.3ha、診）

旧青井小学校地区（舞鶴市、0.7ha、診、教） 堀地区（舞鶴市、6.4ha、診）
旧由良川中学校地区（舞鶴市、1.2ha、診、教） 下物町地区（草津市、1.4ha）
今堀町西部地区（東近江市、0.6ha） 太市駅周辺地区（姫路市、1.4ha）
龍間地区（大東市、7.0ha） 中尾地区（松江市、3.7ha、商②）
中野庄地区（たつの市、0.6ha） 生目地区（宮崎市、0.8ha）

※市街化区域と隣接＝市街地隣接、市街化区域縁辺から500m
以内＝近隣、市街化区域縁辺から500m以遠＝郊外)

赤字：5ha以上

1号施設で建築不可の誘導施設を許容する調地区

1号施設（都市計画法第34条第1号で許容される
店舗及び公益上必要な施設）でも建築可とされて
いる誘導施設を許容する調地区

斜体：住宅立地を許容する調地区

田ノ浦地区（大分市、
2.9ha、商③）

（）内は「都市名、地区計画区域面積、立地可能な誘導施
設【診：診療所 子：子育て機能を有する施設（幼稚園等）
福祉：地域福祉センター 教：大学・サテライトキャンパス
商①：床面積3千㎡以下の店舗 商②：床面積3千～1万
㎡未満の店舗 商③：店舗面積の制限なし】」を示す
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3-1.成田市（図１③、図２③） 

 立適策定業務は平成27年度から着手し、都市機能誘導区

域及び誘導施設が平成29年度末に公表された。都市計画マ

スタープラン（以下、都市マス）で位置付けた中心・都

市・生活拠点で指定した都市機能誘導区域内に存在した施

設を考慮して、各種公共施設や大規模集客施設等を誘導施

設としている。調整区域では立適制度創設以前の平成23年

３月に策定された成田国際空港周辺土地利用ビジョン（以

①福島市（９地区）

④新潟市（２地区）
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図１ 分析対象市町の調地区の位置及び立適等での方針 
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下、空港ビジョン）にて、調整区域の弾力的規制緩和を図

る方針が示されたことで、調地区の運用基準（以下、運用

基準）である平成25年３月策定の「調整区域における土地

利用方針及び地区計画運用基準」は、空港ビジョンの緩和

方針を踏襲した内容で策定された。一方で、立適策定業務

着手後も含め運用基準は４度改定されたが、いずれも立適

を受けた運用基準の改定ではない。同市では、立適と調地

区は対象区域及び目的がそもそも異なり、また調地区は通

常の地区計画と同じく特定区域内で街区単位のきめ細かい

市街地像を実現する制度と捉えているため、立適策定を受

けても運用基準を見直す必要性はないと認識している(6)。 

小菅地区（H31.4）は、ショッピングモールやコンベン

ション機能を有した施設整備を求めた民間事業者の申出が

運用基準に適合したことで策定した調地区であり、空港に

繋がる国道295号沿道が空港ビジョンで交流賑わいゾーン

に位置付けられていることから、床面積１万㎡以上の店舗

を許容する空港関連機能誘導型に類型されている。さらに、

小菅地区での施設整備が遅れる(10)中で、新たな民間事業

者申出の調地区として下福田地区（R6.8）が追加策定され

た。同地区はマルチテナント型大型物流施設整備を想定し

ているため誘導施設相当の建築物は許容されないが、工場

運輸倉庫施設(8)に限らず、500㎡未満の店舗や保育所等の

立地も許容されている。また農用地区域（約２ha）が一部

含まれたため、地域未来投資促進法（以下、未来法）の特

例措置を活用した農振除外を経て策定された。立適と運用

基準との関係と同様に、未来法もそれぞれ別制度との認識

から地区整備計画の内容が検討されていた。 

3-2.新潟市（図１④、図２④） 

 平成27年度から立適策定業務に着手し、都市マスで位置

付けた地域拠点を除く都心と都心周辺部を都市機能誘導区

域とする立適を平成29年３月に公表した。並行して、都市

機能誘導区域の指定が見送られた(11)地域拠点の南区では、

まち・ひと・しごと創生総合戦略での移住モデル地区指定

の目標を受けて、立適策定後の平成30年10月に白根まちな

か地区が指定された。同地区は都市計画の規制区分に捉わ

れず指定されたため調整区域が一部含まれることとなり、

その調整区域を交通拠点・情報発信の交流の場として整備

する意向が地元から提示された。市街化区域に隣接してい

たが、市街化区域編入ではなく調地区による面整備で対応

することになり、上下諏訪木北地区（R2.3）の策定に至る。

白根まちなか地区の整備目標では複合施設の整備を図るこ

とが明記されていたため、同施設を許容する調地区策定と

なったが、既に立適でも複合施設を誘導施設としており、

また同市の誘導施設相当ではないが銀行等の生活利便施設

も立地している。市は、誘導施設とした複合施設には明確

な基準がないこと、立適中での表記を意識せず地区計画の

目標で同じ「複合施設」の表記を用いたこと、観光交流や

集落向けの複合施設として捉えていることを理由に、両計

画で誘導、許容される複合施設は別ものと認識している(6)。 

 さらにその後は、明らかに誘導施設相当の施設を調地区

で許容することになる。その起源は市街化区域に隣接する

鳥屋野潟南部の平成元年の開発計画であり、地権者の合意

が得られず長期間事業が先送りされる中で、同計画ではス

タジアム等の隣接地で住居系の市街地整備を想定していた。

しかし、立適策定後にもかかわらず誘導施設相当の大規模

集客施設を含む複合開発に舵を切り、同開発計画で示され

た住居ゾーンを住居・交流拡大ゾーンに変更する方向で市

街化区域編入の農政協議が試みられた。その協議の難航に

より市は他の開発手法を模索する過程で、他都市での取組

みを参考に未来法の特例措置を活用する着想に至り、令和

４年３月に同開発計画のゾーニング変更、未来法で定める

重点促進区域の指定と土地利用調整計画の策定を経て農振

除外され、土地利用調整計画の対象区域約25haを調地区と

する長潟第一地区（R6.10）が策定された(12)。立適では店

舗面積３千㎡以上を誘導施設としているが、調地区を経て

許容される施設は床面積５万㎡以上の倉庫型や時間消費型

の店舗(13)とその規模を大きく上回り、その許容を前提に

地区整備計画を策定したことで用途制限は近隣商業地域と

同等である。同調地区とその周辺は誘導区域外であるもの

の、立適ではコンベンション機能が立地する都市機能誘導

区域の拠点と同じく交流・集客系機能の拠点に位置し、

「機能集積エリア」として位置付けていることから、将来

的に都市機能誘導区域への指定を想定しているため、立適

に支障は及ぼさない調地区と市では認識されている。 

3-3.小結 

 成田市と新潟市とも、立適策定中もしくは策定後も立適

と直接連携を試みた調地区はなく、いずれも調地区自体を

別施策として捉えている。福島市は県条例(14)での規制対

象店舗を誘導施設とする一方、運用基準で誘導施設相当の

店舗を許容する地域産業振興型は「工業地域の用途制限に

適合」かつ「地域振興に資する施設」としているが、後者

の判断には立適の概念は存在しない(6)（図２①）。分析対

象市町以外でも、成田市のように誘導施設相当の施設か否

かに関係なく、立適とは別施策、もしくはあくまで運用基

準に適合した事業計画であることを根拠にした調地区策定

は11市町で見られた(7)。立適を受けて誘導施設相当の施設

を制限する運用基準とした塩尻市、姫路市も確認されたが
(7)、分析対象市町のように運用基準自体が立適を反映しな

い限り、誘導施設相当施設を許容せざるを得ない。 

また、新潟市長潟第一地区と同じく市街化区域に接する

立適上の拠点で策定した守山市市民交流ゾーン地区も将来

的に市街化区域編入し都市機能誘導区域とする想定から、

立適に支障を及ぼさないとの認識は共通していた（図２

⑤）。広島市は立適上での位置付けはないが、立適、運用

基準ともそれぞれ都市マスと垂直整合するため、立適と運

用基準も互いに水平整合すると解釈されている(6)。分析対

象市町以外の８市町も同様の解釈がされていることから、

こうした解釈もまた立適との政策的矛盾を生じさせる一要

因と考えられる。 
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４．居住誘導の観点からみた評価 

 本章では、市外からの転入を想定した福島市、属人性を

許可要件とする3412条例にかわり大規模に住宅開発を許容

した邑楽町と守山市、市街化区域編入を想定する広島市を

取り上げ、居住誘導の観点から調地区との関係を評価する。 

4-1.福島市（図１①、図２①） 

 居住誘導区域は、平成29年度からその指定範囲が検討さ

れており、既存の工業地域や準工業地域にも既に住宅立地

が見られたことに加えて、原発事故避難者等の流入による

住宅需要を背景に、市街化区域の約９割（4,596ha）の規

模で指定された。一方、運用基準の策定は立適とほぼ同時

期に着手され、立適より１年先行して完了した。当時は東

日本大震災発生から約４年後に放射能被害の除染作業があ

る程度完了し調整区域を含めた避難者転入の受け皿確保が

求められたが、3411条例では避難者の意向に沿う宅地を供

給できないため(15)、既存集落外の一団の農地で面的基盤

整備も可能な調地区を開発手法として、運用基準中に「東

日本大震災に伴う宅地の増加需要に対応し運用を図る」旨

①福島市 ②邑楽町 ③成田市

調地区に関する動向立適に関する動向

上位計画、関連計画に関する動向

福島県商業まちづくり条例基本方針策定（H18.6）

届出対象基準店
舗面積6千㎡以
上を誘導施設
（商業）に反映

運用基準策定（H28.2）

立適策定着手（H27〜） 運用基準策定着手（H27〜）

市議会での運用基準策定の検討表明（H26.8）

居住誘導区域
指定（H31.3）

岡部前田地区
笹谷地区
岡部根深地区
策定（R5.3）

大笹生地区変更（R5.7）
→一部工業地域に編入、道
の駅の敷地範囲のみに縮小

大笹生地区策定（H29.12）

南沢又地区 仁井田地区
八島田地区 飯坂町平野
地区策定（H30.9）

仁井田下川原地区
策定（R4.6）

都市ﾏｽ策定（H17.3）
→国道354号沿道を「沿道商業ｿ゙ｰﾝ」に位置づけ

立適策定着手（H27〜）

大規模指定既存集落指定（S62.4）→3412条例区域に移行

館林都市圏広域立地適正化
に関する基本方針策定（H29.3）

立適策定
（H30.3）

都市ﾏｽ改
定（H30.3）

整合を図るた
め同時改定

都市圏で連携強化
を図るための方針

邑楽南地区策定（R3.5）
→大規模指定既存集落
の廃止（長柄地区）

JAと基本協定を締結（R2.6）→ﾊﾞｽﾛｰﾀﾘｰ、
駐車場、農産物直売所の整備方針

町内バス結節点に方向転換

館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針改定（R5.4）
→邑楽南地区へ拠点の位置づけ追記

都市ﾏｽ策定（H20.12）

土地利用方針・運用基
準策定着手（H24〜）

立適策定（H29.3）
→都市機能誘導区域
指定+誘導施設等公表

立適策定着
手（H27〜）

都市ﾏｽ改定
（H29.3）

土地利用方針・運用基準策定（H25.3）

運用基準改定
→基準一部見直し（H27.7）→
文言の一部追記（H28.6）

居住誘導区域指
定・計画全体の取
りまとめ（H30.3）

都市ﾏｽ中間
見直し（R5.3）

久住第二小学
校跡地地区策
定（H30.11）

小菅地区策
定（H31.4）

土地利用方針・運用
基準改定（R5.3）→位
置及び区域規模条
件の見直し

立適中間見
直し（R5.3）

下福田地区
策定（R6.8）

未来法による手続き
（R5.12〜R6.5）

農振除外の特例措置活用

鳥屋野潟南部開発計画策定（H1）
都市ﾏｽ策定
（H20.12）

計画を実現する事業の位置づけ

立適策定着手
（H27〜）

立適策定（H29.3）
→地域拠点+鳥屋野潟南部
は都市機能誘導区域外

機能集積ｴﾘｱ
に鳥屋野潟南
部を位置づけ

新潟市まち・ひと・
しごと創生総合戦
略策定（H27.10）

未来法基本
計画策定
（H29.11）

住居ｿー ﾝを住居・交流
拡大ｿ゙ ﾝーに変更（R4.3)

にいがた南区創生
会議設立（H29.4）

白根まちなか地区指定（H30.10)
→調整区域が一部含まれ、拠点
整備を位置づけ

上下諏訪
木北地区
策定（R2.3）

調整区域で交通
拠点・情報発信
施設整備の要望

基本計画変更（R4.6）→住居・交流
拡大ｿ゙ ﾝーを重点促進区域に指定

都市ﾏｽ改定
（R5.3）

長潟第一地区
策定（R6.10）

凡
例

都市ﾏｽ策定（H9）

都市ﾏｽ改定
（H19.7）→市民交流
ｿ゙ ﾝーを「将来市街化
区域」に位置づけ

調地区運用基準策定（H21.12）

立適策定着手（H27〜）

既存集落型を
8地区策定
（H22〜H29）

都市ﾏｽ改定（H28.7）
→市民交流ｿ゙ ﾝー整
備方針を記載

立適策定（H29.3）

木浜町地区策定(H30.3)

赤野井町地区策定（H30.12）

矢島町地区
策定（R4.3）

都市ﾏｽ一部改定（R4.10）

市民交流ｿ゙ ﾝー地
区策定（R3.6）

都市ﾏｽ
一部改定
（H25.9）

都市ﾏｽ策定
（H13.1）
→地区計画
による整備を
推進

広島西部丘陵都市建設実施計画策定（H1.11）

西風新都都市づくり推進プラン策定（H20.2）

運用基準改正（H24.11）
→素案の提案者にNPO等を追加

都市ﾏｽ改
定（H25.8）

運用基準策定
（H24.5）

地区計画による
整備推進を反映

立適策定（H31.3）

立適変更
（誘導施策
追加
R3.2+R6.3）

運用基準改正（H25.7）
→推進計画に記述訂正

西風新都推進計画
2013策定（H25.6）

西風新都推進
計画2013一部
変更（R2.12）

西風新都石内下中地区+
西風新都伴中央平木地区
策定（R1.12）

運用基準改正（H27.2）
→土砂災害警戒区域の住宅等
の用途を制限

瀬野四丁目地
区策定（R4.2）

西風新都大塚西
三丁目11番他地
区策定（R3.12）

西風新都大塚下観音
山地区策定（R3.2）

立適策定着
手（H27〜）

西風新都石内湯戸地区
策定（R5.2）

住居ｿー ﾝで大規模集客施設を整備する市街
化区域編入を検討（H30.12）→農政局協議難
航、地権者の構想が整理しきれず断念

土地利用調整計画策定（R5.12)→交流
拡大ｴﾘｱを土地利用調整区域に設定

福島県商業まちづくり条例基本方
針改定（H25.12）

届出対象店舗面積
6千㎡以上を制限
しない型を設定

3411条例区域指定（H20.10）

3411条例では
避難者ニーズ
に合わない

東毛広域幹線道路BRT構想全体計画
策定（H30〜R2）→構想が凍結（R2.1）

人口減少下にお
ける土地利用ｶ゙ｲﾄ゙
ﾗｲﾝ策定（H28.3）

大規模指定既存集落を生活
拠点に位置づけ、調整区域
のまちのまとまりを追記
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農振除外の特例
措置活用

市民交流ｿﾞー ﾝ+田
園生活拠点を位置
付けた将来都市構
造を踏襲

運用基準改
定（H28.6）
→非住居系
を追加

拠点での策定

中心市街地活性化基本計
画策定中に市民交流ｿﾞー ﾝ
に大規模ｼｮｯﾋﾟﾝｸ゙ｾﾝﾀｰ出
店の話が浮上（H19.12）

未来法を活用

④新潟市 ⑤守山市 ⑥広島市

成田国際空港周辺土地利用ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定（H23.3）

立適策定（H29.3）
→都市機能誘導区
域指定+誘導施設
等公表

運用基準改定（H25.4）
→既存集落型の面積要件を宅
地面積1.2倍から1.5倍に引き上げ

運用基準施行期
限更新（R3.8）

都市計画区域編入(1,044ha）（H3.9）
→西風新都を正式名称に使用開始（H7.4）

運用基準改定（H29.7）
→都市ﾏｽ改定による見直し

図２ 分析対象市町での立適及び調地区の策定経緯 

①福島市 ②邑楽町 ③成田市
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を明記して市街化区域隣接・近接型を定めた。その結果、

居住誘導区域指定の直前から地域産業振興型を含む９地区

が策定され、うち６地区（H30.9～R5.3）が住居系を許容

する市街化区域隣接・近接型となる。居住誘導区域指定後

も運用基準は改定されず、同型による調地区で計654区画

の住宅が供給されている。 

 前述のように、同型の調地区は避難者の受け皿確保を目

的としたが、近隣自治体からの移住も想定したことや、民

間事業者の事業提案を受けて策定する調地区であるため避

難者向け住宅に限定できなかったことが立適との制度的矛

盾を招くことになる。立適では居住誘導区域の目標人口を

定めてはいないが、市では同型の調地区が市街化区域から

の人口流出の原因と認識されている。実際に調地区で造成

が完了した３地区(16)268世帯の居住者属性を確認したとこ

ろ、市内市街化区域からの転出が半数以上を占める一方で、

避難者が含まれると想定される市外からの転入世帯は14％

に過ぎない（図３）(17)。運用基準策定当初は立適制度へ

の影響を考慮していなかったが、市街化区域内の約９割を

居住誘導区域とした中で、現状の運用基準による調地区で

の人口流出が懸念されている(6)。 

4-2.邑楽町（図１②、図２②） 

 町人口の約６割が調整区域に居住する同町は、立適策定

に消極的であったが、平成29年３月に策定される館林都市

圏広域立地適正化方針（以下、広域立適）を受けて立適策

定に着手、広域立適を踏まえて平成30年３月に策定した。

市街化区域の約６割（246ha）を居住誘導区域とし、福島

市の立適と異なり居住誘導区域内のR7目標人口密度も明記

している（基準値36人/haを維持）。また、立適と同時改定

した都市マスの方針を踏襲する形で、立適においても大規

模指定既存集落(18)（以下、指定集落）を生活拠点等に位

置付ける他、「市街化調整区域における“まちのまとま

り”」の章を追記し、その形成手法として調地区に言及し

ている。調地区の策定は立適策定後に公表された東毛広域

幹線道路BRT構想を受けて具体的に着手された。構想凍結

後もバスセンター、農産物直売所等の整備方針の他、属人

性を問わない開発の許容と指定集落からの滲み出し開発
(19)の抑制が求められ、邑楽南地区（R3.5）の策定に至る。

ただ、隔てられた２地区の指定集落を取り囲む過程で、公

共施設が集積する地区や滲み出し開発の縁辺部を含めたこ

とで属人性を問わない開発許容地が可能な限り確保され

100haもの規模の調地区となった。この規模は県が策定し

た「人口減少下における土地利用ガイドライン」であくま

で目安とされた上限値（現況人口の1.2倍を超えない規

模）であることを町は確認しているが、居住誘導区域での

密度維持に影響しない範囲として画定させた面積規模では

ない。町外からの転入を想定した目標人口の設定が適切で

ないとする考え方(20)を前提として、居住誘導区域人口密

度を維持するためには、趨勢人口との差分の減少分1,428

人の確保を調整区域から想定しなければならない（表２）。

一方で、第六次総合計画の施策評価指標として調地区によ

る人口増を目標値(21)とする他、調地区による規制緩和が

他地区でも検討(22)されており、立適との政策的一貫性を

見出すことができない。町では、立適で位置付けた拠点で

もあるため立適と整合する調地区と認識されており、改定

された広域立適にも邑楽南地区が後付けで拠点の位置付け

を追記することで表面的には整合性が確保されている。 

4-3.守山市（図１⑤、図２⑤） 

 福島市と同様、工業系用途地域に住居系土地利用が混在

することを理由に居住誘導区域を市街化区域の約７割

（831ha）で指定、居住誘導区域目標人口密度も基準値よ

り3.4人上昇（H22→R7）させる60.0人/haと設定した。ま

た、立適でも田園生活拠点を明示することで、集落拠点の

維持にも含みを持たせている。その集落拠点の維持の取組

みは、邑楽町と同様に属人性を問わない開発意向を反映さ

せた運用基準の策定（H21.12）であり、調整区域内人口の

かつての最大値人口（平成５年21.8千人）への回帰を目標

として、既存宅地の1.2倍程度までとする既存集落型を運

用基準で定めた。しかし、１地区のみの策定にとどまり人

口回帰が見込めないため、運用基準を改定（H25.4）し上

限規模を1.5倍に引き上げた。上限引上げ後は11地区の既

存集落型調地区が策定（うち立適策定後は３地区

103.4ha）され、居住誘導区域の約1/4（268ha）に相当す

る規模の指定となる。 

 立適を策定しながら運用基準を改定しない理由は、あく

まで調整区域の人口回帰を目的とした別政策であること、

居住誘導に支障を及ぼすほどの市街地形成は想定していな

いこと、立適上も都市マスを踏襲した都市構造図が示され

たことで政策的矛盾はないこと等である(6)。運用基準見直

しの発議すらなく、邑楽町と同様に今後も地域の要望があ

れば調地区策定が支援される。居住誘導区域の目標人口密

度の達成には約2.8千人の居住誘導を図る必要があるが、

調整区域でH5人口まで回帰させるにはその誘導分の半数以

上約1.5千人(23)を調整区域側にも居住誘導する必要がある。

同市人口推計(24)は令和17年まで人口減少に転じないが、

調地区策定から10年も経ないうちにH5人口の倍以上の増加

に転じた調地区もあるため、総人口減少後は人口配分の考

え方の再検討が必要になると推察される。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
市街化区域（戸建）から 市街化区域（集合）から
市街化調整区域（戸建）から 市街化調整区域（集合）から
市外から 建売（市内外含める）

 136
(49.1%)

16
(5.8%)

40
(14.4%)

61
(22.0%)

7(2.5%)(実数は戸数)

（居住者属性不明）

a.人口
（人） a-b a-c

27,023 8.7 22,014 -5,009 7.1
居住誘導区域※ 8,817 36.0 7,389 -1,428 30.0 8,817 0 36.0
調整区域 18,206 6.7 14,625 -3,581 5.4 13,197 -5,009 4.9

町全域

b.人口（人） c.人口（人）

H47趨勢を採用

基準年 将来（H47趨勢） 立適将来（H47目標）
密度

※

密度

※

密度

※

※：居住誘導区域外の市街化区域は工業専用地
域の他、準工業地域6.5haとなるが、後者の準工
業地域には都市計画公園（約1ha）が含まれる他、
住宅用地も極めて少ないため、「市街化区域人口
＝居住誘導区域人口」、と仮定。密度算出には居
住誘導区域外の市街化区域面積を外数で算出。

居住誘導区域目標人口密度
36.0人/haの維持のためには
、調整区域から居住誘導区
域に1,428人の誘導が必要

図３ 調地区により造成が完了した住宅地の転入者属性（福島市） 

表２ 居住誘導区域及び調整区域の人口推計（邑楽町） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
市街化区域（戸建）から 市街化区域（集合）から
市街化調整区域（戸建）から 市街化調整区域（集合）から
市外から 建売（市内外含める）

 136
(49.1%)

16
(5.8%)

40
(14.4%)

61
(22.0%)

7(2.5%)(実数は戸数)

（居住者属性不明）

15
(5.4%)
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4-4.広島市（図１⑥、図２⑥） 

 立適計画期間（平成42年まで）の市街化区域人口の減少

は３％程度と緩やかとし、市街化区域の約９割を居住誘導

区域（15,174ha）に指定、目標人口密度も基準値より1.5

人上昇（H27→R12）させる72.2人/haと設定した。瀬野四

丁目地区（R4.2）以外の４地区は、新潟市の長潟第一地区

と同じく平成初期に策定した開発計画「広島西部丘陵都市

建設実施計画」を起源とする調地区であり、平成３年９月

の都市計画区域の拡大に加えて調地区が民間開発を主軸と

する西風新都の整備手法として採用された。同市は「予定

線引き開発方式(25)」を基本に市街化区域編入を進めてき

た経緯があるが、平成18年５月の都市計画法改正による旧

10号イの許可基準の削除を受けて、「ひろしま西風新都都

市づくり推進プラン（H20.2）」にて調地区を活用する整備

方針が示され、同方針を踏まえて運用基準が策定

（H24.5）された。市街化区域編入を前提とする調地区で

あるため、西風新都に適用する運用基準の類型では想定用

途地域と整合した地区整備計画としている。さらに、民間

の投資意欲を喚起するよう同プランは抜本改定され、「ひ

ろしま西風新都推進計画2013（以下、推進計画）」に基づ

き地域住民主体のまちづくり計画を策定して調地区活用を

促すことになる。一方で、立適策定を受けた運用基準の改

定はされず、立適策定後も西風新都で５地区策定している。 

立適を策定しながら運用基準を改定しない理由は、立適、

運用基準とも都市マスと整合して策定されたものとの理解

であり、互いに都市マスを介した都市政策であるとの認識

に基づく。また、瀬野四丁目地区も含めて市街化区域に近

隣接するため市街地が形成された段階で市街化区域編入し、

立適改定時には誘導区域の指定も見込めるため、調地区は

立適に支障を及ぼさないと判断されている。ただ、推進計

画では前述の調地区策定の促進に加えて、調整区域を含め

た西風新都独自の計画フレーム(26)を設定しており、基準

年人口48,973人（H2）から立適の目標年と同時期までに

67.0千人、今世紀中頃には80.0千人を目標としている。過

去の開発計画の継承が立適と政策的矛盾を生じさせる調地

区策定につながったが、誘導区域を指定する見込みの新潟

市長潟第一地区、守山市市民交流ゾーン地区、調地区を受

けて広域立適で拠点を追加した邑楽町と同様に、その矛盾

は立適の側の見直しにより表面的に是正される。 

4-5.小結 

 居住誘導の観点でも、以上４市では立適策定前後も含め

て調地区制度運用の再検討はされておらず、立適、調地区

双方とも別施策として目標値や基準等の制度設計がされて

いた。守山市の既存集落型のように居住誘導に支障をきた

さない施策と捉えている都市も分析対象市町以外の５市で

確認された。また、運用基準さえ満たせば、地元の要望を

受けて調地区策定を支援する運用は分析対象市町以外の２

市でも確認され、政策的矛盾による影響は運用基準の見直

しではなく立適の届出制度での対応にならざるを得ない。 

ただ、福島市は市街化区域内の約９割が居住誘導区域に

設定される中で、市街化区域隣接・近接型及び拠点近接型

の調地区でその適用範囲が幅広く、市街化区域に隣接して

調地区が度々策定されることは市街地拡大と変わらない施

策と捉える等、立適との政策的矛盾を指摘しつつ運用基準

の再検討がされている。こうした居住誘導との政策的矛盾

解消の試みは、分析対象市町以外でも８市で確認され、例

えば「居住誘導区域内の目標人口密度の達成に支障となら

ない調地区計画人口の検証（たつの市）」、「運用基準から

住居系大規模開発型を削除（福山市）」、さらには「立適を

受けた3411条例廃止にかわる新たな地区計画制度の運用改

善の検討(27)」といった対応が萌芽しつつある。こうした

対応は、農村集落維持の範疇を超えた規制緩和を是正する

措置と考えられ、国土交通省の手引きで言及のある「農村

集落の維持」という解釈のあり方を検証する意義を示唆し

ている。 

 

５．総括 

 誘導施設と競合する誘導施設相当施設を許容する調地区、

事実上の住居系市街化区域の拡大のように住宅を積極的に

許容する調地区とも、立適とは別制度の扱いで策定された

ことが、結果的に立適との政策的矛盾を生む事態をつくり

出していた。これは調地区自体の策定に加えて、福島市や

守山市等で見られたように政策的矛盾を生じさせた調地区

策定を許容する運用基準にも同じことが言える。運用基準

に適合しさえすれば行政は調地区策定に協力し、後に調整

区域で開発許可（場合によっては立適届出の受理）をしな

ければならない事態を避けなければならない。 

都市機能誘導の観点で言えば、少なくとも１号施設に該

当しない誘導施設相当施設を許容する調地区（その調地区

策定を認める運用基準も含めて）を策定する際は、立適で

定めた誘導施設との関係を踏まえて地区整備計画で制限す

べき用途を検討し、誘導施設とのある程度の棲み分けが求

められよう。居住誘導の観点でも調地区を根拠に許可され

る開発行為や建築行為が届出対象行為相当の行為も含めて

誘発させない対応が想定される。また、新潟市での未来法

を活用した大規模集客施設等の機能集積、守山市での調整

区域人口回帰、広島市の西風新都関連の事業のように、立

適制度以前からある都市政策を踏襲した位置付けを定めた

立適あるいは都市マスであれば、その実現手法たる調地区

とは政策的矛盾がないという解釈に至るかもしれないが、

こうした政策を援用する位置付けが立適の制度趣旨とそも

そも矛盾しないのかという点も含めて再検討の余地がある。

将来的な市街化区域編入（誘導区域の指定）を意図する等、

誘導区域外への更なる誘導を肯定する調地区であっても、

立適の一般的な評価指標で採り入れられる居住誘導区域内

人口密度や中心市街地歩行者交通量等に影響するか否かの

客観的検証も必要と考える。その検証に関連して言えば、

調地区策定後の動向の注視も望まれ、調地区策定を経た住

宅開発は「立適制度の届出対象物件か」（都市機能誘導の

観点では「誘導施設の移転物件か」）、さらに福島市での検
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証のように調地区住宅開発地への転居行動の把握等、物理

的な建築動向に捉われないモニタリングも重要と考える。 

政策的矛盾を抱えた調地区を中心に取り上げてきたが、

その矛盾解消の試みも本研究で確認されたことから、今後

はこうした試みにも着目して制度設計上の課題や効果を検

証していく必要があろう。 
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【補注】 
(1) 都市計画法第34条第11号及び12号で定める委任条例。各号を区分する

表記は、それぞれ3411条例、3412条例。
(2) 都市計画法運用指針第12版 Ⅳ-2-1 Ⅱ)Ｇ.１.（１）③

(3) 例えば、参考文献1)6)では大規模集客施設や新庁舎等建設のために策
定された調地区を取上げている。

(4) 該当市町の立適及び地区整備計画等の都市計画図書を収集。

(5) 市町議会の会議録の他、調地区に関連する事業計画書、立適及び調地
区に関する内容を記載した広報等を収集。

(6) 令和６年７〜11月に分析対象市町の福島市、邑楽町、成田市、新潟市、

守山市、広島市の都市計画部局に対し、立適策定後の調地区策定に至
った経緯、立適策定を受けての運用基準見直しの必要性、対象調地区
と立適との関係性の内容等をヒアリング（成田市は書面回答）した。

(7) 分析対象市町以外で立適策定後に調地区を策定した29市町に対して、
分析対象市町から得られた知見の共通性や政策的矛盾解消の取組み等
を確認するためのアンケート調査を実施（回収率20/29）。

(8) 都市計画基礎調査実施要領（国土交通省都市局（R5.3））に定義され
る工場、運輸倉庫施設。

(9) 調地区区域が道路用地を介して市街化区域と隔てられている場合は隣

接として扱う。
(10) 同調地区策定後の社会情勢の変化等の影響もあり、令和５年10月に開

発行為の変更届出書が提出され、各種施設整備工期が令和７年11月ま

で延長された。
(11) 都市マスで位置付けた「地域拠点」は、各区の都市機能誘導区域指定

の議論が整理しきれなかったため、各区の「まちなかエリア」として

その区域指定が見送られた（補注6）。
(12) 未来法による土地利用規制の特例措置のうち、農振・農地法の特例は

誘致施設用途に関係なく適用されるが、都市計画法の特例（開発審査

会の議を経た許可扱い）は流通業務施設や研究開発系の企業施設等に
限定されるため、都市計画法第34条第10号の許可が得られる調地区で
対応している。なお、令和６年１月に改定された未来法のガイドライ

ンでは、「商業施設等の集客性のある施設は、市街化調整区域におけ
る地域経済牽引事業の用に供する施設として望ましいものではない」
旨の記載が追記されている。これについて、同市は都市計画審議会で

了承され都市計画決定を経て設置される商業施設であることから、同
ガイドラインで定めた事項には該当しないと認識している。

(13) 「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」の公告

（R7.2）によると、同条例で届出を要する特定施設だけでも店舗面積
47,482㎡で集客予定数56千人/日もの店舗が同調地区で許容される。

(14) 福島県商業まちづくりの推進に関する条例

(15) 地域コミュニティ維持を目的に市内13地区で同条例区域を指定
（119ha）。既存集落を中心とした指定であるため、敷地規模や立地等
が移住者のニーズに合わず宅地を供給しにくい現状があった（補注6）。

(16) 飯坂町平野地区、仁井田地区、八島田地区
(17) 建築確認申請の建築主を居住者と想定しその属性より確認。建築主が

事業者となる約２割の建売区画の住宅の居住者属性は把握できていな

いが、市内在住者の居住が多いと認識されている（補注6）。
(18) 旧建設省による通達に基づき昭和62年に指定され、3412条例区域とし

て継続指定されている指定集落。

(19) 指定集落内では、地域に10年以上居住または勤務したなどの一定要件
を満たす住民であれば住宅建築が可能となるが、指定集落の外側周辺
でも一定の条件（申請地を含む短辺100ｍ×長辺300ｍの短形の範囲

内に概ね30以上の建築物の敷地がある場合）を満たせば建築可能。邑
楽南地区では調地区策定後に指定集落を廃止した（R4.3）。

(20) 立適将来人口とされた趨勢人口（社人研の推計値）は社会増減を内包

している他、人口減少が全国的に進む中で町外からのさらなる人口誘
導を想定することは周辺地域の持続可能性を損なうことから、これを
前提とした人口検証は適切ではない（参考論文11でも同前提で検証）。 

(21) 1,225人（R2）から目標年1,290人（R7）までの間に短期的に増加させ
る目標値は既に達成したとして政策評価でＡ評価と認定。

(22) 令和５年４月定例市議会で町長が表明し、庁内でも条件が整えば調地

区策定の可能性が検討されている。
(23) 居住誘導区域の人口基準年直近のH23人口と回帰目標値であるH5人口

との差分。

(24) 「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」
(25) 埼玉県で制度設計された暫定逆線引き制度と同時に運用された区域区

分見直し手法。旧10号イによる開発許可により調整区域の段階で基盤

整備を先行し後追い編入する方式。
(26) 推進計画では都市づくりのスケジュールを示しており、都市基盤の概

成期（平成42年）と都市の成熟期（今世紀中頃）を見据えた計画フレ

ームとして開発フレーム（開発保留フレームも含めて全体計画区域
4,570haの半数以上で新規開発整備を想定）及び人口フレームを設定。
なお、両フレームは区域区分や地区区分毎で算定されず、西風新都全

体の目標値を設定。
(27) 立適策定に合わせて「市街化調整区域の整備及び保全の方針」を定め

て調整区域での開発許可制度を抜本的に見直した宇都宮市（詳しくは

参考文献13を参照）では、調地区策定を認める地域拠点の一部で人口
密度の偏りが生じており、住宅開発の抑制に向けた運用基準見直しを
検討中。
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1．研究の枠組み 

1.1 研究の背景と目的 

 近年、社会・経済構造の変化に伴い、福祉・医療・住宅

といった都市の基盤的サービスの受益機会に格差が生じ、

社会的不平等の拡大が深刻化している。なかでも障害児者

や高齢者及びその介護者（以下、ケアラー）といった脆弱

性を抱える人々が排除されやすい構造が顕在化している。

特にケアラーについては、少子高齢化に伴いその役割の重

要性が増す一方で、ケアラー自身が心身の負担や社会的孤

立、経済的困窮を抱えているケースも少なくない 1)。この

ような現状を受け、Twigg and Atkin 2）はケアラーの4類型

の一つとして“carers as co-clients”を位置づけ、ケアラー自身

も支援の対象として捉える視点があることを示した。この

ように、ケアラーに対する支援は現代社会が直面する重要

な課題であると言える。こうした状況を受け、2018年には

国際労働機関（ILO）が『CARE WORK AND CARE JOBS 
FOR THE FUTURE OF DECENT WORK』を発表し、質の良

いケア環境の整備による無償ケアラー及びケア従事者の支

援の必要性を強調した 3)。 
このような社会的包摂やケアラー支援に関する議論を背

景に、福祉施設のあり方も変化しつつある。2015年、厚生

労働省 4)は『新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン』

を公表し、地域社会の変化に伴い支援ニーズが複雑化する

なかで、将来的な変動にも対応可能な、新しい地域包括支

援体制の確立が必要であると指摘した。その一環として掲

げられたのが「多世代交流・多機能福祉拠点の整備推進」

である。これは、福祉施設を単なるサービス提供の場にと

どめず、地域づくりの拠点としても活用する方針を示すも

のである 4)。こうした方針に基づく福祉施設は、福祉サー

ビス利用者に限らず、地域の多様な人々が関わり合い支え

合う「地域に開かれた場所」としての可能性を持つ。そこ

で本稿では、このような福祉施設のあり方を「地域に開か

れた福祉施設」と呼称し、注目する。 
 これまで、地域に開かれた福祉施設の実現に向けて、ハ

ード・ソフト両面の様々な工夫が試みられてきた 5) 6)。しか

し、これらの取り組みは萌芽的なものであり、具体的な取

り組みの実態や効果に関する検証が十分に行なわれていな

い。とりわけ、地域に開くことで形成される地域住民・サ

ービス利用者・ケアラー間の関係性や、そうした関係性が

もたらす影響について、実態の把握は進んでいない。 
 こうした中で、石川県の福祉施設「西圓寺」は地域住民

が自然と集う福祉拠点として機能し、「生涯活躍のまち」事

例集 7)や国土交通省2050年研究会 8)にも取り上げられてい

る。運営母体である社会福祉法人佛子園は、地域に開かれ

た福祉施設の先駆的実践により、複数のデザイン賞を受賞

しており、西圓寺はその初期事例として先進性を有するな

ど、福祉的、社会的、建築都市計画的に注目されている 9) 10) 

11) 12) 。しかし、こうした注目にもかかわらず、本施設がケ

アラーに及ぼす具体的な影響に焦点を当てた研究は行われ

ていない。 
したがって、本研究では地域に開かれた福祉施設である

西圓寺を事例として、(1)施設を地域に開くためのハード

面・ソフト面の工夫とそれに対するケアラーの評価を明ら

かにし、(2)それらの工夫を通じて形成される地域住民・サ

ービス利用者・ケアラー間の関係性を明らかにすることで、

ケアラーに対する影響の側面から、地域に開かれた福祉施

地域に開かれた福祉施設がケアラーに与える影響 

-社会福祉法人佛子園 西圓寺を対象として 
The Impact of a Community-Engaged Welfare Facility on Carers 
-A Case Study of Saienji, Operated by the Social Welfare Corporation Bussien

篠原百合*・武田侑哉**・梁イェリム***・中島弘貴***・新雄太***・井上拓央***・渡部一郎***・古賀千絵****・ 
藤井さやか*****・小泉秀樹*** 

Yuri Shinohara, Yuya Takeda, Yerim Yang, Hiroki Nakajima, Yuta Shin, Takuo Inoue, Ichiro Watanabe, Chie Koga, 
Sayaka Fuji, Hideki Koizumi 

 In recent years, community-engaged approaches of welfare facilities have gained attention as part of efforts toward 
building an inclusive society. However, empirical research on specific practices and their impact on caregivers remains 
limited. This study investigates Saienji, a welfare facility located in Komatsu City, Ishikawa Prefecture, focusing on 
both physical and operational design elements, caregivers’ evaluations, and the formation of relationships among local 
residents, users, and caregivers. Based on interview and questionnaire surveys, the findings reveal that opening the 
facility to the community contributes to reducing caregivers’ burdens and improving the quality of care. These insights 
suggest the potential of community-engaged welfare facilities to contribute to inclusive community-building by 
fostering relationships among caregivers and other local actors. 
Keywords: Social Inclusion, Complex Welfare Facility, Carers, Local Communication, Disabled people 
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設のあり方について示唆を得ることを目的とする。 
1.2 既往研究と本研究の位置づけ 

 ケアラーの支援に関する既往研究では、ケアラーの精神

的問題やケアの質の重要性が指摘されてきた。例えば、稲

浪ら 13)やScherer et al. 14)は、障害児の親が高いストレスや抑

うつ傾向を示すことを明らかにしている。また、Brandon 15)

やSawyer et al.16)は、ケアラーの時間的制約に着目し、精神

的健康にはケアの量だけでなく、質も大きく関与すること

を指摘した。さらに、杉山・坂本 17)、滑川・横田 18)は抑う

つ傾向の緩和において「周囲から理解されているという感

覚（受容感）」の重要性を示唆している。一方で、ケアラー

にとってこうした他者からの理解や社会的関係性がどのよ

うに作用するのかを具体的に検討した研究は管見では見当

たらない。すなわち、施設を介したケアに関わる対人関係

がケアラーに与える影響を明示的に分析した研究は依然と

して乏しいのが現状である。 
 地域に開かれた福祉施設に関する既往研究では、多世代

交流の促進や多機能の複合化の取り組みが注目され、その

背景や利用実態が報告されている。福田 19)はこうした取り

組みの背景に、福祉ニーズの高まりや多世代交流への期待、

地域社会における施設の意義があると指摘した。山腰・山

田 20)、奥田・山口 21)、斎藤・上野 22)は建築計画的視点から、

複合化の実態や交流の様態について明らかにしている。ま

た、井上23)はまちなかに立地するグループホームにおいて、

交流が利用者の役割の多様化に寄与していることを示した。

しかし、これらの研究は、主に施設の物理的特徴や地域社

会・利用者への貢献に焦点を当てており、ソフト面も含め

た取り組みの実態や、ケアラーへの影響については十分に

検討されていない。 
以上より、本研究は、地域に開かれた福祉施設における

ハード・ソフト両面の取り組みの実態と、そうした取り組

みによって形成される主体間の関係性がケアラーに与える

影響を明らかにする点で新規性を有する。 

2. 研究の構成と方法

2.1 研究の構成 

 本研究では、まず対象施設「西圓寺」の概要について把

握し（3章）、施設を地域に開くためのハード面・ソフト面

の工夫とこれに対するケアラーの評価を明らかにする（4
章）。次に、それらの工夫を通じて形成される地域住民・サ

ービス利用者・ケアラー間の関係性を明らかにする（5章）。

これらを踏まえ、地域に開かれた福祉施設のケアラーに対

する影響を考察し（6章）、そのあり方について示唆を得る

（7章）。 
2.2 用語の定義 
まず、ケアラーについては ILO3)の『CARE WORK AND 

CARE JOBS FOR THE FUTURE OF DECENT WORK』を参

照し、unpaid carers（家族など、報酬を伴わずにケアや支援

を提供する人々）とpaid carers（報酬を得てケアサービスを

提供する労働者）の双方と定義し、本研究においては福祉

サービス利用者の家族及び施設スタッフを指すものとする。 
 次に、地域に開かれた福祉施設については、厚生労働省
4)の『新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン』を参照し、

対象を限らない多様な福祉サービスや機能を提供し、地域

住民に対して日常的に開かれた福祉施設と定義する。 
本研究の対象施設である西圓寺は、本来「三草二木 西圓
寺」と「GOTCHA! WELLNESS小松店」から成るが、これ

らは一体的に運営され、運営法人内や地域住民は両施設を

合わせて「西圓寺」と呼称している。したがって、本論文

においても「西圓寺」は両施設を指すものとする。 
 また、西圓寺に滞在する人々については、施設スタッフ

が用いる表現を参照し、施設スタッフを「スタッフ」、福祉

サービス利用者を「利用者」、その家族を「利用者家族」、

西圓寺を訪れる近隣住民らを「地域住民」と定義する。 
2.3 研究の視点及び方法 
 本研究では、福祉施設を地域に開くことがケアラーにも

たらす影響を以下の視点で考察する。まず、福祉施設を地

域に開く工夫の実態については施設の空間的側面（以下ハ

ード面）と地域との交流事業等の関係構築の取り組み（以

下ソフト面）の両面から把握する。そうした地域に開く取

り組みがケアラーにもたらす負担の影響を考察する。ケア

ラーの負担については、先行研究 16)において、ケアの時間

的拘束のような身体的側面だけでなく、ケアラーがその時

間をどう捉えているかという精神的側面も重要であること

が指摘されている。本研究では、この知見を踏まえ、後述

する調査から得られた回答の中で、ケアに関する記述・言

及が含まれた回答を特定し、ケアラーが感じるケアの身体

的負担と精神的負担の両側面から分析を行う。身体的負担

を、ケア提供に伴う時間的拘束や、作業量の増加など、身
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体的資源の消耗をもたらす負担と定義する 16）。精神的負担

を、ケア提供に起因するプレッシャーや不安など心理的資

源の消耗をもたらす負担と定義する 16）。 
以上の視点を踏まえ、本研究は以下の方法で進める。まず、

現地調査及び施設長へのインタビュー調査（表-1）に基づ

き、西圓寺において施設を地域に開くために行われている

ハード・ソフト両面の工夫を把握する。次に、スタッフ・

利用者家族へのアンケート調査（表-2）に基づいて取り組

みに対する評価を分析する。さらに、アンケートの自由回

答とスタッフ・利用者家族へのインタビュー調査（表-3）
に基づき、西圓寺の取り組みの評価や、形成される関係性

について詳細に分析する。なお、アンケート調査およびケ

アラーへのインタビュー調査の対象となるスタッフは、勤

務歴・勤務形態・所属の多様性が確保されるように配慮の

うえ選定した。利用者家族へのインタビューについてはア

ンケート調査において、インタビューへの協力が可能と回

答した者を対象に実施した。アンケート調査の「西圓寺の

取り組みに関する評価」、「ケアの負担感」の項目は施設長

へのインタビュー調査の結果をもとに作成した。「こころの

状態」については、国民生活基礎調査24)を参照して作成し、

「受容感尺度」については、「地域住民がどの程度西圓寺の

利用者を理解し、受け入れているか」に関するスタッフと

利用者家族の評価を把握するため、杉山・坂本 17)の被受容

感尺度・被拒絶感尺度を参照して作成した。 
3. 対象施設の概要

3.1 運営主体・事業の概要

 西圓寺の運営母体である、社会福祉法人佛子園は、サー

ビスの対象を限定しない「ごちゃまぜ」の地域拠点づくり

を実践している。2025年4月の時点で西圓寺を含め石川県

内に13カ所の拠点を運営しており、中でも西圓寺は「ごち

ゃまぜ」の発想と実践において「最大のターニングポイン

トとなった」とも自評する 25)重要な事例である。 
佛子園は、西圓寺を「ごちゃまぜ」の地域拠点として機

能させるため、高齢者デイサービス、障害者生活介護等の

福祉事業はもちろん、温泉や西圓寺カフェ等の事業の運営

にも尽力している。その結果、西圓寺には、障害程度の異

なる利用者（登録者数90人）、福祉事業やカフェ・温泉の

運営スタッフ（在籍37人）、その他多様な属性の人々（日

平均約200人、7〜9割が地域住民）が滞在している。詳細

な事業内容は表-4の通りである。

3.2 施設の位置・空間的概要 

西圓寺は石川県小松市野田町に立地する。野田町は2025

図-1 西圓寺1階平面図 

表-4対象施設の概要 
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年 4月時点で人口 197 人 74 世帯からなる地域である 26)。

空間構成としては廃寺を活用した「三草二木 西圓寺」と空

地・空き家を活用した「GOTCHA! WELLNESS 小松店」が

道路を挟んで向き合う構成となっている（図-1）。施設内に

は多様な滞在場所があるが、利用する福祉サービスにより

滞在場所が異なる。西圓寺側のソファーコーナーやテーブ

ルスペースには主に、生活介護、高齢者デイサービス利用

者が滞在している。就労継続支援A型の利用者は基本的に、

GOTCHA のジムや野田町珈琲・西圓寺カフェの厨房など

各自の作業場所に滞在している。就労継続支援B型の利用

者はA型利用者ほどではないものの、各自の作業場所に比

較的長時間滞在している。一方、放課後等デイサービスの

利用者は西圓寺内の様々な場所を自由に移動し、利用して

いる。また、地域住民も施設内の全ての空間を自由に利用

し、滞在することができる。 

4. 西圓寺におけるハード面・ソフト面の工夫とその評価

ここでは、現地調査及び施設長へのインタビュー調査に

基づいて、西圓寺のハード面、ソフト面の工夫の調査結果

について述べる（4.1, 2）。さらに、それらの工夫に対するケ

アラーの評価をスタッフ・利用者家族を対象としたアンケ

ート調査及びインタビュー調査の回答に基づき分析する

（4.3）。 
4.1 ハード面の工夫 

西圓寺では施設を地域に開くために、ハード面の設計に

多様な工夫が施されていた（表-5）。 
第一に、温泉、飲食スペース、ジムなど、地域住民が日

常的に利用可能な機能を敷地内に複数配置しており、その

多様性が幅広い住民の訪問動機となっていた。第二に、敷

地境界に明確な柵を設けず、内部の活動が外部から視認可

能となるよう大きな開口部を設けることで、物理的、心理

的な開放感を創出していた（写真-1）。また、建築内部にお

いても、意図的に段差残す設計や、すれ違いが生じやすい

狭幅の廊下を導入することで、地域住民・サービス利用者・

スタッフ間の偶発的な接触や交流を誘発していた（写真-2, 
3）。さらに、本堂空間を活用したメインスペースには駄菓

子屋や西圓寺カフェが併設されており、境界のない空間構

成により、人々が相互の存在を自然と意識し合える環境が

意図的に形成されていた（写真-4）。加えて、ジムと野田町

珈琲の間に位置するデッキスペースは、放課後等デイサー

ビスの利用児童の遊び場であると同時に、地域住民の通行

路としても機能しており、日常的な接点の創出が図られて

いた。 
4.2 ソフト面の工夫 

西圓寺では地域との継続的な交流を促進するため、ソフ

ト面においても多様な工夫が実践されていた（表-6）。 
プログラム面では、地域住民の参加を促す多様な活動が

展開されていた。例えば、納涼祭や年越しイベントといっ

た季節行事を定期的に開催し、来訪のきっかけを創出して

いた(1)。また、ワークシェアと称される活動では、漬物など

の製品づくりを通じて、地域住民と就労継続支援利用者が

協働する活動が展開されていた(2)。 
運営面では、スタッフによる地域住民への声かけや地域

イベントへの積極的な参加により、地域住民との信頼関係

の構築が図られるとともに、福祉サービス利用者に対する

地域住民の理解向上が取り組まれていた。 
4.3 ハード面・ソフト面の工夫に対するケアラーの評価 

 ここでは、ハード・ソフトの工夫に対するケアラーの評

価について、施設スタッフ・利用者家族を対象としたアン

ケート調査及びインタビュー調査に基づき分析する。 
4.3.1 アンケート調査に基づく評価 
スタッフおよび利用者家族による、西圓寺の取り組みに

対する評価結果を表-7に示す。 
 ハード・ソフト両面の工夫に関する評価は、全体的に比

較的高い平均値が得られた。また、全ての項目においてス

タッフによる評価平均は利用者家族よりも高い傾向がみら

れ、特に評価項目(3)(4)についてはスタッフ全員が5段階評

写真-1（筆者撮影）    写真-2（筆者撮影） 

写真-3（筆者撮影）    写真-4（筆者撮影） 

表-5 西圓寺のハード面の工夫 
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表-6 西圓寺のソフト面の工夫 
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価で最高評価を選択していた。とりわけソフト面の工夫に

対する評価項目(4)については、スタッフ・利用者家族の評

価に相違が見られた。 
4.3.2 アンケート自由回答及びインタビュー調査に基づ

く評価 

 ここでは、アンケートの自由回答とインタビュー調査の

結果をもとに、ハード・ソフトの工夫に対するスタッフ・

利用者家族の評価を詳細に分析する。データは逐語録を作

成後、一つの内容を構成する単位で切片化してコードを付

けた。さらに、ハード・ソフトとスタッフ・利用者家族の

評価で分類したものが表-8である。 
スタッフはハード・ソフト両面の工夫に関して、その効

果について幅広く言及していた（表8-(1), (2)）。一方で、ハ

ード面については、多機能の併設による煩雑な業務など、

否定的な意見も一部確認された（表8-(3)）。 
利用者家族からは、主にハード面の工夫による利用者の

自立度向上（表-8(4)）やケア負担の軽減（表-8(5)）に関す

る評価が見られたが、ソフト面に関する直接的な言及は確

認されなかった。これについて、ハード面の工夫は可視性

が高く、把握しやすいという意見も示されている（表-8(7)）。
ただし、ハード・ソフトの工夫によらず、サービス利用を

通じたレスパイト(3)機会の獲得など、肯定的な評価は一貫

しており、全体として利用者家族にとって満足度の高い施

設であることが伺える（表-8(10)）。 
4.4 小括 
本章では、対象施設を地域に開くためのハード・ソフト

両面の工夫と、それに対するケアラーの評価を明からにし

た。ハード面では、多様な機能の併設や、視認性の高い空

間構成、交流を促す設計が特徴として挙げられた。ソフト

面では、地域住民との協働や関係構築を目的としたプログ

ラムや日常的な声かけが実施されていた。これらの取り組

みに対して、ケアラーからは全体的に肯定的な評価が示さ

れたが、スタッフはソフト面も含めて高く評価する一方、

利用者家族は主にハード面を評価しており、両者の評価の

違いが明らかとなった。また、スタッフからは多機能の併

設といったハード面の工夫が業務負担の増加につながって

いるとの懸念も一部で示された。 

5. 西圓寺で形成されている地域住民・利用者・ケアラー

間の関係性 
本章では、4 章で把握されたハード面・ソフト面の工夫

を通じて形成される地域住民・利用者・ケアラー間の関係

性を、ケアラーを対象としたアンケート自由回答及びイン

タビュー調査の結果に基づき明らかにする。 
 ケアラーを対象としたアンケートの自由回答及び、イン

タビュー調査の結果については、コーディングを実施した。

データは逐語録を作成後、一つの内容を構成する単位で切

片化し、各切片の内容を端的に表すコードを付け、類似の

ものを纏めてカテゴリー化した。その結果について関係性

を形成する主体の組み合わせによって分類した。「地域住

民・利用者間の関係性」、「地域住民・ケアラー間の関係性」、

「利用者・ケアラー間の関係性」のそれぞれの結果を、表

-9, 10, 11に示す。 
5.1 地域住民・利用者間の関係性

地域住民・利用者間の関係性は4類型に整理された（表

-9）。1-Ⅰ類型では、温泉での介助やデッキでの遊びなど、

直接的な交流が確認された。1-Ⅱ類型では、ワークシェア

や温泉において、地域住民がスタッフに利用者の話をする

など、関心や理解に基づく間接的交流が示された。1-Ⅲ類

型では、温泉やロビーでの挨拶や声かけなど、障害者理解

の向上を示す行動が確認された。1-Ⅳ類型では、少数なが

ら不適切な発言などの拒絶的態度について言及された。こ

れらの結果から、温泉やデッキ、ロビーといった場の共有

が、障害者理解や交流の促進に寄与していることが示唆さ

れた。なお、利用者家族からは地域住民と利用者間の関係

性に関する言及は得られなかった。 
5.2 地域住民・ケアラー間の関係性 

地域住民・ケアラー間の関係性は4類型に分類された（表

-10）。まず、2-Ⅰ類型では、地域住民による相談対応やイベ

ントの共同運営など、スタッフへの直接的支援が確認され

た。2-Ⅱ類型では、イベントやワークシェアを通じた地域

住民の利用者・施設に対する理解が、説明対応や苦情対応

等の業務負担軽減に寄与していた。2-Ⅲ類型では、地域住

民が理解者・支援者として認識され、スタッフの心理的負

担を軽減していた。2-Ⅳ類型では、地域住民と利用者の交

流を目にすることがスタッフの意欲向上に繋がっていた。

「場」に着目すると、イベントやワークシェアなどのソフ

ト面の工夫が、地域住民とスタッフの関係構築の契機とな

っていた。一方、利用者家族の意見には、地域住民との関

係性に関する言及は見られなかった。 
5.3 利用者・ケアラー間の関係性 

利用者・ケアラー間の関係性は、以下の3類型に分類さ

れた（表-11）。3-Ⅰ類型では、地域住民の存在や視線がスタ

ッフのケアや利用者との距離感の改善に寄与していた。3-
Ⅱ類型では、地域住民との交流による利用者の変化からス

タッフがエンカレッジされる場面や、接客を通じてスタッ

フが利用者を仲間として認識する場面が確認された。3-Ⅲ
類型では、スタッフ自身の障害者理解の促進が指摘された。

これらの関係性は特定の場に限定されず、「地域に開かれた

施設」という全体的な環境の特性によって醸成されている

傾向があった。ただし、利用者家族と利用者の関係性の変

化についての言及は確認されなかった。 
5.4 小括 

 本章では、ハード・ソフト両面の取り組みを通じて形成

される、地域住民・利用者・ケアラー間の多様な関係性が

明らかとなった。まず、地域住民と利用者の間では、介助

や会話を通じた交流や障害者理解の促進が見られ、特に空

間設計や多機能の配置などのハード面の工夫が寄与してい

た。次に、地域住民とケアラーの関係性は、スタッフ、利

用者家族というケアラーの属性で異なった。具体的には、 
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表-9 地域住民・利用者間の関係性のコーディング結果 
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表-8 ハード・ソフトの工夫に対するケアラーの評価の詳細 
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表-10 地域住民・ケアラー間の関係性のコーディング結果 

表-11 利用者・ケアラー間の関係性のコーディング結果 
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地域住民とスタッフの関係性は、イベント(1)やワークシェ

ア(2)などソフト面の工夫を通じて形成され、スタッフの負

担軽減や意欲向上に繋がっていた。また、地域住民の存在

は、利用者とスタッフの双方向的関係性の形成に資するこ

とも明らかとなった。一方で、地域住民とケアラーの関係

性に関する言及はスタッフを対象としたインタビュー9 件
中全てで確認されたのに対し、利用者家族のアンケート自

由回答においては 23件中 1件のみで、ほとんどの回答が

ハード面の工夫に関する言及に集中していた。この傾向は、

後述するように、スタッフと利用者家族における西圓寺へ

の関与形態や滞在時間の差異に起因すると考えられる。 

6. 考察

本研究では、地域に開かれた福祉施設である西圓寺を対

象にアンケートおよびインタビュー調査を実施し、施設の

ハード・ソフト両面の工夫とそれに対するケアラーの評価、

および取り組みを通じて形成される関係性を明らかにした。

これらの結果を踏まえ、地域に開かれた福祉施設がケアラ

ーに及ぼす影響について、ケアの身体的負担（6.1）および

精神的負担（6.2）の軽減という観点から考察する。加えて

施設スタッフと利用者家族に対する影響の差異についても

検討する（6.3）。 
6.1 身体的負担の軽減 

 本研究の結果から、地域に開かれた福祉施設である西圓

寺は様々な工夫や施設内での関係性を通じてケアラーの身

体的負担を軽減していた。まず、温泉や食事処の併設とい

ったハード面の工夫は、地域住民による利用者の介助等を

通じてスタッフの業務負担を軽減していた他、利用者の自

立度の向上や家庭における作業量減少を通じて利用者家族

の負担も軽減していた。一方で、多機能の併設に起因する

スタッフの業務量の増大も一部指摘されていた。イベント

やワークシェアなどのソフト面の工夫は、地域住民の施設

や障害者に対する理解を促進し、説明作業等のスタッフの

業務負担を軽減していた。 
6.2 精神的負担の軽減 

 さらに、地域に開かれた福祉施設はケアラーの精神的負

担の軽減にも寄与する可能性が示唆された。ハード面の工

夫により地域住民がケアの場に滞在することは、スタッフ

と利用者との間に適切な心理的距離を形成したり、スタッ

フが地域住民を理解者と認識したりすることを通して、ス

タッフの精神的負担を軽減していた。また、施設内での地

域住民との交流や接客により、スタッフが利用者からエン

カレッジされる場面やスタッフが利用者を一方的な支援の

対象ではなく「頼れる存在」として認識するようになる変

化が確認された。さらに、ソフト面の工夫を通じた地域住

民の施設や障害者に対する理解向上は、スタッフの精神的

負担も軽減していた。 
6.3 施設スタッフと利用者家族に対する影響の差異 

 本研究の結果、地域に開かれた福祉施設はケアラーの身

体的・精神的負担の軽減に寄与していることが示されたが、

その影響は施設スタッフには大きく、利用者家族には限定

的であった。利用者家族においては、アンケート自由記述

で多くの回答が得られたものの、その多くは食事処の利用

を通じた負担の軽減などハード面の工夫に関するものであ

った。施設での滞在時間や関わり方が限られる利用者家族

は、ソフト面の工夫や様々な工夫を通じて形成される施設

内での関係性を認識していない可能性が考えられる。その

ため、利用者家族への影響が限定的であり、回答が偏って

いたと捉えられる。 

7. 結論

西圓寺のような地域に開かれた福祉施設では、ハード・

ソフト面における多様な工夫を通じて地域住民・利用者・

ケアラー間に多様な関係性が形成されており、その結果ケ

アラーの身体的・精神的負担の軽減が認められた。一方で、

課題として、利用者家族に対する負担軽減の影響は限定的

であることが示された。また、多機能の併設等のハード面

の工夫は、利用者家族の負担軽減に繋がる一方でスタッフ

の業務負担を一部増加させる要因となっていることが確認

され、必ずしも全ての側面において負担軽減が実現してい

るわけではないことが明らかになった。これらの課題を踏

まえつつも、本研究で確認された地域住民が利用者の介助

等の福祉を担い、ケアラーが地域に支えられる関係、そし

てスタッフと利用者の間に生まれた双方向的な関係は、ケ

アを取り巻く新たな関係性の形成を示す意義深い知見であ

る。木下 27)は、ケアにおいて「する側・される側」という

固定的な関係ではなく、個人として支え合う関係性が理想

であると指摘している。 
これらを踏まえ、本研究から導かれる「地域に開かれた

福祉施設」のあり方に関する示唆は以下のとおりである。

まず、利用者家族に対しては、情報共有や施設来訪の機会

を拡充し、ソフト面の工夫や施設内で形成される関係性の

認知度を高めることで、負担軽減の一層の実現が期待され

る。次に、スタッフに対しては、施設構成や運営体制の見

直しを通じて業務負担を軽減し、その効果を最大化するこ

とが必要だと考えられる。さらに、地域に開かれた福祉施

設は、人々が特定の役割に規定されず、相互に支え合うコ

ミュニティの実現に貢献する場としての役割を担い得るこ

とも示唆された。 
 本研究の限界として、ケアラーを対象としたインタビュ

ー調査およびアンケート調査の回答者数が限られていた点、

類似事例との比較が行われていない点が挙げられる。今後

は、異なる地域や事業形態の福祉施設における実践を対象

に、より多角的な視点から比較・検討を行うことで、地域

に開かれた福祉施設のあり方に関する実践知の深化と汎用

化が期待される。
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(1) 西圓寺では季節行事が約2カ月に1回開催されており、地域

住民の来訪を促す契機となっている。通常営業日の来訪者数

は約200人だが、令和6年度の周年祭では約350人が訪れた。 
(2) ワークシェアとは、西圓寺の就労継続支援利用者と地域住民

が協働して、味噌、梅干し、らっきょうなどの製品をつくる

取り組みである。これらの製品は、西圓寺や関連施設、イン

ターネット上で販売されている。 
(3) レスパイトとは、ケアラーの心身の負担を軽減するために、

介護者と要介護者が一時的に離れることで休息を得る支援を

指す。これは単なる休息にとどまらず、ケアラー自身の生活

や社会的関係を維持するうえで重要な機会とされる15) 16)。 
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1．はじめに 

2023年 8月 26日に宇都宮ライトレール（以下、宇都宮

LRT）が開業した。わが国初の全線新設のLRTであること、

路面電車の新設は75年ぶりであることなどが話題を呼び、

全国から注目を集めている。開業から3か月の利用者数は

予測値の約 1.3 倍であり、特に土休日は予測値のおよそ 2

倍である 1)。 

LRTの利用者数が需要予測より多い理由の一つに、派生

需要だけでなく、本源需要が多く含まれていることが考え

られる。ここで、派生需要とは、通勤、通学など、移動先

で目的を達成するために発生する交通需要であり、本源需

要とは、散歩やサイクリングなど、移動そのものが目的と

なって発生する交通需要である。需要予測の精度を向上す

るためには、派生需要を対象とした需要予測を精緻化する

だけではなく、本源需要を需要予測の対象にすることも考

えられる。しかし、これまでの需要予測は、主に派生需要

を対象としており、本源需要は対象としてこなかった。 

以上の背景から、本研究では、宇都宮LRTを対象に本源

需要に着目した分析を行う。ここで、LRTの利用には、「LRT

に乗ってみたかったので通勤で利用した」のように、本源

需要と派生需要が混在している場合も考えられる。しかし、

本研究では、本源需要によるLRTの利用を過大に把握する

ことを防ぐため、「LRT の乗車そのものを目的として利用

した」場合を本源需要として分析する。 

本研究の目的は、本源需要の特徴を明らかにすることを

通じて本源需要を判別する手法を構築し、本源需要の時系

列的推移を明らかにすることである。本源需要の特徴や時

系列的推移を明らかにできれば、需要予測などで本源需要

を対象にする際の知見になり、需要予測や導入後の利用実

態の検証をより精緻に行うことができる。 

研究の手順は以下の通りである。 

最初に、既存研究を整理し、本研究の特徴を述べる（第

2 章）。次に、分析に用いる ICカードデータの概要を示す

（第 3 章）。続いて、LRT 利用者の本源需要の特徴を明ら

かにする（第 4章）。その後、ICカードデータから本源需

要によるLRT利用者を判別する手法を構築し（第 5章）、

LRT利用者の本源需要の時系列的推移や継続利用への変遷

を明らかにする（第6章）。 

2．既存研究の整理と本研究の特徴 

本源需要に関する研究はまだ蓄積が少ないがいくつかみ

られる。Salomon・Mokhtarian2)は、本源需要の存在を示唆し

ており、本源需要に関する先駆的研究とされている。湧口
3)は、文献などから本源需要を定義しており、本源需要を日

常的な交通需要とは独立したものであると主張している。

𡈽谷ら 4)は大井川鐡道の SL 列車の利用者を対象にアンケ

ート調査を実施し、多くの利用者が SL 列車の乗車だけを

旅行目的としていることを明らかにしている。特に、開業

直後のLRTを対象にした研究としては、望月ら 5)は富山ラ

イトレールの利用者を対象にアンケート調査を実施し、平

日の LRT を目的とした利用が 1 年間で 3 割に減少してい

ることを明らかにしている。これらの研究は、本源需要の

存在を示したり、本源需要を定義したりしている。しかし、

本源需要の特徴を定量的に示してはいない。また、ICカー

ドデータのような実際の乗降データを用いて分析したもの

はみられない。 

ICカードデータを活用した研究もいくつかみられる。こ

れらの研究の多くは、ICカードデータから移動パターンを

分類したものである。西内・轟 6)はクラスター分析による

分類、細江ら 7)は非負値テンソル因子分解による分類、嶋

全線新設LRTの開業時からの本源需要の変化に関する研究 

Study on changes in intrinsic demand after the opening of a all-new LRT line 

冨岡 秀虎*・浅野 周平**・森本 章倫*** 

Hidetora Tomioka*, Shuhei Asano**, Akinori Morimoto*** 

The purpose of this study is to clarify the characteristics of intrinsic demand for riding the LRT, to develop a method to 
distinguish it, and to clarify its trends over time. The analysis revealed the following. First, compared to derived demand, 
intrinsic demand tends to be used less frequently and have shorter stay times. Second, we clarified the changes in 
intrinsic demand over time. Approximately one year after the start of operations, the percentage of users due to intrinsic 
demand was 6.0% on weekdays and 22.9% on weekends. Additionally, the number of users driven by intrinsic demand 
decreased to 43.6% of the level immediately after opening on weekdays and 34.0% of the level immediately after 
opening on weekends one year after opening. 

Keywords: LRT, intrinsic demand, changes in time series, IC card data 

LRT, 本源需要, 時系列的推移, ICカードデータ 
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本ら 8)はカードの支払い形態による分類、Briandら 9)は混合

ガウスモデルによる分類、Kusakabe・Asakura10)は PT 調査

を元とした分類を行っている。これらの研究は、様々な IC

カードデータの分析方法を示しているが、本源需要に着目

してはいない。 

LRTの需要予測に関する研究もいくつかみられる。これ

らの研究の多くは、LRTの特徴に着目して交通手段選択モ

デルを構築したものである。溝上ら 11)は所要時間短縮に、

金森ら 12)は乗降利便性に、中井ら 13)は定時性に着目して交

通手段選択モデルを構築している。これらの研究は、派生

需要を対象にして交通手段選択モデルを構築したものであ

り、本源需要を対象としてはいない。 

以上の整理から本研究の特徴は、①本源需要の特徴を定

量的に示している点、②実際の乗降データをもとに本源需

要の時系列的変化を明らかにしている点にある。 

 

3．宇都宮LRTと totraデータの概要 

(1) 宇都宮LRTの概要 

本研究の対象である宇都宮 LRT は、図- 1に示す通り、

宇都宮駅東口から芳賀・高根沢工業団地まで約 15kmを結

ぶ全線新設のLRTである。旧来の市街地と駅を結ぶ一般的

な路面電車とは異なり、大型ショッピングモールや新興住

宅地、工業団地を結んでいることが大きな特徴である。 

LRT導入は、移動時間の短縮や交通渋滞の緩和などの直

接的な目的だけでなく、拡散した市街地を公共交通沿線へ

集約するネットワーク型コンパクトシティ実現も目的とし

ている。そのため、立地適正化計画では、LRT沿線に居住

誘導区域や都市機能誘導区域を設定し、沿線の開発促進を

目指している。また、宇都宮駅西部への延伸が計画されて

おり、延伸されれば県庁や市役所の存在する中心市街地ま

でアクセスが可能となる。 

(2) totraデータの概要 

本研究では、宇都宮都市圏の IC カードデータ（以下、

totraデータ）を使用して目的の予測や目的別利用者数の推

移を分析する。このデータは、宇都宮LRTを対象としたも

のであり、各個人に固有の IDが付与されているため、利用

頻度や滞在時間の分析が可能である。また、ICカードの利

用率は9割を超えており、LRTの利用傾向を把握すること

ができる。表- 1にデータの概要を示す。 

また、本研究では、運行年月日、目的地停留所、滞在時

間、利用頻度を以下のように定義する。 

 運行年月日：始発時点の日付。日付をまたぐ場合でも終

電までは同じ運行日となる。 

 目的地停留所：個人の運行年月日最後の利用以外の降車

停留所。 

 利用頻度：個人が乗車月から翌々月まで目的地停留所を

利用した日数。 

 滞在時間：個人の降車時刻から次の乗車時刻までの時間

差(1)。ただし、運行年月日最後の利用の場合は計算しない。 

なお、本研究では 1日 1回しか乗車しない片道利用者に

 
図- 1 宇都宮LRTの導入ルート 

 

表- 1 totraデータの概要 

対象路線 宇都宮LRT、関東自動車路線バス 

収集期間 2023年8月26日～2023年11月30日 

調査対象 
totra をはじめとする交通系 IC カード利用

者すべて 

ICカード 

利用率 

2023年9月：利用者の約91%15) 

2024年7月：利用者の約94%15) 

本研究で 

活用する項目 
ICカード ID、乗降停留所、乗降時刻 

 

  
図- 2 宇都宮LRTの利用者数と需要予測の比較 

 

ついては分析の対象外としている。 

(3) 宇都宮LRTの利用者数 

図- 2に示す通り、totraデータから、宇都宮 LRTの月別

の1日平均利用者数を算出し、特許申請時の需要予測の結

果と比較した。需要予測では、3 年目の需要定着時の利用

者数は平日約16,000人、土休日約5,000人と予測されてい

た 14)。また、開業直後の定着を見込んで1年目はその8割、

2年目は9割を乗じた値が予測値となっていた（図- 2中の

予測 平日と予測 土休日）。実際の利用はそれを上回る結果

となっており、平日の利用は現金利用者を除いてもほぼ需

要予測通りの結果（2024 年 3 月に約 13,200 人）となった

（図- 2中の totra 平日）。土休日は開業数か月の利用が落ち

着いたのちも予測のおよそ2倍（2024年3月に約8,700人）

で推移している（図- 2中の totra 土休日）。 

 

4．本源需要の特徴の分析 

(1) 分析の目的と方法 

本章では、本源需要の特徴を明らかにするために、本源

需要の「利用頻度」、「滞在時間」、「平日利用割合」に着目

して分析を行う。 

本研究では、totraデータから、本源需要と派生需要を判

別したい。しかし、totraデータからは移動目的を把握でき

ないため、本源需要と派生需要の判別ができない。そこで 
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まずは、独自に実施した LRT 利用に関する web アンケー

ト調査（以下、webアンケート、表- 2）から、本源需要の

特徴を明らかにすることで、本源需要と派生需要を判別す

るための知見を得る。具体的には、本源需要トリップの利

用頻度別滞在時間、平日利用割合を明らかにする。 

ここで、本研究における本源需要は、webアンケートの

質問項目の「LRT の利用目的」についての選択肢である、

「①通勤」、「②通学」、「③業務（打合せ、出張など）」、「④

私事（買物、食事、通院、娯楽など）」、「⑤LRTの乗車その

ものを目的にして利用した」のうち、⑤を選択した場合と

した。 

(2) 分析結果 

図- 3、表- 3、図- 4に示す利用頻度別滞在時間構成割合と

平日利用割合から、本源需要の特徴について以下のことが

明らかとなった。ここでは、比較のため、派生需要（業務・

私事）の結果も示す。 

第一に、派生需要（業務・私事）と比較して、本源需要

は、利用頻度が少なく、滞在時間が短い傾向にある。第二

に、派生需要（私事）と同様に、本源需要は休日に多い傾

向にある。 

以上の結果から、本源需要トリップと業務・私事トリッ

プは、「頻度」、「滞在時間」、「平日利用割合」について傾向

が異なることが示された。 

その他、webアンケートの集計結果から、本源需要によ

る利用の経験者は回答者の約半数であること、1 回のみの

利用である人が約 6割であること、1回のみ利用者に着目

すると、1時間未満の滞在が全体のおよそ 8割となること

も明らかとなった。 

 

5．本源需要の判別 

(1) 分析の目的と方法 

本章では、totraデータから本源需要の判別を行うために、

図- 5 に示す線形判別分析により判別モデルの構築を行う。

ここでは、前章の結果から「利用頻度」、「滞在時間」、「平

日利用割合」に着目する。用いるデータは、令和3年度全

国都市交通特性調査（以下、R3全国PT）とwebアンケー

トである。 

分析の手順は以下の通りである。 

第一に、R3 全国 PT を用いて、派生需要（通勤・通学）

と派生需要（私事・業務）の判別モデル(3)を構築する（図- 

5の①）。目的変数は、R3全国PTから、通勤・通学トリッ

プを「-1」、私事・業務トリップを「1」とした。説明変数は

「トリップ頻度」、「滞在時間」、「平日利用割合」である。

R3全国PTには平日と土休日各1日の行動を回答する個人

票と、目的別トリップ頻度を回答する付帯調査票が存在す

るため、両者を組み合わせることで目的別にトリップ頻度、

滞在時間、平日利用割合を算出できる。本研究の対象であ

る LRT と同じ公共交通である路線バスと鉄道によるトリ

ップを対象とし(4)、滞在時間については該当トリップの駅

または停留所の降車時刻と、次に同じ交通手段に乗車する 

表- 2 webアンケートの概要 

対象 
栃木県の20代～70代のQiqumoアンケートパネ

ル2,000人中の、LRT利用経験が1度でもある人 

回答者数 回答者数：494人、有効回答者数：281人(2) 

回収日 2025年1月26日～1月30日 

主な 

調査項目 

個人属性、LRTの利用目的、目的別の利用頻度、 

目的別の平均滞在時間、目的別の利用の多い曜日 

 

 

図- 3 本源需要・派生需要（業務・私事）別の 

利用頻度別滞在時間構成割合 

 

表- 3 本源需要・派生需要（業務・私事）別の 

利用頻度・滞在時間の平均・標準偏差 

 利用頻度（日/月） 滞在時間（分） 

平均 標準偏差 平均 標準偏差 

派生需要

（私事） 

0.723 0.792 110.1 76.6 

派生需要

（業務） 

0.998 1.573 128.1 142.5 

本源需要 0.414 0.255 55.4 60.5 

 

 

図- 4 本源需要・派生需要（業務・私事）別の 

平日利用割合 
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時刻との差分とした。時刻が不明なトリップや、それ以降

のトリップで鉄道や路線バスに再度乗車することがなかっ

たトリップは分析対象から除いた。 

第二に、webアンケートを用いて、本源需要と派生需要

（業務・私事）の判別モデルを構築する（図- 5 の②）。目

的変数は、webアンケートから、LRTの利用目的が「⑤LRT

の乗車そのものを目的にして利用した」である場合は本源

需要として「1」、「③業務（打合せ、出張など）」、「④私事

（買物、食事、通院、娯楽など）」である場合は派生需要（私

事・業務）として「-1」とした。説明変数は「利用頻度」、

「滞在時間」、「平日利用割合」である。 

第三に、構築した判別モデルを totra データに適用する。

また、判別結果の妥当性を確認するために、判別モデルに

よって算出した本源需要と派生需要の構成割合と、宇都宮

市がLRT利用者を対象に行った利用者調査（以下、利用者

調査、表- 4）による本源需要と派生需要の構成割合とを比

較する。 

(3) 派生需要（通勤・通学）と派生需要（私事・業務）の判

別 

R3全国PTを用いて、派生需要（通勤・通学）と派生需

要（私事・業務）の線形判別分析を行った。 

事前の検討として、変数ごとの識別性を確認するために

表- 5左に示す t検定を行った。その結果、滞在時間、トリ

ップ頻度、平日利用割合いずれも、派生需要（私事・業務）

が派生需要（通勤・通学）と比べて優位に小さいことを確

認した。 

その後、線形判別分析を実施した結果は表- 6左に示す通

りとなった。モデル評価における4指標（正解率、再現率、

適合率、F1値）はいずれも高い値となり、派生需要（通勤・

通学）と派生需要（私事・業務）は判別可能なことが確認

された。これは、Kusakabeら10)の研究と同様の結果である。 

モデルのパラメータから、派生需要（通勤・通学）と比

較して、派生需要（私事・業務）は滞在時間が短く、トリ

ップ頻度は少なく、土休日の割合が大きいことが明らかと

なった。 

(4) 本源需要と派生需要（私事・業務）の判別 

webアンケートを用いて、本源需要と派生需要（私事・

業務）の線形判別分析を行った。 

事前の検討として、変数ごとの識別性を確認するために

表- 5右に示す t検定を行った。その結果、滞在時間、トリ

ップ頻度は、本源需要が派生需要（私事・業務）と比べて

優位に小さいことを確認した(5)。 

その後、線形判別分析を実施した結果は表- 6右に示す通

りとなった。モデル評価における4指標（正解率、再現率、

適合率、F1値）は、前節のモデルと比較してやや低いもの

の、いずれも高い値となり、本源需要と派生需要（業務・

私事）は判別可能なことが確認された。 

モデルのパラメータから、派生需要（私事・業務）と比

較して、本源需要は滞在時間が短く、トリップ頻度は少な

く、土休日の割合が大きいことが明らかとなった。 

 

図- 5 判別モデルの totraデータへの適用手順 

 

表- 4 利用者調査の概要 

対象 LRT停留所で配布されたアンケートの回答者 

（web、郵送併用） 

回答者数 配布：6,800票、回答者数：1,305人 

配布日 2023年11月29日～12月1日 

回収日 2023年11月29日～12月28日 

主な 

調査項目 

個人属性、乗降停留所、トリップ出発時刻、 

利用目的 

 

表- 5 各項目の t検定実施結果 

 t値（p値） 

変数 派生需要 

（通勤・通学） 

と 

派生需要 

（私事・業務） 

派生需要 

（私事・業務） 

と 

本源需要 

滞在時間 -87.33 (p<0.001) -6.71(p<0.001) 

トリップ頻度 -68.58(p<0.001) -4.42(p<0.001) 

平日利用割合 -39.06(p<0.001) -0.82(p>0.1) 

 

表- 6 判別分析結果 

 派生需要 

（通勤・通学） 

と 

派生需要 

（私事・業務） 

派生需要 

（私事・業務） 

と 

本源需要 

係数 切片 8.056 1.152 

滞在時間 -0.015 -0.010 

トリップ 

頻度 

-0.326 -0.727 

土休日 

ダミー 

3.094 0.102 

モデル 

評価 

正解率 0.93 0.72 

再現率 0.93 0.80 

適合率 0.91 0.68 

F1値 0.92 0.73 

 

(5) 判別結果の妥当性の確認 

判別結果の妥当性を確認するために、図- 6 に示す通り、

totraデータからの算出による本源需要と派生需要の構成割

合と、利用者調査による本源需要と派生需要の構成割合を

比較した。ここでは比較のため、totraデータは、利用調査

と同じ2023年11月の平日のデータを用いた。 
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比較の結果、本源需要と派生需要の構成割合は、totra デ

ータでは、派生需要（通勤・通学）が61.2%、派生需要（私

事・業務）が、27.1%、本源需要が 11.7%であった。また、

利用調査では派生需要（通勤・通学）が 59.5%、派生需要

（私事・業務）が、27.3%、本源需要が13.2%であった。 

カイ二乗検定の結果、totraデータからの算出による本源

需要と派生需要の構成割合と利用調査による本源需要と派

生需要の構成割合に有意差はないことから（p=0.24）、判別

結果は妥当であると考える。 

 

6．本源需要の時系列的推移 

(1) 分析の目的と方法 

本章では、宇都宮LRTの本源需要の時系列的推移を明ら

かにするために、前章で構築した判別モデルを適用し、totra

データから、本源需要による利用者数の推移、本源需要に

よる利用者割合の推移、本源需要による利用者の利用継続

率を明らかにする。 

分析の手順は以下の通りである。 

第一に、本源需要による利用者数の推移を算出する。こ

れは、本源需要による利用者の減衰を明らかにするためで

ある。ここでは、開業当初の2023年9月の利用者数を基準

に指数化する。 

第二に、本源需要による利用者割合の推移を算出する。

これは、本源需要による利用者がどの程度の割合を占める

のかを明らかにするためである。 

第三に、本源需要による利用者の利用継続率を明らかに

する。利用継続率とは、最初に宇都宮LRTを利用した人が、

翌日以降に利用する割合である。ここでは、宇都宮LRTの

利用継続の判定期間を1年間とするために、2023年9月に

宇都宮 LRTを最初に利用した人を分析対象とした。また、

比較対象として、試行的利用が多いと考えられる、最初の

宇都宮LRT利用が派生需要（私事・業務）だった人の利用

継続率も示す。 

(2) 本源需要による利用者数の推移 

図- 7に示す本源需要による利用者数の推移から、以下の

2点が明らかとなった。 

第一に、平日では、本源需要による宇都宮LRT利用は開

業から半年ほどで急激に減少し、開業から約 1 年が後の

2024年9月では開業時の43.6%まで減少した。 

第二に、土休日では、平日と同様に、本源需要による宇

都宮LRT利用は開業から半年ほどで急激に減少し、開業か

ら約 1 年後の 2024 年 9 月では開業時の 34.0%まで減少し

た。 

以上から、宇都宮LRTの本源需要は、平日、土休日とも 

に、開業から半年ほどで急激に減少し、その後は短期的な

変動を除けば微減傾向にあることが明らかとなった。 

(3) 本源需要による利用者割合の推移 

図- 8に示す本源需要による利用者割合の推移から、以下

の2点が明らかとなった。 

第一に、平日では、本源需要が占める割合は最も小さく、 

 
図- 6 totraデータと利用者調査による 

本源需要と派生需要の構成割合の比較 

 

 

図- 7 本源需要利用者数の変化 

 

 

図- 8 目的別利用者数構成割合の変化 

 

開業直後の2023年9月では18.6%であった。また、開業か

ら約1年後の2024年9月では6.0%であった。 

第二に、土休日では、本源需要が占める割合は、派生需

要（私事・業務）に次いで多く、開業直後の2023年9月で

は45.1%であった。また、開業から約1年後の2024年9月

では22.9%であった。 

以上から、本源需要による宇都宮LRTの利用は一定の割

合を占め、特に土休日に多いことが明らかとなった。 
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(4) 本源需要による利用者の利用継続率 

図- 9、図- 10に示す本源需要による宇都宮LRT利用者の

利用継続率から、以下の2点が明らかとなった。 

第一に、本源需要による利用者の利用継続率は、2 日目

で 19.5%であった。比較として、派生需要（私事・業務）

によって宇都宮LRTを利用した人の利用継続率は、2日目

で45.3%であった。 

第二に、本源需要による宇都宮LRT利用者は、利用を重

ねるにつれて派生需要（私事・業務）による宇都宮LRT利

用者に変化することが示された。 

以上の結果から、本源需要の利用継続率は派生需要（私

事・業務）と比べて低いこと、累積利用日数の多い利用者

は派生需要（私事・業務）で利用している人が多いことが

明らかとなり、本源需要をきっかけに利用した利用者の継

続的な利用のためには派生需要（私事・業務）による利用

の喚起が必要であることが示された。 

 

7．おわりに 

(1) 本研究で得られた知見 

本研究では、本源需要の特徴を明らかにすることを通じ

て本源需要を判別する手法を構築し、本源需要の時系列的

推移を明らかにすることを目的としていた。分析の結果、

以下の3点が明らかとなった。 

第一に、webアンケート結果から、本源需要の特徴が明

らかとなった。派生需要（私事・業務）と比較して、本源

需要は利用頻度が少なく、滞在時間が短い傾向にある（第

4章）。 

第二に、本源需要の時系列的推移を明らかにした。本源

需要による利用者割合は、平日では、開業直後で 18.6%、

開業から約1年後で6.0％である。土休日では、開業直後で

45.1%、開業から約1年後で22.9%である（第6章）。また、

本源需要による利用者数は、開業から約1年後には、平日

では開業直後の 43.6%、土休日では開業直後の 34.0%に減

少する（第6章）。 

以上から、本源需要の特徴や時系列的推移が明らかとな

った。これらの結果は、需要予測などで本源需要を対象に

する際の知見になると考える。 

(2) 今後の課題 

本研究で利用した totraデータは開業から1年のみである

ため、モニタリングを継続することで、さらに詳細な分析

ができると考えられる。 

また、本研究では、LRTの乗車そのものを目的にして利

用した場合のみを本源需要として分析したが、LRTに乗っ

てみたかったので通勤で利用したなど、本源需要と派生需

要が混在した利用も存在する。本源需要の詳細なアンケー

トを実施することで、より詳細に本源需要の実態を明らか

にできると考える。 

 

図- 9 本源需要利用者の2日目以降の利用継続率 

 

 

図- 10 派生需要（私事・業務）利用者の2日目以降の 

利用継続率 
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【補注】 

(1) LRT と路線バスを乗り継いでおり、乗継先でのみ到達可能な
停留所で降車した場合は、乗継先の滞在時間を採用する。 

(2) 不正確な回答を除外するため、①矛盾回答者の除外と②
Directed Questions Scale（以下、DQS）を行った。DQSとは、回
答者に特定の回答を選ぶよう指示する質問を設け、指示を読
み飛ばす不正確な回答者を検知する手法である。①②いずれ
もWebアンケートの不正確な回答を除外する手法として確立
されている 16)。①矛盾回答者の除外では、事前アンケートと本
アンケートで回答した目的別LRT利用経験の有無が矛盾して
いる回答者を除外した。②DQSでは、LRT利用理由を5段階
で尋ねるマトリックス質問において、「ここでは、「あまりそう
思わない」を選択してください」という項目を混入させ、「あ
まりそう思わない」以外を選択した回答者を除外した。 

(3) R3 全国 PT を用いて派生需要（通勤・通学）と派生需要（私
事・業務）の判別を行うのは、webアンケートのみでは、通勤・
通学の標本が少なく、本源需要と派生需要（通勤・通学、業務・
私事）の判別が困難なためである。そのため、派生需要で十分
な標本が存在するR3全国PTを用いて、まずは、webアンケ
ートで標本が少ない、派生需要（通勤・通学）を分離すること
とした。 

(4) R3 全国 PT では、交通手段別目的別のトリップ頻度を把握す
ることができない。そのため、ここでは、公共交通を利用した
人の全交通手段の目的別トリップ頻度を集計している。以上
の理由から、厳密には、公共交通以外を利用したトリップも含
めた集計であることに留意する必要がある。 
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(5) なお、有意差がなかった土休日ダミーを除いた線形判別分析
も試行したが、モデル評価における4指標（正解率、再現率、
適合率、F1 値）いずれも低い値となったため、本研究のモデ
ルを採用した。 
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1．はじめに 

人口減少・モータリゼーションの進展により，利用者数

低下による公共交通の減便，廃線が発生してきた．同時に

超高齢社会を迎えており，今後，高齢者の免許返納等，自

動車を生活の移動手段することが困難な人が増加すること

が予測されている．特に地方都市においてこれら問題は深

刻であり，早急な対策が求められている．そのため，近年，

政府は「コンパクト・プラス・ネットワーク」1)の考えを推

進している． 
コンパクト・プラス・ネットワークは生活サービス機能

と居住を集約，誘導することを目的としたコンパクトシテ

ィの理念と，街づくりと連携した公共交通ネットワークの

再構築を目的としたネットワークの理念で構成されている．

特に地方部では鉄道の存在しない地域も多く，路線バスが

ネットワークとして基幹的な役割を果たすと考えられる．

また，鉄道が今後も基幹交通であると定め，維持し続ける

都市においても，路線バスの利用増進が鉄道利用に正の相

関があることが既存研究 2)から示されている．このことか

ら，鉄道が存在する地域においても路線バスは重要な役割

を果たすことが考えられる．しかし路線バスを広範囲で維

持することは限界がある．路線バスを維持するためには，

利用者数の確保が重要な一要素となる． 
利用者数を確保するには利用圏内の利用率を向上するこ

とや利用圏を拡大することが考えられる．そのため，利用

率が高いバス停や利用圏外からも多く利用されているバス

停の特徴，利用者の属性，目的等を明らかにすることが，

利用者確保に向けた有用な知見になると考える．一般的に

路線バスの利用圏域は「都市構造の評価に関するハンドブ

ック」3)などを参考にしてバス停から半径300m 圏域の指標

が広く用いられている．しかし，先述の通り利用圏の大き

さはバス停ごとに異なる可能性がある．そこで本研究では，

対象地における平均的な利用圏を把握する．その上で利用

圏の大きさに関わる要因として，利用圏の大きさとバス停

の特徴や利用目的等の関係を調べる．具体的には，人々の

動きが分かるパーソントリップ調査（以下 PT 調査）を用

いて，現状の利用圏の大きさを把握し，要因分析を行う． 
これらを通じて利用圏の大小に関わる指標を提示し，利

用圏の拡大に向けた有用な知見を得ることを目的とする．

これによって，路線バスの利用者数を確保する一助になる

と考える． 

2．研究の位置付け 
(1) 既存研究 

バス停の利用圏を推定した研究として，中平ら 4)は，バ

ス停の利用圏についてGISを用いて道路条件や利用者の身

体能力を考えたバス停の利用圏の分析を行い，従来の利用

圏より面積カバー率が低くなることを示した．渡辺 5)は，

実証的分析からバスの運行頻度の影響を考慮したバス停の

利用圏の区画法を検討し，この回帰式が一定の有用性を持

つことを示した． 

また，PT調査を利用した利用圏，カバー圏に関する研究

として，柳沢ら 6)は，駅ごとに徒歩，自転車，自動車などの

手段別利用圏について分析を行い，実際のアクセス（以下

AC）圏は利用者算定に用いられる利用圏より広いことを示

した．また，イグレス（以下EG）圏では実際の利用圏のほ

うが広いことは同様であるが，用途立地分布の影響を受け

ていることを示した．小林ら 7)は，鉄道駅及びバス停への

アクセス性を分析し，公共交通を利用しての移動困難者を

評価する方法を示した． 

バスの利便性に関する研究として，松中ら 8)は，メッシ

バス停の利用圏域拡大に向けた検討 

－PT調査における移動時間に着目して－ 

Expanding bus stop utility areas 

-Travel time in person trip survey-
戸塚健太*・森本瑛士**・高瀬達夫** 

Kenta Totsuka*, Eiji Morimoto** and Tatsuo Takase** 

In many local cities, local bus routes are expected to serve as the main transportation network. However, it is difficult 
to maintain bus services over a wide area. Ensuring enough users is essential for sustainable operation. Therefore, this 
study aims to explore ways to increase the number of users by analyzing the characteristics of bus stops that are 
frequently used even by people outside utility area, thereby examining possibilities for expanding the utility area. The 
analytical approach involved identifying whether differences exist among the utility areas of various bus stops and 
investigating the factors contributing to those differences. The findings suggest that elderly people prioritize facilities 
around bus stops. Furthermore, factors contributing to larger utility areas include longer total travel time, higher bus 
frequency, and arrival at transportation facilities (such as stations). 

Keywords: bus stop, trip, access area, egress area, factor analysis 
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ュごとのバス停の有無と運行頻度から利便性を導き，人口

構成比との関係を調べた結果，利便性の高いメッシュでは

20~40代，低いメッシュでは60代以上の占める割合が大き

いことを明らかにした．バス停に関する研究として，伊勢

ら 9)は，コミュニティバスに着目し，バスの OD 需要が発

生する要因分析を行い，施設の数とバス停配置の密さが，

需要の増加に関わることを明らかにした． 

このようにバス停に関する研究や PT 調査を用いてバス

停の利用圏を推定した研究は存在する．今後のバス利用者

の確保を考えると．先述したようにバス停ごとの利用圏の

拡大方法を模索することも重要である．しかし，利用圏の

大小に影響を及ぼす要因把握を行った研究はみられない． 

 
(2) 研究の特長 

 本研究は以下の特長を有する． 
1) バス停の利用圏の大きさを把握し，要因分析すること

で，バス停の周辺環境や利用者の属性の中で利用圏の

大きさに影響を与える要因を見つけるという新規性

を有する． 
2) 広範から利用されているバス停の特徴を分析するこ

とでバス停利用圏の拡大法を模索することに加え，バ

ス停の利用圏と利用者数の関係を明らかにすること

で，今後のバス利用者増加に向けた有用な知見を提供

しているという有用性を有する． 
 
3. 分析概要 
(1) 本研究の対象地域 

今回，バス停の利用圏の把握に PT 調査を用いる．対象

地の選定にあたっては，人口減少が喫緊の課題となってお

り，今後，路線バスが基幹的な交通ネットワークになるこ

とが想定される地方都市圏を対象とする．本研究では第 3
回長野都市圏 PT 調査のデータを取得できたため，長野都

市圏を対象とする．長野都市圏と都市圏内の路線バス停を

図-1に示す．またPT 調査の施設分類表を表-1に示す． 
 

(2) 対象バス停  

本研究では，地域の交通網を維持するためには，定時定

路線の路線バスが主要なネットワークの一つであると考え

られることから，路線バス（高速バスを除く）の利用圏を

分析する．デマンド交通及び乗合タクシー，一部コミュニ

ティバスは非定時，自由経路型であり，本研究の目的に外

れることからバス停を除外する．一方でバス停名が明記さ

れている定時制のコミュニティバスについては対象とする． 
 
(3) 利用圏の定義 

 本研究で用いる利用圏は PT 調査による移動時間をもと

に算出した．以下に算出手順を示す．まず，路線バスを利

用しているアンリンクトトリップを抽出する．次に，対象

トリップをAC利用とEG利用に分類し，AC時間とEG時

間を算出する．ここでは既存研究 12)を参考にAC利用は出

発地からバス停を利用するまでのトリップ，EG 利用はバ

ス停から目的地までのトリップとする．また，AC 時間は

AC利用の移動時間，EG時間はEG利用の移動時間とする．

本研究では，歩行速度が利用者ごとに異なると考え，移動

距離ではなく移動時間を用いて，利用圏を把握する．この

際，移動時間は回答者の申告によるため，偏りが生じるこ

とが想定できる．そこで，申告された時間は，利用者がバ

スを利用するにあたって許容する AC・EG 時間と仮定し，

分析・考察を行う．以上の手順で算出した AC・ EG 時間

を，利用圏と定義する． 
 

(4) 4章における分析概要  

都市圏全体の利用圏について実態を把握する．なお，ト

リップについてはバスを利用した全てのアンリンクトトリ

ップを対象とした．まず，AC・EG手段別のバス停の利用

圏の実態を把握する．AC・EG 手段として，徒歩，自転車，

自動車の3つを対象とする．次に徒歩利用者の年齢層別の

利用圏の実態を把握する．最後に通勤，通学，私事の3つ
の移動目的別の利用圏の実態を把握する．この移動目的に

ついては，第 3 回長野 PT 調査の目的 5 分類を参考にした

うえで，サンプル数が少ない業務と他の目的の総和になる

ことが考えられる帰宅を除いた3つを対象とする． 
 

I 

図-1 長野都市圏地図と路線バス停10)11) 

 

表-1 施設分類 
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(5) 5章における分析概要 

① バス停ごとの利用圏の把握 
 バス停ごとに利用圏の大小に差があるかどうかを箱ひげ

図を用いて比較する．対象バス停は，AC・EG手段が徒歩

かつトリップ数が10以上確保できたものとする．また，全

ての移動目的を対象とした．利用圏の大小と利用者数，対

象バス停から最も近いバス停への距離（最近接バス停距離）

の関係を明らかにする．具体的にはAC・EG時間の最大値，

平均値について，利用者数・最近接バス停距離との相関を

確認する． 
② 重回帰分析 

 重回帰分析を用いて，どのような条件下において，バス

利用者が広範な距離からバス停を利用するかを把握する．

分析対象トリップは①と同じとする． 
目的変数には，AC時間とEG時間を設定する．  
説明変数は PT 調査から取得したデータとバス停の周辺

環境から取得したデータの二つの観点で設定を行う．まず

PT調査から取得したデータについては年齢，性別，総移動

時間，利用可能な自動車の有無，出発施設，到着施設を設

定した．年齢は国勢調査 13)を参考に①5~17歳（免許未保有

層），②18～64歳（生産年齢層），③65歳以上（高齢層）の

3 つの年齢区分に分類する．なお，一般的な生産年齢層は

15歳を区切りとするが，バス停の利用には免許の有無が関

わると推定し，①と②の区分を一部改めた．また，総移動

時間は出発地から目的地までのリンクトトリップ時間を示

す．利用可能な自動車の有無に関しては，自由に使える自

動車のデータと保有運転免許のデータから，①ほぼ自分専

用，②家族共用，③なしの3つに分類する．出発施設と到

着施設については表-1に示した分類を用いる． 

次にバス停の周辺環境についてはバスの運行頻度，駅近

隣バス停，バス停周辺の人口密度，施設を選定する．バス

の運行頻度については，定時制の路線バスとコミュニティ

バスを対象とする．また，PT調査の実施日が10月～12月
の無作為な日という点を考慮して，特定曜日にのみ運行す

る路線は集計の対象外とした．運行頻度の導出は既存研究
14)を参考に，平日の 10:00～16:00 を対象とし，一時間あた

りの運行本数の平均を求める．本数は，上下線がある路線

では上下線の平均をとった値，上下線がない路線は片側の

みの値を一時間の発車本数とし集計する．この結果を6時
間で割ることで1時間当たりの運行頻度を得る．データに

ついてはNavitime社 15)の路線バス時刻表より取得する．駅

近隣バス停はバス停から 300m 圏内にある駅の数とする．

同一名称の駅は路線ごとに区分した上で集計する．データ

は国土数値情報ダウンロードサイト16)のバス停留所と鉄道

から抽出する．バス停周辺人口密度はバス停から 300m 圏

域内の人口密度とする．データは国土数値情報ダウンロー

ドサイト 16)より500mメッシュ別将来推計人口を得る． 

最後にバス停周辺の施設は立地適正化計画の手引き17)よ

り「行政機能」，「介護福祉機能」，「子育て機能」，「商業機

能」，「医療機能」，「金融機能」，「教育・文化機能」の分類

ごとにバス停から 300m 圏内の施設数を集計する．分析の

際に施設立地の把握が困難な施設については既存研究18)を

参考にして，代替施設を設定する．また，PT 調査が 2015
年に実施されたことから，データがあるものは 2015 年以

前，ないものは2015 年より後のデータを用いる．行政機能

については，「本庁舎」，「支所」を集計する．介護福祉機能

については，「老人福祉施設」，「コミュニティサロン」を集

計する．子育て機能については，「保育所」，「こども園」，

「児童クラブ」，「子育て支援センター」，「児童館」を集計

する．商業機能については，「百貨店」，「ショッピングセン

ター」，「食品スーパー」を集計する．医療機能については，

「病院」，「診療所」を集計する．金融機能については，「銀

行」，「信用金庫」，「郵便局」を集計する．教育・文化機能

は「文化ホール」，「図書館」を集計する．データは国土数

値情報ダウンロードサイト 16)や各ホームページ 19)20)21)22)23)

から得る．なお以上のデータで，緯度・経度情報を含まな

いデータは「Yahoo!ジオコーダAPIを使ったジオコーディ

ングと地図化」24)を使用して情報を付加する． 
 
4．長野都市圏のバス利用・利用圏実態の把握 
(1) 移動手段別のバス利用・利用圏実態 

 本節では徒歩，自転車，自動車によるAC，EG時間を示

す．トリップ数は拡大係数を乗じたものである．なお拡大

係数とは，標本から無作為に抽出したサンプルから，標本

全体を推定するための値であり，トリップ調査の集計デー

タに付随して記載されている．複数のAC・EG手段を確認

した場合，PT調査の代表交通手段 11)を参考に自動車，自転

車，徒歩の優先順位で移動手段を決定した．また，AC・EG
時間は代表交通手段の移動時間とした．路線バスの AC・

EG移動手段は徒歩が約95%，自転車が約3%，自動車が約

2%で，徒歩がバスを利用する際に大部分を占めていること

が分かった．なお，自動車の利用には送迎も含まれる． 
これら交通手段別のAC・EG時間を示すにあたって，本

研究では外れ値を除外する作業を行った．第一四分位数と

第三四分位数の差に 1.5 を乗じた値に第三四分位数を足し

た値以上のものを外れ値とし，その値を下回った中で最大

値を示す．それら処理をし，徒歩，自転車，自動車におけ

るAC・EG時間分析した結果をそれぞれ，図-2～図-4に示

す．なお，3(3)の通り，結果に偏りが生じることが想定され

る．そのため，許容する移動時間と考えた上で読み取り，

考察を行った．この結果から以下のことが分かった． 

1) 徒歩は，AC時間とEG時間の所要時間ごとのトリッ

プ数の分布に差はみられなかった．最大値は 22 分で

あったため，本対象地における一般的な利用者が許容

する，徒歩による利用圏は20分程度と推察する． 
2) 本対象地における徒歩利用者の内の半分が 5 分以内，

4 分の 3 が 10 分以内からバス停を利用している．こ

のことから，徒歩でのバス停利用者は 10 分程度がボ

リューム層の目安の値と推察できる． 
3) 自転車利用は，10 分圏前後がボリュームゾーンであ
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り，AC時間の最大値は20分，EG時間の最大値は25
分であった．このことから自転車を利用する場合は本

対象地における一般的な利用者が許容する，自転車に

よる利用圏は20~25 分程度と推察する． 
4) 自動車利用は，AC時間・EG時間ともに中央値は10

分であるのに対し，EG時間の平均値はAC時間の平

均値の2倍となっている．このことからEG利用に関

しては移動時間が長いトリップが多いことが推察さ 
 

 

図-2 徒歩によるAC時間，EG時間 

 

 

図-3 自転車によるAC時間，EG時間 

 

 

図-4 自動車によるAC時間，EG時間 

れる．また，AC時間に関しては5分以内での利用率

が比較的高く，近い距離でも自動車が選択される可能

性が明らかになった． 
 
(2) 年齢層による徒歩のバス停利用・利用圏実態 

 2015 年度の国勢調査 25)によると長野都市圏の免許未保

有層人口は70,749 人，生産年齢層人口は313,946 人，高齢

層人口は 171,404 人である．ここで，年齢層ごとの AC ト

リップの総数を年齢層ごとの人口で割った値に100 を乗じ 
た値を「年齢層ごとのバス利用割合」とおく．免許未保有 
層は5.2％，生産年齢層は2.4％，高齢層は1.3％，全年齢で

2.4%を得た．このことから，免許未保有層においてはバス

利用が比較的盛んであり，高齢層ではバス利用が比較的少

ないことが分かった． 
また，年齢層ごとのAC時間を図-5，EG時間を図-6に示

す．この結果から以下のことが分かった．結果の読み取り，

考察の際には4(1)と同様の考えで行った． 

1) AC 時間・EG 時間共通で，平均値は 6 分と年齢層に

問わない結果となった． 
2) AC 時間・EG 時間共通で，免許未保有層，生産年齢

層においては移動時間 5 分のトリップが最頻値であ

るのに対して，高齢層は移動時間1分のトリップが最 
 

 

図-5 徒歩による年齢層別AC時間 

 

 

図-6 徒歩による年齢層別EG時間 
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頻値である．特にEG時間では，1分のトリップにお

いて，高齢層が免許未保有層よりトリップ数が多い．

高齢層の歩行速度が他に比べて遅い場合が多いにも

関わらず，短距離移動が多いことから，高齢層はバス

停近隣の施設を優先的に利用している可能性が示唆

された． 
 
(3) 移動目的による徒歩のバス停利用・利用圏実態 

 移動目的ごとにトリップ時間の割合に差があることを明

らかにするため，残差分析を行った．移動目的ごとに AC
時間によるトリップの割合を示したものを図-7，EG時間に

よるトリップの割合を示したものを図-8に示す．この結果

から以下のことが分かった． 
1) 図-7，図-8より私事は他の目的と比較して4分以下の

割合が有意に大きい．また，私事の9分以下の割合に

ついて見てみると80%を上回っている．これより，私

事を目的とする人はバス停に出発地か目的地が近い

人が比較的利用している可能性もしくは，私事を行う

目的地がバス停に近接している可能性が示唆された． 
2) 図-7より通学の場合は10~14分，20~24 分が他の目的

に比べて有意に大きい．また，10 分以上の割合につ

いて見てみると，40%近くなっている．これより，通

学目的の AC の際には遠方からであってもバス停を

利用している可能性が示唆された． 
3) 図-8 よりEG における通勤の場合は 10 分以上の割合

は他の目的よりも有意に大きく，30%を上回っている．

これより，通勤目的のEGの際には目的地が比較的バ

ス停から遠くても利用される可能性が示唆された． 
 

 
残差分析 **：1%有意，*：5%有意 

図-7 移動目的ごとのAC時間によるトリップの割合 

 

 
残差分析 **：1%有意，*：5%有意 

図-8 移動目的ごとのEG時間によるトリップの割合 

 

 

5．バス停ごとの利用圏把握と要因分析 
(1) 対象バス停の利用圏把握 

 バス停ごとの AC 時間・EG 時間の分布とサンプル数を

図-9，図-10 に示す．なお本章では，前章で対象としたトリ

ップの内，移動手段が徒歩のトリップのみに着目し，トリ

ップ拡大前でサンプル数 10 以上を確保できたものだけを

対象とした．この結果から以下のことが分かった． 
 

 

図-9 対象バス停のAC圏 

 

 

図-10 対象バス停のEG圏 
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1) バス停ごとに利用圏の大きさに違いがある． 
2) AC・EG時間に明確な違いはみられないバス停が存在

する（長野駅前など）．一方で，EG時間とは異なり，

AC 時間では第三四分位数が最も高い長野 BT（バス

ターミナル)など，AC・EG 時間で異なる特徴を示す

バス停の存在が確認された．これはバスターミナルの

性質上，比較的遠くからも利用される一方で，バスタ

ーミナル周辺には目的地となるような施設も多く，

EG時間は比較的小さくなったものと推察される． 
3) 20分以上のAC・EG時間のサンプルを確認したとこ

ろ，長野駅や権堂などで多く見られた．これは利用者

数が多いことが考えられる．また，長野駅の場合は運

行頻度が高いことや始発の便を利用できることが要

因と推察される． 
4) バス停ごとの AC・EG 時間とサンプル数について相

関を見た．AC・EG時間の最大値とサンプル数に関し

ては正の相関がみられた．なおここでいう最大値は，

バス停ごとに 4-1 と同様の外れ値処理を行ったもの

を指す．AC時間の最大値とサンプル数の相関係数は

0.61，EG 時間の最大値とサンプル数の相関係数は

0.78であった．このことから，利用圏（最大移動時間）

と利用者数には正の相関があることが示唆された．特 
にEG時間に関してはやや強い相関があり，利用者が

増えれば，遠距離から利用する機会が発生する可能性

が示唆される．一方でAC時間・EG時間の平均値に

関してはともに相関がみられなかった．利用圏の大き

いバス停は，近距離から利用する機会も多い可能性が

示唆される． 
5) バス停ごとの AC・EG 時間と最近接バス停距離につ

いて相関はみられなかった．これより，対象バス停に

おいては，バス停の不足や偏りによって利用圏が大き

くなっている可能性は低いと考えられる．また，対象

となったバス停の多くがバス停密度の高い長野駅周

辺に位置することから，本研究の対象地においてはバ

ス停密度が高いほど利用者数が比較的多い傾向にあ

った．特に駅に隣接するバス停は遠方からの利用者数

も比較的多く，多少遠くとも利用される可能性が示唆

された． 
 
 (2) 利用圏の要因分析 

 前節で対象としたバス停を利用したトリップに対して

AC時間，EG時間を目的変数に重回帰分析を実施すること

で，利用圏域の大きさが異なる要因を分析する．分析の際 
に説明変数のVIF（分散拡大係数）の値が10を超えた場合，

多重共線性が発生していると判断し，相関が高い者同士の

一方を取り除き，残った説明変数を用いて再度重回帰分析

を行った．取り除いた変数としては，施設分類ごとの施設

数などが該当する．表-2 にAC 時間の結果とAC 時間と説

明変数の相関係数，表-3 にEG 時間の結とEG 時間と説明

変数の相関係数果を示す．この結果から以下のことが分か

った．なお本分析では帰宅目的を含む全ての目的を対象と

する．  
1) 総移動時間（1リンクトトリップの移動時間)が長いほ

どAC時間・EG時間が長い傾向にある．このため，

総移動時間が延びるほど，利用者が広範囲からバス停

を利用する可能性が示唆された．一方で総移動時間に

は AC 時間と EG 時間が含まれることや AC・EG 時

間と総移動時間の間に相関が確認されることから，

AC・EG時間が増えた分だけ総移動時間が増えること

に留意する必要がある．トリップ特性に着目すると，

通勤目的，介護目的等の私事目的で総移動時間が長い

傾向がみられた． 
2) 運行頻度が高くなるほどAC時間，EG時間がともに

増加する．これより，利用者は運行頻度が高い場合，

遠方からであってもバス停を利用する可能性が示唆

された． 
3) 出発施設に着目すると，福祉施設や工場・作業場を出

発施設とする場合はAC 時間が長い傾向がみられた．

これは，福祉施設の利用者層が比較的高齢で，歩行速

度が遅くなるためにみられる傾向と推察される．工 
 

表-2 AC圏の重回帰分析の結果 

 

***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意 
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表-3 EG圏の重回帰分析の結果 

 

***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意 

 

場・作業場はバス停から離れた位置に立地している可

能性が考えられる． 
4) 一方で，官公庁や飲食店，交通・輸送施設を出発施設

とする場合はAC時間が短い傾向がみられた．これは

利用者層が高齢層に限定されないからと推察できる．

官公庁や交通・輸送施設は性質上，バス停から近い位

置に立地しているためと考えられる．飲食店について

は，飲食店から近いバス停以外は利用されない可能性

が示唆される． 
5) 到着施設に着目すると，交通・輸送施設を到着施設と

する場合にAC時間とEG時間ともに長い傾向がみら

れた．これは図-9，図-10 で長野駅や長野バスターミ

ナル等の利用圏が大きい傾向があることとも一致す

る．このことから，交通施設の利用者は広範な利用圏

を許容している可能性が考えられる． 
 以上のことから，AC・EG時間を広げるためには，総移

動時間が比較的長いトリップに対してバス利用を促すこと，

バス停の運行頻度を高める・維持すること，交通・輸送施

設を目的地としたバス路線の整備や交通・運輸施設周辺に

バス停を整備することが考えられる．その際，総移動時間

が比較的長いトリップに対してバス利用を促す手段として

は，通勤の総移動時間が比較的長い傾向に見られたことか

ら，通勤時に公共交通を利用する人への手当やその改善が

考えられる． 
 
6．まとめ 

 本研究では，利用圏が広いバス停周囲の特徴やトリップ

の特徴を把握することで，公共交通利用者の維持・増加の

一助となることを目的として実施した．具体的には PT 調

査を用いて，現状の路線バスの利用圏と利用者数の関係，

利用圏が広い要因を分析した．対象地は，公共交通の維持

が課題となっている地方都市圏として長野都市圏を選定し

た．4 章では，長野都市圏の路線バスの利用実態を把握し

た．5 章ではバス停個々の利用圏実態を把握し，重回帰分

析を用いて要因分析を行った．その結果，以下のことが分

かった． 
1) バス停までのAC（アクセス)手段，バス停からのEG

（イグレス）手段として徒歩が大部分を占める． 

2) 徒歩によるAC，EGトリップを集計するとACとEG
のトリップ数の分布に大きな差はみられない． 
徒歩によるAC，EGの最大値は22分であり，第三四

分位数は 10 分であった．これより，本研究の対象地

における一般的な利用者の徒歩における許容時間は

20 分程度であること，第三四分位数までを一般的な

バス停圏と捉えると，10分圏が平均となることが明 
らかとなった．なお，中央値を利用圏とする場合は5
分圏，平均値を利用圏とする場合は6分圏がバス停圏

の目安となる． 
3) 年齢層別にみると，他の年齢層とは異なり，高齢層で

は AC・EC 時間ともに 1 分が最頻値となる．このこ

とから，高齢層はバス停までの近接性が重要であると

考える．なお，高齢層は他の年齢層と比べて移動速度

が遅い場合が多いため，距離で考えた場合には異なる

可能性があることに留意が必要である． 
4) 目的別にみると，通学利用のACや通勤利用のEGが

広い範囲から利用されている可能性が示唆された．利

用圏と利用者数には正の相関があることがわかった．

バス停ごとの AC・EG 時間の特徴が異なることがわ

かった． 
5) バス停ごとの利用圏の差について要因分析をした結

果，AC・EG圏域を広げるためには，総移動時間が比 
較的長いトリップに対してバス利用を促すこと，バス

停の運行頻度を高める・維持すること，交通・輸送施 
設を目的地としたバス路線の整備や交通・運輸施設周

辺にバス停を整備することが考えられる．総移動時間

の長いトリップの移動目的に着目すると，通勤や介護

等が挙げられた．このことから通勤時に公共交通を利

用する人への手当やその改善などが考えられる． 

今後の課題としては，追加の説明変数を検討することで

他の要因を明らかにすること，本研究では除外した外れ値

に焦点を当てた分析を行うことが挙げられる．また本研究
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ではバス停の利用圏拡大に向けた初期段階における検討と

して長野都市圏を対象としたが，今後は対象地域を拡大し，

対象地域ごとの差（バス停密度など）を把握することが考

えられる．さらには，鉄道端末としてのバス利用について

は研究対象としておらず，鉄道と路線バスの関係性を含め

て分析することが考えられる．加えて，本研究では PT 調

査にて回答された移動時間を各個人が許容時間する時間と

捉えて分析し，大まかな傾向を把握したが，意識だけでな

く実態(移動距離)に基づいた分析を実施することも考えら

れる． 
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1．はじめに 
1-1. 研究の背景 
鉄道駅やバスターミナル（以下、BT）といった公共交通

の拠点は、特に人口減少の進行する地方都市において、コ

ンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進める上

で重要な施設である。特に中心市街地においては、公共交

通拠点の周辺に都市機能の集積を図ることが、経済・環境・

社会・健康など多面的に効果的であるとされる 1)。そのよ

うな都市計画の潮流において、「駅まち」2)のデザインをは

じめとして、鉄道駅を中心としたまちづくりの理論と実践

が発展しつつある。 
一方で、公共交通手段としてのバスについては、コロナ

禍を契機とする収益の悪化 3)や、運転手不足 4)といった課

題を抱え、一部の都市・地域ではバス路線の廃止や便数の

減少をもたらしている 5)。これらのようなバス事業者の収

益停滞やコスト削減は、バス事業者からの利用料を収入源

とする BT 事業者の経営をも脅かすものであり、実際に、

札幌駅 BT のように、中心市街地に立地する BT であって

も、BT事業単体では赤字で、不動産事業やビル管理事業な

どで赤字補填を行っているとされる 6)。さらに、老朽化や

建替えの検討が喫緊の課題となっている BT も全国各地に

存在する 7)。 
このように、BT の経営の持続可能性や老朽化といった

課題が顕著になっていく中においても、コンパクト・プラ

ス・ネットワークの理念のもと、公共交通拠点としてのBT
を活かしたまちづくりを進める上では、BT の利用実態を

評価し、その特徴や課題を把握することが重要である。特

に高速バスについては、一般的な路線バスとは異なり、コ

ンパクト・プラス・ネットワークを形成する都市の軸とな

る交通機関として、自動運転の導入やそれに伴う BT の整

備なども検討されている 8)。高速バスが乗り入れる BT は

広域交通の拠点と街における回遊拠点の両方の性質を併せ

持つが、BT で乗降する高速バス利用者の様々なトリップ

に伴う滞在行動の分析方法を提示することで、拠点の両性

質の特徴を示すことが可能になると考えられる。さらに、

国土交通省によるバスタプロジェクトが全国各地で進めら

れている 9) 中で、賑わい形成や消費活動に密接に関わる

「滞在」という観点から「バスタ (1) 」整備による周辺地域

への波及効果を把握することは、「バスタ」整備後の事業評

価や効果検証につながる点でも有意義なものと考えられる。 
1-2. 研究の目的と構成 
本研究は、BT で乗降する高速バス利用者の滞在行動に

ついて、駅で乗降する鉄道利用者との比較ならびに BT 間

比較の観点から、様々なスケールで分析し、その傾向を明

らかにすることを目的とする。BT を経由した様々なトリ

ップを考慮した滞在行動に着目するため、BT あるいは駅

を起終点とした回遊過程における滞在行動と都市間移動に

おける移動先（または移動元）での滞在行動とに分けて論

じる。 
BT での乗降者の滞在行動の特性は利用路線の種別（高

速バス／路線バス、長距離／短距離）によって規定される

部分も多いと考えられる。そこで、2 章では、全国の中核

市以上 (2) の BT を対象にして、各都市における各 BT・中

心駅バスのりば間の乗り入れ路線の特性の相違を把握し、

バスネットワーク（以下、バス NW）の中でBT がどのよ

うな特徴を持つハブとなっているのか分析する。 
3 章では乗降客数の多い BT が中心駅周辺を含む 2 か所

に立地する福岡市を対象とし、ポイント型流動人口データ

（以下、GPS データ）を用いて、高速バスを利用する BT
の乗降客を抽出する。そして、BTを経由した都市圏内にお

バスターミナルで乗降する高速バス利用者の滞在行動に関する研究 
 福岡市のGPSデータを用いたケーススタディを通して 
Staying Behavior of Express Bus Passengers Getting On and Off at Bus Terminals 
 Through a Case Study Using GPS Data in Fukuoka City 

杉山錬*・岡田潤**・出口敦** 
Ren Sugiyama*, Jun Okada**, Atsushi Deguchi** 

For the purpose of obtaining suggestions for vitalizing city centers by making use of the potential of bus terminals, this 
study clarified trends of staying behavior of express bus passengers who get on or off at bus terminals, by employing 
GPS data to identify stay points. A case study in Fukuoka City showed that express bus passengers of Hakata Bus 
Terminal tended to stay shorter and more often within a radius of 200-300m, compared to train passengers of Hakata 
Station. In addition, it was found that people traveling between Fukuoka and Kumamoto by express bus had a greater 
total staying time per unit area in the center of Kumamoto City compared to those traveling by Shinkansen. 
Keywords: Public Transportation, People Flow Data, Bus Network, City Center, DBSCAN, Kumamoto City 

公共交通, 人流データ, バスネットワーク, 中心市街地, DBSCAN, 熊本市 
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ける滞在行動の特徴を鉄道利用者と比較しながら分析し、

BT がある都市圏や BT 周辺での回遊に伴う滞在行動の傾

向を明らかにする。 
さらに、4 章では都市圏外における滞在に着目し、福岡

都市圏外に位置する中心市街地において、福岡市から高速

バスあるいは新幹線で移動した人の滞在行動を比較し、都

市間移動の手段ごとの滞在行動の違いを検証する。 
5章では、2, 3, 4章の分析を踏まえ、BTを活かしたまち

づくりへの示唆や、研究の限界と課題を論じる。 
1-3．既往研究の整理と本研究の位置づけ 
鉄道駅周辺の賑わいや滞在については、携帯電話基地局

データを用いて交流人口を算出し、駅周辺の賑わいを評価

した稲本ら 10) や、駅前商業集積を対象にしてシミュレーシ

ョンによって回遊性を評価した塩崎ら 11) の研究、駅周辺の

主要動線網の特性と歩行者分布の関係を分析したZhangら 

12) 等があり、岩本ら 13) のような利用者の駅まち空間に対す

る認識や評価と施設構成の関係について分析した研究も行

われている。このように、鉄道駅周辺における人の行動に

ついては研究の蓄積がある一方で、駅同様に回遊の起終点

となり得る BT を対象にその周辺の行動を分析した研究は

見られず、本研究の新規性といえる。 
また、GPSデータによって公共交通を用いた回遊を分析

した研究として、富山市を対象に公共交通の利用時に高齢

者の回遊範囲が広くなることを示した鎌田ら 14) や、都心部

における交通手段の利用パターンと回遊行動の特性の関係

を分析した寺山ら 15) 等があるが、公共交通を用いた長距離

の移動やその目的地での滞在を GPS データを用いて分析

した研究は向井ら 16) を除いてほとんどない。向井らはGPS
データを用いて熊本空港へのアクセス手段別に熊本空港で

の滞在時間を推定する手法を構築したが、本研究では多数

のバス系統が集まる BT や鉄道駅を経由した滞在行動を分

析する点で、分析対象がより広範である。 
1-4. 用語の定義 

BT の種類としては、法制度に位置付けられているもの

として、自動車ターミナル法に基づく自動車ターミナルや

都市計画に都市施設として定められる自動車ターミナル

がある一方、駅前広場や道路上のバス乗降所等がBTと称

されているものもある。本研究では、一般にBTと称され

るバス乗降所を広く研究対象とする一方、都市計画で定め

られる駅前広場とは区別した施設として扱うものとする。 
また、高速バスは国土数値情報 高速バス停留所データ

製品仕様書 17) に則り、「民間事業者ホームページ等におい

て路線バスとは分けて、『高速バス』、『高速』、『高速乗合

バス』、『都市間高速バス』等で分類されている路線」を走

るバスとする。また、路線バスはバス停留所データのバス

区分における「路線バス（民間）」、「路線バス（公営）」、

「コミュニティバス」、「その他」の総称とする。 
「中心駅」はBTを有する市の中で乗降客数が最大の駅

と定義する (4) 。乗降客数は国土数値情報 駅別乗降客数デ

ータ（2022年度） 18) を用い、当該データに記載されてい

るグループコードに基づいて、複数事業者の路線の乗降客

数の合計として算出した。また、中心駅の位置は複数事業

者の駅のラインデータの集合の重心とした。 
2．発着する系統から見たBTのバスNWにおける中心性 
2-1. 対象の市町村・BT 
三大都市圏・地方で中核的な役割を担う都市に所在する

様々な種類のBTを網羅的に分析するため、BTの抽出を行

った。対象とした自治体は県庁所在地、または政令指定都

市、中核市、東京23区である。対象とする区域は、各自治

体の市街化区域で、市街化区域が設定されていない自治体

では用途地域が定められている区域とした。そして、対象

区域に含まれるBT を表 1 のデータを使用して抽出を行っ

た。なお、2024年7月1日時点で存在が確認できたBTを

対象とした。また、本研究では駅前広場と BT は原則異な

るものとして扱うため、駅前広場として都市計画決定され

ているものは除いた。以上の方法により、表2に示す47自
治体111か所のBTが抽出された。 
2-2. 系統延長の算出方法 
本章では BT を発着する系統の特性として、系統延長と

系統区分の2つを扱う。国土数値情報ダウンロードサービ

スが提供するバス路線に関するデータには、①バスルート

データと②バス停留所データ (5) の2種類があるが、路線バ

ス・高速バスの両方が入手可能で、各バス停留所に停車す

る系統が収録されている後者を用いて系統延長を概算し

た。バス停留所データでは、同事業者の複数系統が発着す

るバス停留所では図1（加工前）のように、1ポイントに複

数の系統名とバス区分が記載されるため、GeoPandas を用

いて図1（加工後）のように系統毎にポイントを分割した。 
そして、BT 付近のバス停留所ポイントを一つ一つ確認

し、BTまたはBTが設置されている施設の名称を含むバス

表2. 対象のBTと自治体 

1 国土交通省「一般バスターミナル現況」（2023年４月１日現在）
2 国土交通省「専用バスターミナル一覧」（2024年7月）
3 2022年度（令和4年度）国土数値情報（バス停留所）データ
4 2022年度（令和4年度）国土数値情報（高速バス停留所）データ
5 令和５年都市計画現況調査（4）自動車ターミナル
6 ゼンリン　いつもNAVI（2024年7月1日時点）
7 バスターミナルをタイトルに含む論文(3)

表1. BTの抽出に使用したデータ 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-878-



停留所名が付いているポイント、鉄道駅に併設されている

BT の場合は鉄道駅の名称を含むポイント、以上のポイン

トと同一地点にあるポイントを検索することで、BT を表

すバス停留所を抽出し、それらに含まれる系統のポイント

を BT ごとに全て抽出した。系統ごとに BT からの距離が

最大となるバス停留所ポイントを抽出し、系統ごとの最大

距離（系統延長）と路線バス・高速バスの別（系統区分）

をBTごとに集計した。 
 さらに、対象自治体の中心駅の駅前広場・駅周辺のバス

停留所（以下、中心駅バスのりば）を発着するバス路線に

ついても同様の抽出作業を行った。なお、中心駅バスのり

ばのポイントの抽出は原則各出入口について行い、86の中

心駅+出入口 (6) が対象となった。 
2-3. 系統延長から見たBTを発着する系統の特徴 
本節では、BT を発着する系統の特徴を系統延長から見

た。図 2 に示すように、路線バスは系統延長 50km 未満の

系統が大半を占め、10km未満の系統は99.9%以上が路線バ

スで占められていた。また、高速バスの分布では、50~100km、

250~300km、400~450kmの3つにピークがあることが分か

る。これらのピーク値等から、10、50、250、400kmを境界

として小さい順にR1~R5の5つの距離帯を設定した。 
2-4. 系統区分から見たBTの特徴 
本節では、BT の特徴を系統区分の割合から分析した。

BT・中心駅+出入口ごとに路線バス・高速バスの系統の割

合を算出し、発着する系統に占める路線バスの割合が95%
以上、50~95%、5~50%、0~5%のものをそれぞれ路線バス特

化、路線バス中心、高速バス中心、高速バス特化と分類し

た。その結果、図3に示すように路線バスまたは高速バス

に特化している BT は多いが、高速バスに特化している中

心駅バスのりばは少ないことが明らかになった。 
2-5. BTに集中する系統から見た都市におけるBTの役割 
本節では BT に集まる系統の性質や BT に集中する度合

に基づいて BT の役割を見た。まず、中心駅から 500m 以

内にあるBTを「中心駅周辺」、500~2,000mのものを「中心

市街地」、3,000m 以上のものは「郊外」と分類し、

2,000m~3,000m の範囲に含まれる BT については、立地適

正化計画における都市機能誘導区域に含まれるものは「中

心市街地」、それ以外は「郊外」に分類した。 
各市の中心部において、BT にどれだけバス系統が集中

しているかを他の BT と中心駅バスのりばとの相対的な比

較で示す指標ととして、（あるBTを発着する系統数）/（中

心駅バスのりば・中心駅周辺と中心駅の BT を発着する系

統数の合計）で計算される「系統分担率 (7) 」を定義する。 
そして、路線バス・高速バスのBT の系統分担率の和を

自治体ごとに算出した結果を図4に示す。路線バス・高速

バスともに系統分担率の合計がともに7割を超えたのは松

本市・鳥取市・佐賀市・宮崎市の4市だった。特に、松本

市・鳥取市・佐賀市はBTが駅周辺の1か所にのみ存在し、

そのBTのバスNWのハブとしての機能が高いということ

が示唆される。また、佐世保市・鹿児島市・横浜市は高速

加工前 加工後
バス停留所名事業者名 系統名 バス区分

バス停留所名 事業者名 系統名 バス区分 ■■ビル前 〇〇交通 A系統 1
■■ビル前 〇〇交通 A系統,B系統,C系統 1,1,3 ■■ビル前 〇〇交通 B系統 1
■■ビル前 △△交通 ア系統,イ系統 6,6 ■■ビル前 〇〇交通 C系統 3

■■ビル前 △△交通 ア系統 6
■■ビル前 △△交通 イ系統 6図1. バス停留所データの加工 

図3. 路線バスの割合に基づく分類に該当する箇所数 

図2. BTを発着する路線バスと高速バスの路線延長の分布 

図4. 中心駅周辺・中心市街地にBTを有する市における 
路線バス・高速バスのバス系統分担率の合計 

表3. R3、R4、R5の距離帯の系統を有するBTの最頻距離帯等 
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バスの系統分担率の合計は90%を超える一方、路線バスに

ついては30%を下回ることから、これら3 市ではBTは高

速バスのハブ、駅周辺バスのりばは路線バスのハブという

役割分担が行われていることが示された。 
50km 以上の中長距離（R3、R4、R5）の系統が発着し、

かつ中心駅周辺または中心市街地に分類された 51 か所の

BTについて、R3、R4、R5の中で最も割合の高い距離帯（最

頻距離帯）を調査した。その結果、中心部に複数の BT を

有する 12 都市中、表 3 に示す 9 都市では最頻距離帯が異

なるBTが中心部に立地しており、BT間で発着する系統の

距離帯を分担していることが明らかになった。 
2-6. 章結 
本節では BT を発着する系統の延長と区分から示された

結果をまとめる。 
①BT は中心駅バスのりばに比べ、高速バスまたは路線バ

スに特化している傾向にある。 
②中長距離の系統が発着する BT が中心部に複数ある都市

では、BT間で発着する距離帯が分担される傾向にある。 

3．都市圏内における滞在行動の傾向 
3-1. 分析対象 
本章では株式会社 Agoop が提供するポイント型流動人

口データ（GPS データ）を用いてBT 利用者を抽出し、そ

の滞在行動を分析した。サンプル数の確保と複数の BT 間

の比較のため、一日あたりの乗降客数が 1 万人以上の BT
が複数存在する自治体を抽出したところ、福岡市・札幌市

が該当したが、中心駅との比較を行うため、中心駅に隣接

する博多 BT のある福岡市のデータを用いることにした。

そして、乗降客数が1万人を超える西鉄天神高速BT、博多

BTを対象のBTとした。福岡市は博多と天神という2つの

都心を持ち、その両方に BT が立地する。博多 BT は博多

駅に隣接し、路線バスも多く発着する BT であり、西鉄天

神高速BTは天神駅に直結する高速バス中心のBTである。

また、西鉄天神高速BT、博多BTはいずれも高速バス系統

分担率が 42%、最頻距離帯はR3 であり、比較的近距離の

高速バス路線のハブとしての役割を持つ。 
3-2. BT利用者の滞在の抽出方法 
各 BT の利用者の滞在ポイントの抽出は以下の手順で行

った。なお、GPSデータから路線バスと自家用車・自転車・

地下鉄等の利用者とを区別することは困難なため、BT を

経由して高速バスを利用する人に絞って抽出を行った。 
①BTを有する建物内に歩行ポイントがある人の抽出 

Zmap-TOWNⅡデジタル住宅地図の建物データに基づき、

バースやバス待ち空間のある建物のポリゴンを作成し、ポ

リゴン内に速度2.5m/s (8) (9) 以下のポイントがあるdailyidを
抽出し、該当するdailyidの一日の全てのポイントを抽出し

た。なお、dailyidとは、GPSデータを取得されるユーザー

に1日毎に割当てられる IDである 21) 。 
②高速バスを利用したと推定されるBT利用者の抽出 
向井ら 16) を参考に、高速道路から 100m 以内 (10) に 6 ポ

イント (11) 以上、かつBTから50km以上離れたバス停留所

の半径 100m 以内にポイントが 1 以上存在するという基準

で高速バスの利用者を判定した。この段階までで抽出され

た人を「BT利用者」とする。 
③滞在クラスターの検出 

BT 利用者の一日のポイントから、滞在中のポイントの

クラスターを検出した。まず、GPSデータではログの取得

間隔が一定ではないことから、ポイントを1分間隔で補間

する処理をArcPyを用いて行った。そして補間後のデータ

に対して、dailyidごとにArcGISを用いてDBSCANによる

時空間クラスタリングを行い、滞在中のポイントのクラス

ターを検出した。DBSCAN はEster et al. 22) によって開発さ

れた密度ベースのクラスター検出のアルゴリズムであり、

近傍距離 Eps と近傍内の最小ポイント数 MinPts の 2 つの

パラメータを設定し、図5のように各ポイントからEps内
にMinPts以上のポイントが

ある場合にクラスターが検

出される 23) 。ここでは石井

ら 23) を参考に、Eps=100、15
分以上の滞在を検出するた

め、MinPts=16とし、さらに
図5. DBSCANの仕組み 

Ester et al. 22) , 羽田野ら 23) を元に筆者作成 

図 7. 滞在ポイントの数が上位40位のメッシュにおける 
平均滞在時間・滞在開始時刻の分布 

表4. 対象のBT・駅と抽出されたdailyidと滞在ポイントの数 
データの日付 dailyid 滞在ﾎﾟｲﾝﾄ

西鉄天神高速BT 2023年6月1日~10日 1,230 5,195
博多BT 2023年6月1日~10日 1,645 6,810
博多駅 2023年6月1日 1,328 5,128

図6. 解像度8と解像度9
のH3グリッド 

背景地図：Map data © OpenStreetMap 
contributors、Microsoft、Facebook、Inc. 
and its affiliates、Esri Community Maps 

contributors、Map layer by Esri 

図8. BTから100mごとのバッファ 
背景地図：Esri、NASA、NGA、USGS、Esri 
South Korea、GSI、Esri、TomTom、Garmin、

Foursquare、GeoTechnologies、Inc、METI/ 
NASA、USGS 
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クラスター検出の条件として検索時間間隔 15 分を追加し

た。クラスタリングの結果、滞在時間が15分未満、すなわ

ち最小ポイント数を下回るクラスターが一部検出された 

(12) ため、それらは滞在クラスターから除外した。また、測

位間隔が数時間の場合等に生じる直線状のクラスターは実

態と大きく異なるため、クラスターを囲う最小幅の長方形

の長辺が 1km 以上のものは除外した。なお、DBSCAN で

得られるクラスターには、滞在開始時刻と終了時刻が付与

され、滞在時間を算出することができる。 
④滞在ポイントの作成 
③で検出した各クラスターに含まれるポイントの重心を

滞在ポイントとした。得られた滞在ポイントの数を表4に
示す。 
以上①~④の処理を西鉄天神高速BT、博多BT について

行った。さらに、比較対象として博多駅で乗降する鉄道利

用者（博多駅利用者）の滞在ポイントを同様の方法で作成

した。なお、扱う日数は十分な滞在ポイントが得られ、か

つ PC のスペック上分析が可能なデータ量のバランスを考

慮して決定した。 
3-3. 50km圏内における滞在行動 
本節では、概ね福岡都市圏内にあたる、BTから50km圏

内において滞在ポイントを分析した。滞在ポイントの集計

のため、図6に示すようなH3六角形メッシュ (13) を作成し

た。本章では解像度9（1グリッド平均約10.53ha 25） ）を対

象の 2 つのBT の 50km 圏内の範囲に生成した。そして、

含まれる滞在ポイント数が上位40位 (14) のメッシュについ

て、含まれる滞在ポイントの滞在時間、滞在開始時刻、滞

在終了時刻の平均値を算出した（図7）。 
博多 BT 利用者と博多駅利用者を比較すると博多駅利用

者の方が平均滞在時間の長いメッシュが多かった。また、

滞在開始時刻は博多駅利用者の方が早い傾向にあった。こ

れは 50km 圏外から博多へ午前中に移動する場合、鉄道の

方が早く着くことが一因として考えられる。 
西鉄天神高速 BT 利用者と博多 BT 利用者では平均滞在

時間に関しては、明確な差は見られなかったが、滞在開始

時刻が13~14時のメッシュは博多BTの方が2倍以上多く、

15~16 時のメッシュは西鉄天神高速 BT の方が 2 倍多かっ

た。西鉄天神高速BT 利用者の滞在開始時刻が 15~16 時と

なるメッシュは天神周辺を中心に博多川以東の博多エリア

や博多湾沿岸等に広く分布したが、博多 BT 利用者の滞在

開始時刻が13~14時となるメッシュは博多エリアと福岡空

港、太宰府天満宮周辺に限られていた。このことから、博

多 BT 利用者の滞在開始時刻の早さは博多エリア自体が昼

に滞在するスポットが多いという立地の差であると考えら

れる。 
3-4. BTから2km以内の範囲における滞在行動 
次に、BT から半径 2km 以内というミクロなスケールで

滞在ポイントを分析した。2つのBT・博多駅を中心として、

図 8 のような幅 100m のドーナツ状のポリゴンを作成した 

(15) 。そして各BT・博多駅のポリゴンに含まれる各BT・駅

利用者の滞在ポイントを集計し、各 BT・駅利用者 100 人 

(16) あたりの滞在ポイント数と平均滞在時間を距離帯ごと

に算出した（図9）。 
博多 BT と博多駅とを比較すると、博多駅利用者は

900~1,000m、1,500~1,600m以外の全ての距離帯で平均滞在

時間が博多BT利用者を上回った。一方、100人あたりのポ

イント数では、200~300m、1700m 以上の距離帯において、

博多BT利用者が博多駅利用者を大きく上回った。博多BT
と博多駅は隣接しているため、これらの差は立地以外の要

因によるものだと考えられ、BT の性質として、半径

200~300m のような BT の近辺に短時間で多くの滞在を生

むという特徴があるということが示唆される。 
また、博多BT と西鉄天神高速BT 利用者の 100 人あた

りのポイント数は博多駅周辺・天神駅周辺間の距離にあた

(赤字：熊本県, 青字：長崎県)
両バスターミナルに共通 1つのBTのみ 博多駅のみ 3者共通

表3. 滞在ポイントの数が上位20位のメッシュにおけるポイント数と滞在時間 

図11. 九州新幹線、JR鹿児島本線、九州道
の軌跡を分類する基準となる区間 (17) 

背景地図：Esri , NASA, NGA, USGS, GSI, Esri, TomTom, 
Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS 

図10. 高速バス利用時と鉄
道利用時の回遊行動の違い 

博多BT 滞在時間 西鉄天神高速BT 滞在時間 博多駅 滞在時間
エリア 平均[分] エリア 平均[分] エリア 平均[分]
熊本市桜町~新市街 133 117 長崎駅~五島町 83 82 小倉駅新幹線口 114 118
通町筋 73 173 小倉駅南口~紺屋町 65 124 小倉駅南口~紺屋町 97 209
長崎駅~五島町 69 114 熊本市桜町~新市街 50 127 新大阪駅周辺 54 62
小倉駅新幹線口 48 75 出島周辺 47 152 広島駅周辺 44 68
小倉駅南口~紺屋町 41 108 通町筋 36 104 熊本駅周辺(北側) 44 78
佐世保駅周辺 36 66 小倉城周辺 33 117 羽田空港第一ﾀｰﾐﾅﾙ 40 51
熊本駅周辺(北側) 35 104 小倉駅新幹線口 31 122 熊本市桜町~新市街 35 172
長崎駅~ｽﾀｼﾞｱﾑｼﾃｨ 34 53 大分駅~いこいの道 29 94 羽田空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ 29 39
小倉城周辺 34 242 佐世保駅周辺 25 49 熊本駅周辺(南西側) 28 61
広島駅周辺 28 73 大分駅~中央町 25 120 小倉城周辺 27 167

滞在
Pt数

滞在
Pt数

滞在
Pt数

図9. BT・駅からの距離とBT・駅利用者100人 あたりの滞在ポイント数、平均滞在時間との関係 
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る1,700~2,000mの距離帯で多い。一方、博多駅利用者のポ

イント数は 1,700m 以内と大きな変化がない。このことか

ら、博多駅利用者は博多駅周辺に留まる傾向にある一方、

BT 利用者は天神と博多を往来する人が多い傾向にあると

いえる。図10のように、鉄道利用時は往復ともに鉄道駅が

起点となるが、西鉄バスの高速バス路線では、西鉄天神高

速 BT と博多 BT の両方に停車する場合も多いことから、

バス利用時は往路は博多 BT に到着し、復路は西鉄天神高

速 BT から乗車するという回遊の仕方が可能である。この

ように、BT が博多と天神という 2 つの都心の両方にある

ことで、天神博多間の移動が活発になっている可能性が示

唆された。 
3-5. 章結 
本節では、GPS データを用いてBT を経由する高速バス

利用者の都市圏内での滞在行動を分析し、下記3点が示さ

れた。 
①博多 BT 利用者は博多駅利用者に比べ、滞在開始時刻が

遅かった。 
②博多 BT 利用者は博多駅利用者に比べ、BT から半径

200~300mにおいて短時間で多くの滞在が生じていた。 
③博多 BT と西鉄天神 BT の利用者はそれぞれ天神駅・博

多駅での滞在が多かった。 

4．都市圏外における滞在行動の特徴 
4-1. 50km圏外における滞在行動 
本章では、3 章で作成した滞在ポイントを用いて BT か

ら 50km を超える、概ね福岡都市圏外にあたる区域におけ

る滞在行動を分析した。

まず、解像度8のH3六角形メッシュ（1グリッド平均約

73.73ha25））を2つのBTから50kmを超える範囲に生成し、

各メッシュに含まれる滞在ポイントの数と平均滞在時間を

集計した。含まれる滞在ポイント数の上位 10 メッシュを

抽出したところ表3に示す通り、博多BT・西鉄天神BT利

用者は博多駅利用者に比べ、長崎県での滞在が多かった。

また、熊本市中心市街地の通町筋も同様に BT 利用者の滞

在が多い一方、博多駅利用者は熊本駅周辺での滞在が多く

見られた。このように、BT利用者と博多駅利用者は熊本市

中心市街地での滞在場所に異なる傾向があることが確認で

きた。そこで、より詳細な滞在行動を把握するため、福岡

熊本間を BT または駅を経由して移動した人の熊本市中心

市街地における滞在行動について移動手段間の比較分析を

行うことにした。 
4-2. 福岡熊本間の移動手段別の滞在ポイントの集計 
本節では、福岡熊本間の移動手段別の利用者を抽出し、

熊本市中心市街地のエリアごとに集計を行った。福岡市中

心部と熊本市中心市街地間の公共交通での移動手段は、①

九州新幹線、②JR 鹿児島本線、③高速バス（ひのくに号）

の3つが主となる。熊本市と福岡市を結ぶひのくに号は福

岡空港を発着する便以外は全て西鉄天神高速 BT が起終点

となり、博多BTを経由する 26) ことから、博多BT利用者

の中から、ひのくに号の利用者を抽出した。なお、熊本側

の起終点は熊本桜町BT または JR 熊本駅前である。また、

九州新幹線、JR鹿児島本線の利用者については博多駅利用

者の中から抽出を行った。 
抽出方法は以下の通りである。まず、博多 BT 利用者・

博多駅利用者の一日に測位されたポイントを繋いでできる

軌跡が図 11 に示す福岡熊本間の九州新幹線、JR 鹿児島本

線、九州道を横切る約2.5kmの一区間を通過するか否かを

基準に各移動手段の分類を行った。その結果表4に示す通

り、博多 BT 利用者の中で九州道の区間を通過した人は、

往復で他の 2 区間を通過した人も含めて 156 人 、博多駅

利用者の中で九州新幹線の区間を通過した人は往復の一方

で九州道を通過した人も含めて 65 人であった。前者を高

速バス利用者、後者を新幹線利用者とし、それぞれの滞在

ポイントを100人分に換算して集計を行った。 
滞在ポイントは図 12 に示す 7 つのエリアごとに集計し

た。この 7 エリアは熊本市中心市街地活性化基本計画 27） 

における区分（通町筋・桜町周辺地区、熊本駅周辺地区、

新町・古町地区、熊本城周辺地区）を分割し、さらにポイ

ント密度が外れ値となると考えられる熊本桜町ビルと熊本

駅の建物ポリゴンの10mバッファをそれぞれ桜町周辺、熊

本駅周辺から除外して作成したものである。 

図13. 高速バス利用者・新幹線利用者100人あたりのエリアごとの滞在ポイント数密度・平均滞在時間・1haあたりの延べ滞在時間 

図12. 熊本市中心市街地のエリア分け 
背景地図：Esri、NASA、NGA、USGS、GSI、Esri、

TomTom、Garmin,Foursquare、GeoTechnologies、
Inc、METI/NASA、USGS 

博多BT 博多駅
新幹線
のみ 12 65

新幹線と
高速バス 12 2

高速バス 142 12
在来線と
高速バス 2 0

その他 2 10
合計(人) 170 87

表4. 対象の博多BT・
博多駅利用者 
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4-3. 熊本市中心市街地における移動手段別の滞在行動 
前節の集計結果から、熊本市中心市街地における高速バ

ス利用者と新幹線利用者の滞在行動を比較した。図 13 に

示すように、100 人あたりの滞在ポイントの密度は熊本城

地区、下通周辺、桜町周辺で高速バス利用者が新幹線利用

者の2倍以上となった。特に下通周辺・桜町地区ではその

差が顕著である。一方、熊本駅から市電で2駅の古町では

新幹線利用者の方が滞在ポイント密度が高かった。また、

前章では博多駅利用者は博多BT利用者よりも半径2km以

内における平均滞在時間が長い場合が多いことを示したが、

熊本市中心市街地でも同様に、熊本城地区・上通周辺・下

通周辺・桜町周辺で新幹線利用者の方が平均滞在時間が

76~107分長かった。また、平均滞在時間と滞在ポイント密

度の積で算出される、エリアごとの面積あたりの滞在時間

は、上通周辺・下通周辺・桜町周辺で高速バス利用者の方

が長く、特に下通周辺では新幹線利用者の2倍以上となっ

ていた。 
以上から、通町筋・桜町周辺地区において、福岡熊本間

の高速バス利用者は新幹線利用者に比べ、1 回の滞在時間

は短いものの、滞在の回数は多いため、滞在時間の総量が

多いということが明らかになった。 
4-4. 章結 
本節では都市圏外における滞在を、滞在の多い地点と福

岡熊本間の移動という2つの異なる観点から分析し、以下

の3点が示された。 
①博多BT・西鉄天神BTで乗降する高速バス利用者は長崎

県や熊本市での滞在が多かった。 
②福岡熊本間を博多駅経由で新幹線を用いて移動する人は

高速バスで移動する人に比べて、熊本市都心（=通町筋・

桜町周辺地区）における一回の滞在時間が長かった。 
③福岡熊本間を博多 BT 経由で高速バスを用いて移動する

人の熊本市都心における面積あたりの延べ滞在時間は新

幹線の利用者に比べて多かった。 

5．おわりに 
5-1. 各章の成果 
本研究では、BTに集中する系統から見たBTの特徴およ

び BT を経由した高速バス利用者の滞在行動について分析

した。まず、2 章ではバス停留所データを用いた分析によ

り、中心駅バスのりばと比べて BT は路線バスまたは高速

バスに特化しているものが多いということや、複数の BT
が中心部にある都市では、発着する距離帯を複数の BT 間

で分担している場合が多いことを明らかにした。 
3 章では、GPS データを用いて BT の利用者の滞在行動

の特徴を分析した。まず、ルートが公開されていない高速

バスを対象にして、GPSデータとオープンデータであるバ

ス停留所データ・高速道路と鉄道のラインデータを用い、

他の BT でも応用可能な BT を経由する高速バス利用者の

抽出方法を提示した。そして、博多 BT 利用者と博多駅利

用者の比較により、BT は鉄道駅に比べその周囲に短時間

の滞在を多く生む可能性があることが示唆された。さらに、

2 つの BT と博多駅の比較により、天神と博多という 2 つ

の都心のそれぞれに系統を共有する BT があることで両者

の移動が活発化している可能性が示唆された。 
4 章では、福岡熊本間を高速バスで移動する人は新幹線

で移動する人よりも、熊本市の都心（通町筋・桜町地区）

での面積あたりの延べ滞在時間が多いことを明らかにした。 
5-2. 分析結果を踏まえた総括 

BTは鉄道駅に比べその周囲に短時間の滞在を多く生む、

すなわち BT 利用者は駅利用者よりも BT 周囲への立ち寄

り行動が活発である可能性があることから、BT と市街地

の間の動線をスムーズにすることは滞在のさらなる滞在の

活性化のために有効であると考えられる。 
また、福岡熊本間を高速バスで移動した人が新幹線利用

者に比べて、熊本市都心での延べ滞在時間が長いという傾

向が見られたことは、高速バスネットワークの発達・高速

バスの快適性の向上により都市間移動における高速バスの

利用が促進されれば、”非”駅周辺の中心市街地の滞在を増

加させられる可能性を示唆していると考えられる。 
駅まちデザインの手法が普及し、鉄道駅周辺の開発が進

む一方で、旧市街地等の非駅周辺における商店街の衰退等

の課題を抱えている都市も多く見受けられる。非駅周辺の

中心市街地に立地する BT は、非駅周辺における来街者の

密度を増加させる可能性を持つため、BT 周辺に優先的に

公共投資を行うことは、限りある資源を活用して中心市街

地活性化を図る上で有効であると考えられる。また、2 章

で明らかになったように、BT や中心駅バスのりばによっ

て発着する路線の特性が異なるため、BT によって利用者

のニーズも異なると考えられることから、BT 周辺の整備

の際には乗り入れ路線の特性を考慮することが必要だろう。 
5-3. 研究の限界と課題 
本研究においては、属性や勤務地・居住地、滞在の目的

を含めて BT で乗降する高速バス利用者の滞在行動を分析

することで、その滞在行動の傾向の要因を明らかにできる

可能性がある。属性については欠損値の多さ(18)、勤務地・

居住地については、データの粒度に使用上の課題があるも

のの、匿名GPSデータを用いて分析を行うことは一定程度

可能である。一方、滞在の目的については、匿名GPSデー

タのみでは分析が困難であり、他のデータと組み合わせた

分析手法の開発が課題である。加えて、本研究では、GPS
データから BT 利用者と推定されるポイントを抽出したが、

BT 利用者の判定の精度を定量的に検証するには至ってい

ない。また、本分析では滞在ポイントを分析の対象として

おり、滞在ポイントに至るまでの経路や滞在場所でのミク

ロな回遊の軌跡、あるいは滞在する人の属性は分析できて

おらず、今後の研究の課題である。 
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【補注】 
(1) 国交省道路局が推進する「バスタ」（登録商標第6271758号）を指す。 
(2) 政令指定都市、中核市、県庁所在地、東京23区を指すこととする。 
(3) 2024 年12 月11 日時点で J-STAGE にて、①論文タイトルに「バスター

ミナル」を含む、②査読あり、③資料種別：ジャーナル の3条件を指定

して検索し、該当した以下8本の論文を使用した。 

(4) 東京 23 区内はその特殊性から、中心駅を乗降客数上位 5 駅（新宿駅、

池袋駅、渋谷駅、北千住駅、東京駅）とした。 
(5) 2章以降、バス停留所データ・高速バス停留所データをまとめて「バス停

留所データ」と記載する。 
(6) 中心駅では出入口ごと（東口・西口等）に集計していることから、出入

口別の集計結果を示すときは、中心駅+出入口と表記する。 
(7) 複数の交通手段の中で、ある交通手段が用いられている割合を示す分担

率とは異なる概念である。 
(8) 田中ら(2011) 19) 、吉田ら(2021) 20) を参考に2.5m/sを基準とした。 
(9) GPSデータに収録されている移動速度の有効値率は90.82% 21)であったこ

とから、より多くのレコードで移動速度を算出するため、 dailyidごとに

ポイントを時系列順に並べた際の、一つ前のポイントからの距離と経過

した時間を用いて概算の速度を算出した。 
(10) 国土数値情報ダウンロードサイトから入手した高速道路時系列データ

（2023年）、鉄道時系列データ（2023年）をもとに現存する高速道路・鉄

道から100mのバッファを作成し、高速道路のバッファから鉄道駅のバッ

ファと重なる部分を除いたポリゴン内を対象とした。 
(11) 複数回の試行の結果、6ポイント以上の場合高速道路利用者の軌跡が正

しく抽出される傾向にあることが目視で確認できた 
(12) 境界ポイントが 2 つのクラスターのコアポイントに含まれ、一方のク

ラスターに境界ポイントが割り当てられたことで、もう一方のクラスタ

ーの最小ポイント数を下回ったことが原因と考えられる。 
(13) H3はUberが開発した階層的なグリッドシステムである 24) 。H3のメッ

シュサイズは「解像度」という概念で決まり、ArcGIS Proでは0~15の16
段階の解像度のグリッドを作成できる 25) 。 

(14) 滞在の傾向を見るためには、一定数滞在ポイントが集まっているメッ

シュを抽出することが望ましいと考え、いずれのBT・博多駅でも9以上

のポイントが含まれる40位以上を抽出した。 
(15) BT周辺の滞在を分析することが目的のため、BT・博多駅の建物ポリゴ

ンの10m のバッファと重なる部分はドーナツ状のポリゴンからくり抜い

た。なお、博多駅については 100m~200m のポリゴンと建物の 10m バッ

ファとの重なりが他のBTに比べて大きかったため、博多駅の100m~200m
のポリゴンは分析から除外した。 

(16) 厳密にはdailyidの数だが、3-3以降簡便のため「人」と数える。 
(17) 九州新幹線、JR鹿児島本線、九州道が地上にあり、かつ3線が離れて

おり軌跡が十分に分離されていることから、この区間を基準とした。 
(18) 使用したGPSデータにおける有効値率は性別：72.22%、年代：66.25%21) 
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1．はじめに

滞在時間は目的地における魅力度尺度として定量的に把

握できる指標であると考えられてきたたとえば，1)．また，個人

の地域における滞在時間が地域利用の促進という観点にお

いても重要な指標といわれているたとえば，2)．そのため，古く

から交通需要予測モデルへの組み込みなどが行われてきた
たとえば3)． 

滞在時間の実態把握については，かつてはアンケート調

査による方法が主流であったが，センサー技術の発達から，

PHS端末を活用したものからWi-Fi端末を活用したもの，

そして最近では GPS 端末を活用したものなどがみられる

ようになった．しかし，アンケート調査を含め，これらの

端末を活用した調査方法では，被験者の協力が必要となる

こと．そして，被験者への負担等の観点からデータ収集期

間が限られることなどから，経年的変化などを把握するこ

とは難しかった． 

 そこで，本研究では，長期間にわたり継続的に収集され

た交通系 IC カードの利用履歴データに着目し，対象とす

る駅で降車し，再びその駅から乗車するまでの時間を「対

象地域の滞在時間」と定義し，経年変化を把握することで，

その特徴について考察することを目的とする．これにより，

従来，把握が難しかった対象地域の滞在時間の把握の一助

になることが期待されるだけでなく，滞在時間がどのよう

に変化しているのかなどを把握することが可能となる．本

研究では，移動制限を強制的に導入した大規模な社会実験

と考えることができるCOVID-19をケーススタディとする． 

COVID-19を対象にした研究蓄積は多く存在するたとえば4)が，

滞在時間に着目した前後比較をした研究はみあたらない．  

 以上を踏まえ，本研究では，COVID-19 のパンデミック

前，パンデミック中，パンデミック後の3時点の都心部に

おける滞在時間の変化動向に着目することとした．なお，

本研究では，高松琴平電気鉄道株式会社（以下，「ことでん」

と記す）の交通系 ICカードを活用して，香川県高松市の都

心部をケーススタディとして分析を行う． 

2．COVID-19 に着目した都心滞在時間に関する既往研究 

(1) 滞在時間に関する既往研究

従来より，交通行動を表現するために，滞在時間を交通

需要モデルに組み込む検討がなされてきた．例えば，宮城

ら 3)は，交通需要推定の問題を任意の行動時間の範囲内で

どれだけのトリップ機会が生じうるかという観点からトリ

ップ頻度の決定を確率論的に論じている．その上で，トリ

ップ主体の特性を表す行動時間が与えられると，ゾーン特

性を表すゾーン滞在時間およびネットワーク特性としての

ゾーン間通行時間との関係でトリップ機会数が求められる

と述べている．  

 一方で，滞在時間そのものを分析した研究も盛んに行わ

れてきた．特に，観光地における滞在時間に関する研究が

多い．例えば，森地ら 5)は，自動車経路選択行動，観光周遊

行動を対象とした非集計行動モデルと観光地滞在時間モデ

ルを作成し，両者をつなぎ合わせることで時間帯ごとにレ

クリエーション交通の流動を表現するモデルシステムを構

築している．西井ら 6)は観光地特性の異なる自然景勝地型

観光地（富士五湖地域）と都市型観光地（京都嵐山地域）

をとりあげ，両者の特性を整理したうえで，情報利用と周

遊行動（具体的には周遊パターンや滞在時間特性）のそれ

ぞれについて実態把握を行った．佐久間ら 7)は，来訪者の

歩行行動予測のための基礎的研究として，観光レクリエー

ション地区の利用者の実態を調査し，歩行行動の特性を把

握している． 

交通系 ICカードデータを用いたCOVID-19による地方都市の都心部における滞在時間の変化 

A Staying Time Analysis in Regional City Centers by COVID-19 using Smart Card Data 

宮崎耕輔*・桑野将司**・細江美欧**・藤山拓*** 

Kosuke Miyazaki*, Masashi Kuwano**, Mio Hosoe**, Taku Fujiyama*** 

This study focused on time spent in the city center. We proposed a simple method of determining this using smart card 
data. We then performed clustering analysis using a Gaussian mixture model to analyze the impact of the outbreak of 
the COVID-19. The case study was Takamatsu City, Kagawa Prefecture. After the outbreak, long stays decreased and 
medium-term stays increased on weekdays. It is suggested that the stay pattern is becoming more uniform. In contrast, 
weekend and holiday, the short-stay and medium-stay groups demonstrated a reversion to their pre-pandemic levels. 
However, there were indications of a decrease in trips and length of stay for the long-stay group. 

Keywords: Staying Time, Smart card data, COVID-19, Gaussian mixture model 

滞在時間, 交通系 ICカードデータ, COVID-19, 混合正規分布モデル 
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 本研究が対象とする都心部における滞在時間に注目した

研究も多数存在する．例えば，戸田ら 8)は都心地区におけ

る来街者の滞在行動に着目し，特に滞在時間を指標として

その特性を明らかにした．谷口ら 2)は，個人の地域におけ

る滞在時間が地域利用の促進という観点において重要な指

標であると指摘し，都市圏レベルで滞在時間の特性を分析

するシステムを提案するとともに，その適用を行った． 

 一方で，滞在時間を把握する方法については，古くは，

アンケート調査による方法が主流であった．例えば，池田

ら 9)は，全国都市パーソントリップ調査のデータを用いて，

滞在行動の変化を時系列的に捉えた．しかし近年の ICT技

術の進展とともにセンサー技術が飛躍的に向上し，調査手

法も変化している．例えば，生形ら 10)は，GPS携帯電話の

位置情報を基に石川県および石川県加賀市域への観光客の

来訪頻度，滞在期間・時間，主要観光スポットの月別来訪

客数などの周遊行動の分析を行い，アンケート調査では捕

捉が難しい詳細な日帰り観光の実態，周遊観光の実態を明

らかにした．壇辻ら 11)は，アンケート調査で得られた結果

を反映させたうえで，Wi-Fi 調査で得られたデータを抽出・

分析した．これにより，観光客の交通手段を特定する方法

について検討するとともに，来訪交通手段に着目して観光

客の滞在時間特性を明らかにした．酒井ら 12)は，GPSデー

タを用いて訪日観光客の行動の実態を把握し，分析した． 

(2) COVID-19 を対象とした滞在時間に関する既往研究 

 つづいて，COVID-19 に着目した滞在時間に関する既往

研究について整理する．例えば，西堀ら 4)は，複数の交通

ビッグデータを用いてCOVID-19の感染拡大防止対策実施

前後の人出等の変化から，各対策の影響を分析した．これ

により，対策の違いによる影響のみならず，使用するデー

タの違いにより捉えられる影響についても考察した．歩行

者通行量のデータに加えて，株式会社 NTT ドコモの携帯

基地局データから生成される「モバイル空間統計」のデー

タを用いて，豊田市中心市街地における人出等の変化を分

析した．鎌田ら 13)は，武田ら 14)によって提案された「行動

弾性図」を援用している．ここで，行動弾性図とは，新型

コロナの流行前後で行動がどのように変化し，それがもと

に戻るかどうかを2次元の図に表現したもので，行動の変

化パターンを平易に表現できる特徴がある．武田ら 14)は紙

面調査データを利用しているが，交通系ビッグデータを活

用すると，より詳細な時空間の集計単位での行動弾性図を

利用した分析が可能となる．そこで，鎌田ら 13)はモバイル

空間統計を利用して，中国・九州地方の6つの繁華街を対

象に，COVID-19 による夜間の滞在時間の変化を行動弾性

図で分析した． 

 COVID-19 は，世界を巻き込んだ社会実験とも考えらえ

るため，世界的にも数多くの研究蓄積があり，その対象も

多種多様である．例えば，Chang ら 15)は，Google の

Community Mobility Reportsと台湾の通信会社が持つ契約者

のGPSデータを用いて，台湾のCOVID-19感染拡大初期に

おいて，高速鉄道の自由席廃止などの防疫措置が高速鉄道

の乗客数と滞在時間に与える影響を明らかにした．しかし

ながら，これらの研究は，本研究で対象としているような

長期の時点間の比較分析はしていない． 

(3) 本研究の位置づけ 

 本研究の目的は，交通系 IC カードの利用履歴データを

用いて対象地域の滞在時間を把握し，COVID-19 を対象に

その特徴などを明らかにすることである．これらを踏まえ

ると，本研究は，以下の3つの特徴を有する． 

[1] 交通系 ICカードデータを用いて，簡易的に滞在時間

を把握する方法の提案 

 交通系 ICカードの利用履歴データを用いて，都心部に

おける滞在時間の把握方法を提案することが本研究の一つ

目の特徴となる．これまで，滞在時間の把握に関する研究

蓄積は非常に多くのものがあるが，交通系 ICカードの利

用履歴データを用いた滞在時間の把握に関する方法は，著

者らの知る限りみあたらない．交通系 ICカードデータが

個人単位の詳細な記録を含んでいることを踏まえると，交

通系 ICカードを利用した訪問者の滞在時間を精緻に把握

できる点が本研究の新規性である． 

[2] COVID-19によるパンデミック前，パンデミック中，

パンデミック後の3時点における滞在時間の比較 

 COVID-19は，移動制限を強制的に導入した大規模な社

会実験と考えることができるため，研究成果は大規模災害

等によって大規模な移動制限が入った場合の交通政策を検

討する際の参考になると期待できる．そのため，COVID-

19による影響分析を行った研究蓄積は多いが，COVID-19

によるパンデミック前，パンデミック中，パンデミック後

の3時点比較は，単純な外出者数や訪問者数の比較分析が

多いのに対して，本研究では，都心部における滞在時間に

注目する点に新規性があるといえる． 

[3] 混合正規分布モデルを用いたクラスタリングによるク

ラスターごとの滞在時間の特性把握 

 本研究で用いる交通系 IC カードデータは，ビッグデー

タの特性上，非常に多くの個人単位の詳細な記録を含んで

いる．膨大で多様な個別データから集団レベルの行動特性

を把握するには，情報量を適切に縮約し，共通の特徴を持

つグループに整理する必要がある．その代表的な方法とし

てクラスタリングがあり，特徴量が類似したサンプル同士

を同一グループに分類することで，パターンの傾向を抽出

できる．ただし，クラスタリングの手法によって結果は大

きく変わる．本研究では，滞在時間という連続的で分布の

幅が異なるデータ特性に適合し，グループ間の境界が曖昧

な場合でも確率的に分類可能な混合正規分布モデルを採用

し，COVID-19の行動変化の分析を行う点に特徴がある． 

 以上より，本研究は交通系 IC カードデータによって都

心部の滞在時間を把握するものであり，COVID-19 の影響

分析によって得られる本研究の成果は，新規性があるだけ

でなく，都市計画分野において貢献できると考えている． 

 さて，本研究の構成は以下のとおりである．第1章では

本研究の背景，目的を述べる．第2章では滞在時間，なら
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びに COVID-19 に関する既往研究の整理を行うとともに，

本研究の位置付けを明確化する．第3章では研究の方法を

述べる．第4章では本研究の分析に用いたデータの概要に

ついて述べる．第5章では本研究で用いた混合正規分布モ

デルについて述べる．第6章では混合正規分布モデルによ

るクラスタリングの結果を用いて，COVID-19 によるパン

デミック前，パンデミック中，パンデミック後の滞在時間

の状況について把握するとともに，これらの3時点の比較

分析結果について述べる．最後に，第7章では，本研究の

結論と今後の課題を述べる． 

 

3．研究の方法 

 本研究は，鉄道における交通系 IC カードの利用履歴デ

ータを用いて，簡便的に都心部の滞在時間を算出し，

COVID-19 を対象として分析を行うものである．分析に際

して，本研究の検討対象期間を以下のとおり設定した． 

 COVID-19のパンデミック前として，2019年を対象とす

る．この理由として，この期間はCOVID-19の影響が全く

ない「平常時」として扱えることに加え，特に2019年は直

近の完全な「通常年」とされることが多いためである． 

つぎに，COVID-19 のパンデミック中の対象年として，

2021 年を対象とする．2020 年はパンデミックが始まった

年で，日本では緊急事態宣言などが出たのが4月である．

その後，緊急対応や学校などが休校となったり，急遽テレ

ワークが導入となったりした初動・混乱期であった．それ

に対して，2021 年は社会的な活動が制限されると同時に，

ワクチン接種開始や制限付きイベント実施などに適応した

年と位置付けることができる．1 年間のデータを分析に使

用するため，年間を通じてパンデミックの影響を受けてい

ると考えられることから2021年を選択した． 

そして，COVID-19のパンデミック後として，2023年を

対象とする．この理由として，2022年以降は，社会活動や

経済活動が徐々に再開し「ポストコロナ」の動きが見られ

ること，特に2023年5月からは日本でコロナが「5類感染

症」に移行され，日常がほぼ戻ったとされるからである． 

 さて，本研究では，COVID-19 のパンデミック前，パン

デミック中，パンデミック後の3時点における都心部への

滞在時間の実態を把握するため，以下の方法を採用した． 

[1] 対象年次別に，トリップごとの滞在時間を推計し，こ

れをもとにした K-means を用いたエルボー法によっ

てクラスター数を決定する． 

[2] 決定したクラスター数を用いて，混合正規分布モデル

を用いて，クラスターに分解する． 

[3] 分解したクラスターごとに，トリップ数，ならびに対

象としたトリップ数全体に対する割合，平均滞在時間

などを整理する．  

 以上のアプローチにより，クラスターごとの特徴，なら

びにCOVID-19のパンデミック前，パンデミック中，パン

デミック後の3時点についての特徴を整理することによっ

て，都心部への滞在時間の実態を明らかにする． 

 本研究では，交通系 IC カードの利用履歴データを用い

て，鉄道利用に着目して滞在時間を推計する．そのため，

交通系 IC カードを利用していない鉄道利用者，ならびに

鉄道利用以外，すなわち自動車等による都心部への来訪者

の滞在時間は分析できていない．また，都心訪問者の都心

までのアクセスの全体像の把握ができていない．そのため，

本研究による分析結果については，交通系 IC カードを利

用した鉄道利用者の特性分析となっている点に留意する必

要がある．以降では，COVID-19 のパンデミック前を「コ

ロナ前」，パンデミック中を「コロナ禍」，パンデミック後

を「コロナ後」と表す． 

 

4．分析に用いたデータの概要 

 本研究では，対象地域を香川県高松市として，高松市の

都心部を検討対象とした．具体的には，ことでんの鉄道利

用者を対象に，ことでんで導入されている交通系 IC カー

ドの利用履歴データを用いる． 

 ことでんは，図-1に示すような路線となっており，ほぼ

香川県全域をネットワークしている．広域的なネットワー

クを形成している JR とは，ことでんのネットワークの末

端部分の高松築港，琴電琴平，琴電志度の各駅にて接続し

ており，長尾では，東かがわ市の引田方面への幹線バスと

接続している．いわば，香川県の背骨を形成している． 

 さて，ことでんにおける IC カード利用率は年々高まっ

ており，乗客全体に対する利用率は，2019年度81.5％，2021

年度83.1％，2023年度84.6％となっている．本研究で使用

するデータには，乗降駅やカードを端末にタッチした時刻，

仮カード IDなどが記録されている．特に，個人が特定され

ないように加工されており，元データにはオリジナルのカ

ード ID が付与されているが，データを抽出する際に月毎

にオリジナルのカードIDとは異なった仮カード IDが付与

される．そのため，月をまたいだ利用については，追跡が

できず，3年間で同一カードの追跡は不可能となっている．

本研究では，仮カード ID ごとに同一日における乗車と降

車のデータを1トリップと定義して集計した．年々，ICカ

ードの利用率が高まっているが，本研究では，このような

支払い方法の変化を補正せずに利用した．一方，ことでん 

 

 

図-1 ことでんの路線図 
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表-1 交通系 ICカードの集計によることでんの利用実態 

  

全体 検討対象駅 

利用者数 

[人] 

トリップ数 

[トリップ] 

利用者数 

[人] 

トリップ数 

[トリップ] 

2019 306,515  9,021,679  46,072  184,765  

2021 180,275  7,292,093  25,797  130,581  

2023 327,974  8,277,775  45,123  160,071  

 

図-2 検討対象駅における曜日別にみた全体の利用実態 

 

が公表している利用実態については駅ベースの乗降者数ま

たは輸送人員である．集計方法が異なるため，ことでんが

公表している利用実態と異なる点に留意が必要である． 

 さて，本研究で検討対象とした 2019年，2021年，2023

年の3時点における交通系 ICカードの利用実態は，表-1に

示す通りである．交通系 IC カードの利用履歴データ全体

でみると，利用者数はコロナ前の2019年の306,515人に対

して，2021年は180,275人に減少しているが，コロナ後の

2023年には327,974人と，コロナ前に比べて増加している．

一方のトリップ数は一般的にいわれている通り，コロナ前

の 9,021,679トリップに比べて，コロナ禍は 7,292,093トリ

ップと減少し，コロナ後に8,277,775トリップと回復するも

のの，コロナ前に比べて減少している． 

つぎに，検討対象駅に着目すると，コロナ前に46,072人

であったものが，コロナ禍には25,797人に減少し，コロナ

後には45,123人となった．一方で，トリップ数に着目する

と，コロナ前に 184,765 トリップだったものが，コロナ禍

には130,581トリップまで減少し，コロナ後には160,071ト

リップとなった．検討対象駅でみると，コロナ禍で大きく

減少した利用が，コロナ後には一定程度の回復をみせるも

のの，コロナ前までの水準には戻っていないことがわかる． 

以降は，滞在時間の変化を把握するために，高松市の都

心部の鉄道駅である瓦町駅を検討対象駅とし，当該駅で降

車して，同一日に当該駅で乗車した鉄道利用を対象に分析

を行う．具体的には，検討対象駅の瓦町駅を下車した時間

から同一日に再度瓦町駅から乗車した時間の差分を滞在時

間とした．また，瓦町駅を下車してから再び瓦町駅で乗車

するまでに，鉄道やバスの利用履歴がないトリップを対象

とした．瓦町駅全体の乗降者数は，乗車344,389人，5,164,018

トリップ，降車 351,581人，5,275,408トリップであり，そ

のうち，今回の検討対象は116,192人，475,417トリップと

なり，利用者では乗車で約33.7%，降車で約33.0%，トリッ

プでは乗車で約9.2％，降車で約9.0%となった． 

 図-2は，検討対象駅における滞在時間の曜日別箱ひげ図

である．図-2からコロナ前の2019年の平日，すなわち，月

〜金は類似傾向を示しているが，金曜日のみ外れ値がある．

これは，コロナ前は，金曜日のみ午前0時高松築港発の最

終便が運行されており，すべての路線が瓦町駅で接続され

ていた．そのため，平日は金曜日のみ時間帯別利用実態が

異なっていたと考えられる．しかしながら，コロナ禍には

この金曜日の午前0時便の運行を休止するとともに，最終

便の時刻が早まった．この形態は現在も続いている．これ

らの影響を受けてか，コロナ禍の2021年，コロナ後の2023

年の平日は，同じような傾向となったが，コロナ前に比べ

て，コロナ禍は滞在時間がやや長い傾向にある．一方で，

土曜，日祝日については，平日よりも滞在時間が短い傾向

にあり，日祝日は，土曜よりも滞在時間が短い傾向にある．

さらに，コロナ前よりもコロナ禍，コロナ後の順に滞在時

間が短くなった． 

 

5．混合正規分布モデルの概要 16) 

 本研究では，混合正規分布モデルを用いて，滞在時間に

よりトリップをクラスターに分類する．混合分布モデルと

は，確率モデルによってクラスタリングの問題を解く方法

である．データを発生する確率モデルが K 個あるとき，𝑐 

番目のモデルのもとでデータ 𝑥  が発生する確率を 𝑝𝑐(𝑥) 

と表す．そして，データ 𝑥  が発生する確率 𝑝(𝑥)  をそれ

ら確率の線形和で表現する．この確率の分布を混合分布と

呼ぶ． 

 

𝑝(𝑥) = ∑ 𝛼𝑐𝑝𝑐(𝑥)
𝐾
𝑐=1        (1) 

 

 ここで，𝛼𝑐 ≥ 0 かつ ∑ 𝛼𝑐
𝐾
𝑐=1 = 1 となる．データが連

続値の場合は，確率 𝑝(𝑥) と 𝑝𝑐(𝑥) は確率密度関数 𝑓(𝑥)

と 𝑓𝑐(𝑥) に置き換わり，以下のようになる． 

 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝛼𝑐𝑓𝑐(𝑥)
𝐾
𝑐=1        (2) 

 

 ここで， 𝛼𝑐𝑓𝑐(𝑥)  は 𝑐  番目のモデルとデータ 𝑥  が生

起する同時確率に対応する．そこで， 𝛼𝑐𝑓𝑐(𝑥) の中で最も

大きな値をとる 𝑐 = 𝑐̂  をデータ 𝑥  のクラスターの番号

に割り当てることにより，クラスタリングを行う．つまり，

各 𝑐  に対する 𝛼𝑐  と 𝑓𝑐(𝑥)  の具体的な式を生成するこ

とが目標となる．𝑓𝑐(𝑥) を作るために，通常 𝑓𝑐(𝑥) に正規

分布を仮定する．データ 𝑥 は 𝑛 次元ベクトルであるため，

𝑛 変数の多変量正規分布となる．このとき，𝑓𝑐(𝑥) は以下

のようになる． 

 

𝑓𝑐(𝑥) =
1

(2𝜋)
𝑛
2 |Σ𝑐|

1
2

exp {−
1

2
(𝑥 − 𝜇𝑐)

𝑡 ∑ (𝑥 − 𝜇𝑐)
−1
𝑐 }  (3) 

  

ここで，𝜇𝑐 は 𝑛 次元の平均ベクトル，Σ𝑐 は 𝑛 × 𝑛 分散

共分散行列である．なお，本研究の場合， 𝑛 = 1 となる． 
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6．混合正規分布モデルを用いた分析結果 

(1) クラスター数の検討 

 本研究では，K-means を用いたエルボー法によってクラ

スター数を決定する．まず，対象ケースにおけるトリップ

ごとの滞在時間をもとに，K-means を実行し，この結果か

らエルボー法に基づくグラフの作成を行なった．図-3にコ

ロナ前の2019年の全体のデータを例示する．WSS（Within 

Sum of Squares）の減少具合から，クラスター数は3つが妥

当であるとの判断をした．同様に，他のケースについても

検討を行った結果，各ケースで得られた3つのクラスター

の平均滞在時間，標準偏差，分布形状は概ね一致しており，

各クラスターの特徴はケース間で共通して適用可能と判断

した．ただし，本研究のデータは個別利用者を時系列で追

跡できるものではないため，ケース間比較は「同一手法，

同一条件で分類された滞在時間特性グループ間の比率およ

び平均滞在時間の変化傾向」の把握に限定した．  

(2) 混合正規分布の推定 

 混合正規分布の推定は，局所最適解が生じる性質のもの

であるため，推定のたびに異なる結果が得られる．そこで，

本研究では，初期値を変更しながら複数回モデル推計を行

い，最終尤度が最大になったケースを採用することとした． 

(3) コロナ前後における滞在時間 

 コロナ前の2019年，コロナ禍の2021年，コロナ後の2023

年の3時点における比較により，高松市の都心部における

滞在時間の変化動向を整理した．まずは全体を外観するた

め，クラスター別のトリップ数とその割合，滞在時間の平

均と標準偏差を表-2に示す． 

 クラスターごとにみると，すべての年次において，トリ

ップ数の割合が最も高いクラスターは滞在時間が長いグル

ープ3となった．このグループの平均滞在時間は，コロナ

前が547.0分，コロナ禍が557.8分，コロナ後が539.3分で

あり，コロナ禍の平均滞在時間が最も長時間となった．一

方で，コロナ後は，コロナ前に比較して短くなっており，

全体で最も短くなった．以降では，3時点を3群間として，

分布が統計的に有意に異なる場合には，具体的なペアとと

もに「分布が異なった」と記載する．グループ3について

は，コロナ前とコロナ禍，ならびにコロナ前とコロナ後に

ついては，0.1%以下の確率で，コロナ禍とコロナ後につい

ては，5%以下の確率で，それぞれ分布が異なった．つぎに，

最もトリップの割合が低くなったのは，すべての年次とも

共通で，滞在時間が最も短いグループ1であった．特に，

コロナ前とコロナ後では，それぞれ，19.3%，19.4%とトリ

ップ数の割合がほぼ等しくなったが，コロナ禍においては，

20.4%とコロナ前，コロナ後に比較して高くなった．平均滞

在時間は，コロナ前が52.5分であったのに対し，コロナ禍

は53.6分，コロナ後で50.1分となり，こちらもコロナ禍の

平均滞在時間が他の年次に比べて最も長時間となった．一

方，コロナ後は，滞在時間が最も短くなった．なお，コロ

ナ禍とコロナ後についてのみ 0.1%以下の確率で分布が異

なった．最後に，グループ2に着目すると，コロナ前は31.9% 

 

図-3 コロナ前(2019年)の全体に対するエルボー法の結果 

 

図-4 コロナ前(2019年)における混合正規分布モデルの推 

図-4 計結果 

 

図-5 コロナ禍(2021年)における混合正規分布モデルの推 

図-4 計結果 

 

図-6 コロナ後(2023年)における混合正規分布モデルの推 

図-4 計結果 

 

表-2 コロナ禍前後におけるクラスターごとの状況 

 

トリップ数 滞在時間[分]
Year [トリップ] Ratio 平均 標準偏差

グループ 1 35,661 0.193 52.5 32.3
グループ 2 58,889 0.319 178.2 78.5
グループ 3 90,215 0.488 547.0 146.0

計 184,765 1.000 - -
グループ 1 26,596 0.204 53.6 34.8
グループ 2 43,283 0.331 203.9 91.1
グループ 3 60,702 0.465 557.8 114.3

計 130,581 1.000 - -

グループ 1 31,111 0.194 50.1 31.4
グループ 2 57,714 0.361 181.9 81.9
グループ 3 71,246 0.445 539.3 128.3

計 160,071 1.000 - -

コロナ後
(2023年)

コロナ禍
(2021年)

コロナ前
(2019年)
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であったのに対し，コロナ禍で 33.1%，コロナ後で 36.1%

とコロナ後のトリップの割合が最も高くなった．平均滞在

時間でみると，コロナ前が178.2分に対し，コロナ禍で203.9

分，コロナ後で 181.9 分とコロナ禍の平均滞在時間が最も

長くなり，コロナ後はコロナ前よりも長くなった．なお，

コロナ前とコロナ禍，コロナ禍とコロナ後についてのみ

0.1%以下の確率で分布が異なった． 

 さて，図-2より，平日と土曜，日祝日では，傾向が異な

るため，全体でみると，トリップ数の多い平日の傾向に似

ているが，この結果をもとに特徴を把握することは適切で

ないと思われる．そのため，以降では，平日と，傾向の似

ている土曜と日祝日を合わせた土日祝日とで特徴把握を行

うこととする． 

(4) 平日に着目したコロナ前後における滞在時間 

 平日に着目して，先ほどと同様に，コロナ前，コロナ禍，

コロナ後の3時点における滞在時間の変化動向を整理した．

その結果，表-3に平日のクラスターごとの結果を示す．表

-3より，コロナ前は，140,843トリップであったのに対し，

コロナ禍は 104,805 トリップに減少した．そして，コロナ

後は 122,804 トリップとコロナ禍よりは回復しているもの

のコロナ前よりも減少していることがわかる．クラスター

ごとにみると，すべての年次において，トリップの割合が

最も高いクラスターは滞在時間が最も長いグループ3とな

った．このグループの平均滞在時間は，コロナ前が557.5分，

コロナ禍が 562.0 分，コロナ後が 547.9 分とコロナ禍が最

も長時間となった．一方で，コロナ後は，コロナ前に比較

して短くなっており，全体で最も短くなった．なお，コロ

ナ前とコロナ禍は0.1%以下の確率で，コロナ前とコロナ後，

コロナ禍とコロナ後については 5%以下の確率で，それぞ

れ分布が異なった．つぎに，最もトリップ数の割合が低く

なったのは，すべての年次とも共通で，滞在時間が最も短

いグループ1であった．特に，コロナ前とコロナ禍では，

それぞれ，18.8%，18.9%とほぼ等しくなったが，コロナ後

においては，17.9%とコロナ前，コロナ禍に比較して低くな

った．平均滞在時間は，コロナ前が54.0分であったのに対

し，コロナ禍は52.6分，コロナ後で49.2分となり，こちら

もコロナ禍の平均滞在時間が他の年次に比べて最も長時間

となった．また，コロナ後は，最も短くなった．なお，コ

ロナ禍とコロナ後は0.1%以下の確率で，コロナ前とコロナ

後は5%以下の確率で，それぞれ分布が異なった．最後に，

グループ2についてみると，コロナ前はトリップ数の割合

が 29.1%であったのに対し，コロナ禍で 30.6%，コロナ後

で 33.6%とコロナ後が最も高くなった．平均滞在時間でみ

ると，コロナ前が186.1分に対し，コロナ禍で208.2分，コ

ロナ後で 186.8 分とコロナ禍の平均滞在時間が最も長くな

り，コロナ後はコロナ前よりも長くなった．なお，コロナ

前とコロナ禍，コロナ禍とコロナ後は0.1%以下の確率で分

布が異なった． 

(5) 土日祝日に着目したコロナ前後における滞在時間 

 土日祝日に着目して，先ほどと同様に，コロナ前，コロ 

 

図-7 平日に着目したコロナ前(2019年)における混合正規 

図-4 分布モデルの推計結果 

 

図-8 平日に着目したコロナ禍(2021年)における混合正規 

図-4 分布モデルの推計結果 

 

図-9 平日に着目したコロナ後(2023年)における混合正規 

図-4 分布モデルの推計結果 

 

表-3 平日に着目したクラスターごとの状況 

 

 

ナ禍，コロナ後の3時点における滞在時間の変化動向を整

理した．その結果，表-4より，コロナ前は43,922トリップ

であったのに対し，コロナ禍は25,776トリップに減少した．

そして，コロナ後は37,267トリップとコロナ禍よりは回復

しているもののコロナ前よりも減少していることがわかる． 

クラスターごとにみると，すべての年次において，トリッ

プの割合が最も高いクラスターは滞在時間が中間のグルー

プ2となった．このグループの平均滞在時間は，コロナ前

が164.0分，コロナ禍が187.7分，コロナ後が163.2分とコ

トリップ数 滞在時間[分]
Year [トリップ] Ratio 平均 標準偏差

グループ 1 26,493 0.188 54.0 33.9
グループ 2 40,920 0.291 186.1 81.7
グループ 3 73,430 0.521 557.5 136.1

計 140,843 1.000 - -
グループ 1 19,759 0.189 52.6 34.9
グループ 2 32,084 0.306 208.2 93.7
グループ 3 52,962 0.505 562.0 111.8

計 104,805 1.000 - -

グループ 1 21,954 0.179 49.2 31.4
グループ 2 41,253 0.336 186.8 84.8
グループ 3 59,597 0.485 547.9 122.4

計 122,804 1.000 - -

コロナ前
(2019年)

コロナ禍
(2021年)

コロナ後
(2023年)
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ロナ禍が最も長時間となった．一方で，コロナ後は，コロ

ナ前に比較して短くなっており，全体でも最も短くなった．

なお，コロナ前とコロナ禍，コロナ禍とコロナ後は0.1%以

下の確率で分布が異なった．つぎに，最もトリップ数の割

合が低くなったのは，すべての年次とも共通で，滞在時間

が最も短いグループ1であった．特に，コロナ前は21.3%，

コロナ禍は 25.6%，コロナ後は 22.9%と，コロナ禍のトリ

ップ割合が最も高くなったが，コロナ後はコロナ前よりも

やや高くなった．平均滞在時間は，コロナ前が49.6分であ

ったのに対し，コロナ禍は54.5分，コロナ後で48.5分とな

り，こちらもコロナ禍の平均滞在時間が他の年次に比べて

最も長時間となった．また，コロナ後は，最も短くなった．

なお，コロナ前とコロナ禍，コロナ禍とコロナ後は0.1%以

下の確率で分布が異なった．最後に，グループ3について

みると，コロナ前はトリップ数の割合が 38.4%であったの

に対し，コロナ禍で 30.7%，コロナ後で 33.1%とコロナ前

が最も高くなった．平均滞在時間でみると，コロナ前が

493.3分に対し，コロナ禍で517.6分，コロナ後で 470.8分

とコロナ禍の平均滞在時間が最も長くなり，コロナ後はコ

ロナ前よりも短くなった．なお，コロナ前とコロナ禍，コ

ロナ禍とコロナ後は0.1%以下の確率で，コロナ前とコロナ

後は5%以下の確率で，それぞれ分布が異なった． 

(6) 混合正規分布モデルによる推計結果のまとめ 

 以上を踏まえると，以下のことが明らかとなった． 

 本研究では，K-means によるエルボー法を利用して，平

日と土日祝日とで，どちらも同じような特性の3つのクラ

スターに分類された．グループ 1 は滞在時間が 60 分程度

となるグループで，主に特定の用事のみを済ませて帰るタ

イプのように思われる．グループ2は滞在時間が3時間程

度のグループで，複数の目的地を回遊して帰るタイプのよ

うに思われる．3 時間程度の滞在時間となるため，中心市

街地の活性化に寄与する来訪者であると考えられる．グル

ープ3は滞在時間が8時間程度となるグループで，通勤や

通学などで来訪するグループのように思われる． 

 以降では，平日と土日祝日の2つのそれぞれの特徴につ

いて整理する． 

 平日については，コロナ前からコロナ禍，コロナ後へと

進むにつれて，グループ3のトリップ割合が減少し，グル

ープ2のトリップ割合が増加しているようにみえる．さら

にグループ1については，コロナ前からコロナ禍にかけて

は，同じようなトリップ割合で推移するものの，コロナ後

には，減少している．このことから，コロナ前からコロナ

禍を経て，コロナ後を経験することによって，長時間滞在

が減り，中時間滞在の割合が増えているのが特徴といえる．

特に，グループ3の平均滞在時間と長時間滞在のトリップ

割合が減少している．これだけではなく，コロナ前に比べ

てコロナ後の滞在時間の標準偏差も小さくなっていること

から，滞在パターンが画一化しつつあることがわかる． 

 一方の土日祝日については，コロナ禍からコロナ後でグ

ループ3の長期滞在のトリップ割合が回復しているが，コ 

 

図-10 土日祝日に着目したコロナ前(2019年)における混 

図-10 合正規分布モデルの推計結果 

 

図-11 土日祝日に着目したコロナ禍(2021年)における混 

図-14 合正規分布モデルの推計結果 

 

図-12 土日祝日に着目したコロナ後(2023年)における混 

図-14 合正規分布モデルの推計結果 

 

表-4 土日祝日に着目したクラスターごとの状況 

 

 

ロナ前後ではトリップ割合と滞在時間は減少している．特

に，平均滞在時間と滞在時間の標準偏差が減少している．

また，グループ1とグループ2のトリップの比率は，コロ

ナ前で52.8% ( = 0.213 / 0.403)，コロナ後で52.0% ( = 0.229 / 

0.440)と大きな差はなく，また平均滞在時間と標準偏差も

同程度となった．このことから，グループ 1とグループ 2

の都心での過ごし方，たとえば，回遊パターンなどはコロ

ナ前に戻りつつあると考えられる．そのため，グループ 3

の長時間滞在者が増えるとコロナ前に戻ったといえそうで

トリップ数 滞在時間[分]
Year [トリップ] Ratio 平均 標準偏差

グループ 1 9,370 0.213 49.6 29.2
グループ 2 17,665 0.403 164.0 72.5
グループ 3 16,887 0.384 493.3 185.7

計 43,922 1.000 - -
グループ 1 6,605 0.256 54.5 32.9
グループ 2 11,261 0.437 187.7 81.5
グループ 3 7,910 0.307 517.6 135.2

計 25,776 1.000 - -

グループ 1 8,523 0.229 48.5 29.3
グループ 2 16,390 0.440 163.2 72.0
グループ 3 12,354 0.331 470.8 164.4

計 37,267 1.000 - -

コロナ前
(2019年)

コロナ禍
(2021年)

コロナ後
(2023年)
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ある．逆に言うと，コロナ後がコロナ前の水準に比べて，

トリップの比率は86.2% ( = 0.331 / 0.384)であることから，

この減少した層は長期滞在者であったといえそうである． 

 以上より，コロナ前後でグループ3のトリップ割合と平

均滞在時間が減少していることから，これはCOVID-19の

影響というよりも，昨今の働き方改革，ならびに生活様式

の変化の影響が出ているように考えられる．一方，中心市

街地活性化の観点からは，グループ 1に対してグループ 2

のトリップ割合や滞在時間を増やすことが重要であると考

えられる．しかしながら，土日祝日の単純なトリップ割合

のみでみると，グループ 3の長時間滞在から，グループ 2

やグループ1へ移ったととらえられることから，外出頻度

が減少しただけでなく，中心部での回遊行動が減少したと

解釈できそうである． 

 なお，今回は，交通系 ICカードの利用履歴データのみか

らの考察を行なっているため，ここで記載した理由につい

ての裏付けができていないことに留意する必要がある．  

7．おわりに 

 本研究では，交通系 IC カードの利用履歴データを用い

て，簡便的に都心部の滞在時間を把握する方法を提案し，

特に，COVID-19 による滞在時間の変化動向について，混

合正規分布モデルによるクラスター分類を行い，特徴把握

を試みた．そして，今回は，コロナ前，コロナ禍，コロナ

後の3時点について，それぞれ2019年，2021年，2023年

と設定し，それぞれ1年間の利用履歴を用いて分析を行っ

た．その結果，交通系 ICカードの利用履歴データから，都

心部における滞在時間の把握ができる可能性を得た．その

上で，高松市の都心部における長時間滞在が減少し，3 時

間程度の滞在が増加していることがわかった． 

 以上の分析結果から，トリップ数に基づいた都心訪問頻

度に加えて，滞在時間を分析することで，交通政策だけで

なく，都心回遊を増加させるための施設整備などの都市計

画の観点からの施策検討につながるだけでなく，本研究の

分析の意義があることが示唆された． 

 さて，今回は滞在時間のみに着目した分析となったが，

滞在時間と他の指標，たとえば，滞在開始時刻や曜日，ト

リップ頻度などとの関連性についての分析などは今後の課

題として残った．  
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LRT導入による子育て世帯の自動車送迎の変化に関する研究
子どもの私事目的および親の飲酒目的の外出に着目して

○狩野 大地1、浅野 周平1、大森 宣暁2 (1. 福井大学、2. 宇都宮大学)
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[54]
LRTの国家的な事業評価マニュアルの日英比較に関する研究
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*：正会員, 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域（Okayama University） 

**：学生会員, 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科（Okayama University） 

***：正会員, 茨城大学大学院理工学研究科都市システム工学領域（Ibaraki University） 

1．はじめに 

近年、人口減少や少子高齢化が加速度的に進行すること

により、公共交通の利用者数や便数が減少している。特に、

地方部では自動車を中心とした生活様式の定着によって

公共交通の利用者が減少しており、2019年におけるバス輸

送人員は 2000年と比較して約 7割にまで減少している 1)。

また、2002年には道路運送法の改正によって乗合バス事業

における需給調整規制の廃止が行われ、新規事業者の参入

や運賃適正化などサ－ビスの多様化が進んだ一方、交通事

業者の意向のみで路線廃止が可能となった 2)。これらは交

通事業者による不採算路線の減便・廃止を招いている。さ

らに近年では、高齢者ドライバーによる交通事故の増加が

社会問題となっており、高齢者を中心に運転免許を返納す

る動きも活発になっている 3)。 

そこで自治体は、地域における住民の生活を支える移動

手段として、デマンド交通を導入しており、その数は年々

増加している 4)。しかしながら、デマンド交通の利用者数

は多くはなく、赤字が深刻化するなど課題が多い 5)。自治

体が提供するシステムやモビリティは、地域住民の税金を

利用して運営されているため、その利用者だけでなく、非

利用者の意見も含めて評価されるべきであり、自治体が赤

字の中で運行するデマンド交通に対して非利用者がどの

ように評価しているのかを把握することは、まちづくりを

行うにあたって重要だと考えられる。 

またデマンド交通が多くの自治体で導入されている中

で、橋本ら 6)7)や岡村ら 8)9)10)による研究では、デマンド交通

の導入による非利用者も含めた地域住民の住み続け意識

や地域に対する信頼感、主観的幸福感の向上が明らかにさ

れているが、デマンド交通の導入効果を把握しきれている

とは言い切れない。今後まちづくりを考えるにあたって、

導入数が増えているデマンド交通の導入効果に関する分

析は重要であり、デマンド交通の導入やそのサービス内容

が地域住民やまちにどのような価値を生み出しているの

かを明らかにする必要があると考えられる。 

そこで本研究では、2024年1月に岡山県赤磐市赤坂地域

に導入された「デマンド型市民バス」を対象として、非利

用者も含めた視点からデマンド交通の利用価値やまちに

与える価値といった多様な価値やデマンド交通のサービ

スと価値の関連性を把握することを目的とする。 

2．本研究の位置づけ 

デマンド交通の導入に対する地域住民の評価に関する

研究として、橋本ら 6)7)は、岡山県倉敷市西坂台団地を対象

にアンケート調査を行い、住民主体のデマンド交通の利用

が移動に関する満足度、地域とのつながり、主観的幸福感

向上に寄与する可能性や、住民主体のデマンド交通を利用

していなくても、その支援意識が主観的幸福感向上に寄与

している可能性を示した。岡村ら 8)9)10)は、岡山県久米南群

久米南町を対象に、デマンド交通の導入が外出の重要性や

住環境に対する意識と比べて住み続け意識にどれほど寄

与しているか、デマンド交通のサービスに対する評価が住

み続け意識、地域に対する信頼感、主観的幸福感向上に寄

与することを明らかにした。 

モビリティの導入に対する地域住民の意識やまちに与

える影響を調べた研究として、松田ら 11)12)は、LRT（Light 

Rail Transit）導入による利用者の利用行動への影響やまち

づくりへの効果について分析し、LRTがもつ“交通行動の

変化”や“まちの変化”といった多様な導入変化に対する

市民の意識構造を明らかにした。大山ら 13)は、地方部にお

ける鉄道再生後における沿線住民の意識を調査し、鉄道の

地域住民の認識を通したデマンド交通の価値に関する研究 

岡山県赤磐市赤坂地域を対象として 

A Study on Values of the Demand Responsive Transportation through the Recognition of the Residents 

A case study of Akasaka area of Akaiwa City, Okayama Prefecture 

橋本 成仁*・坂本 柊人**・林 晃紀**・樋口 輝久*・海野 遥香*** 

Seiji Hashimoto*, Shuuto Sakamoto**, Kouki Hayashi**, Teruhisa Higuchi*, Haruka Uno*** 

In recent years, the introduction of demand responsive transportation has been increasing in local areas as an alternative 
to the abolition of route buses. The revenue and expenditure situation for demand transportation is challenging, but its 
various values including the value of their use and the value they add to the town have not been evaluated. This study 
aims to make clear the various values brought by the demand responsive transportation through the consciousness of 
the residents as household questionnaire survey on public transportation in the Akasaka area of Akaiwa City, Okayama 
Prefecture. As a result, this study reveals the evaluation of the value of demand transportation and the causal relationship 
between the value and services of demand transportation. 

Keywords: Demand responsive transportation, Consciousness of the residents, Value, Services 

デマンド交通, 住民意識, 価値, サービス 
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再生が地域の活気向上に関して貢献していると非利用者

に認識されていることを明らかにした。橋本ら 14)15)は、コ

ミュニティサイクルの利用者、非利用者から見たコミュニ

ティサイクルのイメージがまちの魅力につながることを

明らかにした。平野ら 16)は、国内の5つの自治体を対象に、

公共交通再編における成果をロジックモデルとして整理

するとともに、小豆島を対象として住民の生活実感に関わ

る社会的インパクト評価を実施し、公共交通再編に伴う社

会的インパクトとの関係性を明らかにした。 

 以上のようにデマンド交通に関する先行研究ではデマ

ンド交通の導入が主観的幸福感向上に寄与するといった

個々の導入効果との関連性を明らかにしているが、デマン

ド交通の多様な価値やデマンド交通のサービスと価値の

関連性を把握しているものは見られない。LRTや鉄道とい

った他のモビリティの導入に関する先行研究では、導入効

果について多面的な視点で見ているが、多くの自治体が赤

字の中で運行するデマンド交通の導入効果を明らかにす

ることは、より重要であると考える。また、導入から経過

期間が1年程度までのデマンド交通について、調査を行っ

た研究は見られない。国土交通省の手引き 17)によると、「利

用者・住民等の地域の公共交通サービス全般に対する満足

度」は「1 年ごとに定期的な調査を行うことが望ましいで

す。」と指摘されている。そのため、本研究では導入から約

1 年が経過したデマンド交通を対象に調査を行っている。

以上より、本研究の特長を以下にまとめる。 

 デマンド交通の価値を現在・将来の利用価値、まちに与

える価値の観点から総合的に評価すると共に、サービス

との関連性を把握している点。 

 導入から約 1 年が経過したデマンド交通を対象に調査を

行っている点。 

 

3．調査の概要 

3-1．調査対象の概要 

本研究では、2024年 1月 15日から岡山県赤磐市赤坂地

域で実証運行が開始されているデマンド交通である「デマ

ンド型市民バス」を対象とする。デマンド交通を含めた市

民バスの利用状況は 2019 年度以前から減少傾向にあり、

新型コロナウイルスの影響でさらに落ち込んだが、現在は

回復傾向にある。2022 年度には路線の新設や増便、延伸、

定期券の導入によって新規利用者が増加したことから、利

用者数が過去10年間で最も多くなっている 18)。 

デマンド型市民バスの概要を表-1に示す。デマンド型市

民バスは赤坂地域全域を運行区域としており、乗降場所か

ら目的地に至るまでの間に乗り合う人を乗せながら、赤坂

地域内のそれぞれの目的地（主要な商業施設・医療機関・

広域路線バスのバス停等）に送迎するサービスである。事

前に電話予約が必要であり、平日の9時台～16時台に毎時

1 往復（合計 8往復）運行する。利用状況としては運行開

始月の1月は30名、2月が54名、3月が54名、4月が62

名、5月が83名、6月が63名となっている。一方、併用し

て走らせていた市営の定時定路線バスの１つである笠岡線

の利用状況は 1月は 15名、2月が 14名、3月が 15名、4

月が10名、5月が10名、6月が6名となっており、定時定

路線からデマンド型市民バスに利用が移っていることが伺

える。また赤坂地域で運行されていた市営の定時定路線バ

スの 1つの笠岡線・北佐古田線は 2024年 10月 31日に廃

止されている 19)。 

 

3-2．アンケート調査の概要 

本研究では、岡山県赤磐市赤坂地域に居住する全世帯を

対象に実施したアンケート調査を分析に用いる。表-2にそ

の概要を示す。配布方法は2024年12月の赤磐市の広報誌

に折り込む形とし、赤坂地域に居住する各世帯の代表者 1

名から回答を得た。赤坂地域の全 1540 世帯にアンケート

を配付し、164 部の回答が得られ、回収率は 10.6%であっ

た。 

3-3．回答者の属性 

 今回のアンケート調査の回答者について、その個人属性

を図-1に示す。性別は男性が 43.6%、女性が 56.4%となっ

ており、女性の回答割合が高いことが分かる。年齢は30代

が 0.7%、40代が 3.9%、50代が 3.3%、60代が 18.4%、70

代が48.7%、80代が21.1%、90代が3.9%となっており、60

歳以上の高齢者の回答割合が高いことが分かる。そのため、

交通弱者と思われる層が回答者に多く含まれており、評価

が過大になっている可能性があることに留意する必要があ

る。運転免許の保有状況については、90.3%が運転免許を持

っており、5.8%が返納、3.9%が持っていないことが分かっ

た。またデマンド型市民バスの利用経験・認知状況につい

ては、使ったことがある人が9.0%、知っているが使ったこ

表-2 アンケート調査の概要 

 

調査名 赤坂地域の公共交通に関する調査

調査対象者 赤坂地域内の住民

配布・回収方法
2024年12月の赤磐市の広報誌に

折り込み配付・郵送回収

調査時期
2024年12月13日から

2025年1月31日まで

配布数 1540部

回収数 164部

回収率 10.6%

主な調査項目

• 個人属性

• 外出手段・外出方法

• デマンド型市民バスのサービス・価値に対する評価

表-1 デマンド型市民バスの概要 

 

事業主体 赤磐市

運営主体 有限会社赤坂タクシー

乗降場所数 102ヶ所(2024年12月時点)

予約方法 電話予約

運行本数 平日9時台~16時台に毎時1往復（合計8往復）

利用料金

赤坂地域「デマンド型市民バス」概要

⚫ 「一般」400円

⚫ 「小学生以下の子ども」200円

⚫ 「65歳以上の方」200円
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とはない人が81.3%、知らなかった人が9.7%であった。そ

のため、回答者によってサービス内容の理解度が異なる可

能性がある点に留意する必要がある。 

 

4．デマンド交通の価値 

4-1．デマンド交通の価値に対する評価 

デマンド交通を含め、公共交通サービスの重要な特質の

1 つに利用可能性の効用あるいは価値がある。通常はその

サービスを利用していないが、何かの時に利用できるとい

う安心感や、家族が利用することによって送迎負担が減る

といったことがこれに該当する。厳しい収支状況下で運行

するデマンド交通が持つ価値として上記のようなものが考

えられるが、それらが評価されているとはいえないのが現

状である。そこで本研究では、岡村ら 9)、松田ら 12)、大山

ら 13)の先行研究を基に、デマンド交通の価値に関する質問

を行った。 

各設問の回答結果と、設問ごとの評価の差を確認するた

め、独立性の検定及び残差分析を行った結果を図-2に示す。

ここで 3.3 節にて先述したように、調査対象者のうちサー

ビスを利用したことのない層が大半を占めることから、回

答者によってデマンド交通の価値の理解度が異なる可能性

がある点に留意する必要がある。なお、回答については、

アンケート内で「そう思う」、「少しそう思う」と回答した

人を「そう思う」に、「どちらでもない」と回答した人を「ど

ちらでもない」に、「あまりそう思わない」、「そう思わない」

と回答した人を「そう思わない」にまとめている。 

結果として、「赤坂地域“外”への外出機会が増えると思

う」、「悪天候時の外出機会が増えると思う」、「自動車を運

転する機会が減ると思う」といった外出機会に関する質問

項目や「まちの魅力が向上した」、「まちの雰囲気が明るく

なった」、「まちに賑わいが出てきた」、「まちの経済が活性

化した」、「住民同士の交流の機会が増えるまちになった」

といったまちの魅力向上や賑わい創出に関する質問項目に

「そう思う」と回答した人の割合が統計的に有意に低いこ

とから、外出機会、まちの魅力向上や賑わい創出の価値を

認識している人が少ないことが示された。この結果の要因

として、約９割が運転免許を持っており、デマンド交通を

利用した外出機会の向上を認識していないことや、利用者

数が少人数であるために利用している人を見かける機会が

少ないことから、デマンド交通の導入効果としてまちの魅

力向上や賑わい創出が認識されていないと考えられる。一

方で「家族や友人に送迎を頼む機会が減ると思う」、「将来

的に利用できる公共交通が存在することの安心感が高まっ

た」、「身近に利用できる公共交通が存在することで移動に

対する不安が減った」、「将来世代まで残る公共交通として

の価値が高まった」といった送迎機会の減少や安心感に関

する質問項目や「高齢者にやさしいまちになった」、「移動

が便利・快適になった」といったモビリティの向上に関す

る質問項目に「そう思う」と回答した人の割合が統計的に

有意に高いことから、送迎機会の減少や安心感、モビリテ

ィの向上の価値を認識している人が多いことが示された。

この結果の要因として、長距離の移動手段として送迎しか

なかった地域（公共交通空白地域）が多いことから、送迎

機会の減少や安心感が認識されていることや目的地まで直

接行けるといった形態であることから、モビリティの向上

が認識されていると考えられる。 

 

4-2．デマンド交通の価値に対する評価の個人の類型化 

 デマンド交通の価値に対する評価の要因分析を行うにあ

たり、回答者を類型化する。まず図-2で取り扱った質問項

目を用いて、デマンド交通の価値に対する評価の構造を把

握するため、因子分析を行った。分析には、図-2の全ての

質問項目に回答があった124サンプルを用いた。なお、因

子分析で用いたサンプルにおける利用経験・認知状況の構

成比については、使ったことがある人が6.7%、知っている

が使ったことはない人が85.0%、知らなかった人が8.3%と

 

図-1 回答者の個人属性 
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図-2 デマンド交通の価値に対する回答結果 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらでもない そう思わない

赤坂地域"内"での外出機会が増えると

思う

悪天候時の外出機会が増えると思う

自動車を運転する機会が減ると思う

家族や友人に送迎を頼む機会が減ると

思う

将来的に利用できる公共交通が存在す

ることの安心感が高まった

赤坂地域で住み続けたいという考えが

強くなった

身近に利用できる公共交通が存在する

ことで移動に対する不安が減った

家族や友人を送迎する機会が減ると思

う

将来世代まで残る公共交通としての価

値が高まった

デマンド型市民バスがまちのシンボル

になった

まちの魅力が向上した

まちの雰囲気が明るくなった

まちに賑わいがでてきた

まちの経済が活性化した

住民同士の交流の機会が増えるまちに

なった

高齢者にやさしいまちになった

移動が便利・快適になった

赤坂地域"外"への外出機会が増えると

思う

日常生活の中で、移動できる目的地が

増えると思う

(n=12)

(n=13)

(n=9)

(n=12)

(n=12)

(n=13)

(n=13)

(n=10)

(n=12)

(n=11)

(n=12)

(n=12)

(n=12)

(n=11)

(n=12)

(n=13)

(n=13)

(n=12)

(n=12)

利用者

独立性の検定 P値：<0.001 1％有意

クロス集計の残差分析 **1%有意 *5%有意 †10有意

(+)割合が高い (ー)低い

**(ー)

*(ー)

**(＋)

**(＋)

**(＋)

**(＋)

*(ー)

**(ー)

**(ー)

**(ー)

**(ー)

**(＋)

**(＋)

*(ー)

**(ー)

**(ー)

**(ー)

*(＋)

**(＋)

**(＋)

**(＋)

†(＋)

**(ー)

**(ー)

**(＋)

*(＋)

**(ー)

†(ー)

*(ー)

*(＋)

**(ー)

(n=147)

(n=147)

(n=140)

(n=143)

(n=146)

(n=148)

(n=144)

(n=137)

(n=146)

(n=146)

(n=147)

(n=147)

(n=147)

(n=144)

(n=146)

(n=148)

(n=150)

(n=146)

(n=143)

全体

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-895-



なっている。表-3に因子分析結果を示す。質問項目間のク

ロンバックのα係数は 0.9 であり、信頼性の高いアンケー

トデータといえる。第1因子を「まちに与える価値」、第2

因子を「現在の利用価値」、第3因子を「将来の利用価値」

と名付けた。 

 

4-3．デマンド交通の価値因子の関連性把握 

 デマンド交通の価値因子の関連性を把握するため、図-3

に３つの価値因子の関係を示す。なお、分析にあたり各因

子の評価が高い層と低い層を、因子得点の中央値を境に分

類した。独立性の検定の結果、P値は有意水準1%で統計的

に有意な差があることが示された。また、グラフより、1つ

の価値因子を高く評価している人はもう1つの価値因子を

高く評価している割合が高く、1 つの価値因子を低く評価

している人はもう1つの価値因子を低く評価している割合

が高いことから、デマンド交通の３つの価値因子には関連

性があることが明らかになった。 

 

5．デマンド交通のサービスと価値の関連性 

5-1．デマンド交通のサービスに対する評価 

 デマンド交通のサービスに対する各設問の回答結果と設

問ごとの評価の差を確認するため、独立性の検定及び残差

分析を行なった結果を図-4に示す。ここで 3.3節にて先述

したように、調査対象者のうちサービスを利用したことの

ない層が大半を占めることから、回答者によってサービス

の理解度が異なる可能性がある点に留意する必要がある。

なお、回答については、アンケート内で「とても満足して

いる」、「少し満足している」と回答した人を「満足してい

る」に、「どちらでもない」と回答した人を「どちらでもな

い」に、「あまり満足していない」、「全く満足していない」

と回答した人を「満足していない」にまとめている。 

結果として、「運行日」や「最終便の時間帯」といった運

行時間に関する質問項目や「広域路線バスへの乗り継ぎの

しやすさ」といった乗り継ぎに関する質問項目に「満足し

ている」と回答した人の割合が統計的に有意に低いことか

ら、運行時間や乗り継ぎに対する満足度が低いことが示さ

れた。この結果の要因として、運行日が決まっているため、

移動したい曜日に移動できていない可能性があることや短

い距離で乗り継ぎをしなければいけないことが考えられる。

一方で「運賃の安さ」や「運賃が固定」といった運賃に関

 

図-4 デマンド交通のサービスに対する回答結果 
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表-3 デマンド交通の価値に対する因子分析結果 

 

第１因子 第２因子 第３因子

まちに与える

価値

現在の利用価

値

将来の利用価

値

赤坂地域"内"での外出機会が増えると思う 0.0751 0.5593 0.3072

赤坂地域"外"への外出機会が増えると思う -0.0401 0.6328 0.2285

悪天候時の外出機会が増えると思う 0.0191 0.5942 0.2603

日常生活の中で、移動できる目的地が増えると思う 0.0528 0.5213 0.3641

自動車を運転する機会が減ると思う 0.1261 0.7057 -0.1404

家族や友人に送迎を頼む機会が減ると思う 0.0385 0.7350 0.0354

将来的に利用できる公共交通が存在することの安心

感が高まった
0.0351 -0.0033 0.8367

赤坂地域で住み続けたいという考えが強くなった 0.2939 0.1266 0.3603

身近に利用できる公共交通が存在することで移動に

対する不安が減った
0.0437 0.1969 0.6928

家族や友人を送迎する機会が減ると思う 0.0129 0.8181 -0.0714

将来世代まで残る公共交通としての価値が高まった 0.0728 -0.0026 0.8030

デマンド型市民バスがまちのシンボルになった 0.6581 0.1609 0.0188

まちの魅力が向上した 0.7767 0.1382 0.0128

まちの雰囲気が明るくなった 0.9020 -0.0647 0.0834

まちに賑わいがでてきた 0.9681 -0.0172 -0.0245

まちの経済が活性化した 0.8312 0.0325 0.0248

住民同士の交流の機会が増えるまちになった 0.7947 0.0321 0.0573

高齢者にやさしいまちになった 0.4228 -0.0141 0.3847

移動が便利・快適になった 0.3698 0.1031 0.4319

固有値 10.8830 1.8710 1.0991

寄与率 57.28% 9.85% 5.78%

累積寄与率 57.28% 67.13% 72.91%

（n=124）

調査項目

 

 

 
図-3 価値因子の関係 
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する質問項目や「乗降場所の近さ」や「目的地まで直接行

けること」といった移動の利便性に関する質問項目に「満

足している」と回答した人の割合が統計的に有意に高いこ

とから、運賃や移動の利便性に対する満足度が高いことが

示された。この結果の要因として、タクシーとほとんど同

じ利便性がありながらも、それに比べて料金が安いことや、

路線バスと比べて移動の利便性が高いことが考えられる。 

 

5-2．デマンド交通のサービスに対する評価とデマンド交通

の価値に対する評価の関連性把握 

 デマンド交通のサービスに対する評価とデマンド交通の

価値に対する評価の関連性を把握するにあたって、デマン

ド交通のサービスに対する評価とデマンド交通の価値に関

する3つの因子で独立性の検定及び残差分析を行った結果

を表-4に示す。表より、「まちに与える価値」については、

「運行日」以外の全てのサービスの項目との関連性が見ら

れた。また、「現在の利用価値」については、「運行日」、「最

終便の時間帯」、「乗降場所の近さ」、「移動範囲の広さ」以

外のサービスの項目との関連性が見られた。「将来の利用価

値」については、全てのサービス項目との関連性が見られ

た。以上より、デマンド交通のサービスと多様な価値との

関連性が示された。この結果より、サービス内容の向上が

デマンド交通の価値を高める可能性が示唆された。 

 

5-3．デマンド交通のサービスと価値に対する評価の構造モ

デルの推定 

以上の分析結果より、デマンド交通のサービスと価値の関

連性が明らかになっている。そこで本節では、これらの結

果を踏まえながら、共分散構造分析によりデマンド交通の

価値とサービスとの因果構造を明らかにする。分析にあた

り、3つの仮説を設定する。 

(1)「サービスの満足度」が高くなると、デマンド交通の「現

表-4 デマンド交通のサービスと価値因子のクロス集計表 

 

まちに与える
価値（高）

まちに与える
価値（低）

現在の利用
価値（高）

現在の利用
価値（低）

将来の利用
価値（高）

将来の利用
価値（低）

運行本数

満足している(n=37) 25(47.2%) 12(20.7%) 28(48.3%) 9(17.0%) 29(52.7%) 8(14.3%)

どちらでもない(n=58) 23(43.4%) 35(60.3%) 24(41.4%) 34(64.2%) 21(38.2%) 37(66.1%)

満足していない(n=16) 5(9.4%) 11(19.0%) 6(10.3%) 10(18.9%) 5(9.1%) 11(19.6%)

運行日

満足している(n=17) 12(22.6%) 5(8.8%) 12(21.1%) 5(9.4%) 15(27.3%) 2(3.6%)

どちらでもない(n=55) 24(45.3%) 31(54.4%) 26(45.6%) 29(54.7%) 22(40.0%) 33(60.0%)

満足していない(n=38) 17(32.1%) 21(36.8%) 19(33.3%) 19(35.8%) 18(32.7%) 20(36.4%)

始発便の時間帯

満足している(n=34) 25(47.2%) 9(15.8%) 24(42.1%) 10(18.9%) 30(54.5%) 4(7.3%)

どちらでもない(n=48) 23(43.4%) 25(43.9%) 22(38.6%) 26(49.1%) 16(29.1%) 32(58.2%)

満足していない(n=28) 5(9.4%) 23(40.4%) 11(19.3%) 17(32.1%) 9(16.4%) 19(34.5%)

最終便の時間帯

満足している(n=25) 17(32.1%) 8(14.0%) 17(29.8%) 8(15.1%) 21(38.2%) 4(7.3%)

どちらでもない(n=48) 23(43.4%) 25(43.9%) 23(40.4%) 25(47.2%) 18(32.7%) 30(54.5%)

満足していない(n=37) 13(24.5%) 24(42.1%) 17(29.8%) 20(37.7%) 16(29.1%) 21(38.2%)

移動したい時間に公共交通を
利用できること

満足している(n=38) 28(53.8%) 10(17.9%) 29(50.9%) 9(17.6%) 34(63.0%) 4(7.4%)

どちらでもない(n=52) 21(40.4%) 31(55.4%) 23(40.4%) 29(56.9%) 16(29.6%) 36(66.7%)

満足していない(n=18) 3(5.8%) 15(26.8%) 5(8.8%) 13(25.5%) 4(7.4%) 14(25.9%)

運賃の安さ

満足している(n=49) 36(69.2%) 13(22.4%) 32(56.1%) 17(32.1%) 37(68.5%) 12(21.4%)

どちらでもない(n=44) 13(25.0%) 31(53.4%) 18(31.6%) 26(49.1%) 10(18.5%) 34(60.7%)

満足していない(n=17) 3(5.8%) 14(24.1%) 7(12.3%) 10(18.9%) 7(13.0%) 10(17.9%)

運賃が固定

満足している(n=66) 40(74.1%) 26(44.8%) 40(67.8%) 26(49.1%) 43(76.8%) 23(41.1%)

どちらでもない(n=41) 13(24.1%) 28(48.3%) 18(30.5%) 23(43.4%) 12(21.4%) 29(51.8%)

満足していない(n=5) 1(1.9%) 4(6.9%) 1(1.7%) 4(7.5%) 1(1.8%) 4(7.1%)

乗降場所の近さ

満足している(n=58) 36(67.9%) 22(37.9%) 35(60.3%) 23(43.4%) 40(72.7%) 18(32.1%)

どちらでもない(n=38) 14(26.4%) 24(41.4%) 17(29.3%) 21(39.6%) 10(18.2%) 28(50.0%)

満足していない(n=15) 3(5.7%) 12(20.7%) 6(10.3%) 9(17.0%) 5(9.1%) 10(17.9%)

目的地まで直接行けること

満足している(n=63) 44(81.5%) 19(33.3%) 41(69.5%) 22(42.3%) 47(83.9%) 16(29.1%)

どちらでもない(n=34) 9(16.7%) 25(43.9%) 14(23.7%) 20(38.5%) 5(8.9%) 29(52.7%)

満足していない(n=14) 1(1.9%) 13(22.8%) 4(6.8%) 10(19.2%) 4(7.1%) 10(18.2%)

移動範囲の広さ

満足している(n=27) 23(43.4%) 4(7.0%) 18(31.6%) 9(17.0%) 23(41.8%) 4(7.3%)

どちらでもない(n=40) 13(24.5%) 27(47.4%) 17(29.8%) 23(43.4%) 9(16.4%) 31(56.4%)

満足していない(n=43) 17(32.1%) 26(45.6%) 22(38.6%) 21(39.6%) 23(41.8%) 20(36.4%)

広域路線バスへの
乗り継ぎのしやすさ

満足している(n=25) 22(41.5%) 3(5.3%) 19(33.3%) 6(11.3%) 23(41.8%) 2(3.6%)

どちらでもない(n=62) 27(50.9%) 35(61.4%) 30(52.6%) 32(60.4%) 25(45.5%) 37(67.3%)

満足していない(n=23) 4(7.5%) 19(33.3%) 8(14.0%) 15(28.3%) 7(12.7%) 16(29.1%)

予約のしやすさ

満足している(n=31) 23(43.4%) 8(13.8%) 24(41.4%) 7(13.2%) 24(43.6%) 7(12.5%)

どちらでもない(n=66) 29(54.7%) 37(63.8%) 29(50.0%) 37(69.8%) 27(49.1%) 39(69.6%)

満足していない(n=14) 1(1.9%) 13(22.4%) 5(8.6%) 9(17.0%) 4(7.3%) 10(17.9%)

サービス内容の総合的な満足度

満足している(n=34) 27(50.9%) 7(12.1%) 29(50.0%) 5(9.4%) 31(56.4%) 3(5.4%)

どちらでもない(n=56) 25(47.2%) 31(53.4%) 25(43.1%) 31(58.5%) 20(36.4%) 36(64.3%)

満足していない(n=21) 1(1.9%) 20(34.5%) 4(6.9%) 17(32.1%) 4(7.3%) 17(30.4%)

独立性の検定  **：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

クロス集計の残差分析 太字 下線

1%有意 5%有意

青字:期待度数より実測度数が高い　　赤字:期待度数より実測度数が低い

10%有意

**

P<0.001 ** P<0.001 ** P<0.001 **

P<0.001 ** 0.0036 ** P<0.001

P<0.001 **

P<0.001 ** 0.0121 *

P<0.001 ** 0.1509

P<0.001 **

P<0.001 ** 0.0114 * P<0.001 **

0.0037 ** 0.1935 P<0.001 **

P<0.001 **

0.0063 ** 0.0792 †

P<0.001 ** 0.0400 *

P<0.001 **

P<0.001 ** P<0.001 ** P<0.001 **

0.0396 * 0.1804 P<0.001 **

0.0022 **

P<0.001 ** 0.0267 *

0.1317 0.2341

P<0.001 **

デマンド交通の
まちに与える価値に対する評価

P値

デマンド交通の
現在の利用価値に対する評価

P値

デマンド交通の
将来の利用価値に対する評価

P値

0.0106 * 0.0022 ** P<0.001 **
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在の利用価値」、「将来の利用価値」、「まちに与える価値」

を高く評価する。この因果関係の理由としては、5-2でデマ

ンド交通のサービスと価値の関連性が明らかになったため

である。 

(2)「現在の利用価値」の評価が高くなると、「将来の利用価

値」を高く評価する。この因果関係の理由としては、現在

から将来への時間軸があるためである。 

(3)「現在の利用価値」、「将来の利用価値」の評価が高くな

ると、「まちに与える価値」を高く評価する。この因果関係

の理由としては、利用価値といった個人の価値が「まちに

与える価値」といった全体への価値に影響すると考えたた

めである。 

以上の因果仮説を、共分散構造分析を用いて検証する。

分析に用いた潜在変数と観測変数を表-5に示す。観測変数

の選択方法については、観測変数間の相関関係で取捨選択

を行い、政策的に調整可能なサービス内容とデマンド交通

の価値向上に繋がると考えられる変数を選択し、モデルの

精度の向上を求め、探索的に行った。なお、観測変数は 5

段階評価で得られた結果を3段階評価に圧縮し、数値に変

換している。分析の結果、図-5に示すような構造モデルと

なった。パスの係数はすべて標準化している。CFIが0.940、

RMSEAが0.073と良好な精度を有している。 

図-5から「サービスの満足度」が「現在の利用価値」、「将

来の利用価値」、「まちに与える価値」といったデマンド交

通の価値に繋がっていることが明らかになった。また「現

在の利用価値」が「将来の利用価値」に対して正の影響が

あることも明らかとなった。「現在の利用価値」、「将来の利

用価値」から「まちに与える価値」のパスについては、「現

在の利用価値」から「まちに与える価値」へ有意なパスを

引くことができたが、「将来の利用価値」から「まちに与え

る価値」へ有意なパスを引くことができなかった。以上よ

り、デマンド交通のサービスとデマンド交通の多様な価値

間の関連性を示すことができ、デマンド交通のサービスの

満足度の向上がデマンド交通の利用価値やまちに与える価

値を高める可能性が示された。 

 

6．まとめ  

本研究では、デマンド交通の多様な価値や、デマンド交

通のサービスと価値の関連性を把握するために、2024年1

月にデマンド交通が導入された岡山県赤磐市赤坂地域にお

いて、2024年 12月に実施された世帯アンケート調査より

分析した。本研究で得られた結果を以下に示す。 

(1) デマンド交通の価値に関する質問を設定し、デマンド

交通のどのような価値が評価されているかを示した。

その結果として、外出機会、まちの魅力向上、まちの賑

わい創出に「そう思う」と回答した人の割合が低く、送

迎機会の減少、安心感、モビリティの向上に「そう思う」

と回答した人の割合が高いことが示された。 

(2) デマンド交通のサービスに関する質問を設定し、デマ

ンド交通のどのようなサービスが評価されているかを

示した。その結果として、運行時間、乗り継ぎに「そう

思う」と回答した人の割合が低く、運賃、移動の利便性

に「そう思う」と回答した人の割合が高いことが示され

 
図-5 デマンド交通のサービスと価値の構造モデル 

（推定結果） 

実線：有意水準1％未満
点線：有意水準5％以上

誤差変数は除く
サンプル数：152

CFI=0.940，RMSEA=0.073

移動できる目的地が
増えると思う

自動車を運転する
機会が減ると思う

地域内での外出機会
が増えると思う

.85

送迎を頼む機会が
減ると思う

.85

.72.61

現在の利用価値

.54

.25

.54

-.02

.38

.75

身近に利用できる公共交通が存在する
ことで移動に対する不安が減った

地域で住み続けたいという
考えが強くなった

将来的に利用できる公共交通が存在
することの安心感が高まった

.89

.62

.85

将来の利用価値

まちのシンボルになった

まちの魅力が向上した

まちに賑わいがでてきた

.94

.83

.86

まちに与える
価値

サービスの
満足度

運行日

始発便の時間帯

運行本数

運賃の安さ

.53

.64

.76

.56

移動範囲の広さ .31

表-5 共分散構造分析に用いた変数 

 

潜在変数 観測変数 数値

運行本数

運行日

始発便の時間帯

運賃の安さ

移動範囲の広さ

赤坂地域"内"での外出機会が増えると思う

日常生活の中で、移動できる目的地が増えると思う

自動車を運転する機会が増えると思う

家族や友人に送迎を頼む機会が減ると思う

将来的に利用できる公共交通が存在することの安心感が高まった

赤坂地域で住み続けたいという考えが強くなった

身近に利用できる公共交通が存在することで移動に対する不安が減った

デマンド型市民バスがまちのシンボルになった

まちの魅力が向上した

まちに賑わいが出てきた

サービスの満足度
　　3.満足している
　　2.どちらでもない

　　1.満足していない

現在の利用価値

　　3.そう思う
　　2.どちらでもない

　　1.そう思わない将来の利用価値

まちに与える価値
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た。 

(3) デマンド交通の3つの価値因子の因子得点の違いから、

それぞれの因子に対する評価が高い層と低い層に分類

し、その因子間やデマンド交通のサービスに対する評

価との関連についてクロス集計を行い、関連性を把握

した。 

(4) デマンド交通のサービスに対する評価がデマンド交通

の価値に繋がる構造を把握するために、共分散構造分

析を用いて意識構造モデルの構築を行った。その結果、

デマンド交通のサービスの満足度の向上がデマンド交

通の利用価値やまちに与える価値を高める可能性が示

された。 

本研究結果から、デマンド交通のサービス向上は、地域

における日常的な移動手段として機能し、地域社会の持続

可能性を向上させるとともに、その地域全体の価値の向上

にも寄与する可能性が示唆された。また、現状ではデマン

ド交通の価値の中でもまちの魅力向上や賑わい創出に関す

る項目は低く評価されていたが、サービスの満足度の向上

やそれによる現在の利用価値の向上が、まちに与える価値

の向上にもつながる可能性が示された。以上より、デマン

ド交通に関する課題を明確化するとともに、その改善方向

を示したことで、地域の交通政策やまちづくりに資する知

見となったことが本研究の社会的意義であると考える。そ

のため、これらの結果は、自治体が今後デマンド交通の導

入やサービスを考える上で参考となることが期待される。 

しかしながら、本研究において行ったアンケート調査の

サンプル数が少ないために、デマンド交通の利用者と非利

用者の比較が行えていない。また、サービスの理解度につ

いて調査できていないために、分析対象者の理解度による

比較が行えていないなど、詳細な分析が実施できていない

点を今後の課題とする。また、回答者の 90%以上が 60 歳

以上であり、高齢者の回答割合が非常に高かったため、今

後は若い世代に着目した分析も行う必要がある。 
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1．はじめに 
近年，我が国では少子化の進行に伴う学校統廃合の実施

による通学時間や通学距離の増加，徒歩通学中の交通事故・

犯罪の多発を背景に，小学生の通学手段として従来の主流

であった徒歩通学のみならず，スクールバスや家族による

送迎といった他の手段も多く用いられるようになってきて

いる．一方で，徒歩通学の機会が減少することで，身体活

動量の減少による身体的健康の低下や，通学時のアクティ

ビティや地域住民とのあいさつ等の機会の減少による精神

的健康の低下といった悪影響が生じることが指摘されてい

る 1)．また，過去の徒歩通学の経験が，将来の公共交通へ

の利用転換や歩行量増加につながる可能性も指摘されてい

る 2)．さらに，通学路は友だちや地域住民，生物といった

人々や自然との関わりの機会を提供する，生活経験を広げ

る場であり，徒歩通学は子どもの成長・発達にとって重要

な意義があるとされている 3)． 
 このように，通学手段の変化による徒歩通学の減少が子

どもに与える影響は多岐に渡るが，通学手段の実態やその

手段が選択される要因についての研究は十分であるとは言

い難く，今後の通学政策やまちづくりの在り方を検討する

上でこれらについて詳細に把握する必要があると考える．

そこで本研究では，通学手段の一つとして「家族による送

迎」に着目する．これは，小礒らの研究 4)より，小学生の通

学手段について，1987 年から 2015 年の間で自動車分担率

が最も大きく増加しており，徒歩に次ぐ割合を占めている

ことや，家族による送迎はスクールバスと異なり制度的な

制約がなく，家庭の判断によって柔軟に選択されやすい通

学手段であり，実態や背景を把握する有用性が高いと考え

られるためである．また通学について，本研究では登校時

に焦点を当てる．これは，下校時刻は学年や曜日によって

異なるうえに，学童保育や習い事などで直接帰宅しない場

合も多く，帰宅時間の個人差が大きいことから，下校時は

送迎の必要性が個人によって大きく異なるためである．こ

れに対し，登校時刻は多くの小学校で一定であることから，

登校時は時間帯という条件を統一してその影響を排除する

ことができるため，送迎行動の傾向を把握しやすいと考え

た．以上より本研究では，小学生の登校時における家族の

送迎行動に着目し，その実態及び手段が選択される要因を

明らかにするとともに，地域の実情に応じた通学環境の整

備や通学支援策の方向性を検討するための知見を得ること

を目的とする． 

2．本研究の位置づけ 
 特定の地域を対象に小学生の通学実態を調査した既往研

究として，出田ら 5)の長野市の通学支援制度適用小学校区

10校区を対象に，児童の通学実態について調査した研究が

挙げられる．また，中学生・高校生を対象とした研究もい

くつか存在する 6), 7)．しかし，これらの研究はいずれも特定

の地域を対象にしたケーススタディであり，地域に応じた

特徴や傾向については把握できていない．全国を対象に小

学生の通学実態を調査した既往研究として，小礒らの研究
3)は全国PT調査を用いて小学生の通学実態を調査しており，

先述した内容に加え，都市類型毎の比較も行っている．樋

野ら8)は全国の公立小学校に通う児童と同居する20歳から

49歳の女性を対象としてアンケート調査を実施し，全国の

小学生の通学実態を把握した．その結果，過去1週間のち

小学生の登校時における家族の送迎行動の実態に関する研究 

A study on the Actual Conditions of Family Transportation Behavior of Elementary School Students to School 

廣瀬暖*・橋本成仁**・海野遥香***・氏原岳人**・樋野公宏**** 
Ataka Hirose*, Seiji Hashimoto**, Haruka Uno***, Takehito Ujihara**, Kimihiro Hino**** 

In recent years, the means by which elementary school students commute to and from school has become increasingly 
diverse, against a backdrop of school consolidation due to the declining birthrate and the high incidence of traffic 
accidents and crimes while walking to school. In order to examine future commuting policies and community 
development, it is necessary to understand the actual situation in detail. In this study, we analyzed the transportation to 
and from school by family members as one of the means of transportation. As a result, we found that the relationship 
with neighbors and the evaluation of the walking environment are related to the transportation behavior, and that the 
actual situation differs between urban and rural areas. 
Keywords: Elementary school student, Means of commuting to school, Pick-up and drop-off behavior 

小学生，通学手段，送迎行動 
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毎日徒歩で登校・下校した児童はそれぞれ82%，67%で，

都市規模が大きいほど割合が高いことや，徒歩以外では家

族の車の割合が高いことを明らかにした．しかし，これら

の研究は通学手段や通学時間の全体像を把握しているのみ

であり，その実態について詳細な分析がなされた研究は見

受けられず，具体的な施策提案にはつながっていない． 
 以上の既往研究を踏まえ，本研究の特長は全国を対象と

したアンケート調査を用いて家族による送迎の実態を把握

するとともに，その要因についても分析することで，今後

の通学政策やまちづくりの方向性について，具体的な提案

に資する知見を得ている点とする． 
 
3．アンケート調査の概要 
 本研究では，全国を対象としてWebアンケート調査を実

施した．アンケート調査の概要を表-1に示す．調査対象者

は全国の公立小学校に通う児童と同居する20歳から50歳
の女性であり，主な調査項目は，個人属性，登校環境，近

隣住民との関係，近隣や通学路の歩行環境評価である．ま

た，本研究では通学手段のうち，家族の車・自転車による

送迎に関する設問を主に用いる．ここで本調査では，車に

よる送迎と自転車による送迎を一括して尋ねている．これ

は，両者がいずれも徒歩通学の代替となる家族主体の移動

手段として共通の役割を担っていると考えたためである．

なお，表-1 に示す条件にてスクリーニングを行った結果，

分析対象は5611サンプルとなった． 
 
4．家族による送迎行動の実態 
本章では，過去1か月の登校時における家族の車・自転

車による送迎回数について，回答者を「月 0 日(n=4414)」
「月1~5日(n=844)」「月6日以上(n=353)」の3つに分類し，

送迎回数と個人属性，登校環境，近隣住民との関係，歩行

環境評価との関連性を分析する．なお，設問では送迎回数

を「月0日(n=4414)」「月1,2日(n=556)」「月3~5日(n=288)」
「月6~10日(n=49)」「月11日以上(n=304)」の5段階にて調

査しているが，サンプル数の偏りや結果の解釈の明瞭性を

考慮して上記の3分類に統合した．特に，「月6日以上」は

週1回以上の頻度に該当するため，日常的に送迎が実施さ

れている層として一括して扱うことが妥当であると判断し

た．また，「月1~5日」は天候や家庭の都合など特定の状況

に応じて送迎が実施される層と捉えられ，日常的な送迎層

との比較対象として有効であると考えた．ただし，「月6日

以上」の中にも送迎回数にばらつきがある可能性があるた

め，この点には留意する必要がある． 
 
(1) 送迎行動と個人属性の関連性 
 本節では，送迎行動と回答者や世帯，子どもの個人属性

の関連性を明らかにするために独立性の検定及び残差分析

を行った．その結果を表-2に示す．「月0日」「月6日以上」

について残差分析の結果を整理する．「月 0 日」について

は，回答者(母親)の年齢が『40・50代』，職業が『専業主婦』，

居住地が『三大都市圏』『政令指定都市』，居住形態が『ア

パート・マンション』，大人の同居家族人数が『2人』，自動

車保有台数が『0台』『1台』，子どもの学年が『中学年以上』

である割合が統計的に有意に高いことが示された．「月6日
以上」については，回答者(母親)の年齢が『20・30代』，職

業が『フルタイム勤務』，居住地が『その他の市町村』，居

住形態が『一戸建て』，大人の同居家族人数が『1人』『3人
以上』，自動車保有台数が『2台』『3台以上』である割合が

統計的に有意に高いことが示された． 
 
(2) 送迎行動と登校環境の関連性 
 本節では，送迎行動と子どもの通学状況や他の交通手段

の利用有無といった登校環境の関連性を明らかにするため

に独立性の検定及び残差分析を行った．その結果を表-3に
示す．「月0日」「月6日以上」について残差分析の結果を

整理する．「月0日」については，小学校にスクールバスで

通う児童がいない人，登校班で登校する人，冬季(12~2 月)
に登下校の交通手段に変化がない人，徒歩通学時の所要時

間が 20 分未満である人，過去 1 か月に徒歩以外のいずれ

の交通手段も利用したことがない人，徒歩で登校する際に

表-2 送迎行動と個人属性の関連性 

 

表-1 アンケート調査の概要 

 

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

P値

20・30代 2467 42.7% 48.0% 49.9%
40・50代 3144 57.3% 52.0% 50.1%

パート・アルバイト 2235 41.4% 38.8% 39.8%
フルタイム勤務 1803 31.6% 37.8% 38.1%

専業主婦 1430 27.0% 23.5% 22.1%

三大都市圏 1958 40.1% 17.3% 11.9%
政令指定都市【三大都市圏を除く】 707 13.0% 12.4% 7.9%

中核市【三大都市圏を除く】 870 15.2% 16.8% 16.1%
その他の市町村 2912 31.7% 53.4% 64.0%

アパート・マンション 1645 32.0% 23.9% 21.2%
一戸建て 3816 68.0% 76.1% 76.7%

1人 580 9.5% 13.0% 13.9%
2人 4026 73.6% 65.9% 62.3%

3人以上 1005 16.8% 21.1% 23.8%

0台 122 14.9% 3.4% 2.9%
1台 460 53.2% 44.1% 23.5%
2台 260 26.8% 44.1% 55.9%

3台以上 53 5.1% 8.5% 20.6%

男子 439 49.4% 50.8% 38.2%
女子 456 50.6% 49.2% 64.7%

低学年 2359 41.1% 46.0% 45.0%
中学年以上 3252 58.9% 54.0% 55.0%

　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

割合が高い 1%有意 5%有意 10%有意

割合が低い 1%有意 5%有意 10%有意

独立性の検定

クロス集計の残差分析

子どもの性別

0.5965

子どもの学年

0.0148*

大人の同居家族人数（回答者含む）

<0.001**

自動車保有台数

<0.001**

居住地

<0.001**

居住形態

<0.001**

回答者（母親）の年齢

0.0013**

回答者（母親）の職業

0.0014**

調査方法 Webアンケート調査(Freeasy)

調査期間 2023/10/31~2023/11/14

回収サンプル数 6000(うち5611が分析対象)

分析対象
(スクリーニング条件)

・全国の公立小学校に通う児童と同居する20歳から50歳の女性

＜分析対象外＞
1. 「同居家族の人数」-「高校生以下の同居家族の人数」の値が負となるサンプル

2. 徒歩で登校する日は誰と一緒の日が多いかについて，「徒歩の日はなかった」

と回答しているにもかかわらず，過去1か月に徒歩以外の交通手段を利用して

いないサンプルや直近の1週間に1日以上歩いて登校したサンプル

主な質問項目 個人属性，登校環境，近隣住民との関係，歩行環境評価

調査概要
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近所の子・友だちと一緒に登校している人，親や祖父母と

一緒に登校していない人の割合が統計的に有意に高いこと

が示された．「月6日以上」については，小学校にスクール

バスで通う児童がいる人，登校班で登校しない人，冬季

(12~2 月)に登下校の交通手段に変化がある人，徒歩通学時

の所要時間が 30 分以上である人，過去 1 か月に徒歩以外

の交通手段を利用したことがある人，徒歩で登校する際に

近所の子・友だちと一緒に登校していない人，親・祖父母

や兄弟姉妹・いとこと一緒に登校している人，徒歩の日が

ない人の割合が統計的に有意に高いことが示された．  
 
(3) 送迎行動と近隣住民との関係の関連性 
本節では，送迎行動と近隣住民との関係の関連性を明ら

かにするために独立性の検定及び残差分析を行った．その

結果を表-4に示す．なお，設問は近隣住民との関係に対す

る肯定的な文言と否定的な文言を含んでいる．結果を解釈

する際は，肯定的な文言(例：『近所の人は喜んで手助けし

てくれる』『近所の人は子供を見守ってくれている』など)
に対して「そう思う」と回答した場合や否定的な文言(例：

『近所の人は信頼できない』『近所の人にだまされるかもし

れない』など)に対して「そう思わない」と回答した場合を

近隣住民との関係性に関する評価に対して肯定的な回答と

した．逆に，肯定的な文言に対して「そう思わない」と回

答した場合や否定的な文言に対して「そう思う」と回答し

た場合を近隣住民との関係性に関する評価に対して否定的

な回答であるとした．結果より，「月0日」については，ほ

とんどの項目にて近隣住民との関係に関する評価に対して

肯定的な回答の割合が統計的に有意に高い一方で，「月6日
以上」については，ほとんどの項目にて近隣住民との関係

に関する評価に対して否定的な回答の割合が統計的に有意

に高いことが示され，近隣住民との関係が弱い方が，送迎

表-3 送迎行動と登校環境の関連性 

 

表-4 送迎行動と近隣住民との関係の関連性 

 

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

P値

当てはまる 609 8.3% 18.5% 24.6%
当てはまらない 5002 91.7% 81.5% 75.4%

当てはまる 2648 50.1% 43.6% 19.8%
当てはまらない 2963 49.9% 56.4% 80.2%

当てはまる 609 8.3% 18.5% 24.6%
当てはまらない 5002 91.7% 81.5% 75.4%

10分未満 1534 31.4% 11.8% 14.2%
10分以上20分未満 2209 41.4% 34.4% 25.5%
20分以上30分未満 1097 17.7% 28.2% 21.5%

30分以上 771 9.5% 25.6% 38.8%

当てはまる 169 2.4% 5.1% 5.1%
当てはまらない 5442 97.6% 94.9% 94.9%

当てはまる 122 1.3% 6.0% 4.2%
当てはまらない 5489 98.7% 94.0% 95.8%

当てはまる 65 0.7% 3.0% 3.1%
当てはまらない 5546 99.3% 97.0% 96.9%

当てはまる 3978 75.5% 65.5% 26.1%
当てはまらない 1633 24.5% 34.5% 73.9%

当てはまる 901 15.8% 19.0% 12.5%
当てはまらない 4710 84.2% 81.0% 87.5%

当てはまる 336 4.9% 9.0% 12.5%
当てはまらない 5275 95.1% 91.0% 87.5%

当てはまる 42 0.6% 1.2% 1.7%
当てはまらない 5569 99.4% 98.8% 98.3%

当てはまる 823 14.9% 14.5% 11.9%
当てはまらない 4788 85.1% 85.5% 88.1%

当てはまる 267 1.2% 6.3% 45.0%
当てはまらない 5344 98.8% 93.7% 55.0%

　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

割合が高い 1%有意 5%有意 10%有意

割合が低い 1%有意 5%有意 10%有意

徒歩の日はなかった

<0.001**

冬季(12~2月)に登下校の交通手段に変化がある

<0.001**

徒歩登校時の所要時間

<0.001**

スクールバスで通う児童がいる

<0.001**

登校班で登校する

<0.001**

他
の
交
通
手
段
の

利
用
有
無

過去1か月にスクールバスで登校したことがある

<0.001**

過去1か月に子ども自身が運転する自転車で登校したことがある

<0.001**

過去1か月に鉄道・路線バス・タクシーで登校したことがある

<0.001**

徒
歩
で
登
校
す
る
際
に

一
緒
の
日
が
多
い
人

近所の子・友だち

<0.001**

兄弟姉妹・いとこ

0.0118*

親

<0.001**

祖父母

0.0186*

ひとり

独立性の検定

クロス集計の残差分析

0.2958

子
ど
も
の

通
学
状
況

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

P値

そう思う 2857 51.6% 52.6% 38.2%
どちらとも言えない 1757 31.6% 28.7% 33.4%

そう思わない 997 16.7% 18.7% 28.3%

そう思う 3708 67.6% 64.0% 51.8%
どちらとも言えない 1216 21.2% 23.6% 23.2%

そう思わない 687 11.2% 12.4% 24.9%

そう思う 1822 32.2% 35.7% 27.8%
どちらとも言えない 1853 33.2% 32.3% 32.9%

そう思わない 1936 34.6% 32.0% 39.4%

そう思う 670 12.6% 9.6% 8.8%
どちらとも言えない 755 13.3% 14.9% 11.9%

そう思わない 4186 74.1% 75.5% 79.3%

そう思う 1326 24.4% 22.6% 16.1%
どちらとも言えない 1941 34.4% 36.3% 32.9%

そう思わない 2344 41.2% 41.1% 51.0%

そう思う 843 13.8% 17.1% 24.9%
どちらとも言えない 2419 43.1% 43.2% 42.8%

そう思わない 2349 43.0% 39.7% 32.3%

そう思う 424 7.0% 9.0% 11.6%
どちらとも言えない 1802 32.0% 31.4% 35.4%

そう思わない 3385 61.1% 59.6% 53.0%

そう思う 3394 59.8% 64.8% 58.9%
どちらとも言えない 1321 23.4% 21.4% 30.0%

そう思わない 896 16.8% 13.7% 11.0%

そう思う 2230 39.6% 39.3% 42.8%
どちらとも言えない 2242 40.1% 38.6% 40.8%

そう思わない 1139 20.3% 22.0% 16.4%

そう思う 2298 41.5% 42.4% 30.3%
どちらとも言えない 1489 26.3% 26.8% 28.3%

そう思わない 1824 32.1% 30.8% 41.4%

そう思う 2197 39.0% 42.5% 32.6%
どちらとも言えない 1741 31.6% 28.6% 29.7%

そう思わない 1673 29.4% 28.9% 37.7%

そう思う 1346 24.2% 26.7% 15.6%
どちらとも言えない 2544 46.1% 42.4% 43.3%

そう思わない 1721 29.8% 30.9% 41.1%

そう思う 2885 51.4% 53.7% 45.9%
どちらとも言えない 1360 24.0% 25.4% 24.4%

そう思わない 1366 24.6% 21.0% 29.7%

そう思う 2910 52.6% 52.8% 40.5%
どちらとも言えない 1844 32.8% 32.5% 34.3%

そう思わない 857 14.6% 14.7% 25.2%
　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

割合が高い 1%有意 5%有意 10%有意

割合が低い 1%有意 5%有意 10%有意

近所の人は、喜んで手助けしてくれる

<0.001**

近所の人は子どもを見守ってくれている

<0.001**

近所の人間関係は密接である

0.0548†

近所の人から5000円を借りることができる

0.0171*

近所の人が問題を抱えていれば、みんなで対処することができる

<0.001**

近所の人は信頼できない

<0.001**

近所の人にだまされるかもしれない

0.0018**

顔見知りでない人もあなたに挨拶したり、あなたから挨拶したりする

<0.001**

互いに共通点のない人どうしは話さない

0.2656

クロス集計の残差分析

近所の親は、自分の子どもの友だちを知っている

<0.001**

近所の大人は、近所に住む子どもの見分けがつく

0.0024**

近所には、子どもが尊敬できる大人がいる

<0.001**

近所の親どうしは、だいたい顔見知りである

0.0196*

近所の大人は、子どもが安全でトラブルにあわないように努めてくれる

<0.001**

独立性の検定
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回数が多い傾向にあることが示唆された．この結果の解釈

として，近隣住民との関係が弱いことが，子どもを徒歩で

登校させることへの不安感や抵抗感に繋がっている可能性

があると考えられる． 
 
(4) 送迎行動と歩行環境評価との関連性 
本節では，送迎行動と近隣及び通学路の歩行環境評価の

関連性を明らかにするために独立性の検定及び残差分析を

行った．その結果を表-5に示す．なお，本節の各設問は近

隣歩行環境簡易質問紙日本語版(ANEWS 日本語版)9)を参

考に作成しており，歩行環境の安全性について「歩道・自

転車道」「交通安全」「治安」の3種類に区分している．結

果より，「月0日」については，交通安全，治安を中心に歩

行環境を高く評価している割合が統計的に有意に高い一方

で，「月6日以上」については，歩行環境を低く評価してい

る割合が統計的に有意に高いことが示され，歩行環境に対

する評価が低い方が，送迎回数が多い傾向にあることが示

唆された．この結果の解釈として，近隣や通学路の安全性

が低いことが子どもを徒歩で登校させることへの不安感や

抵抗感に繋がっている可能性があると考えられる． 
 
(5) 送迎行動の要因分析 
 本節では，前節までで関連性が見られた要素と送迎回数

との関連の強さを明らかにするために順序ロジスティック

回帰分析を行った．なお，目的変数には，過去1か月の登

表-5 送迎行動と歩行環境評価の関連性 

 

表-6 順序ロジスティック回帰分析結果 

 

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

P値

当てはまる 3293 59.3% 58.2% 52.7%
当てはまらない 2318 40.7% 41.8% 47.3%

当てはまる 2781 50.0% 48.9% 45.3%
当てはまらない 2830 50.0% 51.1% 54.7%

当てはまる 1478 26.3% 27.5% 24.6%
当てはまらない 4133 73.7% 72.5% 75.4%

当てはまる 1810 32.6% 34.0% 24.4%
当てはまらない 3801 67.4% 66.0% 75.6%

当てはまる 2731 47.5% 52.3% 54.4%
当てはまらない 2880 52.5% 47.7% 45.6%

当てはまる 1920 34.6% 34.1% 29.2%
当てはまらない 3691 65.4% 65.9% 70.8%

当てはまる 2842 48.4% 57.1% 63.5%
当てはまらない 2769 51.6% 42.9% 36.5%

当てはまる 3233 57.7% 60.2% 51.0%
当てはまらない 2378 42.3% 39.8% 49.0%

当てはまる 3744 68.0% 66.0% 52.7%
当てはまらない 1867 32.0% 34.0% 47.3%

当てはまる 1345 25.2% 20.7% 16.4%
当てはまらない 4266 74.8% 79.3% 83.6%

当てはまる 2441 44.9% 40.4% 33.1%
当てはまらない 3170 55.1% 59.6% 66.9%

当てはまる 810 14.3% 16.6% 11.6%
当てはまらない 4801 85.7% 83.4% 88.4%

当てはまる 3000 52.9% 53.4% 61.2%
当てはまらない 2611 47.1% 46.6% 38.8%

当てはまる 2056 35.0% 40.0% 49.0%
当てはまらない 3555 65.0% 60.0% 51.0%

当てはまる 2220 38.4% 41.7% 49.0%
当てはまらない 3391 61.6% 58.3% 51.0%

当てはまる 2189 37.6% 42.4% 48.7%
当てはまらない 3422 62.4% 57.6% 51.3%

当てはまる 1627 27.9% 31.9% 36.0%
当てはまらない 3984 72.1% 68.1% 64.0%

当てはまる 3353 60.0% 60.8% 53.8%
当てはまらない 2258 40.0% 39.2% 46.2%

当てはまる 2888 51.7% 53.0% 44.8%
当てはまらない 2723 48.3% 47.0% 55.2%

当てはまる 1431 24.8% 30.0% 23.8%
当てはまらない 4180 75.2% 70.0% 76.2%

当てはまる 2054 36.5% 39.2% 31.2%
当てはまらない 3557 63.5% 60.8% 68.8%

当てはまる 2620 45.3% 51.2% 53.3%
当てはまらない 2991 54.7% 48.8% 46.7%

当てはまる 2129 39.1% 36.3% 27.5%
当てはまらない 3482 60.9% 63.7% 72.5%

当てはまる 2673 45.3% 54.5% 60.3%
当てはまらない 2938 54.7% 45.5% 39.7%

当てはまる 3516 62.7% 64.2% 58.1%
当てはまらない 2095 37.3% 35.8% 41.9%

当てはまる 3875 69.7% 68.6% 61.8%
当てはまらない 1736 30.3% 31.4% 38.2%

　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

割合が高い 1%有意 5%有意 10%有意

割合が低い 1%有意 5%有意 10%有意

クロス集計の残差分析

0.0049**

通学路の歩道は，芝生，植え込み等で車道と隔てられている

0.0302*

交
通
安
全

（
通
学
路

）

通学路は交通量が多いため，子どもが歩くのが難しかったり，楽しくなかったりする

<0.001**

通学路を走る車は，ゆっくり走っている

<0.001**

通学路を走る車のほとんどは，制限速度を超えている

<0.001**

通学路を走る車のほとんどは，歩行者のいる横断歩道で止まってくれる

0.1314

通学路の交通量の多い通りには，歩行者のために横断歩道，信号機がある

0.0073**

独立性の検定

<0.001**

歩
道
・
自
転
車
道

（
通
学
路

）

通学路のほとんどの道には歩道がある

0.0585†

通学路の歩道は，ガードレールや段差で車道と区別されている

0.0269*

通学路の歩道と車道の間には駐車スペースがある

治
安

（
近
隣

）

近所の通りは、夜でも十分に明るい

<0.001**

近所では、歩行者や自転車は、家々の中から簡単に見ることができる（通りには多くの視線がある）

<0.001**

近所は犯罪率が高い

0.0620†

不審者のおそれがあるので、自宅周辺で子どもをひとりで遊ばせるのが不安だ

0.0104*

不審者のおそれがあるので、友達と一緒でも近所の公園で子どもを遊ばせるのが不安だ

<0.001**

自宅周辺を通る車は、ゆっくりと走っている

0.1145

近所を走る車のほとんどは、制限速度を超えている

<0.001**

近所を走る車のほとんどは、歩行者のいる横断歩道で止まってくれる

自宅周辺の通りは交通量が多いため、子どもが歩くのが難しかったり、楽しくなかったりする

不審者のおそれがあるので、友達と一緒でも自宅周辺で子どもを遊ばせるのが不安だ

<0.001**

不審者のおそれがあるので、友達と一緒でも近所の通りで子どもを遊ばせるのが不安だ

<0.001**

0.0036**

近所は犯罪率が高く、夜間は（誰かと一緒でも）子どもが安全に歩けない

0.0133*

近所の交通量の多い通りには、歩行者のために横断歩道、信号機がある

歩
道
・
自
転
車
道

（
近
隣

）

近所のほとんどの道には歩道がある

0.0514†

近所の歩道は、ガードレールや段差で車道と区別されている

0.2185

近所の歩道と車道の間には駐車スペースがある

0.5738

近所の歩道は、芝生、植え込み等で車道と隔てられている

0.0033**

<0.001**

交
通
安
全

（
近
隣

）

標準偏回帰
係数

オッズ比 P　値 判定

回答者（母親）の年齢 -0.0884 0.9154 0.0168 *

回答者（母親）の職業「フルタイム勤務」 0.0762 1.0792 0.0304 *

居住地「三大都市圏」 -0.1133 0.8929 0.0299 *

居住地「その他の市町村」 0.1358 1.1455 P < 0.001 **

居住形態「アパート・マンション」 -0.0950 0.9094 0.0237 *

大人の同居家族人数「2人」 -0.1591 0.8529 P < 0.001 **

自動車保有台数「2台以上」 0.2777 1.3201 P < 0.001 **

子どもの学年「低学年」 0.0986 1.1036 0.0099 **

スクールバスで通う児童がいる 0.1052 1.1109 0.0011 **

冬季(12~2月)に登下校の交通手段に変化がある 0.2826 1.3266 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「10分未満」 -0.3407 0.7113 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「20分以上30分未満」 0.2404 1.2717 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「30分以上」 0.4006 1.4927 P < 0.001 **

過去1か月に「子ども自身が運転する自転車」で

登校したことがある
0.1328 1.1420 P < 0.001 **

過去1か月に「鉄道・路線バス・タクシー」で

登校したことがある
0.0328 1.0333 0.2566

徒歩で登校する際「近所の子・友だち」と
一緒の日が多い

-0.5944 0.5519 P < 0.001 **

徒歩で登校する際「兄弟姉妹・いとこ」と
一緒の日が多い

-0.0531 0.9483 0.1380

徒歩で登校する際「親」と一緒の日が多い 0.1053 1.1110 P < 0.001 **

徒歩で登校する際「祖父母」と一緒の日が多い -0.0126 0.9875 0.6795

近所の人は子どもを見守ってくれている -0.1314 0.8769 0.0011 **

近所の人から5000円を借りることができる -0.0591 0.9426 0.1420

近所の人にだまされるかもしれない 0.0284 1.0288 0.4517

顔見知りでない人もあなたに挨拶したり，
あなたから挨拶したりする

0.0786 1.0818 0.0422 *

近所の親は，自分の子どもの友だちを知っている 0.0035 1.0035 0.9278

近所のほとんどの道には歩道がある 0.0122 1.0122 0.7638

近所を走る車のほとんどは，歩行者のいる横断歩道で
止まってくれる

0.0652 1.0674 0.0862

近所の交通量の多い通りには，歩行者のために
横断歩道，信号機がある

-0.0276 0.9728 0.4774

近所では，歩行者や自転車は，家々の中から簡単に
見ることができる(通りには多くの視線がある) -0.0393 0.9615 0.3073

近所は犯罪率が高い -0.0464 0.9547 0.2308

不審者のおそれがあるので，友だちと一緒でも
近所の公園で子どもを遊ばせるのが不安だ

0.0919 1.0963 0.0177 *

通学路の歩道と車道の間には駐車スペースがある 0.0307 1.0311 0.4372

通学路は交通量が多いため，子どもが歩くのが
難しかったり，楽しくなかったりする

0.0466 1.0477 0.2285

通学路を走る車のほとんどは，制限速度を超えている 0.1184 1.1257 0.0023 **

-1.6396 0.1941 P < 0.001 **

-3.3555 0.0349 P < 0.001 **
Cox-Snell MaFadden

0.1960 0.1684

**

n=5611　 　†：P<0.10　*：P<0.05　**：P<0.01

定数項（登校送迎月0日=1)

説明変数

個
人
属
性

登
校
環
境

近
隣
住
民
と
の
関
係

歩
行
環
境
評
価

回帰式の有意性 P < 0.001

定数項（登校送迎月1~5日=2）

決定係数
Nagelkerke

0.2699
判別的中率 79.26%
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校時における家族の車・自転車による送迎回数について「月

0 日(=1)」「月1~5 日(=2)」「月6 日以上(=3)」の3 カテゴリ

を用い，説明変数には前節までで関連性の見られた項目に

ついて標準化を行った上で用いている．また，多重共線性

を考慮して，説明変数同士の相関係数が|0.35|よりも大きい

場合，目的変数との相関係数が大きい説明変数を採用して

いる．分析結果を表-6に示す．まず，個人属性に着目する

と，回答者(母親)の職業や大人の同居家族人数，自動車保有

台数といった家庭における送迎のしやすさと関係があると

考えられる変数が送迎回数と関連があることが示された．

また，居住地に関する変数も送迎回数と関連しており，三

大都市圏に居住している場合送迎回数が少なくなり，その

他の市町村に居住している場合送迎回数が多くなることが

示された．この結果の解釈として，居住地によって小学校

の配置のされ方や公共交通の充実度が異なり，通学利便性

が大きく異なっている可能性が考えられる．登校環境に着

目すると，徒歩で登校する際に近所の子・友だちと一緒に

登校するかどうかが送迎回数と最も強く関連していること

が示された．また，徒歩通学時の所要時間が長い方が，送

迎回数が多くなる傾向にあることが示された．さらに，冬

季(12~2 月)に登下校の交通手段に変化がある人は送迎回数

が多い傾向にあることが示され，気象条件も送迎回数と関

連がある可能性が示唆された．近隣住民との関係に着目す

ると，『近所の人は子どもを見守ってくれている』に対して

そう思うかどうかが送迎回数と強く関連していることが示

された．歩行環境評価に着目すると，交通安全や治安に関

する変数が送迎回数と関連があることが示された． 
 
5．地域別にみた家族による送迎行動の実態 
前節では，全国的な送迎行動の実態について把握を行っ

た．本節では，三大都市圏及び政令指定都市を「都市部」，

その他の市町村を「地方部」と定義して，都市部と地方部

の傾向を比較することで，地域別の送迎行動の実態を把握

する．なお本章では，過去1か月に通学手段としてスクー

ルバスや子どもが運転する自転車，鉄道・路線バス・タク 
 

シーの利用経験がなく，徒歩での通学経験がある人に限定

して分析を行う．これは，送迎の有無と通学手段の関係を

明確にするとともに，徒歩通学の機会が減少しているとい

う現状を踏まえてより有益な知見を得るためである．また，

スクールバスや公共交通等による通学が日常的に選択され

ている層においては，そもそも送迎という選択肢が生じに

くいためである．以上より，本章における分析対象は4311
サンプルとなった． 
  
(1) 地域別の送迎行動と個人属性の関連性 
 本節では，地域別に送迎行動と個人属性の関連性を明ら

かにするために独立性の検定及び残差分析を行った．その

結果を表-7に示す．なお，表には都市部，地方部のどちら

かで有意差の見られた項目のみ記載している．結果より，

有意差の見られた項目についてはいずれも表-2と同様の傾

向であった．また，回答者(母親)の職業，居住形態について

は都市部のみ有意差が見られ，都市部の方が送迎行動と個

人属性との関連性が深い可能性が示唆された．この結果の

解釈として，都市部は地方部よりも通学利便性の水準が全

体的に高く，環境的な側面よりも個人属性に左右されやす

い可能性が考えられる． 
 
(2) 地域別の送迎行動と登校環境の関連性 
 本節では，地域別に送迎行動と登校環境の関連性を明ら

かにするために独立性の検定及び残差分析を行った．その

結果を表-8に示す．なお，表には都市部，地方部のどちら

かで有意差の見られた項目のみ記載している．また，灰色

で塗りつぶした項目については，期待度数が1未満のセル 
 

表-7 地域別の送迎行動と個人属性の関連性 

 

表-8 地域別の送迎行動と登校環境の関連性 

 

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

パート・アルバイト 933 38.7% 30.0% 19.4% 763 44.6% 41.2% 46.4%
フルタイム勤務 740 28.9% 36.7% 54.8% 621 34.9% 39.3% 34.8%

専業主婦 800 32.3% 33.3% 25.8% 350 20.5% 19.5% 18.8%

1人 224 8.3% 13.3% 22.6% 208 10.6% 13.8% 16.4%
2人 1931 77.4% 67.1% 64.5% 1223 70.2% 66.4% 59.5%

3人以上 375 14.4% 19.5% 16.1% 350 19.2% 19.8% 24.1%

アパート・マンション 970 40.0% 30.9% 38.7% 359 20.3% 21.6% 22.3%
一戸建て 1503 60.0% 69.1% 61.3% 1373 79.7% 78.4% 75.9%

0台 334 13.9% 6.7% 6.5% 42 2.6% 1.3% 2.6%
1台 1411 56.9% 43.3% 54.8% 447 26.4% 20.6% 25.0%
2台 674 25.0% 43.3% 32.3% 1055 58.6% 64.0% 50.9%

3台以上 111 4.1% 6.7% 9.7% 237 12.4% 14.0% 21.6%
独立性の検定 　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

クロス集計の残差分析 1%有意 5%有意 10%有意
1%有意 5%有意 10%有意

大人の同居家族人数
（回答者含む）

居住形態

自動車保有台数

回答者（母親）の職業 P=0.0016** P=0.5973

都市部（三大都市圏・政令指定都市） 地方部（その他の市町村）

割合が高い

割合が低い

P<0.001** P=0.0835†

P=0.0386* P=0.7522

P<0.001** P=0.0140*

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

当てはまる 54 1.8% 5.2% 3.1% 306 14.6% 23.5% 25.0%
当てはまらない 2476 98.2% 94.8% 96.9% 1475 85.4% 76.5% 75.0%

当てはまる 1020 41.0% 37.1% 15.6% 1028 63.1% 48.1% 29.3%
当てはまらない 1510 59.0% 62.9% 84.4% 753 36.9% 51.9% 70.7%

当てはまる 90 2.8% 11.0% 12.5% 161 4.8% 18.0% 26.7%
当てはまらない 2440 97.2% 89.0% 87.5% 1620 95.2% 82.0% 73.3%

10分未満 861 36.1% 13.8% 18.8% 364 24.0% 9.3% 17.2%
10分以上20分未満 1125 44.8% 43.3% 28.1% 664 39.9% 31.0% 28.4%
20分以上30分未満 388 14.2% 25.7% 28.1% 438 22.8% 30.7% 24.1%

30分以上 156 4.9% 17.1% 25.0% 315 13.2% 29.1% 30.2%

当てはまる 1840 73.3% 69.5% 53.1% 1388 83.0% 70.4% 46.6%
当てはまらない 690 26.7% 30.5% 46.9% 393 17.0% 29.6% 53.4%

当てはまる 159 5.5% 13.3% 18.8% 95 3.3% 7.1% 22.4%
当てはまらない 2371 94.5% 86.7% 81.3% 1686 96.7% 92.9% 77.6%

当てはまる 10 0.3% 1.0% 0.0% 18 0.8% 1.1% 3.4%
当てはまらない 2520 99.7% 99.0% 100.0% 1763 99.2% 98.9% 96.6%

当てはまる 449 17.8% 16.2% 21.9% 217 10.5% 14.6% 23.3%
当てはまらない 2081 82.2% 83.8% 78.1% 1564 89.5% 85.4% 76.7%

独立性の検定 　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

クロス集計の残差分析 1%有意 5%有意 10%有意
1%有意 5%有意 10%有意

※灰色の塗りつぶしの項目は期待度数が1未満のセルが存在し，カイ二乗値が歪むため分析結果を

有効なものとして許容できないと判断

スクールバスで通う児童
がいる

P<0.001**

割合が高い

割合が低い

徒
歩
で
登
校
す
る
際
に

一
緒
の
日
が
多
い
人

P=0.0217* P<0.001**

P<0.001** P<0.001**

P=0.3861 P=0.0224*

P=0.6930ひとり

祖父母

親

近所の子・友だち

P<0.001** P<0.001**徒歩通学時の所要時間

冬季(12~2月)に登下校の

交通手段に変化がある

登校班で登校する

P=0.0045** P<0.001**

P=0.0092** P<0.001**

P<0.001** P<0.001**

都市部（三大都市圏・政令指定都市） 地方部（その他の市町村）

子
ど
も
の
通
学
状
況

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-904-



が存在し，カイ二乗値が歪むため分析結果を有効なものと

して許容できないと判断し，除去している．結果より，有

意差の見られた項目についてはいずれも表-3と同様の傾向

であった．また，徒歩で登校する際にひとりの日が多いか

どうかについては地方部でのみ統計的な有意差が見られた． 
 
(3) 地域別の送迎行動と近隣住民との関係の関連性 
本節では，地域別に送迎行動と近隣住民との関係の関連

性を明らかにするために独立性の検定及び残差分析を行っ

た．その結果を表-9に示す．なお，表には都市部，地方部

のどちらかで有意差の見られた項目のみ記載している．結

果より，有意差の見られた項目についてはいずれも表-4と
同様の傾向であり，近隣住民との関係が弱い方が，送迎回

数が多い傾向にあることが示唆された．また，都市部と地

方部で有意差のある項目に一部違いが見られた．具体的に

は，『顔見知りでない人もあなたに挨拶したり，あなたから

挨拶したりする』『近所の親は自分の子どもの友だちを知っ

ている』については都市部でのみ有意差が見られた．一方

で，『近所の人は子どもを見守ってくれている』『近所の人

間関係は密接である』『近所の大人は，子どもが安全でトラ

ブルにあわないように努めてくれる』については地方部で

のみ有意差がみられた． 
 
(4) 地域別の送迎行動と歩行環境評価の関連性 
 本節では，地域別に送迎行動と歩行環境評価の関連性を

明らかにするために独立性の検定及び残差分析を行った．

その結果を表-10に示す．なお，表には都市部，地方部のど

ちらかで有意差の見られた項目のみ記載している．結果よ

り，有意差の見られた項目についてはいずれも表-5と同様

の傾向であり，歩行環境に対する評価が低い方が，送迎回

数が多い傾向にあることが示唆された．また，治安(近隣)に
関する項目について，都市部においては有意差の見られた

項目は2つであった一方で，地方部においては全ての項目

で有意差が見られ，地方部の方が送迎行動と治安(近隣)に
対する評価との関連性が深い可能性が示唆された． 
 
(5) 地域別の送迎行動の要因分析 
本節では，地域別に前節までで関連性が見られた要素と送

迎回数との関連の強さを明らかにするために順序ロジステ

ィック回帰分析を行った．目的変数には，過去1か月の登

校時における家族の車・自転車による送迎回数について「月

0 日(=1)」「月1~5 日(=2)」「月6 日以上(=3)」の3 カテゴリ

を用い，説明変数には前節までで関連性の見られた項目に

ついて標準化を行った上で用いている．また，多重共線性

を考慮して，説明変数同士の相関係数が|0.35|よりも大きい

場合，目的変数との相関係数が大きい説明変数を採用して

いる．都市部の分析結果を表-11に，地方部の分析結果を表

-12に示す．まず，個人属性に着目すると，都市部では回答

者(母親)の職業，大人の同居家族人数，自動車保有台数が有

意な変数として示された一方で，地方部では自動車保有台

数のみが有意な変数として示された．次に，登校環境に着

目すると，都市部，地方部のどちらにおいても冬季(12~2月)
に交通手段が変化するかどうかや徒歩通学時の所要時間， 
 

表-9 地域別の送迎行動と近隣住民との関係の関連性 

 

表-10 地域別の送迎行動と歩行環境評価の関連性 

 

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

そう思う 2288 90.5% 92.1% 87.4% 900 51.4% 50.5% 41.4%
どちらとも言えない 210 8.6% 6.7% 10.1% 593 33.3% 33.1% 33.6%

そう思わない 32 0.9% 1.2% 2.5% 288 15.3% 16.4% 25.0%

そう思う 1692 67.3% 64.3% 53.1% 1195 69.1% 64.3% 54.3%
どちらとも言えない 547 21.5% 23.3% 21.9% 386 21.1% 23.0% 24.1%

そう思わない 291 11.2% 12.4% 25.0% 200 9.9% 12.7% 21.6%

そう思う 779 30.3% 35.7% 34.4% 615 36.0% 33.6% 21.6%
どちらとも言えない 826 33.2% 28.6% 18.8% 618 34.0% 36.5% 36.2%

そう思わない 925 36.5% 35.7% 46.9% 548 30.0% 29.9% 42.2%

そう思う 347 13.2% 16.7% 31.3% 1287 66.4% 71.1% 75.6%
どちらとも言えない 1100 43.8% 40.0% 43.8% 378 22.5% 22.0% 19.9%

そう思わない 1083 43.0% 43.3% 25.0% 116 11.1% 6.9% 4.5%

そう思う 1421 55.3% 64.3% 62.5% 1160 65.5% 65.6% 59.5%
どちらとも言えない 608 24.3% 20.0% 28.1% 406 22.4% 22.0% 30.2%

そう思わない 501 20.3% 15.7% 9.4% 215 12.1% 12.4% 10.3%

そう思う 1032 40.9% 41.0% 34.4% 759 42.7% 43.4% 38.8%
どちらとも言えない 666 26.2% 29.5% 12.5% 472 26.9% 25.1% 26.7%

そう思わない 832 32.9% 29.5% 53.1% 550 30.4% 31.5% 34.5%

そう思う 621 24.5% 26.2% 18.8% 427 24.1% 25.9% 16.4%
どちらとも言えない 1142 45.5% 43.3% 28.1% 824 47.2% 43.9% 43.1%

そう思わない 767 30.0% 30.5% 53.1% 530 28.7% 30.2% 40.5%

そう思う 1283 50.7% 52.4% 37.5% 952 55.0% 51.9% 41.4%
どちらとも言えない 858 34.2% 30.5% 37.5% 578 31.7% 34.4% 34.5%

そう思わない 389 15.1% 17.1% 25.0% 251 13.3% 13.8% 24.1%
独立性の検定 　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

クロス集計の残差分析 1%有意 5%有意 10%有意
1%有意 5%有意 10%有意

近所の人間関係は密接である

近所の人は子どもを見守ってくれている

近所の人は喜んで手助けしてくれる

近所の大人は，子どもが安全でトラブルに
あわないように努めてくれる

近所には、子どもが尊敬できる大人がいる

近所の親は、自分の子どもの友だちを
知っている

顔見知りでない人もあなたに挨拶したり、
あなたから挨拶したりする

近所の人は信頼できない

都市部（三大都市圏・政令指定都市） 地方部（その他の市町村）

P=0.0732† P=0.4165

P=0.0174* P=0.0017**

P=0.0204* P=0.0810✝

P=0.1442 P<0.001**

P=0.1891 P=0.0144*

P=0.3305 P=0.0084**

割合が高い

割合が低い

P=0.0851† P=0.8388

P=0.0738† P=0.0517†

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

n 登校送迎
月0日

登校送迎
月1~5日

登校送迎
月6日以上

当てはまる 868 34.6% 32.9% 25.0% 517 28.7% 32.5% 20.7%
当てはまらない 1662 65.4% 67.1% 75.0% 1264 71.3% 67.5% 79.3%

当てはまる 1130 43.8% 48.6% 78.1% 976 52.8% 60.1% 59.5%
当てはまらない 1400 56.2% 51.4% 21.9% 805 47.2% 39.9% 40.5%

当てはまる 1453 56.8% 64.8% 56.3% 1043 58.7% 58.5% 56.9%
当てはまらない 1077 43.2% 35.2% 43.8% 738 41.3% 41.5% 43.1%

当てはまる 1822 71.9% 76.7% 53.1% 1127 64.3% 63.5% 51.7%
当てはまらない 708 28.1% 23.3% 46.9% 654 35.7% 36.5% 48.3%

当てはまる 1193 47.5% 45.7% 34.4% 712 41.3% 38.1% 31.0%
当てはまらない 1337 52.5% 54.3% 65.6% 1069 58.7% 61.9% 69.0%

当てはまる 1392 54.5% 59.0% 68.8% 888 48.6% 50.5% 61.2%
当てはまらない 1138 45.5% 41.0% 31.3% 893 51.4% 49.5% 38.8%

当てはまる 941 36.5% 42.4% 50.0% 608 32.1% 37.8% 44.8%
当てはまらない 1589 63.5% 57.6% 50.0% 1173 67.9% 62.2% 55.2%

当てはまる 1025 40.2% 43.3% 46.9% 658 35.0% 41.0% 45.7%
当てはまらない 1505 59.8% 56.7% 53.1% 1123 65.0% 59.0% 54.3%

当てはまる 986 38.6% 41.4% 50.0% 663 34.9% 42.9% 44.8%
当てはまらない 1544 61.4% 58.6% 50.0% 1118 65.1% 57.1% 55.2%

当てはまる 756 29.3% 33.8% 46.9% 464 24.2% 28.0% 39.7%
当てはまらない 1774 70.7% 66.2% 53.1% 1317 75.8% 72.0% 60.3%

当てはまる 1582 62.0% 69.5% 53.1% 1045 58.7% 59.3% 56.0%
当てはまらない 948 38.0% 30.5% 46.9% 736 41.3% 40.7% 44.0%

当てはまる 680 26.2% 34.3% 28.1% 401 21.4% 27.0% 19.8%
当てはまらない 1850 73.8% 65.7% 71.9% 1380 78.6% 73.0% 80.2%

当てはまる 1194 46.9% 46.2% 71.9% 768 41.2% 49.2% 44.8%
当てはまらない 1336 53.1% 53.8% 28.1% 1013 58.8% 50.8% 55.2%

当てはまる 1058 41.1% 45.7% 65.6% 913 48.9% 57.1% 58.6%
当てはまらない 1472 58.9% 54.3% 34.4% 868 51.1% 42.9% 41.4%

当てはまる 1833 72.3% 75.2% 65.6% 1218 69.5% 67.7% 57.8%
当てはまらない 697 27.7% 24.8% 34.4% 563 30.5% 32.3% 42.2%

独立性の検定 　**：1%有意　*：5%有意　†：10%有意

クロス集計の残差分析 1%有意 5%有意 10%有意
1%有意 5%有意 10%有意

近所の歩道は，芝生，植え込み等で車道と
隔てられている

都市部（三大都市圏・政令指定都市） 地方部（その他の市町村）

歩
道
・

自
転
車
道

（
近
隣

）

P=0.4731 P=0.0445*

P=0.0188* P=0.0273*

治
安

（
近
隣

）

P=0.3070 P=0.0667✝

P=0.1283 P=0.0332*

P=0.0786† P=0.0050**

P=0.5105

交
通
安
全

（
通
学
路

）

P<0.001** P=0.0268*

P=0.0805† P=0.9272

近所を走る車のほとんどは，制限速度を
超えている

近所を走る車のほとんどは，歩行者のいる
横断歩道で止まってくれる

近所の交通量の多い通りには，歩行者のために
横断歩道，信号機がある

近所では，歩行者や自転車は，家々の中から簡単
に見ることができる(通りには多くの視線がある)

不審者のおそれがあるので、自宅周辺で子どもを
ひとりで遊ばせるのが不安だ

不審者のおそれがあるので、友達と一緒でも
自宅周辺で子どもを遊ばせるのが不安だ

不審者のおそれがあるので、友達と一緒でも
近所の通りで子どもを遊ばせるのが不安だ

不審者のおそれがあるので、友達と一緒でも
近所の公園で子どもを遊ばせるのが不安だ

近所は犯罪率が高く、夜間は（誰かと一緒でも）
子どもが安全に歩けない

P=0.0132*

P=0.3154 P=0.0041**

P=0.0418* P<0.001**

歩
道
・
自
転
車
道

（
通
学
路

）

P=0.0537† P=0.8232

P=0.0396* P=0.0592†

通学路のほとんどの道には歩道がある

通学路の歩道と車道の間には駐車スペースが
ある

割合が高い

割合が低い

交
通
安
全

（
通
学
路

）

P=0.0186* P=0.0200*

P=0.0100** P=0.0048**

P=0.4507 P=0.0312*

通学路は交通量が多いため，子どもが歩くのが
難しかったり，楽しくなかったりする

通学路を走る車のほとんどは，制限速度を
超えている

通学路の交通量の多い通りには，歩行者のために
横断歩道，信号機がある
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徒歩で登校する際の同伴者に関する項目が有意な変数とし

て示された．標準偏回帰係数に着目すると，都市部では『徒

歩通学時の所要時間「10 分未満」』が送迎回数に最も強く

関連している一方で，地方部では『徒歩で登校する際「近

所の子・友だち」と一緒の日が多い』が最も強く関連して

いることが示されたことから，都市部では利便性(短時間で

の通学)が，地方部では安全性(同伴者の存在)が重視される

可能性が示唆された．続いて，近隣住民との関係に着目す

ると，都市部では近所の人を信頼できるかどうかが，地方

部では近所の人が子どもを見守ってくれているかどうかが

送迎回数と関連していることが示された．これより，都市

部では住民同士での信頼関係の醸成が，地方部では地域ぐ

るみでの見守り活動の推進等が，送迎に頼らない通学環境

の整備に繋がると考えられる．最後に，歩行環境評価に着

目すると， どちらも交通安全に対する評価が送迎回数と関

連していることが示された． 
 
6．おわりに 
 本研究では，小学生の登校時における家族の送迎行動に

着目し，その実態及び手段が選択される要因を個人属性，

登校環境，近隣住民との関係，歩行環境評価の観点から明

らかにした．得られた成果を以下に示す． 
 個人属性について，回答者(母親)の職業や大人の同居

家族人数，自動車保有台数といった家庭における送迎

のしやすさと関係があると考えられる変数が送迎回

数と強く関連していることが示された．また，都市部

と地方部の比較においては，都市部の方が有意差の見

られた変数が多かったことから，より個人属性との関

連性が深い可能性が示唆された． 
 登校環境について，徒歩通学時の所要時間や徒歩で登

校する際の同伴者に関する変数が送迎回数と強く関

連していることが示された．また，冬季(12~2月)に交

通手段が変化するかどうかも送迎回数と関連してお

り，送迎行動は気候条件にも左右される可能性が示唆

された．さらに，地方部においては，徒歩で登校する

際にひとりの日が多いかどうかについても送迎回数

と関連性があることが示された． 
 近隣住民との関係について，近隣住民との関係が弱い

方が，送迎回数が多い傾向にあることが示唆された．

また，都市部と地方部で有意差のある項目に一部違い

が見られた．具体的には，『顔見知りでない人もあな

たに挨拶したり，あなたから挨拶したりする』『近所

の親は自分の子どもの友だちを知っている』について

は都市部でのみ有意差が見られた．一方で，『近所の

人は子どもを見守ってくれている』『近所の人間関係

は密接である』『近所の大人は，子どもが安全でトラ

ブルにあわないように努めてくれる』については地方

部でのみ有意差がみられた． 
 歩行環境評価について，歩行環境に対する評価が低い

方が，送迎回数が多い傾向にあることが示唆された．

また，都市部と地方部の比較においては，地方部の方

がより治安(近隣)に対する評価との関連性が深いこ

ことが示唆された． 

表-11 順序ロジスティック回帰分析結果(都市部) 

  

表-12 順序ロジスティック回帰分析結果(地方部) 

  

標準偏回帰
係数

オッズ比 P　値 判定

回答者（母親）の職業「フルタイム勤務」 0.1603 1.1738 0.0192 *

居住形態「アパート・マンション」 -0.1081 0.8975 0.1775

大人の同居家族人数「2人」 -0.2577 0.7728 P < 0.001 **

自動車保有台数「2台以上」 0.2561 1.2918 P < 0.001 **

冬季(12~2月)に登下校の交通手段に変化がある 0.2176 1.2431 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「10分未満」 -0.3807 0.6834 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「20分以上30分未満」 0.2591 1.2958 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「30分以上」 0.3680 1.4449 P < 0.001 **

徒歩で登校する際「近所の子・友だち」と
一緒の日が多い

-0.2398 0.7868 0.0013 **

徒歩で登校する際「親」と一緒の日が多い 0.2189 1.2447 P < 0.001 **

近所の人は信頼できない 0.1417 1.1523 0.0560 †

顔見知りでない人もあなたに挨拶したり，
あなたから挨拶したりする

0.1071 1.1130 0.1631

近所の親は，自分の子どもの友だちを知っている -0.0355 0.9651 0.6373

近所を走る車のほとんどは，制限速度を超えている 0.1270 1.1354 0.0903 †

近所を走る車のほとんどは，歩行者のいる横断歩道で
止まってくれる

0.1852 1.2034 0.0133 *

近所の交通量の多い通りには，歩行者のために
横断歩道，信号機がある

0.0696 1.0721 0.3736

不審者のおそれがあるので，友だちと一緒でも
自宅周辺で子どもを遊ばせるのが不安だ

0.0331 1.0337 0.6574

通学路のほとんどの道には歩道がある -0.0041 0.9960 0.9621

通学路の歩道と車道の間には駐車スペースがある 0.1381 1.1481 0.0755 †

通学路は交通量が多いため，子どもが歩くのが
難しかったり，楽しくなかったりする

0.0214 1.0216 0.7770

-2.6375 0.0715 P < 0.001 **

-4.9017 0.0074 P < 0.001 **
Cox-Snell MaFadden

0.0850 0.1259

**

n=2530　 　†：P<0.10　*：P<0.05　**：P<0.01
回帰式の有意性 P < 0.001

定数項（登校送迎月1~5日=2）

決定係数
Nagelkerke

0.1679
判別的中率 90.47%

説明変数

個
人
属
性

登
校
環
境

近
隣
住
民
と
の

関
係

歩
行
環
境
評
価

定数項（登校送迎月0日=1)

標準偏回帰
係数

オッズ比 P　値 判定

大人の同居家族人数「2人」 -0.0697 0.9326 0.2165

自動車保有台数「2台以上」 0.1213 1.1289 0.0439 *

スクールバスで通う児童がいる 0.2048 1.2273 P < 0.001 **

冬季(12~2月)に登下校の交通手段に変化がある 0.3597 1.4329 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「10分未満」 -0.2730 0.7611 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「20分以上30分未満」 0.2642 1.3024 P < 0.001 **

徒歩通学時の所要時間「30分以上」 0.4199 1.5218 P < 0.001 **

徒歩で登校する際「近所の子・友だち」と
一緒の日が多い

-0.4745 0.6222 P < 0.001 **

徒歩で登校する際「親」と一緒の日が多い 0.2185 1.2442 P < 0.001 **

徒歩で登校する際「祖父母」と一緒の日が多い 0.0007 1.0007 0.9891

近隣住民
との関係

近所の人は子どもを見守ってくれている -0.1224 0.8848 0.0316 *

近所の交通量の多い通りには，歩行者のために
横断歩道，信号機がある

-0.0808 0.9223 0.1823

近所では，歩行者や自転車は，家々の中から簡単に
見ることができる(通りには多くの視線がある)

-0.0112 0.9889 0.8541

不審者のおそれがあるので，友だちと一緒でも
近所の公園で子どもを遊ばせるのが不安だ

0.0807 1.0841 0.1750

通学路の歩道と車道の間には駐車スペースがある 0.1094 1.1156 0.0586 †

通学路は交通量が多いため，子どもが歩くのが
難しかったり，楽しくなかったりする

0.0109 1.0109 0.8576

通学路を走る車のほとんどは，制限速度を
超えている

0.1293 1.1380 0.0323 *

-1.1278 0.3238 P < 0.001 **

-3.1305 0.0437 P < 0.001 **
Cox-Snell MaFadden

0.1718 0.1271

**

n=1781　 　†：P<0.10　*：P<0.05　**：P<0.01

決定係数
Nagelkerke

0.2222
判別的中率 74.00%

回帰式の有意性 P < 0.001

説明変数

個人属性

登校環境

歩行環境
評価

定数項（登校送迎月0日=1)

定数項（登校送迎月1~5日=2）
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 以上より，家族による送迎行動の実態及び要因が明らか

になり，通学手段が従来の徒歩中心から変化してきている

中で，今後の通学政策やまちづくりに資する知見を得るこ

とができた点に本研究の社会的意義があると考える．例え

ば，近隣住民との関係や歩行環境に対する評価が送迎回数

と関連していることが示されたため，地域による見守り活

動の充実や地域住民間の信頼関係を育む交流機会の創出等

による近隣住民との関係の向上，交通安全対策や防犯対策

の実施による歩行環境の整備が，家族が子どもを安心して

徒歩通学させられるような環境の形成に繋がる可能性があ

ると考えられる．また，都市部と地方部の比較においては，

地方部でのみ有意差の見られた項目が多く見受けられた．

具体的には，「徒歩で登校する際にひとりの日が多いか」や

「近所の人は子どもを見守ってくれていると思うか」，「近

所では，歩行者や自転車は，家々の中から簡単に見ること

ができるかどうか」など，監視の目の存在による防犯面の

安全性に関する設問において，地方部でのみ有意差の見ら

れる傾向にあった．これは，地方部では都市部に比べて周

辺の歩行者量や交通量が少なく，日常的に子どもを見守る

目が限定的であるため，防犯面の安全性が送迎行動により

強く影響している可能性を示唆している．以上より，地方

部においては登校班の積極的な導入等によって子どもがひ

とりで登校する状況を防ぐことや，常に地域住民が子ども

を見守ることのできる体制を構築することなど，防犯面を

中心に安全対策をより重点的に実施することも効果的であ

るだろう．一方で，地方部においてはその中でも地域によ

って通学状況が大きく異なることも考えられる．具体的に，

過疎化の進行する地域等においては小学校までの距離が遠

く，他の交通手段も整備されていないために家族による送

迎を選択せざるを得ない状況も存在すると想定される．こ

ういった層に対して徒歩通学を促進させることには限界が

ある一方で，日々の送迎は家庭にとっても負担となってい

る可能性がある．そのため，このような地域においては，

スクールバス制度の積極的な導入等によって通学手段を確

保することで，送迎に依存しすぎない環境を整備していく

など，地域の実情に応じた柔軟な通学支援策を検討してい

く必要性があると考える． 
最後に本研究の課題として以下の3点を挙げる． 

1) 本研究では，送迎行動の要因をアンケート調査に基づ

く主観的評価によって把握したが，今後は回答者の居

住地域における小学校配置や公共交通の充実度，気候

条件，土地利用状況等の地域特性を客観的指標として

取り入れた分析も実施することで，送迎行動の要因を

多面的に把握していく必要があると考える． 
2) また，本研究では，多様化する通学手段の一つとして

「家族による送迎」に着目したが，スクールバスや公

共交通など，他の通学手段の実態についても明らかに

するとともに，各手段の選択要因を包括的に分析する

ことで，更なる知見を蓄積する必要があると考える． 
3) 最後に，本研究では家族による送迎と関連のある要素

を明らかにしたが，明確な因果推論にまでは至ってい

ない．今後，特定の地域を対象に継続的な調査を実施

し，因果関係を分析していくことも必要だと考える． 
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1．はじめに

地方都市における自動車依存は顕著であり、公共交通の

衰退、中心市街地の衰退など、様々な都市問題の原因とな

っている。そのため、地方公共団体は過度な自動車依存か

ら脱却するために公共交通の維持・再編に取り組んでいる。 

このような中、宇都宮市は、東西の基幹公共交通として、

LRT（Light Rail Transit）の導入を決め、2023年8月26日に

宇都宮ライトレール（以下、宇都宮LRT）が開業した。開

業から 3 か月の利用者数は予測値の約 1.3 倍、特に土休日

は予測値のおよそ 2 倍であり 1)、多くの人に利用されてい

ることがわかる。 

ここで、宇都宮 LRT の開業により、他の交通手段から

LRTへの転換が起こり、多様な人の交通行動が変化したと

想定される。LRTの導入の効果を適正に評価するためには、

この多様な人の交通行動の変化を把握することが重要であ

る。そこで、本研究では既存研究や宇都宮市の調査で分析

事例が少ない子育て世帯に着目して、交通行動の変化を分

析する。子育て世帯は、子どもの世話による時間制約が強

く、特に地方都市では子どもの通学・習い事などによる送

迎や日常的な私事目的の外出において自動車への依存度が

高いことから、LRT の導入による交通行動の変化を把握す

る意義は大きい。 

本研究の目的は、独自のアンケート調査にもとづき、宇

都宮LRT導入による、子育て世帯の交通行動、特に自動車

送迎の変化を明らかにすることである。具体的には、宇都

宮 LRT 導入前後の子どもの私事目的および親の飲酒目的

外出の交通手段の変化、自動車送迎頻度の変化などを、子

どもの学年や居住地による違いに着目して明らかにする。

ここで、地方都市では公共交通のサービス水準が低いため、

一般に子どもの私事目的外出は自動車送迎の割合が高いこ

と 2) が示されている。また、親の飲酒目的外出は、自動車

で来訪した場合、帰路においては運転代行の利用や、駐車

場に車両を留置したままタクシー等で帰宅し、翌日に車両

を回収する行動が必要となる。そのため、配偶者の自動車

送迎に頼る世帯がある。これらの交通行動は、LRTへ転換

する可能性が高いと考え、本研究の分析対象とした。 

研究の手順は以下の通りである。最初に、既存研究を整

理し、本研究の特徴を述べる（第 2章）。次にLRT導入に

よる子育て世帯の交通行動の変化に関するアンケート調査

の概要を示す（第3章）。続いて、アンケート調査の結果か

ら、LRT導入による子どもの私事目的外出の交通行動の変

化と（第 4 章）、LRT 導入による親の飲酒目的外出の交通

行動の変化を明らかにする（第5章）。最後に、結論と今後

の課題を述べる（第6章）。 

2．既存研究の整理と本研究の特徴 

これまでに、LRTの導入効果に関する研究はいくつかみ

られる。望月ら 3) は、富山市を対象に、LRT導入が交通行

動に与えた影響を分析した。結果として、私事目的の移動

が増加したこと、交通弱者の活動が増加したことなどを明

らかにしている。松中 4) らは、フランスのミュールーズ市

と富山市を対象に、アンケート調査を通じて、LRT導入が

交通手段選択や都市のイメージに与える影響を分析した。

結果として、LRT沿線に居住する人は公共交通を選択する

意向が大きくなること、賑わいの評価が向上することなど

を明らかにしている。松田・小谷 5) は富山市と堺市を対象

に、アンケート調査を通じて、LRT導入効果に対する利用

者の意識構造を分析した。結果として、利用者は、利便性、

快適性、バリアフリーの向上を評価していることを明らか

にしている。宇都宮 LRT を対象にした研究として、宇都

LRT導入による子育て世帯の自動車送迎の変化に関する研究 

子どもの私事目的および親の飲酒目的の外出に着目して 

Changes in pick-up and drop-off trips of child-rearing households by introducing LRT 

Focusing on children’s private trips and parents’ drinking trips 

狩野大地*・浅野周平**・大森宣暁*** 

Daichi Kano*, Shuhei Asano**, Nobuaki Ohmori*** 

The purpose of this study is to clarify the changes in travel behavior, particularly in pick-up and drop-off trips, for child-
rearing households by introducing the Utsunomiya LRT, based on an original questionnaire survey. This study found 
that. First, changes in children’s travel behavior for private trips were revealed. Pick-up and drop-off trips frequency 
tends to decrease as the school grade increases and as travel time to the nearest LRT station shortens. Second, changes 
in parents’ travel behavior for drinking trips were revealed. Pick-up and drop-off trips frequency tends to decrease as 
travel time to the nearest LRT station shortens. In addition, it was revealed that a certain proportion of respondents 
experienced an increase in outing frequency or an earlier return time. 

Keywords: LRT, child-rearing households, changes in travel behavior, pick-up and drop-off trips 

LRT, 子育て世帯, 交通行動の変化, 自動車送迎 
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宮・長田 6) は、宇都宮LRT開業前後のアンケート調査を通

じて、LRT導入効果を分析した。結果として、中学生以下

の子どもがいる世帯で自動車送迎が減少したことなどを明

らかにしている。また、宇都宮市が実施した調査 7) では、

アンケート調査を通じて、LRTの導入効果を分析した。結

果として、自動車送迎が減少したこと、送迎時間が短縮し

たことなどを明らかにしている。これらの研究は、LRTの

導入効果として自動車送迎に着目したものもみられるが、

個人属性別（子どもの学年、LRT停留場までの距離）、外出

目的別、LRT沿線内外別に詳細な分析はしていない。また、

飲酒目的外出の自動車送迎に着目してはいない。 

子どもの自動車送迎に関する研究もこれまでに蓄積があ

る。谷口ら 8) は、TDMの心理的方策TFPと平成11年度全

国PT調査のデータを用いて送迎交通の実態を分析し、TFP

による送迎交通の削減可能性を検討した。結果として、朝

の送迎交通構成率が高いこと、TFPの前後で送迎交通が減

少したことなどを明らかにしている。大森ら 9) は、東京都

心、東京周辺、北関東を対象に、アンケート調査を通じて、

子育て中の女性の外出行動の実態を分析した。結果として、

送迎に関する交通手段の違いや、子ども連れ外出時のバリ

アの地域別の違いを明らかにしている。明渡ら 10) は、アン

ケート調査を通じて、保育送迎の移動負担要因を分析した。

結果として、子育てに対する意識、子育て環境などが与え

る影響を明らかにしている。河上ら 11) は、東京都市圏 PT

調査のデータの分析を通じて、30代女性を中心に交通行動

の特性を分析した。結果として、子育てがトリップの減少

に影響を与えていること、子育て世帯は非子育て世帯より

送迎、通院目的のトリップが多いことなどを明らかにして

いる。高草木ら 12) は LRT 導入前の宇都宮市を対象に、子

どもの習い事への送迎に着目してアクセシビリティを分析

した。結果として、小中学生が自動車送迎に依存している

ことやLRTの導入により、子どもの中心市街地での習い事

へのアクセシビリティが向上することで、親の送迎の負担

が軽減されることを明らかにしている。 

特に子どもの移動自由性に関する研究もいくつかみられ

る。宮岸ら 13) は、子どもの移動自由性と都市構造・居住形

態・交通環境との関係について分析し、人口密度、用途地

域、道路密度、団地居住の有無、公共交通へのアクセス性

などが、子どもの移動自由性に有意な影響を与えることを

明らかにした。橋村ら 14) は、保護者による子どもの行動規

制と地域要因との関連について分析を行い、都市的特徴の

弱い地域や子どもの数が少ない地域において、保護者の不

安が高まり、子どもに対する行動規制が強くなる傾向を明

らかにした。松尾ら 15) は、子どもの移動自由性と交通手段

（徒歩・自転車・公共交通）の関係について分析し、移動

自由性が高い子どもほど徒歩や公共交通の利用が多く、逆

に保護者による送迎頻度が低い傾向があることを明らかに

した。石河ら 16) は、日本における子どもの移動自由性に影

響を及ぼす要因について分析し、親が子どもの頃に経験し

た移動手段が、次世代の子どものCIMに有意な影響を示し

たことや、登下校手段として「自動車」が増加しており、

子どものみでの登校の割合が相対的に低下していることを

明らかにした。これらの研究は、子どもの自動車送迎に着

目しており、特に子どもの移動自由性に着目した研究にお

いては、子どもの移動自由性と公共交通や自動車送迎の関

係に関する知見が蓄積されている。しかし、LRTのような、

新たな基幹公共交通の導入効果を導入後のデータをもとに

分析してはいない。本研究は、これらの既存研究の知見を

踏まえて、LRTの導入が自動車送迎に与える影響を分析し

ている。 

飲酒目的外出に関する研究は蓄積が少ないがいくつかみ

られる。安森ら 17) は、福岡市の繁華街を対象に、アンケー

ト調査を通じて、夜の生活活動の実態と意識を分析した。

結果として、夜の繁華街での生活活動を増やしたい人が多

いこと、特定の曜日に集中させたい人が多いことなどを明

らかにしている。近藤ら 18) は、宇都宮市、前橋市、水戸市

を対象に、アンケート調査を通じて、大都市近郊地方都市

への出張者の活動の特性を分析した。結果として、日帰り

出張者の約2割、宿泊出張者の約6割が仕事終了後に飲酒

を伴う活動をしていることなどを明らかにしている。森本

ら 19) は、首都圏を対象に、アンケート調査を通じて、20代

から 40 代の就業者の余暇活動の実態と意識を分析した。

結果として、若者、男性、東京圏居住者は、飲酒や娯楽活

動の頻度が高く、共働きで末子が6歳未満の女性は飲酒と

娯楽活動の頻度が低いことなどを明らかとしている。大森 

20) は、夜の生活活動に着目した研究を体系的に整理するこ

とを通じて、魅力的な都市の夜を構成する要因や夜の生活

活動と生活の質との関係を明らかにすることの重要性を述

べている。これらの研究は、飲酒目的外出に着目している

が、LRTのような、新たな基幹公共交通の導入効果や、自

動車送迎に着目してはいない。 

以上の整理から本研究の特徴は、LRTのような基幹公共

交通の導入効果として、既存研究が少ない子どもの私事目

的外出および親の飲酒目的外出の自動車送迎の変化に着目

している点にある。 

 

3．LRT導入による子育て世帯の交通行動の変化に関する 

アンケート調査 

(1)宇都宮LRTの概要 

本研究の対象である宇都宮LRTは、宇都宮駅東口から芳

賀町の芳賀・高根沢工業団地まで、約14.6kmにわたって整

備されている。 

LRT導入は、移動時間の短縮や交通渋滞の緩和などに加

えて、拡散した市街地を公共交通沿線へ集約する「コンパ

クト+ネットワーク」の実現も目的としている。そのため、

立地適正化計画では、LRT沿線に居住誘導区域や都市機能

誘導区域を設定し、沿線の開発促進を目指している。 

(2)アンケート調査の概要 

本研究では、LRT導入による子育て世帯の交通行動の変

化に関するアンケート調査を実施する（表-1）。 
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調査方法は、回答フォームのQRコードが印刷された紙

の配布によるWEB回答である。 

調査対象は、小学生、中学生の子どもがいる世帯である。

ここでは、子どもの親に回答を依頼した。調査は、宇都宮

市PTA連合会の協力を得て、宇都宮市PTA連合会Cブロ

ックの小学校、中学校 21) で実施した。そのため、回答があ

った世帯の居住地は、これらの小学校、中学校の学区内で

ある（図-1）。 

調査内容は (1) (2) 、主に「①回答者の個人属性」、「②LRT

導入による子どもの私事目的外出の交通行動の変化」、「③

LRT導入による親の飲酒目的外出の交通行動の変化」であ

る。「①回答者の個人属性」では、性別、年齢、家族構成、

最寄りの LRT 停留場、最寄りの LRT 停留場までの所要時

間などについて回答を得た。「②LRT 導入による子どもの

私事目的外出の交通行動の変化」では、最大3人までの子

どもについて、「通っている学校」、「学年」、LRT導入前後

の子どもの私事目的外出の「交通手段」、「自動車送迎頻度

の変化」などについて回答を得た。ここでは、私事目的と

して「塾・習いごと、部活動など」、「LRT沿線にある施設

での余暇活動」を示して回答を得た。「③LRT導入による親

の飲酒目的外出の交通行動の変化」では、LRT導入前後の 

 

表-1 アンケート調査の概要 

 

 

 

図-1 宇都宮市PTA連合会Cブロックの 

小学校、中学校の学区と宇都宮LRT 

親の飲酒目的外出の「交通手段」、「自動車送迎頻度の変化」、

「飲酒目的外出頻度の変化」、「帰宅時刻の変化」などにつ

いて回答を得た。ここで、飲酒目的の外出先は、LRT停留

場がある JR宇都宮駅の周辺であるとした。また、「自動車

送迎の頻度の変化」は、「配偶者に自動車送迎してもらう場

合」と「配偶者を自動車送迎する場合」について回答を得

た。 

以上により、615 の回答結果を回収した。この回答結果

から、子どもについては866の標本、親については615の

標本を得た。 

標本の特徴として、親の標本は、男性が 12.4%、女性が

87.6%である。そのため、親の標本は女性が大半を占めるこ

とに留意する必要がある。 

 

4．LRT導入による子どもの私事目的外出の交通行動の変化 

(1)分析の目的と方法 

本章では、LRT導入による子どもの私事目的外出の交通

行動の変化を明らかにするために、LRT導入前後の私事目

的外出の交通手段の変化、自動車送迎頻度の変化を分析す

る。 

分析の手順は以下の通りである。 

第一に、LRT導入前後の子どもの私事目的外出の学年別

所要時間別交通手段の割合を算出する。所要時間は、自宅

から最寄りの LRT 停留場までの徒歩での所要時間につい

て得た回答結果を用いる。ここでは、「LRT沿線内（1分～

15分）」、「LRT沿線外（16分～30分）」、「LRT沿線外（31

分～）」で整理した (3) 。交通手段は、LRT導入前は、「徒歩

（1 人で）」、「徒歩（友人と）」、「自転車」、「自動車送迎」、

「バス」、「その他」の 6 つの選択肢から、LRT 導入後は、

「LRT」を加えた 7 つの選択肢から、複数選択で得た回答

結果を用いる。 

第二に、LRT導入前後の子どもの私事目的外出の学年別

所要時間別自動車送迎頻度の変化の割合を算出する。自動

車送迎頻度の変化は、「減った」、「やや減った」、「変わらな

い」、「やや増えた」、「増えた」の5つの選択肢から得た回

答結果を用いる。 

(2)子どもの私事目的外出の交通手段の変化 

LRT導入前後の子どもの私事目的外出の学年別所要時間

別交通手段の割合から、以下のことが明らかとなった（表

-2）。 

第一に、「塾・習い事・部活動など」について、「LRT」の

割合は、「LRT沿線内（1分～15分）の中学生」が9.0%で

最も大きく、「LRT 沿線内（1 分～15 分）の小学生（高学

年）」が 6.8%で二番目に大きかった。ここで、学年が高い

ほど「LRT」の割合が大きく、カイ二乗検定の結果有意な

差を示した（𝑝 < 0.004）。また、LRT停留場までの所要時

間が短いほど「LRT」の割合が大きく、カイ二乗検定の結

果有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

第二に、「LRT沿線にある施設での余暇活動」について、

「LRT」の割合は、「LRT沿線内（1分～15分）の中学生」

回答フォームのQRコードが印刷された紙の
配布によるWEB回答

2024年11月11日～2025年1月4日

小学生、中学生の子どもがいる世帯
（宇都宮市PTA連合会Cブロックの小学校、中学校）

回答結果：615
大人：615標本
子ども：866標本

①回答者の個人属性
性別、年齢、家族構成、最寄りのLRT停留場，
最寄りのLRT停留所までの所要時間など

②LRT導入による
子どもの私事目的外出の

交通行動の変化

通っている学校，学年，交通手段，
自動車送迎頻度の変化など

③LRT導入による
親の飲酒目的外出の
交通行動の変化

交通手段，自動車送迎頻度の変化，
飲酒目的外出頻度の変化，帰宅時間の変化

調査内容

調査方法

調査期間

調査対象

標本数

陽北中学校

陽東中学校

泉が丘
中学校

清原中学校

鬼怒中学校

東小学校

今泉小学校

錦小学校

峰小学校

泉が丘
小学校

石井小学校

御幸小学校

平石中央
小学校

平石北
小学校

清原中央
小学校

清原南小学校

清原北小学校

清原東小学校

豊郷南小学校

陽東小学校

御幸が原小学校

ゆいの杜小学校

芳賀・高根沢
工業団地

かしの森公園前

芳賀町工業団地
管理センター前

芳賀台

ゆいの杜東

清原地区市民センター前

ゆいの杜西

グリーンスタジアム前

ゆいの杜中央

清原高校前

飛山城跡

平石中央
小学校前

平石

宇都宮大学
陽東キャンパス

陽東3丁目

峰

駅東公園前

東宿郷

宇都宮駅東口
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が43.2%で最も大きく、「LRT沿線内（1分～15分）の小学

生（高学年）」が30.6%で二番目に大きかった。ここで、学

年が高いほど「LRT」の割合が大きく、カイ二乗検定の結

果有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。また、LRT停留場まで

の所要時間が短いほど「LRT」の割合が大きく、カイ二乗

検定の結果有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

以上から、子どもの私事目的外出においてLRTがある程

度利用されていることが明らかとなった。また、LRT は、

学年が高いほど、LRT停留場までの所要時間が短いほど利

用される傾向にあることが明らかとなった。 

 

表-2 私事目的外出の学年別所要時間別交通手段の割合 

 

(3)子どもの私事目的外出の自動車送迎頻度の変化 

LRT導入前後の子どもの私事目的外出の学年別所要時間

別自動車送迎頻度の変化の割合から、以下のことが明らか

となった（図-2、図-3）。 

第一に、「塾・習い事・部活動など」について、「減った」、

「やや減った」の割合は、「LRT沿線内（1分～15分）の中

学生」が12.5%で最も大きく、「LRT沿線内（1分～15分）

の小学生（高学年）」が10.2%で二番目に大きかった。ここ

で、学年が高いほど「減った」、「やや減った」の割合が大

きく、カイ二乗検定の結果有意な差を示した（𝑝 < 0.017）。

また、LRT 停留場までの所要時間が短いほど「減った」、

「やや減った」の割合が大きく、カイ二乗検定の結果有意

な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

第二に、「塾・習い事・部活動など」について、「減った」、

「やや減った」の割合は、「LRT 沿線外（16 分～30 分）」、

「LRT沿線外（30分～）」では非常に小さかった。 

第三に、「LRT沿線にある施設での余暇活動」について、

「減った」、「やや減った」の割合は、LRT 沿線内（1 分～

15分）の中学生が32.6%で最も大きく、LRT沿線内（1分

～15分）の小学生（高学年）が17.7%で二番目に大きかっ

た。ここで、学年が高いほど「減った」、「やや減った」の

割合が大きく、カイ二乗検定の結果有意な差を示した（𝑝 < 

0.000）。また、LRT停留場までの所要時間が短いほど「減

った」、「やや減った」の割合が大きく、カイ二乗検定の結

果有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

 

 

図-2 私事目的外出の自動車送迎頻度の変化の割合 

（塾・習い事・部活など） 

 

図-3 私事目的外出の自動車送迎頻度の変化の割合 

（LRT沿線施設での余暇活動） 

開業前(％) 開業後(％) 開業前(％) 開業後(％)

徒歩（1人で） 27.8 28.5 17.4 17.4

徒歩（友人と） 0.0 3.5 9.1 9.8

自転車 48.6 50.7 67.4 68.2

自動車送迎 62.5 61.8 40.2 28.0

バス 0.7 1.4 6.8 3.8

LRT ― 9.0 ― 43.2

その他 2.8 1.4 3.0 0.8

徒歩（1人で） 29.4 30.3 12.7 10.9

徒歩（友人と） 0.0 11.9 6.4 8.2

自転車 42.2 45.0 68.2 70.9

自動車送迎 69.7 67.9 55.5 45.5

バス 1.8 1.8 4.5 2.7

LRT ― 1.8 ― 20.0

その他 2.8 0.0 0.9 1.8

徒歩（1人で） 12.5 14.1 0.0 0.0

徒歩（友人と） 1.6 3.1 4.6 1.5

自転車 45.3 43.8 64.6 72.3

自動車送迎 75.0 79.7 58.5 53.8

バス 1.6 3.1 6.2 9.2

LRT ― 0.0 ― 20.0

その他 1.6 1.6 1.5 0.0

徒歩（1人で） 20.5 21.6 10.6 9.4

徒歩（友人と） 3.4 2.3 7.1 3.5

自転車 22.7 21.6 32.9 31.8

自動車送迎 80.7 80.7 68.2 62.4

バス 1.1 2.3 2.4 0.0

LRT ― 6.8 ― 30.6

その他 6.8 5.7 3.5 0.0

徒歩（1人で） 6.3 8.8 1.4 1.4

徒歩（友人と） 0.0 3.8 1.4 1.4

自転車 15.0 15.0 34.8 40.0

自動車送迎 93.8 93.8 84.1 81.4

バス 2.5 3.8 4.3 4.3

LRT ― 1.3 ― 12.9

その他 0.0 1.3 0.0 0.0

徒歩（1人で） 10.0 8.0 0.0 0.0

徒歩（友人と） 2.0 2.0 0.0 0.0

自転車 10.0 16.0 30.8 25.6

自動車送迎 98.0 98.0 87.2 84.6

バス 2.0 2.0 2.6 2.6

LRT ― 0.0 ― 12.8

その他 6.0 6.0 0.0 2.6

徒歩（1人で） 11.1 12.2 1.3 1.3

徒歩（友人と） 2.2 0.0 1.3 2.6

自転車 10.0 10.0 24.4 21.8

自動車送迎 86.7 88.9 83.3 76.9

バス 4.4 5.6 6.4 0.0

LRT ― 0.0 ― 25.6

その他 6.7 7.8 5.1 5.1

徒歩（1人で） 2.6 1.3 1,4 1.4

徒歩（友人と） 0.0 3.8 1.4 1.4

自転車 5.1 6.4 4.2 5.6

自動車送迎 89.7 89.7 97.2 94.4

バス 0.0 0.0 4.2 5.6

LRT ― 0.0 ― 6.9

その他 7.7 6.4 5.6 5.6

徒歩（1人で） 1.6 4.8 0.0 0.0

徒歩（友人と） 4.8 1.6 0.0 3.5

自転車 6.5 4.8 3.5 3.5

自動車送迎 95.2 96.8 96.5 94.7

バス 3.2 3.2 3.5 3.5

LRT ― 0.0 ― 5.3

その他 3.2 3.2 0.0 0.0

塾・習い事・部活動など LRT沿線へ遊びに行く
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(高学年)
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LRT沿線内,1分～15分(n=88)

LRT沿線外,31分～(n=64)

LRT沿線外,16分～30分(n=109)

LRT沿線内,1分～15分(n=144)

減った やや減った 変わらない やや増えた 増えた

中学生

小学生

(低学年)

小学生
(高学年)

2.5%

7.7%

2.9%

5.9%
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3.6%

14.4%

1.8%

4.2%

10.1%

2.6%

1.4%

11.8%

4.6%

10.9%
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95.8%

86.1%
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第四に、「LRT沿線にある施設での余暇活動」について、

「減った」、「やや減った」の割合は、「LRT 沿線外（16 分

～30分）の中学生」が14.5%、「LRT沿線外（30分～）の

中学生」が 12.3%であり、LRT沿線外でも一定の割合を占

めた。 

以上から、LRT導入によって、子どもの私事目的外出に

おいて、LRT沿線内で自動車送迎頻度が減少していること

が明らかとなった。特に、「LRT沿線にある施設での余暇活

動」では、LRT沿線外でも中学生は自動車送迎頻度がある

程度減少していることも明らかとなった。また、自動車送 

迎頻度は、学年が高いほど、LRT停留場までの所要時間が 

短いほど減少する傾向にあることが明らかとなった。 

 

5．LRT導入による親の飲酒目的外出の交通行動の変化 

(1)分析の目的と方法 

本章では、LRT導入による親の飲酒目的外出の交通行動

の変化を明らかにするために、LRT導入前後の親の飲酒目

的外出の交通手段の変化、自動車送迎頻度の変化、外出頻

度の変化、帰宅時刻の変化を分析する。 

分析の手順は以下の通りである。 

第一に、LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時 

間別交通手段の割合を算出する。所要時間は、自宅から最

寄りの LRT 停留場までの徒歩での所要時間について得た

回答結果を用いる。ここでは、「LRT沿線内（1分～15分）」、

「LRT沿線外（16分～30分）」、「LRT沿線外（31分～）」

で整理した。交通手段は、LRT導入前は「徒歩」、「自転車」、

「オートバイ」、「自動車運転」、「自動車送迎」、「運転代行」、

「バス」、「タクシー」、「飲みに行かない」、「その他」の10

の選択肢から、LRT導入後は、「LRT」を加えた 11の選択

肢から、複数選択で得た回答結果を用いる。 

第二に、LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時

間別自動車送迎頻度の変化の割合を算出する。ここでは、

「配偶者に自動車送迎してもらう場合」と「配偶者を自動

車送迎する場合」を示す。自動車送迎頻度の変化は、「減っ

た」、「やや減った」、「変わらない」、「やや増えた」、「増え

た」の5つの選択肢から得た回答結果を用いる。 

第三に、LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時

間別外出頻度の変化の割合を算出する。外出頻度は「増え

た」、「やや増えた」、「変わらない」、「やや減った」、「減っ

た」の5つの選択肢から得た回答結果を用いる。 

第四に、LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時

間別帰宅時刻の変化の割合を算出する。帰宅時刻の変化は

「早くなった」、「やや早くなった」、「変わらない」、「やや

遅くなった」、「遅くなった」の5つの選択肢から得た回答

結果を用いる。 

(2)親の飲酒目的外出の交通手段の変化 

LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時間別交通

手段の割合の算出結果から、以下のことが明らかとなった

（表-3）。 

第一に、「LRT」の割合は、「LRT沿線内（1分～15分）

の男性」が57.1%で最も大きく、「LRT沿線内（1分～15分）

の女性」が 54.9%で二番目に大きかった。ここで、LRT停

留場までの所要時間が短いほど「LRT」の割合が高く、カ

イ二乗検定の結果有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

第二に、男性、女性ともに「LRT沿線内（1分～15分）」

では、「LRT」の割合が最も大きかった。 

以上から、親の飲酒目的外出でLRTが多く利用されてい

ることが明らかとなった。特にLRT沿線内ではLRTの利 

用が最も多いことも明らかとなった。また、LRTは、LRT

停留場までの所要時間が短いほど利用される傾向にあるこ

とが明らかとなった。 

(3)親の飲酒目的外出の自動車送迎頻度の変化 

LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時間別自動

車送迎頻度の変化の割合の算出結果から、以下のことが明

らかとなった（図-4、図-5）。 

第一に、「配偶者を自動車送迎する場合」について、「減

った」、「やや減った」の割合は、「LRT沿線内（1分～15分）

の女性」が36.1%で最も大きく、「LRT沿線内（1分～15分）

男性」が 14.3%で二番目に大きかった。ここで、LRT停留

場までの所要時間が短いほど「減った」、「やや減った」の

割合が大きく、カイ二乗検定の結果有意な差を示した（𝑝 <

0.000）。 

第二に、「配偶者を自動車送迎する場合」について、「減

った」、「やや減った」の割合は、「LRT 沿線外（16 分～30

分）の女性」が9.6%であり、LRT沿線外でも一定の割合を

占めた。 

第三に、「配偶者に自動車送迎してもらう場合」について、

「減った」、「やや減った」の割合は、「LRT沿線内（1分～

15分）の女性」が25.8%で最も大きく、「LRT沿線内（1分

～15分）の男性」が25.7%で二番目に大きかった。ここで、

LRT停留場までの所要時間が短いほど「減った」、「やや減

った」の割合が大きく、カイ二乗検定の結果有意な差を示

した（𝑝 < 0.000）。 

第四に、「配偶者に自動車送迎してもらう場合」について、 

「減った」、「やや減った」の割合は、「LRT沿線外（16分 

～30分）の男性」が16.6%であり、LRT沿線外でも一定の

割合を占めた。 

以上から、LRT導入によって、親の飲酒目的外出におい

て、LRT沿線内で自動車送迎が減少していることが明らか

となった。さらに、LRT沿線外でも自動車送迎がある程度

減少していることも明らかとなった。また、自動車送迎頻

度は、LRT停留場までの所要時間が短いほど減少する傾向

にあることが明らかとなった。 

(4)親の飲酒目的外出の頻度の変化 

LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時間別頻度

の変化の割合の算出結果から、以下のことが明らかとなっ

た（図-6）。 

第一に、「増えた」、「やや増えた」の割合は、「LRT沿線 

内（1分～15分）の男性」が17.1%で最も大きく、「LRT沿 

線内（1分～15分）の女性」が15.0%で二番目に大きかっ 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-912-



 

 

表-3 飲酒目的外出の性別所要時間別交通手段の割合 

 

 

た。ここで、LRT停留場までの所要時間が短いほど、「増え

た」、「やや増えた」の割合が大きく、カイ二乗検定の結果

有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

第二に、「増えた」、「やや増えた」の割合は、「LRT沿線

外（16分～30分）の男性」が12.5%であり、LRT沿線外で

も一定の割合を占めた。 

以上から、LRT導入により、飲酒目的の外出頻度が増加

した人がいることが明らかとなった。これは、LRT導入に 

 

図-4 飲酒目的外出の性別所要時間別自動車送迎頻度の 

変化の割合（配偶者を自動車送迎する場合） 

 

図-5 飲酒目的外出の性別所要時間別自動車送迎頻度の 

変化の割合（配偶者に自動車送迎してもらう場合） 

 

より、JR宇都宮駅へ外出しやすくなったためと推察される。

また、飲酒目的の外出頻度は、LRT停留場までの所要時間

が短いほど増加する傾向にあることが明らかとなった。 

(5)親の飲酒目的外出の帰宅時刻の変化 

LRT導入前後の親の飲酒目的外出の性別所要時間別帰宅

時刻の変化の割合の算出結果から、以下のことが明らかと

なった（図-7）。 

第一に、「早くなった」、「やや早くなった」の割合は、「LRT

沿線内（1分～15分）の男性」が25.8％で最も大きく、「LRT

沿線内（1分～15分）の女性」が13.1%で二番目に大きか 

った。ここで、LRT停留場までの所要時間が短いほど、「早

くなった」、「やや早くなった」の割合が大きく、カイ二乗

検定の結果有意な差を示した（𝑝 < 0.000）。 

第二に、「早くなった」、「やや早くなった」の割合は、「LRT

沿線外（16分～30分）の男性」が8.3%であり、LRT沿線

外でも一定の割合を占めた。 

第三に、男性と女性を比較して、男性の方が「早くなっ

た」、「やや早くなった」の割合が大きかった。 

以上から、LRT導入により、帰宅時刻が早くなった人が

いることが明らかとなった。これは、LRTの終電時間に間

に合うように帰宅時刻を早めているためであると推察され

る。また、飲酒目的外出の帰宅時刻は、LRT停留場までの

所要時間が短いほど早くなる傾向にあることが明らかとな

った。 

開業前(％) 開業後(％)

徒歩 29.1 23.0

自転車 8.5 7.0

オートバイ 0.0 0.0

自動車運転 15.0 10.8

自動車送迎 43.7 33.8

運転代行 16.4 8.5

バス 16.4 7.5

タクシー 20.7 13.1

LRT ― 54.9

飲みに行かない 13.1 15.0

その他 1.9 0.5

徒歩 20.7 22.2

自転車 10.6 9.6

オートバイ 0.0 0.0

自動車運転 16.7 16.7

自動車送迎 56.1 50.0
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図-6 飲酒目的外出の性別所要時間別 

外出頻度の変化の割合 

 

図-7 飲酒目的外出の性別所要時間別 

帰宅時刻の変化の割合 

 

6．おわりに 

本研究は、独自のアンケート調査にもとづき、宇都宮LRT

導入による、子育て世帯の交通行動の変化を明らかにする

ことを目的としていた。分析の結果から、以下の2点が明

らかとなった。 

第一に、LRT導入による子どもの私事目的外出の交通手

段の変化、自動車送迎頻度の変化を明らかにした。LRT導

入によって、LRT沿線内で自動車送迎頻度が減少している。

また、特に「LRT沿線にある施設での余暇活動」では、LRT

沿線外でも中学生は自動車送迎頻度がある程度減少してい

る。自動車送迎は、学年が高いほど、LRT停留場までの所

要時間が短いほど、減少する傾向にある。 

第二に、LRT導入による親の飲酒目的外出の交通手段の

変化、自動車送迎頻度の変化などを明らかにした。LRT導

入によって、LRT沿線内で自動車送迎頻度が減少している。

また、LRT沿線外でも自動車送迎がある程度減少している。

自動車送迎は、LRT停留場までの所要時間が短いほど減少

する傾向にある。その他に、外出頻度が増加した人や帰宅

時刻が早くなった人が一定数いることも示された。 

本研究では、自動車送迎頻度が高いと考えられる、子ど

もの私事目的外出、親の飲酒目的外出に着目し、基幹公共

交通として LRT が導入されたことによる効果を分析した。

分析の結果、自動車送迎からLRTへ転換した人が一定数い

ることを示し、その特徴を個人属性別、外出目的別、LRT

沿線内外別に考察した。 

子どもの私事目的外出で LRT が利用されていることか

ら、LRT停留場までのアクセスを安全、快適にする施策が

求められる。 

また、親の飲酒目的外出でLRTが利用されていることや

外出頻度、帰宅時刻が変化していることから、LRTが市民

の夜の生活活動のみならず、飲食店の来客にも影響を与え

る可能性を示した。このことからLRTが夜の生活活動に与

える影響を評価することも重要であると言える。 

今後の課題としては、今回のアンケート調査で質問しな

かった子どもの性別、転居の有無やその時期、具体的な目

的地を特定できるアンケート調査の実施や、非子育て世帯

に対するアンケート調査の実施である。これにより、子ど

もの性別、転居の有無、目的地までの距離、子育てという

生活行動の制約の有無による、LRT導入前後の交通行動の

変化の違いを分析すること等を挙げたい。その他にも、今

回のアンケート調査では、居住地からLRT停留場までの徒

歩での所要時間を質問してはいるが、居住地は把握してい

ない。そのため、回答者の居住地を把握し、その分布や市

街地との位置関係を把握することで、分析の精度を向上さ

せる必要がある。また、交通行動が変化したことによる、

来客数や駐車台数など、商業施設や飲食店への影響を分析

することも重要である。 

 

【補注】 

(1) アンケート調査では、LRT導入前を2023年4月～8月、LRT

導入後をアンケート回答時点（現在）と示して回答を得た。 

(2) アンケート調査では、LRT の利用による変化について回答

してもらうように質問文を作成した。 

(3) LRT 停留場までの徒歩での所要時間の整理について、LRT

沿線内を「LRT沿線内（1分～15分）」としたのは、一般に、

駅勢圏として「徒歩10分～15分（概ね800～1000m）」が多

く採用されているためである 22) 23) 。また、LRT 沿線外を

「LRT沿線外（16分～30分）」、「LRT沿線外（31分～）」と

分けて整理したのは、「LRT 沿線内（1 分～15 分）」を基準

に、LRT沿線外に所要時間に応じた差を設けるためである。 
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1． はじめに

（１）研究の背景・目的

 少子高齢化や人口減少が進む日本では、持続可能な都市

としてコンパクト・プラス・ネットワーク政策が推奨され

ている。その中で、ネットワーク化を推進する基幹的な地

域公共交通の一つとして、LRTの導入が挙げられる。2022

年 12 月までに構想段階や停滞頓挫の状態にある事業も含

め、合計 43 の都市 1)で導入が検討されてきた。ところが、

実装まで至った事例は 2025 年 4 月現在、富山市と宇都宮

市の二つに留まっている。 

LRTの実装に向けた課題の一つに、その事業評価の方法

が挙げられる。我が国では現在、「鉄道プロジェクトの評価

手法マニュアル」に沿った費用便益分析が、LRT事業の採

択に大きく影響する。当マニュアルは二重計算を避けるた

め、時間短縮や交通事故の減少、環境改善などの便益計算

を行うに留まっている。公共交通の中でも特に、LRTのよ

うな中量輸送の軌道システムは、鉄道と比べると時速が遅

く輸送人員も少ないため、鉄道事業を対象にした現マニュ

アルでは時間短縮便益が低く頓挫する傾向にある。こうし

た現状を受け、国土交通省は、マニュアルの国際化への対

応や、定量化が困難な間接的効果の指標の取り扱いについ

ての検討を進めている 2)。 

国際化の観点で見ると、海外にはLRTの実装事例が多く、

2023年のUITPのLRTデータ(1)によれば、その数は欧州だ

けで200以上ある。その中でもイギリスは、日本と同様に

自由競争市場の中で民間が独立採算制で交通事業を運営し

ており、国や自治体からの資金が他の主要国と比べて少な

い 3)。そこで本研究では、市場環境が厳しい中LRTの導入

が日本より進む英国の国家的な交通評価ガイダンス TAG

と、日本の評価手法マニュアル、及びこれらの活用実態を

比較し、LRT事業の評価に用いられる間接的便益項目の種

類やその位置づけにどのような違いがあるのかを明らかに

する。さらに、定量的な費用便益分析項目の中から日本に

無い波及的な地域経済項目を取りあげ、今後の我が国の

LRTの事業評価指標に関する具体的な課題を抽出すること

を目指す。 

（２）既存研究の整理 

（Ⅰ) 公共交通の間接的便益の評価に関する研究  

近年、地域公共交通の事業評価に広範な社会的便益を取

り入れようとする動きが見られる。平野ら 4)は、イギリス

の社会的企業Hackney Community Transportation Groupが行

った「社会的インパクト評価」に注目した。小豆島の路線

バスの再編事業を対象に、従来の採算性に関わる事業の直

接的な結果とは別に、波及的な成果である「地域施設への

アクセス」、「身体的・精神的健康」、「家族・友人関係の変

化」の評価を行い、これらの指標の階層性を分析している。

また、地域公共交通事業を対象に、医療や商業、観光、福

祉といった分野横断的な効果を定量的に評価する「クロス

セクター効果」の考え方も広まってきている。これにより、

採算性が採れなくても、多角的な視点から事業の財政効果

を評価でき、該当事業が地域を持続するための必要な支出

であることを補足的に示すことができる。西村ら 5)は、兵

庫県福崎町のコミュニティバスを対象に、廃止された場合

におけるクロスセクター効果の算定を行った。その結果、

医療・商業・福祉などの分野を中心に、年間約550万円も

の財政損失があることが明らかになったという。 

このように、持続可能なまちづくりの一環として地域公

共交通事業を捉え、従来の採算性に関わる直接的結果とは

別に、波及的、また分野横断的な影響や効果を評価する動

きが高まっている。より多面的な評価の可能性が広がる一

LRTの国家的な事業評価マニュアルの日英比較に関する研究 

A Comparative Study of  National Project Appraisals for LRT Projects in Japan and the United Kingdom 

大橋由依*・森本章倫** 

Yui OHASHI*, Akinori MORIMOTO** 

Recently, the next-generation light rail transit (LRT) has been considered as a regional public transport that supports the 
formation of sustainable, networked compact cities. However, very few projects have reached implementation. While 
a medium-capacity transport system like LRT is a highly valuable infrastructure that generates various indirect benefits, 
the benefits categorised in the evaluation alone do not make it financially viable. Therefore, this research compares the 
Japanese project evaluation system with the UK’s Transport Analysis guidance TAG, where the introduction of trams 
is more advanced, focusing on the indirect benefits. It was found that regional economic spillovers were gradually 
incorporated into cost-benefit analysis in TAG. By adding these extensive economic benefits, the cost-benefit ratio of 
the Haga-Utsunomiya LRT project partially increased. 

Keywords: LRT, Tram, Project Appraisal, Cost-Benefit Analysis, TAG 
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方、このような国のマニュアルから独立した評価は、参考

情報に留まってしまうという側面もある。 

 その点、現評価手法マニュアル自身の改善に繋がる研究

蓄積も確認できた。根㟁ら 6)は、存廃議論が繰り広げられ

る地方鉄道を対象に、現在の評価手法マニュアルの課題を

指摘した上で、評価に含まれない地域社会への多面的な価

値を明らかにした。特に時間短縮便益に関して、地方鉄道

の存続可否を判断する評価であるにも関わらず、新線整備

時の費用便益分析マニュアルに従って計算をすることに問

題意識を持っている。さらに、ひたちなか海浜鉄道湊線 （旧

茨城交通湊線）を対象にアンケート調査を行い、新たな便

益として交通弱者の移動機会の増加、高齢者の健康、人と

人との交流の増加を確認した。 

（Ⅱ) LRTに纏わる欧米の国家的制度に関する研究  

LRTの推進に向け、その導入やシステムの多様化が日本

よりも進む欧米から知見を得ようとする研究が散見される。

ペリーら 7)は、トラムの整備事業に関わる制度、整備効果

の測定、またその財源を、フランスとイギリスを対象に整

理し、日本との比較を行った。制度や財源に関する違いを

認めた上で、欧米のような社会的受容性の高いLRT計画を

立案するためには、都市全体の枠組みの中で、LRT計画を

明確に位置付けることが重要だと強調する。また整備効果

に関しても、多角的に計測する必要があると述べるが、具

体的なマニュアルの評価内容には踏み込んでいない。 

樋野ら 8)は、イギリス交通省による国家的な評価マニュ

アルに組み込まれる広範な地域経済効果、ワイダーエコノ

ミックインパクトに注目した。当指標は、市場が不完全競

争である場合、交通事業の影響は交通市場に留まらず、外

部効果として経済全体に及ぼされると考える評価指標であ

る。イギリス、ロンドンの高速鉄道事業では、この指標を

評価に取り入れたことで、費用便益比が 1.3 から 2.0 まで

拡大したという。この研究により新しい指標の理論や計測

手法が取り纏められ、今後は日本への適用に向けたケース

スタディの蓄積が期待される。  

(3)本研究の位置付け 

公共交通の広範な便益を評価する動きは見られるものの、

国家的な評価手法マニュアル自身を対象にした研究は少な

い。また、次世代型の公共交通であるLRTの便益評価を対

象にした研究は少ないが、本来LRTは地方の路線バスと比

べ、より広範で長期的な効果を評価することが期待される。

さらに、LRTの導入が日本より進む欧州と日本の評価手法

マニュアルを体系的に比較した研究蓄積は少ない。特に費

用対効果の観点から、ケーススタディとして指標の具体的

試算にまで踏み込んだ研究は見当たらない。 

そこで本研究では、市場環境が厳しい中LRTの導入が日

本より進む英国と日本の国家的な評価マニュアルを比較す

る。ここでは特に、間接的便益項目の種類やその位置づけ

にどのような違いがあるのかを明らかにする。さらに、日

本のLRT事業を対象に、日本には見られない英国側の波及

的な効果指標の一つを試算する。このように、LRT事業に

用いられる国家的な評価マニュアルを体系的に日英比較す

る点、また定量的な費用便益分析において、日本に無い項

目の試算を行う点に特徴を有す。 

(4)研究の流れ 

 本研究はまず、評価マニュアルに影響を及ぼすと考えら

れる、日英のLRT事業の導入目標を比較するところから始

める。これを踏まえ、両国の公共交通の事業評価に用いら

れる国家的な評価マニュアルを、主に間接的便益項目の種

類やその位置づけの観点から比較する。この際、初めに整

理した導入目標との関連性も考察する。 

その後、評価マニュアルの活用実態を把握するため、日

本の芳賀・宇都宮LRTと、英国のバーミンガムトラムを対

象に、評価マニュアル及び費用便益分析の活用状況を比較

する。最後に、芳賀・宇都宮LRT事業を対象に、英国側の

評価に加算される新指標、ワイダーエコノミックインパク

トの一部を試算するケーススタディを行う。 

 

2．LRT及びトラムの事業目標の日英比較 

（１）日英のLRT及びトラム事業 

事業目標を整理するに先立ち、両国の各事業の事業規模

を把握していく。一般に、日本と欧州の比較研究では、日

本のLRTは欧州の「トラム」に当たることが多い 9)。本研

究では、UITP による2023年の世界のLRTデータ(1)を参考

に、イギリスからは計7つのトラム事業、日本からは芳賀・

宇都宮LRT と富山ライトレールの 2 つのLRT 事業を抽出

し、各事業の規模を測る。なお本章は、現マニュアルに関

連する両国の全体的な事業背景の違いを比較することを目

的とするため、開業年度に関わらず 2025 年 8 月時点で運

行する路線を幅広く取りあげている。各事業の「年間乗車

人数÷路線長」と「中心都市の人口」を指標に取り、これ

らの相関関係を示したのが図-1である。なお中心都市とは、

軌道が通る都市のうち、最も人口の多い都市を指す。但し、

マンチェスターとニューキャッスルのトラムは路線長が長

いため、主要な通過都市の人口を合算している。 

全体的に見ると、イギリスの事業は日本の事業に比べ、

「年間乗車人数÷路線長」が大きく、輸送密度の規模が大

きいことが分かる。これに関して、イギリスのトラムの多

くは旧路面電車の軌道を再利用している、という点が関係

していると考察される。イギリスのトラムのほとんどは、

都市間の中長距離輸送を担ってきた鉄道や路面電車、貨物

路線の軌道を再利用しており、かつての輸送力の名残が見

られる。 

（２）日英の事業目標の比較 

両国の全体的な事業背景の違いを比較するため、図-1の

都市のうち、トラムやLRTの最新事業に関する戦略や計画

書が公表されている自治体を抽出し、最新の事業目的を図

-2に整理した。全体的な共通点として、「自動車から公共交

通への転換」や「渋滞改善」、また「地域経済の活性化」が

あることが分かる。 

また相違点として、人口の増減傾向を背景とした地域経
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済に関する事業目標が目立った。イギリスでは人口増加の

傾向が続いており、中心都市の規模が宇都宮より小さいエ

ジンバラやノッティンガム、ブラックプールでも 2021 年

から 2023 年の人口増加率は正の値を取っている。こうし

た都市では、「未来の地域経済の発展を支えるための輸送能

力向上」の手段としてトラムが迎え入れられ、特に雇用や

商業エリアへのアクセス向上が期待されている。一方、人

口減少が深刻化する日本では、「持続的な地域社会の再生」

に寄与する目的でLRTが導入されることが分かった。 

またイギリスでは、「低所得者を始めとした自家用車を持

たない人々の社会的包摂」を目標に掲げている事業が見ら

れる。一方で社会的格差がイギリスより小さく、高齢化の

方が深刻な日本では、「高齢者の移動手段の確保」を目指す

側面が見えた。 

 

3．LRTの事業評価マニュアルの日英比較  

日英の評価マニュアルに記載のある指標項目を、金銭換

算化する費用便益分析との関係を踏まえて以下の図-3に示

す。 

（１）日本の鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル 

日本のLRT事業の評価に用いられる指標及び手法は、国

土交通省による鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル12)

の第5章を参照する。都市・幹線鉄道事業の評価内容を見

ると、費用便益分析に含まれる項目は「計測すべき金銭換

算項目」と「必要に応じた金銭換算項目」の二つに、費用

便益分析には含まれないものは「定量的・定性的な評価が

できる項目」として大別される。費用便益分析には、計測

の確実性の高い走行時間短縮・交通費用節減・事業者収益

を計測し、必要に応じて効果が大きいと見られる項目が追

加される。交通費用節減や乗換抵抗軽減など、事業の直接

的効果は勿論、近年の公共交通事業評価では、交通事故の

減少や環境改善といった「地域社会」や「環境」に対する

図-3 日英の事業評価マニュアルの評価項目の関係 

図-1 各事業の中心都市の人口と 

年間乗車人数÷路線長の関係 

※宇都宮は、宇都宮ライトレール株式会社が公表する開業後1 年の乗

車人数約475万人、路線長14.6kmの値を利用 

※その他事業の乗車人数及び路線長はUITP による 2023 年のLRT デ

ータ(1)及びDepartment for Transport10)によるLight Rail and Tram Surveyを

利用 

※都市人口はBrinkhoff11)による人口データを利用  

図-1 年間乗車人数÷路線長と中心都市の関係 

                 
  
                 
          
    

   
   

              
      
              
        
     

  
   
  

    
                 
                 
         
       

  
   
  

              
         
              
  
              
   
       
    

   
  

        
    
             

   
   
 

            
                 
  

           
            

   

図-2 各自治体のトラムやLRTの最新事業に関する事業目標 

※各自治体が公表するトラムやLRTの最新事業の戦略や計画書をもとに作成 
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間接的効果を含める事例が多い。 

費用便益分析項目以外にも、アクセス性の向上や地域の

生産性向上、定住人口の増加を始めとした、住民生活・地

域経済・地域社会に分類される定量的・定性的評価項目が

存在する。こうした便益項目は直接的な便益と重複すると

して費用便益分析には含めない方針が取られている。但し

国土交通省は、「評価主体が自ら事業目的や沿線地域の特性

等を踏まえて適切に設定する必要がある」12)と記載してお

り、個別に記述評価することを認めている。 

（２）イギリスの公共交通評価ガイダンスTAG  

 イギリスにおいて、トラムの事業評価にも用いられる公

共交通評価ガイダンスTAG（以下、「TAG」とする）は、交

通省 13)による国家的な評価ガイダンスである。2012年の改

訂以降更新が途絶えている日本のマニュアルと異なり、

TAGは 2017年に発表されて以来修正や更新を続ける、柔

軟かつ包括的なガイダンスである。構成自体は日本のマニ

ュアルと似ており、費用便益分析に含まれる項目は「確立

された金銭換算項目」と「進化中の金銭換算項目」に分け

られ、その他は「定量的・定性的評価項目」に大別される。

算定確度が高い「確立された金銭換算項目」には、環境改

善や事故の減少による便益も含む。段階別に費用便益分析

に組み込まれる「進化中の金銭換算項目」には、身体的活

動やワイダーエコノミックインパクトなど、日本の評価マ

ニュアルに馴染みの薄い項目が入る（図-3）。特に、ワイダ

ーコノミックインパクトは、交通事業の外部効果として地

域経済全体に及ぼされる波及効果で、誘発投資・雇用効果・

生産力向上の3つが加算される。  

また、費用便益分析には含まれない定量的・定性的評価

項目に関して、TAG では多くの項目で、経済状況・人種・

性別といった社会的・経済的属性別の効果分析

（Distributional Impacts Analysis）が、フレームワークの一環

として施される。ここに、社会的包摂を掲げる事業目標が

反映されていると考えられる。 

（３）日英の事業評価マニュアルの比較 

 項目の細かい計算方法やパラメータに違いはあるもの

の、算定確度別に評価項目を三つに分類する構成は、日英

の事業評価マニュアルで共通していた。また評価項目に関

しても、算定確度の高い費用便益分析項目には差が見られ

なかった。 

但し TAG では、ワイダーエコノミックインパクトによ

り、事業の間接的効果である「地域経済」に対する項目を

費用便益分析に一元的に含める動きが見られる。事業目標

の比較で見えた、人口増加の中で地域の経済成長を期待す

るという背景が、こうした「地域経済」項目の発展や推進

に繋がっているとも考えられる。 

 

4．費用便益分析事例の日英比較 

（１）対象地の概要 

日本からは芳賀・宇都宮ライトレールの新設事業、英国

からはバーミンガムトラムの延伸事業を対象事例として

取りあげ、前章で比較した両評価マニュアルの活用状況を

把握する。 

芳賀・宇都宮ライトレールは2023年に、日本で唯一の完

全新設のLRT として誕生した。図-4 に示すように、JR 宇

都宮駅東口から大型商業施設を抜け、複数の工業団地まで

約 14.6km を走る。LRT 開業以前は東西を走る公共交通は

路線バスに限られ、工業団地への通勤者による交通渋滞が

課題となっていた。 

一方バーミンガムトラム（通称Midland Metro）は、1990

年代後半に全長約 22km のトラムとして開通し、今日に至

るまで延伸や改良を重ねている。図-5に示すように、当事

業は、既存区間の途中から南西に延びる約 11km の延伸事

業である。低所得層の多い旧工業地域ブラックカントリー

を代表するサンドウェルやダドリーから、バーミンガム市

街地へのアクセスを向上させる目的で導入される予定で

ある。イギリスのトラムの中でも、年間乗車人数÷路線長

が宇都宮に近いことに加え、近年のトラム事業では珍しく

延伸延長が 11km と長く、事業規模が似ていることが選定

図-4 宇都宮LRT沿線の小地域の人口密度、 

公共交通網及び工業団地 

図-5 バーミンガムトラム沿線の小地域の人口密度、 

公共交通網及び周辺地域 
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理由である。  

（２）費用便益分析事例の日英比較 

宇都宮LRTについては、宇都宮市の費用便益比算出に係

る根拠資料より、 50年累積の費用便益分析結果を用いる。

またバーミンガムトラムに関しては、トラムの事業グルー

プMidland Metro Allianceによるビジネスケースから、ワイ

ダーエコノミックインパクトを含む二次シナリオにおけ

る、60年累積の費用便益分析結果を用いる。  

（Ⅰ）全体の便益に占める各便益項目の割合の比較 

図-6は両事業の各便益項目が、全体の便益に占める割合

を示したものである。なお、各資料において費用側に回さ

れているマイナス便益は含めていないことに注意された

い。これを見ると、宇都宮が便益の80%以上を時間短縮便

益を中心とした利用者便益に頼っているのに対し、バーミ

ンガムはおよそ便益全体の半分をワイダーエコノミック

インパクトをはじめとする間接的便益としている。バーミ

ンガムトラムは延伸事業のため既に既存軌道があり、延伸

による時間短縮の影響が他の便益と比べて相対的に低く

出た可能性も考えられる。とはいえ、間接的便益項目の追

加が便益項目の割合に大きく影響していることが分かる。 

（Ⅱ）費用の比較 

同費用便益分析データの費用側に注目すると、宇都宮

LRTの最終的な建設投資額が約684億円、バーミンガムト

ラム延伸の建設に充てる投資費用が約 555 億円であった。

1km 当たりの費用を両国の国民所得 14)の比で換算すると、

宇都宮はバーミンガムの約 1.3 倍になる。Midland Metro 

Alliance の事業責任者によると、バーミンガムトラムの延

伸区間の80%は既存の鉄道軌道を再利用しており、費用の

大幅な削減に成功しているという(2)。 

（Ⅲ）費用便益比の比較 

最終的な費用便益比は宇都宮LRTで0.88、バーミンガム

トラムの二次シナリオで1.92と、バーミンガムは宇都宮を

大きく上回る。 

このように前章で比較したマニュアルとその活用状況

を見ると、バーミンガムは追加する間接的便益項目が宇都

宮に比べて多いことに加え、費用面においても有利である

ことが分かる。 宇都宮市の場合、日本初の全線新設のLRT

事業ということも、費用が増加した一因だと思われる。便

益項目に関してもバーミンガムのように、時間短縮便益だ

けでなく、目的に合わせ段階的に間接的便益を追加する余

地が伺える。そこで次章では便益側の間接的評価指標の適

用可能性を探っていく。 

 

5．ワイダーエコノミックインパクトの試算 

（１）「集積による生産性の向上」指標 

3 章、4 章では、日本のLRT 事業の費用便益分析への、

間接的便益の追加余地について言及した。本章では、広範

な地域経済便益であるワイダーエコノミックインパクト

のうち、バーミンガムの事例で 82.8%と大部分を占めてい

た、「集積による生産性向上」agglomeration effect の指標に

着目する。この指標は、人材や企業間のアクセシビリティ

が向上することにより、該当エリアの産業の生産性が向上

する効果を金銭換算する。以下の式（1）は、TAG に記載

の当指標のマニュアル 13)による、エリア𝑖産業sの生産性向

上便益を示す。 

 ここで、𝑃𝑖,𝑠はエリア𝑖産業sの生産性向上便益、𝑀𝐴𝑖はエ

リア𝑖のマーケットアクセス、𝜌𝑠は産業sのマーケットアク

セス1%向上に対する全要素生産性の変化率、𝑌𝑖,𝑠はエリア

𝑖産業sの付加価値額とする。このように、マーケットアク

セスと呼ばれる企業間の集積度合いの変化率と、その産業

の付加価値額を掛け合わせ、産業ごとに合算して計算され

る。またマーケットアクセス𝑀𝐴𝑖は、以下の式(2)のように

示される。 

ここで、𝐸 𝑗 はエリア𝑗の雇用者数、𝑑𝑖𝑗は𝑖𝑗区間の交通抵

抗とする。さらに交通抵抗𝑑𝑖𝑗は、山際ら 15) による道路ネ

ットワークを対象にした生産性向上便益の計算に倣い、𝑖𝑗

区間の移動時間とする。本研究では、既に開業しているLRT

事業を対象とするため、利用者調査による開業前後の交通

分担率の結果を活用し、以下の式(3)で計算を行う。      

なお、γ𝑚は モード𝑚の交通分担率（0 ≤ γ𝑚 ≤ 1，
∑ γ𝑚 = 1𝑚 を満たす）、τ𝑖𝑗

𝑚はモード𝑚の𝑖𝑗区間の所要時

間を指す。 

𝑃𝑖,𝑠 = {(
𝑀𝐴𝑖   𝑤𝑖𝑡ℎ

𝑀𝐴𝑖   𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡
)𝜌𝑠 − 1} × 𝑌𝑖,𝑠              (1) 

𝑀𝐴𝑖 = ∑
𝐸𝑗

𝑑𝑖𝑗
𝑗 ,   (𝑖≠𝑗 )                 (2) 

𝑀𝐴𝑖 = ∑
𝐸𝑗

∑ γ𝑚τ𝑖𝑗
𝑚

𝑚 
𝑗 ,   (𝑖≠𝑗 )          (3) 

図-6 バーミンガムトラム延伸事業と 

宇都宮LRT新設事業における各便益項目の割合 

 ※1 時間短縮、交通選択肢の増加、運営費削減による効率化効果を含む 
※2 時間短縮、交通費用の削減を含む 
※3 営業収支の増加分及び運営費削減による効率化効果を含む 
※4 ソフト施策による長期的な利用者増加を反映した健康増進効果 
※5 周辺バス事業者の運営効率向上による便益 
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（２）ゾーンとODの設定 

利用者を対象にしたアンケート調査において、平日の停

留所別乗降客数の山が見られた、以下の４つの駅群の徒歩

圏 800m を、本研究のゾーンとした（図-7）。また OD は、

各ゾーンに含まれる従業者数で重みづけをした重心とす

る。なお従業者数は、令和3年経済センサスからメッシュ

従業員数データを利用した。 

（３）使用するデータと試算方法 

（Ⅰ）交通分担率 

表-1は、代表交通手段分担率の推定に用いるデータの概

要である。開業前の宇都宮市全体の交通分担率は、宇都宮

市による令和４年の都市活動調査のデータを参照した。ま

た開業後の宇都宮市全体の分担率は、ライトライン利用者

調査（表-1）による開業前後の分担率の変化と、開業前の

分担率を組み合わせて算出した（表-2）。なお、本研究のゾ

ーン間の移動に用いられる主な交通手段は、路線バス・自

動車・LRTであるため、以降の試算ではこれらの分担率の

合計を1として、その他の手段の割合を割り振って計算を

進める。またこのように、宇都宮市全体を対象とした交通

分担率を扱うため、LRT 沿線を対象にした LRT の交通分

担率は、本来さらに大きくなると考えられる。 

（Ⅱ）所要時間 

ここでは路線バス、自動車及びLRTの各ODの所要時間

を算出する。自動車の所要時間は三井造船システム技研株

式会社の道路地図V2012-3より道路のピーク時速を算出し、

QGIS の最短経路探索を用いて計測した。清原工業団地と

芳賀・高根沢工業団地にある大規模事業所では、ピーク時

間帯に駐車場への入庫待ちが発生しているため、この待ち

時間もゾーン内の従業者数の比率をかけた上で所要時間に

加えた。また、本研究ではLRTへのモードシフトの効果を

測るため、開業前後の自動車の所要時間に変化はないとす

る。 

公共交通手段であるバスと LRT の所要時間の計測には、

Open Trip Plannerを用いた。このソフトウェアは、時刻表、

運賃情報、地理情報に関するデータをまとめた世界標準の

フォーマットであるGTFS（General Transit Feed Specification）

をもとに、公共交通ネットワークを構築し経路探索を行う。

ここで使用するGTFSデータは、関東自動車、JRバス、宇

都宮LRTの3社のデータである。このようにして、開業前

後の環境下で、各ODのピーク時間におけるバスとLRTの

所要時間を計測する。 

（Ⅲ）従業員数 

 各ゾーンの雇用者数は、図-7のように、令和3年経済セ

ンサスからメッシュ従業員数データを用い、QGIS 上で各

ゾーン内の従業者数を算出した。 

（Ⅳ）産業別の弾性値 

山際ら 15)は、各産業のマーケットアクセス 1%向上に対

する全要素生産性の変化率を、賃金構造基本統計調査の個

票データを用いて推定している。本研究では、このデータ

のうち、COVID-19拡大前の2016年のパラメータを使用し

た。 

（Ⅴ）産業別付加価値額 

 産業別の付加価値額は、宇都宮市と芳賀町が公表する平

成31年の産業別付加価値額を、(Ⅲ)で算出した全ゾーン内

の従業員数で按分した。 

（４）試算結果 

 表-3と表-4は、開業前後の各OD間の交通抵抗（モード

別に交通分担率と所要時間をかけた総和）の変化を示す。

表-4は、開業前後で交通抵抗が減ったODペアは緑、増え

たペアはオレンジで色分けしている。これを見ると、LRT

の開業後、清原工業団地に関連したODを中心に交通抵抗

が減少していることが分かる。一方、芳賀・高根沢工業団

地から西側に向かうODは、LRTの所要時間が長い上、本

研究における自動車の交通分担率が高いため、交通抵抗の

増加が見られている。 

この交通抵抗の結果を用い、産業・ゾーン別のデータを

式(1)(2)(3)に入れて計算した、マーケットアクセス及び「集

積による生産性向上」の結果を以下の表-5に示す。産業別

では特に、建設業と学術研究、専門・技術サービス業で生

産性向上便益が大きく算出されることが分かる。反対に、

製造業や運輸業、郵便業、サービス業では本指標が負とな

った。こうした産業の共通点として、清原工業団地ゾーン

の事業者数の割合が他のゾーンに比べて相対的に高いこ

図-7 集積による生産性向上の便益試算における 

ゾーンと代表OD 

表-1 代表交通手段分担率の推定に用いるデータの概要 

表-2  LRTの開業前後の宇都宮市全体の交通手段分担率 

鉄道 [%] バス [%] 自動車 [%] LRT [%] その他 [%]

宇都宮市全体の

交通手段分担率

（開業前）

2.0 1.7 69.3 - 27.0

宇都宮市全体の

交通手段分担率

（開業後）

1.9 1.5 69.0 0.6 27.0
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とが挙げられる。例えば式(2)の分子にあたるあるゾーンの

従業者数が、他のゾーンの従業者数に比べて大きいと、分

母にあたる交通抵抗の減少効果が打ち消され、交通抵抗が

増加してしまった他のゾーン間による負の影響が相対的

に大きくなる現象が見られたと考えられる。 

また、前章で扱った 50 年累積の費用便益分析結果に本

指標の結果を組み込む試算を行う。まず表-5の結果を全産

業で足し合わせ、集積による生産性向上便益 [100万円/年]

を出す。同分析に倣い社会的割引率は 4%とし、50 年累積

の生産性向上便益を試算したところ、81.1[億円]となった。

この結果を費用便益分析に追加し、全体の便益に対する各

便益項目の割合を更新した結果を図-8に示す。当指標は便

益全体の11.6％、利用者便益の15.7%となり、TAGや山際

ら 15)の既存研究と類似したオーダーとなった。また、最終

的な費用便益比は当初の 0.898 から 0.993 まで増加する試

算結果となった。本研究では簡易のため、所要時間という

数秒のアクセス性のみを用いて交通抵抗を計算しているが、

各ゾーンの面積で按分された従業員数やGDPを掛け合わせ

る指標の構造から、地域全体では大きな経済的波及効果に

積み重ねられ得ることが示唆された。 

（５）各変数の試算に関する課題 

本研究はデータの制約上、簡易な試算に留まっている。

第一に、OD 別の交通手段分担率の実データが得られない

ため、LRTへの転換率を一律に設定してしまっている。実

際には、LRTへの転換が生じず生産性が変化しないODも

出ると考えられ、本来はOD別の分担率データに基づき、

より精緻な試算をすることが望ましい。但し、これらは負

の生産性効果として合算されているため、指標が過大評価

されていることはない点に注意されたい。また本来は、LRT

沿線のゾーンではLRTの交通分担率が大きいはずだが、本

研究では宇都宮市全体を対象にした分担率をもとに低く見

積もられており、これも指標の過小評価に繋がっている。

逆に過大評価の可能性として、LRTの開業後、ピーク時間

帯のバスや自動車の渋滞が悪化している場合が考えられる。

本研究では、バスと自動車の所要時間を開業前後で不変と

したが、渋滞により所要時間が増加している場合、交通抵

抗の増加に繋がる。 

第二に、本研究では簡単のため、所要時間という数秒の

アクセス性のみを用いて交通抵抗𝑑𝑖𝑗を計算したが、本来は

LRTの信頼性や手段選択への影響など、需要予測モデルや

離散選択モデルを構築して一般化費用を精緻に求めるこ

とが望ましい。 

6．結論 

（１）得られた知見 

表-3 開業前の各OD間の交通抵抗 [s] 

表-4 開業後の各OD間の交通抵抗 [s] 

※緑は交通抵抗が開業前の結果より減ったOD、オレンジは増えた

OD 

表-5 産業大分類別の開業前後のマーケットアクセス 

及び「集積による生産性向上」 

※1 時間短縮、交通費用の削減効果を含む 
※2 営業収支の増加分と運営費削減による効率化効果を含む 

図-8「集積による生産性向上」の指標追加後の 

各便益項目の割合 
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LRTの事業評価に用いられる日英の国家的マニュアルに

関しては、基本構成や項目に大差は無いものの、イギリス

は事業の間接的効果である地域経済項目を費用便益分析

に一元的に含めることが分かった。また費用便益分析の実

態の比較から、こうした地域経済項目の追加の有無や費用

面において、宇都宮が不利であることが見えた。費用に関

しては、宇都宮が先例となり見積もりの参考になることが

期待されると共に、既存の鉄道や路面電車の軌道の利用価

値が再確認された。便益項目に関しては、バーミンガムの

ように、時間短縮便益だけでなく、重要となる間接的便益

を段階的に追加していく余地が伺える。 

中でも「集積による生産性向上」の試算を通し、交通分

担率や渋滞データに関する技術的な課題の他、日本への適

用に向けた、指標自身の限界も見られる。本指標は、郊外

から都市中心部のより高所得な雇用へのアクセス性向上

を測るのに向くが、宇都宮市が期待する私事利用者による

地域活性化や、長期的に見た工業団地への投資効果は測る

ことができない。 

（２）今後の展望 

今後は、LRT のような中量輸送の軌道事業に対しても、

進化中の指標のケーススタディを蓄積していくことが期

待される。但し、日本の都市構造や目的を踏まえた適用や、

精緻な計測に向けた課題は多く、その適用可能性は慎重に

吟味されるべきである。特に、ゾーン別の交通分担率の変

化や、開業前後のゾーン間の渋滞時間に関するデータを用

い、指標の感度分析を行う必要がある。 

また、イギリスとは異なり、少子高齢化が進む中で持続

可能なまちづくりの一環としてLRTを導入する日本は、地

域活性化効果や高齢者の外出機会に関わる項目を、費用便

益分析に一元的に組み込む動きが期待されるだろう。 

【補注】 

(1) UITPによる2023年時点での世界のLRT・トラム・路面電車

の基礎情報がまとまったデータを参考にした。 

(2) 2024年10月、オンラインにて、Midland Metro Allianceのトラ

ム延伸事業の責任者にヒアリングを行った。 
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都市計画論文

2025年11月15日(土) 13:20 ~ 14:40 会場⑤(交流棟402)

講演番号[55-58]

司会:山岡 俊一(豊田工業高等専門学校)
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都市人口分布の津波避難安全性評価のためのメッシュベース最適津波避難モデル

○堀合 紳弥1、奥村 誠1 (1. 東北大学災害科学国際研究所)

13:40 ~ 14:00
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防災施設「砂留」の保全活動と近隣住民の防災意識・行動との関連性に関する研究

樋口 輝久1、○渡邊 詩穏1、橋本 成仁1 (1. 岡山大学)

14:00 ~ 14:20
[57]
阪神・淡路大震災における企業本社の移転モデルの提案
−移転前後での産業別・用途地域別の分析を通して−

○赤松 京佳1、四井 早紀2、大津山 堅介2、廣井 悠2 (1. 東京大学工学系研究科都市工学専攻、2. 東京大
学先端科学技術研究センター)

14:20 ~ 14:40
[58]
都市計画的観点に基づく洪水浸水想定区域内人口増減の全国的な定量分析
洪水浸水想定区域内の人口増加は、どの都市計画上の地域でどれほど全国的に起こっているのか

○小林 孝1、片山 茜2、林 洋一郎3、森川 裕貴3、波多野 由基3、菊池 雅彦4 (1. 東京都北区、2. 国土交通
省、3. 日本工営株式会社、4. 埼玉大学大学院理工学研究科)

セッション 2025年度全国大会（第60回論文発表会）
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*正会員 東北大学災害科学国際研究所(International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University)

1. はじめに 
(1) 本研究の背景 
将来の人口分布のあり方は，都市や地域の計画策定にお

ける基本的な検討事項である．高齢化による脆弱性の高ま

りと，防災投資のための財政力の低下が懸念される中で，

危険地域からの撤退を含めた都市構造の変革を検討する上

では，都市人口分布の自然災害への安全性を評価すること

の重要性はますます高まっている 1)．津波浸水想定区域内

に港湾や水産などの産業が集積している沿岸部の都市で

は，浸水想定区域を「危険な場所」とみなして人々の滞在

や居住を禁止することには無理がある．そこで浸水想定区

域内であっても，津波浸水想定時刻までに安全に避難でき

るという場所も「安全な場所」とみなして安全性の評価

し，引き続き土地利用と人口の存在を認めるのが実際的で

ある． 
沿岸自治体におけるこれまでの津波避難計画では，歩行

者や自動車の避難速度に一定値を設定し，津波浸水想定時

刻までの移動可能距離に基づく範囲を算出して，その範囲

内を避難可能地域とみなすことが多かった．しかし，その

方法では，歩行者と自動車が混在して避難速度が低下する

危険性は考慮されず，物理的に実現可能であるかどうかが

不明であるという問題がある． 
(2) 津波安全性評価と既往研究

従来，「交通の教則」により，津波避難における自動車の

利用は禁止されていたが，2011年東日本大震災や 2016年
福島県沖地震では多くの地域で自動車避難が行われた．各

地で渋滞が多発したが，距離的に徒歩避難が不可能な地域

も多いことも明らかとなった．その後，地震津波想定の改

訂を受け，自動車避難をとり入れた津波避難計画を作成す

る自治体も増加しているが，前述したように距離に基づく

簡便な安全性の評価にとどまり，交通渋滞や歩車の相互作

用などの悪影響は考慮されていない． 
道路渋滞を考慮した避難交通に関する研究として，歩車

の相互作用を詳細に表現できるエージェントベースのシミ

ュレーションモデル 2)の開発は進んでいるが，人口分布の

安全性評価に適用するには人口分布に対応するエージェン

トを生成してシミュレーションを繰り返す必要があり，計

算コストが大きい．また，道路ネットワーク上で，渋滞の

発生を回避する交通パターンを求める数理最適化モデルも

開発されており 3),4)，時間帯や平休日，季節により変化する

人口分布に対応できる避難経路の集合を求める試みもなさ

れているが 5)，地域メッシュ単位で与えられた人口をネッ

トワーク上に再配分する作業が必要であり，やはり計算コ

ストが大きい． 
人口分布を扱うには，ネットワークではなく地域メッシ

ュをベースとすることが望ましいが，交通渋滞を考慮した

メッシュベースのモデルの最適避難モデルは洪水からの自

動車避難を対象とする増田ら(2023)6)に限られ，歩車混在下

の津波避難を対象としたものは見られない． 
(3) 本研究の目的

本研究では，今後の中・長期的な都市計画において所与

の人口分布の津波安全性の評価に用いるために，理想的な

条件下で物理的な実現可能性を保証しつつ最も効率的な津

波避難のあり方を求める最適化モデルを構築する．時間帯

や平休日，さらには季節により変化する都市内の人口分布

を扱うために，多くの人口データが準拠している地域4次
メッシュ（1辺約500m）を空間単位とする．

このモデルの主眼は，安全性が低い初期の人口分布から，

安全性の高い分布に迅速に移行させていくためのメッシュ

間の人口移動を求めることにあり，道路空間上の交通流の 

都市人口分布の津波避難安全性評価のためのメッシュベース最適津波避難モデル 

A Mesh-based Optimal Tsunami Evacuation Model for Safety Evaluation of Urban Population Distribution 

堀合紳弥*・奥村誠* 
Shin-ya Horiai*, Makoto Okumura* 

Evaluating the tsunami safety of population distribution is a critical concern; however, current methods employed by 
local authorities, which are based on evacuation distance limits, do not guarantee the feasibility of transportation during 
evacuations. This study aims to develop a mesh-based optimal tsunami evacuation model that considers the effects of 
traffic congestion. Through empirical calculations, we confirm two key points: a) this model can compute effective 
evacuation methods that enhance overall safety, and b) it can detect differences in safety that depend on traffic capacity 
distribution, even in population distributions where traditional evaluation distance limit method shows no differences. 
This demonstrates its applicability in assessing the safety of population distributions. 
Keywords: Safety Evaluation, Tsunami Disaster, Mesh-based Model, Optimization 
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実現可能性に関する物理的な条件を考慮できる構造として

いる．一方で以下の計算例では，理想的な条件下のパラメ

ータ値や概算値を用いており，本モデルの計算結果を直接

的に実際の避難計画に用いる意図はない． 
構築した最適化モデルが都市人口分布の安全性評価に適

用できることを確認するため，実証計算を通して，a)この
モデルによって，全体的として安全性の高い避難方法が計

算できること， b)従来の簡便な評価方法では違いが見られ

ない人口分布でも，このモデルにより交通容量の分布に依

存する安全性の違いを検出できること，の2点を示す． 
 
2. メッシュベース最適津波避難モデルの構築 

(1) モデルの基本的な考え方 
本研究では，人口集計単位として多く用いられている地

域メッシュをベースとする最適津波避難モデルを構築する．

交通工学の知見を踏まえ，自動車と歩行者が混在し，互い

の移動速度を低下させる相互作用を考慮して，メッシュ間

移動の実行可能性を保障する．また，今後の高齢化などに

より地域内の歩行困難者がさらに増加することを鑑みて，

1 台の自動車に複数回にわたり歩行者を乗降させるピック

アップ行動を表現できるようにする． 
そこで避難主体として，自動車を運転する運転者，運転

者に同乗する同乗者，歩行者の3モードを考え，避難途中

の同乗者と歩行者間の移行を可能とする．各メッシュには，

図－1に示すように，自動車と歩行者が移動する道路部分，

歩行者が自動車に乗降する道路外部分，津波避難ビルや避

難タワーに代表される避難場所部分の3つの部分を考える．  
本研究では，時点𝑡においてメッシュ𝑖に存在する 1人の避
難者が津波に被災する確率(以下「津波被災確率」) 𝑅!"をメ

ッシュ𝑖での時点𝑡までの最大浸水深を用いて， 
𝑅_𝑡^𝑖 = 1/{1 + exp	(−30 ∗ (時点		𝑡	以前の最大浸水深− 0.3))	} 

と設定する．これは，浸水すると身動きができなくなり、

避難行動が取れなくなる 7)とされている浸水深 0.3m 付近

を境に0から1に数値が急上昇するロジット関数である．

なお津波遡上開始以前の 𝑡 ≤ 𝑡# = 30	は被災の可能性は

なく，全メッシュの津波被災確率の値を0とし，津波遡上

開始後の 𝑡 > 𝑡# = 30	の時点では，浸水区域内メッシュの

避難場所部分と浸水区域外メッシュは安全であると考えて，

津波被災確率の値を0とおく． 
時点𝑡 における津波被災確率と滞在者数の積を地域内で

足し合わせたものは，その時点で発生する新たな犠牲者の

期待値となる．これに基づき，2 種類のリスク評価値を定

義する．まず，所与の人口分布を固定してその後の期待値

を累積し，津波の第一波到達から終了までの時間で除した

値を「静的リスク評価値」と定義する．これは，所与の人

口分布のまま避難を行わない場合の犠牲者数の期待値を意

味する． 
さらに所与の人口分布から徐々に分布を変化させた場合

に変化していく犠牲者の期待値の和をとり，同様に第1波
到達から終了までの時間で除した値を「動的リスク評価値」

と定義する．これは，所与の人口分布から避難を行った場

合の犠牲者数の期待値を意味する．本モデルでは「動的リ

スク評価値」を最小とするような人口分布の推移パターン

を求めることとする． 
(2) モデルの変数 
本モデルで用いる集合・変数・パラメータを表－1に示す．

本モデルの主要な変数は，各地域メッシュの道路内，道路

外部分における期ごと（地震発生からの津波第一波の浸水

終了までの1分ごと）の運転者，同乗者，歩行者の存在数

と，避難場所の滞在数である．またこれらの人数を変化さ

せる期ごとの地域メッシュ（道路内部分）間の移動量，同

一地域メッシュ内の道路内外部分相互の運転者，同乗者，

歩行者移動量，道路外部分から避難場所部分への歩行者の

移動量，および道路外部分における自動車からの乗降者数

を変数として扱う． 

(3) モデルの定式化と数値計算法 
本モデルの定式化を表－2に示す． 
式(1)は目的関数であり，動的リスク評価値(第 1項)のほ

かに，浸水区域外の無駄な移動と無駄な乗車に対するペナ

ルティ(第2項)を加えて最小化する．式(2)〜(11)はメッシュ

内の各モードの保存則である．式(12)〜(17)はメッシュ間の

交通の連続式である．式(18)〜(22)は自動車への同乗者数が

乗車可能人数を超えない制約である．式(23) (24)は自動車
(運転者)と歩行者それぞれの道路内部分のフロー容量制約

を示す．式(25)(26)は自動車(運転者)と歩行者の混在を表現
した収容制約であり，各モードの存在量が多いほど，互い

のモードの道路内への流入と流出が小さくなる．式(27)(28)
はメッシュの道路外部分の車両収容容量の制約で，避難場

所を有するメッシュではその駐車容量を加算している．式

(29) (30)は自動車と歩行者それぞれの道路外部分へのフロ

ーに対する容量制約である．式(31) (32)は避難場所を有する

メッシュにおいて歩行者が避難場所へ入場するフローの制

約と避難場所の収容容量制約を表す．式(33)〜(37)は各モー

ドの移動には出発準備時間が必要であるため，地震発生後

一定の時間経過するまでは移動がなされないことを表す． 
式(38)〜(40)は各期首に存在した自動車数を上回る移動

が不可能であることを意味する制約式，式(41) 〜(45)は同

 
図－1 メッシュおよび変数の考え方 
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乗者と歩行者に関する同様の制約である．ただし式(43)で
は歩行者が1期（1分間）に80mしか移動できないことを
反映する係数を考慮している．式(46)(47)は運転者，歩行者

それぞれのメッシュ通過に要する時間制約を表現するため

に，メッシュ流入後一定時間メッシュに滞在させる制約で

ある．式(48)(49)は自動車への乗降に要する時間を，道路外

部分に一定時間以上滞在させることで表現する．式(50)は
避難場所への入場に時間を要することを表す．式(51)は避
難場所のない浸水域内のメッシュでの同乗者の降車を制限

している．式(52) は所与のメッシュごとの初期人口が運転

者と歩行者に分割されて道路外部分に与えられるという初

期条件である．式(53) (54)は，運転者数の上限，式(55)は同

乗者数の下限を示し，後者は徒歩困難者数に対応する．  
以上，本モデルの各変数は非負の連続変数であり，目的

関数，制約式が全て一次式のため，本モデルは線形計画モ

デルとして一般的な数理計画ソルバーで数値的に最適解を

求めることができる． 
 
3. 実証計算による人口分布安全性評価への適用性の確認 

(1) 実証計算の目的 
本モデルが都市人口分布の安全性評価に適用できること

を確認するため，青森県八戸市の市街地を対象とする実証

計算を行い，a)各避難者が最短距離で避難する場合に比べ

て，本モデルによって，交通混雑を避け，全体的としてよ

り安全性の高い避難方法が計算できることを示す．つぎに，

b)移動可能距離では安全性が同等な人口分布でも，交通容

量との空間的な関係の違いに基づく安全性の違いを本モデ

ルによって検出できることを示す． 
(2) 青森県八戸市での計算条件 
実証計算の対象地域として，青森県八戸市の中心市街地

を選定した．想定する津波ハザードは，日本海溝地震モデ

ルによる津波であり，この地域では地震発生後 30 分から
60分の間に第 1波による浸水が広がると予想されている．

八戸市の津波避難計画では地震による橋梁の被災の可能性

を踏まえて，橋梁を経由しない経路で避難させることとし

ていることに習い，本研究では，図－2 に示す馬淵川と新

井田川に挟まれた八戸市中心市街地における想定浸水区域

に着目して，それらを含む 77 個の地域メッシュと内陸側

浸水区域外の107個の地域メッシュを合わせた合計284個
の地域メッシュを計算対象とする．この地域の浸水域内に

は44,050人(2020年国勢調査)が居住しており，図－2に示

すような夜間人口分布となっている．本研究ではこの人口

分布を「基準人口分布」と呼ぶこととする．なお，以下の

地図において，2つの河川の外側の計算対象としない地域 

表－1 モデルで用いる集合・変数・パラメータ 
集合 

𝑇 期（地震発⽣時刻からの経過分）の集合 {0, … , 𝑡!} 

𝐴 メッシュの集合 

𝐴" 浸⽔区域内で避難場所を持つメッシュの集合 

𝐴# 浸⽔区域内で避難場所のないメッシュの集合 

𝐴$ 浸⽔区域外のメッシュの集合 

𝐴% メッシュ 𝑖 に隣接するメッシュの集合 

𝑁(𝑖),𝑆(𝑖),

𝑊(𝑖),𝐸(𝑖) 
メッシュ 𝑖 の道路上で 

北,南,⻄,東側に隣接するメッシュ 

変数 

𝑝&%, 𝑝&%, 𝑝&'@  道路内に存在する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑞&%,𝑞&%,𝑞&'@  道路外に存在する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑟&'@  避難場所に存在する歩⾏者数 

𝑢&%,𝑢&%,𝑢&'@  道路内に流⼊する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑣&%,𝑣&%,𝑣&'@  道路内で流出する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑚!,#
$ ,𝑚!,#

$ ,𝑚%,#
&"  メッシュ間を移動する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑙&%,𝑙&%,𝑙&'@ 道路外から道路内に移動する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑛&%,𝑛&%,𝑛&'@  道路内から道路外に移動する運転者,同乗者,歩⾏者数 

𝑜&'@  道路外から避難場所に移動する歩⾏者数 

𝑠&%,𝑠&%,𝑠&'@  降⾞する運転者数，同乗者数，乗⾞する歩⾏者数 

パラメータ（本論⽂での設定値） 

𝑡( 地震発⽣から津波第1 波到達開始までの期 (31) 

𝑡! 地震発⽣から津波第1 波到達完了までの期 (60) 

𝜃 ⾃動⾞の平均乗⾞可能⼈数 (4) 

𝑅&% 津波被災確率 (0~1, メッシュ・期毎) 

𝐻% 道路の収容容量（0~1300, メッシュ毎） 

𝛿% 渋滞流と⾃由流の密度波速度の⽐ (0.9) 

𝜏(, 𝜏! ⾃動⾞・徒歩での避難準備に要する時間 (25,15) 

𝜏),𝜏* ⾃動⾞の乗降，避難場所⼊場に要する最⼩時間 (3,2) 

𝜖(, 𝜖! ⾃由流状態の⾃動⾞,歩⾏者のメッシュ通過時間 (1,6) 

𝜉%, 𝜂% 運転可能者(0.35)，徒歩困難者(0.15∼0.23)の割合 

𝑒+%  歩⾏者と⾃動⾞の占有空間の⽐ (1/6) 

𝐶,% 移動のフロー容量 

𝐷% 各メッシュの初期⼈⼝ (0∼1707, メッシュ毎) 

𝐸% 道路外に駐停⾞可能な⾃動⾞台数 (0∼2309, メッシュ毎) 

𝐹'@  避難場所に収容可能な⼈数 (59∼2309, メッシュ毎) 

 

 
図－2：基準人口分布と津波遡上時間の等高線 
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表－2 モデルの定式化 
⽬的関数 

min 	 (
&!-&"

∑  &∈/ ∑  %∈0  𝑅&% Z[𝑝&% + 𝑝&% + 𝑝&'@ \ + [𝑞&% + 𝑞&% + 𝑞&'@ \] +   

(
(111

∑  &!-(
&21 ∑  %∈0# ^ ∑  ,∈0$  [𝑚,,&

% + 𝑚,,&
% + 𝑚4,&

'̀ \ +  𝑠&'@ a  (1)  

メッシュの保存則（道路内）（∀𝑡 ∈ {0, … , 𝑡! − 1}） 

𝑝&% + 𝑢&% − 𝑣&% + 𝑙&% − 𝑛&% = 𝑝&5(% , ∀𝑖 ∈ 𝐴 (2) 

𝑝&% + 𝑢&% − 𝑣&% + 𝑙&% − 𝑛&% = 𝑝&5(% , ∀𝑖 ∈ 𝐴 (3) 

𝑝&'@ + 𝑢&'@ − 𝑣&'@ + 𝑙&'@ − 𝑛&'@ = 𝑝&5('̀ , ∀𝑖 ∈ 𝐴 (4) 

メッシュの保存則（道路外）（∀𝑡 ∈ {0, … , 𝑡! − 1}） 

𝑞&% − 𝑙&% + 𝑛&% − 𝑠&% = 𝑞&5(% , ∀𝑖 ∈ 𝐴" (5) 

𝑞&% − 𝑙&% + 𝑛&% + 𝑠&'@ − 𝑠&% = 𝑞&5(% , ∀𝑖 ∈ 𝐴" (6) 

𝑞&'@ − 𝑙&'@ + 𝑛&'@ − 𝑜&'@ + 𝑠&% − 𝑠&'@ + 𝑠&% = 𝑞&5('̀ 	, ∀𝑖 ∈ 𝐴" (7) 

𝑟&'@ + 𝑜&'@ = 𝑟&5('̀ , ∀𝑖 ∈ 𝐴" (8) 

𝑞&% − 𝑙&% + 𝑛&% = 𝑞&5(% , ∀𝑖 ∈ 𝐴# (9) 

𝑞&% − 𝑙&% + 𝑛&% + 𝑠&'@ − 𝑠&% = 𝑞&5(% , ∀𝑖 ∈ 𝐴# (10) 

𝑞&'@ − 𝑙&'@ + 𝑛&'@ − 𝑠&'@ + 𝑠&% = 𝑞&5('̀ , ∀𝑖 ∈ 𝐴# (11) 

メッシュ間交通の連続式（∀𝑡 ∈ 𝑇） 

𝑢&% = 𝑚6,&
7(%) + 𝑚7,&

6(%) + 𝑚:,&
;(%) + 𝑚;,&

:(%), ∀𝑖 ∈ 𝐴 (12) 

𝑢&% = 𝑚6,&
7(%) + 𝑚7,&

6(%) + 𝑚:,&
;(%) + 𝑚;,&

:(%), ∀𝑖 ∈ 𝐴 (13) 

𝑢&'@ = 𝑚6,&
7(')d +𝑚7,&

6(')d +𝑚:,&
;(')d +𝑚;,&

:(')d , ∀𝑖 ∈ 𝐴 (14) 

𝑣&% = 𝑚6,&
% + 𝑚7,&

% + 𝑚:,&
% + 𝑚;,&

% , ∀𝑖 ∈ 𝐴 (15) 

𝑣&% = 𝑚6,&
% + 𝑚7,&

% + 𝑚:,&
% + 𝑚;,&

% , ∀𝑖 ∈ 𝐴 (16) 

𝑣&'@ = 𝑚6,&
'd+𝑚7,&

'̀ + 𝑚:,&
'd +𝑚;,&

'd, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (17) 

同乗者数の上限制約（∀𝑡 ∈ 𝑇） 

𝑚,,&
% ≤ 𝑚,,&

% (𝜃 − 1), ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑗 ∈ 𝐴% (18) 

𝑙&% ≤ 𝑙&%(𝜃 − 1), ∀𝑖 ∈ 𝐴 (19) 

𝑛&% ≤ 𝑛&%(𝜃 − 1), ∀𝑖 ∈ 𝐴 (20) 

𝑝&% ≤ 𝑝&%(𝜃 − 1), ∀𝑖 ∈ 𝐴 (21) 

𝑞&% ≤ 𝑞&%(𝜃 − 1),	 ∀𝑖 ∈ 𝐴 (22) 

道路内のメッシュ間フロー容量制約（∀𝑡 ∈ 𝑇） 

𝑚,,&
% ≤ 𝐶,%, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑗 ∈ 𝐴% (23) 

𝑚4,&
'̀ ≤ 𝐶4'@ , ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑗 ∈ 𝐴% (24) 

𝑢&% + 𝑒+% 𝑢&'@ ≤ 𝛿%g𝐻% − 𝑝&% − 𝑒+% 𝑝&'@ h, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (25) 

𝑣&% + 𝑒+% 𝑣&'@ ≤ 𝛿%g𝐻% − 𝑝&% − 𝑒+% 𝑝&'@ h,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴 (26) 

道路外の⾞両収容容量制約（∀𝑡 ∈ 𝑇） 

𝑞!" − 𝑞#" ++  
!$%

&'#
  𝑠&" ≤ 𝐸" , ∀𝑖 ∈ 𝐴( (27) 

𝑞&% − 𝑞0
% ≤ 𝐸%, ∀𝑖 ∈ 𝐴# (28) 

道路外へのフロー容量制約（∀𝑡 ∈ {0, … , 𝑡! − 1}） 

𝑛&% ≤ 𝐶=% ,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴" (29) 

𝑛&'@ ≤ 𝐶='̀ ,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴" (30) 

避難場所の歩行者フロー容量，収容容量制約（∀𝑡 ∈ 𝑇） 

𝑜&'@ ≤ 𝐶>'̀ ,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴" (31) 

𝑟&'@ ≤ 𝐹'@ ,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴" (32) 

 

避難前の出発準備時間制約 

𝑙&% = 0, ∀𝑡 ∈ {0, … , 𝜏( − 1}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (33) 

𝑙&'@ = 0, ∀𝑡 ∈ {0, … , 𝜏! − 1}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (34) 

𝑜&'@ = 0,	 ∀𝑡 ∈ {0, … , 𝜏! + 1}, ∀𝑖 ∈ 𝐴" (35) 

𝑠&'@ = 0, ∀𝑡 ∈ {0, … , 𝜏( − 2}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (36) 

𝑠&% = 0,	 ∀𝑡 ∈ {0, … , 𝜏( + 1}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (37) 

移動量の上限制約 (∀𝑡 ∈ 𝑇） 

𝑣&% + 𝑛&% ≤ 𝑝&%,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (38) 

𝑙&% + 𝑠&% ≤ 𝑞&%,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴" (39) 

𝑙&% ≤ 𝑞&%,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴# (40) 

𝑣&% + 𝑛&% ≤ 𝑝&%,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (41) 

𝑙&% + 𝑠&% ≤ 𝑞&%,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (42) 

500/80𝑣&'@ + 𝑛&'@ ≤ 𝑝&'@ ,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (43) 

𝑙&'@ + 𝑜&'@ + 𝑠&'@ ≤ 𝑞&'@ ,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴" (44) 

𝑙&'@ + 𝑠&'@ ≤ 𝑞&'@ , ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴# (45) 

メッシュ間通過時間，道路外乗降時間制約 

𝑝!" ≥+  
)'

&'%
 𝑢!$&" ,	 ∀𝑡 ∈ {𝜖%, … , 𝑡*}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (46) 

𝑝!+; ≥+  
)(

&'%
 𝑢!$&+<,	 ∀𝑡 ∈ {𝜖*, … , 𝑡*}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (47) 

𝑞!" ≥+  
,)

&'%
𝑛!$&" ,	 ∀𝑡 ∈ {𝜏-, … , 𝑡*}, ∀𝑖 ∈ 𝐴 (48) 

𝑞!+; ≥+  
,)$%

&'%
 𝑛!$&+<	 ∀𝑡 ∈ {𝜏- − 1,… , 𝑡*}, ∀𝑖 ∈ 𝐴. (49) 

𝑞!+; ≥+  
,*

&'%
 𝑛!$&+<	, ∀𝑡 ∈ {𝜏/, … , 𝑡*}, ∀𝑖 ∈ 𝐴( ∪ 𝐴0 (50) 

避難場所のない浸⽔区域内メッシュでの同乗者降⾞禁⽌の制約 

𝑠&% ≤ 0,	 ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴𝑏 (51) 

初期条件 

𝑞1% + 𝑞1'̀ = 𝐷%(	given	),	 ∀𝑖 ∈ 𝐴 (52) 

𝑞1% ≤ 𝜉%𝐷%,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴 (53) 

+  
!2

!'0
  𝑙!" ≤ 𝑞#" ,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴 (54) 

𝑞0
" ++  

!2

!'0
  𝑙!+; ≤ B1− 𝜂"D𝐷" ,	 ∀𝑖 ∈ 𝐴 (55) 

操作変数の⾮負制約（∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐴, ∀𝑗 ∈ 𝐴" , ∀ℎ ∈ 𝐴(） 

𝑝!" , 𝑞!" , 𝑢!" , 𝑣!" , 𝑚3,!" , 𝑙!" , 𝑛!" ≥ 0, 

𝑝!" , 𝑞!" , 𝑢!" , 𝑣!" , 𝑚3,!" , 𝑙!" , 𝑛!" ≥ 0, 

𝑝!+; , 𝑞!+; , 𝑟!+; , 𝑢!+L, 𝑣!+; ,𝑚5,!+L , 𝑙!+;, 𝑛!+L, 𝑜!6L ≥ 0, 

𝑠!6, 𝑠!+; , 𝑠!+; ≥ 0 

(56) 
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は灰色で着色している．また内陸側浸水区域外の地域メッ

シュの枠線を緑色で表示している． 
実証計算では，尾崎ら(2024)8)が日本工営株式会社の津波

解析コードにより実施した浸水深の数値計算結果を使用し

て，期ごとの各メッシュの津波被災確率 𝑅!"  を与える．図

－2 中の実線は浸水深が 0.3m を超える期の等高線を示し

ている． 
道路の交通容量に関するパラメータを得るために，各メ

ッシュ内の道路長と道路交差数，メッシュ間の道路本数を

オープンデータソースのOpen Street Mapから取得した．そ

れらから道路の収容容量 𝐻"，自動車(運転者)，歩行者のメ

ッシュ間のフロー容量 𝐶"N, 𝐶OP,,,,をそれぞれ, 

𝐻𝑖 =
(メッシュ内道路長) 	× 	(自動車最大密度＝1/6	台/m)

1 + log%#(メッシュ内道路交差数)
 

𝐶"N =	 (メッシュ𝑖	𝑗	間の道路本数) 	× 	 (1	分間通過車両数= 20	台), 
𝐶OP,,,, =	 (メッシュ𝑖	𝑗	間の道路本数) 	× 	 (1	分間通過人数= 40	人) 
と設定した．車両の通過台数は，愛知県が実施した津波避

難シミュレーション 9)での速度(30km/h)を参考とし,車頭間

隔 25m の車が 500m メッシュを一分間で通過できる台数

を設定した．実際に計算対象メッシュに設定した道路の収

容容量を図－3に示す．浸水時期が t=35から 40分の等高

線に沿う地域に着目すると，青色の枠で囲んだ東側の地域

メッシュの道路容量が大きいのに比べ，橙色の枠で囲んだ

西側の地域メッシュの道路容量が小さいことが確認できる． 
避難場所として，八戸市の指定避難所の中で津波避難時

に利用可能と明記されている避難場所を取り上げ，収容人

数をメッシュごとに集計して当該メッシュの収容人数 𝐹"	
および駐車車可能台数 𝐸" とした．  
この他，自動車の定員を一般的な乗用車の定員から4人
とし，自由流状態の運転者，歩行者の移動速度をそれぞれ

30km/h，5km/hとする．運転者，歩行者の出発準備時間は

東日本大震災の実績値を基にそれぞれ25分，15分とする．
運転可能者の割合は八戸市の人口当たり自家用車数の0.35
とし，徒歩困難者の割合は，年齢別の要介護率，未就学児

の割合等を考慮してメッシュ毎に0.15~0.23の値を与える． 
なお，以上の設定値では，どの地域メッシュにおいても

歩行困難者を最初に乗せ切るだけの運転者と車両が存在す

るため，複数回のピックアップ行動は生じない．  

(2)「最寄避難」の設定と計算方法 
本モデルによる最適解を「最適避難」と呼ぶ．一方，現

在自治体が提供しているハザードマップなどの情報を頼り

に，避難者各自が最寄りの浸水区域外や避難場所に移動す

る場合の解を「最寄避難」と呼び，両者のリスク評価値を

比較する． 
最寄避難は，本モデルに，第一波到達完了（𝑡\ = 60）ま
でに避難者全員が避難場所または浸水域外に移動し終える

という制約を付け加え，道路上の移動量の和を目的関数と

して最小化する．つぎに，その移動量を制約として本モデ

ルに付け加え，本来の目的関数である動的リスク評価値を

最小化することで計算できる．本モデルでは，車両や歩行

者が途中で津波に遭遇した場合でも動き続けるものとして

計算するため，上記の移動終了条件は安全な避難の終了を

意味しない．避難の安全性は，各時点の人口分布に津波遭

遇確率をかけた「動的リスク」として計算される移動中の

被災者数の期待値を用いて評価する必要がある． 
(3) 最適避難と最寄避難の比較 
同一の基準人口分布を与え，最適避難と最寄避難の計算

結果を比較する．基準人口分布の静的リスク評価値は

2.1×104であり，避難を行わなければ夜間人口 44,050 人の
半数弱の犠牲が予測される．最寄避難における動的リスク

評価値は 2.1人で犠牲者の期待値は十分小さくなるが，最

適避難ではさらにその 12分の 1に当たる 0.18人にまで抑
えることができることがわかる． 
最適避難と最寄避難の静的リスク評価値の時間推移を

 

図－4：基準人口分布の最適避難と最寄避難による 
静的リスク評価値の推移 

基準人口分布 
最寄避難 

基準人口分布 
最適避難 

 

 
図－3：道路の収容容量の設定値 
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図－4に示す．いずれも歩行者が避難開始する t=16からリ

スク評価値が減少し始め，運転者が避難開始する t=26から
減少率が大きくなっているが，時間経過に伴い，最寄避難

に比べて最適避難の値が大きく低下している． 
メッシュ毎の道路内延べ移動者数を比較すると，図－5
の最寄避難では一部のメッシュに避難者が集中しているが，

図－6 の最適避難では浸水区域内外の境界に広く分散して

いる．このように，最適避難ではのちの時間の渋滞を防ぎ

静的リスク評価値を抑えるように交通を分散させている． 
以上から本モデルでは，歩車混合の影響を踏まえ，安全

な人口分布に素早く変化させるような理想的な避難を最適

解として計算できていることが確認できた． 
 (4) 異なる人口分布の安全性の違いの検出 
避難距離は同等であるが交通条件に差がある人口分布に

対して，本モデルによって安全性の差異を検出できること

を確認する。図－7 のような「比較人口分布」を設定し図

－2 の基準人口分布と最適避難の比較を行う．これは，図

－3 において，青色の枠で囲んだ道路容量が大きい地域メ

ッシュの人口を，橙色の枠で囲んだ道路容量が小さい地域

メッシュに移動させたもので，浸水のタイミングの点では

差がなく静的リスク評価値は同等で，従来の非浸水域まで

の距離に基づく評価方法でも安全性は同等となる． 
本モデルの最適避難による動的リスク評価値は，0.18と

0.26のように異なる値が計算された．図－8に静的リスク

評価値の時間的推移を比較している．両者とも時間経過に

伴い静的リスクは低下するが，基準人口分布の方が低下速

度は大きい．図－9 に示した比較人口分布の道路内延べ移

動者数の分布を，図－6の基準人口分布の場合と比べると，

図－3 に示した道路の収容容量が小さい左側のメッシュに

移動者がより多く集中している．これが移動速度の低下を

もたらし，静的リスク値の低下を鈍化させたと考えられる． 
このように，避難距離は同等であるが交通条件に差があ

る人口分布に対して，本モデルによって安全性の差異を検

出できることが確認できた． 
 

4. おわりに 

本研究では，人口分布の津波安全性を評価するためのメ

ッシュベース最適津波避難モデルを提案し，実証計算によ

り，効率的な避難方法が計算できていること，避難距離は

同等だが交通条件に差がある人口分布について，安全性の

差異を検出できることを確認した． 
今後の発展として，短期的な視点から地域の避難計画の

 
図－6：基準人口分布の最適避難による 

道路内延べ移動者数 

 
図－5：基準人口分布の最寄避難による 

道路内延べ移動者数 

 
図－7：比較人口分布 
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策定に使用するための検討が望まれる．具体的には，現実

的なパラメータ値の設定，交通条件の変更による感度分析，

時点や季節などの条件の異なる人口分布間での解の比較，

運転可能者が少ない場合のピックアップ避難の効果分析な

どがあげられる．また，最適避難を実現するための情報提

供や事前の訓練についても検討を行うことが望まれる． 
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日. 
8) 尾崎壮一,古里春花,堀合紳弥,野島和也,田中聖三,高瀬慎
介(2024),「構造物を考慮した八戸市における津波遡上解析」, 
計算工学講演会論文集, 29, pp. 728-730, 日本計算工学会. 
9) 愛知県, 愛知県市町村津波避難計画策定指針(2020), 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/saigaitaisaku/tunamihinannkeika
kusakuteisisinn.html, 2025年8月14日. 

 
図－8：異なる分布からの静的リスク評価値の推移 

 
図－9：比較人口分布の最適避難による 

道路内延べ移動者数 

比較人口分布 
最適避難 

基準人口分布 
最適避難 

 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.60 No.3, 2025 年10 月 
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.60 No.3, October, 2025 

-930-



* 正会員 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域（Okayama University） 
** 学生会員 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科（Okayama University） 

1. はじめに

1-1. 背景

昨今、日本各地で台風や豪雨による土砂災害が相次いで

発生している。これらの自然災害は、地球温暖化による気

候変動の影響を受け、今後さらに激甚化・大規模化する可

能性がある。そのため、住民が安全で安心な生活を営むた

めには、「防災まちづくり」を推進することが重要である。

内閣府が作成した防災白書では、「公助の限界」と「自助・

共助」の重要性が指摘されており、行政に過度に依存する

のではなく、住民同士が協力し合い、防災意識を高めるこ

とが求められている 1）。防災意識や防災行動は、地域固有

の特徴や抱える課題が複雑に絡み合う中で形成されるもの

であり、地域ごとの特性に応じた取り組みが必要である。

こうした状況を踏まえ、全国各地で地域ごとの特色を活か

した防災対策が進められている 2），3），4）。中でも、広島県は、

平成26年8月の広島豪雨災害や平成30年7月豪雨災害な

ど、土砂災害が頻発している地域であることから、歴史的

な防災施設を活用した取り組みが注目されている。特に福

山市には、江戸時代に築造された石積みの防災施設「砂留」

が多数現存しており 5）、歴史的にも土石流の常襲地域であ

ったことが示されている。砂留は土砂の流出を防ぎ、植生

を回復させることで、防災施設としての役割を果たしてき

た。しかし、その多くは長い年月の中で土砂に埋もれ、次

第にその存在が忘れ去られていった。近年、こうした砂留

の存在が再認識され、地域住民の手によって保全活動が活

発に行われている。これらの活動は、砂留を地域資産とし

て保存・活用するだけでなく、地域住民の連携を促進し、

防災意識向上や地域活性化にもつながるものとして期待さ

れる。 

1-2. 既存研究と本研究の位置づけ 
防災意識や防災行動に関する研究は幅広く行われている。

二神ら 6）は、学生の防災活動団体への所属有無で防災意識

の比較を行い、地域防災活動への参加が危機感や関心を向

上させ、地域の愛着が他者志向性や被害想像力を向上させ

ることを示した。柿本 7）は益城町において、ソーシャル・

キャピタル（以下SC）が地域防災力を高めるか検証を行い、

SCの充実が地域防災力の向上につながることを示した。平

山ら 8）は、滋賀県内の自治会における地域防災力について

約 10 年間の変化を検証し、地域防災力の変化に影響を与

える要因として、消防団等および行政との連絡頻度と洪水

ハザードマップの確認を挙げ、自主防災組織の有無による

直接的な影響は少ないことを明らかにした。藤田ら 9）は、

自主防災組織の活性化と日常的な地域活動に相関があるこ

とを示したうえで、防災まちづくりの充実において地域活

動を活性化していくことが重要であることを明らかにした。

春山ら 10）は、平常時における地域コミュニティベースの交

流活動が盛んに行われていることが、緊急時における積極

的支援活動を導くことを示した。松本ら 11）は、地域コミュ

ニティで積極的に活動する人ほど防災活動を継続して行う

傾向が強いことを示した。 
地域資産と防災行動や防災意識とのかかわりに関する研

究はされているが、実数としてあまり多くはない。海野ら
12）は、歴史まちづくりが地域住民の防災行動に与える影響

について分析を行い、歴史まちづくりが地域理解や SC の

醸成の一助となっている可能性を示した。川村ら 13）は、京

都府福知山市の水害の多い地域において、歴史的な河川と

その周辺の歴史景観を対象としたジオツアーを行い、その

効果と防災意識の醸成とのかかわりについて考察した。そ

防災施設「砂留」の保全活動と近隣住民の防災意識・行動との関連性に関する研究 
Research on the relationship between the conservation activities of the disaster prevention facility “Sunadome” and the 
disaster prevention awareness and behavior of neighborhood residents 

樋口 輝久*・渡邊 詩穏**・橋本 成仁* 
Teruhisa Higuchi*，Shion Watanabe**，Seiji Hashimoto* 

As the limitations of public assistance are pointed out, disaster-resistant community development based on mutual 
assistance among residents is becoming increasingly important. In this study, a questionnaire survey and an interview 
survey were conducted in the Fukuso Elementary School District in Fukuyama City, Hiroshima Prefecture, with the 
aim of clarifying the impact of the conservation activities of Sunadome, a disaster prevention facility, on the disaster 
awareness and behavior of neighborhood residents. As a result, it was confirmed that awareness of Sunadome and 
support for its conservation activities have a structure that influences evacuation behavior at the time of a disaster 
through a sense of crisis, mutual aid awareness, and daily preparedness for disasters. 
Keywords: Erosion-control facility, Disaster Prevention Actions, Disaster Prevention Town Planning 

砂防施設、防災行動、防災まちづくり 
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の結果、現地で水害について学ぶことによる防災意識向上

の可能性について示した。 
以上のように、防災意識や防災行動に関する既存研究に

おいては、防災意識が高いとされる住民属性や地域属性が

示され、防災意識・防災行動と地域活動との関係が扱われ

てきた。本研究が明らかにしたいのは、住民主体の保全活

動が、活動の直接の担い手ではない近隣住民の防災意識・

行動にどのような影響を及ぼし得るかである。ここでいう

直接の担い手ではない近隣住民（以下、「その他の住民」）

とは、保全団体のメンバーや日常的な維持管理の担い手を

除く居住者全般を指し、住民を対象とした見学会への一般

参加者は含む。この問いを検証するため、広島県福山市福

相学区を事例に、歴史的防災施設「砂留」の住民主体の保

全・啓発活動を取り上げ、団体の存在の認知・賛同と住民

の防災意識・行動との関連をアンケートデータに基づき統

計的に把握する。すなわち、本研究の関心は砂留や当該地

域の固有性に限定されず、住民主体の保全活動という一般

的な実践形態が「その他の住民」の意識・行動に接続する

メカニズムを、地域事例を通じて検討する点にある。 
以上の背景を踏まえ、本研究では、住民主体の砂留保全

活動を事例に、団体の直接メンバーではない住民における

保全活動の認知・賛同と防災意識・行動の関連を、アンケ

ートデータに基づき統計的に把握し、その意識構造を明ら

かにすることを目的とする。研究の流れとしては、砂留の

存在する広島県福山市の福相小学校区において地域住民に

対するアンケート調査を実施し、得られた結果をもとに、

砂留保全団体の存在が近隣住民の防災意識・防災行動に与

える影響について町内会長を中心としたヒアリング調査に

より因果仮説を立て、その意識構造を分析する。 
 
2．福相小学校区とアンケート調査・ヒアリング調査の概要 

2-1. 対象地及び保全団体の概要 

 広島県福山市の福相小学校区は JR 福山駅から北西に約

10kmの位置にある。学区南側には大谷山山系の山々、北側

には一級河川である芦田川が通っている。学区南西部の別

所地区には、土木学会選奨土木遺産に認定された防災施設

「別所砂留」がある。この別所砂留は地元の有志で結成さ

れる「別所砂留を守る会」の活動によって整備保全が行わ

れている。団体について、2024年1月時点では、習慣的に

活動に参加している構成員は 20～30 名であり，そのほと

んどが別所町内会の住民である。活動は、毎年2，7，12月

を中心に年 10 回程度、砂留に堆積した土砂の除去や草刈

り等の整備作業を実施している。また、必要に応じてユン

ボなどの重機を用いた砂留の修復も行っている。その他、

市民向けの見学会の開催、地元の小学校への出前授業や現

地案内、各種団体のガイドに加え、「別所砂留通信」を発行

し、学区内全戸に配布するなど、砂留の価値や魅力を伝え

る啓発活動も行っている。そうした活動が評価され、2016
年には公益社団法人土木学会の市民普請大賞でグランプリ

を獲得 14）、2025年には第8回インフラメンテナンス大賞で

特別賞（国土交通省）を獲得している 15）。なお、2024年11
月には、学区内外から活動への参加を促し、担い手の確保

や育成につなげることを目的として福相学区町内会連合会

福相学区まちづくり推進委員会が、指定したボランティア

活動に参加すると、特典として独自の地域クーポンを発行

する試みを始めており、2025年現在では団体が毎年行って

いる整備作業に別所町内会以外の学区内の町内会の参加者

もみられるようになっている。 

 

2-2. 調査概要と質問項目 

アンケートは表-1に示すとおり、2024年1月26日～2024
年 2 月 29 日の期間、福相学区町内会連合会福相学区まち

づくり推進委員会に協力を依頼し、別所町内会を除く各町

内会を通じて全世帯へ配布してもらい、その後回収しても

らった（図-1）。世帯回収率は81.1％と高く、有効回答数は

889 部となった。なお、保全団体の活動が近隣住民の防災

意識・行動に与える影響をみるにあたり、直接の担い手を

含めると分析に偏りが生じるおそれがある。そこで本研究

 
図-1 福相学区の町内会の分布 

 

表-1 アンケート調査の概要 

調査地域 広島県福山市芦田町 

調査方法 
福相学区町内会連合会 福相学区まちづくり推進委員会

の協力による配布 

調査期間 2024/01/26～2024/02/29 

配布世帯 1096世帯 

世帯回収率 81.1％ 

有効回答 889部 
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では、団体の現状を踏まえ、担い手が多数居住する別所町

内会を対象外とし、他町内会の住民を「その他の住民」と

した。ただし、住民を対象とした見学会への一般参加は担

い手とは区別し、「その他の住民」に含めている。具体的な

調査項目は表-2に示す。各項目を 8つのジャンルに分類し

て作成した。  
ヒアリング調査の内容について表-3 に示す。2024 年 12

月1日～2024年12月15日の期間、福相学区町内会連合会

会長に協力を依頼し、中割石町内会を除く9町内会の町内

会長・防災担当者に対してヒアリング調査を行った。本研

究では、アンケートの分析結果と合わせてヒアリング調査

で得られた各町内会の代表者の意見を交えながら考察する。 
 

2-3. 基礎集計 
 回答者の傾向を把握するために年齢、性別、居住年数、

保全活動の認知有無と賛同有無についての基礎集計結果を

表-4に示す。なお，保全活動の認知・賛同有無については、

それぞれ自分の町で砂留の保全活動が行われていることを

「全く知らない」～「よく知っている」の4段階評価、自

分の町にある、歴史的な砂防施設を今後も保全していくべ

きだと思うかどうかについて「全くそう思わない」～「と

てもそう思う」の5段階評価で尋ねている。 

年齢としては、65 歳以上の高年層からの回答が多く 44
歳以下の壮年層からの回答は少なかった。性別に関しては、

回答者の約6割が男性であった。この要因として、世帯ア

ンケートであったため、世帯主（高年・男性）の割合が高

くなったと考えられる。居住年数について、30年以上が約

7割、30年未満が約3割程度であった。 
保全活動の認知については、「少し知っている」「よく知

っている」を合わせた認知層が 686人（77.2%） と多数を

占める一方、「全く知らない」「あまり知らない」は 176人
（19.8%） であった。「よく知っている」が 26.0% あるこ

とから、一定の深い理解層の存在もうかがえる。一方、保

全活動の賛同では、「ややそう思う」「とてもそう思う」を

合わせた賛同層が 571 人（64.2%）、「全くそう思わない」

「あまりそう思わない」を合わせた非賛同層が 55 人

（6.2%）、「どちらともいえない」が 231 人（26.0%）であ

った。 

 
3．保全活動の認知・賛同有無と各項目との関連性の把握  

 保全活動の認知や保全活動への賛同意識の違いと各項目

との関連を把握するために、独立性の検定、残差分析を行

った。その結果を表-5に示す。なお、本研究における保全

活動の認知・賛同有無とは、それぞれ自分の町で砂留の保

全活動が行われていることを「全く知らない」～「よく知

っている」の4段階評価を「あまり知らない」以下と「少

し知っている」以上の2段階にまとめたものと、自分の町

にある、歴史的な砂防施設を今後も保全していくべきだと

思うかどうかについて「全くそう思わない」～「とてもそ

う思う」の5段階評価を「どちらともいえない」以下と「や

やそう思う」以上の2段階にまとめたものであることに留

意する。 
 はじめに各項目で保全活動の認知と賛同の有無との間で

関連性に違いがあったものについて考察する。 
 被災経験の有無について、保全活動を知っているかどう

かとの関連がみられた。自身または知人の被災経験を有す

る人は、そうでない人に比べて保全活動を認知している割

合が高かった。結果から、自身の被災経験はもちろん、直

接的な被災経験がなくとも、身近な人物の被災を通じて、

地域の防災活動への関心が喚起される可能性を示唆してい

る。一方で、賛同有無と被災経験の有無との間には統計的

な関連が認められなかった。この結果は、自身または身近

な人の被災経験があることが保全への賛同につながるわけ

ではないことを示している。砂留の認知があったとしても

 
表-4 回答者の属性 

 

壮年
（44歳以下）

中年
（45～64歳）

高年
（65歳以上）

無回答

56(6.3%) 277(31.2%) 506(56.9%) 50(5.6%)

男性 女性 無回答

517(58.2%) 337(37.9%) 35(3.9%)

5年未満 5～10年未満 10～20年未満 20～30年未満

37(4.2%) 34(3.8%) 71(8.0%) 96(10.8%)

30～40年未満 40～50年未満 50～60年未満 60年以上 無回答

202(22.7%) 150(16.9%) 125(14.1%) 119(13.4%) 55(6.2%)

全く知らない
あまり

知らない
少し

知っている
よく

知っている
無回答

49(5.5%) 127(14.3%) 455(51.2%) 231(26.0%) 27(3.0%)

全く
そう思わない

あまり
そう思わない

どちらともい
えない

やや
そう思う

とても
そう思う

無回答

20(2.2%) 35(3.9%) 231(26.0%) 380(42.7%) 191(21.5%) 32(3.6%)

保全活動
の認知

保全活動
の賛同

年齢

性別

居住年数

 

表-3 ヒアリング調査の概要 

 

項目
調査対象
実施時間
実施期間
調査方法

調査項目
日常的な防災行動とそのきっかけ
砂留や砂留保全団体に対する評価
砂留保全団体の活動をきっかけに起こした意識・行動の変化

町内会ヒアリング調査の概要
中割石町内会を除く9町内会の町内会長、役員、防災担当等1～3人(計19人）
0.5時間/1町内会
2024年12月1日（日）～12月15日（日）
グループインタビュー

 

表-2 調査項目 

個人属性 日常的な防災行動 

年齢 ハザードマップの確認 

性別 食料・備品の備蓄 

居住年数 避難場所の把握 

所属町内会 保全団体について 

災害経験 保全活動の認知 

災害への危機感 活動に対する賛同意識 

洪水災害の危険性 砂留の価値 

土砂災害の危険性 地域固有性 

地震の危険性 現代人が学ぶ教訓 

土砂災害発生時の避難行動 未発見の砂防堰堤を見つけること 

家族と避難 子供たちへのメッセージ性 

周りの人に声をかけて避難 地域の安全に貢献 

要配慮者と一緒に避難 時代を超えて現存 

災害時の助け合いに対する意識 地域のシンボル 

近所の安否確認・救出活動 デザインの良さ 

助け合いや連携・協同 知的満足感のある学術性 

要配慮者と一緒に避難 
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その価値や必要性を十分に理解し、保全活動に積極的に賛

同するまでには至っていない可能性がある。つまり、被災

経験の有無にかかわらず地域住民が砂留の役割や意義をど

の程度認識しているかに依存する側面があると考えられる。 
 性別について、保全活動を賛同するかどうかの項目では

女性の方が活動に賛同する人の割合が高いことが示された。

一方で、保全活動の認知については性別の違いによる関連

性は示されなかった。 
 土砂災害時避難行動の項目である「要配慮者と一緒に避

難」について、保全活動を賛同する人の方が避難行動とし

て要配慮者と一緒に避難する人の割合が高いことが示され

た。一方で、保全活動を認知しているかどうかとは関連性

が示されなかった。 
 防災意識や行動について、災害への危機感、日常的な防

災行動といった項目では、保全活動の認知・賛同との関連

性が示された。上記すべての項目において、保全活動を認

知・賛同している人は各項目に対して肯定的な回答をして

いることから、砂留の保全活動が近隣住民の防災意識に対

して何らかの影響を与えている可能性が示唆された。次章

では、砂留の保全活動と「その他の住民」における防災意

識・行動の意識構造について考察する。 
 

表-5 砂留保全活動の認知・賛同有無と各項目との関連性 

 

知らない 知っている 賛同しない 賛同する

年齢 年齢

壮年：44歳以下(n=56) 24(15.0%) 32(4.9%) 壮年：44歳以下(n=56) 33(12.5%) 23(4.2%)

中年：44～64歳(n=268) 65(40.6%) 203(30.9%) 中年：44～64歳(n=269) 81(30.8%) 188(34.1%)

高年：65歳以上(n=494) 71(44.4%) 423(64.3%) 高年：65歳以上(n=490) 149(56.7%) 341(61.8%)

被災経験 被災経験

被災経験なし(n=617) 141(80.6%) 476(71.3%) 被災経験なし(n=614) 216(77.1%) 398(71.2%)

性別 性別

男性(n=504) 98(59.0%) 406(60.9%) 男性(n=504) 188(69.9%) 316(56.3%)

女性(n=329) 68(41.0%) 261(39.1%) 女性(n=326) 81(30.1%) 245(43.7%)

洪水災害の危険性 洪水災害の危険性

感じる(n=407) 73(41.7%) 334(48.8%) 感じる(n=401) 123(43.2%) 278(48.8%)

どちらでもない(n=110) 33(18.9%) 77(11.2%) どちらでもない(n=110) 51(17.9%) 59(10.4%)

感じない(n=343) 69(39.4%) 274(40.0%) 感じない(n=344) 111(38.9%) 233(40.9%)

土砂災害の危険性 土砂災害の危険性

感じる(n=353) 51(29.1%) 302(44.5%) 感じる(n=351) 101(35.4%) 250(44.2%)

どちらでもない(n=115) 37(21.1%) 78(11.5%) どちらでもない(n=115) 57(20.0%) 58(10.3%)

感じない(n=386) 87(49.7%) 299(44.0%) 感じない(n=384) 127(44.6%) 257(45.5%)

地震災害の危険性 地震災害の危険性

感じる(n=607) 110(62.5%) 497(72.6%) 感じる(n=601) 179(62.8%) 422(73.9%)

どちらでもない(n=94) 27(15.3%) 67(9.8%) どちらでもない(n=95) 40(14.0%) 55(9.6%)

感じない(n=160) 39(22.2%) 121(17.7%) 感じない(n=160) 66(23.2%) 94(16.5%)

家族と避難する 家族と避難する

当てはまる(n=584) 107(62.2%) 477(71.2%) 当てはまる(n=583) 178(63.1%) 405(72.7%)

どちらでもない(n=197) 53(30.8%) 144(21.5%) どちらでもない(n=195) 85(30.1%) 110(19.7%)

当てはまらない(n=61) 12(7.0%) 49(7.3%) 当てはまらない(n=61) 19(6.7%) 42(7.5%)

周りの人に声をかけて避難する 周りの人に声をかけて避難する

当てはまる(n=592) 101(58.7%) 491(72.8%) 当てはまる(n=589) 163(58.0%) 426(76.1%)

どちらでもない(n=195) 52(30.2%) 143(21.2%) どちらでもない(n=194) 90(32.0%) 104(18.6%)

当てはまらない(n=59) 19(11.0%) 40(5.9%) 当てはまらない(n=58) 28(10.0%) 30(5.4%)

要配慮者と一緒に避難する 要配慮者と一緒に避難する

当てはまる(n=565) 108(62.8%) 457(67.8%) 当てはまる(n=566) 156(56.1%) 410(72.7%)

どちらでもない(n=235) 52(30.2%) 183(27.2%) どちらでもない(n=231) 102(36.7%) 129(22.9%)

当てはまらない(n=46) 12(7.0%) 34(5.0%) 当てはまらない(n=45) 20(7.2%) 25(4.4%)

HMの確認をしている HMの確認をしている

当てはまる(n=518) 64(37.2%) 454(67.4%) 当てはまる(n=516) 141(50.2%) 375(66.8%)

どちらでもない(n=180) 54(31.4%) 126(18.7%) どちらでもない(n=181) 83(29.5%) 98(17.5%)

当てはまらない(n=148) 54(31.4%) 94(13.9%) 当てはまらない(n=145) 57(20.3%) 88(15.7%)

食料・備品の備蓄をしている 食料・備品の備蓄をしている

当てはまる(n=261) 36(20.7%) 225(33.0%) 当てはまる(n=258) 64(22.5%) 194(34.3%)

どちらでもない(n=204) 52(29.9%) 152(22.3%) どちらでもない(n=203) 85(29.8%) 118(20.9%)

当てはまらない(n=390) 86(49.4%) 304(44.6%) 当てはまらない(n=389) 136(47.7%) 253(44.8%)

避難場所の把握をしている 避難場所の把握をしている

当てはまる(n=668) 94(54.0%) 574(83.8%) 当てはまる(n=666) 186(65.0%) 480(84.4%)

どちらでもない(n=95) 39(22.4%) 56(8.2%) どちらでもない(n=94) 56(19.6%) 38(6.7%)

当てはまらない(n=96) 41(23.6%) 55(8.0%) 当てはまらない(n=95) 44(15.4%) 51(9.0%)

近所同士の安否確認・救出活動は大事 近所同士の安否確認・救出活動は大事

そう思う(n=783) 152(86.4%) 631(92.5%) そう思う(n=777) 229(80.6%) 548(96.3%)

どちらでもない(n=65) 21(11.9%) 44(6.5%) どちらでもない(n=66) 47(16.5%) 19(3.3%)

そう思わない(n=10) 3(1.7%) 7(1.0%) そう思わない(n=10) 8(2.8%) 2(0.4%)

助け合いや連携・協同は大事 助け合いや連携・協同は大事

そう思う(n=799) 153(87.9%) 646(94.7%) そう思う(n=795) 238(83.2%) 557(98.2%)

どちらでもない(n=48) 17(9.8%) 31(4.5%) どちらでもない(n=50) 43(15.0%) 7(1.2%)

そう思わない(n=9) 4(2.3%) 5(0.7%) そう思わない(n=8) 5(1.7%) 3(0.5%)

独立性の検定　**：1%有意　*：5%有意

クロス集計の残差分析 下線 ：1%有意 ：5%有意

青字:期待度数より実測度数が高い　　赤字:期待度数より実測度数が低い

災害時の助け合
いに対する意識

0.0250 * P < 0.001 **

0.0075 ** P < 0.001 **

日常的な防災行
動

P < 0.001 ** P < 0.001 **

0.0065 ** P < 0.001 **

P < 0.001 ** P < 0.001 **

土砂災害発生時
の避難行動

0.0335 * 0.0035 **

P < 0.001 ** P < 0.001 **

0.3818 P < 0.001 **

**

災害への危機感

0.0205 * 0.0075 **

P < 0.001 ** P < 0.001 **

0.0235 * 0.0045 **

砂留保全活動の認知有無
P値

砂留保全活動の賛同有無
P値

個人属性

P < 0.001 ** P < 0.001 **

0.0173 * 0.0801

0.7221 P < 0.001

自身または知人が被災(n=226) 34(19.4%) 192(28.7%) 64(22.9%) 161(28.8%)自身または知人が被災(n=225)
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4. 保全活動が近隣住民の防災意識・行動に繋がる意識構造

の仮説とその検証 

 本章では、地域の実情に整合する意識構造の仮説を先に

立て、それを独立したアンケートデータで検証する手順で

分析を行う。仮説設定では、当該学区の町内会長・防災担

当者への半構造化ヒアリングにより因果仮説を作成した。

ここでの町内会長は、任期は原則2年の当番制で、各町内

会はいずれも 50 世帯以上を擁するため同一人物の連続就

任は稀であり、実施時には40代の会長も含まれるなど、住

民一般と大きく乖離しない属性の地域代表である。このた

め、仮説設定の対象者として妥当と判断した。 

 

4-1. ヒアリング調査に基づいた保全活動と近隣住民の防

災意識・行動との関連性の把握 

 本節では、保全活動と防災意識・行動との関連性につい

て町内会長を中心にヒアリング調査を行った。その結果を

表-6に示す。 

 防災に関して自身でハザードマップの確認や食料の備蓄

といった何かしらの防災対策を行っている人は、ヒアリン

グ調査対象の19人のうち10人であった。きっかけとして、

「今後起こるかもしれない自然災害や日常生活における身

近な危険に備えておくため。」、「平成30年7月豪雨災害が

きっかけであったため。」、「テレビやニュースなどで災害に

関する情報を知ったため。」などが挙げられた。 
 次に、砂留や保全活動に対する評価をしている人はヒア

リング調査対象の19人のうち13人であった。得られた評

価としては、「砂留を地域資産として感じている。」、「防災

施設として地域に安全を提供してくれているという感覚が

ある。」、「保全団体に対しては傍観しているだけではあるが、

砂留に対しては歴史的な価値や公園としての価値は感じて

いる。」などが挙げられた。一方で、団体に対する評価につ

いては「直接かかわっていないが、保全活動は今後も続け

ていくべき。」といった評価が多く挙げられた。 

 最後に、保全団体の活動をきっかけに起こした意識・行

動の変化があった人はヒアリング調査対象の 19 人のうち

4人であった。得られた意見として、「砂留の見学会で砂留

を実際に見て，昔から土砂災害の被害があったと実感する

機会になった。日常生活と防災について考えるようになっ

た。例えば山の手入れをすることが防災にもつながるの

か。」、「直接かかわりがあるわけではないが、地元住民とし

て砂留の存在がうれしいと思うし、誇りに思った。」、「小学

校・中学校の頃は存在すら知らなかった。見学会に去年ボ

ランティアに行って、「ここにそんなものがあるんだな。」

とわかった程度であった。当時は、なぜ地域に必要なのか

はわからなかったが大雨時に家の裏山から水がすごく出て

きた時に砂留があれば大丈夫なのかと考えることはあっ

た。」、「砂留の役割は知らなかった。別所砂留と団体の活動

を通じて初めてその役割や先人の考えがわかった。その意

味を知らしめるのが防災意識にも影響があるのではないか

と思う。」などが挙げられた。 

 ヒアリング調査の結果、砂留の存在や保全活動への関心

の度合いは、住民の防災意識や行動に一定の影響を与えて

いることが分かった。特に、実際に砂留を見る、保全活動

の取り組みを知ることが、防災意識を高める重要な契機と

なっていると考えられる。 

 
4-2. 因果仮説の設定とその検証 

 本節では、前節のヒアリング調査で得られた意見や、ア

ンケート分析での結果を踏まえ、図-2に示すような因果仮

説を設定した。 
まず、「災害への危機感」、「砂留保全団体の認知と賛同意

識」、「砂留の価値」の三者については、因果方向を仮定せ

ず共分散（両矢印）で表現する。理由は次のとおりである。 
第一に、保全活動を知り賛同することが地域の災害への

関心を促し、危機感の高まりにつながり得る一方で、もと

もと危機感が高い住民が情報探索を通じて保全活動を知

る・賛同する経路も想定できる。 
第二に、砂留の価値認識と認知・賛同は相互に強め合い

得る。活動を知ることで価値を理解する場合もあれば、価

値を見出したからこそ認知・賛同が高まる場合もある。 
第三に、価値認識と危機感の関係も双方向に成立し得る。

平時に危機感が高い人ほど砂留の価値を感じやすい一方、

保全活動をきっかけに価値を理解したことで自地域の危機

感が高まる可能性もある。横断データでは時間順序を特定

できないため、これら三者は同時的に高まるとして扱った。 
次に、「災害への危機感」は「災害時の助け合いに対する

意識」、「日常的な防災行動」に影響を及ぼすとした。理由

として、ヒアリング調査において日常的な防災行動や災害

時の助け合いに対する意識とそのきっかけを聞いた際に、

災害に対する危機感や災害時には一人では対応できないた

め共助が必要であるという意見が見受けられたためである。 
最後に、「災害時の助け合いに対する意識」、「日常的な防

災行動」は「土砂災害時避難行動」に影響を及ぼすとした。

理由として、“災害時における意識”と“災害に備えた行動”

が土砂災害時の行動に影響するとしたためである。  

図-2 本研究で想定した心理・行動要因の因果仮説模式図 

土砂災害時
避難行動

災害時の助け合い
に対する意識

日常的な
防災行動

災害への危機感

砂留保全団体の
認知と賛同意識

砂留の価値

相互に影響（共分散）

因果パス

 
表-6 ヒアリング調査の結果 

 

項目 人数(人) 割合(%)

防災に関して、自身で何かしらの行動を

している人
10人 52.6%

砂留や保全団体の行っている活動に対する評

価をしている人
13人 68.4%

保全団体の活動をきっかけに起こした

意識・行動の変化があった人
4人 21.1%
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 以上の因果仮説を、共分散構造分析を用いて検証し、砂

留とその保全活動の存在が近隣住民の防災意識・行動に対

してどのような影響を与えるのかを明らかにすることとし

た。分析で用いた潜在変数と観測変数を表-7に示す。観測

変数は5段階評価で得られた結果をそれぞれの質問項目に

該当:1・非該当：0 に変換している。また、砂留の価値に関

する9項目の質問項目の因子分析結果を表-8に示す。砂留

の価値については、各項目の質問に対し1点（全くそう思

わない）～5 点（とてもそう思う）の 5 段階評価で尋ね、

項目のまとまりを確認するために主因子法、Promax 回転、

因子負荷量の閾値を 0.3 として因子分析を実施した。因子

分析の結果、第1因子には、「現代人が学ぶ教訓としての価

値」「地域固有の価値」「子供たちに伝えたいメッセージと

しての価値」などの項目が高い因子負荷量を示し、砂留の

歴史性や地域的な継承性を重視する価値観が表れていると

解釈されることから、「地域継承的価値」とした。第2因子

には、「そのデザインの良さ」「知的満足感・学術的価値」

といった、意匠的・専門的側面への関心を示す項目が強く

寄与しており、「意匠・学術的価値」とした。第3因子には、

「時代を超えて現存している」「地域の安全に貢献している」

といった、砂留の物理的機能や構造的特性に関連する価値

観がみられたため、「地域機能としての価値」とした。なお、

第3因子は初期固有値0.1602（寄与率1.78%）と小さいが、

回転後の因子負荷量のパターンが他因子と明確に異なり、

内容面でも一貫して解釈可能であったため採用した。 
分析の結果、図-3で示すような構造モデルとなった。作

成したモデルではすべてのパスが1%水準で有意になった。

また、パスの係数（相関係数：r、標準化パス係数：β）はす

べて標準化した。CFI が 0.960、RMSEA が 0.046 と非常に

良好な精度を有している。 
図-3から、災害への危機感が災害時の助け合いに対する

意識（β＝0.48）および日常的な防災行動（β＝0.64）を高め、

さらに助け合い意識（β＝0.50）と日常行動（β＝0.21）が土

砂災害時避難行動を促す構造が確認された。一方、砂留保

全団体の認知・賛同、砂留の価値、災害への危機感の三者

は強い相関（例：r＝0.82、0.79、0.61）を示すが、行動・共

助への因果は危機感を介して生じるという構造が支持され

た。したがって、保全団体の存在を知り・賛同し、砂留の

価値を理解することは、災害への危機感の高まりを通じて

共助・備え・避難に間接的に結び付くと解釈される。なお、

本結果はヒアリングで得られた記述「砂留を実際に見て地

域の災害の危険性を実感し，日常生活と防災について考え

るようになった」とも整合しているものといえる。 

表-8 砂留の価値の因子分析結果 

図-3 統計的に支持された心理・行動要因の因果関係 

表-7 共分散構造分析に用いた変数 

第1因子 第2因子 第3因子

地域継承的
価値

意匠・学術的
価値

地域機能
としての価値

 砂留には、地域の固有の価値がある 0.6861 0.1359 0.1132
 砂留には、現代人が学ぶ教訓としての価値がある 0.8115 0.0525 0.0809
 砂留には、まだ未発見の砂防堰堤を見つけることに価値がある 0.4426 0.3836 0.0617
 砂留には、子供たちに伝えたいメッセージとしての価値がある 0.4604 0.2124 0.2907
 砂留には、地域の安全に貢献しているという意味で価値がある 0.4212 0.0407 0.4613
 砂留には、時代を超えて現存していることに価値がある 0.1700 0.1022 0.7432
 砂留には、地域のシンボルとして価値がある 0.1661 0.4697 0.3272
 砂留には、そのデザインの良さに価値がある 0.0421 0.8799 -0.0131
 砂留には、知的満足感があり学術的な価値がある 0.1136 0.7037 0.1497

固有値 6.4563 0.3853 0.1602
寄与率 71.74% 4.28% 1.78%

累積寄与率

調査項目

77.80%

実線：有意水準1％

誤差変数は除く

サンプル数：889

CFI=.0.960，RMSEA=0.046

洪水災害の危険性を感じるか

土砂災害の危険性を感じるか

災害への
危機感

.20

.20
.48

.64

避難場所を把握HMの確認

日常的な
防災行動

災害時に対する食料・
備品の準備

.63.58
.37

とにかく家族と避難所に避難する

周りの人にも声をかけて避難する

逃げれない人がいれば
一緒に避難する

土砂災害時
避難行動

.32

.79

.57

災害時の助け合い
に対する意識

ご近所の安否確認と
救助活動は大事か

地域として助け合いや
連携・協同は大事か

.78.80

砂留の価値

地域固有性

意匠・学術性

耐久・地域安全性

.93

.83

.91

砂留保全団体の
認知と賛同意識

保全活動の認知

砂留を保全していくべき

.50

.76
.21

.50

.61

.82

.79

r ＝ 相関係数、β ＝ 標準化パス係数

潜在変数 観測変数

ご近所さん同士による安否確認と救出活動は大事だと思う
地域としての助け合いや連携・協同は大事だと思う
自分の町にある歴史的な砂防施設を今後も保全していくべ
きだと思う
自分の町で砂留の保全活動が行われていることを知ってい
日常生活の中で洪水災害の危険性を感じている
日常生活の中で土砂災害の危険性を感じている
自分の地域でどんな災害の危険性があるかハザードマップ
で事前に確認している
災害に備えて、食料や備品をまえもって準備している
自分の地域の避難場所を把握している
自分の家族の避難で精いっぱいなので，とにかく家族と避
難所に避難する
周りの近所の人にも声をかけて避難する
足が悪い等の理由で一人で逃げれない人がいれば一緒に連
れて避難する
地域固有性
意匠・学術性
耐久・地域安全性

※1：5件法は中立点で二値化。1＝「少し〜」「とても〜」／0＝「どちらともいえない」「あまり〜ない」「全く〜ない」

※2：保全活動の認知　1：（「少し知っている」「よく知っている」），0：（「全く知らない」「あまり知らない」）

災害時の助け合
いに対する意識

砂留保全団体の
認知と賛同意識

災害への危機感

1：該当
　0：非該当

砂留の価値

日常的な防災
行動

土砂災害時避難
行動

因子分析の際の
因子得点
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5．おわりに

 本研究では、「砂留」を保全する団体の存在と近隣住民の

防災意識・行動との関連性を把握するために、砂留の保全

活動が行われている広島県福山市の福相小学校区において、

地域住民に対するアンケート調査・ヒアリング調査を実施

した。アンケートの際、防災に対してのみ尋ねるのではな

く、砂留の存在に関する項目や保全団体の活動に関する項

目など，行動と意識から幅広く尋ねることで、複合的に絡

み合う地域防災の意識構造を把握することを目指した。 
 その結果、独立性の検定及び残差分析では、砂留の保全

活動を認知・賛同している人は、災害への危機感、災害時

の助け合いに対する意識をはじめとした防災意識や防災行

動、共助の意識において、肯定的な回答をした人の割合が

有意に高くなっていることが明らかとなった。 
 次に砂留の保全活動が近隣住民の防災意識に繋がる構造

を把握するために、町内会長を中心としたヒアリング調査

をもとに因果仮説を立て、共分散構造分析を用いて意識構

造モデルの構築を行った。その結果、保全団体の存在を知

り・賛同し、砂留の価値を理解することは、災害への危機

感の高まりと強くかかわり、それが共助・備え・避難に間

接的に結び付く可能性が統計的に示された。 
本研究の成果としては、砂留の保全活動と防災意識・行

動の意識構造を明らかにした点があげられる。特に、保全

活動の認知や賛同と災害への危機感との間では強い相関が

みられ、例えば砂留に関する見学会において、災害への危

機感喚起を中核に据えることが防災意識の醸成に対して効

果的である可能性が示唆される。こうした知見は今後の防

災まちづくりを図る上で有用である。また、他地域におけ

る類似の防災施設の保全活動や地域の防災活動の取り組み

に対しても、本研究の成果が参考となることが期待される。 
本研究では、砂留の保全活動と近隣住民の防災意識・行

動との関連性について一定の知見を得ることができたもの

の、いくつかの課題が残されている。 
まず、本研究の調査は横断的なデータを用いた分析に基

づいており、時間軸を考慮した因果関係を完全に示すこと

はできていない。砂留の保全活動が住民の防災意識や行動

に与える影響について、より確実に検証するためには、今

後は長期的な視点に立った縦断的な調査を行う必要がある。

具体的には、保全活動への認知や参加の有無が、時間の経

過とともにどのように意識や行動の変化に影響を及ぼして

いくのかを追跡調査することが求められる。 
次に、住民が保全活動をどの程度理解しているかという

点についても、さらなる検討が必要である。本研究では、

保全活動に対する認知や賛同の有無を主に評価したが、そ

の理解度や関与の深さに基づく差異については十分に分析

できていない。例えば、単に活動の存在を知っているだけ

の人と、見学会などのイベントを通じて実際に砂留の役割

を学んだ人、さらには保全活動に直接参加した経験のある

人とでは、防災意識や行動に対する影響が異なる可能性が

考えられる。特に、見学会やワークショップなどの体験を

通じて得られた学びが、防災意識の醸成や具体的な行動に

どのように結びついているのかを明らかにすることは、今

後の防災教育や地域活動のあり方を検討する上で重要な示

唆を提供すると考える。 
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1．はじめに 

(1)研究背景と既往研究の整理 

 復興計画研究では「住む」ことに関する研究が多く行わ

れている一方で、「働く」ことに関する研究は十分に進んで

いない現状がある。小野らの研究 1)によれば、1995年から

2021 年の間に発表された復興計画研究の動向をテーマ別

に整理した結果、都市計画に関する研究が全体の21.6％、

住宅に関する研究が17.6％を占めていることが示されてい

る。一方で、産業空間に関する研究はわずか55本、全体の

3.0％に過ぎず、この分野にはさらなる議論と研究の余地が

多く残されている。また、近年、都市型災害の増加に伴っ

て、集積地域における企業の被災問題を理解するための分

析の必要性が高まっている。経済・雇用の集積地である首

都圏や大都市圏が被災した場合、サプライチェーンや関連

産業にも深刻な影響が及ぶため、企業被災のリスクを見据

えた新たな視点が求められる。しかし、土地利用規制や用

途地域といった都市計画的要素を考慮した企業移転・再建

に関する研究は十分に蓄積していない状況にある。 
Uchida らの研究 2)では、東日本大震災と阪神淡路大震災

の両事例について、効率性が高い企業ほど倒産しにくいと

いう結果が報告されている。内田の研究 3)では、東日本大

震災後に被災地では特に倒産による退出が減少しているこ

とや解散や廃業は震災後に増加していることを明らかにし

た。渡邊らの研究 4)によれば、東日本大震災で甚大な被害

を受けた石巻市の水産加工業を対象に、再開パターンを基

に企業を分類して再建の障壁と課題を詳細に分析し、水産

加工業者が立地する加工団地や湊/門脇地区では、震災後の

区画整理や道路整備の遅延が営業再開を妨げる要因である

と指摘している。 

 植杉らの研究 5)では、阪神・淡路大震災を対象に震災前

後の企業データを用いて分析を行い、被災地では震災後に

企業の移転率が上昇しており、特に被害が集中した地域で

顕著であることや、地域内移転が多く、約1/3の移転が1km
未満の近距離移転であったことが明らかとなった。Onoら
の研究 6)では、企業移転に伴う立地選択の決定要因につい

て、東日本大震災によって本社移転をした被災企業を対象

に分析を行い、被災企業は、販売先が所在していた市区町

村と金融機関の取引店舗が所在していた市区町村へ移転す

る確率が高いが、仕入先の所在は移転先決定に有意な影響

を及ぼしていないことが示されている。しかし、これらは

企業同士の関係性、特に金融に関する分析を行っており、

都市計画的な視点から分析した論文は少ない。 
益邑 7)は、東日本大震災の津波被災市街地を対象として

分析を行い、災害危険区域に指定された地域では、事業所

が移転を余儀なくされるケースが多く、これが一部の企業

で廃業の要因になったことを示し、移転先の選定において、

事業所の規模や業種が影響していることを示唆した。先行

研究は、企業の存続に注目した論文は散見されるが、再建

に影響し得る要因として、被災後の空間整備事業や土地利

用規制を扱う研究は見る限り少ない。土地利用規制を扱う

研究の中でも、用途地域に注目した研究は、管見の限りな

い。 
 また、植杉らの研究 5)では、被災地に所在する企業と被

災地外に所在する企業を比較した結果、被災地内の企業の

方が移転しやすいことが明らかにされている。このように、

被災により企業移転が増加する傾向が示されているが、企

業の特性は多様であり、一概に語ることは難しい。特に、

企業の産業ごとの詳細を明らかにすることは、被災後の企

阪神・淡路大震災における企業本社の移転モデルの提案 

−移転前後での産業別・用途地域別の分析を通して−

Proposing a Relocation Model for Corporate Headquarters in the Context of the Great Hanshin-Awaji Earthquake 
 Based on an Industry-Specific and Land-Use Zoning Analysis Before and After Relocation 

赤松京佳*・四井早紀**・大津山堅介***・廣井悠*** 
Kyoka AKAMATSU*, Saki YOTSUI**, Kensuke OTSUYAMA***, U HIROI*** 

This study quantifies post-quake headquarters relocation for firms in nine cities hit by the Great Hanshin–Awaji 
Earthquake, using combined lenses of land-use zoning and industrial classification. It proposes an integrated relocation 
model to guide zone-specific inducement strategies for urban recovery and corporate aid. A binary logit for 2,472 
relocated and 1,000 non-relocated firms employs paid-in capital, employees, organizational form, neighborhood 
damage, and zoning dummies; subsidiary models address sectoral contrasts and intra-/inter-city moves. Neighborhood 
damage is the most powerful driver, while individual proprietorship and pre-quake location in commercial zones further 
raise relocation odds; firm size matters little. Greater damage steers move within the city, and relocation motives vary 
markedly by industry. 
Keywords: Corporate Relocation, Binary Logit, Industry-Specific, Land-Use Zoning, the Hanshin-Awaji Earthquake 

企業移転, ロジットモデル, 産業別, 用途地域, 阪神・淡路大震災 
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業行動をより精緻に捉える上で重要な知見を提供するもの

と考えられる。先行研究では、被災地に所在する企業を対

象に廃業や存続、移転について分析を行なっているが、産

業別の違いに注目した研究は管見の限りない。 
 以上より、本研究では、用途地域が企業の移転有無や移

転先の選択に与える影響を検証するとともに、総務省の定

める産業分類大分類ごとに移転要因を推定し、その結果を

比較することで災害後の企業行動を精緻に把握することを 
目指す。 
(2)研究目的と問い 

 本研究では、多様な産業の集積度が高く、用途地域の指

定のすすんでいた地域が被災地となった阪神・淡路大震災

を対象に、被災後実際に本社移転を行った企業を対象にし

て、用途地域が移転意思決定にどのような影響を与えるの

かを分析する。特に都市部や集積度の高い地域では、用途

地域による建物用途の制約が大きく、企業にとって重要な

立地選択となり得る。あわせて産業分類大分類別のモデル

を推定し、業態の違いによって移転行動に差異が生じるの

かを検証することを主たる目的とする。 
重要な意思決定機能を持つ本社をどこに立地させるかは

各企業にとって重要な判断の一つであり、産業集積の変容

を理解するにあたって一助となるような重要な知見を得る

ことができる。 

 用途地域が移転決定に与える影響や産業ごとの移転特性

の違いを明らかにすることは、将来地震災害により集積度

の高い地域が被災した場合の企業復興政策、都市再生、土

地利用計画に対して重要な視座を与えると考えられる。 
 
2．対象と方法 

(1)対象地域・対象期間 

建設省告示第千二百三十六号 8)において提示されている

区域のうち、町と大阪市を除く9市（豊中市、神戸市、尼

崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市）

を分析対象の被災地として定義した。植杉らの研究 5)では、

被災地内の企業移転率と被災地外の企業移転率を比較し、

両者の移転率の差が1％を超えていたのは、1995年および

1996 年に発生した移転を対象とした場合に限られること

が明らかにされている。この知見を踏まえ、本研究では

1995 年 1月〜1997 年 1月を対象期間として設定した(1)。

本研究が対象とする期間においては、復興土地区画整理事

業（以下、区画整理事業）の計画決定も未了の地区があり、

同事業の進捗を変数化することは困難である(2)。しかしな

がら，同事業対象地の移転は分析対象に含み、事業の影響

を分析する。 
(2)使用データ 

 企業データとして、株式会社帝国データバンクが保有す

る企業のデータ「COSMOS2 企業概要ファイル」を用いて、

被災前に対象地域に所在していた企業で移転のなかった企

業の 19,521 社のうち、「令和３年経済センサス-活動調査」
9)における産業分類第分類別資本金別の企業数割合を元に

サンプリングした1,000社のデータ(3)と、移転のあった全企

業 2,472社を用いた。また、日本標準産業分類大分類にお

けるA農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、

F電気・ガス・熱供給・水道業、T分類不能の産業について

は、各産業の企業数割合が産業全体の10%未満であり、十

分なサンプル数が確保できないため、まとめて「その他産

業」として扱った。 
 阪神・淡路大震災前後の用途地域のデータについては、

QGIS を用いて自治体から提供されたラスタ画像データか

表1 企業本社移転有無についてのパラメータ推定に 
用いた変数の定義 

項目 説明 
移転ダミー t年から t+2年における企業の本社所在地変更ダミー 

移転あり= 1、移転なし= 0 
COMPANY 企業の性質・規模を表す変数群 
資本金 1994年時点での資本金(千円) 
従業員 1994年時点での従業員数(人) 
個人営業 
ダミー 

法人組織であるか個人営業であるかを表したダミー

変数、個人営業= 1、その他= 0 
DAMAGE 被災程度を表す変数群 
町丁目 
被災度 

町丁目被災度＝(全壊又は大破の棟数＋火災による損

傷の棟数)/(全棟数-被災未調査棟数)、移転する企業に

ついては、移転以前に企業が所在していた町丁目の

町丁目被災度を用いる 
AREAUSE 土地利用を表す変数群 
住居系用途

地域ダミー 
住居系用途地域に所在していれば１、移転する企業

については、移転以前の所在地で定義する 
商業系用途

地域ダミー 
商業系用途地域に所在していれば１、移転する企業

については、移転以前の所在地で定義する 
工業系用途

地域ダミー 
工業系用途地域に所在していれば１、移転する企業

については、移転以前の所在地で定義する 
INDUSTRY 産業を表す変数群 
D産業ダミー 日本標準産業分類大分類D建設業を表すダミー変数 
E産業ダミー 日本標準産業分類大分類E製造業を表すダミー変数 
G産業ダミー 日本標準産業分類大分類G 情報通信業を表すダミー

変数 
H産業ダミー 日本標準産業分類大分類H 運輸業、郵便業を表すダ

ミー変数 
I産業ダミー 日本標準産業分類大分類 I卸売業、小売業を表すダミ

ー変数 
J産業ダミー 日本標準産業分類大分類J金融業、保険業を表すダミ

ー変数 
K産業ダミー 日本標準産業分類大分類K 不動産業、物品賃貸業を

表すダミー変数 
L産業ダミー 日本標準産業分類大分類 L 学術研究、専門・技術サ

ービス業を表すダミー変数 
M 産業ダミ

ー 
日本標準産業分類大分類M宿泊業、飲食サービス業

を表すダミー変数 
N産業ダミー 日本標準産業分類大分類N 生活関連サービス業、娯

楽業を表すダミー変数 
O産業ダミー 日本標準産業分類大分類O 教育、学習支援業を表す

ダミー変数 
P産業ダミー 日本標準産業分類大分類 P 医療、福祉を表すダミー

変数 
R産業ダミー 日本標準産業分類大分類Rサービス業(他に分類され

ないもの)を表すダミー変数 
その他産業 
ダミー 

日本標準産業分類大分類A農業、林業、B漁業、C鉱

業、採石業、砂利採取業、F電気・ガス・熱供給・水

道業、T分類不能の産業を表すダミー変数 
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らポリゴンデータを作成した。阪神・淡路大震災後の対象

地域外の用途地域は、国土数値情報で提供されている最も

古い2011年のデータを用いた。 
建物被害データは、建築研究所 10)が町丁目単位で集計し

た結果を収録した CD-ROM のデータを用いた。CD-ROM
で提供されている全壊率、火災損傷率の定義や、植杉ら 5)

 

が研究で用いた住宅全壊率の定義を参考に、本研究では町

丁目被災度を以下の式(1)で定義した。 
 
 

 
(3)分析方法 

 本研究では、阪神・淡路大震災で移転した企業の特徴を

捉えるために、産業別や用途地域別、空間的分布、移転距

離に関する集計分析を行った。 
 続けて、被災地に所在する企業の移転有無について、二

項ロジットモデルを適用し、確定項のパラメータを最尤推

定法により推定した。移転の有無に関するモデルでは、選

択肢集合として「1:移転あり、2:移転なし」を設定した。 
 移転有無の推定に用いた変数の定義を表1に示す。企業

が被災時点で所在していた地域の町丁目被災度を導入し、

企業周辺の物理的被害が移転意思決定を促す要因となるか

を測定した。あわせて、企業そのものの属性を表す資本金

や従業員数、法人組織か個人営業かを示すダミー変数を効

用関数に含めることで、経営規模や営業形態による移転の

しやすさを検証できるようにしている。さらに、住居系・

商業系・工業系用途地域ダミーを考慮することで、地域の

土地利用規制がどのように企業行動に影響を与えるかを把

握しやすくしている。また、産業分類を示すダミー変数を

設定し、業態ごとの特性差をモデル内で反映させることで、

震災時の各産業の移転挙動の違いを精査できるようにして

いる。 

推定に先立って行う変数の標準化は、資本金や従業員数

といった数値の単位や変動幅が大きく異なる説明変数の影 

響度を比較可能にする目的で導入されている。平均 0、分

散1に正規化することで、変数群の次元がそろい、各係数

間の大小を直観的に理解することが容易になる。この手法

により、推定結果の解釈やモデル評価において、特定の変

数のみスケールの大きさから突出してしまうことを防ぎ、

すべての説明変数を扱うことが可能となる。 

最後に、被災地に所在する企業の移転先について、上述

と同様の方法で推定した。移転先に関するモデルでは、選

択肢集合として「1:市内移転、2:市外移転」を設定した。

移転先の推定に用いた変数の定義を表2に示す。町丁目被

災度は、移転後に企業が所在する町丁目の町丁目被災度の

値を用いる。 

 

3．結果 

(1)阪神・淡路大震災で移転した企業の特徴 

(Ⅰ)産業分類大分類別分析 

 1995 年時点で被

災地域に所在した

企業を産業別に集

計すると、卸売業・

小売業が最多であ

った（表3）。また、

全体の本社移転率

は 11％だが、業種

間で大きなばらつ

きが見られた。情報

通信業は 23％と突

出しており、学術研

究・専門・技術サービス業が20％、金融・保険業が19％と

なっている。一方、鉱業・採石業と電気・ガス・水道業は

移転例がなく、医療・福祉の移転率は 6％にとどまった。

さらに、製造業は建設業よりも企業数が多いにもかかわら

ず移転企業数で建設業に劣り、産業ごとに被災影響の受け

止め方や再立地戦略が異なっていた。 
(Ⅱ)用途地域別の分析 

移転前後で用途地域が変わらない企業は55％を占め、商

町丁目被災度= 全壊又は大破の棟数!火災による損傷の棟数
全棟数"被災未調査棟数

(1) 

 

表3 産業分類大分類別移転率  
産業分類 
大分類 

移転率 
産業分類 
大分類 

移転率 

A産業 9% J産業 19% 
B産業 14% K産業 12% 
C産業 0% L産業 20% 
D産業 10% M産業 11% 
E産業 9% N産業 11% 
F産業 0% O産業 11% 
G産業 23% P産業 6% 
H産業 13% Q産業 12% 
I産業 12% R産業 10% 
    全産業 11% 

 

表4 移転前後での用途地域分類別企業数 
  移転後 

    
住居系 

用途地域 

商業系 

用途地域 

工業系 

用途地域 

用途 

地域外 

合計 

（社） 

移 

転 

前 

住居系 541 177 132 49 899 
商業系 346 603 123 29 1,101 
工業系 119 80 214 24 437 
用途地域外 11 5 8 11 35 
合計 1,017(41%) 865(35%) 477(19%) 113(5%) 2,472 

 

表2 企業本社移転先についてのパラメータ推定に 
用いた変数の定義 

項目 説明 

市内移転ダミー t年からt+2年における企業の本社所在地が市区内移転で

あれば1、市区外移転であれば0 

COMPANY 企業の性質・規模を表す変数群 

資本金 1994年時点での資本金(千円) 

従業員 1994年時点での従業員数(人) 

個人営業ダミー 法人組織であるか、個人営業であるかを表したダミー変

数、個人営業であれば1,それ以外であれば0 

DAMAGE 被災程度を表す変数群 

町丁目被災度 町丁目被災度＝(全壊又は大破の棟数＋火災による損傷

の棟数)/(全棟数-被災未調査棟数)、移転後に企業が所在す

る町丁目の町丁目被災度の値を用いる 

AREAUSE 土地利用の特性を表す変数群 

住居系用途地域

ダミー 

住居系用途地域に所在していれば１、移転後の所在地で

定義する  

商業系用途地域

ダミー 

商業系用途地域に所在していれば１、移転後の所在地で

定義する 

 

 

工業系用途地域

ダミー 

工業系用途地域に所在していれば１、移転後の所在地で

定義する 
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業系用途地域から商業系用途地域への移転企業が最多であ

った。移転後、住居系用途地域に立地する企業割合が全体

の41％に達し、商業系用途地域から住居系用途地域に移転

する企業も増加した（表4）。用途地域外に所在する企業は

約3倍に増加するが、商業系用途地域から用途地域外への

移転割合は少なかった。産業分類大分類別では、商業系用

途地域に所在する金融業や卸売・小売業が減少し、情報通

信業や運輸業は工業系用途地域への移転が増加した。学術

研究や技術サービス業では住居系用途地域への移転が目立

った。 
(Ⅲ)企業の空間的分布 

移転のなかった企業の分布と移転のあった企業の 1995
年1月第二土曜日時点での所在地、つまり移転前の分布を

比較すると、いずれの分布も臨海部や尼崎市と豊中市の市

境周辺に企業が集中しており、似た傾向を示していること

が観察された。  
 次に、移転のあった企業の1997年時点での所在地(3)の分

布を対象地域周辺の図 1と広域地図の図 2で示す。特に、

対象地域周辺への移転に注目すると、対象地域内の内陸部

や、兵庫県内の内陸部に企業移転が進んでいることが大き

な特徴として挙げられる。 
 また、被災地近郊で被災地よりも集積度の大きい大阪市

へ移転した企業が120社確認された。大阪市へ移転した企

業の産業分類大分類別割合は、建設業、製造業の割合が低

く、情報通信業の割合は高くなっている。また、首都圏や

愛知県、福岡県といった別の大規模商圏に移動した企業も

複数確認された。 
(Ⅳ)復興土地区画整理事業における移転 

表5に区画整理事業における本社の移転の割合を示す。

移転した全企業 2,472社のうち、区画整理事業対象地から

の移転企業は137社（5.5％）と限定的であることから、必

ずしも区画整理事業によって本社移転が促進または阻害さ

れたとは言えないことが分かる。区画整理事業対象地から

移転した最大の産業はＥ産業とＩ産業であり、特にＥ産業

は全体の割合が 14.2％に対して、40.9％と大きな乖離が見

られることから、区画整理事業対象地からの移転は、製造

業の本社移転が多かったことがわかる。なお区画整理事業

の対象地を確認すると、全体の51.8％が「新長田駅北地区

震災復興土地区画整理事業」に該当することが分かった。 
(V)移転距離に関する分析 

移転のあった企業 2472 社に対して、式(2)で表される球

面余弦定理を用いて移転距離を算出した結果を表6に示す。

ここでは、地球の半径を6371kmで固定している。 

 
 移転のあった企業のうち、1km未満の移転は39％であっ

た。また、2km未満、10km未満の移転は各 5々3％、79％で

あった。一方で、50km以上の距離を移転した企業は全体の

2％にとどまっており、被災後の新たな都市構造の生成に対

しては、大きく影響を与えないと推測される。 
植杉らの研究 5)によれば、被災地における移転企業の約

 1 

移転距離(km) 
= 6371 cos!"(cos 𝑌#$%&'$ cos 𝑌(%)$' cos( 𝑋(%)$' − 𝑋#$%&'$) (2) 

+sin 𝑌#$%&'$ sin 𝑌(%)$') 
𝑋#$%&'$：移転前の経度[rad] 
𝑋(%)$'：移転後の経度[rad] 
𝑌#$%&'$：移転前の緯度[rad] 
𝑌(%)$'：移転後の緯度[rad] 

 

      
図1 移転のあった企業の移転後の分布（対象地域周辺）   図2 移転のあった企業の移転後の分布（広域） 

表5 区画整理事業における移転企業数の割合 

   移転 
企業数  割合 区画整理事業

内の移転企業数  割合 

産
業
別

 

D産業 365 14.8% 12 8.8% 
E産業 351 14.2% 56 40.9% 
G産業 55 2.2% 0 0 
H産業 132 5.3% 2 1.5% 
I産業 1,017 41.2% 56 40.9% 
J産業 22 0.9% 0 0 
K産業 182 7.4% 4 2.9% 
L産業 117 4.7% 3 2.2% 
M産業 57 2.3% 1 0.7% 
N産業 49 2.0% 2 1.5% 
O産業 22 0.9% 0 0 
P産業 13 0.5% 0 0 
R産業 80 3.2% 1 0.7% 
ABCFT産業  0.4% 0 0 

個人営業 343 13.9% 45 32.9% 
その他 2,129 86.1% 92 67.2% 
合計 2,472 100% 137 (5.5%) 100% 
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1/3 が移転距離 1km未満であると報告されており、本研究

における39％という結果と概ね一致している。一方で、植

杉らの研究では移転距離 10km以上の企業について、より

細かく距離別に細分化した議論が行われておらず、他都道

府県への移転企業に関する言及も見られない。また、産業

別の議論は行われていない。 
 1km 未満の移転をした企業割合が同産業内で 50％以上
を占める産業は宿泊業、飲食サービス業と医療、福祉の 2
種類であり、ともに 60％以上の企業が 1km以内の移転を

したことが明らかとなった。 
10km以上の移転をした企業割合が同産業内で 30％以上

を占める産業は、その他企業を除き情報通信業と医療、福

祉の2種類であった。ただし、医療、福祉の企業で50km以
上の広域移転を行った企業は存在しなかった。医療、福祉

の企業は、1km未満の移転をした企業が 61%(8 社)である

ことと、10km以上の移転をした企業が31％(4社)であるこ

とから、いずれも他の産業と比較して高い割合を占めてい

ることが確認された。また、情報通信業は、1km未満の移

転をした企業割合が同産業内で27％を占めており、他の産 
業と比較すると小さな値となっている。   

表6 産業分類大分類別の移転距離の企業数割合 

  1km 
未満 

1km以上
10km未満 

10km以上
30km未満 

30km
以上 

全産業 38% 41% 17% 5% 

D産業 44% 44% 11% 2% 

E産業 39% 40% 15% 7% 

G産業 26% 37% 29% 8% 

H産業 32% 40% 20% 9% 

I産業 38% 39% 19% 4% 

J産業 37% 47% 14% 5% 

K産業 45% 43% 11% 2% 

L産業 26% 49% 22% 4% 

M産業 60% 27% 11% 4% 

N産業 38% 36% 20% 4% 

O産業 24% 51% 27% 0% 

P産業 61% 8% 23% 8% 

R産業 47% 39% 9% 7% 

ABCFT産業 10% 30% 50% 10% 
 

 
表7 移転有無における産業分類大分類別推定結果 

(サンプル数) 
モデルの

有意性 
的中率 資本金 従業員 

個人営業 
ダミー 

町丁目 
被災度 

住居系用途

地域ダミー 
商業系用途

地域ダミー 
工業系用途

地域ダミー 

全産業

(3472) 
＊＊＊ 0.63 

3.07×10-9 4.75×10-5 6.01×10-1 1.80 3.03×10-1 7.05×10-1 1.29×10-1 
    ＊＊＊ ＊＊＊   ＊＊   

D産業 
(486) 

＊ 0.52 
-1.19×10-5 2.72×10-3 5.00×10-1 9.42×10-1 1.04 1.16 1.11 

    ＊ ＊＊       
E産業 
(464) 

＊＊＊ 0.58 
-2.72×10-8 3.84×10-4 8.09×10-1 1.63 -7.64×10-2 1.38×10-1 -4.53×10-1 

    ＊＊ ＊＊＊       
G産業 
(127) 

  0.65 
6.22×10-7 2.40×10-4 1.98 2.85 -1.32×10-1 2.10×10-1 -5.41×10-1 

      ＊＊       
H産業 
(150) 

  0.59 
-7.09×10-8 -1.09×10-5 -6.20×10-1 1.46 -7.33×10-2 5.67×10-1 -7.07×10-2 

              
I産業 
(1241) 

＊＊＊ 0.59 
1.12×10-7 -6.17×10-4 4.90×10-1 1.42 2.60×10-1 5.29×10-1 -6.06×10-2 

    ＊＊＊ ＊＊＊       
J産業 

(38) 
  0.63 

1.05×10-7 -4.15×10-4 7.14×10-1 1.01 8.53×10-1 -4.84×10-1 -3.88×10-1 
              

K産業 
(342) 

＊＊＊ 0.69 
-8.56×10-8 -3.07×10-3 1.04 5.43 3.55×101 3.60×101 3.58×101 

    ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
L産業 
(220) 

＊＊ 0.59 
-6.40×10-6 7.73×10-3 8.55×10-1 1.29 -4.72×10-2 5.41×10-1 -3.20×10-1 

＊ ＊ ＊ ＊       
M産業 

(103) 
＊ 0.73 

4.50×10-5 -2.98×10-3 1.49 4.43 2.09×101 2.03×101 2.14×101 
＊＊   ＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

N産業 
(97) 

＊＊ 0.70 
1.85×10-5 1.96×10-3 7.34×10-1 2.92 -3.94×10-1 9.88×10-1 -8.29×10-1 

＊     ＊＊       
O産業 

(31) 
  0.71 

2.35×10-7 -1.03×10-3 -2.56 1.83 -3.10×10-1 4.07×10-1 -1.53×10-1 
              

P産業 
(29) 

  0.86 
1.90×10-5 -1.22×10-2 1.03 1.76×10 -2.22 7.80×10-1 3.12 

      ＊       
R産業 
(129) 

  0.62 
-1.29×10-6 1.13×10-3 -5.00×10-1 1.37 -3.30×10-2 7.04×10-1 -1.78×10-2 

              
ABCFT
産業(8) 

  1 
-1.35×10-4 -4.8 1.16×101 7.97×102 -7.66×102 -7.30×101 -3.20×102 

              
p<0.01＊＊＊、p<0.05＊＊、p<0.1＊ 
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(2)企業本社の移転有無に関するパラメータ推定 

標準化前のデータ数値に対するパラメータの推定結果、

的中率、モデルの統計的有意性を表7に示す。灰色で示さ

れた負の値をもつパラメータは、移転の有無に対して、負

の影響を及ぼし、移転確率を低下させることを表している。 
企業全社を対象としたロジットモデルの推定結果では、

資本金や従業員数といった企業規模に関する変数は統計的

に有意ではなかった。一方、個人営業ダミーは統計的に有

意であり、個人営業の企業ほど移転確率が高い傾向が確認

された。また、町丁目被災度がもっとも強い影響を及ぼす

要因として示された。用途地域に着目すると、商業系用途

地域に立地する企業は移転しやすいことが示唆されたが、

ほかの用途地域ダミーは顕著な影響を示さなかった。産業

分類ごとに分析した結果、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・

飲食サービス業、および生活関連サービス業・娯楽業のモ

デルが的中率 60％以上かつ統計的に有意という結果を示

した。不動産業・物品賃貸業は全産業を対象とした推定結

果と同様の傾向を示すが、宿泊業・飲食サービス業および

生活関連サービス業・娯楽業では資本金が正の影響を及ぼ

し、規模の大きい企業ほど移転確率が高まる特性が明らか

となった。さらに生活関連サービス業・娯楽業では商業系

用途地域に所在する企業の移転確率が高く、住居系や工業

系用途地域に所在する企業の移転確率が低いことが確認さ

れた。 
(3)企業本社の移転先に関するパラメータ推定 

被災後に企業が市内か市外かのいずれを移転先として選

択するかを分析対象とし、企業全体および産業分類大分類

ごとにロジットモデルを用いたパラメータ推定を行った結

果を表8に示す。その結果、企業規模を示す資本金や従業

員数は、移転先の選択について統計的に有意な影響を示さ

ない場合が多かった。 
 一方で、個人営業か否かという営業形態に関しては、移

転先の選択に影響を及ぼす要因として推察される結果が得

られた。具体的には、個人営業の企業ほど市内移転を選好

する傾向があった。 
 町丁目被災度については、市外ではなく市内への移転を

促す大きな要因として示され、被災度合いが高い地域であ

っても、企業があえて市内に留まる選択をするという行動

が見られる。 
 さらに、用途地域の存在が企業の移転行動を左右する要

因であることも本研究から明らかとなった。特に商業系用

途地域は、企業が市内への移転を決断するうえで強い誘因

となる傾向が示唆されている。一方で、住居系や工業系用

途地域もすべてが市外移転を招くわけではなく、条件が同

表8 移転先における産業分類大分類別推定結果 

(サンプル数) モデルの

有意性 的中率 資本金 従業員 個人営業 
ダミー 

町丁目 
被災度 

住居系用途 
地域ダミー 

商業系用途

地域ダミー 
工業系用途 
地域ダミー 

全産業 
(2472) ＊＊＊ 0.61 

2.83×10-9 3.99×10-5 3.57×10-1 2.01 1.78 2.23 1.84 
    ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

D産業 
(387) ＊＊ 0.61 

2.14×10-5 -5.76×10-3 3.84×10-1 5.51×10-1 2.39 2.25 2.28 
＊       ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

E産業 
(343) ＊＊＊ 0.66 

-7.36×10-8 -9.26×10-4 1.41×10-1 2.09 1.47 2.05 2.03 
      ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

G産業 
(52)   0.58 

6.71×10-7 2.40×10-3 6.19×10-1 4.08 -1.40×10-1 -4.00×10-2 2.60×10-1 
              

H産業 
(130) ＊ 0.63 

-1.22×10-6 -1.44×10-4 -1 4.12×10-1 1.34 2.62 2.14 
          ＊＊ ＊＊ 

I産業 
(1009) ＊＊＊ 0.63 

-4.19×10-8 -1.03×10-4 4.73×10-1 3.00 2.07 2.68 2.01 
    ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

J産業 
(20) 

 0.73 
1.73×10-7 4.56×10-3 -3.10×101 1.17×101 -2.25×101 -2.15×101 -2.24×101 

              
K産業 
(192) ＊＊＊ 0.72 

-1.03×10-6 -1.60×10-2 9.06×10-1 1.86 2.83×101 2.92×101 2.80×101 
        ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

L産業 
(113)   0.59 

-1.91×10-5 2.06×10-2 3.72×10-1 1.15 -4.98 -4.63 -5.12×10 
  ＊           

M産業 
(54) ＊ 0.81 

4.43 × 10-6 -2.13×10-2 1.81×101 -1.14 1.65×102 1.65×102 1.63×102 
              

N産業 
(53)   0.80 

1.13×10-5 -2.08×10-3 -1.91 9.38 3.65×101 3.69×101 3.69×101 
      ＊＊ ＊ ＊ ＊ 

O産業 
(19)   0.73 

-1.04×10-4 -5.31×10-4 1.04×102 2.17 -1.14×101 -1.16×101 1.30×102 
              

P産業 
(13)   1 

5.23×10-4 -1.37 -8.06 1.68×102 -2.08×102 -1.82×102 7.42×101 
              

R産業 
(79)   0.64 

-5.39×10-6 3.63×10-3 1.59 2.10 -2.04 -1.33 -1.85 
              

ABCFT 
産業(3)   0.90 

4.17×10-7 5.04×10-1 0.00 -6.87 4.67 1.20 1.13 
            ＊＊＊ 

p<0.01＊＊＊、p<0.05＊＊、p<0.1＊ 
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様であれば市内を選ぶ企業も少なくないことがうかがえる。 
 産業別の観点から見ると、建設業、製造業、卸売業・小

売業、不動産業・物品賃貸業などは、モデル全体が統計的

に有意となり、かつ用途地域の影響を受けやすい産業とし

て位置づけられる。一方で、金融業・保険業など、中心市

街地立地への要請が強くとも、必ずしも市内移転のモデル

における係数がプラスに作用しないケースもある。 
 

4．考察 

(1)阪神・淡路大震災で移転した企業の特徴の考察 

 移転の全体傾向として、対象期間内に移転した企業は約

一割にとどまるものの、業種間で大きなばらつきが見られ

た。情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業では移

転率が高いことが確認された。これらの産業は、大阪市へ

の移転割合が高く、集積度の高い地域へ移転することで得

られる効用が高いと考えられる。 
 用途地域との関係では、移転前後で用途地域区分が大き

く変わらない企業が多いものの、金融・保険業や卸売業・

小売業のように商業系用途地域から他地域に分散する動き、

また情報通信業や運輸業が工業系用途地域へ集積する動き

がそれぞれ観察され、学術研究・専門・技術サービス業に

おいては住居系用途地域への移転が進む現象も確認された

ことから、用途地域が企業の再配置を大きく左右している

と推察される。用途地域外への移転数も増加したが、商業

系用途地域からの移転割合は相対的に低く、商業系用途地

域に立地することの効用が示唆された。 
 移転の有無にかかわらず、企業分布は類似していたが、

移転後の立地をみると、内陸部や首都圏への再配置が進ん

でいた。近距離移転が多い一方で一部の産業では長距離移

転も見られた。この結果から、情報通信業の割合はより集

積度の高い地域へ移転することで得られる効用が高いと考

えられる。また、この結果により、建設業、製造業は集積

度がより高い地域へ移転するのではなく、周辺地へ移転す

る可能性が示唆されている。 
(2)企業本社の移転有無ならびに移転先に関するパラメー

タ推定結果の考察 

 企業規模が移転有無に与える影響は必ずしも大きくない

にもかかわらず、個人営業の企業ほど移転確率が高いこと

が示唆された。町丁目被災度が上昇するにつれて移転の可

能性が高まるという結果が得られ、これは周辺地域の倒壊

やインフラ被害が企業の立地再考を促す主要な要因である

ことを意味すると考えられ、植杉らの先行研究 5)をサポー

トする結果と言える。さらに、商業系用途地域に所在する

企業ほど移転しやすい傾向が統計的に裏付けられ、用途地

域による立地制約が企業行動と深くかかわっている可能性

が示された。 
なお、区画整理事業における企業本社の移転は、区画整

理事業内では個人営業の割合が高かった点は既往研究 11, 12)

とも整合する一方、全体から見た移転企業数の割合が5.5%
以下であったため、少なくとも本稿が対象とする2年間に

おける区画整理事業や仮換地による企業本社の移転という

観点では影響が限定的であることが分かった。 
 また、移転先の町丁目被災度が高いほど移転先として市

外ではなく市内を選びやすくなることから、市外に移転す

るには移転先の町丁目被災度が低いことが必要条件となる

ことが示された。ただし、企業規模が移転先の選定に与え

る有意な影響は確認されず、被災地内の企業本社を市内に

誘致したいと考えた場合に、単純に企業規模を指標として

支援策を組み立てるだけでは、十分な効果が得られない可

能性を示唆していると言える。 
住居系・商業系・工業系用途地域が移転先に含まれる場

合に市内への移転選択が促進される傾向も見られ、特に建

設業、製造業、卸売業・小売業、不動産業などの産業で統

計的に有意な結果が得られた。そのため、これらは用途地

域の影響を受けやすい産業として位置づけられ、用途地域

が移転意思決定に与える影響や業態の違いによって移転行

動に差異が生じることが明らかとなった。これらの産業の

多くは、災害直後の復興需要や地場客への依存度が比較的

高い場合があるため、市内移転の有効性が特に高くなる可

能性が考えられる。 
 
5．結論と今後の課題 

 本研究では、1995年の阪神・淡路大震災による被災地域

に所在していた企業本社を対象とし、被災後2年間で所在

地が変更された企業を「移転あり」と定義して移転挙動を

分析し、得られた結果を通じて災害後の企業動態や都市計

画への示唆を提示することを目的としている。 
 災害後の企業本社移転の背景には、町丁目被災度という

直接的な被害状況だけでなく、用途地域による立地制約や

産業固有の経済要因が複合的に作用していることが明らか

となった。 
 もっとも、本研究で用いたデータには偏りや座標精度の

問題が残り、当時と現代とでは社会状況が変化している点

に留意が必要である。しかしながら、本研究が提示した企

業本社移転モデルは、産業分類と用途地域を組み合わせる

新たな手法で企業の立地変動を解析した点に大きな意義が

あると言える。 
 今後の課題としては、本研究で得られた知見を補完する

ものとして、工場や事業所といった企業本社以外の主体に

注目した分析を行うことで、企業移転の構造を詳細に把握

し、災害後の企業の集積を明らかにすることが求められる

だろう。また、企業や地区ごとの個別事情をより詳細に反

映するために、マクロ的なモデル分析を補完する視点も求

められる。 
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(1) 1995年1月第2土曜日確定のデータと1997年1月第2土曜日確定の

データを用いている。 
(2) 本研究が対象とする期間においては、復興土地区画整理事業の事業計

画決定も未了の地区があり、例として、鷹取東第一地区震災復興土地

区画整理事業の事業計画決定が 1995 年 11 月 30 日や新長田駅北地区
震災復興土地区画整理事業の着手が 1997 年 1 月 4 日など、本研究が

対象とする1995年1月から1997年１月の2年間において震災復興土

地区画整理事業の進捗を変数化することは困難である。したがって、
本研究の結果には、復興土地区画整理事業に起因する効果が十分に反

映されていない可能性がある点に留意されたい。 
(3) サンプリング方法は以下のようである。まず、「令和３年経済センサス

‐活動調査 企業等に関する集計－産業横断的集計－企業等数、従業

者数 第３－２表 企業産業(小分類)、資本金階級(10 区分)別会社企

業数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数－全国、都道府県、
大都市」を用いて、東京都区部に本社を置く企業を、産業大分類別資

本金別に集計し、各分類の企業割合に基づき、全体で 1000 社となる

ように企業数を割り振り、その割り振りの中から産業別資本金別ごと
にランダムに抽出を行った。なお、割り振られた企業数が実際の企業

数を上回る場合、その差分については、元の割合において企業数の比

率が低く、サンプル数が十分に確保されていない「ABCFQ_その他」
に分類される企業群の中からランダムに抽出を行った。 
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1．はじめに 

地球温暖化に伴い豪雨災害の激甚化・頻発化が懸念され

ており、流域治水の取り組みなどを通じて浸水被害の軽減

が目指されている。令和3年に流域治水関連法が改正され、

流域治水推進のための法制度上の枠組みが整えられ、また、

各河川管理者と基礎自治体の連携などの取り組みが進めら

れているところである。 

 このような取り組みが進められている一方で、我が国の

総人口が減少に転じているにもかかわらず洪水浸水想定区

域（以下、浸水想定区域）の内に居住する人口（以下、浸

水想定区域内人口）が増加しており、浸水に対する災害リ

スクが高まっているのではないかとの指摘がされている。

秦ら 1) は、1995 年～2015 年の国勢調査に基づく500m メ

ッシュの人口と国土数値情報の浸水想定区域データを重ね

合わせ、浸水想定区域内人口が一貫して増加しており、浸

水想定区域内人口は 30 都道府県で、浸水想定区域内世帯

数は 47 都道府県で増加していることを明らかにし、浸水

リスクの高い地域の宅地化が進んでいると結論付けている。

中野ら 2) は、浸水想定区域と都市計画区域及び人口集中地

区の重複状況を調査し、ほとんどの自治体で用途地域と浸

水想定区域が重複していること、用途地域や継続的に人口

集中地区となっている地域に相対的に浸水想定区域が多く

含まれていることを明らかにしている。白川 3)4) は、浸水

想定区域の面積及び人口を集計し、都市計画区域内におい

ては面積ベースで約 21.8％、人口ベースで約 32.2％、用途

地域内においては面積ベースで約 26.6％、人口ベースで約

31.1％が浸水リスクに晒されていると結論付けている。野

澤ら 5) は、土地利用規制別に 2010 年から 2020 年の浸水

ハザードエリア人口増減を整理し、既成市街地の浸水想定

がないエリアへの居住誘導の余地に関する分析等を行い、

浸水ハザードエリアの人口増加が著しい市町村があること

を明らかにした上で、既成市街地への人口誘導によりハザ

ードリスクが低減される可能性があることを明らかにした。

中野ら 6) は、国勢調査の調査票情報と基本単位区境界とい

う２つのミクロデータを用いて、全国･都道府県別の災害リ

スク地域内の人口･世帯数推計を行っている。国土交通省国

土政策局 7) は、2015 年の人口と2050 年の将来人口予測を

用いて、浸水想定区域内人口が将来的に減少するものの、

総人口に占める割合は増加することを予想している。 

 また、これらの研究が進むにつれ、メディアにおいても

浸水想定区域内人口が増加していることを問題視する報道

がされている。NHK 8) 9) は2022 年の報道の中で、1995年

から 2015 年の想定最大浸水域の人口の変化を都道府県ご

とに検証し、特に人口増加が著しい埼玉県幸手市で浸水リ

スクを把握しないままに市街化調整区域に新築戸建てを購

入した家族の事例を取材している。日経新聞 10) は 2023 年

に「市街地の水没危険域で人口増」と題する報道の中で、

浸水リスクのある区域の人口が全国で増加し、過去 20 年

で60万人増加していることを指摘したうえで、「こうした

危険な地域は開発を抑制する必要がある」とし、自治体に

よる対策が必要であるとしている。 

 しかし、既往研究では、浸水想定区域内人口が増加して

いる都道府県やサンプル都市を対象に増加している場所を

特定したものはあるが、都市計画上のどのような区域でど

れほどの人口が変化しているか、そのボリューム感や傾向

を全国規模で定量的に明らかにした研究はない。流域治水

都市計画的観点に基づく洪水浸水想定区域内人口増減の全国的な定量分析 

洪水浸水想定区域内の人口増加は、どの都市計画上の地域でどれほど全国的に起こっているのか 

A Nationwide Quantitative Analysis of Population Changes in Flood Inundation Assumption Areas from an Urban Planning 

Perspective 

 Where and to What Extent Is Population Increasing in Urban Planning Zones within Flood Inundation Assumption Areas? 

小林 孝*,片山 茜**, 林 洋一郎***,森川 裕貴****,波多野 由基****,菊池 雅彦***** 

Takashi Kobayashi*, Akane Katayama**, Yoichiro Hayashi***, Yuki Morikawa****, Yuki Hatano**** and Masahiko Kikuchi***** 

While efforts to improve river basin flood management, and promote disaster-resilient development are underway, the 
population in flood inundation assumption areas is increasing. This study quantitatively clarified nationwide population 
trends in these areas and analyzed them from an urban planning perspective. As a result, population has steadily 
increased in urbanized areas, while declining in zones such as urbanization control areas. Nearly half of the areas with 
population growth in flood-prone zones are urbanized, accounting for 70 to 80 percent of the total increase. Furthermore, 
most areas with notable growth were in major metropolitan regions. These findings strongly suggest that population 
growth in flood-prone areas is largely driven by inflows into urban centers. 

Keywords: river basin management, disaster-resilient development, flood inundation assumption area, population shift 
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と都市政策が連携して対策を効率的に

進めていくためには、浸水想定区域内

人口が変化している地域の都市計画上

の位置づけを把握したうえで、夫々の

特性に対して効果的な対策を打つこと

が重要と考えられる。 

 このため、本研究では、(1)1995 年か

ら 2020 年の人口変化、(2)浸水想定区

域、及び(3)市街化区域・市街化調整区

域（以下、調整区域）・非線引き都市計

画区域の用途地区（以下、非線用途）・

非線引き都市計画区域の用途地域の指

定がない地区（以下、非線白地）・都市

計画区域外（以下、都計外）の分類（以

下、都計分類）の3 つを重ね合わせて

分析し、都市計画上のどのような区域

で浸水想定区域内人口が増減している

か、全国的なボリュームを定量的に明

らかにするものである。また、特に増

加の顕著な場所を抽出・分析すること

で、浸水リスクが増加している個所と

その原因を推定する。この研究により、

より実態に即した防災まちづくりに関

する政策立案や、防災対策の優先順位

付け、効果的・効率的な対策の実施に

寄与することを期待するものである。 

 

2．利用するデータと分析方法 

 今回、利用するデータは以下のとお

りである。 

 まず、人口に関しては国勢調査に基づく人口データ4次

メッシュ（500mメッシュ）人口データ 11) を活用する。調

査年は 1995 年から 2020 年までの間、5 年おきである。浸

水想定区域については、国土数値情報に掲載された令和 4

年時点のポリゴンデータ 12) を活用する。このデータには、

計画規模降雨に基づく浸水深（以下、L1レベル）のポリゴ

ンデータと既往最大レベルでの降雨に基づく浸水深（以下、

L2 レベル）が収録されているが、今回はL1レベル、L2レ

ベルそれぞれの浸水深0.5m以上と3.0m以上の別のそれぞ

れの組み合わせ 4 パターンを分析対象とする（以下、L1-

0.5m、L1-3.0m、L2-0.5m、L2-3.0m）。これは、浸水深0.5m

以上が床上浸水、3.0m以上が2階への避難が必要であるこ

とを根拠としている 13)。都計分類は、国土交通省都市局が

公表している令和5年度版の都市計画決定に関するGISデ

ータの全国データ 14) を活用する。なお、浸水想定区域は河

川整備の進展や想定流量の変化により年々変化をしており、

また都計分類は都市計画変更により年々変化しているが、

本研究では人口増減に着目した分析を行うため、浸水想定

区域と都計分類についてはこれらの最新時点データに固定

をして分析するものとする。 

 次に、メッシュで集計されている人口データを、ポリゴ

ンで整備されている浸水想定区域や都計分類に按分する方

法については、以下のとおりである。 

 まず、メッシュ単位の人口データは、そのまま利用する

と森林や湖沼など非可住地もメッシュ内に含まれることか

ら、このような地域には人口が存在していないと仮定し、

土地利用データと重ね合わせたうえで非可住地を除外する

処理を行った。具体的には、人口メッシュと非可住地メッ

シュ（土地利用細分メッシュデータ 15) のうち、森林及び河

川・湖沼）を重ね、人口メッシュと重なる非可住地部分は

人口0人と仮定して除外（人口を可住地部分に配分）した。

その上で、非可住地を除外処理した人口メッシュデータと

浸水想定区域や都計分類と重ね合わせ、面積按分でポリゴ

ンデータに人口の割付けを行った。なお、本処理では、全

域が土地利用上非可住地となっている人口メッシュについ

ては人口の有無を問わず0人として扱ったため、市町村単

位や全国等で集計した際に総数が合わなくなる場合がある。 

 

3.全国を対象とした浸水想定区域内人口の整理 

 まず、浸水想定区域内人口の動向について、全国を対象

表-1 全国を対象とした浸水想定区域内人口の推移 

表の数字は、左側が人口（千人）、右側が1995年の人口を1.0とした比率 

  

L1-0.5m 総計 市街化区域 非線用途 調整区域 非線白地 都計外

1995年 18,167 (1.00) 12,303 (1.00) 1,082 (1.00) 2,743 (1.00) 1,265 (1.00) 774 (1.00) 

2000年 18,349 (1.01) 12,498 (1.02) 1,086 (1.00) 2,730 (1.00) 1,269 (1.00) 767 (0.99) 

2005年 18,613 (1.02) 12,798 (1.04) 1,074 (0.99) 2,725 (0.99) 1,260 (1.00) 757 (0.98) 

2010年 18,865 (1.04) 13,133 (1.07) 1,055 (0.98) 2,709 (0.99) 1,233 (0.97) 734 (0.95) 

2015年 18,913 (1.04) 13,319 (1.08) 1,037 (0.96) 2,656 (0.97) 1,193 (0.94) 708 (0.92) 

2020年 18,991 (1.05) 13,551 (1.10) 1,017 (0.94) 2,594 (0.95) 1,149 (0.91) 681 (0.88) 

(構成比) 100% 71% 5% 14% 6% 4%

L1-3.0m 総計 市街化区域 非線用途 調整区域 非線白地 都計外

1995年 2,540 (1.00) 1,707 (1.00) 105 (1.00) 430 (1.00) 163 (1.00) 135 (1.00) 

2000年 2,546 (1.00) 1,727 (1.01) 104 (1.00) 421 (0.98) 163 (1.00) 131 (0.97) 

2005年 2,569 (1.01) 1,763 (1.03) 103 (0.98) 416 (0.97) 160 (0.99) 127 (0.94) 

2010年 2,616 (1.03) 1,830 (1.07) 100 (0.96) 409 (0.95) 156 (0.96) 121 (0.89) 

2015年 2,603 (1.02) 1,846 (1.08) 99 (0.94) 395 (0.92) 149 (0.92) 115 (0.85) 

2020年 2,619 (1.03) 1,893 (1.11) 97 (0.92) 380 (0.88) 143 (0.88) 108 (0.79) 

(構成比) 100% 72% 4% 15% 5% 4%

L2-0.5m 総計 市街化区域 非線用途 調整区域 非線白地 都計外

1995年 39,157 (1.00) 25,986 (1.00) 2,811 (1.00) 5,508 (1.00) 2,773 (1.00) 2,079 (1.00) 

2000年 39,606 (1.01) 26,464 (1.02) 2,802 (1.00) 5,497 (1.00) 2,783 (1.00) 2,060 (0.99) 

2005年 40,104 (1.02) 27,067 (1.04) 2,758 (0.98) 5,482 (1.00) 2,763 (1.00) 2,034 (0.98) 

2010年 40,511 (1.03) 27,668 (1.06) 2,698 (0.96) 5,456 (0.99) 2,705 (0.98) 1,984 (0.95) 

2015年 40,565 (1.04) 28,043 (1.08) 2,635 (0.94) 5,358 (0.97) 2,613 (0.94) 1,917 (0.92) 

2020年 40,671 (1.04) 28,482 (1.10) 2,574 (0.92) 5,250 (0.95) 2,517 (0.91) 1,848 (0.89) 

(構成比) 100% 70% 6% 13% 6% 5%

L2-3.0m 総計 市街化区域 非線用途 調整区域 非線白地 都計外

1995年 12,142 (1.00) 7,854 (1.00) 767 (1.00) 2,006 (1.00) 821 (1.00) 695 (1.00) 

2000年 12,229 (1.01) 7,974 (1.02) 766 (1.00) 1,991 (0.99) 816 (0.99) 683 (0.98) 

2005年 12,353 (1.02) 8,143 (1.04) 752 (0.98) 1,980 (0.99) 808 (0.98) 671 (0.97) 

2010年 12,456 (1.03) 8,327 (1.06) 734 (0.96) 1,965 (0.98) 785 (0.96) 645 (0.93) 

2015年 12,433 (1.02) 8,424 (1.07) 717 (0.93) 1,922 (0.96) 753 (0.92) 617 (0.89) 

2020年 12,433 (1.02) 8,554 (1.09) 699 (0.91) 1,873 (0.93) 720 (0.88) 587 (0.84) 

(構成比) 100% 69% 6% 15% 6% 5%
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として、市街化区域・調整区域・非線用途・非線白地・都

計外の５つの都計分類ごとに、時系列でその推移を整理し

た。その結果を、表-1に示す。 

 総計で見ると、4 つのいずれのパターンでも浸水想定区

域内人口は経年的に増加する傾向にある。この傾向・数値

については、既往論文と同様であることが確認できた。我

が国の総人口が 2010 年頃をピークに減少に転じているこ

とを鑑みると、浸水想定区域外での人口減少が進む一方で、

浸水想定区域内への人口集中が続いている状況が示唆され

る。 

 都計分類ごとに見ると、市街化区域で浸水想定区域内人

口が一貫して増加している一方、調整区域、非線用途、非

線白地、都計外では減少している。4 つのいずれのパター

ンでも市街化区域内の浸水想定区域内人口の増加率はこの

25 年間で約10％である。また、浸水想定区域内人口の総数

に対する、市街化区域内のそれは、約7割程度である。 

 このことから、全国的な浸水想定区域内人口の増加の主

な要因は、市街化区域での人口増加の影響を大きく受けて

いるものと推察される。 

 

4. 人口増減別・都計分類別のメッシュ数分析 

 前項の分析では、市街化区域内での人口増加に伴い浸水

想定区域内人口が増えていることが明らかになったが、局

所的な変化についても検討を加える必要がある。このため、

4 次メッシュ（500mメッシュ）ごとの浸水想定区域の人口

増減を分析し、そのメッシュの都計分類を判定することに

より、どのような都市計画上の地域で浸水想定区域の人口

が変化しているかを明らかにする。 

 具体的には、浸水想定区域内人口が存在する全国のメッ

シュを、人口が増加しているメッシュ（以下、増加メッシ

ュ）、変化が僅かなメッシュ（以下、維持メッシュ）、減少

しているメッシュ（以下、減少メッシュ）の３つに分類す

る。それぞれのメッシュの判別ルールは、以下のとおりで

ある。 

・増加メッシュ：1995 年から 2020 年で浸水想定区域人口

が10%以上増加かつ50人以上増加しているメッシュ 

・維持メッシュ：増加メッシュ、減少メッシュ以外 

・減少メッシュ：1995 年から 2020 年で浸水想定区域人口

が10%以上減少しているメッシュ 

ここで、増加メッシュにおいて 50 人以上という閾値を設

けているのは、人口が少ないメッシュにおいて多少の人口

増減であっても割合が大きく算出される影響を取り除くた

めである。 

 結果を表-2に示す。浸水想定区域が存在するメッシュ数

に対し、増加メッシュの数の割合は、L1-0.5mで10%、L2-

0.5m で13%となっており、維持メッシュや減少メッシュに

比べてかなり少ない。また、L1-3.0mでは3%、L2-3.0mで

は 6%と、浸水深のリスクの高いエリアにおける増加メッ

シュの割合はさらに少なく、より限られた地域の人口増加

の影響によるものであることがわかる。この結果から、全

表-3 都計分類別の増加・維持・減少メッシュ数 

上段はメッシュ数（メッシュ）、 

中段は増加・維持・減少メッシュ数の総計に対する構成比 

下段は各都計分類に対する増加・維持・減少メッシュの構成比 

*1:市街化区域 *2:非線用途 *3:調整区域 *4:非線白地 

*5:都計外 *6:その他 

 

他*6外*5白地*4調整*3用途*2市街*1総計L1-0.5m

1,4843171,2892,0966044,72010,510
増加
    

14%3%12%20%6%45%100%

(16%)(1%)(6%)(8%)(12%)(28%)(10%)

4,13411,8899,96211,6801,6746,98446,323
維持
    

9%26%22%25%4%15%100%

(45%)(50%)(47%)(44%)(34%)(41%)(45%)

3,63911,4579,82312,7432,6325,35045,644
減少
    

8%25%22%28%6%12%100%

(39%)(48%)(47%)(48%)(54%)(31%)(45%)

他*6外*5白地*4調整*3用途*2市街*1総計L1-3.0m

17662152271566051,322
増加
    

13%5%11%20%4%46%100%

(7%)(1%)(4%)(4%)(6%)(13%)(5%)

2,3196,3844,0805,8878404,23023,740
維持
    

10%27%17%25%4%18%100%

(54%)(50%)(51%)(49%)(43%)(60%)(52%)

1,7816,2563,7815,7801,0452,24220,885
減少
    

9%30%18%28%5%11%100%

(42%)(49%)(47%)(48%)(54%)(32%)(45%)

他*6外*5白地*4調整*3用途*2市街*1総計L2-0.5m

2,8179582,8724,0641,3348,96121,006
増加
    

13%5%14%19%6%43%100%

(21%)(2%)(9%)(11%)(17%)(32%)(13%)

5,21019,69714,80515,4852,20410,06767,468
維持
    

8%29%22%23%3%15%100%

(39%)(50%)(45%)(41%)(28%)(36%)(42%)

5,29118,69515,30118,1784,2228,76670,453
減少
    

8%27%22%26%6%12%100%

(40%)(48%)(46%)(48%)(54%)(32%)(44%)

他*6外*5白地*4調整*3用途*2市街*1総計L2-3.0m

9542947021,4443993,1086,901
増加
    

14%4%10%21%6%45%100%

(10%)(1%)(3%)(6%)(8%)(18%)(6%)

4,58814,67610,00611,6641,8538,87551,662
維持
    

9%28%19%23%4%17%100%

(49%)(51%)(50%)(46%)(37%)(50%)(49%)

3,75213,8649,47012,2582,7385,67147,753
減少
    

8%29%20%26%6%12%100%

(40%)(48%)(47%)(48%)(55%)(32%)(45%)

表-2 パターン別の増加・維持・減少メッシュ数 

上段はメッシュ数（メッシュ）、下段は総計に対する構成比 

 

L1-0.5m L1-3.0m L2-0.5m L2-3.0m

総計
102,477 45,947 158,927 106,316

100% 100% 100% 100%

増加
    

10,510 1,322 21,006 6,901

10% 3% 13% 6%

維持
    

46,323 23,740 67,468 51,662

45% 52% 42% 49%

減少
    

45,644 20,885 70,453 47,753

45% 45% 44% 45%
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国的に浸水想定区域内人口が減少している地域が多い一方、

一部の浸水想定区域内人口が増加している地域の影響によ

り、全国的に見れば浸水想定区域内人口が増加している結

果になっていることが推測される。 

 次に、それぞれのメッシュを市街化区域・調整区域・非

線用途・非線白地・都計外の５つのいずれかの都計分類に

振り分けた。ただし、2 つ以上の区域が存在するメッシュ

があるため、2/3以上を占める場合、その都計分類に属して

いるとみなし、2/3以上を占める都計分類がない場合は「そ

の他」として集計した。 

 結果を表-3に示す。このメッシュ数、増加・維持・減少

メッシュ数の総計に対する構成比をみると、L1-0.5m の増

加メッシュは市街化区域が45％、非線用途が6％となって

おり、約半数が既存市街地となっている。その他のケース

の増加メッシュも同様の結果となっており、このことから

市街化区域もしくは非線用途での人口増加が全体に大きく

影響していることが見て取れる。また、各都計分類に対す

る増加・維持・減少メッシュの構成比をみても、市街化区

域・非線用途では増加メッシュの割合が高い傾向がみられ

る。 

ただし、増加メッシュの残りの半数近くは調整区域や用

途白地、都計外に存在している。これらは開発に伴うもの

と考えられ、開発の妥当性や防災上必要な基盤整備の有無

については、検証が必要と考えられる。 

 

5. 人口増減別・都計分類別のメッシュ人口分析 

 前項で、メッシュ「数」での傾向が明らかになったが、

それぞれのメッシュが 3.に示した全国の浸水想定区域内人

口増減にどれほど影響しているかについても検討を加える

必要がある。このため、前項で分析した増加・維持・減少

メッシュごとの人口変化を集計する。なお、本項では、2つ

以上の都計分類がメッシュ内に存在する場合、2.で示した

方法で人口を面積按分し、それぞれの都計分類に割り振る

ことにより、分析を行った。 

 結果を表-4に示す。前項のメッシュ数の分析では、増加

メッシュの数は全体に対してL1-0.5mで10％、他のパター

ンでも3％から13％と少なかったが、増加メッシュ内での

浸水想定区域内人口の増の総数は L1-0.5m では 2,822 千人

で、これは同減少メッシュ内での減少の総数 2,336 千人を

上回っており、少ない増加メッシュに属する一部地域での

表-4 人口増減別・都計分類別のメッシュ内浸水想定区域内人口の変化 

*a : 1995年浸水想定区域内人口（千人） *b : 2020年新市水想定区域内人口（千人） 

*c : 浸水想定区域内人口増減（b-a） *d : 人口増減 (c) の総数に対する構成比 *e : 浸水想定区域内人口増減率（c/a） 

*1:市街化区域 *2:非線用途 *3:調整区域 *4:非線白地 *5:都計外 *6:その他 

 

L1-0.5m 総計 市街*1 用途*2 調整*3 白地*4 外*5 L1-3.0m 総計 市街*1 用途*2 調整*3 白地*4 外*5

増加
    

1995年*a 5,452 4,591 190 421 144 106

増加
    

1995年*a 713 637 15 41 12 8

2020年*b 8,274 6,664 309 800 313 188 2020年*b 1,058 906 24 82 29 17

増減数*c +2,822 +2,073 +119 +379 +169 +82 増減数*c +345 +269 +9 +41 +17 +9

構成比*d 100% 73.5% 4.2% 13.4% 6.0% 2.9% 構成比*d 100% 78.0% 2.6% 11.9% 4.9% 2.6%

増減率*e +52% +45% +63% +90% +117% +77% 増減率*e +48% +42% +60% +100% +142% +113%

維持
    

1995年*a 5,305 4,055 247 627 234 142

維持
    

1995年*a 800 625 25 99 30 21

2020年*b 5,639 4,093 262 750 326 208 2020年*b 883 643 29 129 45 37

増減数*c +334 +38 +15 +123 +92 +66 増減数*c +83 +18 +4 +30 +15 +16

構成比*d 100% 11.4% 4.5% 36.8% 27.5% 19.8% 構成比*d 100% 21.7% 4.8% 36.1% 18.1% 19.3%

増減率*e +6% +1% +6% +20% +39% +46% 増減率*e +10% +3% +16% +30% +50% +76%

減少
    

1995年*a 7,414 3,658 646 1,695 888 527

減少
    

1995年*a 1,028 445 65 290 121 107

2020年*b 5,078 2,794 445 1,044 511 284 2020年*b 679 344 44 169 68 54

増減数*c -2,336 -864 -201 -651 -377 -243 増減数*c -349 -101 -21 -121 -53 -53

構成比*d 100% 37.0% 8.6% 27.9% 16.1% 10.4% 構成比*d 100% 28.9% 6.0% 34.7% 15.2% 15.2%

増減率*e -32% -24% -31% -38% -42% -46% 増減率*e -34% -23% -32% -42% -44% -50%

L2-0.5m 総計 市街*1 用途*2 調整*3 白地*4 外*5 L2-3.0m 総計 市街*1 用途*2 調整*3 白地*4 外*5

増加
    

1995年*a 11,701 9,593 491 973 340 304

増加
    

1995年*a 3,385 2,836 116 289 82 62

2020年*b 17,818 14,006 787 1,770 732 523 2020年*b 5,102 4,081 188 544 170 119

増減数*c +6,117 +4,413 +296 +797 +392 +219 増減数*c +1,717 +1,245 +72 +255 +88 +57

構成比*d 100% 72.1% 4.8% 13.0% 6.4% 3.6% 構成比*d 100% 72.5% 4.2% 14.9% 5.1% 3.3%

増減率*e +52% +46% +60% +82% +115% +72% 増減率*e +51% +44% +62% +88% +107% +92%

維持
    

1995年*a 10,870 8,150 578 1,238 505 399

維持
    

1995年*a 3,484 2,567 177 460 153 127

2020年*b 11,396 8,183 596 1,420 669 528 2020年*b 3,746 2,604 189 551 217 185

増減数*c +526 +33 +18 +182 +164 +129 増減数*c +262 +37 +12 +91 +64 +58

構成比*d 100% 6.3% 3.4% 34.6% 31.2% 24.5% 構成比*d 100% 14.1% 4.6% 34.7% 24.4% 22.1%

増減率*e +5% +% +3% +15% +32% +32% 増減率*e +8% +1% +7% +20% +42% +46%

減少
    

1995年*a 16,585 8,243 1,742 3,297 1,928 1,375

減少
    

1995年*a 5,274 2,451 474 1,257 585 507

2020年*b 11,458 6,293 1,192 2,060 1,116 797 2020年*b 3,586 1,870 322 777 333 284

増減数*c -5,127 -1,950 -550 -1,237 -812 -578 増減数*c -1,688 -581 -152 -480 -252 -223

構成比*d 100% 38.0% 10.7% 24.1% 15.8% 11.3% 構成比*d 100% 34.4% 9.0% 28.4% 14.9% 13.2%

増減率*e -31% -24% -32% -38% -42% -42% 増減率*e -32% -24% -32% -38% -43% -44%
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人口増加が全国的な浸水想定区域内人口の増加に影響して

いることが確認された。また、増加メッシュ内における浸

水想定区域内人口増を都計分類別にみると、L1-0.5m の市

街化区域の増減数構成比は 73.5%、他のパターンも同程度

であり、人口増の 7 割～8 割程度は市街化区域内での増加

によるものといえる。一方、減少メッシュ内における浸水

想定区域内人口減については、L1-0.5m で市街化区域の増

減構成比は37％、他のグループも同程度である。このよう

に市街化区域内での浸水想定区域内の人口減は全体の4割

以下であり、調整区域や用途白地での減少数も大きく、減

少は各都計分類にまたがる広い範囲で起きているといえる。

以上をまとめると、浸水想定区域内人口の増加は、市街化

区域の一部の地域で概ね都市部への人口流入に伴って発生

していることが強く示唆される結果となった。 

 

6. 浸水想定区域内人口が

急増しているメッシュの

分析 

 前項までの分析により、

一部の地域の人口増加が

全国的な浸水想定区域内

人口の増加に影響してい

ることが明らかになった

が、具体的にそのような地

域がどこに存在している

かを抽出し、その原因の推

察を試みる。 

 L1・L2 の別、浸水深

0.5m・3.0mの別のそれぞれ

の組み合わせ４パターン

ごとに、浸水想定区域内人

口増が大きいメッシュか

ら100メッシュを抽出し、

これを「増加トップ100メ

ッシュ」として分析した。

この100という数字を、増

加メッシュ数に対する比

率として見てみると、増加

メッシュ数が最も多い L2

の0.5m以上では0.5%、最

も少ない L1 の 3.0m 以上

では7.6%になる。 

 これら100メッシュを、

存在している市町村別に

分けて集計したものが、表

-5である。4つの集計、す

べてにおいて東京 23 区が

最もメッシュ数が多く、50

前後と、概ね半分を占めて

おり、また、他市町村に比

べて人口増も相当多いことが分かる。23区に続いては、川

口市・戸田市・さいたま市・横浜市・川崎市といった東京

都心に近い自治体が多く、首都圏以外では大阪市、福岡市、

広島市、名古屋市などが、浸水想定区域内人口の増加が大

きいことが明らかとなった。 

 表-5で浸水想定区域内人口増加数が最も多くなった東京

23 区を、特別区別に集計したものが表-6である。メッシュ

のなかに複数の自治体が存在する場合は、メッシュの 2/3

以上がひとつの自治体に属する場合、明らかに人口増がい

ずれか自治体で発生していると判断できる場合は当該自治

体に計上している。ただし、23区は境界が入り組みメッシ

ュの中に複数の区が存在するメッシュが多く存在し、上記

で割り振りができないメッシュがあったため、それについ

ては、複数区に跨るメッシュとして個別に計上した。 

表-5 増加トップ100メッシュの存在する市町村 

数はメッシュ数、人口増は浸水想定区域内人口増加数（人） 

 

L1-0.5m L1-3.0m L2-0.5m L2-3.0m

市町村 数 人口増 市町村 数 人口増 市町村 数 人口増 市町村 数 人口増

東京23区 53 159,084 東京23区 58 78,047 東京23区 47 172,146 東京23区 52 116,372

川口市 8 21,208 川口市 16 31,144 福岡市 11 37,229 川口市 14 32,279

川崎市 6 18,949 戸田市 4 6,838 大阪市 8 29,625 大阪市 9 19,797

横浜市 5 15,688 名古屋市 4 3,570 川崎市 6 29,958 広島市 6 12,810

戸田市 4 12,030 京都市 3 4,677 横浜市 5 18,391 戸田市 4 11,809

市川市 4 11,004 流山市 3 3,624 市川市 3 11,200 横浜市 4 8,910

さいたま市 3 10,638 さいたま市 2 3,401 尼崎市 2 8,385 京都市 1 2,688

八潮市 3 7,764 清須市 2 2,190 さいたま市 2 8,013 流山市 1 2,407

吉川市 3 7,250 野田市 2 1,959 吹田市 2 7,703 枚方市 1 2,217

三郷市 2 6,137 広島市 1 1,393 越谷市 2 6,768 さいたま市 1 2,165

福岡市 2 4,714 志木市 1 1,385 川口市 2 6,581 寝屋川市 1 2,124

吹田市 1 3,306 豊田市 1 1,133 三郷市 2 6,137 久喜市 1 1,891

京都市 1 2,688 福井市 1 947 戸田市 1 5,225 志木市 1 1,779

尼崎市 1 2,588 久留米市 1 853 八尾市 1 4,663 川崎市 1 1,753

西宮市 1 2,435 岐阜市 1 840 八潮市 1 3,023 守口市 1 1,718

流山市 1 2,407 計 100 141,998 神戸市 1 2,851 調布市 1 1,682

仙台市 1 2,179 対全増加    7.6% 41% 西宮市 1 2,840 米子市 1 1,585

札幌市 1 2,172 稲沢市 1 2,794 計 100 223,986

計 100 292,243 広島市 1 2,780 対全増加    1.4% 13%

対全増加    1.0% 10% 吉川市 1 2,763

計 100 369,075

対全増加    0.5% 6%

表-6 増加トップ100メッシュの存在する特別区 

数はメッシュ数、人口増は浸水想定区域内人口増加数（人） 

 

L2-3.0mL2-0.5mL1-3.0mL1-0.5m

人口増数特別区人口増数特別区人口増数特別区人口増数特別区
25,4099江戸川区29,7029墨田区30,09122足立区31,41011墨田区
17,0889足立区34,3358中央区10,6288北区30,59710江戸川区
18,9528台東区23,2747台東区10,4087江東区27,4589台東区
11,9025江東区17,5514江戸川区7,1445板橋区18,5377江東区
8,0863荒川区12,1843荒川区3,3663荒川区18,0735中央区
6,7074北区12,0993大田区2,4952江戸川区8,1082荒川区
5,1453葛飾区10,5833品川区2,3422墨田区6,3872大田区
4,8573板橋区9,3593江東区1,8392葛飾区2,5901足立区
4,6592墨田区4,1291千代田区2,9022荒川/足立2,3461葛飾区
3,1321中央区3,2281新宿区2,2232足立/葛飾2,2151北区
1,7101大田区3,6421墨田/江東1,8451北/足立3,2141荒川/足立

2,6491荒川/足立3,2271荒川/足立1,4971江東/江戸川3,0611江東/江戸川

2,4071江東/江戸川3,1231江東/江戸川1,2681北/板橋2,8911台東/荒川

1,8601北/足立2,8911台東/荒川2,1981墨田/江戸川

1,8081足立/葛飾2,8181
中央/墨田/
江東
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結果としては、城東・城北地域の区で浸水想定区域内人口

の増加が大きいことが明らかとなった。 

 また、これらのメッシュを地図上にプロットしたものが、

図-1である。多くのメッシュは、都市部の中心部に存在し

ており、増加メッシュの具体的な分布からも、浸水想定区

域内人口の増加は、都市部への人口流入によって引き起こ

されていることが強く示唆される結果となった。 

 一方、3大都市圏の郊外部や、久留米市、米子市、福井市

などにも増加トップ100メッシュが見られ、こうしたメッ

シュに関しては都市部への人口流入とは異なり郊外部の開

発により浸水想定区域内人口の増加が引き起こされている

可能性がある。 

 

7.まとめ 

 本研究では、都市計画上のどのような区域で浸水想定区

域内人口が増減しているか、全国的なボリュームを定量的

に明らかにするために、1995年から2020年までの25年間

の人口データ・浸水想定区域データ・都市計画GISデータ

の重ね合わせを行った。これに加えて、浸水想定区域内人

口の増加要因を探るため、人口増減別・都計分類別のメッ

シュ数や人口を分析し、特に人口が増加しているメッシュ

について即地的に分析を行った。 

 本研究で明らかになったことは以下のとおりである。 

 浸水想定区域内人口については、既往研究と同様に全国

で増加しているという結果になったが、そのうち7割を占

める市街化区域内の浸水想定区域内人口が一貫して増加し、

この 25 年間で 1 割程度増加していることが分かった。一

方、調整区域・非線用途・非線白地・都計外では一貫して

減少しており、市街化区域内での人口増加に伴い、全国で

の浸水想定区域内人口の増加が引き起こされていることが

分かった。 

 浸水想定区域内人口の増減をメッシュ数で分析したとこ

ろ、増加メッシュの割合は、維持メッシュや減少メッシュ

に比べてかなり少なく、全国的には浸水想定区域内人口が

減少している地域が多い一方、一部の地域での増加が、全

体の増加を引き起こしていること、リスクが高くなるほど

その傾向が強いことが分かった。また、増加メッシュの半

分近くは市街化区域に存在し、そこで 7 割～8 割程度の浸

水想定区域内人口の増加が起こっていることも分かった。

一方、減少メッシュ内の人口減は、市街化区域内での減少

は4割以下であり、調整区域や用途白地での減少数も大き

い。浸水想定区域内人口が増加している地域について、増

加トップ 100 メッシュを抽出したところ、東京 23 区をは

じめとする大都市部が多くを占めることが分かった。これ

らのことから、浸水想定区域内人口の増加は、概ね都市部

への人口流入に伴って発生していることが強く示唆される

結果となった。 

 本研究の結果から得られた、今後の流域治水と連携した

防災まちづくりにおける留意点を以下に示す。 

 まず、浸水想定区域内人口の増加は、この25年間の都心

回帰の流れや都市再生の動き、大都市近郊の土地利用の転

換が要因となった都心部への人口流入により起因している

 

図-1 増加トップ100メッシュの位置 （図内の黒四角が、増加トップ100メッシュ）  

地理院タイルにメッシュを追記して掲載 

17首都圏

中京圏

関西圏

広島市

福岡市
久留米市

仙台市札幌市

米子市福井市
N
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と考えられる。全国的にはこの 25 年間で人口増加局面か

ら減少局面へと転じたが、今後もその傾向は継続すると予

想される。我が国の大都市部の多くの地域が浸水想定区域

内に存在することを鑑みれば、全国的に浸水想定区域内人

口が増加することのみをもって、我が国の防災対策に問題

があるとは言い切れないであろう。水災害リスクは、一般

的に、ハザード、暴露（人口、財産等）、脆弱性（システム、

資産の被害の被りやすさ）の３因子から決定される被害規

模に、当該ハザードの発生確率を勘案することにより評価

されるとされている 14)。浸水想定区域内人口（暴露）の増

加のみならず、脆弱性を低減させる対策が行われているか

も併せて検討することが必要であろう。このようなことを

考慮すると、今後の防災まちづくりとしては、市街化区域

内で都市更新に合わせて防災力を向上させていくことがま

ずもって重要である。 

 一方、調整区域や白地地域では、浸水想定区域内人口が

減少しているメッシュと増加しているメッシュが併存して

いる。後者については開発行為に伴う人口増加と思われ、

開発において適切な浸水対策が取られているか検証を行っ

たうえで、適切な対応を取っていく必要がある。 

 各自治体で浸水想定区域人口の増加理由は異なることが

示唆されたため、全国的なマクロの数字だけではなく、ミ

クロの分析を行うことが重要である。特に、大都市部での

市街化区域では計画規模降雨（L1）に基づく浸水深3.0m以

上という最もリスクの高い地域でも増加メッシュが存在し、

また調整区域や用途白地、都計外においても増加メッシュ

が存在しており、どのような理由で浸水想定区域内人口が

増加しているか、また防災上必要な基盤整備がなされてい

るかについては、検証が必要である。 

 最後に、今後の課題を以下に示す。まず、本研究は、500m

メッシュ人口で分析しているため、区域界での按分で誤差

が発生している可能性ある。2015 年以降の国勢調査では

250m メッシュ人口が公開されているため、最新の傾向に

ついては、これを用いて詳細に分析する必要があると思わ

れる。また、市街化区域内においても、今後の人口減少を

踏まえると居住誘導区域外として人口の誘導を行わない地

域とされる場合もあり、こういった地域で、浸水想定区域

外へ居住を誘導できる可能性があるかどうかについては、

さらに検証が必要である。 
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１．はじめに 
2016年にWHOヨーロッパ地域事務所は“Urban green 

spaces and health１）”を発行した。日本では一般社団法人

公園からの健康づくりネットによって翻訳解説されたガイ

ドブック“都市緑地の健康効果２）”が公表されている。こ

れによれば近年都市緑地（１)がもたらす健康効果が着目さ

れるようになり，様々な研究が進んでいることが示されて

いる。ここでは都市緑地と健康との関係を示すモデルとし

て，Hartig ら(2014) の「空気質の改善」・「身体活動の向

上」・「ストレスの軽減」・「社会とのつながりの強化」， 

Lachowycz & Jones(2013) の「身体活動」・「自然との触れ

合いとリラクゼーション」・「社会活動と交流」，Villanueva 

ら(2015) の「呼吸器の健康」・「熱中症への適応力」・「ソー

シャル・キャピタルと社会とのつながり」・「身体活動」， 

Kuo(2015) の「免疫機能の向上」が紹介されている。都市

緑地が人間に与える生理学的な効果に加えて，上記の4つの

モデルでは都市緑地が人々に社会との関係を作り出すこと

の効果の存在に言及されていることに注目したい。 

日本でも健康と緑の関係についての既往研究は多い。飯

島３）は既往研究の整理の結果，①暑熱のような物理的負荷

を軽減する環境負荷軽減対策として，②緑に接することが

身心に具体的なストレス緩和の反応をもたらす知覚対象と

して，③都市緑地を利用することが運動（動作）による身

体機能の維持向上につながる運動不足対策として，の3点か

ら健康に対する緑の効用を整理している。 

このうち①に関しては，ヒートアイランド現象や昨今の

気候変動対策としての緑地の効果を関係づける研究が気象

学の領域を含めて幅広く研究が進んでいる。③については

緑地の利用と人体の生理現象との関係について，医療や福

祉の領域からの研究が進んでいる。 

一方で②の知覚対象としての都市緑地の効果に関する研

究は，都市緑地や都市空間が対象になることから，建築・

土木・ランドスケープ・都市計画の分野において確認でき

る。1975年に既に高橋ら４）は，緑に対する心理的充足感を

維持するための閾値が緑被率15%付近に存していると述べ

ている。また平成17年（2005年）に国土交通省は“都市の

緑量と心理的効果の相関関係の社会実験調査について５）”

を発表している。ここでは緑視率が高い場所ほど，「安らぎ

のある」「さわやかな」「潤いのある」と感じる人の割合が

高いことや，緑視率がおよそ25%を超えると緑が多いと感じ

はじめることが報告されている。そして，都市の緑は「人々

をひきつける効果」も期待されている，と示しめている。

近年では吉田ら６）はアンケート調査により，緑視率が35%

に近くなると見晴らしの悪さによって不快に感じられるこ

とを明らかにしたうえで，今後は単に植栽を増やす整備で

はなく，植物種や配置デザインの工夫で快適性や地域性の

創出が必要と述べている。 

このように，知覚対象としての都市の緑の効用と健康の

関係に関する研究は，緑被率や緑視率を用いて知覚対象と

しての緑の効用を取り扱ってきたものが多い。これらは「緑

の量」を定量的指標として採用し，都市空間整備を誘導す

るための根拠の一つとなった。そして緑化地域制度や全国

に展開する緑化条例が大きな効果を果たすための理論的支

柱ともなってきた。しかし一方で近年の都市の緑地整備で

は，「緑の量」を求めるのに加えて，「緑の質」が強く意識

されるようになっている。既往研究（植田7），古澤ら８））に

よれば，緑の質は定性的であることから，緑化条例での誘

導に加えて，緑の質に着目する第三者評価認証制度が活用

されるようになっていることが示されている。 

 第三者評価認証制度については，植田ら９）はSEGESと

ABINCの評価項目を詳細に分析している。しかしその項目に

は利用者個人の感情に沿った項目は採用されていない。個

都市で過ごす人々の快適性向上に寄与する空間の特徴 
Characteristics of urban spaces that contribute to the improvement of human comfort

中条 瑛子*，杉本 達宏*，植田 直樹**，伊藤月乃***，松井 宏宇***，桂島 一*** 
Eiko Chujo*，Tatsuhiro Sugimoto*，Naoki Ueda*，Tsukino Ito**，Hirotaka Matsui**，Hajime Katsurashima 

In this study, we defined 'comfort' as a state in which the individual's emotions are positively influenced. Using the 
results of a survey conducted in central Tokyo, we investigated specific aspects of how visitors perceive the comfort 
of urban green spaces. The aim was to provide information for discussing the future of urban green spaces. 
The conclusion revealed that when comfort is defined as a state where the individual's emotions are positively 

influenced, the 'richness of greenery' is a prerequisite. Additionally, elements of spatial quality, which fall under the 
'feeling' category of sensory evaluation, may significantly impact comfort. Furthermore, the inclusion of elements 
from the 'spending time' and 'connecting' categories could further enhance comfort. 
Keywords: Urban green space, Comfort, Psychological effect, Green quality 

都市緑地，快適性，心理的効果，緑の質 
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人の感情とみどりの関係についての既往研究としては以下

がある。木内10）は，各種環境要素を入力層とし，快適感な

どの感情を出力層とするモデルを提示し，それに基づいた

アンケート調査の分析結果から，屋外空間の環境条件の下

での快適性は，主に景色の美観に支配され，そのほかに体

感温度，天空率と自然音，が続くことを示している。さら

に山中11）は屋外空間の快適性評価は，「環境特性」，「機能

性」，「景観」の3要素に対する心理的評価と，屋外空間での

み特徴的に得られる快適性に対する心理的評価によって総

合的な快適感が決定されるという枠組みを提示し，アンケ

ート調査の結果からその中でも，「開放感」，「自然感」，「落

ち着き感」などの心理反応が重要な働きをしていることを

示している。 

 しかし都市緑地整備のような空間操作において，利用者

個人の感情の視点から，どのような要素がプラスの評価に

つながるのかについて具体的に確認できる研究はまだない。 

 そこで本研究では，利用者個人の感情がプラスに作用し

た状態を「快適」と位置付けたうえで，東京都心部をフィ

ールドとして来訪者が都市緑地の快適性をどのように捉え

ているかを具体的な事項として調査し，今後の都市緑地の

あり方を議論するための情報を提供することを目的として

実施したものである。 

 
２．研究の方法 
前章の目的のため，2020～2023年度にかけて，年度毎に

期間を区切りながら4ヶ年連続でWebアンケートを実施し

た。対象地区は東京都千代田区の大手町・丸の内・有楽町

地区（以下，大丸有地区）である。大丸有地区でエリアマ

ネジメント活動を行う一般社団法人大丸有環境共生型まち

づくり推進協会（以下、エコッツェリア協会）が運営する

Web サービスを利用する一般の方々を対象として回答を収

集した。アンケートの内容と回答数は表-1の通りである。 

【表-1】快適性についてのアンケート（2020～2023年度） 

対象者 大丸有地区のWebサービス利用者 

方法 Webフォームによる回答 

設問 

① 「大手町・丸の内・有楽町地区（以下，大丸有地区）」

との主な関係 

選択肢： 1.このエリアに勤めている 2.仕事で訪れること

がある 3.観光や買い物，イベント等のために訪れることが

ある 4.徒歩圏内に住んでいる 5.ほとんど訪問しない／

行ったことがない 

② 年齢層 

選択肢： 1.19歳以下 2.20～34歳 3.35～49歳 4.50～64

歳 5.65歳以上 

② 屋外で，“快適”と考える要素はなんでしょうか？3 つ

選び，1位～3位まで順位をつけてください。 

選択肢： 1.緑が豊か 2.人が少ない 3.心地よい風を感じ

る 4.水辺や水景施設がある 5.季節を感じる 6.適温で

ある 7.じめじめしていない 8.座れる場所がある 9.参

加したいイベントがある 10.Wi-Fiが自由に使える（※2021

年度から追加） 11.まちの人と会話ができる 12.友人・知

人と自由に会話できる 

③ 設問②の選択項目以外で，“快適”と考える要素があれ

ば自由に記載してください。（※2021年度から追加） 

期間 

2020年度：2020年7月1日～10月31日 

2021年度：2021年7月27日～10月31日 

2022年度：2022年2月15日～3月19日 

2023年度：2023年12月1日～2024年3月19日 

回答数 

2020年度： 402 

2021年度： 225 

2022年度： 509 

2023年度： 527 

 

３．結果 

3-1．回答者の属性 

アンケート回答者の属性を，図-1,2に示す。就業者以外

の回答者が増加しており，特に大丸有地区と関わりの少な

い人の回答が増えた。年齢構成についても平準化している

傾向にある。 

 

【図-1】回答者の属性推移：年齢構成 

 

【図-2】回答者の属性推移：大丸有地区との関わり 

 

3-2．単純集計結果 

各集計結果（※1位3点，2位2点，3位1点として集計）

は図-3～6の通りであった。 

(1)2020年度の結果 

2020年度の結果を図-3に示す。快適性の要素として「座

れる場所がある」が最も多く選ばれ，続いて「緑が豊か」，

「季節を感じる」が選択された。4 位には「参加したいイ

ベントがある」が選択された。 

 

【図-3】快適性アンケート（2020年度）結果（回答数402） 
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(2)2021年度の結果 

2021年度の結果を図-4に示す。快適性の要素として「緑

が豊か」が最も多く選ばれ，続いて「心地よい風を感じる」，

「座れる場所がある」が選択された。2020年度に7位だっ

た「人が少ない」は4位に順位を上げる結果となった。2020

年度に4位だった「参加したいイベントがある」は，11位

に下落した。 

 

【図-4】快適性アンケート（2021年度）結果（回答数225） 

 

選択項目以外で「快適」と考える要素については，表-2

の項目が挙げられた。 

【表-2】選択項目以外で「快適」と考える要素（2021年度） 

雨に濡れない，ビル風がきつくない 

きちんと整理整頓する庭，公園大きな芝生あり 

日差しが強くない／日陰である／木陰がある 

雑音が少ない 

空が広く見える 

カフェやゴミ箱がある 

景観がよいこと 

危険ではないこと(車通りが少ない，治安が悪くない) 

 

(3)2022年度の結果 

2022年度の結果を図-5に示す。快適性の要素として「緑

が豊か」が最も多く選ばれ，続いて「適温である」，「Wi-Fi

が自由に使える」が選択された。4位には「季節を感じる」

が選択された。「Wi-Fiが自由に使える」は，2021年度には

8位であり，2022年度に順位が大きく上がった要素である。 

 

【図-5】快適性アンケート（2022年度）結果（回答数509） 

 

選択項目以外で「快適」と考える要素については，表-3

の項目が挙げられた。 

【表-3】選択項目以外で「快適」と考える要素（2022年度） 

静か・騒音がない 

歩行者にやさしい 

空気がきれい 

気を遣わなくてよい・他人の目が気にならない 

花粉が少ない 

治安が良い 

雨に濡れない 

 

(4)2023年度の結果 

2023年度の結果を図-6に示す。快適性の要素として「心

地よい風を感じる」「水辺や水景施設がある」「季節を感じ

る」「適温である」がほぼ同数で上位4つの要素となった。

続いて5位に「座れる場所がある」が選択された。2020～

2022年度に常時 1位であった「緑が豊か」は 9位となり，

大きく順位が下がった。また，2020～2022年度と比較する

と回答が分散しており，上位と下位の差が小さくなったこ

とが特徴である。 

 
【図-6】快適性アンケート（2023年度）結果（回答数527） 

 

選択項目以外で「快適」と考える要素については，表-4

の項目が挙げられた。 

【表-4】選択項目以外で「快適」と考える要素（2022年度） 

静か・適度な音がある 

歩行者に優しい 

雨に濡れない 

便利，楽しい施設がある 

適度な日陰，適温 

 

3-3．回答傾向から見たクラスター分析結果 

回答者の属性ではなく，回答の傾向からグループ分けを

行うクラスター分析を行い，人々の快適性に関する選好に

どんな傾向があるかを確認した。 

(1)2020年度の結果 

2020年度は4グループに分けられた（図-7）。 

グループ1は，「季節を感じる」，「座れる場所がある」と

いった過ごしやすさに関する項目を強く選好していた。大

丸有地区に勤務している回答者の比率が高かった。 

グループ2は，「参加したいイベントがある」，「座れる場
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所がある」を強く選好している。20代の回答者比率が高か

った。 

グループ3は，「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。50〜64歳の回答者の構成比率が高かった。 

グループ4は，「座れる場所がある」，「季節を感じる」が

強く選好された。50歳以上の割合が高く，大丸有地区への

来訪頻度が低い回答者比率の高いグループであった。 

 

【図-7】クラスター分析結果（2020年度） 

 

(2)2021年度の結果 

2021年度は3グループに分けられた（図-8）。 

グループ1は，「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。大丸有地区に勤務している回答者比率が

高かった。 

グループ2は，「座れる場所がある」，「適温である」を強

く選好し，20～34歳の構成比が高かった。 

グループ3は，「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。グループ1と同項目が選考されているが，

「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」に次いで「人が少な

い」が強く選好されている点が，グループ 1 とグループ 3

の差別化要因であった。 

 
【図-8】クラスター分析結果（2021年度） 

 

(3)2022年度の結果 

2022年度は3グループに分けられた（図-9）。 

グループ1は，「Wi-Fiが自由に使える」，「適温である」

を強く選好している。「Wi-Fiが自由に使える」という項目

が快適性を象徴付けるという特徴的な選好傾向がみられた。

大丸有地区での来訪頻度の低い回答者比率が高かった。 

グループ2は，「緑が豊か，「心地よい風を感じる」を強

く選好している。2021年度のグループ3と類似した選好傾

向（「緑が豊か」，「心地よい風を感じる」に次いで「人が少

ない」が強く選好された）をもつグループであった。大丸

有地区への来訪頻度の低い回答者比率が高かった。 

グループ3は，「緑が豊か」，「Wi-Fiが自由に使える」を

強く選好している。女性の回答者比率が高かった。 

 

【図-9】クラスター分析結果（2022年度） 

 

(4)2023年度の結果 

2023年度は2グループに分けられた（図-10）。 

グループ1は，「季節を感じる」，「水辺や水景施設がある」

を強く選好している。 

グループ2は，「心地よい風を感じる」，「水辺や水景施設

がある」を強く選好している。3番目に比率が高い項目は，

「参加したいイベントがある」であった。 

 
【図-10】クラスター分析結果（2023年度） 

 

3-4．グループ毎の快適性の傾向 

過去の分析 12)においては，図-11 のように快適性の要素

を「過ごす」，「感じる」，「つながる」という３つのカテゴ

リーに分類して考察を行った。結論として，「人が快適と感
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じる要素は多様であることから，快適性のキーワードであ

る「過ごす」，「感じる」，「つながる」を取り入れながら多

様な快適性を提供することがまちづくりにおいて重要であ

る」ことを示した。 

 
【図-11】３つのカテゴリーと快適性の要素との対応 

 

３つのカテゴリーを基に年度間の違いを明らかにすべく，

クラスター分析から得られたグループ毎の大きな傾向を確

認した。 

結果は図-12～図-15のようになり，グループ間の明瞭な

差は認められなかった。年度間で比較すると，2020～2022

年度は「過ごす」カテゴリーが最も多いグループが存在し

ていたが，2023年度には無くなり，いずれのグループも「感

じる」カテゴリーが最も多くなった。 

 
【図-12】2020年度の4グループの傾向 

 

【図-13】2021年度の3グループの傾向 

 

【図-14】2022年度の3グループの傾向 

 
【図-15】2023年度の2グループの傾向 

 

４．4ヶ年の結果を通した考察 

3-1のアンケート回答者の属性に関しては，図-1,2に見

られるように地区内の勤務者が多い2020年度に比較して，

2023年度は回答者の属性が最も平準化した。対象地である

大丸有地区との関わりの強さや年齢層に多様化・一般化が

進み，社会全体の動向の変化が反映されやすくなり，社会

情勢一般により近い構成での回答を得ることができるよう

になったと考えられる。 

 その中で2023年度の結果（図-6）は，「緑が豊か」以外

の要素も割合を高く上位を占めるようになり，上位と下位

の差が小さく各要素の順位が拮抗している。社会において

都市緑地に期待される効果が多様であるということが理解

できる。具体的な要素として，「季節を感じる」は毎年比較

的上位にあるが，2023 年には「心地よい風を感じる」「水

辺や水景施設がある」「季節を感じる」「適温である」とい

った感覚的に評価する項目も上位に位置し，かつ拮抗して

いる。同様に， 3-4の図-12～図-15の分析結果として2023

年度にはいずれのグループも「感じる」カテゴリーが最も

多くなったことも，感覚に対する重視傾向を示している。

広く一般に，快適性向上には人間の感性に訴える要素を考

慮することの重要性が明らかになったと言える。 

3-2 の単純集計結果によれば，「緑が豊か」は 2023 年を

除き1位あるいは2位であった。これは，「緑が豊か」なこ

とは都市緑地における基本的な事項であり，「緑が豊か」な

ことによってもたらされる効果に様々な快適性が含まれて

いるためと考えられる。 

3-2では新型コロナウイルスが流行した時期（2020-2021

年）とその後における快適性の捉え方の経年変化を確認す

ることができた。コロナ禍では「参加したいイベントがあ

る」，「まちの人と会話ができる」，「友人・知人と自由に会

話ができる」といったコミュニケーションに関する項目の

回答割合が減少したものの，2022年度以降は増加傾向にあ

る。また，コロナ禍には「人が少ない」ということが快適

性に寄与する傾向が見られたが，2022年度以降は減少傾向

にある。新型コロナウイルスの流行を契機とし，都市緑地

を契機に屋外空間の使い方が多様になったことは数多く報

告されているが，本研究でもコミュニケーションによる快

適性という視点からそれを確認することができた。 

 

５．まとめと今後の課題 

本アンケートを通じて以下の結論が得られた。快適性を

都市緑地の利用者個人の感情がプラスに作用した状態とし
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た場合には，「緑の豊かさ」は前提としながら，「感じる」

カテゴリーに分類される心地よい風や適温といった感覚的

な評価対象である空間の質の要素が大きく影響している可

能性がある。加えて，そこに「過ごす」，「つながる」カテ

ゴリーの要素が用意されることで，さらに快適性向上の可

能性がある。 

本研究は東京都心部でのアンケート調査の結果を用いた

ものであるため属性の偏在は否めないが，回を重ねるごと

に回答者属性は拡大平準化していることから，広く一般の

快適性の概念の把握につながるものと考える。また都市緑

地の今後の在り方を議論する材料として寄与できるものと

考える。 

社会の変化に応じて都市緑地に求められる要素は変化す

る。快適性向上のための性格を継続的に把握していくこと

は重要である。今後もアンケートを継続し幅広い層のデー

タを収集することで，快適性向上に寄与する空間の性質を

社会全体の傾向を捉えやすくなるであろう。またアンケー

トの継続のみならず，快適性の対象となった実際に存在す

る空間についての情報を収集し，より具体的な空間の在り

方について議論していくことが求められる。 
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補注 

(1) 都市緑地は，European Urban Atlasによる都市緑地エリア

の定義として，「主に庭園，動物園，公園，郊外の自然エ

リアや森林などのレクリエーションに使用される公共の

緑地，またはレクリエーション目的で管理または使用され

る都市エリアに隣接する緑地」が紹介されているが，各研

究によりその定義は幅広いため明確な定義は行われてい

ない。本研究においても明解に定義することをせず，上記

定義を共通認識としてヨーロッパと日本の既往研究を比

較し議論することで問題ないと判断している。 

(2) Green Tokyo研究会は，東京大学大学院工学系研究科都市

工学専攻 横張教授（当時）の発案により，2019年9月に設

立された研究会。エコッツェリア協会が事務局を務める。

NPO法人や民間企業等幅広いメンバーによる様々な都市緑

地の評価ツールやデータベースを集約し，都市緑地の総合

的な評価システムのプロトタイプを作成することを目指

している。 
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高層複合施設における帰宅困難者のための一時滞在施設に関する課題

－渋谷駅中心地区を対象として－

Issues Related to Temporary Shelter for Stranded Persons in High-Rise Complexes 
: A Case of the Shibuya Station Central Area 

寅屋敷哲也*・佐伯潤** 
Tetsuya Torayashiki*･Jun Saeki** 

 This study aims to organize the issues related to temporary shelters in high-rise complex buildings in the Shibuya 
Station central area. The issues were categorized into the following 13 factors: (1) policy immediately after the 
disaster, (2) allocation of initial responders, (3) safety of evacuation routes, (4) installation of toilet, (5) indoor 
environment, (6) management of occupants, (7) safety related to climate conditions, (8) securing response personnel, 
(9) securing available space, (10) operation of stockpiled supplies, (11) toilet capacity, (12) waste disposal, and (13)
management in case of staff shortages. The findings of this study highlight the difficulties in implementing
countermeasures for temporary shelters specific to high-rise complex buildings. To promote effective
countermeasures, in addition to evaluation and incentives, it is necessary to establish mechanisms that lower the
barriers to implementation

Keywords: Stranded persons , Temporary shelter, High-rise complex, Shibuya city 
帰宅困難者、一時滞在施設、高層複合施設、渋谷

1. はじめに 
1-1. 研究の背景 
東京都心部をはじめとした大都市のターミナル駅の中心地区

では都市活動の集中が著しく、建物の高層化のみならず機能の複

合化が促され、近年では高層複合施設が建ち並ぶようになった。

その背景として、日本の大都市における地価の高騰や都市空間の

不足に加え、建築技術の発展により都市空間の高度利用が可能に

なったことが挙げられる。そのため、日本の大都市では再開発に

より、垂直方向の都市空間を活用する高層複合施設が今後も建設

されていくことが予想される。 
東京都の渋谷では、100年に1度と呼ばれる大規模再開発事業
が国の戦略特区として官民一体となって進められており、2000
年代から本格的に開発の計画が動き出し、2010 年代以降からは
渋谷駅中心地区に高層複合施設が建設され始めた1)。同事業によ

り、2012年に渋谷ヒカリエ、2018年に渋谷ストリーム、2019年
に渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）と渋谷フクラス、2024
年に渋谷サクラステージと渋谷アクシュが開業し(1)、現在もその

他の高層複合施設が建設中である。 
一定の面積の土地の縦空間に多数の人が集積することは、平

常時には経済的なスケールメリットの恩恵が得られる一方、災害

時には安全面の観点から問題となりやすい。都市部でかつ多数の

人が集積することにより生じる災害時の主要な問題として、帰宅

困難者問題が挙げられる。渋谷の再開発事業においては、戦略の

一つの「安全安心なまちをつくる」という方針の中で、災害対策

として、防災機能の強化や都市型水害対策、周辺地区と一体とな

った帰宅困難者対策を掲げている2)。そのため、渋谷駅中心地区

に開業した高層複合施設はいずれも、一定の防災機能を有し、災

害時に帰宅困難者が滞在できる一時滞在施設に指定されている。

帰宅困難者の受入人数に関しては、開発事業者が東京都に対して

都市計画提案を行う段階で、複数事業者の協議組織において調整

を行なって、渋谷駅中心地区で想定される帰宅困難者数の半数を

受け入れることができるように各特区で分担をすることを取り

決めたという経緯がある 3)。受入人数は施設の規模にもよるが、

一つの施設で数百から数千人規模であり、災害時に渋谷駅周辺で

発生した大半の帰宅困難者を、再開発で開業した高層複合施設が

受け入れることになる。すなわち、高層複合施設の一時滞在施設

における帰宅困難者対策に対しては、社会からの潜在的な期待が

相当大きいものであるといえる。 
1-2. 先行研究レビュー 
 一時滞在施設の確保については、施設の立地場所や受入人数の

制約条件があるため、公的施設のみならず民間の施設を指定せざ

るを得ない実態がある。民間の施設が一時滞在施設として協力す

るには法的責任問題や具体的な運用方法における障壁があり、特

に首都圏では一時滞在施設の必要数の確保が進んでいない。丸谷

(2013)が、一時滞在施設として協力を求められる企業の多様な懸

念事項について、備蓄のコスト、一時滞在施設のための整備・維

持管理・訓練のコスト、地震発生後の施設の設置時の対応、一時

滞在者からの損害賠償請求の懸念等として整理している4)。この

一時滞在施設で受け入れた後の二次災害の損害賠償責任に関す

る法的問題に関しては、田中(2016)が、所有者責任の軽減の動き

は一定程度進められてきたという経緯を示しつつも、抜本的な解

決には至っておらず新しい一時滞在施設の運営の方法として、公

設民営型の一時滞在施設、すなわち、施設の所有者から自治体が

一旦借り受ける方式の可能性について論じている5)。また、中野
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(2017)は、事業者が一時滞在施設として提供することに関する法

的諸問題として、施設提供と従業員への業務命令の可否、一時滞

在施設における提供業務の法的性質、具体的作業、一時滞在施設

自体の瑕疵について論じている6)。 
 一時滞在施設の運用に関する先行研究としては、運用実態の把

握から課題を抽出する研究について、太田ら(2017)が、横浜みな

とみらい21地区における一時滞在施設に対する調査により、①

滞留者の集中、②時間帯による対応スタッフの課題、③施設の建

築計画上の課題、④他施設への誘導の4点に課題を整理している

7)。同研究では、対象としている施設は同エリアに立地する施設

としており、施設の種類では選別していない。また、一時滞在施

設の開設の検討や運営に関する取り組みを多面的に支援する手

法として、新藤ら(2019)は、汎用版の一時滞在施設運営マニュア

ルとそれを可視化した開設キットを開発し、実働訓練による検証

を行なっている8)。一時滞在施設に滞在する環境を検証する研究

もみられる。堀ら(2021)は、地下街を対象として、最長3日間一
時滞在施設で滞在することを想定し、夏期、中間期、冬期のそれ

ぞれの温熱環境の実測と被験者睡眠実験を実施することにより、

非空調時の温熱環境改善の具体策として、夏期は扇風機、冬期は

ポータブルストーブを設置して風速、温度を一定のレベル以上に

保つ方策を提案している9)。 
 以上のように一時滞在施設を対象とした研究は多様な観点か

ら蓄積はされているものの、高層複合施設特有の課題を整理する

試みはなされていない。 
1-3. 研究の目的 
一言で一時滞在施設となる民間施設と言っても、用途、周辺環

境、公共動線（公共歩道の組み込み）などの条件によって、その

特性は多岐にわたるため、一般的なガイドラインや多様な種類の

事業者を対象とした調査からでは、事業者の種別特有の課題は埋

もれて見えなくなってしまうことがある。それゆえに、汎用的に

活かせる研究成果を目指すだけでは、そうした個別の課題につい

ては、事業者が自ら把握して改善していかなければならない事態

を生み出してしまう。 
そこで本研究では、高層複合施設に焦点を当て、一時滞在施設

の運営という観点で、高層複合施設の特徴を抽出し、それらに関

係する課題や課題が生じる背景を整理して提示することを目的

とする。このことにより、高層複合施設の一時滞在施設の運営者

に対して、留意点を示すことができ、現状の対応方針を見直す上

での参考資料とすることができると考えられる。また、施設の設

計時、すなわち高層複合施設の開発計画の段階で考慮するべき点

についても提言する。 
その他の意図としては、高層複合施設は、一見帰宅困難者の収

容力が高く、建物構造が頑健であり、防災機能やリソースが豊富

にあるようにみえるものの、そこには一時滞在施設の対策の困難

性が存在するということを、協力を依頼する側の行政や帰宅困難

者になり得る一般市民に対しても可視化することである。一時滞

在施設の個別の事業者に対策を任せっきりするのではなく、社会

がその困難性や限界に理解を示し、地域の帰宅困難者対応を官民

で支え合いながらより良くしていくことが重要であると考える。 

 
2. 研究の方法 
2-1. 対象 
 本研究の対象は、渋谷駅中心地区の高層複合施設とする。渋谷

駅は鉄道4社9路線が乗り入れ、一日の乗降客数が約229万人の
全国でも有数のターミナル駅であり、周辺には業務機能や商業機

能が高度に集積している(2)。渋谷駅周辺地域では、一時滞在施設

での受け入れが必要な帰宅困難者として、想定されている標準シ

ナリオでは、平日で19,300人、休日で32,190人とされている(2)。
なお、渋谷区では、帰宅困難者が滞在できる施設を帰宅困難者受

入施設と呼称しているが、本稿では全国的に用いられている一時

滞在施設と名称を統一する。 
 渋谷駅中心地区では、図-1 に示すような一時滞在施設が指定

されており、高層複合施設が多いのが特徴である。高層複合施設

には、多様な用途機能が含まれるが、本研究では、商業用途や文

化施設用途等の不特定多数の来客が見込まれる用途機能の空間

のみを対象とする。オフィスや宿泊施設、住宅等は複合施設に含

まれることはあるが、上記用途機能と来客の特性が異なることか

ら対象としないこととする。 

2-2. 調査方法 
高層複合施設における一時滞在施設の対策を担当する実務者

及び同対策を担うコンサルタントへのインタビューや意見交換、

現場視察を含めたフィールドワークを繰り返し、高層複合施設の

特性や課題について整理していく。 
調査は2024年9月から2025年2月までに実施し、そこで得ら
れた情報をもとに課題の抽出を行なった。なお、協力を仰いだ高

層複合施設については、匿名を条件として提示されているため、

対象とした具体の施設名の記載は避ける。 
 
3. 高層複合施設における一時滞在施設の課題 
 高層複合施設における一時滞在施設の課題を整理する上で、建

物構造に起因する課題と事業運営に起因する課題に分けて、それ

ぞれ表-1と表-2に示す。高層複合施設の建物構造の特徴として、
垂直方向に展開する空間、開閉可能な窓の制約、半屋外空間につ

いて、それぞれ 3-1〜3-3 に記述する。続いて、事業運営の特徴

として、多数テナントの入居、業務に最適化された設計、運営人

員が不足する時間について、それぞれ3-4〜3-6に記述する。 

 
【図-1】渋谷駅中心地区における一時滞在施設(3) 
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3-1. 垂直方向に展開する空間 
高層複合施設は垂直方向に多層的に建物空間が広がっている

ため、敷地面積に対する床面積の割合が大きく、施設内の来訪者

が非常に多くなることが特徴としてある。表-1における1「垂直
方向に展開する空間」という特徴に対して、(1A) 発災直後の方
針、(1B)初動対応者の配置、(1C)移動経路の安全性、(1D)トイレ

対応、の4つの課題を抽出した。それぞれの課題について(1)〜(4)
に整理して記述する。 
(1) 発災直後の方針 
 表-1における(1A)の本課題においては、来訪者全員を施設外に
退避させる場合に、施設の周辺に大勢の人が滞留できる場所がな

いことが背景としてある。一般的に高層施設の場合、図-2 に示

すように多層的に人が収容されているが、この人々が一斉に施設

外に出る場合、施設周辺に大きめの広場や空地がある場合を除い

て、滞留できる空間が施設外にはないことが多い。渋谷区では、

外出している時に地震が発生した場合には、一時滞在施設が開設

されるまでに時間がかかるため、一時退避場所である青山学院大

学や代々木公園等にまずは避難するように推奨している(5)。しか

しながら、高層複合施設にいる大勢の人を施設外に滞留できる空

間がないまま外に出してしまうと、もともと人が多い渋谷駅周辺

が大混雑し、周辺の道路へ人が溢れてしまうことで群衆事故等の

二次災害を引き起こしてしまう恐れがある。また、後述するが、

施設外での滞留については、暑熱や寒冷が健康に与えるリスクも

考慮をする必要がある。 
一時滞在施設の運営を考えた場合、地震発生直後は一時滞在施

設の開設準備として、施設の安全確認や受け入れの準備を行う必

要がある。特に商業用途の施設では、地震直後の初動対応を行う

際には、対応の円滑化や盗難リスクの軽減のためにも施設閉館を

して来訪者を建物の外に退避させる方針を採ることが一般的で

ある。しかしながら、先述の背景により、商業用途が含まれる高

層複合施設は、来訪者を一斉退避させること自体が安全性の観点

から非常に難しい場合がある。他方、近年建設された高層建築物

は地震に対して強い構造で、倒壊リスクが非常に低いことが多い

ため、特に差し迫った危険が無い限りは、来訪者を施設内待機し

 
【図-2】高層施設に収容される人数のイメージ(4) 

【表-1】 高層複合施設における建物構造に起因する課題 
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ながら初動対応を実施する方針を採る方が、安全性の観点からは

望ましいともいえる。 
 地震直後に来訪者を施設内待機させながら一時滞在施設の開

設準備を実施する方針の場合には、図-3 に示すように施設内の

大勢の来訪者が待機できる場所に一旦誘導することが望ましい。

なぜなら、大勢の来訪者がいる空間で一時滞在施設の開設準備の

作業を行う場合、必要な機材や物資を台車を使って搬送する際に

来訪者との衝突の危険があることや、作業中に話しかけられる等

の開設作業の障壁になることが想定されるからである。しかしな

がら、高層複合施設の中にも大人数を集約して待機できる空間は

限られており、むしろそのような空間が一時滞在場所に指定され

ている可能性が高く、開設準備のためにその空間は空けておく必

要があるとすると、よりオペレーションは困難となる。この方針

で一時滞在施設の開設を行う場合には、施設ごとに必要となる空

間を捻出し、現実的かつ最適な具体方策を検討することが求めら

れる。 

(2) 初動対応者の配置 
 表-1における(1B)の本課題においては、各階層に来訪者が分散

している状態になるという背景があり、発災時には施設内の来訪

者に対して初動の対応の呼びかけや移動のための誘導をする対

応者が各階層で必要になるという課題がある。 
 (8)に後述する内容と重複するが、商業用途施設では各階層に

テナント事業者の従業員が常駐しているが、施設運営会社として

は、テナント事業者に対して契約内容以外の業務を要請すること

が難しい。施設運営におけるテナントの契約形式として、直接契

約とマスターリース契約がある。マスターリース契約とは、施設

所有者が借主（マスターレッシー）に対して一括賃貸し、マスタ

ーレッシーがエンドテナントに対して賃貸（転貸）するというス

キームである 10)。例えば、複合施設に百貨店が入居する場合、

百貨店はマスターリース契約になる。施設運営会社としては、帰

宅困難者対策に関して百貨店と協力の交渉はできるが、百貨店に

入居しているテナントの店舗はエンドテナントであるため直接

交渉できない。そのため、百貨店事業者と協力に合意できたとし

ても、そこから百貨店事業者がテナントの店舗に対して協力の合

意を得るという段階を踏むことになる。すなわち、直接契約以外

にもマスターリース契約により他の運営会社が介在した上でテ

ナントが入居しているため、施設全体として一括した方針で協力

を要請することが難しいという構造もある。 
以上より、テナント事業者の従業員に対して初動対応やその後

の来訪者の誘導や待機指示等について協力を得るには困難性が

伴う。しかしながら、地震発災直後の対応については、来訪者の

身近にいるスタッフによる対応が望ましいため、できる限りこれ

を可能にする努力が施設運営会社には求められる。 
(3) 移動経路の安全性 
 表-1における(1C)の本課題においては、施設内の来訪者が非常
に多いということに加え、施設内の垂直移動のための避難階段が

セキュリティの観点からバックオフィス側に設置されている場

合があるという背景がある。当然、大勢の人が一斉に階段を利用

して垂直移動をすること自体に安全性の配慮が必要となるが、加

えてバックオフィス側の通路や階段は商業用途のフロアと比べ

ると幅員が狭く設計されているため、その経路を利用して来訪者

を移動させる場合には、更なる安全面でのリスクが高まることが

予想される。また、バックオフィスには当該施設の事業運営に係

る情報や在庫商品、金銭を扱う場所等にアクセスできてしまうた

めセキュリティ面でのリスクがあり、複雑な通路となっていて来

訪者が迷子になる懸念もある。太田ら(2017)の先行研究でも、宿

泊施設において、同様の指摘として、エレベーター停止時には、

顧客が通る非常階段と従業員が使うバックヤードが区画されて

いないため、運用面で不都合が生じる可能性があると記述されて

いる7)。すなわち、安全性やセキュリティ等の観点から慎重に移

動経路の選定と誘導方法を検討することが求められる。 
(4) トイレ対応 
 表-1における(1D)の本課題においては、高層建築物では地震に
より下水の垂直配管の破損やズレが生じやすく、損壊状況の確認

も容易ではないという背景がある。高層施設において給排水が故

障している状態では、施設内の水洗トイレはすぐに使用不可とな

る 11)。地震直後は下水配管の破損可能性があるため、被害状況

が未確認な状態でも地震後すぐに施設内の水洗トイレの使用を

禁止する必要がある。高層施設では、水洗トイレの禁止処置や簡

易トイレの設置対応をする箇所が垂直方向に多層的に分散して

おり対応に時間を要する可能性がある。例えば、水洗トイレが使

用禁止であることを不特定多数に周知するためにトイレのドア

等に使用禁止の張り紙を貼る作業が想定される。こういったトイ

レ利用に関する対応を各階層で行わなければならないが、限られ

た人員で一時滞在施設の開設準備を行う上で、上記作業に多くの

人員を割くことは難しく少数での対応となると時間を要するた

め対応の負担としては比較的大きいものとなる。 
3-2. 開閉可能な窓の制約 
高層建築物においては、物や人の落下防止や強風の影響の軽減

など安全上の理由から、開閉できない窓が多いという特徴がある。

表-1の2「開閉可能な窓の制約」の特徴については、室内環境に

おける課題を生じさせる。同課題について(5)に記述する。 
(5) 室内環境 
 表-1における(2A)の本課題においては、地震等に伴う停電の発

生により空調や換気設備が停止する場合があるという背景があ

 
【図-3】施設内待機方針で一時滞在施設準備をする手順(4) 
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る。施設の換気システムには、電力を使わない自然換気と電力を

使う機械換気、両者の併用の方法があるが、高層建築物に関して

は全てを自然換気で賄うことは難しいため、機械換気に頼ってい

ることが多い。空調に関しては全てが機械式となる。一般的な高

層施設には非常用発電機が備えられているが、機械換気の設備や

空調設備は電力の使用量が大きいため、非常用発電機に接続して

おらず停電時に換気および空調設備が利用できないことも少な

くない。窓が開閉できない階層のスペースを帰宅困難者の一時滞

在場所として指定している場合、換気や空調が停電時に利用でき

なければ、特に夏に関しては室内温度が高温になりやすく、滞在

者の熱中症等になるリスクが高まることに注意する必要がある。

また、換気が困難な室内であれば感染症流行期には感染症の蔓延

リスクの増加や二酸化炭素濃度の上昇による滞在者への健康の

悪影響が懸念されるという課題もある。 
東京都では一時滞在施設に 3 日分の物資の備蓄を求めている

ので、物資がある限り滞在することが想定される。比較的長い時

間滞在することになるため、少なくとも一時滞在場所となってい

る階層においては、停電時にも換気可能な方法を検討しておくこ

とが望ましい。 
3-3. 半屋外空間 
高層複合施設の形態はさまざまであるが、例えば、図-4のよう
に、公共通路と施設が接続する部分に広い半屋外空間が形成され

る場合がある。表-1の3「半屋外空間」の特徴については、その

半屋外空間が帰宅困難者の一時滞在場所として建築計画段階で

計画されていることがあるという背景がある。これに伴う課題に

ついて、滞在者管理と気候に伴う安全性をそれぞれ(6)、(7)に整

理して記述する。 

 
(6) 滞在者管理 
 表-1における(3A)の本課題においては、地上の歩道や歩道橋、

地下通路といった外部の公共通路と接続している半屋外空間に

ついては、当該空間と通路を遮断することができない場合が多い。

そのため、当該空間の場所を一時滞在場所として一時滞在施設を

運営すると、開設後に滞在者と外部の人間が入り混じってしまい

管理が困難となる。例えば、一時滞在施設に受け入れた滞在者が

外部との出入りが自由な空間で滞在する場合、外から視認される

ため、滞在場所を確保できていない外部の人が押し寄せてくる可

能性がある。また、滞在者が持っている配布された備蓄物資を外

部の人が強奪するトラブルにも発展し得る。すなわち、外から視

認できてかつ出入りを封鎖できない場所を一時滞在場所として

利用することは管理の困難性に加え、トラブル発生のリスクも抱

えることになる。渋谷駅前の高層複合施設であれば人通りが多い

通路と接続するため、災害後にも多数の人が溢れていて滞在者管

理は困難となることが予想される。 
(7) 気候に伴う安全性 
 表-1における(3B)の本課題においては、半屋外空間のため外気
にさらされるわけであるので、気候条件によっては滞在者の安全

性を確保できない場合がある。特に、冬期に半屋外の空間で帰宅

困難者を滞在させることは、3日どころか1晩でも危険であるこ
とは想像に難くない。例えば、図-4 のような環境が一時滞在場

所であったとすると、雨や雪は凌げても、外気が直接入ってくる

ため、滞在環境としては厳しいといえる。 
 (6)(7)の理由より、半屋外かつ外部通路との遮断ができない場

所を一時滞在場所とすること自体、本来的には開発の設計段階か

ら避けるべきであると提言できる。今後、東京都の都心部で開発

される高層複合施設の大半が帰宅困難者を受け入れる一時滞在

施設となる前提で設計されると思われるが、この点については十

分に留意した上で計画を検討するべきである。 

また、設計段階でそのような運用となってしまっている高層複

合施設が既にあるとすると、事後的にでも一時滞在場所を別の場

所に切り替えることで上記リスクを軽減する努力をすることが

望ましい。 
3-4. 多数テナントの入居 
ここからは高層複合施設における事業運営に起因する課題に

ついて述べる。高層複合施設では、商業用途等のスペースを多数

のテナントに貸し出すことを想定している。すなわち、施設運営

会社はその賃貸収入が事業の柱となっているという特徴がある。

表-2における4「多数テナントの入居」という特徴に対して、(4A)
対応人員の確保、(4B) 利用空間の確保、(4C)備蓄倉庫の運用、

の3点の課題を抽出した。それぞれ(8)〜(10)に整理して記述する。 
(8) 対応人員の確保 
 表-2における(4A)の本課題においては、施設内に常駐している
テナント事業者や協力会社の職員の人数に対して、施設の運営担

当者の人数が少ないという背景がある。なお、中規模施設におい

ては、施設運営会社の運営担当者が非常駐で、近隣の施設の事務

所から遠隔で管理することも多い。平常時に多数の来訪者を対応

する人員はテナント事業者であるため、その多数の来訪者に対応

できるだけの人数は施設内には存在していると考えられる。また、

複合施設では、清掃業者や荷捌き業者、防災センターの運営要員

として警備会社等と契約し、同事業者の職員が施設に常駐してい

る。一方、一時滞在施設の協定を締結している主体は施設運営会

社であり、限られた施設運営会社の職員のみでは多数の来訪者に

対して十分に対応することは難しい。加えて、施設運営会社の職

員が非常駐の施設であればより対応が困難となる。すなわち、高

層複合施設では、数百から数千人という規模の帰宅困難者を受 
け入れる一時滞在施設の開設準備や運営のために、施設運営会社

以外の対応人員を増やす必要性が生じやすい。中野(2017)が整理 

 
【図-4】複合施設における半屋外空間のイメージ(4) 
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しているように、帰宅困難者対応に関して直接の従業員に対する

業務命令についても一定のハードルがある6)にも関わらず、高層

複合施設としては更にハードルが高いテナント事業者や協力会

社に協力を求めざるを得ない状況がある。テナント事業者への協

力の要請の難しさについては、(2)に先述の通りであるが、それ

は協力会社との業務委託契約についても同様である。施設運営会

社は、法的にも委託先の協力会社の職員に対して直接指示を出す

ことができない。 
ただ、テナント事業者や協力会社との契約書に、災害時の協力

について含まれて記載されている場合もある。しかしながら、ど

のような対応かという細目は契約には記載されていないことが

多いため、施設運営会社は契約後に個別に具体的な協力の交渉を

せざるを得ないし、合意が得られた後も取り決め内容の継続的な

見直しを行わなければならない。さらに、協力の合意ができたと

しても、対応中にテナント事業者や協力会社の職員が負傷した場

合の労災問題等にも配慮しなければならない。 
(9) 利用空間の確保 
 表-2における(4B)の本課題においては、テナントに貸している
区画の面積に対して施設の共用部の面積が小さいという背景が

ある。一時滞在施設の運営に活用できる共用部の空間は限られる

ため、一時滞在場所や、(1)で記述した来訪者の待機場所等の空

間としてテナントに貸している区画を災害時のみ活用したい場

合があるが、(2)に先述した理由で、テナントとの交渉が必要と

なりハードルがある。また、商業用途の階層においては、テナン

トの店舗の出入りを物理的に制限できない区画もあり、その場合

は万引き、商品汚損等の防止の観点からその区画一帯は一時滞在

場所や待機場所として利用することが困難となる。 

(10) 備蓄倉庫の運用 
 表-2における(4C)の本課題においては、施設運営会社はテナン

トからの賃貸収入が収益の柱となるため、設計段階では、災害時

のみに利用するような収益性の低いもしくは無いスペースは最

小限に抑える傾向が強いという背景がある。そのため、災害時に

のみ利用するような災害備蓄倉庫に関しては、①狭い、②アクセ

スに難がある、③小規模で分散、の特徴に該当している場合が多

く、災害時の一時滞在施設の運営がしにくい設計となっている。

このような設計が生じさせる問題は以下の通りである。 
 ・倉庫が狭いと天井近くまで積み上げが必要となり危険(①) 
 ・エレベーター停止時の垂直搬送が困難(②、③) 
・災害時に備蓄物資の搬送が長距離 (②、③) 

 以上のように、一時滞在施設の対策をする上で負担となること

があるため、設計段階から災害時の一時滞在施設の運営の負担が

大きくならないように考えられていることが望ましい。 
3-5. 業務に最適化された設計 
表-2における5「業務に最適化された設計」という特徴に対し
て、(5A)トイレキャパシティ、(5B)ゴミ処理、の2点の課題を抽
出した。それぞれ(11)〜(12)に整理して記述する。 
(11) トイレキャパシティ 
 表-2における(5A)の本課題においては、商業用途（物販や飲食
等）が主の階層のトイレの数は平常時の利用を想定しているとい

う背景があり、そのような階層の区画で災害時に一時滞在場所と

して多数の人を受け入れた場合、トイレの数が不足してしまう。

施設内には共用部の区画が限られているので、可搬型のトイレの

設置も難しい。そのため、まずは既設のトイレで簡易トイレを利

用する方針になることが多い。そのため、用を足すための人がト

【表-2】 高層複合施設における事業運営に起因する課題 
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イレの前に徒列を作ることが想定され、トイレの前の通路が狭い

場合などは徒列の管理が難しくなる。また、男女のトイレが向か

いにある場合も多く、女性側が精神的に不安を抱く場合もあり防

犯上のリスクの観点からも配慮が必要である。このように多数の

人を一区画に寄せ集めて滞在させるためには、一時滞在施設の運

営のために施設の状況を踏まえたトイレ利用の方法を検討する

ことが求められる。 
(12) ゴミ処理 
 表-2における(5B)の本課題においては、施設内の安全上や意匠
上の理由から平時に施設内に設置されているゴミ箱が少ないと

いう背景がある。そのため、災害時に大人数を一時滞在場所に受

け入れた場合、滞在者に配布した備蓄食のゴミの処分に配慮する

必要性が生じる。数千人規模を受け入れる高層複合施設では、配

布する備蓄の水・食料や使用済み簡易トイレのゴミの量は非常に

大きく、その大量のゴミが一時滞在場所という空間的に集約され

た場所で発生することになるため、その回収は容易ではない。す

なわち、ゴミの廃棄場所の新たな設置を含めた回収方法を検討す

る必要がある。 
3-6. 運営人員が不足する時間帯 
表-2における6「運営人員が不足する時間帯」という特徴に対

して、(6A) 運営人員不足時の運営という課題を抽出し、 (13)に
整理して記述する。 
(13) 運営人員不足時の対応 
 表-2における(6A)の本課題においては、平日の夜間や土日祝日
に関しては商業用途の施設の営業時間であっても、施設運営会社

の職員は施設内で勤務していないことが多いという背景がある。

販売店舗や飲食店がある商業用途の施設では、施設運営会社の職

員の退勤時間よりも遅くまで営業している場合が多い。また、土

日祝日においては施設運営会社の職員は平日よりも出勤人数が

少ない場合が多い。そのため、平日の夜間や土日祝日のような施

設の運営人員がいないもしくは少ない時間帯では、一時滞在施設

の開設自体が困難となる可能性が高いという課題がある。先述の

ように一時滞在施設の協定を締結しているのは施設運営会社で

あることが多いため、一時滞在施設の開設の主体である施設運営

会社の職員がいない状況では運営が成立しない。なお、(8)に先

述のように施設運営会社の職員がそもそも常駐していない施設

においては、常時から運営体制に大きな課題がある。 
一方、平日の夜間の時間帯でも飲食店がある施設には一定の来

訪者がおり、また、施設の外の駅周辺にも多数の人がいる状況で

ある。また、土日祝日に関しては一般的に商業施設では平日より

も買い物客の来訪者は多いという状況でもある。いずれの時間帯

でも災害が発生した場合の帰宅困難者は多く発生することは予

想される。このような時間帯において一時滞在施設を開設できる

ような対応は、社会的には求められるものの実務的には困難であ

るのが実態である。さらに、近年の働き方改革により、施設運営

会社の職員にもリモートワークが導入されており、災害発生時に

一時滞在施設の準備のために遠隔地から安全に対象施設に駆け

つけることができるのかといった課題もある。太田ら(2017)の先
行研究においても、時間帯による対応スタッフの課題がオフィス

ビルを例に挙げられており、帰宅困難者への対応は施設内に従業

員が残っている時間帯に限られることと指摘されている7)。この

問題からは、例え、ある地域で発生が予想される帰宅困難者数を

受け入れられる一時滞在施設が確保されていたとしても、地震の

発生時間帯によっては十分に帰宅困難者を受け入れられない事

態に陥るということを認識しておかなければならないと指摘で

きる。 
 
4. おわりに 
本研究では、渋谷駅中心地区を対象として、高層複合施設に

おける一時滞在施設の課題を整理した。具体的には、施設の建物

構造に関する課題として、垂直方向に展開する空間、開閉可能な

窓の制約、半屋外空間についての特徴から抽出し、施設の事業運

営に関する課題として、多数テナントの入居、業務に最適化され

た設計、運営人員が不足する時間帯についての特徴から抽出し、

合計13の課題に整理した。 
本研究の課題は、整理した高層複合施設における特徴や課題

は、全て網羅的に抽出できたわけではないことである。今後の更

なる検討によって特徴や課題は増える可能性があることには留

意する必要がある。首都圏で帰宅困難者が発生した東日本大震災

においても数日間帰宅困難者を高層複合施設で受け入れるとい

う事例は乏しく、また、以降も高層複合施設が集中する大都市で

の大規模災害は発生していない。そのため、一時滞在施設の運営

方法についての課題や解決方法は、仮説に基づいて検討を進めて

いかざるを得ない実態がある。しかしながら、平常時から大勢の

人が滞留している高層複合施設においては、災害時には群衆事故

等のリスクを抱えており、災害が発生してからの失策や犠牲によ

り学ぶのではなく、最大限の努力により被害を未然に防ぐための

課題の検討を一歩ずつでも進めておく必要があるだろう。 
 ただし、本研究の現時点での成果により、高層複合施設特有の

一時滞在施設の対策の難しさを一定程度浮き彫りにすることが

できた。その難しさの原因は、特に、施設内に大勢の滞留者にな

り得る人がいること、その人たちに対して対応する人員と利用で

きる空間が不足すること、そして、施設の設計段階で災害時の運

用について考慮されていないことが大きいと思われる。  
本研究で抽出した課題を解決しようとした時に、施設の特性に

応じて困難性には大小あると思われる。中には根本的に解決が難

しい問題も孕んでいる。そうした時に、施設運営会社は、ビジネ

ス上のメリットが乏しい一時滞在施設の対策のために、困難な課

題解決を実行することに労力を費やすことができるだろうか。も

ちろん一時滞在施設の対策に真剣に取り組む施設も一定数存在

するだろう。しかしながら、現状、協定を締結している施設は公

表されていてもどの程度対策に取り組んでいるかについては可

視化されていない。積極的に一時滞在施設の対策に取り組む施設

を評価して公表する仕組みや、施設にとってのインセンティブが

ないと、施設側が一時滞在施設の対策に取り組むモチベーション

を維持することが難しいだろう。加えて、行政の施策によって施

設側の対策のハードルを下げることができれば、都市部の帰宅困

難者問題に対する対策がより進展していくことにつながるので
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はないだろうか。 
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街路の快適性評価に関する研究 

－ロンドン・パリ・東京の街並み比較－ 

A Study on the Evaluation of Street Comfort 

－A Comparison of  the Streetscapes of London, Paris, and Tokyo－ 

山崎元也* 

Motoya Yamasaki * 

abstract Improving the comfort of urban streets when vehicles are traveling is important from the perspective of improving customer 

satisfaction, and is also a necessary perspective for making effective use of existing social infrastructure. There have been few 

studies to date that have analyzed the relationship between street scenery and comfort when vehicles are traveling. In this study, the 

relationship between road components and comfort is analyzed and understood using quantification theory type 1. The impact of 

items such as “road width”,“street trees”,”buildings”,and “parking conditions” on comfort evaluation is analyzed.. In order to 

improve the scenery of Japanese streets, old Yamate-dori and Komazawa-dori were selected as the target areas. Abbey Road was also 

selected in London, and Avenue de la Trocadero in Paris. 

Keywords: Quantification theory type 1, Abbey Road, Avenue de la Trocadero ,Old Yamate-dori, Komazawa-dori 

数量化理論Ⅰ類,アビーロード,トロカデロ通り,旧山手通り,駒沢通り 

１．研究目的 

都市の街路において車両走行時の快適性を向上させることは

CS 向上の観点からも重要で、既存社会インフラの有効利用を図

るためにも必要な視点である。 

本研究は日本の街路の景観を改善させるために、ロンドン・パ

リの街路を参考にする， 

２．アンケート実施 

アンケートは被験者に対して評価用動画を提示し、アンケート

用紙に回答するという形で実施した。なお、被験者はロンドン在

住の日本人を含み公務員、コンサルタント会社など24名とした。 

以下にアンケート実施の詳細を示す。 

(1) 評価用動画

提示する動画の対象として、住宅地域を対象に、ロンドンはリ

ージェンシーパーク近くのアビーロード周辺、パリは凱旋門から

エッフェル塔に向かうトロカデロ通り、東京は旧山手通り、駒沢

通りを選んだ。 

動画の内容としては道路状況・街路樹・沿道建物・駐車状況とし、

1動画約15秒を計32動画提示した。アンケート実施時の状況写

真と提示動画例を写真-1に示す。 

(2) アンケート内容

アンケートは「快適な」「快適でない」の形容詞対について5段

階のSD評価（5-快適な、4-やや快適な、3-普通、2-やや快適で

ない、1-快適でない）を行った。 

３．分析フロー 

アンケートで得たデータとアイテム・カテゴリー表より数量化

理論Ⅰ類による快適性評価式の作成を行った。なお分析にあたり

多重共線性の照査を行った。 

アイテムカテゴリ―表はアイテムやカテゴリーを変更しなが

ら検討を行った。図-1に分析フローを示す。 

写真1 :アンケート対象地(ロンドンAbbey Road) 

４．アイテム・カテゴリー表 

走行時の道路の快適性に影響すると考えられる要因を抽出し、街

路樹や沿道建物や駐車状況との関係をどのように改善すれば快

適性が向上するかを検討した。検討にあたり作成したアイテム・

カテゴリー表を表-1に示す。  

図1 分析フロー 

START

アイテム・カテゴリ表の作成

多重共線性の照査

アイテム間の相関の確認
（独立性の検定）

数量化理論Ⅰ類による分析

全てのアイテム間で
独立性が確保されているか

カテゴリスコアの矛盾はないか

（アンケート平均値とカテゴリスコアの相関≧0.5）

快適性に影響する要因の把握

快適性評価式の提案

END

p＜0.01（1%有意）
の組み合わせを抽出
し、カテゴリを再分
類、あるいはアイテ
ムの統合、削除

矛盾のあるアイテム
の削除を検討

No

Yes

矛盾なし

アンケート実施
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５．多重共線性の照査 

作成したアイテム・カテゴリー表をもとにしてアイテム間の相

関性の確認（独立性検定）を行った。 

照査の結果、アイテム間の独立性とカテゴリー数制約の妥当性

が確認できたため、この4アイテム11カテゴリーで分析を実施

した。 

６．数量化理論Ⅰ類の分析結果 

数量化理論Ⅰ類による分析結果を表-2 に示す。重相関係数は

0.941と高く、また、決定係数も0.8以上あり、実測値と予測値

とが対応がとれているといえる。 偏相関係数とは、各アイテム

が快適性に対してどの程度影響を及ぼすかを示している。数値が

高いほどそのアイテムは快適性が優れているという印象を与え

るのに重要な要素になるということがいえる。 

カテゴリースコアとは、各カテゴリーに与える数値であり、各

カテゴリーが快適性に対してどのような影響を与えるのかを示

している。 レンジとは、各アイテムのスコアの最大値と最小値

の差であり、この値が大きいと快適性に対するカテゴリーの影響

がはっきり表現されていることになる。 

数量化理論Ⅰ類による分析結果より導出した快適性評価式を

右式に示す。なお、定数項（快適性評価平均値）は3.33となっ

た。 

表-1 アイテム・カテゴリー表 

アイテム No1 No2 No3 No4 No5 No６

X11 １車線 0 0 0 0 0 0

X12 ２車線 1 1 1 1 1 1

X13 対面 0 0 0 0 0 0

X21 少ない 1 1 1 1 1 1

X22 中 0 0 0 0 0 0

X23 多い 0 0 0 0 0 0

X31 低層 1 0 0 0 0 0

X32 中層 0 0 1 0 1 1

X33 デザイン 0 1 0 1 0 0

X11 少ない 1 1 0 1 0 0

X12 多い 0 0 1 0 1 1

カテゴリー

幅員

街路樹

建物

駐車

表-2 数量化理論Ⅰ類による分析結果 

重相関係数 0.941

決定係数(R^2) 0.886

アイテム 偏相関係数レンジ
カテゴリー

スコア

X11 １車線 -0.044

X12 ２車線 -0.054

X13 対面 0.160

X21 少ない -0.224

X22 中 -0.014

X23 多い 0.456

X31 低層 -0.559

X32 中層 0.120

X33 デザイン 0.254

X11 少ない 0.065

X12 多い -0.124

0.198

0.721

0.576

0.32

0.213

0.68

0.813

0.189

カテゴリー

幅員

街路樹

建物

駐車

-0.600 0.000 0.600

快適性評価式 

:快適性評価値, ～ :カテゴリースコア 

～ :アイテム・カテゴリー表(0,1) 

:定数項（快適性評価平均値） 

７.考察 

 偏相関係数は大きいアイテムから、「街路樹」「建物」「駐車」

「幅員」と続く。「街路樹」の相関係数が高いのは、 「街路樹」

が少ないカテゴリーのスコアが低いこと、「街路樹が少ない状態

より多い状態の方がスコアが高いことが要因として挙げられ、

「街路樹」の多さが快適性向上に寄与している可能性が考えられ

る。 

 また、「建物」についてはデザイン性のある方が快適性向上に

寄与しており、「駐車」が少ない方が快適性向上に寄与している

可能性が考えられる。 

８.結論 

本研究では、道路構成要素と快適性との関係を数量化理論Ⅰ類

を用いて分析・把握した結果、 「街路樹」が多い場合、デザイ

ンされた「建物」の有る場合、駐車状況が少ない方が快適性評価

が高くなるという結果が得られた。 

９.今後の展開に向けて 

課題として本研究で対象とした路線以外を対象としたアンケ

ート実施と分析を行うことによる評価式の普遍性の確認が課題

として挙げられる。 

今後は対象区域を増やすことと、AI を用いた画像分析によりア

イテムカテゴリー表の自動作成を行い、画像をインプットして快

適性評価が出力されるシステム構築を行いたい。 
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1. 研究の枠組み

1-1研究背景・目的

近年、地方都市では自動車依存型の生活様式が定着し、

人口減少や少子高齢化と相まって、まちなかにおける人々

の活動が減少し、賑わいや活力が失われつつあり、本研究

の対象地である静岡県伊豆の国市もこの例外ではない。そ

の中で、都市再生の方策として、市街地のコンパクトな集

約のあり方や、公共交通を用いた、あるいて暮らせるまち

づくり、ウォーカブルなまちづくりの展開などが全国各地

で推進されている 1)。一方、伊豆の国市伊豆長岡地区の現

地調査を行った結果、地域住民、観光客、旅館従業員、順

天堂大学医学部附属静岡病院（伊豆半島の基幹病院）の利

用者（患者、付添人、医療従事者）など多様な属性の人々

が地域内で活動しているというポテンシャルがあり、これ

らの人々の活動を顕在化させ、活動を重ね合わせてゆくこ

とがまちの賑わい創出につながると考えられる 2)。 

このような背景を踏まえ、伊豆の国市伊豆長岡地区では

ウォーカブルなまちづくりを推進する上でも、まちなかで

の滞在可能性を高める必要があるため、滞留空間群を挿入

して回遊性と滞在快適性の向上を図る「ほっといずなか」

という社会実験が実施された。本実験は、特性の異なる複

数の滞留空間を同時に創出し、多様な層の場所利用および

回遊行動を促すことで、人々の外出やまちなかにおける活

動の活性化を目指している。本研究ではこの実験を研究対

象とし、実験実施によって生み出された滞留・回遊行動を

調査分析することで、複数の滞留空間の同時創出による賑

わい創出を図る社会実験の成果を検証し、今後の課題を明

らかにすることを目的とする。 

1-2既往研究と本研究の位置付け 

公共空間の活用や社会実験に関する研究は多く蓄積され

ている。三友ら(2016) 3)や澤田ら(2022)4)は、社会実験時

のアクティビティ調査を通じて、仮設物の設置が人々の行

動に与える影響やその有効性を明らかにしている。また、

泉山ら(2016)5)は池袋駅東口グリーン大通りでのオープン

カフェ社会実験を対象に、人間中心の視点から公共空間の

アクティビティ評価手法について検討した。さらに、泉山

ら（2018）6)は神田警察通りを対象とした研究において、

「参加型社会実験」としての公共空間活用の方法論とその

留意点を提示している。 

複数箇所を対象とした社会実験に関しては、安藤ら

(2018)7)や城本ら(2023)8)が、滞留行動や回遊行動と来街

手段との関連性を明らかにした。 

本研究は、伊豆長岡地区の特性を見極めつつ、未活用空

間を複数同時に活用し、まち全体をフィールドとした回遊

型社会実験の実施結果及びその分析を通して、参加者の滞

留および回遊の両側面からその効果の分析を行うことで、

ウォーカブルなまちづくりを行う上での、地域特性に応じ

た環境改善の手法を検討することを図るものとする。 

1-3 研究方法および論文の構成  

 本研究では、2024年10月11日～13日に静岡県伊豆の

国市で開催されたまちなかウォーカブル社会実験「ほっと

いずなか」を研究対象とする。なお、筆者らは本社会実験

の企画および当日の運営に携わっている。 

論文の構成としては、まず2章で社会実験「ほっといず

なか」の概要を詳述し、3章においてアンケート調査、ス

タンプカード調査、およびスマートフォンの位置情報デー

タを用いた人流調査という3種類の調査手法によって収集

された実験参加者の滞留・回遊行動の結果を示し、その分

析も行う。これらの調査結果に基づき、4章では本社会実

験がもたらした成果と今後の課題を提示する。 

地方都市におけるウォーカブルなまちづくり推進にむけての滞留空間群創出実験の成果と課題 

— 静岡県伊豆の国市伊豆長岡地区「ほっといずなか」社会実験の実践を通じて — 

Results and Challenges in Creating Stay Spaces to Promote Walkable City in Regional City 

-A Case Study of the “Hot Izunaka” Pilot Program in Izunagaoka District, Izunokuni City, Shizuoka- 

永橋のぞみ*・奥村真妃*・小﨑大耀*・横山創紀*・谷本花野*・野原卓** 

Nozomi NAGAHASHI*, Maki OKUMURA*, Taiyo KOSAKI*, Soki YOKOYAMA*, Kano TANIMOTO*, Taku NOHARA** 

This study analyzes a pilot program implemented in Izunokuni City, Shizuoka Prefecture, that created five stay-type spaces to promote 

diverse user activities and rambling around the city. The pilot program attracted 134 participants over three days, achieving a high rate 

of movement with approximately 80% of participants visiting all five stay-type spaces. While the stamp rally effectively encouraged 

movement, stay times were short, and visits to locations outside the designated areas were limited. This study clarifies the importance 

of location-appropriate planning, environmental comfort, and collaboration with surrounding facilities in designing a program to 

involve more people, encourage rambling around the city, and revitalizing the central area. 

Keywords: Walkable, Placemaking, Town-Walkable area, Stay Spaces, Rambling Around a City 

ウォーカブル、プレイスメイキング、まちなかウォーカブル区域、滞留空間、まちなか回遊 
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2.対象地および「ほっといずなか」社会実験の概要  

2-1対象地の概要 

 本研究の対象地である伊豆の国市は、昭和期に栄えた温

泉街を有し、観光産業が基幹産業の一つとなっている地域

である。しかし、同産業は近年衰退傾向を示しており、さ

らに当地域は車社会化の進展に加え、人口減少や空き家増

加等の複合的な課題に直面し、まちなかの活力低下が問題

となっている。このような状況を背景として、ウォーカブ

ルなまちづくりを通じた地域再生への動きが近年見られ、

都市再生整備計画（令和4年1月策定）において滞在快適

性等向上区域（通称まちなかウォーカブル区域）が指定さ

れている。当該区域は「伊豆長岡地区」と称されており、

本研究で対象とする社会実験もこの区域に焦点を当てて計

画・実施されている。 

2-2「ほっといずなか」社会実験の概要   

「ほっといずなか」社会実験は、静岡県伊豆の国市「伊

豆長岡地区」の中で、利活用ポテンシャルがありながらも

活用しきれていない5つの場所に対して、実験期間中、各

場所の特性に応じた什器（ストリートファニチュア）等の

設置および企画の実施により、目的性を持つ滞留空間を創

出した実証実験である。そして、参加者へのアンケート調

査等の分析を通じて、まちなかの魅力向上ならびに滞在時

間増加等の効果検証を目的としている。同時に、期間中に

は回遊促進を目的とした「スタンプラリー」を実施し、5

箇所間における回遊可能性についても検証を行った。  

2-3 各箇所の計画概要   

本社会実験では、図-1に示す５つの未活用屋外空間に

対して、各箇所の空間・立地特性に基づいたターゲット設

定と空間計画および企画実施を行うことで、目的性を有す

る滞留空間を創出し、参加者の滞留行動や活動の誘発を図

っている。 

①ミライ広場 

 ミライ広場は、伊豆長岡温泉地区にある、まちづくり会

社所有の駐車場兼広場空間である。ここでは、伊豆長岡温

泉の中心にあり、温泉場出逢い通りに面しているという立

地特性があるため、主なターゲットを観光客とし、温泉場

出逢い通りの歩行者のそぞろ歩きの誘発を目的に、温泉場

らしい体験を楽しめる空間として計画された。移動式什器

であるモバイル足湯やモバイル縁側などが配置され、滞留

空間が創出されるとともに、自由に使うことができる麻雀

やボードゲームが用意され、遊びも楽しめる場とされた。 

②源氏山山頂広場 

源氏山山頂広場は、小高い源氏山の山頂にあるという立

地特性や自然が豊かという空間特性があるため、自然の中

でリラックスしながら、音楽とアウトドアを楽しむ場とす

ることを目的に、ハンモックや自作のタープが配置され、

豊かな自然の中でくつろぐことのできる空間が創出された。

また、自由に演奏できる楽器が用意されたり、スピーカー

で音楽を流したり、音楽ライブが開催されることで、音楽

も楽しめるように計画された。 

③もみじ公園 

 もみじ公園は、古奈地域の旅館跡地に設けられた街区公

園であり、県道に接するほか、背後には源氏山があり、公

園内に山道の入口もある。道路より高い位置に芝生の広場

が広く設けられているという空間特性があるため、安全な

遊び場とすることが目的とされ、主に地域の子どもやその

保護者をターゲットとし、バドミントンやバレーボール、

シャボン玉、モルック等の遊び道具やレジャーシートを貸

し出したり、自作の屋根付きベンチやタープが設置される

ことで、自由に遊んだり、くつろいだりできるように計画

された。 

④順天堂病院前公園予定地 

 順天堂病院前公園予定地は、順天堂大学医学部付属静岡

表-1 各箇所の概要 
ミライ広場 源氏山山頂広場 もみじ公園 順天堂病院前公園予定地 温泉駅

温泉街の中に位置する
駐車場兼広場空間

源氏山の山頂にある
自然豊かな広場

県道沿いの芝生広場
順天堂病院前に位置する線

状の街区公園予定地
伊豆長岡温泉街への入り口

となるバス待ち空間

温泉街のなかの広場空間
豊かな自然の中で音楽と

アウトドアを楽しむ
アクティブに遊べる

芝生広場
ふらっと立ち寄りたく

なる待ち合い空間
バス待ちしながら
「ついで」を楽しむ

市民や観光客、
お散歩市参加者

体力のある若い世代 地域の子供とその保護者 順天堂病院利用者 バスの利用者

常時
ゲル・足湯・ボードゲーム・

芝生・畳・什器
ハンモック・タープ・楽器・

BGM・什器
タープ・遊び道具・什器 什器 本棚・什器

一時 出店者 DJブース 出店者 キッチンカー 直売所

ー 音楽ライブ
紙ひこうき大会

凧あげ大会
ー ー

箇所

イベント

当日写真

場所の特性

コンセプト

ターゲット

空間
構成

図-1 社会実験で対象とした5箇所の未活用空間 
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病院（以降順天堂病院と表記）から県道を挟んで向かい側

にある、県道拡幅に伴う沿道整備の中で生まれた市所有の

街区公園予定地であり、病院利用者の多くが利用するバス

停が設置されている。ここでは、順天堂病院が向かい側に

あるという立地特性や緑や日影が少ないという空間特性が

あるため、順天堂病院利用者を主なターゲットとし、快適 

にバスや病院の待ち合いや休憩ができる空間にすることを

目的に、自作の屋根付きベンチや植栽の什器、キッチンカ

ーなどが配置された。 

⑤温泉駅 

 温泉駅は、伊豆長岡温泉の玄関口であり、バス停及びタ

クシー乗り場に設けられた待ち合い空間である。バス停が

あるという立地特性や大屋根やベンチが設けられていると

いう空間特性があるため、バスの利用者を主なターゲット

として、バスの待ち時間を有意義なものにすることを目的

に、本棚や野菜の直売所が設置された。 

2-4 回遊を促進する仕組み 

回遊を促進する仕組みとして、2-3で示した5箇所を巡

るスタンプラリーを実施した。参加者は任意の箇所でスタ

ンプ台紙を受け取り、各箇所を巡って3箇所以上のスタン

プを集めた後、温泉駅にてアンケートに回答することで、

景品と引き換えることができる仕組みとした。景品は訪問

箇所数に応じて段階的に豪華になるようにし、参加者の回

遊意欲をさらに高めることを狙った。加えて、スタンプ台

紙は首から下げられる仕様とすることで、まちなかでの視

認性を高めさらなる参加者の獲得も期待した。 

 

3. 社会実験の効果検証結果 

3-1 調査概要 

本章では、①スタンプラリー参加者を対象に行ったアン

ケート調査、②スタンプカード調査、および③スマートフ

ォンの位置情報データによる人流データの結果分析から、

社会実験が人々の行動に与えた効果について検証する。調

査項目と調査方法については表-2に示す通りである。 

①アンケート調査は、スタンプラリー参加者を対象に温

泉駅にてアンケート用紙を配布し、回答を回収する方法で

実施した。②スタンプカード調査については、参加者が携

行するスタンプカードに記録されたスタンプラリー開始・

終了時刻、回遊箇所数、回遊順序の情報を用いて、参加者

の行動履歴を把握した。③人流調査については、スマート

フォンの位置情報データによる人流データを用いた125ｍ

メッシュごとの人流（出発・到着）から、社会実験範囲に

おける人流の概況を把握した。 

3-2 実験参加者の属性 

スタンプラリー参加者の属性を図-2～図-5に示す。ス

タンプラリーに参加し、アンケートに回答した人数は、11

日(金)が20名、12日(土)が40名、13日(日)が69名、参

加日不明が5名の合計134名であった。性別の内訳は、男

性50名、女性81名であり、女性の方がやや多い傾向がみ

られた。年代別では、特定の年代に偏ることなく、比較的

幅広い年代層から参加があった。居住地別に見ると、全体

の約4割を伊豆の国市在住者が占め、次いで県外からの参

加者が多かった。同伴者の構成については、「家族と参

加」が全体の約半数を占め最多であったが、「1人で参

加」や「友人と参加」もそれぞれ2割程度を占め、多様な

参加形態がみられた。 

 

 

3-3 各箇所における滞留行動の結果 

 本節では、「目的性」を持つ5箇所の滞留空間の創出

が、滞在時間の増加など来訪者の行動にどのような影響を

及ぼしたのかを、アンケート調査の結果に基づき明らかに

する。 

(1)各箇所の利用および滞留目的 

 各箇所の利用目的を調査したところ、いずれの箇所にお

いても「スタンプラリーへの参加」を利用・滞留目的とす

る回答の割合が最も高く、スタンプラリーを契機とした利

用が顕著であった。一方で、ミライ広場では出店店舗の利

用や偶然通りかかったことを理由とする利用も一定数確認

され、他の箇所に比べて多様な利用目的がみられた。ま

た、源氏山山頂広場および温泉駅では「休憩」を目的とし

た利用の回答の割合が比較的高く、もみじ公園においては

「子どもの遊び場」を目的とした利用が多いなど、スタン

プラリーへの参加以外を目的とした利用も一定数みられ

た。 

図-2 性別内訳(n=134) 図-3 年代内訳(n=134) 

図-4 居住地内訳(n=133) 図-5 同伴者内訳(n=128) カテゴリー 調査項目 調査方法

(1)満足度 ①アンケート調査

(2)滞在時間 ①アンケート調査

(3)利用目的 ①アンケート調査

(1)巡った拠点数 ②スタンプカード調査

(2)所要日数・所要時間 ②スタンプカード調査

(3)イベント中の立ち寄り場所 ①アンケート調査

(4)道中に対する意見 ①アンケート調査

周囲への波及効果
平常時と社会実験時の
人流の変化

③GPS を用いた人流調査

各拠点における滞在行動

拠点間の回遊行動

表-2 調査項目および調査方法 
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(2)各箇所の滞留空間としての満足度 

各箇所の満足度注(1)については、5点満点中、ミライ広

場4.02、源氏山山頂広場4.18、もみじ公園4.10、順天堂

病院前公園予定地3.69、温泉駅4.02であった。「とても

満足」「おおむね満足」を選択した回答が多く、全体とし

ては概ね良好な評価が得られた。

 

 

表-3に示す満足度の理由と照合した結果、足湯や音楽、

遊具など、各箇所のコンセプトに沿ったコンテンツが満足

要因として挙げられていた。一方で、「日差しが強い」「場

所がわかりにくい」「設備が少ない」など、環境やアクセス

に関する不満意見が多く見られた。箇所のコンセプトや提

供される体験が満足度に直結している一方で、物理的な環

境条件（暑さ、分かりにくさ、安全性、設備）に関する不

満が、満足度を下げる一因となっていると考えられる。 

 

 

(3)各箇所における滞留時間 

各箇所の平均滞在時間注(2)については、ミライ広場が13

分21秒、源氏山山頂広場が17分3秒、もみじ公園が16

分42秒、順天堂病院前園予定地が4分46秒、温泉駅が8

分46秒であり、箇所ごとに滞在時間に明確な差が見られ

た。ミライ広場、山頂広場、もみじ公園では1時間以上滞

在する来訪者が確認された一方、順天堂病院前公園予定地

では滞在時間が最も短く、来訪者の約3分の2以上が5分

以内に立ち去っていた。さらに、各箇所の満足度と滞在時

間を照合した結果、両者の間には一定の相関が認められ、

滞在時間が長い箇所ほど満足度も高い傾向がみられた。

 

3-4 箇所間の回遊行動の結果 

本節では、スタンプカードおよびアンケート調査結果か

ら、スタンプラリーを用いて回遊を促進した結果、人々が

箇所間をどのように回遊したかを明らかにする。 

(1)巡った箇所数注(3) 

5箇所すべてを巡った来訪者は全体の約8割を占めてお

り、顕著に多かった。一方で、3箇所および4箇所を巡っ

た来訪者数には大きな差は見られなかった。

 

 

(2)社会実験への参加時間  

全体としては40分から100分程度をかけて各拠点を回

遊する参加者が多く、平均所要時間は84.0分であった。3

箇所または4箇所巡った人の所要時間平均に大きな差はな

かった一方で、5箇所すべてを巡った参加者は平均して90

分以上を要していたことが明らかとなった。 

 

 

満足意見 不満意見

ミライ広場
・足湯があり気持ちよかった
・お散歩市が楽しかった
・学生の熱気がよかった

・出店が少ない
・日差しが強い

源氏山山頂広場
・音楽があるのがいい
・ハンモックで景色を楽しめた
・ドリンクをいただいたから

・山登りがきつかった
・山道がわかりづらい
・木の名前を表示してほしい

もみじ公園
・子供と遊ぶことができたから
・体を動かせて楽しかったから
・紙飛行機大会が楽しかったから

・道路からなかなか分かりにくい
・さびれている感じがする
・ベンチ、遊具が欲しい

順天堂病院前
公園予定地

・キッチンカーの雰囲気がいい
・コーヒーを飲んで休憩できた
・ベンチの居心地がいい

・日差しが強い
・滞在する目的がない

温泉駅
・日陰があって涼しい
・ベンチがあって休める
・待ち合いに本があって楽しめる

・道路があり、入りにくい
　（子供が危ない）
・鉄骨のさびが気になる

全体 3箇所 4箇所 5箇所

平均所要時間（分） 84 51.1 49.7 92.6

表-3 各箇所の満足度の理由（自由回答） 

 

図-6 各箇所の利用目的（複数回答） 

 

 

図-7 各箇所の満足度 

 

 

図-9 巡った箇所数 

 

表-4 スタンプラリー平均所要時間 

表-4 スタンプラリー平均所要時間 

 

図-8 各箇所における滞留時間 
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(3)実験参加中の立ち寄り場所  

実験参加中における、企画実施箇所以外の立ち寄り先に

ついてアンケートで尋ねたところ、 79人が無回答であ

り、全体として回答率が低かった。無回答者の中には実際

に他の場所へ立ち寄っていない参加者が含まれている可能

性もあることから、社会実験期間中の立ち寄り行動は全体

として限定的であったと推察される。 

 

 

回答者の約4割は、13日（日）に開催された「温泉場

お散歩市注(4)」のついでに立ち寄ったと回答しており、社

会実験との同時開催が参加動機に影響していたことがうか

がえる。一方、バス停や病院利用者は少数にとどまった。 

(4)道中に対する意見 

 源氏山山頂広場までの道中に関する意見が最も多かっ

た。さらに、「車通りが多い」や「道が狭い」といった歩

行時の安全面に関する指摘や、営業していない店舗が多い

ことに伴う立ち寄り先不足への不満も見受けられた。 

3-5 実験による周囲への波及効果 

 本節では、調査対象を社会実験参加者に限定せず、エリ

ア内全体に拡大し、平常時と社会実験時の人流データを比

較することで、社会実験の実施がまちなかの回遊性向上に

どの程度寄与し、地域住民の行動にどのような影響を与え

たかを、スマートフォンの位置情報データによる人流デー

タを用いた人流調査を基に明らかにする。 

ODデータを基にしたマップ注(5)を図-12および図-13に

示す。社会実験実施エリア周辺では、平常時から順天堂病

院で発生集中量が多いが、社会実験時には温泉場出逢い通

り周辺の道路においても発生集中量が増加している様子が

確認された。このことから、社会実験の実施により、社会

実験エリア周辺への立ち寄りを含む波及効果が生じたこと

が推察される。 

 

 

3-6 調査結果のまとめ 

3日間で合計134名の参加を得ることができ、アンケー

ト調査およびスタンプカード調査によって、実験参加者の

滞留・回遊行動について調査することができた。実験結果

として、各箇所における空間計画・企画実施とスタンプラ

リーの導入により、全参加者の約8割が5箇所すべてを滞

留・回遊するという高い回遊率を達成した。特に各箇所で

の利用・滞留目的に関する調査では「スタンプラリーへの

参加」が最多回答となったことから、スタンプラリーが各

箇所への利用・滞留および箇所間回遊行動の促進において

重要な役割を果たしたと考えられる。また、利用者による

各滞留空間への評価においても満足意見が多数を占めたこ

とから、一時的ながらもまちの魅力向上に寄与できたもの

と推察される。 

一方で、多数の参加者が5箇所すべてを回遊したもの

の、1箇所における滞留時間が5分以内という極めて短時

間の滞留行動が少なからず観察された。これは、スタンプ

ラリー導入により企画実施箇所への訪問動機は高まった

が、訪れること自体が目的化し、各箇所での具体的な活動

を十分に誘発できなかった結果と考える。また、参加者に

よるまちなかの他施設等への立ち寄り行動もあまり見られ

図-10 スタンプラリー所要時間 

図-10 スタンプラリー所要時間 

 

図-11 実験参加中の立ち寄り場所(複数回答) 

図-11 実験参加中の立ち寄り場所(複数回答) 

 

図-12 ODデータを基にしたマップ 

平常時2024/10/5(日) 

図-13 ODデータを基にしたマップ 

社会実験時2024/10/12(日) 

図-12 ODデータを基にしたマップ 

平常時2024/10/5(日) 

 

満足意見 不満意見

・案内サインがある場所はわかりやすい
・源氏山の木陰が心地よかった
・山があって自然が豊か
・まち全体に坂道が少なく歩きやすい
・人が歩いていると歩きたくなる
・普段、感じられない発見があった

・源氏山の山道がきつい
・ルートが分かりにくい(特に源氏山)
・車通りが多く危険
・暑い・日差しが強い
・日影がほしい
・営業していないお店が多い

表-5 道中に対する意見（自由回答） 
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なかった。 

 

4. 結論 

本社会実験では、地域の未活用空間における空間・企画

の計画において、各箇所の特性や利用目的を明確化し、タ

ーゲットを絞った実施を行った結果、目的性のある利用促

進を通じて「場の利活用ポテンシャル」の掘り起こしや「タ

ーゲットを明確化した活用の可能性」を確認することがで

きた。（源氏山山頂広場におけるアウトドア的な休息の場

や演奏の場／もみじ公園における遊び利用など）。一方で、

実験計画の不備もあり、個々の滞留空間ごとの特性に応じ

た利用可能性のある被験者のにじみだし（順天堂病院利用

者や登下校の小学生、旅館宿泊客など）を明確に確認する

ことができなかったのは、今回の課題である。 

さらに、滞留環境（風環境、日射遮蔽など）について、

特に夏季や日射の強い条件下において滞留者に与える影

響が大きく、屋外空間での人々の活動を活性化するために

も、快適な環境創出に向けた空間計画が必要であることが

明らかとなった。また、各箇所での空間計画・企画実施と

スタンプラリー導入により、各滞留空間同士の回遊性向上

については、概ね確認することができた。ただし、これは、

社会実験の限定的な状況下での結果であるため、回遊性の

常態化・日常化に向けては、課題が残されている。 

その他の今後の課題としては、本実験は各箇所間の回遊

を促進することで、まちなか全体の回遊を同時に実現する

ことを目的の一つとしていたが、参加者による企画実施箇

所以外のまちなかの他施設への立ち寄りが限定的であっ

たことから、これを意図的に促進する周辺施設との連携企

画の実施が求められる。また、そもそも、イベント時を除

くと、対象エリアの歩行者量自体が少なく、傾向を分析す

るほどのサンプル数を得ることができなかったことから、

現状においてはまだ、まちなかへの歩行行動が常態化して

いない結果も見られるため、サンプル数を得られる実験計

画の必要性か課題として明らかになったとともに、さらな

るウォーカブルなまちづくり推進の必要性を浮かび上が

る結果となった。 
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【補注】  

(1) 満足度については、【とても満足⇒５／おおむね満足⇒４／ど

ちらでもない⇒３／あまり満足していない⇒２／満足していない

⇒１】と 5 段階に点数換算して、その平均値を「満足度」として

算出している。 

(2) 平均滞留時間については、【1 分未満⇒30 秒／ 1 分～ 5 分⇒

3 分／ 5 分～ 10 分⇒7.5 分／ 10 分～ 20 分⇒15 分／ 20 分

～ 30 分⇒25 分／30 分～ 1 時間⇒45 分／ 1 時間～⇒60 分】

と換算して、その平均値を「平均滞在時間」として算出している。 

(3) スタンプラリーの景品プレゼントの条件が 3 箇所以上である

ため、アンケート回答者の巡った箇所数は3以上となっている。 

(4) 伊豆長岡温泉の活性化を目指し、地元のエリアマネジメント団

体の主催によって毎月第 2 日曜日に開催されているイベント。温

泉場の出逢い通りを歩行者天国にして実施されている。  

(5) 125m メッシュ単位で、メッシュ内から別メッシュへ出発した

「発生量」及び別メッシュからメッシュ内へ到着した「集中量」を

可視化したマップ。マップの下部にある凡例に従って色の濃淡が

分かれており、色が濃いほど発集量が多い。 
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1．はじめに 

日本における歴史的資源を用いたまちづくり（以下、「歴

史まちづくり」）として考えられる、面的な整備は昭和 50

年の文化財保護法下の重要伝統的建造物群保存地区制度に

始まり、平成 20 年の地域における歴史的風致の維持及び

向上に関する法律（通称歴史まちづくり法、以下同）、日本

遺産や文化財保存活用地域計画等、多様に整備されている。 

 また、平成 16 年に施行された景観法に基づく景観計画

の策定と運用も含めれば、地域の歴史的経緯を踏まえ、特

徴を活かし、風光明媚なまちをつくる素地が揃ったように

期待される。歴史的資源は保護、保全の対象から積極的な

活用を検討し実施する段階に入ったともいえる。 

 一方で、インフラ整備のような即時性のある裨益効果は

見えにくく、歴史的資源は個別の歴史的資源の所有者や関

係者の代替わりにより、保持が難しくなるといった課題も

挙げられ、経済面に於いても維持の難しさは関係者のよく

知るところである。 

本論では、近年注目されている文化財を含む地域を特徴

付ける事物（以下、歴史的資源）の観光面での活用に関し、

歴史まちづくり法の計画策定前後での自治体の取り組みと

意識を調査し、今後の歴史的資源を用いたまちづくり、歴

史まちづくりにおける保護と活用とともに観光を考える際

の示唆を見いだすことを目的とする。 

2.先行研究 

 先行研究として観光振興を視野に入れたまちづくりにつ

いての事例研究 1)、韓国と台湾の歴史的環境保全制度の事

例を示しつつ日本の取り組み方に示唆を示したもの 2)、仏

のナント市を事例に都市計画と観光の在り方について日本

における示唆を示したもの 3)、観光まちづくり実践の全体

像を行政へのアンケート調査から明らかにしたもの 4) 等

がある。また、個別の自治体や観光地における取り組みを

扱い、自治体や地区ごとの課題や実態を明らかにしたもの

は多数見られる。その他、歴史まちづくり法に基づく歴史

まちづくり計画を用いた景観整備事業を対象としたもの、

歴史的建造物の保全と活用において、景観行政と文化財行

政の連携と補完を具体の事例から示したものもある 5)。 

 本論は、国土交通行政における景観まちづくりのうち、

特に歴史まちづくりにおける取り組みを検討する素地とし

て、歴史まちづくり法に基づく歴史まちづくり計画を作成

し、認定された自治体（以下、歴まち認定都市）の観光に

関する取り組み等を整理し、歴史まちづくり計画作成の目

的の一つである、地域の歴史的風致を保全、活用するため

の観光への自治体の対応や考え方を整理したものである。 

3.手法 

平成20年施行の歴史まちづくり法の認定都市（以下、歴

まち認定都市）のうち、令和3年度までに認定された87の

自治体を対象に、アンケート調査を行った。アンケートは、

電子メールにて各自治体の歴史まちづくり担当者に配付及

び回収した。有効回答数は78だった。基礎自治体の担当者

に対して、観光と歴史まちづくり計画にもとづく事業の運

用との関係を網羅的に把握するため、アンケート項目は表

-1のとおり、基本的に選択式としたが、一部に自由記述を

含み、具体事例等を集められるようにした。 

なお、表-1の番号はアンケート項目を説明するための便

宜的な番号であり、実際のアンケートとは異なる。 

歴史的資源の保全・活用を観光関連分野と連携させる取り組みの現状 

 歴史的風致維持向上計画認定都市における歴史的資源と観光の関連に着目して 

Current status of on efforts to relate conservation and application to historical resources, to tourism sectors 

 With focusing on the relationship between historical resources and tourism at approved plan for the maintenance and improvement of 

historic landscape 

飛田ちづる*・飯塚康雄** 

TOBITA Chizuru*, IIZUKA Yasuo** 

This report is that the result of questionnaire relationship between making plan “Rekimachi” under the law on the Maintenance and 

Improvement of Historic Landscape in a Community, and maintenance as sightseeing spot or area. Tourism industry which is thought 

easily linked as an effect with making plan of “Rekimach”. Therefore, what initiatives and responses by local municipalities are 

organised. It shows that almost local municipalities recognized the relation between tourism and historical resources, and necessity of 

relationship of those two. The reason was that historical resources, itself characterize each municipality, which demonstrate their 

distinctiveness, constitute as tourism resources. As a next step, public relations through sightseeing to the tourists, and conservation and 

usage of historical resources in the community development were needed. 

Keywords: Historical Urban Development, Approved plan “Rekimachi”, Tourism Development, Landscape Development 

歴史まちづくり, 歴まち認定都市, 観光まちづくり、景観まちづくり 
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番号 項目 自由記述
1 （1）～（3）認定計画策定にあたり、検討した、実施した、実施しているもの 有
2 歴まちに取り組むきっかけ 有

(1)歴まち事業と観光産業の連携への関心 有
(2)①観光産業への支援の現状、②観光産業への支援主体の性質と内容 有
(3)観光産業への今後の支援予定 有

4 （1）観光産業と他産業の連携事例、（2）観光産業と他産業の連携の検討状況 有
5 観光地整備の担当者 有
6 観光地としての整備検討 無
7 観光地としての整備実施 有
8 観光地整備による、住民の生活環境変化 有
9 観光地整備による、歴史的資源への影響 有

3

4．結果 

 各項目の結果を示す。有効回答数は78だが、質問項目に

より総数は増減している。 

4-1. 歴史まちづくり計画策定に当たる事業の検討、実施状

況 

 一般的に、歴史まちづくり計画策定に際して検討するこ

とが多いと思われる項目を、「歴史と文化」「都市交通・イ

ンフラ」「観光」「イベント」の4項目に分けて、実施状況

を調べた。 

大多数の項目で歴史まちづくり計画作成前後の差はなか

った。差が見られた項目は、以下のとおりである。「歴史と

文化」では、博物館、資料館等の整備が検討されたが実施

しなかった自治体が10、住民による伝統芸能上演は、計画

認定後に 10 増加した（図-1）。「都市交通」では歩道整備、

観光案内所、駐車場整備が検討されたが実施されなかった

自治体が 10 あった（図-2）。「観光」では、ホームページ、

モデルルート、スタンプの設置、ＳＮＳでの発信、自治体

独自の補助事業について、検討していなかったが実施して

いると回答した自治体が10以上見られた（図-3）。「イベン

ト」では、土産物の販売、フィルムコミッションが検討し

ていないが実施していると回答した自治体が10以上あり、

映像資料の作成と上映について、検討したが実施しなかっ

た自治体が10程度見られた（図-4）。 

表-1 アンケート項目 

図-4イベントに関する事業 

図-1歴史と文化に関する事業 

  図-3観光に関する事業 

  図-2都市交通・インフラに関する事業 
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4-2. 歴史まちづくりに取り組む理由 

 先行研究等から、取り組む理由は、地域の歴史や文化の

保存と活用、及び経済面での効果が想定されるため、観光

地整備、生活環境整備、文化財保護、及びその他とした。

結果として、文化財保護が40箇所と最も多く、次いで観光

地整備とその他が同数で 22、最小は生活環境整備の 19 だ

った(図-5)。具体的な理由を見ると表-2となり、目的は異な

るものの、背景は類似していることがわかる。また、その

他の内訳を見ると、いずれも、歴史的資源の保全と活用の

ために必要な事項、或いは、既存計画の補完もしくは補強

のように明確な目的がある。 

4-3. 歴史まちづくりの事業と観光産業の連携 

(1)連携への関心 

 回答した 98%に相当する 75 の自治体で関心があると回

答を得られた(図-6)。理由を見ると、「歴史的資源が重要な

観光資源であるため」、「地域の活性化を図りたいため」、「歴

史的資源の活用による保全を図るため」、「策定済みの計画

に歴史まちづくりと観光産業の連携が位置づけられている

ため」、「その他」の5つに大きく分類できた。 

 また、「その他」の中で、「歴史的建造物だけでなく、歴

史的風致も合わせて自治体全域での情報発信につなげるた

め」「費用対効果」「周遊、散策型の観光への転換を目指す」

「関係団体との広域交流推進」「歴史まちづくり事業と観光

産業は両立すべき」といったように、自治体全域の歴史や

文化の発信、経済効果、現状の来訪者の観光行動の変化、

組織の発展、歴史まちづくり事業と観光の両立と前出には

分類できないが、観光と歴史まちづくりの密接な連携を意

識したと考えられる回答が目立った。一方、観光開発の手

段として歴史まちづくり事業を行うべきではないという趣

旨の回答も見られた。 

(2)観光産業への支援 

何らかの支援を行っている自治体は、70と9割を超えた

（図-7）。 

支援を行う理由として「観光協会及び観光地域づくり法

人支援が有効であるため」「観光振興を図るため」「新型コ

ロナウィルス感染拡大の影響を緩和するため」「官民一体の

取り組みが重要であるため」「既存の何らかの計画に位置づ

けられているため」「観光産業が基幹産業であるため」「そ

の他」の7つに大きく分類できた。具体的な回答を見ると、

いずれの回答からも観光に特化した組織の必要性、来訪者

の激減への影響対策の必要性、行政と民間の連携が観光に

重要であるという強い意識が見られた。 

支援主体の性質は、自治体が最多で38、次に、支援され

る側としての観光協会が 31、非営利団体 10 と続く(図-8)。

支援内容としては、観光地域づくり法人、観光協会の活動

支援、個別の事業支援、事業委託、人材派遣、人材育成に

分類できた。他に、各種団体への支援、自治体による観光

図-5イベントに関する事業 

図-6 歴史まちづくり計画と 

と観光産業連携への関心 

図-7 歴史まちづくり 

計画と観光の連携支援 

表-2 歴史まちづくり計画作成に取り組むきっかけと理由 

 目的 理由
観光地整備 1地域活性化、2既存の歴史的資源等

の観光拠点としての整備、3既存の歴
史的資源の整備による観光促進や情
報発信強化、4観光客の受け入れ体制
整備、5文化財の周辺施設や環境整
備、6住民からの要望、7地元への誇り
や愛着の醸成、8既存計画実施、9未
指定文化財の整備等、10市長の意
思、11関連計画の補強もしくは連携、
12歴史的資源等を次世代へ引き継ぐ
ため、13住民に対する意識啓発のた
め

生活環境整備 1生活の場でもある歴史的資源の整
備、2街並みの保全、3文化財指定をし
ていない歴史的資源の位置付け、4無
電柱化等による道路整備、5歴史的資
源の周辺整備による利便性向上

文化財保護 1文化財の整備と活用、2住民からの
要望、3担い手不足対策、4関連事業
の推進、5住民の活動に牽引されて、6
未指定文化財の保全と活用の支援の
ため

その他 1地元への誇りや愛着の醸成、2歴史
的風致の消失回避等、3整備の予算
確保、4既存計画の補完もしくは補強、
5地域活性化の一環
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事業実施、広報手段作成、情報発信、海外からの来訪者対

応が見られた。観光産業への支援予定は、  

支援の予定は有ると70、9割の自治体が回答した(図-9)。 

4-4. 観光産業と他の産業の連携について 

(1)観光産業と他の産業の連携の内容 

連携有りが33、連携有りが40で連携無しが多かった(図

-10)。連携有りの具体事例を見ると、農業及び水産業との連

携が最も多く14事例挙げられた。例えば、来訪者が直接農

業に触れる例として、収穫、農家への宿泊、自治体で生産

されている農産物を使った、収穫体験、農家の宿泊等が挙

げられた。また、食を通した地元の理解を深める体験の提

供として、静岡県浜松市の「浜松パワーフード」を用いた

ガストロノミーツーリズムが見られた。これは、地元食材

の魅力と、それを支える歴史や環境について住民に伝え、

内外へ発信するために、生産者、飲食店観光事業者と連携

して取り組むものである。 

 歴史と食を組み合わせた例としては、史跡地の梅林に実

る実を収穫して、ポテトチップスや梅酒に用いている太宰

府市の例が挙げられる。また、日本遺産に認定された内容

を観光資源として活かす例も散見された。他に、岐阜県庁

が主体となる戦国武将を中心にした魅力発信事業も挙げら

れる。 

ゲームと組み合わせたのは堺市である。ゲームに出てく

る刀を原寸大で再現して展示し、他にゲームの設定資料も

展示した。それに合わせて、堺市の金属加工業の歴史や技

術を展示した。さらに、堺市の名産だった火縄銃について

も紹介し、ゲームの世界を楽しみながら、堺市の歴史や文

化を知るしかけを作った。 

企業との連携に関しては、名古屋市のように、地元企業

の展示施設等を用いた産業観光、長崎市のように大都市圏

の企業に対し、働く場として宿泊施設を提供する事例が見

られた。 

山鹿市は、スポーツ団体との連携で大会の開催を手がけ

た。 

(2)他産業との連携の検討状況 

検討を予定していないが 29、予定していないが 39 で予

定していない自治体が10多かった(図-11)。予定していない

理由は、現状の継続であり、予定している内容を見ると、

既存組織の運営の継続で、どちらも現状維持である。 

4-5. 観光地整備の担当者 

 67 の自治体が、自治体の担当者と大勢を占めた(図-12)。

観光協会10、その他5と続き、その他の具体の組織は地域

支援法人、公社が挙げられた。 

図-8 観光を実施している団体の性質 

図-12 自治体の観光地担当者の所属 

図-9 観光産業への支援予定 図-10 歴まちと観光産業の連携事例 

図-11 歴まちと観光産業の連携検討 
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図-14 観光地整備の実施 

4-6. 観光地整備 

 歴史まちづくり計画作成に当たり観光地整備の検討をし

た自治体は43、検討していないは30だった(図-13)。 

観光地整備を実施したのは 31、実施予定は 10 だった。

観光地整備の実施もしくは実施予定は、有効回答全体の半

数以上を占めた(図-14)。 

4-7. 観光地整備による住民の生活環境及び歴史的資源へ

の影響 

生活環境に変化があった自治体は 25、変化無しは 25 で

同数だった(図-15)。変化があった場合、生活環境の変化と

して好ましいかどうかを訊ねたところ、好ましい変化は22、

好ましくない変化は 1 だった（図-16）。好ましい変化の具

体例は、地域活性化、生活環境の向上に連動、住民の意見

を採り入れたまちづくりの実現が挙げられた。好ましくな

かった具体例としては、ゴミ問題、交通量の増加が挙げら

れた。 

次に、変化ありの場合、歴史的資源への影響があった自

治体は30だった(図-17)。好ましい具体的な事例としては歴

史的資源への来訪者の増加や対外発信に繋がる整備が行え

たこと、住民の認知度向上や関心の高まりに繋がったこと、

住民による団体設立、地元からの観光客誘致促進に繋がっ

たことなどが挙げられた。また滅失の危機にあった事物の

活用、来訪者の満足度向上、休憩所等の整備が住民の生活

環境向上にもつながる事例が見られた。好ましくない事例

としては、観光客の増加により、景観を阻害する建物の建

設、所謂オーバーツーリズムに繋がったこと、観光地以外

への立ち入り、プライバシーの侵害、夜間照明の必要性の

発生、目的外利用者の発生、観光地以外の文化財保護対応

が手薄になってしまったといったことが挙げられた。来訪

者の落ち着きや注意喚起の看板設置等により緩和される場

合や、認知度の低い文化財を、回遊コースに組み入れるな

どの対応が行われていた。また、季節による来訪者数の差

が大きいことや、観光資源の案内のさらなる充実の必要性

も見られた。 

5.まとめ 

 歴史的資源の活用と観光まちづくりの関係について、以

下のことが考えられる。 

5-1. 歴史まちづくり計画作成前後の変化（図-1～4） 

全体として歴史、文化財分野については検討数と実施数、

実施済み数がほぼ重なっており、歴史まちづくり計画作成

の目的の一つだと考えられる。都市交通分野は、歴史、文

図-13 観光地整備の検討 

図-15 生活環境への変化有無 

図-16 変化の好悪 

図-17 歴史的資源への影響有無 
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化財分野の整備と共に検討されていると思われるが、来訪

者の状況や住民全体の意向を踏まえる必要のある点が、差

異を生んでいると考えられる。観光分野も、目的別の観光

案内や道の駅等での情報提供といった、既存の情報を整理

した発信や既存の施設を利用した情報提供は比較的取り組

みやすいと考えられる。パンフレット及びＳＮＳの整備に

差異が見られたのは、一定の必要性を踏まえた整備を行う

行政の進め方の特徴と考えられる。イベント分野では、土

産物は歴史まちづくり計画作成に取り組む歴史的資源があ

れば、元々存在すると考えられ、他については歴史まちづ

くり計画とは別の方向から作られたことも考えられる。 

5-2. 歴史まちづくりに取り組むきっかけ（図-5） 

観光地整備について、行政の観光地整備は、来訪者数の

増加による経済面での裨益に限らず、地域の生活環境や住

民の声に対応する両面が求められることが伺える。 

生活環境整備については、生活環境の整備と歴史的資源

の保全と活用が密接に関係することの表れといえる。さら

に、生活環境の整備が歴史的資源の保全に繋がる意識も表

れているといえる。 

文化財保護については、全体を通じて、想定した観光地

整備、生活環境整備、文化財保護が主軸となりながら、自

治体全体の整備、まちづくりと連動させるためと考えられ

る理由が多く、歴史まちづくり計画への取り組みが、歴史

まちづくり法の狙いでもある地域の歴史的環境の維持と向

上に繋がっていると考えられる。 

5-3. 歴史まちづくりの事業と観光産業の連携における観光

産業への支援（図-7～10） 

自治体が観光産業への支援を行っている場合、その理由

として観光が基幹産業であることや交流人口の増加と行っ

た経済面からの回答と、住民の意識を高めることに連動さ

せる回答があった。支援を行わないと回答した理由を見る

と、歴史まちづくり計画の中で観光支援は行わない、或い

は民間のスピード感に任せるという主旨の回答であり、自

治体全体として取り組まないという回答は見られなかった。

このことから、歴史まちづくりの際に同時に観光産業支援

を行うことは一般的に認知されていると考えられる。 

5-4. 観光地整備による住民の生活環境及び歴史的資源への

影響（図-17） 

 オーバーツーリズムが、大きく顕在化していなかった当

時から、既に萌芽は見られたと考えられる。観光への取り

組みが成功した場合に、住民の生活環境の快適性が失われ

ないよう、予め、もしくは発生後すぐに回避する策を講じ

る重要性と思われる。 

5-5. 全体のまとめ 

 本論では、近年注目されている文化財を含む地域を特徴

付ける事物（以下、歴史的資源）の観光面での活用に関し、

歴史まちづくり法の計画策定と観光産業の連関の視点から、

行政の対応や考え方を整理した。 

全体として歴史的資源と観光の関連は認識され、ほとん

どの自治体で連携づける必要性を感じているといえる。理 

由として、歴史的資源が各自治体を特徴づけ、その特徴を 

示す歴史的資源こそ、重要な観光資源であるとの考えが見

られた。既に歴史まちづくり計画を策定した自治体である

からこそ、観光は歴史的資源の保全と活用を行うための手

段と捉えていると考えられる。同時に、回答の中で自治体

全域の運営や整備の視点を持ちつつ、歴史的資源自体の保

全と活用に取り組む姿勢が見られる点は、行政の特徴だと

いえる。 

今後の課題として、歴史的資源の保全と活用の取り組み

に関し、観光を通じた来訪者への普及啓発、及び観光と連

動したまちづくりにおける、歴史的資源の保全と活用に関

する普及啓発に関して扱うことを挙げられる。 

※本報告は、筆者が国土交通省国土技術政策総合研究所在籍時に

調査した成果をまとめたものです。 
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1．はじめに 

1-1.研究の背景と目的 

コロナ禍が収束し、日本においてもインバウンドを含め

た観光客が有名観光地を中心として急増している。例えば

東京近郊では、埼玉県の川越一番街、神奈川県鎌倉市中心

市街地、箱根町の温泉街、東京都中央区月島の「月島もん

じゃストリート」（以下：もんじゃストリート）などで、「オ

ーバーツーリズム」(1)と呼ばれる観光客の急増が報告され

ている。このような観光客で賑わう観光地では、多くの収

益が見込まれることから、地元事業者以外の外部資本によ

る店舗の出店が増加している。外部資本店舗は、観光地の

風情を醸し出すための店舗デザインを施し、「模倣」された

景観が各地に出現するようになっている。 
米国の都市研究者マイケル・ソーキンは、1992 年に
『Variations on a Theme Park』1)を出版し、外部資本による模
倣された景観をもつ「都市のテーマパーク化」にいち早く

警鐘を鳴らした。コロナ禍の収束後、日本の有名観光地で

は、まさに「テーマパーク化」が進んでいるといえ、その

実態を明らかにすることは、今後の景観まちづくり 2)にお

いて重要課題となっているといえる。 
そこで本研究は、都市の「テーマパーク化」を定義した

上で、近隣商店街から展開した観光地である月島のもんじ

ゃストリートを対象として、もんじゃ店ともんじゃ店以外

の店舗の状況、変遷、ファサードデザインについて、地元

店舗と外部資本店舗に注目しつつ明らかにし、都市の「テ

ーマパーク化」現象を具体的に明らかにすることを目的と

する。 
1-2.既往研究 

「都市のテーマパーク化」については、海外の研究者か

らの指摘が早かった。本研究で特に取り上げるマイケル・

ソーキン『Variations on a Theme Park』（1992）(2)は、いち早

く「都市のテーマパーク化」に警鐘を鳴らした。関連する

指摘として、社会学者ジョン・アーリ『場所を消費する』

（1995）3)は、観光客を惹きつけていたはずの場所が商品化

され、消費の対象となっていることを指摘する中で、「観光

地のテーマパーク化」を指摘した。地理学者フランセスク・

ムニョス『俗都市化』（2008）4)は、世界的に、地域との関

係をもたない都市形態「俗都市化」が進んでいること、ま

たその結果、複製可能な「俗景観」「テーマパーク的な景

観」が出現していることを指摘した。 
日本においては、阿部大輔らの『オーバーツーリズム』

（2020）5)が、観光的魅力の高い地域のテーマパーク化と空

洞化の問題を指摘している。 
1-3.研究対象地区 

研究対象地区を図１に示す。 
対象地区は東京都中央区月島一丁目と三丁目にまたがる

もんじゃストリートとする。もんじゃストリートの正式名

称は「月島西仲通り商店街」（以下：商店街）で、周辺住民

を対象とする典型的な近隣商店街であった。商店街は、地

下鉄有楽町線と大江戸線の月島駅に近い方から、「壱番街」

「弐番街」「参番街」「四番街」となっており、街路幅員は

6間、全長約500mである。商店街に多くのもんじゃ店(3)が

建ち並んでいることから、もんじゃストリートと呼ばれて、

観光地化が進んでいる。 
1-4.研究方法 

まず『Variations on a Theme Park』でマイケル・ソーキン
が論じた「都市のテーマパーク化」の特徴を参考にして、

近隣商店街観光地のテーマパーク化に関する研究

－ 月島もんじゃストリートを事例として －

Study on the theme parkification of local and tourist shopping street 
：Case study on Tsukishima Monja Street 

王  茜*・志村 秀明** 
Xi WANG *・Hideaki SHIMURA** 

The purpose of this study is to clarify the status, transition, and façade design of monja and non-monja shops on Monja Street in 
Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo, focusing on local shops and shops owned by outside capital, in order to specifically clarify the 
phenomenon of urban “theme parkification". As a result, the following findings were made clear. 1) The image of Tsukishima as a 
“town of monja” is established in a significant proportion by outside capital shops. 2) The number of outside capital shops has increased 
rapidly since 2015, in line with the transformation of Monja Street into a tourist destination. 3) Outside capital shops are proliferating 
while assimilating into the facade design of local shops. 

Keywords:   Local shopping street, Tourist attraction, Theme parkification, Outside capital shops, Local shops, Monjayaki shops 
近隣商店街、観光地、テーマパーク化、外部資本店舗、地元店舗、もんじゃ店 

【図-1】研究対象地区：もんじゃストリート
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本研究で明らかにしようとする「テーマパーク化」を定義

する（第2章）。次に、商店街ともんじゃストリートの形成

について把握する（第3章）。そして、地元店舗と外部資本
店舗に注目しつつ、もんじゃ店ともんじゃ店以外の店舗の

状況、変遷を、地元店舗と外部資本店舗に注目しつつ明ら

かにする（第4章）。さらに、もんじゃ店のファサードデザ
インの種類や推移について明らかにする（第5章）。以上、
明らかにしたことから、近隣商店街における「テーマパー

ク化」現象を具体的に明らかにする（第6章）。 
調査の方法として、商店街ともんじゃストリートの形成

については文献調査(4)を行い、もんじゃ店ともんじゃ店以

外の店舗の状況、変遷、もんじゃ店のファサードデザイン

の種類や推移については、ヒアリング調査(5)を行った。 
 
2．テーマパーク化の定義 

テーマパーク化の特徴と本研究における定義を図2に示

す。 
2-1.「都市のテーマパーク化」の特徴 

マイケル・ソーキン著『Variations on a Theme Park』では、
世界各地の都市は、人々が自由に交流できる「パブリック

スペース」を失いつつあり、大企業によって「消費という

名の市民権が全てを司る新世界」というテーマパーク的な

空間としてつくり替えられつつあると論じ、それを「都市

のテーマパーク化」と表現した。そしてテーマパーク化し

た都市の特徴は、「ローカルを排除した漂流間」（dissipation 
of all stable relations to local physical and cultural geography）、
「警備への執着」（obsession with "security"）、「模倣性」（city 
of simulations）だとした（図2左側）。 
また、テーマパーク的な都市空間は、本来の都市にあっ

た繋がりを模倣し、市民たちが個人として、あるいは団体

として発揮できる行動力を無効にさせる幻想的なものであ

り、さらに、民主的かつ公共的な領域を追い出すために、

制御的かつ許欺的なレジャーをアピールし、貧困、犯罪、

不衛生さ、そして人々の苦労の存在感、つまり都市生活の

不快なところを排除することでその魅力を高めようとして

いるとも論じた。 
2-2.本研究における定義 

本研究がもんじゃストリートを研究対象地区とするのは、

『Variations on a Theme Park』で述べられている「人々が自

由に交流できるパブリックスペース」の典型が近隣商店街

であり、「パブリックスペースを失いつつあり、大企業によ

って消費という名の市民権が全てを司る新世界とつくり替

えられつつある」のが、観光地化したもんじゃストリート

とするからである。そこで『Variations on a Theme Park』で

「都市のテーマパーク化」で挙げられている3つの特徴の

うち、特に観光地化と関係する「ローカルを排除した漂流

間」と「模倣性」に注目する。そして、「ローカルを排除し

た漂流間」を「外部資本店舗の増加」、「模倣性」を「ファ

サードデザインの同化」と置き換えて、本研究で明らかに

しようとする「テーマパーク化」の定義とする（図2右側）。 
 

3．商店街ともんじゃストリートの形成 

商店街ともんじゃストリートの歴史を表1に示す。 
3-1.商店街の形成 

商店街・もんじゃストリートがある月島は、「東京湾澪筋

浚渫工事」により1892年にできた埋立地で、「月島一号地」

と呼ばれた。月島には工場や倉庫が建ち始め、そこで働く

労働者が暮らすようになった。そこで西仲通りに露店が出

店するようになった。 
その後、露店は数を増やしていったが、1923年の関東大

震災で、月島は焼失し、露店は西仲通り沿いの建物内に入

り内店となり、近隣商店街が形成されていった。月島は戦

災を免れたので、戦後すぐの1948年に「月島西仲共栄会」

が組織され、1954年に西仲共栄会は協同組合化され、高度

経済成長期の1963年に、「月島西仲共栄会商店街振興組合」

が設立された。 
3-2.もんじゃストリートの形成 

もんじゃ店は地元の子供相手の商売として定着していた

が、1954年に、月島で最初の大人向けもんじゃ店が西仲通

り四番街に開店した。その後もんじゃ店は顕著な増加はな

かったが、1970年代にボウリングブームがあり、月島とそ

の周辺には複数のボウリング場があったことから地元以外

の若者が集まるようになり、もんじゃ店の若者を中心とし

た大人向けの商売が広まった。 
そして、1980 年に「明太子もんじゃ」などの革新的なも

んじゃが登場して話題となったため、地元以外の幅広い大

人の客が増加していき、1980 年後半には「もんじゃのまち

月島」という知名度が高まっていった。そこに1988年地下
鉄有楽町線月島駅が開業し、地元以外の客が急増して、昔

ながらの路地と長屋の街並みもあって観光地化が進んだ。 

【図-2】テーマパーク化の定義 

【表-1】商店街ともんじゃストリートの歴史 
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そこで1997年に「月島もんじゃ振興会」が設立されて、

地元相手の小売店がもんじゃ店へ商売替えする動きが顕著

になり、さらに 2000 年に地下鉄大江戸線月島駅が開業す

ると、その動きはさらに顕著になり、観光地化が進んだ。

この頃、もんじゃストリートの名称が定着し、また「月島

＝もんじゃのまち」というイメージも定着した。2002年に
は、月島もんじゃ振興会は法人化され、「月島もんじゃ振興

会協同組合」（以下：もんじゃ振興会）が設立された。 
 

4．もんじゃストリート沿い店舗の変遷 

4-1.店舗の状況 

もんじゃストリート沿いの店舗のリストを表2に、店舗
地図を図3に示す。壱番街から四番街にわたって店舗が並

んでいる。壱番街と弐番街にはタワーマンションがあり、

店舗はタワーマンションの１階に入っている。四番街は再

開発工事中で店舗数は少ない。 
店舗用途のグラフを図4に示す。もんじゃストリート沿

いの建物数は 128軒である(6)。もんじゃ店が 61軒 48％で
約半数を占める。もんじゃ店以外が 52軒 41％と約 4割で
ある。住宅と空き店舗(7)は 11軒 8％と少ない。その他は、
T15（月島幼稚園）、T25（ATM）、T1（もんじゃ振興会事務

所）、Y13（月島西仲商店街事務所）の4軒3％である。住

宅と空き店舗、その他、不明（4軒）を除いた店舗数は109
軒である。 
4-2.地元店舗と外部資本店舗の割合 

地元店舗と外部資本店舗の割合を、もんじゃ店、もんじ

ゃ店以外、全店舗毎に集計したグラフを図5に示す。 
本研究では、月島及び月島に隣接する佃、勝どき、晴海

に居住歴があるオーナーの店舗を「地元店舗」、これらの地

域に居住歴がないオーナーの店舗を「外部資本店舗」と定

義する。 
もんじゃ店では、地元店舗が 47軒 77%で、外部資本店
舗が 16軒 26％である。約 1/4が外部資本店舗であること
が分かった。x 
もんじゃ店以外では、地元店舗が 30軒 62%で、外部資
本店舗が 18軒 38%である。約 4割が外部資本店舗で、も
んじゃ店以上に外部資本化が進んでいることが分かった。 
全店舗では、地元店舗が 75軒 69%で、外部資本店舗が

34軒31%である。約3割が外部資本店舗であることが分か
った。 
「月島＝もんじゃのまち」というイメージは、かなりの

比率で外部資本店舗によって成り立っているといえる。 

【表-2】もんじゃストリート沿いの店舗のリスト 

【図-3】 もんじゃストリート沿いの店舗地図 
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もんじゃ
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ファサード
の分類

Y1 40 1925 地元 S1 50 2004 地元 有 和風型 N1 30 1992 地元 有 近代型 T1 30 2002 地元
Y2 30 1988 地元 有 モダン型 S2 50 2012 地元 無 近代型 N2 30 2021 外部 T2 50 2004 地元 有 近代型
Y3 30 2009 地元 有 モダン型 S3 100 2000 地元 有 和風型 N3 70 1951 地元 T3 30 2019 不明
Y4 30 2002 地元 無 下町型 S4 50 不明 外部 無 モダン型 N4 30 2020 外部 無 近代型 T4 20 1983 地元
Y5 30 2014 地元 有 下町型 S5 50 不明 地元 無 和風型 N5 30 2021 外部 T5 30 1977 地元 有 近代型
Y6 30 1998 地元 有 和風型 S6 65 1990 地元 無 和風型 N6 30 2024 外部 無 近代型 T6 35 2016 外部
Y7 30 2019 不明 S7 60 不明 地元 有 和風型 N7 30 2020 地元 有 近代型 T7 35 2009 外部
Y8 30 1993 地元 有 和風型 S8 65 2007 地元 有 近代型 N8 30 2024 外部 無 近代型 T8 35 2019 外部
Y9 35 2015 外部 無 和風型 S9 65 2019 外部 無 モダン型 N9 30 2020 外部 T9 35 1989以前 地元
Y10 35 2002 地元 有 下町型 S10 35 2004 地元 有 下町型 N10 30 2023 外部 T10 35 2022 不明
Y11 70 2015 外部 無 近代型 S11 35 不明 地元 N11 30 2020 地元 有 近代型 T11 35 2019 地元 有 近代型
Y12 30 1900 地元 S12 30 1989以前 地元 N12 30 2020 地元 有 近代型 T12 35 1998年 地元 有 近代型
Y13 30 1963 地元 S13 40 2018 外部 無 モダン型 N13 30 1983 地元 有 近代型 T13 35 不明 不明
Y14 30 1993 外部 無 和風型 S14 35 2022 地元 無 近代型 N14 20 1998 地元 有 近代型 T14 45 1989以前 地元
Y15 25 不明 地元 S15 35 2019 地元 無 モダン型 N15 20 1973 地元 T15 1931 地元
Y16 35 1954 地元 有 和風型 S16 35 2002 外部 N16 20 1989以前 地元 T16 70 約2000 地元
Y17 70 不明 地元 S17 35 1925 地元 N17 20 2021 外部 T17 20 1975 地元
Y18 30 2007 地元 S18 35 1975 地元 N18 30 2022 地元 無 近代型 T18 70 1970年 地元
Y19 35 2008 地元 有 下町型 S19 35 1989以前 地元 N19 35 2020 地元 有 近代型 T19 35 2015 外部 無 和風型
Y20 35 1996 地元 有 下町型 S20 35 2001 地元 有 モダン型 N20 35 1992 地元 有 和風型 T20 30 2023 外部
Y21 85 2012 地元 S21 35 2001 地元 N21 35 2021 外部 T21 30 2023 外部

S22 35 2007 地元 有 モダン型 N22 35 2022 外部 T22 20 2020 外部
S23 150 2001 外部 N23 35 2007 地元 有 モダン型 T23 35 1954 地元
S24 35 1935 地元 N24 70 1989以前 地元 T24 30 2007 地元 有 モダン型
S25 35 2003 地元 有 下町型 N25 35 2003 地元 有 モダン型 T25 20 不明 外部
S26 35 1925 地元 N26 35 1995 地元 有 下町型
S27 35 2015 外部 有 下町型 N27 35 1998 地元 無 下町型
S28 25 2002 地元 無 下町型 N28 35 2012 外部 無 モダン型
S29 110 2023 外部 無 モダン型 N29 35 1989以前 地元
S30 35 2001 地元 N30 30 2008 地元
S31 35 2015 外部 無 和風型 N31 35 2011 地元 有 近代型
S32 35 1978 地元 無 下町型 N32 35 1979 地元
S33 70 2019 外部 無 下町型 N33 20 2023 外部
S34 35 2016 外部 N34 70 1998 地元 有 下町型

N35 20 2024 外部
N36 85 2021 外部 有 モダン型
N37 60 1997 地元

壱番街

住宅/空き店舗　4軒

住宅/空き店舗　3軒

住宅/空き店舗　1軒

住宅/空き店舗　3軒

四番街 参番街 弐番街
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4.3.店舗の開店年 

店舗の開店年を図6に示す。 
もんじゃ店は、1990年以前は5軒で、全てが地元店舗で
あった。その後5年毎に4〜11軒と増加していき、2015年
以降は計21軒が開店し、うち13軒が外部資本店舗であっ
た。外部資本店舗は、近年急増していることが分かった。 
もんじゃ店以外は、1990年以前は 20軒で、全てが地元

店舗であった。その後5年毎に0〜5軒と微増であったが、
2015年以降は計 15軒と大幅に増加した。その全てが外部

資本店舗であった。もんじゃ店以上に、外部資本店舗が急

増していることが分かった。 
全店舗は、1990年以前は 25軒で、全てが地元店舗であ

った。その後5年毎に5～15軒と増加してき、2015年以降
は計36軒と大幅に増加した。うち28軒が外部資本店舗で
あり、やはり外部資本店舗が急増している状況を確認する

ことができた。 
外部資本店舗の増加は、2015年以降と近年顕著に見られ

る動きであり、もんじゃストリートの観光地化に合わせて、

特にもんじゃ店以外で、外部資本店舗が急増していること

が分かった。 
4.4.もんじゃ振興会への加入率 

2024年時点の、もんじゃ店のもんじゃ振興会への加入率

を図7に示す。 
全61軒のうち、加入店舗は37軒61%で、未加入店舗は

24軒39%である。約4割が未加入店舗であることが分かっ

た。 
もんじゃ振興会は、地元店舗が中心となり、もんじゃ店

の振興と、「月島＝もんじゃのまち」というイメージを醸成

するために設立されたものであり、加入店舗 37 軒は全て

地元店舗である。しかし実情は、もんじゃ店の振興と「月

島＝もんじゃのまち」というイメージ醸成は、外部資本店

舗の影響が大きくなり、地元店舗が中心であるもんじゃ振

興会の手を離れつつあるといえる。 
 

5．もんじゃ店のファサードデザイン 

「都市のテーマパーク化」の特徴の一つである「模倣性」

を明らかにするため、「ファサードデザインの同化」に着目

する。もんじゃストリート沿い店舗のうち、もんじゃ店に

対象を絞って、往来する人々の目につきやすい店舗1階フ
ァサードデザインの調査を行った(8)。調査結果をまとめた

「店舗データシート」の例を図8に示す。 
ファサード写真に加えて、ファサード分類要素として「透

明ガラス使用率」「木材使用の有無」「格子・瓦の使用の有

無」「看板、暖簾、立て看板といった付属物」の状況を把握

した。	
分析は、ファサードデザインの分類毎に、地元店舗と外

部資本店舗の割合、各ファサードデザインの推移に着目す

る。 
5.1.店舗1階ファサードデザイン分類 

店舗1階ファサードデザインの分類を図9に示す。透明

ガラス使用率が25%以上と25%未満、木材使用の有無、格

子・瓦の使用の有無から、店舗1階ファサードデザインを
4つに分類することができ、それら分類の特徴から、「下町

型」「和風型」「モダン型」「近代型」とした。それぞれの特

徴と状況を以下に示す。 
1)「下町型」 
透明ガラス使用率が25%未満で、かつ格子・瓦の使用が

ない。特にファサードデザインとして嗜好を凝らしたもの

ではなく素朴なことから「下町型」とした。14軒あり23%
を占める。建物番号Y4などが該当する。 
2)「和風型」 
透明ガラス使用率が25%未満で、かつ格子・瓦を使用し

ている。格子・瓦を使用して和風の意匠を意識しているこ

とから「和風型」とした。13軒あり21％を占める。建物番

号S1などが該当する。 
3)「モダン型」 
透明ガラス使用率が25％以上で、かつ木材を使用してい
る。店舗の中が見えやすいようにガラス面を大きくして、

入りやすさを考慮している。一方で木材を使用して和風も

【図-7】もんじゃ振興会加入率 

【図-4】店舗用途 

【図-6】店舗の開店年 

【図-5】地元店舗と外部資本店舗の割合 

※ 物販店22(17%)、 

飲食店17（１３％）、 
食品販売店13(10%)。 
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意識していることから「モダン型」とした。14軒あり23%
を占める。建物番号S9などが該当する。 
4)「近代型」 
透明ガラス使用率が25%以上で、かつ木材を使用してい
ない。壁の仕上げやサッシが金属で近代建築の一般的な要

素が揃っていることから「近代型」とした。20軒あり33％
を占める。建物番号N18などが該当する。 
以上のように、「下町型」「和風型」「モダン型」「近代型」

が21%から33%存在し、もんじゃストリートの景観が形成

されている。 
5.2.地元店舗と外部資本店舗の割合 

ファサードデザイン分類毎の地元店舗と外部資本店舗の

割合を図10に示す。どの分類にも、地元店舗と外部資本店

舗が存在する。各分類毎の状況は以下の通りである。 
1)「下町型」 
地元店舗が 12 軒あり 86%を占める。外部資本店舗は 2
軒のみで14%である。地元店舗の特徴的なファサードデザ

インであるといえる。 
2)「和風型」 
地元店舗が9軒あり69%を占める。外部資本店舗は4軒
で31%を占める。比較的に外部資本店舗で多いファサード

デザインであるといえる。 
3)「モダン型」 
地元店舗が8軒あり57%を占める。外部資本店舗は6軒
で43%を占める。外部資本店舗の特徴的なファサードデザ

インであるといえる。 
4)「近代型」 
地元店舗が 16 軒あり 80%を占める。外部資本店舗は 4
軒で20%である。地元店舗の特徴的なファサードデザイン

であるといえる。地元店舗で「近代型」が多い理由として、

壱番街のタワーマンションへの再開発（竣工：2003年）と
弍番街のタワーマンションへの再開発（竣工：2020年）で
従前の地元店舗が、竣工後にタワーマンションに入ったた

めと考えられる。 
5.3.ファサードデザインの推移 

ファサードデザイン分類毎の店舗の開店年を図 11 に示

す。なお、1990年以降で移転した店舗は、移転後の開店年

を用いている。 
1)「下町型」 

2005年以前の開店が計 10軒と多い。比較的古くからあ
るファサードデザインといえる。またそのために地元店舗

の特徴的なファサードデザインとなっている。 
2)「和風型」 

2005年以前の開店が計8軒と多い。その8軒の中に外部
資本店舗が 1軒あり、また 2015〜2020年の開店でも外部
資本店舗が2軒ある。外部資本店舗でも採用されやすいフ

ァサードデザインといえる。 
3)「モダン型」 

2000年以降で計 12軒が開店と、比較的新しく出現した

ファサードデザインといえる。2010年以降に開店した6軒
中5軒が外部資本店舗である。外部資本店舗の特徴的なフ

ァサードデザインであり、特に近年その傾向が高い。 
4)「近代型」 

2020年以降が9軒と急増している。そのうち6軒が地元

S8 S9 S10

参番街 参番街 参番街

2007 2019 2004

3 4 4
透明ガラス

使用率 25%以上 25%以上 25%未満

木材、

格子、瓦
木材使用なし 木材使用 格子、瓦使用なし

付属物
看板、暖簾、立て看板、

のぼり旗、電飾看板、

垂れ幕、メニュー、ベンチ

看板、暖簾、立て看板、

垂れ幕、メニュー、ベンチ

看板、暖簾、立て看板、

のぼり旗、電飾看板、

メニュー、ベンチ

分類
の
要素

建物NO

所在

写真

開店年

階数

【図-9】もんじゃ店1階ファサードデザインの分類 

【図-8】もんじゃ店データシート(例) 
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店舗である。タワーマンションへの再開発で従前の地元店

舗が、竣工後にタワーマンションに入ったことで急増した

ファサードデザインといえる。 
以上のことから、再開発が出現させた特殊なファサード

デザイン「近代型」を除いて、地元店舗にみられた「下町

型」「和風型」「モダン型」のファサードデザインに同化し

ながら、外部資本店舗が増殖していることを明らかにした。 
 
6．まとめ 

本研究は、東京都中央区月島のもんじゃストリートを対

象として、都市の「テーマパーク化」現象について以下の

ことを具体的に明らかにした。 
・2025年時点でもんじゃ店は61店舗中14店舗と、23%が
外部資本店舗である。もんじゃ店以外の店舗は 48 店舗
中 19店舗と、4割が外部資本店舗である。「月島＝もん

じゃのまち」というイメージは、かなりの比率で外部資

本店舗によって成立しているといえる。そして「都市の

テーマパーク化」の特徴である外部資本店舗の増加、つ

まりローカルを排除した漂流感を具体的に把握すること

ができた。 
・外部資本店舗は、もんじゃストリートの観光地化に合わ

せて、2015年以降急激に増加している。特にもんじゃ店
以外の店舗では、2015年以降の店舗は全て外部資本店舗

である。ローカルを排除した漂流感が近年、急激に進行

しているといえる。 
・もんじゃ店1階ファサードデザインは、透明ガラス使用
率と木材使用の有無、格子・瓦の使用の有無から「下町

型」「和風型」「モダン型」「近代型」の4つに分類でき、

それぞれが2割から3割程度存在している。もんじゃ店

の外部資本店舗は、4 種類のファサードデザインのどれ

にも存在し、特に和風型とモダン型が多い。地元店舗の

ファサードデザインに同化しながら増殖するという、都

市のテーマパーク化の特徴である、模倣性を具体的に把

握することができた。 
以上のことから、特に観光地における景観まちづくりで

は、建物の単なる表層の意匠ではなく、外部資本店舗の増

加やファサードデザインの同化といった現象にこそ注目し、

「ローカルを排除した漂流感」や「模倣性」といった「テ

ーマパーク化」問題に踏み込む必要があるといえる。 
 
【補注】 
(1) ある場所や時間において観光客が過剰に集中することで、物理

的容量、環境的容量、社会的容量、経済的容量、環境的容量な

どが、その地域の限界を越える状況。参考文献5)参照。 
(2) 参考文献1)参照 
(3) 東京下町のローカルフード「もんじゃ焼き」を提供する店舗。

もんじゃ焼きは子どものおやつだったが、徐々に大人が食べる

ようになった。参考文献6)7)参照。 
(4) 参考文献6)7)を参照。 
(5) ヒアリング調査は、2024年10月16日〜11月19日にかけて、

月島もんじゃ振興会協同組合と各店舗に対して行った。 
(6) タワーマンション内の店舗については、もんじゃストリートに

面する１階店舗ユニットを建物数とした。また長屋タイプの建

物についても１階店舗ユニットを建物数とした。 
(7) 改装工事中の店舗を含む。 
(8) 調査は、ヒアリング調査2024 年10 月16 日〜11 月19 日に合

わせて行い、透明ガラスなどの使用率は、店舗の写真を正面か

ら撮影し、その写真上の面積で算出した。 
 
【参考文献】 
1)  Michael Sorkin（1992年）, 『Variations on a Theme Park』, 

HILL AND WANG 
2) 後藤春彦（2007年）, 『景観まちづくり論』, 学芸出版社 
3) ジョン・アーリ, 吉原直樹ら訳（2003年, 原著は1995年）, 

『場所を消費する』, 法政大学出版会 
4) フランセスク・ムニョス著, 竹中克之ら訳（2013年, 原著は

2008年）, 『俗都市化』, 昭和堂 
5) 阿部大輔（2020年）,『ポスト・オーバーツーリズム』,学芸出

版社 
6) 志村秀明（2013年）, 『月島再発見学』,アニカ 
7) 志村秀明（2018年）, 『東京湾岸地域づくり学』, 鹿島出版会 

【図-10】ファサードデザイン分類毎の地元店舗と外部資本店舗の割合 

【図-11】ファサードデザイン分類毎の店舗の開店年 

- 359 -
※ 都市計画報告集は、査読プロセスの無い論文報告集です。 



*学生会員・芝浦工業大学大学院理工学研究科建築学専攻 修士課程(Shibaura Institute of Technology)

**正会員・芝浦工業大学建築学部 教授・博士(Prof. Depart. of Architecture, Shibaura Institute of Technology, Dr. Eng.)

地域住民向け運河クルーズの促進に関する研究 

－豊洲運河クルーズを事例として－ 

Study on promotion of canal cruises for local residents 

: Case study on Toyosu canal cruise 

梅津沙世*・志村秀明** 

Sayo UMEZU *･Hideaki SHIMURA** 

The purpose of this paper is to clarify insight into the promotion of canal cruises for locals by identifying the 

achievements of canal cruises, the preparation in advance, work on the day, and the methods of ticket sales and public 

relations that are being improved. As a result, in a population growth area such as Toyosu, canal cruises for locals can 

be promoted by; 1) having the host organization aim to form the local community, 2) getting trust of the community by 

building a track record, 3) using efficient and continuable methods through IT, and 4) adding value.  

Keywords: Canal cruise, Local residents, Canal renaissance, Using water area, Local community, IT 

運河クルーズ、地域住民、運河ルネサンス、水域活用、地域コミュニティ、IT 化 

1. はじめに 

1-1. 研究の背景と目的 

運河、河川、水辺の活用は、社会的な関心の高まりや、規制緩

和があってますます盛んになっている。今後、更なる水辺環境の

改善や水上バスの運行のためには、観光客向けではない、地域住

民向けの運河クルーズといったものも盛んになることが望まれ、

そのための知見が求められている。 

ところで東京都江東区豊洲では、2009年に「豊洲運河ルネサン

ス協議会」(以下：運ルネ協議会) 1)が設立されて、船着場が整備さ

れた2010年の翌年2011年から、地域住民向けの「豊洲運河クル

ーズ」(以下：運河クルーズ)がコロナ禍を除いて毎年開催されてい

る。「運河ルネサンス」とは、東京都の運河ルネサンスガイドライ

ンにもとづくものであり、運河等の水域利用とその周辺における

まちづくりが一体となって、地域の賑わいや魅力等を創出するこ

とを目的とした取り組みである 1)。運河クルーズは毎回満席とな

るほど好評であり、10年以上経過する中で、広報やチケット販売

方法、乗船誘導方法等で改善を重ねている。 

そこで本研究は、運河クルーズを対象として、その開催経緯と

実績、また事前準備や当日作業、改善を重ねているチケット販売

方法、広報の方法、更に乗船者の評価を明らかにすることで、地

域住民向けの運河クルーズが促進されるための知見を得ること

を目的とする。 

1-2. 研究方法 

運河クルーズは、2011年から継続して開催しているが、IT化、

デジタル化が社会的に普及する中で、2023年から広報やチケット

販売方法等を改善している。そこで、2022年までの運河クルーズ

を「旧方式」、2023年以降を「新方式」と表現する。 

まず豊洲の人口推移といった概要を把握した上で、運河クルー

ズを主催している運ルネ協議会や船着場の整備といった開催経

緯について明らかにし、2011年から継続して開催している旧方式

の運河クルーズの実績や事前準備や当日作業、乗船者の評価を明

らかにする。そして新方式の運河クルーズについても、その実績

や事前準備、当日作業、乗船者の評価を明らかにする。以上の明

らかにしたことから、地域住民向けの運河クルーズが促進される

ための知見を提示する。 

2. 豊洲及び運ルネ協議会と運河クルーズ 

2-1. 豊洲の概要 

江東区の臨海部に位置する豊洲は、1932年に完成した埋立地で、

周囲を運河や東京湾に囲まれている。1980年代以前は造船所等か

らなる工業地帯であったが、1988年に地下鉄有楽町線豊洲駅が開

通し、再開発が進んでいった。その後オフィスビルやタワーマン

ション、大規模商業施設等が相次いで建設されている。 

豊洲の人口推移を図 1 に示す(1)。人口は再開発が進行していっ

た 2005年頃から急速に増加している。2000年時点で約 8千人だ

った人口は、2020年には約3.7万人と、20年間で約3万人増加し

た。 

【図-1】豊洲の人口推移 
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2-2. 運ルネ協議会 

運ルネ協議会は、豊洲周辺の水辺活用と運河活用の促進を通じ

て、地域コミュニティの形成を目的として、東京都の運河ルネサ

ンスガイドライン2)にもとづいて、2009年3月に設立された。年

会費は5,000円である。 

運ルネ協議会参加団体を表1に示す。運ルネ協議会は住民組織、

商店街振興組合、観光協会、企業、大学、小学校 PTA、保育園、

漁業組合、NPO法人、舟運事業者の 26団体(2023年5月時点)で

構成されている。会長は豊洲商友会協同組合で、会長代理は豊洲

５丁目マンション自治会、副会長は舟運事業者を含め６団体、事

務局は芝浦工業大学(以下：芝工大)が務めている。2009 年に設立

された時は 11 団体であったが、その後豊洲の再開発が進み人口

や企業等が増加していき、また運ルネ協議会の活動が活発になる

につれ、地域の関心が高まり参加団体は増加していった。これは

運ルネ協議会が水辺活用と運河活用の促進だけではなく、地域コ

ミュニティの形成を目的としていることが理由である。 

2-3. 運河クルーズの概要 

運河クルーズは表１に示す通り、運ルネ協議会の中の芝工大地

域デザイン研究室(以下：研究室)が、企画、準備、運営を行ない、

広報を他の運ルネ協議会会員が行い、また舟運事業者が航路申請

の手続きを行っている。 

運河クルーズの航路と様子を図２に示す。豊洲運河船着場また

は東電堀船着場を発着場として、航路は豊洲一周あるいは東京港

周遊等としている。地域住民の地元であり再開発で更新し続ける

豊洲と東京湾岸地域の風景を楽しめる。東京港周遊航路では、レ

インボーブリッジ近くまで巡る。豊洲一周は約9kmで所要時間は

45分間、東京港周遊は約7kmで所要時間は30分程度である。 

運河クルーズで使用している船舶は、(株)東京湾クルージング

(以下：東京湾クルージング)のオープンエア(屋根なし)のNANO1

号またはNANO2号、屋根ありのセレナード号、または東京漁業

組合・冨士見の屋根あり屋形船である。乗船定員はそれぞれ44名、

60名、40名、70名である(2)。また運河クルーズでは、毎回、研究

室の学生が風景の見どころを紹介する船上ガイドを行っている。 

2-4. 運河クルーズの経緯と実績 

運河クルーズの経緯と実績を表2に示す。 

(1)運河クルーズ開催前 

2007 年11月芝工大の学園祭にて仮設の船着場を設置して「豊

洲運河クルージング」が企画・開催された。この影響で豊洲にお

ける水域活用の機運が高まり、運ルネ協議会設立に向けて動き出

すきっかけとなった。2008 年に『「江東」水辺のまちづくりフォ

ーラム』が開催されて、水辺を活かしたまちづくりの機運が高ま

った。翌2009年3月に、運ルネ協議会が設立され、2010年3月

には、江東区が防災船着場として、浮き桟橋型の豊洲運河船着場

を整備した。豊洲運河船着場は、運ルネ協議会と芝工大、江東区

が協定を結び、日常的な管理と使用手続は芝工大が担っている。

同年 8 月には、この船着場を使用して、「豊洲水彩まつり(以下：

水彩まつり)2010」が開催された。 

以上のような経緯を経て、主に水彩まつりイベント時に運河ク

ルーズを開催することになった。 

(2)運河クルーズの開催と経緯 

運河クルーズは 2011 年から継続的に実施しており、初期のク

ルーズは豊洲運河船着場を発着場とし、豊洲を一周する航路で開

催した。また水彩まつりに加えて、やはり運ルネ協議会が主催す

る「豊洲船カフェ」(以下：船カフェ) 3)でも運河クルーズを開催し

た。多くの地域住民を中心とする乗船者を募るため、初期の料金

は中学生以上の大人が500円とし、船カフェではドリンク付きで

1,000円とすることもあった。 

【図-2】運河クルーズの様子と航路 

運河クルーズ 学生乗船ガイド 

豊洲運河船着場 東電堀船着場 

【表-1】運ルネ協議会参加団体 

No. 分類 会員団体名 会員
設立時
の会員

運河クルーズでの
運営・役割

1 豊洲地区町会自治連合会 〇

2 豊洲町会 副会長 〇 広報

3 都営豊洲1丁目アパート自治会 〇 広報

4 都営豊洲5丁目団地自治会 広報

5 豊洲5丁目マンション自治会 会長代行 〇 広報

6 アーバンドックパークシティ豊洲自治会 広報

7 豊洲商友会協同組合 会長 〇 広報

8 豊洲市場商店会

9 観光関係 深川観光協会 〇

10 豊洲2・3丁目地区まちづくり協議会 監査 〇

11 豊洲パークマネジメントJV 副会長 広報

12 みらい21

13 大学 学校法人　芝浦工業大学 事務局・副会長 〇 企画・準備・運営

14 小学校 豊洲北小学校PTA 〇 広報

15 社会福祉法人ひまわり福祉会 〇 広報

16 アスク豊洲保育園 広報

17 社会福祉法人　景行会　豊洲保育園 広報

18 漁業組合 東京漁業協同組合連合会
船舶の提供・
申請手続き

19 NPO法人江東区の水辺に親しむ会 副会長 〇 広報

20 セイラビティ東京

21 NPO法人　海塾

22 (株)東京湾クルージング 副会長
船舶の提供・
申請手続き

23 日の丸自動車興業株式会社(株)

24 観光汽船興行株式会社(株)

25 東京夢の島マリーナ

26 東京ウォータータクシー株式会社

アドバイザー：東京海洋大学、東京都港湾局、江東区都市整備部、社団法人 東京港運協会

舟運事業者

住民組織

商店会

企業

保育園

NPO法人
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毎年数回の運河クルーズを開催していたが、2020年からのコロ

ナ禍によって、2020 年と 2021 年の開催はなかった。コロナ禍を

経たことで、2023年から新方式による運河クルーズが開催されて

いる。 

2-5. 運河クルーズの旧方式と新方式 

運河クルーズのチケットの販売と広報の手段を図３に示す。旧

方式は、当日、対面のみでチケットを販売し、現金決済で、紙の

チケットを準備した。新方式はPeatix(3)を用いて完全予約制とし、

オンライン販売で、決済はクレジットカード、チケットはスマホ

画面の提示とした。また広報は新方式で研究室のX(旧Twitter)や、

豊洲エリアコミュニティSNS・PIAZZA(4)等のSNSを用いるよう

になり、ポスターやチラシ等の紙媒体を減らした。2020年からコ

ロナ禍に見舞われたことで、対面の接触時間が減ることが新方式

を採用したきっかけであった。 

 

3. 旧方式運河クルーズ 

3-1. 実績 

運河クルーズの実績を表2に示す。旧方式運河クルーズは、2011

年から2022年まで、コロナ禍を除き、水彩まつりや船カフェのイ

ベントの一つとして毎年数回、計36回開催された。一日当たりの

便数は、5回程度であった。2016年までは豊洲を一周するコース

であったが、2017年に東電堀船着場が整備されたので、同年9月

からは、東電堀船着場を発着場とする運河クルーズとなり、航路

は、東京港周遊で運航した。 

基本的に日中の開催であったが、2016年には実験的に東京港の

夜景を楽しめる「ディナークルーズ」も実施した。乗船率は、ほ

ぼ毎回100％で、旧方式だけで便数は計123便、乗船者は5,200名

を超えた。 

3-2. 事前準備と当日作業の人員 

研究室が行った事前準備と当日作業及び必要備品を図4に示す。 

(1)事前準備 

①企画や調整の他、②看板等必要物品や、③紙チケット、④チ

ケットやポスター、⑤アンケート用紙、を準備する作業等があっ

た。紙チケット等の紙媒体のものはデータの作成から印刷、裁断

等の作業があるため、多くの人員が必要であった。そのため事前

準備には約22名の人員が必要であった。 

事前準備作業は基本的に一日で行ったが、①企画や調整と④チ

【表-2】運河クルーズ実績年表 

No. 年 月 日 クルーズ発着場 航路 開催イベント 料金(円) 使用船舶 便数(便) 定員(人)乗船者数(人) 乗船率(%)

2007 11 24 芝工大に仮設の船着場設置・
豊洲運河リバークルージングの企画実施

2008 11 2 「江東」水辺のまちづくりフォーラム
2009 3 1 運ルネ協議会の設立

キャナルウォークの整備・解放
2010 3 浮き桟橋型の船着場とその周辺地域の整備

8 21 水彩まつり2010　※運河クルーズ実施無し

1 2011 8 6 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2011 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 5 44 220 100
2 11 4 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 NANO1 2 40 58 73
3 5 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 NANO1 2 40 77 96
4 6 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 NANO1 2 40 44 55
5 9 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 55 100
6 10 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 32 58
7 16 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 15 27
8 17 豊洲運河船着場 豊洲一周 秋の船カフェ 小中学生：500/高校生以上：1,000 SSⅢ世 1 55 38 69
9 2012 7 15 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2012 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 5 44 220 100
10 2013 4 19 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 3 40 83 69
11 20 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 3 40 100 83

21 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO1 3 40
12 9 21 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2013 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 5 60 300 100

2014 4 18 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 3 60
13 19 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 3 60 190 106※

14 20 豊洲運河船着場 豊洲一周 春の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 3 60 195 108
15 9 12 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2014 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 6 60 360 100
16 2015 6 5 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 3 25 64 85
17 6 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 4 25 100 100
18 7 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 4 25 100 100
19 9 12 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2015 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 6 60 360 100

2016 5 30 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25
20 31 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 49 98
21 6 1 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 45 90
22 2 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 48 96
23 3 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO3 2 25 32 64
24 豊洲運河船着場 豊洲一周・東京港周遊 初夏の船カフェ　ディナークルーズ 小学生：3,000/中学生以上：5,000 SSⅢ世 1 40 39 98
25 4 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 2 55 107 97
26 豊洲運河船着場 豊洲一周・東京港周遊 初夏の船カフェ　ディナークルーズ 小学生：3,000/中学生以上：5,000 SSⅢ世 1 40 37 97

5 豊洲運河船着場 豊洲一周 初夏の船カフェ 小学生：300/中学生以上：500 NANO2 2 55
27 9 24 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2016 小学生：300/中学生以上：800 NANO2 2 60 120 100
28 2017 7 1 豊洲運河船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 500 冨士見屋形船 4 60 253 105
29 2 豊洲運河船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 500 冨士見屋形船 4 60 285 119
30 9 30 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2017 500 NANO2 4 60 240 100
31 2018 6 24 東電掘船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 1,000 屋形船 5 70 350 100
32 10 6 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2018 500 NANO2 4 44 176 100
33 2019 6 23 東電掘船着場 豊洲一周 夏の船カフェ 1,000 屋形船 5 70 351 100
34 9 28 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2019 1,000 NANO1 4 44 176 100

2020

2021

35 2022 6 4 東電掘船着場 東京港周遊 夏の船カフェ 1,000 NANO1 5 40 200 100
36 10 2 東電掘船着場 東京港周遊 水彩まつり2022 1,000　※事前予約のみ実施 NANO1 4 40 160 100

123 5,279
37 2023 2 26 豊洲運河船着場 豊洲一周 豊洲運河クルーズ単独開催 1,000 セレナード 1 40 47 118※

38 7 8 豊洲運河船着場 豊洲一周 水彩まつり2023夏 1,500 NANO2 6 40 240 100
39 12 3 豊洲運河船着場 豊洲一周 豊洲運河クルーズ単独開催 通常：1,500/サンセット：2,500 セレナード 6 40 253 105

13 540

136 5,819

コロナ禍

雨天欠航

雨天欠航

雨天欠航

雨天欠航

旧方式運河クルーズ合計

新方式運河クルーズ合計

運河クルーズ全体合計

※乗船者数には、ひざに乗せた子どもの人数も含めるため100％を超える

旧方式

新方式

旧方式

運河クルーズ

開催前

転換期

【図-3】チケットの販売と広報の手段 

予約 なし（当日先着順） 完全予約制（Peatix）

販売 当日（当日先着順）、対面 予約時事前販売（Peatix）、オンライン

決済 現金 クレジットカード（Peatix）

チケット 紙 スマホ画面

Webサイト（とよすと） △ 2015年から Webサイト（とよすと） 〇

Webサイト（芝工大） 〇 Webサイト（芝工大） 〇

ポスター 〇 ポスター ×

チラシ 〇 チラシ △
Webサイト、
SNSのみ掲載

芝工大内広報 〇 芝工大内広報 〇

SNS（X、PIAZZA） △ 2015年から SNS（X、PIAZZA） 〇

新方式（2023～）旧方式(2011〜2022)

広
報
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ラシやポスターの作成は、計５日間ほどの作業を行った。 

(2)当日作業 

まずチケット販売のためのテント、テーブルイス、さらに列を

整理するためのカラーコーン等を設置する必要があり、①会場設

営に約 12 名と多くの人員が必要であった。次に②チケット販売

の作業があり、当日現金のみの販売で、紙チケットを使用したた

め、約3名の人員が必要であった。また③SNSでのチケット販売

状況の連絡に約2名、④チケット購入・乗船列の整理には、列整

備と最後尾を説明する作業等があり約 3 名の人員を必要とした。

⑤乗船時に紙チケット確認と回収を行ったため、約２名の人員を

必要とした。 

その他、⑥アンケートの配布及び回収、⑦風景の見どころを紹

介する船上ガイドや⑧安全確認等を行い、当日は約 31 名の人員

を必要とした。 

他にも、クルーズ運営会社から船長と副船長1名が安全確認を

行なった。 

(3)当日の備品 

チケットの販売を行うため、また多くの人員を必要としたため、

大型テント１張、テーブル３つ、椅子８脚ほどが必要だった。 

3-3. 乗船者の評価 

水彩まつり2022で行ったアンケート調査の結果を図5に示す。

この時は予約のみ事前に芝工大Webサイトで行い、決済は当日現

金で、またキャンセル分を現地で販売した。 

乗船者の年齢は、「30代」と「10代」が約3割と最も多かった。

親子での乗船が多かったと推測される。 

居住地域は、「豊洲」が約6割と最も多く、次いで「豊洲以外の

江東区」が多く、合わせて9割近くを占めた。地域住民向けの運

河クルーズが成立していたと言える。 

情報源は、「とよすと」や「芝工大Web サイト」等が最も多く

3割を占めた。「とよすと」は、豊洲商友会をサポートしている個

人が運営する豊洲エリアの情報ポータルサイトである。次に「偶

然通りかかった」が2割以上で2番目に多かった。 

クルーズの満足度は、「満足」と「やや満足」を合わせると100％

を占めた。高い満足度を得られたのは、学生による船上ガイドが

貢献していると推測される。 

チケットの販売方法は、「良い」が5割近くあったものの、「ど

ちらかというと悪い」も約1割あった。予約のみ事前にネットで

行ったものの、チケット購入は当日のみで行列ができたこと、購

入は乗船の 30 分以上前に済ませなければいけなかったこと、決

済方法が現金のみであったこと等が理由として考えられる。 

乗船回数は、「１回目」が8割以上であった。 

 

4．新方式運河クルーズ 

4-1. 実績 

表 2に示す通り、新方式運河クルーズは 2023年 2 月26日、7

月8日、12月3日の3回開催された。これらは、「単独での１便

のみ開催」、「水彩まつり時での大規模開催」、「単独での大規模開

催」と段階的に実験的に開催したものであった。 

(1)単独での１便のみ開催の実験 

2023年2月26日に開催した。14：00からの1便のみで、使用

船舶は冬季であったため屋根付きのセレナ―ド号(定員：40 名)と

し、航路は豊洲運河船着場を発着場とする豊洲一周コースとした。 

図3に示す通り、完全予約制で事前販売、決済はクレジットカ

ードで、チケットはスマホ画面の提示とした。広報は旧方式と同

様「とよすと」での紹介、チラシやポスターの掲示、学内広報に

加えて、新たにXやPIAZZA等のSNSを用いた。 

チケットは販売開始日に完売し、乗船率100％であった。 

(2)水彩まつり時での大規模開催の実験 

2023年7月8日に、水彩まつり夏2023のイベントの一つとし

て開催した。計6便運行し、使用船舶はNANO2であった。航路

は豊洲運河船着場を発着場とする豊洲一周であった。 

図3に示す通り、完全予約制で事前販売、決済はクレジットカ

ードで、チケットはスマホ画面の提示とした。広報は「とよすと」

と芝工大Webサイト、チラシやポスターの掲示、学内広報に加え

て、新たにXやPIAZZA等のSNSを用いた。 

チケットは販売開始日の翌日に完売し、乗船率100％であった。 

(3)単独での大規模開催の実験 

2023年12月3日に開催した。計6便運行し、使用船舶は冬季

【図-5】乗船者へのアンケート結果(水彩まつり2022) 【図-4】事前準備と当日作業及び必要備品 

人員 人員

約3名 約3名

約10名 約3名

約3名 約2名

約2名 約1名

約1名 約1名

約3名 約3名

約22名 約13名

人員 人員

約12名 約5名

約3名 約1名

約2名

約3名 約2名

約2名 約1名

約3名 約1名

約2名 約2名

約4名 約2名

約31名 約14名

内容 個数 内容 個数

1張 1張

3つ 1つ

8脚 2脚

②必要備品の作成、用意

③Peatixでチケットのフォーム
　を作成、販売、SNSにて
　販売状況の報告

④チラシの作成

新方式（2023～）旧方式(2011〜2022)

内容

①企画、調整

合計必要延べ人員

⑤Googleフォームにて
  アンケートの作成

⑥船上ガイド原稿作成

合計必要延べ人員

内容

①会場設営

④チケット購入・乗船時の列整理

⑤乗船時にPeatixの予約画面を確認

⑥アンケートQRコードの提示、
　回答確認

②チケットの確認・受付

ー

⑦船上ガイド

⑧安全確認

事
前
準
備

①企画、調整

内容

合計必要延べ人員

⑤アンケート用紙の作成

④チラシ、ポスターの作成

②必要備品の作成、用意

③紙チケットの作成

⑥船上ガイド原稿作成

④チケット購入・乗船時の列整理
当
日
作
業

合計必要延べ人員

⑥アンケートの配布、回収

⑤乗船時に紙チケット確認、回収

⑦船上ガイド

⑧安全確認

内容

①会場設営

②チケットの販売（当日のみ）

③SNSでのチケット販売状況の

　連絡

➀小型テント（1.8M×1.8M）

②テーブル

➂椅子

※2023年12月3日のデータ

必
要
備
品

➀大型テント（1.8M×3.6M）

②テーブル

➂椅子
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であったため屋根付きのセレナード号で、航路は豊洲運河船着場

を発着場とする豊洲一周であった。この時は、最終便の出発時間

を日没時に合わせて、サンセットクルーズとして運航時間を15分

長くし、料金設定も2,500円と高くした。 

図3に示す通り、完全予約制で事前販売、決済はクレジットカ

ードで、チケットはスマホ画面の提示とした。広報は「とよすと」

と芝工大Webサイトによる、チラシやポスターの掲示、学内広報

に加えて、新たにXやPIAZZA等のSNSを用いた。 

広報とチケットの売れ行き状況を図6に示す。チケットは、11

月5日にPeatixで販売を開始してすぐに売れ始め、11月6日か

ら芝工大 Webサイトでの広報を開始し、7日から「とよすと」で

の広報を開始した。この「とよすと」での広報を開始してから販

売数は急増し、2,500 円と高額の第６便(サンセットクルーズ)が

翌8日に完売、第１便と第２便もすぐに完売した。「とよすと」で

の広報は、大きな効果があったと言える。その後は PIAZZA 等の

SNSでも広報を行った。12日には豊洲北小学校のイベントでチラ

シを配布し、運ルネ協議会の会員にも広報を依頼した。これらの

広報手段で約9割を売り切っていたが、残りのチケットを売り切

るために 24 日から芝工大内と同保護者会にチラシを配布した。

結果として、開催前日の12月2日にチケットは全て完売した。 

またアンケートは従来の紙面による回答及び回収をやめ、

Googleフォームにて行った。アンケート用紙は、万が一Googleフ

ォームを使用できない人がいた場合の予備分のみ用意し、アンケ

ート結果の集計はGoogleフォームにより自動で集計できた。 

4-2. 事前準備と当日作業の人員 

研究室が行った事前準備と当日作業及び必要備品を図4に示す。

ここでは2023年12月3日に開催した運河クルーズのデータを用

いる。 

 

(1)事前準備 

基本的に、旧方式と同じ準備作業があった。②必要備品の作成、

用意での人員が3名と旧方式から大幅に減少した。また③紙チケ

ットの作成がなくなり、また④ポスターの作成がなくなったこと

で人員が削減できた。全体として必要だった人員は約13名で、旧

方式と比べて半減することができた。 

事前準備作業は基本的に一日で行ったが、①企画や調整と④チ

ラシやポスターの作成は、計３日間ほどの作業を行った。 

(2)当日作業 

まずチケット販売のため①会場設営に約5名を必要とした。列

を整理するためのカラーコーン等が不要となったため、必要な人

員は旧方式から大幅に減少した。次に②チケットの確認・受付に

約1名を必要とした。新方式では事前にチケット販売を行ったこ

とで、人員が削減できた。また、Peatixで販売状況の確認ができる

ため「現地の販売状況をSNSで都度報告」がなくなり、また④チ

ケット購入・乗船列整備はチケット購入列がなくなったため約 2

名と減少した。⑤乗船時の紙チケット回収ではなく、Peatix の予

約画面を確認することになり人員は約1名となった。⑥アンケー

ト調査の方法をGoogleフォームとしたため、アンケート配布、回

収を自動で結果を収集できるようになり、人員は約1名となった。

安全確認もクルーズ運営会社と連携することで約2名と減少した、

結果として、当日必要だった人員は約14名で、旧方式と比べて半

減することができた。 

他にも、クルーズ運営会社から船長と副船長1名が安全確認を

行なった。 

(3)当日の備品 

チケットの販売がなくなったため、テントは小型のもので間に

合い、テーブルは１つ、椅子は２脚と大幅に削減することができ

た。 

【図-6】チケットの売れ行きと広報スケジュール 
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4-3. 乗船者の評価 

12月3日の運河クルーズで行ったアンケート調査の結果を図7

に示す。旧方式では、アンケートの回収率が低く一部未回答の項

目があったが、新方式では、Googleフォームを用いることで回答

率が上がった。 

乗船者の年齢は、「30代」と「40代」が約3割と最も多く、次

いで「50代」が多く、合わせて8割以上を占めた。第6便のサン

セットクルーズの時間が比較的遅かったために子どもの乗船者

の割合が減ったが、概ね乗船者の年齢層は旧方式と比べて大きな

変化はなかったと言える。 

居住地域は、旧方式と同様に「豊洲」と「豊洲以外の江東区」

が多く、合わせて9割近くを占めた。旧方式と同様に、継続して

地域住民向けの運河クルーズが成立していたといえる。 

情報源は、豊洲エリアの情報ポータルサイトである「とよすと」

が約6割と最も多く、次に「SNS」が2番目に多かった。コロナ

禍を経たためか、「とよすと」がより有効な広報手段となっていた。 

クルーズの満足度は、ほぼ全てが「満足」と「やや満足」であ

った。円滑な運営に加え、旧方式と同様に学生による船上ガイド

が貢献していると推測される。 

 予約と乗船のスムーズさは8割以上が「とてもスムーズ」と回

答しており、旧方式と比べスムーズに感じた人の割合が増加した。

新方式よって、チケット購入や乗船手続きが円滑になったためと

推測される。 

 

5．まとめ 

本研究は、まず運河クルーズを対象として、その開催経緯と実

績、また旧方式と新方式の事前準備や当日作業、改善を重ねてい

るチケット販売方法、広報の方法、更に乗船者の評価について以

下のことを明らかにした。 

・運河クルーズを主催している運ルネ協議会は、水域活用と運河

活用の促進だけではなく、地域コミュニティの形成も目的として

いる。そこで運ルネ協議会会員が協力して、地域住民向けの運河

クルーズを継続して開催している。 

・2011年から運河クルーズを数多く開催していることで、直接運

ルネ協議会会員ではない、「とよすと」といった豊洲エリアの情報

ポータルサイトの支援を得て、順調に乗船者を集めることができ

ている。 

・チケット販売をインターネットで行う新方式に切り替えても、

順調に乗船者を集めることができている。それは旧方式から積み

重ねてきた実績による地域住民の認知度の高さや、「とよすと」と

いった豊洲エリアの情報ポータルサイトの支援を得ているから

である。 

・新方式の運河クルーズは、オンライン決済や事前予約等、旧方

式から変更点が多くあったが、乗船者の戸惑いは少なく、満足度

も高かった。また乗船者の年齢層も、大きな変化はなかった。今

後も新方式での開催でも問題ないと判断できるが、大規模な開催

の場合は、チラシの配布といった対面での広報活動も多少必要と

言える。 

・新方式は、事前準備や当日作業、当日の備品を減らすことがで

き、より無理のない効率的で継続可能な方法と言える。 

以上のことから、豊洲のような人口増加地区であれば、①主催

団体が、水辺活用と運河活用の促進だけではなく、地域コミュニ

ティの形成も目的とすること、②実績を積み重ねることで、地域

住民の運河クルーズへの認知度を上げ、かつ地域の情報ポータル

サイト等の協力を得られるような信頼関係を築くこと、③IT 化、

デジタル化を進めて、無理のない効率的で継続可能な方法を用い

ること、④学生のクルーズガイドといった付加価値をつけること、

で地域自住民向けの運河クルーズが促進できると言える。豊洲の

ような人口増加地区は特殊な事例という意見があるかもしれな

いが、大都市を中心として水辺エリアでは人口が増加している地

区が多い。また学生の協力がなくても、市民や舟運事業者によっ

て付加価値をつけることもできる。地域毎に創意工夫に満ちた取

り組みが必要であることは言うまでもない。 

 

補注 

(1) 人口データは、国勢調査の結果にもとづいている。 

(2) 2020年に規定が変更となり、NANO1号、NANO2号とも定員

は40名となった。 

(3) Peatix とはインターネット上でチケット購入と決済を行うシ

ステムである。  

(4) 研究室のXはhttps://x.com/sim_lab_sit、 

PIAZZAはhttps://www.lp.piazza-life.com/business/piazzaである。 
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1．はじめに

1-1. 研究の背景 
 気候変動による影響は世界各地で顕在化しており、都市

における気候変動緩和・適応の取組は必要不可欠なものと

なっている。また、世界的に生物多様性は悪化し続けてお

り 1) 、都市はその劣化をもたらす土地利用改変が行われる

場として、生物多様性の確保に取り組む必要があると考え

られる。他方、日本や欧米をはじめとした都市では、社会

格差の拡大と都市内の空間的格差が近年深刻化しており、

都市計画において社会的公正を検討する必要性が指摘され

ている 2) 3) 。 
 そうした中、都市計画に、気候変動対策や生物多様性保

全等の環境的取組、社会的包摂等の社会的取組を組み込も

うとしてきたのが、欧州各国の政策・計画である。特にフ

ランスでは、2000年代以降、都市計画において持続可能な

発展や連帯等の原則が掲げられ 4) 、近年さらに、「土地の人

工化ゼロ」政策等により、環境的取組が強化されている 5) 。

また、同国では、自治体の空間計画においても、パリ市の

「生物気候都市計画ローカルプラン（Plan local d’urbanisme 
bioclimatique）」（以下「PLUb」）のように、環境的・社会的

取組を取り入れたものが現れている。 
 一方、国の政策と自治体の空間計画を巡っては、その一

貫性の確保が課題とされる。この一貫性について、日本の

課題と諸外国の動向を整理した内海(2024)は、日本では都

市計画法に各計画を整合させる規定が定められていながら

も、その一貫性を審査する規定がないことを指摘し、その

解決の糸口を、一貫性を求めるフランスの都市政策に見出

している 6) 。 
 したがって、フランスを対象として、国の政策と自治体

の空間計画の関係性を分析することは、国が掲げる環境・

社会政策を自治体がどのように空間計画に落とし込み実現

できるか検討する上で、重要になると考えられる。 
1-2. 既往研究の整理と本研究の位置付け 
フランスにおける政策・計画間の関係性については、河

原田ら(2005) 7) や鈴木ら(2008) 8) 、岡井ら(2009) 9) が、「広域

一貫スキーム（Schéma de cohérence territoriale）」（以下

「SCOT」）の役割に着目して論じている他、岡井ら(2011) 10) 

や内海(2013) 4) が、「環境グルネル」による変化に着目して

論じている。さらに、先述の内海(2024) 6) は、「環境グルネ

ル」に至る都市計画法制の変遷を整理することで、都市計

画法制の一貫性の変化について論じている。これらはいず

れも、現行の都市計画体系を対象としたものであるが、近

年のフランスの環境的取組、とりわけ「土地の人工化ゼロ」

政策について扱ったものではない。また、内海(2025) 5) は、

その「土地の人工化ゼロ」政策を巡る都市計画の動向につ

いて紹介しているものの、国の政策を中心に捉えたものと

なっており、自治体の空間計画への展開に焦点を当てたも

のとは言えない。 
他方、環境的・社会的取組を取り入れた自治体の空間計

画、中でも本研究で対象とするパリ市の空間計画PLUb に

言及したものとしては、フランスにおける建築物の建て増

しを巡る歴史・課題・実現方法等について論じた

Mignery(2020) 11) や、生態学的移行の下での都市計画におけ

る環境倫理について論じた Boul(2023) 12) がある。しかし、

これらは空間計画PLUb に関して、上位政策の展開方法を

論じたものではない。 
よって、パリ市の空間計画PLUb を対象に、近年に至る

上位政策の展開の実態を論じることには、新規性があると

いえる。このうち本研究は、気候変動や生物多様性にまつ

わる環境政策の展開に着目することとする。 

空間計画における気候変動・生物多様性に関する政策の展開：パリ市のPLUbを事例として

Implementation of Climate Change and Biodiversity Policies in Spatial Planning: A Case Study of PLUb in Paris 

松田 道樹*・西村 愛**・村山 顕人***・小泉 秀樹*** 
Michiki Matsuda*, Ai Nishimura**, Akito Murayama***, Hideki Koizumi*** 

Globally, urban planning is increasingly required to address climate change, biodiversity conservation, and social inclusion. Amid this, 
the French government and the City of Paris have formulated policies and spatial planning framework that incorporate environmental 
and social initiatives. This study focuses on Paris’s new spatial plan (PLUb) and analyzes the implementation of higher-level 
environmental policies in spatial planning by combining literature review, interviews, and field surveys. Findings show that Paris has 
implemented plans and projects ahead of the French government, and that PLUb incorporates higher-level policies while taking into 
account its own characteristics and previous efforts. Furthermore, the implementation of these initiatives demonstrates an attempt to 
comprehensively address diverse goals related to climate change and biodiversity. 

Keywords: Climate Change, Biodiversity, Spatial Planning, Plan Local d’Urbanisme bioclimatique, France, Paris 
気候変動，生物多様性，空間計画，生物気候都市計画ローカルプラン（PLUb），フランス，パリ
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1-3. 研究の目的と構成、方法 
 以上を踏まえ、本研究は、パリ市が上位の政策で示され

る環境的取組をどのように自らの空間計画に展開してい

るか、明らかにすることを目的とする。そこでまず2章で

は、フランスの環境政策に関する動向を整理し、続く3章
では、パリ市の従前の取組と空間計画PLUb についてまと

める。その上で4章では、前者の政策が後者の空間計画に

どのように展開されているか、分析・考察を行う。 
 本研究は、①文献調査、②ヒアリング調査、③実地調査

の3つの手法を用いて行った。②ヒアリング調査について

は、Ville de Paris Direction de l’Urbanisme (1) 、République 
Française Ministères Aménagement du Territoire Transition 
Écologique (2) 、SPL (Société Publique Locale) Paris & Métropole 
Aménagements (3) 、Apur (L’Atelier parisien d’urbanisme) (4) に対

して行った。このうち、パリ市・Apurには、主にパリ市の

空間計画について、SPLには、市内のプロジェクト事例に

ついてそれぞれ伺った。一方、フランス政府には、主に土

地消費の抑制に関する政府の取組を伺った。また、③実地

調査は、2025年3月上旬にパリ市内にて実施した。 
 
2．フランスの環境政策 
2-1. SRU法 
 フランスでは、2000 年 12月に「都市の連帯と再生に関

する法律（Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains）」（以下「SRU法」）が制定された。このSRU法は、

「連帯の要求」「持続可能な開発と生活の質」「民主主義と

地方分権」という3つの基本原則に基づき、空間整備政策

の法的枠組みを更新することを目的としたものであり 13) 、

都市計画体系の再編、都市化された空間の高密化、社会住

宅の確保等について規定している 14) 。このうち、都市計画

体系の再編では、2層の都市計画体系が、SCOTと「都市計

画ローカルプラン（Plan local d’urbanisme）」（以下「PLU」）
からなる現行のものへと転換された上で、SCOT が上位計

画と、部門別計画を含む下位計画がSCOTと、PLUがこれ

らSCOT等とそれぞれ整合することが定められた 6) 。この

再編は、その後の都市政策に一貫性を与えた点で、フラン

スの統合的都市計画の礎を築いたとされる 5) 。 
2-2. グルネル I法・II法 
 SRU 法以降の主な環境政策としては、2009 年 8月制定

の「環境グルネル実施に関するプログラム法（Loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement）」（以下「グルネル I法」）と、2010年7月
制定の「環境のための全国的取り組みに対する法律（Loi 
portant engagement national pour l’environnement）」（以下「グ

ルネル II法」）を挙げることができる。 
 まず、グルネル I 法では、環境施策を都市計画に位置づ

けるため、都市計画法典の目標と定義を定める条文が改正

された。そこでは、同法典の目的に、温室効果ガスの排出

やエネルギー資源の削減、生物多様性の保全等が付記され

た他、公共団体が都市計画分野にて気候変動対策を行う主

体だと示された。また、同法では、「気候・エネルギー地域

プラン（Plan climat-énergie territorial）」の策定が義務化され、

都市計画法典が考慮すべき諸目標として、農地・自然地域

の減少対策や生物多様性の保全、建築物のエネルギー性能

向上のための工事の実施等が設定された 4) 15) 。この他、生

物多様性を巡っては、「緑と水のネットワーク（trame verte 
et bleue）」の創出も定められた。これは、陸上の自然・半自

然環境を「緑のネットワーク」、水域・湿地のネットワーク

を「水のネットワーク」とし、動植物種が移動できるよう、

生態的連続性の保全と回復を意図したものである 15) 16) 。 
 続くグルネルII法では、グルネルI法を具現化するため、

SCOT・PLU 等の都市計画文書の目的を規定した都市計画

法典の条文が改正され、これら文書が持続可能な開発の目

的に沿うことが明記された。その改正では新たに、温室効

果ガス排出の削減、エネルギー制御、生物多様性、生態的

連続性の保全と回復等の確保が定められた 4) 17) 。また、同

法では、SCOTの対象分野が拡大された他、PLUの策定主

体として「広域行政組織（Établissement Public de Coopération 
Intercommunale）」（以下「EPCI」）が優先されることが定め

られた 6) 。EPCIが策定するPLUは、PLUiと呼ばれる。 
2-3. ALUR法 
 環境グルネル以降の気候変動対策に関わる政策としては、

2014年3月制定の「住宅へのアクセスと新しい都市計画に

関する法（Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové）」
（以下「ALUR法」）がある。同法は、経済的弱者への住宅

供給の円滑化を主とするが 18) 、住宅のエネルギー改修につ

いても定めている 19) 。そこでは、住宅における特定のエネ

ルギー改修工事への投資を第三者が融資する制度等が設け

られ、エネルギー性能の向上が図られている 19) 20) 。 
2-4. 生物多様性・自然・景観回復法 
 他方、生物多様性を巡っては、2016年8月に「生物多様

性、自然及び景観の回復のための法律（Loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages）」（以下「生物多

様性・自然・景観回復法」）が制定された。この法律では、

自然遺産の保護及び価値向上とともに、フランスを環境及

び「緑と水のネットワーク」に優れた国とすることが目指

され、環境破壊に対する補償制度、「緑と水のネットワーク」

の原則、法文の環境保護規定の継続的な改善の原則等が確

立された。そして、その考えのもと、公共及び民間の各開

発事業における「回避・低減・補償（éviter-réduire-compenser）」
手順の強化や、地方自治体の気候エネルギー関連計画への

都市の生物多様性配慮の統合等の施策が講じられた 21) 22) 。 
2-5. 気候変動・レジリエンス法 
 以上では、SRU法にはじまる都市計画分野の環境政策の

流れを整理してきた。こうした都市における環境面の取組

を近年一層強めたのが、前述の通り、「土地の人工化ゼロ」

政策であり、この政策を掲げたのが、2021年8月制定の「気

候変動対策と気候変動に対するレジリエンスの強化に関

する法律（Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets）」（以下「気候変
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動・レジリエンス法」）である。同法は、2030年までに温室

効果ガス排出量を 1990 年比で 40％削減することを目的と

し、多様な分野を対象としている。このうち、都市計画に

関する記述で中核をなすのが、「土地の人工化ゼロ」政策に

関するものである 5) 。以下では、この政策の目標（ZAN目
標）とその実現手法についてまとめる。 
 まず、このZAN目標にある「ZAN」とは、土地の「純人

工化ゼロ（Zéro artificialisation nette）」のことである。ここで、

「土地の純人工化」とは、「土地の人工化 (5) 」から「土地の

再自然化 (6) 」を差し引いたものと定義されるため、「ZAN」
は、これをゼロにすること、すなわち人工化した分だけ、

土地を再自然化することを意味する。そのZAN目標は、2
段階に分かれ、第1段階では、都市のスプロール現象を制

御するため、「2021~2031 年の期間にわたり、前 10 年間と

比較して、自然・農業・林業地域の消費量を半減すること」、

第2段階では、都市部を含む土壌を保護するため、「2050年
に ZAN を達成すること」がそれぞれ目指されている 23) 。 
 こうした目標を実現するため、気候変動・レジリエンス

法では、既存計画への ZAN 目標の統合についても求めて

いる。この統合における計画文書間の関係性を示したのが

図 1 である。図 1 からは、国家目標であるZAN目標が、

地域圏・EPCI の計画文書を通じて、自治体等が策定する

PLU にまで反映されようとしていることが分かる。なお、

最終的なPLUへの反映期限は2028年であり、目標の統合

が全て完了した訳ではないことに留意する必要がある。 
 
3．パリ市の空間計画 
3-1. パリ市の概要 
 フランス共和国の首都パリ市は、面積約 105km2 に人口

2,133,111人（2021）を抱える、欧州の中では人口密度が高

い都市で、イル＝ド＝フランス地域圏（Région Ile-de-France）、
パリ大都市圏（Métropole du Grand Paris）の中に位置する。

そのパリ市では、未開発の土地はごくわずかであり、既存

建築物の大半が残されようとしている。ヒアリングで、市

はこうしたパリを「既に存在する都市（a city of “already 

there”）」と表現し、密度の高い開発で、特に大気汚染とヒ

ートアイランドの激しさが問題になっていると指摘した。 
 特にヒートアイランドを巡っては、近年、気候変動の影

響による熱波の頻発が課題とされ、今後さらなる増加・激

化が予想されている。そのパリ市では2006年以来、77.7ha
の緑が創出されてきたが、依然クールスポットを欠いた地

域が残る。そうした中、市は住民ひとりあたりの緑の面積

を増やすべく、公園や公共庭園の数の増加を図っている。 
3-2. パリ市のこれまでの計画 
 パリ市は、空間計画PLUb の策定以前から、気候変動や

生物多様性等の環境に関する計画を策定してきた。そこで

以下では、PLUb以前の市の環境関連の計画を整理する。 
 まず主要計画としては、「気候計画（Plan Climat）」がある。

本計画は、パリ市がフランスで初めて採択することを決定

したもので、その主なものに、2007年策定の「気候・エネ

ルギープラン」（以下「第一次気候計画」）、2018 年策定の

「気候・大気・エネルギープラン」（以下「第三次気候計画」）

がある 25) 。このうち第三次気候計画では、パリ協定の目標

をパリ市の規模に置き換え、同市をカーボンニュートラル・

再生可能エネルギー100％へ導くことが目指された他 26) 、

大気汚染・熱波・生物多様性等の改善も図られた 27) 。 
 次に、部門別計画としては、生物多様性に関して、「生物

多様性計画（Plan Biodiversité）」が策定されている。この計

画は、パリ市が2011年に初めて採択したもので、その第一

版では、「生態的連続性の強化」「持続可能な開発への生物

多様性のよりよき統合」「知識の蓄積と共有、メッセージの

発信」の3点が主要テーマとして掲げられた。その後、2018
年には、第二版にあたる「生物多様性計画2018-2024」が策

定され、「コミットした都市における生物多様性」「すべて

の人による、すべての人のための生物多様性」「あらゆる場

所に生物多様性」の3つを軸に、計30の行動が示された。

このうち、第一の軸には、都市計画規制や都市開発プロジ

ェクトにて生物多様性を考慮することなどが、第三の軸に

は、都市建設や都市管理にて生物多様性に配慮することな

どが定められた。特に後者では、人口密度の高さゆえに公

図1 ZAN目標の統合における計画文書間の関係性（参考文献24)より筆者作成） 

- 249 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, August, 2025 

共空間のみならず建築物にも自然を創出すること、「緑と水

のネットワーク」に加えて「夜間照明のネットワーク（tram 
nocturne）」・「土壌のネットワーク（tram brune）」を強化する

ことなどが、具体的な行動として盛り込まれた 28) 。 
3-3. パリ市のこれまでのプロジェクト 
 パリ市はこうした計画策定と並行して、プロジェクトも

実施してきた。以下では、実際の都市空間で環境的取組を

実践してきた先駆的事例として、公社である現SPL Paris & 
Métropole Aménagements（以下SPL）が市から委託される形

で実施してきた 3 つのプロジェクト（Clichy Batignolles, 
Saint-Vincent-de-Paul, Chapelle Charbon）を取り上げる。 
 1 つ目のClichy Batignolles は、2002 年に計画が始動した

プロジェクトで、エコカルティエであると同時に、先述の

第一次気候計画のモデル開発地区とされたものである 29) 。

ヒアリングでは、当時から環境対策が当プロジェクトの一

つの柱となっていたこと、実施にあたっては、マスターア

ーバニスト・建築家・ランドスケープアーキテクトに加え、

環境エンジニアとも協力したことが明かされた。こうした

体制の下、環境面では、人と自然の共生、住宅におけるエ

ネルギー消費の抑制、再生可能エネルギーの導入等が図ら

れたという。このうち、人と自然の共生では、人が過ごせ

る芝生と生態学的に優れた自然の双方を設けたこと、雨水

管理にも工夫を施したことなどが、エネルギー消費の抑制

では、断熱性・換気性の向上により暖房需要を大幅に削減

したことなどが紹介された。こうした取組は、市の気候計

画・生物多様性計画等を積極的に実施したものとされる 30) 。 
 次に SPL が手掛けたのが、Saint-Vincent-de-Paul である。

市がその開発方針の検討に入ったのは 2015 年頃であり、

環境面では「雨水マネジメントと生物多様性」「循環型経済」

「エネルギー」「モビリティ」の4項目で、地域のレジリエ

ンスが追求された。続いて、2018年頃にはChapelle Charbon
が始まる。ヒアリングでは、当プロジェクトが2022年の国

の「環境規定（RE2020）」を受けるとともに、その後のPLUb
の内容を予め内包しているとの認識が伝えられた。 
3-4. パリ市の空間計画PLUb 
3-4-1. 概要と位置付け 
 上記の先駆的な取組がなされてきたパリ市で、2024年に

策定されたのが、新たな空間計画PLUbである。このPLUb
は、前回2006年に策定されたPLUを改定したものだが、

末尾には新たに「b (bioclimatique)」が付加されている。その

理由を市に問うと、法律的には「PLUi」が正式名称である

ものの、「パリ市だけは inter-communeがないため、国際的

にも通用するように bioclimatique を代わりにつけた」との

回答が得られた。PLUbは、この名称が示す通り、気候変動

対策を大幅に取り入れたことを特徴としており、気候変動

と社会連帯の2点を大きな柱とする計画である。 
 次に、このPLUbの位置付けを整理する。3-1節で述べた

通り、パリ市は、イル＝ド＝フランス地域圏及びパリ大都

市圏の下にある。これらの行政機構に対応するように、「イ

ル＝ド＝フランス地域圏の基本計画（Le schéma directeur de 

la région Île-de-France）」（以下「SDRIF」）とSCOTが存在し、

PLUbはこの下にある。より具体的には、PLUbがSCOTと、

SCOTがSDRIFとそれぞれ整合することが求められる。ま

た、PLUbは、気候計画を考慮する必要もあるとされる。 
3-4-2. 構成と内容 
 PLUbは、「①説明報告書（Rapport de présentation）」、「②
空間整備・持続可能な開発プロジェクト（Projet 
d’aménagement et de développement durable）」（以下「PADD」）、
「③整備・プログラム方針（Orientations d’aménagement et de 
programmation）」（以下「OAP」）、「④規則書（Règlement）」
の4文書と「⑤付録（Annexes）」から構成される。このう

ち、説明報告書は、さらに現状診断・環境アセスメント等

の8パートに分かれる。また、OAPも、テーマ別・地区別

の2つに分けられ、前者は「生物多様性と気候変動適応」

「新規建設」「公共空間」「遺産と改築」「首都圏の繋がり」

「15分地区」「公衆衛生と環境衛生」の7文書からなる 31) 。 
 このようにPLUb の扱うテーマは幅広いが、市へのヒア

リング等を踏まえると、それらの目標は大きく「高潔でレ

ジリエントな都市」「既存建築物の改築」「包摂的で生産的

な都市」の3つにまとまる。このうち、以下では、環境面

の取組に関連する第一・第二の目標の概要を整理する。 
 第一の「高潔でレジリエントな都市」の実現に向けては、

まず、都市での自然創出が図られる。これは、3-1節で記し

たクールスポットや緑の確保に対応するものであり、「生態

的回廊の統合と強化」「土壌の浸透性の増加」「住民ひとり

あたりの緑の面積の 10m2への拡大」が主要な課題とされ

る。これと並行して、CO2排出量の削減も目指され、「気候

変動対策に資する建築物」「低炭素モビリティ」「持続可能・

効率的な都市物流」等の実現が求められている。 
 第二の「既存建築物の改築」では、遺産の保存・生態的

移行・社会的包摂の調和が目指される。そこでは、建築物

について、解体・再建よりも改修・適応が優先される他、

改修に関する規則が強化される。また、生物気候学的アプ

ローチを用いた都市プロジェクト・建築のデザインの発展、

公共空間の保全と気候変動適応の調和等が求められる。 
 
4．パリ市の空間計画における環境政策の展開 
4-1. 空間計画における環境政策の参照 
 以上では、フランス政府の政策及びパリ市の計画・プロ

ジェクトについて、主なものを整理してきた。そこからは、

フランス政府が環境グルネルを実施する以前から、パリ市

が気候計画の策定やプロジェクトに先駆的に取り組んでい

たこと、一方で市の空間計画に着目すると、前回2006年の

策定時から、上位政策が大きく増えてきたことが分かる。 
 そこで、本節では、パリ市の空間計画PLUb において、

上位にあたるフランスの環境政策がどのように参照されて

いるか分析する。具体的には、①説明報告書・②PADD・③
OAP（テーマ別）の3文書において、環境政策への言及を

調査した上で、ヒアリングで得られたパリ市の見解も考慮

して、その結果を分析することとする。 
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 調査の結果、環境面では主に、環境グルネル、生物多様

性・自然・景観回復法、気候変動・レジリエンス法への言

及がみられた。このうちまず、環境グルネルについては、

グルネル I 法の光害に関する規定が紹介されている他、グ

ルネル II法に関して、PLUが環境アセスメントの対象とな

る立法上の経緯の中に同法が存在すること、PLUの一般的

なガイドラインが同法の目的に基づいていることが述べら

れている。また、生物多様性・自然・景観回復法について

は、同法が都市計画文書における生物多様性とその機能に

関する条項を強化した旨が記されている。 
 次に、気候変動・レジリエンス法および ZAN 目標につ

いても分析する。このうち、前者に関しては、PLUが同法

の目的に基づいていることが記されている他、土壌の人工

化に関する文脈での言及が複数ある。中でも説明報告書に

は、「同法に支えられる土壌人工化に対する闘いの精神など

に応ずるため、PADD が生物多様性と気候変動適応の観点

から都市の土壌の改善を目的としたガイドラインを定義す

る」旨が記されている。また、「PLUの改正により、同法等

の最近の立法動向の統合が保証される」ともあり、PLUbが
2006 年以降に策定された上位の法律の方針を取り込んで

いることが示唆される。続いて後者の ZAN 目標を分析す

ると、同目標の解説の他、「PADDの目標が気候変動・レジ

リエンス法に基づいたもので、2050 年までにZAN を達成

することを目指している」との記述も確認できる。しかし、

説明報告書には同時に、PLUだけではZAN目標を完全に

達成することはできない旨も記されている。この ZAN 目
標について、市へのヒアリングでは、「非土壌化が進んだパ

リ市に ZAN はほぼ関係ないが、それを考慮せずに都市計

画を策定することは不可能であり、気候変動対策を考えて

自然回帰の方針をとっている」という旨の認識が示された。 
 以上からは、計画策定にあたり、市が上位政策の流れと

ともに、自らの特性についても考慮していることがわかる。 
4-2. 空間計画における環境的取組の方針 
 続いて、OAP（テーマ別）を対象に、空間計画における

環境的取組の方針について整理・分析する。 
 整理の結果、PLUb が非建蔽地と建築物の双方を対象と

し、それぞれに対して多角的に目指すべき空間像を示して

いることが分かった。このうちまず、非建蔽地については、

土壌・舗装、緑・水に関する方針の他、農業等の人々の活

動に関連する方針が確認できる。土壌・舗装に関しては、

透水性の確保が、緑に関しては、緑の保全・創出および緑

のネットワークの維持・強化が、その方針の主な目的にな

っているとみられ、これらはそれぞれ、国の「土地の人工

化ゼロ」政策、「緑のネットワーク」の考え方に通ずるもの

といえる。他方、土壌の連続性や夜間照明に関する方針は、

市の生物多様性計画を踏まえたものと考えられる。 
 次に、建築物に着目すると、計画に関する全体的な方針、

環境や設備等に関するより具体的な方針の双方がみられ、

内容面では、エネルギー消費量の削減の他、緑の保全、野

生生物の保護等を目的としたものが確認できる。このうち、

エネルギー消費の削減は、上位政策に示されてきた一方、

パリ市の従前の取組でも大きく扱われてきたものであり、

本空間計画における方針内容の詳細さには、その取組が影

響している可能性がある。また、建築物における緑の創出

や野生生物の保護は、市の生物多様性計画で示された「建

築物への自然の創出」を実現するものであり、その目標の

背景には、人口密度の高さというパリ市特有の課題が存在

した。この他、既存建築物への方針の多さや、コンテクス

トを尊重する方針内容からは、パリ市がその歴史と環境的

取組を融合させようとしていることが読み取れる。 
 
 
 
 
 
 
 
4-3. 空間計画における環境政策の展開の実態 
 以上より、パリ市の空間計画PLUb は、上位政策が示す

環境的取組の考え方を取り入れつつも、自らの特性やこれ

までの取組を踏まえたものになっていることが分かった。

そして、その取組の展開にあたっては、国の上位政策や市

の計画に示される、気候変動や生物多様性に関わる多様な

目標に総合的に取り組もうとしていることが読み取れた。 
 
5．まとめ 
 2章では、フランス政府が 2000 年のSRU 法以降、複数

の法律を通じて、環境政策を展開してきたこと、3章では、

パリ市が政府の取組に先駆けて、環境面での計画やプロジ

ェクトに取り組んできたことが、それぞれ分かった。そし

て4章では、市の空間計画PLUbが、上位政策の示す環境

的取組を取り入れつつ、自らの特性や従前の取組を踏まえ

たものになっていること、また多様な目標に総合的に取り

組もうとしていることが明らかになった。 
 以上の分析からは、上位政策に示される環境的取組を自

治体が空間計画に展開する際、上位政策が定める目標と一

貫性を持たせながらも、自治体毎の現状や課題を考慮する

こと、また多角的な目標に総合的に取り組むことが大切で

あると示唆される。今後は、空間計画に示される方針をよ

り詳細に分析するとともに、実空間においてこれらの方針

をいかに調和させて気候変動・生物多様性等の環境面の諸

課題に取り組んでいるか、明らかにすることが求められる。 
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図2 方針の図解例（参考文献31)より引用） 
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【補注】  
(1) 2025年3月5日（現地）実施。 
(2) 2025年3月5日（現地）実施。 
(3) 2025年3月6日（現地）実施。 
(4) 2025年3月7日（現地）実施。 
(5) 「土地の人工化（artificialisation）」とは、「占有または使用によ

る、土地の生態学的機能、特に、生物学的、水質学的、気候学

的機能、及び農業的潜在力の全てまたは一部の持続的な改変」

を意味する 5) 。 
(6) 「土地の再自然化（renaturation des sols）」とは、「人工化した土

地を非人工化した土地に変える効果を持つ、土地の機能を回

復または向上させる行為または操作」を意味する 5) 。 
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1．はじめに 

1.1研究の背景と目的 

近年、地方都市における中心市街地の衰退や車社会から

の脱却などを背景に、公共空間活用の動きが活発になって

いる。国土交通省 1)は、「居心地が良く歩きたくなるまちな

か」の形成を提言し、「都市再生特別措置法等の一部を改正

する法律」2)により、市町村がまちなかにおける交流・滞在

空間の創出に向けた官民の取組をまちづくり計画に位置付

けることを可能にした。また、歩行者利便増進道路制度 3)

など公共空間の占用基準を緩和する制度や、まちなかウォ

ーカブル推進事業 3)など公共空間の整備・利活用への支援

を行う事業を制定し、自治体による公共空間活用を推進す

るための基盤づくりを進めている。これらの国土交通省の

取り組みにより、公共空間を活用したイベントや社会実験

などの公共空間活用の事例が全国各地で増加している。そ

れらの事例の多くは公共空間上にイスやテーブルなどを設

置し、人が滞留する空間の創出を行っているほか、その場

所を利用したイベントなどを行うことでより人が集まる取

り組みを行っている。 

公共空間を活用し、都市に人が滞留することの価値につ

いて、国土交通省による調査 4)では、公共空間活用事例を

持つ自治体の多くが来訪者数や来訪時の滞在時間の増加な

どが認められており、まちの賑わいや活性化などまちに対

する効果は明らかになりつつある。しかし、まちなかに滞

留空間を創出する意義として、滞在者の愛着や居心地の良

さを伴った公共空間を創出することを目的とした「プレイ

スメイキング」5)や、家でも職場でもない第3の居場所「サ

ードプレイス」としての機能が求められており、その場所

に滞在する人に対する居心地の良さなどの価値も重要であ

る。このことから、活用主体はまちの賑わい創出や活性化

だけでなく、そこに滞在する人にとっての滞留空間の価値

について明らかにし、それに向けた空間の創出やイベント

設計などを行う必要がある。 

公共空間における滞留に関する研究として、中島ら

(2023)6)は車道占用による空間活用実験により、「食べる」

「寝そべる」などの行動が誘発されたと述べており、遠藤

ら(2023)7)は道路空間への滞留スポット設置により滞在者

数が増加し、滞在時間も長くなることを明らかにしている。

これらの研究では滞留空間における量的評価は行われて

いるが、滞在者の属性や特徴には着目しておらず、滞在者

目線での空間の評価については明らかにされていない。 

また滞留空間設置による滞在者への効果に関する研究

として、有原ら(2022)8)は開発したストリートファニチャー

により創出された滞留空間が、滞在者にとって明るく開放

的かつその場所らしさを感じる滞留を促す装置として機

能することを述べており、阿久井ら(2021)9)は滞留空間のデ

ザインや形態の特性が、店舗へのアクセシビリティの向上

やコミュニケーションの多様性の創出などの効果をもた

らすことを明らかにしている。これらでは滞留空間の空間

的デザインによる滞在者への心理的効果は評価されてい

るものの、活用主体による空間の創出のプロセスや創出後

の管理やイベント設計など活用主体の取り組みに関連づ

けた滞留実態や評価は行われていない。 

そこで本研究では、滞留空間が整備された公共空間にお

ける滞在者と滞在行動の実態を把握し、滞在者による空間

の評価、利用を促進する仕掛けの効果検証を目的とする。

具体的には、公共空間活用による滞留空間整備と参加型

WS について、滞留行動の実態と滞在者アンケート調査の

両面から評価することで、公共空間活用を目的とした滞留

空間の創出・運営に対して提言することを目指す。 

1.2 研究の構成と調査手法 

 本研究の構成および調査手法は以下のとおりである。 

2 章では対象地および対象空間の概要の説明を行う。調査

手法として、つくば市が発出した資料等の調査及び活用主

体であるつくばまちなかデザイン株式会社へのヒアリング

調査を実施した。3 章では滞留の実態把握を行うため、滞

留空間における滞在者の行動観察調査を行った。4 章では

滞在者による滞留空間の評価を明らかにするため、滞留空

滞留空間及び参加型WSによる市民の公共空間利用に関する研究 
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間利用者に対し利用者アンケート調査を行った。5 章では

利用を促進する仕掛けの評価を行うことを目的に、利用促

進の仕掛けの一つとして滞留空間を利用した参加型 WS を

開催し、参加者に対するアンケート調査を行った。 

 

2. 対象地・対象空間の概要 

2.1 対象地の概要 

茨城県つくば市つくばセンター地区は、つくば市の都心

地区として開発された地区で、豊富な公共空間が集積して

おり、回遊性のある都市構造を持つ。一方で、大規模商業

施設の撤退による商業機能の低下や、公務員宿舎の削減に

伴う住宅地開発による住環境の変化など、取り巻く環境の

大きな転換期を迎えている。 

そこでつくば市は「つくば中心市街地まちづくり戦略」

(2020)10)を発表し、中心市街地に賑わいをもたらすための優

先的事業として地域と連携したパブリックスペースの活用

を挙げた。その後、独自の広場の管理運営システム「つく

ばペデカフェプロジェクト」(2018-)11)、市民の憩いの場の創

出「ソトカフェ」(2020)12)など、公共空間を活用した様々な

取り組みを行っているほか、2020年には公共空間活用の担

い手としてエリアマネジメント団体「つくばまちなかデザ

イン株式会社」13)を設立し、広場活用のための一括窓口業

務やまちなかの居場所づくりを目的とした実証実験の実施

などを行っている。 

2.2 対象空間の概要 

つくばセンター地区の中心に位置するつくばセンター広

場では、イベント開催による賑わいづくりが多く行われて

いたものの、市民の居心地の良い場所や愛着の持てる常設

の場を作れていないことが課題として挙げられていた。そ

こで 2024 年 9 月より、まちなかをより市民の居場所とす

ることを目的に、つくばまちなかデザイン株式会社による

プレイスメイキング実証実験が行われている。写真を図-1、

2に、配置を図-3,4に示す。筑波山頂の岩をモチーフにした

オブジェは、つくばセンター地区の新たなシンボルとなる

ことを目的に設置された。ウッドデッキゾーンでは、大人

数で利用できるテーブル席や子供向けの背の低いテーブル、

クッション付きのイスなど多様なデザインのイス・テーブ

ルを設置し、人がたまる要素について検証が行われた。本

研究では、この「憩いのスペース」の設置を仕掛けの１つ

として取り扱い、滞留空間であるウッドデッキゾーンを主

表-1 行動観察調査の概要 

調査日時 2024 年10 月24 日(木)、25 日(金)、26 日(土) 

11 月12 日(火)、14 日(木)、16 日(金)、17 日(土) 

12 月12 日(木)、13 日(金)、14 日(土) 

各日10:00~19:00 

調査対象 憩いのスペースウッドデッキゾーン及び周辺のイス・

テーブル席に3 分以上滞在した人 

調査方法 調査員による現地での行動の記録 

調査内容 ・滞在者の属性（年齢/性別/人数/誰と滞在したか） 

※分析時に滞在者属性の集合から団体属性を作成 

・滞在時の様子(行動/滞在時間/利用場所) 

 

表-2 利用者アンケート調査 

調査日時 2024 年10 月25 日(金)、11 月12 日(火)、17 日(土) 

12 月13 日(金)、14 日(土) 

各日10:00~19:00 ※行動観察調査と並行して実施 

調査対象 憩いのスペースウッドデッキゾーンの利用者 

調査方法 (1)調査員による現地での紙面への記入を依頼 

(2)滞留空間に設置されたQR コードから回答 

調査内容 ・参加者の属性（年齢/居住地/つくば市居住年数） 

・普段のつくばセンター地区の来訪（頻度/目的） 

・普段のつくばセンター広場の利用（頻度/目的） 

・普段の屋外空間での過ごし方（滞在時間/目的/居心

地の良さを感じる特徴） 

・憩いのスペース利用について（知ったきっかけ/利用

回数/誰と利用したか/利用目的/満足度） 

 

表-3 WS 参加者アンケート調査の概要 

調査日時 (1)2024 年10 月6 日(日) 12:00~16:00 

(2)2024 年12 月8 日(日) 12:00~16:00 

調査対象 つくばセンター広場横憩いのスペースウッドデッキゾ

ーンにおいて開催されたWS「ランタンづくりワークシ

ョップ」の参加者（保護者代表1 名） 

調査方法 WS 参加時間内で紙面に回答 

調査内容 ・参加者の属性（年齢/居住地/つくば市居住年数/子供

の年齢） 

・普段のつくばセンター地区の来訪（頻度/目的） 

・普段のつくばセンター広場の利用（頻度/目的） 

・ワークショップ参加について（参加経緯/満足度） 

・滞留空間への関心（認知度/参加後の関心） 

・ランタンアートイベントへの関心（認知度/参加後の

関心） 

 

  

図-1 憩いのスペース（左：ウッドデッキ 右：オブジェ） 

 

 

図-2 ウッドデッキゾーンに設置されたイス・テーブル 

 

A B C D

E F（左）/G（右） A（12月以降） B（11月以降）
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な調査対象地とする。 

3. 滞留の実態把握 

本章では、憩いのスペースウッドデッキゾーン及び

周辺のテーブル席において3分以上滞在した人を対象

に行動観察調査を行い、つくばセンター広場の滞留の

実態を明らかにする。この調査は2024年10月から12

月にかけて計10日間行い、合計574団体、1325人の

記録を得た。 

3.1 滞在者の属性と行動 

滞在者の団体属性の割合を図-5、団体属性別の滞在

時の行動の割合を表-5に示す。滞在者の団体属性では

親子が3割を占めているものの、幅広い年代や団体属

性が滞在している。また、属性別の行動を見ると、全

体として飲食が多いものの、1 人ではスマホや休憩、

友人との滞在では会話など、属性により行動に特徴が

ある。 

3.2 調査日別での滞在の違い 

調査日別での滞在者の属性の割合を図-6、調査日別

での滞在者の行動の割合を表-6に示す。子どもの作品

が広場周辺に展示されるイベントの開催日であった

12月14日には親子での滞在が多く、また広場で飲食

等のイベントが開催されている休日（10月26日）は

平日（10月25日）よりも複数人での滞在が多くなっ

ている。また滞留場所の付近で飲食店が出店された10

月26日、11月17日は特に飲食が多くみられている。

これらのことから、滞留空間の周囲でのイベントや活

動は滞在者の属性やその行動に大きく影響を受ける

ことがわかる。 

 

図-3 憩いのスペース位置図 

 

 

図-4 ウッドデッキゾーン配置図 

表-4 滞在時の行動（調査日別） 

日程 天気 イベント有無 記録数(団体) 記録数（人） 

10 月24 日（木） 曇り時々晴れ 無 46 81 

10 月25 日（金） 雨のち曇り 無 36 55 

10 月26 日（土） 曇り 有 121 318 

11 月12 日（火） 快晴 無 36 68 

11 月14 日（木） 快晴 無 39 60 

11 月16 日（土） 晴れ 有 73 178 

11 月17 日（日） 晴れ 有 145 350 

12 月12 日（木） 晴れ/強風 無 6 9 

12 月13 日（金） 曇り 無 20 44 

12 月14 日（土） 快晴 有 53 162 

合計 574 1325 

 

  
図-5 滞在者の団体属性 

 

表-5 滞在時の行動（団体属性別） 

団体属性 休憩 飲食 読書 会話 仕事 遊ぶ 

中高生1 人  

n=6 

1 4 0 0 0 0 

16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

大人1 人  

n=133 

32 52 8 0 19 0 

24.1% 39.1% 6.0% 0.0% 14.3% 0.0% 

シニア1 人  

n=29 

18 10 2 0 0 0 

62.1% 34.5% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

大人夫婦  

n=59 

19 43 3 8 1 0 

32.2% 72.9% 5.1% 13.6% 1.7% 0.0% 

シニア夫婦  

n=26 

14 13 1 6 0 0 

53.8% 50.0% 3.8% 23.1% 0.0% 0.0% 

小学生以下友人  

n=6 

1 1 1 4 1 2 

16.7% 16.7% 16.7% 66.7% 16.7% 33.3% 

中高生友人  

n=29 

3 12 1 25 0 0 

10.3% 41.4% 3.4% 86.2% 0.0% 0.0% 

大人友人  

n=76 

9 54 3 34 2 0 

11.8% 71.1% 3.9% 44.7% 2.6% 0.0% 

シニア友人  

n=12 

2 8 0 6 0 0 

16.7% 66.7% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

親子（幼稚園児以下） 

n=131 

54 74 4 19 0 26 

41.2% 56.5% 3.1% 14.5% 0.0% 19.8% 

親子（幼稚園児以上） 

n=49 

19 27 0 11 1 6 

38.8% 55.1% 0.0% 22.4% 2.0% 12.2% 

 

4, 1%
6, 1%

133, 23%

29, 5%

59, 10%

26, 5%6, 1%29, 5%

76, 

13%
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180, 31%

14, 3%

小学生以下1人

中高生1人

大人1人

シニア1人

大人夫婦

シニア夫婦

小学生以下友人

中高生友人

大人友人

シニア友人

親子

その他
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3.3 憩いのスペースの役割 

滞留空間全体のうち、新しく設置された憩いのスペース

における滞留の様子に着目する。利用場所別での滞在者の

団体属性の割合を図-7、利用場所別での滞在時の行動の割

合を図-8に示す。ウッドデッキ利用者は周囲のテーブル席

利用者と比較して、親子や友人同士などの複数人での利用

が多くみられた。また、周囲のテーブルでは食事・休憩が

多くみられ行動に偏りがあるのに対し、ウッドデッキでは

会話や子供が遊ぶなど多様な行動がみられ、滞在時の行動

にばらつきがあることがわかった。特に子供の利用につい

ては、背の低いテーブルが利用しやすい点やドーム型テン

トの設置により子供の興味を引くデザインであったことな

どが要因として考えられる。 

4. 滞在者による滞留空間の評価 

本章では、憩いのスペースウッドデッキゾーン利用者に

対してアンケート調査を行い、新しい滞留空間に対する滞

在者の評価を明らかにする。アンケートの手法として①対

面で依頼し紙面で回答する方法、②滞留空間に貼ってある

QR を自由に読み取り回答する方法の 2 通りで行い、それ

ぞれ67回答、44回答を得た。 

4.1 利用者の特徴 

ウッドデッキ利用者の居住地の割合を図-9、普段のつく

ばセンター地区への来訪頻度の割合を図-10、つくばセンタ

ー広場の利用目的を図-11に示す。6割以上がつくば市民で

あり、週に1度はセンター広場を訪れる人が多い。このこ

とから、普段からセンター地区をよく訪れる周辺住民が多

く利用している傾向にあることがわかる。また、センター

広場でのイベントへの参加やベンチの利用を目的に訪れる

人が多く、日常的にセンター広場を使用していることがう

かがえる。 

4.2 滞留空間への評価 

ウッドデッキ利用者による滞留空間の評価を明らかにす

る。滞留空間における居心地の良さを感じる要素について

図-12に示す。重視するものとして多く回答を得たのは、日

よけ・風よけや背もたれなどハード的要素によりつくられ

る快適性と、きれいに保たれているなどの清潔さであった。

これに対し、憩いのスペースに対する評価を自由記述で問

うと、「大人数でも座れて食事がとれた」「風よけにより冬

でも暖かかった」など利用行動・気候環境などに適した快

適性については評価する意見が多いものの、「お酒の缶が落

ちていて残念」などごみの放置に関する意見が多くあり、

清潔さの維持において課題が残った。 

図-6 滞在者の団体属性（調査日別） 

表-6 滞在時の行動（調査日別） 

休憩  飲食  読書  会話  仕事  遊ぶ  

10 月24 日 (木) 

n=81 

10 23 3 8 7 5 

21.7% 50.0% 6.5% 17.4% 15.2% 10.9% 

10 月25 日 (金) 

n=55 

5 16 1 4 3 4 

14.3% 45.7% 2.9% 11.4% 8.6% 11.4% 

10 月26 日 (土) 

n=318 

32 85 3 13 3 5 

26.4% 70.2% 2.5% 10.7% 2.5% 4.1% 

11 月12 日 (火) 

n=68 

6 21 1 6 4 2 

16.7% 58.3% 2.8% 16.7% 11.1% 5.6% 

11 月14 日 (木) 

n=60 

3 20 2 7 3 1 

7.7% 51.3% 5.1% 17.9% 7.7% 2.6% 

11 月16 日 (土) 

n=178 

36 27 4 31 0 7 

49.3% 37.0% 5.5% 42.5% 0.0% 9.6% 

11 月17 日 (日) 

n=350 

44 92 3 18 3 4 

30.3% 63.4% 2.1% 12.4% 2.1% 2.8% 

12 月12 日 (木) 

n=9 

1 1 2 2 0 0 

16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 

12 月13 日 (金) 

n=44 

8 6 3 7 1 1 

40.0% 30.0% 15.0% 35.0% 5.0% 5.0% 

12 月14 日 (土) 

n=162 

34 18 1 21 0 6 

64.2% 34.0% 1.9% 39.6% 0.0% 11.3% 

全体 

n=1325 

179 309 23 117 24 35 

31.2% 53.8% 4.0% 20.4% 4.2% 6.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10月25日 (金)  n=35

10月26日 (土)  n=121

12月14日 (土)  n=53

小学生以下1人 中高生1人 大人1人

シニア1人 大人夫婦 シニア夫婦

小学生以下友人 中高生友人 大人友人

シニア友人 親子（幼稚園児以下） 親子（幼稚園児以上）

その他

図-7 滞在者の団体属性（利用場所別） 

図-8 滞在時の行動（利用場所別） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ウッドデッキ n=259

テーブル n=315

小学生以下1人 中高生1人
大人1人 シニア1人
大人夫婦 シニア夫婦
小学生以下友人 中高生友人
大人友人 シニア友人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

一時的な休憩

食事や飲食

スマホを触る

読書

会話

仕事や課題をする

子どもが遊ぶ

写真を撮る

その他

テーブル n=315 ウッドデッキ n=259
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5. 利用を促進する仕掛けの評価 

本章では、滞留空間の利用を促進するもう一つの仕掛け

として参加型WSを開催し、参加者を対象としたアンケー

ト調査を行うことでWSの評価を行う。 

5.1 参加型WS「ランタンづくりワークショップ」の概要 

滞留空間「憩いのスペース」ウッドデッキゾーンを会場

とし、小学生以下の親子を対象にクラフト体験を行う「ラ

ンタンづくりワークショップ」を行った。参加費無料・予

約なしで参加可能とすることで、イベントや地域の活動に

関心を持たない人でも気軽に参加しやすいよう設計された。

またWS内で作成するランタン「光のランタン」は憩いの

スペースに一定期間飾られるほか、つくばセンター地区で

近隣の小中学生及び市民ボランティアと協力し毎年開催さ

れるイベント「ランタンアート」でも飾られるため、空間

やイベントへの関心を高め滞留空間の利用を促進すること

が期待された。WSは 10月と 12月の2 回開催され、合計

73組の親子が参加し、同数のアンケート回答を得た。 

5.2 WS参加者の特徴 

参加者の居住地の割合を図-14、普段のセンター地区への

来訪頻度の割合を図-15 に示す。参加者のほとんどがつく

ば市民であり、週に1日以上来訪する人が半数以上である

ことから、普段からセンター地区をよく訪れる人が多いこ

とがわかる。これは滞留空間利用者へのアンケートと同じ

結果となっている。 

ワークショップに参加したきっかけの割合を図-16、普段

のセンター広場の利用について図-17 に示す。イベントな

どの情報を発信する SNS の投稿を閲覧して参加した人の

割合が高くなっており、参加者の多くが普段からイベント

等の情報に注目していることがわかる。またイベントへの

参加したことのある人がほとんどであることからも、WS

参加者の多くが広場でのイベントに関心が高い傾向にある

ことがわかる。 

5.3 WS参加による関心の変化 

WS 参加による滞留空間および他イベントへの関心の変

表-7 利用者アンケート調査回収結果 

依頼方法 調査実施日時 天気 回答数 

対面 10 月25 日（金）  雨のち曇り 12 

11 月12 日（火）  快晴 11 

11 月17 日（日）  晴れ 23 

12 月13 日（金）  曇り 3 

12 月14 日（土）  快晴 18 

合計 67 

QR 10 月1 日（火）～12 月14 日（土）  44 

 
図-9 滞留空間利用者の居住地 

 

 
図-10 滞留空間利用者の普段のつくばセンター広場への来訪 

 

 

図-11 滞留空間利用者のつくばセンター広場利用目的 

 

 

図-12 滞留空間利用者の居心地の良さを感じる要素 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対面 n=67

QR n=44

つくば駅周辺 つくば駅周辺以外の市内

茨城県内他市町村 茨城県外都道府県

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対面 n=67

QR n=44

毎日 週4~6日 週1~3日 月1~3日

月に1日未満 初めて来た 無回答

0% 20% 40% 60% 80%

イベントにお客さんとして参加し

た

イベントに主催・出店・出演で参

加した

水辺や広場の中で遊んだ

ベンチで休憩した、くつろいだ

ベンチやテーブルで食事をした

清掃イベントや地域活動に参加し

た

その他

QR n=44 対面 n=67

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

快適な座席あり（背もたれ付き、

クッション付きなど）

日よけ・風よけあり

快適な温度調整あり（夏はミスト・

冬は暖房器具など）

静かな環境

照明

十分なプライバシー

清潔さ

その他

QR n=44 対面 n=67

表-8 ランタンづくりWS の概要 

日時 (1)2024 年10 月6 日㈰ 12:00~16:00 

(2)2024 年12 月8 日㈰ 12:00~16:00 

場所 つくばセンター広場横憩いのスペースウッドデッキゾ

ーンにおいて開催されたWS「ランタンづくりワーク

ショップ」の参加者（保護者代表1 名） 

対象 小学生以下の子どもとその親 

内容 「光のランタン」の親子でのクラフト体験 

参加者には代表1 名にアンケート記入を依頼 

参加組数 (1)38 組 (2)35 組 合計74 組 

  

図-13 ランタンづくりワークショップの様子 
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化について着目する。 

憩いのスペースの認知度を図-18、WS参加後の憩いのス

ペースへの関心を図-19に示す。WS参加前から存在を知っ

ていた人は多いものの、利用したことがない人が半数を占

めている。WS に参加したことで利用してみたいと回答し

た人は50％以上おり、またずっと設置していてほしいと回

答した人も40％以上と多い結果となった。滞留空間を利用

したWSへの参加により滞留空間の利用体験となったこと、

またWSで作成したランタンが飾られることによる場所へ

のかかわりを作ったことが要因として挙げられる。 

参加者のイベント「ランタンアート」の認知度を図-20、

ワークショップ参加後のランタンアートへの関心の度合い

を図-21に示す。イベントについても滞留空間と同様に、ワ

ークショップ内で作成したランタンがイベントで設置され

ることが大きく影響し、イベント参加意向が向上したと回

答した人が多い結果となった。しかし一方で、WS 参加前

からランタンアートについてよく知っている、過去に参加

経験があると回答した人が多い。前述したように、WS 参

 

図-18 WS 参加者の憩いのスペース認知度 

 

 

図-19 WS 参加後の憩いのスペースへの関心 

 

 

図-20 WS 参加者のランタンアート認知度 

 

図-21 WS 参加後のランタンアートへの関心 

 

0, 0%

7, 23%

15, 50%

8, 27%

チラシに載っている内容

をよく知っていた

憩いのスペースがあるこ

とは知っており利用した

ことがある

憩いのスペースがあるこ

とは知っているが利用し

たことはない

憩いのスペースがあるこ

とを知らなかった

19

39

19

11

32

0% 20% 40% 60%

もっと知りたくなった

テーブルや椅子を利用しようと思っ

た

オブジェに登ったり、写真や動画を

撮りたいと思った

家族や友人に教えたくなった

ずっと設置していてほしいと思った

※数字は回答数を表す

5, 16%

9, 30%

8, 27%

8, 27%

チラシに載っている内容をよく

知っていた

ランタンアートがあることは

知っており見に行ったことがあ

る

ランタンアートがあることは

知っているが見たことはない

ランタンアートがあることを知

らなかった

9

49

12

0% 20% 40% 60% 80%

もっと知りたくなった

期間中にランタンを見に来よう

と思った

家族や友人に教えたくなった

※数字は回答数を表す

 

図-14  WS 参加者の居住地 

 

 

図-15  WS 参加者の普段のセンター地区への来訪 

 

 

図-16  WS に参加したきっかけ 

 

 

図-17 WS 参加者の普段のセンター広場の利用 

 

つくば駅周辺, 

37, 51%

つくば駅周

辺以外の市

内, 29, 40%

茨城県内他市町

村, 6, 8%
茨城県外都道府

県, 1, 1%

毎日, 12, 17%

週4~6日, 5, 

7%

週1~3日, 24, 33%

月1~3日, 19, 

26%

月に1日未満, 

12, 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SNS「ドまんなかつくば」の投稿

チラシの掲示

家族や友人から聞いて

今日開催している様子を見て

0% 20% 40% 60% 80% 100%

イベントにお客さんとして参加し

た

水辺や広場の中で遊んだ

ベンチで休憩した、くつろいだ

ベンチやテーブルで食事をした

清掃イベントや地域活動に参加し

た
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加者の多くは日常的に広場を訪れ、イベントにも積極的に

参加している。WS 企画時に期待された、イベントや地域

の活動に関心の低い人へのアプローチとはならず、むしろ

関心の高い人へのアプローチとなっていた。 

 

6. 結論 

本研究では、滞留空間が整備された公共空間における滞

在者と滞在行動の実態を把握し、滞在者による空間の評価、

利用を促進する仕掛けの効果検証を目的に調査を行った。

その結果、以下のことが結論として挙げられる。 

(1) 滞在者と滞在行動の実態について、都市機能が集積し

様々な活動が行われるつくばセンター広場では、親子を中

心に多様な属性の人が滞在しており、滞在者の多くは普段

からセンター広場をよく利用している。また滞在時の行動

は周囲でのイベントや活動から大きな影響を受けている。 

(2) 滞在者による空間の評価について、新しい滞留空間「憩

いのスペース」は広場来訪者に多い親子連れやイベント時

の複数人の交流の場として機能しており、利用行動・気候

環境などに適した快適性については高く評価されたものの、

ごみの放置への対応など清潔さの維持において課題が残っ

た。 

(3) 利用を促進する仕掛けの効果について、滞留空間を利

用した親子の参加型WS「ランタンづくりワークショップ」

を行った。イベントや地域の活動に関心を持たない人への

アプローチとなることが期待されたが、参加者の多くが普

段からつくばセンター広場を利用し、イベントにも積極的

に参加しており、普段から関心の高い人へのアプローチと

なった。 

以上のことから、滞留空間の設置はその場所の来訪者数

を増加させることが目的ではなく、その場所に普段から来

訪する人のための空間であり、来訪時の活動の幅を広げる

場所として価値を持つといえる。そのため、滞留空間の評

価を行う際は、来訪者や滞在者数の増加などの量的評価だ

けではなく、いかに滞在時の行動を多様化させたのか、滞

在者にとって心地よい空間となっているのかなどの質的評

価がより必要であるといえる。 

また、より居心地のよい場所の創出として重要であるの

が清潔さの維持と周囲の活動との連携である。これに対し、

滞留空間の設置を行う主体は、第一として設置場所周辺の

施設環境や気象環境、周囲で行われる活動をよく理解する

ことが必要である。そしてそれらに柔軟に対応できるよう

滞留空間のデザインを行い、周囲と連携した管理設計によ

り清潔で心地よい空間を保つことが重要である。 
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* 正会員・UR 都市機構（Urban Renaissance Agency）

**正会員・立命館大学 理工学部（University of RITSUMEIKAN）

1．はじめに 

1-1．研究の背景と目的 

日本の諸都市では、モータリゼーションの進展や少子高

齢化及び人口減少により、中心部の衰退と郊外化が進行す

るという状態が顕在化してきた。そういった背景から、立

地適正化計画（以下、「立適計画」とする。）の策定により、

これまでの規制による都市の拡散防止から、人口と都市機

能を居住誘導区域や都市機能誘導区域へ誘導することで、

コンパクトシティ形成が目指されている。立適計画の策定

主体は市町村であり、地域の実情を反映したきめ細やかな

計画の策定が可能になっている。同時に、都市計画運用指

針では、複数の市町村で広域都市計画区域が構成されてい

る場合や、広域生活圏・経済圏が形成されている場合等に

は、当該複数の市町村が共同・連携して立適計画を作成し、

公共サービスや公共交通の充実のために連携することを推

奨している 1)。しかし、実態としては、積極的な基礎自治

体間の広域連携は行われておらず、特に立適計画において

誘導区域設定や公共施設のマネジメントに関する連携の難

しさがある 2)。国土交通省は、広域的な都市の状況の把握

の手段の不足や複数市町村間での調整の必要性から広域連

携の困難性を指摘しており、国や都道府県の役割の明確化

が必要であるとしている 3)。広域連携を主体的に行う行政

機関が旗振り役となり、都市の独自性を尊重しつつ、都市

間の連携を推進することで、地域全体での人口や都市機能

の集約の最適化を図ることが重要であり、立適計画の策定

に際して目指すべきコンパクトシティ像を共有しながら検

討を行うことが求められる。 

また、総務省は、立適計画の創設以前より、定住自立圏

構想にて、地方都市圏域において都市機能を集約的に整備

するとともに、必要な生活機能を確保することで地方の人

口減少の抑制を目指してきた 4)。さらに、連携中枢都市圏

構想は、コンパクト化とネットワーク化により、高次都市

機能の集積・強化を実現し、住民の生活を支えることを目

的としている 5)。以上のように、広域連携の取り組みは様々

な分野で進められており、立適計画と定住自立圏構想及び

連携中枢都市圏構想は「コンパクト＋ネットワーク」の基

本理念や都市機能の集約といった考えが共通している。 

立適計画に関する広域的な連携や調整に着目した研究と

して主に以下が挙げられる。広域的な立地適正化の方針に

着目し、その内容の多様性や立適計画を補完する役割につ

いて整理したもの 6)、生活コストや利便性、災害危険性を

考慮して誘導区域外の居住のニーズもあるということを明

らかにしたうえで、広域的な観点から居住誘導施策の検討

の必要性を指摘したもの 7)、さらに、県の作成する任意の

広域マスタープランに則して誘導区域を設定している事例

から、都道府県の役割の重要性を指摘したもの 8)がある。

また、定住自立圏構想及び連携中枢都市圏構想に着目して

コンパクトシティ形成との関連性を分析した研究もある。

定住自立圏構想と、コンパクトシティや公共施設の再編に

係る計画との連動は限定的であり、具体の事業との連動は

見られないことから、定住自立圏構想制度での都市構造の

誘導は難しいと指摘しているもの 9)、立適計画の中で定住

自立圏構想及び連携中枢都市圏構想への言及や都市機能の

連携や分担の記述の内容をまとめて、広域連携の意思表示

は限定的であるとともに、都市機能を連携することへの抵

抗感があることも指摘したもの 10)、連携中都市圏構想の範

囲を対象に広域立適計画の策定範囲を考察し、計画単位が

広くなるほど、計画策定時の調整が困難になると予想した

もの 11)がある。 

以上のように広域連携の重要性は指摘されているものの、

同一都市計画区域における立地適正化計画の都市機能の広域連携に関する研究 

―旭川市、鷹栖町、東神楽町を対象として― 

A Study on Regional Cooperation of Urban Facilities for Location Normalization Plans in the same Urban Planning Area 

-Case Study on Asahikawa City, Takasu Town and Higashikagura Town-

吉田隼斗*・岡井有佳** 

Hayato Yoshida*, Yuka Okai** 

In the Asahikawa region of Hokkaido, Asahikawa City, Takasu Town, and Higashikagura Town have formulated 
their Location Normalization Plans for compact city formation. This study investigates the contents of the Location 
Normalization Plans of the above three municipalities and actual situation of regional cooperation. Takasu town and 
Higashikagura town share public facilities in Asahikawa city and intend to prevent the over-provision of public facilities 
and achieve sustainable urban management. Towns face significant disadvantages, such as the financial burden when 
the towns develop facilities independently. Regional cooperation and facility sharing are solutions to these concerns. 
Maintaining bus routes is also important for ensuring residents' access to these facilities. 

Keywords: Location Normalization Plan, Urban Planning Area, Regional Cooperation, Guided Facility, 

Public Transportation, Residencial Self-sustaining Area 

立地適正化計画, 都市計画区域, 広域連携, 誘導施設, 公共交通, 定住自立圏 
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その実現には課題があることが指摘されている。さらにそ

の事例の少なさから、立適計画における広域連携の運用実

態を整理した研究は不足している。そこで、本研究では旭

川圏都市計画区域に属する旭川市、鷹栖町、東神楽町の 1

市2町に着目する。これらの自治体は、立適計画にて広域

連携を明示し、公共施設活用や公共交通といった具体の取

り組みが一自治体にて完結することなく広域連携を前提と

して進められている。1 市 2町の広域連携の背景と実態を

整理し、立適計画における広域連携の実態を明らかにする

とともに、立適計画と定住自立圏構想の関係性を把握する

ことを目的とし、コンパクトシティ形成に向けた都市機能

の広域連携の在り方に示唆を与えることとする。 

 

1-2．研究の方法と詳細調査対象都市の選定 

本研究では、広域的な連携の必要性があり、連携の実現

性も高いと考えられる単位として、都市計画区域に着目す

る。都市計画現況調査より、2023年（令和5年）3月31日

時点で立適計画を策定している都市から、同一都市計画区

域内にて、立適計画を策定している都市が2つ以上ある72

都市計画区域（211都市）を選定した。非線引き都市計画区

域を除外して、線引きの62都市計画区域（184都市）を対

象として、立適計画の策定状況の整理を行うこととし、そ

の結果は次章にて記述する。整理の結果、16都市計画区域

（38都市）では、都市計画区域に属する全自治体が立適計

画を策定していることが把握できた。その中から、立適計

画にて周辺自治体と連携を図る旨の記載の有無を確認した

ところ、旭川圏都市計画区域に属する旭川市、鷹栖町、東

神楽町の1市2町が抽出された（図－1）。 

なお、広域連携の有無に関しては、周辺自治体名や広域

連携及び調整に関する用語で立適計画の全文検索を行い、

広域連携に関する具体的な取り組みが掲載されているもの

を抽出した。同一都市計画区域内に属する周辺自治体名を

立適計画に記載しているものは散見されたが、誘導区域の

設定基準等に関して連携・調整を行っている旨の記載のあ

るものは皆無であった。旭川市、鷹栖町、東神楽町におい

ては、立適計画に広域連携に関する記述があり、旭川市の

施設を2町が活用する旨や、誘導施策として2町と旭川市

とを結ぶバス路線の維持が明記されている。 

図－1 詳細調査対象都市の選定フロー 

(1)立適策定都市2023年度末時点 401都市計画区域 539都市 

       ↓         

(2)都計区域内に立適策定都市が2つ以上 72都市計画区域  211都市 

       ↓         

(3)線引き都市計画区域 62都市計画区域  184都市 

       ↓         

(4)都市計画区域内の全自治体が立適を策定 16都市計画区域   38都市 

       ↓         

(5)詳細調査対象都市 旭川圏都市計画区域（旭川市、鷹栖町、東神楽町） 

 

2．62都市計画区域における立適計画の策定状況 

コンパクトシティ形成においては、単一自治体だけでな

く、周辺自治体と足並みを揃えることが重要であり、本章

では都市計画区域等の範囲での立適計画策定の実態を把握

する。また、都市計画区域と定住自立圏及び連携中枢都市

圏の関係性を整理する。 

62都市計画区域（184都市）を対象として、同一都市計

画区域内に属する都市の立適計画の策定状況を把握する。

都市圏の人口規模が大きいほど、同一都市計画区域に属す

る都市数が大きくなる傾向にあるため、都市圏の規模の属

性から「①三大都市圏に属する都市計画区域」、「②政令指

定都市を含む都市計画区域」、「③中核市を含む都市計画区

域」、以上に属さない「④小規模な都市計画区域」の4つに

分類する（表－1）。同一都市計画区域に属する都市数の平

均は、①三大都市圏では 7.5、②政令指定都市は 6.3、③中

核市は4.4、④小規模は3.3となっている（表－1）。 

都市計画区域に属する全自治体が立適計画を策定してい

るものは16区域と対象の4分の1程度であり、2から4と

いう少数の都市で構成される都市計画区域に限定されてい

る。中播都市計画区域と東駿河湾広域都市計画区域の4都

市が最大の都市数であり、16区域における平均都市数は2.4

である（表－1）。 

表－1 62都市計画区域を構成する都市数と立適計画の策定状況 

分類 

(都市数の平均) 

都市計画区域名(道府県名)区域に属する都市数 

赤字は都市計画区域に属する全自治体が立適計画を策定 

① 

三大 

都市圏 

(7.5) 

京都(京都府)6，幸手(埼玉県)3，佐倉(千葉県)2，坂戸(埼玉

県)2，阪神間(兵庫県)8，四日市(三重県)4，取手(茨城県)2，

成田(千葉県)3，西三河(愛知県)8，川越(埼玉県)3，大津湖南

(滋賀県)6，綴喜(京都)2，東播(兵庫県)10，東部大阪(大阪

府)10，大和(奈良県)25，知多(愛知県)10，南丹(京都府)2，南

部大阪(大阪府)22，尾張(愛知県)9，福岡広域(福岡県)15，北

部大阪(大阪府)10，名古屋(愛知県)17，毛呂山・越生(埼玉

県)3，竜ケ崎・牛久(茨城県)3，蓮田(埼玉県)2 

②政令 

指定都市 

(6.3) 

岡山県南広域(岡山県)6，広島圏(広島県)8，札幌圏(北海道)5，

新潟(新潟県)3，仙塩広域(宮城県)11，熊本(熊本県)5 

③ 

中核市 

(4.4) 

旭川圏(北海道)3，宇都宮(栃木県)7，宮崎広域(宮崎県)2，金

沢(石川県)3，県中(福島県)3，高知広域(高知県)4，山形広域

(山形県)5，松山広域(愛媛県)5，水戸・勝田(茨城県)7，中播

(兵庫県)4，東三河(愛知県)5，徳島東部(徳島県)8，函館圏(北

海道)3，富山高岡広域(富山県)3，長崎(長崎県)4 

④ 

小規模 

(3.3) 

館林(群馬県)5，岩井・境(茨城県)3，近江八幡(滋賀県)4，弘

前広域(青森県)5，室蘭圏(北海道)3，周南(山口県)3，周南東

(山口県)2，小山栃木(栃木県)4，足利佐野(栃木県)2，長岡(新

潟県)2，田方広域(静岡県)2，土浦・阿見(茨城県)3，東駿河

湾広域(静岡)4，日立(茨城県)2，備後圏(広島県)4，苫小牧圏

(北海道)4 

出典：都市計画現況調査より筆者作成 

 

定住自立圏及び連携中枢都市圏と都市計画区域の関連性

に着目すると、定住自立圏及び連携中枢都市圏は、一般的

に都市計画区域よりも広域であり包含する都市数が多い(1)。

62都市計画区域の内、定住自立圏も構成している区域は14、

連携中枢都市圏も構成している区域は 19 ある。それぞれ

の圏域を構成する都市数の平均は定住自立圏で5.8、連携中

枢都市圏で11.9と都市計画区域を構成する平均都市数と比

較して多くなっている。なお、定住自立圏及び連携中枢都

市圏を形成する要件(2)として、三大都市圏に属する都市は

含まないこととされている。 
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3．上川中部圏域1市8町の広域連携の経緯と実態 

北海道全域を対象とした、広域的な都市のコンパクト化

に関する動きとしては、北海道が2006年（平成18年）に

「コンパクトなまちづくりに向けた基本方針」を策定した

ことが始まりである。これは、北海道全域を対象とした任

意の広域マスタープランであり、都市計画区域マスタープ

ラン（以下、「区域MP」とする。）の策定方針を定める「北

海道都市計画マスタープラン」の一部である。人口減少を

見据えたコンパクトな都市形成に向けた方針であり、当該

基本方針に基づいて2011年（平成23年）に道内の区域MP

が改正された。各自治体は、この基本方針や区域MPに沿

って都市計画マスタープランや立適計画を定めている。 

同時期に、旭川市は2009年（平成21年）に「定住自立

圏構想中心市宣言書」を作成し、周辺の8町（鷹栖町、東

神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛

町）を含んだ上川中部圏域の活性化のために、地域をけん

引する役割を果たすことを宣言した。なお、当該圏域では

これまでも行政を中心に、福祉や医療、上下水道、観光振

興等様々な分野で連携に取り組み、通勤や通学、通院、買

い物など住民の日常生活のあらゆる面で結びつきが強固な

地域であった。その後、旭川市は8町と各々協定を結び連

携する項目の選定を行い、連携項目や費用負担等に関して

取りまとめた「上川中部定住自立圏共生ビジョン」を2011

年（平成23年）に策定した。その後、定住自立圏構想は連

携中枢都市圏に移行し、旭川市は 2021 年（令和 3 年）に

「連携中枢都市宣言書」、2022 年（令和 4 年）に「旭川大

雪圏域連携中枢都市圏ビジョン」を策定した。広域マスタ

ープランや区域MPと異なり、旭川市が中心となり計画策

定や連携項目の選定等が行われており、より自治体の特徴

を踏まえ、当該圏域内の生活の実態に即した取り組みが行

われている。 

以上のように、上位計画や都市計画分野以外での連携の

実態を踏まえて、旭川圏都市計画区域に属する旭川市、鷹

栖町、東神楽町の1市2町は同時期に立適計画を策定し、

コンパクトシティ形成を、足並みを揃えながら推進してい

る（表－2）。 

 

上川中部定住自立圏共生ビジョンでは、生活機能を強化

するために、医療、福祉、教育、産業振興等の分野での連

携が明記されている。特に、後述する病院、高等学校に関

する連携に関して着目すると、医療に関しては、旭川市内

に立地する5つの二次救急医療施設が二次診療を輪番制で

実施するにあたり、全自治体が応分の費用を負担している。

教育に関しては、生涯学習機会の拡充を図るため、旭川市

内の高等教育機関との連携による生涯学習講座の開設等の

学習機会の提供を行っており、全自治体が応分の費用負担

を行っている。なお、費用負担の割合は、人口規模の割合

に基づいている。当該ビジョンでは、公共施設を連携対象

としているため商業施設に関しては記述されていない。 

各都市の人口規模に着目すると、旭川市は 30 万人超で

あるのに対して、その他の都市は全て1万人前後や数千人

程度である。また、8 町の旭川市への通勤通学率に着目す

ると、鷹栖町が50.0%、東神楽町が44.4%、東川町が43.0%

であり、協定を結ぶ都市の要件(2)が 10%であることを踏ま

えると非常に高い（図－2）。このように人口規模を見ると

旭川市が突出しており、通勤通学率からも8町の住民が旭

川市に依存しながら生活圏を構成していることが分かる。 

 

4．旭川圏1市2町のコンパクトシティ形成に向けた動き 

4-1．立適計画の概要 

旭川市では、旭川駅を中心とした多様な都市機能の集積

する区域を都市機能誘導区域としており、加えて、法定の

都市機能誘導区域ではないものの生活利便施設や公共交通

が集積し、生活の拠点となる区域を「地域核拠点（一般市

街地型）」、周辺農村部の生活の中心となる区域を「地域核

拠点（郊外型）」としている。居住誘導区域は各拠点の中心

から約 800m 以内または、拠点区域界から約 300m の範囲

と、公共交通網の徒歩圏が設定されている。 

鷹栖町は、2010年頃から人口が減少傾向となり、中心部

で高齢化及び空き家の顕在化が始まり、将来的にもその懸

念が増進することが問題視されていた。もともと総人口の

約8割が市街化区域に集中するコンパクトな都市構造であ

表－2 広域連携とコンパクトシティ形成に向けた動き 

策定年月 計画等 対象 作成主体 

2006年(H18年)12月 コンパクトなまちづくり 

に向けた基本方針 

北海道 

全域 

北海道 

2009年(H21年)12月 定住自立圏構想 

中心市宣言書 

1市8町 旭川市 

2011年(H23年)3月 上川中部 

定住自立圏共生ビジョン 

1市8町 旭川市 

2017年(H29年)11月 鷹栖町立地適正化計画 鷹栖町 鷹栖町 

2018年(H30年)3月 旭川市立地適正化計画※ 旭川市 旭川市 

2018年(H30年)3月 東神楽町町立地適正化計画 東神楽町 東神楽町 

2021年(R3年)10月 連携中枢都市宣言書 1市8町 旭川市 

2022年(R4年)3月 旭川大雪圏域 

連携中枢都市圏ビジョン 

1市8町 旭川市 

2024年(R6年)5月 ※ 改正 旭川市 旭川市 

出典：筆者作成 

図－2 1市8町の人口と8町の旭川市への通勤通学率 

出典：平成27年国勢調査より筆者作成 
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る。鷹栖市街地と北野市街地の2つの中心部は半径約800m

の範囲に収まっており、準工業地域や公園を除き全てが居

住誘導区域となっている。さらに鷹栖市街地では役場とバ

ス停から約 300m 以内を、北野市街地ではバス停から約

300m以内を都市機能誘導区域に設定している。 

東神楽町は、2016年（平成28年）3月に策定した「東神

楽町公共施設等総合管理計画」において、老朽化した施設

の改修や更新に大きな課題であることが指摘されており、

都市機能を集約化し、施設の規模や維持管理費用を縮減し

たいと考え、立適計画の策定に着手した。市街化区域の範

囲はコンパクトであり、役場や複合商業施設を中心に都市

機能誘導区域が設定されている（表－3）。 

表－3 1市2町の立適計画の概要  
都市機能誘導区域設定根拠 居住誘導区域設定根拠 数値 

旭 

川 

市 

旭川市中心市街地活性化基本

計画の対象区域を網羅した範

囲 

・中心市街地及び地域核拠点 

・拠点の中心から約800m以

内又は拠点区域界から約

300m以内の範囲 

・基幹的な公共交通網等沿道

の約300m以内の範囲、鉄道

駅から約500m以内の範囲 

❶ 386 

❷ 3,190 

❸ 7,518 

❹42.4% 

鷹 

栖 

町 

【鷹栖市街地】 

役場から約300mの範囲、及び

路線バスの発着点となる交通

広場から約300mの範囲 

【北野市街地】 

幹線道路が交わる箇所のバス

停から約300mの範囲に、地区

住民センター、子育て支援施設

を含めた範囲 

【鷹栖市街地】 

役場から800mの範囲(準工業

地域を除く) 

【北野市街地】 

幹線道路が交わる箇所のバ

ス停から800mの範囲(高規格

道路が立地する箇所、及び大

規模公園用地は除く) 

❶  39 

❷ 125 

❸ 162 

❹76.9% 

東 

神 

楽 

町 

【中央市街地】 

役場から400mの範囲 

【ひじり野市街地】 

複合型商業施設の立地する区

域 

【中央市街地】 

中心部から800m圏内 

【ひじり野市街地】 

商業系用途地域と住居系用

途地域 

❶  24 

❷ 215 

❸ 256 

❹84.0% 

❶都市機能誘導区域面積 (ha)  ❷居住誘導区域面積 (ha) 

❸市街化区域面積(工業専用地域を除く) (ha) 

❹居住誘導区域面積／市街化区域面積(工業専用地域を除く) (%) 

出典：1市2町の立適計画及び都市計画現況調査より筆者作成 

 

1 市 2 町及び北海道は、主に旭川圏広域都市計画協議会

を通して、適宜立適計画の内容等について情報共有を行い、

後述の誘導施設の設定や旭川市の施設の活用に関しても意

見交換を行ってきた。広域都市計画協議会とは、北海道内

の複数の自治体を含む8つの都市計画区域において、都市

計画に関する連絡や調整等を行い計画の円滑な推進を図る

ことを目的として北海道が設立したものである。旭川圏広

域都市計画協議会は、1967 年（昭和 42 年）に設立され、

北海道から区域 MP 等の上位計画の方針を共有したり、1

市2町での都市計画に関する相談や情報共有を行ったりす

る場として機能している。 

 

4-2．立適計画における広域連携の記述 

旭川圏都市計画区域に属する1市2町の立適計画の中で

は、広域的な連携が明記されており、各自治体の役割や 2

町においては旭川市との関係性が示されている。旭川市の

立適計画では、北北海道の拠点としての役割を果たすため

に、広域連携を積極的に推進することで産業等のけん引役

を務めることが明記されている。特に同一都市計画区域に

属する鷹栖町、東神楽町との結びつきは強固であり、通勤

通学や日常生活圏をともにする一帯の都市とみなし、都市

機能や公共交通網の機能分担を図り、相互に補完しあいな

がら持続可能な都市運営に向けて広域連携を強化していく

こととしている。2 町の住民の日常生活に必要な施設の維

持を行っていくとともに、通勤通学のための利便性の高い

公共交通ネットワークの形成を目指している。 

鷹栖町は、医療や商業施設といった旭川市の都市機能を

利用する住民が多く、町内全体で旭川市を含めた日常生活

圏を形成している。大規模病院と複合商業施設は旭川市の

施設を活用することとしている。東神楽町は、定住自立圏

構想を踏まえて様々な分野で広域連携を図っている状況を

記述したうえで、病院と高等学校については、旭川市の施

設を活用することとしている。また、2 町ともに旭川市と

町内の市街地を結ぶ公共交通の維持を目指している（表－

4）。 

表－4 2町の立適計画における広域連携に関する記述  
鷹栖町 東神楽町 

Ⅰ ・旭川市が有する充実した医療、商

業施設の利用を前提に、旭川圏広域

都市計画協議会での連携を密に図り

ながら公共交通の維持に向けて取り

組むとともに、町として整備すべき

都市機能は役割分担を明確にして設

定し、広域的な地域活性化と効率的

な施設配置を進める。 

・旭川市、鷹栖町とともに旭川

圏都市計画区域を形成してお

り、旭川市など周辺市町で「上

川中部定住自立圏共生ビジョ

ン」に基づく医療・教育などの

分野において広域連携を図って

いる。 

Ⅱ ・旭川市は、大規模病院や複合商業

施設等充実した都市機能を有してい

る。鷹栖町から十分な日常生活圏内

であり、今後も旭川市の都市機能を

活用した施設整備が必要である。 

・病院、複合商業施設については、

引き続き旭川市との広域的な施設配

置により、その機能を活用してい

く。 

・旭川市は、2次・3次救急医療

機関となっている病院、高等学

校・大学など教育機関など多く

の都市機能施設を有している。

町内に誘導すべき施設と旭川市

との連携による施設を分別し、

効率的な施設誘導を図る。 

・病院、高等学校については、

広域連携により旭川市の施設活

用を図る。 

Ⅲ ・鷹栖市街地と北野市街地、及び町

と旭川市を結ぶ路線バスは、町民に

とって重要な交通手段であり、現路

線の維持、確保に向けた取り組みを

進める。 

・旭川市への路線バスは、都市

機能施設の広域連携を図る上で

欠かせない公共交通手段であ

る。現在の路線維持に加え、更

なる利便性と合理性の向上に努

める。 

Ⅰ：広域連携全般に関する記述 

Ⅱ：旭川市の施設活用に関する記述 

Ⅲ：町内と旭川市を結ぶ公共交通に関する記述 

出典：鷹栖町と東神楽町の立適計画より筆者作成 

 

4-3．誘導施設の設定 

旭川市の都市機能誘導区域における誘導施設は、市役所、

中核的な病院(3)、延床面積が 10,000㎡以上の大型複合商業

施設、多くの集客交流が見込まれる展示会や会議などを行

うことを主要な用途とするコンベンション施設・大規模ホ

ール施設、多世代交流型複合施設(4)である。これらは、市内

だけではなく、広域的な利用が求められる高次都市機能で
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あり、特に多くの人が集まりやすく、恒常的な賑わい創出

が期待されている。また、居住誘導区域内においては、日

常生活に必要な都市機能の維持を図っていくこととしてお

り、集合住宅や日常生活に必要な商業施設、病院や診療所

といった医療施設及び介護福祉、教育施設等が、誘導が望

ましい施設として設定されている。 

鷹栖町は行政施設、医療施設、福祉施設、子育て施設、

商業施設、金融機関、文化交流施設が誘導施設として設定

されている。鷹栖市街地と北野市街地の誘導区域に、現在

立地している誘導施設を今後も維持していく方針としてい

る。鷹栖町内において、鷹栖市街地に診療所があるものの、

北野市街地には医療施設が存在しない。鷹栖町内に病院は

立地していないが、新たに町内に誘導は行わずに、旭川市

の病院を活用することとしている。また、スーパーは北野

市街地にのみ立地しており、町内に複合商業施設の立地は

ない。これについても民間企業に働きかけをする等の誘導

は行わずに、旭川市内の施設を活用することとしている。 

東神楽町は、行政施設、医療施設、福祉施設、商業施設、

金融施設、文化・スポーツ施設、学校教育施設を誘導施設

に設定している。東神楽町でも、現時点で町内に立地する

誘導施設の維持に重きが置かれている。ただし、中央市街

地へサービス業用店舗(5)を、ひじり野市街地へ入所・通所介

護施設、複合商業施設、銀行等の金融機関をそれぞれ積極

的に誘導していく方針としている。医療施設については、

東神楽町内において、誘導区域外に精神科病院が立地して

おり、誘導区域である中央市街地にのみ診療所が立地して

いる。誘導区域内に病院は立地しておらず、特に中核的な

病院については旭川市の施設を活用することとしている。

また、町内に高等学校は立地しておらず、旭川市の施設を

用いることとしている（表－5）。 

2 町とも、町内及び旭川市内の施設の立地状況を踏まえ

て誘導施設が決められており、施設の新設よりも、現存す

る施設の維持に重点が置かれている。これまでも2町の住

民は現在町内に立地していない施設に関しては旭川市の施

設を利用しており、新たに施設の誘導を要望する声も少な

く、立適計画に旭川市の誘導施設を活用する旨を記載して

も大きな反発はなかった。町単独で施設を整備したときの

財政負担等のデメリットが大きいと考えており、過度な施

設整備を抑制することで自治体の負担軽減と効率的な施設

活用を推進している(6)。 

また、旭川市の施設活用を立適計画に明記することが実

現した要因として、これまで様々な分野で広域連携が行わ

れてきたことが挙げられる。鷹栖町では、2014年（平成26

年）4 月に消防・救急が旭川市と統合され、旭川市消防本

部が鷹栖町、上川町を管轄するようになった。これにより、

旭川市の病院を鷹栖町の誘導施設として活用することに関

してスムーズに決定した。さらに、鷹栖町、東神楽町とも

に、定住自立圏構想にて、医療施設をはじめとした各種都

市機能施設の運用等について、各市町の役割が定められ、

応分の費用負担を行っていることが、立適計画にて旭川市

の誘導施設活用を明記することに繋がったとしている(6)。 

一方で旭川市としては立適計画策定時に定住自立圏を踏

まえた検討は行っていない。旭川市は鷹栖町と東神楽町の

立適計画に対して意見する立場ではないため、旭川圏広域

協議会等を通じて2町の立適計画の記述が旭川市の立適計

画等と齟齬がないかを相互に確認している(6)。 

 1 

表－5 鷹栖町と東神楽町の施設立地と誘導施設の設定及び旭川市の施設活用 

施設分類 対象施設 

鷹栖町 東神楽町 

旭川市の

施設活用 

鷹栖市街地 北野市街地 旭川市の

施設活用 

中央市街地 ひじり野市街地 

ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ 

行政施設 役場  〇 誘 － 外  〇 維 － 外 

医療施設 
診療所  〇 誘 － 外  〇 維 － 外 

病院 ※ ◎ － 外 － 外 ◎ － 外 － 外 

福祉施設 
総合福祉窓口  〇 外 － 外      

入所・通所介護施設  〇 誘 － 誘  〇 維 － 誘 

子育て施設 
子育て支援センター  〇 誘 〇 誘      

保育園等  〇 誘 〇 誘      

商業施設 

スーパー  － 誘 〇 誘  〇 維 〇 維 

複合商業施設 ◎ － 外 － 外  － 外 〇 誘 

サービス業用店舗       〇 誘 － 外 

金融機関 
郵便局  〇 外 〇 外  〇 維 － 外 

銀行・農協等  〇 外 〇 外  〇 維 － 誘 

文化交流施設 

地区住民センター  〇 誘 〇 誘      

コミュニティサロン  － 誘 〇 誘      

文化・スポーツ施設       〇 維  外 

学校教育施設 高等学校      ◎ － 外 － 外 

ⅰ：現状の施設立地の有無 

（〇：有、－：無） 

 

ⅱ：誘導施設への設定と方針 誘（誘導）：対象施設について現状の施設数以上の誘導を推進 

維（維持）：対象施設について将来にわたって現状の施設数が維持できるよう誘導を推進 

外（対象外）：誘導を行わない 

※鷹栖町では、医療法第1条の5第1項に定める20人以上の患者が入院可能な病院については旭川市の施設を活用することとしており、東神楽町で

は、二次救急医療機関に定められる中核的な病院については旭川市の施設を活用することとしている。 

出典：鷹栖町及び東神楽町の立適計画より筆者作成 
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4-4．公共交通施策 

1 市 2 町の立適計画における公共交通に関する取り組み

や施策に着目すると、旭川市では、徒歩や公共交通で安心

快適に暮らせる都市を目指して、居住誘導区域における公

共交通の人口カバー率の維持を目標としている。旭川都市

圏における主なバス運行会社は道北バス株式会社と旭川電

気軌道であり、それぞれの会社が地区の棲み分けをしなが

ら経路設定や運行を行っている。鷹栖町、東神楽町は、立

適計画の目標値として旭川市へのバス路線の維持・充実を

明記しており、旭川市に立地する施設へのアクセスが将来

にわたって維持されることに重きが置かれている。 

鷹栖町は、立適計画の目標として、旭川市へのバス路線

の維持を掲げている。なお、具体的に維持すべき路線やそ

の本数は明示していない。立適計画策定後は、旭川市の中

心部から鷹栖町を経由して旭川市の郊外に向かう路線が減

便したものの、鷹栖町の誘導区域内と旭川市を結ぶ便に減

便はない。鷹栖町には道北バス株式会社の路線と町営のデ

マンドバス路線があり、デマンドバスは道北バスの発着時

間に併せてダイヤを設定することで利便性を高めている。

行政としては、このような事業者との連携を強化すること

でバス路線を維持していくことが重要と考えている(6)。 

東神楽町も同様に、立適計画の目標として、誘導区域と

旭川市内を結ぶバス路線の維持を掲げている。商業施設が

立地し生活拠点となっているひじり野市街地と旭川市内を

結ぶ路線については平日 16 便、役場等の立地する中央市

街地と旭川市内を結ぶ路線については平日 23 便を維持し

ていくこととしている。東神楽町内には、旭川電気軌道の

バス路線と町営バスがある。町営バスの運行にあたっては、

旭川電気軌道と協議会を開き、路線を重複させない等の調

整を行っている。具体的な取り組みとしては、中央市街地

のバスセンターを、役場庁舎の複合施設化に伴い、当該施

設内に設置するなど利便性の向上を図っている。立適計画

策定後、バスの本数は増える見込みはないものの、維持さ

れている状況である(6)（表－6）。 

 

鷹栖町の鷹栖市街地、北野市街地及び東神楽町の中央市

街地、ひじり野市街地から旭川駅までは直線距離で約10㎞、

バスを利用すると約 40 分という位置関係である。中核的

な病院、高等学校、大規模複合商業施設は都市機能誘導区

域のみに集中することなく、鷹

栖町、東神楽町の日常生活圏内

に立地している（図－3）。 

 

5．おわりに 

本研究では、立適計画の広域

連携の単位として、都市計画区

域に着目した。立適計画策定に

際しては広域的な連携が推奨さ

れており、同一都市計画区域内

の全自治体が足並みを揃えて立

適計画を策定することが望まし

いと考えられる。対象62都市計

画区域の内、全自治体が立適計

画を策定しているのは16区域で

あり、都市計画区域に属する自

治体数が2～4と少数なものに限

られていた。市町村合併や生活

圏の拡大により都市計画区域の

再編や拡大が進められており、

都市計画区域全体で広域連携を

推進することの難しさが伺える。 

旭川圏都市計画区域を構成す

る旭川市、鷹栖町、東神楽町の立

適計画の特徴として、①1市2町

の広域連携、②2町における旭川

表－6 立適計画における公共交通に係る目標値 

都市 目標年 目標値 

旭川市 2027年 ・公共交通の人口カバー率 94% 

(駅から500m、1日5往復以上のバス停から300m圏

内の人口カバー率) 

鷹栖町 2033年 ・鷹栖町の誘導区域と旭川市内を結ぶ路線の維持 

東神楽町 2037年 ・ひじり野市街地と旭川市内を結ぶ路線バス平日便

数現状(16便)以上 

・中央市街地と旭川市内を結ぶ路線バス平日便数現

状(23便)以上 

1市2町の立適計画より筆者作成 

図－3 旭川市の施設配置（中核的な病院、高等学校、大型複合商業施設）とバス路線 

出典：1市2町の立適計画、旭川市「令和5年度 経済部 施策の概要」及び国土数値情報 12) 

より筆者作成 
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市の施設の活用、③公共交通の維持、が挙げられる。①広

域連携に係る記述として、中心都市である旭川市において

は都市計画区域のみならず、1 市 8 町の定住自立圏（現連

携中枢都市圏）、さらには北北海道の拠点としての都市機能

整備が目指されている。鷹栖町、東神楽町に関しては、旭

川市へのアクセス性が優れ、通勤通学者が多く、既に旭川

市に依存している現状を整理し、コンパクトシティ形成に

際しても連携を強化することで生活利便性向上を図る記載

がある。②2 町は特定の施設を町内に誘導せずに旭川市の

施設を活用することとしている。現在、町内に立地されて

いない施設については、これまでも町民は旭川市の施設を

利用してきており、より住民の生活に即した計画となって

いる。行政としても新たな施設を整備することが行財政を

圧迫することを懸念しており、過度な施設整備を抑えると

いう意図を立適計画にて明確化している。③公共交通に着

目すると、2 町においては、町内の誘導区域と旭川市内を

結ぶバス路線の維持を立適計画の目標値に定めている。町

内に立地のない施設へのアクセスが継続的に維持されるこ

とを目指している。 

このような連携が実現した背景としては、都市計画以外

の分野で既に連携が行われてきたことが一つの要因である。

特に定住自立圏構想（現連携中枢都市圏構想）での医療、

教育等の分野での連携と連携実現のための費用負担が行わ

れており、これが鷹栖町、東神楽町において旭川市の施設

を活用することの根拠の一つとなっている。また、旭川圏

広域都市計画連携協議会が情報状況共有や意見交換の場と

して機能したことが広域連携の実現につながっている。 

以上のように、単一の都市のコンパクト化を前提とした

立適計画の枠組みを柔軟化し、実態の生活に即した実践的

立適計画の運用が重要であり、そのために広域連携を推進

することが必要である。都市計画以外の分野でも広域連携

は進められており、定住自立圏構想や連携中枢都市圏構想

といった既存の取り組みを立適計画に反映することで都市

機能の広域連携が推進される可能性が示唆された。 

 

【補注】 

(1) 複数の市町村が合併して形成された自治体においては 1 つの

基礎自治体で定住自立圏を構成している例（合併1市圏域）や、

中心市や連携中枢都市の要件を満たした同規模の都市が近接す

る際には、同一都市計画区域内において、複数の圏域が存在す

る例もある。以上のようなケースでは、都市計画区域の範囲が、

定住自立圏及び連携中枢都市圏よりも広域になる場合がある。 

(2) 定住自立圏の中心市、連携中枢都市圏の連携中枢都市の要件は

①人口が、定住自立圏は 5万人程度以上（最低 4万人超）であ

り、連携中枢都市圏は20万人以上の政令指定都市・新中核市と

なっている。以下はいずれも、②昼夜間人口比率が概ね 1.0 以

上、③3大都市圏に属する都市を除く、とされる。中心市、連携

中枢都市と協定を結び、それぞれの圏域に参画する都市の要件

としては、中心市及び連携中枢都市と経済的結びつきが強く、

通勤通学割合が10%以上の市町村である。 

(3) 中核的な病院とは、北海道医療計画にて二次救急医療機関に定

められる病院である。ただし、都市計画施設として定められた

学校を含む病院及び内科・外科を有しない病院を除く。 

(4) 世代交流型複合施設とは、子育て支援機能や介護福祉機能，医

療機能等を組み合わせた上で、多世代が交流できるコミュニテ

ィスペースを設けた施設である。 

(5) サービス業用店舗とは、日用品の販売を主たる目的とする店舗

又は食堂・喫茶店や、理髪店、美容院、クリーニング取次店、洋

服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗及び自家販売のために食品製造業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものとされている。 

(6) ヒアリングによる。ヒアリング先及び時期は以下の通りである。

旭川市 地域振興部 都市計画課（2024年12月に対面にて実施）、

鷹栖町 まちづくり推進課（2024年12月に対面にて実施）、東神

楽町 まちづくり推進課（2025年1月に電話・メールにて実施）。 
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1． はじめに 

1.1. 研究の背景と目的 

戦後日本では地域ごとの産業基盤形成を目的とし、特に

昭和30～40年代には全国的な産業立地の促進が図られた。

しかし、工業化の進展とともに公害問題等が深刻化し、地

域環境との調和が失われる状況が生じた。これを受け、国

会では「地域環境と産業活動の関係」が工業開発の最大の

課題として議論され、その対応策として、1973年に「工場

立地法」が制定された 1)。 

同法では公害対策の強化に加え、緑地面積基準と生産施

設面積基準を設け、工場立地の段階から企業が周辺環境と

の調和を図る責務を負うことを求めた(1)。これらの規制は、

産業活動と地域環境の均衡を維持することを目的としたも

のである。しかし制定から40年以上経過し、工場の技術革

新によって環境負荷は大幅に低減されていると共に工場の

建て替え時に生産能力を維持し、現行の緑地面積基準を満

たすことが困難になっている 2)。そのため地方自治体から

規制緩和を求める声が高まり、1997年の法改正以降順次権

限の地方移譲が進んだ(2)。 

 より柔軟な工場立地と地域環境との調和を行う仕組みと

して、2008年6月に敷地外緑地等に関する規定（以下、敷

地外緑地制度）が定められた。敷地外緑地制度は、工場が

生産施設の拡大など敷地面積を変更する場合に敷地内で十

分な緑地面積を確保することが困難であっても、工場敷地

外に緑地を整備することで緑地面積基準を満たすことを認

める制度である 3)。制度活用によって、規制を緩和し生産

設備の拡大を可能としつつ、敷地外緑地の整備を通じて地

域全体の環境改善に寄与することが期待される。 

敷地外緑地制度は工場整備に際する規制緩和及び緑化を

通じた工場立地と地域環境の保全の新しい形態であり、民

間の活力によるGX等の環境施策の推進と地域の経済開発

を両立する上で重要だと考えられる。 

 本研究は、工場立地法の敷地外緑地制度を対象に、各自

治体のガイドライン制定状況と特徴、運用実績、運用事例

からみた制度運用の実態と課題を明らかにすることを目的

とする。その際、国の規定からみた自治体の独自の工夫の

有無、関連する他部署との連携状況、具体の緑地整備事例

からみた成果と課題に着目して考察を行う。  

1.2. 既往研究の整理 

 工場緑化に関する既往研究として、藤井ら(2013)は重化

学工業集積地域における工場敷地内の緑化の変遷をたどっ

ている 4)。村上ら(2024)は工場緑化が戦前日本において労働

者の生活環境の改善を目的とした「工場の庭園化」として

始まったのち工場立地法の制定以降は周辺環境との緩衝帯

としての役割に変化し、公害問題が沈静化し、用途混在が

進んだ現在は工場地帯では市民生活が営まれるようになり、

「工場の庭園化」は見直されるべきと主張している 5)。工

場は民有地であることから工場緑化を民間による緑化と捉

えて緑化条例の効果と課題を分析した植田(2018)の研究が

あり 6)、また御手洗ら(2006)は建築物の緑化義務に関する法

制度の比較研究の中で、工場立地法による緑化が確認、届

出、許可といった事前規制手段に加え、罰則や行政命令の

規定を持つ点で高い実効性を有していると評価している 7)。

また、敷地外緑地制度に関する研究として、三瓶ら(2018)は、

大阪府堺市における行政による制度活用を通じた里山保全

の可能性を検討している 8)。 

 以上の既往研究から工場立地法は実効力が強く、工場緑

化は民間による緑地整備において重要であり、今や周辺と

の緩衝機能にとどまらないことや敷地外緑地制度の公民連

各自治体における地域特性に応じた工場立地法敷地外緑地制度の活用方策に関する研究 

Research on measures to utilize the off-site green space system of the Factory Location Act in accordance with regional 

characteristics in each municipality 

飛田晴哉*・藤井さやか** 

HIDA Haruya*, FUJII Sayaka** 

The Off-site Green Space System under the Factory Location Act allows factories to meet green space requirements 
by developing greenery outside their premises when on-site space is limited. This study examines the enactment, 
implementation, and challenges of this system across municipalities through specific case studies, aiming to identify 
effective approaches for its utilization. While the system enables factory renewal and promotes quality greenery on 
public land through coordination between relevant departments, issues arise with greenery on private land, where 
inadequate municipal oversight can lead to low-quality green spaces and misuse of the system as a deregulation 
loophole. 

Keywords: Factory greening, Factory Location Act, Deregulation, Off-site green space, Green space plan 

工場緑化, 工場立地法, 規制緩和, 敷地外緑地, 緑地計画 
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携による緑地整備の可能性が明らかになっている。敷地外

緑地制度は緑の量の減少を伴わない工場立地法の規制緩和

方策でありうることが示唆されているものの制度活用状況

と緑地整備事例の体系的整理はされておらず研究は不十分

である。 

1.3. 研究の構成 

 研究の構成は以下の通り。国発行の工場立地法運用例規

集にて制度概要を確認した上で、自治体ごとに独自な点も

しくは共通点を整理する(2章)。次にガイドライン制定自治

体を対象として敷地外緑地制度の運用実績と特徴の把握を

行い(3章)、工場緑化及び敷地外緑地の質担保に関わる部署

の連携状況を整理する(4章)。敷地外緑地整備事例の整理・

類型化を行い、制度運用による成果と課題の考察を行う(5

章)。最後にこれらの結果を踏まえて、現時点での敷地外緑

地制度の効果的な活用方策について考察する(6章)。 

1.4. 研究の手法 

 2 章では、国における制度活用の論点を把握するため、

経済産業省が発出した資料等の調査を行うとともに、各自

治体のガイドラインについては自治体の公式ウェブサイト

等を通じて収集・分析を行った(3)。3・4章では、2章で特定

した自治体に対しアンケート調査を実施し、制度運用実績、

制度への需要、制度設計・運用過程における自治体内の協

議状況等を把握した。5 章では、これまでの調査により制

度運用を通じて緑地整備を行った自治体を対象に、工場緑

化および都市緑化に関わる部局へのヒアリング調査を実施

した。調査では、緑地整備に至る過程の詳細と整備された

緑地の実態把握を行った。 

表 1 ガイドライン調査の概要(4) 

調査期間 2024年6月4日～7月4日 

調査方法 ・web検索でガイドライン公表自治体を抽出 

・抽出した自治体のウェブサイトからガイドライン内容を把握 

調査内容 ・敷地外緑地に関するガイドラインの策定状況、策定年 

・敷地外緑地に関するガイドラインの具体的な内容 

調査数 38自治体 

 

表 2 アンケート調査の概要(5) 

調査期間 2024年11月11日～12月6 日 

調査対象 第2章で抽出した自治体の工場立地法管轄部署 

調査方法 質問表をE-mailにて配布 

調査形式 選択式(SA:単一回答,MA:複数回答),自由記述 

調査内容 ・制度運用の可否 

・主要工場の立地年代、緑地面積基準達成状況 

・工場緑化の質向上への取り組み状況 

・制度設計・運用過程での工場立地法管轄部署と緑化関連部

署の連携状況 

・整備された敷地外緑地の内容 

回答数 回答数：21件、回収率：59.45% 

 

表 3 ヒアリング実施自治体一覧 

 
 

2． 各自治体のガイドライン制定状況と特徴 

2.1.国の工場立地法運用例規集 

 敷地外緑地制度は、工場立地法運用例規集 3)に基づいて

運用されており、同集では一定の条件下で緑地面積基準を

満たさない工場に対して勧告を行わないことが認められて

いる。運用例規集の規定は、既存工場の生産施設面積変更

時に敷地内での緑地確保が困難であり、敷地外の緑地が準

則を満たすという制度運用の条件と地域の生活環境の保持

に資するための緑地の具体的形態に分類できる。制度運用

の条件には解釈の余地が少ない一方で、緑地の具体的形態

は設置場所や所有権を含む柔軟な解釈が許容されている 9）。 

2.2.各自治体の敷地外緑地制度ガイドライン制定状況 

 2025年3月時点で自治体のHP等を参考にしたところ敷

地外緑地の言及が見られる自治体は 38 自治体であった。

運用例規集の改正により、敷地外緑地制度が追加された

2008 年以降のガイドライン制定数を見ていくと改正直後

の2009年には制度導入に向けた早期の対応が見られ、2015

年を除いて、毎年少なくとも1件のガイドラインが制定さ

れている。さらに、直近7年間において制定数が増加して

いる点は敷地外緑地制度に対する利用需要の高まりととも

に、関連するガイドラインの必要性が増していることを示

唆していると解釈できる。 

 

図 1 敷地外緑地ガイドライン制定数の変遷 

例規集では制度運用時は地域ごとに事情を踏まえた判断

No. 自治体名 対象 管轄※１ 日時 形式※2
1 市原市 経済部商業振興課　 工場 2024/7/10 対

経済労働局経営支援部
経営支援課立地調整担当 工場
臨海部国際戦略本部事業推進部 その他

3
堺市

産業振興局 産業戦略部
イノベーション投資促進室 工場 2024/8/20

書

4 越前市 産業観光部産業政策課 工場 2024/8/29 オ
5 桜川市 総合戦略部地域開発課 工場 2024/9/2 オ

6 横浜市
経済局ビジネスイノベーション部
企業投資促進課 工場 2024/9/11

対

7 千葉市 経済農政局経済部企業立地課 工場 2024/9/6 オ

8 中間市
建設産業部商工観光課
商工企業誘致係 工場 2024/9/27

書

9 会津若松市 観光商業部企業立地課 工場 2024/12/2 電

10 宇美町 都市整備課都市計画係
工場
緑地 2024/11/27 書

11 熊本市 産業部企業立地推進課 工場 2024/12/2 書
12 安芸高田市 産業部商工観光課 工場 2024/12/18 書
13 和歌山市 産業部産業政策課 工場 2025/1/14 書

都市部公園緑地課 緑地 2025/1/8 書
経済部商工業振興課(再度実施) 工場 2025/1/7 書

15 堺市 公園緑地部公園緑地整備課 緑地 2024/12/26 書
16 横浜市 公園緑地部公園緑地管理課 緑地 2025/1/9 電

17 越前市 建設部都市計画課 緑地 2025/1/17 書
※1 工場…工場立地法管轄部署、緑地…公園緑地管轄部署
※2　対…市役所にて対面、書…書面、オ…オンライン

市原市

川崎市 2024/8/8 対2

14

3
2

1
2

1 1
0

1

4

1

4
3

4

7

2 2

0

5

10
(件) 1年ごとのガイドライン制定数 (N＝３８)
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が求められるため、各自治体のガイドライン内容には差異

が見られることが想定される。表 1に示す調査にて各自治

体のガイドライン内容 11), 12) ,21)～57)を把握した所、制度運用の

条件に関しては国の制度活用の規定を殆ど踏襲している一

方で具体的な緑地の形態については自治体によって差異が

見られた。後者の形態は自治体の独自性が見られるものか

ら国の規定を踏襲しているものまであり多種多様であった。 

 

3． 敷地外緑地制度の運用実績と特徴 

3.1.各自治体の制度運用実績 

 ガイドライン運用実績を表 2 のアンケートにて調査を

行った。例規集改正の2008年から2025年1月時点での敷

地外緑地制度の運用実績を図 2にて示す。結果として、A)

敷地外緑地制度を運用し、実際に緑地を整備した自治体は

11 件（約 52.2％）、B)緑地の整備には至っていないものの

運用に関する相談を受け、検討したことがある自治体は 4

件（約19.0％）であり、運用に近い自治体は15件（約71.4％）

であった。一方で、C)ガイドラインを制定しながらも運用

したことのない自治体は6件（約28.5％）であった。 

 

図 2 敷地外緑地制度の運用実績 

ほぼ全ての自治体が、工場敷地内で十分な緑地を確保で

きなかったことを契機に、運用またはその検討を始めてい

る(6)。一方、運用のない自治体では、準則を満たす工場が多

く、制度の需要自体が少ないことが制度の運用がない主な

理由となっている(7)。 

3.2. 敷地外緑地制度を採用する自治体の特徴 

 次に制度を実際に運用している自治体の特性を見ること

で、敷地外緑地制度がどのような特徴を持つ自治体にとっ

て需要のある制度かを明らかにする。工場立地法が制定さ

れて工場敷地内への緑地整備が要求される以前に工場が多

く建設された自治体では制度への需要が高いと考えられる。

各自治体の工場立地年代に注目し、制度運用実績との関係

を示したのが図 3である。工場立地法制定以前に工場が多

く建設された自治体において制度の運用もしくは運用の検

討が多くみられる。 

 

図 3 工場立地年代と制度運用実績の関係 

また敷地内の緑地確保ができていない工場が多い自治体

でも制度の需要が高いと考えられる。各自治体の制度運用

実績別に工場立地法の緑地面積基準の達成状況を示したも

のが図 4である。運用のある自治体のうち基準を満たして

いない工場が存在するのは約 44.4%ほどであり、現状で基

準を満たしている自治体は約 18.1％である。検討中の自治

体に関しては全てが基準を満たしていない工場が存在して

いる自治体であった。運用がない自治体については半数が

基準を満たしていない工場となっている一方で現時点では

基準を満たしている工場を持つ自治体は約 33.3%であった。

このことから基準を満たしているが敷地外緑地制度を導入

している自治体が一定数存在することが見て取れる。 

 

図 4 緑地面積基準達成状況と制度運用実績の関係 

以上の結果から敷地外緑地制度の需要があるのは工場立

地法制定以前に建設され、緑地面積基準を充足していない

工場を有する自治体が多い。工場の老朽化が進んでいるこ

とから建て替えの緊急性が比較的高く、緑地面積基準が建

て替えの障壁となり、制度の需要が高いと言える。一方で、

制定以後に工場が立地し、基準に基づいて建設された工場

が多い自治体においても、運用が見られることから今後の

工場拡張等によって制度に対する需要が発生する可能性も

あると言える。 

 

4． 関連する他部署との連携状況 

4.1工場立地法に基づく緑化の位置づけ 

 工場立地法および敷地外緑地制度は、工場の立地促進を

所掌する経済産業省が管轄しており、各自治体においても

同様に立地法を担当する部署は商工業経済系で緑化や環境

施策を専門としないことが多い。そして面積率による量的

な確保のみ規定されている。そのため、制度の運用におい

ては、工場緑化の質が十分に確保されない可能性がある。

従って効果的な敷地外緑地制度運用には自治体における部

署間の連携が必要となる。 

表 4 工場立地法に基づく緑化 

 管轄 自治体の管轄部署 緑化に関する規定 

工場緑化 
経済産業省 商工業観光 

経済 

面積率による量的な

確保 

緑化・ 

環境施策 

国土交通省 

環境省 

公園緑地・都市計画 

森林・環境 

条例や協定による質

的な確保 

4.2工場緑化と敷地外緑地制度における部署間連携の実態 

図5は、敷地外緑地制度を含めた工場立地法に基づく工

場の緑化(以下、工場緑化全般)での緑化・環境施策に関する

連携状況を示したものである。立地法管轄部署のみで工場

緑化全般の指導をしている自治体が多いものの緑化条例の

6

4

11

0 5 10 15

A)制度を運用したことがある

B)運用を検討したことがある

C)運用したことがない

2008年から現在までの敷地外緑地制度運用実績
(SA)(N＝21)

6

3

2

3

1

3 1

2

0% 50% 100%

工場立地年代と制度運用実績の関係

運用したことがない

運用を検討したことがある

運用したことがある

（SA）（N＝21）

工場立地法の制定以前 工場立地法の制定以後

立地法執行権限が自治体へ移行後 その他

(主要工場の立地年代)

5

4

3

2

2

4

1

0% 50% 100%

緑地面積基準達成状況と制度運用実績の関係

運用したことがない

運用を検討したことがある

運用したことがある

(SA)(N＝21)

(基準達成状況)

基準不充足工場が存在全ての工場は基準を満たす その他
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併用や工場緑化のガイドラインを策定して質を高める取り

組みも見られた。 

 

図 5 工場緑化と緑地関連分野との連携状況 

 立地法管轄部署と関連部署との連携状況については、

制度設計段階における敷地外緑地ガイドライン策定時

の状況を表5に、実際の整備が行われる運用段階の状況

を表6に示す。これらの表は、敷地外緑地制度における連

携に加え、横軸に図5を踏まえた工場緑化全般の部署間連

携状況を示しており、「緑化の質を高める基準・計画を活用」

「関連する他部署と協議」の回答を「緑化・環境関連分野

と連携」とした。工場緑化全般で連携を行っている自治体

は敷地外緑地制度の設計・運用でも連携を行っている傾向

があることが確認できた。また工場緑化全般での連携は行

われていないものの敷地外緑地制度の設計運用では連携が

見られるなど連携パターンは多岐にわたることが確認でき

た。 

表 5 制度設計時の連携状況 

    敷地外緑地制度設計時の連携 

    関連部署等と連携 立地法管轄部署のみ 

工
場
緑
化
全
般 

緑化・環境 

関連分野と連携 

藤沢市、市原市、門真市、 

堺市、千葉市、高槻市、 

川崎市、熊本市、横浜市 

宇美町 

立地法管轄部署 

のみで実施 

新潟市、和歌山市、 

越前市、会津若松市 

安芸高田市、桜川市、玉名市、中

間市、福岡市、射水市 

※赤太字は実際に運用のある自治体 

表 6 制度運用時の連携状況 

    敷地外緑地制度運用時の連携 

    関連部署と連携 立地法管轄部署のみ 

工
場
緑
化
全
般 

緑化・環境 

関連分野と連携 

市原市、堺市、千葉市、 

高槻市、宇美町、横浜市 

藤沢市、門真市、 

川崎市、熊本市 

立地法管轄部署 

のみで実施 
越前市、会津若松市 

新潟市、和歌山市、桜川市、 

福岡市、安芸高田市、 

玉名市、中間市、射水市 

 

5． 敷地外緑地整備事例から見た制度運用の実態と課題 

5.1 敷地外緑地整備事例の整理・類型化 

 3 章でも取り上げたアンケート調査の結果から敷地外緑

地制度の運用を行って実際に緑地の整備を行った自治体は

11自治体であった。緑地整備の実態を把握するためこのう

ち 10 自治体の工場立地法管轄部署、自治体によっては緑

地環境関連部署へのヒアリング調査を実施した。調査の結

果、敷地外緑地の類型は表 7のように森林整備型、公園整

備型、企業整備型、自社所有地型、借地整備型の５つに分

類できる。越前市、和歌山市は公園整備型と自社所有地型

の両方に事例が存在している。 

 まず大きく公有地整備型と民有地整備型の二つに分ける

ことができる。公有地整備型は、企業が自治体の所有する

土地や都市施設等に対して維持管理や整備を負担すること

で工場立地法の緑地面積基準への充当を行う。公有地整備

型は更に分けることができた。一つは企業が公有の緑地整

備に費用負担のみ行い、実質の整備は自治体が行うもので

ある。もう一つは企業が敷地外緑地として整備される公有

地を実質的な整備も含めて行うものである。一方で民有地

整備型は、当該企業が自社の所有地もしくは賃貸した土地

に対して、緑地整備を行うことで緑地面積基準への充当を

行うものである。 

表 7 敷地外緑地整備事例の分類 

 類型 整備内容 該当自治体 

公
有
地 

森林整備 森林整備に係る費用のみ負担 堺市、市原市 

公園整備 公園整備に係る費用のみ負担 会津若松市、 
越前市、和歌山市 

企業整備 緑地整備と管理全般を実施 横浜市 

民
有
地 

自社所有地 緑地整備と管理全般を実施 安芸高田市、 

越前市、熊本市 
和歌山市(廃止) 

借地 緑地整備と管理全般を実施 宇美町、桜川市 

5.2 公有地整備型敷地外緑地の事例分析 

(森林整備型) 

堺市：表 8から敷地外緑地制度への需要が高い自治体であ

ることが分かる。堺市では南部丘陵において確保する緑地

(公有地)に対して企業が一定の費用負担をすることを敷地

外緑地の整備としている。堺市と敷地外緑地整備に関する

協定を締結した企業は、敷地外緑地の整備に要する費用と

して、1㎡あたり10,000円の負担金を市に支払うことが義

務付けられている。堺市南部丘陵は、市の緑の基本計画に

おいて緑地保全配慮地区に位置付けられており 10)、その重

要性は極めて高い。こうした位置付けのもと、当該地域に

おける森林整備は、敷地外緑地制度と連動する形で推進さ

れている。堺市では「緑の工場ガイドライン」11）を策定し

ており、部局間で連携して敷地外緑地制度を含め工場緑化

の質の向上に取組んでいる。敷地外緑地制度に関しても、

活用の届け出があった時は立地法管轄部署と緑地関連部署

の間で情報共有が行われた上で運用されている。 

 

図 6 堺市の敷地外緑地の位置関係(8)

2

10

1

9

0 5 10 15

緑化の質を高める基準・計画を活用

立地法管轄部署のみで緑化指導

関連する他部署と協議

その他

工場緑化と緑地・環境関連分野との連携状況 （MA）（N＝２２）
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表 8 公有地整備型の敷地外緑地整備事例 

自治体名 堺市 市原市 会津若松市 越前市 和歌山市 横浜市 

類型 森林整備 森林整備 公園整備 公園整備 公園整備 企業整備 

工場と生活環境 隔離・混在 緩衝緑地帯により隔離 隔離・近接・混在 隣接・混在 隔離・隣接 隣接・混在 

工場立地年代 立地法以前 立地法以前 立地法以後 立地法以前 立地法以前 立地法以前 

基準不適格工場※1 ４９件 非公開 基準充足 12件 62件 66件 

部署間の連携※2 設計・運用時 設計・運用時 設計時 設計時 設計時 設計・運用時 

整備対象 市内南部丘陵 市有文化の森 敷地から2km以

内の公園 

工場から最寄

の公園 

市内の公園 首都高速・横浜市

道の高架下空地 

整備内容 協定を結び費用

負担 

敷地内の森林・植樹管理

に費用負担 

当該公園への費

用負担 

公園の芝生管

理に費用負担 

公園の整備予算と

して負担分を充当 

緑地の整備・管理

全般を実施 

※1 工場立地法施行以前から立地しているため、現行の基準を満たさない工場 

※2「部署間の連携」は表5,6の縦軸、敷地外緑地制度の設計・運用での緑地関連部署との連携を指す 

市原市：堺市同様、工場立地年代が工場立地法制定以前で

あり、制度への需要が高い。市原市の敷地外緑地制度では

制度活用の対象となる工場を臨海部の工業専用地域に位置

するものに限定している 12)。整備対象となるのは市内全域

の管理不十分な緑地または緑地ではない土地となっており、

実際には市内北部に位置する市原市保有の文化の森で適用

された。文化の森敷地内への森林の植樹・管理への費用負

担を 20 年間想定で実施する。市原市では制度設計時に緑

地関連部署との協議を行っており、市の森林整備計画に準

拠し、老齢林の再生等植樹を行う整備を求めるガイドライ

ンに反映されている。文化の森への対象地の決定は森林と

しての持続性を考慮した上で工場立地法管轄部署だけでな

く、森林緑地・環境施策関連の部署と協議した上で対象地

が決定されている。 

 

図 7 市原市の敷地外緑地の現状と位置関係(9) 

以上より両市とも工場と整備された緑地が大きく離れて

いるが市原市は既に緩衝緑地帯の整備、堺市では独自のガ

イドラインを設けることで工場敷地内の緑化の質を担保し、

周辺環境の保持をする工場立地法の原則を守っている。そ

の上で敷地外緑地制度により、市内の工場設備更新を促進

しながら、企業が費用負担によって市全体で特に財政的な

面で維持管理が課題となっている森林整備に貢献する仕組

みを作っている。 

(公園整備型) 

会津若松市：工場の外周から２㎞以内の都市公園への費用

負担を敷地外緑地として認めている。会津若松市では工場

緑化全般に関しての連携を行ってはいないが、敷地外緑地 

制度に関しては企業と公園緑地管轄部署が管理協定を締結

して緑地整備を行うため部局間での情報共有がなされる。

越前市：都市公園を敷地外緑地として整備する場合、当該

工場から最寄りの都市公園が対象となる。負担費用は公園

の芝生整備の費用に充てられている。越前市も工場緑化全

般では特段連携を行っていなかったが、制度設計時に公園

緑地管轄部署と公園の芝生管理にコストを要していること

などの課題等の共有を行っている。また運用時も企業側か

ら制度運用の相談を受けた時に公園緑地管轄部署も同席し

た上で検討が行われている。 

和歌山市：対象となる緑地は都市公園に関しては市内全域

を対象としている点で先の2自治体と異なり、負担された

費用は公園整備に関連する予算に充てられている。また制

度設計に関して公園緑地、都市計画等関係課他(10)との協議

を行った上で行われたとのことであった。 

以上の公園整備型の事例に関して、会津若松市と越前市

では敷地外緑地の整備を工場周辺に誘導し、立地法の原則

である周辺環境の保全に忠実な運用を行っている一方で和

歌山市では整備対象を市内全域としているなど自治体によ

る違いが見られた。また都市公園を対象として企業が整備

に関わる以上は、確実に公園を管轄する部署との調整が発

生することが3つの事例から明らかである。いずれの自治

体についても制度を利用した工場と整備された公園との位

置関係等の情報は工場の特定につながることから秘匿され

ていた。制度運用の効果として工場の設備更新促進と自治

体での公園整備に係る財政負担の軽減効果が挙げられる。 

(企業整備型) 

横浜市：人口が多く住宅への需要が多く工場と生活環境が

隣接もしくは混在していることから工場周辺の緑地は不足

している状況にある。このような背景から横浜市では敷地

外緑地の設置を横浜市の指定する工業集積地域(11)の周辺に

限定している。工場緑化全般に関して、横浜市では工場等

の建設に際し、工場立地法に基づく緑地面積率の確認に加

え、「横浜市緑の環境を作り育てる条例」(12)に基づく緑化協

議によって工場立地法以上に綿密な指導が行われている13)。

敷地外緑地の整備事例は道路整備に際して工場用地を売却
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9 民有地整備型の敷地外緑地整備事例  表 

自治体名 熊本市 安芸高田市 和歌山市 越前市 宇美町 桜川市 

類型 自社所有 自社所有 自社所有 自社所有 借地 借地 

部署間の連携 設計時 なし 設計時 設計時 運用時 なし 

整備場所 工場から２ｋｍ以上隔離 工場隣接 工場近隣 工場近隣 工場隣接 工場隣接 

整備内容 
整備全般 整備全般 既に廃止され現状は不明 空家を取壊した敷地

に芝生を整備 

土地所有者と賃貸借契約を締結

し、山林を維持管理 

整備全般 

し、工場敷地内の緑地面積が減少したため導入が行われた

ものである。2事例存在するが、キリンビール横浜工場に 

よる敷地外緑地の事例に注目する(13)。この敷地外緑地は工

場敷地に隣接する道路の高架下に整備されている。元々当

該工場では 1991 年の工場全面改修時に地域住民が利用で

きる緑地の整備を行っている。またこの地区では横浜市み

どり環境局が主導する「京浜の森づくり」の生麦・新子安

地区の地域緑化計画が策定されており 14)、キリンビールは

当事業に参画している。工場周辺地域では住宅が密集、工

場とも隣接しており緑地が不足している。当事例ではこれ

までの企業による緑地整備の取り組みと地域緑化計画を踏

まえた上で、敷地内の緑地と一体化した敷地外緑地を整備

して地域の緑地不足という課題解決への貢献を行っている

と言える。しかし自治体所有の土地を緑地管理が本業でな

い民間企業に一任されており、企業の負担となる課題が想

定される。 

図 8 横浜市の敷地外緑地の現状と位置関係(14) 

5.3民有地整備型敷地外緑地の事例分析 

表 9は民有地整備型の事例を整理したものである。まず

どの事例においても敷地外緑地の場所や整備内容について

工場の特定に繋がってしまう理由から自治体から情報を取

得できず、全般的に内実が不透明であった。 

越前市：空き家の撤去により緑地を整備しているが一般公

開はされておらず、周辺環境への貢献度には疑問が残る(15)。 

宇美町：企業が工場隣接の山林を管理しており、民有地で

あっても管理不全が進む農地・山林の全国的課題の解決に

資する可能性がある。 

和歌山市：該当工場において工場敷地内に緑地が確保され

たことから敷地外緑地が廃止されており、その後は企業の

方針で処理され、自治体ではその後を把握することができ

ていない。このことから自治体側から整備をコントロール

することの難しさが窺える。民有地整備型の敷地外緑地は、

特に企業所有である土地である場合に自治体の緑地整備へ

の介入が困難かつ持続性に問題があり、制度を規制緩和の

抜け道として利用されてしまう可能性が指摘される。 

5.4敷地外緑地制度の活用方策に関する考察 

 以上の事例から工場立地法管轄部署と緑地関係の部署の

連携が比較的質が高く透明な制度運用にとって重要なこと

が示唆された。公有地整備型は、公園や森林等の整備対象

は少なからずそれを管理する関係部署が存在することから

必然的に部署間での情報共有や協議が発生し、自治体の緑

地計画との整合を取ろうとする。これが立地法所管部署と

関係部署との連携につながっている。このことから民有地

整備型に比して整備状況の把握と緑地整備の誘導が容易で

ある公有地整備型が自治体にとって維持管理と質の担保が

なされやすい制度の活用方策であると考察できる。 

6． 結論 

本研究では、以上の分析を通じて工場立地法敷地外緑地

制度の現状として以下の点が明らかになった。 

(1)各自治体のガイドラインの特徴として、運用条件は国・

自治体ともに国の規定(例規集)に準拠しており統一的であ

る一方、敷地外緑地の整備形態やその記述には自治体間で

差異がある。 

(2)敷地外緑地制度の運用実績を見ると、工場立地法以前に

大部分の工場が形成されて現状緑地面積基準を満たしてい

ない工場を持つ自治体を中心に運用がされている。 

(3)敷地外緑地制度の他部署との連携状況について、制度の

設計・運用時に緑地や森林、環境等の部局との連携が見ら

れる。 

(4)具体的な敷地外緑地整備事例は公有地型と民有地型に

大別され、５つに分類できる。制度運用の効果として工場

設備の更新促進や自治体の緑地管理課題への貢献が挙げら

れる。公有地型は管理の確実性が高い一方、民有地型は企

業の意向により緑地が廃止されるなど、質と持続性の確保

に課題がある。制度の実効性向上には、自治体の緑地計画

と整合させた運用と、持続性の高い公有地への整備促進が

重要である。 

 本研究では行政が運用する視点から敷地外緑地制度に注

目して運用実態を把握したが、制度を利用する工場を運営

する企業側の意見と視点、民有地への敷地外緑地整備に関

する調査や考察が不足している。また行政目線での整備効

果の検証にとどまっているため、今後は企業側への調査と
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緑地整備の定量的かつ緑地整備による受益者からの評価が

必要であり、今後の研究課題としたい。 
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各自治体の関係部署の皆様にこの場を借りて深くお礼申し

上げます。 

 

 

【補注】 

(1) 工場立地法の対象となる工場は敷地面積 9000 ㎡以上もしくは建築面積
3000㎡以上の工場である。敷地面積の20％以上を緑地として確保する必要
があり、緑地含めた環境施設全体では 25%以上の面積を確保することが求

められる。 

(2) これまで緑地及び環境施設面積の基準は国による全国一律の規制がさ
れていたが、1997 年の工場立地法の改正で法律の運用権限が都道府県及び

政令指定都市へ移譲された。このことにより、地方公共団体が条例に基づい
て用途地域等に応じた独自の緑地面積率を設定することが可能になった。 

(3) ウェブサイト上で敷地外緑地制度のキーワード検索を実施し、敷地外緑

地制度に関して言及があった自治体HPを参照、詳細なガイドラインについ
ての言及がなくてもHP上に敷地外緑地に関わる記述があれば対象とした。 
(4) 調査実施自治体は安芸高田市、会津若松市、石岡市、市原市、射水市、

宇美町、越前市、行方市、刈谷市、嘉麻市、川崎市、熊本市、桑名市、鞍手
町、古賀市、桜川市、堺市、知立市、筑後市、千葉市、玉城町、玉名市、燕
市、留萌市、南足柄市、三条市、新潟市、藤沢市、鉾田市、福岡市、門真市、

御船町、横手市、横浜市、和歌山市、高槻市、ひたちなか市、中間市 

(38自治体) 

(5) 調査実施自治体は会津若松市、安芸高田市、宇美町、越前市、川崎市  

桜川市、玉名市、知立市、中間市、新潟市、福岡市、藤沢市、千葉市、 

高槻市、熊本市、市原市、射水市、横浜市、門真市、和歌山市、堺市 

(21自治体) 

(6) 敷地外緑地制度を運用または検討した自治体に対し、その経緯を尋ねた
アンケート調査(表２)の結果、ほぼ全ての自治体が「工場敷地内で十分な緑
地を確保できなかったこと」を理由に挙げた。 

(7) 敷地外緑地制度を運用しなかった自治体に対し、その理由を尋ねたアン
ケート調査(表２)の結果、ほぼ全ての自治体は「緑地面積基準を満たす工場
が多い」ことを挙げている。 

(8) Google Earthから筆者作成。 

(9) Google Earthから筆者作成、写真は文化の森にて整備された敷地外の様
子（2024年7月筆者撮影）。制度が運用されたのは2023年度が初めてのた

め、現状は苗木の状態である。 

(10) 管財課、環境政策課、都市計画課、都市整備課、開発指導課、河川港湾
課、公園緑地課との協議が行われた。 

(11) 準工業地域、工業地域又は工業専用地域の各一部から構成される。 

(12) 管轄しているのはみどり環境局公園緑地管理課である。緑化協議では
工場用途かつ建築敷地面積 500 ㎡以上の建築行為全てについて緑化が必要

となっており、立地法の対象となる特定工場以外でも緑化が求められる。 

(13) 南本牧ふ頭連絡臨港道路の建設により減少した敷地内緑地を、高架下
の敷地外緑地として補った事例である。  

(14) Google Mapから筆者作成、写真は高架下したの敷地外緑地の様子（2024

年9月筆者撮影）。 

(15) 越前市の民有地整備型敷地外緑地制度は、工場拡張に伴う敷地内緑地

確保の困難を背景に導入されたものである。企業は近隣の土地を取得し、空
き家を除却した上で芝生やクローバーを植栽し、緑地率に充当した。 
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1． はじめに 
1-1. 研究の背景 
都市開発において将来的な滞在人口を推定することは重

要であり、開発事業者の事業性検討・集客ポテンシャル評

価に留まらず、都市環境・交通への影響評価の観点からも、

適切に事前評価を行う必要がある。しかし、現在、開発に

際して滞在人口推定に用いられる「大規模開発地区関連交

通計画マニュアル」1)は、大きく3つの施設立地都市区分別

の算定基準（用途別延床面積に係数をかけ合わせる既存の

算出フロー）となっており、地域毎の特性を十分に反映し

ているとは言い難い。その結果、往々にして過大な推定結

果（安全側の計算結果）に帰結し、インフラ整備の与条件

としては良いものの、適正な人口推定にはそぐわない。ま

た、大規模開発地区関連交通計画マニュアルでの算定に用

いられるパーソントリップ調査（以下、PT調査）は、調査

コスト等の実施に係る負担が大きく、実施間隔も概ね10年
と長い上、施策検討のためのデータに対するニーズに応じ

た内容となっていない等の理由から、実施頻度が減少傾向

にある 2)。 
一方で、携帯電話の基地局データやGPS技術の発達によ

り、都市の滞在者数や人々の回遊実態について過去に遡っ

て把握することが可能となり、それらを活用した人流分析

が注目されている。また、それらと機械学習の手法を活用

することで、新たな滞在人口の推定モデル構築の可能性が

模索されている。 
 
1-2．既往研究の整理と研究の位置づけ 
都市内の人口分布を捉えるビッグデータとして近年着目

されているものに「モバイル空間統計データ(1)」があり、土

木計画学・都市計画分野において研究の蓄積がみられる。   
滞在人口推定モデルに関する研究としては、有村らが 3) 

人々の滞在場所が時間帯別に記録された「モバイル空間統

計データ」と建物個々の詳細な立地情報が収録された「都

市計画基礎調査データ」といった2つのマイクロジオデー

タ 2)を統合的に用いることで、都市内の建物用途の変更・

再配置・集積が滞在人口に与える影響について分析してい

る。更にその後の研究で、生越ら 4)はRBFネットワークを

適用して、建物用途別延床面積から対象時間帯の入込人口

を推定するモデルを構築するとともに、推定をより細かい

空間単位で行うダウンスケーリング手法を開発している。 
しかし、上記の分析は推定対象範囲が4次メッシュに留

まっている点から建物単体の影響度を推定する段階には至

っておらず、その後の研究で奥村ら 5)は建物用途別延床面

積と滞在人口、移動時間からメッシュ間OD交通量を推定

する手法を開発している。ランダムフォレストを用いて特

徴量の寄与度を確認した上でデータセットを組み替え、そ

れにニューラルネットワークを適用することで精度向上へ

向けて試行している。 

機械学習を都市分析に活用した研究については、山野寺

ら 6)が LightGBM を用いて、衛星画像から建物属性と人口

を推定する手法の開発を行っている。また、稲田ら 7)は

CatBoost を用いて物件情報や電力データから神戸市におけ

る空き家分布の推定手法開発と発生予測分析を行い、作成

した推定モデルをSHAPから解釈することで空き家発生に

寄与する主要な要因を明らかにした。 
以上のように、都市内の人流データと建物用途別延床面

機械学習を用いた滞在人口推定モデルの開発とその活用可能性について 
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積を結び付け、ニューラルネットワーク系の機械学習アル

ゴリズム等を用いた滞在人口推定手法に関する論文は存在

するものの、勾配ブースティング等の決定木ベースのアン

サンブル学習系を活用したものは見受けられない。また、

いずれも4次メッシュ等の比較的大きな範囲を対象に分析

を行ったものが多く、建物単位での影響度推定に至ったも

のは見られない。 
 
1-3．研究の目的 
以上の背景を踏まえ、本研究では、人流データをはじめ

とした多様な都市データを用いて、敷地条件や開発後の建

物規模・用途構成等の与件から開発後の滞在人口を推定す

る機械学習モデルを構築し、開発事業者の検討初期段階で

の活用可能性を検証することを目的とする。開発事業にお

ける事前の影響把握を見据え、建物開発単位での影響度推

定を行うことができる地区街区スケール（125mメッシュ）

に着目し、決定木ベースの機械学習アルゴリズムを活用し

た滞在人口推定モデル構築を目指す。 
 
2．研究手法 
2-1．使用データ 
本研究では、マイクロジオデータと各種データを用いて

メッシュ毎の滞在人口の推定を行う機械学習モデルの構築

を行う。推定モデルの構築における学習データは大きく「滞

在人口」「建物条件」「立地条件」に分けられ、分類毎に活

用したデータの詳細を下記に示す。 
 
2-2．GEOTRA Activity Data 
「滞在人口」の学習にはGEOTRA Activity Data（以下、GAD）
を活用した。一般的に人流データは、多様なビッグデータ

を集計したマクロな情報のみを有し、個人情報保護の観点

より個人単位での移動情報は除去される。一方で、株式会

社 GEOTRA は、独自に開発したプライバシー保護技術に

より、個人情報の問題を解決した上での高粒度な人流デー

タ生成を可能にしている。道路・施設・人口等の諸データ

と KDDI 株式会社が保有する端末の契約情報及び GPS デ

ータと統合することでビッグデータを作成し、それを元に

複数のデータ加工や数理最適化手法を用いて個人情報の秘

匿性を確保しつつ、現実の傾向や統計情報を保持した仮想

のパーソントリップデータ生成を可能としている。 
石橋ら 8)は橋梁の重要度評価のために個人単位の人流デ

ータ（GAD）から仮想パーソントリップデータを作成し、

その活用可能性を検証している。本研究では6次メッシュ

といった建物開発単位での高粒度な分析を可能とするため、

「滞在人口」の学習データにGADを活用した。 
 
2-3．ゼンリンポイントデータ、建物用途区分の調整 
「建物条件」の学習に使用するデータは株式会社ゼンリ

ンのゼンリン建物ポイントデータ（以下、建物PD）（2022
年）(3)をもとに修正を加えたものを活用する。建物PD上の

建物用途分類は 40 項目程度に細分化されており、全ての

項目分類をそのまま学習に用いると、過学習等により推定

モデルの安定性低下を引き起こす可能性が想定される。そ

のため、類次する建物分類をまとめ「住居系」「業務系」「物

流系」「商業系」「宿泊系」「医療福祉系」「公共系」「教育系」

「その他」の9つの大項目で再分類を行った（表2）。 
また、物流関連の施設は一般的に来街者を誘発しない一

方で、建物 PD 上の小分類では業務系の施設に分類されて

いるケースが多く見られたため、新たに「倉庫・物流施設」

項目を設定し、再分類を行った。その他、建物 PD 上での

建物分類が実態の利用用途と明らかに異なると見受けられ

る項目については、土地利用現況調査（2023）を参照し、

適宜修正を加えた(4)。 
 

2-4．大規模商業施設と大型集客施設 
来街者増減に大きな影響を与えることが想定される建

物属性に関しては、「立地条件」として特徴量に反映させる

ために別途ラベル付けを行うものとした。日常的な消費活

動の場として、来街者の増減に寄与すると想定される大規

模な商業機能を持つ建物については、新規建物分類「大規

模商業施設」としてラベル付けを行った。分類に際する条

大分類 ゼンリン建物ポイントデータ上の小分類

1 住居系
個人の家屋,マンション,アパート,団地,寮・社宅,住
宅系建物

2 業務系 金融・保険,不動産,インフラ,専門職

3 物流系 宅配・引越・郵便,運輸,倉庫・物流施設

4 商業系

飲食物販(食品), 物販(衣料), 物販(日用雑貨), サー
ビス(レンタル), サービス(冠婚葬祭), サービス(生
活関連), サービス(自動車), サービス(その他), 自
動車関連, スポーツ施設, 娯楽, 商業系複合建物, 商
業系建物

5 宿泊系 ホテル・旅館

6 医療福祉系 医療・福祉,宗教関連

7 公共系 公共

8 教育系 教育

9 その他 その他

表2 ゼンリン建物ポイントデータの分類 

表1 参照データ一覧 

変数 参照元

滞在人口データ GEOTRA Activity Data

建物の延床面積 ゼンリン建物ポイントデータ

建物データ確認 土地利用現況調査

歩道・車道延長 OpenStreetMap

緑地面積 OpenStreetMap

交通量（乗降者数） 国土数値情報

年齢別人口 e-Stat

世帯数・世帯構成 e-Stat

就業者数 e-Stat

地価公示価格 国土数値情報

店舗数（業種別） POI

施設数（学校病院等） POI

鉄道駅・バス停 国土数値情報

大規模商業確認
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会の定義
を参考に著者にて選定

集客施設確認 国土数値情報
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件は一般社団法人日本ショッピングセンター協会の定義を

参考に設定した(5)。また、イベント等の開催により一時的な

人口集中を引き起こす建物属性として、国土数値情報の「集

客施設」及び延床面積 1 万 m2 以上のスポーツ施設につい

ても同様に抽出を行い、「大型集客施設」として建物PD上

の該当建物にラベル付けを行った。 
 
2-5．その他使用するデータ 
「立地条件」の学習に関して、地価や駅の乗降客数等につ

いては国土数値情報を活用した。年齢別人口や世帯数等の

各種統計に関するものについては e-Stat(6)上のデータを活

用した。歩道・車道延長や緑地面積等の地理的条件につい

てはOpenStreetMapに記載のものを使用した（表1）。 
 
3．滞在人口推定モデルの構築 
3-1．機械学習モデルの概要 
本研究の機械学習モデルの構築のイメージを図1に示す。

2 章の各種データを用いて作成するデータセットを学習デ

ータとして機械学習モデルの構築を行う。本研究ではこれ

までに様々な領域において充分な実績を有する機械学習

モデルである勾配ブースティングを採用した。これは機械

学習における決定木を基にしたアンサンブル学習アルゴ

リズムであり、与えられたデータから、目的となる変数を

表現する「教師あり学習」と呼ばれる分野の推定モデルの

構築手法の1つである。高精度で信頼性が高く、また汎用

性も高い推定モデルを構築することが可能である。 
 

3-2．対象メッシュの指定 
本研究のモデル構築・分析の対象エリアについては、東

京都都心部・臨海部とその周辺を対象とした運用を想定し、

東京都中央区および江東区とし、構築した推定モデルを用

いて港区を対象に汎用性の検証を行うものとした。対象と

するメッシュの条件として、単体の開発が影響を及ぼす範

囲を考慮し、6 次メッシュ（125m メッシュ）で設定した。

対象メッシュ毎に「滞在人口」「建物条件」「立地条件」を

特徴量として勾配ブースティングによって学習することで、

1 メッシュ当たりのユニーク滞在人口を目的変数とする滞

在人口推定モデルを構築する。対象メッシュ範囲について

はモデル構築の精度を高めるため、GADにより生成したユ

ニーク滞在人口が極端に少ないメッシュを除外する方針と

し、DID地区の基準に倣いユニーク滞在人口密度4,000人/ 
km2以上（メッシュ当たりの人口が62.5人以上）のメッシ

ュを対象とした（図2）。 
また、推定モデルの汎用性を確認するため、DID条件に

より選定された中央区・江東区メッシュの内、7 割を学習

データ、3 割をテストデータとしてモデル構築と精度検証

を行った（図1）。 
 
3-3．特徴量の整理 
3-3-1．目的変数 
モデル構築における目的変数は 125m メッシュ毎の推定

滞在人口とした。また算出において区境界部分にまたがる

メッシュについては周辺自治体のデータも含めて算出す

るように設定した。 
 
3-3-2．従属変数（説明変数） 
3-3-2-1．建物条件 
建物条件については、一次的な訪問や滞在の発生源とな

る当該メッシュ内の建物に関して、用途毎の延床面積合計

に基づく特徴量の設定を行った。複合用途の大規模施設に

おいては、式（1）,（2）のように用途毎の階数で延床を按

図2 DID選定後の対象メッシュ（江東区・中央区・港区） 

Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, (c) OpenStreetMap 
contributors, and the GIS User Community 

図1 機械学習モデル構築の概要 
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分し、別の建物として分割処理を行った。 
作成したデータセット内には建物ポリゴンの形状を表

す項目が含まれず、ポイントで位置を指定するため、建物

が複数メッシュに跨るケースを適切に評価することがで

きない。そこで、式（3）,（4）のように面積に対応する円

ポリゴンを設定し、複数メッシュに割り付けることで建物

形状による影響を考慮した。 
広域での人流や滞在人口に大きな影響を与えると想定

される大規模商業施設や大規模集客施設関しては2章の条

件に基づき他用途とは別に分類し、「最近傍大規模商業施

設距離」または「最近傍集客施設距離」として特徴量に反

映した。距離の設定は建物 PD と対象メッシュの重心間距

離とし、対数ベースでの距離減衰を適用のうえで特徴量化

した。 

3-3-2-2．立地条件 
立地条件については、派生的な訪問や滞在の発生源とな

る当該メッシュ周辺の土地利用や交通アクセシビリティ

を考慮し特徴量化した（表3）。「最近傍距離」は建物PDと

対象メッシュ重心との距離とし、乗降客数はメッシュ毎の

「駅の乗降客数/駅との距離」の合計値とした。なお、距離

を含む特徴量はいずれも場合も距離減衰効果を考慮し、

1kmを上限として足切りを適用した。「商業系施設数」「集

客施設数」はメッシュ内に含まれる該当施設の件数を合計

した値で設定した。 

3-3-3．その他の特徴量条件 
建物条件・立地条件の特徴量の内、相関の高い特徴量同

士の積として「商業係施設数*商業地域」「商業系距離*商業

地域」「大規模商業施設*商業地域」「集客施設*商業地域」

の項目は追加で特徴量化を行った。 

𝐴𝐴 = 𝑁𝑁 𝐹𝐹⁄ (3) 

𝑅𝑅 = �𝐴𝐴 𝜋𝜋⁄ (4)

N  : 対象施設の延床面積 
F  : 対象施設の階数 
A  : 1フロア当たりの敷地面積 
R  : 円ポリゴンの半径 

図3  江東区・中央区モデルのSHAP 

表3 選定後の特徴量 
種類・詳細

住居系_円ポリゴン 住居系面積を円ポリゴン面積に換算
住居系_自身 メッシュ内の住居系の延床面積の合計
業務系_円ポリゴン 業務系面積を円ポリゴン面積に換算
業務系_自身 メッシュ内の業務系の延床面積の合計
物流系_自身 メッシュ内の物流系の延床面積の合計
商業系_円ポリゴン 商業系面積を円ポリゴン面積に換算
商業系_自身 メッシュ内の商業系の延床面積の合計
宿泊系_自身 メッシュ内の宿泊系の延床面積の合計
医療福祉系_自身 メッシュ内の医療福祉系の延床面積の合計
公共系_自身 メッシュ内の公共系の延床面積の合計
教育系_自身 メッシュ内の教育系の延床面積の合計
その他_自身 メッシュ内のその他の延床面積の合計
延床面積 建物自体の延床面積
地価 メッシュ重心から最も近い地価公示価格
乗降客数_線形距離減衰 メッシュ毎の駅の「乗降客数/駅との距離」の値の合計
最寄バス停距離　　　　 メッシュ重心から最も近いバス停との距離
最寄駅距離 メッシュ重心から最も近い鉄道駅との距離
最寄ターミナル駅距離_2路線以上 メッシュ重心から最も近い鉄道駅（2路線以上）との距離
最寄ターミナル駅距離_3路線以上 メッシュ重心から最も近い鉄道駅（3路線以上）との距離
最近傍公園距離 メッシュ重心から最も近い大規模公園との距離
最近傍大規模商業施設距離 メッシュ重心から最も近い大規模商業施設との距離
最近傍集客施設距離 メッシュ重心から最も近い集客施設との距離
最近傍住居系距離 メッシュ重心から最も近い住居系施設との距離
最近傍商業系距離 メッシュ重心から最も近い商業系施設との距離
最近傍業務系距離 メッシュ重心から最も近い業務系施設との距離
歩道面積 メッシュ内の歩道距離延長の合計
道路面積 メッシュ内の車道延長の合計
水域面積 メッシュ内の水域面積の合計
水域面積_500m メッシュ重心から500m圏域の水域面積
用途地域_商業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_工業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_工業専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_準住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_準工業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_第一種中高層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_第一種住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_第二種住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
用途地域_近隣商業地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
商業系施設数_商業地域 商業系施設の数と商業地域の面積の積
商業系距離_商業地域 商業系施設距離と商業地域の面積の積
大規模商業施設_商業地域 大規模商業施設の数と商業地域の面積の積
集客施設_商業地域 大規模集客施設の数と商業地域の面積の積
住居系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する住居系用途面積の合計
業務系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する業務系用途面積の合計
商業系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する商業系用途面積の合計
宿泊系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する宿泊系用途面積の合計
物流系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する物流系用途面積の合計
医療福祉系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する医療福祉系用途面積の合計
公共系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する公共系用途面積の合計
教育系距離（1km,500m,250m） メッシュ重心から一定距離内に存在する教育系用途面積の合計
商業系施設数 メッシュ内の商業系施設の数
事務所数 メッシュ内の事務所の数
飲食店数 メッシュ内の飲食店の数
店舗面積 メッシュ内の店舗面積の合計
第一種低層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
第二種低層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
第二種中高層住居専用地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
田園住居地域 メッシュ内の最大の用途地域を採用し、ダミー変数を設定
東京駅距離 メッシュ重心と東京駅の距離

不採用

変数

立地
条件

建物
条件

採用

建物
条件

立地
条件

特徴量
の積

表4 江東区・中央区・港区モデルの評価指標の値 

学習時 検証時
学習データ 江東区・中央区 7割 -

テストデータ - 江東区・中央区 3割
決定係数 0.906 0.585
RMSE 0.230 0.489

誤差10%以内の
レコード割合

- 0.787

𝑁𝑁1 = 𝑁𝑁𝑟𝑟1 (1) 
𝑁𝑁2 = 𝑁𝑁𝑟𝑟2 (2)

N   : 対象施設の延床面積 
N1  : 分割後建物1の延床面積 
N2  : 分割後建物2の延床面積 
r1   : 対象施設の全階数に占める用途1の階数の割合 
r2   : 対象施設の全階数に占める用途2の階数の割合 
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3-4．選定した特徴量と推定モデルによる計算結果 
以上の条件を踏まえ決定係数(7)・RMSE(8)・誤差10%以内

のレコード割合（正解値に対する推定値が±10％の範囲に

存在するメッシュ数の割合(9)）の指標を通して特徴量選定

を行い、寄与率が低いものについては除いて推定モデルを

構築した（表 3）。特に開発事業における実用化を見据え、

多様な関係者間においてもツールの活用可能性に対する共

通理解を構築しやすいという観点から、誤差10%以内のレ

コード割合を重視するものとした。最終的な推定モデルの

SHAP と評価指標を示す（表 4・図 3）。各種指標について

一定の精度を確保することができ、誤差10%以内のレコー

ド割合については78%程度を確保することができた。 
 

4．滞在人口推定モデルの活用可能性 
4-1．滞在人口推定モデルの汎用性検証 

3章で構築した江東区・中央区モデルの汎用性を検証す

るために、港区テストデータ（DID選定後メッシュのうち

3割）を対象に推定を実施した（表5：検証①）。結果とし

て、各種指標について一定水準の推定モデルの汎用性が伺

える一方、全体的に過小評価する傾向がみられ、特に推定

滞在人口が多いメッシュについての推定精度に課題がみら

れた（図4）。推定モデルの学習に用いた江東区・中央区

と比べて、港区は滞在人口が相対的に多いメッシュが占め

る割合が高く（図2）、出力される推定値の上限の関係

上、適切な精度が得られなかったと考えられる。以上よ

り、推定精度の向上を図るためには学習モデルのチューニ

ングや学習データの拡大等が必要となることが分かった。 

 

4-2．滞在人口推定モデルの改善 
滞在人口が多いメッシュに対しての推定精度を向上させ

るため、新たに港区を学習データに含めた上で推定モデル

の再構築を行った（表6：検証②）。作成した江東区・中央

区・港区モデルを用いて前項と同様に港区のテストデータ

（試行①と同一メッシュ）を対象とした推定を行った結果、

滞在人口が多いメッシュについても精度の改善が確認でき

た（図5）。 

図4 人口レンジ毎のメッシュ数比較（検証①） 図5 人口レンジ毎のメッシュ数比較（検証②） 

図6  江東区・中央区・港区モデルのSHAP 

表5 検証①の評価指標の値 

学習データ 江東区・中央区 7割
テストデータ 港区 3割

決定係数 0.420
RMSE 0.635

誤差10%以内の
レコード割合

0.706

表6 検証②の評価指標の値 

 

学習データ 江東区・中央区・港区 7割
テストデータ 港区 3割

決定係数 0.781
RMSE 0.390

誤差10%以内の
レコード割合

0.900

表7 江東区・中央区・港区モデルの評価指標の値 

学習時 検証時
学習データ 江東/中央/港 7割 -

テストor検証データ - 江東/中央/港 3割
決定係数 0.823 0.652
RMSE 0.344 0.502
MAE 0.271 0.398

MAPE 4.724 6.960

誤差10%以内の
レコード割合

- 0.768
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江東区・中央区・港区モデル自体の各種指標に関して、

誤差 10%以内のレコード割合については江東区・中央区モ

デルと比較して若干低下するものの、76%以上の値は担保し

ており、一定の水準の誤差に留まっていると捉えられる（表

7）。以上に加え滞在人口が多い箇所の推定精度が向上した

点も踏まえ、実用性の観点から江東区・中央区・港区モデ

ルを採用することが望ましいと考える。作成した推定モデ

ルの各種指標を示す（図6）。 

4-3．面的開発事業での活用可能性 
開発事業の推進における本推定モデルの活用を見据えた

場合、市街地再開発事業に代表されるようなまとまった街

区単位を対象とした面的開発の分析を行うケースも想定さ

れる。それを踏まえ、作成した推定モデルを用いて直近の

東京都内の大規模再開発事業でのケーススタディとして虎

ノ門・麻布台地区を含む計 13 メッシュを対象に推定を行

った（図 7）。結果は正解データに対して+11％程度の誤差

に収まり、一定の精度が確認されたことが示された。 

5．まとめと今後の展望 
本研究では、非集計型の人流データであるGEOTRA 

Activity Dataとその他データをもとに、勾配ブースティ

ングを用いることで、建物用途・規模割合から将来の滞在

人口を推定する都心部モデルを構築することができた。港

区を対象とした汎用性の検証の結果、大規模な面的開発に

おいても一定の精度での推定結果が得られ、開発事業者の

初期検討での活用可能性を確認できた。今後は現行モデル

の精度向上に加え、属性別（来街者・就業者・居住者）

や、時間帯別（朝・昼・午後）のモデル構築により更なる

推定手法の多角化を目指すと共に、地方都市での推定に特

化したモデル構築も進めていきたい。 

【補注】 
(1) NTT ドコモの携帯電話ネットワークの運用データを統計処理

し、メッシュ内滞在人口を推計したもの。 
(2) ミクロスケールの様々な時空間データの総称。 
(3) 建物ポイントデータ/株式会社ゼンリンHP 
https://www.zenrin.co.jp/product/category/gis/contents/building-
point/index.html (閲覧日：2025年8月8日) 
(4) 土地利用現況調査上での分類が「倉庫運輸関係施設」に該当す

るものは「物流系」として判別した。 
(5) 「大規模商業施設」の条件は下記とした。 
①小売業の店舗面積は、1,000 m2以上であること。 
②テナントが10店舗以上含まれていること。 
③最大店舗の面積がショッピングセンター面積の 

80％程度を超えないこと。但し、最大店舗の面積を除いた 
小売業の店舗面積が1,000 m2以上である場合には、 
この限りではない。 

④広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。 
(6) e-Stat, https://www.e-stat.go.jp/ 

(7) 決定係数：予測結果の当てはまりの良さを示す。 
(8) RMSE：予測値と実際の値の差の二乗平均の平方根。誤差の大

きさを示す。 
(9) 誤差10%以内のレコード割合の割合については対数変換の上、

評価を実施した。 
【参考文献】 
1) 国土交通省 (2014), 「大規模開発地区関連交通計画マニュア

ル」, https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001480895.pdf, 2025
年7月1日閲覧. 
2) 国土交通省 （2024）, 「全国都市交通特性調査データを活用し

たシミュレーターの開発状況」, 
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/content/001725266.pdf, 2025年7月1
日閲覧. 
3) 有村幹治, 鎌田周, 浅田拓海 (2017), 「マイクロジオデータの統

合化による建物用途別メッシュ入込人口の推計」, 土木学会論文集 
D3 (土木計画学), 72巻，5号，pp. I_515-I_522. 
4) 生越拓実，有村幹治，浅田拓海 (2017), 「RBFネットワークを

用いた時間帯別入込人口推計のダウンスケーリング手法の開発」, 
土木学会論文集 D3 (土木計画学), 73巻，5号，pp. I_483-I_491. 
5) 奥村航太, 有村幹治, 浅田拓海 (2021), 「マイクロジオデータと

機械学習手法を用いたメッシュ間 OD 交通量の推定」, 土木学会

論文集 D3 (土木計画学), 76巻，5号，pp. I_919-I_926. 
6) 山野寺瞭太、秋山祐樹、宮崎浩之、宮澤聡 (2024), 「衛星画像

とAIを用いた建物スケールのミクロな人口統計の実現」, 第33回
地理情報システム学会講演論文集. 
7) 稲田浩也, 三浦研 (2025), 「公的データの機械学習による空き

家の推定手法開発と発生予測分析」, 住総研研究論文集・実践研究

報告集, 51巻，5号，pp.61-70. 
8) 石橋 寛樹, 陣内 寛大, 石神 晴久, 森田 大樹, 岩城 一郎 
(2023), 「仮想パーソントリップデータを活用した迂回シミュレー

ションに基づく橋梁の重要度評価」, AI・データサイエンス論文集

4巻，3号，pp.1-9. 

図7 虎ノ門麻布台再開発と対象13メッシュ 

表8  対象13メッシュの推定結果 

学習データ 正解データ(人) 予測データ(人)
江東区・中央区・港区 9,632 10,694
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１．はじめに 

本研究では廃業後の銭湯跡地の建物用途と周辺環境の関

連性について、ロジスティック回帰分析による分析を行う。 
1－1．公衆浴場の定義と種類 

銭湯を含む公衆浴場は、温湯や温泉などを使用して一般

の人々を入浴させる施設を指す。公衆浴場を営む場合は、

保健所長の許可が必要であり、施設は衛生基準に適合させ

る義務がある。公衆浴場の種類は下記の３種類に分類され

る１）。 
① 普通公衆浴場: 銭湯などであり、地域の住民が日常的に
利用する保健衛生上必要な施設とされる。都道府県により

入浴料金の価格統制が行われる。 
② その他の公衆浴場（1 号）: 風俗営業等に関する法律に
基づき規制される公衆浴場である。 
③ その他の公衆浴場（2 号）: 上記に該当しない公衆浴場
で、スーパー銭湯やレジャー施設、福祉施設等に設置され

る施設が含まれる。 
1－2．銭湯の現状

昭和 45 年をピークに銭湯の数は急速に数を減らしてい
る。その要因としては自宅風呂の普及、施設の老朽化、燃

料費の高騰、また経営者不足によるものとされている。従

来の公衆衛生の場としての銭湯はその役割を終え、減少の

一途を辿っている。そのため今後急速に銭湯の廃業が進む

なかで跡地の増加が見込まれることが予想される。 
1－3．銭湯跡地の特徴 

銭湯跡地では既存設備を活用した商業利用など、固有の

用途利用がなされている。例えば、関西では銭湯空間を残

した醸造所や飲食店に転換された事例がある。また、足立

区では以前の銭湯を交流の図りやすい設計の元、共同住宅

に転換し、地域の憩いの場としての機能を継承した事例も

ある 2）。また銭湯の平均敷地面積は広く、広大な土地を有

しているため、跡地利用において大きな利点がある。しか

し、古い銭湯には土壌汚染の可能性や銭湯特有の機材、煙

突などを有するものもあり、解体費用が高いという課題も

存在する。これらの理由から銭湯跡地は独自の由縁によっ

て利用がなされることが推察される。 
1－4．既往研究 

銭湯の廃業と存続に着目した研究は複数行われている。

大井 3）は残存銭湯と周辺地域の変化に着目し時系列的に分

析した。千葉ら 4）は廃業銭湯及び現存銭湯の両者を対象に

ヒアリングなどを基に廃業要因、残存要因の分析、廃業銭

湯の跡地利用を追跡した。中山ら 5）は現存銭湯の浴室、及

び銭湯に来る人々の変容を時系列的に分析した。西橋ら 6）

は銭湯の営業形態に着目し、地域の銭湯密度や立地特性と

の関連を分析した。また定量的研究として、新井ら 7）は回

帰分析の手法を通じて周辺環境及び内部環境要因と銭湯の

閉鎖確率の関連性を明らかにした。 
以上より、銭湯の残存率や現存銭湯の変容に関しての研

究はなされているが、複数の地域に所在する廃業銭湯の跡

地建物利用に着目して定量的に分析した研究は見当たらな

い。 
1－5．研究目的 

以上より本研究では、価格統制が行われる普通公衆浴場

である銭湯のうち廃業したものを対象にして、廃業前の施

設の内部環境、周辺環境がその後の建物用途にどのような

影響を及ぼすのかを定量的に分析することで、建物用途の

決定要因を探ることを目的とする。本研究の新規性として

は廃業銭湯のみに着目する点、及び廃業後の建物用途を定

量的に分析し、銭湯固有の性質を複眼的に捉えながら解釈、

考察を行うことにある。また本研究の意義としては今後急

速に廃業化が進む銭湯において、銭湯独自の跡地活用の可

能性を示し、銭湯経営者や地方公共団体に対して銭湯跡地

利用の最適化や意思決定に資する知見を提供することが挙

げられる。 

２. 研究手法

2－1.対象地域及び銭湯

本研究における銭湯は、下記の方法で選定した。 

廃業銭湯跡地利用と周辺環境との関連性について 
Relationship between the use of the sites of closed public bathhouses and the surrounding environment 

山下航平*・吉川徹** 
Kohei YAMASHITA*, Tohru Yoshikawa** 

Redevelopment of public bathhouse (sentō) sites in Japan shows unique trends, often utilizing existing facilities for 
commercial purposes. Due to the rise of in-home bathing and aging infrastructure, sentō are rapidly disappearing. This 
study analyzes the relationship between the surrounding environment and the redevelopment of closed sentō sites. The 
results suggest correlations linked to specific redevelopment trends and the unique characteristics of these culturally 
significant spaces. 
Keywords: Sentō (public bathhouse), Logistic regression analysis, Stepwise method, Use of the site, Public bathhouses 

銭湯, ロジスティック回帰分析, ステップワイズ法, 跡地利用, 公衆浴場 
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東京都浴場組合ホームページに掲載される廃業銭湯リス

ト一覧、及び、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 8)が発

行するぶらり湯めぐりマップ 9)に掲載されている東京都内

33市区を対象に、2011年10月〜2017年9月末に廃業が確
認された183施設の銭湯を抽出した。（図1） 

 

 
図1.廃業銭湯分布図(東京都) 

 
2－2. 分析手法 

本研究における分析手法としては R studio を用いたロジ
スティック回帰分析を用いる。目的変数は表１に示す8つ
の系の個々について、その系の利用がなされたかどうかと

する。初めに標準化前のデータをもとにステップワイズ法、

相関係数を用いた説明変数の絞り込みを行い、AIC（赤池
情報量基準）が低減する回帰モデルの構築を目指す。また

解析の過程で相互に強い相関が疑われた説明変数は、手動

で除外している。得られた結果については、標準偏回帰係

数を用いて解釈を行う。これにより説明変数間のばらつき

を統一し、各説明変数の影響度を相対的に評価し分析、考

察を行うことができる。 
2－3．目的変数について 

具体的な目的変数を表 1に記載する。目的変数となる建
物用途の確認手段としてはぶらり湯めぐりマップの銭湯の

住所データを基に、現地調査、ライフルホームズ等の物件

情報サイト、google street view、google mapの店舗一覧情報、
googleタイムマシン機能をもとに調査を行ない現在の跡地
利用建物用途を決定する。なお用途分類が難しいものに関

しては、いずれの系にも該当させていない。タイムマシン

機能では過去に銭湯が存在した時代の google street viewを
確認し正確な位置特定を行うために利用する。また建物用

途の分類に関しては、公共建築協会が作成した施設用途分

類表（表9：末尾参照）を参考に分類を行う。本研究では、
大分類の用途として住居系、産業施設系、福祉医療施設系、

駐車駐輪施設系、教育文化施設系の5種類と小分類の用途
として住居系に内包するものの内、戸建て系、集合住宅系、

産業施設系に内包するものの内、コインランドリー系の 3
種類に分類し、計8種類の用途を目的変数として、個々に
分析する。 

 
表1. 目的変数の系 

 

2－4．説明変数について 

使用する説明変数の一覧を表 2に記載する。本研究では
人口系、内部環境系、その他周辺環境系、犯罪系、教育系、

福祉医療系、用途地域系の系7系統、計42個の説明変数を
用いる。各データは QGIS、国土数値情報行政区域データ
10）、e-stat、CSVアドレスマッチングサービス 11）、ぶらり湯

めぐりマップ、警視庁HPによる区市町村の町丁別、罪種
別及び手口別認知件数のデータおよび東京都総務局統計部

による、東京都の町丁目別面積、東京都都市整備局の都市

計画情報等インターネット提供サービス等をもとに収集す

る。 
2－5．廃業年度の特定について 

本研究ではより精緻な廃業前の銭湯の周辺環境データを

収集すべく、ゼンリン住宅地図 12)による時系列調査を行な

った。これにより廃業銭湯183施設全ての銭湯の廃業年度
を特定し、説明変数の年度選択の基準とした。 

 
表2．説明変数一覧表 
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３．結果及び考察 

ここでは、AUCが0.7以上となった5つの目的変数の系
について、統計的有意性（P値0.05未満）が得られた説明
変数との関連性を分析、考察する。 

 
3－1．コインランドリー系の解析結果 

 

表3.コインランドリー系の解析結果 

 
 
銭湯跡地がコインランドリー系用途として利用されたか

どうかの解析結果を表3に記載する。人口系の説明変数が
１、内部環境系の説明変数が２、その他の周辺環境系が1、
教育系の説明変数が 1，福祉医療系の説明変数が 1の計 6
個の説明変数が統計的有意であった。 
人口系の変数では「15－64歳商圏人口比率（Ⅹ2）」が正
の標準偏回帰係数を示し、「徒歩圏の生産年齢人口割合」が

増加すると銭湯跡地はコインランドリー系用途として利用

されやすいことが示唆された。生産年齢層にとって、家事

の時短は重要な課題であり、銭湯は入浴という生活に必要

な行為を補助することで、家事の負担軽減に貢献していた。

これがコインランドリーに形を変えて多忙な人々の衛生需

要を満たしていると考えられる。 
内部環境系の変数では、「薬湯の有無（Ⅹ9）」が負の標準
偏回帰係数を示しており、これにより廃業前の銭湯におい

て「薬湯」を有している場合、銭湯跡地はコインランドリ

ー系用途としての利用が低減することが示唆された。また

「サウナの有無（Ⅹ10）」は正の標準偏回帰係数を示してお
り、「サウナ」を有していることは、跡地のコインランドリ

ー系用途としての利用を促進することが示唆された。 
その他周辺環境系からは「商圏コインランドリー数（Ⅹ

14）」が負の標準偏回帰係数を示した。よって「周辺コイン
ランドリー数」の増加はコインランドリー系用途として利

用されづらいことが示唆された。コインランドリーが多い

地域は立地戦略の対象外となることが示唆される。 逆に言
えば、コインランドリーが少ない地域では、住民の潜在的

なニーズが満たされていない可能性があることから、その

ニーズを対象とすることによって、コインランドリーとし

ての利用が図られやすいものと考えられる。 
教育系の説明変数では、「小学校数（Ⅹ21）」が正の標準偏
回帰係数を示しており、これにより「地域の小学校数」が

増加することによって、コインランドリー系用途としての

利用確率が向上することが示唆された。 

福祉医療系では「老人福祉施設数（Ⅹ27）」が負の標準偏
回帰係数を示した。これにより地域の「老人福祉施設」の

増加はコインランドリー系用途としての利用を低減するこ

とが示唆された。 
以上をまとめると、銭湯がサウナを有していて、生産年

齢人口が多く、小学生やその家族が多く暮らす街で、周辺

にコインランドリーの数が少なく、経済面や介護に困って

いる高齢者が少ないとされる地域において銭湯跡地はコイ

ンランドリー系用途として利用されやすいという結果にな

った。 
有意性を示した、説明変数の系ごとの標準偏回帰係数を

確認すると、人口系の「15－64歳商圏人口比率（Ⅹ2）」の
影響度が最も大きいことが示唆された。このことから徒歩

圏における生産年齢人口とコインランドリー系用途利用の

間には深い関連がある事が示唆された。また内部環境系の

説明変数である、「薬湯の有無（Ⅹ9）」と「サウナの有無（Ⅹ
10）」の標準偏回帰係数の合計値は「15－64 歳商圏人口比
率（Ⅹ2）」に次いで多く、銭湯独自の内部環境がその後の
コインランドリー系用途利用に大きく影響することが示唆

された。 
3－2．産業施設系の解析結果 

 

表4.産業施設系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が産業施設系用途として利用されていた場合の

解析結果を表4に記載する。人口系の変数から１、内部環
境系から1、犯罪系から１、教育系から1、用途地域系から
１の計5個の説明変数が有意性を示した。 
人口系からは「0－14歳商圏人口比率（Ⅹ1）」が正の標準
回帰係数を示した。これにより「徒歩圏の若年人口割合」

が増加するごとに銭湯の廃業跡地は産業施設系用途として

利用されやすいことが示唆された。 
内部環境系からは「駐車場の有無（Ⅹ8）」が正の標準偏回
帰係数を示した。これにより廃業前の銭湯が「駐車場」を

有していた場合、その後の跡地は産業施設用途として利用

されやすいことが示唆された。 
犯罪系からは「粗暴犯件数比率（Ⅹ16）」が正の標準偏回
帰係数を示した。よって地域における「粗暴犯犯罪」の割

合が高いことは、産業施設系用途としての利用を高めるこ

とが示唆された。 
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教育系からは「中学校数（Ⅹ22）」が負の標準偏回帰係数
を示した。これにより「地域の中学校数」が増えると廃業

銭湯跡地は産業施設系用途として利用されづらいことが示

唆された。 
用途地域系からは、「近隣商業地域（Ⅹ39）」が正の標準偏
回帰係数を示しており、廃業前の銭湯が「近隣商業地域」

に位置している場合において、産業施設系の用途に転用さ

れやすいことが示唆された。 
以上をまとめると、若年人口が多く、銭湯に駐車場があ

り、外での人に対する犯罪が多く、周辺に中学校が少なく、

生活利便性の向上が求められる地域において銭湯跡地は産

業施設化しやすいことが示唆された。 
有意な説明変数の内、標準偏回帰係数の絶対値を確認す

ると教育系の「中学校数（Ⅹ22）」の影響度が大きいことが
明らかとなった。このことから廃業銭湯跡地において中学

校の集積数は産業施設用途と深い相関がある事が明らかと

なった。 
3－3．福祉医療施設系の解析結果 

 

表5．福祉医療施設系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が福祉医療施設系用途として利用されていた場

合の解析結果を表 5に記載する。内部環境系から 1、犯罪
系から１、教育系から 2、福祉医療系から 2個の計 6個の
説明変数が有意として選択された。 
内部環境系では「サウナの有無（Ⅹ10）」が正の標準偏回
帰係数を示しており、廃業前の銭湯が「サウナ施設」を有

している場合、福祉医療施設系の用途利用がされやすいこ

とが示された。 
犯罪系からは「非侵入窃盗件数比率（Ⅹ18）」が正の標準
偏回帰係数を示した。これにより、「非侵入窃盗系犯罪」が

多い地域において福祉医療施設系用途の利用がされやすい

ことが示唆された。これは治安が悪いものの、自動車等に

よる交通利便性が高い立地であることが推察される。また

銭湯の治安の良さのイメージに加え、集客が見込みやすい

ことから、このような地域でも福祉医療施設が立地しやす

いものと思われる。 
教育系からは「中学校数（Ⅹ22）」が負の標準偏回帰係数
を示した。これにより地域の「中学校数」が増加するごと

に福祉医療施設系用途としての利用が減少することが示さ

れた。また「高等学校数（Ⅹ23）」は正の標準偏回帰係数を
示した。よって「高等学校数」が多いほど、福祉医療施設

系用途への利用が増加することが示唆された。 

福祉医療系からは、「有料老人ホーム数（Ⅹ25）」、「介護老
人福祉施設数（Ⅹ29）」がともに正の標準偏回帰係数を示し
ており、それぞれ増加するごとに跡地は福祉医療施設系用

途として利用されやすいことが示唆された。 
以上をまとめると、銭湯にサウナがあり、外でモノを狙

った犯罪が多く、周辺に中学校は少ないが高校が多い地域、

富裕層高齢者や介護が必要な高齢者が多いとされる地域に

おいて銭湯跡地は福祉医療施設系用途として利用されやす

いことが示唆された。 
得られた有意な説明変数の標準偏回帰係数を確認すると、

教育系の「高等学校数（Ⅹ23）」が最も高かった。よって廃
業銭湯跡地において地域の「高等学校数」の集積数は銭湯

跡地における福祉医療施設系用途利用と深い関連がある事

が示唆された。 
3－4．教育文化施設系の解析結果 

 

表6.教育文化施設系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が教育文化施設系用途として利用されている場

合の解析結果を表6に記載する。人口系から2個、教育系
からは2個、福祉医療系からは1個、用途地域系から3個
の有意な説明変数が選択された。 
人口系では「母子世帯数比率（Ⅹ4）」が負の標準偏回帰係
数を示したことから、徒歩圏における「母子世帯」の増加

は教育文化施設系用途として利用を低減することが示唆さ

れた。また「父子世帯数比率（Ⅹ5）」は正の標準偏回帰係
数を示し、徒歩圏の「父子世帯」が増加すると、教育文化

施設用途としての利用がされやすいことが示唆された。 
教育系からは、「幼稚園数（Ⅹ20）」が負の標準偏回帰係数
を示した。これより地域の「幼稚園数」が増加するごとに、

教育文化施設用途としての利用がされづらいことが示唆さ

れた。一方で「高等学校数（Ⅹ23）」は正の標準偏回帰係数
を示した。これにより、「高等学校数」が増えると教育文化

施設系用途としての利用がされやすいことが示唆された。 
福祉医療系からは、「軽費老人ホーム数（Ⅹ30）」が正の標
準偏回帰係数を示した。このことから、「軽費老人ホーム」

の増加は、教育文化施設系用途としての利用を促進するこ

とが示唆された。 
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用途地域系からは「第 1種住居地域（Ⅹ37）」「近隣商業
地域（Ⅹ39）」「商業地域（Ⅹ40）」の3個の説明変数におい
て正の標準偏回帰係数を示しており、いずれの用途地域に

所在する場合においても廃業銭湯は教育文化施設用途とし

て利用されやすいことが示唆された。これらの立地は教育

文化施設に適切な用途地域だと思われる。また商業地域に

おける銭湯は地元住民に限らず多種多様な人々が往来する、

文化交流拠点としての性質を帯びていたことから、その性

質を継承した教育文化施設系としての利用は成立しやすい

と考えられる。 
以上をまとめると、母子家庭や幼稚園は少ないが、父子

家庭や低所得な非自立高齢者が多く、周辺に高校が多く、

商業利用可能な地域において銭湯跡地は教育文化施設系用

途として利用されやすいことが示された。 
有意な説明変数の系ごとの標準偏回帰係数の絶対値を比

較すると、教育系の「高等学校数（Ⅹ23）」の値が最も高い
結果となった。よって銭湯廃業跡地において、地域の「高

等学校数」の集積数と教育文化施設系用途としての利用は

深い関係性がある事が示唆された。 
3－5．戸建て系の解析結果 

 

表7.戸建て系の解析結果 

 
 
銭湯跡地が戸建て系として利用されていた場合の解析結

果を表7に記載する。人口系から３個、その他周辺環境系
から１個、教育系から2個、福祉医療系から４個、用途地
域系から１個の説明変数が有意として確認された。 
人口系の説明変数では「0－14 歳商圏人口比率（Ⅹ1）」、
「「65歳以上商圏人口比率（Ⅹ3）」が正の標準偏回帰係数、
「15～64歳人口比率（Ⅹ2）」が負の標準偏回帰係数を示し
た。これにより徒歩圏の若年人口、高齢者人口の増加は、

戸建て利用を促進、一方で生産年齢人口の増加は、低減す

る結果となった。 
その他周辺環境系からは「最寄り公共交通機関までの徒

歩所要時間（Ⅹ13）が正の標準偏回帰係数を示し、アクセ
ス性の低下が戸建て用途利用を加速化させる結果となった。 
教育系からは「小学校数（Ⅹ21）が負、「中学校数（Ⅹ22）」
が正の標準偏回帰係数を示した。よって地域の小学校数が

少なく、中学校が多い地域において戸建て用途利用されや

すい結果となった。 
福祉医療系からは「病院数（Ⅹ24）」及び「その他の社会
福祉施設数（Ⅹ32）」が正の標準偏回帰係数したことからこ
れらの施設の増加は、戸建て利用を促進し、一方で「有料

老人ホーム数（Ⅹ25）」、「老人福祉施設数（Ⅹ27）」が負の
標準偏回帰係数を示したことから、これらの増加は戸建て

利用を低減する結果となった。 
用途地域系からは、「近隣商業地域（Ⅹ39）」が負の標準偏
回帰係数を示し、この地域に立地する銭湯の戸建て利用可

能性は低下することが示唆された。 
以上をまとめると、徒歩圏の若年人口や高齢者人口が多

い一方で生産年齢人口が少なくアクセス性に乏しく、地域

の中学校が多い一方で小学校は少ない、病院やその他福祉

サービスが充実していると考えられる地域、高齢者富裕層

や低所得な非自立または自立高齢者が少ないとされる地域、

近隣商業地域に位置しない場合において跡地の戸建て利用

がなされやすいことが示唆された。 
尚得られた標準偏回帰係数の絶対値を比較したところ、

人口系の「15～64歳人口比率（Ⅹ2）」の値が最も高く、銭
湯跡地の戸建て利用に大きな影響を及ぼすことが示唆され

た。 
3－6．小括 

7 系統の説明変数全てにおいて、銭湯廃業跡地用途との
関連性が示された。得られた標準偏回帰係数の値の中で各

目的変数に対して最大の絶対値を示すものを抽出したとこ

ろ以下の結果が得られた（表8）。 
コインランドリー系、戸建て系では人口系の説明変数と

強い関連性があり、また福祉医療施設系、教育文化施設系、

産業施設系では教育系の説明変数と強い関連性があること

が示唆された。 
 

表 8.各目的変数に対して最大の偏回帰係数を示す説明変

数 

 
 

4．まとめ 

4－1.結果の総括 

以上より得られた結果をまとめる。 
（１）生産年齢人口が多く、小学生やその家族が多く暮ら

す街で、周辺にコインランドリーの数が少なく、経済面や

介護に困っている高齢者が少ないとされる地域、銭湯がサ

ウナを有していると跡地はコインランドリー化しやすい。 
（２）若年人口が多く、銭湯に駐車場があり、外で人に対

する犯罪が多く、周辺に中学校が少なく、生活利便性の向

上が求められる地域において銭湯跡地は産業施設化しやす

い。 
（３）銭湯にサウナがあり、外でモノを狙った犯罪が多く、 

目的変数の系 戸建て系

説明変数の系

目的変数の系 福祉医療施設系 教育文化施設系 産業施設系

説明変数の系

コインランドリー系

教育系

人口系
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表9.目的変数 施設用途分類表 

 

周辺に中学校は少ないが高校が多い地域、富裕層高齢者や

介護が必要な高齢者が多いとされる地域において銭湯跡地 
は福祉医療施設化しやすい。 
（４）母子家庭や周辺に幼稚園は少ないが、父子家庭や低

所得な非自立高齢者が多く、周辺に高校が多い、商業利用

可能な地域において銭湯跡地は教育文化施設化しやすい。 
（５）徒歩圏の若年人口や高齢人口が多い一方で生産年齢

人口が少なくアクセス性に乏しく、地域の中学校が多い一

方で小学校は少ない、病院やその他福祉サービスが充実し

ていると考えられる地域、高齢者富裕層や低所得な非自立

または自立高齢者が少ないとされる地域、近隣商業地域に

位置しない場合において跡地は戸建て化しやすい。 
（６）全体傾向として人口系や教育系の説明変数と強く関

連する目的変数が多く、徒歩圏の年齢別の人口や周辺の主

に思春期世代を対象とした教育施設の集積数は銭湯跡地利

用と深い関連があることが示唆された。また8つの目的変
数のうち、コインランドリー系、産業施設系、福祉医療施

設系、教育文化施設系、戸建て系の5つにおいて識別能力
（AUC）が0.7を上回る回帰モデルの構築が出来た。 
4－2.今後の課題 

銭湯に関する先行研究の少なさやデータの細分化が挙げ

られる。銭湯を用いた定量的研究に関してはその数が少な

く、先行研究から関連の高い説明変数を用意することに困

難を極めた。また用意した説明変数の中には廃業前年の状

況を正確に示すものは少なく、最も近しい年度における値

等で対応しているため、今後より詳細な説明変数データを

収集することが求められる。また銭湯固有の性質を明らか

にするためには、実地調査やアンケート調査などの直接的

な研究が有益と思われる。また本研究では、東京都のみを

対象としたが、地方において同様の分析をすることで異な

る結果を得られる可能性がある。複数の都市を対象に地域

ごとの比較分析を行うことも今後求められる。 
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1．はじめに 
日本における交通事故発生件数はコロナ禍以降減横ばい

傾向であり、令和 5年には 19年ぶりに前年より増加した
1)。この背景にはコロナ禍による行動制限とその解除などが

考えられる。しかしながら、第11次交通安全基本計画にお
いて掲げられた交通事故による年間24時間死者数2000人
以下及び年間重傷者数 22000人以下の目標 2)を達成するた

めには、更なる交通事故数の低減が必要である。 
日本の交通事故にはいくつか特徴がある。一点目は諸外

国と比べ交通事故死者数に占める歩行中及び自転車乗車中

の割合が高い点 3）、二点目は上記した歩行中及び自転車乗

車中の交通事故死者数のうち約7割が高齢者である点であ
る 4)。今後も高齢化が進行することで、この傾向はさらに

深刻化することが予見できる。上記のような特性を持つ日

本において、効果的な交通事故対策を行うためには、歩行

者及び自転車の交通が多く、かつ高齢者の行動範囲となり

やすい生活道路への着目が不可欠である。 
交通事故の発生と周囲環境の関係性に着目した国内の既

往研究としては、香川県内の三つの市を対象とし、プロー

ブデータを用いてメッシュ単位でポアソン回帰モデルにて

事故リスクの要因分析を行い、人口密度が低く、工業地・

農業地エリアの割合が高い場所で死亡事故の発生確率が高

いことなどを明らかにした福井らの研究 5)、生活道路にお

ける交通事故の発生要因と街路環境の関係性を明らかとす

ることを目的とし、ロジスティック回帰分析を用いて交通

事故形態ごとの交通事故発生要因を解析した木村らの先行

研究 6)などがある。また、海外の研究事例としては、道路

特性と交通事故発生場所の関連について調査し、事故多発

地帯の特定及び改善策の提案を行ったイランにおける研究
7)や、社会経済、土地利用、歩道施設等の社会環境と歩行者

事故の関連について調査したカナダにおける研究 8)などが

ある。 
これらの既往研究より、交通量や車線数、道路幅員など

の道路環境要因、時間帯や歩道施設などの周囲環境要因、

土地利用方法や周辺人口状況といった社会的要因など、交

通事故発生にはミクロからマクロまで様々な要因が関わっ

ていることが示唆されている。しかしながら、それらを包

括的に加味して生活道路の交通事故を解析した研究は見当

たらない。そこで本研究では、生活道路において交通事故

発生率の上昇につながる要因を多面的に解析し、効果的な

交通安全対策の示唆を得ることを目的とする。 

2. 分析手法 
2-1. 概要 
研究対象区域内における各道路の交通量を推定し、その

結果を用いて、目的変数を交通事故の発生有無、説明変数

を交通事故発生要因とした AIC による変数増減法を適用

したロジスティック回帰分析を行う。 
2-2. 対象区域 
本研究では八王子市内四箇所、高倉町、元横山町1丁目、

子安町2丁目、七国2・6丁目のゾーン30区域を対象区域

とした（図 1）。ゾーン 30とは、歩行者や自転車の安全を
確保することを目的とし、警察により制定されている住宅

街区域を示す。第一低層住居専用地域等の区域と異なり、

すでに住宅街になった箇所に後から制定される区域のため、

生活の場以外の用途に使用されている土地が少なく、今回

の検証に適していると判断した。なお、ゾーン30を囲んで

いる道路については、幹線道路でない道路は研究対象内と

した。本研究において幹線道路とは道路交通センサスに交

通量記載がある道路を指す。 

生活道路において交通事故発生率を減少させる要因 

 －ゾーン30に着目して－

FACTORS THAT REDUCE THE OCCURRENCE OF TRAFFIC ACCIDENTS ON RESIDENTIAL ROADS 
－ Focusing on Zone 30 － 

木村未唯*・吉川徹**・讃岐亮** 
Miyu Kimura*, Tohru Yoshikawa**, Ryo Sanuki** 

For reducing traffic accidents, it is important to pay attention to residential roads. Therefore, a logistic regression analysis 
was conducted to identify the locations where traffic accidents are most likely to occur. The analysis revealed the 
following two points. 
1. Effective traffic accident reduction measures differ depending on traffic volume, type of accident, and driver age 
group. Therefore, it is necessary to consider measures according to the environment of the roads where we plan to 
reduce accidents. 
2. Land use ratio and population distribution also affect the accident likelihood.
Keywords: Traffic accident, Residential road, Logistic regression analysis, Traffic volume, Stepwise method 

交通事故, 生活道路, ロジスティック回帰分析, 交通量, ステップワイズ法 
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2-3. 交通量推定 
複数の既往研究において交通量が交通事故発生率に影響

を及ぼす結果が報告されていることから、より実用性が高

い要因推定を行うためには交通量の情報取得は必要である。

しかしながら、国土交通省で実施されている交通量調査で

は生活道路は計測対象外であり、また、プローブ情報等を

活用しても細街路の複雑性や量の膨大さゆえにデータを得

られない生活道路が多数存在する。 
そこで本研究では、小林ら 9)が提唱した道路幅員や土地

利用などの情報から細街路の交通量推定を行う手法を採用

し交通量データの取得を行う。推定のプロセスは図2に示

す。交通量の推定に必要となる土地利用情報の取得には、

Project PLATEAUにて公開されている八王子市の 3D 都市

モデル2022年度版に内包されたデータを使用した。 
2-4. ロジスティック回帰分析 
説明変数と目的変数は次のとおりである。 
説明変数は既往研究等を参考に、道路構造、道路環境、交

通規制、歩道構造、歩道環境、接続道路環境、土地割合、

交通量、地域状況、人口割合、通勤通学区分の 11 種類 41
項目とした（表1）。このうち、歩道構造における歩道幅員

1は道路両端の歩道のうち広い方の幅員、歩道幅員 2は狭

い方幅員である。また、歩道幅員 1と歩道幅員 2、幅員別

接続道路数の2mと3m、4mから6m、7mから9mを合計
した数値を別途説明変数として挿入し、回帰式の精度が高

い場合には合計値を採用している。 
説明変数の取得には、Google Mapの航空写真やストリー

トビュー、令和2年度に実施された国勢調査の情報等を使

用した。また、本研究の説明変数にはダミー変数やメート

ルなどさまざまな単位が混在しているため、各変数の影響

力がより明快になるよう、説明変数は標準化した上でロジ

スティック回帰分析を行っている。 
先行研究 5)と同様に、目的変数は交通事故有無とした。交

通事故発生地点を含む交通事故データは、警察庁が配布し

ている交通事故統計情報のオープンデータを使用し、2019
年から 2023年までの 5年間に対象区域内で起きた交通事

故情報を取得した。事故発生が無い箇所のデータは、対象

区域内の道路約100m間隔に測定点を設けた。 
また、様々な状況下において交通事故発生率を上下する

要因がどのように変化するのかについて比較を行うため、

交通事故データを交通量、年齢層、当事者種別で分類し、

解析を行った。 
 
3. 解析結果と考察 
3-1. 解析について 
説明変数の選択には相関係数とステップワイズ法を用い、

多重共線性のある説明変数を省いた。また、結果の表では

選択されなかった説明変数を省いて記載している。 

 
図1 ゾーン30の位置 

 

 
図2 交通量推定フロー 

 
表1 ロジスティック回帰分析における説明変数  

 

Q=交通量

1.交通量区分判定

D= 0.0031×幹線道路最短距離＋

0.23・道路幅員-0.008・リンク長

+ 0.08・制限速度-5.01

Q= 7.41・工業地割合-14.2・住宅

地割合-41.7・商業地割合

+ 68.2・道路幅員+ 30.7・駐車場

数+ 0.003・加重幹線交通量+ 24.2

2.断面交通量モデル 2.細線密度モデル

K= 0.74・道路用地割合-

0.36・住宅地割合+ 4.0・駅数

+ 0.41・商業地割合+ 9.75

D < 0D > 0

Q = K・13

分類 説明変数 

道路構造 道路幅員 

道路環境 中央線有無、中央線⾊有無、道路標⽰-⽂字、 

道路表⽰-記号、リンク⻑、付近横断歩道距離 

交通規制 法定速度、信号有無、横断歩道有無 

歩道構造 歩道幅員1、歩道幅員2 

歩道環境 歩道⾊有無、歩道段差有無、街路樹有無、縁⽯有無、 

防護柵有無 

接続道路環境 接続道路数、接続道路最⼤⾞道幅員、 

⾞道幅員別接続道路数-2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、

9m、10m 以上 

⼟地割合 商業地割合、⼯業地割合、住宅地割合 

交通量 交通量 

地域状況 世帯⼈数、持ち家率 

⼈⼝割合 0~15 歳割合、65 歳以上割合 

通勤通学区分 ⾃市区町村、他市区町村、他県 
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3-2. 交通量に関する比較 
取得した全ての交通事故について目的変数を 1とした解
析（以下、総合解析と呼ぶ）と、交通量が300台未満（以

下、低交通量）、300台以上1000台未満（以下、中交通量）、

1000台以上（以下、高交通量）の場所で起きた交通事故を

それぞれ解析した結果を比較したものが表3である。 
第一に道路構造に着目すると、各交通量区分において道

路幅員における回帰係数は負の値を示している。これは、

いずれの交通量区分においても幅員の狭い道路における交

通量増加は事故リスクの向上に繋がることを示唆している。

特に高交通量において影響力が大きく、狭い高交通量道路

を通行する際には一層の注意が必要である。 
第二に道路環境に着目すると、低交通量では文字による

道路表記近辺で事故率の上昇傾向、記号による道路標示近

辺で事故の減少傾向が見られた。この傾向は交通量区分以

外の解析でも確認されており、一貫した傾向であると考え

られる。文字による道路標示近辺で事故率の上昇が見られ

た理由としては二点考えられ、一点目は運転手が道路上の

文字の認知に注意を注ぐことで周辺状況に対する注意力が

低下し事故を誘発している可能性、二点目は、文字による

道路標示の設置地点が関係している可能性である。対象地

域内における文字による道路標示には、ゾーン 30 区域の

入り口を示すものが多く、それらはゾーン 30 を囲む比較

的広めの道路からゾーン 30 内の狭い道路に接続する箇所

に標示されやすい傾向にある。そのため、広い道路から狭

い道路への接続箇所において事故率が増加している可能性

も考えられる。また、低交通量および高交通量において、

リンク長の長い道路で事故の増加傾向が見られた。回帰係

数の絶対値に着目すると、低交通量においての影響が若干

高くなっている。交通量を目的変数、各道路環境を説明変

数とした重回帰分析結果が表4となる。なお、解析時には
標準化を行っている。表より、交通量増大に伴い道路幅員

の増大傾向が見られると言える。このことから、低交通量

道路では道路幅員が狭い確率が高いと推測される。そのた

め、幅員の狭い低交通量道路では幅員の広い高交通量道路

と比較してリンク長が短い道路において見通しが悪化しや

すく、このような結果となったのではないかと考察する。

さらに、低交通量において、総合解析と同様に横断歩道ま

での距離が遠いほど事故発生率が低下する傾向が見られた。

回帰係数の絶対値に着目すると、総合解析と比較して低交

通量でより影響が大きく出ている。狭い道路では見通しが

悪い傾向があるために、横断歩道の認識が遅れやすいため

ではないかと考えられる。 
第三に交通規制に着目すると、中交通量では速度の上昇

に伴い事故率の上昇傾向が見られた。法定速度上昇の利点

としては交通の円滑化、欠点としては停止距離の増加が挙

げられるが、中交通量においては欠点が顕著に表れている

のではないかと考えられる。また、p値が有意ではないが、

高交通量において信号付近で事故の増加傾向が見られた。 
第四に歩道構造および歩道環境に着目すると、高交通量 

表3 交通量ごとの結果 

 
表4 交通量を目的変数とした重回帰分析 

 
において歩道幅員の増大、中交通量では縁石の設置に伴い

事故の増加傾向が見られた。双方の理由としては、歩道と

車道が物理的に分離されドライバーの心理的負担が減少す

ることによる注意力の低下や、無謀な運転の増加が考えら

れる。 
第五に接続道路環境に着目すると、低交通量では狭い道

路との接続で事故率の低下傾向、中交通では接続道路数が

少なく中程度の道路との接続で事故率の減少傾向、高交通

量においては中程度の幅員の道路との接続と比較し、車道

幅員 10m 以上の道路との接続で事故増加率が減少する傾

向が見られた。交通量の上昇に比例して道路幅員も増幅す

る傾向があることを踏まえると、それぞれの道路の幅員と

近しい道路との接続では事故が発生しにくくなっているの

ではないかと考えられる。また、中交通量において接続道

路数の増加に伴い事故率の増加が見られた要因としては、
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道路の複雑化が原因ではないかと推測する。 
第六に土地割合に着目すると、低交通量および高交通量

において、商業地割合と住宅地割合の上昇で事故の増加傾

向が見られた。要因としては、双方の割合上昇に伴い区域

内の滞在人数が増加することが考えられる。商業地割合の

高い地域では他地域からの人の流入、住宅地割合が高い地

域では区域内の住居人数の増加に繋がると考えられる。人

数が増えることで各種の事故がおこりやくなっているので

はないかと推測する。 
3-3. 当事者種別に関する比較  
本節では自動車対自動車事故（以下、車両事故）、自動車

対二輪車事故（以下、二輪車事故）、自動車対自転車事故（以

下、自転車事故）、自動車対歩行者事故（以下、歩行者事故）

の比較を行う。 
図 3は事故件数を交通量ごとの測定点数で割ることで算

出した約 100m 当たりの事故発生件数を縦軸、交通量・当

事者種類を横軸にとったグラフである。全体的に高交通量

において事故発生件数が多い傾向があるが、特に車両事故

では高交通量での事故件数が多く、低交通量の8倍以上と
なっている。また、歩行者事故、自転車事故、車両事故で

は低交通量と比較して中交通量での事故発生件数が少ない

傾向にあるが、二輪車事故では交通量の上昇に比例して事

故件数の上昇が見られる。 
総合解析と車両事故、二輪車事故、自転車事故、歩行者事

故の事故回帰分析結果を比較したものが表5となる。二輪
車事故は他の解析と比べ全体的に回帰係数の絶対値が大き

く、環境により事故率の上下が起きやすいと言える。 
第一に道路環境に着目する。二輪車事故、自転車事故、歩

行者事故では横断歩道までの距離が遠い地点で事故の減少

傾向が見られた。特に歩行者事故では他の説明変数と比較

して付近横断歩道距離の回帰係数の絶対値が高く、影響が

大きいと言える。理由としては、歩行者は道路横断時に事

故に巻き込まれやすいことが挙げられる。2023年度の歩行
者の交通死亡事故における事故分類では、横断歩道及び横

断歩道付近横断中が約6割、その他が約4割である 10)。歩

行者は横断歩道付近では特に注意が必要となる。二輪車事

故では、p 値は有意ではないが、中央線の色付け、つまり

追越しによるはみ出しが禁止となっている道路において事

故の減少傾向が見られた。他車両の追越し時に発生する事

故や対向車両との接触防止に効果を発揮しているのではな

いかと考えられる。自転車事故および歩行者事故では、文

字による道路標示で事故の増加傾向、記号による道路標示

で事故の減少傾向が見られた。文字による道路標示がある

付近では歩行者および自転車は注意が必要となる。また、

歩行者事故ではリンク長の増大にともない事故の増加傾向

が見られた。理由としては、接続道路までの距離が増加す

ることで車両が速度を出しやすくことや、予期せぬ歩行者

の横断が発生しやすくなることなどが考えられる。 
第二に交通規制に着目すると、車両事故および二輪車事

故は信号付近で増加傾向が見られたのに対し、歩行者事故 

図3 交通量・当事者種別ごとの100m当たり交通事故発生件数 
 
表5 当事者種別ごとの結果 

 
は減少傾向が見られた。車両事故および二輪車事故の増加

理由としては、停車時の追突事故や右左折時の巻き込み事

故の増加、歩行者事故の減少理由としては、ドライバーの

予期しない歩行者の横断が減少することが原因ではないか

と推測する。先述したように横断歩道付近では歩行者事故

は増加傾向にあるが、信号の設置により歩行者事故が減ら

せる可能性が示唆される。また、法定速度が高い道路では

歩行者事故の減少傾向が見られた。これは法定速度の高い

道路において、歩道と車道が隔離されている道路が多いか

らではないかと推測する。しかしながら、図3に着目する
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と、中交通量では歩行者事故の減少が見られるが、高交通

量では事故の増加傾向が見られている。高交通量は道路幅

員が広く法定速度が高い道路である確率が高いことを踏ま

えると、速度制限が高い道路においても歩行者は注意が必

要となると考えられる。 
第三に歩道構造に着目すると、車両事故、自転車事故で

は歩道幅員の増大に伴い事故の増加傾向が見られた。歩道

幅員増幅の利点としては歩道利用者と車道利用者の物理的

な距離確保が挙げられるが、一方距離の担保により自動車

及び自転車の速度上昇をもたらしやすくなっている可能性

が考えられる。 
第四に歩道環境に着目する。自転車事故では縁石のある

道路で事故の増加傾向が見られたのに対し、p 値が有意で

はないが二輪車事故では逆の傾向が見られた点が特徴的で

ある。縁石の利点としては歩道と車道の物理的な遮断が挙

げられるが、一方車道側を走っている自転車が歩道に逃げ

込みにくくなる欠点も挙げられる。そのため、自転車事故

の増加傾向が見られたのではないかと考えられる。また、

二輪車事故では、歩道に段差がある道路では事故減少傾向、

街路樹や防護柵の設置がある道路では事故増加傾向が見ら

れた。街路樹のある道路で二輪車事故の増加傾向が見られ

た理由としては、車両に死角が増えることで接続道路から

侵入する二輪車の発見が遅れやすくなることが考えられる。

また、二輪車事故において縁石、歩道の段差で事故減少傾

向が見られており、なおかつ防護柵有無よりも回帰係数の

絶対値が高いことから、二輪車事故においては物理的な歩

道の隔離が事故減少に繋がりやすいのではないかと考えら

れる。 
第五に接続道路環境に着目する。車両事故では接続道路

数が少なく、接続道路車道幅員が広い道路において事故の

増加傾向、二輪車事故ではp値が有意ではないが狭い道路

との接続で事故の減少傾向、自転車事故ではp値が有意で

はないが少数の広い道路との接続で事故の増加傾向、歩行

者事故では接続道路数が多い道路で事故の増加傾向が見ら

れた。接続道路数において、車両事故および自転車事故と

歩行者事故で符号の逆転が見られた点が特徴的である。車

両事故および自転車事故の減少理由としては、道路複雑化

に伴うドライバーの注意力向上、歩行者事故の増加理由と

しては、車両の死角となる箇所からの飛び出し、横断が増

えることが考えられる。また、歩行者事故を除き接続道路

環境の回帰係数の絶対値は低い傾向にあり、他説明変数と

比較すると影響力が弱いと考えられる。 
第六に土地割合と人口割合に着目すると、車両事故およ

び歩行者事故では工業地割合の高い地域、自転車事故は商

業地割合及び住宅地割合の高い地域で事故の増加傾向が見

られた。工業地割合が高い場所で車両事故および歩行者事

故が増加した要因としては、工場に物を運ぶ運搬車の交通

流入および工場社員による人口増加が関係しているのでは

ないかと推測する。また、0~15歳の割合が高い地域では二

輪車事故は減少傾向にある。理由は二点考えられ、一点目 

図4 交通量・当事者年齢ごとの100m当たり交通事故発生件数 
 
表6 当事者年齢ごとの結果 

 
は二輪車を運転する人口割合の減少、二点目は児童が多い

ことによる地域の安全意識向上である。 
3-4．年齢に関する比較 
本節では、総合解析と35歳未満（以下、若年層）、35歳
以上65歳未満（以下、中年層）、65歳以上（以下、高齢層）

による交通事故を比較する。なお、年齢は過失が重い側の

ものである。 
交通事故発生時の当事者年齢層・交通量を横線、事故件

数を測定点数で除した数を縦軸としたものが図4である。
図より、中年層及び高齢層では低交通量と比較して中交通

量で事故の発生件数が減少しているのに対し、若年層では

低交通量と中交通量での事故件数に変化がない結果となっ

た。 
総合解析と年齢層ごとの回帰分析を比較したものが、表

6 である。全体を通し高齢層では他年齢層と比較して回帰
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係数の絶対値が高く、事故率の上下が発生しやすいと考え

らえる。 
第一に道路構造に着目すると、高齢者による事故は道路

幅員が広い道路において減少傾向にある。死亡事故におけ

る法令違反割合では、高齢者は他世代と比較して運転操作

不適の割合が高い傾向にある 11)。そのため、運転操作不適

が他交通車両や歩行者等への接触等に繋がりやすい狭い幅

員の道路において事故率が上昇しやすいのではないかと考

えられる。 
第二に道路環境に着目すると、年齢層による符号の逆転

は見られない。若年層はリンク長の増大に伴い事故率の上

昇傾向が見られたが、回帰係数の絶対値が小さく、事故率

に対する影響力は少ないと考えられる。中年層では文字に

よる道路標示で事故率の上昇傾向、記号による道路標示お

よび横断歩道までの距離の増加で事故の減少傾向が見られ

た。他説明変数と比較して付近横断歩道距離の回帰係数は

絶対値が大きく、影響力が高いと言える。また、高齢層で

は、リンク長が長い地点で事故の増加傾向、横断歩道距離

が遠い地点にて事故の減少傾向が見られた。 
第三に交通規制に着目する。若年層及び高齢層では法定

速度の上昇に伴い事故率の低下が見られたのに対し、中年

層では事故率の上昇が見られた点が特徴的である。若年層

において法定速度の低下により事故率が上昇する要因とし

ては、速度超過に繋がっている可能性が考えられる。若者

における死亡事故における法令違反割合では、最高速度超

過や漫然運転の割合が高い特徴がある 11)。速度制限の低い

道路では速度制限違反を起こしやすくなり、事故率の上昇

が見られたのではないかと考察する。高齢層の事故率上昇

要因としては、法定速度が低く設定されているような狭く

複雑な道路においては運転操作を誤った際事故に歩行者事

故等に繋がりやすいため、事故率が上昇しやすいのではな

いかと推測する。 
第四に歩道構造に着目すると、中年層および高齢層で歩

道幅員が広い道路において事故率の上昇傾向が見られる。

高齢層において、狭い道路幅員においても事故率上昇が見

られたことを踏まえると、高齢層では道路幅員が狭く、か

つ歩道幅員の広い道路、つまり車道幅員が狭い道路におい

て事故率の上昇が発生しているのではないかと考えられる。 
第五に歩道環境に着目すると、p値は有意ではないが、若

年層と高齢層において縁石設置における回帰係数符号の逆

転が見られた点が特徴的である。縁石の設置では、誤操作

等による車両の歩道侵入を防ぐ効果がある一方、物理的な

歩車分離によりドライバーの心理的負担が減少し、速度増

加に繋がりやすくなる懸念もある。高齢層に対しては前者、

若年層に対しては後者の作用がより強く働いたのではない

かと考察する。 
第六に土地割合に着目する。中年層および総合解析では

工業地割合が高い地域において事故率の上昇が見られた一

方、高年層で事故率減少傾向が見られた点が特徴的である。

理由としては、高齢層は定年退職者の割合が高いために工

業地帯に出向く機会が中年層と比べ少ないからではないか

と考察する。また、若年層及び高齢層では他説明変数と比

較して土地割合における回帰係数の絶対値が高く出ており、

商業地割合や住宅地割合が高い地域を通行する際は一層の

注意が必要であると言える。 
 
4．おわりに 
4-1．結果のまとめ 
本研究で探求した交通事故低減に求められる環境は、以

下にまとめるように状況ごとに変化しやすい要因、変化し

にくい要因がある。 
道路構造では、交通量区分において低交通量、中交通量、

高交通量のいずれの区分においても道路幅員が狭いと事故

率の上昇傾向が見られ、狭い道路における交通量増加は事

故リスクの向上に繋がることが示唆された。また、高齢層

でも狭い道路幅員で事故リスクの上昇が見られた。 
道路環境は、状況により事故率に与える影響に変化が少

なく、概ね文字による道路標示が無く、記号による道路表

記があり、リンク長が短く、横断歩道までの距離が遠い地

点で事故が発生しにくい結果となった。特に中年層では横

断歩道までの距離が及ぼす影響が大きく、横断歩道付近を

走行する際には注意が必要となる。 
交通規制は、状況により与える影響の変化が大きい。若

年層、高齢層および歩行者事故では制限速度が低い道路に

おいて事故が発生しやすい傾向が見られたのに対し、中年

層、中交通量では制限速度が高い地域において事故の増加

傾向が見られた。また、信号の設置ではおおむね事故の増

加傾向が見られたが、歩行者事故では減少傾向が見られた。

歩行者事故の減少には信号設置が有効な可能性が示唆され

た。 
歩道構造および歩道環境では、歩道構造が事故率に与え

る影響はあまり変化が無く、全体的に歩道幅員が広い地点

で事故発生率が高い傾向が確認された。歩道環境では、歩

道段差の設置は全体を通し事故率の減少傾向が見られたが、

縁石有無は状況により影響の差が大きく、中交通量、自転

車事故、若年層では縁石設置で事故増加傾向が見られたの

に対し、二輪車事故および高齢層では事故減少傾向が見ら

れた。道路使用者の特性や交通量を鑑みて歩道設備を決め

ることで事故率の低下に繋がると考えられる。 
接続道路環境では、低交通量では狭い道路との接続、中

交通では中程度の道路との接続でそれぞれ事故率の減少傾

向、高交通量では広い道路との接続で事故増加率の低下が

見られたことから、走行中の幅員と近しい道路との接続で

は事故率の上昇が抑えられる可能性が示唆された。 
土地利用割合では、工業地割合の増加で車両事故、歩行

者事故および中年層の事故、商業地割合および住宅地割合

の増加では低交通量、高交通量、自転車事故、若年層、高

齢層の事故率の増加傾向が見られた。土地の利用形態によ

り増加しやすい事故に変化が見られるため、特性に沿った

対応が必要である。 
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4-2．今後の展望 
今回の解析では八王子のみを対象としたが、調査範囲を

変えると異なる結果となる可能性がある。地方と都心にお

ける回帰分析結果の比較も今後の課題となる。また、今回

の当事者解析においては車両が含まれる交通事故のみを対

象としたが、二輪車対歩行者、自転車対歩行者における事

故要因の解析を行うことで、さらに対応の幅が上がる。 
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15:30 ~ 15:40
[19]
東京都臨海部におけるランナー属性別の地区選好分析
ー土地利用に着目して

○東條 秀祐、中島 直人 (1. 東京大学)

15:40 ~ 15:50
[20]
都市公園の社会的価値向上に向けた未利用者層に関する研究

○高橋 和敬1、角 知咲希1、越智 楓2、日下田 貴彦2、藤本 美晴2、孫崎 莉那2、上杉 哲郎1、竹内 智子2

(1. （株）日比谷アメニス、2. 千葉大学)
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鉄道・シェアサイクル連携トリップの可能性を提示するアプリケーション構築とその考察

－「急がば漕げマップ」による経路検索と自転車利用ポテンシャルの可視化－

Design and Analysis of an Application for Promoting Rail-Shared Cycle Combined Trips 
: Visualizing Routes and Cycling Potential with “Cycle Shortcut: Beat the Winding Rails” 

木村 颯希*・應武 遥香**・高山 広太郎***・中井 諒介**** 
Soki Kimura *･Haruka Otake**･Kotaro Takayama***･Ryosuke Nakai**** 

Public bicycle sharing schemes are installed in cities around the world. While the flexibility of the system allowing for 
one-way and short-distance uses opens the door for combined uses with other modes of public transport, research on 
such uses are limited. Using data from the Open Data Challenge for Public Transportation, we have created a web-
based application “Cycle Shortcut: Beat the Winding Rails” which explored the potential of such rail-shared cycle 
combined trips in the Greater Tokyo area through rail-cycle combined route-finding, isochrone visualizations, and 
mapping areas with high cycling potential using network analytical methodologies. The application revealed patterns 
for stations and areas where cycling can be actively integrated, aiming to reconstruct the transport network-based spatial 
recognition of the city and potentially transform people’s transportation and cycling behavior. 

Keywords: bicycle sharing, public transportation open data, network analysis, web-based GIS, spatial recognition 
シェアサイクル、公共交通オープンデータ、ネットワーク分析、ウェブ GIS、地理空間認識

1. はじめに 
1-1. 公共交通オープンデータの発展 
公共交通に関するオープンデータの活用は世界中で大きく進

んでおり、日本においても鉄道やバス、シェアサイクルに至るま

で多様な交通機関に関するデータを入手することができるよう

になっている。公共交通オープンデータチャレンジに代表される

ように、データ活用の推進のための取り組みも進められている。 
交通分野においては、このようなデータを用いたネットワーク

理論に基づく分析が多く行われている。近年では複数の交通モー

ドを多層ネットワークを用いて分析する例もあり、Aleta et al.1)が

整理している通りフロー分析やネットワーク形状分析など目的

に合わせ様々なアプローチが取られるようになっている。Fortin et 
al.2)によるGTFSデータからのネットワーク構築の検討など、オー

プンデータとの連携についても探求が進んでいる。 
地理空間情報を用いたWebアプリケーションの発展も著しく、

研究だけでなく自治体担当者や市民を対象ユーザーとしたもの

など多種多様な活用形態があり、例としてBatty and Milton3)による

プランナーの利用を見据えたフレームワークの開発の取り組み

がある。技術面では MapLibre をはじめとするオープンソースの

ウェブGISツールの発展もあり、データによる知見をユーザーに

提供するツールとしてのウェブアプリケーションは重要度を増

している。このように、交通分野におけるデータの公開・分析・

活用は大きな広がりを見せている。 

1-2. シェアサイクルの発達 
シェアサイクルに代表されるシェアモビリティの発達は、近年

の都市に見られる大きな特徴である。DeMaio4)が論ずる通り、自

転車の利用は道路混雑の緩和以外にもCO2排出量削減や市民の健

康の向上などの生活の質の向上にもつながることもあり、ロンド

ンやニューヨークなど世界中の様々な都市で自転車の利用促進

施策が行われている。Beroud and Anaya5)ではシェアサイクルの従

来の自転車利用と大きく異なる特徴の一つとして片道利用が可

能である点が挙げられており、短時間の利用や他の交通機関との

組み合わせにおいて極めて柔軟性が高いとしている。シェアサイ

クルの発展は、環境や市民の健康やウェルビーイングの向上にも

寄与する点、今までには無い自転車の利用法が可能になったとい

う点で、交通計画上重要な意味を持つと考えられる。 
また、シェアサイクルは利用者がリアルタイムに空き状況を確

認したり、予約をアプリで表示した地図上から行ったりするなど、

地理空間情報との親和性が高い。関連データは GBFS (General 
Bikeshare Feed Specification) と呼ばれる標準に基づき、日本の事業

者もこの形式に沿ったデータを公共交通オープンデータプラッ

トフォームより配信していることから、前項でみた様々な分析・

表示ツールが活用可能である。横浜市 6)のように、利用状況の公

開・分析を行っている事例もある。

しかしながら、シェアサイクルと他交通機関の連携についての

取り組みは限られている。諏訪ら 7)による計画手法に関する研究

によると、シェアサイクルの導入計画にあたっては他交通機関と

の連携はあまり考慮されておらず、提案されている計画手法にお

いても駅へのトリップは除外することが有効であることすら示

唆されている。鉄道と自転車の組み合わせ利用の研究においても、

Zhao and Li8)のように鉄道駅へのアクセス・イグレス手段として扱

われているものが多い。松本・宮澤 9)による世田谷区のコミュニ

ティサイクルの利用実態調査においても、鉄道駅までの末端交通
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を担っていることが判明しているが、当該システムは駅近隣にの

みポートがあることに留意が必要である。上の議論を踏まえると

端末手段としてだけでなく、直接交わらないが近接する路線同士

を乗り換える際に自転車を利用するなどの従来は難しかったよ

り複雑な組み合わせも新たに可能となっているが、このようなト

リップの中途での利用に着目した研究は依然として行われてき

ておらず、探求の余地があると考えられる。 

1-3. 本研究の位置づけ 
本研究では、以上で概観した潮流に基づき、従来では実現が難

しかった鉄道と自転車の組み合わせの可能性をユーザーに提示

するとともに、このような利用に基づく自転車利用の潜在的需要

を事業者・自治体担当者を念頭に表示するウェブベースのアプリ

ケーションを開発した。鉄道中心の都市認識への働きかけや日常

の移動のなかでの自転車の利用可能性のミクロなスケールでの

提示、よりマクロなスケールでのシェアサイクルによる鉄道ネッ

トワークの補完可能性や潜在的な自転車利用の掘り起こしなど

の効果を期待するものである。 
また、自転車と鉄道を組み合わせた多層ネットワークの構築・

分析という点においても、新規性のある取り組みである。 

2. 開発ツールの概要 
本ツールは、首都圏における鉄道と自転車を組み合わせた経路

選択の可能性を提示するものである。自転車により駅同士を結ぶ

移動を鉄道利用と組み合わせることを念頭に置き、前述の条件で

の最適経路を利用者に提示するとともに、このような利用がどの

ような地域で行われるポテンシャルがあるかを明らかにするこ

とを目的としたものである。なお、バスとの相互利用に関しては、

入江ら10)の摂津市を対象とした成果によってそのような需要がほ

ぼ存在しないことが示唆されていることに加え、鉄道と比べて路

線・停留所数が膨大であり計算負荷が大きくアプリの動作に影響

を与える可能性があることから、本取り組みではバスは除外し鉄

道と自転車の組み合わせに限定している。 
本ツールは、ウェブGIS のパッケージであるMapLibre をベー

スに構築され、大きく 2 つの機能を提供するものである。1 つ目

は、個々の利用者を対象に、自転車と鉄道を組み合わせた場合の

最適な経路を提案するとともに、出発駅から他駅への所要時間を

表示する「到達時間マップ」である。2 つ目の機能は、モビリテ

ィ事業者や公共団体の担当者を念頭においた「サイクルポテンシ

ャルマップ」である。自転車と鉄道を組み合わせた移動がどの駅

を起終点として行われるか、またそれぞれの駅間リンクにおける

自転車利用はどの程度存在するのかを地図上で表示することで、

潜在的な自転車利用ポテンシャルの高いエリアを特定すること

ができる。 
本ツールは、以下のURLにて公開している。 
https://nishikata-tokotoko.github.io/cycle-shortcut-map/ 

2-1. ネットワーク構築手法と仮定条件 
本ツールにおいて使用したデータは表-1の通り。オープンデー

タを用いて、自転車による駅間リンクを追加した首都圏の鉄道ネ

ットワークを構築した。平日日中（10-16時）における平均待ち時

間・平均所要時間をもとに算出した静的なネットワークを構築し、

それに自転車移動が可能な駅間をリンクで接続したものである。

ネットワークの構築・分析にはPythonのネットワーク分析のパッ

ケージであるNetworkXを使用した。 
鉄道の所要時間は、公共交通オープンデータチャレンジにて配

信されていた列車時刻表データ、平均待ち時間は同じく駅時刻表

データをもとに、平日日中に運行される各列車種別・方面ごとの

平均値を用いた。ネットワークは有向グラフとして作成し、上下

線で所要時間や運行種別が異なる場合や、一方通行の場合も表現

できるようにした。 
なお、公共交通オープンデータチャレンジにおいては事業者に

よって提供されるデータに差があるため、必要に応じて補完を行

った。列車時刻表が配信されていない事業者においては駅間の所

要時間が判明しないため、鉄道会社HP に掲載されている所要時

間データを使用している。データが一切配信されていない事業者

については、国土数値情報の鉄道時系列データを用いて配信され

ていたものに準ずる仕様の路線データを制作したうえで、同様に

HP 等の公開情報から所要時間および平均待ち時間を計算してい

る。 

【表-1】本研究にて使用したデータ一覧 
データ 使用目的 出典 

鉄道運行関連デー

タ

グラフの構築・計算 公共交通オープン

データセンター 

鉄道路線データ 地図上での表示・未

提供データ補完 

国土数値情報 鉄道

時系列データ

シェアサイクル関

連GBFSデータ 

施設整備状況・リア

ルタイム利用状況 

公共交通オープン

データセンター 

駅間流動データ サイクルポテンシ

ャルの計算

大都市交通センサ

ス（令和3年度調査） 

【図-1】開発した「急がば漕げマップ」のうち、到達時間マ

ップ（上）とサイクルポテンシャルマップ（下）のスクリー

ンショット。
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鉄道路線同士の乗り換え時間については、大都市交通センサス

における乗り換え時間調査をもとに設定し、調査が存在しない駅

については同一ホームもしくは線路を共有している場合は0.5分、

同一事業者間の乗り換え（東京メトロ・都営地下鉄は除く）は一

律 3 分、異事業者間および東京の地下鉄路線同士は 5 分とした。 
また、徒歩および自転車を用いた近接駅同士の移動を表現する

ため、道のりを直線距離の1.5倍、徒歩は分速80 m、自転車は同

300 mと仮定した所要時間で重み付けしたリンクを、道のり10 km
以下となる駅同士の組み合わせにおいて接続している。自転車の

利用については、ポート型シェアサイクルの利用を想定し、駅か

ら乗車までに要する時間・降車して駅に到達する時間をともに 5
分と設定している。以上を踏まえ、構築したネットワークの概略

図は図-2のとおりである。 
なお、自転車をルート中に必ず含む経路の検索を可能にするた

めに、ネットワークを複製し、その間を自転車リンクでのみ接続

したものを用いて計算を行っている。 

2-2. 本ツールでの経路探索手法 
本ツールにおいては、前項の通り構築したネットワーク上で、

ダイクストラ法を用いたネットワーク上の最短距離探索によっ

て経路選択を行っている。自転車リンクを含むネットワークと含

まないネットワーク上の双方で経路探索を行うことで、自転車を

必ず含む経路と含まない経路を比較することを可能としている。

自転車移動の最小・最大距離、シェアサイクルが使用可能な駅の

みに発着を限定するか否か、自転車を利用する際に何分までの所

要時間増加を許容するか（許容追加時間）、をユーザーが設定する

ことで、好みに基づいて最適な経路を提案する。自転車使用経路

の場合は、発着駅において周辺のシェアサイクルポートを検索し

て表示することが可能である。最終的に表示される「提案経路」

は、自転車使用による所要時間が自転車不使用の場合と比べて許

容する追加所要時間以内であれば自転車使用経路を、それ以外の

場合は自転車不使用経路が選択される。この経路に基づいて、「到

達時間マップ」における経路表示や到達時間を表示するとともに、

「サイクルポテンシャルマップ」における計算を行っている。 
なお、許容追加時間については、自転車を利用することによる

健康・ウェルビーイングなどの効果を念頭に置き、自転車利用そ

のものが時間増加を許容しうるだけのメリットを提供できると

の思想のもと設定できるようにしているものである。また、シェ

アサイクル使用可能駅についてはユーザーが設定した距離の範

囲内でのシェアサイクルポートの有無によって判定しているが、

計算量縮減の観点から六角形の空間インデックスである H3 を用

いた近似的な計算を行っている。 

2-3. サイクルポテンシャル算出手法 
ネットワークの構成要素の重要度を評価する手法として、様々

な中心性指標が存在する。このうち媒介中心性は、各リンクがノ

ード間の最短経路上に存在するかどうかを基準としている。ネッ

トワークのノード𝑖𝑖, 𝑗𝑗間の最短経路を𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗とし、 

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑒𝑒) = �
1 （リンク𝑒𝑒が𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗上にある場合）

0 （それ以外の場合）

とすると、リンク𝑒𝑒の媒介中心性は 

�𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑒𝑒)
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 

によって計算される。 
本ネットワークにおける自転車利用ポテンシャルの指標とし

て、McDaniel et al.11)によるO-D Centrality（OD中心性）に基づい

た指標を計算した。これは、媒介中心性の計算において各経路の

重要性に応じて重み付けを変えるもので、𝑖𝑖, 𝑗𝑗間の最適経路を𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗

とし、起点𝑖𝑖から終点𝑗𝑗までのフロー𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗を用いて 

�𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ (𝑒𝑒)𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 

によって算出されるものである。ただし、 

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ (𝑒𝑒) = �
1 （リンク𝑒𝑒が𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ 上にある場合）

0 （それ以外の場合）
 

である。 
また、ノード𝑘𝑘におけるポテンシャルについては、自転車と無

関係な移動による加算を防ぐため、その駅において自転車の乗降

があった場合にのみ加算する 

【図-2】構築したネットワークの概念図。自転車と鉄道のそ

れぞれの構成要素を静的なノード・エッジで表現している。

【図-3】経路検索結果の例。吉祥寺駅から方南町駅への移動

に当たり、永福町駅―方南町駅間を自転車で移動することが

提案されている。
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𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗′(𝑘𝑘) = �
1 （ノード𝑘𝑘にて𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ が自転車を乗降する場合）

0 （それ以外の場合）

を用いて、 

�𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗′(𝑘𝑘)𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 

と計算した。本ツールにおいては、大都市交通センサスのデータ

をもとに𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑗𝑗を求め、最適経路𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗∗ は前項で議論した提案経路を用

いてOD中心性を算出している。 
なお、自転車リンク以外（鉄道等）における中心性は本ツール

の直接の関心ではないため、計算は省略している。 

3. 結果・考察 
3-1. 自転車利用による到達圏の変化 
自転車利用がなされる事例として、いくつかの類型を見出すこ

とができる。1 つ目の類型は並行する 2 路線間の駅同士で、放射

方向に走る鉄道路線同士を環状方向に結ぶリンクが該当する。顕

著な例として JR 中央線と西武新宿線の間の移動が挙げられ、自

転車利用によって鉄道のみの都心経由の経路と比べて大きく時

間短縮でき、このエリアにおける自転車利用の有効性を示すもの

である。2つ目の類型としては利便性の高い駅に近い小駅があり、

ターミナル駅からのわずかな移動のために乗り換えの手間をか

けるよりは直接自転車で移動したほうが効率的であると言える。

この類型はあくまでも端末手段としての利用である他、自転車の

利用を必須の設定とした際に短距離の利用としてアリバイ的に

使用されるケースもあるため注意が必要であるが、特に山手線沿

いのターミナルとその隣接駅の間でよく見られる類型である。3
つ目のパターンとしては、終点において他の路線と接続しない盲

腸線に関わるパターンである。終着駅から近隣の路線へのリンク

の利用頻度が高い傾向にあり、例えば図-4で示す通り、丸ノ内線

の支線の終点である方南町駅から周辺の京王線・井の頭線・中央

線の各駅へのリンクは自転車による接続性の向上の一例である。

4 つ目の類型としては、乗換駅のない交差・近接する 2 路線の間

を自転車で結ぶものである。このような地域はあまり多くないも

のの、例えば西武新宿線と JR武蔵野線が交差する小平市内や、区

部においても都営三田線と京成本線のように直接交わらない路

線間の乗り換えのために自転車を用いることが有効となるケー

スもある。 
これらの類型の作用の結果、路線単位での所要時間変化と特定

駅での変化の組み合わせが見られる。ある路線に対して時間短縮

効果のある自転車利用リンクが存在する場合、そのリンクを介す

ることで路線全体への時間短縮効果が見込まれるため、広い範囲

での到達圏変化が見込まれる。例えば図-4にある西武線東村山駅

からは京王線沿線への時間短縮効果が見込まれるが、これはいず

れも国分寺駅―府中駅間を自転車で移動することによる短縮効

果の発現である。 
一方で、前項の特徴に合致するような駅の中には、近隣駅から

の自転車利用が大半の場合に最適となる駅が存在しており、その

ような駅は路線全体の傾向とは無関係に自転車による時間短縮

効果が発現する。逆にそのような駅を出発駅に設定すると、地図

全体への時間短縮が見込める表示となるが、それは近隣駅への自

転車によってすべてのトリップが始まることに起因している。典

型例が南武支線小田栄駅で、川崎駅までの約 3 km の自転車利用

によって多くの駅により短時間で到達することが可能になる。 
いずれの場合においても、純粋な時間短縮となる組み合わせは

比較的少なく、大半の駅はプラス数分～10分程度の許容増加時間

で初めて自転車に乗る選択肢が提案される。 

3-2. 交通施策やシェアモビリティ事業への示唆 
前項で概観した到達時間が短縮されるエリアにおいては、自転

車利用ポテンシャルが高いことが多い。例えば西武新宿線とJR中

央線の間にはポテンシャルの高いリンクが数多く存在するほか、

盲腸線の終点である丸ノ内線方南町駅からは、図-5の通り駅とし

てのサイクルポテンシャルが高いことに加え隣接する路線への

ポテンシャルが高いリンクが確認できる。 
このように、鉄道と組み合わせた自転車利用のポテンシャルが

高いエリア・リンクを特定することができるため、交通施策にお

いて注力するべき駅・路線・地域の特定に活用することができる。

自転車利用ポテンシャルが高い駅においてはシェアサイクルポ

ートや駐輪場の増設など、ポイント型の施策が有効になると考え

られ、シェアサイクルポートが存在しない駅においては特に効果

があると考えられる。また、強いポテンシャルが存在するリンク

や、そのようなリンクが複数近接する地域においては、自転車専

用道や自転車レーンなどのインフラ整備によってより自転車利

用を促進する余地があると考えられる。 
さらに一歩踏み込んだ議論としては、極めてポテンシャルが大

きいリンクでは中量・大量輸送を行える交通機関の整備ポテンシ

【図-5】サイクルポテンシャルが高い盲腸線の終着駅の例

（丸ノ内線方南町駅）。周辺他路線へのリンクのサイクルポ

テンシャルが高いことがわかる。

【図-4】東村山駅からの到達圏マップ。画像下部京王線沿線

が到達時間短縮を表す緑となっているが、すべて国分寺駅―

府中駅間を自転車で移動することに起因するものである。
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ャルがある可能性があり、実際に鉄道新線計画がある地域（例：

豊洲駅―東西線沿線）やバスの高頻度輸送が行われる区間（例：

新橋駅―六本木一丁目駅）と高ポテンシャルリンクが同調する区

間も見られるが、この点はさらなる検討が必要である。 
一方で、鉄道と自転車を組み合わせた利用がそもそも選択肢に

入らないことがこのような新しい利用の普及への大きな障壁で

あるといえ、その一因に市民の都市構造の認識が鉄道中心となっ

ていることが挙げられると考えられる。青木ら12)の研究によれば、

東京や大阪などの大都市圏における市民の都市空間認識は鉄道

路線の形態を単純な図形になぞらえたものをベースとした理解

がなされており、実際の配置や地理的な位置とは異なるイメージ

であることが多い。本ツールによって自転車移動可能、すなわち

地理的に近接している箇所を視覚的に示すことによって、新しい

都市空間認識に関する気づきを提供することが重要であると考

えている。また、寺部ら 13)によれば経路検索サービスが提案する

経路にすぐ従う利用者が大半を占めており、本ツールが経路検索

の形式を取ったことは利用者の行動変容を促しうるものである

と考えている。 
なお、本ツールはあくまでも駅同士を起終点とする経路のみを

対象としていることに留意が必要である。駅へのアクセスなどの

二次交通としての自転車利用は母数に含まれていないことから、

地域の特性や自転車駅勢圏の広さに起因する自転車需要の多寡

に関しては別途検討が必要となる。 

4. まとめ 
本ツールは、シェアモビリティと公共交通機関を組み合わせた

新たな移動の形を提案することを通じて、利用者の行動変容や都

市構造認知の変化を促すことを試みたものである。また、ウェブ

アプリケーションという媒体によって、地理空間情報や都市のデ

ータに馴染みの薄い利用者・事業者・自治体関係者などのユーザ

ーにリーチする可能のあるアウトプットである。本研究で得られ

た知見は以下の通り。 
1) 鉄道と自転車を組み合わせた移動によって時間短縮効果が得

られるケース、健康や環境負荷軽減への寄与を考慮すれば許

容可能な範囲での時間増加にとどまるケースが多く存在する。 
2) 時間短縮効果が大きい、自転車利用ポテンシャルが大きいエ

リアの特徴として、並行する路線間、ターミナル近隣の小駅、

支線区間の末端などが挙げられる。 
3) 上記のようなエリアにおいては、適切なサービス提供やイン

フラ整備により自転車利用が促進される可能性が示唆された。 
今後の課題として、平均所要時間や直線距離を元にした駅間移動

時間ではなく実際の鉄道の時刻表や道路ネットワークを考慮し

たり、バスやタクシーなどの他の交通機関との連携を見据えたり

することなどが挙げられる。 
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eVTOL の社会実装に際しての航路設定にかかる要件の基礎的研究

- 九州地方の都市間交通を対象として -
Basic research on requirements for route planning when launching eVTOLs into society
-A Case Study of Intercity Traffic in Kyushu Region-

谷川 淳志 *・黒瀬 武史 **
Atsushi Tanigawa*, Takefumi Kurose**

  In recent years, research and development of eVTOL has been progressing around the world, and in Japan, 
activities such as demonstration tests and route design for its introduction have begun in various regions. This study 
focuses on the nature of requirements for eVTOL route setting, and summarizes the trends in the perception of each 
requirement based on a questionnaire survey on route selection. It was suggested that requirements such as DID 
are often viewed as an additive factor regarding area considerations. Since requirements are perceived differently in 
different regions, it is important to identify and focus on requirements that can be the axis of discussion in each region.

1.研究の枠組み

1-1.研究の背景と目的

近年、新たなモビリティとしてeVTOL(electric vertical

takeoff and landing aircraft)の研究開発が世界中で進

んでいる。経済産業省のロードマップ 1) では 2020年代後半

から商用利用の拡大が位置づけられ、観光や災害時の用途を

見据え日本各地でeVTOLの導入に向けた実証実験等の動きが

見られる。本研究は、「eVTOL実装による有効性の大きい地点

の条件」について取り扱った報告書 2) の続報として、eVTOL

の航路を設計する際に考慮すべき要件を整理し、ルート設計

に必要な議論の方法論を整理することを目的とする。

1-2.既往研究の整理

eVTOL実装・運用に関する既往研究を整理する。

冨士原ら 3)は eVTOLが十分に浸透した社会を前提条件に、

東京を中心とした都市圏のケーススタディを通して離着陸場

の配置計画を提示している。この研究では、eVTOLが渋滞解

消や地方交通に置き換わるものではないとしつつ、eVTOLを

市民が利用可能なモビリティとして想定している。その上で

具体的な候補地を示しながら東京周辺の離着陸場の配置計画

を提示している。また、土地利用や施設配置計画といった都

市計画も、eVTOLや離着陸場の運用を前提として制度策定に

関わっていくことが求められると結論付けている。

岡村ら 4) は北海道の二次医療圏21区画を調査対象とし、

各住戸から病院までの移動について、eVTOLの普及によって

どの程度移動時間が削減されるかを調査している。この結果、

各住戸から病院までの自動車での移動時間が60分以上の市町

村、人口規模が1万人以下の市町村において、eVTOLによる

通院時間の削減効果が大きくなることが示唆されている。

谷川らの報告 2)は、九州地方の既存交通とeVTOLを所要時

間や所要金額の面から比較し、eVTOL実装による有効性の大

きい地点の条件について考察した。湾などの海域や山地を挟

んでおり、陸路を大きく迂回するルートにおいて、eVTOLの

高い有効性が示された。

海外の研究に目を向けてみると、Xiangら 5) は騒音等の社

会的課題を加味した制御方法の検討を行っている。この研究

では、パイロットを必要としない自律型eVTOLを対象として、

自動飛行の制御や信頼性、意思決定にまつわる主要な技術を

検証している。eVTOLの全面的な導入に関連する規制的、社

会的についてな課題も取り上げており、航空交通管理や都市

インフラの統合の重要性について、今後の動向を考察している。

Velaz-Acera6) は、カナリア諸島のケーススタディを通し

て、島嶼部の交通インフラとしてのeVTOLについて研究して

いる。eVTOL運用の初期段階において島嶼部の地形特性と人

口分布が理想的とし、島内・島間移動を想定した環境への影

響を検証している。eVTOLの運用により、CO2の排出量を最

大で50%ほど削減できることを示し、航空機や船舶に対する

eVTOLの有用性を示している。

Bauranov7) は、eVTOLの実装に向けた都市空域の設計と管

理に関する研究を収集し、空域概念の分析と都市空域設定の

ための全体的なアプローチを考察している。空域設計を最適

化するための変数として安全性やキャパシティだけでなく、

社会的要因、運用要因も空域設計に関与しうると述べている。

コリドー(eVTOLが飛行可能な空域を設定した管状の仮想体)

の有無に着目し、「管制システム・安全性の担保」と「移動の

即時性・自由度」がトレードオフであることを示している。

以上のように、現在のところeVTOLが社会一般に広く受容

された成熟段階の飛行可能空域については、コリドーやポー

トの整備構想も含め既に検討されている。一方で、eVTOLの

導入については特定の地域を扱った研究が多く、実装初期段

階を想定した研究は見当たらない。

Keywords: eVTOL, Flying Car, Mobility, Route Setting, Perception
 eVTOL, 空飛ぶクルマ , モビリティ , 航路設定 , 認識 

* 非会員 九州電力株式会社 (Kyushu Electric Power Co.,Inc.)
** 正会員 九州大学大学院人間環境学研究院都市・建築学部門 教授 (Professor, Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu University) 

- 142 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.24, 2025 年 5 月  
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.24, May, 2025 

クショップを実施した。2023年の「長崎ドローンサミット」で、

二地点間を結ぶルートの具体的な航路を考えるワークショッ

プを行い、参加者が考慮すべきと考えた要件を抽出した。

第二に、eVTOLの導入に対して積極的な自治体にヒアリン

グ調査を実施した。調査の手順としては、自治体の考える有

望なルートの出発地と到着地を事前に提示してもらい、地上

の条件や航行時間、高度といった要素を加味して具体的な航

路を検討した。

以上の調査の中で、複数の自治体のケースで重要視された

要件を表1に示す。移動のための所要時間や費用といったモ

ビリティとしての満足度に関わる要件のほか、気候の安定性

や航路の安全性といった乗客の安心感に関わるもの、DIDや

軍用施設への配慮といった地上の市民の安心感に関わるもの

などの要件が挙げられた。所要時間や費用と、DIDや軍用施

設といった要件の回避はトレードオフの関係にあるため、こ

れらがルート選択の際にどのように影響しあっているか探る

ことは重要である。

2-2. ルート案の作成

航路設定にかかる要件の捉えられ方を探るため、筆者が3

地域で仮想ルートを作成し、対象者にルート案を選択しても

らう形式でアンケート調査を実施した。

ルート案を仮想する地域として、2章で触れた有望ルート

の地理的条件を踏まえ、湾を挟んだ立地の「長崎－佐世保」、

山地を挟んだ立地の「熊本－延岡」2つを選定した。これら2

地域について、直線ルートを含む各4パターンで二点間を結

ぶルート案を設定した(図1、図2)。

長崎－佐世保では、最短距離で二地点を結ぶ直線ルート、

軍用施設などを大きく迂回する外海ルート、湾の上空を通っ

てDIDなどを躱す内海ルート、沿岸部を飛ばずに陸地の上を

通るルートと、重視する項目を変えながらルート案を作成した。

熊本－延岡では、最短距離で二地点を結ぶルート、DIDを

回避したのちに直線で向かうルート、山間を飛行して高度を

抑えるルート、DIDと山地の両方を回避するルートを設定した。

地図上には「DID(人口集中地区)」「空港」「発電所、軍用施設」

管制システムやパイロット確保の問題のある実装初期段階

では航行する機体数も少なく、コリドーをはじめとした、運

用効率を重視した空域設定よりも、社会受容性に重きを置い

た空域設定が望ましいと推察される。

本研究はeVTOLの社会実装初期段階に着目し、社会受容性

を軸にした優先順位を考慮して航路設定の要件とその捉えら

れ方を整理する点に新規性がある。

なお、本研究ではeVTOLの航続距離やエネルギー効率といっ

た技術的な問題については取り扱わない。

1-3.研究の流れ

2章では航路設定において考慮すべき要件の収集と、アン

ケート調査の概要について示す。3章では、ルートごとの解

答傾向の分析を行う。4章では、どの要件がルート選択に影

響を及ぼしているのかに着目し、要件の捉えられ方を考察す

る。5章では、要件を回避するために許容できる所要時間の

増分について分析する。6章を研究の総括とする。

2.航路設定の要件の収集とアンケート調査の概要

2-1.考慮すべき要件の収集

航路設定において考慮すべき要件を収集するため、ワーク

ショップと自治体へのヒアリング調査を実施した。

第一に、eVTOLの導入を検討している自治体やeVTOL事業

に積極的な企業の集まるイベントで、航路設定についてのワー

表1　ワークショップ・ヒアリング調査で収集した要件

図1　設定したルート案(長崎－佐世保) 図2　設定したルート案(熊本－延岡)
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「文化財、記念碑」「山、景観上重要な要素」に該当する要素

をプロットした。また、各ルートを使用した場合の経路距離・

所要時間・費用・高度と、二点間の直線距離、既存の公共交

通を使用した場合のルート・所要時間・費用を地図上に提示

した。なお、eVTOLの航行時間と利用金額を、先行研究やレポー

トを参考に 8)9)「時速 150km/h」「単価1,000円 /km」の基準

で算出し、乗降り等の時間として30分を利用時間に加算して

所要時間としている。

2-3.調査項目

各地域におけるルート案のうち、最も好ましいルート・好

ましくないルートを選択し、それぞれを選択する際に考慮し

た要件について選択式で回答する形式をとった。考慮した要

件については、表1で示したものから該当するものを全て選

択し、その他自由記述での回答も併用する形式をとった。

また、諸要件を回避・迂回するために、直線ルート(Aのルー

ト)と比べて、 所要時間が延びるのを何分までなら許容でき

るかについても、各地域で意見を収集した。

2-4.調査の対象者

回答に際し、eVTOLの性能等について一定の理解を備えて

いることが必要だと判断し、eVTOL関連のイベントに参加歴

のある事業者・自治体の計71件にアンケートを送付し、回答

の得られた39件を本章での分析対象とする。アンケート用紙

はPDF形式で送付し、GoogleフォームとExcel形式の回答

用紙を併用して回答を収集した。

3.ルートごとの解答傾向

3-1.長崎－佐世保におけるルート選択の傾向

長崎－佐世保についての回答を表2に示す。表の左側は「好

ましいルート」とその理由となった要件について、右側は「好

ましくないルート」とその理由となった要件についての回答

を集計している。

長崎－佐世保のルート案のうち、長崎市のDIDを回避し、

大村湾内側の沿岸部に沿って飛行するCのルートが、好まし

いルートとして最も多くの回答者(15名 )に選ばれた。回答

者の重視した要件を見ると、航行の安全性やDIDへの配慮を

評価してCを選んでいる回答者が多い。回答者の属性、事業

者・自治体の違いによる選択傾向にはあまり差は見られなかっ

た。また、好ましいルートを選んだ理由の自由回答の中には「軍

用施設の回避は必須」との回答があった。

対して、好ましくないルートとして最も回答が集まったの

はAのルートとDのルート(12名 )となった。好ましくない

ルートとしてAを選択した回答を見ると、軍用施設やDIDへ

の配慮に懸念が集まっていることが分かる。Dのルートにつ

いては、安全性や軍用施設に加えて山への配慮が懸念点となっ

ている。こちらについても、事業者・自治体の違いによる回

答者の選択傾向には有意な差は見られなかった。

要件のみに着目すると、長崎－佐世保では、回答者の半数

以上が安全性の観点で好ましいルートを選択しており、DID

や軍用施設も3割から4割の回答者から考慮されている。一方、

好ましくないルートの要件については、軍用施設や安全性へ

の配慮について、4割ほどの回答が集中している。

3-2.熊本－延岡におけるルート選択の傾向

熊本－延岡のルート案のうち、熊本市のDIDを回避し、高

度を抑えながら山間の飛行するDのルートが、好ましいルー

トとして最も多くの回答者(14名 )に選ばれた(表 3)。回

表2　好ましいルート・好ましくないルートの回答(長崎－佐世保)

表3　好ましいルート・好ましくないルートの回答(熊本－延岡)

答者の重視した要件を見ると、航行の安全性やDIDへ

の配慮を評価している回答者が多い。高度を重視せず

山越えを必要とするAや Bのルートにも全回答者のう

ちそれぞれ3割ほどの回答が集まっている。回答者の

属性による選択傾向を見ると、自治体の回答者はA・B

のルートの選択が多いことが分かる。

対して、好ましくないルートとして最も回答が集

まったのは二点間を直線で結ぶAのルート(20名 )と

なった。好ましくないルートとしてAを選択した回答

を見ると、安全性やDIDへの配慮、大気のコンディショ

ンに懸念が集まっていることが分かる。次に回答が多

かったのはDIDを回避したうえで山間を飛ぶDのルー

トで、移動にかかる所要時間や費用が懸念点となって

いる。二点間を直線で結べるが安全性等の懸念点が多

いAのルートと、要件は回避できるが遠回りで時間や

コストのかかるDのルートという両極端なルート案に

回答者の意見が分かれた結果となった。

要件のみに着目すると、熊本－延岡では、所要時間、

安全性、DIDが特に重視されている。一方、回答者の

約半数が安全性の観点で好ましくないルートを選択し

ており、所要時間やDIDも 3割から4割の回答者から

考慮されている。
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ルート上の諸要件を回避するための所要時間の増分が、どれ

ほどの長さであれば許容可能かについて考察する。先述の通

り、所要時間の短縮と諸要件の回避はトレードオフの関係に

ある。そのため、許容できる所要時間の増分という変数の値

がある程度定まれば、航路設定のシミュレーションにおける

要件回避の優先度や回避可能な要件の数も検討しやすくなる。

まず始めに、回答中の外れ値の判定を行った。それぞれの

地域について、要件回避時間の設問に対する回答の分布を

図3に箱ひげ図で示した。このうち、第三四分位数+1.5×

IQR(四分位範囲)を超えるデータについては外れ値と見な

し、以降の分析からは除外する。39件の回答のうち、長崎－

佐世保については2件、熊本－延岡については1件のデータ

が外れ値として判定された。外れ値を除外した場合の各地域

での回答の平均値は、長崎－佐世保で14.8分、熊本－延岡

で16.2分となった。

次に、要件回避時間の設問に対する回答と、好ましいルー

トの選択の関係について、表5に示す。いずれの地域でも、

直線ルートにあたるAのルートを選択した回答者の平均値が、

それぞれ11.7分、12.2分と、もっとも小さい値を示している。

直線ルートを最も好ましいとする回答者の傾向として、要件

回避にかける時間が短く現れているのは自然な結果と言える。

長崎－佐世保では海から離れた陸上上空を飛行するDのルー

ト、熊本－延岡ではDID直上と高高度の航路を避けるDのルー

トを選んだ人の回答が最も大きい値を示している。

4.選択に影響を及ぼす要件の傾向

個人がどのような観点でルートを選んでいるかを明らかに

するため、要件ごとの選ばれ方に着目した分析を行う。ある

要件について、ある人が「好ましいルート」の要件として選

択したか否か、「好ましくないルート」の要件として選択した

か否かについて分類し、それぞれに該当する回答者の数を表

4に示す。

表4の③にあたる、好ましいルートでは「無回答」、好まし

くないルートでは「重要」に該当する回答者は、その要件が

満たされていなければ導入に課題があるとする否定的要素と

捉えていると考えられる。一方②にあたる、それぞれ「重要」

「無回答」に該当する回答者は、その要件をクリアしていると

より良い加点的要素として捉えていると考えられる。それぞ

れの地域で①②③に該当する回答者数をもとに、各要件の性

質を5パターンに分類した。本研究では大まかな傾向を見る

ために閾値を10%(3.9人 )と設定した。

所要時間や安全性といった要件は、否定的観点も混在する

ものの、概ね加点的観点で評価されていると考えられる。そ

のほか、否定的観点に比べて加点的観点が優位にある要件と

しては、DID、海上区間、山や景観上重要な要素への配慮といっ

たエリアへの配慮の項目が該当する。費用など乗客の満足度

に関わる要件も概ね加点的要素として捉えられる。一方、軍

用施設や気候条件といった安全・安定的な航行への配慮を欠

いていることは否定的要素としての意味合いが強い。

山地や海上区間、空港への配慮といった要件はエリアの特

色に左右される。一方で、気候条件や安全性といった普遍的

な内容に関する要件でも、対象地域間で捉えられ方の傾向に

差異が見られた。

実際の航路設定の場において、ルート案を設定する際に、

まず前述の否定要素にあたる要件を最低限クリアし、その上

で加点要素にあたる要件や、異なる視点の意見が混在してい

る要件、地域間での傾向が割れた要件を選択するできるよう

なルート案を作成することが望ましいと考えられる。

5. 要件回避にかかる所要時間増分の分析

本章では、「諸要件を回避・迂回するために、直線ルートと

比べて、 所要時間が延びるのを何分までなら許容できるか」

という設問(以下、要件回避時間の設問)の回答に着目し、

表4　回答者ごとの回答傾向

図3　要件回避時間の設問に対する回答分布の箱ひげ図
表5　選択した好ましいルート案と許容可能な要件回避のための

所要時間増分(外れ値は除外)
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次に、要件回避時間の設問に対する回答と、好ましくないルー

トの選択の関係について、表6に示す。要件を無視して直線で

飛ぶAのルートを「好ましくないルート」として選択した回答

者は、要件回避に許容できる所要時間の増分が大きいと予想し

ていたが、長崎－佐世保ではBのルートの23.8分が、熊本－

延岡ではCのルートの19.0分が最大の値となった。長崎－佐

世保のBのルートは西側に大回りし要件回避を重視したルート

であったが、要件回避のための所要時間延長に寛容な回答者は、

より効率的に要件回避できるルートを選択すべきと考えている

可能性がある。熊本－延岡では、山間を飛ぶCのルートを好ま

しくないとした回答者は許容可能な所要時間増分が大きく、一

方で、DIDのみ回避して高高度を飛行するBのルートを好まし

くないとした回答者は許容可能な所要時間増分が小さい値を示

している。矛盾した結果に見えるが、より所要時間を重視した

Aのルートや、より要件回避を重視したDのルートを好ましい

ルートとして選択した回答者から、DIDのみ・高度のみを対処

したB・Cのルートが中途半端だと捉えられ、好ましくないルー

トとして選ばれている可能性がある。

結果を総合すると、今回対象とした地域について、要件回避

にかかる所要時間増分は、平均14～ 16分程度となった。要

件回避より所要時間を重視したグループでは約10分で、長崎

－佐世保では直線ルートの所要時間の23.4%、熊本－延岡では

18.2%となった。所要時間より要件回避を重視したグループで

は約20分となり、長崎－佐世保では40.0%、熊本－延岡では

32.1%となった。

6.研究の総括

6.1研究の総括

本稿ではeVTOLの航路設定にかかる要件の性質に着目し、ルー

ト案選択のアンケート調査から各要件の捉えられ方の傾向を整

理した。DIDなどエリアへの配慮に関する加点的要素として捉

えられ、気候条件など安定的な航行への配慮といった要件は否

定的要素の意味合いで捉えられることが強いことが示唆された。

また、地域間で要件の捉えられ方は異なるため、その地域で議

論の軸となりうる要件を見極め、重点的に議論することが重要

である。

6.2本研究の課題と今後の展望

本研究の課題を、主に調査手法に着目して整理する。

一点目に、本研究のアンケート調査では回答者の属性が限定

されており、地域住民の意見を取りあげていない。実際の合

意形成での傾向を捉えるには、その地域の行政や市民といっ

た、本研究とは異なる視点も取り入れた調査・分析が必要で

ある。本研究の調査ではあまり現れなかった、記念碑・文化

財や景観上重要な自然といった要件を重視する意見も、回答

者の母集団が変われば違う結果になる可能性がある。

二点目に、実際にeVTOLを導入する場合には、ルート直下

の地域に対する騒音問題、緊急時のポートも含めた発着点の

整備など、今回取りあげたもの以外にも考慮すべき要件は存

在する。地図を見てアンケートに回答する形式では取り扱う

のが難しいため本稿では要件から除外しているが、都市部で

のテストフライトが可能となった暁にはこれらの要件に関し

ても議論が深められるようになると考えられる。
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1．はじめに 
地方行政におけるEBPM（Evidence Based Policy Making）

のため、都市交通計画のプランニングでは、都市内の一人

一人の活動・移動を属性や目的、交通手段も含めて捉える

パーソントリップ調査（都市圏 PT 調査等）の移動実態デ

ータが重要となる。そして、将来の活動の変化を推計する

モデル等も重要となる。一方で、実態調査の実施やモデル

構築には多大なコストがかかる点が課題で、特に地方都市

圏での適用が進みにくい状況にあった。そこで、国総研都

市施設研究室では、これまで都市圏 PT 調査を実施できな

かった都市や財政・技術的制約のある都市でもデータを活

用したプランニングが実現できる世界を目指し、全国都市

交通特性調査（全国 PT 調査）データを活用して標準的な

アクティビティ・ベースド・シミュレータ（ABS）(1)を開発

している。 
国総研が開発している標準的な ABS は、国勢調査デー

タやベイジアンネットワーク等を用いて個人の属性情報

（性年齢や就業状況、勤務先、自動車運転免許の有無、世

帯状況等）を生成する「個人データ生成モデル」と、全国

PT 調査データの傾向から個人単位での移動を確率的に推

計する「アクティビティ・ベースド・モデル（ABM）」1) 2) 

3) 4) 5) 6)から構成される。各都市は、人口、施設、交通等のイ

ンプットデータを準備し、ABSへ入力すれば、その都市で

のシミュレーションが可能となり、PT 調査のトリップデ

ータに類似した形の現況推計データを出力できる。また、

標本数の小規模な PT 調査データや、携帯電話基地局デー

タをはじめとするビッグデータ等の移動実態データを用意

し、ABM を補正することで、より地域特性を反映させた

移動を推計できる。さらに、インプットデータの値を変化

させることで、人口集約や交通サービス改善等の簡易的な

将来シナリオ分析が可能である。詳細は、国総研都市施設

研究室 HP で技術検証レポート 7)を公開している。都市圏

における広域道路網や都市機能配置、公共交通等の課題や

政策、施策の方向性を検討する際の有用な材料となると考

えられ、2024年10月にプロトタイプ版ABSが完成し希望

者への貸出を開始した。また、技術検証と活用イメージ構

築を目的に、ケーススタディの蓄積も行っており、山形都

市圏と西遠都市圏において ABS を適用した際の現況推計

データの再現性検証、将来シナリオ分析を実施し、自治体

からのフィードバックを得た。この一連のプロセスと結果

についても、国総研都市施設研究室のHPで公開している。

国土交通省の定める都市計画運用指針では、「人々の活動機

会へのアクセス、移動格差の解消、交通安全、カーボンニ

ュートラルの実現、防災性の向上など、より幅広い都市の

課題への対応の観点も含めて、交通実態の把握、分析を行

うとともに、将来のありうる姿に関するシナリオ分析を、

シミュレーション等を活用しながら実施し、都市や交通の

関わるビジョンや計画を作成し、施設整備のような実現に

長い期間を要するものだけでなく、短期間で実現できるも

のも含めて、施策や各種の取り組みを提案する総合的な検

討を行うことが望ましい」8)とされており、ABS の活用場

面として、地方公共団体等が、次期、総合交通戦略や地域

公共交通計画、立地適正化計画等の検討にあたり、将来都

市構造の見直しのため現況の人の移動を効率的に把握する、

公共交通施策の実施エリアの優先順位の検討のため将来シ

ナリオ分析を行うといった場面が期待できる。 
本報告では、2025年4月に、都市生活者の交通行動に関

する将来シナリオ分析等が可能な ABS 等のシミュレーシ

「ABP Challenge」新たな交通行動分析手法を活用した都市交通プランニングの実現戦略 
“Activity Based Planning Challenge”
Strategies for realizing urban transportation planning using activity-based simulators in Japan 

小笠原 裕光*・山根 雅也**・石井 良治*** 
Ogasawara Hiromitsu*, Yamane Masaya**, Ishii Ryoji*** 
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ョン技術を活用し、Well-being と持続可能性を両立した効

率的な都市交通のプランニングを実現するための戦略とし

て「ABP Challenge（Activity Based Planning Challenge）」をと

りまとめ、全国の自治体・民間・大学等の関心層との共有

知とすべく、以降の2章から7章にかけて、戦略の内容に

ついて、今後の方向性も含め報告する。 
 
2．戦略策定に至る社会背景と交通政策のトレンド 
2-1 UMX(Urban Mobility‐Life Transformation) 
 全国で人口減少・少子高齢化、都市インフラの老朽化、

気候変動等が本格的に進行している。都市の機能や施設を

集約し地域間の交通や情報の流れを連携・効率化するコン

パクト・プラス・ネットワーク施策による都市構造再編を、

確かな実効力を携えて進めていく段階にある。 
また、近年、テレワークや公共空間での活動の多様化等

の新たな生活様式、GSM（Green Slow Mobility）や PM
（Personal Mobility）等の身近で環境に優しいモビリティの

普及、シュアリングエコノミーの導入、ビッグデータや自

動運転、MaaS（Mobility as a Service）等の技術革新が進んで

いる。 
今後の都市交通施策として、デジタル技術も活用し、バ

ス輸送システムや LRT 等による基幹公共交通軸や交通結

節点の持続・再生 9)を図りつつ、多様な交通モードの連携、

ウォーカブルな空間形成、モビリティハブや魅力的なモビ

リティの導入により、都市生活における一人一人の Well-
beingを向上させる、質的な側面に届き、かつ、多様な個人

属性、多様な活動に対応したきめ細やかでインクルーシブ

な施策が求められる。 
 モビリティ革命の時代にあっては、こうした取り組みを、

モビリティ・マネジメント（Mobility Management、略称MM）

等も取り入れ各地域で的確に実行し、モビリティを介した

都市生活のポジティブな転換が志向される。 
 
2-2 人の移動＋活動を捉える必要性 
 都市生活における人々の移動には、ある場所での活動と

いう目的が伴う。都市の人口密度やインフラ整備状況に基

づく評価は一定程度実施されてきたが、今後は、実際に様々

な人々がどこでどのように活動しているか、様々な活動へ

のアクセシビリティは確保されているか、アクセスのため

の移動手段や時間は人々にとって満足のいくものになって

いるか、といった動態面について重点的に考慮していく必

要がある。高齢者や子育て世帯等の多様な人々が、日々の

活動時間を有効活用し、ストレスなくシームレスに移動で

きるまちづくりにおいて、PT調査等により、個人属性別の

一連の移動・活動（トリップ・チェーン）を位置情報や時

間とともにデータで可視化し、分析・評価を行う意義は大

きい。また、都市機能・居住地の配置や、防災、環境、産

業等の様々な分野との関係性の観点から、有機的に都市交

通を捉えることが重要であり、多面的な分析・評価により、

都市総体での人々のライフスタイルを明らかにする必要が

ある。図-1に都市生活の把握のイメージを示す。 
 
2-3 交通行動分析手法の潮流 
交通行動分析において将来の都市交通状況を予測・把握

するため、従来から、四段階推定法等の集計的な手法が用

いられてきた。 
近年は、人々の個人属性と１日の詳細な活動・移動デー

タ（非集計データ）を再現可能なシミュレーション技術

（ABS、生成AI等）が登場している。現実の事象（都市生

活者の行動原理や意思決定等）のモデル化、非集計データ

生成により多角的な分析を実現する現況推計はもとより、

詳細の将来データを推計することで、模擬環境で、今後取

り得る様々な都市交通施策とその効果を再現し、最適解を

事前検証する手法としての活用が期待されている。 
一方で、目的に応じたシミュレーションの活用方法、精

度や留意点等が共有されていない点、モデル構築にコスト

が係る点等が課題となり、広く活用されるには至っていな

い状況であった。 
人流ビッグデータも登場し、都市のデータ収集の取り組

みが進展している。図-2に例示する各種データの特性をふ

まえながら、シミュレーション技術と各データとの組み合

わせによる現況再現性の向上 10) 11) 12) や、使い分けによる有

効活用が期待される。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-1 個人の1日の活動・移動データを活用した都市生活者のライフスタイルの明確化イメージ 
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図-2 代表的なビッグデータの特徴 
 

2-4 これからの都市交通プランニング：体制と進め方 
(1)体制 
各都市が目指す姿や実現に向けたマスタープランニング

のアプローチは、都市交通分野に限らない多分野での各施

策の相互作用や、地域特性・実情を一層加味する内容に進

化してきており、図-3の体制のもと、地域の様々な主体で

ある民間や都市・交通以外の部局との連携により創意工夫

し、地域の総力戦で進めていくことが重要である。一方で、

多岐に渡る主体間の協働の難度は高い。こうした中、人々

の交通行動の実態データは、共通認識のためのエビデンス

データとして有効活用されてきた。 

将来に向けて、多様な主体が共有すべき都市のビジョン、 

 
図-3 これからの都市交通プランニングの体制 

 
プランを議論するための基盤として、データ・シミュレ

ーション活用の重要性が増している。社会課題や新技術が

急速に変化し、不確実な要素が多く未来の予測が難しい時

代の中で、多主体が協働し、迅速かつ効率的に検討するた

めには、官民共創の体制のもと、将来の様々な施策の可能

性とその効果をシミュレートし比較する手法を取り入れ、

データビジュアライゼーションにより、最適な方向性を議

論する材料とする必要がある。 
 

(2)進め方 
各都市において都市交通プランニングの詳細過程を見直

しつつ、図-4の各過程において、シミュレーションをはじ

め各種デジタル技術の適切な導入が求められる。導入によ

り、検討主体がより自主性をもって業務実施できると共に、

関係者が参画しやすくなる。 

分 類 データの概要 時間・空間 属性情報 

ビ
□
グ
デ
□
タ 

携帯電話

基地局 
携帯電話が基地局と交信

をした履歴 

数秒～1時間程度で

基地局単位で人の移

動を把握可 

性、年齢等把

握可能な場合

あり 

GPS 
データ 

スマホのアプリ等のGPS

で測位した緯度経度情報 

数秒～数分間隔で緯

度経度単位で人の移

動を把握可 

性、年齢等把

握可能な場合

あり 
Wi-FIパ

ケットセ

ンサー 

Wi-Fiを利用しているスマ

ホ等とアクセスポイント

の交信履歴 

数秒間隔で設置地点

間の回遊行動を把握

可 
－ 

レーザー

カウンタ 
レーザーの反射光から感

知した人の動き 

連続的に設置地点の

断面交通量・歩行者

数等を把握可 
－ 

交通系 

ICデータ 
改札等にてICカードリー

ダで読み取った利用履歴 

連続的にICカード

利用者の駅バス停毎

の乗降数等を把握可 

性、年齢等把

握可能な場合

あり 

パーソン 
トリップ調査 

統計的精度を担保した無

作為抽出による調査 

10年に1度等にゾー

ン単位で人の移動を

把握可 

性、年齢、世

帯、免許等が

可能 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図-4 これからの都市交通プランニングの進め方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-5 ABSの主体別の活用シーン 
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3．ABP Challengeの目的と目指す姿 
3-1 目的と目指す姿 
モデルやシミュレーションを扱うことは、目に見えづら

い複雑な現象の本質を捉えようとする行為に他ならない。 
多様な主体が共に都市の将来像を描くための基盤とし

て、行政の都市計画・交通部局のみならず、多様な部局や

民間、市民が、データ・シミュレーションに触れ、利用し

やすい環境の構築を目指す。 
特に、人の活動を明示的に扱う新たな交通行動分析手法

ABS等）では将来シナリオ分析等が可能となるため、ABS
の普及により、Well-being と持続可能性を両立した都市交

通のプランニング（ABP: Activity Based Planning）を各都市

で実施できる環境の構築を目指す。 
目指す姿として、次の3点を挙げる。 
①ABS等のシミュレーションが、都市交通を含めた多様

な分野の施策で活用され役立っている。 
②自治体や関連する技術者が容易にシミュレーションや

その結果を活用でき、保有するデータや技術力に応じ、

より高度な検討も可能になる。 
③産学官の多様な主体が参画し、シミュレーションの改

善・新規開発が持続的に行われる。 
 

3-2 ABSのターゲット別の活用シーン 
ABSは自治体、民間事業者、コンサルタントや大学とい

った活用主体が想定される。それぞれの活用シーンを図-5
に示す。 

 
4．ABSの強み 
 本章では、四段階推計法等の従来の交通行動分析手法に

比較してABSが有する強みを整理し紹介する。 
 
4-1 将来シナリオ分析 
 将来的な人口変化や居住集約等に対して、人の移動・活

動の変化が推計できる。また、道路、鉄道、バス等の交通

ネットワークの変化、商業施設や公共施設等の都市機能配

置等による人の移動・活動の変化が推計できる。 
 例えば、テレワークの普及、自動車保有の減少等によっ

て人々の行動特性が変化した場合、交通事業者の経営難に

よって公共交通が急速に衰退した場合、課題解決に向けて

各種都市交通施策に取り組んだ場合など、複数のパターン

のシナリオ分析を行い、幅の中で都市戦略を立案し、不確

実な将来に備えることができる（シナリオプランニング） 。 
 1章で紹介した国総研ABSへの地域データ入力、国総研

ABSによる生成データ出力から分析、将来シナリオ分析ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-6 ABSの概要と活用フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 長期視点でのシナリオプランニングの手法 
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での一連の流れを図-6に整理する。 
 また、応用として、長期のバックキャスト型の進め方へ

の応用が期待できる。図-7に示すように、各時点における

複数のシナリオパターンの幅（スコープ）が明確化される

ことで、長期的な都市の理想像とのギャップの事前把握が

行い易くなる。現場のUI（ユーザーインターフェース）と

して実装することで、変化に合わせた素早い対応も可能と

なる。従って、地域の産・学・官連携による共創の場とい

ったイノベーションが生まれやすい推進体制、新たなアイ

デアを考慮できる確率モデルへの改良（カスタマイズ）等

と組み合わせることにより、①変動性（人口減少、都市の

縮退、新たな技術進展等）、②不確実性（気候変動による自

然災害の激甚化、新型コロナ等）、③複雑性（都市の生活ニ

ーズの多様化、グローバル化等）、④曖昧性の、VUCA時代

（Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity）においても、

中長期で、将来あるべき理想像を描き実現するバックキャ 
スト型の進め方への応用が期待できる。 
 
4-2 多面的な分析と総合評価 
 人の移動・活動を起点に様々な指標を算出可能なため、

複数の属性項目等を活用した多面的なクロス分析等、都市

の多面的な分析・総合評価に活用できる。 
 高齢者の外出、子育て世帯の送迎等の個人の暮らしに寄

り添った課題の把握など、多面的な分析に活用できる。 
 また、まちなかの来訪者数や公共交通利用数等の観点か

らの都市の持続性を評価するのみならず、滞留人口や道路

交通量等の集計量から、環境、防災、都市の維持管理等に

係る多様な指標を算出し、総合的な都市の評価を行うこと

ができる。活用が想定される政策テーマと指標例について、

表-1にまとめる。例えば「東京PTインフォグラフ」13)や、

図-8のようなダッシュボード等の可視化・分析ツールを活

用することで、より分析し易くすることが考えられ、都市

構造の総合的な評価 14)に用いることが想定できる。 
 

図-8 複数の属性項目等を活用した多面的なクロス分析 
 
 
4-3 現況補完データとして活用 
 調査や人流ビッグデータでは把握が難しい、詳細な空間

解像度や属性の動きを補完的に把握できる。 
パーソントリップ調査で、詳細な空間解像度で精度担保

表-1 分野別の活用が想定される政策テーマと指標例 
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したデータを取得するにはコストがかかるため、調査実施

が課題となることがある。そこで、パーソントリップ調査

結果をシミュレーションで補完することで、詳細な空間解

像度での動きを把握でき、施策検討に活用できる。 
人流ビッグデータでは図-2で示した通り限定的な属性情

報や目的等が付与された一日の移動・活動のデータが推計

できる段階にある。 
 
5．ABSのエコシステム 
5-1 各主体の役割と連携 
 国主導により、産学官の多様な主体が参画し ABS 等の

シミュレーションの活用・開発が持続的に行われるエコシ

ステムの構築を目指す（図-9）。特に、各地域におけるABS
適用のアドバイスを行う大学・コンサルタント等の役割は

重要になるものと考えられる。 
 

図-9 エコシステムにおける各主体の役割 
 
5-2 国総研ABSの役割 
 ABSに各都市圏のデータをインプットすることで、各個

人の1日の活動・移動データを再現できるが、更に地域の

人流ビッグデータ等を加えることで、地域特性を加味した

内容に補正することも想定できる。 
 国総研 ABS プロトタイプ版はフラグシップアプリと位

置付けられ、エコシステムが整うまでの活用機会を提供す

るとともに、図-10 に例示する他のシミュレータとの連携

も想定し、関連する官民の様々な開発のベンチマークの役

割を担うことを想定する 15) 16) 17) 18) 19) 。 
 将来、国総研が本リリースするシミュレーションプログ

ラムはOSSとして公開し、民間等の多様な主体による拡張

や新規開発に取り組みやすい環境を実現する。 

 5-3 ABS活用成功のポイント 
(1)シナリオプランニングの留意点 
複数パターンのシナリオを用意し、一定の幅の中で政策

検討をすることが有効である。 
シナリオ分析をする際には、様々な変動要素を含む。例

えば、インプットデータとして、将来人口等を準備する必

要があるが、将来人口自体が予想とは異なってくる可能性

がある。 
また、将来を推計し活用する際には、モデルが有するダ

イナミクスを念頭に置くべきで、そのままモデルを適用し

た場合、現況の行動特性が将来も継続することを前提にし

ている点も注意が必要である。 
よって、1 つのシナリオだけで将来を見通そうとするの

ではなく、複数シナリオで幅をもった検討をすること、そ

して、あくまで皆で考えるためのツールであり、機械的な

フレームワークに終始しないことも重要である。 
 

主体 主な役割 

国土交通省 国総研、都市局、 
地方整備局等 

国総研ABSの提供、コミュニティの形成支援、プ

ラットフォーム構築と運用等 

地方公共団体 都道府県・市区町村 ABSを活用した都市交通プランニングの実施等 

民間事業者 ①コンサルタント 地方公共団体等のABS活用支援等 

②交通事業者・ 
 まちづくり団体等 

ABSやデータの事業展開やまちづくりの検討への

活用 

③データプロバイダ データ、アプリケーションの提供等 

④イノベーション企業 シミュレーションの改善・新規開発、ユーザーイ

ンターフェースの開発等 

研究機関 大学等 地方公共団体等のABS活用支援、新技術・知見の

提供、民間との共同研究等による技術開発、人材

の育成・輩出等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 エコシステム形成に向けたステップアップ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-10 ABSと各種シミュレータの連携 
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(2)実態データとの使い分け 
現況分析は ABS の推計データのみに依存するのではな

く、適切な実態データの取得が必要である。 
ABSにより得られるデータは推計値であり、統計的な観

点から精度を説明できない点には留意が必要である。 
特に、国総研ABSは、全国の平均的な行動特性をモデル

化しているため、モデルの振る舞いとして、各地域の行動

特性は十分には反映されていない可能性がある（地域でカ

スタマイズすることも考えられる）。 
重視する指標については、パーソントリップ調査や人流

ビッグデータ等で実態を把握することが必要で、特に事業

評価等の精度の説明が重要な場面では、大規模なパーソン

トリップ調査も検討することが重要である。 
 
(3)アカウンタビリティの確保 
専門技術者の確保・育成、または地域の大学等からのサ

ポート等を必要に応じて求めることが重要。 
上記(1)(2)で挙げた要因以外にも、シミュレーションは確率

モデルを用いているため、結果には誤差が含まれ、その解

釈等には留意が必要である。また、時代に合わせて考慮に

入れるべきサブモデルも変化していく。 
活用する際には、パーソントリップ調査や人流ビッグデ

ータ等と比較して再現性を確認し、乖離が大きい場合には、

補正（チューニング）を適切に行うことが望ましい。 
専門技術者の確保・育成、外部委託、地域の大学等からの

サポート等により、技術面でのアカウンタビリティを確保

することが重要である。 
 
6．ABP Challengeの重点アクションとステップアップ 

4 つの重点アクションと 3 段階のステップアップの全体

像を図-11に示す。 
重点アクションⅠとして国総研 ABS の継続改良、次期

（令和7 年度）全国PT 調査データを反映した国総研ABS
のモデル構築、データ整備・集計・分析・可視化・予測等

に関するABS活用コストといったユーザビリティの改善 
により、実用可能な水準のシミュレータの構築を目指す。 

 重点アクションⅡとして、自治体や民間等における、都

市交通の政策検討の現場に近い、また、より多様な主体や

場面での活用を促すため、多面的な観点でのユースケース・

活用事例の蓄積を行い、全国の活用シーンを収集整理し事

例集として公表する。 
重点アクションⅢとして、関心層となる主体への認知や

技術情報、交流機会の提供を行いコミュニティの形成を図

る。また、データ駆動型の共創による都市プランニング体

制（アーバンデザインセンター20)、リビングラボ 21)等）の

あり方やその構築支援を進め、将来的には、シミュレータ

活用のアイデアソン、シミュレータ・モデル自体の開発の

ハッカソン等を開催し、幅広い主体を巻き込んでいく。こ

れらにより、シミュレーション技術の浸透とムーブメント

化、実行の体制構築を図る。 
重点アクションⅣとして、プラットフォームの HP の構

築 22) 23)と各種情報の蓄積、開発および検証に活用可能なデ

ータの構築と提供を進める。 
これらの重点アクションを順次、継続して進めていくこ

とで、産学官のエコシステム形成に向けたステップアップ

が図れると考えられる。 
 

7．今後の方向性 
7-1 ロードマップ 
国総研、都市局、関心層による主体別の取り組みのロー

ドマップを、過年度の取り組みとともに図-12に整理した。 
国総研が開発している ABS の本リリース時には、コミ

ュニティやプラットフォームが形成され、エコシステムに

よる継続・発展の体制が整っている状態を目指す。 
 
7-2 ABSのスマートシティへの実装 
 スマートシティにおいて、都市経営の深度化を図るため

のアプリケーションの1つとしての活用が将来的に考えら

れる。データ連携基盤を通じて人流ビッグデータや 3D 都

市モデル等の最新データと接続した状態で、 図-13に示す

通り、ABSがアプリケーションとして内装され、様々な部

署が政策検討に活用しやすい環境となることが期待される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-12 主体別の取り組みのロードマップ 
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図-13 ABSのスマートシティへの実装 
 

8．おわりに 
ABP Challenge は、全国の自治体・民間・大学等の関心

層との共創プロジェクトとして推進するものであり、都市

局都市計画調査室と共同で普及啓発に取り組んでいく。 
 
＜謝辞＞  
 ABP Challengeの作成にあたり、東京大学羽藤英二教授、早稲田
大学佐々木邦明教授、東京大学福田大輔教授、東京都市大学林和
眞准教授、東北大学原祐輔准教授からは、様々なご助言を賜った。
ここに記し、感謝の意を表する。 
 
【補注】  
(1) 都市内の人々の様々な交通に関わる行動を、現実の都市で観

測されたデータから、どういった属性の個人が、どういった
場合に、どのような選択行動をとるか、効用が最大化する意
思決定（合理的な行動）に着目して、離散選択モデルに代表
される確率モデル（アクティビティ・ベースド・モデル：ABM）
を用い、仮想的に推計し再現するコンピュータプログラム。
まず活動（アクティビティ）の発生を推計し、その活動を行
うための移動が発生する仕組み。モデル構築では、サンプル
データから数理モデルを仮定し、その説明変数（パラメータ）
を特定（パラメータ推定）。結果、データやパラメータを変化
させることで、地域性や施策の実施の有無等を表現でき、現
況再現だけでなく将来予測等で用いることが可能になる。 
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テキストマイニングによる｢みなとオアシス｣の誘客に関する試行的分析

－ 中核拠点となる客船ターミナル施設の魅力と課題 －

A preliminary Analysis of Attracting Visitors to Minato Oasis Using Text Mining 
: Attractions and Challenges of Cruise Ship Terminal Facilities as Core Bases 

坂巻哲*・大島一夫*・蓬田崇**・三輪夏菜** 
Satoshi Sakamaki*・Kazuo Oshima*・Takashi Yomogida**・Kana Miwa** 

In this study, we conducted a trial analysis using text mining on review information of the passenger ship terminal 
facility, which is the core base of "Minato Oasis," with the aim of improving the reception environment of "Minato 
Oasis." As a result, we confirmed that it is important for the passenger ship terminal facility to develop and expand 
public transportation as a transportation hub of "Minato Oasis," to manage toilet hygiene as a gateway to "Minato 
Oasis," and to introduce and expand parks and open spaces as a core base of the region. 

Keywords: ”Minato Oasis”，cruise ship terminal facilities，online reviews，text mining 
みなとオアシス，客船ターミナル施設，オンラインレビュー，テキストマイニング

1. 研究背景･目的

2003 年に｢みなとオアシス制度｣が創設され，地域住民の交流

や観光の振興を通じた地域の活性化に資する｢みなと｣を核とし

た街づくりの促進が図られている。登録数は年々増加し，2025年

5月の時点で，167箇所に上り，全国に分布している1)。｢みなと

オアシス｣は，客船ターミナル施設，展望施設，文化交流施設，多

目的ホール，観光案内施設，駐車場，トイレ，津波避難タワー，

産地直売施設，レストランなどの施設群で構成され，地域住民･観

光客･クルーズ船旅客の交流および休憩，地域の観光および交通

に関する情報提供，災害時の支援，商業機能などの役割を担って

いる。

また，観光立国の実現に向けた｢観光立国推進基本計画｣が2023
年 3 月に閣議決定され，その中で外国クルーズ船の寄港回数を

2025 年に 2,000 回を目指した取り組みの推進や訪日外国人旅行

者の受入環境整備などを掲げている 2)。日本の港湾への外国クル

ーズ船の寄港回数をみると，近年は増加傾向にあり，2023年の外

国クルーズ船の寄港回数は 1,264 回で，コロナ禍前のピーク時

(2017年)の約63%まで回復している3)。 
さらに近年，携帯電話やスマートフォンなどの普及に伴い，訪

問先の写真や動画などとともに体験･感想が紐づいたオンライン

レビュー(クチコミ)が活発に行われている。このレビュー情報は，

利用者･体験者の声として重視され，これを参考に訪問先を決め

るユーザーも多い 4)。このことから，観光の振興を通じた地域の

活性化に向けて，個人の経験を記述したレビュー情報の分析は重

要と考える。

本研究では，｢みなとオアシス｣の受入環境の整備向上を目的に，

｢みなとオアシス｣の中核拠点となる客船ターミナル施設のレビ

ュー情報を対象にしたテキストマイニングによる試行的分析を

行い，客船ターミナル施設の魅力や課題を整理する。

2. 研究方法

2-1. 分析データ 

体験者および利用者の評価を把握する媒体として，Google 
Maps，tripadvisor，4travelなどがある。Google Mapsは，地図

情報サービスとして多くのユーザーを有し 5)，全国で網羅的にレ

ビューが投稿され，レビュー件数が最も多く集まるプラットフォ

ームである。このことから，体験者および利用者の評価を把握す

る媒体としては，Google Mapsのレビュー情報を用いることとし

た。なお、本データの分析は Google プラットフォームのフェア

ユースの規定に従い，非商業的な学術研究として実施した。また

ユーザーの個人情報の取得はしていない。

2-2. 分析ツール(テキストマイニング) 

客船ターミナル施設の魅力および課題を把握するため，Google 
Maps レビューの内容をテキストマイニングにより分析した。テ

キストマイニングにあたっては、KH Coder version:3.02cを使用

し，テキストデータのクリーニングおよび前処理を行った上で，

語の出現頻度，階層的クラスター分析や KWIC(Keyword in 
context)コンコーダンス(用語索引)6)による分析を実施した。なお，

レビュー原文には，記号や絵文字しか含まれないもの，空欄のも

のがあるため，評価内容の読み取りが可能な有効レビューの抽出

作業を行った。また，表示言語はユーザーが設定している言語に

自動翻訳されるため，日本語へ自動翻訳されたテキストデータを

用いて分析した。

2-3. 分析対象地の選定 

｢みなとオアシス｣に属する客船ターミナル施設を選定するた

め，外国船社が運航するクルーズ船の寄港回数 7)が多い港湾 8)に

ある客船ターミナル施設の Google Maps に書き込まれた有効レ

ビュー件数を調査した。なお，本研究の執筆に要する期間を考慮

した上で可能な限り最新の情報を活用できるように 2023～2024
年の2年間に投稿されたレビュー情報を収集している。
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図 1 本研究での分析プロセス概要図 9) 

その調査結果から，｢みなとオアシス｣に属し，有効レビュー件

数が 50 を超える 6 つの客船ターミナル施設を分析の対象とした

(表 1)。 

表 1 客船ターミナル施設ごとの有効レビュー件数 

施設名 みなとオアシス名 港湾名 
寄港 
回数 

有効レビュー 
件数 

横浜港大さん橋 
国際客船ターミナル 

みなとオアシス横浜港 横浜 101 283 

マリンポートかごしま みなとオアシス鹿児島 鹿児島 78 316 

那覇クルーズターミナル みなとオアシスなは 那覇 72 144 

広島港クルーズターミナル みなとオアシス広島 広島 58 110 

神戸ポートターミナル みなとオアシスKOBE 神戸 54 83 

清水マリンターミナル 
みなとオアシス 
まぐろのまち清水 

清水(静岡) 53 56 

3. Google Mapsのレビュー分析

KH Coderによるレビュー分析のプロセスは，それぞれの客船

ターミナル施設でレビュー内容が似た文書の群を探す｢階層的ク

ラスター分析｣を行い，次に，そのクラスターごとの主要な語を起

点に，語の本文中での使われ方を確認する｢KWIC コンコーダン

ス｣や，語と語の結びつきを探る｢関連語検索｣を行った(図 1)。こ

れにより，客船ターミナル施設の魅力となる高評価の対象や，課

題となる低評価の要因をそれぞれ分析した。なお，階層的クラス

ター分析(方法：Ward法，距離：Jaccard係数)のクラスター数は，

併合水準10)を参考に設定している。 
3-1. 横浜港大さん橋国際客船ターミナル 

283 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:豪華客船の見物，Ⅱ:みな

とみらいの眺望，Ⅲ:散歩での利用，Ⅳ:駐車場の利用，Ⅴ:夜景の眺

望に分類された(図 2)。 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢豪華｣(共起:12)や｢見る｣(8)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅡでは，｢みなとみらい｣(10)
や｢美しい｣(8)の語と係わる｢景色｣が肯定的に評価されている。ク

ラスターⅢでは，｢良い｣(5)や｢最適｣(5)の語と係わる｢散歩｣が肯定

的に評価されている。クラスターⅣでは，｢空く｣(4)や｢広い｣(2)の
語と係わる｢駐車｣が肯定的に評価されている。クラスターⅤでは，

｢綺麗｣(10)や｢最高｣(5)の語と係わる｢夜景｣が肯定的に評価されて

いる(表 2)。 

これにより，｢豪華客船の見物｣，｢みなとみらいの眺望｣，｢散歩

での利用｣，｢駐車スペースの充実｣，｢夜景スポット｣といった高評

価の対象が捉えられた。一方で低評価の要因は捉えられなかった。 

図 2 横浜港大さん橋国際客船ターミナルのクラスター 

表 2 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

対象 客船 景色 散歩 駐車 夜景 

豪華(12) みなとみらい(10) 良い(5) 空く(4) 綺麗(10) 

関連語 見る(8) 美しい(8) 最適(5) 広い(2) 最高(5) 

眺める(3) 一望(7) 過ごす(1) アクセス(1) 素晴しい(5) 

3-2. マリンポートかごしま 

316 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:駐車場の利用，Ⅱ: ウォ

ーキングでの利用，Ⅲ:桜島が見える眺望，Ⅳ:市街地へのアクセス，

Ⅴ:ターミナルの環境･設備，Ⅵ:子供との来訪，Ⅶ:公園の利用に分

類された(図 3) 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢広い｣(共起:16)や｢良い｣(11)の語と係わる｢駐車｣

が肯定的に評価されている。クラスターⅡでは，｢楽しむ｣(2)や｢最

適｣(2)の語と係わる｢ウォーキング｣が肯定的に評価されている。

クラスターⅢでは，｢眺める｣(8)や｢綺麗｣(7)の語と係わる｢桜島｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅣでは，｢少ない｣(2)や｢来

ない｣(2)の語と係わる｢タクシー｣がネガティブに評価されている。

クラスターⅤでは，｢綺麗｣(4)や｢清潔｣(1)の語と係わる｢トイレ｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅥでは，｢遊ぶ｣(6)や｢楽し

い｣(2)の語と係わる｢子供｣が肯定的に評価されている。クラスタ

ーⅦでは，｢広い｣(10)や｢素敵｣(4)の語と係わる｢公園｣が肯定的に

評価されている(表 3)。 
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これにより，｢駐車スペースの充実｣，｢アクティビティでの利

用｣，｢桜島の眺望｣，｢清潔なトイレ｣，｢子供と遊べる場｣，｢公園

での憩い｣といった高評価の対象が捉えられた。一方で｢交通手段

(タクシー)の不足｣が低評価の要因として捉えられた。 

図 3 マリンポートかごしまのクラスター 

表 3 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

対象 駐車 ｳｫー ｷﾝｸ  ゙ 桜島 タクシー トイレ 子供 公園 

広い(16) 楽しむ(2) 眺める(8) 少ない(2) 綺麗(4) 遊ぶ(6) 広い(10) 

関連語 良い(11) 最適(2) 綺麗(7) 来ない(2) 素晴しい(1) 来る(4) 素敵(4) 

隣(2) 便利(1) 素敵(5) 待つ(2) 清潔(1) 楽しい(2) 芝生(2) 

図 4 那覇クルーズターミナルのクラスター 

表 4 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

対象 徒歩 タクシー バス ターミナル クルーズ スタッフ 

国際通り(7) たくさん(4) 少ない(2) 清潔(2) 行く(6) ﾌﾚﾝﾄﾘ゙ (ー4) 

関連語 近く(3) 便利(4) 必要(1) 良い(2) 初めて(3) 親切(4) 

便利(3) 移動(2) 無い(1) 素敵(1) 楽しい(2) 案内(1) 

3-3. 那覇クルーズターミナル 

144 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:観光スポットとの関係，

Ⅱ:市街地へのアクセス，Ⅲ:客船への乗船，Ⅳ:ターミナルの利用，

Ⅴ:ターミナルのロケーション，Ⅵ:ターミナルの環境･設備に分類

された(図 4)。 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢国際通り｣(共起:7)や｢近く｣(3)の語と係わる｢徒

歩｣が肯定的に評価されている。クラスターⅡでは，｢たくさん｣(4)
や｢便利｣(4)の語と係わる｢タクシー｣が肯定的に評価されている。

一方で｢少ない｣(2)や｢必要｣(1)の語と係わる｢バス｣がネガティブ

に評価されている。クラスターⅣでは，｢清潔｣(2)や｢良い｣(2)の語

と係わる｢ターミナル｣が肯定的に評価されている。クラスターⅤ

では，｢行く｣(6)や｢初めて｣(3)の語と係わる｢クルーズ｣が肯定的に

評価されている。クラスターⅥでは，｢フレンドリー｣(4)や｢親切｣

(4)の語と係わる｢スタッフ｣が肯定的に評価されている。なお，ク

ラスターⅢでは，肯定的およびネガティブな評価は捉えられなか

った(表 4)。 
これにより，｢歩いて行ける国際通り｣，｢タクシーの充実｣，｢清

潔なターミナル施設｣，｢クルーズの出航｣，｢スタッフのホスピタ

リティ｣といった高評価の対象が捉えられた。一方で｢交通手段(バ
ス)の不足｣が低評価の要因として捉えられた。

3-4. 広島港クルーズターミナル 

110 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:バースの見物，Ⅱ:豪華客

船の見物，Ⅲ:駐車場の利用，Ⅳ:散歩での利用，Ⅴ:帆船の見物，Ⅵ:
公園の利用，Ⅶ:ターミナルの環境・設備に分類された(図 5)。 

図 5 広島港クルーズターミナルのクラスター 

表 5 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

対象 客船 駐車 散歩 帆船 公園 子供 

豪華(5) 無料(15) 楽しめる(3) 美しい(1) 素敵(2) 遊ぶ(2) 

関連語 見る(2) 隣接(3) 良い(2) 撮る(1) 良い(2) 喜ぶ(1) 

行く(1) 近く(1) 気軽(1) 見る(1) 楽しむ(1) 連れて(1) 

次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅡでは，｢豪華｣(共起:5)や｢見る｣(2)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅢでは，｢無料(1時間)｣(15)
や｢隣接｣(3)の語と係わる｢駐車｣が肯定的に評価されている。クラ

スターⅣでは，｢楽しめる｣(3)や｢良い｣(2)の語と係わる｢散歩｣が肯

定的に評価されている。クラスターⅤでは，｢美しい｣(1)や｢撮る｣

(1)の語と係わる｢帆船｣が肯定的に評価されている。クラスターⅥ

では，｢素敵｣(2)や｢良い｣(2)の語と係わる｢公園｣が肯定的に評価さ

れている。クラスターⅦでは，｢遊ぶ｣(2)や｢喜ぶ｣(2)の語と係わる

｢子供｣が肯定的に評価されている。なお，クラスターⅠには，肯

定的およびネガティブな評価は捉えられなかった(表 5)。 
これにより，｢豪華客船･帆船の見物｣，｢駐車場の料金｣，｢散歩

での利用｣，｢公園での憩い｣，｢子供と遊べる場｣といった高評価の

対象が捉えられた。一方で低評価の要因は捉えられなかった。

3-5. 神戸ポートターミナル 

83 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:客船の見物，Ⅱ:豪華客船
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への乗船，Ⅲ:港の眺望，Ⅳ:駐車場の利用，Ⅴ:ターミナルの環境･

設備，Ⅵ:駅からのアクセス，Ⅶ:ポートライナーのアクセスに分類

された(図 6)。 

図 6 神戸ポートターミナルのクラスター 

表 6 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅴ-1 Ⅴ-2 Ⅵ-1 Ⅵ-2 Ⅶ 

対象 客船 ｻﾝｾｯﾄ 駐車 スタッフ 施設 駅 商業 ﾎﾟー ﾄﾗｲﾅ 

豪華(6) 美しい(1) 近く(2) 素晴しい(1) きれい(2) 便利(2) 無い(2) 便利(2) 

関連語 見る(4) 綺麗(1) 便利(2) 親切(1) 素晴しい(2) 近い(1) 常設(1) 近い(1) 

来る(1) 見える(1) 有る(1) 優しい(1) 清潔(1) 有る(1) - 行ける(1) 

次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠでは，｢豪華｣(共起:6)や｢見る｣(4)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅢでは，｢美しい｣(1)や｢綺

麗｣(1)の語と係わる｢サンセット(夕日)｣が評価されている。クラス

ターⅣでは，｢近く｣(2)や｢便利｣(2)の語と係わる｢駐車｣が肯定的に

評価されている。クラスターⅤでは，｢素晴しい｣(1)や｢親切｣(1)の
語と係わる｢スタッフ｣が肯定的に評価されている。また｢きれい｣

(2)や｢清潔｣(1)の語と係わる｢施設｣が肯定的に評価されている。ク

ラスターⅥでは，｢便利｣(2)や｢近い(直結)｣(1)の語と係わる｢駅｣が

肯定的に評価されている。一方で｢無い｣(2)の語と係わる｢商業施

設｣がネガティブに評価されている。クラスターⅦでは，｢便利｣(2)
や｢近い｣(1)の語と係わる｢ポートライナー｣が肯定的に評価され

ている。なお，クラスターⅡには，肯定的およびネガティブな評

価は捉えられなかった(表 6)。 
これにより，｢豪華客船の見物｣，｢サンセットの眺望｣，｢駐車場

の利便性｣，｢スタッフのホスピタリティ｣，｢清潔なターミナル施

設｣，｢ポートライナー駅の利便性｣といった高評価の対象が捉え

られた。一方で｢商業施設の不足｣が低評価の要因として捉えられ

た。

3-6. 清水マリンターミナル 

56 件の有効レビューを分析対象にして階層的クラスター分析

を行った。その結果，レビュー情報はⅠ:豪華客船の見物，Ⅱ:エリ

アのロケーション，Ⅲ:富士山が見える眺望，Ⅳ:観光スポットとの

関係，Ⅴ:ターミナルのロケーション，Ⅵ:市街地へのアクセスに分

類された(図 7)。 
次に，KWICコンコーダンスおよび関連語検索を行った。クラ

スターⅠには，｢豪華｣(共起:2)や｢来た｣(2)の語と係わる｢客船｣が

肯定的に評価されている。クラスターⅢでは，｢見える｣(6)や｢良

い｣(4)と係る｢富士山｣が肯定的に評価されている。クラスターⅣ

では，｢充実｣(1)や｢多い｣(1)の語と係わる｢シャトルバス｣が肯定的

に評価されている。クラスターⅤは，｢便利｣(3)や｢歩く｣(1)の語と

係わる｢ターミナル｣が肯定的に評価されている。クラスターⅥで

は，｢近い｣(2)や｢魚市場･寿司｣(2)の語と係わる｢歩く｣が肯定的に

評価されている。なお，クラスターⅡでは，肯定的およびネガテ

ィブな評価は捉えられなかった(表 7)。 

図 7 清水マリンターミナルのクラスター 

表 7 評価の対象（KWICコンコーダンスおよび関連語検索） 

クラスタ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

対象 客船 富士山 シャトルバス ターミナル 歩く 

豪華(2) 見える(6) 充実(1) 便利(3) 近い(2) 

関連語 来た(2) 良い(4) 多い(1) 歩く(1) 魚市場・(1) 

見える(1) 素晴しい(2) 柔軟(1) 優れた(1) 寿司(1) 

これにより，｢豪華客船の見物｣，｢富士山の眺望｣，｢バスの利便

性｣，｢歩いて行ける商業施設(魚市場･レストラン･ショッピング)｣
といった高評価の対象が捉えられた。一方で低評価の要因は捉え

られなかった。

4. レビュー分析の結果

客船ターミナル施設の魅力となる高評価の対象および課題と

なる低評価の要因の整理を行った。その結果を表 8に示す。 
4-1. 高評価の対象 

高評価の対象として，｢見物｣，｢眺望｣，｢徒歩｣，｢公園｣，｢交通

手段｣，｢駐車場｣，｢衛生･環境｣が共通するキーワードである。

高評価の対象は，【見物】では｢豪華客船｣，｢帆船｣が見物できる

こと，【眺望】では｢みなとみらい｣，｢夜景｣，｢桜島｣，｢サンセッ

ト｣，｢富士山｣の｢みなと｣から見える景色，【徒歩】では｢国際通り｣，

｢魚市場｣，｢レストラン｣の観光スポットや商業施設へ歩いて行け

ること，【公園】では｢散歩｣，｢ウォーキング｣，｢子供と遊ぶ｣とい

った公園やオープンスペースでのアクティビティ，【交通手段】で

は｢バス｣，｢タクシー｣，｢ポートライナー(施設直結)｣といった公共

交通機関の利便性，【駐車場】では｢広い｣，｢無料(1h)｣，｢近い｣と

いった駐車スペースの充実や低価格の駐車料金，【衛生･環境】で

は｢トイレ(清潔)｣，｢施設(清潔)｣｢ホスピタリティ(スタッフ)｣とい

ったトイレや施設の衛生面や施設スタッフの対応であった。

4-2. 低評価の要因 

低評価の要因として，｢交通手段｣，｢商業施設｣が共通するキー

ワードである。

低評価の要因は，【交通手段】では｢タクシー｣，｢バス｣などの｢交

通手段の不足｣，【商業施設】では｢ショップ｣，｢レストラン｣など

の｢テナントの不足｣であった。
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表 8  客船ターミナル施設の高評価の対象および低評価の要因 

高評価の対象 低評価の要因 

見物 眺望 徒歩 公園 交通手段 駐車場 衛生･環境 交通手段 商業施設 

横浜港大さん橋 
国際客船ターミナル（横浜） 

豪華客船 
みなとみらい 

夜景 
散歩 広い 

マリンポートかごしま 

（鹿児島） 
桜島 

ウォーキング 

子供と遊ぶ・憩い 
広い 

トイレ衛生面 

(清潔) 
タクシー不足 

那覇クルーズターミナル 

（那覇） 
国際通り タクシー充実 

ホスピタリティ 

（スタッフ・施設清潔） 
バス不足 

広島港クルーズターミナル 

（広島） 

豪華客船 

帆船 

散歩 

子供と遊ぶ・憩い 
無料（1h） 

神戸ポートターミナル 

（神戸） 
サンセット 

ポートライナー 

（施設直結） 
近い 

ホスピタリティ 

（スタッフ・施設清潔） 
テナント不足 

清水マリンターミナル 

（清水（静岡）） 
豪華客船 富士山 

魚市場 

レストランなど 
バス充実 

5. 考察

本研究は，｢みなとオアシス｣の受入環境の整備向上を目的に，

｢みなとオアシス｣の中核拠点となる客船ターミナル施設のレビ

ュー情報を対象にしたテキストマイニングによる試行的分析を

行い，客船ターミナル施設の魅力および課題を整理した。その結

果，施設の利便性や地域との繋がりなど｢みなとオアシス｣の受入

環境の整備に関わる以下の知見が得られた。

5-1. 客船ターミナル施設の目的地化 

豪華クルーズ客船や帆船の見物，また｢みなと｣の眺望を楽しめ

る客船ターミナル施設は，観光の目的地になり，施設自体が魅力

ある観光資源であることがレビュー情報から読みとれる。

5-2. ｢みなと｣と中心市街地のアクセス性 

客船ターミナル施設と中心市街地(観光スポットも含む)を結ぶ

タクシーやバスなどの｢交通手段の不足｣の課題がレビュー情報

から読みとれる。このことから，地域交通事業者との連携によっ

て交通体系を改善し，中心市街地と港湾のアクセス性を高めるこ

とで，｢みなとオアシス｣を含めた広域圏での観光振興に寄与する

と考えられる。 

5-3. 観光スポットをつなぐ歩行空間 

客船ターミナル施設から歩いて行ける観光スポットや商業施

設の魅力がレビュー情報から読みとれる。このことから，歴史･文

化に触れながら，観光スポットをつなぐ歩行空間の整備や再編，

また歩行者専用エリアを設けることで，｢みなとオアシス｣の代表

施設および構成施設の徒歩圏での観光振興に寄与すると考えら

れる。

5-4. 地域住民と来街者のアクティビティの場 

親子で遊べる場やアクティビティ(ウォーキングやランニング)
の場となる客船ターミナル施設に併設される公園の魅力がレビ

ュー情報から読みとれる。このことから，公園やオープンスペー

スの導入･拡充は，地域住民の QOL(生活の質)も向上するととも

に，地域住民と来街者の交流を通じた地域の活性化が図られると

考えられる。

5-5. 施設･トイレの衛生管理 

客船ターミナル施設の清潔さや，トイレの衛生面の魅力がレビ

ュー情報から読みとれる。トイレの管理や多機能トイレの整備は，

子供連れ家族、地域住民および来街者が安心して訪れることがで

きるとともに，地域のイメージアップにも貢献し｢みなとオアシ

ス｣の魅力を向上させる要素と考えられる。

以上より，客船ターミナル施設は，｢みなとオアシス｣の交通結

節点として公共交通機関の整備･拡充，｢みなとオアシス｣の玄関

口としてトイレの衛生管理，地域の中核拠点として公園やオープ

ンスペースの導入･拡充が重要であると考えられる。そして，これ

らの受入環境の整備は，観光の振興を通じた地域の活性化に資す

る｢みなと｣を核とした街づくりの促進につながると考えられる。 

6. おわりに

本研究は，試行的分析であるため，以下の留意点があげられる。 
対象とする分析データにおいて，クラウドソースデータに含ま

れるサンプルには偏りがある可能性があるため，本研究で分析に

使用したレビュー情報においても，客船ターミナル施設の利用者

一般の評価の対象となっているかという点では留意が必要であ

る。また，分析対象は2023～2024年のレビュー情報であり，今

後更新されるものである。本研究では，2025年以降のレビュー情

報は分析できておらず，今後の検討課題とする。

また，本研究はレビュー情報による分析に留まっていることか

ら，今後は地域住民･観光客･クルーズ船旅客へのインタビュー調

査および現地調査などの詳細調査が必要と考える。
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東京都臨海部におけるランナー属性別の地区選好分析 ー土地利用に着目してー

An Analysis of Runner Attribute-Based District Preferences in Tokyo’s Waterfront 
:Focusing on Land Use 

東條秀祐*、中島直人** 
Shusuke Tojo*, Naoto Nakajima** 

This study examined how runner attributes—including age, gender, residence, pace, frequency, and distance—may 
influence district preferences in Tokyo’s waterfront area. Public Strava GPS data from May 2025 and Tokyo’s land-use 
survey data were used to derive location quotients of both running and district characteristics. These were followed by 
correlation analysis, multiple regression with AIC-based variable selection (including Moran’s I tests for residuals), 
and k-means clustering. The results suggest several tendencies: women or foreign runners often prefer peripheral leisure 
districts; slower runners appear to place particular importance on parks; older or more frequent runners tend to 
concentrate in central residential districts; and long-distance runners are more likely to use peripheral industrial areas. 
These findings may provide guidance for designing “runnable” cities inclusive of diverse runners. 

Keywords: Running, Land use, Location quotient, Correlation analysis, Regression analysis, Cluster analysis 
ランニング、土地利用、特化係数、相関分析、回帰分析、クラスター分析

1．はじめに 
1-1．研究の背景と既往研究 

1990 年代以降都市計画の分野では、「歩きたくなるまち」づく

りが進められてきた。日本では特に2020年代以降、滞在快適性向

上区域制度や歩行者利便増進道路制度など、歩行空間の創出に向

けた制度整備が進んでいる。 
一方、「スポーツ・健康まちづくり」の分野では、第2期まち・

ひと・しごと創生総合戦略において、スポーツを活用した社会課

題解決の方針が掲げられている。その政策の柱の一つである「自

然と体を動かしてしまう『楽しいまち』への転換」では、具体的

な施策として「Walkable Cityの実現」が明記されている 1)。 
こうした流れに加え、近年では「歩きたくなるまち」の概念を、

ウォーキングの延長にあるランニングに拡張する動きが見られ

る。ランニングは公共空間を利用する点でウォーキングと共通す

るが、速度が速いため、障害物のない経路の確保や、発汗を伴う

ため、給水所・シャワー・ロッカー等の設備がより重要となる。 
また、ランニングにはコミュニティ形成を促進する効果も期待

されている。その例として、SNS機能を組み込んだアクティビテ

ィ記録・共有ウェブサービス「Strava」が挙げられる。世界195か
国で1億人以上が利用するStrava2)は、ランニングと都市環境の関

係を分析する上でも貴重なデータソースとなっている。近年、海

外ではStravaの走行データを用いた研究が数多く発表されており、

本研究もその流れをくむ。 
これらの研究で用いた都市環境要素は多岐にわたるが、全体的

な傾向として、緑地面積や水域比率といった「公園や水辺の存在」

がランニングの促進要因として挙げられることが多い。対照的に、

容積率や沿道壁面率といった「建て詰まりを表す指標」は抑制要

因となる傾向が見られる。一方で、人口密度、道路密度、社会経

済状態については、研究によって促進・抑制が異なっている。 
研究例として、Huang ら (2023)3)はヘルシンキを対象に街路単

位で、Yangら (2022) 4)は成都を対象に500mメッシュ単位で分析

を行っている。また、Jiangら (2022) 5)はロンドンを対象に、Google 
Street View画像に基づくミクロスケールの指標と、GIS・統計デー

タに基づくマクロスケールの指標を組み合わせて分析している。 
ランニングの選好性と個人属性の関係に言及した研究も見ら

れる。バンクーバーを対象としたHardenら (2022) 6)、メルボルン

を対象とした Radford ら (2024) 7)、モントリオールとワシントン

D.C.を対象としたMcKenzieら (2025) 8)の研究は、いずれも女性が

男性よりも公園や緑地を好む傾向があることを示唆している。 
日本国内では Fang ら (2022) 9)による熊本市を対象に街路単位

で分析した研究が数少ない事例であり、平日と週末それぞれのラ

ンニング実施量に対する都市環境要素の影響を分析している。 
国によって都市環境は大きく異なるため、国内の都市において、

ランニング環境を整備し、「自然と体を動かしてしまう『楽しいま

ち』」を実現するためには、国内での研究蓄積が不可欠である。し

かし、国内でランニングと都市環境の関係を論じた研究は殆ど見

られないのが現状である。また、ランニングの選好は個人の属性

によって異なると推測されるが、Fangら (2022)の研究では性年代、

居住地などの個人属性には触れられていない。そこで、本研究で

はランニングと都市環境の関係性を、国内の都市を対象に、個人

属性の観点も踏まえて分析した。 
1-2．研究の目的と本研究の位置づけ 
そこで本研究では、ランニング環境が比較的良好で、多くのア

クティビティが見られる一帯を対象に、性年代、居住地、走行形

態といった属性ごとの地区選好を明らかにすることを目的とす

る。これにより、すべての人が気軽にランニングを楽しめる都市

の実現に貢献することを目指す。 
本研究の主な特徴は以下の2点である。 
 日本国内の地域を対象に、国勢調査小地域単位での分析と属性

別の分析を行った点。 
 地区特性の指標に土地利用現況調査データのみを用いて説明

を試みた点。 
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2．手法 
2-1．研究対象地とその特徴 
本研究では、以下の理由から、図-1 に示す 48 の国勢調査小地

域で構成される東京都臨海部を研究対象地とする。 
 ランニング環境の充実：東京オリンピックの主会場であり、多

数のスポーツ施設やランニングコースが存在する。また、ラン

ニングの促進要因とされる水辺や公園が総じて充実している。 
 地区の境界が明確：河川や運河が地区間の明瞭な境界となって

おり、対象地を設定しやすい。また、橋梁部で走行経路が収束

するため、ランナーの観測がしやすい。 
 多様な地区特性：開発が進行中の一帯であり、人工島や小地域

ごとに異なる地区特性を持つため、走行特性と地区特性の関係

性を分析しやすい。 
2-2．走行データソース「Strava」とデータ収集方法 
本研究では、Stravaに記録されたGPSデータを走行データとし

て用いる。Strava では、ユーザーが走行履歴のある区間にセグメ

ント（観測区間）を自由に設定でき、そのセグメントを通過した

公開ユーザーのタイムが記録される。このデータは期間、年齢、

性別、体重で絞り込んで閲覧可能であり、以下の情報が収集でき

る。各ランナーは情報の公開範囲を自由に設定でき、全体を非公

開とすることも可能である。本研究では、倫理上の観点から公開

ユーザーのみを対象とし、個人データ単位での分析は行わず、小

地域単位での分析を行った。 
 ユーザー名、走行日、セグメント通過タイム、セグメント通過ペース 
 走行経路（セグメント外を含む） 
 走行距離、走行時間、走行ペース 
 性別、年代（公開設定者のみ） 
 居住地（公開設定者のみ） 
 過去の走行データ（公開設定者のみ） 

研究対象地を概ね人工島ごとに8つの「中地域」に区分し、こ

れらの地域を結ぶ 31 の橋梁を調査対象とした。筆者が橋梁を走

行してセグメントを設定し、ランニングに適した季節である2025
年5月一か月間の走行データを収集した。図-2に、観測対象の橋

梁と命名した中地域の呼称を示す。セグメントは橋梁の両方向に

対して設定し、上下線が約60m離れる豊洲大橋は上下線それぞれ

にセグメントを設けたため、セグメント数は64となった。 
データは 5 月 31 日に各セグメントのデータ一覧ページにアク

セスし、情報を保存することで収集した。また、収集したデータ

には以下の基準でスクリーニングを適用した。 
 対象者：公開ユーザーかつ性年代が判明した者 
 走行経路：対象地内のみを走行する「内内ラン」のみを分析対

象とした。これは、対象地外を含む走行データを用いると、対

象地外の地区特性の影響が無視できなくなるためである。 
 除外条件：以下のデータは分析から除外した。 
 1km未満の短距離アクティビティ 
 GPSの乱れにより経路が特定できないアクティビティ 
 5月17日と18日に台場中地域のシンボルプロムナード公園内

で完結するアクティビティ（同会場で大会の開催があったため） 
2-3．地区特性データソース 
東京都オープンデータカタログサイト 10)から「土地利用現況調

査 令和3年区部」を入手し、土地利用現況データと建物現況デー

タのデータを用いて、地区特性の指標を構築した。 

土地利用区分は、東京都の区分を表-1の通り統合し、区分ごと

の面積を積算した。これに加え、以下の 4 つの指標を算出した。 
 グロス建蔽率：建物現況データ内の建物面積（図形面積）を、

小地域面積（土地利用現況データに基づく）で除して算出した。 
 グロス容積率：建物面積に建物地上階数と延べ面積換算係数を

乗じたものを、小地域面積で除して算出した。 
 親水率：先行研究でランニングの促進要因として水辺が挙げら

れていることから、小地域外縁のうち、水域に接する長さに対

して、土地利用が「公園・運動場等」である割合を算出した。 
 東京駅直線距離：空間的自己相関の抑制を考慮し、都心からの

距離を示す指標として、東京駅八重洲中央口を基準点とし、小

地域ポリゴン重心までの直線距離を座標データから算出した。 
 

 
図-1 研究対象地全図 

 

 
図-2 観測対象の橋梁と中地域区分・呼称 

 

表-1 本研究で用いた土地利用区分 
東京都の区分 本研究の区分 
111~114 公共用地 公共用地 
121 事務所等建築物 事務所等建築物 
122 専用商業施設 124 宿泊・遊戯施設 
125 スポーツ施設 

専用商業・宿泊・スポーツ施設 

123住商併用建物 142 住居併用工場 住商併用・住工併用 
131 独立住宅 独立住宅 
132 集合住宅 集合住宅 
141 専用工場 143 倉庫運輸関係施設 工業用地 
300 公園・運動場等 公園・運動場等 
510 道路 道路 
210 屋外利用地・仮設建物 400 未利用地等 
520 鉄道・港湾等 612 畑 

非建蔽地等 
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3．小地域ごとの走行特性と地区特性 
3-1．走行データの全体像 
スクリーニングの結果、分析対象は370人のランナーによる延

べ 1,165 件の走行データとなった。図-3 に走行データ全体のヒー

トマップを、図-4に小地域ごとの走行データ数を示す。両図とも

に、色が濃いほど走行データが多いことを表す。対象地の中心に

近いほどデータ数が多くなる傾向にあった。 
なお、小地域ごとのデータ数は、GPSの誤差や小地域外縁にあ

る堤防敷での走行を考慮し、各小地域に30mのバッファを設けて

算出した。 
また、属性区分ごとのランナー数と走行データ数を表-2に示す。

走行距離と走行ペースは、3 区分が概ね同じデータ数になるよう

に境界値を設けた。 
3-2．走行特性から見た小地域ごとの特化係数 
各小地域の走行データ数自体はセグメントの設定場所や、小地

域の面積によって変化するため、本研究では主として特化係数を

用いて走行特性を論じる。 
小地域および属性区分ごとの特化係数を表-3 に示す。（特化係

数LQi,aの定義は※を参照。LQi,aが1より大きければその小地域で

当該属性区分のランニングが相対的に多く、1 未満であれば相対

的に少ないことを意味する。）分析には小数点以下第 3 位までを

用いたが、表では紙面の制約上、四捨五入して第2位までを示し

た。 
分析にあたり、以下の基準でデータを扱った。 
 属性を二分した性別・居住地については、データ数が少ない区

分を算出対象とした。 
 属性を三分した年代・走行ペース・走行回数・走行距離につい

ては、中間以外の区分を算出対象とした。 
 走行データ数が 31 件以下（1 日平均 1 件以下）の小地域は、

分母には含めるものの、走行特性の分析対象からは除外した。 
表中の地名の背景色は図-2の中地域の色に対応している。特化

係数が0.500以下を青色、2.000以上を赤色で示し、選好の傾向を

視覚化した。その結果、特に月島中地域と台場中地域が特徴的な

選好傾向を示した。55歳以上のランナーが月島中地域を、そして

女性、国外、長距離のランナーが台場中地域をそれぞれ強く選好

する傾向が明らかになった。 

※𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑎𝑎 =
小地域 i を通過した属性区分a のデータ数比率

全走行データに占める属性区分a のデータ数比率
 

3-3．地区特性から見た小地域ごとの特化係数 
小地域ごとの土地利用区分についても、同様に特化係数を算出

した。（特化係数LQi,uの定義は＊を参照。LQi,uが1 より大きけれ

ばその小地域で当該土地利用が相対的に多く、1 未満であれば相

対的に少ないことを意味する。）。土地利用区分を図-5に、基本統

計量を表-4に示す。 
全域で面積比率が10%以上の、道路以外の土地利用区分に着目

すると、空間的な偏りが見られた。集合住宅は都心側に、公園・

運動場等は首都高速湾岸線周辺に、工業用地や非建蔽地等は周縁

側に多く分布している。 
 
 

また、グロス建蔽率とグロス容積率は北側の小地域で高い傾向

が見られた一方、親水率の高い地域は全域に遍在していることが

分かった。 

＊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑢𝑢 =
小地域 i に占める土地利用u の面積比率

研究対象地全域に占める土地利用u の面積比率
 

 

 
図-3 ヒートマップ 

 

 
図-4 走行データ数 

 

表-2 属性区分ごとのランナー数と走行データ数 
属性 属性区分 注釈 ランナー数 データ数 
年代 34歳以下  117 249 

35-54歳  206 735 
55歳以上  47 181 

性別 女性  58 103 
男性  312 1,062 

居住地 国内 プロフィール居住地が日本国内 189 696 
国外 プロフィール居住地が日本国外 64 105 

走行 
ペース 

低速 6分00秒/kmより遅い  364 
中速 5分15秒 ~ 6分00秒/km  385 
高速 5分15秒/kmより速い  415 

走行 
回数 

１回のみ  182 182 
２～５回  133 403 
６回以上  55 580 

走行 
距離 

短距離 6.00km以下  365 
中距離 6.00km超過 10.00km以下  375 
長距離 10.00km超過  425 

総計  370 1,165 
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4．走行特性と地区特性のクロス分析 
4-1．相関分析 
走行特性と地区特性の相関表を表 5 に示す。相関係数が-0.400

以下を青色、0.400以上を赤色で示し、視覚化した。 
分析の結果、「東京駅直線距離」や「集合住宅」、「グロス容積率」

が走行特性と強い相関を持つことが明らかになった。具体的には、

都心側に位置する小地域は、6 回以上、あるいは短距離のランナ

ーに選好される傾向が見られる。逆に、周縁側に位置する小地域

は、34歳以下、女性、国外、低速、1回のみ、長距離のランナー

に選好される傾向があると言える。ここで、「集合住宅」や「グロ

ス容積率」の値は都心側が高い傾向にある。 
 

表-3 小地域および属性区分ごとの特化係数  
データ
数 

34歳
以下 

55歳
以上 

女性 国外 低速 高速 １回
のみ 

６回
以上 

短距
離 

長距
離 

データ数 1,165 249 181 103 105 364 415 182 580 365 425 
佃一 56 0.42 1.72 0.61 0.20 1.32 0.70 0.46 0.93 1.20 0.73 
佃二 123 0.23 2.72 0.28 0.09 1.07 0.62 0.68 1.29 0.93 0.98 
佃三 129 0.22 2.60 0.44 0.09 1.09 0.59 0.70 1.25 0.94 1.00 
月島一 150 0.28 2.27 1.13 0.07 1.26 0.58 0.56 1.31 0.98 1.08 
月島二 160 0.15 2.45 1.13 0.07 1.26 0.60 0.68 1.33 1.00 1.08 
月島三 108 0.35 1.73 1.57 0.10 1.60 0.49 0.65 1.21 0.86 1.07 
月島四 105 0.18 2.88 1.62 0.11 1.56 0.56 0.73 1.36 0.85 1.25 
勝どき一 100 0.70 1.03 0.45 0.22 1.31 0.62 0.96 0.82 1.34 0.55 
勝どき二 156 0.81 0.78 0.36 0.36 0.86 1.13 0.70 1.11 1.51 0.53 
勝どき三 90 0.73 1.07 0.50 0.25 1.00 1.09 0.85 1.12 1.63 0.55 
勝どき四 117 1.20 0.99 0.39 0.47 0.90 1.03 0.66 1.06 1.47 0.49 
勝どき五 81 0.98 1.11 0.56 0.27 1.11 1.14 1.11 1.12 1.54 0.54 
勝どき六 117 1.08 0.88 0.58 0.66 1.23 0.91 0.88 1.17 1.26 0.63 
豊海町 2 

   
 

      

晴海一 524 0.65 1.47 0.71 0.21 1.08 0.87 0.65 1.18 0.85 1.10 
晴海二 562 0.65 1.47 0.79 0.26 1.09 0.86 0.62 1.14 0.84 1.10 
晴海三 305 0.91 0.84 1.08 0.44 1.17 0.84 0.74 1.03 1.17 0.88 
晴海四 512 0.84 1.02 0.93 0.35 1.18 0.82 0.73 1.07 0.85 1.07 
晴海五 386 1.04 0.73 1.20 0.43 1.22 0.74 0.86 0.95 0.94 0.97 
豊洲一 420 0.75 1.41 0.62 0.32 1.00 0.91 0.69 1.22 0.60 1.38 
豊洲二 568 0.83 1.27 0.68 0.49 1.01 0.92 0.71 1.17 0.52 1.42 
豊洲三 163 1.09 1.11 0.56 0.48 0.75 1.15 0.86 1.10 0.45 1.46 
豊洲四 216 1.08 0.72 0.47 0.51 0.79 1.08 0.65 1.36 0.37 1.52 
豊洲五 459 0.81 1.22 0.57 0.60 0.83 0.97 0.66 1.19 0.29 1.61 
豊洲六 788 0.89 1.12 0.98 0.72 1.06 0.90 0.83 1.05 0.71 1.25 
東雲一 208 1.19 0.71 0.60 0.69 0.94 1.03 0.59 1.39 0.69 1.41 
東雲二 148 0.98 1.00 0.84 0.90 1.17 0.76 0.87 1.29 0.58 1.37 
有明一 409 1.11 0.83 1.44 1.49 1.00 0.93 1.02 1.04 0.87 1.28 
有明二 330 1.26 0.84 1.54 1.82 1.10 0.91 1.03 1.07 0.73 1.41 
有明三 300 1.25 0.71 1.85 2.44 1.22 0.81 1.52 0.84 0.70 1.31 
有明四 5           
台場一 211 1.33 0.95 1.66 2.42 1.47 0.71 1.52 0.78 0.68 1.34 
台場二 227 1.32 0.79 1.74 2.35 1.35 0.69 1.61 0.83 0.70 1.29 
青海一 231 1.28 0.86 1.47 2.35 1.33 0.77 1.72 0.77 0.79 1.27 
青海二 91 0.98 1.20 1.37 2.68 1.55 0.49 1.62 0.82 0.35 1.63 
青海三 32 0.73 2.01 2.47 1.04 1.70 0.44 0.80 0.94 0.10 2.40 
青海四 43 0.54 1.95 2.10 1.03 1.64 0.13 1.04 0.70 0.30 2.04 
東八潮 75 1.12 1.37 1.66 3.26 1.75 0.41 1.62 0.86 0.30 1.72 
塩浜一 4 

   
 

      

塩浜二 16 
   

 
      

枝川一 43 1.41 0.45 1.58 0.00 1.41 0.91 1.64 0.89 0.45 1.21 
枝川二 36 1.82 0.18 2.51 0.00 1.42 0.94 1.60 0.56 0.89 1.07 
枝川三 30 

   
 

      

潮見一 25           
潮見二 10           
辰巳一 62 1.43 0.10 1.46 0.72 1.39 0.95 1.03 0.91 1.54 0.75 
辰巳二 48 1.85 0.13 1.89 0.93 1.27 1.11 1.20 0.80 1.53 0.86 
辰巳三 23 

   
 

      

平均 0.91 1.22 1.11 1.21 0.80 0.80 0.95 1.05 0.86 1.16 
標準偏差 0.41 0.67 0.60 0.25 0.85 0.23 0.36 0.20 0.39 0.41 

一方で、「公共用地」や「事務所建築物」は、走行特性の特化係

数との相関が弱いことが分かった。指標間の線形関係を排除する

ため、特に相関の弱かった「公共用地」は今後の分析から除外す

ることとした。 
 

 

図-5 土地利用区分 
 

表-4 地区特性の基本統計量 
土地利用区分 全域の 

面積比率 
小地域の 
面積比率のレンジ 

特化係数 
平均 

特化係数 
標準偏差 

公共用地 8.7% 0.0%~41.2% 0.857 0.936 
事務所等建築物 5.3% 0.0%~31.1% 1.262 1.318 
専用商業・宿泊 
・スポーツ施設 

7.7% 0.0%~38.7% 0.698 0.976 

住商併用・住工併用 0.6% 0.0%~12.4% 2.449 4.006 
独立住宅 0.8% 0.0%~12.3% 2.625 4.621 
集合住宅 12.8% 0.0%~60.0% 1.644 1.307 
工業用地 14.8% 0.0%~73.2% 0.628 0.975 
公園・運動場等 11.8% 0.1%~70.0% 0.910 1.092 
道路 22.7% 10.3%~54.4% 1.110 0.372 
非建蔽地等 14.7% 0.0%~41.4% 0.721 0.737 
その他指標 全域の指標 指標のレンジ 平均 標準偏差 
グロス建蔽率 24.4% 5.9%~42.1% 27.0% 8.3% 
グロス容積率 167.8% 21.9%~756.9% 240.5% 161.2% 
親水率 30.5% 0.0%~95.5% 34.0% 33.7% 
東京駅直線距離 4.18km 1.91km~8.03km 4.18km 1.58km 

 
表-5 走行特性と地区特性の相関表  
34歳
以下 

55歳
以上 

女性 国外 低速 高速 １回
のみ 

６回
以上 

短距
離 

長距
離 

公共用地 -0.04 -0.01 -0.17 -0.01 -0.20 0.10 -0.09 0.11 -0.20 0.10 
事務所建築物 0.09 -0.14 -0.19 -0.11 -0.30 0.31 0.07 0.03 -0.08 -0.01 
専用商業・宿泊 
・スポーツ施設 0.33 -0.26 0.09 0.41 -0.16 0.20 0.26 -0.14 -0.21 0.20 

住商併用・住工併用 -0.47 0.34 -0.06 -0.39 0.13 -0.22 -0.32 0.29 0.25 -0.30 
独立住宅 -0.57 0.54 -0.11 -0.44 0.14 -0.24 -0.32 0.30 0.24 -0.30 
集合住宅 -0.25 0.11 -0.61 -0.61 -0.42 0.34 -0.53 0.53 0.47 -0.56 
工業用地 0.00 0.08 0.46 0.13 0.34 -0.43 0.08 -0.26 -0.37 0.55 
公園・運動場等 0.24 -0.11 0.25 0.59 0.39 -0.23 0.40 -0.38 -0.05 0.10 
道路 -0.07 -0.02 -0.06 -0.23 -0.02 0.06 0.05 0.01 0.37 -0.45 
非建蔽地等 0.24 -0.13 0.41 0.34 0.18 -0.06 0.26 -0.25 -0.32 0.42 
グロス建蔽率 -0.39 0.29 -0.29 -0.52 -0.21 0.05 -0.35 0.40 0.28 -0.34 
グロス容積率 -0.20 0.07 -0.62 -0.43 -0.44 0.32 -0.44 0.37 0.45 -0.55 
親水率 -0.40 0.35 -0.16 0.04 0.12 -0.32 -0.12 0.11 0.11 -0.16 
東京駅直線距離 0.50 -0.30 0.68 0.77 0.45 -0.30 0.63 -0.56 -0.56 0.72 
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4-2．重回帰分析 
走行特性を目的変数、土地利用・地区特性を説明変数として重

回帰分析を実施した。 
目的変数には、前章3-2.で算出した10の走行属性別の特化係数

を用い、説明変数には当初、表-4 に示す指標のうち「公共用地」

を除いた変数を用いた。しかし、最大となった「集合住宅」のVIF
が7.645と高かったため、これと相関係数0.695と高い「グロス容

積率」を説明変数から除外した。この処置により、最大となった

「集合住宅」のVIF は6.202 まで低下し、多重共線性の問題を緩

和できた。 
各変数の影響を推定するため、AICに基づく変数増減法を用い

た重回帰分析を行った。分析に際しては、目的変数間および説明

変数間の比較を容易にするため、目的変数はデータ数の少ない 8
小地域を除く40小地域を基準に、説明変数は対象地全域の48小
地域を基準にすべて標準化した。 
属性区分ごとに自由度調整済決定係数（R�2）とともに、残差の

Moran’s I、およびそのp値を算出し、表-6に示した。このうち、

R�2が 0.500 を超え、かつ p 値が 0.050 を上回った属性区分につい

て、説明力があり、かつ空間的自己相関が小さいと判断し、その

回帰分析結果を表-7にまとめた。Moran’s Iの空間重み行列は、小

地域ポリゴン同士が辺や点を共有する場合および橋梁で直結す

る場合を1、それ以外を0とした。表中の青字は負の係数を示し、

空欄は変数が選択されなかったことを意味する。 
女性のランナーの選好は「東京駅直線距離」と正の相関があり、

都心から離れた周縁部の小地域を選好する傾向が見られた。また、

「住商併用・住工併用」と正の相関があった。この土地利用は月

島中地域に多く見られるが、女性ランナーは月島中地域内でも

「住商併用・住工併用」が多い小地域（図-6）を走行する傾向が

ある。加えて、p 値は 0.05 から 0.1 の間に位置するものの、先行

研究と同様に、「公園・運動場等」が多い小地域を選好する傾向が

見られた。しかし、「親水率」とは負の相関を示したため、水際が

公園として整備されていること自体は選好に結びつかない可能

性が示唆される。 
低速のランナーの選好も同様に、「東京駅直線距離」や「公園・

運動場等」と正の相関が見られた。これは、周縁部に位置し公園

面積比率が高い台場中地域での走行が多いことを示している。 
国外のランナーについては、R�2が0.779と高かったものの、残

差に空間的な偏りが見られ、モデルの妥当性に限界があった。 
4-3．クラスター分析 
走行特性および地区特性に基づいて小地域を類型化するため、

k-means 法によるクラスタリングを行った。クラスター数はエル

ボー法を用いて決定し、走行特性では6クラスター、地区特性で

は4クラスターを採用した。 
走行特性に基づく小地域のクラスタリング区分と、各クラスタ

ーにおける標準化済み変数の平均値を表-8 に示す。値が-1.000 以

下を青色、1.000以上を赤色で示し、視覚化した。また、区分地図

を図-7 に示す。A は長距離や低速の値が大きいことから『LSD 
(Long Slow Distance) 型』、Bは特徴が弱いが、6回以上、高速、長

距離が唯一すべて正であることから『日常型』、Cは55歳以上や

6 回以上の値が大きいことから『ベテラン型』、D は34 歳以下や

１回のみの値が大きいことから『ルーキー型』、Eは短距離の値が

大きく、長距離の値が小さいことから『短距離型』、Fは国外や1
回のみの値が大きいことから『ビジター型』と命名した。 
同様に、地区特性に基づく小地域のクラスタリング区分と各ク

ラスターにおける標準化済み変数の平均値を表-9 に示す。値が   
-0.500 以下を青色、0.500 以上を赤色で示し、視覚化した。また、

区分地図を図 8 に示す。a は「事務所建築物」の値が大きいこと

から『業務型』、bは「公園・運動場等」や「親水率」、「専用商業・

宿泊・スポーツ施設」の値が大きいことから『余暇型』、cは「住

商併用・住工併用」や「独立住宅」、「集合住宅」の値が大きく、

「東京駅直線距離」の値が小さいことから『居住・都心型』、dは
「工業用地」や「非建蔽地等」の値が大きく、「東京駅直線距離」

の値が大きいことから『産業・周縁型』と命名した。 
さらに、走行特性と地区特性の区分に関連性があるかを検討す

るため、表-10のクロス表を作成した上で、カイ二乗検定を実施し

た。対象となる小地域数が少ない点に留意する必要があるものの、

両者にはp = 1.19×10-6で有意な関連が認められた。 
 

表-6 属性区分ごとのR�2、残差のMoran's I、およびそのp値 
属性区分 自由度調整済決定係数 R�2 残差 Moran's I 残差 Moran's I  p値 
34歳以下 0.540 0.427 0.000 
55歳以上 0.360 0.340 0.000 
女性 0.617 0.110 0.103 
国外 0.779 0.476 0.000 
低速 0.509 0.079 0.170 
高速 0.491 0.234 0.009 
１回のみ 0.618 0.233 0.008 
６回以上 0.380 0.201 0.018 
短距離 0.420 0.465 0.000 
長距離 0.675 0.246 0.007 

 

表-7 R�2 > 0.500かつp > 0.050の属性区分の回帰分析結果 
属性区分 女性 R�2=0.617 低速 R�2=0.509 

係数 p値 係数 p値 
定数項 0.059 0.555 0.038 0.738 
事務所建築物     
専用商業・宿泊・スポーツ施設     
住商併用・住工併用 0.352 0.025* 0.275 0.091† 
独立住宅 0.213 0.136 0.303 0.066† 
集合住宅     
工業用地   0.299 0.079† 
公園・運動場等 0.244 0.084† 0.460 0.003** 
道路 0.219 0.065† 0.242 0.080† 
非建蔽地等 0.245 0.057†    
グロス建蔽率     
親水率 -0.251 0.065†   
東京駅直線距離 0.770 0.000** 0.495 0.013* 

†: p<0.1, *: p<0.05, **: p<0.01 
 

 
図-6 住商併用・住工併用が多い小地域の例（月島三丁目） 
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走行特性と地区特性の関係性について、図-9～図-12で実地の写

真を示しつつ記述する。 
 業務型地区：走行特性との間に大きな関係は見られなかった。 
 余暇型地区：ビジター型の走行特性を持つ傾向が見られた。こ

れは、公園が多いため、訪問者が一時的にランニングを楽しむ

のに適しているためと考えられる。 
 居住・都心型地区：ベテラン型の走行特性を持つ傾向が見られ

た。住宅が多いため、居住者が日常的にランニングを行いやす

いと推察される。 
 産業・周縁型地区：LSD型の走行特性を持つ傾向が見られた。

しかし、これらの小地域は走行データ数が31 件以下で、元々

分析対象から除外したものが多く含まれる。これは、工業用地

が多い地区は選好されにくく、観測されるランナーは通過する

長距離のランナーが多くを占めると推察される。 
 
表-8 走行特性に基づくクラスタリング区分と各変数の平均値  

34歳
以下 

55歳
以上 

女性 国外 低速 高速 １回
のみ 

６回
以上 

短距
離 

長距
離 

A LSD型 -0.67 1.14 1.98 0.28 1.84 -2.26 -0.08 -1.13 -1.67 2.60 
B 日常型 0.05 -0.19 -0.48 -0.14 -0.85 0.56 -0.52 0.61 -0.54 0.43 
C ベテラン型 -1.65 1.83 -0.14 -0.83 0.38 -1.01 -0.78 1.19 0.17 -0.22 
D ルーキー型 1.74 -1.50 1.26 -0.45 0.66 0.76 1.15 -1.30 0.62 -0.48 
E 短距離型 -0.09 -0.30 -0.79 -0.51 -0.35 0.48 -0.41 -0.08 1.23 -1.26 
F ビジター型 0.73 -0.35 0.86 2.10 0.94 -0.68 1.79 -1.15 -0.69 0.64 

 

 
図-7 走行特性区分地図 

 
表-9 地区特性に基づくクラスタリング区分と各変数の平均値  

事
務
所
建
築
物 

専
商
・
宿
泊
・
ス
ポ
ー
ツ 

住
商
併
用
・
住
工
併
用 

独
立
住
宅 

集
合
住
宅 

工
業
用
地 

公
園
・
運
動
場
等 

道
路 

非
建
蔽
地
等 

グ
ロ
ス
建
蔽
率 

グ
ロ
ス
容
積
率 

親
水
率 

東
京
駅
直
線
距
離 

a 業務型 0.77 0.24 -0.34 -0.35 0.42 -0.18 -0.53 0.12 -0.42 0.35 0.43 -0.66 -0.20 
b 余暇型 -0.43 0.47 -0.43 -0.46 -0.65 -0.37 1.20 -0.30 0.13 -0.93 -0.66 0.59 0.57 
c 居住・
都心型 

-0.09 -0.53 1.27 1.26 0.85 -0.58 -0.24 0.56 -0.77 0.84 0.77 0.67 -1.11 

d 産業・ 
周縁型 

-0.46 -0.34 -0.53 -0.46 -0.85 1.58 -0.58 -0.50 1.49 -0.32 -0.75 -0.74 0.96 

※「専商・宿泊・スポーツ」←専用商業・宿泊・スポーツ施設 

 
図-8 地区特性区分地図 

 
 

表-10 走行特性および地区特性クラスタリング区分のクロス表  
LSD
型 

日常型 ベテラ
ン型 

ルーキ
ー型 

短距離
型 

ビジタ
ー型 

総計 分析 
対象外 

業務型 0 7 0 2 2 1 12 2 
余暇型 0 4 0 2 1 5 12 1 
居住・都心型 0 0 6 0 6 0 12 0 
産業・周縁型 2 2 0 0 0 0 4 5 
総計 2 13 6 4 9 6 40 8 

 
 

 
図-9 業務型地区の例（豊洲二丁目・豊洲三丁目） 

 

 
図-10 余暇型地区の例（台場一丁目） 

 

 
図-11 居住・都心型地区の例（佃二丁目） 

 
 

 
図-12 産業・周縁型地区の例（青海三丁目・青海四丁目） 
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5．考察と今後の課題 
このように、属性ごとの地区選好を、土地利用現況調査データ

のみで説明を試みた。本章では属性ごとの地区選好を総括すると

ともに、ランニングを促進させるための方向性を提示する。 
年代について 

3-2.に示す通り、34歳以下と55歳以上のランナーでは月島中地

域を中心に選好に大きな差が見られた。34歳以下の走行が特徴的

な小地域はルーキー型に、55歳以上の走行が特徴的な小地域はベ

テラン型に類型化されたが、ルーキー型の小地域は余暇型もしく

は業務型の地区特性を持つ一方、ベテラン型の小地域はすべて居

住・都心型の地区特性であった。表-2 から導けるように 34 歳以

下は、55 歳以上に比べ一人当たりの走行回数が少ないことから、

若年層は自宅発着の習慣的な活動というよりも、非日常的な余暇

活動としてランニングに取り組む傾向があると考えられる。若年

層向けには、出先となる目的施設の周辺にランニングステーショ

ン（シャワーやロッカー、更衣室を備えた施設）を整備すること、

中高年層向けには自宅周辺に日常的に走りやすいコースを整備

することがランニングを促進する可能性がある。 
性別について 
女性のランナーも相関分析、重回帰分析の両方で「東京駅直線

距離」の係数が大きな正の値となったことから、周縁部で非日常

的な余暇活動としてランニングに取り組む傾向があると考えら

れる。また、同じ住宅系の土地利用でも、相関分析では「集合住

宅」が負の相関、重回帰分析では「住商併用・住工併用」が正の

相関を示している。これらのことから、女性はランニング時に、

住民以外の来訪者が存在する多様な土地利用環境を好む可能性

がある。「歩きたくなるまち」づくりで志向されている、「Diversity 
多様な人の多様な用途、使い方」11)を担保する街づくりは、女性

のランニングを促進する可能性がある。 
居住地について 
国外のランナーは 3-2.に示す通り、台場中地域・有明中地域を

選好し、相関分析で「東京駅直線距離」のほか、「公園・運動場等」

や「専用商業・宿泊・スポーツ施設」と正の相関が見られた。さ

らに、国外居住者の走行が特徴的な地域はビジター型に類型化さ

れ、そのほとんどが余暇型の地区特性であった。以上より、滞在

先から安心して走れる環境を整備・案内することに加え、parkrun
のような外国人観光客も参加しやすいランイベントを実施する

ことが、ランニングを促進する可能性がある。 
走行ペースについて 
低速のランナーは台場中地域を選好し、同地域で高い値を示す

「東京駅直線距離」や「公園・運動場等」と正の相関が見られた。 
走行回数について 
ベテラン型の小地域では、6 回以上の走行が見られたランナー

が多く、これらの小地域がすべて居住・都心型の地区特性であっ

た点は特徴的と言える。 
走行距離について 
長距離のランナーは相関分析で「工業用地」や「非建蔽地等」

と大きな正の相関を示し、「グロス容積率」や「集合住宅」と大き

な負の相関を示した。こうした条件に合う地域は区画が大きくな

りがちだが、長距離走行において交差点を極力避け、連続した走

行経路を確保したいというニーズと関連する可能性がある。実際

に、LSD (Long Slow Distance)型に類型化された青海三丁目・青海

四丁目の両小地域には倉庫やコンテナが立ち並び、交差点密度が

小さくなっている。一方、短距離型の地区特性を持つ小地域は、

古くから埋め立てられ区画の小さい月島中地域に多く見られる。

これは、自動車交通において特定の地域に幹線道路を整備し、長

距離通過交通を集中させるように、ランニングの促進においても、

こうした地域階層の確立が望ましい可能性を示唆している。 
今後の課題 
本研究の課題として、Strava 公開ユーザーかつ特定のセグメン

トを通過したランナーのみを対象としたため、対象地全域の網羅

的な走行実態を把握できなかった点が挙げられる。収集できたデ

ータ数は 1,000 件を若干上回る程度であり、特に女性ランナーの

ように、ランナー全体に占める比率が少ない属性区分では、デー

タ数が限られてしまった。 
現状、走行実態を把握するうえで参照できる公的統計データは

存在せず、走行データの入手は民間のデータに依存せざるを得な

い。この状況は、「歩きたくなるまち」づくりと比べた際の「走り

たくなるまち」づくり、ひいては「自然と体を動かしてしまう『楽

しいまち』」づくりを推進していく上での課題でもあると言える。 
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都市公園の社会的価値向上に向けた未利用者層に関する研究

－都立猿江恩賜公園を例に－

A Study on Non-Users of Urban Parks for Enhancing Their Social Value 

－A Case Study of Sarue Onshi Park in Tokyo－ 
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This study focused on non-users with the aim of enhancing the social value of urban parks. Analysis at Sarue Onshi 
Park revealed that compared to the proportion of surrounding residents, adults, seniors, and adolescents used the park 
less frequently than preschoolers and elementary school children. Through social experiments and interviews, adults 
and seniors expressed high satisfaction with nature observation and photography workshops. Meanwhile, junior high 
school students showed greater interest in sports activities, social media appeal, and learning benefits. A questionnaire 
of non-users confirmed they seek "clear purposes" and "special experiences" at the park. These findings suggest that 
management tailored to the needs of each age group can contribute to user well-being. 

Keywords:  Urban parks, social value, non-users of parks, well-being, park management, evaluation indicators 
都市公園、社会的価値、公園未利用者、Well-being、公園管理、評価指標  

1.背景と目的 

これまでの日本の公園緑地行政では、その政策指標として、緑

被率、みどり率、一人当たりの公園面積などを緑の基本計画に位

置づけることにより、都市に必要な最低限の緑の量を満たすべく

整備が進められてきた。しかし、同じ面積であってもその質や利

用状況によって、緑が人々の都市生活に与える影響は大きく異な

り、これらの量中心の指標だけでは、多様化する市民のニーズに

応えていくことは困難となっている。 
一方で、OECDは2011年から「OECDより良い暮らしイニシアチ

ブ（OECD Better Life Initiative）」を開始し「より良い暮らし

指標（BLI、Better Life Index）」と呼ばれるWell-beingに関す

る研究を進めている 1)。わが国でも内閣府で2021年6月に「経済

財政運営と改革の基本方針 2021」を閣議決定、Well-beingを各

種政策の目標とする取組を進めている 2）。 

公園緑地分野でも、近年では緑の基本計画に公園利用者の満足

度を政策指標に掲げるなど、利用者の Well-being に資する指標

が検討されている。 
都市の公園緑地を社会課題を解決する重要な要素の一つと捉

え、それが発揮している機能が、どの程度現代の社会的要請に寄

与しているかを評価し、政策に反映していくかは重要である。 
このような問題意識の下、著者らはこれまで都立猿江恩賜公園

や港区の公園緑地において、年間の利用者の詳細な行動調査や、

利用状況の特徴をつかむための社会実験を実施し、利用者ニーズ

に応える社会的な面の指標について検討を重ねてきた 3) 4) 5)。 

公園緑地の利用実態に関する研究については、①主に携帯電話

データ等ビッグデータを用いた人流調査による都市スケールの

【表－１】都市公園の利用に関する調査方法の比較 
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研究 6) 7) 、②市民や公園利用者へのアンケート調査による研究 8）、

③実際の利用者の観察調査による調査・研究がある 9) 10)。 

３つの手法のそれぞれ把握内容やスケールの適性、メリット・

デメリットについて【表－1】に整理した。ビッグデータなどを用

いた広域スケールの調査では、利用者の具体的な行動が把握でき

ず、公園スケールの詳細調査は、数日間程度の期間や月一回など

時期や頻度を限定して実施されており、年間利用者数の変動が著

しい公園利用の一部のみを捉えたものとなっている。これらの調

査のメリット・デメリットを踏まえ、著者らの一連の研究では、

主に③の手法を用い、①の人流調査、②の利用者アンケート調査

を組み合わせて実施してきた。 

しかし、いずれの手法も、公園を全く利用していない層のニー

ズの把握には不十分で研究も少ない。既往研究 11)でも、市街地状

況と公園利用行動特性からみた公園に関する評価の考察に留ま

っており、誰も取り残さない社会にするために公園が果たしてい

る役割について、把握が不十分である。本研究を進める中でも公

園の評価にあたっては、潜在的な利用者である未利用者にも着目

すべきという議論が展開されている 12)。 

以上を踏まえ、本報では、公園の社会的価値を評価する指標を

検討するため、公園を利用していない層に着目する。猿江恩賜公

園を例に、人々に日常的に利用されているかを公園の社会的価値

の一つとして評価し、それを高める手法を検討することを目的と

する。 

具体的には、2021年 4月～2022年 2月に実施した既報の利用

行動調査 5)から、①公園の近くに住んでいる潜在的な利用者層と

公園利用者層を比較し、公園を利用していない層を抽出する。②

①で明らかになった利用者層をターゲットにした社会実験を実

施する。③公園の誘致圏においてアンケートを実施し、公園を利

用していない人の潜在的なニーズを把握する。①～③により、多

様な人の日常利用という社会的価値を測り、向上させる評価手法

作成の一助とすることを目的とする。なお、本報は「こころにや

さしい緑の価値評価」をテーマにした研究の検討経過の調査報告

である。 

 

2. 研究方法 

2-1. 研究対象地 

研究対象地は、東京都江東区に位置する運動公園である、東京

都立猿江恩賜公園とした。公園の概要を【図－1】に示す。  

比較的大規模（約14.5ha）で多くの人が利用する都市公園であ

ること、長方形の単純な形状であり土地の起伏が少なく、視認性

が高いため行動観察をしやすいこと、多種類の一般的な公園施設

（遊具広場、テニスコート、芝生広場、日本庭園、池など）を備

えていることを理由に一連の研究対象地として選択した。公表さ

れている 2020年 4月～2021年 3月の公園利用者数は 1,546,204

名であり、その内訳はラインセンサス調査等による利用者

1,426,355名、運動施設（テニスコート・野球場）の利用者99,003

名である 13)。テニスコート、野球場の運動施設利用者は、利用目

的が明確なこと、別途利用者数が把握されていることから、一連

の利用行動調査 3) 4) 5) の対象外としている。 

【図－１】猿江恩賜公園の概要 

 

2-2. 研究の流れと調査方法 

既報の調査によって得られたデータを集計し、まず公園を利用

している年齢構成と、現在の公園の誘致圏の居住者の年齢構成と

を比較し、公園利用者層と公園を利用していない層について考察

する（第３章）。次に、公園を利用していない層をターゲットにし

た社会実験を実施し、新たな利用者の誘導につながったかを検証

する（第４章）。さらに、公園の誘致圏にある江東区と墨田区在住

者を対象とするWebアンケートを実施し、公園を利用していない

人の潜在的なニーズについて考察する（第５章）。これら得られた

知見を整理し、公園を利用していない層に着目して考察する（第

６章）。 

 

3. 周辺地域の人口構成からみた公園利用者層の特徴 

3-1. 分析方法 

対象地の猿江恩賜公園は、都市基幹公園であり誘致圏は都市全

域である。しかし、既往調査・文献 3) 4) 5) によると徒歩または自

転車での来園者が多い。このため実質的な誘致距離が地区公園程

度であると想定した。自治体が公表している年齢別・町丁別人口

データより、①東京都区部、②公園から半径１km圏内、③既報の

利用行動調査 5)における調査1回当たりの利用者数について年代

別構成を求め、周辺の居住者と来園者の年代別構成について比較

し考察した。 

年代別人口構成のデータは東京都が提供する「住民基本台帳に

よる東京都の世帯と人口令和3年１月」14)、江東区、墨田区が提

供する、「町丁、年齢、男女別人口（令和3年）」15) 16) を用いて、

①は東京都のデータを利用、②は江東区、墨田区のデータを利用

して、GISを用いて半径1km圏内に係る面積比より人口を按分し、

それぞれに対して分析を行った。 

 

3-2. 公園1km圏内における年代別人口割合の特徴 

東京都区部（区部）と猿江恩賜公園1km圏内（公園周辺）の人

口の年代別割合を比較すると（【図－２】の1番目と2番目のグラ

フ）、未就学児（0 歳～6 歳）の割合は区部 5.5%に対し公園周辺

東京都立猿江恩賜公園 
所在地：東京都江東区江東区住吉二丁目、毛利二丁目 
開園年月日：1932年4月29日 公園面積 約14.5ha  
主な施設：野球場、テニスコート、遊具、日本庭園 
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5.3%とわずかに低い。小学生（7歳～12歳）：区部 4.7%、公園周

辺3.8%、中高生（13歳～18歳）：区部4.6%、公園周辺4.4%と、

18歳以下のいずれの層も公園周辺は、区部と比較して割合が低い。

これに対し、大人（19歳～59歳）は、区部56.7%、公園周辺61.8％

と、公園周辺の方が割合が高い。高齢者（60歳以上）は、区部28.5%、

公園周辺25.6%で高齢者割合は公園周辺の方が低い。 

以上より、猿江恩賜公園1km圏内の居住者の年代別人口割合は、

東京都区部全体と比較して、18歳以下はやや低く、19歳から 59

歳までの大人の割合が高く、高齢者は低いことがわかった。 

 

【図－２】年代別人口割合（区部・公園周辺・公園利用者） 

 

3-3. 周辺1km圏内の居住者層と比較した公園利用者層の特徴 

前節 3-2.で考察した猿江恩賜公園 1km 圏内の年代別人口割合

（公園周辺）と、既往研究の調査 5)における調査1回あたりの年

代別割合（公園利用者）を比較して公園利用者の特徴について考

察した（【図－２】の2番目と3番目のグラフ）。 

未就学児（0 歳～6 歳）では、公園利用者は 21.9%、公園周辺

5.3%の約4倍も高い。小学生（7歳～12歳）でも公園利用者14.8%、

公園周辺 3.8%の約 4倍である。周辺の居住人口比率からみると、

公園が小学生以下の年齢層に相対的に多く利用されていること

がわかる。 

中高生（13 歳～18歳）は、公園利用者と 1km圏内人口の割合

が3.5%と3.4%であり、ほぼ同等であった。 

公園1km圏内の大人（19歳～59歳）は61.8%、高齢者（60歳以

上）は、25.6%居住しているが、公園を利用しているのはそれぞれ

利用者の49.6%と10.2%であり、大人は12.2ポイント、高齢者は

15.4ポイントと少ない。 

公園利用者のデータを見ると、大人、未就学児、小学生、高齢

者、中高生の順で割合が多いが、公園1km圏内の居住割合を見る

と、周辺に多く居住する大人や高齢者層が公園を積極的に利用し

ていない、あるいは利用頻度が低い傾向にあり、年齢が高くなる

につれて公園利用が少なくなっていることが明らかになった。 

 

3-4. 考察 

以上、周辺１km圏内の居住者の年代別人口構成と公園利用者を

比較した結果、江恩賜公園周辺は、東京23区の中では、大人の居

住人口が多く高齢者が少ない傾向にあるが、周辺人口構成と比し

て公園を積極的に利用しているのは、未就学児と小学生であるこ

とがわかった。利用者人数から見ると中高生は少ないが、周辺人

口と比較すると同様の割合であり、むしろ大人や高齢者は、周辺

の人口割合に比して、公園を利用していない人が相対的に多い。

公園の日常的な利用を促すためには、現在多く利用している小学

生以下については、利用者のニーズに応え、さらに滞留を高める

ような対策を講じること、大人や高齢者に対しては、公園利用者

の割合が相対的に減っていく中高生以上の年齢層に対して、公園

利用を促進するための施設やプログラムの再検討が必要である

と考えられる。 

 

4. 公園を利用していない層をターゲットとした社会実験 

３章の考察より、１）小学生以下を主な対象に、公園を通過し

ているが積極利用していない人に働きかける実験、２）公園を利

用している割合の少ない①大人・高齢者、②中高生をターゲット

にした社会実験を実施し、ニーズを把握するため、参加者に対し

てアンケートを徴する調査を実施した【表‐２】。 

 

【表－２】猿江恩賜公園で実施した社会実験一覧（2024年） 

 

 

4-1. 公園を通過する人に対する社会実験―園路の落書きー 

主に未就学児・小学生とその親を対象に、園路に落書きできる

場所（以後、落書き広場とする）を設置した。設置した日時は平

日と休日を比較するため、2024年4月19日（金）・20日（土）の

9:30〜17:00 とした。方法は、落書き広場にて目視調査を行い、

属性情報を記録（30分毎に計 22回）し、さらに落書き広場の利

用者に利用に関するアンケートを行った【写真‐1】。 

【写真－１】落書きエリア設置状況 

 

保育園とその先生、親子連れが２日間で計23組72名の利用が

あり、うち 27名から回答を得た。19日（平日）は、午前中に保

育園の散歩で園路を通った園児とその先生、親子連れ1組、午後

に親子連れ1組の利用があった。20日（休日）は、1日通して親

イベント名 対象 参加人数 アクセス 実施日（2024年）

園路の落書き 公園を通過する人 27人

徒歩：13
自転車：9
電車：2
自家用車・バイク：1
その他：１
無回答：１

4月19日・4月20日

自然観察教室 大人・高齢者 29人
徒歩：17
自転車：9
電車：3

10月13日・11月10日

スマートフォンによる
写真教室

大人・高齢者 9人
徒歩：3
自転車：3
電車：3

11月8日

中学生へのヒアリング 中高生 5人 11月21日・12月6日
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子連れが多く、平日よりも利用が多かった【図－３】。利用者の年

代は未就学児が31％、30代が16％と多かった【図－４】。 

また、アンケート調査の結果、全体の満足度は約89％と非常に

高かった【図－５】。自由記述欄には、「楽しかった」、「子供が楽

しそう」、「周辺にこのような場所はなく貴重な経験ができてよか

った」との感想が多く寄せられた。 

以上の結果から、落書き広場の設置は、公園を利用する親子連

れを滞留させて満足度を高めるものとして有用であることが示

唆された。これまでの利用行動調査結果を鑑みると、親子連れの

多い平日の午前中や休日を中心として実施すると効果が高いと

考えられる。管理者の視点においても、通行者へ配慮したエリア

の確保に注意が必要であるが、簡易に実施が可能で、利用者満足

度の高いイベントであることがわかった。 

 

【図－３】時間帯別利用者数（ｎ＝72） 

 

 

【図－４】落書き広場利用者年代別割合（ｎ＝72） 

 

 

【図－５】落書き広場 満足度（ｎ＝27） 

 

4-2-1. 大人・高齢者を主対象としたイベント―自然観察教室― 

大人・高齢者の利用を促進するために、この層の利用が多い既

存のイベントに対してニーズを把握するためにアンケート調査

を行った。 

猿江恩賜公園で定期的に実施されている自然観察会は 2015 年

から開始され 10 年以上継続して実施されており、参加者は中高

年のリピーターが多い。2024年10月13日（日）および11月10

日（日）に開催された自然観察会の後、参加者に対しアンケート

調査を行い、イベントへの参加経験などについて調査した。 

 10月13日には15人、11月10日は14人が参加した【写真‐

２】。参加者の年代について、２日間合計で回答者のうち60代以

上が88.5%、60代および70代の参加が76.9％であった【図－６】。

基本的に一人での参加が多く、２日間の合計で93.1％を占めたが、

各日一組ずつ子供連れの利用もあった。 

参加回数は、アンケート２回の回答者 29 人のうち、23 人が 3

回目以上、1人が 2回目、4人が初の参加であり（無回答 1人）、

リピーターが85.7%、新規が14.3%であった。2回とも60代以上

の参加者割合と、リピーターの割合が非常に大きく、自然観察会

は主に大人・高齢者を対象としたイベントとして定着しているこ

とが明らかになった。 

【写真－２】自然観察教室の状況 

 

 

【図－６】自然観察教室参加者年代別割合（ｎ＝15,14） 

 

 イベントに対する満足度は、10 月 13 日の参加者の 87%が満足

またはやや満足と回答、11 月 10 日の参加者の 93%が満足と回答

し【図－８】、非常に高かった。 

新規参加者計4人が、イベントをどのようにして知ったのかに
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ついては、70代女性2人は園内掲示板、50代女性１人は公園ホー

ムページ、30代男性1人はインターネット検索と回答した。年代

により、参加につながる告知方法が異なる可能性も考えられる。 

 

【図－７】イベントの参加経験（ｎ＝15,14） 

 

 

【図－８】イベントの満足度（ｎ＝15,14） 

 

 

【図－９】猿江恩賜公園までのアクセス手段（ｎ＝22） 

 

4-2-2. 大人・高齢者を主対象としたイベント―スマートフォン

による写真教室― 

大人・高齢者の利用を促進するために猿江恩賜公園内で新たな

イベントとしてスマートフォンによる写真教室を企画・実施した。

概要と結果は【表－３】とおりであった。 

参加者は各回15名程度までと想定していたが、9名のみであっ

た【写真‐３】。HPや SNSなどでも広報をしたが、それらによっ

て参加した人はおらず、掲示板と口コミのみであった。猿江恩賜

公園自体のイベントへの初参加者は67％で、参加者全員の満足度

が高かった。 

以上より、このイベントは、新規の利用者にアプローチでき満

足度を高めることができたといえる。しかし、参加者が非常に少

なく、SNS などによる広報での参加者はゼロであった。また、外

部講師を呼んだため、費用対効果は、前節の自然観察会よりもか

なり低い。中高年の年代に対しては、掲示板や口コミなど直接的

な広報が有効であり、継続的なイベント実施により、リピーター

を増やせる可能性があると考えられる。 

 

【表－３】大人・高齢者向けイベントの概要と結果 

 

 

【写真－３】スマートフォンによる写真教室の状況 

 

4-3. 中高生と対象としたイベント・中学生へのヒアリング 

中高生を対象としたイベントとして、生物多様性に関する環境

教育、外来種（ウチワゼニクサ）駆除、粗朶柵の設置を2024年11

月に計画した。募集は園内の掲示板や SNS、近隣中学校へのチラ

シ配布、ホームページ、X（旧Twitter）で行ったが、応募者はゼ

ロであった。 

 この失敗は、企画内容が中高生の関心を引かなかったことが考

えられる。このため、2024年 11月に近隣中学校の職業体験とし

て猿江恩賜公園で「外来種（ウチワゼニクサ）の駆除」や「粗朶

柵の設置」などを体験した中学生5名を対象に、公園利用に関す

るヒアリングを行った【表－４】。 

 中学生になると公園の利用頻度が減少する傾向がある。公園で

実施日時 2024年11月8日（金）10時・13時30分
所要時間 各回1時間45分程度
担当 外部講師１名、研究グループ6名

内容
・スマートフォンで写真を撮影するコツの指導を行いながら園
内を巡り、各自のスマートフォンで写真撮影を実施。
・終了後にアンケートを実施、参加者の属性、感想等を調査
・撮影した写真を使用してフォトコンテストを実施、来園者投
票の上、入賞者３名には景品を送付。
・参加者　9名（午前6、午後3）（女性８、男性１）
　(40代：2、50代：1、60代：3、70代：1、80代：1)

アンケート結果 ・イベントを知った経緯：掲示板3、口コミ2
・猿江恩賜公園のイベント初参加６、3回以上3
・散歩目的：5
・公園へのアクセス：徒歩3、自転車3、電車3
・9名全員が満足度最高評価を選択
・希望する施設：カフェ、レストラン、ウォーターサーバー
・よく使う施設：森3、園路2
・希望する貸し出しサービス：虫よけ、椅子、傘や日傘

《スマートフォンによる写真教室》
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の過ごし方は多様で、友人と遊びに来る、通り道として利用する、

水辺を眺める、友人とゲームをする、バスケットボールコートで

自主練習をする、野球をする、あるいは近くの祭りの際に飲食の

ために訪れるといった様々な利用がされていた。一方で、普段遊

ぶ場所は児童館や体育館で運動することが多く、遊びの内容はゲ

ーム（スマホ・ボード・カード・オンライン）、YouTube視聴、小

説を読む、SNS、ドッジボールが挙げられ、デジタルな活動や屋内

の活動が主流であった。  

猿江恩賜公園のイメージについては、「自然が豊か」「広い」「水

辺、自然がたくさんある」「普通の公園にないものが多い、庭園の

ような感じ」といった肯定的な意見がある一方、「わからない」と

いう回答や、周囲に自然が好きな人がいないという意見もあり、

自然だけでは、中高生の関心が薄いと考えられる。 

 

【表－４】ヒアリング結果 

 

 職業体験で粗朶柵設営や外来種駆除作業を体験した生徒たち

からは、「楽しかった」「ものづくりみたい」といった肯定的な感

想が聞かれた一方で、「手が痛いのが嫌だった」「大変だった」と

いった身体的な負担や、「汚れること」への抵抗感も示された。ま

た、体験者の感想として「除草は地味」という意見もあった。一

方で、一般的な中学生として作業内容を聞いた印象として、「楽し

くなさそう」「汚れない方がいい」という意見が出た。なお、「生

物多様性」という言葉については、体験の有無にかかわらず、全

員がその意味を知らず、中学生の関心が薄いことがうかがえた。

公園のイベントについても、知っていたのは1名のみで、広報活

動が中高生に届いていないことが明らかになった。 

 参加したくなるイベントやサービスは、まず、食べ物やエンタ

ーテイメント、「屋台を呼ぶ」「音楽ライブ」「食べ物があるとうれ

しい」「BGMを流す」といった意見が出た。また、「バスケの1 on 

1大会」や「難易度が高い遊具（アスレチック）」「競技場」といっ

たスポーツイベントや運動ができる場所への要望もあり、友人と

一緒に参加できることも重要であることが示唆された。さらに、

インスタ映えスポットの設置希望もあった。その他、夏休みや冬

休み期間であればイベントに参加可能という意見や、「ボランテ

ィア証明を成績につなげてほしい」といった、学業との関連付け

が参加意欲を高めることがわかった。施設面の希望では、フリー

Wi-Fiの設置があげられた。 

以上より、中学生になると公園の利用頻度は減るが、利用方法

は多岐にわたっていた。中学生の公園利用を促すためには、広報

の工夫、学業と結び付けるなど、既存とは異なる方法の広報やイ

ベント内容の検討が重要であることがわかった。 

 

5. 公園を利用していない人の特徴を把握するアンケート調査 

公園を利用していない人のニーズを明らかにするため、株式会

社マクロミルのサービス「Questant」を利用しWebアンケートを

実施した。同社のパネル登録者である東京都在住者に対してスク

リーニング調査を配信し、11,003人からの回答を得た。ここから

抽出された、猿江恩賜公園の誘致圏である江東区と墨田区に居住

する633人に対して本調査を配信し、その結果330人から有効な

回答が得られた。アンケートは2025年6月20日にスクリーニン

グ調査、6月24日に本調査を配信して、いずれも同日に回収した。

設問の内容は【表－５】の通りである。 

 

【表－５】Webアンケート設問一覧 
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結果を【図－１０】～【図－１４】に示す。回答者の属性は、

60代の男性が26.0％と最も多かった。 

猿江恩賜公園を「利用したことがない」あるいは「数か月に 1

回以下」の利用頻度の低い人を対象とした調査結果をみると、本

公園を利用しない主な理由として、「知らない」という認知度の低

さ（37.5％）が最も多く、「用事がない」、「家から遠い」、「興味が

ない」といった理由も上位に挙がった。そもそも公園を知らない

こと、明確な利用目的の欠如や地理的なアクセスの悪さが主な要

因であった【図－１１】。 

休日の過ごし方を見ると、「家でゆっくり過ごす」「買い物に行

く」ことを優先している 【図－１２】。 

公園未利用者層が理想とする公園は、「花や緑が豊か」、「リラッ

クスできる」、「アクセスが良い」、「治安が良く安心安全」といっ

た非日常的な体験や安らぎを得られる場所である。来園を促す施

設や設備としては、「カフェ」、「新しい施設や話題の場所」、「季節

の花や樹木」の順で多かった。特に利用経験のない層は、「きれい

なトイレ」を重視していた 【図－１３】。 

来園動機を促すサービスやプログラムとしては「魅力的なイベ

ント」、「マルシェ・フリーマーケット」が挙げられ、公園に非日

常的な賑わいや体験を求めていることが明らかになった【図－１

４】。 

以上より、猿江恩賜公園において、現在公園を利用していない

大人・高齢者層が日常的に利用するように促すためには、公園の

認知度を高めるとともに、単なる緑地としてではなく、目的を持

って訪れたくなるような魅力的な「目的地」へと進化させる必要

がある。具体的には、カフェの設置や季節ごとの美しい景観の維

持、体験型のイベント、積極的な情報発信を通じ、公園の認知度

向上と利用目的の創出を図ることが重要である。 

 

【図－１０】Webアンケート回答者数と年代 

 
【図－１１】猿江恩賜公園までのアクセス手段 

 

【図－１２】公園未利用者の休日・自由時間の過ごし方 

 

 

【図－１３】公園未利用者の来園動機を促す施設や設備 

 

 

【図－１４】公園未利用者の来園動機を促すサービスやプログラム 

 

6. まとめと考察 

都立猿江恩賜公園は末就学児や小学生の利用が極めて高い一

方で、年齢を重ねるほど公園利用は少なくなり、周辺人口で多数

を占める大人や高齢者、そして中高生の利用が相対的に低いこと

が明らかになった。これら公園未利用者は、単なる緑地としての

魅力だけでなく、明確な目的や非日常的な体験を求めていること

が示された。 

この利用が少ない層の日常利用を促すための社会実験を実施

した。大人・高齢者向けの自然観察会や写真教室は、参加者の高

い満足度につながったが、リピーターを増やすには、広報の方法

の工夫や、管理者に無理のない継続したイベント内容が重要であ

ることが示唆された。 

一方で、中高生向けのイベントは応募者が皆無であったが、そ
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の後の中学生へのヒアリングで、イベントの内容が中学生に関心

が薄いものであったこと、学業上のメリットがないことなどが原

因として考えられた。この世代のニーズは、スポーツ、エンター

テイメント、SNS映えなどであり、中高生に伝わる広報の仕方や、

関心の高いテーマを選択するなどの工夫が必要であることが分

かった。  

これまでの一連の調査研究を通じ、年代によって友人たちと利

用する公園施設が大きく異なること、居心地のよさを表す滞留行

動を促進する管理運営上の工夫が可能であることなどが明らか

になってきた。今回は、公園を利用していない年代に着目し、そ

の利用を促すための方策を検討・実施した。公園の潜在的な利用

者である地域の年齢構成を鑑みて、ターゲット層のニーズと合致

する管理運営の実施により、公園の日常的な利用者を増やし、満

足度を高めることが可能である。それは、公園の社会的価値をよ

り高めることにつながると考えられる。 

これまでの都市計画における政策指標である緑被率やみどり

率、一人当たりの公園面積といった量的な指標は、一定の成果を

上げてきた。しかし、今日の社会においては、それらが必ずしも

人々のWell-beingや公園の社会的価値に直結するとは限らない。   

公園が真に「こころにやさしい」空間となるためには、単なる

量の充足ではなく、人々の多様なニーズに応え、生活の質を向上

させるような、社会的価値や利用者の Well-being を評価する新

たな指標が必要とされている。 
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15:20 ~ 15:30
[24]
滋賀県南部の小規模都市の駅周辺徒歩圏の業種別・形態別施設立地と都市構造・都市計画

○古田 航己1、轟 慎一2 (1. 滋賀県、2. 滋賀県立大学)

15:30 ~ 15:40
[25]
千里ニュータウンの成熟・更新と地域コミュニティの持続性に関する研究
―新千里北町の再開発と地域組織・コミュニティ空間に着目して―

○西尾 菜摘1、轟 慎一1 (1. 滋賀県立大学)

セッション 2025年度全国大会（第60回論文発表会）
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*学生会員 福岡大学大学院工学研究科建設工学専攻(Fukuoka University)

**正会員 福岡大学工学部社会デザイン工学科(Fukuoka University)

***正会員 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター(Kumamoto University)

1．はじめに

1-1．研究の背景と目的

我が国では、近年国土交通省によるウォーカブルなまち

づくり施策を中心に、車中心から人間中心の都市空間の構

築が積極的に推進されており、誰もが楽しく快適に回遊で

きる都市空間の創出が求められている。特に少子高齢化社

会においては、子育て世代が子連れであっても不安なく快

適に回遊できる中心市街地を整備していくことが重要であ

る。高齢者の方や身体障がい者の方に快適に過ごしてもら

うための環境整備は行われつつあるが、子連れ来街者の方

に配慮したまちづくりは少ないのが現状である。子連れ来

街者が安全かつ快適に過ごすことができるまちづくりを行

う上で、行動が制限される子連れ来街者に着目した回遊行

動の特性を把握することは重要である。 

また、2023 年 5 月の Covid-19 の感染症法上の位置づけ

が季節性インフルエンザと同じ「5 類」に移行したことに

伴い、人々の都市回遊はCovid-19流行以前の賑わいを取り

戻しつつある。Covid-19流行を経て都心部での回遊行動が

どのように変化したかを把握することは重要である。 

そこで本研究では、中心市街地である福岡市中心部3地

区（天神地区、博多駅地区、キャナルシティ地区）を訪れ

た人を対象に、各地区における回遊行動に着目し、七隈線

延伸前と延伸後、Covid-19流行前後で比較し、それぞれの

特性を明らかにすることを目的とする。また、一般来街者

と一般来街者よりも移動負担がかかる子連れ来街者に着目

しながら回遊行動特性を明らかにすることを目的とする。 

1-2．既存研究の整理 

 都心部での回遊行動に関する研究についてみると、JR博

多シティ開業にともなう休日の回遊行動および意識の変化

を明らかにした研究1) や休日の福岡市天神地区を対象とし

た子連れ来街者の回遊行動の特性を明らかにした研究 2) 3) 

などが挙げられる。また、神戸市中心部を対象とした歩行

者の回遊行動の実態と要因を明らかにした小谷・寺山の研

究 4) や、氏原らの岡山市の中心市街地を事例とした回遊行

動の実態を明らかにした研究 5) があるが、いずれの研究も

経年変化についての分析を行っていない。また城本・佐久

間の Covid-19 の流行以降に行われた和歌山市のまちなか

イベントを事例とした回遊行動の特徴と来街手段との関係

を明らかにした研究 6) や、天谷らの東京都区部の大規模開

発集積地を対象とした回遊行動の傾向の変化を明らかにし

た研究 7) においても、Covid-19流行前後について比較、分

析が行われていない。 

本研究は、天神地区における11年間の回遊行動の経年変

化および、七隈線延伸前と延伸後、Covid-19流行前から流

行後にかけての比較から、福岡市中心部3地区での回遊行

動の特性を明らかにする点に新規性がある。 

２．調査の概要 

 本研究では、福岡市都心部においてアンケート調査を実

施した。なお、本研究で対象とした福岡市都心部は2023年

3 月に福岡市営地下鉄 3 号線（愛称：七隈線）の天神南駅

～博多駅間の延伸に伴い、バスのダイヤ改正や減便、電車

やバス等の運賃改定が行われた。アンケート調査は2014年

から継続的に行っているものであり、表-1に調査日および

サンプル数を、表-2にアンケート調査の概要を示す。また、

調査対象地区について 2021 年以前は天神地区およびキャ

ナルシティ博多であったものを、2022年以降は面的にエリ

アを拡大し調査を行っている。図-1に調査対象エリアを示

す。2014年は青枠の天神地区のみであったものを、2015年

に紫枠の博多リバレイン、キャナルシティ博多の2エリア

を追加し、2022年に赤枠の2地区を追加した。なお、2022

年以降、博多リバレインは調査対象がとなっている。 

異なる属性における都心部回遊行動の経年変化に関する研究 

－福岡市都心部をケーススタディとして－ 

A Study on the change over time of migratory behavior in the city center for different attributes 

- A case study of central Fukuoka City -

髙下 紫雄*・辰巳 浩**・田部井 優也**・吉城 秀治*** 

Shion Takashita*,Hiroshi Tatsumi**,Yuya Tabei**,Syuji Yoshiki*** 

In this study, we compared the holiday migration behavior in the central area of Fukuoka City based on two attributes: 
general visitors and visitors with children, based on the results of a questionnaire survey conducted over an 11-year 
period. The results of the analysis of migration behavior in the Tenjin area over an 11-year period revealed a decreasing 
trend in the number of migration points due to the impact of Covit-19. The analysis of the circulation behavior among 
the three districts revealed that both the number of stops and the time spent in the area by visitors with children tended 
to decrease, and that the ratio of subway use also tended to decrease. These results indicate that it is important to create 
an environment in which visitors with children can comfortably tour the city center. 

Keywords: Migratory Behavior, Walking Migration, Pedestrian-First City Planning, Covid-19, Visitors with Children 

回遊行動，歩行回遊性，歩行者優先のまちづくり，Covid-19，子連れ来街者 
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 本研究では属性として子連れ来街者に着目した分析を

行うため、アンケート調査でもこれらの属性に着目した設

問を行う。具体的には小学生以下の子どもを連れた来街者

を子連れ来街者、それ以外の来街者を一般来街者と定義し、

以降調査・分析を行う。 

 

３．天神地区における回遊行動の経年変化 

 本章では過去 11 年間同一の調査エリアである天神地区

に絞り、回遊に関する項目の経年変化について分析を行う。

図-2、図-3 に子連れ来街者と一般来街者の性別の割合を、

図-4、図-5 に子連れ来街者と一般来街者の年齢層の割合を

示す。アンケートに回答した来街者はどちらの属性でも年

を経るごとに男性の割合が増加している。また、アンケー

トに回答した来街者の年齢層は 40 歳代以上の割合が多く

を占める結果となった。 

3-1．来街時交通手段の経年変化に関する分析 

 子連れ来街者の交通手段の割合を図-6に、一般来街者の

交通手段の割合を図-7に示す。独立性の検定の結果、両属

性で有意差がみられた。子連れ来街者はCovid-19の流行以

前よりバスの利用割合が年々減少し Covid-19 流行後はそ

の傾向がさらに顕著になる一方、自家用車の利用割合が増

加している．一方で一般来街者についてCovid-19流行以前

はバスの利用割合は増加傾向であり、Covid-19の流行後に

大幅に減少する傾向をとっており、一般来街者と子連れ来

表-1 調査日およびサンプル数 

 
表-2 アンケート調査の概要 

 
 

一般 子連れ

2014年 9月20日(土),21日(日),27日(土) 537 89

2015年 10月3日(土),4日(日),10日(土) 781 348

2016年
10月8日(土),9日(日),10日(月・
祝)

555 137

2017年 10月7日(土),8日(日),9日(月・祝) 530 200

2018年 10月6日(土),7日(日),8日(月・祝) 690 281

2019年 10月5日(土),6日(日) 693 327

2020年
10月3日(土)、4日(日)
10日(土)、11日(日)

333 167

2021年
10月1日(土)、2日(日)
9日(土)、10日(日)

284 116

2022年
10月2日(土)、3日(日)
18日(土)、19日(日)

387 113

2023年
10月7日(土)、8日(日)
14日(土)、15日(日)

106 21

2024年
10月5日(土)、6日(日)
12日(土)、13日(日)

500 225

調査日
サンプル数

 
図-1 調査対象地区 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-2 子連れ来街者の性別の割合 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-3 一般来街者の性別の割合

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-4 子連れ来街者の年齢層の割合 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-5 一般来街者の年齢層の割合 
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街者で大きく傾向が異なる。子連れ来街者は以前より子供

を連れてのバス乗車に抵抗を感じている可能性があり年々

減少傾向にあることに加え，Covid-19の流行により密にな

る空間である公共交通を避ける動きが顕著になったことが

要因であると考えられる。また 2023 年の地下鉄七隈線天

神南～博多間延伸開業後はどちらの属性も地下鉄の利用割

合が大幅に増加している。地下鉄七隈線はバリアフリーに

配慮した設計を行っていることがどちらの属性にも増加す

る要因となっていると考えられる。 

3-2．来街時の到着・出発時間の経年変化に関する分析 

 子連れ来街者の天神地区への到着時刻を図-8に、一般来

街者の到着時刻を図-9に示す。独立性の検定の結果、両属

性で有意差がみられた。両属性ともに、午前中に天神地区

に来街する割合が最も多いが、Covid-19の流行中の2020年

から 2021 年にかけ午前中の到着割合が大幅に減少し、13

時台の割合が増加した。これはCovid-19感染のリスクから、

特定の目的にあわせ短時間の来街を行っているためと考え

られる。実際に 2022 年以降は再び午前中の到着時間割合

が増加している。また、11年間を通して午前中は子連れ来

街者の方が一般来街者よりも、夕方以降は一般来街者の方

が子連れ来街者よりも多くなる傾向があることが分かった。 

 子連れ来街者と一般来街者の天神地区からの出発時刻を

それぞれ図-10、図-11 に示す。独立性の検定の結果、両属

性で有意差がみられた。子連れ来街者ではCovid-19の流行

以降 17 時以降の出発割合が増加している。一般来街者に

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-6 子連れ来街者の交通手段の割合 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-7 一般来街者の交通手段の割合 

 
独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-8 子連れ来街者の天神地区への到着時刻 

 
独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-9 一般来街者の天神地区への到着時刻 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-10 子連れ来街者の天神地区からの出発時刻 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-11 一般来街者の天神地区からの出発時刻 
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関しても遅い時間の出発割合が増加しているが、特に19時

以降の出発割合が大幅に増加している点が異なる。子連れ

来街者に関しては到着時間が遅くなっていることから、短

時間の滞在割合が増加していると解釈できる。一方一般来

街者に関し、Covid-19は夜間の飲食店等営業自粛など遅い

時間の行動制限が広く行われていたにも関わらず 19 時以

降を出発時刻とする割合が増加している点は特徴的である。

アンケートの調査時期は、Covid-19流行に係る緊急事態宣

言およびまん延防止等重点措置が発出されていた時期では

ないため、感染への懸念に敏感な子連れ来街者は自発的な

行動制限を行っていた一方で、一般来街者はむしろ行動制

限がない時期に夜間の行動が増えていた可能性がある。 

3-3．来街時の回遊箇所数の経年変化に関する分析 

 子連れ来街者の天神地区内での回遊箇所数を図-12 に、

一般来街者の天神地区内での回遊箇所数を図-13 に示す。

独立性の検定の結果、両属性で有意差がみられた。両属性

ともに、Covid-19 流行以降、1 回遊のみの割合が増加し、

複数回遊の割合が減少しているが、この傾向は一般来街者

の方が顕著で、子連れ来街者はCovid-19流行時もそこまで

回遊箇所数が減少しているわけではなく、むしろCovid-19

流行が落ち着いた2023年以降の方がより顕著であった。 

3-4．来街時の回遊満足度の経年変化に関する分析 

 図-14 に子連れ来街者の天神地区での回遊の満足度を、

図-15 に一般来街者の天神地区での回遊の満足度を示す。

独立性の検定の結果、両属性で有意差がみられた。両属性

ともに、ほとんどを「満足」、「まあ満足」が占めており、

年による大きな変化はない。なお子連れ来街者は 2016 年

から2020年にかけ、一般来街者と比較し「まあ不満」「不

満」と回答する割合が高くなっているが、近年は同程度に

なっている。 

3-5．来街時の消費金額の経年変化に関する分析 

 図-16 に両属性における天神地区での消費金額を示す。

一元配置分散分析の結果、どちらの属性も有意差が見られ

た。2016年以降、子連れ来街者の消費金額は一般来街者の

消費金額を上回っており、近年にかけその差は大きくなっ

ている。また2018年以降、両属性の消費金額は増加傾向に

あり、2024年度の消費金額は前年度よりも減少したが、コ

ロナ禍以降である2020年度から2023年度と同水準である。

一般的に Covid-19 流行時に個人の消費額が大幅に落ち込

んだことが知られているが、本研究における消費金額の推

移は異なる結果となっている。これは本アンケートが対象

 
独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-12 子連れ来街者の天神地区内での回遊箇所数 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-13 一般来街者の天神地区内での回遊箇所数 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-14 子連れ来街者の天神地区の回遊の満足度 

 

独立性の検定結果 P=0. 000** 

図-15 一般来街者の天神地区の回遊の満足度 

 

一元配置分散分析の検定結果 

（左：一般来街者、右：子連れ来街者） P=0. 000** P=0.000* 

図-16 天神地区での消費金額 
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日に該当地区に来街した人となっていることから、Covid-

19流行時にも天神地区に来街する、つまり何らかの明確な

目的をもって天神地区に来街していると捉えることができ、

このことが Covid-19 流行時に消費金額が上昇しているこ

とに繋がっていると考えられる。 

 

４．2022年～2024年の地区別回遊行動の比較 

 本章では、アンケート対象地区を改訂し、3 地区間の回

遊も含めての調査を行った2022年以降の3ヶ年に限定し、

2022年をコロナ禍・七隈線延伸開業前、2023年以降をアフ

ターコロナ・七隈線延伸開業後として分析を行う。 

4-1．来街手段 

 まず3地区ごとの来街手段について天神地区を図-17に、

博多駅地区を図-18に、キャナルシティ地区を図-19に示す。

独立性の検定の結果、天神地区では一般来街者、博多駅地

区ではすべての属性、キャナルシティ地区では来街者全体

で有意差がみられた。 

公共交通の内訳についてはそれぞれの地区にアクセス可

能なものに左右されるため細かい内訳の違いについては触

れないが、公共交通とそれ以外（自家用車）という点に着

目すると、いずれも地区も子連れ来街者は自家用車の割合

が高く、特にキャナルシティ地区は自家用車の割合が大幅

に高くなっている。 

また 2023 年には地下鉄七隈線が天神南～博多駅間で延

伸開業した影響という点に着目すると、特に子連れ来街者

については地下鉄七隈線延伸開業後も延伸の影響を受けた

と考えられる博多駅及びキャナルシティ地区での七隈線の

割合はそこまで増加しておらず、むしろ開業翌年の2024年

にはその割合が低下している。これは地下鉄七隈線の車両

が小さく混雑が激しいことから、特にベビーカーなどを使

 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0. 304 P=0.019* 

P=0.299 

図-17 天神地区への来街手段 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.000** P=0.000** 

P=0.000** 

図-18 博多駅地区への来街手段 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.109 P=0.184 

P=0.000** 

図-19 キャナルシティ地区への来街手段 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.695 P=0.873 P=0.468 

図-20 天神地区への到着時刻 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.042* P=0.182 P=0.817 

図-21 博多駅地区への到着時刻 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.772 P=0.737 P=0.219 

図-22 キャナルシティ地区への到着時刻 
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う子連れ来街者にとって利用に抵抗を与えている可能性が

ある。 

4-2．到着時刻および出発時刻 

 各地区への到着時刻について、天神地区を図-20に、博多

駅地区を図-21に、キャナルシティ地区を図-22に示す。独

立性の検定の結果、博多駅地区の子連れ来街者以外の属性

では有意差が見られなかった。子連れ来街者は当然である

が夜間時間帯の到着が少なく、その分午前や日中に集中し

ており、経年変化をみてもその傾向は変わらない。ただし

キャナルシティ地区では他地区と比較し、子連れ来街者の

午前中の到着割合が低く、13時台の到着割合が高くなって

いる。 

 次に各地区の出発時刻について天神地区を図-23 に、博

多駅地区を図-24 に、キャナルシティ地区を図-25 に示す。

独立性の検定の結果、有意差は見られなかった。一般来街

者は各地区とも 19 時以降の出発割合が高く、経年変化を

みても若干の増減はあるもののその傾向は変わらない。 

 4-3．平均滞在時間・回遊箇所数 

各地区での平均滞在時間を図-26 に示す。また天神地区

の回遊箇所数の経年変化を図-27に、博多駅地区を図-28に、

キャナルシティ地区を図-29 にそれぞれ示す。独立性の検

定の結果、天神地区の回遊箇所数で有意差がみられたが、

博多駅地区、キャナルシティ地区の回遊箇所数では有意差

が見られなかった。平均滞在時間では子連れ来街者と一般

来街者で滞在時間に差がある年とない年があるが、これは

サンプル数の影響を受けている可能性がある。2022 年と

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.143 P=0.208 P=0.253 

図-23 天神地区からの出発時刻 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.370 P=0.790 P=0.810 

図-24 博多駅地区からの出発時刻 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.302 P=0.194 P=0.270 

図-25 キャナルシティ地区からの出発時刻 

 

図-26 平均滞在時間 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.004** P=0.002** P=0.000** 

図-27 天神地区での回遊箇所数 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.635 P=0.788 P=0.754 

図-28 博多駅地区での回遊箇所数 

 

独立性の検定結果（上から順に） P=0.096 P=0.848 P=0.889 

図-29 キャナルシティ地区での回遊箇所数 
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2024年の2年間を比較すると博多駅地区とキャナルシティ

地区では子連れ来街者の滞在時間のみ減少傾向にあること

が分かる。回遊箇所数も同様に減少傾向にあることから、

何らかの理由で回遊・滞在がしにくい環境になりつつある

と考えられ、今後この点のさらなる調査分析が必要である。 

一方一般来街者は平均滞在時間に大きな変化は見られな

い。また回遊箇所数ではCovid-19の流行が落ち着いた2024

年に各地区ともふたたび増加傾向があることが分かる。 

 

５．各地区間の回遊行動の実態 

 次に前章と同様に2022年から2024年の三か年のデータ

を用い、属性を分けずに回遊行動時の実態について詳細に

分析を行う。 

5-1．1箇所目に訪れた地区 

 各地区を 1 箇所目に訪れた人数の割合を図-30 に示す。

独立性の検定の結果、有意差がみられた。すべての年度で

天神地区が最も多く、博多駅地区、キャナルシティ地区の

順なっている。また各地区を訪れた人数の割合に経年によ

る大きな違いはみられない。福岡市では一般的に天神地区

に商業が集積する傾向があると言われているが、博多駅地

区やキャナルシティ地区でも近年は商業の開発が活発であ

る。しかしながら現在に至るまで天神地区に商業の中心が

あることを示していると言える。 

5-2．1回遊目以降の行き先 

 福岡市中心部を1箇所目に訪れた人の1回遊目以降の行

き先を図-31 に示す。独立性の検定の結果、有意差がみら

れた。天神地区、博多駅地区を1箇所目に来訪する人は来

訪地区にそのまま滞在する人が多くを占め、他地区へ回遊

する人は減少している。キャナルシティ地区では回遊せず

に帰宅する人が多くを占め、そのまま滞在する人は減少し

ている結果となった。 

5-3．各地区回遊手段 

 普段の回遊時の各地区間の回遊手段を図-32 に示す。独

立性の検定の結果、すべての区間で有意差がみられた。す

べての区間において、バスの利用割合が減少し、七隈線の

利用割合が増加した。また、天神～キャナルシティ地区間、

キャナルシティ～博多駅地区間では自家用車の利用割合も

減少しており、七隈線延伸開業の影響のほか、コロナ禍で

公共交通機関を避けていた人がアフターコロナになり、公

共交通機関、特に地下鉄を利用するようになったと考えら

れる。 

 

６．おわりに 

 本研究では、アンケート調査を実施し、福岡市都心部の

休日の回遊行動について、一般来街者と子連れ来街者で比

較するとともに、七隈線延伸開業前後および新型コロナウ

イルス感染症の流行以前から5類移行後の経年変化につい

て分析した。 

天神地区を対象とした 11 年間の経年変化に関する分析

では、Covid-19流行以前から子連れ来街者・一般来街者と

も年々回遊箇所数が減少している点を明らかにした。また

到着時刻・出発時刻に関する分析では、子連れ来街者と一

般来街者で Covid-19 流行中に異なる変化がみられたこと

を明らかにした。加えて消費金額の面では、近年子連れ来

街者の消費金額が一般来街者の消費金額を大きく上回って

いることを明らかにした。この点は、子連れ来街者に着目

したまちづくりが、都心部の商業活動に非常に重要な影響

を与えると言えるだろう。 

3地区におけるCovid-19流行中から流行後にかけた回遊

行動に関する分析では、子連れ来街者において滞在時間・

回遊箇所数が減少傾向にあることを明らかにした。地下鉄

七隈線の延伸開業に関する分析を見ても、子連れ来街者で

地下鉄七隈線の利用割合が減少傾向にあることから、子連

れ来街者が気軽に移動できる移動環境の構築に向けたさら

なる検討が必要ではないだろうか。子連れ来街者に快適に

都心部で回遊してもらうためにも、この要因について今後

 
独立性の検定結果 P=0.026* 

図-30 各地区を1箇所目に訪れた人数の割合 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.000** P=0.016* P=0.008** 

図-31 福岡市中心部を1箇所目に訪れた方の 

1回遊目以降の行き先 

 
独立性の検定結果（上から順に） P=0.000** P=0.000** P=0.000** 

図-32 普段の各地区の回遊手段 
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さらなる分析が必要である。 

 なお福岡市都心部は近年インバウンドの影響でオーバー

ツーリズムが発生し、地域住民にとってはかえって来街・

回遊がしにくくなったという声も上がっている。今後は

Covid-19流行後に新たに発生した問題に対応する調査・分

析も必要である。 
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1 

1.はじめに 

1-1 研究の背景と目的 

近年、地域社会を支える人材の減少が深刻化している。総務

省のデータによれば、自治会等の加入率は、2010年の78.0%か

ら2020年には71.7%へと低下しており、地域社会におけるつな

がりが希薄化しているといえる 1)。 

このような状況を打開するためには、現在まちづくりに関心

のない層も含め、より多くの住民を巻き込み、地域コミュニテ

ィへの参加意識と主体性(1)を高めていく必要がある。また、市

の中に利用されていない空地が増加する「都市のスポンジ化」

も問題視されている(2)。地域のつながりの希薄化や空地の増加

といった状況の中で、公園や道路などの公共空間の活用が積極

的になされるようになり、若者や子育て世代など、多様な層が

より自由にまちづくりにかかわる機会が広がりつつある。 

公共空間を活用して地域参加を促す動きの中で、東京都小金

井市では、コロナ禍から市内の「ま」と呼ばれる駐車場、公園、

住宅地跡などの公共空間や空地を活用し、地域の魅力を創出す

るという動きが始まった。さらに、2023年度からは、小金井市

から委託を受けた一般社団法人小金井市観光まちおこし協会

（以下協会）と立教大学観光学部西川研究室（以下西川研究室）

が協働し、市内のさらなる賑わいづくりを目的に、市内の空地

を活用した社会実験「小金井リビング」が実施された。 

 本稿では、この社会実験「小金井リビング」にて、来場者や

出店･出展者を対象に行ったアンケート調査の結果分析を中心

に、空地を活用した賑わいづくりにおける市民の主体意識と空

地活用の可能性を明らかにすることを目的とする。  

1-2 既往研究と本研究の新規性 

空地活用の社会実験に関する研究としては、テーマに沿った

具体的な取組み内容、将来的な利用者像・地域ニーズについて

検証し、今後の空地活用の方向性を見出した上野ら 2)による研

究や、有効空地に飲食スポットを設けた社会実験に着目し、来

訪者の意識に加え、滞留、回遊、歩行経路により、利用実態を

明らかにした伊藤ら 3)の研究が挙げられる。上野らの研究は来

訪者が空地活用の主体となる可能性については検証しておらず、

伊藤らの研究は社会実験での来訪者の利用実態の把握にとどま

っている。よって、本稿は、社会実験を通して、地域住民が空

地活用の主体となる可能性を調査している点で新規性がある。 

1-3 本研究の構成 

 第2章では、小金井市内における空地活用の展開を明らかに

する。第3章では3回にわたって実施された社会実験「小金井

リビング」の実施概要について述べる。その上で、第4章では、

第1回社会実験で行った来場者アンケート調査と観察調査を分

析し、第5章では、第2回社会実験で行った来場者アンケート

調査を分析する。第6章では、第3回社会実験で行った来場者

アンケート調査及び、実際に社会実験に出店・出展した主体者

を対象とする出店・出展者アンケートの分析を行う。第7章で

まとめとする。 

2.小金井市における空地活用の展開 

2-1 小金井市の概要 

 東京都小金井市は東京都のほぼ中央、武蔵野台地の南西部に

あり、都心から約 25 キロメートル西方に位置するベッドタウ

ンである 4)。JR中央線武蔵小金井駅（以下武蔵小金井駅）前は

高架化と再開発事業により、大規模な商業施設や高層マンショ

ンが建設され、近年、転入者が増加している 5)。 

2-2 小金井市における空地活用の取り組みの展開 

 2020 年、協会により、人口減少に伴う「都市のスポンジ化」

の問題意識を原点とした「こがねいコモンズ」というプロジェ

ベッドタウンの空地を活用した賑わいづくりにおける市民の主体意識と空地活用の可能性に関する研究 

 ―東京都小金井市における空地活用社会実験「小金井リビング」を対象としてー 

A Study on Citizens’ Initiative and the Potential for Utilizing Vacant Land for Placemaking in Suburban Residential Areas 

 : Focusing on the “Koganei Living” Social Experiment in koganei City, Tokyo 

斎藤青葉*・根本晴佳*・萩原悠*・山田莉央*・西川亮** 
Aoba Saito*・Haruka Nemoto*・Yu Hagiwara*・ Rio Yamada*・Ryo Nishikawa** 

As the number of people involved in community development continues to decline, it is important to drive participation of citizens 

with initiative. In particular, the effective use of public space can serve as a means to engage a wider range of citizens in community 

activities. Based on a survey of visitors and exhibitors participating in the "Koganei Living" social experiment in Koganei City, this 

study aimed to explore ways of fostering citizens' awareness of initiative and promoting the use of vacant land by residents to create 

lively spaces. The first social experiment revealed that visitors had a low sense of ownership. The second experiment demonstrated 

that understanding the purpose of the project increased the participants' sense of ownership and led many visitors to express interest in 

exhibiting together with their friends. The third experiment showed that allowing visitors to temporarily take the initiative was effective 

in fostering a sense of ownership. Furthermore, exhibitors placed high value on interaction with visitors. 

Keywords: Koganei City, Spatial Utilization, Social Experiment, Citizens 

小金井市, 空地活用,社会実験,市民 
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クトが、コロナ禍に始動した。「こがねいコモンズ」とは、コロ

ナ禍で「密」を避ける必要があるなか、人口減少に伴い発生す

る小さな空地に着目し、それを活用するスキームを指す。空地

を「ま」と名づけ、まちなかの空地（隙間の「ま」）を活かし、

空間や施設を借りる仕組み（間借りの「ま」）を用いて、地域の

方々（仲間の「ま」）と共に地域の賑わい･魅力の創出を目指し

ている 6)。本プロジェクトがスタートした 2020 年から 1 年間

は、①「ま」活用の意義の周知、②農園・公園の活用、③「ま」

の発見という3つの事業が展開された。 

①「ま」の活用の意義の周知 

2020年には、都市におけるオープンスペースを活用すること

の意義を、活用主体となる「ひと」に向けて発信することを目

的に、ウェブラジオである「まままラジオ」やコンセプトブッ

クの作成が行われた。さらに、2021年9月には武蔵小金井駅直

近の高架下の「ま」にて「おひろめ会」が開催され、これまで

の取り組みの発表が行われた。 

②農地・公園の活用 

農地・公園の活用は、活用ノウハウの蓄積、事業を通じた担

い手･支え手の拡大、こがねいコモンズの周知を意図して行われ

た。そのなかでも主幹事業として「道草市」が開催されている

(3)。本イベントは、コロナ禍で直売所の休業等を理由に、市内の

農業者が野菜を販売する場所がないという問題意識から、市内

の農業者が市内の事業者と協力してオープンスペースを活用し

た野菜販売を行ったことから始まった。そこに協会が参加し、

オープンスペース活用のモデルケースとして第1回「道草市」

の開催が実現した。開始当初から、市内の各所で自立分散的に

開催されることを目指し、その旨を参加事業者に伝えながら、

協会がその意思の確認やマニュアルの作成を行い、段階的に主

催者の移行を試みた(4)。その結果、道草市を開催している全ての

地区で各実行委員会による自立開催が実現した。自立後も協会

や市の支援を受けながら、実行委員会主体の継続的な開催が行

われている(5)。 

③「ま」の発見 

2021 年 4 月に協会と西川研究室が協働して行う、「ま」を活

用した小金井市内の賑わいづくり事業が始動し、武蔵小金井駅

南東に位置する本町1丁目を対象に「ま」の悉皆調査を行った。  

2-3 社会実験「小金井リビング」の位置づけ 

小金井市は 2022 年に『まちのにぎわいづくりの設計図小金

井市産業振興プラン』（以下『産業振興プラン』）7)を策定した。

その中で「こがねいコモンズ」の「まままラジオ」や「道草市」

の取り組みは、まちの活気を生み出すための取り組みとして位

置づけられた。さらに、将来的に増加していく空き家･空き地を

活用し、副業や地域での活動に関心のある人の「小さなチャレ

ンジの場」として機能していくことも期待されている 7)。 

こうした空地活用の可能性をさらに探る試みとして、「道草市」

と並行して実施された空地活用事業が、小金井市から委託を受

けた協会と西川研究室の協働による社会実験「小金井リビング」

である。「道草市」が元々野菜の販売から始まったことから、民

間事業者の販売の場としての意味を持つのに対し、「小金井リビ

ング」は、『産業振興プラン』における「あらゆる主体を巻き込

んだ賑わいづくり」を意識して、市民や地域団体など、より個

人ベースの主体による将来的な「ま」の活用を目的としている。

また、「道草市」の事例において、担い手となりうる民間事業者

の主体性を高めることが持続的な賑わいづくりに繋がっている

ことから、「小金井リビング」においても、産業振興事業の中で、

市民や地域団体を対象に、賑わい創出におけるさらなる主体の

拡大を目指すとともに、市民主体の持続的な展開を見据え、市

民の賑わいづくりに対する主体性を高める工夫が必要である。 

 

3.社会実験「小金井リビング」の実施 

3-1 実施場所とその背景 

 社会実験「小金井リビング」は2023年度から2024年度にか

けて 3 回実施された（表-1）。本章では武蔵小金井駅周辺の歴史

やその周辺を取り巻く状況を踏まえ、実施の背景と各回の概要

を述べる。 

 武蔵小金井駅の東側にはかつてジャノメミシン工場が立地し、

駅と工場をつなぐ蛇の目商店街は賑わっていた 8)が、1998年に

工場が閉鎖されて商店街は衰退した。しかし、2028年6月工場

跡地に新庁舎が移転建設されることが決定し、人の流れの変化

が生じると予想されることなどから、蛇の目商店街が位置する

本町1丁目エリアでは、再び地域が活性化することが望まれる

（図-1）。 

これを踏まえ、「小金井リビング」は、第1回、第2回が本町

1丁目に位置する JA東京むさし共用倉庫駐車場、第3回を新庁

舎建設予定地の一部である中町3丁目暫定広場で実施した。 

3-2 実施目的と内容 

(1)第1 回小金井リビングｰくつろぎのま  ー

本社会実験は企画当初から、地域住民が主体的に賑わいづく

りに取り組むことを想定していたが、「第1回小金井リビングｰ

くつろぎのまｰ」（以下第1回）の企画時点では、そもそも「ま」

を活用した賑わいづくりが必要とされているのかが不明であっ

た。そのため、第1回は市民の居場所の創出を目的とし、普段

は駐車場として使われている会場に芝生を敷き、こたつやクッ

ション、ハンモックを置くことで（以下芝生エリア）、普段とは

違う空間の使い方を示した。また、野菜販売やキッチンカーに

出店を依頼することで、一定の集客を図った。 

(2)第2 回小金井リビングｰそうぞうのま  ー

「第 2 回小金井リビングｰそうぞうのまｰ」（以下第 2 回）で

は、第1回同様、市民の居場所の創出を目指し、芝生エリアを

設けた。また、第1回で実施したアンケート調査において、「ま」

を活用した空間に需要があることが明らかになった反面、主体

的に関わりたい人は見られなかったことから、今後は「ま」の

活用を継続して行うとともに、市民の主体性を引き出す工夫が

必要であると考えた。そのため、第2回では、「ま」が誰でも気

軽に関われる場となることを目指し、西川研究室の学生が趣味

などを活かして企画を実施する「大学生のそうぞうのま」を設

置し、「ま」の活用の可能性や来場者の主体意識の変化を探った。 

(3)第3 回小金井リビングｰつながりのま  ー

 「第3回小金井リビング-つながりのま- 」（以下第3回）で

は、第1回､第2回同様、居場所創出にむけて芝生エリアを設
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図-1 本町1 丁目周辺の地図 

表-2 第1 回来場者アンケート調査概要

 
 

けた。また、より幅広い層を巻き込むため、市内で活動する大

学生団体や市民･事業者に対し、出店・出展を呼びかけた。さら

に、来場者により能動的に社会実験にかかわることを目指し、

西川研究室の学生がマイクを持ち、来場者にインタビューをす

る「場内ラジオ」を実施した。 

 

4.第1 回社会実験における来場者の意識及び行動把握 

4-1 第1 回来場者･滞在要因調査の概要 

 第1回では、来場者の滞在要因と参加意欲を測るため、アン

ケート調査と観察調査を行った（表-2）。 

4-2 アンケート調査及び観察調査から得られた全体的な傾向 

表-3 第1 回来場者アンケート調査結果 

 
 

アンケート調査の回答者属性は、30代が53.6%と最も多かっ 

た（表-3-(1)）。また、同伴者を見ると「子ども」と回答した人

が82.1%であり、子連れの来場が多く見られた（表-3-(2)）。 

来場者の滞在要因を明らかにするため、アンケート調査と観

察調査を行った。アンケート調査において、利用・参加したも

のの中で一番良かったと思うものは、シャボン玉が 32.1%、こ

たつが25.0%であった（表-3-(5)）。観察調査にて、利用者の最

長滞在時間を調査した結果、こたつが55 分、シャボン玉が53

分だった。また、利用者の平均滞在時間についてもシャボン玉

が19分、こたつが15分と、他のコンテンツと比較して滞在時

間が長かった（表-3-(8)(9)）。 

さらに、今後の参加意欲ついてアンケート調査から把握した。

このような「ま」の活用を今後行った場合、訪れたいと思うか 

28名

調査対象者

有効回答者数

調査方法

調査内容
(1)来場者の滞在要因

(2)「ま」への参加意欲

本社会実験の来場者

社会実験に参加した人を対象に、アンケート用紙を

配布した

(1)年齢 10代 10.7% (3)住まい 市内 82.1% 25.0%

(n=28) 20代 3.6% (n=28) 市外 17.9% 0.0%

30代 53.6% 12.6% 17.9%

40代 21.4% 8.7% 0.0%

50代 3.6% 12.6% 0.0%

60代 3.6% 3.9% 0.0%

70代 3.6% 1.9% 14.3%

80代 0.0% 0.0% 0.0%

90才以上 0.0% 11.7% 0.0%

配偶者 35.7% 14.6% 32.1%

子ども 82.1% 3.9% 0.0%

友人 17.9% 17.5% 0.0%

恋人 0.0% 6.8% 7.1%

一人 7.1% 2.9% 0.0%

その他 7.1% 2.9% 3.6%

78.6% 53分

14.3% 55分

0.0% 23分

0.0% 19分

0.0% 19分

7.1% 15分

32.1% 5分

53.5% 6分

14.2%

0.0%

0.0%

(6)今後の「ま」の

活用への関わり方

(n=28)

(8)利用者の最⾧滞

在時間

シャボン玉見かけたら立ち寄りたい

必ず訪れたい

ブースを出したい

自分も企画側に回りたい

参加したくない

わからない

(9)利用者の平均滞

在時間

とても参加したい

参加したい

こたつ

ハンモック

チョーク(お絵描き)

シャボン玉

こたつ

(7)今後の来訪意欲

(n=28)

ハンモック

チョーク(お絵描き)

どちらともいえない

あまり参加したくない

参加したくない

(5)利用・

参加した

もので一

番良かっ

たと思う

もの

(n=28)

こたつ

クッション

こたつ ハンモック

クッション ローテーブル

ハンモック ブランケット

チョーク(お絵描き) ボードゲーム

(2)同伴者

(n=28)
(複数回答)

芝生 シャボン玉

ボードゲーム キッチンカー

シャボン玉 野菜販売

キッチンカー

(4)利用・

参加した

もの

(n=28)

西川研究室ブース

野菜販売 その他

西川研究室ブース 特になし

ローテーブル ガーデンテーブル

ブランケット チョーク(お絵描き)

ガーデンテーブル 芝生

表-1 社会実験の概要 

第１回小金井リビングｰくつろぎのまｰ 第2回小金井リビングｰそうぞうのまｰ 第3回小金井リビングｰつながりのまｰ

2024年2月17日（土）10:00ｰ15:00 2024年11月24日（日）10:00ｰ16:00 2025年2月15日（土）10:00ｰ16:00

JA東京むさし共用倉庫駐車場 JA東京むさし共用倉庫駐車場 中町3丁目暫定広場

市民の居場所の創出 市民の居場所の創出･主体の発掘 市民の居場所の創出･主体の発掘

小金井市民 小金井市民､大学生､20~30代の単身層 小金井市民ターゲット

実施日時

実施場所

実施目的

当日の様子

内容

こたつ･ハンモック等の設置､シャボン玉･

チョークの設置､キッチンカーの出店､野

菜販売

こたつ･クッション･雑誌等の設置､大学生

団体による出店（飲み物の提供）､野菜販

売､大学生による企画出展

こたつ･クッション等の設置､キッチン

カーの出店､大学生団体による出店（飲み

物の提供）､大学生･大学生団体による企

画出展、市民による企画出店

レイアウト

農工大通り

運営本部

野菜販売 キッチンカー
テーブル

シャボン玉エリア

チョークエリア

ハンモック

ツイスター

空気クッション

クッション

ハンモック ローテーブル こたつ

入口

発電機
自転車置場

1m 5m

自転車置場

EV車(電源)
JA
の
ま

西川ゼミ
のま

くつろぎのま
ほんのま

コーヒースタンドのま

テーブル

大学生のそうぞうのま

クッション

入口

農工大通り

こたつ

運営本部

野菜販売
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表-4 第2 回来場者アンケート調査概要 

表-5 第2 回来場者アンケート調査結果 

表-6 第2 回来場者アンケート記述回答 

 

という設問では、「とても参加したい」が32.1%、「参加したい」

が53.5%と、多くの回答者が次回の参加に前向きであった（表-

3-(7)）。今後このような「ま」の活用にどのように関わりたい

かという設問では、「見かけたら立ち寄りたい」との回答が

78.6%と多い反面、主体的に「ま」に関わりたい参加者はいなか

った(表-3-(6)(7))。 

4-3 第1 回社会実験のまとめ 

滞在要因に関する調査では、シャボン玉やこたつといったコ

ンテンツが特に好評であり、滞在要因となり得ていることが示

唆された。参加意欲に関する調査では、次回の「ま」への参加

に前向きな参加者が多かった。しかし、「ま」を自ら企画・運営

したい、あるいは能動的に活用したいとする回答は見られなか

った。これは、空間そのものには一定の魅力があり来場者の滞

在意欲を喚起できている一方で、来場者が主体的に「ま」を活

用しようとする意識の醸成にはいたらなかったことを示して

いる。このことから、参加者の意識を受動から能動へと移行で

きるような仕掛けや働きかけが必要であることが分かった。 

 

5.第2 回社会実験における来場者の意識把握 

5-1 第2 回来場者アンケート調査の概要 

 来場者の属性や、普段の地域との関わり方、「ま」を主体的に

活用する実現意欲、実際に活用するにあたって考えられるハー

ドルや必要なサポートについて測るため、アンケート調査を実

施した（表-4）。 

5-2 アンケート調査から得られた全体的な傾向 

回答者の属性は（表-5-(1)(2)(3)）の通り、20 代から 50 代

が多かった。また、同伴者を見ると「子ども」と回答した人が

39.1%と、子連れが多く来場していたことが分かった(表5-(6))。 

「ま」で趣味や特技を披露できる機会があればやってみたい

かについては、「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人の

比率を合計すると69.6％を占めているが、居住地別で見ると、

市民は「とてもそう思う」と回答した人が0％、「そう思う」と

回答した人が 50.0％で市民の意欲が低い傾向となった（表-5-

(7)）。積極的ではない理由を記述回答で求めると（表-6）、「平

日遅くまで夫婦ともに働いていて企画運営の時間をとれるかわ

からないため」や「やりたいが、準備・実施する時間をとるこ

とが難しい」といった、時間的余裕がないことが挙げられてお

り、市民の来場者の多くが親子連れであったことが要因として

考えられる。 

 小金井市民の普段の地域との接し方から、主体者として参加

する意欲のある住民の特徴を把握するため、普段の地域活動へ

の参加状況（表-5-(3））と、「ま」の活用意欲のクロス集計を行

った（表-5-(8)）。普段、地域活動に「あまり参加していない」

と回答した人も実現する機会があればやってみたいかという質

問に対して「そう思う」と回答している人が一定数いることか

ら、普段の参加状況の程度と実現意欲に関連は見られないこと

が分かった。 

将来的に主体になりうる市民に対し、本社会実験による「ま」

の活用や社会実験の意図が伝わっているのかを検証するため、

開催主旨の理解度について質問した。開催前にポスティング等 

調査対象者

有効回答者数 47名

調査方法

調査内容

社会実験に来場した人を対象に、入口にてアンケー

ト用紙を配布した

本社会実験の来場者

⑴来場者の属性

⑵「ま」への活用意欲

⑶普段の地域活動の参加と実現意欲の関係

⑷社会実験の主旨理解と実現意欲の関係

⑸「ま」を活用する際の好ましい状況とサポート

やってみたい内容とその理由

とてもそう思う：
茶道体験：楽しそう（20代・女性・市外）
たき火：できる場所が限られているから。（30代・女性・市外）

そう思う：
カフェ：今現在やってます（50代・男性・不明）
たき火→焼き芋：たき火が好きだから（20代・女性・市外）
お絵かき教室：とても楽しそうだから（20代・男性・市外）
いろんな国のボードゲームで遊ぶ会：人が集まらなければできない特性があるのとや
る人が固定化しマンネリ化するから。また、来る人との距離を縮めてまたきたいと
思ってもらえるかもと考えたから。（20代・男性・市外）
ゲーム攻略講座：ゲーム好きが集まる（10代・男性・市内）
近隣の子どもが参加するハイハイレース：小さい子どもが自由に遊べるため（30代・
男性・市内）

どちらともいえない：
お菓子販売：自分がやりとげられる自信がないから。（10代・女性・市外）
カフェ・ボードゲーム体験：平日遅くまで夫婦ともに働いていて企画運営の時間をと
れるかわからないため（40代・女性・市内）
スポーツ：準備に時間がかかると思ったから。（20代・男性・市外）
Instagram発信講座、子育て関連講座：やりたいが、準備・実施する時間をとること
がむずかしい。（30代・男性・市内）

あまりそう思わない：
演奏などの音楽の空間など：参加者として参加したいため（30代・男性・市内）

(1)年齢 10代 6.7% 12.9%

(n=45) 20代 24.4% 32.3%

30代 24.4% 3.2%

40代 27.8% 25.8%

50代 23.3% 25.8%

60代 4.4% 61.9%

70代 4.4% 14.3%

80代 4.4% 23.8%

90才以上 0.0% 14.3%

(2)住まい 市内 67.4% 28.6%

(n=45) 市外 32.6% 14.3%

市外 市内

27.8% 21.7% 13.3% 25.8%

61.1% 39.1% 6.7% 54.8%

2.8% (複数回答) 23.9% 33.3% 19.4%

5.6% (市外n=15) 4.4% 13.3% 0.0%

2.8% (市内n=31) 30.4% 40.0% 25.8%

4.4% 0.0% 6.5%

17.4% 30.8% 0.0%

52.2% 53.9% 50.0%

26.1% 15.4% 40.0%

4.4% 0.0% 10.0%

0.0% 0.0% 0.0%

「ま」で趣味や特技を披露できる機会があればやってみたいか

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 67.0% 33.0% 0.0% 0.0% 100.0%

42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7.7% 53.9% 30.8% 7.7% 0.0% 100.0%

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0%

23.8% 7.7% 30.8% 7.7% 7.7% 15.4%

83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(5)チラシ・リーフ

レット・案内板など

で社会実験の趣旨は

伝わったか

(n=44）

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

配偶者

子ども

友人

恋人

一人

その他

よく参加している

参加している

どちらでもない

あまり参加していない

全く参加していない

(10)「ま」で趣味や

特技を披露できる機

会があればやってみ

たいか

(n=24)

時間が十分

にある

スキルが十

分にある

見る購入す

る人がいる

金銭的な援

助がある

友人・知人

と共に出店

できる

その他

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

そう思わない

よく参加している

参加している

どちらでもない

あまり参加していない

全く参加していない

時間が十分にある

スキルが十分にある

見る・購入する人がいる

金銭的な援助がある

友人・知人と共に出店できる

その他

(3)普段から町内会などの地域

活動に参加しているか

(n=31)

(4)どのような状況やサポート

があるとやってみたいか

(n=21)

(6)同伴者

(n=46)

(7)「ま」で趣味や特技を披露できる機会

があればやってみたいか

(n=23)

(市外n=13)

(市内n=10)

(9)チラシ・リーフ

レット・案内板など

で社会実験の趣旨は

伝わったか

(n=23)

どのような状況やサポートがあるとやってみたいか（複数）

全くそう

思わない
合計

(8)普段から町内会

などの地域活動に参

加しているか

(n=10)

とてもそ

う思う
そう思う

どちらとも

言えない

あまりそう

思わない

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

そう思わない
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表-7 第3 回来場者アンケート調査概要 

表-8 第3 回来場者アンケート調査結果 

表-9 第3 回来場者アンケート記述回答 

 

で配布したチラシや会場周辺のポスター、入口にて配布したリ

ーフレットから、第2回の開催主旨を理解できたかに関する質

問では、「とてもそう思う」が27.8％、「そう思う」が61.1％と

なっており、合計で88.9%の回答者が「大学生のそうぞうのま」

の主旨を理解して参加していることが分かった（表-5-(5)）。ま

た、開催主旨は主体性に影響を及ぼすのかについて調査するた

め、開催主旨と参加意欲のクロス集計を行った（表-5-(9)）。そ

の結果、「大学生のそうぞうのま」の主旨が伝わったかについて

「とてもそう思う」と回答した人は、実現する機会があればや

ってみたいかについても「とてもそう思う」「そう思う」と回答

しており、主旨への理解度が高いほど、「ま」の活用への実現意

欲も高まることが分かった。 

「ま」を主体的に活用するにあたって、どのような状況やサ

ポートが必要であるかと尋ねたところ、「時間が十分にある」と

回答した人が61.9％と最も多かった（表-5-(4)）。また、どの実

現意欲であっても「友人や知人とともに出店・出展できる」こ

とが一定数重視されていることから、仲間との参加が実現意欲

を向上させる効果があることが分かった（表-5-(10））。 

5-3 第2 回社会実験のまとめ 

 アンケート調査から、普段の地域活動への参加状況よりも、

開催主旨を理解してもらうことで、「ま」を実際に活用する実現

意欲が高まることがわかった。その一方で、出店・出展に際し、

時間をとることが難しいことが挙げられており、その一つの理

由として子育てがハードルとなっていることが分かった。また、

友人や知人とともに出店・出展できることを重視する傾向があ

ることから、第3回社会実験では地域の団体に声掛けを行い実

際に参加してもらうことで、来場者及び出店・出展者にどのよ

うな効果が生まれるのかを検証した。 

 

6.第3 回社会実験における来場者・出店・出展者意識把握 

6-1 第3 回来場者アンケート調査の概要 

入口にて、来場者にアンケート用紙を配布し、第2回と同様

に、来場者の属性や、「ま」を主体的に活用する実現意欲、実現

にあたって考えられるハードルや必要なサポートについて測る

ため、アンケート調査を実施した(表-7)。 

6-2 来場者アンケート調査から得られた全体的な傾向 

回答者の属性は（表-8-(1)(3)(4)）の通り、30 代と 40 代が

多かった。また、同伴者は「子ども」が最も多く、59.4％を占め

ており、第2回と同様に子連れが多く来場したことが分かった。 

「ま」を活用する機会があればやってみたいかについては、

「とてもそう思う」「そう思う」を合わせて72.2％となっており、

前回と比較すると、市内在住者の実現意欲が高くなっていた（表

8-(5)）。記述回答でやってみたい内容とその理由を質問したと

ころ(表-9)、地域交流に対する興味や自身の趣味を活かした内

容、子供向けの体験コーナーといった意見が見られ、「ま」の活

用に主体的に関心を示した回答者の多くは、地域内での交流の

場の創出や、子どもを対象とした活動に関心を持っていると考

えられる。 

 第3回で印象に残った「ま」やコンテンツは何かという質問

に対しては、「くつろぎのま」が42.6％、「そうぞうのま」が37.0％

となっていた（表-8-(2)）。印象に残った「ま」やコンテンツの

違いによって、実現意欲の程度が変化するのかについて調べる

ため、クロス分析を行ったところ、「くつろぎのま」が印象に残

った人のうち、「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人は

合わせて80.0％であったのに対し、「そうぞうのま」が印象に残

った人は「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人は合わせ

て61.6％となっており、他の「ま」が印象に残った人に比べ低

かった。一方で、「場内ラジオ」が印象に残った人は、全員「と

てもそう思う」「そう思う」と回答しており、来場者が一時的に

主体を担うコンテンツの実施が実現意欲に影響を及ぼすと考え

られる（表-8-(6)）。 

6-3 第3 回来場者調査まとめ 

第2回と比較すると、「ま」を活用する機会があればやってみ

たいかの質問に対して、市民の「とてもそう思う」「そう思う」

と回答する割合が高くなっていた。「ま」を用いて実際にやって 

調査対象者

有効回答者数 71名

社会実験に来場した人を対象に、入口にてアンケー

ト用紙を配布した

⑴来場者の属性

⑵「ま」への活用意欲

⑶印象に残った「ま」やコンテンツ

調査方法

調査内容

本社会実験の来場者

やってみたい内容とその理由

とてもそう思う：
子ども向けワークショップ（プチ実験系）：地域交流に興味があるので。（50代・
女性・市内）
ビンゴ大会：全員で参加して盛り上がれるようなことがしたい。（20代・男性・市
内）
茶道：お茶をいただくのが好きだから。（60代・女性・市内）

そう思う：
朗読：習い事をしているため。（40代・女性・市内）
モールドール作り：子供が興味を持っていました。（40代・女性・市内）
お絵描き：楽しそうだから（20代・男性・市外）
青空図書館、紙しばい：簡単に実施することができ、交流がうまれそう（30代・女
性・市内）
屋内でヒバチ。だらだらできるカフェ。：楽しそうだから。（50代・女性・市内）
トランポリン、なわとび(大人数で)：子供の体験になる。（40代・男性・市内）
町の住民と商業（小売、医療機関、行政など）が交流できるもの：地域インフラと
住民の交流を深くすることが大事だと思うから。（40代・男性・市内）
映像・写真撮影：機材を大量に持っているため。（30代・男性・市内）
昔遊び体験：好きなことで交流できたら楽しいと思うから（10代・男性・市内）
読み聞かせ：子供たちが本に触れる機会の重要性（20代・女性・市外）
ヴァイオリン教室：開放的なのと、子供がたくさんいるから（20代・男性・市外）

どちらともいえない：
農作物の販売など特産品を売る：できない（農家ではないから。）（50代・男性・
市内）
ヨーヨー体験：時間に余裕が無いから。（50代・男性・市外）

市外 市内

(1)住まい 市内 77.1% 34.8% 39.6% 34.8%

(n=70) 市外 5.8% 59.4% 31.3% 67.9%

そうぞうのま 37.0% (複数回答) 14.5% 37.5% 7.6%

くつろぎのま 42.6% (市外n=16) 0.0% 0.0% 0.0%

キッチンカーのま 11.1% (市内n=53) 10.1% 25.0% 5.7%

場内ラジオ 9.3% 4.4% 0.0% 5.7%

(3)年齢 10代 5.8% 22.2% 27.3% 20.0%

(n=70) 20代 10.1% 50.0% 45.5% 52.0%

30代 34.8% 19.4% 9.1% 24.0%

40代 24.6% 8.3% 18.2% 4.0%

50代 11.6% 0.0% 0.0% 0.0%

60代 7.3%

70代以上 5.8% 「ま」で趣味や特技を披露できる機会があればやってみたいか

20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7.7% 53.9% 23.1% 15.4% 0.0% 100.0%

50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%

40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

あまりそう

思わない

くつろぎのま

そうぞうのま

キッチンカーのま

場内ラジオ

あまりそう思わない

全くそう思わない

全くそう

思わない
合計

とてもそう思う

そう思う

どちらともいえない

どちらとも

言えない

配偶者

子ども

友人

恋人

一人

その他

(2)印象に

残った

「ま」

(n=54)

(4)同伴者

(n=69)

(5)「ま」で趣味や

特技を披露できる機

会があればやってみ

たいか(n=36)
(市外n=11)(市内n=25)

(6)印象に残った

「ま」はどこか

(n=30)

とてもそ

う思う
そう思う
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表-10 第3 回出店・出展者アンケート調査概要 

表-11 第3 回出店・出展者アンケート調査結果 

 

みたい内容として、自身の趣味や特技だけでなく、地域の交流

に対する関心や、子どもが何か体験できる場所としての提案も

見られ、子ども連れの来場者が多かったことが背景として考え

られる。また、印象に残った「ま」の違いによって、実現意欲

が変化し、「そうぞうのま」が印象に残った人の実現意欲は低か

ったが、場内ラジオが印象に残った人の実現意欲は高かったこ

とから、来場者を一時的に主体者とするコンテンツの実施は、

主体者意識の醸成に影響を与えると考えられる。 

6-4 出店・出展者調査 

本節では、出店・出展者へのアンケート調査より出店・出展

を行った前後の意識変化や満足度の要因を調査することで、出

店・出展の経験を通じて、市民が実際に主体となることに対 

し、どのような意識の醸成や変化が行われたのかを明らかにす

る（表-10）。 

回答者の属性は 20 代がもっとも多く、かつ市外に住んでい

る人の方が多かった（表-11-(1)(2)(3)）。 

 参加団体の出店・出展理由に関する質問では、「誘われたから」

が 81.3%と最多で、積極的な勧誘が大きく影響していることが

示された。また、「地域を活性化させたい」が50.0%,「ビジョン

に共感したから」が 37.5%と地域への貢献に関心を持っている

人も出店・出展をする傾向が高いことが分かった（表-11-(6)）。 

 満足度に関する質問では、「とても満足した」が 66.7%、「満

足した」が 33.3%と回答者の全員が肯定的な評価を示した（表

-11-(4))。   

満足度の要因について調査するため、満足度に対する理由の

記述回答を、アフターコーディングを用いて分析を行った（表

-11-(8))。大区分である「交流」「空間」「その他」の中では、

「交流」が53.3%と最も多かった。「交流」の内容をさらに細分

化したところ、「会話」が20.0%「体験」が13.3%「その他」が

20.0%と大きな偏りは見られず、出店・出展者は人によって様々

な交流形態に満足感を得たことが明らかになった。次いで「空

間」が、40.0％であった。「空間」の内容をさらに細分化したと

ころ、「雰囲気」が33.3％と高い割合を占めていた。このことか

ら、「空間」においては、人が生み出す温かい雰囲気に満足感を

得た人が多いことが示された。 

今後の出店・出展意向を尋ねた質問では、「とても出店・出展

したい」が50.0%、「出店・出展したい」が50.0%と、回答者の

全員が今後の出店・出展に対して意欲的な姿勢を示した(表-11-

(5))。今後の出店・出展意向で何を重視しているかを調査する

ため、出店・出展意向の記述回答を、アフターコーディングを

用いて分析を行った（表-11-(7))。「交流」「空間」「その他」の

大区分の中では、「交流」が46.2%と満足度と同様に最も高い割

合を示した。その中でも、「つながり」が23.1%、「体験」が15.4%

と出店・出展を通じて新たなつながりが生まれることや、団体

活動の体験を来場者に行ってもらえることに期待している回答

者が多かった。また、「その他」と回答している人の中には、「趣

味」について新たに出店・出展したいと考えている回答者や、

「地域貢献」を行いたいなど、次回以降の出店・出展について

能動的に考えている人が多く見られた。 

出店・出展前後の意識変化を調査するため、出店・出展を行

った理由と、今後の出店・出展意欲のアフターコーディングで

「交流」「空間」「その他」に分類した自由回答を用いたクロス

分析を行った(表11-(9))。「その他」「開催場所の空間を気に入

っているから」以外の全ての項目で、「交流」の割合が最も高か

ったことから、出店・出展を通じて「交流」への意識が高まっ

たといえる。 

6-5 出店・出展者アンケート調査まとめ 

第3回における出店・出展者アンケート調査の結果、全ての

団体が高い満足度を示し、今後も出店・出展を希望すると回答

した。満足度の要因として、来場者による体験や会話などの「交

流」、人々が生み出す「雰囲気」についての割合が高かった。今

後の出店・出展についても、「新たな人とのつながりや、来場者

に体験してもらう」などの「交流」についての回答が多く、出

店・出展前後の意識変化としても、「交流」への意識変化が最も

多く見られたことから、今回、出店・出展を行った団体につい

ては、「交流」の要素が満足度や出店意欲につながっていること

が分かった。 

また、出店・出展を通じてより市民の主体性を育むためには、

来場者との「会話」や「体験」など、出店・出展者と来場者と

の能動的な交流が行いやすい企画内容にすることが重要だと考

調査対象者

有効回答者数 16名

社会実験に出店・出展した人を対象に、アンケート

用紙を配布した

⑴出店・出展者の属性

⑵出店・出展の満足度

⑶今後の出店・出展意欲

⑷出店・出展前後の意識変化

調査方法

調査内容

本社会実験の出店・出展者

⑴性別 女性 55.8% 66.7%

(n=16) 男性 44.8% (n=16) 33.3%

⑵年齢 10代 25.0% 0.0%

(n=16) 20代 50.0% 0.0%

30代 6.3% 0.0%

40代 12.5% 50.0%

50代 0.0% (n=16) 50.0%

60代 6.3% 0.0%

⑶住まい 市外 75.0% 0.0%

(n=16) 市内 25.0% 0.0%

81.3%

(n=16) 50.0%

37.5%

31.3%

開催場所 18.8%

12.5%

6.3%

趣味 6.3%

その他 6.3%

46.2% 交流 53.3%

23.1% 会話 20.0%

15.4% 体験 13.3%

7.7% その他 20.0%

(n=16) 15.4% (n=16) 空間 40.0%

15.4% 雰囲気 33.3%

38.5% 物品 6.7%

15.4% その他 6.7%

7.7% 学び 6.7%

7.7%

7.7% 交流 空間 その他 合計

30.0% 20.0% 50.0% 100.0%

57.1% 14.3% 28.6% 100.0%

60.0% 0.0% 40.0% 100.0%

60.0% 20.0% 20.0% 100.0%

33.3% 33.3% 33.3% 100.0%

(n=16) 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

趣味 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

その他 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

⑻満足度の

自由回答を用いた

アフターコーディン

グ

⑹出店・出展の理由 誘われたから

地域を活性化させたい

ビジョンに共感したから

小金井リビングーつながりのまーを盛り上げたい

事業の宣伝

売り上げの獲得

空間

雰囲気

その他

出店・出展への満足

趣味

地域

団体状況

交流

つながり

体験

その他

 ⑷出店・出展の満足度

あまり出店・出展したくない

 出店・出展したくない

とても満足した

満足した

どちらでもない

 あまり満足していない

満足していない

 とても出店・出展したい

出店・出展したい

どちらでもない

事業の宣伝

出店・出展意欲のアフターコーディング

⑺出店・出展意欲の

記述回答を用いた

アフターコーディン

グ

⑼出店・

出展前後

の意識変

化

誘われたから

地域を活性化させたい

ビジョンに共感したから

小金井リビングーつながりのまーを盛り上げたい

開催場所の空間を気に入っている

 ⑸今後の出店・出展意欲

（複数回答）
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えられる。「交流」の要素を多く取り入れることで、「誘われた

から」という受動的な理由から、「様々な人とつながりたい、体

験してほしい」という思いが強まり、出店・出展に意欲的にな

るのではないかと考えられる。 

 

7.まとめ 

本研究では、3回にわたって実施された空間活用社会実験「小

金井リビング」において、空地を活用した賑わいづくりにおけ

る市民の主体意識と空地活用の可能性を明らかにした。 

空地活用の可能性について、「小金井リビング」は、第1回、

第2回が本町1丁目に位置するJA東京むさし共用倉庫駐車場、

第3回を新庁舎建設予定地の一部である中町3丁目暫定広場で

実施した。前者は民間企業の所有地であるのに対し、後者は小

金井市の所有地であることから、「小金井リビング」は様々な組

織が所有する「ま」の活用事例の蓄積を行ってきたといえる。 

 また、市民の主体意識について、社会実験小金井リビングは

企画当初から、地域住民が主体的に賑わいづくりに取り組むこ

とを想定していたが、そもそも「ま」を活用した賑わいづくり

が必要とされているのかについては不明であった。そこで、第

1 回では駐車場に芝生を引くなど、普段とは違う空間の使い方

を示した。その結果、来場者の滞在意欲、再訪意欲が共に高か

ったことから、小金井リビングのような「ま」に一定のニーズ

があることが明らかになった。一方で、「ま」を主体的に活用し

たい人がいなかったことから、「ま」に携わることへの主体者意

識が低いことが明らかになった。 

 そこで、第2回では、「ま」の活用を継続して行うとともに、

市民の主体性を引き出す工夫が必要であると考えた。そのため、

第2回では「ま」が誰でも気軽に関われる場となることを目指

し「大学生のそうぞうのま」を設置し、「ま」の活用の可能性や

来場者の主体意識の変化を探った。その結果、「普段の地域活動

への参加」と「ま」の活用への実現意欲に関しては相関関係が

見られなかったが、開催趣旨の理解度が高まるほど、「ま」の活

用への実現意欲が高まることがわかった。さらに、「ま」を主体

的に活用する際の障壁や求める条件について調査を行ったとこ

ろ、時間的余裕があること、友人・知人とともに出店・出展が

できることを重視する傾向があることがわかった。 

 第3回では、第2回アンケート調査より「友人・知人ととも

に出店・出展したい」という声が多かったことから、市内で活

動する大学生団体や市民･事業者に対し、出店・出展を呼びかけ

実施した「そうぞうのま」や、来場者が一時的に主体を担う「場

内ラジオ」も行った。第2回と比較すると、市民の「ま」の活

用に対する実現意欲が高まっていた。また、場内ラジオが印象

に残った人の実現意欲は高かったことから、来場者が一時的に

主体を担うコンテンツの実施は、主体者意識の醸成に効果的で

あると示唆される。 

 出店・出展者に対する調査では、満足度の要因では「来場者

による体験や会話」、今後の出店・出展意欲の要因についても、

「新たな人とのつながりや、来場者に体験してもらう」などの

「交流」についての回答が多かったことから、出店・出展者に

おいては「交流」の要素を重視していることが明らかになった。 

これらを踏まえて、市民の主体意識を高めるためには、賑わ

いづくりに受動的に参加してもらうだけではなく、コンテンツ

を通して能動的な思考や行動をしてもらう必要があることが明

らかになった。 

 本研究では、来場者や出店・出展者の空地活用に対する主体

意識は明らかになったものの、どのようなアプローチを行うこ

とで、市民を主体的に空地活用に巻き込めるかは明らかでない

ため、今後の課題としたい。 
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【補注】 
(1)本稿における「主体性」とは「まちづくりや空間活用にお
いて市民が能動的に関与すること」を指す。 
(2)国土交通省は空き地･空き家等の利用促進による、まちの賑
わい創出にむけて、都市のスポンジ化を総合的に推進する「改
正都市再生特別措置法」を2018年に施行するなど対策に乗り
出している。国土交通省,「都市のスポンジ化対策（低未利用
土地権利設定等促進計画・立地誘導促進施設協定）活用スタデ
ィ集」,https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001474450.pdf, 
2025年5月27日最終閲覧 
(3)「道草市」は市内の民間事業者が市内農業者や福祉事業
者、アニメーション作家などと連携を図り、パフォーマンスの
披露やワークショップ開催の機会を提供している。2020年10
月に第一回が開催されて以来、これまでに計40回（2025年7
月時点）実施されている。 
(4)2025年3月28日に一般社団法人小金井市観光まちおこし協
会T氏に対してヒアリング調査をおこなった。 
(5)こがねいコモンズホームぺージ及び一般社団法人小金井市
観光まちおこし協会 Instagramに掲載されている「道草市」の
チラシから明らかとなった。 
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LEGO®シリアスプレイ®による未来対話の促進：タイ中核地方都市における文脈構築型

都市計画の試み 

Facilitating Future Dialogue through LEGO® Serious Play®: A Context-Building Approach 
to Urban Planning in Thailand's Secondary  

ポンポテイタム ナンニチィ¹・早田 宰1 

Nuntnidhi Bongsebodhidhamma¹ and Professor Osamu Soda¹ 

本研究は、タイ・チェンマイ県の中核都市メーヒアで実施された革新的な都市ビジョニングワークショッ

プについて報告する。このワークショップでは、LEGO®シリアスプレイ®（LSP）と未来世代想像（IFG）の

概念を統合し、40 名の多様なステークホルダーが過去、現在、未来の都市シナリオを協働で構築した。未

来世代の視点から持続可能な未来を構想する慎重に設計された構築プロンプトを用いて、従来の聞き取り

型計画手法を超える新しい「触覚的未来対話ロジック」を導入した。このアプローチは、従来の計画プロ

セスで見過ごされる声を可視化し、階層を超えた対話を可能にする。従来の計画会議との比較分析では、

参加者の関与度が 30%から 75%に向上し、時間的志向が短期集中から長期ビジョン（20 年以上）へと転換

した。この手法は、アジア中核都市が直面する高齢化、環境変化、文化的継続性などの複雑な課題に対処

する実用的可能性を提供し、市民中心の文脈構築型都市計画を求める政策立案者や実務者にとって貴重な

知見を提供している。

Keywords:  Participatory planning,  Secondary cities, LEGO® Serious Play®, Urban governance, Civic 

innovation 

参加型計画、中核都市、LEGO®シリアスプレイ®、都市ガバナンス、市民イノベーション 

1. Background and Research Objective

Mae Hia Town Municipality, located in Chiang Mai Province, Thailand, faces significant pressures from urban expansion 
of neighboring Chiang Mai City. These challenges reflect broader patterns seen across many secondary cities in Asia that 
experience rapid urbanization while lacking the appropriate planning tools to manage such transformations inclusively. 

Conventional urban planning mechanisms often limit meaningful public engagement in shaping urban futures. This 
initiative began with a fundamental question: "How can a secondary city meaningfully co-design its future in an 
increasingly complex and uncertain world?" The workshop aimed to create a prototype space for inclusive and creative 
participation, serving not only as a planning tool but also as a platform to build social capital, encourage intergenerational 
dialogue, and strengthen local adaptive capacity. 

This cross-sectoral collaboration was made possible through support from the Japan International Cooperation Agency 
(JICA), academic backing from Waseda University, and the active commitment of the Mae Hia Town Municipality. 

2. Theoretical Foundation and Methodological Innovation

2.1 Historical Context of Three-Dimensional Participatory Planning 

While LEGO® Serious Play® represents an innovative approach to urban planning, it is important to acknowledge that 
concepts of tactility, creativity, and gamification in participatory planning have deeper historical roots. Notably, Soda and 
Sato (1994) pioneered the development of three-dimensional design games for consensus building through participatory 
planning processes in Japan. Their groundbreaking work established the theoretical foundation for using tactile modeling 

1 社会科学研究科・早稲田大学(Graduate School of Social Sciences, Waseda University, Tokyo, Japan)
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in urban planning contexts, demonstrating how physical construction could facilitate meaningful dialogue among diverse 
stakeholders. 

This earlier research explored how three-dimensional kits could be used to address complex urban renewal challenges, 
establishing key principles that inform contemporary applications of tactile planning methods (Soda & Sato, 1994). The 
methodology proved particularly effective in enabling participants to visualize spatial relationships and negotiate 
competing interests through collaborative model-building. 

Building on this foundational work by Soda and Sato (1994), our study extends these principles by integrating modern 
LSP techniques with future-oriented planning frameworks, specifically adapted for secondary city contexts in the Global 
South. Furthermore, the concept of Imaginary Future Generations (IFG) draws from Hara et al.'s (2019) theoretical 
contributions to intergenerational planning approaches, which emphasized the importance of incorporating non-present 
stakeholders in contemporary decision-making processes. Their work provided critical conceptual grounding for treating 
future generations as legitimate participants in planning discourse, establishing methodological precedents for our 
systematic integration of IFG perspectives with tactile planning methods. 

2.2 LEGO® Serious Play® and Embodied Cognition 

The workshop employed LEGO® Serious Play® methodology as the central tool to facilitate reflection, dialogue and 
future visioning. This approach has been successfully implemented in corporate settings globally but remains 
underutilized in the context of urban planning. The method is grounded in the philosophy of "Head-Hand-Heart 
Thinking," which enables participants to connect cognition, emotion, and personal experience by constructing physical 
models. 

Previous studies, including Tewdwr-Jones and Wilson (2022), have highlighted LSP's potential for institutionalizing 
creative participation, bridging differing stakeholder perspectives, and developing local facilitators. However, these 
applications have typically focused on immediate planning challenges without incorporating systematic intergenerational 
perspectives or context-specific cultural frameworks that acknowledge Asian traditions of dialogue and earlier grassroots 
practices that precede much of the Western literature. 

The tactile nature of LSP addresses several limitations of traditional participatory methods: 

 Language barriers: Physical modeling transcends verbal communication limitations 
 Power hierarchies: The playful medium reduces status-based participation inequalities 
 Abstract concepts: Complex urban systems become tangible through three-dimensional representation 
 Future orientation: Physical scenarios make distant possibilities emotionally accessible 

2.3 Imaginary Future Generations as Stakeholder Innovation 

A particularly novel aspect of our approach involves treating non-existent actors—future generations—as legitimate 
"stakeholders" in the planning process. This represents a pioneering attempt to systematically incorporate 
intergenerational perspectives into urban planning workshops using LSP. 

Drawing inspiration from Indigenous wisdom traditions, particularly the Iroquois principle of considering impacts on the 
next seven generations, this approach has rarely been applied to urban planning contexts. Yvon Chouinard, founder of 
Patagonia, famously adopted this principle to innovate and rebuild his company around long-term sustainability. Yet, to 
date, urban planning workshops using LSP have not systematically implemented this intergenerational framework. 

This integration required carefully crafted building prompts that encouraged participants to adopt future perspectives. For 
example, participants were asked: "Fifty years from now, should Mae Hia's citizens still be able to encounter water 
buffalo?" Such prompts shifted discourse from immediate concerns to long-term cultural and environmental continuity. 

By combining LSP with context-specific building prompts incorporating IFG perspectives, we created an entirely new 
planning logic that bridges creative expression with intergenerational responsibility. 

3. Methodology: Building Sustainable Futures Through LSP and IFG 
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The workshop was held on May 14, 2024, employing a structured six-hour program designed to progressively expand 
participants' temporal and spatial thinking. The methodology combined individual reflection, collaborative construction, 
and collective visioning to create what we term "tactile future dialogue." 

3.1 Workshop Structure and Participants 

Table-1: LEGO® Serious Play® Workshop Structure 

Phase Activity Duration Outcome 

Warm-up Simple building exercises 30 mins Building confidence with materials 

Individual reflection Past–Present models (2014–2024) 45 mins Individual urban experience narratives 

Future perspective 2044 models through IFG lens 45 mins Intergenerational considerations 

Group integration Shared model building 60 mins Collective vision articulation 

Synthesis Key themes extraction 45 mins Policy priorities identification 

Forty participants from five equally represented stakeholder groups joined the workshop: municipal officers, educational 
sector representatives, local business sector representatives, NGOs, and community leaders, including youth and elderly 
representatives. The progression deliberately shifted thinking from personal experience to group collaboration, and 
ultimately to a shared urban vision. 

3.2 Context-Building Prompts and Intergenerational Framing 

 

Figure-1 Photos showing participants engaging with LEGO models during the workshop, demonstrating the tactile 
nature of the planning process 

The integration of IFG methodology required developing specific prompts that would encourage participants to think 
beyond their immediate concerns. Key innovations included: 

Temporal Scaffolding: Participants first constructed models representing their memories of Mae Hia in 2014, then 
current conditions in 2024, before envisioning the city in 2044 from the perspective of future residents. 

Past-Future Integration: A particularly distinctive aspect of our methodology involved connecting temporal 
perspectives through material continuity. Participants were prompted: "Build the future using the creations made during 
the initial workshop, where participants expressed memories of the past. You can choose to preserve them, transform 
them, or even deconstruct them to reuse as resources." This prompt embodies the core logic of context-driven urban 
creation, where future visions emerge not from abstract ideals but from deliberate engagement with existing cultural 
and spatial assets. This approach fundamentally distinguishes our methodology from conventional future visioning 
exercises by requiring participants to negotiate continuity and change through tactile decision-making. 

Intergenerational Prompts: Questions such as "What would a child born in Mae Hia in 2044 need from this city?" and 
"How might our grandchildren judge the decisions we make today?" encouraged participants to consider long-term 
consequences. 
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Cultural Context Integration: Prompts incorporated local cultural elements, asking participants to consider how 
traditional practices and modern development could coexist sustainably. 

4. Results: Co-Creating Urban Futures through Tactile Dialogue 

4.1 Emergent Urban Visions 

Participants developed sophisticated urban visions that integrated multiple sustainability dimensions: 

Table-2 Key Themes Emerging from Participant Models 

Theme Description Representative Expressions in Models 

Environmental 
Resilience 

Green infrastructure, air pollution 
mitigation 

"Blue-green network woven throughout the 
city" 

Intergenerational Spaces 
Multi-age activity zones, knowledge 
transfer 

"Places where our elders can teach the young" 

Cultural Preservation Heritage integration in new development "Traditional forms with modern functions" 

Economic Diversity Mixed-use spaces, local enterprise "Markets and workshops mixed with housing" 

The winning vision, "Green & Health Smart City," received 14 votes out of 40 participants, demonstrating convergence 
around sustainability and well-being priorities. 

4.2 Process Innovations and Participant Responses 

Three significant innovations emerged from the tactile future dialogue process: 

Visualization of Abstract Concepts: LEGO® helped participants "see the urban future more clearly," bringing distant 
issues closer through hands-on creation. One participant noted: "Building the model helped me visualize what our town 
could be, rather than just talking about it." 

Nonverbal Communication: LEGO® became a language allowing participants to express ideas they "couldn't say in 
words"—particularly valuable in hierarchical planning cultures. A traditionally quiet community member observed: 
"Usually in meetings, I just listen because others speak better. But here, my model of the community garden spoke for 
itself." 

Hierarchy Reduction: Municipal officers highlighted that this process enabled them to hear perspectives rarely surfaced 
in conventional public hearings. A senior official reflected: "I was surprised by how the LEGO process helped everyone 
contribute their ideas more freely." 

 

Figure-2  Photo showing completed LEGO models representing different visions of Mae Hia, highlighting the evolution 
from past to future perspectives] 
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4.3 Intergenerational Perspective Integration 

The IFG methodology proved particularly effective in shifting temporal orientation. Participants reported that adopting 
future perspectives fundamentally changed their approach to current challenges. A business owner reflected: "Building 
for our grandchildren changed everything. Instead of just protecting my shop, I started thinking about the whole street 
as a living system." 

The future-oriented prompts generated specific outcomes: 

Long-term thinking: Discussions extended from typical 1-2 year planning horizons to 20-year visions 
Systems awareness: Participants spontaneously identified interconnections between environmental, economic, and 
social elements 
Intergenerational equity: Models incorporated features specifically designed for both elderly residents and future 
children 

5. Comparative Analysis and Policy Implications 

5.1 Contrasting Participatory Approaches 

A systematic comparison between the LSP workshop and Mae Hia's conventional annual planning meeting revealed 
fundamental differences: 

Table-3 Comparative Analysis - LSP Workshop vs. Conventional Meeting 

Dimension Conventional Meeting LSP Workshop 

Communication Pattern 70% official speaking 75% participant engagement 

Temporal Orientation 95% within 2 years 80% future-focused (20+ years) 

Idea Generation 47 discrete infrastructure requests 8 integrated systemic visions 

Cross-Sector Exchange Village-based silos Mandatory boundary-crossing 

Emotional Tone Formal, complaint-focused Playful, creative, high energy 
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Figure-3 Comparative visualization showing conventional planning process vs. LSP-enhanced process, highlighting 
differences in stakeholder engagement, feedback mechanisms, and outcomes. Top: Active participant engagement 
through collaborative LEGO® model construction and group presentations in LSP workshop. Bottom: Traditional 

presenter-focused format and formal assembly arrangement in conventional planning meeting, illustrating the contrast 
between participatory and hierarchical planning approaches. 

5.2 Policy Applications and Scaling Potential 

The tactile future dialogue approach offers several practical applications for cities seeking to enhance participatory 
planning: 

1. Institutionalizing Creative Participation: Embedding early-stage participatory visioning methods within formal 
planning cycles can capture citizen perspectives before technical constraints narrow discussions. 

2. Bridging Diverse Perspectives: Tactile methods facilitate dialogue between groups that might otherwise struggle to 
communicate effectively—different age groups, technical experts and laypeople, or across language barriers. 

3. Developing Local Facilitation Capacity: Training local facilitators to support participatory practices is particularly 
valuable for municipalities with limited resources. 

4. Intergenerational Planning Integration: The IFG methodology provides a structured approach to incorporating 
long-term thinking into planning processes, addressing the temporal myopia that often characterizes municipal 
decision-making. 

6. Novel Contribution: Creating New Planning Logic 

6.1 Distinguished Innovation from Existing LSP Applications 

The introduction of context-specific building prompts revealed truly innovative outcomes that distinguish our 
methodology from existing approaches. Had we simply asked participants to write their ideas on paper, the results 
would likely have remained abstract. Likewise, using LSP alone fosters creativity but may not necessarily lead to 
deeper contextual framing across temporal dimensions. 

By combining LSP with context-specific building prompts that systematically incorporate IFG perspectives, we created 
an entirely new planning logic. The most distinctive element of this logic lies in our past-future material integration 
approach, where participants were required to "Build the future using the creations made during the initial workshop, 
where participants expressed memories of the past. You can choose to preserve them, transform them, or even 
deconstruct them to reuse as resources." This prompt transforms future visioning from abstract ideation into a concrete 
negotiation with existing place-based assets and memories. Unlike conventional LSP applications that treat each 
building exercise as independent, our methodology creates material continuity between temporal phases, forcing 
participants to grapple with questions of urban heritage, adaptive reuse, and contextual innovation that mirror real-
world planning dilemmas. 

For example, the prompt "Fifty years from now, should Mae Hia's citizens still be able to encounter water buffalo?" 
combined with the requirement to physically decide whether to preserve, transform, or deconstruct past-representing 
models, generated profound discussions about cultural continuity, environmental preservation, and development 
trajectories that transcended typical infrastructure-focused planning discourse. 

6.2 Three Key Methodological Innovations 

1. Systematic Intergenerational Stakeholder Integration Unlike previous LSP applications that focus on existing 
stakeholders, we systematically treat Imaginary Future Generations as legitimate planning participants. This approach 
transforms conventional stakeholder mapping by including voices that are typically absent from planning processes—
those who will inhabit the cities we plan today. 

2. Cultural Context-Responsive Framework Rather than applying generic LSP protocols developed in Western 
corporate contexts, we developed culturally-adapted building prompts that integrate local cultural references with future 
visioning. This responds to the limitation that Asian traditions of dialogue and grassroots practices have been overlooked 
in much of the Western participatory planning literature. 

3. Temporal Scaffolding Methodology We created a structured progression from past (2014) to present (2024) to future 
(2044) that systematically extends planning horizons beyond typical short-term municipal focus. This temporal 
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scaffolding enables participants to understand urban development as a continuous process rather than discrete project 
interventions. 

7. Conclusion and Future Directions 

The Mae Hia case demonstrates how creative participatory methodologies can enhance urban planning practices in 
secondary cities, offering valuable lessons for addressing complex challenges including aging populations, economic 
revitalization, and climate resilience. 

This study's primary contribution lies in demonstrating how the integration of LSP with IFG creates a novel "tactile future 
dialogue logic" that transcends conventional planning limitations. By treating future generations as legitimate 
stakeholders through carefully designed building prompts, we have developed a methodology that bridges immediate 
concerns with long-term sustainability imperatives. 

The Thailand-Japan connection in this study also highlights the value of cross-cultural learning in planning methodologies, 
building on the foundational work of Japanese scholars in three-dimensional participatory planning (Soda & Sato, 1994) 
while adapting these approaches to contemporary secondary city contexts. 

As cities throughout Asia continue to navigate complex sustainability challenges, the Mae Hia model provides valuable 
lessons for fostering civic agency, strengthening adaptive capacity, and embedding context-sensitive planning approaches 
that respond to local realities while anticipating future needs. 

Future Research Directions 

We now have strong confidence in this approach and intend to explore it further through longitudinal implementation 
studies across diverse cultural contexts. Future peer-reviewed publications will examine cross-cultural adaptation 
frameworks, digital integration potential, and systematic evaluation of long-term planning outcomes influenced by this 
methodology. 
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In southern Shiga Prefecture, Omihachiman, Yasu, and Moriyama have populations between 50,000 and 100,000, while Kusatsu has 

about 140,000, and all have maintained their populations. This study examines changes from 2000 to 2020 in the location of 

facilities by industry (commercial, medical/welfare, public) and form (stand-alone or complex) within a 1 km radius of major JR 

stations in these cities. It also compares differences in facility distribution inside and outside this radius, considering urban structure 

and planning. Key findings include: (1) a decrease in retail facilities, while medical and welfare facilities remained stable or 

increased; (2) a significant rise in both the number and proportion of complex facilities; and (3) distinct patterns in facility 

distribution near stations, reflecting each city's unique urban planning and arterial road networks.  
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都市施設立地、ウォーカビリティ、コンパクト＋ネットワーク、都市マスタープラン、市街化、持続可能都市 

1. 背景・目的 

近年、日本では急速な人口減少や高齢化、市街地の低密度化と

いった様々な都市問題への解決策として、「コンパクト・プラス・

ネットワーク」の考えに基づいた都市計画・政策が推奨されてい

る。駅周辺地域などにコンパクトに生活サービス機能や居住機能

を誘導・集積し、まちづくりと連携した公共交通ネットワークに

よって地域をつなぐことで、都市の効率化及び持続可能な都市の

実現に寄与するとされている1)2)3)。現在では多くの自治体で都市

計画マスタープラン（都市マス）や立地適正化計画制度（立適）

を通じてコンパクト・プラス・ネットワークの具体化が図られて

いるほか、都市の魅力を向上させ町中ににぎわいを創出するため

に、「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進するウォー

カブルなまちづくりが行われている4)5)6)。今後、効率的な都市づ

くりを進めていくためには、拠点となる地域の都市計画や都市構

造、都市機能の立地特性などの変遷を把握し、今後の都市計画に

生かすことが重要である。 

地方都市におけるコンパクトシティに着目した研究は数多く

あり、例えば石原らによる研究 7)では、都市マスを定めている人

口10万～50万人の都市を対象に、地域拠点の役割や位置づけを

調査し、多くの都市で駅などの交通系施設や支所などの行政系施

設を中心とした拠点設定がなされていることが明らかとなった。

岡野らによる研究8)では、人口10～15万人の地方都市を対象に、

立地適正化計画の都市機能誘導区域に立地する施設の数や割合

の変化を分析し、福祉施設を除く大半の業種の施設数が区域内で

減少し、区域内から区域外への相対的な施設流出が起こっている

ことが明らかとなった。小澤らによる研究9)では、市域内に低密

な地区を抱える人口19万人以上の都市を対象に、都市計画、都

市機能立地、核間公共交通を多核連携型コンパクトシティの考え

方から拠点設定を分析し、多くの都市で平均7～8割の施設が拠

点範囲外に位置していることが明らかとなった。丸山らによる研

究 10)では、滋賀県北部の24駅周辺の半径1㎞圏を対象に、地理

地形的条件をふまえた駅の評価と駅周辺地域の水害リスクによ

る危険性を調査し、可住地と水害リスク、市街地拡大の関係につ

いて考察している。また清水らの研究 11)では、東京大都市圏を

対象に、都市機能誘導区域がどの程度15分都市理念におけるサ

ービス拠点を実現しているのかを分析し、現在の都市機能誘導区

域の枠組みでは居住地周辺での15分都市理念における生活圏構

築は不十分と示した。 

このように、県庁所在地や中核市など一定以上の人口や規模を

持つ地方都市で施設立地や都市政策を調査した事例は数多くあ

る一方で、令和2年度の国勢調査12)において最も数が多かった5

～10 万人の都市を対象としたコンパクトシティの研究は見られ

なかった。また、駅を中心とした徒歩圏と施設立地に着目してい

る研究はあまり見られなかった。施設の形態については、1つの

敷地で1つの施設が利用する「単独施設」か、複数の施設が利用

する「複合施設」かに着目して分析する研究も見られなかったが、

駅周辺徒歩圏において施設が多数立地するためには土地の複合

的な利用が想定されるため、施設立地の調査に際して複合施設の

状況を把握することも必要であると考える。 

本研究では、既往研究における研究事例が少なく、全国で最も

市数の多い人口 5～10 万人の小規模都市の駅周辺徒歩圏を対象

に、施設立地を調査する。分析に際しては、同程度の人口規模を

持つ都市の駅周辺徒歩圏であっても、その圏域の地域空間特性に

よって施設立地の傾向が異なることが予想されるため、施設立地

に影響を与えうる街道・幹線道路の状況や地区計画、用途地域な

どを各圏域の地域空間特性としてふまえて施設立地の状況を分
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析する。その際、住居系、工業系、事務所系などを除く、市民に

サービスを供する建物を商業・医療福祉・公共施設の分類に分け

るとともに、施設の形態（単独施設・複合施設）による立地状況

の違いに着目し調査分析を行う。また、駅周辺徒歩圏の内外にお

ける施設立地の差についても併せて調査を行う。そして、既往研

究に見られるような10万人以上の人口規模を持つ地方都市と比

較してどのような特徴を持っているかを明らかにする。対象範囲

は、コンパクト・プラス・ネットワークの考えから、公共交通ネ

ットワークによって都市拠点を訪れた人に対する施設充実を想

定していること、松本らによる街路空間と歩行速度に関する研究
13)より、両側に建物が存在する場合平均歩行速度が1.06m/s程度

になると示されており、清水らの研究で指摘されていた15分都

市の理念を踏まえると徒歩圏が約 1㎞となることから、JR駅を

中心とした半径1㎞の範囲としている(1)(2)。 

本研究の構成として、2章で本研究の調査・分析の使用データ

や概要を述べ、3章で各市の都市計画及び都市構造を把握するた

めに、研究対象の駅やその駅が存在する市を取り巻く都市構造や

都市計画を整理する。次に、4章で駅周辺の施設立地状況の変化

を調査するために、駅周辺の徒歩圏である半径 1km 圏における

施設立地の状況とその変化を把握する。そして、5章で駅周辺徒

歩圏における施設立地の特性を調査するために、駅周辺徒歩圏内

外それぞれにおける施設立地の状況を把握する。以上の結果を踏

まえ、6章で結論を述べる。 

 

2. 研究方法 

本研究では、滋賀県南部に位置する近江八幡市、野洲市、守山

市、草津市を対象とする。近江八幡市、野洲市、守山市は県内に

位置する市の中で最も数の多い人口 5～10 万人の市のうちの一

部であり、草津市は次いで数の多い数の多い人口10～15万人の

市の一つである。2000年度から2020年度の国勢調査において人

口が増加していた都道府県は8つあり、このうち県内に政令指定

都市など地方で中枢になるような都市が存在しないものは滋賀

県と沖縄県のみである 12)。近江八幡市、野洲市、守山市、草津

市は表-1 に示すようにいずれも人口が維持されている都市であ

り、人口による影響が少なく、都市構造や都市計画による施設立

地の実態を捉えるのに適していると考える。本研究では、滋賀県

南部の近江八幡市、野洲市、守山市に存在する、近江八幡駅、野

洲駅、守山駅のそれぞれを中心とした半径 1km の徒歩圏を人口

5～10万人規模の都市の駅徒歩圏として調査する。また、同じく

滋賀県南部の草津市に存在する草津駅、南草津駅の駅周辺 1km

圏を人口10万人以上の都市の駅徒歩圏として参考に調査し、前

述の3駅との差異について比較・考察を行う。経年変化の調査年

度は2000年、2020年とする。これは、2000年以降、大規模小売

店舗立地法の制定や、2000 年以降都市計画法・中心市街地活性

化法の改正、立地適正化計画制度の創設など、都市の集約化を促

す法律や制度の制定・改正が数多く行われているためである。 

本研究の分析では、3章で各駅が位置する市の都市計画マスタ

ープラン 14)15)16)17)や立地適正化計画 18)19)20)21)、地区計画 22)23)24)25)、

土地区画整理事業 26)などの資料・文献について収集及び調査を

行う。 

次に、4章ではゼンリン住宅地図2000年版 27)28)29)30)、2020年版
31)32)33)34)に記載のある、住居系、工業系、事務所系などを除く、

市民にサービスを供する建物を対象に調査する。それらの建物を

表-2、表-3に示す「商業・医療福祉・公共」の 3つの大分類と、

9つの小分類に区分する。その後、業種ごとの立地分布の変化を

把握するために、国土地理院の基盤地図情報を基に駅を中心とし

た半径 1km の地図を作成し、建物の業種情報をプロットする。

また同時に、上記の施設の形態が単独施設か複合施設のテナント

かを記録し、併せてプロットする。なお、本研究における「単独

施設」とは1つの敷地を1つの施設の施設が利用している状態を

指し、「複合施設」とは1つの敷地を複数の施設が利用している

状態を指す。複合施設は、複合施設内の各店舗・施設ごとに別個

の施設として集計している(3)。また、住宅地図によって施設数と

立地を把握し、プロット図を作成することにより、単独・複合別

の施設数やそれらの分布を把握する。 

次に5章では、ゼンリン住宅地図2020年版31)32)33)34)、全国大型

小売店舗総覧2020年版35)、対象とする4市および滋賀県のホー

ムページを参考に、4市全域に立地する主要な施設の駅徒歩圏内

外における立地数の差異を調査する。調査対象とする主要施設は、

対象地域である 4 市の立地適正化計画における誘導施設に指定

されている施設業種を参考に8つの都市機能に分類する(4)。各都

市機能に属する施設用途の凡例を表-4 に示す。また商業機能に

ついては、ゼンリン住宅地図2000年版 27)28)29)30)、全国大型小売店

舗総覧2000年版36)をもとに2000年時点における市内の立地数、

立地場所も併せて調査し、2000年から2020年にかけての変化を

分析する。 

 

3. 対象駅徒歩圏域の地域空間特性 

本章では、駅徒歩圏域の地域空間特性を把握するべく、対象と

なる各駅周辺の都市計画マスタープラン、立地適正化計画、区域

区分、用途地域、地区計画、街道・幹線道路の状況を調査する。

図-1 に各市の都市計画マスタープランにおける都市拠点設定、

立地適正化計画における都市機能誘導区域、幹線道路の状況を、

図-2 に各駅徒歩圏域における用途地域、地区計画、幹線道路等

の状況を示す。 

 都市計画マスタープランに注目すると、4市を含む滋賀県の各

市内には駅を中心として1～3個の都市核が存在し、各市・各都

市核が相互に連携した都市構造を持っている。近江八幡市、草津

駅ではJR駅周辺地域が拠点地域に設定されているのに対し、野

洲市、守山市は駅周辺に都市拠点、駅から離れた地域に地域拠点

が設定されている。また近江八幡市と野洲市では、合併前の町の

中心であった安土駅や中主地域の周辺など、比較的古くから存在

する市街地が地域拠点となっている一方、守山市では国道 477

号沿いや琵琶湖大橋周辺の地域、草津市では南草津駅周辺といっ

たように、比較的新しく整備されている市街地が地域拠点や都市

拠点に設定されていた。また近江八幡市では滋賀県で最も早く土

地区画整理事業が設定されていたほか、草津市でも草津駅、南草

津駅の両駅周辺で数か所に渡って土地区画整理事業が行われて
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【表-5】各駅1㎞圏内の市街化区域・用途地域割合(6) 

おり、駅周辺での市街地整備が活発に行われている 26)。立地適

正化計画に着目すると、野洲市と守山市では2017年、草津市で

は2018年、近江八幡市では2022年に立地適正化計画が策定され

ている。近江八幡市では、近江八幡駅周辺に都市拠点として、篠

原駅、安土駅周辺の地域に地域拠点として都市機能誘導区域が設

定されている。野洲市では、都市拠点である野洲駅、地域拠点で

ある北部合同庁舎周辺の 2 か所に都市機能誘導区域に設定され

ている。守山市では、守山駅北西の地域や北部市街化区域に都市

機能誘導区域が設定されている。草津市では、都市拠点である草

津駅周辺、南草津駅周辺がそれぞれ都市機能誘導区域に設定され

ている。 

街道や幹線道路に注目すると、4 市に共通して複数本の国道、

主要地方道が市内を通っていた。全ての市で隣接する市に向かう

方向の幹線道路が発達している一方、守山市、草津市では橋を通

じて大津市へと向かう湖方向への幹線道路も同様に発達してい

た。また市街化区域との関係に注目すると、守山市、草津市では

1km 圏内、圏外を問わず市街化区域内を幹線道路の大部分が通

っていたのに対し、近江八幡市、野洲市では、市街化区域内を通 

 

【表-1】4市の人口推移（人）(5) 

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
近江八幡市 80,669 80,610 81,738 81,312 81,770
野 洲 市 48,236 49,486 49,955 49,889 50,541
守 山 市 65,542 70,823 76,560 79,859 83,271
草 津 市 115,455 121,159 130,874 137,247 143,958  

【表-2】施設業種の大分類・小分類 

 

【表-3】施設業種の小分類の詳細 

小 売 （ 食 品 ） 食品店・スーパー・総合スーパー・コンビニ・ドラッグストア

小売（非食品） 薬局・衣料・電器・ガソリンスタンド・家具・スポーツ・書店・

ホームセンター・その他各種小売業

サ ー ビ ス 飲食・美容・娯楽・学習塾・教室・衣料・宿泊・金融・交通等各

種サービス業

医 療 病院・診療所・歯科診療所

介 護 福 祉 デイサービス・ショートステイ・入所介護・在宅介護

行 政 市役所・郵便局・警察署

教 育 幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・学童・その他教育

系施設

文 化 図書館・文化ホール

コ ミ ュ ニ テ ィ 公民館・自治会館・コミュニティセンター

そ の 他 その他公共施設  

【表-4】駅周辺徒歩圏内外調査（5章）の凡例 

商 業 機 能 店舗面積1000㎡以上の小売商業施設

医 療 機 能 病院・診療所・歯科診療所

福 祉 機 能 総合福祉センター・地域包括支援センター・特別養護老人ホーム・

介護老人保健施設・その他老人福祉施設

行 政 機 能 市役所・支所

子育て支援機能 地域子育て支援拠点・発達支援センター・その他子育て支援施設

教 育 機 能 文化ホール・図書館・中学校・高等学校

スポ ーツ 機能 体育館・運動公園・その他運動施設

地域 交流 機能 地域交流センター・コミュニティセンター・その他地域交流施設  

 

る幹線道路の範囲は守山市に比べて少なく、多くの幹線道路が市

街化区域外を通っていることが分かった。また、各駅周辺地域に

共通して主要幹線道路が 1km 圏内を通っていることが確認でき、

特に野洲駅や草津駅、南草津駅では複数本の幹線道路が 1km 圏

内を通っていた。守山駅では中山道が通っているほか、2つの商

店街が存在する。一方近江八幡駅では、県道48号が通っている

ものの、他駅に比べ 1km 圏内を通る主要幹線道路は少なく、ま

た街道や商店街なども確認できなかった。 

 区域区分に注目すると、市街化区域面積では、草津市が約 20

㎢と他市に比べて広く、次いで約12.4㎢の守山市、約10.7㎢の

近江八幡市が続き、野洲市が約8㎢と最も狭かった。また駅周辺

地域では、近江八幡駅、野洲駅は2000年、2020年とも70％前後、

守山駅、草津駅は 90％以上が市街化区域となっていた。南草津

駅は、2000年の時点では約79％だったが、2020年には約91％ま

で増加していた。 

 用途地域に注目すると、商業地域の割合は2020年時点で草津

駅が19.3%、近江八幡駅が17.1％と他の駅に比べて大きな割合を

占めていた一方、守山駅が 8.5％、南草津駅が 7.8％、野洲駅が

3.9％と小さい割合にとどまっていた。また 2000 年から 2020年

にかけて、多くの駅で商業地域、近隣商業地域など商業系の用途

地域の割合が増加していた。 

地区計画に注目すると、近江八幡市では9地区、野洲市と守山

市では3地区、草津市では7地区で地区計画が設定されていた。

各地区計画において定められている「地区計画の目標」で「都市 

 

 

【図-1】4市の地域空間特性と商業施設立地(7) 

 

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津

2000年 2020年 2000年 2020年 2000年 2020年 2000年 2020年 2000年 2020年

71.6% 74.2% 65.2% 71.0% 93.4% 93.5% 92.4% 92.4% 78.7% 91.3%

商 業 15.1% 17.1% 3.9% 3.9% 8.5% 8.5% 18.2% 19.3% 4.7% 7.8%

近 隣 商 業 3.1% 3.1% 7.2% 11.9% 10.4% 10.4% 22.0% 23.3% 0.0% 0.4%

そ の 他 53.4% 54.0% 54.1% 55.2% 74.5% 74.6% 52.2% 49.8% 74.0% 83.1%

市 街 化 区 域
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【表-6】業種・形態別施設増減率 

機能の集積」が掲げられている地区計画は4市に共通して行われ

ており、守山市を除く3市では駅前地域を中心に比較的広範に設

定されていた一方、守山市では駅前地域には設定されていなかっ

た上、範囲も狭いという違いが見られた。「地区計画の目標」で

「住環境の維持・保全」が掲げられている地区計画は、近江八幡

市、守山市、草津市で行われていた一方、野洲市では行われてい

なかった。近江八幡市では狭い範囲の地区計画が6か所で行われ

ていた一方、守山市では比較的広範な地区計画が1～2か所で行

われていた。草津市では、南草津駅の周辺で広範に設定された地

区計画が行われていた。 

 

4. 対象駅徒歩圏域の施設立地 

(1) 施設立地の状況 

分析結果を表-5、6、図-3 に示す。これらの図表から以下のこ

とが分かる。 

施設業種に着目すると、商業施設では、3駅とも総数の変化が

±10％以内に収まっており、他業種に比べ変化が小さい一方、サ 

 

 

【図-2】駅徒歩圏域の地域空間特性(8) 

 

ービス業種では増加、小売業種では減少の傾向が見られた。医療

福祉施設では、近江八幡駅、野洲駅で医療・介護福祉の両業種で

増加、守山駅で介護福祉業種のみ増加が見られた。いずれの駅に

おいても増加幅が 30％以上と 3業種の中で最も大きく、特に介

護福祉業種は全駅で顕著な増加が見られた。公共施設では、3駅

に共通して教育機能が増加しているほか、野洲駅、守山駅でコミ

ュニティ機能を中心に増加が見られるなど、全体的に増加の傾向

が確認できた。また、草津駅では他の駅同様に総数は 10％以内

の増加に収まっており、商業施設、公共施設については前述の3

駅と、医療福祉施設については近江八幡駅、野洲駅と同様の傾向

が見られた。南草津駅では、施設総数が約1.7倍以上に増加して

おり、増加率に差異はあるものの、商業、医療福祉、公共のすべ

ての業種について増加が確認できた。特に医療福祉施設では、施

設数が約2.9倍になっており、顕著な増加が確認できた。 

施設形態に着目すると、総施設数に占める複合施設の割合が近

江八幡駅では約5％、野洲駅と守山駅では15％～20％程増加して

おり、複合施設化が進行していることが明らかとなった。2020

年時点では、近江八幡駅で 60.3％、野洲駅と守山駅で 50％前後

となっており、近江八幡駅では特に複合施設化が進行していた。

また業種別に見ると、商業施設では3駅とも複合施設化が進行し

ていた。医療福祉施設では3駅とも複合施設化が進行していた一 

 

【表-5】業種・形態別施設数（件）（上：2000年、下：2020年）

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津

単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計

小 売 （ 食 品 ） 17 48 65 40 5 45 41 20 61 47 62 109 23 15 38

小売（非食品） 73 112 185 72 23 95 104 78 182 121 168 289 40 21 61

サ ー ビ ス 154 203 357 118 85 203 138 131 269 223 334 557 115 82 197

合 計 244 363 607 230 113 343 283 229 512 391 564 955 178 118 296

単 複 割 合 40.2% 59.8% - 67.1% 32.9% - 55.3% 44.7% - 40.9% 59.1% - 60.1% 39.9% -

医 療 24 10 34 23 5 28 27 10 37 21 30 51 9 9 18

介 護 福 祉 3 2 5 0 0 0 3 0 3 4 0 4 1 0 1

合 計 27 12 39 23 5 28 30 10 40 25 30 55 10 9 19

単 複 割 合 69.2% 30.8% - 82.1% 17.9% - 75.0% 25.0% - 45.5% 54.5% - 52.6% 47.4% -

行 政 4 0 4 3 0 3 3 1 4 5 0 5 2 0 2

教 育 4 0 4 10 1 11 14 0 14 13 0 13 8 2 10

文 化 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1

コ ミ ュ ニ テ ィ 16 0 16 10 0 10 16 0 16 19 0 19 17 0 17

そ の 他 4 1 5 2 1 3 2 1 3 1 0 1 1 0 1

合 計 28 2 30 27 3 30 35 2 37 39 0 39 29 2 31

単 複 割 合 93.3% 6.7% - 90.0% 10.0% - 94.6% 5.4% - 100% 0.0% - 93.5% 6.5% -

299 377 676 280 121 401 348 241 589 455 594 1049 217 129 346

44.2% 55.8% - 69.8% 30.2% - 59.1% 40.9% - 43.4% 56.6% - 62.7% 37.3% -単複割合

総 合 計

商
業

医
療
福
祉

公
共

 

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津

単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計

小 売 （ 食 品 ） 22 16 38 28 17 45 25 17 42 22 91 113 26 14 40

小売（非食品） 51 100 151 38 40 78 54 30 84 62 186 248 34 40 74

サ ー ビ ス 163 313 476 114 139 253 128 241 369 184 473 657 149 232 381

合 計 236 429 665 180 196 376 207 288 495 268 750 1018 209 286 495

単 複 割 合 35.5% 64.5% - 47.9% 52.1% - 41.8% 58.2% - 26.3% 73.7% - 42.2% 57.8% -

医 療 31 12 43 26 6 32 18 15 33 29 37 66 17 25 42

介 護 福 祉 6 12 18 5 9 14 5 16 21 12 14 26 9 4 13

合 計 37 24 61 31 15 46 23 31 54 41 51 92 26 29 55

単 複 割 合 60.7% 39.3% - 67.4% 32.6% - 42.6% 57.4% - 44.6% 55.4% - 47.3% 52.7% -

行 政 4 0 4 3 0 3 2 2 4 5 1 6 3 1 4

教 育 6 4 10 12 3 15 10 14 24 13 9 22 16 8 24

文 化 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2

コ ミ ュ ニ テ ィ 15 0 15 13 1 14 20 2 22 27 0 27 21 0 21

そ の 他 3 0 3 0 5 5 0 0 0 1 8 9 1 0 1

合 計 28 5 33 29 10 39 32 18 50 47 19 66 42 10 52

単 複 割 合 84.8% 15.2% - 74.4% 25.6% - 64.0% 36.0% - 71% 28.8% - 80.8% 19.2% -

301 458 759 240 221 461 262 337 599 356 820 1176 277 325 602

39.7% 60.3% - 52.1% 47.9% - 43.7% 56.3% - 30.3% 69.7% - 46.0% 54.0% -単複割合

総 合 計

商
業

医
療
福
祉

公
共

 

 

守山駅 

野洲駅 近江八幡駅 

草津駅 

南草津駅 

単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計 単独 複合 合計

商 業 -3.3% 18.2% 9.6% -21.7% 73.5% 9.6% -26.9% 25.8% -3.3% -31.5% 33.0% 6.6% 17.4% 142.4% 67.2%

医療福祉 37.0% 100.0% 56.4% 34.8% 200.0% 64.3% -23.3% 210.0% 35.0% 64.0% 70.0% 67.3% 160.0% 222.2% 189.5%

公 共 0.0% 150.0% 10.0% 7.4% 233.3% 30.0% -8.6% 800.0% 35.1% 20.5% - 69.2% 44.8% 400.0% 67.7%

総 施 設 0.7% 21.5% 12.3% -14.3% 82.6% 15.0% -24.7% 39.8% 1.7% -21.8% 38.0% 12.1% 27.6% 151.9% 74.0%

近江八幡 野洲 守山 草津 南草津
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【図-3】駅徒歩圏域の施設分布の変化(9) 

 

方、2020 年時点で近江八幡駅、野洲駅では単独施設の方が、守

山駅では複合施設の方が多く、施設割合には差異が見られた。公

共施設では3駅とも複合施設が増加している一方、両年とも単独

施設の方が多かった。草津市の駅では、総施設数に占める複合施

設の割合が草津駅では約13％、南草津駅では約17％と大きく増

加していた。2020 年時点では、草津駅は 69.7％と他の駅に比べ

て複合施設化が大きくし進行しており、南草津駅も 54％と野洲

駅、守山駅と同程度の割合になっていた。 

施設分布に着目すると、図-3 に示すように、野洲駅では、幹

線道路沿いの地域を中心に商業施設の増加が確認できた。また、

都市機能集積を目的とした地区計画が設定された地域で商業施

設や医療福祉施設を中心に施設増加が確認できた。近江八幡駅で

は、駅前地域周辺において一部の道路沿いの施設立地の増加が見

られたほか、駅付近の地域では商業系用途地域や都市機能集積を

目的とした地区計画が設定された地域を中心に複数の大型複合

商業施設の立地が確認できた。守山駅では、街道、幹線道路が数

多く通っており、駅周辺を通る幹線道路沿いに施設立地の増加が

見られた一方で、街道や商店街沿いなどに立地する小規模の小売

施設が大きく減少していた。草津市の駅では、草津駅、南草津駅

の両駅に共通して、駅付近の地域では商業系用途地域や都市機能

集積を目的とした地区計画が設定された地域に大型複合商業施

設を中心とした施設立地の増加が確認できた。特に南草津駅では、

顕著な施設数の増加が確認できた。また、草津駅周辺では、守山

駅同様に、街道沿いに立地する小規模の小売施設が大きく減少し

ていた。南草津駅では、幹線道路沿いや駅前の地域に立地数の増

加が確認できた。 

以上の分析から、次のことが言える。近江八幡駅の1㎞圏では、

商業、医療福祉、公共のすべての業種で施設数が増加しており、

特に医療福祉は 2000年時点の約 1.5 倍程度まで増加している。

また、すべての業種で複合施設の割合が増加しており、 5 駅の

中で草津駅に次いで複合施設の割合が大きいため、複合施設化が

進行しているといえるが、医療福祉施設、公共施設は2020年時

点でも単独施設の割合が大きく、全体では5％ほどの進行にとど

まっている。野洲駅では、商業、医療福祉、公共のすべての業種

で施設数が増加しており、商業施設及び総施設の増加率は南草津

駅に次いで大きい。また、すべての業種で複合施設の割合が増加

しており、特に商業施設の複合施設の割合の増加幅が5駅の中で

最も大きいため、大きく複合施設化が進んでいるといえるが、全

体での施設割合は2020年時点でも単独施設のほうが大きい。守

山駅は、医療福祉、公共の施設数がそれぞれ 30％ほど増加して

いる一方、先の2業種に比べ施設数の多い商業施設の数が3.3％

減少しているため、総施設数の増加率は 1.7％と低い。また、医

療福祉、公共の複合施設の割合が20年間でそれぞれ30％程度大

きくなっており、5駅の中で最も変化が大きいが、全体での複合

施設の割合は 2020年時点でも 56.3%であり、5駅の中で 3位と

なっている。草津駅では、商業、医療福祉、公共のすべての業種

で施設数が増加しており、特に医療福祉施設は5駅の中で2番目

に、公共施設は最も増加率が大きい。また、複合施設の割合は、

商業施設は約 15%、公共施設が約 29%とお菊増加していた。全

体では、2000年の時点で約 56.6%、2020年で約 69.7%となって

おり、両年とも5駅の中で最も割合が高い。南草津駅では、総施

設数が 346から 602と訳 1.74倍に増加しており、各業種の増加

率についても、公共施設は草津駅に次いで2番目に、商業施設、

守山駅 

野洲駅 

近江八幡駅 

草津駅 

2020年 2000年 

南草津駅 
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医療福祉施設は5駅で最も大きい。また、すべての業種で複合施

設の割合が増加しており、全体でも約 17％増加している一方、

2020年時点で約54％と野洲駅に次いで低かった。 

 

(2) 地域空間特性と施設立地 

3 章で述べた駅徒歩圏域の地域空間特性を踏まえ、4(1)で調査

した各駅の施設立地について整理する。 

用途地域に着目すると、商業施設では、守山駅を除く4駅の駅

周辺地域で商業施設を中心とした立地の増加が確認できた。特に

1km 圏内の商業地域の割合が大きかった近江八幡駅と草津駅で

は、駅前をはじめとする商業地域に複数の大型複合商業施設が集

中していた。一方医療福祉施設や公共施設では、両年とも全ての

駅で用途地域を問わず広範囲に分散するように立地していた。 

地区計画に着目すると、5 駅に共通して、「地区計画の目標」

で「都市機能の集積」を掲げる地区計画が設定されていた地域に

ついては施設の増加が確認できたが、近江八幡駅や草津駅、南草

津駅では複合施設を中心に増加が確認できた一方、野洲駅や守山

駅では単独、複合を問わず施設増加が見られるなど、増加する施

設は駅によって差異が見られた。また、守山駅の中山道周辺地域

など、「住環境の維持・保全」を掲げる地区計画が設定された地

域では個人経営の商店など、単独の小規模商業施設を中心に施設

立地の減少が確認できた。 

区域区分に着目すると、駅徒歩圏域内に市街化調整区域が設定

されている近江八幡駅や野洲駅、南草津駅において、市街化区域

内での施設立地は多く見られた一方、市街化調整区域での施設立

地は教育系の公共施設など一部業種を除きほとんど立地が見ら

れなかった。 

幹線道路に着目すると、5駅に共通の傾向として、商業施設を

中心に幹線道路沿いに増加が確認できた。特に野洲駅と南草津駅

では国道や県道沿いに商業施設、複合施設が顕著に増加していた。

また、近江八幡駅では、幹線道路に接続する道路においても同様

に道路沿いの立地の増加が確認できた。一方、街道や商店街沿い

に立地する施設については、単独の商業施設を中心に減少が確認

でき、守山駅、草津駅では特に顕著にその傾向が確認できた。 

 

5. 駅周辺徒歩圏内外の施設立地 

研究対象である 4 市全域の主要な施設分布の分析結果を表-７、

図-1に示す。これらの図表から以下のことが分かる。 

総施設数に着目すると、守山市が 147 件、近江八幡市が 135

件とほぼ同数であり、野洲市は92件と最も少なかった。一方、

立地数の内外比は、野洲市は駅徒歩圏域内に総施設の約46.7％が

立地しており、次いで近江八幡市が約 33.3％、約 25％の守山市

と続いていた。 

都市機能に注目すると、主要施設においては、いずれの都市で

も公共系の機能や福祉機能では 1km 圏外の立地が多く見られた。

市によって違いはあるものの、スポーツ機能、地域交流機能、福

祉機能、教育機能はすべての市に共通して圏外立地が多く見られ

た。一方で商業機能や医療機能、行政機能は市によって立地傾向

に違いが見られた。商業機能は近江八幡駅、野洲駅では圏内、圏 

【表-7】駅周辺徒歩圏内外・業種別施設件数（件）（2020年） 

近江八幡 野洲 守山 草津

内 外 内 外 内 外 草津 南草津 外

商 業 機 能 10 10 3 3 4 12 5 3 15

医 療 機 能 26 29 31 21 28 62 53 36 92

福 祉 機 能 3 11 0 8 1 17 2 0 25

行 政 機 能 1 1 1 1 1 0 1 0 0

子育て支援機能 2 7 2 1 2 1 3 0 0

教 育 機 能 2 12 4 6 0 11 4 4 9

ス ポ ー ツ 機能 1 9 0 3 1 4 2 0 7

地 域 交 流 機能 0 11 2 6 1 2 5 4 8

計 45 90 43 49 38 109 75 47 156  

【表-8】駅周辺徒歩圏内外別商業施設件数（件）（2000年） 

近江八幡 野洲 守山 草津

内 外 内 外 内 外 草津 南草津 外

商 業 機 能 6 7 2 2 3 5 6 4 7  

 

外で同数立地していたのに対し、守山駅では圏外を中心に立地し

ていた。医療機能は、野洲駅では圏内立地の方が多く、近江八幡

駅では圏内、圏外にほぼ同数立地していた。また守山駅では圏外

立地の方が多かった。行政機能は、近江八幡駅、野洲駅では内外

に1件ずつ立地していたのに対し、守山駅は圏内にのみ1件立地

していた。 

また商業施設の変化に着目すると、全市で幹線道路沿いに立地

が多く見られたほか、特に近江八幡市、守山市、では幹線道路沿

いの立地増加が顕著に見られた。また、近江八幡市と野洲市では

両年とも 1km 圏内、圏外で立地数がほぼ同数になる傾向が見ら

れた一方、守山市では 1km 圏内で少数の増加にとどまるのに対

し、圏外の立地数は大きく増加しているなど、圏内・圏外での立

地数の変化には明確な違いが確認できた。 

以上の分析から、施設集中の強かった近江八幡市、野洲市では、

ロードサイド立地の傾向は見られたものの、市街化区域の範囲が

狭いことが影響し、1km 圏外への施設立地がある程度抑制され

たと考えられる。一方、前述の2市に比べて市街化区域の範囲が

広い守山市では 1km 圏内に施設集中は起こっているものの、複

数の主要な幹線道路が市街化区域内かつ 1km 圏外である地域を

通っていたことにより、1km 圏外でも幹線道路沿いの地域でロ

ードサイド型の施設立地が発展し、結果として 1km 圏外への施

設の分散が起こって圏内への施設集中が弱まったと考えられる。 

また草津市については、市内に主要な駅が2駅位置することか

ら、他の3市と単純に比較することは難しいが、以下に草津市の

特徴をまとめる。 

総施設数に着目すると、草津市内には278件の施設があり、他

の3市と比較して2～3倍の施設が立地している。草津駅周辺の

施設数は 75 件と 5 駅で最も立地数が多く、また南草津駅は 47

件と近江八幡駅や野洲駅の周辺と同程度に施設が立地している。

一方立地割合は、草津駅周辺が約 27.0％、南草津駅周辺が約

16.9％と他の駅に比べて低い割合にとどまっている。 

都市機能に着目すると、行政、子育て支援機能以外のすべての

機能が駅徒歩圏外の方が立地数が多く、福祉、行政、子育て、ス

ポーツ機能については南草津駅周辺への立地は見られなかった。 

商業施設の変化に着目すると、草津、南草津駅周辺では20年

間で1件ずつ減少していた一方、駅徒歩圏外の立地は8件増加し

て約2倍になっており、駅徒歩圏外の立地増加が顕著に見られた。 
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6. 対象駅徒歩圏域の施設立地 

 本研究では、滋賀県南部に位置する4市を対象に駅周辺徒歩圏

域の地域空間特性を踏まえた施設立地状況を分析・考察した。以

下に本研究で得られた知見を示す。 

施設業種に着目すると、全ての駅で小売業種の減少及びサービ

ス業種の増加による商業施設の業種構成比の変化、医療・介護福

祉業種の増加、教育・コミュニティ機能を中心とした公共施設の

増加が確認できた。また全ての大凡例について件数の維持及び増

加が確認できたことから、小売業種など一部の業種を除き多くの

業種について駅周辺での増加傾向が確認できた。特に医療福祉施

設に関しては大幅な増加が見られたことから、他の業種と比べて

も施設需要が大きいと考えられる。岡野らによる研究では対象と

なった人口10万人以上の都市(10)においては医療福祉施設以外の

業種は減少傾向にあるとの研究成果が示されていたが、本研究の

対象地域では草津市も含め施設増加が確認できた。このように、

幅広い業種での施設数維持・増加の傾向が滋賀県南部の小規模都

市の特徴として、医療福祉施設の増加について、本研究の対象都

市と既往研究の対象都市の双方に共通の傾向として確認できた。 

施設形態に着目すると、全ての駅で総施設に占める複合施設の

割合が増加していた一方、2020 年時点での複合施設の割合は駅

によって差異が見られた。草津駅や近江八幡駅では複合施設の割

合が大きかった一方、野洲駅や守山駅、南草津駅では近江八幡駅

ほど複合施設の割合が大きくなかった。これは、駅前地域を中心

とする大型の複合商業施設の増加と、街道沿いなどに見られる単

独の商業施設に減少の傾向が見られたことが影響していると考

えられる。草津駅や近江八幡駅は駅前の商業地域の面積が大きく、

また都市計画による駅前地域の開発整備が進んでいたために大

型複合商業施設を中心に商業地域が形成されていた。また守山駅

の街道沿い地域では、個人経営の商店など、単独の小規模商業施

設を中心に施設立地の減少が確認できた。このような複合施設の

増加と単独施設の減少が、複合施設の割合の増加につながってい

ると考えられる。 

本研究にて調査対象として選定した 4 市についての上記の分

析結果から、滋賀県南部の小規模都市の駅周辺では次のような特

徴が見られることが分かった。駅周辺の市街化区域に幹線道路が

重なっている野洲市では、市街化区域内の部分に施設立地が集中

しており、特に幹線道路沿いの地域を中心に商業施設の増加が確

認できた。また、都市機能集積を目的とした地区計画が設定され

た地域で商業施設や医療福祉施設を中心に施設増加が確認でき

た。幹線道路が通らない近江八幡市でも、駅前地域周辺を中心に

地区計画や土地区画整理事業、用途地域の設定など積極的な都市

計画による働きかけにより、大型の複合商業施設を核とした高度

な施設集積が起こっていた。市内を街道、幹線道路が数多く通っ

ている守山市では、幹線道路沿いへのロードサイド型の立地など

により駅周辺への施設立地が積極的に起こっている一方で、街道

や商店街沿いなどに立地する小規模の小売施設が大きく減少し

ていることにより、他の駅に比べて増加幅が小さかった原因であ

ると考えられる。駅周辺の市街化区域を複数本の街道や幹線道路

が通る草津市においても、幹線道路沿いの地域では比較的規模の

大きな商業施設を中心に積極的な施設立地が見られた一方、街道

沿いの地域では小規模な小売店舗を中心に施設数の減少が確認

できた。また、駅周辺地域には大型複合施設、大規模小売店舗な

どが数多く立地しており、2000年から2020年にかけて立地の増

加も顕著に見られた。 

1km 圏内外の主要な施設の立地に着目すると、1km 圏内への

施設集中が強かった近江八幡駅、野洲駅ではどちらも、幹線道路

の大部分が市街化区域外を通っているという共通点が見られた。

4章、5章での調査から、幹線道路周辺にはロードサイド型の施

設立地が発生する傾向があるという知見が得られた。このことか

ら近江八幡、野洲では、幹線道路が市街化区域外を通っているこ

とにより、幹線道路周辺の地域で市街化が進行せず、ロードサイ

ド型の施設立地の発生が消極的であったため、1km 圏外への施

設分散が抑えられ、1km 圏内への施設集中が強まったと考えら

れる。一方施設集中がこの 2 駅よりも弱かった守山駅では 1km

圏内・市街化区域内を幹線道路が通っており、幹線道路沿いに市

街化が進んでロードサイド型の立地が発展したため、駅周辺への

施設集中が大きく進まなかったと考えられる。また、草津駅、南

草津駅については、他の3市に比べて駅周辺徒歩圏内外両方への

立地数が多く見られ、特に草津駅については他の駅に比べて2～

3倍の施設立地が見られた。草津市は市街化区域内、駅徒歩圏内

を多くの幹線道路が通っているため、徒歩圏の内外を問わず多く

の施設が立地していると考えられる。しかし、徒歩圏内に多くの

施設が立地している一方で駅周辺の施設集中率が他の 3 市に比

べて低いのは、市内に主要な駅が2駅あることや、市街化区域内

を多くの幹線道路が通っていることにより徒歩圏外への立地も

多いことに起因していると考えられる。このように、市内を通る

幹線道路や都市政策により施設集中の強弱の差は見られたもの

の、全ての駅に共通して施設集中が起こっており、駅を中心とし

た拠点の形成が行われていると言える。 

本研究では滋賀県南部の人口 5～10 万人の小規模の都市であ

る近江八幡市、野洲市、守山市および10万人以上である草津市

の駅周辺徒歩圏を事例として、表-5、6をまとめるとともに、図

-3 のようにその分布を図化することで、駅周辺徒歩圏における

業種別・形態別の施設立地の実態とその変化を把握することがで

きた。本研究で対象地域として取り扱った5駅の徒歩圏域では、

駅周辺を通る幹線道路の周辺では主に商業施設を中心に施設の

増加が見られた一方、街道や商店街に関しては小売店舗を中心と

した施設数の減少が目立った。また、都市機能集積を目的とした

地区計画が設定された地域では特に複合施設の増加が顕著に発

生していることが分かった。用途地域に関しては、商業施設や複

合施設は商業系の地域に増加する傾向が見られた一方、医療福祉

施設や公共施設は市街地に広く分散して立地しており、特定の地

域を中心に増加するなどの偏りは特にみられなかった。なお、こ

れらは今回対象とした5駅の徒歩圏域での特徴である。人口5～

10 万人の小規模都市を対象とした施設立地の研究はまだ少なく、

本研究は研究系譜の端緒の位置づけにある基礎的研究として滋

賀県南部の5駅を対象にケーススタディを行ってきた。今後の課

題として同規模の都市における研究事例を増やすこと、駅周辺徒
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歩圏内外の施設立地の関係を把握することなど、小規模都市にお

ける駅周辺徒歩圏の施設立地の実態把握をさらに展開し、コンパ

クト・プラス・ネットワークの構築に向けた駅周辺徒歩圏の形成

に資する研究として発展させていく必要がある。 

 

補注 

(1) 「都市構造の評価に関するハンドブック」3)では、一般的な徒歩圏は

半径 800mとされている。一方、「ウォーカブルなまちづくり」4)では

「まちなかウォーカブル区域」を概ね1km程度以内の区域としている。

また、丸山らによる研究10)では、駅を中心とする半径1㎞の範囲を徒

歩15分圏として施設立地調査の対象範囲としている。 

(2) 松本らによる研究13)では、全体の平均歩行速度が1.32m/s、道路の両

側が建物の場合の平均歩行速度が 1.06m/s との調査結果が示されてお

り、清水らによる研究11)で言及された15分都市理論を踏まえた15分

間での歩行距離は1.32m/sの場合1184ｍ、1.06m/sの場合954mとなる。 

(3) 本研究では生活利便性の観点から 1km 圏内の施設立地を把握するこ

とを目的としているため、複合施設全体を一つの商業施設とはみなさ

ず、別個の施設として集計している。 

(4) 駅周辺にどの程度施設が集中しているのかを把握することを目的に市

全域の主要施設の分布を調査するため、立地適正化計画において誘導

施設に指定されている施設業種を調査対象としている。 

(5) 参考文献37)より作成した。 

(6) 図-2を用いて測定・計算して作成した。 

(7) 引用文献14)～21)より作成した。 

(8) 国土地理院基盤地図情報を用いて、引用文献 22)～25)及び 36)～39)よ

り作成した。 

(9) 国土地理院基盤地図情報を用いて、参考文献27)～34)より作成した。 

(10) 岡野らによる研究 7)では人口 10～15 万人規模の都市である周南市、

土浦市、大牟田市が分析対象都市として扱われていた。 
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千里ニュータウンの成熟・更新と地域コミュニティの持続性に関する研究

－新千里北町の再開発と地域組織・コミュニティ空間に着目して－

Community Sustainability from the Perspective of Maturation and Redevelopment in Senri New 
Town 

: Community Space and Local Organization from the Viewpoint of Redesign in Shin-Senri-
Kitamachi 

西尾菜摘*・轟慎一** 
Natsumi Nishio*･Shinichi Todoroki** 

In new towns across Japan, various problems have arisen, such as the rapidly declining birthrate, aging population, and 
deteriorating housing and community facilities, and moves to reconstruct housing complexes are in full swing. In order 
to examine what kind of awareness residents have about the community and how they can maintain and carry on their 
ties with the community in the future, Chapter 2 conducted a map analysis of Shin-Senri-Kita-machi to grasp the current 
status of land use change and redevelopment. In Chapter 3, we conducted interviews regarding community activities, 
and in Chapter 4, we conducted behavioral observations and interviews in the community space to examine the renewal 
and sustainability of the community of local residents following the redevelopment. 

Keywords: Recomposition, Community Design, Old and New Residents, Local Activities, Behavior Observation, 
Diversity 
再構築、コミュニティデザイン、新旧住民、地域活動、行動観察、多様性

1.序論 
1-1.研究の背景・意義 
全国のニュータウンにおいて、急激な少子高齢化、住宅や地域

施設の老朽化など、様々な問題が生じている。特に、全国初の大

規模NTである千里NTでは、1962年にまちびらきが行われてか

ら60年余りが経過し、これらの問題が顕著にあらわれている。一

方で、集合住宅の建替えなどの動きが本格化し、新たに供給され

る住宅には子育て世帯の入居が見られる。こうした若い世帯の入

居による地域コミュニティの希薄化が問題視されている。地域と

のつながりを今後どのように維持・継承していくのか、また、地

域住民がどのような意識を持っているのか把握することが必要

である。そこで本研究では、成熟したNT の更新に伴う地域コミ

ュニティ形成に関して地域団体やコミュニティ空間に焦点を当

てた住民同士のコミュニティ形成について明らかにする。 

1-2.既往研究及び本研究の位置付け 
千里NTに関する研究は都市計画や都市の変遷に関する研究が

多く、例えば、小竹らによる「千里ニュータウンにおける開発・

再整備を通した現地形の継承と再編に関する研究」1)では急速に

進む建替え計画の内容を評価し、元来の土地が持つ自然環境や地

形の表出する将来のランドスケープデザインについて検討して

いた。中根らによる「千里ニュータウンにおける戸建住宅の再編

に関する研究：藤白台を対象とした開発前後の地形・風環境の変

容と風環境を考慮した街区デザインの検討」2)では敷地分割によ

る住環境の変化の特徴について明らかにしている。また、森河ら

による「地方都市郊外の新規住宅地が自治会に及ぼす影響に関す

る研究：近江八幡市の住居系地区計画を事例として」3)を参考に地

域団体に対してヒアリング調査を行った。コミュニティ空間調査

や行動観察に関して、竹田らによる「観察調査からみる公園と緑

道の空間形態の相関関係に関する考察(港北ニュータウン北西地

域の場合)：子供と高齢者をつなぐ地域コミュニティの拠点とし

ての公園のあり方に関する研究その6」4)の研究方法を参考に空間

調査や行動観察調査を行った。 

 本研究では、現在進行形で再開発が行われている新千里北町

を対象地とし、地域団体に対してヒアリング調査や空間調査か

ら地域コミュニティの形成に関して明らかにする。 

1-3.研究対象 
対象地は、大阪府豊中市の千里 NT 中央地区に位置している広

さ約87haの新千里北町とする。新千里北町は1966年にまちびら

きが行われてから約 60 年が経過し、その間、人々が暮らしを営

み、様々な地域活動や市民活動が展開され、みどりが育つなど、

まちとして大きく成長してきた。一方で、社会環境の変化や住民

ニーズの多様化が進むとともに、人口減少、少子高齢化の進行、

住宅や施設の老朽化等、様々な課題が見られ、近年超高齢化社会

への対応や住民ニーズに応じた新たな施設の導入、住民交流の活

性化、豊かな緑と住環境の継承・発展など千里ニュータウン再生

を推進するための取り組みが進められ、現在、新千里北町で府営

新千里北住宅の大規模再開発が進められている。 
1-4.研究の目的・方法 
本研究では、①新千里北町の計画・まちづくりに関する資料収

集を行いまちびらきが行われてからの変遷について把握する。②

新千里北町地域自治協議会に対するヒアリング調査、③新千里北

町のコミュニティ空間の現地調査を行い、それらのデータを元に
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分析・考察を行った。 
第1章では、研究の位置付け・目的と論文の構成について、第

2 章では、新千里北町の地図分析を行い、土地利用変化と再開発

の現状につて述べている。第3章では、新千里北町地域自治協議

会に対してヒアリング調査を行い、新千里北町で行われている地

域活動について把握する。第4章では、新千里北町のコミュニテ

ィ空間について観察調査・ヒアリング調査を行った。 
 
2. 千里ニュータウンの土地利用変化 
2-1.新千里北町の土地利用変化 
新千里北町の面積は、97haあり、現在は3,326世帯、6,993人が
暮らしている。新千里北町は、1966 年（昭和 41 年）に入居が開

始した。千里NTの12のまちの中で7番目に誕生し、豊中市では

最初のNTのまちである。(図-1) 

 

 

 

 

 
 
新千里北町が開発された当時の空間構成と現在の空間構成を図

-3、図-4に示す。 
①戸建住宅から住宅と診療所の併用住宅に転用された。 

②UR 住宅(旧日本住宅公団)が減築され民間住宅による建替え行

われた。 
③地区センターとして利用されていた建物が取り壊され、教育施

設として新たに建設された。 
④寮から民間住宅、学習塾、コンビニエンスストアに建て替えが

行われた。 
 上記の点から、再開発に伴い空間構成の変遷に入居者層の影響

を受けている。 
2-2.新千里北町の再開発の現状 
新千里北町の府営住宅である新千里北住宅は、47 棟からなる

1,312戸の大規模団地である。現在、府営新千里北住宅の一部で住

宅民活プロジェクトが進められている。再開発の現状とプロジェ

クト概要を図-5、図-6に示す。 

 
 

 
 
新千里北町の民活プロジェクト(大阪府営豊中新千里北第 2 期

住宅民活プロジェクト)は、大阪府豊中市新千里北町 2・3丁目地
区で進められている約 4.1ha の大規模な再開発事業である。老朽

化した府営住宅の建替えに加え、分譲マンション、戸建住宅、高

齢者福祉施設、保育園などの整備を行い、多世代が共生できるま

ちづくりを目指している。PFI法に基づき、東京建物、関電不動産

開発、パナソニック ホームズ、NIPPO の 4社が参画している。

既存の緑地を活かした広場や散策路の整備、防災機能の強化、ユ

：緑地・公園・広場・グラウンド

：池

：商業施設等(地区センター・近隣センター・医療施設)

：教育施設

：UR住宅（旧日本住宅公団）

：府営住宅

：民間住宅

：公社住宅

：寮

：戸建住宅

別紙-4 大阪府営豊中新千里北第 2期住宅 土地利用計画図 
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※「大阪府営新千里北住宅 まちづくり基本構想」に基づく 

凡例 

       事業区域 

       府営住宅整備用地 

       活用用地 
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B32 棟 

B44 棟 

さつき橋 

境界位置は 

事業者提案による 

【図-1】対象地(1) 

豊中市 

吹田市 

【図-2】構成要素の凡例 

④ 

② 

③ 

② 

① 

【図-3】1969年の新千里北町

の空間構成(2) 

【図-4】2024年の新千里北町

の空間構成(3) 

再開発中 

再開発済 

【図-6】新千里北町民活プロジェクトの開発概念図7) 

【図-5】新千里北町の再開発の現状(4) 
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ニバーサルデザインへの配慮も盛り込まれている。公共と民間の

連携によるこの先進的な取り組みは、地域の活性化と住環境の向

上を図るモデルケースとして注目されており、整備は 2030 年ま

で段階的に進められる予定である8)。 
民活プロジェクトを進めるにあたり、民間事業者が現存する新

千里北住宅のうち、B21〜B25棟の入居者の府営第 1期住宅への

移転を完了させた後、府営住宅整備部分の解体を行い、新たに大

阪府英豊中新千里北第2期住宅を整備する。(図-7) 

 

 
 
 

3. 新千里北町地域自治協議会の活動実態と課題 
3-1. 新千里北町地域自治協議会の活動実態 
新千里北街地域自治協議会に対してヒアリング調査を行った。 
ヒアリング調査内容は、組織体制や活動内容、住民がイベントに 
参加する割合等、新千里北街地域自治協議会に関する内容を中心

にヒアリングを行った。 
新千里北町地域自治協議会の役員構成とそれぞれの活動内容と

開催場所を図-8、表-1、表-2に示す 

 
 

区分 事業 活動場所 時期 中心団体 
組織運営 運営委員会定例会議の開催  ④ 月1回程度 新千里北町地域自治協議会 

世代間交流 

北町みんなで楽しまナイト実施  ② 11月 新千里北町地域自治協議会 
敬老の集いへの協力   9月 北丘校区福祉委員会 
北町みんなで楽しい運動会への協力  ② 10月 北丘公民分館 
文化祭への協力  ② 11月 北丘公民分館 
千里ふれあいフェスタへの協力   12月 第八中地域教育協議会 
歳末もちつき大会への協力  ② 12月 北丘校区福祉委員会 
北町つつじマルシェ実施  ① 5月・11月 新千里北町地域自治協議会 
交流の機会と拠点の整備（畑のあるサロン）  ③ 通年 新千里北町地域自治協議会 

防災・防犯 
北町自主防災訓練(大規模災害想定)の実施  ② 1月 新千里北町地域自治協議会 
歳末夜警への協力   12月 防犯協議会北丘支部 
防犯活動事業の強化   漸次 防犯協議会北丘支部 

住環境 協議会管理地の整備、住環境改善事業   漸次 新千里北町地域自治協議会 

広報 
広報紙の発行   年2回 新千里北町地域自治協議会 
ホームページの運営   随時 新千里北町地域自治協議会 

地域づくり活動 
ちえんサロン等、ちえんサポーター活動  ④ 漸次 新千里北町地域自治協議会 
子供会事業(新規開始)   漸次 新千里北町地域自治協議会 
子供の居場所事業(駄菓子屋屋台協力等)  ⑤ 漸次 新千里北町地域自治協議会 

その他 

日赤活動資金募集   5月 新千里北町地域自治協議会 
共同募金   10月 新千里北町地域自治協議会 
社会福祉協議会賛助会費募集協力   2月 北丘校区福祉委員会 
未加入団体への加入働きかけ   漸次 新千里北町地域自治協議会 
組織スタッフの増員   漸次 新千里北町地域自治協議会 

別紙-3 大阪府営豊中新千里北第 2期住宅 事業区域図・移転計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B18 

B17 

B21 

B15 

B16 

B24 

B23 

B22 

B46 

B45 

B25 

B47 

B10 B13 

B14 

B12 
B11 

Ｎ 

S=1:2,500(A4) 

凡例 

     事業区域 

     移転住戸範囲 

第 2期住宅建設 

【図-8】地域活動の開催場所(5) 

【表-1】新千里北町地域自治協議会の事業計画(5) 

①つつじ公園 ②北丘⼩学校 グラウンド 

③北丘⼩学校 畑 
④新千⾥北町会館 

⑤UR 団地 集会場 
【図-7】事業区域・移転計画7) 
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運営委員会は地域団体・自治会の代表と毎年3月に募集する公

募委員会の 26 人で構成されており、主に若い世代の方が主体と

なって地域のイベントを計画している。1 つの組織の規模が小さ

いため他の組織との横のつながり強く、お互いに協力し合って地

域活動を行なっている。 

3-2.新千里北町地域自治協議会の地域活動に関する意識 
新千里北町地域自治協議会の方に新千里北町地域自治協議会の

活動内容や地域のイベントについて、2024 年11月20日と12月
18日にヒアリング調査を行った際、以下のように語られた。 

「出来上がったイベントよりもね、その途中がすごく大事やと

僕は思っている。だから、その途中でいろんな団体の主要なメン

バーが集まってああしよう、こうしよう、こっちの方がいいんち

ゃうとか色々話し合って、出来上がったのもが別に失敗ていうか

成功でのうてもなんでもええねん。やる途中にすごく意味があっ

て、そのプロセスをものすごく大事にしている。」と新千里北町で

行われている取り組みに対して、イベントの結果よりも地域の住

民同士がコミュニケーショを取り、互いに協力し合ってイベント

を行う過程を大切に思われていた。 
住民の地域活動参加に関して以下のように語られていた。 

「人々の心のあり方が変化してきて、昔は、近所で助け合わん

とね暮らしていけなかった。だから、その頃は行政がなんかして

くれるわけじゃなくて、みんなで、自分らで助け合ってたけど、

全部公共サービスで段々と賄っていくようになったら、逆に個人

がお互いに助け合うのを嫌うゆうか、もう自分だけよかったらい

いよ、自分のことしか考えない人が増えたね。」と言うように時代

の変化によって地域住民のコミュニティのあり方の変化につい

て語られ、居住者層の変化に伴う課題が指摘された。 

「これは自治会の参加にも言えて、自治会に入ったら何の得が

あんのかとか、自治会入って何のメリットがあんねんとか、何し

てくれんねんとかね、自治会が何をしてくれるかよりもあなたが

自治会でどういう役割ができるんですかという考え方で自治会

に参加してほしい。」と言うように地域住民に対する自治会参加

の意識について語られていた。 

「これからますますね、公共サービスなんかも縮小していくか

ら、自治会の参加を通じて地域のつながりを大事にしていかない

とあかんなって僕らは思ってまる。」と今後の地域のつながりに

関して、行政に頼るのではなく、地域のつながりを増やし、地域

住民同士で助け会うことが今後、重要であると語られていた。 

3-3.新千里北町地域自治協議会の課題と展望 
新千里北町地域自治協議会への参加率は、戸建住宅エリアでは

55%と 10 年で 10%減少、再開発が行われたパークハウス千里中央

は管理組合があるがマンション自体が新千里北町地域自治協議

会への参加はしないと公言しているため参加率は 0%となってい

る。ジオ千里中央では住宅販売の際に新千里北町地域自治協議会

への参加が義務付けられているため加入率は 100%となっている

が、役員の高齢化と若い世代の人材不足が課題となっている。そ

のため、今後展望として若い世代に新千里北町地域自治協議会の

地域活動の実態について認知を広げる必要がある。 

 

4. 新千里北町のコミュニティ空間 
4-1.新千里北町のコミュニティ空間の構成 
新千里北町の住民同士の交流が行われるコミュニティ空間につ

いて調査を行った。調査方法は対象地において、2024年11月26
日と12月20日の平日2日間、9時から17時までの観察調査で、

利用者、利用時間、利用行動を調査した。 

また、対象地を利用している人に対してのヒアリング調査では、

利用頻度や目的に関して調査を行った。調査対象を図-9、対象地
の立地・周辺環境、平面構成、施設配置について表-3、対象地の

状況を写真-1に示す。 

 

    活動内容 

運

営

委

員

会 

広報部会 
広報紙「北町の未来」を年3回発行 

HP「きたおか掲示板」の作成・更新 

防災部会 

災害時の避難方法や役割分担などの話し

合い 

北町自主防災訓練 

防犯部会 

歳末夜警の協力 

防犯活動事業強化 

交通安全に関する施設・環境整備 

地域の見回り 

夏祭り実行委

員会 
夏祭りの実行 

環境部会 

北町の環境について調査検討改善事業 

協議会完治機の整備 

管理改善事業 

子育てサーク

ル部会 

子育て関連団体の連携 

子育て世代の交流・情報交換の機会や場づ

くり 

【表-2】新千里北町地域自治協議会の組織構成と活動内容(5) 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 

⑫ 

【図-9】新千里北町の空間調査(3) 
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場所 立地・周辺環境 平面構成 
施設配置 

遊具関係 休養関係 その他 

①樫ノ木公園 府営住宅、戸建住宅 

広場・遊具

エリア 

ブランコ2基、複合遊具

(すべり台＋はしご)、複合

遊具(すべり台＋雲梯＋階

段)、スプリング遊具、鉄

棒、砂場、健康器具2基 

ベンチ3基 

手洗い・水飲み場 

トイレ 

銅像 

照明灯 

池エリア   ベンチ4基 照明灯 

②北町2丁目第4公園 ジオ千里中央、府営住宅、戸建住宅 
広場・遊具

エリア 

すべり台、ジャングルジ

ム、鉄棒砂場 
ベンチ2基 

手洗い・水飲み場 

清掃用具入れ 

照明灯 

③北町商店街 

北丘小学校、ジオ千里中央、府営住宅 

商業エリア     商店街 

駐輪場 

有料駐車場 

英語学童保育 

歯科 

動物病院 

③新千里北町会館 交流エリア     

③商業施設 商業エリア     

④つつじ公園 北丘小学校、商業施設、戸建住宅 
広場・遊具

エリア 

ブランコ、すべり台、ジャ

ングルジム 

パーゴラ 

ベンチ3基 

時計 

照明灯 

⑤北町2丁目第3公園 戸建住宅 
広場・遊具

エリア 
鉄棒 ベンチ2基 

掃除用具入れ 

消防資機材格納庫 

照明灯 

⑥北町2丁目第2公園 戸建住宅 
広場・遊具

エリア 
鉄棒 ベンチ2基 

掃除用具入れ 

消防資機材格納庫 

照明灯 

⑦北町2丁目第1公園 戸建住宅 遊具エリア 
雲梯、複合遊具(すべり台

＋階段＋梯子) 
ベンチ2基 

掃除用具入れ 

照明灯 

⑧北町1丁目第1公園 北丘小学校、公社住宅、戸建住宅 広場エリア   
パーゴラ 

ベンチ3基 

掃除用具入れ 

照明灯 

⑨北町公園a 
幼保連携型認定こども園北丘聖愛園、

公社住宅、戸建住宅 

野球場エリ

ア 
    

用具入れ 

駐車場 

照明灯 

⑩北町公園b 
広場・遊具

エリア 

ブランコ、ジャングルジ

ム、雲梯 
ベンチ8基 

掃除用具入れ 

照明灯 

⑪ひらど公園 
せんりひじり幼稚園、パークハウス千

里中央、府営住宅、戸建住宅 

広場・遊具

エリア 
複合遊具(すべり台＋階段) ベンチ4基 照明灯 

⑫北町3丁目第2公園 
パークハウス千里中央 

戸建住宅 
広場エリア   

パーゴラ 

ベンチ3基 
照明灯 

【表-3】調査対象の空間形態(6) 
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4-2.新千里北町のコミュニティ空間の利用実態 
図-9、表-3、写真-1で示したコミュニティ空間について行動観

察と利用している方に対してヒアリング調査を行った。(図-10) 

 

 
「①樫ノ木公園」では、幅広い年齢層が利用していた。特に3〜

5 歳の子供連れの親子の利用が目立った。また、隣の町と隣接い

ているため新千里北町の住民以外の子供連れの親子や小学生の

利用が見られた。また、朝の時間帯にラジオ体操が行われ、ラジ

オ体操が終わった後、参加者同士で世間話を行なっているとヒア

リング調査で得られた。 
「②北町2丁目第4公園」では、午前中の利用者はほとんど居

なかったが公園周辺を散歩する高齢者を見かけた。夕方になると

学校終わりの小学生の利用が多かった。 
「③近隣センター」では、9時台と14時台に英語学童保育の送

り迎えがあり、親同士のコミュニティが見られた。また、迎えの

際に露店で商品を購入し露店の方とちょっとした交流が見られ

た。 
「④つつじ公園」では、犬の散歩をしている方や子供連れの親

子のコミュニティがよく見られた。 
「⑤北町2丁目第3公園」、「⑥北町2丁目第2公園」、「⑦北町

2丁目第1公園」の利用者は見られなかった。 
「⑧北町1丁目第1公園」では、60代男性が1人でベンチを利
用していた。 
「⑨北町公園a」の野球場では、夕方にサッカー教室が開かれ、

迎えに来た親同士の交流が見られた。 
「⑩北町公園 b」のグラウンドでは、午前中に高齢者の団体が

パターゴルフをしながら交流していた。午後はこども園が隣接し

ていることもあり保育士と子供の利用が見られた。また、夕方に

0 10 20 30 40 50 60 70
⼈

乳幼児 ⼩学⽣ ⼤⼈ ⾼齢者

①樫ノ⽊公園

②北町2丁⽬第4公園

③近隣センター

④つつじ公園

⑧北町1丁⽬第1公園

⑨北町公園a

⑩北町公園b

⑪ひらど公園

①樫ノ⽊公園 ②北町2丁⽬第4公園 ③町商店街 ③新千⾥北町会館 

③商業施設 ④つつじ公園 ⑤北町2丁⽬第3公園 ⑥北町2丁⽬第2公園 

⑦北町2丁⽬第1公園 ⑧北町1丁⽬第1公園 ⑨北町公園a ⑩北町公園b 

⑪ひらど公園 ⑫北町3丁⽬第2公園 
【写真-1】調査対象のコミュニティ空間(7) 

 

【図-10】対象地の利用者属性(6) 
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なるとこども園に迎えに来た親同が子供を公園で遊ばせながら

親同士のコミュニティが見られた。 
「⑪ひらど公園」では、幼稚園が隣接しているため、子供の迎

えの際に子供を公園で遊ばせながら親同士は育児に関する交流

をよく行なっているとヒアリング調査で得られた。 
「⑫北町3丁目第2公園」の利用者は見られなかった。 
以上のことから、行動観察とヒアリング調査から立地・周辺環

境や平面構成によって利用者層や利用人数・目的が別れているこ

とが明らかになった。 
 

5. 結論 
第2章では新千里北町の土地利用変化、特に再開発の現状につ

いて明らかにした。 

第3章では、地域活動の実態について把握するために、新千里

北町地域自治協議会にヒアリング調査を行い、地域活動の実情と

コミュニティの実態や課題について明らかにした。新千里北町地

域自治協議会は、地域団体・自治会の各代表とボランティアの方

達で構成されており、子育て・教育、住環境、防災・交通、高齢

化、世代間交流の分野に関してそれぞれの部会を設けながら活動

を展開している。1 つの組織の規模が小さく、地域活動を行うに

あたって主体となる組織以外に他の組織の協力が必要不可欠の

ため、組織同士での横の繋がりが非常に強いことがヒアリング調

査で明らかになった。このことから、新千里北町地域自治会の活

動を通して住民同士の繋がりが強固なものになっていると思わ

れる。 

第4章では、新千里北町のコミュニティ空間について行動観察

や利用者に対してヒアリング調査を行い、日常生活の中で住民同

士のコミュニティがどのような場所で発生しているのか明らか

になった。住民同士のコミュニティの場所として樫ノ木公園や地

域活動で使用されているつつじ公園、幼稚園やこども園と隣接し

ている北町公園とひらど公園が住民同士のコミュニティの場所

として利用されていた。子育て世代同士や高齢者同士の交流は見

られたが多世代での交流は見られなかった。 

新千里北町では多世代交流は地域活動により行われ、日常生活

の中で同世代の交流が行われているため、若い世帯の入居による

地域コミュニティの希薄化はあまり見られなかった。しかし、認

知機能の低下や身体的に外出が難しい後期高齢者に関して住民

同士のコミュニティがどうなっていくのか今後さらに追跡調査

を行う必要がある。 

 
補注 
(1) 国土地理院基盤地図情報(2024年10月閲覧)を加工し、作成。 

(2) 国土地理院基盤地図情報(2024 年 10 月閲覧)を加工し参考文
献5)より作成。 

(3) 国土地理院基盤地図情報(2024 年 10 月閲覧)を加工し参考文
献6)より作成。 

(4) 国土地理院基盤地図情報(2024 年 10 月閲覧)を加工し参考文
献7)より作成。 

(5) ヒアリング調査より作成。 

(6) 空間調査より作成。 
(7) 筆者撮影。 
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